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一

献　

呈　

の　

辞

船
山
泰
範
教
授
は
本
年
九
月
四
日
に
古
稀
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
教
職
員
一
同
、
謹
ん
で
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
の
意
を
表
す
べ

く
、
古
稀
記
念
論
文
集
『
人
間
存
在
と
刑
事
法
学
』
を
編
み
、
こ
れ
を
先
生
に
献
呈
い
た
し
ま
す
。

船
山
教
授
は
日
沖
憲
郎
教
授
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
所
属
さ
れ
、
昭
和
四
六
年
（
一
九
七
一
年
）
三
月
に
本
学
部
法
律
学
科
を
卒
業
後
、
日

本
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
へ
進
学
し
、
昭
和
四
八
年
（
一
九
七
三
年
）
三
月
に
修
了
、
同
年
七
月
に
本
学
部
副
手
に
就
任
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
後
、
眼
病
を
患
わ
れ
た
藤
木
英
雄
東
京
大
学
法
学
部
教
授
の
目
と
な
り
手
と
な
り
助
け
つ
つ
、
藤
木
博
士
の
薫
陶
を
受

け
ら
れ
ま
し
た
。
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
年
）
五
月
に
創
価
大
学
通
信
教
育
部
専
任
講
師
を
務
め
ら
れ
た
後
、
昭
和
五
八
年
（
一
九
八
三

年
）
四
月
に
専
任
講
師
と
し
て
母
校
へ
戻
ら
れ
、
昭
和
六
三
年
（
一
九
八
八
年
）
四
月
に
助
教
授
と
な
ら
れ
、
平
成
一
〇
年
（
一
九
九
八
年
）

四
月
、
教
授
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

船
山
教
授
の
刑
法
学
に
関
す
る
業
績
を
拝
見
し
ま
す
と
、
そ
の
根
底
に
は
、
二
つ
の
問
い
が
あ
り
ま
す
。

ひ
と
つ
は
、
人
間
の
本
質
は
何
な
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
り
ま
す
。「
刑
事
責
任
は
精
神
・
人
間
性
を
働
か
せ
る
可
能
性
が
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
働
か
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
人
間
と
し
て
の
責
任
を
問
う
の
で
あ
る
。
…
…
責
任
を
問
う
と
い
う
こ
と
は
人
間
を

人
間
と
し
て
扱
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。（「
刑
法
に
お
け
る
行
為
の
人
間
学
的
構
造
」
よ
り
）」。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
依
拠
し
て
、
実

体
法
解
釈
論
の
み
な
ら
ず
刑
事
政
策
論
、
少
年
法
の
在
り
方
な
ど
、
幅
広
く
考
察
さ
れ
て
い
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
刑
法
は
市
民
生
活
と
ど
う
か
か
わ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
意
識
で
す
。
と
り
わ
け
、
先
生
の
過
失
犯
論
に
お
い
て
、
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二

そ
の
姿
勢
が
明
確
に
現
れ
て
い
ま
す
。
市
民
の
た
め
の
刑
法
は
ど
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
を
探
究
し
た
故
藤
木
博
士
が
提
唱
し
た
危
惧
感

説
を
引
き
継
ぎ
、
説
を
さ
ら
に
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
危
険
行
為
に
携
わ
る
者
は
精
神
を
働
か
せ
万
全
の
対
策
を
と
る
べ
き
で
あ
り
、
そ

れ
が
、
ひ
い
て
は
市
民
生
活
の
保
護
に
つ
な
が
る
、
と
先
生
は
考
え
て
お
ら
れ
ま
す
。

右
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
市
民
向
け
の
著
作
に
も
顕
れ
て
お
り
ま
す
。
先
生
は
、
難
解
な
刑
法
学
を
、
わ
か
り
や
す
い
言
葉
を
用
い
て
、

と
き
に
は
、
独
特
な
図
表
を
駆
使
し
て
、
市
民
に
伝
え
る
努
力
を
し
て
い
ま
す
。
裁
判
員
裁
判
の
時
代
に
お
い
て
、
先
生
の
よ
う
な
働
き

は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。

教
育
面
に
お
い
て
特
筆
す
る
べ
き
こ
と
は
、
約
三
〇
年
に
わ
た
り
模
擬
裁
判
を
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
お
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
で
す
。
ゼ
ミ
生

同
士
が
話
し
合
い
、
ひ
と
つ
の
事
件
を
設
定
し
、
そ
の
背
景
を
詳
し
く
調
べ
上
げ
、
そ
れ
を
刑
事
裁
判
に
仕
立
て
あ
げ
、
こ
れ
を
実
演
し

ま
す
。
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
圧
倒
的
な
集
客
力
を
誇
る
企
画
で
あ
り
、
法
桜
祭
の
名
物
行
事
で
も
あ
り
ま
し
た
。
先
生
の
ゼ
ミ

ナ
ー
ル
で
学
ん
だ
学
生
は
様
々
な
分
野
に
お
い
て
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。

船
山
教
授
は
誰
よ
り
も
早
く
ご
自
身
の
研
究
室
へ
入
り
、
積
み
上
げ
ら
れ
た
書
籍
や
書
類
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、
書
に
耽
り
、
万
年
筆
を

片
手
に
原
稿
を
執
筆
さ
れ
、
他
の
誰
よ
り
も
遅
く
研
究
室
を
後
に
す
る
生
活
を
送
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
船
山
教
授
の
御
姿
を

拝
見
で
き
る
の
も
、
残
り
わ
ず
か
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
先
生
は
、
退
職
後
も
、
世
に
役
立
つ
書
物
を
執
筆
す
る
強
い
意

欲
を
も
た
れ
て
い
る
と
も
聞
い
て
お
り
ま
す
。
母
校
の
後
進
を
引
き
続
き
ど
う
か
御
指
導
下
さ
い
。
そ
し
て
、
教
職
員
一
同
、
先
生
が
今

後
も
学
究
に
励
ま
れ
、
ま
す
ま
す
ご
活
躍
さ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
深
く
祈
念
し
て
お
り
ま
す
。

平
成
二
八
年
十
月
吉
日

 
日
本
大
学
法
学
部
長　

池　

村　

正　

道
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「
傷
害
の
罪
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の
法
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（
伊
東
）

（
二
三
五
）

「
傷
害
の
罪
」
の
法
益

伊　
　

東　
　

研　
　

祐

Ⅰ　

は
じ
め
に
│
現
代
社
会
に
お
け
る
「
人
の
身
体
」

「
人
の
生
命
」、「
身
体
」、「
財
産
」、
と
何
気
な
く
並
ん
で
挙
げ
ら
れ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
「
人
の
身
体
」
と
い
う
法
益
は
、「
人
の
生
命
」

と
い
う
法
益
と
如
何
な
る
関
係
に
在
る
の
だ
ろ
う
か
。「
人
の
身
体
」
に
対
す
る
侵
襲
等
が
重
大
な
も
の
で
あ
る
場
合
、
そ
の
人
の
生
命

が
失
わ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
失
わ
れ
る
危
険
が
生
じ
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
人
の
身
体
」
と
い
う
法
益
は
「
人
の
生
命
」
と
い
う
法

益
の
謂
わ
ば
前
段
階
な
い
し
前
提
的
構
成
部
分
で
あ
る
（
に
過
ぎ
な
い
）
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。「
人
の
身
体
」
に
は
、「
人
の
生
命
」
か

ら
独
立
し
た
固
有
の
意
義
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
…
…
…
そ
ん
な
こ
と
を
、「
人
の
身
体
」
を
法
益
と
呼
ぶ
こ
と
の
正
確
性
に
今
更
な

が
ら
一
抹
の
不
安
を
覚
え
つ
つ
、
何
故
か
ふ
と
思
っ
た
の
は
、
そ
し
て
、
従
前
か
ら
の
議
論
枠
組
を
破
っ
て
み
よ
う
か
と
少
し
冒
険
し
て

み
た
の
は
、
六
年
程
前
の
各
論
教
科
書
執
筆
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
予
想
通
り
、
殆
ど
関
心
を
惹
く
こ
と
も
な
い
問
題
提
起
に
止
ま
っ
た

論　

説

〈
刑
事
実
体
法
〉

三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
三
六
）

が
、
こ
の
間
の
Ｐ
Ｍ
2
・
5
や
セ
シ
ウ
ム
1
3
7
等
に
代
表
さ
れ
る
環
境
（
大
気
）
汚
染
物
質
問
題
の
再
燃
に
鑑
み
て
も
、
な
お
考
え
て

み
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
些
か
長
く
な
る
が
、
関
連
部
分
を
引
用
さ
せ
て
戴
く
。

「
人
の
身
体
」
と
い
う
法
益
の
侵
害
の
一
つ
の
発
現
形
態
で
あ
る
「
傷
害
」
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
は
、
古
く
か
ら
見
解
の
対
立
が
存
す
る
。
身
体
的
完
全
性
侵
害
（
毀
損
）
説
（
外
観
等
を
含
む
身
体
の
完
全
性
の
侵
害
と
解
す
る
説
）

と
生
理
的
機
能
障
害
（
阻
害
）
説
（
生
理
機
能
な
い
し
健
康
状
態
の
阻
害
な
い
し
悪
化
と
解
す
る
説
）
と
の
対
立
が
そ
れ
で
あ
る
。

…
…
〈
中
略
〉
…
…

生
理
的
機
能
障
害
説
は
、
人
の
完
全
性
の
侵
害
を
暴
行
罪
で
保
護
す
べ
き
も
の
と
す
る
が
、
そ
れ
は
、
…
…
﹇
上
﹈
に
述
べ
た
よ

う
に
、
一
定
限
度
で
は
正
当
な
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
生
理
的
機
能
な
い
し
健
康
状
態
の
阻
害
に
は
至
ら
な
い
が

無
視
し
得
な
い
外
観
の
変
更
は
、
そ
れ
に
よ
る
心
理
的
な
悪
影
響
を
含
め
て
、
独
自
の
不
法
実
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
暴
行
罪
で
捕

捉
す
べ
き
で
あ
る
と
い
い
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
外
観
の
変
更
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、
細
菌
や
原
虫
な
い
し
微
小
生
物
を
初
め

と
す
る
異
物
（
人
工
物
を
含
む
）
の
体
内
へ
の
侵
入
・
滞
留
に
関
し
て
は
、
生
理
的
機
能
障
害
を
起
こ
さ
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
、

起
こ
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
る
心
理
的
な
悪
影
響
を
含
め
て
、
身
体
的
完
全
性
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
傷
害

罪
で
捕
捉
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
傷
害
に
該
る
か
否
か
は
、
阻
害
さ
れ
る
身
体
的
完
全
性
の
質
・
側
面
に

よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
更
に
、
生
理
的
機
能
障
害
説
で
は
、
原
因
と
な
る
行
為
か
ら
精
神
的
な
影
響
を
経
て
生
理
的
機

能
障
害
の
発
生
に
至
る
ま
で
に
時
間
的
に
相
当
の
隔
た
り
が
あ
る
よ
う
な
場
合
（
た
と
え
ば
、
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
症
候
群

﹇
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
﹈
の
場
合
）
に
つ
い
て
適
切
な
保
護
を
与
え
ら
れ
な
い
恐
れ
も
あ
る
。
現
代
社
会
状
況
を
鑑
み
れ
ば
、
身
体
的
完
全
性
侵

害
説
を
採
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
1
）

。

四



「
傷
害
の
罪
」
の
法
益
（
伊
東
）

（
二
三
七
）

本
稿
は
、「
人
の
身
体
」
と
い
う
法
益
な
い
し
「
傷
害
」
罪
の
保
護
範
囲
（
法
益
）
を
巡
る
近
時
の
活
発
な
資
料
研
究
（
2
）

等
（
3
）

に
触
発
さ
れ

て
、
そ
の
知
見
を
借
用
し
つ
つ
、
比
較
的
に
手
薄
に
感
じ
ら
れ
る
基
礎
的
な
議
論
・「
傷
害
の
罪
」
の
法
益
論
を
深
化
さ
せ
る
と
共
に
、

自
説
と
し
て
の
身
体
的
完
全
性
侵
害
説
を
擁
護
・
再
論
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

日
沖
憲
郎
先
生
門
下
の
船
山
さ
ん
を
初
め
て
お
見
掛
け
し
た
の
は
、
執
筆
作
業
等
の
お
手
伝
い
に
通
わ
れ
て
い
た
藤
木
英
雄
先
生
の
本

郷
の
研
究
室
で
あ
っ
た
。
既
に
副
手
を
終
え
ら
れ
よ
う
と
す
る
頃
で
、
事
情
も
分
か
ら
ぬ
学
部
生
の
私
な
ど
と
話
す
事
柄
も
無
か
っ
た
せ

い
か
、
黙
々
と
仕
事
さ
れ
て
い
た
の
が
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
四
〇
年
を
超
え
る
そ
れ
ぞ
れ
の
随
分
と
長
い
時
間
が
流

れ
た
。
学
界
に
お
け
る
人
的
関
係
や
研
究
テ
ー
マ
・
領
域
の
近
さ
に
鑑
み
れ
ば
、
御
仕
事
を
御
一
緒
す
る
機
会
は
不
思
議
と
少
な
か
っ
た

と
い
え
る
が
、
船
山
さ
ん
と
い
う
存
在
は
折
り
目
折
り
目
に
強
く
意
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
御
指
導
・
お
付
き
合
い
に

感
謝
申
し
上
げ
る
と
共
に
、
古
稀
を
お
祝
い
し
て
、
本
小
稿
を
捧
げ
る
次
第
で
あ
る
。

Ⅱ　

刑
罰
規
定
解
釈
・
実
定
法
概
念
規
定
と
立
法
者
意
思
な
い
し
立
法
趣
旨
と
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト

刑
罰
規
定
の
文
言
の
意
義
・
射
程
が
、
そ
の
規
定
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
時
点
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
場
合
、
あ
る
い

は
、
一
義
的
に
決
し
得
な
い
場
合
に
、
当
該
規
定
の
立
法
過
程
に
遡
っ
て
い
わ
ゆ
る
立
法
者
意
思
な
い
し
立
法
趣
旨
を
探
り
、
そ
れ
を
基

準
（

権
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー

威

）
の
一
つ
と
し
て
当
該
規
定
文
言
を
再
定
義
な
い
し
解
釈
す
る
と
い
う
手
法
は
、
電
子
情
報
化
さ
れ
た
議
事
録
等
の
資
料
の

入
手
が
容
易
に
な
る
に
伴
っ
て
益
々
多
用
さ
れ
、
学
問
的
に
興
味
深
い
成
果
を
生
み
出
す
に
至
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
作

業
に
自
ら
も
携
わ
っ
て
い
て
気
付
く
の
は
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
過
去
の
立
法
者
意
思
な
い
し
立
法
趣
旨
が
現
時
点
に
お
け
る
解
釈
・
再
定

五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
三
八
）

義
に
対
し
て
謂
わ
ば
拘
束
力
を
有
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
錯
覚
に
何
時
の
間
に
か
陥
っ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
立
法
者
意
思
な
い
し
立
法
趣
旨
と
一
致
／
矛
盾
す
る
が
故
に
現
在
に
お
け
る
解
釈
・
再
定
義
が
正
し
い
／
誤
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
し
か
し
な
が
ら
、
原
則
と
し
て
は
正
し
く
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、（
罪
刑
法
定
主
義
の
要
請
を
含
む
）
諸
々
の
解
釈
論
上
の
規ル

ー
ル則

と
の
関
連

に
お
い
て
、
立
法
者
意
思
な
い
し
立
法
趣
旨
か
ら
逸
脱
／
離
反
す
る
よ
う
な
解
釈
・
再
定
義
が
誤
り
と
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、

解
釈
時
に
お
い
て
置
か
れ
た
規
定
の
様
々
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
立
法
時
と
実
質
的
に
相
違
す
る
場
合
に
お
け
る
解
釈
の
当
否
は
、
あ
く
ま

で
も
解
釈
時
に
お
け
る
（
可
能
的
語
義
に
基
づ
く
）
そ
れ
自
体
の
論
理
性
と
説
得
性
（
立
法
者
意
思
な
い
し
立
法
趣
旨
と
の
異
同
等
の
指
摘
の
利

用
を
含
む
）
と
に
拠
り
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

現
行
刑
法
典
（
明
治
四
十
年
四
月
二
十
四
日
法
律
第
四
十
五
号
）
が
制
定
さ
れ
た
頃
の
刑
法
二
〇
四
条
に
い
う
「
人
の
身
体
」
の
「
傷
害
」

の
意
味
を
決
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
現
在
の
そ
れ
と
如
何
な
る
相
違
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
身
体
」
を
、
謂
わ
ば
専
ら

「
肉ボ
デ
ィ
ー体

」
と
し
て
捉
え
る
に
せ
よ
、「
か
ら
だ
」・「
肉

フ
ィ
ジ
ィ
カ
ル

体
と
精メ

ン
タ
ル神

か
ら
成
る
統
一
体
」
と
し
て
捉
え
る
に
せ
よ
、（
行
為
者
・
他
者
か
ら
見

た
）
侵
害
の
対
象
な
い
し
客
体
と
し
て
捉
え
、
そ
の
生
理
的
も
し
く
は
精
神
的
な
機
能
の
障
害
や
外
観
的
欠
損
を
惹
起
す
る
こ
と
を
「
傷

害
」
と
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
基
本
的
な
相
違
は
存
し
な
い
と
い
い
得
よ
う
。
医
学
や
心
理
学
の
極
め
て
多
様
で
広
範
な
関
連
領
域
へ

の
展
開
（
逆
に
、
そ
れ
ら
か
ら
の
影
響
）
と
そ
の
も
た
ら
し
た
身
体
現
象
・
状
態
の
把
握
説
明
の
深
化
・
変
化
と
い
う
観
点
も
、
同
様
で
あ

る
。「
傷
害
」
概
念
に
つ
い
て
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
生
理
的
機
能
障
害
惹
起
説
と
身
体
的
完
全
性
毀
損
説
ま
た
折
衷
説
が
併
存
し
得
て

き
た
所
以
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
に
お
け
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
の
よ
う
な
「
傷
害
」
を
手
段
な
い
し
中
間
的
成

果
・
産
物
と
し
て
包
摂
す
る
「
治
療
」
行
為
や
入タ
ト
ゥ
ー

れ
墨
・
ピ
ア
ス
等
の
「
ボ
デ
ィ
ー
・
ア
ー
ト
」
等
を
（
自
己
に
対
し
て
）
行
わ
さ
せ
る

か
否
か
、「
身
体
」
を
自
己
の
意
思
の
謂
わ
ば
実
現
対
象
な
い
し
表
示
媒
体
と
す
る
と
こ
ろ
ま
で
包
含
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
コ
ン
テ

六



「
傷
害
の
罪
」
の
法
益
（
伊
東
）

（
二
三
九
）

ク
ス
ト
の
相
違
は
、
障
害
や
欠
損
と
い
う
よ
う
な
客
体
（
物
体
）
上
の
（
機
能
を
含
む
）
状
態
の
悪
化
・
劣
化
を
捕
捉
す
る
と
い
う
だ
け
の

受
動
的
な
視
座
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
変
化
を
（
少
な
く
と
も
共
同
／
共
働
し
て
）
主
体
的
に
支
配
・
制
御
す
る
と
い
う
能
動
的
な
視
座
へ
の

移
行
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
代
に
お
け
る
「
人
の
身
体
」
の
「
傷
害
」
の
意
味
は
、
前
者
の
視
座
に
基
づ
く
伝
統
的
な
も
の
か
ら

大
き
く
離
反
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

Ⅲ　

自
己
の
意
思
の
実
現
対
象
な
い
し
表
示
媒
体
と
し
て
の
「
身
体
」

1　

治
療
行
為
の
対
象
と
し
て
の
「
患
者
」
の
意
思
と
傷
害
罪
の
成
否

傷
害
罪
（
刑
二
〇
四
条
）
に
い
う
「
人
の
身
体
」
の
「
傷
害
」
が
、
他
人
の
身
体
に
（
一
定
程
度
以
上
の
）
生
理
的
機
能
障
害
を
発
生
さ

せ
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
人
の
健
康
状
態
を
悪
化
な
い
し
劣
化
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
（
4
）

、（
患
者
な
い
し
病
者
で
あ
る
）

他
人
に
既
に
存
す
る
生
理
的
な
機
能
障
害
を
除
去
な
い
し
軽
減
し
、
そ
れ
に
因
っ
て
健
康
状
態
の
改
善
な
い
し
回
復
ま
た
は
悪
化
の
停
止

な
い
し
鈍
化
を
も
た
ら
す
「
治
療
行
為
」
は
、
客
観
的
に
「
傷
害
」
行
為
に
該
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、（
治
療
者
た
る
）
行
為
者
に
お

け
る
そ
の
主
観
的
な
認
識
も
、「
傷
害
」
の
故
意
に
は
該
ら
な
い
。
既
存
の
生
理
的
な
機
能
障
害
を
除
去
な
い
し
軽
減
し
、
そ
れ
に
因
っ

て
健
康
状
態
の
改
善
な
い
し
回
復
ま
た
は
悪
化
の
停
止
な
い
し
鈍
化
を
も
た
ら
す
過
程
で
、（
各
種
の
措
置
・
手
術
や
投
薬
等
に
よ
り
）
元
の

機
能
障
害
の
一
時
的
な
悪
化
や
新
規
の
機
能
障
害
の
発
生
を
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
、
患
者
の
全
体
的
な
回
復
力
を
前
提
・
勘
案

し
て
「
治
療
行
為
」
に
織
り
込
ま
れ
て
計
算
さ
れ
た
、
通
常
の
場
合
は
最
終
的
に
治
療
効
果
中
に
謂
わ
ば
消
失
・
解
消
す
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
客
観
的
に
も
主
観
的
に
も
、
同
様
に
、「
傷
害
」
に
該
ら
な
い
（
5
）

。
も
ち

ろ
ん
、
他
人
（
患
者
な
い
し
病
者
）
に
存
す
る
生
理
的
機
能
障
害
の
除
去
な
い
し
軽
減
を
試
み
て
成
功
せ
ず
、
健
康
状
態
の
改
善
な
い
し
回

七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
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年
十
月
）

（
二
四
〇
）

復
ま
た
は
悪
化
の
停
止
な
い
し
鈍
化
と
い
う
治
療
効
果
を
上
げ
ら
れ
な
い
こ
と
も
、
あ
る
い
は
、
治
療
の
た
め
の
措
置
・
手
術
等
に
よ
り

単
に
新
規
の
機
能
障
害
を
発
生
さ
せ
る
に
留
ま
る
場
合
等
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
行
為
も
、
同
時
代
的
な
医
療
水
準
か
ら
の
（
重
大
な
）

逸
脱
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
は
、
過
失
「
傷
害
」（
過
失
致
傷
）
行
為
に
は
該
ら
な
い
。
特
定
の
治
療
を
受
け
る
か
否
か
と
い
う

患
者
の
意
思
は
、
治
療
者
の
行
為
が
「
傷
害
」
罪
に
該
る
か
否
か
と
い
う
問
題
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

上
に
述
べ
た
見
解
が
、﹇
専
断
的
﹈
治
療
行
為
非
傷
害
（
罪
）
説
の
現
代
版
と
い
い
得
る
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
（
6
）

。
犯
罪
論
体
系
的

に
、
ま
た
、
解
釈
論
的
に
正
確
な
議
論
で
あ
る
か
否
か
は
些
か
疑
問
で
あ
る
。
特
に
、「
特
定
の
治
療
を
受
け
る
か
否
か
と
い
う
患
者
の

意
思
は
、
治
療
者
の
行
為
が
「
傷
害
」
罪
に
該
る
か
否
か
と
い
う
問
題
と
は
無
関
係
で
あ
る
」
と
い
う
最
後
の
一
文
が
、
そ
れ
ま
で
の
記

述
と
実
質
的
な
論
理
的
関
連
性
を
有
す
る
か
否
か
は
、
甚
だ
疑
問
で
あ
り
得
る
。
健
康
状
態
と
い
う
法
益
の
促
進
な
い
し
改
善
と
し
て
の

「
治
療
」
は
、
定
義
上
、「
傷
害
」
と
い
う
犯
罪
た
り
得
な
い
（
被
害
者
と
加
害
者
と
い
う
関
係
が
存
在
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、
い
わ
ゆ
る
法

益
保
護
／
侵
害
説
・
結
果
無
価
値
論
の
視
座
で
は
捕
捉
さ
れ
な
い
）
だ
け
で
あ
り
、
患
者
の
意
思
の
如
何
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
な
い
と
い
う

だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
正
に
無
関
係
だ
か
ら
で
あ
る
。

2　
「
侵
害
と
し
て
の
傷
害
」
の
罪
の
法
益
と
法
益
主
体
の
意
思

反
面
、
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
は
、
少
な
く
と
も
、「
傷
害
」
罪
の
成
否
に
つ
い
て
の
議
論
は
行
為
客
体
で
あ
る
法
益
主
体
（
人
・
患
者
）

の
意
思
・
主
観
と
は
係
わ
り
な
く
構
成
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
法
益
主
体
の
「
意
思
決
定
の
自
由
」（
自
己
の
身
体
の
安
全
・
健
康

に
関
す
る
意
思
的
な
制
御
・
支
配
）
に
対
す
る
侵
害
と
い
う
側
面
を
有
し
な
い
も
の
と
し
て
静
的
に
構
成
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
含

意
し
そ
う
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
捉
え
方
の
当
否
は
一
先
ず
措
く
と
し
て
、
傷
害
罪
の
法
益
を
「
人
の
身
体
な
い
し
人
の
事
実
的
な
健

八



「
傷
害
の
罪
」
の
法
益
（
伊
東
）

（
二
四
一
）

康
状
態
も
し
く
は
生
理
的
機
能
状
態
」
と
定
義
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
法
益
主
体
の
意
思
か
ら
謂
わ
ば
切
り
離
さ
れ
た
／
客
観
化
さ
れ
た

客
体
と
同
様
に
捉
え
る
こ
と
は
（
観
念
的
に
は
）
可
能
で
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
翻
っ
て
、
生
理
的
に
不
良
な
変
更
（
悪
化
な
い
し
劣
化
）
と

い
う
意
味
に
お
け
る
処
分
と
し
て
の
自
己
決
定
の
客
体
・
対
象
と
し
て
も
、
傷
害
罪
の
法
益
を
捉
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
そ
う
で
あ
る
（
7
）

。

さ
て
、
傷
害
罪
の
法
益
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
な
が
ら
、
す
な
わ
ち
、
法
益
主
体
の
意
思
か
ら
謂
わ
ば
切
り
離
さ
れ
た
／
客

観
化
さ
れ
た
客
体
と
同
様
に
捉
え
な
が
ら
、
同
時
に
、「
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
／
沿
わ
な
い
／
従
わ
な
い
」
法
益
の
「
侵
害
」
が
、

あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
「
侵
害
」
は
、「
傷
害
」
に
該
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
如
何
に
す
れ
ば
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
…
…
…
結
論
的
に

は
、
法
益
主
体
の
意
思
決
定
の
自
由
を
法
益
に
（
密
か
に
）
取
り
込
む
こ
と
以
外
に
は
事
実
上
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
論
理
と

し
て
は
矛
盾
す
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、「
傷
害
の
罪
」
の
法
益
は
、
法
益
主
体
の
意
思
決
定
（
の
自
由
）
の
対
象
で
は

な
く
、
法
益
主
体
の
意
思
決
定
の
自
由
を
包
含
す
る
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
に
は
、
自
己
の
意
思
に
基
づ
く

身
体
の
侵
害
の
捕
捉
・
包
摂
を
傷
害
罪
は
予
定
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
内
在
的
な
根
拠
付
け
を
有
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

3　

法
益
主
体
の
支
配
・
制
御
領
域
と
し
て
の
「
身
体
」

「
傷
害
の
罪
」
の
法
益
を
法
益
主
体
の
意
思
決
定
の
自
由
を
包
含
す
る
も
の
と
し
て
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
の
身
体
に
関
す

る
／
対
す
る
法
益
主
体
の
い
わ
ゆ
る
自
己
決
定
権
そ
の
も
の
を
法
益
と
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
異
な
る
。（
費
消
・
放
棄
・
譲
渡
・
廃
棄
等

の
）
処
分
の
対
象
と
し
て
の
法
益
を
考
え
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
し
、
自
己
決
定
権
と
い
う
観
念
を
一
般
的
に
認
め
る
と

し
て
も
、
権
利
自
体
は
因
果
的
変
更
な
い
し
阻
害
が
可
能
な
次
元
に
存
す
る
客
体
性
・
対
象
性
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
侵
害
さ
れ

る
こ
と
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
法
益
と
し
て
必
要
な
属
性
を
具
備
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
（
8
）

。「
傷
害
の
罪
」
の
法
益
は
、
敢
え
て
い
え

九
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四
二
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ば
、
そ
の
よ
う
な
権
利
の
客
観
化
し
て
い
る
事
態
な
い
し
状
態
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
法
益
主
体
に
よ
る
意
思
的

な
支
配
な
い
し
制
御
・
管
理
の
可
能
的
に
及
ん
で
い
る
領
域
あ
る
い
は
空
間
と
し
て
の
「
身
体
」
の
状
態
そ
の
も
の
」
と
い
う
こ
と
が
、

「
傷
害
の
罪
」
の
法
益
の
外
延
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
9
）

。

と
こ
ろ
で
、
法
益
主
体
に
よ
る
「
意
思
的
な
」
支
配
な
い
し
制
御
・
管
理
と
い
っ
て
も
、
人
の
身
体
状
況
は
、
当
該
人
に
意
識
さ
れ
な

い
ま
ま
刻
々
と
継
続
的
に
変
化
し
続
け
る
こ
と
が
通
常
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
し
、
個
別
具
体
的
に
見
れ
ば
、
全
く
不
随
意
な
も
の
が

少
な
く
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
こ
に
い
う
「
意
思
的
な
」
支
配
な
い
し
制
御
・
管
理
は
、
現
実
的
・
事
実
的
あ
る
い
は
直
接
的

な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
一
般
的
・
統
合
的
な
支
配
な
い
し
制
御
・
管
理
の
意
思
に
基
づ
く
「
可
能
的
」
な
次
元
の
も
の
を
指
す

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
意
思
を
及
ぼ
し
得
る
自
己
の
「
身
体
」
と
い
う
領
域
あ
る
い
は
空
間
の
範
囲
内
で
の
も
の
に

止
ま
る
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
人
が
自
己
の
身
体
と
い
う
領
域
な
い
し
空
間
に
関
し
て
及
ぼ
し
て
い
る
支
配
な
い
し
制
御
・
管

理
の
意
思
に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い
る
統
合
性
（die Integrität

：integrity

）
あ
る
身
体
状
態
」
が
、「
傷
害
の
罪
」
の
法
益
の
外
延
で
あ
る

と
い
い
得
る
。

些
か
抽
象
的
で
理
解
し
に
く
い
定
義
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
単
純
で
あ
る
。
法
益
主
体
で
あ
る

人
（
個
人
）
は
、
自
己
の
身
体
に
関
し
て
、
多
様
な
次
元
（
た
と
え
ば
、
形
態
・
容
貌
・
健
康
・
運
動
・
生
理
機
能
等
の
次
元
）
に
お
け
る
個
別

具
体
的
な
状
況
の
認
識
と
対
応
と
い
う
形
に
お
い
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
一
般
的
な
支
配
な
い
し
制
御
・
管
理
の
意
思
を
有
し
て
お
り
、

そ
の
結
果
／
効
果
と
し
て
統
合
さ
れ
て
い
る
身
体
の
状
態
そ
の
も
の
が
全
体
と
し
て
保
護
さ
れ
る
。
法
益
主
体
の
支
配
な
い
し
制
御
・
管

理
の
意
思
に
反
す
る
身
体
状
態
の
変
更
は
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
己
の
住
居
と
い
う
領
域
な
い
し
空
間
の
内

部
に
在
る
財
物
全
体
に
つ
い
て
、
そ
の
個
別
具
体
的
な
存
在
や
状
態
を
認
識
し
て
い
な
く
と
も
、
あ
る
い
は
、
現
実
的
な
握
持
可
能
性
が

一
〇



「
傷
害
の
罪
」
の
法
益
（
伊
東
）

（
二
四
三
）

存
し
な
い
と
し
て
も
、
住
人
で
あ
る
法
益
主
体
に
占
有
（
支
配
）
が
認
め
ら
れ
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
と
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
同
様
で

あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
保
護
は
、
法
益
主
体
に
お
け
る
一
般
的
な
占
有
の
意
思
の
存
在
が
故
に
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る

に
せ
よ
、
既
に
住
居
（
建
造
物
）
と
い
う
も
の
の
正
に
基
本
的
な
性
質
・
機
能
が
故
に
で
も
あ
る
と
い
い
得
る
。
住
居
（
建
造
物
）
の
内
部

空
間
は
、
通
常
、
屋
根
・
壁
・
柱
等
に
よ
っ
て
私
的
で
安
全
な
安
心
で
き
る
領
域
と
し
て
確
保
さ
れ
、
そ
こ
で
の
平
穏
な
日
常
生
活
が
保

障
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
住
居
（
建
造
物
）
は
、
そ
の
住
人
に
、
他
の
人
間
に
因
る
も
の
を
含
め
た
様
々
な
外
部
的
な
影
響
か
ら
の

主
と
し
て
物
理
的
な
遮
断
に
よ
る
（
財
物
の
管
理
を
も
含
め
た
内
部
空
間
に
お
け
る
生
活
の
包
括
的
ま
た
統
合
的
な
）
安
全
・
安
心
の
提
供
と
い

う
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
遮
断
効
は
、
住
人
が
個
別
的
に
解
除
し
な
い
限
り
は
（
建
造
物
が
存
続
す
る
限
り
）
一
般
的
に
継
続

す
る
し
、
対
人
的
に
は
立
ち
入
り
を
認
め
る
こ
と
自
体
で
失
わ
れ
る
こ
と
は
、
住
居
侵
入
罪
（
刑
一
三
〇
条
前
段
）
の
法
益
と
同
条
に
い
う

「
侵
入
」
の
意
義
を
め
ぐ
る
過
去
の
議
論
の
示
す
と
お
り
で
あ
る
（
10
）

。「
人
の
身
体
」
の
機
能
も
、
同
様
の
視
座
か
ら
改
め
て
捉
え
直
す
こ
と

が
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

4　
「
傷
害
」
の
意
義

「
傷
害
の
罪
」
の
法
益
を
、「
法
益
主
体
に
よ
る
意
思
的
な
支
配
な
い
し
制
御
・
管
理
の
可
能
的
に
及
ん
で
い
る
領
域
あ
る
い
は
空
間
と

し
て
の
「
身
体
」
の
状
態
そ
の
も
の
」
あ
る
い
は
「
人
が
自
己
の
身
体
と
い
う
領
域
な
い
し
空
間
に
関
し
て
及
ぼ
し
て
い
る
支
配
な
い
し

制
御
・
管
理
の
意
思
に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い
る
統
合
性
（die Integrität
：integrity

）
あ
る
身
体
状
態
」
と
定
義
し
直
す
と
き
、
刑
法

二
〇
四
条
以
下
に
い
う
「
傷
害
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
支
配
な
い
し
制
御
・
管
理
の
可
能
性
の
喪
失
・
阻
害
・
悪
化
・
劣
化
、
あ
る
い
は
、

そ
の
よ
う
な
統
合
性
の
喪
失
・
阻
害
・
悪
化
・
劣
化
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
物
理
的
ま
た
は
心
理
的
な
い
し
精
神
的
な
外
部
的
影
響
に

一
一
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本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
四
四
）

よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
統
合
性
を
喪
失
・
阻
害
・
悪
化
・
劣
化
さ
せ
る
こ
と
が
、「
傷
害
す
る
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。「
傷
害
」
は
、
文

言
の
常
識
的
理
解
と
し
て
生
理
的
機
能
障
害
を
意
味
す
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
（
11
）

、
い
わ
ゆ
る
「
傷
つ
け
る
」
こ
と
に
限
ら
れ
ず
、
生
理

的
機
能
障
害
や
外
観
の
欠
損
と
い
う
意
味
で
の
身
体
的
完
全
性
の
毀
損
が
無
く
と
も
、
法
益
主
体
の
意
に
反
し
て
物
質
（
生
物
を
含
む
）

が
身
体
内
に
挿
入
さ
れ
て
滞
留
し
て
い
る
状
態
も
、
こ
れ
に
該
る
こ
と
に
な
る
。

「
傷
害
」
の
意
義
を
上
の
よ
う
に
解
す
る
と
き
、
伝
統
的
な
議
論
に
お
い
て
機
能
や
器
質
の
悪
化
・
劣
化
（
障
害
、
欠
損
）
と
い
う
観
点

か
ら
捕
捉
さ
れ
て
い
た
範
囲
を
超
え
て
、
そ
の
包
摂
範
囲
は
相
当
に
広
く
な
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

上
の
定
義
に
拠
っ
て
初
め
て
新
に
「
傷
害
」
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
事
案
と
い
う
の
は
、
現
実
に
は
僅
か
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
殆
ど
の
場
合
は
、
既
に
認
め
ら
れ
て
い
る
何
ら
か
の
（
生
理
的
あ
る
い
は
精
神
的
）
機
能
の
悪
化
・
劣
化
や
器
質
的
な
欠
損
・
不

都
合
が
惹
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
こ
か
ら
、
従
前
と
同
じ
よ
う
に
（
ま
た
、
基
準
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
に
せ
よ
）、
軽
微
な
も

の
・
一
時
的
な
も
の
等
は
除
外
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
で
展
開
し
た
「
傷
害
の
罪
」
の
法
益
と
「
傷

害
」
と
い
う
概
念
と
の
定
義
の
解
釈
論
上
の
妥
当
性
は
、
現
時
点
で
は
僅
か
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
固
有
の
包
摂
事
案
・
範
疇
（
12
）

を
支
え
る
基

本
的
な
視
座
の
正
統
性
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
。

Ⅳ　

お
わ
り
に
│
「
人
の
身
体
」
と
い
う
法
益
と
「
人
の
生
命
」
と
い
う
法
益
と
の
関
係

刑
法
上
の
「
人
」
の
始
期
と
終
期
と
を
巡
る
議
論
は
、「
人
の
生
命
」
と
い
う
法
益
の
保
護
の
時
間
的
な
限
界
を
定
め
る
も
の
と
し
て
、

激
烈
な
も
の
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
が
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
著
し
く
進
歩
し
た
科
学
的
な
い
し
医
学
的
視
座
・
知
見
の
大
き
な
影
響

の
反
面
に
お
い
て
、
法
理
論
的
な
当
否
は
別
と
し
て
、「
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
」
と
い
う
関
係
性
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
謂
わ
ば

一
二



「
傷
害
の
罪
」
の
法
益
（
伊
東
）

（
二
四
五
）

規
範
的
に
判
断
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
（
近
時
に
は
改
め
て
）
登
場
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
13
）

。
そ
れ
ら
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
し
、
多
様
な
解
釈
を
許
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
が
、
比
喩
的
に
い
え
ば
、「「
人
」
の
「
生
命
・

・

」」
と
い
う
法
益
の
捉

え
方
か
ら
「
人
の
・

・

生
命
」
と
い
う
法
益
の
捉
え
方
へ
の
（
場
合
に
よ
っ
て
は
無
意
識
的
な
、
そ
し
て
再
び
の
）
移
行
の
始
ま
り
を
反
映
し
た
も

の
で
あ
る
と
い
い
得
よ
う
。「
人
」
の
生
物
学
的
・
生
理
学
的
に
捉
え
ら
れ
た
物
質
的
機
能
存
在
そ
の
も
の
が
「
生
命
」
と
し
て
理
解
さ

れ
て
い
る
次
元
か
ら
、「
人
」
と
い
う
社
会
的
存
在
を
特
徴
づ
け
る
（
固
有
な
）
神
経
的
・
精
神
的
諸
機
能
を
も
内
含
し
て
「
人
の
生
命
」

と
し
て
捉
え
る
次
元
へ
の
再
移
行
を
反
映
し
た
も
の
と
い
い
得
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
い

ず
れ
の
捉
え
方
に
お
い
て
も
な
お
、「
侵
害
」
と
い
う
因
果
的
経
緯
・
現
象
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
す
な
わ
ち
、
実
定
法
解
釈
論
・
犯

罪
論
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、「
人
の
生
命
」
は
因
果
的
経
緯
の
到
達
点
と
し
て
の
客
体
た
る
物
質
的
機
能
存
在
を
基
体
・
中
核

と
し
て
観
念
さ
れ
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
の
「
生
」
が
臓
器
レ
ヴ
ェ
ル
で
失
わ
れ
る
状

態
・「
人
」
の
意
思
に
よ
っ
て
は
左
右
で
き
な
い
不
可
逆
的
停
止
状
態
の
発
生
を
以
て
、「
人
の
生
命
」
の
終
わ
り
＝
人
の
「
死
」
の
始
ま

り
が
規
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
実
定
法
の
明
示
的
に
採
る
立
場
（
刑
法
二
〇
二
条
等
参
照
）
と
し
て
致
し
方
な
い
に
せ
よ
、「
傷
害
の
罪
」

の
法
益
に
つ
い
て
は
過
去
の
視
座
と
し
て
本
稿
に
よ
り
排
斥
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
一
致
す
る
。
現
代
に
お
い
て
代
替
す
べ
き
新
た
な
コ
ン
テ

ク
ス
ト
が
未
だ
確
定
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、「
人
の
生
命
」
と
い
う
法
益
の
把
握
は
現
状
に
止
ま
る
他
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
並

び
挙
げ
ら
れ
る
「
人
の
身
体
」
と
い
う
法
益
の
側
か
ら
関
係
づ
け
を
試
み
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
有
効
で
あ
ろ
う
。

「
人
の
身
体
」
は
、
本
稿
の
上
述
し
た
捉
え
方
に
拠
っ
て
略
言
す
れ
ば
、
住
居
（
建
造
物
）
と
同
様
に
、
人
（
法
益
主
体
）
を
他
の
人
間

に
因
る
も
の
を
含
め
た
様
々
な
外
部
的
影
響
か
ら
遮
断
し
て
、
自
己
の
意
思
に
基
づ
い
て
安
全
で
安
心
し
て
生
活
す
る
こ
と
の
で
き
る
基

本
的
な
（
私
的
）
領
域
・
空
間
を
形
成
す
る
、
と
い
う
機
能
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
り
直
截
に
は
、「
人
の
身
体
」
と
は
、
そ
の

一
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
四
六
）

よ
う
な
意
思
的
に
統
合
さ
れ
た
領
域
・
空
間
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
統
合
性
の
存
在
が
、

人
の
生
物
学
的
・
生
理
学
的
に
捉
え
ら
れ
た
様
々
な
機
能
の
単
な
る
集
合
体
に
独
立
し
た
固
有
の
意
義
を
与
え
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
他
方
、
そ
の
よ
う
な
統
合
さ
れ
た
領
域
・
空
間
を
満
た
す
、
人
の
生
物
学
的
・
生
理
学
的
に
捉
え
ら
れ
た
機
能
存
在
な
い
し
様
々
な

臓
器
等
の
集
合
的
機
能
状
態
は
「
人
の
生
命
」
と
捉
え
得
る
か
ら
、「
人
の
身
体
」
と
「
人
の
生
命
」
と
は
、
そ
の
限
度
で
は
一
致
す
る
。

異
な
る
の
は
、
両
者
に
お
け
る
統
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
ー

合
性
の
レ
ヴ
ェ
ル
な
い
し
質
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
人
の
生
命
」
活
動
に
お
け
る
統
合
性
の
謂
わ

ば
部
分
的
な
結
果
・
作
用
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
が
「
人
の
身
体
」
の
統
合
性
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、「
人
の
生
命
」
に
比
し
て
、

よ
り
広
い
人
（
法
益
主
体
）
の
意
思
な
い
し
意
識
・
精
神
の
機
能
す
る
余
地
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
1
） 

伊
東
研
祐
『
刑
法
講
義
各
論
』（
二
〇
一
一
年
、
日
本
評
論
社
）
三
六
〜
七
頁
。
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
症
候
群
﹇
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
﹈
を
「
傷
害
」

に
該
る
と
明
示
し
た
最
高
裁
平
成
二
四
年
七
月
二
四
日
決
定
（
刑
集
六
六
巻
八
号
七
〇
九
頁
）
に
先
立
つ
記
述
で
あ
る
。「
暴
行
」
と
の
関
連
に
お

い
て
、
同
三
四
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
筆
者
は
、
か
つ
て
は
「
結
論
的
に
は
折
衷
説
を
支
持
す
る
が
、
基
本
的
視
座
と
し
て
は
生
理
的
機
能

障
害
説
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
方
向
で
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」（
伊
東
研
祐
「
傷
害
お
よ
び
暴
行
の
意
義
」
同
『
現
代
社
会
と
刑
法
各
論
﹇
第
二
版
』

（
二
〇
〇
二
年
、
成
文
堂
）
七
四
頁
）
と
し
て
い
た
こ
と
を
付
言
さ
せ
て
戴
く
。

（
2
） 

治
療
行
為
論
と
の
関
連
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
立
法
・
学
説
を
検
討
し
、
傷
害
罪
に
お
け
る
「
身
体
」
法
益
の
構
造
に
つ
い
て
基
本
的
視
座
を
提

示
す
る
も
の
と
し
て
、
天
田
悠
「
傷
害
罪
の
保
護
法
益
か
ら
み
た
治
療
行
為
論
（
一
）（
二
・
完
）」
早
稲
田
法
学
会
誌
六
五
巻
二
号
（
二
〇
一
五

年
）
一
頁
以
下
、
六
六
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
頁
以
下
が
あ
る
。
な
お
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
治
療
行
為
論
そ
の
も
の
の
歴
史
的
研
究
と
し
て
、

天
田
悠
・
後
出
註（
6
）が
既
に
あ
る
。

（
3
） 

「
傷
害
」
概
念
の
包
摂
範
囲
・
内
実
に
つ
い
て
、
立
法
過
程
に
ま
で
遡
っ
て
検
討
す
る
藪
中
悠
「
刑
法
二
〇
四
条
の
成
立
過
程
に
み
る
傷
害
概

念
│
精
神
的
障
害
に
関
す
る
議
論
を
中
心
に
│
」
法
学
政
治
学
論
究
九
八
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
七
頁
以
下
、
同
「
日
本
刑
法
に
お
け
る
傷
害
概
念

一
四



「
傷
害
の
罪
」
の
法
益
（
伊
東
）

（
二
四
七
）

と
精
神
的
障
害
」
法
学
政
治
学
論
究
一
〇
四
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
頁
以
下
、
同
「
刑
法
に
お
け
る
傷
害
概
念
と
意
識
障
害
」
法
学
政
治
学
論
究

一
〇
六
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
頁
以
下
が
あ
る
。
な
お
、
比
較
法
研
究
と
し
て
は
、
同
「
刑
法
に
お
け
る
傷
害
概
念
と
精
神
的
障
害
」
法
学
政
治
学

論
究
九
七
号
（
二
〇
一
三
年
）
九
三
頁
以
下
、
同
「
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
傷
害
概
念
と
精
神
的
障
害
」
法
学
政
治
学
論
究
九
九
号
（
二
〇
一
三

年
）
三
七
頁
以
下
も
あ
る
。

（
4
） 

人
の
「
傷
害
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
詳
細
を
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
生
理
的
機
能
障
害
惹
起
説
と
身
体
的
完
全
性
毀
損
説
と
が
基
本

と
し
て
な
お
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
を
採
っ
て
も
こ
こ
で
の
議
論
枠
組
み
と
し
て
殆
ど
異
同
を
生
じ
な
い
の
で
、
一
般
的
と
思
わ
れ
る
前
者

を
念
頭
に
置
く
。
ま
た
、
傷
害
罪
の
法
益
と
し
て
「
人
の
身
体
」・「
人
の
（
身
体
の
）
健
康
」・「
人
の
（
身
体
）
の
安
全
」
等
の
表
現
が
用
い
ら
れ

る
が
、
こ
こ
で
は
、
い
ず
れ
も
行
為
の
作
用
を
受
け
る
時
点
に
お
け
る
人
の
（
事
実
的
な
）
健
康
状
態
そ
れ
自
体
を
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
理
解

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
あ
る
べ
き
健
康
状
態
、
よ
り
良
い
健
康
状
態
、
標
準
的
な
健
康
状
態
等
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
は
理
解
し
て
い
な

い
。

（
5
） 

（
治
療
の
た
め
の
）
各
種
の
措
置
・
手
術
や
投
薬
等
に
よ
り
悪
化
し
た
、
あ
る
い
は
、
新
規
に
発
生
し
た
機
能
障
害
が
そ
の
ま
ま
（
永
続
的
に
）

残
存
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
、
所
期
の
治
療
効
果
を
達
成
す
る
上
で
必
要
且
つ
合
理
的
で
あ
る
限
り
は
、
そ
れ
ら
も
「
通
常
の
場

合
」
で
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

（
6
） 

ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
・
立
法
等
を
検
証
す
る
近
時
の
も
の
と
し
て
、
天
田
悠
「
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
治
療
行
為
論
の
歴
史
的
展
開
（
一
）

（
二
・
完
）」
早
稲
田
法
学
会
誌
六
三
巻
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
頁
以
下
、
六
四
巻
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
頁
以
下
が
あ
る
。

（
7
） 

コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
異
な
る
が
、
か
つ
て
、「
博
物
館
の
ガ
ラ
ス
製
陳
列
棚
の
中
に
注
意
深
く
保
存
さ
れ
た
所
蔵
品
」
と
し
て
の
法
益
観
、
と
呼

ば
れ
た
視
座
に
基
づ
く
と
こ
ろ
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。V

gl. H
ans W

elzel, S
tudien zum
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S
trafrechts, Z

S
tW
 B
d. 58 

（1939

）, S
.514f.

（
8
） 

犯
罪
論
ま
た
解
釈
論
に
お
い
て
「
法
益
」
に
要
求
さ
れ
る
諸
属
性
に
つ
い
て
は
、
些
か
古
い
も
の
で
あ
る
が
、
伊
東
研
祐
『
法
益
概
念
史
研

究
』（
一
九
八
四
年
、
成
文
堂
）
や
伊
東
研
祐
「
刑
法
に
お
け
る
法
益
概
念
」
阿
部
純
二
／
板
倉
宏
／
内
田
文
昭
／
香
川
達
夫
／
曽
根
威
彦
（
編
）

『
刑
法
基
本
講
座　

第
一
巻　

基
礎
理
論
／
刑
罰
論
』（
一
九
九
二
年
、
法
学
書
院
）
三
三
頁
以
下
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
四
八
）

（
9
） 

な
お
、
そ
こ
に
い
う
「
状
態
」
が
、
人
の
生
理
的
な
機
能
の
次
元
の
も
の
に
限
ら
れ
る
べ
き
か
、
外
観
的
な
完
全
性
・
健
全
性
の
次
元
の
も
の

を
も
含
む
べ
き
で
あ
る
か
、
は
た
ま
た
、
精
神
的
な
機
能
や
心
理
的
な
状
態
を
も
含
む
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
は
、「
傷
害
の
罪
」
の
法
益
の
内
包

の
問
題
で
あ
っ
て
、
近
時
の
立
法
過
程
の
再
検
討
等
の
結
果
と
し
て
は
、
い
ず
れ
も
包
摂
さ
れ
得
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
と
い
い
得
よ
う
。

（
10
） 
伊
東
研
祐
「
住
居
侵
入
等
罪
（
刑
一
三
〇
条
）
を
巡
る
法
益
論
と
解
釈
論
」
法
曹
時
報
六
三
巻
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
頁
以
下
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
11
） 

た
と
え
ば
、
西
田
典
之
『
刑
法
各
論　

第
六
版
』（
二
〇
一
二
年
、
弘
文
堂
）
四
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ち
な
み
に
、
い
わ
ゆ
る
動
物
「
傷

害
」
罪
（
刑
二
六
一
条
）
に
い
う
「
傷
害
」
に
つ
い
て
も
、「
動
物
を
殺
傷
し
て
、
そ
の
効
用
を
害
す
る
こ
と
を
い
う
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
が

（
同
・
二
八
五
頁
）、
判
例
理
論
・
通
説
に
鑑
み
る
と
、
効
用
の
阻
害
の
方
に
力
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
逃
走
さ
せ
る
こ
と
・
管
理
か
ら
離
脱
さ
せ
る

こ
と
（
と
い
う
文
言
の
必
ず
し
も
常
識
的
で
は
な
い
理
解
）
を
排
除
す
る
趣
旨
で
は
な
い
と
も
解
さ
れ
る
。

（
12
） 

既
に
挙
げ
た
、
呼
吸
・
被
曝
等
の
非
侵
襲
的
経
緯
に
よ
る
そ
れ
自
体
も
生
理
的
機
能
障
害
を
（
直
ち
に
は
）
引
き
起
こ
さ
な
い
微
小
生
物
・
微

小
物
質
の
体
内
へ
の
送
り
込
み
／
挿
入
・
滞
留
の
他
、
非
意
図
的
・
間
接
的
な
精
神
的
な
い
し
心
理
的
影
響
の
付
与
に
よ
る
（﹇
特
定
の
／
病
的
な
﹈

障
害
の
程
度
に
は
至
ら
な
い
）
精
神
的
な
い
し
心
理
的
な
動
揺
・
不
調
の
発
生
等
で
あ
ろ
う
か
。

（
13
） 

伊
東
研
祐
「「
人
」
の
始
期
に
つ
い
て
│
「
独
立
生
存
可
能
性
説
」
再
論
」
法
学
研
究
八
〇
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
八
年
、
慶
應
法
学
研
究
会
）

二
三
七
頁
以
下
、
伊
東
研
祐
「
人
の
終
期
│
脳
死
に
つ
い
て
」
同
『
現
代
社
会
と
刑
法
各
論
﹇
第
二
版
』（
二
〇
〇
二
年
、
成
文
堂
）
四
〇
頁
以
下

等
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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脱
税
刑
事
判
決
と
課
税
判
断
と
の
関
係
（
伊
藤
）

（
二
四
九
）

脱
税
刑
事
判
決
と
課
税
判
断
と
の
関
係伊　

　

藤　
　
　
　
　

悟

は
じ
め
に

一　

税
法
違
反
へ
の
制
裁
│
税
法
と
刑
法
の
基
本
的
関
係

二　

外
れ
馬
券
事
件
に
よ
る
通
達
変
更

三　

脱
税
事
件
の
事
実
認
定
と
課
税
判
断
の
関
連
性

結
語

は
じ
め
に

法
違
反
と
い
う
「
罪
」
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
制
裁
は
、
基
本
的
に
は
「
罰
」
で
あ
り
、
刑
罰
で
あ
る
。
反
社
会
的
、
反
道
徳
的
、
社

会
秩
序
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
市
民
の
不
正
行
為
は
、
そ
の
行
為
が
私
人
間
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
報
復
、
復
讐
、
敵
討
ち
と
い
う
よ
う

論　

説

一
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
五
〇
）

な
私
刑
を
認
め
ず
、
国
家
権
力
に
よ
る
刑
事
手
続
に
基
づ
き
処
罰
す
る
こ
と
が
「
罪
」
に
対
す
る
「
罰
」
と
し
て
の
基
本
で
あ
る
と
し
、

そ
の
不
正
行
為
へ
の
一
般
予
防
効
果
、
ま
た
行
為
者
へ
の
特
別
予
防
効
果
を
考
慮
し
、
刑
罰
に
て
処
遇
す
る
。
こ
の
制
裁
の
方
法
が
法
治

国
家
の
基
本
で
も
あ
る
。

ま
た
、
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
不
正
行
為
に
基
づ
き
身
体
、
財
産
、
権
利
利
益
等
に
損
害
を
受
け
た
者
が
行
為
者
で
あ
る
加
害
者
に
民

事
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。
更
に
、
そ
の
行
為
が
行
政
機
関
と
の
関
係
が
あ
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の

者
に
対
す
る
行
政
処
分
（
免
許
や
許
可
等
の
取
消
処
分
な
ど
）
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
刑
事
上
、
民
事
上
、
行
政
上
の
法
的
措
置
は
、
同

一
行
為
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
各
措
置
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
と
し
て
、
法
律
関
係
を
有
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
法
違
反
事

件
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
法
的
措
置
が
必
ず
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
関
係
に
お
け
る
法
効
果
の
確
定
は
、

刑
事
以
外
の
民
事
お
よ
び
行
政
事
案
に
お
い
て
は
当
事
者
間
で
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
刑
事
訴
訟
、
民
事

訴
訟
、
行
政
訴
訟
の
手
続
を
経
て
、
裁
判
所
の
判
決
に
よ
り
法
効
果
が
与
え
ら
れ
る
。
繰
り
返
す
が
、
基
本
的
に
は
、
こ
れ
ら
は
、
同
一

事
実
に
起
因
す
る
と
し
て
も
、
別
個
の
法
律
事
案
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
刑
事
有
罪
で
も
、
民
事
賠
償
責
任
な
し
」
と
い
う
判
決
は

あ
り
う
る
（
1
）

。
ま
た
行
政
責
任
を
課
さ
れ
た
場
合
で
も
、
刑
事
や
民
事
の
責
任
を
負
う
こ
と
が
な
い
場
合
も
あ
る
（
例
え
ば
、
自
動
車
走
行
に

お
け
る
軽
度
の
速
度
違
反
や
一
旦
停
止
義
務
違
反
な
ど
は
、
行
政
上
の
交
通
反
則
金
の
納
付
が
な
さ
れ
れ
ば
刑
事
訴
追
は
な
い
し
、
民
事
の
責
任
も
通
常

追
及
さ
れ
な
い
）。
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
領
域
の
法
目
的
の
相
違
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

日
本
の
実
定
法
が
規
定
す
る
刑
罰
は
、
刑
法
典
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
も
の
で
は
な
い
。
刑
法
八
条
が
「
他
の
法
令
の
罪
」

と
い
う
文
言
を
規
定
し
認
め
る
よ
う
に
、
刑
法
典
以
外
の
実
定
法
に
お
い
て
も
、
多
く
の
罰
則
が
あ
る
（
刑
法
学
か
ら
は
、
特
別
刑
法
と
さ

れ
る
）。
こ
れ
に
よ
り
、
そ
の
罰
則
研
究
が
刑
法
学
の
対
象
で
も
あ
り
、
か
つ
当
該
実
定
法
分
野
法
学
の
研
究
対
象
で
も
あ
る
と
い
う
事

一
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脱
税
刑
事
判
決
と
課
税
判
断
と
の
関
係
（
伊
藤
）

（
二
五
一
）

態
が
起
き
て
い
る
。
現
代
の
よ
う
な
複
雑
な
社
会
経
済
状
況
に
お
い
て
、
刑
法
に
よ
り
す
べ
て
の
法
違
反
を
規
律
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

り
、
多
く
の
法
分
野
に
お
け
る
法
令
違
反
に
対
す
る
個
別
刑
罰
規
定
（
一
般
的
に
は
、「
罰
則
」
条
項
と
し
て
規
定
さ
れ
る
）
は
、
そ
の
法
令

の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
2
）

。

税
法
分
野
の
実
定
法
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
罰
則
は
、
基
本
的
に
は
、
税
法
違
反
者
に
対
す
る
制
裁
の
み
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
税
法
学
に
お
い
て
租
税
刑
法
な
ど
の
呼
称
の
下
で
研
究
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
、
租
税
刑
法
は
、
税
法
に
固
有
の
も
の
と
し
て

考
察
さ
れ
た
時
期
も
あ
る
が
、
今
日
で
は
、
刑
法
一
般
理
論
に
基
づ
き
考
察
さ
れ
て
も
い
る
（
3
）

。
当
然
で
あ
る
が
、
租
税
刑
法
は
、
税
法
学

の
体
系
に
組
み
込
ま
れ
研
究
さ
れ
て
い
る
（
4
）

。

本
稿
は
、
脱
税
等
の
税
法
違
反
に
対
す
る
制
裁
に
つ
い
て
の
税
法
と
刑
法
と
の
基
本
関
係
を
再
確
認
し
、
近
時
の
所
得
税
法
違
反
被
告

事
件
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
に
起
因
す
る
所
得
税
法
基
本
通
達
の
改
正
を
と
り
あ
げ
、
刑
事
判
断
と
課
税
判
断
と
の
関
係
を
考
察
す
る
。

最
高
裁
判
所
は
、
平
成
二
七
年
三
月
一
〇
日
、
競
馬
の
勝
馬
投
票
券
（
競
馬
法
六
条
）（
以
下
、「
馬
券
」
と
す
る
）
の
払
戻
金
（
競
馬
法
八
条
）

に
係
る
所
得
税
法
違
反
被
告
事
件
（
以
下
、
本
稿
で
「
外
れ
馬
券
事
件
」
と
い
う
（
5
）

）
に
お
い
て
、
従
来
の
所
得
税
法
に
規
定
す
る
一
時
所
得
の

典
型
事
例
と
し
て
実
務
解
釈
さ
れ
て
き
た
馬
券
払
戻
金
に
か
か
る
課
税
解
釈
に
つ
き
、
全
く
異
な
る
雑
所
得
課
税
と
し
、
か
つ
外
れ
馬
券

の
必
要
経
費
性
に
つ
い
て
も
認
め
る
判
断
を
示
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
脱
税
額
等
を
査
定
し
量
刑
を
判
断
し
、
有
罪
判
決
を
な
し
た
。
こ
の

判
決
を
受
け
て
、
国
税
庁
は
、
平
成
二
七
年
五
月
、
所
得
税
法
基
本
通
達
三
四
│
一
を
改
正
し
た
。

通
達
は
、
行
政
内
部
で
の
上
級
機
関
か
ら
下
級
機
関
へ
の
示
達
命
令
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
達
は
、
裁
判
基
準
と
し
て
の
法
源
で

な
く
、
市
民
が
こ
れ
に
よ
り
法
的
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
税
実
務
の
現
実
は
、
課
税
側
の
み
な
ら
ず
納
税
義
務
者
側
も
、

そ
の
課
税
判
断
の
便
益
性
か
ら
、
通
達
の
示
す
税
法
解
釈
に
左
右
さ
れ
て
い
る
。
通
達
は
、
税
制
改
正
と
共
に
改
正
さ
れ
る
の
が
常
で
あ

一
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
五
二
）

る
。
ま
た
、
従
来
の
通
達
上
の
税
法
解
釈
と
異
な
る
判
決
が
な
さ
れ
た
と
き
な
ど
に
お
い
て
も
、
通
達
は
改
正
さ
れ
る
が
、
刑
事
事
件
判

決
を
受
け
て
の
税
務
通
達
の
改
正
は
、
稀
な
こ
と
で
あ
る
。

一　

税
法
違
反
へ
の
制
裁
│
税
法
と
刑
法
の
基
本
的
関
係

㈠　

税
法
違
反
と
制
裁
│
刑
罰
と
行
政
罰

税
法
違
反
に
か
か
る
罪
へ
の
制
裁
と
し
て
の
罰
は
、
法
違
反
で
あ
る
こ
と
か
ら
法
の
一
般
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
刑
罰
が
妥
当
す
る
。
し

か
し
、
日
本
の
実
定
税
法
は
、
刑
罰
と
は
別
に
、
い
わ
ゆ
る
行
政
罰
と
さ
れ
る
制
裁
措
置
を
規
定
し
、
税
法
違
反
に
対
処
し
て
い
る
。

実
定
税
法
は
、
課
税
権
者
で
あ
る
主
権
者
・
国
民
の
課
税
意
思
が
そ
の
代
表
を
通
じ
て
国
会
や
地
方
議
会
と
い
う
税
法
立
法
機
関
に
て

審
議
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
成
文
法
（
税
法
律
、
税
条
例
）
と
し
て
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
さ
れ
、
施
行
さ
れ
、
通
常
、
納
税
者
の
納
税
と
い
う
ア
ウ
ト

カ
ム
を
生
起
す
る
。
実
定
税
法
が
規
定
す
る
租
税
要
件
等
を
充
足
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
納
税
義
務
者
の
納
付
義
務
が
成
立
し
、
一
定
の

確
定
手
続
を
経
て
、
具
体
的
納
税
義
務
額
が
確
定
し
、
そ
の
納
税
額
が
そ
の
納
期
限
ま
で
に
納
税
さ
れ
、
納
税
義
務
は
消
滅
す
る
。
こ
れ

が
税
法
関
係
の
基
本
で
あ
り
、
こ
れ
が
毎
年
度
に
お
い
て
循
環
的
に
展
開
さ
れ
る
（
6
）

。

こ
の
税
法
関
係
に
お
い
て
、
課
税
・
徴
収
権
を
行
使
す
る
税
法
行
政
機
関
の
税
法
違
反
（
7
）

と
、
納
税
義
務
者
側
の
税
法
違
反
が
発
生
す
る

こ
と
が
あ
る
。
前
者
は
行
政
が
法
違
反
を
す
る
こ
と
を
法
が
想
定
し
て
い
な
い
こ
と
（
行
政
の
無
謬
性
）
か
ら
租
税
刑
法
で
も
例
外
的
事

項
と
さ
れ
る
に
対
し
て
、
後
者
の
納
税
義
務
者
や
源
泉
徴
収
義
務
者
な
ど
の
納
税
者
（
国
税
通
則
法
二
条
参
照
）
に
よ
る
税
法
違
反
は
租
税

刑
法
の
中
心
的
対
象
で
あ
り
、
多
様
な
犯
則
規
定
が
あ
る
。
納
税
者
の
税
法
違
反
を
、
す
べ
て
刑
罰
に
て
処
遇
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
実

定
税
法
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
な
い
。
納
税
義
務
者
の
税
法
違
反
に
対
す
る
措
置
と
し
て
は
、
脱
税
な
ど
に
対
す
る
懲
役
刑
や
罰
金
刑
と

二
〇



脱
税
刑
事
判
決
と
課
税
判
断
と
の
関
係
（
伊
藤
）

（
二
五
三
）

い
う
刑
罰
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
納
税
遅
延
等
に
対
す
る
利
子
相
当
額
と
し
て
の
延
滞
税
（
国
税
通
則
法
六
〇
条
）
や
利
子
税

（
同
法
六
四
条
）、
行
政
処
分
制
裁
と
し
て
の
加
算
税
等
（
過
少
申
告
加
算
税
（
同
法
六
五
条
）、
無
申
告
加
算
税
（
同
法
六
六
条
）、
不
納
付
加
算
税

（
同
法
六
七
条
）、
重
加
算
税
（
同
法
六
八
条
）、
印
紙
税
法
二
〇
条
に
規
定
す
る
過
怠
税
）
お
よ
び
通
告
処
分
（
国
税
犯
則
取
締
法
一
四
条
、
関
税
法

一
三
八
条
）
も
あ
る
。
刑
罰
の
対
象
と
な
る
税
法
上
の
制
裁
措
置
が
租
税
刑
法
の
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
制
裁
措
置
が
行
政
罰
等
の

行
政
制
裁
の
対
象
で
あ
る
。
こ
れ
ら
制
裁
措
置
は
、
総
称
し
て
「
税
処
罰
法
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
税
法
分
野
を
形
成
す
る
。

租
税
刑
法
の
対
象
と
な
る
租
税
犯
は
、
大
き
く
、
脱
税
犯
と
租
税
危
害
犯
と
に
分
け
ら
れ
る
。
脱
税
犯
と
し
て
は
、
①
逋
脱
犯
（
狭
義

の
脱
税
犯
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
所
得
税
を
免
れ
ま
た
は
所
得
税
の
還
付
を
受
け
た
者
に
十
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
し
、
ま
た
は
こ
れ
の
併
科
（
8
）

、
所
得
税
法
二
三
八
条
等
）、
②
申
告
書
不
提
出
犯
（
故
意
に
納
税
申
告
書
を
法
定
申
告
期
限
ま
で
に
提
出
し
な
い
こ

と
に
よ
り
税
を
免
れ
た
者
に
、
五
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
五
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は
こ
れ
の
併
科
、
所
得
税
法
二
三
八
条
三
項
等
）、
③
間

接
脱
税
犯
（
酒
類
の
密
造
（
酒
税
法
五
四
条
）
に
一
〇
年
以
下
の
懲
役
又
は
一
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
、
外
国
貨
物
の
密
輸
（
関
税
法
一
一
一
条
）
に
五

年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
こ
れ
の
併
科
、
税
収
確
保
目
的
行
為
を
許
可
な
く
し
た
場
合
に
科
さ
れ
る
）、
④
不
納
付
犯

（
源
泉
徴
収
義
務
者
が
徴
収
し
て
納
付
す
べ
き
所
得
税
を
納
付
し
な
か
つ
た
と
き
、
一
〇
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
二
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は
こ

れ
の
併
科
、
所
得
税
法
二
四
〇
条
）、
⑤
滞
納
処
分
妨
害
犯
（
滞
納
処
分
の
執
行
を
免
れ
る
目
的
で
そ
の
財
産
を
隠
ぺ
い
し
、
損
壊
し
、
国
の
不
利
益

に
処
分
し
、
ま
た
は
そ
の
財
産
に
係
る
負
担
を
偽
っ
て
増
加
す
る
行
為
を
し
た
者
に
、
三
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
二
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、

ま
た
は
こ
れ
を
併
科
。
国
税
徴
収
法
一
八
七
条
）
が
あ
る
。
ま
た
、
租
税
危
害
犯
と
し
て
は
、
①
虚
偽
申
告
犯
（
申
告
書
等
に
虚
偽
の
記
載
を
し

た
場
合
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
、
例
、
所
得
税
法
二
四
二
条
一
号
、
二
号
）、
②
単
純
無
申
告
犯
（
正
当
な
理
由
が
な
く
確
定

申
告
書
等
を
そ
の
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
し
な
か
っ
た
者
に
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
を
科
す
。
例
、
所
得
税
法
二
四
一
条
）、
③

二
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
五
四
）

不
徴
収
犯
（
徴
収
す
べ
き
源
泉
徴
収
税
額
を
徴
収
し
な
か
っ
た
こ
と
に
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
。
所
得
税
法
二
四
二
条
三
号
）、

④
検
査
拒
否
犯
（
税
行
政
職
員
の
質
問
検
査
等
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
せ
ず
、
も
し
く
は
偽
り
の
答
弁
を
し
、
ま
た
は
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
も

し
く
は
忌
避
し
、
も
し
く
は
検
査
に
関
し
偽
り
の
記
載
若
し
く
は
記
録
を
し
た
帳
簿
書
類
を
提
示
し
た
者
は
、
三
〇
万
円
以
下
の
罰
金
。
国
税
通
則
法

一
二
八
条
）、
⑤
そ
の
他
（
虚
偽
申
告
す
る
こ
と
、
ま
た
は
国
税
の
徴
収
も
し
く
は
納
付
を
し
な
い
こ
と
煽
動
し
た
者
に
三
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
二
〇

万
円
以
下
の
罰
金
。
国
税
犯
則
取
締
法
二
二
条
）
が
あ
る
。

税
法
違
反
に
対
す
る
刑
罰
と
行
政
罰
と
の
関
係
と
し
て
、
日
本
国
憲
法
三
九
条
が
「
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
重
ね
て
刑
事
上
の
責
任

を
問
は
れ
な
い
」
と
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
刑
罰
と
行
政
罰
と
の
併
科
が
二
重
処
罰
禁
止
に
抵
触
す
る
か
疑
問
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

脱
税
犯
の
要
件
と
し
て
「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
に
よ
る
税
を
免
れ
る
と
い
う
こ
と
（
所
得
税
法
二
三
九
条
）
が
要
求
さ
れ
、
ま
た
重

加
算
税
の
要
件
と
し
て
「
隠
ぺ
い
」
ま
た
は
「
仮
装
」
と
い
う
納
税
者
の
行
為
に
基
づ
く
納
税
申
告
書
提
出
と
い
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
て

い
る
（
国
税
通
則
法
六
八
条
）
こ
と
か
ら
、
同
時
に
、
納
税
者
の
故
意
に
よ
る
税
を
免
れ
る
不
正
行
為
に
対
し
て
刑
罰
と
重
加
算
税
が
納
税

者
に
対
し
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
こ
れ
に
関
す
る
判
例
は
、
刑
罰
と
行
政
罰
と
の
併
科
を
上
記
憲
法
条
項
に
反
し
な
い
と
す

る
（
9
）

。
行
政
罰
で
あ
る
重
加
算
税
は
、
行
政
手
続
に
よ
る
行
政
処
分
と
し
て
課
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
刑
事
手
続
に
よ
る
刑
罰
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
重
加
算
税
の
課
税
と
刑
罰
と
し
て
の
懲
役
や
罰
金
が
重
ね
て
科
さ
れ
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
、
現
行
法
制

に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

㈡　

税
処
罰
に
お
け
る
税
法
行
政
機
関
の
職
能

税
法
行
政
機
関
は
、
日
本
国
憲
法
の
統
治
機
構
論
か
ら
み
て
、
税
法
立
法
機
関
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
実
定
税
法
（
国
税
法
律
、
地
方
税
条

例
）
を
誠
実
に
執
行
す
る
機
関
で
あ
る
（
同
法
七
三
条
一
号
）。
国
税
行
政
機
関
の
代
表
で
あ
る
国
税
庁
は
、「
内
国
税
の
適
正
か
つ
公
平
な

二
二



脱
税
刑
事
判
決
と
課
税
判
断
と
の
関
係
（
伊
藤
）

（
二
五
五
）

賦
課
及
び
徴
収
の
実
現
、
酒
類
業
の
健
全
な
発
達
及
び
税
理
士
業
務
の
適
正
な
運
営
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
」（
財
務
省
設
置

法
一
九
条
）
と
さ
れ
て
い
る
。
税
法
行
政
は
、
一
般
論
と
し
て
、
税
の
適
正
公
平
な
課
徴
実
現
を
目
的
と
し
て
い
る
と
解
す
る
。

こ
の
目
的
か
ら
考
察
す
る
と
、
行
政
罰
と
し
て
の
加
算
税
は
、
附
帯
税
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、
納
税
遅
延
に
か
か
る
遅
延

損
害
利
息
と
い
う
性
質
を
も
つ
延
滞
税
と
は
異
な
り
、
過
少
申
告
、
無
申
告
も
し
く
は
不
納
付
と
い
う
納
税
者
の
行
為
に
対
す
る
罰
則
と

し
て
の
制
裁
で
あ
り
、
こ
れ
ら
行
為
の
発
生
抑
制
な
い
し
予
防
効
果
を
期
待
す
る
措
置
で
あ
り
、
税
法
行
政
の
目
的
の
例
外
的
な
措
置
と

解
さ
れ
る
。
税
法
違
反
を
予
防
す
る
に
は
、
一
般
的
に
考
え
て
も
、
行
政
罰
と
し
て
の
加
算
税
よ
り
刑
罰
と
し
て
の
罰
金
等
の
方
が
効
果

の
高
い
も
の
で
あ
る
。
加
算
税
は
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
基
づ
く
制
度
改
革
で
あ
り
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
が
提
言
し
た
青
色
申
告
を
中
心
と
す

る
申
告
納
税
制
度
の
普
及
の
た
め
の
過
渡
的
制
度
で
あ
り
、
本
来
的
に
は
、
刑
罰
と
し
て
一
元
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
（
10
）

。

無
申
告
ま
た
は
過
少
申
告
に
よ
る
未
納
税
額
の
納
付
遅
滞
に
は
、
行
政
制
裁
と
し
て
延
滞
税
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
上
に
加
算
税
を
課

す
過
重
的
制
裁
措
置
が
適
正
な
納
税
義
務
の
履
行
勧
奨
の
た
め
に
行
政
処
分
と
し
て
必
要
で
あ
る
か
疑
問
で
あ
る
。
加
算
税
は
、
行
政
手

法
で
あ
る
限
り
、
納
税
義
務
の
履
行
勧
奨
を
動
機
づ
け
る
も
の
と
し
て
は
微
力
で
あ
る
と
推
量
す
る
（
11
）

。

税
法
以
外
の
分
野
で
も
、
違
反
行
為
に
対
し
て
様
々
な
刑
罰
以
外
の
制
裁
が
あ
る
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
に
、
い
わ
ゆ
る
「
三

倍
返
し
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
鉄
道
等
の
不
正
乗
車
（
い
わ
ゆ
る
「
キ
セ
ル
」）
等
を
し
た
者
に
は
割
増
賃
金
（
ま
た
は
増
運
賃
）
が
請
求

さ
れ
る
（
鉄
道
営
業
法
一
八
条
二
項
、
鉄
道
運
輸
規
程
一
九
条
「
有
効
ノ
乗
車
券
ヲ
所
持
セ
ズ
シ
テ
乗
車
シ
又
ハ
乗
車
券
ノ
検
査
ヲ
拒
ミ
若
ハ
取
集
ノ
際

之
ヲ
渡
サ
ザ
ル
者
ニ
対
シ
鉄
道
ハ
其
ノ
旅
客
ガ
乗
車
シ
タ
ル
区
間
ニ
対
ス
ル
相
当
運
賃
及
其
ノ
二
倍
以
内
ノ
増
運
賃
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」）
の
は
、

こ
の
例
で
あ
る
（
12
）

。
こ
の
よ
う
な
金
額
請
求
は
、
違
反
に
よ
る
経
済
的
損
失
に
対
す
る
損
害
賠
償
と
い
う
性
質
を
認
め
う
る
。
日
本
の
税
法

令
に
お
け
る
旧
追
徴
税
も
、
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
解
す
る
。
た
と
え
ば
、
脱
税
者
に
対
し
て
、
脱
税
額
の
三
倍
額
を
請
求
す
る
と
い
う

二
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
五
六
）

行
政
制
裁
を
制
度
化
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
る
予
防
効
果
が
十
分
に
上
が
る
か
疑
わ
し
い
（
13
）

。
違
反
者
が
増
加
す
れ
ば
、
制
裁
を
重
罰

化
す
る
と
い
う
の
が
現
行
法
制
の
実
態
で
あ
る
と
評
す
る
。
旧
追
徴
税
が
廃
止
さ
れ
、
罰
金
刑
と
懲
役
刑
へ
と
租
税
刑
罰
は
展
開
さ
れ
た
。

平
成
二
二
年
度
改
正
に
よ
る
刑
罰
の
重
罰
化
（
懲
役
五
年
か
ら
懲
役
一
〇
年
へ
）
も
そ
の
一
環
で
あ
る
。

税
法
行
政
機
関
が
制
裁
に
関
わ
る
の
は
、
そ
の
目
的
か
ら
、
職
務
の
中
心
で
は
な
い
と
解
す
る
。
し
か
し
、
実
定
税
法
は
、
税
法
違
反

に
対
す
る
行
政
罰
の
ほ
か
刑
罰
も
規
定
し
て
い
る
。
行
政
罰
は
、
行
政
手
続
と
し
て
処
理
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
税
法
行
政
機
関
の
中
心

的
職
務
で
は
な
い
が
、
税
法
行
政
の
職
務
と
解
す
る
。
し
か
し
、
税
法
違
反
に
対
す
る
刑
罰
は
、
刑
事
手
続
に
基
づ
き
処
理
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
起
訴
独
占
主
義
（
刑
事
訴
訟
法
二
四
七
条
）
か
ら
、
司
法
警
察
員
、
検
察
官
お
よ
び
裁
判
官
と
い
う
刑
事
手
続
に
携
わ
る
者
の
職

務
と
し
て
な
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
税
法
違
反
の
判
断
は
、
専
門
的
技
術
的
事
案
で
あ
り
、
税
法
行
政
（
国
税
庁
以
下
の
国
税
行
政
、

関
税
局
以
下
の
関
税
行
政
、
地
方
税
行
政
）
の
職
員
（
以
下
「
税
務
職
員
」
と
い
う
）
が
関
与
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
国
税
犯
則
取
締
法
一
条

お
よ
び
二
条
等
、
関
税
法
一
一
九
条
お
よ
び
一
二
一
条
等
）。
一
般
的
捜
査
、
質
問
検
査
の
ほ
か
、
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
た
臨
検
等
も
、
税
務

職
員
（
国
税
で
は
査
察
官
が
中
心
）
が
行
え
る
。
さ
ら
に
、
税
関
職
員
は
武
器
の
携
帯
、
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
関
税
法
一
〇
四
条
）。

こ
れ
ら
犯
則
事
件
の
調
査
は
、
必
要
あ
る
場
合
に
は
警
察
官
の
援
助
を
求
め
る
こ
と
も
あ
る
（
国
税
犯
則
取
締
法
五
条
、
関
税
法
一
三
〇
条
）

が
、
税
務
職
員
が
こ
れ
を
実
施
す
る
と
実
定
税
法
に
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

捜
査
等
に
基
づ
く
結
果
、
税
務
職
員
（
国
税
犯
則
取
締
法
で
は
「
収
税
官
」）
は
「
犯
則
が
あ
る
と
思
料
す
る
（
14
）

」
と
き
、
検
察
官
に
告
発
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
国
税
犯
則
取
締
法
一
二
条
の
二
、
関
税
法
一
三
六
条
の
二
、
一
三
七
条
、
刑
事
訴
訟
法
二
三
九
条
二
項
）。
租
税
刑
法
に
か
か

る
告
発
は
、
税
務
職
員
の
義
務
と
解
す
る
。
税
務
職
員
の
告
発
は
、
租
税
刑
法
の
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
に
基
づ
き
な
さ
れ
る
。
し
か

し
、
当
該
租
税
刑
法
事
犯
の
有
責
性
や
可
罰
性
の
判
断
は
、
税
務
職
員
で
は
な
く
、
検
察
官
お
よ
び
裁
判
官
の
職
務
で
あ
る
。
税
実
務
に

二
四



脱
税
刑
事
判
決
と
課
税
判
断
と
の
関
係
（
伊
藤
）

（
二
五
七
）

お
い
て
税
務
職
員
が
こ
れ
ら
も
含
め
違
反
者
（
被
疑
者
）
の
有
罪
が
確
実
な
事
犯
の
み
を
告
発
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
税
務
職
員
に
裁
量

権
を
認
め
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
実
質
的
裁
判
権
を
執
行
す
る
こ
と
と
も
な
り
、
租
税
刑
法
手
続
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
と
な
る
と
解
す
る
。

こ
れ
ら
租
税
刑
法
手
続
一
般
と
は
異
な
る
手
続
と
し
て
、
間
接
国
税
お
よ
び
関
税
に
つ
い
て
は
、
通
告
処
分
が
あ
る
（
国
税
犯
則
取
締

法
一
四
条
、
関
税
法
一
三
八
条
）。
通
告
処
分
は
、
国
税
犯
則
取
締
法
一
四
条
が
「
国
税
局
長
又
ハ
税
務
署
長
ハ
間
接
国
税
ニ
関
ス
ル
犯
則

事
件
ノ
調
査
ニ
依
リ
犯
則
ノ
心
証
ヲ
得
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
理
由
ヲ
明
示
シ
罰
金
若
ハ
科
料
ニ
相
当
ス
ル
金
額
、
没
収
品
ニ
該
当
ス
ル
物
品
、

徴
収
金
ニ
相
当
ス
ル
金
額
及
書
類
送
達
並
差
押
物
件
ノ
運
搬
、
保
管
ニ
要
シ
タ
ル
費
用
ヲ
指
定
ノ
場
所
ニ
納
付
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
通
告
ス
ヘ
シ

但
シ
没
収
品
ニ
該
当
ス
ル
物
品
ニ
付
テ
ハ
納
付
ノ
申
出
ノ
ミ
ヲ
為
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
通
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
し
、
ま
た
関
税
法
一
三
八

条
一
項
が
「
税
関
長
は
、
犯
則
事
件
の
調
査
に
よ
り
犯
則
の
心
証
を
得
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
明
示
し
、
罰
金
に
相
当
す
る
金
額
及
び

没
収
に
該
当
す
る
物
件
又
は
追
徴
金
に
相
当
す
る
金
額
を
税
関
に
納
付
す
べ
き
旨
を
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
罰
金
等

相
当
額
の
納
付
を
犯
則
納
税
者
に
通
告
し
、
納
付
あ
れ
ば
、
告
発
し
な
い
（
国
税
犯
則
取
締
法
一
六
条
、
関
税
法
一
三
八
条
四
項
）
と
い
う
間

接
税
特
有
の
制
度
処
分
で
あ
る
。
通
告
処
分
で
は
、
情
状
が
懲
役
の
刑
に
処
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
き
、
国
税
局
長
等
は
、
直
ち
に
検
察

官
に
告
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
国
税
犯
則
取
締
法
一
四
条
二
項
、
関
税
法
一
三
八
条
一
項
た
だ
し
書
き
）。

脱
税
な
ど
に
対
す
る
刑
罰
は
、
懲
役
も
し
く
は
罰
金
、
ま
た
は
こ
れ
ら
の
併
科
で
あ
る
。
租
税
刑
法
規
定
に
お
い
て
「
懲
役
」
が
あ
る

租
税
犯
則
事
件
に
お
い
て
、
通
告
処
分
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
事
実
上
、
量
刑
判
断
を
税
務
職
員
に
認
め
る
こ
と
と
な
り
、
日
本
国
憲

法
三
七
条
が
保
障
す
る
公
平
な
裁
判
を
害
す
る
こ
と
に
も
な
り
う
る
と
解
す
る
。
情
状
が
懲
役
の
刑
に
処
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
き
に
直

ち
に
告
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
犯
則
事
件
に
懲
役
の
刑
が
適
用
さ
れ
う
る
規
定
が
あ
る
と
き
の
当
該
犯
則
事

件
に
つ
い
て
は
、
通
告
処
分
を
認
め
ず
、
直
ち
に
告
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
実
定
税
法
は
規
定
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と

二
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
五
八
）

き
、
告
発
す
る
か
否
か
の
裁
量
的
判
断
で
あ
る
通
告
処
分
は
、
税
務
職
員
に
実
質
的
な
量
刑
に
関
す
る
裁
量
権
を
付
与
す
る
も
の
と
な
り
、

租
税
法
律
主
義
の
法
理
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
。

税
務
職
員
の
告
発
は
、「
犯
則
が
あ
る
と
思
料
す
る
」
と
き
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
刑
事
訴
訟
法
二
三
九
条
二
項
が
「
官
吏

又
は
公
吏
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
告
発
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
国
税
犯
則
取
締
法
お
よ
び
関
税
法
が
規
定
す
る
税
務
上
の
告
発
は
、
こ
の
特
則
で
あ
り
、
訴
訟
条
件
の
一
つ
で
あ
る
（
15
）

。

㈢　

租
税
刑
法
の
基
本
原
則

実
定
税
法
に
規
定
す
る
税
処
罰
規
定
は
、
行
政
罰
で
あ
る
加
算
税
等
に
は
税
法
原
則
と
し
て
の
租
税
法
律
主
義
の
適
用
が
あ
り
、
刑
罰

で
あ
る
懲
役
等
に
は
刑
法
原
則
と
し
て
の
罪
刑
法
定
主
義
の
適
用
が
あ
る
と
解
す
る
。
租
税
法
律
主
義
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
八
四

条
「
あ
ら
た
に
租
税
を
課
し
、
又
は
現
行
の
租
税
を
変
更
す
る
に
は
、
法
律
又
は
法
律
の
定
め
る
条
件
に
よ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
と

明
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
罪
刑
法
定
主
義
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
三
一
条
（
適
正
手
続
）「
何
人
も
、
法
律
の
定
め
る
手
続
に
よ
ら
な

け
れ
ば
、
そ
の
生
命
若
し
く
は
自
由
を
奪
は
れ
、
又
は
そ
の
他
の
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
」、
同
三
九
条
（
不
遡
及
原
則
、
一
事
不
再
理
）

「
何
人
も
、
実
行
の
時
に
適
法
で
あ
つ
た
行
為
又
は
既
に
無
罪
と
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
刑
事
上
の
責
任
を
問
は
れ
な
い
。
又
、
同

一
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
重
ね
て
刑
事
上
の
責
任
を
問
は
れ
な
い
」
の
規
定
に
表
さ
れ
て
も
い
る
。
両
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
二
一
五
年
大

憲
章
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
に
表
明
さ
れ
、
そ
の
後
の
近
代
民
主
国
家
と
し
て
の
法
治
国
家
の
原
理
で
あ
る
「
法
の
支
配
」
の
原
点
を
提
供
し

た
基
本
原
理
で
あ
り
、
憲
法
上
の
原
理
と
し
て
あ
り
、
予
め
法
律
に
税
や
刑
罰
に
つ
い
て
具
体
的
に
明
文
化
（
成
文
化
）
す
る
こ
と
を
要

請
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
場
面
で
の
法
的
安
定
性
と
予
測
可
能
性
を
市
民
に
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
。

税
法
違
反
に
対
す
る
行
政
罰
は
、
行
政
手
続
に
よ
り
実
行
さ
れ
る
行
政
処
分
（
加
算
税
は
賦
課
課
税
方
式
に
よ
る
賦
課
決
定
通
知
書
に
よ
っ

二
六



脱
税
刑
事
判
決
と
課
税
判
断
と
の
関
係
（
伊
藤
）

（
二
五
九
）

て
確
定
す
る
。
国
税
通
則
法
三
二
条
一
項
三
号
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
、
厳
格
に
租
税
法
律
主
義
に
従
う
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
税
法
行
政
が
税
法
違
反
に
対
す
る
行
政
罰
を
課
す
か
否
か
を
判
断
す
る
と
き
、
そ
こ
に
自
由
裁
量
は
認
め
ら
れ
な

い
。
税
法
が
規
定
す
る
行
政
罰
の
要
件
を
充
足
す
る
と
き
、
税
法
行
政
は
行
政
罰
に
か
か
る
処
分
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
税
法
違
反
に
対
す
る
刑
罰
は
、
最
終
的
に
は
刑
事
手
続
に
よ
り
実
行
さ
れ
る
裁
判
所
の
刑
事
判
決
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
。
こ
の
手
続
に
お
い
て
、
税
務
職
員
は
、
犯
則
調
査
（
捜
査
、
臨
検
等
）
を
し
、
そ
の
調
査
に
よ
り
犯
則
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き

検
察
官
に
告
発
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
税
務
職
員
の
告
発
は
義
務
で
あ
り
、
税
務
職
員
の
裁
量
判
断
は
許
さ
れ
な
い

も
の
と
解
す
る
。
検
察
官
は
、
告
発
を
受
け
、
不
起
訴
・
起
訴
猶
予
（
刑
事
訴
訟
法
二
四
八
条
）
ま
た
は
起
訴
す
る
。
検
察
官
は
公
訴
権
を

独
占
的
に
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
不
起
訴
や
起
訴
猶
予
は
、
検
察
審
査
会
法
に
基
づ
く
検
察
審
査
会
で
の
審
査
の
対
象
と
な
る
。

ま
た
逆
に
、
公
訴
権
の
濫
用
も
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
起
訴
後
の
裁
判
官
に
お
い
て
も
、
刑
罰
（
量
刑
）
の
判
断
に
お
い
て
、
執
行
猶

予
（
刑
法
二
五
条
）、
情
状
に
よ
る
刑
の
軽
減
ま
た
は
免
除
（
同
三
六
条
二
項
な
ど
）、
酌
量
軽
減
（
同
六
六
条
）
な
ど
が
あ
り
、
裁
判
官
に
一

定
の
裁
量
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
量
刑
判
断
の
有
無
が
税
法
違
反
に
対
す
る
行
政
罰
と
刑
事
罰
の
大
き
な
相
違
点
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
租
税
法
律
主
義
の
下
で
の
課
税
判
断
と
し
て
の
税
額
計
算
は
、
誰
が
計
算
し
て
も
一
円
と
相
違
な
い
こ
と
を
要
求
さ
れ
、

執
行
権
者
の
裁
量
権
が
認
め
ら
れ
な
い
が
、
罪
刑
法
定
主
義
の
下
で
の
刑
罰
は
、
一
定
の
量
刑
相
場
が
あ
る
と
は
い
え
、
検
察
官
や
裁
判

官
の
量
刑
判
断
等
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
要
求
さ
れ
ず
、
一
定
の
裁
量
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
16
）

。二
七
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本
法
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第
八
十
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第
二
号
（
二
〇
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（
二
六
〇
）

二　

外
れ
馬
券
事
件
に
よ
る
通
達
変
更

㈠　

事
件
の
概
要

本
稿
の
テ
ー
マ
「
脱
税
刑
事
判
決
の
課
税
判
断
と
の
関
係
」
に
つ
き
検
討
す
べ
き
事
例
と
し
て
、「
外
れ
馬
券
事
件
」
と
し
て
有
名
に

な
っ
た
所
得
税
法
違
反
被
告
事
件
が
あ
る
。

本
件
被
告
人
は
、
給
与
所
得
の
ほ
か
競
馬
の
勝
馬
投
票
券
の
払
戻
金
に
よ
り
収
入
を
得
て
お
り
、
そ
の
払
戻
金
を
含
め
た
平
成
一
九
年

分
の
総
所
得
金
額
が
三
億
七
四
二
〇
万
一
三
二
円
、
所
得
税
額
が
一
億
四
五
六
二
万
九
一
〇
〇
円
で
あ
り
、
平
成
二
〇
年
分
の
総
所
得
金

額
が
六
億
九
六
九
四
万
八
七
七
九
円
、
所
得
税
額
が
二
億
七
四
八
八
万
一
五
〇
〇
円
で
あ
り
、
平
成
二
一
年
分
の
総
所
得
金
額
が
三
億

八
八
三
六
万
三
二
〇
五
円
、
所
得
税
額
が
一
億
五
一
二
三
万
五
〇
〇
円
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
ぞ
れ
所
得
税
確
定
申
告
書
を
提
出
し
な
か
っ

た
。
本
件
は
、
こ
れ
に
対
す
る
所
得
税
法
違
反
事
件
で
あ
る
。

主
な
争
点
は
、
検
察
官
が
勝
馬
投
票
券
（
馬
券
）
の
払
戻
金
に
係
る
所
得
は
一
時
所
得
で
あ
り
、「
そ
の
収
入
を
得
る
た
め
に
支
出
し

た
金
額
」
と
し
て
控
除
す
べ
き
金
額
は
、
的
中
し
た
馬
券
（
当
た
り
馬
券
）
の
購
入
金
額
の
み
で
あ
る
か
ら
、
本
件
各
年
分
の
被
告
人
の

総
所
得
金
額
及
び
所
得
税
額
は
公
訴
事
実
記
載
の
と
お
り
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、
弁
護
人
が
本
件
に
お
け
る
馬
券
の
払
戻
金

に
係
る
所
得
は
雑
所
得
に
分
類
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
当
た
り
馬
券
以
外
の
馬
券
（
外
れ
馬
券
）
を
含
め
一
年
間
に
お
け
る
馬
券
の
購
入

金
額
全
額
が
控
除
の
対
象
と
な
る
等
の
主
張
す
る
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
の
馬
券
払
戻
金
は
一
時
所
得
か
雑
所
得
か
、
ま
た
そ
れ

が
雑
所
得
で
あ
る
と
き
馬
券
購
入
金
額
の
全
額
が
必
要
経
費
と
な
る
か
、
が
争
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
本
件
は
、
量
刑
判
断
の
基
礎
と
な

る
税
額
に
つ
き
争
わ
れ
た
。

二
八



脱
税
刑
事
判
決
と
課
税
判
断
と
の
関
係
（
伊
藤
）

（
二
六
一
）

第
一
審
大
阪
地
方
裁
判
所
平
成
二
五
年
五
月
二
三
日
第
一
二
刑
事
部
判
決
（
17
）

は
、
馬
券
購
入
行
為
か
ら
生
じ
た
所
得
を
、
原
則
と
し
て
、

一
時
所
得
に
該
当
す
る
が
、
本
件
の
馬
券
購
入
行
為
に
つ
い
て
は
、
回
数
、
金
額
が
極
め
て
多
数
、
多
額
に
達
し
て
お
り
、
そ
の
態
様
も

機
械
的
、
網
羅
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
こ
れ
に
よ
り
生
じ
た
所
得
は
雑
所
得
に
該
当
し
、
外
れ
馬
券
を
含
め
た
全
馬
券
の
購
入

費
用
等
が
必
要
経
費
に
当
た
る
と
し
、
脱
漏
所
得
金
額
に
つ
き
減
額
修
正
す
る
も
被
告
人
を
有
罪
と
し
た
。
検
察
官
が
控
訴
し
た
が
、
控

訴
審
大
阪
高
等
裁
判
所
平
成
二
六
年
五
月
九
日
第
四
刑
事
部
判
決
（
18
）

は
、
控
訴
棄
却
し
た
。
更
に
検
察
官
が
上
告
し
た
が
、
上
告
審
最
高
裁

判
所
第
三
小
法
廷
平
成
二
七
年
三
月
一
〇
日
判
決
（
19
）

も
、
上
告
棄
却
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
被
告
人
の
有
罪
、
懲
役
二
月
執
行
猶
予
二
年
が

確
定
し
た
。

㈡　

本
件
馬
券
払
戻
金
に
係
る
雑
所
得
分
類
の
根
拠

本
件
の
量
刑
判
断
は
、
当
初
の
公
訴
事
実
主
張
の
通
り
で
あ
る
と
す
る
と
、
求
刑
一
年
に
比
し
て
軽
い
も
の
と
な
っ
た
と
評
す
る
。
そ

の
原
因
は
、
馬
券
払
戻
金
が
所
得
税
法
に
規
定
す
る
課
税
所
得
と
し
て
の
一
時
所
得
で
は
な
く
雑
所
得
と
し
て
認
定
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。

結
果
、
そ
の
所
得
金
額
の
計
算
額
は
、
先
に
示
し
た
公
訴
事
実
と
し
て
主
張
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
税
課
税
年
に
お
い
て
の
額
が
、
平

成
一
九
年
分
総
所
得
金
額
一
億
七
三
〇
万
八
八
一
七
円
（
所
得
税
額
三
八
八
七
万
二
七
〇
〇
円
）、
平
成
二
〇
年
分
総
所
得
金
額
三
二
六
〇
万

八
六
二
九
円
（
所
得
税
額
九
一
四
万
五
五
〇
〇
円
）、
平
成
二
一
年
分
総
所
得
金
額
二
〇
二
四
万
六
〇
一
〇
円
（
所
得
税
額
三
九
八
万
三
七
〇
〇

円
）
と
減
額
さ
れ
認
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
三
年
間
で
の
総
所
得
金
額
総
額
一
四
億
五
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
る
金
額
で
あ
っ
た
も
の
が
一
億

六
〇
〇
〇
万
円
程
ま
で
に
縮
減
さ
れ
、
所
得
税
額
も
五
億
七
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
る
金
額
で
あ
っ
た
も
の
が
五
一
〇
〇
万
円
ま
で
減
額
さ

れ
た
。
五
〇
〇
〇
万
円
の
脱
税
事
件
に
対
す
る
当
初
の
求
刑
一
年
は
、
従
前
の
量
刑
相
場
か
ら
す
れ
ば
、
重
い
も
の
で
あ
り
、
判
決
の
よ

う
な
執
行
猶
予
付
き
に
な
る
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
。

二
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
六
二
）

本
件
の
裁
判
所
が
採
用
し
た
馬
券
払
戻
金
を
一
時
所
得
で
は
な
く
雑
所
得
と
し
た
こ
と
は
、
従
来
の
所
得
税
法
の
課
税
所
得
分
類
解
釈

と
は
異
な
る
も
の
に
な
っ
た
。

一
審
大
阪
地
方
裁
判
所
の
認
定
に
よ
る
と
、
①
本
件
に
お
け
る
被
告
人
の
馬
券
購
入
は
、
日
本
中
央
競
馬
会
（
Ｊ
Ｒ
Ａ
）
が
主
催
す
る

競
馬
に
つ
き
Ｊ
Ｒ
Ａ
が
提
供
す
る
Ａ
│
Ｐ
Ａ
Ｔ
（
パ
ソ
コ
ン
、
携
帯
電
話
及
び
プ
ッ
シ
ュ
ホ
ン
電
話
に
よ
り
馬
券
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
、
利
用

時
の
馬
券
の
購
入
金
の
支
払
い
及
び
払
戻
金
の
受
領
等
の
決
済
は
全
て
、
加
入
時
に
開
設
し
た
Ａ
│
Ｐ
Ａ
Ｔ
専
用
の
銀
行
口
座
（
Ｐ
Ａ
Ｔ
口
座
）
を
通
じ

て
行
わ
れ
る
）
サ
ー
ビ
ス
と
有
料
の
競
馬
予
想
ソ
フ
ト
（
以
下
「
本
件
ソ
フ
ト
」）
を
利
用
し
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
②
被
告
人
は
、
特
定

の
レ
ー
ス
に
お
い
て
特
定
の
買
い
目
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
を
出
す
の
で
は
な
く
、
Ａ
│
Ｐ
Ａ
Ｔ
及
び
本
件
ソ
フ
ト
を
用
い
る
こ

と
に
よ
り
、
ほ
ぼ
全
て
の
レ
ー
ス
に
お
い
て
無
差
別
に
、
専
ら
回
収
率
に
着
目
し
て
過
去
の
競
馬
デ
ー
タ
の
分
析
結
果
か
ら
導
き
出
さ
れ

た
一
定
の
条
件
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
機
械
的
に
選
択
さ
れ
た
馬
券
を
網
羅
的
に
購
入
す
る
こ
と
で
、
長
期
的
観
点
か
ら
全
体
と
し
て

利
益
を
得
よ
う
と
考
え
、
実
際
に
も
そ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
り
馬
券
を
購
入
し
、
現
に
五
年
間
に
わ
た
っ
て
毎
年
多
額
の
利
益
を
得
た
も

の
で
、
③
被
告
人
が
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
馬
券
を
購
入
し
た
こ
と
は
本
件
ソ
フ
ト
の
デ
ー
タ
や
Ａ
│
Ｐ
Ａ
Ｔ
に
係
る
銀
行
取
引
履

歴
の
形
で
記
録
さ
れ
て
お
り
、
本
件
馬
券
購
入
行
為
が
大
量
（
全
馬
券
の
購
入
金
額
は
平
成
一
九
年
六
億
六
七
三
五
万
二
〇
〇
円
、
平
成
二
〇
年

一
四
億
二
〇
三
九
万
八
八
〇
〇
円
、
平
成
二
一
年
七
億
八
一
七
六
万
五
六
〇
〇
円
で
あ
り
、
払
戻
金
収
入
は
平
成
一
九
年
七
億
六
七
七
八
万
一
三
七
〇
円
、

平
成
二
〇
年
一
四
億
四
六
八
三
万
五
五
〇
〇
円
、
平
成
二
一
年
七
億
九
五
一
七
万
六
一
一
〇
円
）
か
つ
継
続
的
、
機
械
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は

客
観
性
を
帯
び
た
事
実
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
被
告
人
の
本
件
馬
券
購
入
行
為
は
、
一
連
の
行
為
と
し
て
見
れ
ば
恒
常
的
に
所
得

を
生
じ
さ
せ
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
払
戻
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
得
が
質
的
に
変
化
し
て
源
泉
性
を
認
め
る
に
足
り
る
程
度
の
継

続
性
、
恒
常
性
を
獲
得
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
さ
れ
、
裁
判
所
は
、
本
件
馬
券
払
戻
金
を
「
営
利
を
目
的
と
す
る
継
続

三
〇



脱
税
刑
事
判
決
と
課
税
判
断
と
の
関
係
（
伊
藤
）

（
二
六
三
）

的
行
為
か
ら
生
じ
た
所
得
以
外
の
一
時
の
所
得
」
に
は
該
当
せ
ず
、
一
時
所
得
に
当
た
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
、
雑
所
得
と
し
て
認
定
し

た
。㈢　

本
件
の
脱
税
額
認
定
と
通
達
改
正

所
得
税
法
は
、
一
時
所
得
と
雑
所
得
と
で
は
、
そ
の
課
税
所
得
金
額
の
計
算
を
異
に
す
る
。
同
法
は
、
一
時
所
得
金
額
に
つ
き
「
そ
の

年
中
の
一
時
所
得
に
係
る
総
収
入
金
額
か
ら
そ
の
収
入
を
得
る
た
め
に
支
出
し
た
金
額
（
そ
の
収
入
を
生
じ
た
行
為
を
す
る
た
め
、
又
は
そ
の

収
入
を
生
じ
た
原
因
の
発
生
に
伴
い
直
接
要
し
た
金
額
に
限
る
。）
の
合
計
額
を
控
除
し
、
そ
の
残
額
か
ら
一
時
所
得
の
特
別
控
除
額
を
控
除
し

た
金
額
」（
同
法
三
四
条
二
項
）
と
し
、
雑
所
得
金
額
に
つ
き
「
そ
の
年
中
の
雑
所
得
（
公
的
年
金
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
に
係
る
総
収
入

金
額
か
ら
必
要
経
費
を
控
除
し
た
金
額
」（
同
法
三
五
条
二
項
二
号
）
と
定
め
、
総
所
得
金
額
の
計
算
に
お
い
て
一
時
所
得
金
額
が
二
分
の

一
に
相
当
す
る
金
額
の
み
が
算
入
さ
れ
る
も
の
と
定
め
る
（
同
法
二
二
条
二
項
二
号
）。
一
時
所
得
金
額
の
計
算
が
、
雑
所
得
金
額
の
計
算

に
比
べ
、
一
見
、
課
税
所
得
金
額
（
総
所
得
金
額
）
の
課
税
上
の
把
握
と
し
て
、
特
別
控
除
額
が
あ
り
、
か
つ
二
分
の
一
課
税
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
納
税
者
を
優
遇
し
て
い
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
一
時
所
得
の
一
時
的
・
臨
時
的
に
発
生
す
る
所
得
で
あ
る
こ
と
か
ら

の
課
税
上
の
配
慮
で
あ
る
。
一
般
的
な
馬
券
購
入
者
が
得
る
払
戻
金
は
、
所
得
税
法
の
解
釈
と
し
て
、
一
時
所
得
と
さ
れ
て
き
た
（
改
正

前
所
得
税
法
基
本
通
達
三
四
│
一
）。
競
馬
の
馬
券
購
入
は
賭
博
行
為
で
あ
り
、
そ
の
賭
博
行
為
か
ら
の
収
入
は
、
非
課
税
所
得
で
な
い
限
り
、

違
法
で
あ
れ
合
法
で
あ
れ
、
所
得
税
の
課
税
対
象
と
な
る
。

賭
博
行
為
は
、
刑
法
に
よ
り
刑
罰
の
対
象
と
さ
れ
る
（
刑
法
一
八
五
条
、
一
八
六
条
）。
賭
博
行
為
と
見
ら
れ
る
馬
券
購
入
は
、
競
馬
法

に
よ
り
合
法
化
さ
れ
て
い
る
。
富
く
じ
も
刑
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
（
同
法
一
八
七
条
）
が
、
こ
れ
も
い
く
つ
か
の
国
内
法
で
合
法
化
さ

れ
た
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
宝
く
じ
（
当
せ
ん
金
付
証
票
法
、
ロ
ト
、
ナ
ン
バ
ー
ズ
も
同
様
）、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
く
じ
（
ｔ
ｏ
ｔ
ｏ
）（
ス

三
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
六
四
）

ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
）
が
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
宝
く
じ
等
か
ら
の
収
入
は
、
法
律
に
よ
る
所
得
課
税
除
外
と
な
る

（
当
せ
ん
金
付
証
票
法
一
三
条
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
一
六
条
）。
し
か
し
、
馬
券
払
戻
金
は
、
所
得
税
の
課
税
所
得
を

構
成
す
る
。

馬
券
払
戻
金
収
入
は
、
典
型
的
な
一
時
所
得
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
改
正
前
所
得
税
法
基
本
通
達
三
四
│
一
は
、「
競
馬
の
馬

券
の
払
戻
金
、
競
輪
の
車
券
の
払
戻
金
等
」
を
一
時
所
得
に
該
当
す
る
と
し
て
い
た
。
外
れ
馬
券
事
件
に
係
る
最
高
裁
刑
事
判
決
は
、
こ

れ
を
一
部
否
定
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
所
得
税
法
基
本
通
達
三
四
│
一
は
、
改
正
さ
れ
、「
競
馬
の
馬
券
の
払
戻
金
、
競
輪

の
車
券
の
払
戻
金
等
（
営
利
を
目
的
と
す
る
継
続
的
行
為
か
ら
生
じ
た
も
の
を
除
く
。）」
と
カ
ッ
コ
書
き
が
付
与
さ
れ
、
か
つ
脚
注
が
付
さ
れ
、

一
「
馬
券
を
自
動
的
に
購
入
す
る
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
を
使
用
し
て
独
自
の
条
件
設
定
と
計
算
式
に
基
づ
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
長

期
間
に
わ
た
り
多
数
回
か
つ
頻
繁
に
個
々
の
馬
券
の
的
中
に
着
目
し
な
い
網
羅
的
な
購
入
を
し
て
当
た
り
馬
券
の
払
戻
金
を
得
る
こ
と
に

よ
り
多
額
の
利
益
を
恒
常
的
に
上
げ
、
一
連
の
馬
券
の
購
入
が
一
体
の
経
済
活
動
の
実
態
を
有
す
る
こ
と
が
客
観
的
に
明
ら
か
で
あ
る
場

合
の
競
馬
の
馬
券
の
払
戻
金
に
係
る
所
得
は
、
営
利
を
目
的
と
す
る
継
続
的
行
為
か
ら
生
じ
た
所
得
と
し
て
雑
所
得
に
該
当
す
る
。」、
二

「
上
記
（
注
）
一
以
外
の
場
合
の
競
馬
の
馬
券
の
払
戻
金
に
係
る
所
得
は
、
一
時
所
得
に
該
当
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
。」
と
規
定
さ
れ
た
。

一
般
的
な
遊
興
的
な
競
馬
馬
券
の
払
戻
金
収
入
は
、
一
時
所
得
と
し
て
課
税
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
解
す
る
。
馬
券
購
入
が
い
か
に
継
続

的
か
つ
経
常
的
で
あ
ろ
う
と
（
熱
狂
的
競
馬
フ
ァ
ン
等
は
競
馬
開
催
ご
と
に
馬
券
を
購
入
す
る
で
あ
ろ
う
）、
そ
の
払
戻
金
の
発
生
は
、
遊
興
的

賭
け
事
で
あ
る
限
り
、
継
続
的
か
つ
経
常
的
で
は
な
く
、
偶
発
的
、
臨
時
的
、
一
時
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
営
利
性
や
対
価
性
も
な
い
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
馬
券
の
払
戻
金
の
課
税
は
、
一
時
所
得
と
し
て
分
類
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
。

三
二



脱
税
刑
事
判
決
と
課
税
判
断
と
の
関
係
（
伊
藤
）

（
二
六
五
）

三　

脱
税
事
件
の
事
実
認
定
と
課
税
判
断
の
関
連
性

㈠　

量
刑
判
断
と
課
税
判
断

は
じ
め
に
に
お
い
て
記
述
し
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
、
司
法
裁
判
所
に
お
い
て
同
一
事
実
を
原
因
と
す
る
刑
事
事
件
、
民
事
事
件
、

行
政
事
件
が
同
時
に
提
起
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
は
別
の
裁
判
と
し
て
審
理
さ
れ
る
。
当
然
、
証
拠
等
に
よ
る
事
実
認
定
な
ど
も
別

個
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
脱
税
事
件
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
は
、
税
法
行
政
の
課
税
処
分
（
実
定
税
法
に
基
づ
く
適
正
公
平
な

課
税
額
お
よ
び
附
帯
税
額
に
係
る
決
定
ま
た
は
更
正
の
処
分
）
に
か
か
る
争
訟
と
、
脱
税
刑
事
訴
訟
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
訴
訟
と
し
て
裁
判

手
続
が
な
さ
れ
審
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

外
れ
馬
券
事
件
も
、
刑
事
訴
訟
と
は
別
に
、
対
象
と
さ
れ
る
各
年
度
の
決
定
処
分
お
よ
び
無
申
告
加
算
税
賦
課
決
定
処
分
が
な
さ
れ
、

こ
れ
に
対
す
る
所
得
税
決
定
処
分
取
消
等
請
求
事
件
が
税
法
行
政
処
分
訴
訟
と
し
て
係
争
さ
れ
て
い
た
。
第
一
審
大
阪
地
方
裁
判
所
平
成

二
六
年
一
〇
月
二
日
判
決
（
20
）

は
、
税
法
行
政
が
な
し
た
馬
券
払
戻
金
収
入
等
に
か
か
る
課
税
所
得
区
分
を
一
時
所
得
と
す
る
課
税
認
定
を
取

消
し
、
原
告
納
税
者
が
主
張
す
る
雑
所
得
と
す
る
と
判
示
し
た
。
そ
の
控
訴
審
大
阪
高
等
裁
判
所
平
成
二
七
年
五
月
二
九
日
判
決
（
21
）

は
、
判

決
前
の
同
年
三
月
に
最
高
裁
判
所
の
刑
事
判
決
が
あ
り
、
課
税
庁
側
も
こ
の
事
件
で
の
馬
券
払
戻
金
収
入
等
の
課
税
を
雑
所
得
と
判
断
し
、

減
額
更
正
処
分
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
争
点
が
な
く
な
り
、
取
消
訴
訟
を
不
適
法
と
し
て
請
求
を
却
下
し
た
。

こ
の
結
果
、
刑
事
訴
訟
外
れ
馬
券
事
件
と
並
行
的
に
争
訟
と
な
っ
て
い
た
所
得
税
決
定
処
分
取
消
等
請
求
事
件
と
に
お
い
て
、
結
論
的

に
は
、
馬
券
払
戻
収
入
等
に
か
か
る
事
実
認
定
並
び
に
法
令
の
解
釈
お
よ
び
適
用
に
つ
き
同
一
の
判
断
が
下
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
本
件
の

刑
事
訴
訟
も
税
法
行
政
訴
訟
も
、
同
一
の
大
阪
地
方
裁
判
所
と
大
阪
高
等
裁
判
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
同
一
解
釈
を
導
い
た
と
も

三
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
六
六
）

推
量
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
推
量
と
は
別
に
、
外
れ
馬
券
事
件
に
お
け
る
馬
券
購
入
態
様
か
ら
の
所
得
分
類
認
定
と
し
て
、
最
高
裁
判
所

が
一
時
所
得
で
は
な
く
雑
所
得
と
し
て
認
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
税
法
行
政
も
課
税
処
分
に
お
い
て
も
そ
の
認
定
に
従
っ
た
も
の
と
評
す

る
。脱

税
刑
事
事
件
に
お
い
て
逋
脱
税
額
が
い
く
ら
で
あ
る
か
は
、
量
刑
判
断
の
た
め
に
重
要
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
、
犯
則
の
初
動
捜
査

に
あ
た
る
税
務
職
員
（
査
察
官
）
に
よ
る
逋
脱
行
為
に
「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
一
定
の
故
意
に
基
づ

く
逋
脱
税
額
が
あ
る
と
き
、
税
務
職
員
は
、
告
発
要
件
と
し
て
の
「
犯
則
が
あ
る
と
思
料
す
る
」
と
き
と
判
断
し
、
検
察
官
へ
告
発
す
る
。

告
発
要
件
と
し
て
は
、「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
と
「
故
意
」
の
有
無
（
22
）

が
重
要
で
あ
る
が
、
逋
脱
税
額
の
多
寡
は
、
偽
り
そ
の
他
不

正
の
行
為
に
基
づ
く
結
果
で
し
か
な
く
、
告
発
時
に
は
重
要
で
は
な
い
。
し
か
し
、
逋
脱
税
額
は
、
検
察
官
の
起
訴
・
不
起
訴
決
定
の
判

断
お
よ
び
求
刑
、
さ
ら
に
は
裁
判
官
の
量
刑
判
断
と
し
て
は
重
要
な
も
の
と
な
る
。

逋
脱
税
額
の
確
定
は
、
当
然
、
課
税
処
分
に
お
い
て
も
適
正
公
平
な
課
税
を
実
施
す
る
う
え
で
も
、
重
要
な
も
の
と
な
る
。
外
れ
馬
券

事
件
の
よ
う
に
、
課
税
処
分
事
件
と
租
税
刑
法
事
件
と
が
平
行
的
に
裁
判
所
に
係
争
す
る
こ
と
は
、
必
定
で
は
な
い
が
、
想
定
さ
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
逋
脱
税
額
を
含
む
課
税
処
分
額
と
量
刑
判
断
と
な
る
逋
脱
税
額
と
が
必
ず
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
訴
訟
上
、

要
求
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
両
者
と
も
、
実
務
的
に
は
、
税
務
職
員
が
関
わ
り
、
算
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
算
定
に
お
い
て
税
務

職
員
は
租
税
法
律
主
義
に
従
い
金
額
を
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
両
者
は
、
一
致
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
税
法
に
基
づ
き

税
額
を
計
算
す
る
と
き
、
誰
も
が
計
算
し
て
も
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
租
税
法
律
主
義
の
適
用
か
ら
当
然
で
あ
る
。
外
れ
馬

券
事
件
で
も
、
結
果
と
し
て
、
こ
の
一
致
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
外
れ
馬
券
判
決
が
判
示
す
る
所
得
の
質
的
変
化
を
も
た
ら
す
よ
う
な

馬
券
購
入
が
あ
る
か
疑
問
も
残
る
。

三
四



脱
税
刑
事
判
決
と
課
税
判
断
と
の
関
係
（
伊
藤
）

（
二
六
七
）

最
高
裁
判
所
の
外
れ
馬
券
事
件
で
の
馬
券
払
戻
金
等
の
所
得
区
分
を
雑
所
得
と
す
る
判
断
は
、
当
初
、
刑
事
事
件
と
し
て
の
量
刑
判
断

の
た
め
の
も
の
と
認
識
さ
れ
も
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
判
断
が
解
釈
通
達
の
変
更
改
正
を
も
た
ら
し
課
税
処
分
判
断
に
も
採
用
さ
れ
た
こ

と
は
、
驚
き
の
極
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
競
馬
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
夢
の
よ
う
な
判
決
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
た
。

㈡　

外
れ
馬
券
事
件
後
の
課
税
判
断

外
れ
馬
券
事
件
後
、
馬
券
の
払
戻
金
収
入
に
つ
い
て
一
時
所
得
と
し
て
で
は
な
く
雑
所
得
と
し
て
申
告
ま
た
は
過
年
度
分
に
つ
い
て
更

正
の
請
求
を
す
る
個
人
が
出
現
し
て
い
る
。

そ
の
一
つ
の
事
例
と
し
て
、
東
京
地
方
裁
判
所
平
成
二
七
年
五
月
一
四
日
判
決
（
23
）

に
か
か
る
所
得
税
更
正
処
分
等
取
消
請
求
事
件
が
あ

る
。
こ
の
東
京
地
裁
判
決
で
は
、
原
告
納
税
者
は
、
Ｊ
Ｒ
Ａ
が
提
供
す
る
Ａ
│
Ｐ
Ａ
Ｔ
サ
ー
ビ
ス
と
競
馬
予
想
ソ
フ
ト
を
利
用
し
た
馬
券

購
入
を
し
、
多
額
の
払
戻
金
収
入
を
得
て
お
り
、
そ
の
収
入
を
雑
所
得
と
し
て
申
告
し
た
が
、
所
轄
税
務
署
長
が
こ
れ
を
一
時
所
得
と
す

る
更
正
処
分
を
し
た
こ
と
に
対
し
て
争
訟
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
東
京
地
方
裁
判
所
は
、
原
告
に
よ
る
馬
券
の
購
入
が
レ
ー
ス
の
結
果
を
予

想
し
て
、
予
想
の
確
度
に
応
じ
て
馬
券
の
購
入
金
額
を
決
め
、
ど
の
よ
う
に
馬
券
を
購
入
す
る
の
か
を
個
別
に
判
断
し
て
い
た
と
い
う
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
馬
券
購
入
の
態
様
が
一
般
的
な
競
馬
愛
好
家
に
よ
る
馬
券
購
入
の
態
様
と
質
的
に
大
き
な
差
が
あ
る
も
の
と
は
認
め

ら
れ
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
レ
ー
ス
毎
に
個
別
の
予
想
を
行
っ
て
馬
券
を
購
入
し
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
自
動
的
、
機
械
的
に

馬
券
を
購
入
し
て
い
た
と
ま
で
は
い
え
な
い
し
、
馬
券
の
購
入
履
歴
や
収
支
に
関
す
る
資
料
が
何
ら
保
存
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
原
告
が

網
羅
的
に
馬
券
を
購
入
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
を
含
め
て
原
告
の
馬
券
購
入
の
態
様
が
客
観
的
に
は
明
ら
か
で
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、

原
告
に
よ
る
一
連
の
馬
券
の
購
入
が
一
体
の
経
済
活
動
の
実
態
を
有
す
る
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
、
別
件
の
外
れ
馬
券
事
件
刑
事

訴
訟
と
は
異
な
る
馬
券
購
入
の
態
様
で
あ
っ
て
、
原
告
の
馬
券
払
戻
金
収
入
を
一
時
所
得
と
認
定
し
、
原
告
請
求
を
棄
却
し
た
。

三
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
六
八
）

競
馬
に
よ
る
所
得
発
生
は
、
競
馬
の
本
質
で
あ
る
賭
け
事
か
ら
し
て
、
偶
発
的
で
あ
る
。
ま
た
、
払
戻
金
の
算
定
方
法
（
全
馬
券
の
販

売
金
額
の
平
均
七
五
％
の
み
が
払
戻
金
と
し
て
配
分
）
を
考
え
て
も
、
競
馬
に
よ
る
利
益
が
発
生
す
る
の
は
稀
な
こ
と
と
な
る
の
が
通
常
で
あ

る
と
評
す
る
。
こ
れ
ら
か
ら
し
て
も
、
馬
券
払
戻
金
収
入
は
、
一
時
所
得
の
典
型
で
あ
る
。
外
れ
馬
券
事
件
で
の
馬
券
購
入
態
様
は
、
非

現
実
的
で
あ
り
、
所
得
が
発
生
す
る
こ
と
す
ら
奇
跡
で
あ
る
。
外
れ
馬
券
事
件
に
対
す
る
判
決
は
、
馬
券
払
戻
金
を
雑
所
得
の
収
入
金
額

と
し
、
購
入
馬
券
金
額
を
必
要
経
費
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
競
馬
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
夢
の
よ
う
な
判
決
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
外
れ
馬
券

事
件
と
同
様
な
馬
券
購
入
を
し
て
も
、
所
得
が
発
生
す
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
必
ず
所
得
が
発
生
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
公
営
賭
博
で
あ
る

競
馬
は
成
立
し
な
い
。

所
得
税
法
基
本
通
達
三
四
│
一
は
、
非
現
実
的
な
外
れ
馬
券
事
件
の
最
高
裁
刑
事
判
決
を
受
け
て
、
馬
券
払
戻
金
収
入
が
一
時
所
得
で

は
な
く
雑
所
得
と
な
る
こ
と
も
あ
る
と
す
る
注
記
を
つ
け
る
改
正
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
上
記
の
東
京
地
裁
判
決
も
類
似
の
馬
券
購
入

態
様
に
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
馬
券
払
戻
金
に
関
す
る
雑
所
得
課
税
は
否
定
さ
れ
た
。
改
正
所
得
税
法
基
本
通
達
三
四
│
一
が
適
用

さ
れ
る
雑
所
得
と
な
る
馬
券
購
入
の
態
様
が
現
実
に
存
在
す
る
か
、
ま
た
今
後
発
生
す
る
か
疑
問
で
あ
る
。
も
し
発
生
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
外
れ
馬
券
事
件
の
被
告
人
の
み
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
理
論
的
判
決
で
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
非
常
に
不
公
平
な
判
決
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
。

結
語

本
稿
の
前
提
と
し
て
記
し
た
が
、
同
一
事
実
行
為
を
前
提
と
す
る
刑
事
、
民
事
、
行
政
の
各
訴
訟
は
、
裁
判
と
し
て
は
別
の
事
件
と
し

て
処
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
、
事
実
認
定
に
お
い
て
異
な
る
事
実
認
定
が
各
訴
訟
に
お
い
て
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
現

三
六



脱
税
刑
事
判
決
と
課
税
判
断
と
の
関
係
（
伊
藤
）

（
二
六
九
）

行
の
裁
判
法
制
は
、
そ
れ
を
認
め
る
。
市
民
的
理
解
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
奇
妙
な
も
の
と
映
る
。
し
か
し
、
裁
判
手
続
は
、
事
実
認
定

に
お
い
て
同
一
事
実
行
為
に
つ
き
裁
判
ご
と
に
お
い
て
な
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
き
適
用
法
令
の
検
索
と
解
釈
・
適
用
が
な
さ
れ
、
判
決
と

し
て
事
実
認
定
し
た
行
為
に
検
索
さ
れ
た
法
令
が
規
定
す
る
法
効
果
を
与
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
事
実
認
定
の
結
果
、

刑
事
有
罪
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
民
事
責
任
な
し
の
判
決
が
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

し
か
し
、
脱
税
事
件
の
刑
事
訴
訟
で
は
、
脱
税
行
為
に
か
か
る
事
実
認
定
と
し
て
の
「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」、「
故
意
」
の
有
無
、

脱
税
額
の
算
定
な
ど
は
、
税
の
専
門
技
術
に
精
通
し
て
い
る
税
務
職
員
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
量
刑
判
断
の
基
準
と
も
な
る
脱
税

額
は
、
租
税
法
律
主
義
の
適
用
を
受
け
、
誰
が
計
算
し
て
も
同
一
の
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
課
税
処
分
の
基
礎
額
と
一
致
す
る

こ
と
が
通
例
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
査
察
官
に
よ
る
具
体
的
逋
脱
税
額
の
算
出
は
、「
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
」
に
基
づ
く
税
額
に
税

法
令
上
限
定
さ
れ
て
い
る
と
解
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
、
課
税
処
分
額
と
の
一
致
が
あ
る
と
も
言
え
な
い
場
合
も
想
定
さ
れ
る
。

本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
脱
税
刑
事
判
決
と
課
税
判
断
と
の
基
本
関
係
は
、
税
務
職
員
が
行
う
脱
税
事
件
の
事
実
認
定
と
し
て
の
脱
税
額

算
定
基
礎
と
、
課
税
処
分
と
し
て
の
適
性
公
平
な
課
税
額
お
よ
び
加
算
税
額
等
か
ら
構
成
さ
れ
る
適
正
公
平
な
課
税
処
分
額
算
定
基
礎
は
、

租
税
法
律
主
義
の
要
請
か
ら
、
一
致
す
る
も
の
と
解
す
る
。
た
だ
し
、
刑
罰
適
用
の
量
刑
判
断
と
し
て
、
課
税
処
分
額
と
異
な
る
事
実
認

定
も
可
能
で
あ
る
。

外
れ
馬
券
事
件
は
、
他
に
類
を
見
な
い
馬
券
購
入
で
多
額
の
払
戻
金
を
得
た
事
例
で
あ
り
、
こ
れ
を
一
般
化
す
る
事
例
で
は
な
い
と
考

え
る
。
こ
の
事
件
は
、
一
つ
の
脱
税
刑
事
事
件
で
あ
り
、
そ
の
量
刑
判
断
と
し
て
の
事
実
認
定
と
し
て
の
馬
券
払
戻
金
収
入
と
馬
券
購
入

支
出
と
の
差
額
に
よ
る
雑
所
得
と
し
て
所
得
分
類
し
脱
税
額
認
定
し
た
と
い
う
珍
し
い
事
例
で
あ
る
。
こ
の
刑
事
事
件
で
の
判
断
は
、
馬

券
払
戻
金
に
関
す
る
課
税
所
得
金
額
計
算
と
し
て
、
所
得
税
法
の
一
般
的
解
釈
か
ら
逸
脱
す
る
特
殊
な
事
例
を
基
礎
に
行
わ
れ
た
も
の
で
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
七
〇
）

あ
り
、
こ
れ
を
一
般
化
す
る
こ
と
に
は
疑
問
も
あ
る
。
刑
事
事
件
訴
訟
で
国
税
側
の
所
得
税
法
解
釈
が
排
斥
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
国
税

側
は
、
減
額
更
正
し
、
事
実
上
、
裁
判
を
取
り
や
め
た
。
そ
の
結
果
、
改
正
通
達
の
よ
う
な
解
釈
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
事

件
に
関
す
る
刑
事
判
断
は
、
課
税
処
分
判
断
に
直
接
的
に
影
響
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
類
似
事
例
に
お
い
て
、
馬
券

払
戻
金
に
か
か
る
課
税
処
分
は
、
雑
所
得
と
判
断
さ
れ
ず
、
一
時
所
得
と
の
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
外
れ
馬
券
事
件
で
の
最
高
裁
の
刑
事
判
決
は
、
基
本
的
に
は
、
当
該
事
件
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
別
的
判
断
で
あ
る
が
、
最

高
裁
判
決
と
い
う
先
例
法
、
判
例
法
と
し
て
の
効
果
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
基
づ
く
通
達
変
更
が
な
さ
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
。
改

正
通
達
は
、
実
務
上
の
課
税
判
断
基
準
と
さ
れ
、
一
般
的
に
採
用
さ
れ
る
判
断
基
準
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
問
題
解
決
に

は
な
ら
ず
、
新
た
な
問
題
を
生
ん
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
改
正
通
達
に
規
定
す
る
雑
所
得
と
な
る
馬
券
購
入
態
様
が
外
れ
馬
券
事
件
の

被
告
人
以
外
に
該
当
す
る
事
例
を
認
定
で
き
る
の
か
、
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
非
現
実
的
通
達
規
定
の
意
義
が
疑
わ
れ
る
。
当

然
、
賭
け
事
で
あ
る
馬
券
購
入
に
お
い
て
払
戻
金
が
継
続
的
に
発
生
し
、
年
間
の
馬
券
購
入
に
よ
り
利
益
が
得
ら
れ
る
こ
と
も
不
確
実
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
外
れ
馬
券
事
件
の
被
告
人
を
し
て
も
、
毎
年
、
馬
券
購
入
に
よ
る
雑
所
得
を
得
る
こ
と
も
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
反
復

的
に
馬
券
購
入
を
す
る
競
馬
フ
ァ
ン
に
は
夢
の
よ
う
な
判
決
で
あ
っ
た
外
れ
馬
券
事
件
で
あ
っ
た
が
、
馬
券
所
得
は
、
発
生
す
る
こ
と
も

稀
で
あ
り
、
一
時
的
で
し
か
な
く
、
基
本
的
に
は
、
一
時
所
得
と
し
て
所
得
分
類
し
、
課
税
額
計
算
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
。
こ
れ
が
所

得
税
シ
ス
テ
ム
（
一
時
所
得
で
あ
れ
ば
五
〇
万
円
控
除
の
二
分
の
一
総
合
課
税
）
か
ら
み
て
も
、
市
民
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
考
え
る
。
仮

に
、
今
回
の
外
れ
馬
券
事
件
と
同
様
な
馬
券
購
入
態
様
で
あ
る
が
、
金
額
が
少
額
で
、
納
税
義
務
者
が
一
時
所
得
課
税
の
選
択
を
有
利
と

考
慮
し
た
と
き
、
一
時
所
得
課
税
を
選
択
で
き
る
の
か
も
、
疑
問
と
し
て
残
る
。

最
後
に
、
私
見
と
し
て
、
税
の
公
平
か
ら
所
得
課
税
で
は
「
同
一
所
得
、
同
一
課
税
」
の
原
則
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
（
24
）

が
、
通
達
の
よ
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脱
税
刑
事
判
決
と
課
税
判
断
と
の
関
係
（
伊
藤
）

（
二
七
一
）

う
に
「
同
一
収
入
、
複
数
課
税
」
と
な
る
所
得
税
制
は
、
所
得
課
税
と
し
て
、
一
つ
の
「
シ
ス
テ
ム
障
害
」
を
抱
え
て
い
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

注（
1
） 

刑
事
有
罪
判
決
を
受
け
た
事
件
の
被
害
者
が
民
事
賠
償
を
加
害
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
刑
事
有
罪
で
あ
れ
ば
民
事
賠
償
も

当
然
に
認
容
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
な
ら
な
い
事
例
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
有
名
な
事
例
と
し
て
、
草
加
事
件
（
女
子
中
学
生
殺
人

事
件
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
）
で
は
、
加
害
少
年
の
少
年
院
送
致
処
分
等
が
な
さ
れ
た
が
、
被
害
者
の
民
事
で
の
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
、
最
終

的
に
請
求
棄
却
、
事
実
上
の
無
罪
判
決
が
な
さ
れ
て
い
る
（
浦
和
地
判
平
五
・
三
・
三
一
、
判
時
一
四
六
一
号
一
八
頁
、
第
一
法
規
Ｄ
1
│
Ｌ
ａ
ｗ
．

ｃ
ｏ
ｍ
判
例
体
系
（
以
下
、「
判
例
体
系
」
と
略
す
）
二
七
八
一
五
七
一
二
、
最
小
一
判
平
一
二
・
二
・
七
、
判
時
一
七
〇
五
号
三
二
頁
、
判
例
体

系
二
八
〇
五
〇
三
一
六
）。
ま
た
、
同
様
な
少
年
事
件
と
し
て
、
山
形
マ
ッ
ト
死
事
件
で
も
、
加
害
生
徒
ら
が
逮
捕
さ
れ
保
護
処
分
等
の
措
置
と

な
っ
た
が
、
こ
れ
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
で
は
損
害
賠
償
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
（
山
形
地
判
平
一
四
・
三
・
一
九
、
判
時
一
八
〇
六
号
九
四

頁
、
判
タ
一
一
〇
八
号
一
〇
九
頁
、
判
例
体
系
二
八
〇
八
〇
四
一
七
）。
こ
れ
ら
と
は
異
な
る
が
、
刑
事
無
罪
と
な
っ
た
者
（
冤
罪
の
被
害
者
）
が

刑
事
事
件
被
害
者
（
告
訴
者
）
を
相
手
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
に
お
い
て
、
そ
の
請
求
が
否
認
さ
れ
、
事
実
上
の
逆
転
判
決
と
な
っ
た
も
の
も

あ
る
（
東
京
地
八
王
子
支
部
判
平
一
八
・
四
・
一
〇
、
判
時
一
九
五
九
号
八
一
頁
、
判
例
体
系
二
八
一
一
一
〇
一
三
）。

（
2
） 

規
制
法
制
に
お
い
て
法
令
の
実
効
性
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
分
野
の
法
制
に
お
け
る
罰
則
強
化
は
際
立
っ
て
い
る
。
特
に
、
二
一

世
紀
は
環
境
の
時
代
と
言
わ
れ
、
近
時
、
環
境
法
令
も
整
備
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
環
境
法
令
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
の
罰
則
は
、
年
々
、
強
化

さ
れ
て
き
て
い
る
。
廃
棄
物
の
不
法
処
理
問
題
が
豊
島
不
法
投
棄
事
件
や
青
森
・
岩
手
県
境
不
法
投
棄
事
件
を
契
機
と
し
て
社
会
的
注
目
を
受
け
、

廃
棄
物
の
不
法
投
棄
や
処
理
に
関
す
る
罰
則
が
強
化
さ
れ
て
き
て
い
る
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
二
五
条
は
「
五
年
以
下
の
懲
役

若
し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
」
と
罰
則
規
定
す
る
）。
こ
の
ほ
か
、
経
済
犯
（
会
社
法
、
独
占
禁
止
法
、
金
融

商
品
取
引
法
の
違
反
）、
金
融
犯
（
出
資
法
違
反
）
と
呼
ば
れ
る
分
野
で
の
罰
則
が
強
化
さ
れ
て
い
る
（「
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
千
万
円
以
下

三
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
七
二
）

の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
」
は
一
般
的
規
定
と
な
っ
て
い
る
）。

（
3
） 

日
本
の
税
処
罰
法
の
歴
史
に
お
い
て
、
昭
和
一
九
年
ま
で
、
税
法
罰
則
が
採
用
し
て
い
た
刑
罰
は
罰
金
や
科
料
と
い
う
財
産
刑
で
あ
り
、
脱
税

犯
に
対
す
る
罰
金
科
料
の
額
は
税
額
の
何
倍
と
い
う
定
額
刑
で
あ
り
、
裁
判
官
の
裁
量
の
余
地
が
な
く
、
こ
の
よ
う
な
財
産
刑
主
義
・
脱
税
犯
に
対

す
る
定
額
刑
主
義
は
、
刑
法
総
則
の
適
用
除
外
を
税
法
規
定
に
認
め
て
い
た
が
、
昭
和
一
九
年
二
月
の
間
接
税
法
罰
則
の
改
正
に
よ
り
、
刑
罰
と
し

て
自
由
刑
（
懲
役
刑
）
が
採
用
さ
れ
、
裁
判
官
の
量
刑
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
後
、
昭
和
三
七
年
改
正
に
よ
り
、
刑
法
総
則
に
規
定
す
る
四
八
条
二
項
、

六
三
条
、
六
六
条
等
の
適
用
除
外
規
定
が
税
法
罰
則
か
ら
全
面
的
に
な
く
な
っ
た
（
板
倉
宏
『
租
税
刑
法
の
基
本
問
題
』（
勁
草
書
房
、
一
九
六
一

年
）
二
七
〜
二
九
頁
、
北
野
弘
久
編
『
現
代
税
法
講
義
』（
五
訂
版
、
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
九
年
）
四
〇
八
頁
・
船
山
泰
範
先
生
執
筆
担
当
）。
懲

役
刑
と
い
う
自
由
刑
が
採
用
さ
れ
、
量
刑
に
関
す
る
刑
法
総
則
に
規
定
す
る
刑
法
一
般
理
論
が
税
法
に
お
い
て
も
当
然
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
4
） 

租
税
刑
法
が
税
法
学
を
体
系
化
す
る
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
税
法
学
研
究
者
に
お
い
て
共
通
の
も
の
で
あ
る
。
北
野

弘
久
『
税
法
学
原
論
』（
青
林
書
院
）
第
二
七
章
が
「
税
務
制
裁
制
度
」、
清
永
敬
次
『
税
法
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
第
四
編
が
「
租
税
処
罰
法
」、

金
子
宏
『
租
税
法
』（
弘
文
堂
）
第
五
編
が
「
租
税
処
罰
法
」
と
し
、
代
表
的
税
法
研
究
者
は
、
税
法
学
体
系
に
租
税
刑
法
を
組
み
込
ん
で
い
る
。

（
5
） 

最
高
裁
判
所
第
三
小
法
廷
平
成
二
七
年
三
月
一
〇
日
判
決
、
刑
集
六
九
巻
二
号
四
三
四
頁
、
判
時
二
二
六
九
号
一
二
五
頁
、
判
タ
一
四
一
六
号

七
三
頁
、
判
例
体
系
二
八
二
三
〇
九
七
五
。
外
れ
馬
券
事
件
に
関
す
る
判
例
評
釈
と
し
て
、
最
高
裁
判
決
に
関
し
て
、
長
島
弘
（
月
刊
税
務
事
例

四
七
巻
四
号
九
〜
一
八
頁
二
〇
一
五
年
四
月
、
月
刊
税
務
事
例
四
七
巻
七
号
三
六
〜
四
七
頁
二
〇
一
五
年
七
月
）、
林
仲
宣
（
税
務
弘
報
六
三
巻
五

号
九
一
〜
九
五
頁
二
〇
一
五
年
五
月
、
税
理
五
八
巻
七
号
一
八
一
〜
一
八
六
頁
二
〇
一
五
年
六
月
、
法
律
の
ひ
ろ
ば
六
八
巻
五
号
七
〇
〜
七
一
頁

二
〇
一
五
年
五
月
）、
佐
藤
英
明
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
八
二
号
一
〇
〜
一
一
頁
二
〇
一
五
年
七
月
）、
木
山
泰
嗣
（
税
経
通
信
七
〇
巻
九
号
一
九
〇
〜

一
九
五
頁
二
〇
一
五
年
八
月
）、
今
井
康
介
（
法
律
時
報
八
七
巻
一
一
号
一
六
九
〜
一
七
二
頁
二
〇
一
五
年
一
〇
月
）、
高
橋
祐
介
（
月
刊
法
学
教
室

四
二
一
号
四
二
〜
四
九
頁
二
〇
一
五
年
一
〇
月
）
の
各
氏
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。

（
6
） 

拙
著
『
市
民
の
た
め
の
税
法
学
』（
二
〇
一
六
年
、
八
千
代
出
版
）
三
六
〜
三
七
頁
。

（
7
） 

税
務
職
員
の
守
秘
義
務
違
反
（
国
通
法
一
二
六
条
）
が
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
、
行
政
の
税
法
違
反
と
し
て
は
、
賦
課
課
税
に
よ
る
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
計
算
ミ
ス
（
住
宅
特
例
の
不
適
用
な
ど
）
に
よ
る
過
大
課
税
等
の
問
題
が
多
く
の
自
治
体
で
発
生
し
て
い
る
（
総
務
省
自
治
税
務
局
固

四
〇



脱
税
刑
事
判
決
と
課
税
判
断
と
の
関
係
（
伊
藤
）

（
二
七
三
）

定
資
産
税
課
「
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
係
る
税
額
修
正
の
状
況
調
査
結
果
」（
二
〇
一
二
年
八
月
二
八
日
報
道
資
料
）
総
務
省W

E
B

（http://w
w
w
.soum

u.go.jp

）
掲
載
（
平
成
二
八
年
六
月
確
認
）、
浦
上
立
志
「
固
定
資
産
税
の
課
税
ミ
ス
の
救
済
」『
税
経
新
報
』
五
一
六
号
三
四

〜
三
六
頁
）。
従
来
の
税
務
職
員
の
守
秘
義
務
違
反
に
の
み
刑
罰
（
国
通
法
一
二
六
条
「
事
務
に
関
し
て
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
、
又

は
盗
用
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
一
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
」）
を
科
す
以
外
に
も
、
こ
れ
ら
課
徴
ミ
ス
に
対
す
る

制
裁
が
講
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
8
） 

平
成
二
二
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
税
法
違
反
へ
の
刑
罰
強
化
が
な
さ
れ
、
脱
税
犯
に
つ
い
て
従
前
「
五
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
五
〇
〇

万
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
併
科
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、
倍
の
量
刑
と
さ
れ
た
。

（
9
） 

最
大
判
昭
三
三
・
四
・
三
〇
、
判
時
一
四
八
号
二
〇
頁
、
判
例
体
系
二
一
〇
〇
九
九
四
〇
。
こ
の
判
決
は
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
基
づ
く
改
正
前

の
旧
法
人
税
法
に
規
定
す
る
追
徴
税
と
刑
罰
と
の
併
科
に
つ
い
て
争
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
重
加
算
税
と
刑
罰
と
の
併
科
に
つ
い
て
も
、
最

高
裁
は
、
重
加
算
税
に
つ
き
、
各
種
の
加
算
税
を
課
す
べ
き
納
税
義
務
違
反
が
課
税
要
件
事
実
を
隠
ぺ
い
し
、
ま
た
は
仮
装
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行

な
わ
れ
た
場
合
に
、
行
政
機
関
の
行
政
手
続
に
よ
り
違
反
者
に
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
か
か
る
方
法
に
よ
る
納
税
義
務
違
反
の
発
生

を
防
止
し
、
も
っ
て
徴
税
の
実
を
挙
げ
よ
う
と
す
る
趣
旨
に
出
た
行
政
上
の
措
置
で
あ
り
、
違
反
者
の
不
正
行
為
の
反
社
会
性
な
い
し
反
道
徳
性
に

着
目
し
て
こ
れ
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
科
せ
ら
れ
る
刑
罰
と
は
趣
旨
、
性
質
を
異
に
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
も
の
と
す
る
（
最
二
小
判
昭
四
五
・

九
・
一
一
、
判
時
六
〇
八
号
一
六
九
頁
、
判
タ
二
五
四
号
二
一
六
頁
、
判
例
体
系
二
一
〇
三
四
〇
四
〇
）。

（
10
） 

北
野
弘
久
『
税
法
学
原
論
（
第
六
版
）』（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）
五
〇
六
〜
五
〇
九
頁
参
照
。

（
11
） 

刑
罰
の
対
象
と
な
っ
た
者
、
犯
罪
人
は
、
犯
罪
人
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
前
科
者
」
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
行
政
罰
を
受
け
た

者
に
は
、
こ
の
よ
う
な
措
置
が
な
い
。
ま
た
、
刑
罰
を
受
け
て
い
る
者
に
は
、
他
の
法
令
に
お
け
る
社
会
的
制
裁
も
加
わ
る
。
た
と
え
ば
、
公
職
選

挙
法
一
一
条
は
、「
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
の
者
」
に
は
選
挙
権
お
よ
び
被
選
挙
権
を
認
め
て
い
な
い
。

（
12
） 

日
本
の
鉄
道
で
は
三
倍
返
し
の
例
に
従
っ
て
い
る
が
、
三
倍
以
上
の
例
も
外
国
で
は
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
リ
ヨ
ン
が
運
営
す
る
市
内
交
通
バ
ス

お
よ
び
地
下
鉄
（T

C
L

：T
ransports en com

m
un lyonnais

）
で
は
、
一
回
の
乗
車
券
が
一
．五
ユ
ー
ロ
に
対
し
て
、
乗
車
券
の
な
い
乗
車
な
ど

を
車
掌
（
コ
ン
ト
ロ
ー
ルcontrôleur

）
が
確
認
し
た
と
き
、
過
料
反
則
金
（am

ende
）
と
し
て
五
〇
ユ
ー
ロ
を
超
え
る
も
の
が
そ
の
場
で
徴
収
さ

四
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
七
四
）

れ
て
い
る
（http://w

w
w
.tcl.fr/T

arifs/F
raude-et-am

endes

）（
平
成
二
八
年
六
月
確
認
）。

（
13
） 

脱
税
と
い
う
基
本
的
に
は
経
済
犯
ま
た
は
財
政
犯
で
あ
る
犯
罪
に
対
し
て
、
罰
金
や
科
料
、
ま
た
は
行
政
的
過
料
と
し
て
、
い
か
に
高
額
な
財

産
刑
を
科
し
た
と
し
て
も
、
脱
税
は
減
少
し
な
い
。
そ
の
結
果
、
財
産
刑
の
み
の
制
裁
か
ら
、
懲
役
刑
と
い
う
自
由
刑
を
科
す
と
い
う
刑
罰
法
制
が

採
用
さ
れ
て
い
る
。

（
14
） 

告
発
の
要
件
と
し
て
の
「
犯
則
が
あ
る
と
思
料
す
る
」
と
は
、
脱
税
犯
で
あ
れ
ば
、
故
意
に
「
偽
り
不
正
の
行
為
」
に
よ
る
納
税
額
を
免
れ
る

こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
脱
税
の
故
意
、
不
正
行
為
の
存
在
（
二
重
帳
簿
、
収
入
隠
し
等
）、
適
正
な
納
税
額
の
未
納
な
ど
が
犯
則
の

思
料
に
求
め
ら
れ
る
。

（
15
） 

税
務
職
員
の
告
発
が
訴
訟
条
件
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
間
接
国
税
か
否
か
に
よ
り
、
判
断
が
分
か
れ
る
（
最
一
小
判
昭
二
八
・
九
・
二
八
、

刑
集
三
巻
七
号
一
八
二
五
頁
）。

（
16
） 

前
掲
・
拙
著
『
市
民
の
た
め
の
税
法
学
』
六
七
〜
六
八
頁
。

（
17
） 

外
れ
馬
券
事
件
の
第
一
審
大
阪
地
判
平
二
五
・
五
・
二
三
、
判
タ
一
四
一
〇
号
三
七
七
頁
、
判
例
体
系
二
八
二
一
一
九
八
五
。

（
18
） 

外
れ
馬
券
事
件
の
控
訴
審
大
阪
高
判
平
二
六
・
五
・
九
、
判
タ
一
四
一
一
号
二
四
五
頁
、
判
例
体
系
二
八
二
二
二
一
二
六
。

（
19
） 

外
れ
馬
券
事
件
の
上
告
審
最
三
小
判
平
二
七
・
三
・
一
〇
（
前
掲
注
5
）、
判
タ
一
四
一
六
号
七
三
頁
、
判
例
体
系
二
八
二
三
〇
九
七
五
。

（
20
） 

大
阪
地
判
平
二
六
・
一
〇
・
二
、
Ｔ
Ｋ
Ｃ
法
律
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
以
下
「
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
」
と
略
す
）

二
五
五
〇
五
二
四
七
。

（
21
） 

大
阪
高
判
平
二
七
・
五
・
二
九
、
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
二
五
五
四
〇
五
九
四
。

（
22
） 

脱
税
事
件
と
し
て
故
意
の
有
無
が
問
わ
れ
、
故
意
な
し
と
さ
れ
、
無
罪
と
な
っ
た
事
例
（
ク
レ
デ
ィ
・
ス
イ
ス
証
券
事
件
、
東
京
高
判
平

二
六
・
一
・
三
一
、
判
タ
一
四
〇
七
号
二
四
二
頁
、
判
例
体
系
二
八
二
三
〇
四
〇
九
、
同
一
審
東
京
地
判
平
二
五
・
三
・
一
、
判
例
体
系

二
八
二
一
〇
九
六
八
）
も
あ
る
。

（
23
） 

東
京
地
判
平
二
七
・
五
・
二
四
、
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
二
五
五
四
〇
九
九
三
。

（
24
） 

前
掲
・
拙
著
『
市
民
の
た
め
の
税
法
学
』
二
四
二
頁
。

四
二



共
犯
論
（
齊
藤
）

（
二
七
五
）

共
犯
論

齊　
　

藤　
　

信　
　

宰

一　

は
じ
め
に

「
共
犯
と
は
何
か
」
を
考
え
る
と
き
、
多
面
的
な
検
討
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
、
①
犯
罪
共
同
説
と
行
為
共
同
説
、

②
片
面
的
共
同
正
犯
、
③
刑
法
六
五
条
一
項
と
二
項
の
関
係
、
④
共
同
正
犯
か
ら
の
離
脱
、
⑤
共
犯
従
属
性
説
と
共
犯
独
立
性
説
の
五
項

目
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

二　

犯
罪
共
同
説
と
行
為
共
同
説

「
共
犯
」
と
「
正
犯
」
は
、
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る
か
ら
、
共
犯
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
「
正
犯
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と

の
理
解
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。「
正
犯
」
に
つ
い
て
の
解
釈
は
刑
法
六
〇
条
が
そ
の
拠
り
所
と
さ
れ
て
い
る
。
六
〇
条
は
、「
二
人
以

論　

説

四
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
七
六
）

上
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
者
は
、
す
べ
て
正
犯
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
か
ら
正
犯
と
は
、「
犯
罪
を
実
行
し
た

者
」
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
共
同
正
犯
の
場
合
に
は
、「
二
人
以
上
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
者
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
か
ら
、「
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
者
」
と
は
、
い
か
な
る
こ
と
を
す
る
者
に
対
し
て
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
問
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
、
学
説
に
は
犯
罪
共
同
説
と
行
為
共
同
説
と
い
う
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。

犯
罪
共
同
説
と
は
、「
二
人
以
上
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
者
」
と
い
う
文
言
の
解
釈
と
し
て
、
二
人
以
上
の
者
が
一
定
の
「
犯
罪
」

を
共
同
し
て
「
実
行
す
る
（
1
）

」
こ
と
が
共
同
正
犯
の
要
件
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
、
た
と
え
ば
、
甲
乙
が
意
思
の
連
絡
の
も
と
に
「
殺

人
」
と
「
傷
害
」
と
い
う
よ
う
に
、
構
成
要
件
的
に
重
な
り
合
い
が
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
重
な
り
合
う
限
度
で
共
同
正
犯
が
成
立

す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
犯
罪
共
同
説
が
主
張
す
る
「
共
同
正
犯
」
と
は
、
一
定
の
基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
を
共

同
し
て
行
う
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
考
え
は
、
犯
罪
を
共
同
し
て
行
う
に
は
、
特
定
の
犯
罪
に
限
定
し
な
い
と
「
共
同
」
と
い
う
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
理
論
で
、
共
同
正
犯
の
成
立
範
囲
を
限
定
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
が
、
錯
誤
論
で
い
う
「
法
定
的
符
合

説
」
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
厳
密
に
考
え
る
な
ら
ば
、「
殺
人
の
意
思
」
と
「
傷
害
の
意
思
」
は
本
質
的
に
異

な
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
に
重
な
り
合
い
を
認
め
そ
の
範
囲
で
「
共
同
正
犯
」
を
認
め
る
と
い
う
の
は
無
理
が
あ
る
。

共
同
正
犯
に
お
い
て
は
、
何
を
共
同
に
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
結
果
的
に
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
の

で
、
そ
こ
を
捉
え
て
「
共
同
正
犯
」
と
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
犯
罪
に
は
、
理
論
的
に
い
え
ば
「
重
な
り
合
い
」
な
ど

と
い
う
こ
と
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
刑
法
各
則
に
お
い
て
は
詳
し
く
条
文
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
も
っ
と
も
、
犯
罪
共
同
説
に
よ
れ
ば
、「
結
果
に
対
す
る
意
思
の
な
い
と
こ
ろ
に
、
そ
の
共
同
な
い
し
共
同
実
行
と
い
う
こ
と
は

あ
り
得
な
い
（
2
）

」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
過
失
犯
の
共
同
正
犯
と
い
う
こ
と
も
否
定
さ
れ
る
。

四
四



共
犯
論
（
齊
藤
）

（
二
七
七
）

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
犯
罪
共
同
説
に
よ
れ
ば
、
共
同
正
犯
に
お
け
る
「
二
人
以
上
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
者
」
と
い
う
こ
と

の
意
味
は
、
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
同
一
の
犯
罪
に
対
す
る
行
為
を
共
同
し
て
行
う
こ
と
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
傷
害
と
殺
人
と
い
う
よ
う

に
「
法
定
的
に
符
合
す
る
」
部
分
の
あ
る
犯
罪
を
共
同
し
て
行
う
場
合
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、

犯
罪
共
同
説
に
お
い
て
は
、
共
同
正
犯
の
成
立
す
る
範
囲
が
後
述
す
る
行
為
共
同
説
よ
り
も
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

行
為
共
同
説
に
よ
れ
ば
、
二
人
以
上
の
者
が
行
為
を
共
同
に
す
る
と
い
う
意
思
が
あ
れ
ば
、
共
同
正
犯
は
成
立
す
る
と
い
う
理
論
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
犯
罪
共
同
説
が
主
張
す
る
よ
う
な
考
え
で
は
な
く
、
刑
法
六
〇
条
に
い
う
「
二
人
以
上
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
」
と

い
う
規
定
の
解
釈
と
し
て
、
二
人
以
上
の
者
が
共
同
の
実
行
行
為

・

・

・

・

・

・

・

に
よ
っ
て
各
自
の
企
図
す
る
犯
罪
を
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、「
二
人
以
上
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
」
す
る
と
は
、
共
同
に
か
か
る
事
実
と
い
う
こ
と
を
予
定
し
、

こ
れ
に
基
づ
い
て
犯
罪
の
成
立
を
論
ず
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
同
と
い
う
事
実
は
、
犯
罪
事
実
の
法
律
上
の
構
成
を
離
れ
て

考
え
る
べ
き
で
あ
り
、「
共
同
」
と
い
う
こ
と
に
重
点
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
故
意
行
為
の
共
同
、
故
意
行
為
と
過
失
行
為
の
共
同
、

過
失
行
為
の
共
同
、
延
い
て
は
行
為
者
の
一
方
だ
け
の
片
面
的
行
為
の
共
同
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
犯
罪
共
同
説
に
よ

れ
ば
、
共
同
正
犯
と
は
、
二
人
以
上
の
者
が
一
定
（
特
定
）
の
犯
罪
を
共
同
し
て
「
実
行
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
、
故
意

の
共
同
が
要
件
と
さ
れ
、
同
一
の
故
意
犯
を
共
同
し
て
行
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
行
為
共
同
説
は
、「
共
犯
は
数
人
が
共
同

の
行
為
に
因
っ
て
そ
の
犯
罪
を
遂
行
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
論
理
的
な
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
考
え
方
に
従
う
と
き
は
、
ま
ず
、

共
同
に
か
か
る
事
実
と
い
う
こ
と
を
予
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
犯
罪
の
成
立
を
論
ず
べ
き
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
共
同
と
い
う
事
実

は
犯
罪
事
実
の
法
律
上
の
構
造
を
離
れ
て
考
え
る
べ
き
（
3
）

」
と
す
る
。
こ
の
見
解
に
対
し
て
団
藤
博
士
は
、「
行
為
共
同
説
に
よ
れ
ば
、
前

構
成
要
件
的

│
あ
る
い
は
前
法
律
的
・
自
然
的

│
な
行
為
を
共
同
に
行
え
ば
、
共
同
正
犯
に
な
る
も
の
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

四
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八
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異
な
る
構
成
要
件
に
つ
い
て
の
共
同
正
犯
も
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
4
）

。」
と
の
反
論
は
、
共
同
正
犯
は
一
定
の
「
犯
罪
」
の
「
共
同

実
行
」
で
あ
る
と
の
考
え
か
ら
す
れ
ば
、
正
鵠
を
射
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
の
山
中
教
授
の
見
解
は
、「
行
為
共
同
説
に
よ
れ
ば
、
行

為
な
い
し
因
果
過
程
を
共
同
に
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
の
『
実
行
行
為
』
を
共
同
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
も
そ
も
『
実
行
行
為
以
外
の
行
為
』
の
共
同
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
、
実
行
行
為
の
種
類
が
異
な
っ

て
も
よ
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
が
『
実
行
行
為
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
共
同
正
犯
は
、
他
人
と

共
同
し
て
自
己
の
犯
罪
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
己
の
犯
罪
に
と
っ
て
他
人
の
犯
罪
の
利
用
が
も
つ
意
味
に
よ
り
自
己
の
犯
罪
に
対

す
る
責
任
を
問
題
に
す
る
の
が
行
為
共
同
説
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
疑
念
を
容
れ
る
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
…
…
行
為
共
同

説
に
と
っ
て
は
、
共
同
正
犯
の
効
果
と
は
、
共
同
正
犯
が
肯
定
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
他
方
行
為
者
の
行
為
の
結
果
と
み
ら
れ
う
る
結
果
も
、

当
該
行
為
者
の
惹
起
し
た
結
果
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
（
5
）

。」
と
さ
れ
、
行
為
共
同
説
を
的
確
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
行
為
共
同
説
に
よ
れ
ば
、「
共
同
」
と
は
、
各
人
の
「
実
行
行
為
」
が
「
共
同
」

と
い
う
形
態
を
取
っ
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
共
同
正
犯
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
行
為
共
同

説
を
こ
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
Ａ
と
Ｂ
と
が
共
に
放
火
を
し
よ
う
と
共
謀
し
、
そ
の
際
、
Ａ
の
み
が
そ
の
家
屋
の
中

で
病
臥
し
て
い
る
家
人
の
在
室
を
知
り
つ
つ
殺
人
の
故
意
で
放
火
し
た
よ
う
な
事
例
で
は
、
Ａ
の
放
火
行
為
は
殺
人
の
実
行
行
為
で
も
あ

る
と
い
う
よ
う
に
、
放
火
の
実
行
行
為
と
殺
人
の
実
行
行
為
と
は
重
な
り
合
い
、
死
の
結
果
に
対
し
て
と
も
に
因
果
力
を
も
ち
う
る
か
ら

実
行
行
為
の
共
同
・
因
果
関
係
の
共
同
は
あ
り
う
る
…
…
共
同
正
犯
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
自
ら
の
行
為
が
、
も
う
一
方
の
者
の
犯
罪
に

因
果
的
に
影
響
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
相
手
方
の
犯
罪
の
実
行
行
為
の
一
部
を
事
実
上
実
行
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
（
6
）

」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
犯
罪
共
同
説
が
主
張
す
る
よ
う
に
、「
同
一
の
故
意
犯
の
実
行
行
為
を
共
同
に
す
る
場
合
す
な
わ
ち
故
意
の
共

四
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犯
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齊
藤
）

（
二
七
九
）

同
の
あ
る
場
合
に
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
」
の
で
は
な
く
、
行
為
共
同
説
は
、「
故
意
の
共
同
は
必
要
で
は
な
く
、
構
成
要
件
の
外
部

的
・
客
観
的
要
素
を
実
現
す
る
限
度
に
お
け
る
実
行
行
為
の
共
同
が
あ
れ
ば
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
（
7
）

」
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
共
同
正

犯
は
「
二
人
以
上
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
者
」
で
あ
る
か
ら
、「
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
す
る
」
と
い
う
文
言
の
解
釈
が
重
要
と
な

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
犯
罪
」
は
「
同
一
の
故
意
犯
」
に
限
る
必
要
は
な
い
が
、
ど
こ
ま
で
を
「
共
同
」
の
範
囲
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
を
考
え
る
必
要
は
あ
る
。
そ
れ
を
行
為
共
同
説
は
、「
構
成
要
件
の
外
部
的
・
客
観
的
事
実
を
実
現
す
る
限
度
に
お
け
る
実
行
行
為

の
共
同
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
意
味
を
ど
う
理
解
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、

ど
こ
ま
で
が
行
為
と
し
て
共
同
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
ず
か
ら
「
共
同
し
て
実

行
す
る
」
範
囲
と
い
う
も
の
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
犯
罪
共
同
説
で
は
、
同
一
の
故
意

犯
し
か
共
同
し
て
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
行
為
共
同
説
か
ら
は
故
意
犯
と
過
失
犯
、
過
失

犯
の
共
同
正
犯
と
い
う
も
の
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
す
る
」
と
い
う
文
言
の
意
味
は
、「
犯
罪
」
を
同
一
の
故
意
犯
に
限
定
す
る
こ
と
は
共
同
正
犯

の
成
立
に
と
っ
て
の
要
件
で
は
な
く
、「
犯
罪
と
な
る
行
為
を
共
同
し
て
実
行
す
る
」
と
解
す
る
こ
と
が
適
当
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
共
同
正
犯
と
は
、
故
意
行
為
で
あ
れ
過
失
行
為
で
あ
れ
犯
罪
「
行
為
」
を
共
同
に
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
「
行
為
」
を
共
同
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
各
人
そ
れ
ぞ
れ
が
犯
罪
の
正
犯
と
い
う

こ
と
な
る
。
つ
ま
り
、
共
同
正
犯
と
は
、
二
人
以
上
の
者
（
正
犯
者
）
が
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
（
正
犯
の
共
同
）、

一
歩
進
め
て
「
何
を
共
同
に
す
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
Ａ
は
殺
人
の
意
思
で
、
Ｂ
は
傷

害
の
意
思
で
Ｃ
を
襲
っ
た
と
い
う
事
例
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
殺
人
と
し
て
の
行
為
、
傷
害
と
し
て
の
行
為
に

四
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（
二
八
〇
）

つ
い
て
い
え
ば
、
本
来
、
両
者
は
独
立
の
行
為
で
あ
る
か
ら
、
厳
格
に
い
う
な
ら
ば
、
別
個
・
独
立
の
犯
罪
行
為
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

両
者
の
間
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
に
つ
い
て
の
共
同
関
係
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
共
同
正
犯
に
お
い
て
は
「
二
人
以
上
の

者
が
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
者
」
と
い
う
こ
と
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
の
で
、「
共
同
」
と
い
う
こ
と
を
何
に
求
め
る
か
で
あ
っ
て
、

こ
の
こ
と
が
「
共
同
正
犯
と
は
何
か
」
を
考
え
る
う
え
で
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
来
は
独
立
犯
で
あ
る
二
つ
の
犯
罪
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
に
共
通
す
る
「
行
為
」
が
共
同
に
な
さ
れ
る
場
合
を
想
定
し
て
い
る
の
が
、
六
〇
条
の
「
二
人
以
上
共
同

し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
者
」
の
文
言
の
意
味
で
は
な
い
か
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
六
〇
条
に
い
う
「
共
同
正
犯
」
は
概
念
的
に
は
正
犯
の

一
形
態
で
あ
る
か
ら
、
狭
義
の
「
共
犯
」
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
8
）

。
こ
の
よ
う
に
、
こ

れ
ま
で
理
解
さ
れ
て
き
た
「
共
同
正
犯
」
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
行
為
共
同
説
に
帰
着
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
た

と
え
ば
、「
共
犯
の
過
剰
」
の
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
複
数
の
者
が
同
一
目
的
で
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
場
合
、
行
為
の
途
中
か

ら
そ
の
う
ち
の
一
人
が
当
初
の
同
一
目
的
か
ら
外
れ
た
過
剰
な
行
為
に
出
て
結
果
を
発
生
さ
せ
た
場
合
、
犯
罪
共
同
説
か
ら
は
「
共
同
正

犯
」
を
論
ず
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、「
共
犯
の
過
剰
」
で
は
、
過
剰
の
部
分
に
つ
い
て
当
初
の
計
画
以
外
の

結
果
が
生
じ
た
場
合
は
、
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
た
者
が
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
結
論
に
つ
い
て
犯
罪
共
同
説
か

ら
は
ど
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
行
っ
た
共
通
結
果
に
「
共
犯
」
の
根
拠
を
見
出
す
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
特
定
の
「
犯
罪
」
を
共
同
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
各
自
の
「
犯
罪
」
に
共
通
す
る
「
行
為
」

を
共
同
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
二
人
以
上
の
者
が
同
一
犯
罪
を
行
う
場
合
が
共
同
正
犯
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
各
自
が
別
々
の
行
為
を
し
た
と
し
て
も
、「
行
為
」
に
共
同
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
も

考
え
ら
れ
る
。
行
為
共
同
説
は
、
こ
の
点
を
重
視
し
た
理
論
で
あ
る
。
問
題
は
、
ど
の
範
囲
ま
で
に
正
犯
と
し
て
の
「
共
同
」
を
見
出
す

四
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こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
山
中
教
授
は
、「
行
為
共
同
説
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
与
者
か
ら
み
て
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
を
共
同

に
す
る
こ
と
が
共
犯
の
本
質
で
あ
る
と
み
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
関
与
者
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の
違
法
な
構
成
要
件
該
当
行
為
を
共
同
す

る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
っ
て
…
…
狭
義
の
共
犯
自
体
は
も
ち
ろ
ん
、
違
法
で
共
犯
構
成
要
件
該
当
の
行
為
で
あ
る
こ
と

は
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
共
同
正
犯
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
加
担
者
に
構
成
要
件
該
当
行
為
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
（
9
）

。」

と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
過
失
の
共
同
正
犯
や
故
意
犯
と
過
失
犯
と
の
共
同
正
犯
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
犯
罪
は

行
為
で
あ
る
」
と
す
る
命
題
か
ら
は
、
共
同
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
犯
罪
」
で
は
な
く
「
行
為
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

共
同
正
犯
に
つ
い
て
は
、
行
為
共
同
説
が
妥
当
で
あ
る
。

三　

片
面
的
共
同
正
犯

片
面
的
共
同
正
犯
と
は
、
客
観
的
（
形
式
的
）
に
は
発
生
し
た
結
果
に
つ
い
て
二
人
以
上
の
者
の
間
に
共
同
実
行
の
事
実
が
認
め
ら
れ

る
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
、
二
人
以
上
の
者
の
間
に
は
「
実
行
行
為
を
共
同
に
す
る
」
と
い
う
意
思
が
な
い
場
合
を
い
う
。
つ
ま
り
、
一

方
だ
け
が
片
面
的
に
共
同
加
功
の
意
思
を
も
っ
て
い
る
場
合
を
い
う
。
片
面
的
共
同
正
犯
は
、
相
手
方
に
共
同
の
意
思
が
な
い
と
い
う
点

で
通
常
の
共
同
正
犯
と
は
異
な
る
。
学
説
に
お
い
て
は
、
肯
定
説
と
否
定
説
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
行
為
共
同
説

と
犯
罪
共
同
説
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
10
）

。
否
定
説
の
根
拠
は
、
共
犯
に
必
要
な
「
意
思
の
連
絡
」
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
意
思
の
連
絡
が
な
く
と
も
、
物
理
的
因
果
性
が
相
互
に
影
響
し
て
い
る
場
合
に
は
、
共
同
正
犯
を
認
め
る
余
地
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
る
（
11
）

。

片
面
的
共
同
正
犯
に
つ
い
て
も
学
説
の
分
岐
点
は
、
共
同
正
犯
の
成
立
に
と
っ
て
重
視
さ
れ
る
べ
き
は
「
意
思
の
連
絡
」
か
「
行
為
の

四
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共
同
」
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
片
面
的
共
同
正
犯
と
他
の
共
同
正
犯
と
の
違
い
は
、
相
互
に
実
行
行
為
を
共
同

に
す
る
と
い
う
意
思
の
存
否
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
片
面
的
共
同
正
犯
の
場
合
に
は
、
他
の
共
犯
者
と
さ
れ
る
者
に
は
共

同
の
意
思
が
な
い
と
い
う
点
で
他
の
共
同
正
犯
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
片
面
的
共
同
正
犯
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
こ
と

で
重
要
な
こ
と
は
、「
共
同
実
行
の
意
思
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
片
面
的

共
同
正
犯
を
認
め
る
。
そ
こ
で
、「
共
同
実
行
の
意
思
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
解
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
こ
の
問
題
の
検
討
を
す
る
。

そ
も
そ
も
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
互
い
に
意
思
の
疎
通
が
必
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
共
同
正
犯
の
成
立
要
件
は

「
二
人
以
上
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
者
」
で
あ
る
。
こ
の
文
言
を
そ
の
ま
ま
解
す
れ
ば
、「
二
人
以
上
が
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
す

る
」
こ
と
で
あ
る
か
ら
、「
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
す
る
」
こ
と
が
共
同
正
犯
に
と
っ
て
重
要
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
論
拠
に
し
て
片
面

的
共
同
正
犯
を
考
え
て
み
る
と
、
共
同
正
犯
の
一
方
だ
け
が
（
片
面
的
に
）
他
の
者
と
共
同
し
て
犯
罪
を
実
現
す
る
意
思
を
有
し
て
い
れ

ば
足
り
、
共
同
実
行
と
い
う
点
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
関
与
者
の
側
に
共
同
行
為
を
す
る
と
い
う
意
思
が
な
く
て
も
、
他
の
者

に
そ
の
行
為
を
利
用
す
る
、
あ
る
い
は
協
力
す
る
と
い
う
意
思
が
あ
れ
ば
、
利
用
（
協
力
）
す
る
意
思
を
も
っ
た
者
は
共
同
正
犯
に
な
る

と
い
う
の
で
あ
る
（
12
）

。
つ
ま
り
、「
行
為
」
を
共
同
す
る
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
双
方
が
「
共
同
す
る
」
と
い
う
意
思
の
疎
通
は
要
件
と

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
片
面
的
共
同
正
犯
の
問
題
は
「
共
同
」
正
犯
と
い
う
も
の
を
い
か
に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、「
犯
罪
を
共
同
に
す
る
」
と
い
う
文
言
の
中
に
共
犯
者
の
「
意
思
」
を
重
視
す
る
「
犯
罪
共
同
説
」
と
行
為
者
の
一
方

が
「
行
為
を
共
同
す
る
」
と
い
う
意
思
を
持
て
ば
、
共
同
し
た
者
に
は
共
同
正
犯
の
成
立
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
「
行
為
共
同
説
」
か
ら

の
立
場
が
あ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
。
た
し
か
に
、「
二
人
以
上
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
」
と
い
う
文
言
の
解
釈
と
し
て
、

五
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共
同
者
間
に
は
意
思
の
連
絡
が
必
要
と
い
う
の
は
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
犯
罪
は
行
為
で
あ
る
」
か
ら
、「
共
同
」
と
い
う
の
は

「
行
為
」
を
共
同
に
す
る
こ
と
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
仮
に
、
一
方
に
「
行
為
の
共
同
」
の
意
思
が
認
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
片
面
的
共

同
正
犯
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
犯
罪
は
行
為
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
か
ら
す
れ
ば
、
犯

罪
に
対
す
る
共
同
行
為
は
、
物
理
的
因
果
性
の
み
に
よ
る
場
合
に
お
い
て
も
成
立
し
う
る
の
で
、
た
と
え
片
面
的
で
あ
っ
て
も
共
同
正
犯

は
成
立
す
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
片
面
的
共
同
正
犯
は
、「
単
に
他
人
の
犯
罪
行
為
を
脇
か
ら
援
助
し
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
ら
主

体
的
に
」
犯
罪
を
実
行
し
た
と
い
え
る
よ
う
な
場
合
に
は
、「
刑
が
減
軽
さ
れ
る
『
幇
助
』
で
は
な
く
、『
正
犯
』
と
い
う
評
価
が
相
応
し

い
…
…
。
通
常
、
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
共
同
者
間
に
相
互
の
意
思
連
絡
が
必
要
と
な
る
が
、
例
外
的
に
は
片
面
的
共
同
正

犯
の
成
立
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
（
13
）

」
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四　

刑
法
六
五
条
一
項
と
二
項
の
関
係

わ
が
刑
法
六
五
条
一
項
と
二
項
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
通
説
は
一
項
が
真
正
身
分
犯
と
共
犯
の
関
係
、
二
項
が
不
真
正
身
分
犯
と
共
犯

の
関
係
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
項
は
真
正
身
分
犯
・
不
真
正
身
分
犯
を
通
じ
て
の
共
犯
の
成
立

の
問
題
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
二
項
は
不
真
正
身
分
犯
に
つ
い
て
の
科
刑
の
問
題
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
有
力
説
や
判
例

も
あ
る
（
14
）

。
さ
ら
に
、
六
五
条
一
項
は
真
正
身
分
犯
に
対
す
る
非
身
分
者
の
加
功
に
関
す
る
科
刑
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
二
項
は
正

犯
・
共
犯
関
係
に
あ
る
者
の
間
に
お
い
て
、
身
分
に
よ
り
刑
の
軽
重
・
減
軽
の
相
違
が
あ
る
場
合
に
関
す
る
科
刑
を
規
定
し
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
両
者
は
個
別
・
独
立
の
規
定
で
あ
る
と
の
説
も
あ
る
（
15
）

。

そ
れ
で
は
、
六
五
条
一
項
と
二
項
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
一
項
は
「
犯
人
の
身
分
に
よ
っ
て
構
成
す
べ
き
犯

五
一
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罪
行
為
に
加
功
し
た
と
き
は
、
身
分
の
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
共
犯
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
文
言
の
解
釈
に
つ
い
て
、
私

見
に
よ
れ
ば
、
一
項
で
重
要
な
こ
と
は
、
身
分
の
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
犯
罪
に
、
身
分
の
な
い
者
が
加
功
す
る
こ
と
は
十
分

に
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
が
、
身
分
犯
に
お
い
て
は
「
身
分
」
が
必
須
の
要
件
で
あ
る
が
ゆ
え
に
身
分
な
き
者
は
そ
の
犯
罪
に
つ
い
て

「
身
分
犯
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
身
分
な
き
者
に
と
っ
て
は
、
通
常
の
（
身
分
の
な
い
者
が
行
う
）
犯
罪
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
身
分
犯
と
さ
れ
る
犯
罪
に
お
い
て
は
、
身
分
な
き
者
は
「
単
独
正
犯
」
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
身
分
な
き
者
が
身
分
あ
る
者
の
犯
罪
に
「
加
功
」
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
そ
れ
は
身
分
な
き
者
に
と
っ
て
は
、
通
常
の
犯
罪

の
「
加
功
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、「
加
功
し
た
と
き
は
、
身
分
の
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
共
犯
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、「
加
功
」
は
「
正
犯
」
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
身
分
犯
は
犯
人
に
身
分
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と

が
要
件
と
な
っ
て
成
立
す
る
犯
罪
で
あ
る
か
ら
、
身
分
の
な
い
者
を
正
犯
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
正
犯
と
し
て
罰
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
加
功
」
は
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
加
功
」
と
は
、
正
犯
以
外
の
共
犯
す
な
わ
ち
「
教
唆

犯
」「
幇
助
犯
」
と
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
か
ら
、
六
五
条
一
項
の
「
犯
罪
行
為
に
加
功
し
た
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、「
教
唆
犯
」

「
幇
助
犯
」
と
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
り
、
六
五
条
一
項
の
「
共
犯
」
の
中
に
は
、「
共
同
正
犯
」
は
含
ま
れ
な
い
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
六
五
条
一
項
の
規
定
は
、
共
犯
従
属
性
と
は
直
接
に
は
関
係
の
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
、
身
分
の
な

い
者
は
、
身
分
あ
る
者
と
「
正
犯
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
せ
い
ぜ
い
「
加
功
」
し
か
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
六
五
条
一
項
の
規
定
は
、
身
分
の
あ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
犯
罪
に
は
、
身
分
の
な
い
者
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
正

犯
」
に
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
極
め
て
当
然
の
規
定
で
あ
り
、「
共
犯
従
属
性
説
」
の
考
え
と
も
関
係
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
六
五
条
一
項
は
身
分
の
連
帯
的
作
用
を
定
め
た
規
定
と
い
う
よ
り
も
、
身
分
犯
に
お
い
て
は
、
身
分
の
な
い
者
に
は
正
犯
と

五
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し
て
の
犯
罪
は
成
立
し
な
い
と
い
う
規
定
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
犯
に
な
り
得
な
い
と
し
て
も
、
傍
か
ら
「
加
功
」
す
る
こ
と
は
で

き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
六
一
条
の
「
教
唆
」、
六
二
条
の
「
幇
助
」
の
規
定
か
ら
も
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
加

功
」
の
意
味
は
、
あ
く
ま
で
も
「
加
功
」
で
あ
っ
て
正
犯
に
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
六
〇
条
の
「
共
同
正
犯
」

に
い
う
「
二
人
以
上
共
同
し
て
」
と
い
う
文
言
の
意
味
と
「
犯
人
の
身
分
に
よ
っ
て
構
成
す
べ
き
犯
罪
に
加
功
し
た
と
き
」
と
い
う
文
言

の
意
味
は
違
う
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
仮
に
、「
犯
罪
に
加
功
し
た
」
と
い
う
文
言
の
意
味
が
「
共
同
正
犯
」
を
も
含
む
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば

│
換
言
す
る
な
ら
ば
、
身
分
の
あ
る
者
も
身
分
の
な
い
者
も
六
五
条
一
項
の
「
共
犯
」
に
「
共
同
正
犯
」
も
含

ま
れ
る
と
い
う
意
味
に
解
す
る
と

│
少
な
く
と
も
六
五
条
一
項
は
六
〇
条
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て

│
六
五
条
一
項
の
規

定
は
不
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
六
五
条
一
項
は
、
や
は
り
意
味
の
あ
る
規
定
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
六
〇
条
の
「
共
同
正
犯
」
に
お
け
る
意
味
内
容
と
六
五
条
一
項
の
「
加
功
」「
共
犯
」
に
お
け
る
意
味
内
容
と
は
、
単
な
る
文
言

の
違
い
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
六
〇
条
に
は
、
六
五
条
一
項
で
は
補
い
え
な
い
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
六
〇
条
は

「
二
人
以
上
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
者
」
を
「
共
同
」
正
犯
と
す
る
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
で
わ
た
く
し
が
注
視
す
る
の
は
、「
犯

罪
を
実
行
し
た
者
」
と
い
う
文
言
で
あ
る
。
こ
の
文
言
の
意
味
は
、
犯
罪
を
実
行
し
た
者
同
志
が
等
し
く
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
か
と
思
う
。
つ
ま
り
、
責
任
を
負
う
条
件
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
六
五
条
一
項
の
文
言
は
、「
犯

人
の
身
分
に
よ
っ
て
構
成
す
べ
き
犯
罪
行
為
に
加
功
し
た
と
き
」
で
あ
る
。
六
〇
条
の
「
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
者
」
と
い
う
文
言

の
意
味
と
し
て
は
、
共
同
者
の
立
場
と
し
て
は
対
等
で
あ
る
が
、「
加
功
し
た
（
16
）

」
と
い
う
文
言
の
意
味
と
し
て
は
、
共
同
者
間
の
関
係
に

差
異
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
六
五
条
一
項
に
い
う
主
た
る
者
は
身
分
を
持
っ
た
者
で
あ
り
、
従
た
る
者
は

身
分
を
持
た
な
い
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
も
そ
も
身
分
犯
と
い
う
の
は
、
身
分
を
有
す
る
者
し
か
犯
す
こ
と
の

五
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で
き
な
い
（
正
犯
に
な
り
得
な
い
）
犯
罪
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
身
分
犯
に
お
い
て
は
、
身
分
の
な
い
者
は
共
同
し
て

（
対
等
な
立
場
に
立
っ
て
＝
共
同
正
犯
と
し
て
）
犯
罪
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
非
身
分
者
と
い
え
ど
も
、
身
分
の

あ
る
者
に
対
し
て
犯
罪
を
唆
し
た
り
幇
助
（
加
功
）
し
た
り
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
六
五
条
一
項
の
「
身
分
犯

の
共
犯
」
で
規
定
さ
れ
て
い
る
「
加
功
」
と
は
、
右
に
述
べ
た
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、

身
分
を
持
た
な
い
者
に
対
す
る
規
定
が
あ
る
と
き
は
、
身
分
の
な
い
者
に
は
通
常
の
刑
を
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
六
五
条
一
項
と
二
項
は
六
〇
条
と
矛
盾
す
る
も
の
で
も
な
く
、
六
五
条
一
項
は
六
〇
条
で
身
分
を
持
た
な
い

が
ゆ
え
に
正
犯
と
は
な
り
得
な
い
者
の
「
加
功
」
を
規
定
し
、
二
項
は
、
た
と
え
ば
単
純
横
領
罪
と
業
務
上
横
領
罪
の
よ
う
に
、「
身
分
」

の
存
否
だ
け
が
別
で
犯
罪
内
容
は
同
じ
者
の
正
犯
の
科
刑
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

共
犯
全
般
に
つ
い
て
い
え
ば
、
六
〇
条
が
正
犯
の
共
同
（
共
同
正
犯
）
の
規
定
で
あ
り
、
六
五
条
一
項
が
身
分
犯
に
関
す
る
正
犯
・
共
犯

の
規
定
、
二
項
が
身
分
の
有
無
に
よ
る
者
の
共
同
正
犯
の
科
刑
の
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
。

共
犯
に
関
し
て
は
、
刑
法
六
〇
条
に
共
同
正
犯
の
規
定
が
あ
り
、
六
一
条
に
教
唆
犯
、
六
二
条
に
幇
助
犯
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
条
文
に
つ
い
て
の
解
釈
は
殆
ど
隔
た
り
は
な
い
。
問
題
は
、
六
〇
条
と
六
五
条
一
項
、
二
項
の
関
係
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い

て
更
に
検
討
す
る
。
六
〇
条
は
、「
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
者
」
を
共
同
正
犯
に
す
る
と
い
う
規
定
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
共
同
正

犯
者
に
お
け
る
身
分
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
以
下
に
お
い
て
は
、
六
〇
条
の
「
正
犯
」
と
六
五
条
一
項
の
「
共
犯
」
の
意
味
に
つ
い
て
検

討
す
る
。
六
〇
条
は
、「
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
者
」
を
共
同
正
犯
に
す
る
と
い
う
規
定
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
共
同
正
犯
者
に
お

け
る
身
分
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
こ
の
規
定
の
特
殊
な
場
合
を
想
定
し
た
の
が
六
五
条
一
項
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
六
五
条
一
項
の

「
共
犯
」
の
意
味
は
、「
犯
人
の
身
分
に
よ
っ
て
構
成
す
べ
き
犯
罪
行
為
に
加
功
し
た
と
き
」
の
共
犯
で
あ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
「
犯
人
の
身

五
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分
に
よ
っ
て
構
成
す
べ
き
犯
罪
行
為
に
加
功
し
た
と
き
」
と
共
犯
者
を
限
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
に
は
、「
犯
人
の
身
分
に

よ
っ
て
構
成
す
べ
き
」
犯
罪
者
（
正
犯
）
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
正
犯
に
「
加
功
」
し
た
と
き
は
、
身
分
の
な
い
者
は
「
正
犯
」

で
は
な
く
「
共
犯
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
六
〇
条
で
は
「
正
犯
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
六
五
条
一
項
に
い
う
「
共
犯
」
の

意
味
は
、
狭
義
の
共
犯
す
な
わ
ち
「
教
唆
」「
幇
助
」
の
い
ず
れ
か
を
指
す
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
（「
加
功
」
と
い
う
こ
と
か
ら
厳

密
な
意
味
で
は
幇
助
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
）。

刑
法
六
〇
条
は
「
共
同
正
犯
」
の
規
定
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
共
同
正
犯
の
大
原
則
で
あ
る
。
そ
し
て
、
六
一
条
、
六
二
条
が
六
〇
条
と

は
別
の
（
狭
義
の
）
共
犯
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
共
同
正
犯
と
は
「
正
犯
」
の
共
同
で
あ
る
が
、
現
行
刑
法
典

の
中
に
は
「
正
犯
」
の
定
義
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
う
え
で
、「
共
同
正
犯
」
と
い
う
正
犯
の
共
同
を
「
共
同
正
犯
」
と
い
い
、

「
教
唆
犯
」「
幇
助
犯
」
と
い
う
三
分
類
を
し
て
い
る
（
広
義
の
共
犯
）。「
共
同
正
犯
」
の
内
容
と
し
て
は
、「
二
人
以
上
共
同
し
て
犯
罪
を

実
行
し
た
者
」
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
身
分
に
関
係
の
な
い
共
同
正
犯
の
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も

理
解
で
き
る
よ
う
に
、「
共
同
正
犯
」
と
「
教
唆
犯
」「
幇
助
犯
」
と
は
、
誤
解
を
お
そ
れ
ず
に
い
う
な
ら
ば
「
異
質
」
の
概
念
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
一
般
的
に
「
共
犯
」
と
い
う
定
義
の
中
に
「
共
同
正
犯
」
と
「
教
唆
犯
」「
幇
助
犯
」
の
三
形
態
を
総
称
し
て

「
共
犯
」
と
し
て
い
る
が
、
正
確
に
い
え
ば
「
教
唆
」
と
「
幇
助
」
が
本
来
の
「
共
犯
」
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
断
っ
て
お

く
が
、
一
般
的
に
は
「
共
同
正
犯
」「
教
唆
犯
」「
幇
助
犯
」
を
総
称
し
て
「
共
犯
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
誤
り
だ
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
た
だ
、「
共
同
正
犯
」
を
正
犯
の
共
同

・

・

・

・

・

と
い
う
面
か
ら
捉
え
る
と
い
う
こ
と
も
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
共
犯
と
身
分
」
に
お
け
る
「
身
分
」
に
つ
い
て
若
干
詳
し
く
考
察
し
て
み
よ
う
。
六
五
条
一
項
に
は
、「
犯
人
の
身
分
に
よ
っ
て
構
成

す
べ
き
犯
罪
行
為
に
加
功
し
た
と
き
は
、
身
分
の
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
共
犯
と
す
る
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
収
賄
罪
を
例

五
五
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に
検
討
す
る
。「
公
務
員
」
と
い
う
身
分
が
な
け
れ
ば
、
収
賄
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
問
題
は
、
非
公
務
員
が
関
与
し
た
場
合
の

取
り
扱
い
で
あ
る
。
六
五
条
一
項
で
は
、
身
分
犯
に
加
功
し
た
と
き
は
、
非
身
分
者
で
あ
っ
て
も
共
犯
と
す
る
規
定
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
単
独
で
行
っ
た
場
合
に
は
処
罰
さ
れ
な
い
が
、
共
犯
と
し
て
な
ら
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
連
帯
的
作
用
を
意
味
し
、
六
五
条
二
項
で

は
、
関
与
者
の
身
分
に
応
じ
て
刑
を
科
す
と
い
う
個
別
的
作
用
を
規
定
し
て
い
る
。
問
題
は
、「
身
分
の
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
共
犯
と

す
る
。」
と
い
う
の
は
如
何
な
る
罪
に
つ
い
て
の
共
犯
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
こ
の
こ
と
は
、
共
同
正
犯
に
つ
い
て
も
問
題
と
な
る
）。
収
賄

罪
に
つ
い
て
い
え
ば
、
収
賄
罪
に
つ
い
て
の
共
犯
（
た
と
え
ば
、
幇
助
犯
）
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
し
か
に
、
身
分
犯
は
犯
罪
の

成
立
に
「
身
分
」
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
正
犯
」
に
と
っ
て
の
要
件
で
あ
る
。
教
唆
犯
、
幇
助
犯
に
つ
い
て
は
、
こ
の
身

分
は
不
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
犯
人
の
身
分
に
よ
っ
て
構
成
す
べ
き
犯
罪
行
為
に
加
功
し
た
」
場
合
、「
加
功
す
る
者
」
は

「
正
犯
」
に
は
な
り
得
な
い
か
ら
「
加
功
」
す
る
者
に
と
っ
て
「
身
分
」
は
必
要
な
要
素
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
六
五

条
一
項
で
敢
え
て
「
加
功
」
と
し
た
の
は
、
幇
助
犯
に
限
定
し
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
。
仮
に
、「
教
唆
犯
」
ま
で
含
む
と
す
る
と
、

教
唆
犯
に
は
「
正
犯
の
刑
を
科
す
る
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
身
分
の
な
い
者
が
身
分
の
あ
る
者
を
教
唆
し
た
場
合
、
正
犯
で
あ

る
身
分
犯
の
刑
を
科
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
再
三
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
身
分
犯
は
犯
罪
の
成
立
に
身
分
の
あ
る
こ
と
を
要
件

と
す
る
犯
罪
で
あ
る
。
教
唆
者
に
は
正
犯
と
同
様
の
身
分
が
な
い
の
に
「
正
犯
の
刑
を
科
す
る
。」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、

非
身
分
者
に
身
分
犯
と
し
て
の
刑
を
科
す
こ
と
に
な
り
、
そ
う
な
る
と
「
身
分
犯
と
は
何
か
」
の
説
明
に
窮
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
、
六
五
条
一
項
の
「
加
功
」
と
は
、
教
唆
を
含
ま
な
い
こ
と
を
明
確
に
す
る
「
加
担
」
す
な
わ
ち
「
加
功
」
と
い
う
文
言
を
用

い
た
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
、「
教
唆
犯
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
教
唆
犯
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
直
接
、
犯
罪
行
為
に
加
わ
っ
て
い
な
い
。「
幇

五
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助
犯
」
は
、「
正
犯
を
幇
助
し
た
者
」
で
あ
る
か
ら
、
正
犯
の
犯
罪
遂
行
に
対
す
る
有
形
・
無
形
の
便
宜
的
行
為
を
与
え
る
者
で
あ
る
。

し
か
し
、
直
接
的
に
犯
罪
に
加
わ
る
と
い
う
よ
り
は
、
正
犯
の
犯
罪
行
為
に
物
心
面
で
「
加
功
す
る
」
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
。
通
説
に

よ
れ
ば
、
一
項
で
は
単
独
で
行
え
ば
処
罰
さ
れ
な
い
（
犯
罪
を
構
し
な
い
）
が
、
共
犯
と
し
て
な
ら
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
連
体
的

作
用
を
明
示
し
、
二
項
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
関
与
者
の
身
分
に
応
じ
た
刑
を
科
す
と
い
う
個
別
的
作
用
を
認
め
た
も
の
と
い
う
形
式
的
区
別

説
を
採
用
し
て
い
る
（
17
）

。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
六
五
条
一
項
、
二
項
の
解
釈
は
錯
綜
し
て
い
る
。
前
田
教
授
は
、「
共
同
正
犯
は
少
な
く
と
も
実
行

行
為
の
一
部
を
行
え
ば
よ
い
は
ず
で
、
そ
れ
は
身
分
が
な
く
て
も
十
分
可
能
で
あ
る
（
18
）

。」
と
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
共
同
正
犯
は
実
行
行

為
の
一
部
を
行
え
ば
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
問
題
は
、
六
五
条
一
項
の
「
加
功
」
と
い
う
文
言
の
意
味
と
、
二
項
の
規
定
で
あ
る
。
仮
に
、

六
五
条
一
項
は
実
行
行
為
の
一
部
を
行
え
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
六
〇
条
と
の
関
連
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、

六
〇
条
は
身
分
あ
る
者
同
志
、
身
分
な
き
者
同
志
の
共
同
正
犯
の
規
定
と
し
て
は
適
当
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
六
五
条
一
項
は
身
分
あ
る

者
と
身
分
の
な
い
者
と
の
共
犯
の
規
定
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
一
項
の
規
定
に
い
う
「
共
犯
」
は
「
加
功
」
を

そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
狭
義
の
共
犯
（
幇
助
）
を
意
味
す
る
当
然
の
規
定
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
二
項
に

つ
い
て
は
、「
不
真
正
不
作
為
犯
」
に
い
う
「
身
分
」
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
身
分
の
あ
る
者
と
身
分
の
な
い
者
が
共
同
し

て
罪
を
犯
し
、
し
か
も
身
分
の
あ
る
者
と
身
分
の
な
い
者
の
量
刑
に
違
い
の
あ
る
場
合
の
規
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
六
五
条
一
項
に

該
当
す
る
と
き
の
非
身
分
者
は
狭
義
の
「
共
犯
」
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
六
五
条
二
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、
身
分
の
あ

る
者
と
身
分
の
な
い
者
は
別
々
に
処
罰
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
関
係
は
六
〇
条
の
規
定
を
補
う
も
の
で
あ
っ
て
、
原
則
・
例
外

と
い
う
よ
う
な
関
係
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
独
立
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
六
〇
条
に
い
う
正
犯
は
、

五
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各
犯
罪
と
し
て
の
正
犯
を
意
味
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
の
結
論
は
「
共
犯
独
立
性
説
」
に
行
き
つ
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関

し
て
は
、
後
述
す
る
。

五　

共
同
正
犯
か
ら
の
離
脱

共
同
正
犯
か
ら
の
離
脱
と
は
、
共
同
正
犯
関
係
に
あ
る
者
の
一
人
が
翻
意
し
て
犯
罪
遂
行
の
途
中
で
離
脱
し
た
が
、
他
の
共
同
正
犯
者

は
犯
罪
を
遂
行
し
て
結
果
を
発
生
さ
せ
た
場
合
、
離
脱
し
た
者
の
刑
事
責
任
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
か
。
こ
れ
が
共
同
正
犯
か
ら
の

離
脱
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
離
脱
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
場
合
を
分
け
て
論
ず
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ⓐ
共
謀
の
段
階
で
の
離
脱

の
場
合
の
よ
う
に
、「
実
行
の
着
手
前
の
離
脱
」
と
、
ⓑ
「
実
行
の
着
手
後
の
離
脱
」
と
に
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

共
謀
の
段
階
で
の
離
脱
は
、
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
る
立
場
か
ら
問
題
と
さ
れ
よ
う
。
判
例
に
よ
れ
ば
、
共
謀
の
段
階
で
の
離
脱
は
、

ⅰ
離
脱
者
が
離
脱
の
意
思
を
他
の
共
謀
者
に
表
明
し
、
ⅱ
他
の
共
謀
者
が
こ
れ
を
了
承
す
る
と
い
う
二
つ
を
要
件
と
し
て
い
る
（
19
）

。
そ
れ
で

は
、
実
行
の
着
手
後
の
共
同
正
犯
の
離
脱
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
離
脱
理
論
」
の
場

合
、
離
脱
後
の
結
果
発
生
に
つ
い
て
離
脱
者
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
離
脱
」
と
い
え
る
た
め
に
は
、
ど

の
よ
う
な
要
件
が
必
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
判
例
で
検
討
し
て
み
よ
う
（
20
）

。
事
実
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
は
犯
行
前
夜
、
共
犯
者
数
名
と
の

間
で
住
居
侵
入
・
強
盗
の
共
謀
を
し
た
と
こ
ろ
、
共
犯
者
の
一
部
が
家
人
の
在
宅
す
る
住
居
に
侵
入
し
た
。
見
張
り
役
の
共
犯
者
が
、
既

に
住
居
侵
入
し
て
い
た
共
犯
者
に
電
話
で
「
犯
行
を
や
め
た
方
が
よ
い
。
先
に
帰
る
」
な
ど
と
一
方
的
に
伝
え
た
だ
け
で
、
被
告
人
に
お

い
て
格
別
そ
れ
以
後
の
犯
行
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
な
く
、
待
機
し
て
い
た
現
場
か
ら
見
張
り
役
ら
と
共
に
離
脱
し
た
後
、
残

さ
れ
た
共
犯
者
ら
は
そ
の
ま
ま
強
盗
を
実
行
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
件
事
案
に
つ
き
最
高
裁
は
、「
被
告
人
が
離
脱
し
た
の
は
強
盗

五
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行
為
に
着
手
す
る
前
で
あ
り
、
た
と
え
被
告
人
も
見
張
り
役
の
上
記
電
話
内
容
を
認
識
し
た
上
で
離
脱
し
、
残
さ
れ
た
共
犯
者
ら
が
被
告

人
の
離
脱
を
そ
の
後
知
る
に
至
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
初
の
共
謀
関
係
が
解
消
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の

後
の
共
犯
者
ら
の
強
盗
も
当
初
の
共
謀
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
共
同
正
犯

か
ら
の
離
脱
の
場
合
、
離
脱
し
た
と
い
え
る
た
め
に
は
、
共
犯
関
係
の
解
消
と
い
え
る
よ
う
な
状
況
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る

が
、
そ
の
た
め
に
は
、
共
同
正
犯
の
場
合
に
お
い
て
は
、
共
同
正
犯
者
が
共
同
行
為
に
着
手
す
る
前
の
状
態
に
も
ど
す
必
要
が
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
共
犯
と
く
に
共
同
正
犯
に
お
い
て
は
、
単
独
犯
と
違
っ
て
精
神
的
な
面
に
お
い
て
互
い
に
依
存
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
え
る
か

ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
同
正
犯
を
解
消
す
る
た
め
に
重
要
な
こ
と
は
、
相
互
の
依
存
関
係
が
断
た
れ
た
と
い
う
状
況
を
作
り
出
す

こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
離
脱
の
問
題
に
お
い
て
も
、
こ
の
こ
と
が
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
21
）

。

ま
た
、
離
脱
の
問
題
は
、
離
脱
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
結
果
が
発
生
し
た
場
合
、
発
生
し
た
結
果
と
の
関
連
で
の
取
扱
い
が
問
題
と
な
る
。

共
同
正
犯
に
お
け
る
中
止
未
遂
は
、
実
行
の
着
手
後
に
お
い
て
は
中
止
を
決
意
し
た
者
が
真
摯
な
努
力
を
し
て
他
の
共
犯
者
に
よ
る
結
果

発
生
を
防
止
す
る
こ
と
で
あ
る
。
実
行
の
着
手
前
の
共
同
正
犯
に
お
け
る
離
脱
の
場
合
に
は
、
離
脱
を
す
る
際
に
他
の
共
犯
者
に
離
脱
の

了
承
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
離
脱
の
了
承
と
発
生
し
た
結
果
と
の
関
係
は
、
具
体
的
に
考
察
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、「
共
犯
」
と
は
い
っ
て
も
、
共
犯
に
は
広
義
の
共
犯
と
狭
義
の
共
犯
が
あ
る
。
広
狭
二
分
類
で
き
る
共
犯
は
、

当
然
、
内
容
を
異
に
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
付
随
す
る
未
遂
あ
る
い
は
離
脱
に
つ
い
て
も
個
別
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
共
犯
に
お
け
る
離
脱
・
中
止
に
つ
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
共
犯
関
係
の
解
消
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
犯
前
の
状
況
に

も
ど
す
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
共
犯
者
に
お
け
る
「
共
同
関
係
」
を
ど
こ
ま
で
も
ど
す
こ
と
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
共
犯
者
間
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
他
の
共
犯
者
に
中
止
を
働
き
か
け
た
が
、
了
承
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
や
結
果
発
生
を
防
止

五
九
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す
る
た
め
に
真
摯
な
努
力
を
し
た
け
れ
ど
も
、
結
果
の
発
生
が
防
止
さ
れ
な
け
れ
ば
中
止
未
遂
は
成
立
し
な
い
。
つ
ま
り
、
共
同
正
犯
に

お
い
て
の
離
脱
の
要
件
は
、
結
果
発
生
防
止
の
た
め
に
離
脱
の
意
思
表
示
と
そ
れ
に
伴
う
離
脱
行
為
だ
け
で
は
足
り
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て

生
じ
る
未
遂
と
い
う
結
果
発
生

・

・

・

・

・

・

・

・

・

が
要
件
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
共
犯
と
中
止
犯
の
問
題
は
、
結
果
発
生
防
止
の
た
め
に
対
共
犯
者
に
対
す

る
真
摯
な
努
力
に
よ
る
場
合
と
離
脱
理
論
に
よ
る
「
離
脱
」
が
任
意
に
な
さ
れ
、
か
つ
共
犯
者
に
お
い
て
「
了
承
」
さ
れ
る
こ
と
が
要
件

で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
区
別
し
て
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
離
脱
理
論
に
よ
る
共
同
正
犯
か
ら
の
離
脱
は
、
共
犯
者
の
中
に
い
る

あ
る
者
が
犯
罪
に
着
手
す
る
前
に
共
同
実
行
の
意
思
を
放
棄
し
、
そ
の
旨
を
共
犯
者
に
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
了
承
さ
れ
、
そ
れ
以
降
の

共
同
（
正
犯
）
関
係
を
解
消
・
離
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
着
手
後
の
離
脱
は
、
他
の
共
犯
者
の
了
解
を
得

る
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
結
果
を
防
止
す
る
た
め
の
積
極
的
な
行
為
に
よ
っ
て
結
果
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
が
要
件
と
な
る
の
で
あ
る
。

結
果
発
生
防
止
の
た
め
に
真
摯
な
努
力
を
し
て
も
、
結
果
が
発
生
し
た
場
合
に
は
中
止
未
遂
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
共
同
正

犯
か
ら
の
離
脱
は
、
共
同
正
犯
に
お
け
る
中
止
未
遂
と
は
区
別
し
て
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
同
正
犯
に
お
け
る
中
止
未
遂
と

は
、
単
独
犯
に
お
け
る
未
遂
と
同
じ
く
中
止
行
為
の
任
意
性
と
結
果
の
不
発
生
と
い
う
要
件
が
充
た
さ
れ
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
共
同
正
犯
に
お
け
る
中
止
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
共
犯
者
の
一
人
が
中
止
の
意
図
を
も
っ
て
他
の
共
犯
者
を
説
得
し
、
他
の

共
犯
者
も
任
意
に
実
行
行
為
を
中
止
す
る
か
、
ま
た
は
結
果
の
発
生
を
阻
止
し
た
と
き
に
共
同
正
犯
の
中
止
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
場
合
、
共
犯
者
の
一
部
の
者
の
中
止
行
為
に
よ
っ
て
結
果
の
発
生
が
阻
止
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
者
に
の
み
中
止
犯
の
効
果
が

認
め
ら
れ
、
他
の
共
犯
者
に
お
い
て
は
同
様
の
中
止
行
為
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
そ
れ
ら
の
者
に
は
中
止
犯
は
認
め
ら
れ
ず
、
障
害
未
遂

が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
共
同
正
犯
に
お
け
る
「
中
止
犯
」
が
認
め
ら
れ
る
要
件
も
、
あ
く
ま
で
共
同
正
犯
者
た
る
各
自
に
よ
る

「
自
己
の
意
思
に
よ
り
犯
罪
を
中
止
し
た
と
き
」
と
い
う
こ
と
が
要
件
と
な
る
。
そ
れ
で
は
、
共
犯
者
の
一
部
の
者
が
中
止
行
為
を
し
た

六
〇
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こ
と
に
よ
っ
て
全
体
と
し
て
犯
罪
は
未
遂
に
終
っ
た
と
い
う
場
合
、
中
止
未
遂
の
認
め
ら
れ
る
者
と
認
め
ら
れ
な
い
者
と
に
分
か
れ
る
理

由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
共
同
正
犯
と
は
何
を
「
共
同
に
す
る
」
の
か
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

つ
ま
り
、「
犯
罪
共
同
説
」「
行
為
共
同
説
」
の
問
題
と
深
い
関
わ
り
合
い
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
共
同
正
犯
に
お
い
て
も
、
各
共

同
者
間
の
責
任
は
、
あ
く
ま
で
も
行
為
を
共
同
に
す
る
と
い
う
点
を
重
視
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
共
同
正
犯
に
お

い
て
も
、
最
終
的
な
責
任
は
個
々
の
責
任
に
帰
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
共
犯
と
い
え

ど
も
、
最
終
的
に
は
各
人
の
責
任
は
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
に
対
し
て
負
う
と
い
う
こ
と
が
前
提
で
あ
っ
て
、
共
同
正
犯
の
場
合
は
、
行
為
を

共
同
に
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

六　

共
犯
従
属
性
説
と
共
犯
独
立
性
説

共
犯
従
属
性
説
と
は
、
狭
義
の
共
犯
（
教
唆
犯
・
幇
助
犯
）
が
成
立
す
る
た
め
に
は
正
犯
者
が
一
定
の
行
為
を
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
共
犯
そ
れ
自
体
に
お
い
て
独
立
の
も
の
で
は
な
く
非
独
立
的
な
も
の
で
あ
り
、
共
犯
の
処
罰
も
正
犯
の
犯
罪
行
為

に
従
属
し
て
成
立
す
る
と
解
す
る
説
を
い
う
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
教
唆
犯
・
幇
助
犯
は
、
あ
く
ま
で
も
犯
罪
そ
の

も
の
を
直
接
に
実
行
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
共
犯
の
内
容
と
な
る
教
唆
や
幇
助
自
体
は
、
正
犯
に
対
す
る
間
接
的

あ
る
い
は
軽
微
な
関
係
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
直
接
的
な
犯
罪
の
実
行
行
為
で
は
な
く
正
犯
の
犯
罪
行
為
に

従
属
し
て
の
み
成
立
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
共
犯
従
属
性
説
は
、
教
唆
犯
・
幇
助
犯
と
い
う
狭
義
の
共
犯
が
正
犯
に
従

属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
要
件
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
は
正
犯
の
犯
罪
と
可
罰
性
が
現
実
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
正
犯
の
犯
罪
が
未
遂
に
終
っ
た
場
合
、
た
と
え
ば
犯
罪
を
教
唆
し
た
者
の
教
唆
行
為
そ
れ
自
体
は
終
了
し
、
正

六
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犯
者
が
犯
罪
の
実
行
に
着
手
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
未
遂
に
終
っ
た
場
合
の
教
唆
者
の
扱
い
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
と
い
う
問
題

が
生
じ
よ
う
。

共
犯
独
立
性
説
は
、
共
犯
す
な
わ
ち
教
唆
犯
・
幇
助
犯
の
犯
罪
性
と
可
罰
性
が
正
犯
の
そ
れ
と
は
独
立
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま

り
、
教
唆
犯
も
幇
助
犯
も
独
立
し
た
犯
罪
で
あ
っ
て
、
正
犯
の
犯
罪
を
前
提
と
す
る
よ
う
な
「
条
件
付
」
の
犯
罪
で
は
な
い
と
い
う
の
で

あ
る
。
共
犯
独
立
性
説
に
よ
れ
ば
、
共
犯
で
あ
る
教
唆
犯
・
幇
助
犯
の
犯
罪
性
と
可
罰
性
は
、
共
犯
従
属
性
説
の
主
張
す
る
共
犯
の
犯
罪

性
と
可
罰
性
は
正
犯
の
そ
れ
に
従
属
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
正
犯
行
為
の
犯
罪
性
と
可
罰
性
に
対
し
て
独
立
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
す
る
理
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
唆
も
幇
助
も
独
立
し
た
犯
罪
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
正
犯
の
実
行
を
前
提
と
す
る
よ
う
な

犯
罪
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
教
唆
犯
も
幇
助
犯
も
正
犯
に
対
し
て
付
随
・
従
属
的
な
行
為
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
と
正
犯
の
犯
罪
と
は

別
々
に
論
ず
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
厳
密
に
い
う
な
ら
ば
、
正
犯
と
は
異
質
の
行
為
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
形
の
上
で
は
正
犯
と
教
唆
・
幇
助
は
必
然
の
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
根
拠
条
文
と
な
る
六
一
条
一
項
の

「
人
を
教
唆
し
て
犯
罪
を
実
行
さ
せ
た
者
に
は
、
正
犯
の
刑
を
科
す
る
。」
と
い
う
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
お
こ
う
。

六
一
条
一
項
の
規
定
の
意
味
に
つ
い
て
、
教
唆
・
幇
助
行
為
そ
の
も
の
の
開
始
が
共
犯
に
お
け
る
実
行
行
為
の
開
始
と
解
せ
ら
れ
る
か

ら
、
教
唆
行
為
が
失
敗
に
終
っ
た
と
し
て
も
教
唆
犯
の
未
遂
が
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
通
説
で
あ
る
共
犯
従
属
性
説
に
よ
れ
ば
、
正

犯
が
未
遂
に
終
っ
た
な
ら
ば
教
唆
（
犯
）
も
未
遂
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
教
唆
の
未
遂
と
い
う
の
は
、
文
字
通
り
に
解
す
れ
ば
教
唆

す
る
こ
と
に
失
敗
し
た
こ
と
で
あ
る
と
す
る
の
が
六
一
条
一
項
の
意
味
に
適
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
考
え
に
異
論
が
唱

え
ら
れ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
六
一
条
一
項
の
「
教
唆
」
の
意
味
は
、
被
教
唆
者
が
犯
罪
の
実
行
に
着
手
す

れ
ば
教
唆
犯
と
し
て
は
既
遂
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
教
唆
犯
と
し
て
の
未
遂
と
は
教
唆
そ
の
も
の
に
失
敗
し
た
と
き
で
あ
る
と

六
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解
す
る
の
が
条
文
解
釈
に
忠
実
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
実
行
を
さ
せ
た
」
と
い
う
の
は
既
遂
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
正
犯
の
実

行
の
着
手
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
う
な
る
と
、
被
教
唆
者
の
行
為
が
未
遂
に
終
っ
て
も
教
唆
犯
と
し
て
は
既
遂
と
な

る
が
、
そ
れ
は
共
犯
従
属
性
説
の
立
場
か
ら
は
、
正
犯
を
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
共
犯
（
教
唆
犯
）
の
未
遂
と
し
て
教
唆
者
を

処
罰
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
つ
ま
り
、
共
犯
独
立
性
説
と
結
論
が
一
致
す
る
こ
と
に
な
り
、
共
犯
従
属
性
説
の
い
う
「
正
犯
の
実
行

の
着
手
が
あ
っ
た
時
点
で
共
犯
者
の
未
遂
が
成
立
す
る
と
し
、
そ
れ
以
前
の
段
階
（
教
唆
の
未
遂
）
を
不
可
罰
と
す
る
（
22
）

。」
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
従
属
性
説
か
ら
の
説
明
に
よ
れ
ば
、「
共
犯
独
自
の
実
行
行
為
を
認
め
た
と
し
て
も
、
共
犯
処
罰
を
基
礎
づ
け

る
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険
を
生
ぜ
し
め
る
必
要
が
あ
る
（「
殺
し
て
こ
い
」
と
言
っ
た
だ
け
で
相
手
が
全
く
黙
殺
し
て
も
処
罰
す
る
の
は
行
き
す

ぎ
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
23
）

）」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
独
立
性
説
か
ら
も
、「
故
意
の
教
唆
に
あ
っ
て
は
、
教
唆
者
の
意
思
は
、
被
教
唆
者

た
る
他
人
す
な
わ
ち
正
犯
者
を
し
て
一
定
の
犯
罪
の
実
行
の
決
意
を
さ
せ
る
意
思
と
、
正
犯
者
を
し
て
そ
の
犯
罪
の
決
意
に
も
と
づ
い
て

実
行
行
為
す
な
わ
ち
構
成
要
件
実
現
行
為
に
出
さ
せ
る
意
思
を
包
含
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
ほ
か
に
、
教
唆
者

に
は
自
己
が
教
唆
し
よ
う
と
す
る
犯
罪
行
為
の
認
識
す
な
わ
ち
構
成
要
件
的
故
意
を
必
要
と
す
る
（
24
）

。」
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
田
教
授
は
、

「
予
備
罪
を
実
行
さ
せ
る
教
唆
も
、
六
一
条
の
『
教
唆
し
て
犯
罪
を
実
行
さ
せ
た
者
』
に
該
当
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
予
備
は
実
行

行
為
で
は
な
い
か
ら
教
唆
は
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
形
式
論
は
、
説
得
性
を
持
ち
得
な
い
（
25
）

。」
と
さ
れ
て
い
る
。
予
備
罪
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
が
独
立
に
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
教
唆
・
幇
助
は
考
え
ら
れ
る
。
わ
た
く
し
が
、
特
に
教
唆
犯
で
重
視
す

る
の
は
、
六
一
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
人
を
教
唆
し
て
犯
罪
を
実
行
さ
せ
た
者
に
は
、
正
犯
の
刑
を
科
す
る
。」
と
い
う
文
言
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
被
教
唆
者
が
犯
罪
の
実
行
に
着
手
し
た
段
階
に
お
い
て
、
教
唆
行
為
は
既
遂
に
な
る
の
で
、
正
犯
（
被
教
唆
者
）
の
行
為
と
は

独
立
し
て
教
唆
の
既
遂
を
論
ず
べ
き
で
あ
る
。

六
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そ
れ
で
は
、
正
犯
の
行
為
が
未
遂
で
不
可
罰
の
場
合
は
、
ど
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
か
。
科
刑
に
つ
い
て
い
え
ば
、
教

唆
犯
の
場
合
は
、「
正
犯
の
刑
を
科
す
る
。」（
六
一
条
一
項
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
判
例
は
、
正
犯
に
適
用
さ
れ
る
法
定
刑
を
適
用
す
る

と
い
う
立
場
を
採
っ
て
い
る
（
26
）

。「
正
犯
の
刑
を
科
す
る
。」
と
い
う
文
言
の
解
釈
に
つ
い
て
、「
正
犯
」
と
は
現
実
の
正
犯
を
指
す
も
の
で

は
な
く
、「
教
唆
者
が
正
犯
者
で
あ
っ
た
な
ら
ば
適
用
せ
ら
れ
る
法
定
刑
に
よ
っ
て
処
断
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
27
）

。」
と
解
す
る
の
が
適
当

で
あ
る
。
教
唆
者
は
正
犯
者
よ
り
も
軽
く
処
罰
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
法
律
上
、
そ
の
よ
う
な
制
約
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
殺
人
を
教
唆
し
た
け
れ
ど
も
被
教
唆
者
で
あ
る
正
犯
の
行
為
が
未
遂
に
終
っ
た
場
合
、
教
唆
者
に
は
「
殺
人
」
の
教
唆
犯
と

し
て
の
刑
を
科
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
唆
者
に
正
犯
よ
り
も
重
い
刑
を
量
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

「
教
唆
犯
は
、
正
犯
者
の
処
罰
と
独
立
し
て
処
罰
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
刑
の
量
定
が
、
正
犯
者
の
宣
告
刑
と
独
立
に
な
さ
れ
る
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
、
正
犯
者
が
処
罰
さ
れ
る
こ
と
も
、
教
唆
犯
処
罰
の
前
提
で
は
な
い
（
28
）

。」
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
正
犯
者
の
行
為
が
未
遂
に
終

り
、
そ
の
未
遂
が
不
可
罰
で
あ
る
と
い
う
場
合
を
如
何
に
解
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
正
犯
者
の
行
為

が
未
遂
に
終
り
、
そ
れ
が
不
可
罰
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
正
犯
者
が
処
罰
さ
れ
る
こ
と
も
、
教
唆
犯
処
罰
の
前
提
で
は
な
い
。」
か
ら
、

教
唆
者
に
は
未
遂
に
な
っ
た
正
犯
の
行
為
の
既
遂
を
前
提
に
し
た
教
唆
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
結
論
に
な
る
の
は
、

共
犯
独
立
性
説
か
ら
は
当
然
と
い
え
る
。

七　

お
わ
り
に

共
犯
論
に
関
し
て
は
多
く
の
問
題
が
あ
り
、
学
説
は
錯
綜
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
わ
た
く
し
は
五
項
目
に
絞
っ
て
論

じ
て
き
た
が
、
そ
の
根
底
に
流
れ
る
も
の
は
「
共
犯
独
立
性
」
の
理
論
で
あ
る
。
共
犯
と
は
い
え
、
個
人
の
行
為
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す

六
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る
の
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
犯
罪
は
行
為
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
に
尽
き
る
と
い
っ
て
よ
い
。

つ
ま
り
、
共
同
正
犯
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
を
共
同
に
す
る
こ
と
が
共
犯
の
本
質
で
あ
る
と
み
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
関
与
者
そ
れ
ぞ

れ
に
と
っ
て
の
違
法
な
構
成
要
件
該
当
行
為
を
共
同
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
何
か
前
構
成
要
件
的
・
自
然
的

な
行
為
を
共
同
す
る
も
の
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
…
…
共
同
正
犯
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
加
担
者
に
構
成
要
件
該
当
行
為
を
要

求
す
る
も
の
で
あ
る
（
29
）

。」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
片
面
的
共
同
正
犯
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
共
犯
者
の
一
方
だ
け
が
片
面
的
に
共
同
加
功
の
意
思
を
も
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
共
同
実
行
の
意
思
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
共
同
実
行
（
行
為
）
と
い
う
点
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、

「
行
為
」
を
共
同
に
す
る
と
い
う
の
は
、
双
方
が
「
共
同
す
る
」
と
い
う
意
思
の
一
致
は
必
ず
し
も
共
同
正
犯
の
要
件
と
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
方
に
行
為
を
共
同
す
る
と
い
う
意
思
が
あ
れ
ば
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
片
面
的
に
行
為
を
共
同
に
す

る
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、「
片
面
的
共
同
正
犯
」
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

六
五
条
一
項
、
二
項
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
刑
法
六
〇
条
の
解
釈
と
関
連
づ
け
な
が
ら
ま
と
め
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
六
五
条
一
項
は
、

身
分
犯
に
身
分
な
き
者
が
加
功
し
て
も
共
同
正
犯
と
は
な
り
得
ず
、
あ
く
ま
で
も
「
加
功
」
と
い
う
形
で
共
犯
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
項
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
じ
正
犯
で
あ
っ
て
も
別
個
・
独
立
に
刑
罰
が
科
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
仮
に
、
六
五
条
一
項
に
身
分
の
な
い
正
犯
も
含
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
六
〇
条
と
六
五
条
一
項
の
区
別
（
関
係
）
は
ど
の
よ
う

に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
く
し
は
、
六
〇
条
は
通
常
の
共
同
正
犯
、
六
五
条
一
項
は
身
分
犯
の
正
犯
に
身
分
な
き
者
が
加
功
し
た
場

合
の
共
犯
規
定
、
六
五
条
二
項
は
身
分
な
き
者
が
身
分
あ
る
者
と
共
同
正
犯
に
な
っ
た
場
合
の
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

共
（
同
正
）
犯
か
ら
の
離
脱
に
し
て
も
、
着
手
前
に
共
犯
者
か
ら
の
意
思
表
示
が
あ
り
離
脱
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
者
は
そ
の
時
点

六
五
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で
共
犯
関
係
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
離
脱
の
影
響
は
、
離
脱
者
の
み
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。

共
犯
の
離
脱
を
認
め
る
以
上
、
共
犯
独
立
性
説
に
近
づ
い
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
属
性
説
か
ら
は
、
従
犯
は

あ
く
ま
で
も
正
犯
に
従
属
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
独
立
性
説
か
ら
は
従
犯
と
し
て
独
立
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、

共
犯
の
錯
誤
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
共
犯
の
過
剰
の
場
合
、
共
犯
と
い
え
ど
も
過
剰
に
な
っ
た
犯
罪
に
対
し
て
は
、
そ
の
者
だ
け

が
責
任
を
負
う
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
共
犯
と
い
え
ど
も
犯
罪
内
容
に
つ
い
て
は
、
独
立
し
て
評
価

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
） 

団
藤
重
光
・
刑
法
綱
要
総
論
（
第
三
版
・
一
九
九
〇
年
）
三
八
九
頁
。

（
2
） 

小
野
清
一
郎
・
刑
事
判
例
評
釈
集
（
第
一
五
巻
・
一
九
六
〇
年
）
五
頁
。

（
3
） 

牧
野
英
一
・
刑
法
総
論
下
巻
（
全
訂
版
・
一
九
五
九
年
）
六
七
八
頁
。

（
4
） 

団
藤
・
前
掲
注（
1
）三
九
〇
頁
。

（
5
） 

山
中
敬
一
・
刑
法
総
論
（
第
三
版
・
二
〇
一
五
年
）
八
八
七
〜
八
八
八
頁
。

（
6
） 

山
中
・「
共
同
正
犯
論
の
現
在
」
現
代
刑
事
法
二
八
号
（
二
〇
〇
一
年
）
五
〇
頁
。

（
7
） 

木
村
亀
二
・
犯
罪
論
の
新
構
造
（
下
）（
一
九
六
八
年
）
二
四
九
頁
。

（
8
） 

木
村
・
前
掲
注（
7
）二
四
八
頁
。

（
9
） 

山
中
・
前
掲
注（
5
）八
四
九
頁
。

（
10
） 

木
村
博
士
は
、
行
為
共
同
説
を
採
ら
れ
る
が
、
片
面
的
共
同
正
犯
は
否
定
さ
れ
る
（
木
村
・
前
掲
注（
7
）二
五
三
頁
）。
一
方
、
犯
罪
共
同
説

か
ら
は
否
定
さ
れ
る
（
団
藤
・
前
掲
注（
1
）三
九
一
頁
）、
大
塚
仁
・
刑
法
概
説
（
総
論
・
第
四
版
・
二
〇
〇
八
年
）
二
九
二
頁
、
福
田
平
・
全
訂

刑
法
総
論
（
第
五
版
・
二
〇
一
一
年
）
二
七
〇
頁
。
前
田
雅
英
・
刑
法
総
論
講
義
（
第
六
版
・
二
〇
一
五
年
）
三
四
三
頁
。 六

六



共
犯
論
（
齊
藤
）

（
二
九
九
）

（
11
） 

島
田
聡
一
郎
・「
共
犯
」
注
釈
刑
法
第
一
巻
（
二
〇
一
〇
年
）
八
五
三
頁
。

（
12
） 

牧
野
博
士
は
、「
連
絡
が
単
に
一
方
的
に
の
み
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
こ
れ
を
想
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
は
な
い
。
…
…
協
力
の
関
係
が

あ
る
に
お
い
て
は
、
協
力
す
る
相
互
意
思
な
き
場
合
に
お
い
て
も
、
共
犯
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
」（
牧
野
・
前
掲
注（
3
）七
三
八
頁
）
と
さ
れ
る
。

平
野
龍
一
・
刑
法
総
論
Ⅱ
（
一
九
七
五
年
）
三
九
一
頁
、
松
宮
孝
明
・
刑
法
総
論
講
義
（
第
四
版
）
二
六
七
〜
二
六
八
頁
参
照
。

（
13
） 

山
口
厚
・
刑
法
総
論
（
第
三
版
・
二
〇
一
六
年
）
三
六
八
頁
。

（
14
） 

団
藤
・
前
掲
注（
1
）四
一
八
頁
、
福
田
・
前
掲
注（
10
）二
九
二
頁
、
最
判
昭
二
五
・
九
・
一
九
刑
集
四
・
九
・
一
六
六
四
頁
、
最
判
昭

三
一
・
五
・
二
四
刑
集
一
〇
・
五
・
七
三
四
頁
。

（
15
） 

木
村
・
前
掲
注（
7
）三
七
六
頁
。

（
16
） 

「
加
功
」
の
意
味
に
つ
い
て
参
考
ま
で
に
挙
げ
て
お
く
と
、「
加
担
す
る
こ
と
。
犯
罪
を
手
伝
う
行
為
。
共
犯
」（
広
辞
苑
・
第
六
版
・

二
〇
〇
八
年
）。「
助
力
す
る
こ
と
。
法
律
で
は
、
犯
罪
に
加
担
す
る
こ
と
を
い
う
。」（
大
辞
泉
・
第
二
版
・
二
〇
一
二
年
）。

（
17
） 

前
田
・
前
掲
注（
10
）三
三
四
頁
以
下
。

（
18
） 

前
田
・
前
掲
注（
10
）三
三
八
頁
。

（
19
） 

東
京
高
判
昭
四
一
・
六
・
二
四
高
刑
集
一
九
・
四
・
三
七
五
頁
、
大
阪
地
判
平
二
・
四
・
二
四
判
夕
七
六
四
・
二
六
四
頁
。

（
20
） 

最
決
平
二
一
・
六
・
三
〇
刑
集
六
三
・
五
・
四
七
五
頁
。

（
21
） 

山
中
教
授
は
、
離
脱
の
意
思
を
他
の
共
犯
者
に
伝
え
て
い
る
こ
と
、
残
り
の
共
犯
者
も
離
脱
を
知
っ
た
う
え
で
実
行
に
着
手
し
て
い
る
こ
と
、

離
脱
者
の
役
割
は
主
導
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
等
を
勘
案
す
れ
ば
、
共
謀
共
同
正
犯
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
（
山
中
・
前
掲
注（
5
）

一
〇
二
三
頁
）。

（
22
） 

前
田
・
前
掲
注（
10
）三
二
七
頁
。

（
23
） 

前
田
・
前
掲
注（
10
）三
二
八
頁
。

（
24
） 

木
村
・
前
掲
注（
7
）三
三
四
頁
。

（
25
） 

前
田
・
前
掲
注（
10
）三
二
八
頁
。

六
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
〇
〇
）

（
26
） 

最
判
昭
二
五
・
一
二
・
一
九
刑
集
四
・
一
二
・
二
五
八
六
頁
。

（
27
） 

木
村
・
前
掲
注（
7
）三
四
六
頁
、
前
田
ほ
か
編
・
条
解
刑
法
第
三
版
（
二
〇
一
三
年
）
二
三
四
頁
。

（
28
） 
福
田
・
前
掲
注（
10
）二
八
八
頁
。

（
29
） 
山
中
・
前
掲
注（
5
）八
四
九
頁
。

六
八



判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
〇
一
）

判
例
変
更
と
適
正
手
続

佐　
　

伯　
　

仁　
　

志

一　

は
じ
め
に

刑
法
の
解
釈
に
つ
い
て
最
高
裁
が
被
告
人
に
不
利
な
判
例
変
更
を
し
た
場
合
に
、
新
し
い
判
例
の
解
釈
を
当
該
被
告
人
に
適
用
す
る
こ

と
が
、
憲
法
三
九
条
前
段
の
事
後
法
の
禁
止
に
違
反
し
な
い
か
、
と
い
う
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
夫
の
妻
に
対
す
る
強
姦
罪
が
成
立
す
る
か
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判
例
は
存
在
し
て
い
な
い
が

（
1
）

、
仮
定
の
話
と
し
て
、
現
在
の

最
高
裁
の
判
例
が
夫
婦
間
の
強
姦
に
つ
い
て
否
定
説
を
採
っ
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、
立
法
で
夫
婦
間
に
お
い
て
も
強
姦
罪
が
成

立
し
得
る
こ
と
を
定
め
た
場
合

（
2
）

、
こ
の
新
規
定
を
法
改
正
前
の
行
為
に
適
用
し
て
強
姦
罪
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
、
憲
法
三
九
条
前
段

に
よ
っ
て
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
否
定
説
か
ら
も
、
暴
行
・
脅
迫
を
用
い
て
妻
を
姦
淫
し
た
夫
に
は
、
暴
行
罪
な
い
し
脅
迫
罪
が
成
立

し
得
る
が
、
憲
法
三
九
条
前
段
の
事
後
法
の
禁
止
に
は
、
行
為
時
に
犯
罪
で
な
か
っ
た
行
為
を
事
後
的
に
処
罰
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、

論　

説

六
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
〇
二
）

行
為
時
に
犯
罪
で
あ
っ
た
行
為
を
事
後
的
に
よ
り
重
く
処
罰
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
最
高
裁
が
否
定
説
か
ら
肯
定
説
に
判
例
を
変
更
し
た
場
合
、
そ
の
新
判
例
を
判
例
変
更
前
に
行
わ
れ
た
行
為
（
判
例
変
更

を
行
う
当
該
事
件
の
被
告
人
）
に
適
用
し
て
強
姦
罪
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
判
例
変
更
の
場
合
に
も
憲
法
三
九
条
前

段
が
適
用
な
い
し
準
用
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
強
姦
罪
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
解
す
る
見
解
も
有
力
に
主
張

さ
れ
て
い
る
が

（
3
）

、
判
例
（
最
判
平
成
八
・
一
一
・
一
八
刑
集
五
〇
巻
一
〇
号
七
四
五
頁
）
は
、
判
例
変
更
の
遡
及
適
用
を
認
め
、
河
合
伸
一
裁

判
官
の
補
足
意
見
は
違
法
性
の
錯
誤
の
問
題
と
し
て
処
理
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

（
4
）

。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
、
判
例
の
不
遡
及
的
変
更
と
い
う
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
連

邦
憲
法
の
事
後
法
の
禁
止
が
判
例
変
更
に
（
直
接
ま
た
は
間
接
に
）
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
、
こ
の
点
に
関
す
る
連
邦
最

高
裁
の
判
例
に
は
重
要
な
変
遷
が
見
ら
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
憲
法
は
日
本
国
憲
法
の
母
法
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は

判
例
法
の
国
で
あ
り
、
日
本
は
成
文
法
の
国
で
あ
る
が
、
日
本
の
刑
法
は
包
括
的
な
規
定
が
多
く
、
裁
判
所
の
判
例
が
重
要
な
機
能
を
果

た
し
て
い
る
点
で
、
判
例
法
国
に
近
い
面
も
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
の
判
例
を
参
照
す
る
価
値
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
刑
法
の
解
釈
に
関
し
て
被
告
人
に
不
利
な
判
例
変
更
を
遡
及
適
用
す
る
こ
と
の
可
否
に
関
す
る
ア
メ
リ

カ
連
邦
最
高
裁
の
判
例
を
紹
介
し
、
次
に
わ
が
国
に
お
け
る
刑
法
解
釈
の
判
例
変
更
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

七
〇



判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
〇
三
）

二　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
判
例
変
更
と
事
後
法
の
禁
止

1　

判
例
変
更
へ
の
事
後
法
禁
止
の
適
用

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
第
一
条
第
九
節
第
三
項
は
、「
事
後
法
（ex post facto L

aw

）
は
、
制
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
、
同

第
一
〇
節
第
一
項
は
、
州
法
に
つ
い
て
同
様
の
禁
止
を
定
め
て
い
る
。
事
後
法
の
禁
止
に
は
、
行
為
時
に
犯
罪
で
な
か
っ
た
行
為
を
事
後

的
に
犯
罪
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
行
為
時
に
犯
罪
で
あ
っ
た
行
為
を
事
後
的
に
よ
り
重
い
犯
罪
で
あ
る
い
は
そ
の
法
定
刑

を
加
重
し
て
処
罰
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る

（
5
）

。
連
邦
最
高
裁
は
、
伝
統
的
に
、
事
後
法
の
禁
止
は
制
定
法
に
限
ら
れ
、

被
告
人
に
不
利
益
に
判
例
を
変
更
す
る
判
決
の
遡
及
適
用
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
し
て
き
た
が

（
6
）

、
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
こ
の

よ
う
な
立
場
に
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
最
初
の
判
決
が
一
九
六
一
年
のJam

es

判
決
で
あ
る
。

Jam
es v. U

nited States, 366 U
S 213

（1961
）

事
案
は
、
組
合
の
職
員
で
あ
っ
た
被
告
人
が
、
組
合
の
金
員
を
横
領
し
、
そ
の
金
額
を
税
務
申
告
し
な
か
っ
た
た
め
、
内
国
歳
入
法
違

反
で
有
罪
と
な
り
三
年
の
自
由
刑
を
科
さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、C

om
m
issioner v. W

ilcox,327 U
. S

. 404 

（1946

）
に
お
い
て
、
横
領
し
た
金
員
は
内
国
歳
入
法
の
課
税
対
象
に
な
ら
な
い
と
判
示
し
て
い
た
。
本
判
決
は
、W

ilcox

判
決
を
変
更

し
て
、
横
領
し
た
金
員
も
課
税
対
象
と
な
る
と
判
示
し
た
が
、
結
論
と
し
て
、
被
告
人
の
有
罪
判
決
を
破
棄
し
、
公
訴
を
棄
却
す
る
よ
う

に
指
示
し
て
、
事
件
を
地
区
裁
判
所
に
差
し
戻
し
た
。

ウ
ォ
ー
レ
ン
長
官
に
よ
る
法
廷
意
見
お
よ
び
意
見
（
ブ
レ
ナ
ン
判
事
、
ス
テ
ュ
ワ
ー
ト
判
事
が
同
調
）
は
、
ま
ず
、W

ilcox

判
決
の
六
年

七
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
〇
四
）

後
に
、R

utkin v. U
nited S

tates,343 U
. S

. 130

（1951

）
が
、
恐
喝
し
た
金
は
課
税
対
象
に
な
る
と
判
示
し
て
い
る
の
で
、W

ilcox
判
決
の
活
力
は
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
完
全
に
奪
わ
れ
て
い
る
と
す
る
。
両
判
決
の
前
か
ら
違
法
な
収
益
で
あ
っ
て
も
課
税
対
象
と
な
る
と

さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
、W

ilcox

判
決
は
誤
っ
て
い
る
の
で
、
変
更
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
ウ
ォ
ー
レ
ン

長
官
は
、
内
国
歳
入
法
違
反
は
、
意
図
し
て
（w

illfully

）
申
告
し
な
か
っ
た
場
合
で
な
け
れ
ば
犯
罪
と
な
ら
ず
、
行
為
時
にW

ilcox

判

決
が
あ
っ
た
以
上
、
意
図
の
要
件
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
申
立
人
に
対
す
る
有
罪
判
決
を
破
棄
し
て
、
公
訴
を
棄
却
す
べ

き
で
あ
る
と
し
た
（p221-222
）。

ハ
ー
ラ
ン
判
事
の
一
部
同
意
・
一
部
反
対
意
見
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
ー
判
事
が
同
調
）
は
、
判
例
変
更
に
賛
成
し
、
被
告
人
の
故
意
に

つ
い
て
新
た
な
裁
判
を
行
う
た
め
に
事
件
を
差
し
戻
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
一
方
、
ク
ラ
ー
ク
判
事
の
一
部
同
意
・
一
部
反
対
意
見
は
、

判
例
変
更
に
賛
成
し
た
上
で
、
申
立
人
は
、
意
図
的
に
収
入
を
申
告
し
な
か
っ
た
以
上
、
犯
罪
が
成
立
す
る
と
し
て
、
原
審
の
判
断
を
支

持
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
の
一
部
同
意
・
一
部
反
対
意
見
（
ダ
グ
ラ
ス
判
事
が
同
調
）
は
、
判
例
変
更
に
反
対
し
、
判
例
を
変
更

す
る
な
ら
、
申
立
人
は
、
意
図
的
に
申
告
し
な
か
っ
た
以
上
、
有
罪
で
あ
る
と
す
る
。
ウ
ィ
ッ
タ
カ
ー
判
事
の
一
部
同
意
・
一
部
反
対
意

見
（
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
、
ダ
グ
ラ
ス
判
事
が
同
調
）
も
判
例
変
更
に
反
対
す
る
。

結
局
、
六
人
の
裁
判
官
が
判
例
変
更
に
賛
成
し
て
判
例
が
変
更
さ
れ
た
が
、
有
罪
判
決
を
破
棄
し
て
公
訴
を
棄
却
す
べ
き
で
あ
る
と
い

う
法
廷
意
見
の
結
論
は
、
判
例
変
更
に
賛
成
す
る
が
行
為
者
の
故
意
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
三
人
の
裁
判
官
と
判
例
変
更

に
反
対
す
る
三
人
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
新
判
例
の
下
で
申
立
人
に
故
意
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
意
見
は
三

人
に
す
ぎ
ず
、
本
判
決
の
結
論
は
、
実
質
的
に
は
、
判
例
の
不
遡
及
的
変
更
に
等
し
い
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る

（
7
）

。
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
の
反

七
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判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
〇
五
）

対
意
見
が
批
判
す
る
の
も
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
は
、
判
例
変
更
を
支
持
す
る
三
人
の
裁
判
官
は
、
判
決
前
の
行
為
者

は
処
罰
で
き
な
い
が
、
判
決
後
の
行
為
者
は
処
罰
で
き
る
と
い
う
疑
問
の
あ
る
方
法
で
変
更
を
し
た
、
と
批
判
す
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
は
、

過
去
の
行
為
に
適
用
す
る
こ
と
が
不
公
正
で
不
正
義
な
刑
罰
法
令
の
解
釈
は
、
裁
判
所
に
よ
る
議
会
が
望
ん
で
い
な
い
犯
罪
の
創
造
で
あ

り
、
将
来
的
な
法
創
造
は
、
議
会
の
機
能
で
あ
っ
て
裁
判
所
の
機
能
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
（p 223-225

）。

Jam
es

判
決
で
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
判
例
変
更
へ
の
事
後
法
の
禁
止
の
適
用
は
、
三
年
後
のB

ouie

判
決
に
お
い
て
、
よ
り
明
確
な

形
で
打
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

Bouie v. City of Colum
bia,378 U

.S. 347 

（1964

）

事
案
は
、
サ
ウ
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
コ
ロ
ン
ビ
ア
市
に
あ
る
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
ー
で
の
、
人
種
差
別
に
抗
議
す
る
黒
人
学
生
に
よ
る
座

込
み
（sit-in

）
が
不
法
侵
入
罪
に
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
ス
ト
ア
ー
で
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
の
利
用
が
白
人
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
そ

の
旨
の
掲
示
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
本
件
申
立
人
で
あ
る
二
人
の
黒
人
学
生
が
、
レ
ス
ト
ラ
ン
に
入
っ
て
座
席
に
つ
い
た
が
、
店
員

か
ら
無
視
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
店
員
が
「
不
法
侵
入
禁
止
（no trespassing

）」
の
表
示
が
つ
い
た
チ
ェ
ー
ン
を
張
っ
た
が
、
二
人
は
静
か

に
座
り
続
け
た
の
で
、
店
長
は
、
警
察
に
電
話
し
て
、
二
人
を
排
除
す
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
警
察
が
到
着
し
た
後
、
店
長
は
二
度
、
二

人
に
立
ち
去
る
こ
と
を
求
め
た
が
、
二
人
は
こ
れ
に
応
じ
ず
、
警
察
官
が
退
去
を
求
め
て
も
応
じ
な
か
っ
た
の
で
、
二
人
は
逮
捕
さ
れ
た
。

二
人
は
、
不
法
侵
入
罪
（crim

inal trespass

）
で
有
罪
と
な
っ
た
。
法
律
は
、
不
法
侵
入
を
、
侵
入
禁
止
の
告
知
を
受
け
た
後
、
他
人
の

土
地
に
侵
入
す
る
こ
と
、
と
定
義
し
て
い
た
が
、
州
最
高
裁
は
、
不
法
侵
入
に
は
、
告
知
を
受
け
た
後
に
侵
入
す
る
行
為
だ
け
で
な
く
、

退
去
を
求
め
ら
れ
た
後
に
滞
在
し
続
け
る
行
為
も
含
ま
れ
る
、
と
解
し
て
、
有
罪
判
決
を
是
認
し
た
。
申
立
人
ら
は
、
犯
罪
に
つ
い
て

七
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
〇
六
）

「
公
正
な
警
告
（fair w

arning

）」
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
適
正
手
続
に
反
す
る
等
の
主
張
を
し
て
上
告
を
申
し
立
て
た
。

ブ
レ
ナ
ン
判
事
に
よ
る
法
廷
意
見
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
サ
ウ
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
最
高
裁
判
決
を
破
棄
し
た
。

刑
罰
法
令
は
犯
罪
と
な
る
行
為
に
つ
い
て
公
正
な
警
告
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
基
本
原
則
は
、
度
々
、
当
裁
判
所
に
よ
っ

て
認
め
ら
れ
て
き
た
。
公
正
な
警
告
を
受
け
る
権
利
は
、
法
律
の
曖
昧
な
文
言
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
法
律
の
厳
密
で
限

定
的
な
文
言
が
予
測
不
能
な
拡
張
解
釈
を
さ
れ
て
遡
及
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
侵
害
さ
れ
る
（p 350-352

）。

刑
罰
法
規
の
予
測
不
能
な
拡
張
解
釈
の
遡
及
適
用
は
、
憲
法
第
一
条
第
一
〇
節
が
禁
止
す
る
事
後
法
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
働
く
。

事
後
法
は
、
行
為
時
に
犯
罪
で
な
か
っ
た
行
為
を
犯
罪
と
し
、
あ
る
い
は
、
行
為
時
よ
り
も
加
重
さ
れ
た
、
ま
た
は
、
拡
張
さ
れ
た
犯
罪

と
す
る
こ
と
、
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
事
後
法
禁
止
条
項
に
よ
っ
て
州
議
会
が
そ
の
よ
う
な
法
を
制
定
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
な
ら
、

州
最
高
裁
が
解
釈
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
同
じ
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
も
禁
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
刑
罰
法
規
の
裁
判
所
に
よ
る
解

釈
が
、
行
為
前
に
存
在
し
た
法
令
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
ず
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（unexpected and 

indefensible

）
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
に
遡
及
効
果
が
与
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
（p 353-354

）。

サ
ウ
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
法
は
、
申
立
人
に
公
正
な
警
告
を
与
え
て
い
な
い
。
州
最
高
裁
の
先
例
は
、
一
貫
し
て
、
侵
入
前
の
告
知
の

証
明
が
必
要
で
あ
る
と
判
示
し
て
き
た
。
州
最
高
裁
が
こ
れ
と
異
な
る
先
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、
民
事
の
不
法
侵
入
に
関
す
る
判

例
に
す
ぎ
な
い
（p 355-357

）。
州
最
高
裁
は
、
ノ
ー
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
判
例
を
引
用
し
て
い
る
が
、
他
州
の
法
律
の
意
義
が
自
州

の
市
民
に
対
す
る
公
正
な
警
告
に
な
る
こ
と
は
極
め
て
稀
な
状
況
で
あ
り
、
本
件
で
そ
の
よ
う
な
状
況
は
存
在
し
な
い
（p 359-360

）。

ゴ
ー
ル
ド
バ
ー
グ
判
事
の
意
見
（
バ
ー
ガ
ー
長
官
が
同
調
）
は
、
法
廷
意
見
に
賛
成
す
る
と
と
も
に
、
本
件
同
様
、
人
種
差
別
に
反
対
す

る
座
込
み
を
不
法
侵
入
罪
で
処
罰
す
る
こ
と
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
、B

ell v. M
aryland,378 U

. S
. 318 

（1964

）
に
お
い
て

（
8
）

、
同

七
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判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
〇
七
）

判
事
が
述
べ
た
平
等
原
則
違
反
の
理
由
に
よ
っ
て
も
破
棄
を
支
持
し
、
ダ
グ
ラ
ス
判
事
の
意
見
も
、B

ell

判
決
で
同
判
事
が
述
べ
た
平

等
原
則
違
反
の
理
由
に
よ
っ
て
破
棄
を
支
持
す
る
（p 363

）。

ブ
ラ
ッ
ク
判
事
の
反
対
意
見
（
ハ
ー
ラ
ン
判
事
、
ホ
ワ
イ
ト
判
事
が
同
調
）
は
、B

ell

判
決
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
同
じ
よ
う
な
文
言
の

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
法
の
合
憲
性
を
認
め
て
お
り

（
9
）

、
本
件
の
法
律
も
違
憲
で
あ
る
ほ
ど
曖
昧
で
は
な
い
と
す
る
（p 367

）。

本
判
決
は
、
修
正
一
四
条
の
適
正
手
続
違
反
を
理
由
と
し
て
、
判
例
変
更
を
遡
及
適
用
し
た
州
最
高
裁
判
決
を
破
棄
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
理
由
付
け
に
お
い
て
、
立
法
に
よ
る
遡
及
処
罰
と
判
例
変
更
に
よ
る
遡
及
処
罰
を
同
視
し
て
い
る
点
で
、
実
質
的
に
は
、
事
後

法
禁
止
条
項
を
修
正
一
四
条
の
適
正
手
続
条
項
を
通
じ
て
州
に
適
用
し
た
と
評
価
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
次

の
連
邦
最
高
裁
判
決
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。

M
arks v. U

nited States, 430 U
.S. 188 

（1977

）

事
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
申
立
人
は
連
邦
の
わ
い
せ
つ
物
運
搬
罪
で
起
訴
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
公
判
が
始
ま
る
前
に
、
最
高

裁
は
、M

iller v. C
alifornia, 413 U

. S
. 15

（1973
）
で
、
ハ
ー
ド
コ
ア
ポ
ル
ノ
を
修
正
一
条
の
保
護
か
ら
除
外
す
る
新
基
準
を
示
し
た
。

裁
判
に
お
い
て
申
立
人
は
、M

em
oirs v. M

assachusetts, 383 U
. S

. 413 

（1966

）
の
「
表
現
に
社
会
的
価
値
が
ま
っ
た
く
な
い
と
い

え
な
け
れ
ば
保
護
さ
れ
る
」
と
の
基
準
に
基
づ
い
て
陪
審
に
対
す
る
説
示
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
地
区
裁
判
所
は
、

申
立
人
の
主
張
を
否
定
し
て
、M

iller

判
決
の
基
準
で
説
示
を
行
い
、
申
立
人
は
有
罪
と
な
っ
た
。
控
訴
裁
判
所
が
こ
れ
を
是
認
し
た
た

め
、
上
告
が
申
し
立
て
ら
れ
た
。

パ
ウ
エ
ル
判
事
の
法
廷
意
見
は
、B

ouie

判
決
を
引
用
し
て
、M

iller

判
決
の
新
基
準
を
申
立
人
に
不
利
に
遡
及
適
用
す
る
こ
と
は
、

七
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
〇
八
）

修
正
五
条
が
保
障
す
る
適
正
手
続
に
違
反
す
る
と
し
て
、
有
罪
判
決
を
破
棄
し
た
（
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
全
員
一
致
）。
法
廷
意
見
は
、
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

事
後
法
禁
止
条
項
は
立
法
府
の
権
限
に
対
す
る
制
約
で
あ
り
、
司
法
部
に
対
す
る
直
接
の
適
用
は
な
い
。
し
か
し
、
同
条
項
の
基
礎
に

あ
る
、
刑
罰
を
科
さ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
公
正
な
警
告
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
と
の
考
え
は
、
我
々
の
憲
法
的
自
由
の
概
念
の
基
本
で
あ

り
、
修
正
五
条
の
適
正
手
続
条
項
に
よ
っ
て
裁
判
所
に
対
し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
。B

ouie

判
決
は
、「
刑
罰
法
規
の
司
法
に
よ
る
予
測

不
能
な
拡
張
が
遡
及
的
に
適
用
さ
れ
る
と
、
憲
法
第
一
条
第
一
〇
章
が
禁
止
す
る
事
後
法
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
働
く
。
…
州
の
立
法

者
が
事
後
法
禁
止
条
項
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
な
ら
、
州
最
高
裁
も
司
法
解
釈
に
よ
っ
て
ま
っ
た

く
同
じ
結
果
を
達
成
す
る
こ
と
を
適
正
手
続
条
項
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
」
と
判
示
し
た
。M

iller

判
決
がM

em
oirs

判
決
の
限
定
を

緩
和
し
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
そ
の
効
果
は
、B

ouie

判
決
に
お
け
る
新
解
釈
と
同
様
で
あ
る
。
申
立
人
は
、
新
基
準
が
適
用
さ
れ
る
こ

と
に
つ
い
て
公
正
な
警
告
を
受
け
て
い
な
い
の
で
、M

iller

判
決
の
新
基
準
を
申
立
人
に
適
用
す
る
こ
と
は
適
正
手
続
条
項
に
よ
っ
て
許

さ
れ
な
い
（p 192-193

）。

2　

連
邦
最
高
裁
の
新
判
例
│R

ogers

判
決

B
ouie

判
決
、M

arks

判
決
と
続
い
て
き
た
判
例
の
流
れ
は
、
し
か
し
、
次
のR

ogers

判
決
で
変
更
さ
れ
、
連
邦
最
高
裁
は
、
事
後

法
禁
止
か
ら
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
る
。

七
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判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
〇
九
）

R
ogers v. T

ennessee,532 U
.S. 451 

（2001

）

伝
統
的
コ
モ
ン
ロ
ー
で
は
、
一
年
一
日
以
内
に
被
害
者
が
死
亡
し
な
け
れ
ば
謀
殺
罪
は
成
立
し
な
い
と
い
う
一
年
一
日
ル
ー
ル
が
存
在

し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
で
も
同
様
の
原
則
が
認
め
ら
れ
て
き
た

（
10
）

。
し
か
し
、
科
学
・
医
学
の
進
歩
に
伴
い
、
同
ル
ー
ル
は
時
代
遅
れ
な
も

の
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
多
く
の
州
で
、
立
法
的
に
ま
た
は
司
法
的
に
廃
止
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
生
じ
た
の

が
本
件
で
あ
る
。

申
立
人
は
、
被
害
者
を
ナ
イ
フ
で
刺
し
、
約
一
五
ヶ
月
後
に
被
害
者
が
死
亡
し
た
。
申
立
人
は
、
一
審
で
第
二
級
謀
殺
罪
で
有
罪
と
な

り
、
控
訴
裁
判
所
は
、
本
件
行
為
前
に
施
行
さ
れ
て
い
た
量
刑
改
革
法
に
よ
っ
て
一
年
一
日
ル
ー
ル
は
廃
止
さ
れ
て
い
た
と
判
示
し
て
有

罪
判
決
を
是
認
し
た
。
テ
ネ
シ
ー
州
最
高
裁
は
、
控
訴
審
の
判
断
を
否
定
し
た
が
、
一
年
一
日
ル
ー
ル
の
根
拠
は
現
在
で
は
存
在
し
て
い

な
い
と
し
て
、
同
ル
ー
ル
を
廃
止
し
、
申
立
人
の
有
罪
判
決
を
是
認
し
た
。

オ
コ
ン
ナ
ー
判
事
の
法
廷
意
見
（
レ
ー
ン
キ
ス
ト
長
官
、
ケ
ネ
デ
ィ
ー
判
事
、
ス
ー
タ
ー
判
事
、
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
判
事
が
同
調
）
は
、
新
判
例
の

遡
及
適
用
は
適
正
手
続
条
項
に
違
反
す
る
と
の
申
立
人
の
主
張
を
否
定
し
て
、
州
最
高
裁
判
決
を
支
持
し
た
。
オ
コ
ン
ナ
ー
判
事
の
法
廷

意
見
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

事
後
法
禁
止
条
項
は
、
立
法
府
の
権
限
の
制
限
で
あ
り
、
司
法
部
に
対
す
る
直
接
適
用
は
な
い
。B

ouie

判
決
は
、
刑
罰
法
令
の
解
釈

が
行
為
前
に
存
在
し
た
法
令
を
参
照
す
る
こ
と
で
予
測
不
可
能
か
つ
擁
護
不
能
で
あ
る
場
合
に
遡
及
適
用
で
き
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

州
裁
判
所
の
解
釈
が
法
律
の
明
白
な
文
言
と
明
ら
か
に
齟
齬
し
、
先
例
の
支
持
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
公
正
な
警
告
の
原
則
に
反

す
る
と
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、B

ouie

判
決
の
判
示
に
は
、
申
立
人
が
主
張
す
る
よ
う
に
読
め
る
部
分
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

傍
論
で
あ
る
（p 457-459

）。

七
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
一
〇
）

事
後
法
禁
止
条
項
を
適
正
手
続
規
定
を
通
じ
て
裁
判
所
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
明
確
な
憲
法
の
文
言
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で

な
く
、
立
法
と
法
解
釈
と
の
間
の
制
度
的
・
文
脈
的
相
違
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
申
立
人
は
、
州
裁
判
所
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権

限
に
お
い
て
立
法
者
と
同
じ
法
制
定
機
能
を
果
た
し
て
お
り
、
事
後
法
禁
止
に
よ
る
立
法
者
の
権
限
の
制
限
を
正
当
化
す
る
の
と
同
種
類

の
政
治
的
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
さ
ら
さ
れ
得
る
と
主
張
す
る
が
、
裁
判
所
は
、
現
実
の
訴
訟
に
お
い
て
法
律
を
解
釈
す
る
だ
け
な
の
で
、
権

限
濫
用
の
機
会
は
立
法
者
よ
り
も
ず
っ
と
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
事
後
法
の
禁
止
を
司
法
の
意
思
決
定
に
導
入
す
る
こ
と
は
、
通
常

の
司
法
過
程
に
対
す
る
受
け
入
れ
が
た
い
制
約
と
な
る
。
特
に
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の
判
断
に
対
す
る
事
後
法
禁
止
原
則
の
厳
格
な
適
用
は
、

コ
モ
ン
ロ
ー
制
度
の
基
礎
で
あ
る
判
例
の
発
展
を
不
当
に
阻
害
す
る
で
あ
ろ
う
（p 460-461

）。

し
た
が
っ
て
、
刑
法
の
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
原
則
の
司
法
的
変
更
は
、「
行
為
前
に
示
さ
れ
た
法
律
を
参
照
す
る
こ
と
で
予
測
不
能
か
つ

擁
護
不
能
な
」
場
合
に
の
み
、
公
正
な
警
告
の
原
則
に
反
し
、
遡
及
効
が
認
め
ら
れ
な
い
。
テ
ネ
シ
ー
州
裁
判
所
に
よ
る
一
年
一
日
ル
ー

ル
の
廃
止
は
予
測
可
能
で
あ
っ
た
。
ル
ー
ル
は
時
代
遅
れ
の
も
の
と
広
く
見
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
問
題
を
検
討
し
た
大
多
数
の
州
で
、
立

法
的
ま
た
は
司
法
的
に
廃
止
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
お
そ
ら
く
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
テ
ネ
シ
ー
州
に
お
い
て
も
、
行
為
者
の
犯
罪
の

時
点
で
、
同
ル
ー
ル
は
、
き
わ
め
て
あ
や
ふ
や
な
基
礎
し
か
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
謀
殺
罪
の
判
決
の
基
礎
と
さ
れ
た
こ
と

は
一
度
も
な
く
、
判
例
集
で
過
去
に
三
度
し
か
言
及
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
す
べ
て
傍
論
で
あ
る
（p 462-464

）。

以
上
の
法
廷
意
見
に
対
し
て
、
ス
キ
ャ
リ
ア
判
事
の
次
の
よ
う
な
反
対
意
見
（
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
判
事
、
ト
ー
マ
ス
判
事
が
同
調
、
ブ
レ

ア
ー
判
事
が
後
半
部
分
に
同
調
）
が
付
さ
れ
て
い
る
。

B
ouie

判
決
の
レ
イ
シ
オ
・
デ
シ
デ
ン
ダ
イ
は
、
事
後
法
禁
止
条
項
に
よ
っ
て
立
法
者
に
適
用
さ
れ
る
原
則
は
、
裁
判
所
の
行
為
に
つ

い
て
は
適
正
手
続
条
項
に
含
ま
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。B

ouie

判
決
と
そ
の
後
の
判
決
が
問
題
に
し
て
い
る
公
正
な
警
告
は
、
法
が

七
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判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
一
一
）

変
更
さ
れ
る
こ
と
の
告
知
で
は
な
く
、
行
為
時
に
何
が
犯
罪
と
な
る
か
に
つ
い
て
の
公
正
な
警
告
で
あ
る
。B

ouie

判
決
に
よ
れ
ば
、
予

測
不
可
能
で
擁
護
で
き
な
い
遡
及
的
変
更
だ
け
が
悪
い
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
遡
及
的
変
更
が
悪
い
の
で
あ
る
。
法
改
正
が
立
法
者
に

よ
っ
て
事
前
に
告
知
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
事
後
法
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（p 468-470

）。
仮
に
、
法
廷
意
見
の
よ
う

に
予
測
可
能
性
を
害
す
る
場
合
に
の
み
判
例
変
更
の
遡
及
適
用
が
適
正
手
続
に
反
す
る
と
解
し
て
も
、
本
件
で
公
正
な
警
告
が
あ
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
時
代
遅
れ
と
見
ら
れ
て
い
る
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
犯
罪
要
件
は
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
法
廷
意
見
は
、
最
近
こ
の
問

題
を
検
討
し
た
大
多
数
の
州
が
廃
止
し
た
と
い
う
が
、
な
ぜ
廃
止
を
検
討
し
な
か
っ
た
州
を
計
算
に
入
れ
な
い
の
か
、
な
ぜ
多
く
の
州
が

立
法
に
よ
っ
て
変
更
し
、
司
法
的
に
廃
止
し
た
州
が
将
来
的
に
の
み
変
更
し
た
こ
と
を
計
算
に
入
れ
な
い
の
か
不
明
で
あ
る

（
11
）（p 478-479

）。

こ
の
他
、
法
廷
意
見
は
刑
法
を
遡
及
的
に
変
更
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
過
小
評
価
し
て
い
る
と
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
判
事
の
反
対
意
見

と
、
法
廷
意
見
の
判
断
枠
組
み
に
は
賛
成
す
る
が
、
申
立
人
が
公
正
な
警
告
を
受
け
て
い
た
と
い
う
結
論
に
は
反
対
す
る
ブ
ラ
イ
ア
ー
判

事
の
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
。

3　

R
ogers

判
決
の
評
価

R
ogers

判
決
の
法
廷
意
見
は
、
一
年
一
日
ル
ー
ル
を
検
討
し
た
二
三
法
域
が
同
ル
ー
ル
を
廃
止
し
て
い
る
こ
と
を
申
立
人
の
予
見
可

能
性
が
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
理
由
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
が
、
ス
キ
ャ
リ
ア
判
事
の
反
対
意
見
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
多
く
は
立
法

に
よ
る
変
更
で
あ
り
（
当
然
、
遡
及
適
用
は
で
き
な
い
）、
判
例
に
よ
っ
て
同
ル
ー
ル
を
廃
止
し
た
一
〇
法
域
の
う
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
判
例
変

更
を
遡
及
適
用
し
て
い
な
い
。
同
ル
ー
ル
の
遡
及
適
用
を
明
示
的
に
認
め
た
の
は
、B

ouie

判
決
以
前
に
、
一
年
一
日
ル
ー
ル
は
実
体
法

で
は
な
く
証
拠
法
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
遡
及
適
用
を
認
め
た
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
州
最
高
裁
の
判
例
が
あ
る
だ
け
で
あ
る

（
12
）

。
ニ
ュ
ー

七
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
一
二
）

ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
、
ミ
シ
ガ
ン
州
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
区
、
ノ
ー
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
、

ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
の
各
判
例
は
、
い
ず
れ
も
、
一
年
一
日
ル
ー
ル
を
将
来
的
に
の
み
廃
止
し
、
当
該
事
件
の
被
告
人
に
適
用
す
る
こ
と

を
否
定
し
て
い
る

（
13
）

。

以
上
はR

ogers
判
決
が
出
る
前
の
状
況
で
あ
る
が
、R

ogers

判
決
後
も
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
最
高
裁
は
、
刑
事
責
任
の
遡
及
適
用

は
、
法
の
支
配
（rule of law

）
と
裁
判
所
の
法
に
対
す
る
忠
実
さ
を
損
な
い
、
司
法
の
イ
メ
ー
ジ
を
汚
す
も
の
と
見
ら
れ
得
る
こ
と
を

指
摘
し
て
、
一
年
一
日
ル
ー
ル
を
不
遡
及
的
に
変
更
し
て
い
る

（
14
）

。

R
ogers

判
決
は
、
五
対
四
の
僅
差
の
判
決
で
あ
り
、
学
説
上
も
批
判
が
強
い
。
主
な
批
判
の
第
一
は
、
立
法
者
の
権
限
と
同
様
に
州

最
高
裁
の
権
限
も
事
後
法
禁
止
条
項
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
す
るB

ouie

判
決
の
判
示
は
、
法
廷
意
見
が
い
う
よ
う
な
傍
論
で
は
な
く
、

反
対
意
見
が
い
う
よ
う
に
、
レ
イ
シ
オ
・
デ
シ
デ
ン
ダ
イ
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
批
判
は
正
当
な
も
の
で
あ
り
、

R
ogers

判
決
は
、
実
質
的
に
はB

ouie

判
決
お
よ
びM

arks

判
決
を
変
更
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
批
判
の
第
二
は
、
事
後

法
の
禁
止
の
主
た
る
目
的
は
、
予
測
可
能
性
の
保
障
よ
り
も
、
法
の
支
配
の
確
保
に
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。R

ogers

判
決
後
に

出
さ
れ
た
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
最
高
裁
のP

icotte
判
決
も
、
法
の
支
配
の
確
保
を
強
調
し
て
、
判
例
変
更
を
遡
及
適
用
し
な
か
っ
た
。

批
判
の
第
三
は
、
法
廷
意
見
は
、
事
後
法
禁
止
原
則
の
厳
格
な
適
用
は
判
例
法
の
発
展
を
阻
害
す
る
と
す
る
が
、
判
例
を
将
来
的
に
変
更

す
る
こ
と
で
判
例
の
発
展
が
阻
害
さ
れ
る
理
由
が
明
ら
か
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る

（
15
）

。

そ
も
そ
も
、B

ouie

判
決
の
よ
う
に
事
後
法
の
禁
止
の
問
題
（
た
だ
し
、
州
に
対
し
て
は
修
正
一
四
条
の
適
正
手
続
条
項
を
通
じ
て
適
用
さ
れ

る
）
と
す
る
こ
と
とR

ogers

判
決
の
よ
う
に
適
正
手
続
の
問
題
と
す
る
こ
と
で
何
が
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
適
正
手
続
の
内
容
が
一
義

的
に
定
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
明
確
で
な
い
点
は
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

八
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判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
一
三
）

る
。
ス
キ
ャ
リ
ア
判
事
の
反
対
意
見
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
事
後
法
の
禁
止
の
問
題
だ
と
す
る
と
、
判
例
変
更
の
予
測
可
能
性
が
あ
っ
て

も
遡
及
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
改
正
が
事
前
に
予
告
さ
れ
て
い
て
も
（
さ
ら
に
言
え
ば
、
法
改
正
後
の
行
為
で
あ
っ
て
も
、
法
施
行

前
の
行
為
で
あ
れ
ば
）、
新
法
を
遡
及
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
適
正
手
続
の
問
題
だ
と
す
れ
ば
、

予
測
可
能
で
信
頼
の
侵
害
が
な
け
れ
ば
、
遡
及
適
用
は
許
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
事
後
法
の
禁
止
の
問
題
で
あ

れ
ば
、
そ
の
法
域
の
判
例
し
か
問
題
に
な
ら
な
い
の
に
対
し
て
、
予
測
可
能
性
の
問
題
で
あ
れ
ば
、
他
法
域
の
動
向
も
考
慮
し
て
判
断
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
柔
軟
な
判
断
が
可
能
に
な
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

4　

ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
判
例
か
ら
の
示
唆

ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
判
は
、B

ouie
判
決
に
よ
っ
て
、
事
後
法
の
禁
止
を
適
正
手
続
条
項
に
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
に

よ
る
判
例
変
更
に
も
実
質
的
に
事
後
法
の
禁
止
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
解
し
た
。B

ouie

判
決
は
、
そ
の
後
、R

ogers

判
決
に
よ
っ
て

変
更
さ
れ
た
が
、R

ogers

判
決
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
評
判
が
悪
く
、
筆
者
もB

ouie

判
決
の
方
が
妥
当
だ
と
考
え
る
。
ア
メ
リ
カ
連
邦

憲
法
と
違
っ
て
、
わ
が
国
の
憲
法
三
九
条
に
は
、
判
例
変
更
に
事
後
法
の
禁
止
を
適
用
す
る
こ
と
の
文
言
上
の
問
題
も
な
い
の
で
、

B
ouie

判
決
に
な
ら
っ
て
、
わ
が
国
で
も
判
例
変
更
に
事
後
法
の
禁
止
の
適
用
が
あ
り
、
不
遡
及
的
変
更
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る

こ
と
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る

（
16
）

。

そ
れ
で
は
、R

ogers

判
決
か
ら
学
ぶ
点
が
な
い
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
判
例
の
不
遡
及
的
変

更
と
い
う
手
法
が
定
着
し
て
お
り
、
こ
れ
を
憲
法
上
の
要
請
と
す
るB

ouie
判
決
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
素
地
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

わ
が
国
で
は
、
判
例
の
不
遡
及
的
変
更
と
い
う
手
法
は
未
知
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
採
用
す
る
こ
と
に
は
抵
抗
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

八
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
一
四
）

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
判
例
変
更
の
不
遡
及
適
用
の
問
題
を
国
民
の
予
測
可
能
性
の
保
障
と
と
ら
え
て
、
こ
れ
を
適
正
手
続
保
障
の
内
容
と

す
る
、R

ogers

判
決
の
方
が
わ
が
国
に
は
受
け
入
れ
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
批
判
さ
れ
て
い
るR

ogers

判
決
も
、
わ

が
国
か
ら
す
れ
ば
参
照
す
る
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
17
）

。

も
ち
ろ
ん
、
適
正
手
続
と
事
後
法
禁
止
は
考
え
方
と
共
通
し
て
い
る
し
、
事
後
法
禁
止
と
区
別
さ
れ
た
適
正
手
続
の
内
容
も
明
確
な
も

の
で
は
な
い
。
そ
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
適
正
手
続
の
問
題
と
し
て

扱
う
方
が
よ
り
柔
軟
な
処
理
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
通
説
の
よ
う
に
違
法
性
の
錯
誤
の
問
題
と
し
て
扱
う
場
合
と
適

正
手
続
の
問
題
と
し
て
扱
う
場
合
の
違
い
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
違
法
性
の
錯
誤
で
あ

れ
ば
、
個
々
の
行
為
者
の
旧
判
例
に
対
す
る
現
実
の
信
頼
が
問
題
に
な
る
の
に
対
し
て
、
適
正
手
続
の
問
題
で
あ
れ
ば
、
国
民
の
旧
判
例

に
対
す
る
信
頼
と
新
判
例
の
内
容
に
対
す
る
予
測
可
能
性
が
問
題
と
な
る
こ
と

（
18
）

、
お
よ
び
、
違
法
性
の
錯
誤
で
あ
れ
ば
、
一
般
に
法
定
刑

に
対
す
る
信
頼
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
適
正
手
続
で
あ
れ
ば
、
刑
の
重
さ
に
対
す
る
信
頼
も
問
題
と
な
り

得
る
こ
と
、
な
ど
の
違
い
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
点
で
も
適
正
手
続
の
問
題
と
し
て
扱
う
方
が
優
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

次
節
で
は
、
わ
が
国
の
最
高
裁
に
よ
る
判
例
変
更
を
適
正
手
続
の
観
点
か
ら
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

三　

日
本
の
最
高
裁
に
よ
る
判
例
変
更

1　

最
高
裁
判
例
の
変
更

最
高
裁
の
判
例
変
更
に
つ
い
て
は
、
西
野
喜
一
氏
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
何
が
判
例
で
何
が
判
例
変
更
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か

八
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判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
一
五
）

で
は
な
い
が
、
同
研
究
に
よ
る
と
、
一
九
九
二
年
ま
で
の
最
高
裁
に
よ
る
明
示
的
判
例
変
更
は
民
事
一
七
件
、
刑
事
二
〇
件
、
黙
示
的
判

例
変
更
は
民
事
五
件
、
刑
事
六
件
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
刑
事
判
例
で
本
稿
が
対
象
と
す
る
刑
法
の
解
釈
に
関
す
る
も
の
は
、
以
下
の

一
二
件
で
あ
る

（
19
）

（
被
告
人
に
不
利
な
判
例
に
は
末
尾
に
＊
を
付
し
た
）。

①
最
大
判
昭
和
三
二
年
一
〇
月
九
日
刑
集
一
一
巻
一
〇
号
二
四
九
七
頁
は
、「
外
国
と
み
な
さ
れ
て
い
た
地
域
に
対
す
る
貨
物
無
免
許

輸
入
の
罪
と
右
地
域
が
外
国
と
み
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
刑
の
廃
止
の
有
無
」
を
積
極
に
解
し
て
、
消
極
に
解
し
て
い
た
判
例

（
最
大
判
昭
和
三
〇
・
二
・
二
三
刑
集
九
巻
二
号
三
四
四
頁
等
）
を
変
更
し
た
。

②
最
大
判
昭
和
四
一
年
一
〇
月
二
六
日
刑
集
二
〇
巻
八
号
九
〇
一
頁
〔
全
逓
中
郵
事
件
〕
は
、
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
一
七
条

第
一
項
に
違
反
し
て
な
さ
れ
た
争
議
行
為
に
も
労
働
組
合
法
第
一
条
第
二
項
の
適
用
が
あ
る
と
判
示
し
て
、
最
二
判
昭
和
三
八
年
三
月

一
五
日
刑
集
一
七
巻
二
号
二
三
頁
を
変
更
し
た
。

③
最
大
判
昭
和
四
四
年
六
月
二
五
日
刑
集
二
三
巻
七
号
九
七
五
頁
は
、
刑
法
二
三
〇
条
の
二
第
一
項
の
真
実
性
の
誤
信
に
つ
い
て
、
誤

信
し
た
こ
と
に
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
名
誉
毀
損
罪
は
成
立
し
な
い
と
判
示
し
て
、
最
一
判
昭
和
三
四
年
五
月
七
日
刑
集
一
三
巻

五
号
六
四
一
頁
を
変
更
し
た
。

④
最
大
判
昭
和
四
六
年
七
月
一
四
日
刑
集
二
五
巻
五
号
六
九
〇
頁
は
、
弁
護
士
法
七
二
条
本
文
は
、
弁
護
士
で
な
い
者
が
、
報
酬
を
得

る
目
的
で
、
業
と
し
て
法
律
事
務
を
取
り
扱
い
ま
た
は
周
旋
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
規
定
で
あ
る
と
し
て
、
従
来
の
判
例
（
最
決
昭
和

三
九
・
二
・
二
八
刑
集
一
八
巻
二
号
七
三
頁
等
）
を
変
更
し
た
。

⑤
最
大
判
昭
和
四
八
年
四
月
四
日
刑
集
二
七
巻
三
号
二
六
五
頁
は
、
刑
法
二
〇
〇
条
は
憲
法
一
四
条
一
項
に
違
反
し
無
効
で
あ
る
と
判

示
し
、
従
前
の
判
例
（
最
大
判
昭
和
二
五
・
一
〇
・
二
五
刑
集
四
巻
一
〇
号
二
一
二
六
頁
等
）
を
変
更
し
た
。

八
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
一
六
）

⑥
最
大
判
昭
和
四
八
年
四
月
二
五
日
刑
集
二
七
巻
四
号
五
四
七
頁
〔
全
農
林
警
職
法
事
件
〕
は
、
国
家
公
務
員
法
の
争
議
行
為
あ
お
り

罪
の
成
立
範
囲
を
限
定
す
る
い
わ
ゆ
る
二
重
の
絞
り
論
を
採
用
し
た
最
大
判
昭
和
四
四
年
四
月
二
日
刑
集
二
三
巻
五
号
六
八
五
頁
〔
全
司

法
仙
台
事
件
〕
を
変
更
し
た
（
＊
）。

⑦
最
大
判
昭
和
四
九
年
五
月
二
九
日
刑
集
二
八
巻
四
号
一
一
四
頁
は
、
酒
酔
い
運
転
と
業
務
上
過
失
致
死
は
併
合
罪
に
あ
た
る
と
判
示

し
、
最
決
昭
和
三
三
年
四
月
一
〇
日
刑
集
一
二
巻
五
号
八
七
七
頁
を
変
更
し
た
（
＊
）。

⑧
最
大
判
昭
和
四
九
年
五
月
二
九
日
刑
集
二
八
巻
四
号
一
五
一
頁
は
、
無
免
許
運
転
と
酒
酔
い
運
転
は
観
念
的
競
合
に
あ
た
る
と
判
示

し
、
最
判
昭
和
四
二
年
六
月
九
日
裁
判
集
刑
事
一
六
三
号
五
一
一
頁
を
変
更
し
た
。

⑨
最
大
判
昭
和
四
九
年
五
月
二
九
日
刑
集
二
八
巻
四
号
一
六
八
頁
は
、
車
検
切
れ
車
両
の
運
転
と
無
免
許
運
転
は
観
念
的
競
合
に
あ
た

る
と
判
示
し
、
最
二
決
昭
和
四
〇
年
一
月
二
九
日
刑
集
一
九
巻
一
号
二
六
頁
を
変
更
し
た
。

⑩
最
大
判
昭
和
五
一
年
五
月
二
一
日
刑
集
三
〇
巻
五
号
一
一
七
八
頁
〔
岩
手
学
テ
事
件
〕
は
、
地
方
公
務
員
法
の
争
議
行
為
あ
お
り
罪

の
成
立
範
囲
を
限
定
す
る
い
わ
ゆ
る
二
重
の
絞
り
論
を
採
用
し
た
最
大
判
昭
和
四
四
年
四
月
二
日
刑
集
二
三
巻
五
号
三
〇
五
頁
〔
都
教
組

事
件
〕
を
変
更
し
た
（
＊
）。

⑪
最
大
判
昭
和
五
一
年
九
月
二
二
日
刑
集
三
〇
巻
八
号
一
六
四
〇
頁
は
、
報
告
義
務
違
反
と
救
護
義
務
違
反
は
観
念
的
競
合
に
あ
た
る

と
判
示
し
、
最
大
判
昭
和
三
八
年
四
月
一
七
日
刑
集
一
七
巻
三
号
二
二
九
頁
を
変
更
し
た
。

⑫
最
大
判
昭
和
五
二
年
五
月
四
日
刑
集
三
一
巻
三
号
一
八
二
頁
〔
全
逓
名
古
屋
中
郵
事
件
〕
は
、「
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第

一
七
条
第
一
項
違
反
の
争
議
行
為
に
は
、
労
働
組
合
法
第
一
条
第
二
項
の
適
用
は
な
い
」
と
判
示
し
て
、
前
掲
②
判
例
を
変
更
し
た

（
＊
）。

八
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判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
一
七
）

西
野
氏
の
研
究
以
後
の
判
例
変
更
は
一
件
あ
る
。

⑬
最
大
判
平
成
一
五
年
四
月
二
三
日
刑
集
五
七
巻
四
号
四
六
七
頁
は
、
横
領
後
の
横
領
を
肯
定
し
て
、
最
判
昭
和
三
一
年
六
月
二
六
日

刑
集
一
〇
巻
六
号
八
七
四
頁
を
変
更
し
た
（
＊
）。

2　

大
審
院
判
例
の
変
更

大
審
院
判
例
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
西
野
氏
の
研
究

（
20
）

が
一
五
件
を
挙
げ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
刑
法
に
関
す
る
も
の
は
、
以
下
の
九
件
で

あ
る
。

⑭
最
二
判
昭
和
二
九
年
一
一
月
五
日
刑
集
八
巻
一
一
号
一
六
七
五
頁
は
、
金
銭
の
所
有
権
は
特
段
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
金
銭
の
占
有

の
移
転
と
共
に
移
転
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
金
銭
の
占
有
が
移
転
し
た
以
上
、
そ
の
占
有
移
転
の
原
由
た
る
契
約
が
法
律
上

無
効
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
金
銭
の
所
有
権
は
占
有
と
同
時
に
相
手
方
に
移
転
す
る
、
と
判
示
し
て
、
大
判
明
治
四
五
年
三
月
一
四
日
刑
録

一
八
輯
三
三
七
頁
を
変
更
し
、
金
銭
の
貸
付
け
に
つ
い
て
背
任
罪
の
成
立
を
認
め
た
原
判
決
を
是
認
し
た
（
＊
）。

⑮
最
一
判
昭
和
三
〇
年
七
月
七
日
刑
集
九
巻
九
号
一
八
一
六
頁
は
、
明
治
三
八
年
法
律
六
六
号
一
条
所
定
の
法
定
刑
の
減
軽
方
法
は
刑

法
施
行
法
二
一
条
に
よ
り
旧
刑
法
の
加
減
例
の
規
定
に
従
う
べ
き
も
の
と
し
て
、
現
行
刑
法
の
加
減
例
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
大
判

明
治
四
三
年
八
月
一
六
日
刑
録
一
六
輯
一
七
巻
一
四
五
七
頁
を
変
更
し
た
。

⑯
最
二
判
昭
和
三
二
年
九
月
一
三
日
刑
集
一
一
巻
九
号
二
二
六
三
頁
は
、
強
盗
利
得
罪
の
成
立
に
は
、
相
手
方
の
処
分
行
為
を
要
し
な

い
と
判
示
し
て
、
大
判
明
治
四
三
年
六
月
一
七
日
刑
録
一
六
輯
一
二
一
〇
頁
を
変
更
し
た
（
＊
）。

⑰
最
二
判
昭
和
三
四
年
八
月
二
八
日
刑
集
一
三
巻
一
〇
号
二
九
〇
六
頁
は
、
法
律
に
反
し
て
担
保
に
供
し
た
自
己
の
国
鉄
公
傷
年
金
証

八
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
一
八
）

書
を
欺
罔
手
段
を
用
い
て
交
付
さ
せ
た
行
為
に
つ
い
て
詐
欺
罪
の
成
立
を
認
め
、
大
判
大
正
七
年
九
月
二
五
日
刑
録
二
四
輯
一
二
一
九
頁

を
変
更
し
た
（
＊
）。

⑱
最
判
昭
和
三
五
年
三
月
一
日
刑
集
一
四
巻
三
号
二
〇
九
頁
は
、
郵
便
集
配
人
は
刑
法
上
の
公
務
員
で
あ
る
と
判
示
し
、
大
判
大
正
八

年
四
月
二
日
刑
録
二
五
輯
三
七
五
頁
を
変
更
し
た
（
＊
）。

⑲
最
大
判
昭
和
四
一
年
七
月
一
三
日
刑
集
二
〇
巻
六
号
六
二
三
頁
は
、
旧
衆
議
院
議
員
選
挙
法
一
一
二
条
一
項
に
関
し
て
、
選
挙
の
買

収
事
犯
に
お
い
て
、
金
銭
・
物
品
の
供
与
等
を
共
謀
し
た
者
相
互
の
間
で
、
そ
の
供
与
等
を
目
的
と
す
る
金
銭
・
物
品
の
授
受
が
行
わ
れ

て
も
、
交
付
ま
た
は
受
交
付
の
罪
を
構
成
す
る
も
の
で
な
い
と
し
た
大
審
院
判
例
（
大
判
昭
和
一
二
・
六
・
二
二
刑
集
一
六
巻
九
八
三
頁
、
大

判
昭
和
一
二
・
七
・
九
刑
集
一
六
巻
一
一
九
五
頁
）
を
変
更
し
て
、
同
法
を
継
受
し
た
公
職
選
挙
法
二
二
一
条
一
項
五
号
の
交
付
ま
た
は
受
交

付
の
罪
の
成
立
を
認
め
た
（
＊
）。

⑳
最
大
判
昭
和
四
五
年
七
月
一
日
刑
集
二
四
巻
七
号
三
九
九
頁
は
、
破
産
法
三
七
四
条
一
号
に
い
う
「
債
権
者
の
不
利
益
に
処
分
す
る

こ
と
」
と
は
、
債
権
者
全
体
に
絶
対
的
な
不
利
益
を
及
ぼ
す
行
為
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
特
定
の
債
権
者
に
対
す
る
弁
済
は
こ
れ
に
あ
た

ら
な
い
と
判
示
し
、
大
判
昭
和
一
〇
年
三
月
一
三
日
刑
集
一
四
巻
四
号
二
二
三
頁
を
変
更
し
た
。

㉑
最
一
決
昭
和
五
〇
年
三
月
二
〇
日
刑
集
二
九
巻
三
号
五
三
頁
は
、
森
林
法
一
九
七
条
に
い
う
産
物
と
は
、
森
林
か
ら
産
出
す
る
一
切

の
物
を
い
い
、
岩
石
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
と
判
示
し
、
大
判
大
正
九
年
一
〇
月
一
九
日
刑
録
二
六
輯
七
二
三
頁
を
変
更
し
た
。

㉒
最
一
判
昭
和
五
七
年
三
月
一
一
日
刑
集
三
六
巻
三
号
二
五
三
頁
は
、
刑
法
五
六
条
一
項
に
い
う
「
其
執
行
ヲ
終
リ
…
タ
ル
日
ヨ
リ
五

年
内
」
と
は
、
受
刑
の
最
終
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
以
内
を
い
う
と
判
示
し
、
大
判
大
正
五
年
一
一
月
八
日
刑
録
二
六
輯

一
七
〇
五
頁
を
変
更
し
た
（
＊
）。

八
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判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
一
九
）

以
上
の
他
に
、
筆
者
が
気
づ
い
た
も
の
と
し
て
、
次
の
三
件
が
あ
る
。

㉓
最
二
判
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
一
四
日
刑
集
九
巻
一
一
号
二
一
七
三
頁
は
、「
他
人
に
対
し
て
権
利
を
有
す
る
者
が
、
そ
の
権
利
を
実

行
す
る
こ
と
は
、
そ
の
権
利
の
範
囲
内
で
あ
り
且
つ
そ
の
方
法
が
社
会
通
念
上
一
般
に
忍
容
す
べ
き
も
の
と
認
め
ら
れ
る
程
度
を
超
え
な

い
限
り
、
何
等
違
法
の
問
題
を
生
じ
な
い
け
れ
ど
も
、
右
の
範
囲
程
度
を
逸
脱
す
る
と
き
は
違
法
と
な
り
、
恐
喝
罪
の
成
立
す
る
こ
と
が

あ
る
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
」
と
判
示
し
た
が
、
後
の
最
高
裁
判
決

（
21
）

は
、
同
判
決
に
よ
っ
て
大
審
院
判
例
が
変
更
さ
れ
た
と
し
て

い
る
（
＊
）。

㉔
最
大
判
昭
和
三
二
年
一
一
月
二
七
日
刑
集
一
一
巻
一
二
号
三
一
一
三
頁
は
、
両
罰
規
定
の
業
務
主
処
罰
に
つ
い
て
過
失
推
定
説
を
と

る
こ
と
を
判
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
過
失
不
要
説
を
と
っ
て
い
た
大
審
院
判
例
（
大
判
昭
和
一
七
年
九
月
一
六
日
刑
集
二
一
巻
四
一
七
頁
等
）

を
黙
示
的
に
変
更
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

㉕
最
二
判
昭
和
三
五
年
一
一
月
一
八
日
刑
集
一
四
巻
一
三
号
一
七
一
三
頁
は
、
威
力
を
用
い
て
国
鉄
の
貨
車
運
行
業
務
を
妨
害
し
た
所

為
を
威
力
業
務
妨
害
罪
に
問
擬
し
た
原
判
決
は
正
当
で
あ
る
、
と
判
示
し
た
。
最
大
判
昭
和
四
一
年
一
一
月
三
〇
日
刑
集
二
〇
巻
九
号

一
〇
七
六
頁
は
、
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
、
公
務
は
業
務
に
含
ま
れ
な
い
と
し
た
大
審
院
判
例
（
大
判
大
正
四
・
五
・
二
一
刑
録
二
一
輯
六
六
三

頁
、
大
判
大
正
一
〇
・
一
〇
・
二
四
刑
録
二
七
輯
六
四
三
頁
）
は
変
更
さ
れ
た
と
し
て
い
る
（
＊
）。

西
野
氏
の
研
究
以
後
の
判
例
変
更
と
し
て
次
の
二
件
が
あ
る
。

㉖
最
判
平
成
一
五
年
三
月
一
一
日
刑
集
五
七
巻
三
号
二
九
三
頁
は
、
刑
法
二
三
三
条
に
い
う
信
用
に
は
、
人
の
支
払
能
力
又
は
支
払
意

思
に
対
す
る
社
会
的
な
信
頼
の
ほ
か
、
販
売
す
る
商
品
の
品
質
等
に
対
す
る
社
会
的
な
信
頼
が
含
ま
れ
る
と
し
て
大
審
院
判
例
（
大
判
大

正
五
・
一
二
・
一
八
刑
録
二
二
輯
一
九
〇
九
頁
、
大
判
昭
和
八
・
四
・
一
二
刑
集
一
二
巻
五
号
四
一
三
頁
）
を
変
更
し
た
（
＊
）。八

七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
二
〇
）

㉗
最
判
平
成
一
七
年
四
月
四
日
刑
集
五
九
巻
三
号
二
八
三
頁
は
、
人
を
恐
喝
す
る
目
的
で
監
禁
し
た
場
合
、
監
禁
罪
と
恐
喝
未
遂
罪
は

併
合
罪
に
な
る
と
し
て
、
大
判
大
正
一
五
年
一
〇
月
一
四
日
刑
集
五
巻
一
〇
号
四
五
六
頁
を
変
更
し
た
（
＊
）。

3　

判
例
変
更
の
評
価

最
高
裁
に
よ
る
判
例
変
更
の
多
く
は
被
告
人
に
有
利
な
も
の
で
あ
る
。
不
利
な
も
の
と
し
て
は
、
ま
ず
⑦
が
あ
る
が
、
罪
数
の
問
題
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
旧
判
例
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
は
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
な
い
事
例
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
の
量
刑
に
つ
い
て
も
実

質
的
不
利
益
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
事
例
と
評
価
さ
れ
て
い
る

（
22
）

。
ま
た
、
⑥
⑩
⑫
は
、
短
期
間
に
判
例
変
更
を
す
る
こ
と
の
是
非
は
別
と
し

て
、
い
ず
れ
も
被
告
人
の
行
為
は
旧
判
例
の
前
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
旧
判
例
に
対
す
る
信
頼
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
事
例
で
あ
る
。

な
お
、
判
例
変
更
の
遡
及
適
用
を
認
め
た
前
掲
最
判
平
成
八
年
一
一
月
一
八
日
〔
岩
手
教
組
事
件
〕
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
河
合
補
足
意

見
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
被
告
人
が
犯
行
に
及
ん
だ
の
は
昭
和
四
九
年
三
月
で
、
当
時
、
地
方
公
務
員
法
の
分
野
で
は
前
掲
最
大
判
昭
和

四
四
・
四
・
二
〔
都
教
組
事
件
〕
が
判
例
で
あ
っ
た
が
、
国
家
公
務
員
法
の
分
野
で
は
⑥
〔
全
農
林
警
職
法
事
件
〕
が
出
さ
れ
、「
都
教

組
事
件
判
例
の
基
本
的
な
法
理
は
明
確
に
否
定
さ
れ
て
、
同
判
例
も
い
ず
れ
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
の
で
」、

都
教
組
事
件
判
例
に
憲
法
三
一
条
の
保
護
に
値
す
る
国
民
の
信
頼
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
⑬
で
あ
る
が
、
先
行
す
る
横
領
罪
に
公
訴
時
効
が
成
立
し
て
い
る
事
案
で
あ
り
、
旧
判
例
を
限
定
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
判
例
変

更
を
し
な
く
と
も
処
罰
で
き
た
例
と
も
い
え
る

（
23
）

。
そ
の
意
味
で
、
旧
判
例
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
が
侵
害
さ
れ
た
と
ま
で
は
い
え
な
い

（
適
正
手
続
違
反
と
ま
で
は
い
え
な
い
）
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
高
裁
判
例
の
変
更
に
比
べ
て
、
大
審
院
判
例
の
変
更
に
は
、
被
告
人
に
不
利
な
変
更
が
多
く
、
全
部
で
一
〇
件
（
⑭
⑯
⑰
⑱
⑲
㉒
㉓
㉕

八
八



判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
二
一
）

㉖
㉗
）
あ
る
。

ま
ず
⑭
に
つ
い
て
、
西
野
氏
は
、
判
例
変
更
が
な
け
れ
ば
被
告
人
が
無
罪
な
い
し
よ
り
軽
い
刑
で
済
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
事
案
で
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
被
告
人
に
不
利
な
変
更
で
は
な
い
と
評
し
て
お
り

（
24
）

、
賛
成
で
き
る
。

⑯
に
つ
い
て
、
西
野
氏
は
、
適
法
な
行
為
を
突
然
違
法
と
す
る
よ
う
な
判
例
変
更
で
は
な
い
し
、
殺
人
未
遂
と
強
盗
殺
人
未
遂
と
で
法

定
刑
の
上
限
は
同
じ
で
あ
り
、
も
っ
と
軽
い
刑
で
済
む
と
思
っ
て
犯
行
に
及
ん
だ
と
い
う
事
情
も
本
件
で
は
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る

（
25
）

。
し

か
し
、
殺
人
未
遂
と
強
盗
殺
人
未
遂
で
は
量
刑
が
異
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
適
正
手
続
の
観
点
か
ら
は
、
問
題
が
な
い
と
は
い
え
な
い

と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
強
盗
利
得
罪
の
成
立
に
処
分
行
為
が
必
要
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
大
判
昭
和
六
年
五
月
八
日

刑
集
一
〇
巻
二
〇
五
頁
が
不
要
説
を
と
っ
て
、
実
質
的
に
明
治
四
三
年
判
例
を
変
更
し
て
い
る
の
で
、
旧
判
例
に
対
す
る
信
頼
を
問
題
に

す
る
余
地
は
な
い
事
例
と
言
え
る
。

⑰
に
つ
い
て
、
西
野
氏
は
、「
こ
れ
ま
で
犯
罪
と
な
ら
な
か
っ
た
行
為
を
犯
罪
で
あ
る
と
宣
言
し
て
被
告
人
を
罪
に
問
う
た
も
の
で
あ

り
、
被
告
人
と
し
て
は
こ
れ
は
犯
罪
に
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
、
最
も
不
当
な
類
型
の
判
例
変
更
で
あ
る
と
思
う
」
と

す
る

（
26
）

。
も
っ
と
も
、
最
高
裁
は
、
す
で
に
、
最
二
判
昭
和
二
四
年
二
月
一
五
日
刑
集
三
巻
二
号
一
七
五
頁
お
よ
び
最
三
判
昭
和
二
四
年
四

月
一
一
日
刑
集
四
巻
四
号
四
二
八
頁
で
い
わ
ゆ
る
占
有
説
に
立
つ
こ
と
を
明
言
し
て
い
た
の
で

（
27
）

、
判
例
が
な
い
分
野
で
実
質
的
な
判
例
変

更
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
れ
ば
、
旧
判
例
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
は
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

前
述
し
た
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁
の
判
例
が
、
遡
及
適
用
が
可
能
な
時
点
を
、
形
式
的
に
判
例
を
変
更
し
た
時
点
で
は
な
く
、
旧

判
例
に
対
す
る
疑
問
を
明
言
し
た
時
点
と
し
て
い
る
こ
と
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

⑱
は
、
公
務
執
行
妨
害
罪
が
成
立
し
な
く
と
も
暴
行
に
よ
る
傷
害
罪
が
成
立
す
る
事
例
で
あ
り
、
実
際
に
も
公
務
執
行
妨
害
罪
と
傷
害

八
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
二
二
）

罪
の
観
念
的
競
合
と
し
て
重
い
傷
害
罪
の
刑
で
処
断
さ
れ
て
お
り
（
懲
役
六
月
執
行
猶
予
三
年
）、
実
質
的
な
不
利
益
は
な
か
っ
た
事
例
で

あ
ろ
う
。

⑲
は
、
旧
判
例
で
は
不
可
罰
で
あ
っ
た
行
為
を
可
罰
的
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
で
は
、
す
す
ん
で
選
挙
資
金
の
供
与
が

行
わ
れ
、
交
付
お
よ
び
受
交
付
の
罪
の
大
部
分
は
供
与
罪
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
事
例
な
の
で
、
実
質
的
な
不
利
益
は
な
か
っ
た
事
例
と
考

え
ら
れ
る
。

㉒
に
つ
い
て
、
西
野
氏
は
、
被
告
人
に
不
利
な
判
例
変
更
で
あ
る
が
、
懲
役
三
月
で
あ
る
か
ら
、
不
当
な
不
利
益
を
被
っ
た
と
は
い
え

な
い
で
あ
ろ
う
と
す
る

（
28
）

。

㉓
は
、
大
審
院
判
例
は
、
恐
喝
罪
が
成
立
し
な
い
場
合
に
も
、
暴
行
罪
・
脅
迫
罪
の
成
立
の
可
能
性
は
認
め
て
い
た
の
で
、
不
可
罰
の

行
為
を
可
罰
的
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
暴
行
罪
・
脅
迫
罪
と
恐
喝
罪
で
は
、
罪
質
も
罪
の
重
さ
も
相
当
違
う
の
で
、
大
審
院
判
例
の

理
解
に
も
よ
る
が
、
ま
っ
た
く
問
題
が
な
い
判
例
変
更
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
裁
判
所
は
、
恐
喝
罪
の
成
立
を
認
め
た
上
で
、
暴
行

罪
・
脅
迫
罪
の
法
定
刑
の
範
囲
内
で
量
刑
を
行
う
べ
き
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

㉕
の
一
審
判
決
は
、
公
務
は
業
務
に
含
ま
れ
な
い
と
し
て
無
罪
を
言
い
渡
し
て
お
り
、
大
審
院
判
例
で
は
不
可
罰
と
さ
れ
て
い
た
行
為

が
可
罰
的
と
さ
れ
た
事
例
だ
と
す
れ
ば
、
問
題
の
あ
る
判
例
変
更
と
い
え
る
。
し
か
し
、
本
件
の
原
判
決
（
福
岡
高
判
昭
和
三
一
・
六
・
二
九

高
刑
集
九
巻
七
号
六
七
一
頁
）
が
、「
現
業
傭
人
た
る
集
配
人
は
郵
便
電
信
及
び
電
話
官
署
現
業
傭
人
規
程
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
者
で
あ

る
が
、
職
員
で
な
い
か
ら
こ
れ
に
対
し
暴
行
を
為
し
以
て
そ
の
公
務
の
執
行
を
妨
害
し
た
る
と
き
は
、
刑
法
第
二
三
四
条
に
よ
り
業
務
妨

害
罪
を
構
成
す
る
が
、
同
法
第
九
五
条
の
公
務
執
行
妨
害
罪
は
構
成
し
な
い
と
す
る
大
審
院
判
例
（
大
正
八
年
四
月
二
日
判
決
二
五
輯
三
七
五

頁
）
も
あ
り
、
非
公
務
員
に
よ
る
公
務
の
執
行
に
際
し
て
は
、
威
力
業
務
妨
害
罪
の
成
立
を
是
認
し
て
い
る
。
従
つ
て
一
概
に
業
務
妨
害

九
〇



判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
二
三
）

罪
に
い
う
『
業
務
』
中
に
公
務
は
包
含
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
公
務
が
業
務
に
含
ま
れ
な
い

と
の
判
例
の
射
程
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
旧
判
例
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
が
適
正
手
続
に
違
反
す
る
程
度
に
侵
害
さ
れ
た
と
ま
で

は
い
え
な
い
と
解
す
る
余
地
も
あ
る
。

㉖
は
、
信
用
毀
損
罪
が
成
立
し
な
く
と
も
、
偽
計
業
務
妨
害
罪
は
成
立
す
る
か
ら
（
実
際
に
も
偽
計
業
務
妨
害
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
て
い

る
）、
行
為
者
の
旧
判
例
に
対
す
る
信
頼
を
害
し
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

㉗
は
、
罪
数
の
問
題
な
の
で
国
民
の
信
頼
の
保
護
は
あ
ま
り
問
題
と
な
ら
な
い
事
例
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
大
審
院
判
例
の
変
更
に
つ
い
て
は
、（
適
正
手
続
違
反
と
ま
で
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
）
ま
っ
た
く
問
題
が
な
い
と
は

い
え
な
い
も
の
も
見
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
大
審
院
の
判
例
は
、
最
高
裁
の
小
法
廷
限
り
で
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
お

り
（
29
）

、
高
裁
判
例
と
同
じ
位
置
づ
け
で
あ
る
か
ら
、
大
審
院
判
例
の
変
更
は
適
正
手
続
保
障
が
及
ぶ
判
例
変
更
に
は
含
ま
れ
な
い
と
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

（
30
）

。
刑
法
は
戦
前
と
戦
後
で
基
本
的
に
連
続
的
で
あ
り
、
刑
法
の
解
釈
に
つ
い
て
大
審
院
判
例
と
最
高
裁
判

例
を
分
け
る
理
由
は
な
い
と
い
う
考
え
も
あ
ろ
う
が
、
憲
法
が
変
わ
っ
て
、
司
法
の
権
限
が
強
化
さ
れ
、
裁
判
所
と
国
会
の
関
係
が
変
わ

れ
ば
、
判
例
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
の
保
護
も
異
な
っ
て
よ
い
、
と
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
適
正
手

続
に
よ
る
保
護
が
な
く
と
も
、
違
法
性
の
錯
誤
に
よ
る
個
別
的
免
責
は
可
能
で
あ
る
。

四　

お
わ
り
に

筆
者
は
、
憲
法
三
九
条
前
段
の
事
後
法
の
禁
止
は
判
例
変
更
に
も
妥
当
す
べ
き
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
発
展
し
て
き
た
判
例
の
不
遡
及

九
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
二
四
）

的
適
用
と
い
う
手
法
を
わ
が
国
に
も
導
入
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
判
例
が
こ
の
よ
う
な
見
解
を
採
用
す
る

見
込
み
は
当
面
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
を
憲
法
三
一
条
の
適
正
手
続
の
問
題
と
し
て
扱
い
、
適
正
手
続
に

反
し
な
い
判
例
変
更
の
仕
方
を
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

判
例
変
更
の
場
合
に
適
用
さ
れ
る
適
正
手
続
の
内
容
に
つ
い
て
の
詳
し
い
検
討
は
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
最
高
裁
判
所

が
、
あ
る
犯
罪
の
解
釈
に
つ
い
て
被
告
人
に
不
利
な
判
例
変
更
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
採
り
う
る
、
適
正
手
続
に
反
し
な
い
方
法
を
考

え
て
み
る
と
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
に
、
旧
判
例
の
下
で
も
当
該
犯
罪
で
有
罪
と
な
る
事
案
で
あ
れ
ば
、
判
例
変
更
を
行
っ
て
有
罪
と
し
て
も
、
適
正
手
続
に
違
反
す

る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
判
例
変
更
の
判
示
は
傍
論
に
す
ぎ
ず
、
判
例
変
更
の
不
遡
及
的
適
用
と
い
う
手
法
に
つ
い
て
は
、
常
に
こ

の
点
が
批
判
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
裁
判
所
法
の
下
で
、
判
例
が
厳
密
な
意
味
で
の
法
的
拘
束
力
を
持
つ
の
は
当
該
事
件
に

限
ら
れ
て
お
り
、
後
の
判
例
が
こ
れ
に
従
う
か
ど
う
か
が
不
確
実
な
の
は
、
判
旨
で
あ
っ
て
も
傍
論
で
あ
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
後
の
判

例
に
対
す
る
指
導
力
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
判
旨
か
傍
論
か
と
い
う
形
式
的
な
区
別
で
は
な
く
、
最
高
裁
判
所
が
そ
の
判
示
に
与
え
た

重
み
と
そ
の
説
得
力
で
あ
り
、
最
高
裁
判
所
に
よ
る
判
例
変
更
の
判
示
は
、
そ
れ
が
傍
論
で
あ
っ
て
も
、
判
旨
と
同
程
度
の
指
導
力
を
持

ち
得
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
旧
判
例
の
下
で
は
当
該
犯
罪
で
有
罪
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
他
の
よ
り
軽
い
犯
罪
で
は
有
罪
に
で
き
る
場
合
で
あ
れ
ば
、

判
例
を
変
更
し
た
上
で
、
そ
の
軽
い
犯
罪
の
法
定
刑
の
範
囲
内
で
量
刑
を
す
れ
ば
、
適
正
手
続
に
違
反
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
前

節
で
見
た
よ
う
に
最
高
裁
に
よ
る
被
告
人
に
不
利
な
判
例
変
更
の
多
く
は
、
実
際
の
量
刑
に
お
い
て
は
不
利
に
な
っ
て
い
な
い
と
評
価
し

う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

九
二



判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
二
五
）

第
三
に
、
旧
判
例
の
下
で
犯
罪
で
な
か
っ
た
行
為
を
新
た
に
犯
罪
と
す
る
場
合
、
前
節
で
見
た
窃
盗
罪
の
保
護
法
益
に
関
す
る
判
例
の

動
き
の
よ
う
に
、
判
例
変
更
が
不
要
な
事
例
に
お
い
て
旧
判
例
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
理
由
付
け
を
否
定
す
る
こ
と
で
将
来
の
判
例
変
更

を
示
唆
す
る
（
あ
る
い
は
実
質
的
に
判
例
を
変
更
す
る
）
こ
と
で
、
旧
判
例
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
否
定
し
、
そ
の
後
、
判
例
変
更
の
必

要
な
事
案
に
お
い
て
判
例
変
更
を
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
順
を
踏
め
ば
判
例
変
更
が
適
正
手
続
に
違
反
す
る
こ
と
は

な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
判
例
（
最
一
判
昭
和
四
五
・
一
・
二
九
刑
集
二
四
巻
一
号
一
頁
）
は
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
立
要
件
と
し
て
行
為
者
の
性
的
意

図
を
要
求
し
て
い
る
が
、
学
説
で
は
不
要
説
が
多
数
と
な
っ
て
い
る

（
31
）

。
最
高
裁
判
所
が
判
例
変
更
を
行
う
と
す
れ
ば
、
性
的
意
図
が
認
め

ら
れ
る
事
例
に
お
い
て
判
例
変
更
を
行
う
（
第
一
）、
性
的
意
図
が
認
め
ら
れ
な
い
事
例
に
お
い
て
判
例
変
更
を
行
い
強
要
罪
の
法
定
刑

の
範
囲
内
で
量
刑
を
行
う
（
第
二
）、
性
的
意
図
が
直
接
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
事
例
に
お
い
て
判
例
の
基
礎
と

な
っ
て
い
る
考
え
方
を
否
定
す
る
（
第
三
）
と
い
っ
た
方
法
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

船
山
泰
範
先
生
は
、
以
前
、「
来
る
二
一
世
紀
が
ど
ん
な
社
会
で
あ
っ
た
ら
よ
い
か
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
私
は
、『
差
別
と
偏
見
の
な

い
社
会
』
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。
む
ろ
ん
、
そ
の
実
現
は
困
難
な
道
を
歩
む
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
刑
事
司
法
も
そ
の
一
翼
を
担
っ
て

い
る
以
上
、
常
に
国
民
の
視
点
に
立
ち
つ
つ
前
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た

（
32
）

。
本
稿
は
、
不
十
分
で
は
あ
る
が
、

判
例
変
更
の
問
題
を
国
民
の
視
点
か
ら
考
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
船
山
先
生
が
古
稀
を
お
迎
え
に
な
ら
れ
る
こ
と
を
心
よ
り
お
祝

い
し
て
、
本
稿
を
献
げ
た
い
。

九
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
二
六
）

（
1
） 

近
時
の
下
級
審
判
決
（
東
京
高
判
平
成
一
九
・
九
・
二
六
判
タ
一
二
六
八
号
三
四
五
頁
）
は
、
夫
の
妻
に
対
す
る
強
姦
罪
の
成
立
を
認
め
て
い

る
。
現
在
、
法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
で
性
犯
罪
の
改
正
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
部
会
に
先
立
っ
て
開
催
さ
れ
た
検
討
会
に
お
け
る

こ
の
問
題
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、「『
性
犯
罪
の
罰
則
に
関
す
る
検
討
会
』
取
り
ま
と
め
報
告
書
」
一
〇
頁
以
下
（
二
〇
一
五
年
）（http://

w
w
w
.m

oj.go.jp/content/001162249.pdf

）
参
照
。

（
2
） 

我
が
国
で
は
、
判
例
の
解
釈
を
変
更
す
る
立
法
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
立
法
が
活
発
に
行
わ
れ
て

い
る
。S

ee, W
illiam

 N
.E

skridge,Jr., O
verriding S

uprem
e C

ourt S
tatutory Interpretation, 76 G

E
O
. L

.J. 1361, 1366 

（1988

）; 

R
ichard L

. H
asen, E

nd of the D
ialogue? P

olitical P
olarization,T

he S
uprem

e C
ourt, and C

ongres, 86 S
.C

al.L
.R

ev.205

（2012

）, 

R
. C

hristiansen &
 W

illiam
 N

. E
skridge, Jr., C

ongressional O
verrides of S

uprem
e C

ourt S
tatutory Interpretation 

D
ecisions,1967-2011, 92 T

ex. L
. R

ev. 1317 

（2013-2014

）.

判
例
変
更
の
問
題
を
検
討
す
る
上
で
は
、
裁
判
所
に
よ
る
変
更
だ
け
で
な
く
、
立

法
に
よ
る
変
更
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
将
来
の
課
題
と
し
た
い
。

（
3
） 

学
説
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
中
山
研
一
『
判
例
変
更
と
遡
及
処
罰
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
）
が
詳
し
い
。
判
例
変
更
に
も
事
後
法
禁
止
が

適
用
さ
れ
る
と
す
る
見
解
と
し
て
、
小
暮
得
雄
「
刑
事
裁
判
の
規
範
的
効
力
」
北
法
一
七
巻
四
号
六
六
一
頁
（
一
九
六
七
年
）、
西
原
春
夫
「
刑
事

裁
判
に
お
け
る
判
例
の
意
義
」
団
藤
重
光
＝
斎
藤
寿
郎
監
修
『
中
野
次
雄
判
事
還
暦
祝
賀　
刑
事
裁
判
の
課
題
』
三
一
一
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
七
二

年
）、
金
沢
文
雄
「
罪
刑
法
定
主
義
の
現
代
的
課
題
」
中
山
研
一
ほ
か
編
『
現
代
刑
法
講
座
第
一
巻
』
九
六
頁
（
成
文
堂
、
一
九
七
七
年
）、
村
井
敏

邦
「
判
例
変
更
と
罪
刑
法
定
主
義
」
一
論
七
一
巻
一
号
四
七
頁
以
下
（
一
九
七
四
年
）、
寺
崎
嘉
博
「
遡
及
処
罰
禁
止
原
則
に
お
け
る
判
例
変
更
の

法
的
機
能
」
Ｌ
Ｓ
三
六
号
一
三
八
頁
（
一
九
八
一
年
）、
高
橋
一
修
「
先
例
拘
束
性
と
憲
法
判
例
の
変
更
」
芦
部
信
喜
編
『
講
座
憲
法
訴
訟
第
三
巻
』

一
七
八
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）、
奥
村
正
雄
「
判
例
の
不
遡
及
的
変
更
」
現
刑
三
一
号
四
七
頁
（
二
〇
〇
一
年
）、
拙
稿
『
刑
法
総
論
の
考
え

方
・
楽
し
み
方
』
二
〇
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）、
君
塚
正
臣
「
判
例
の
拘
束
力

│
判
例
変
更
、
特
に
不
遡
及
的
判
例
変
更
も
含
め
て
」

横
浜
法
学
二
四
巻
一
号
八
七
頁
以
下
（
二
〇
一
五
年
）
な
ど
参
照
。
さ
ら
に
、
田
中
英
夫
「
判
例
の
不
遡
及
的
変
更
」
法
協
八
三
巻
七
・
八
号

一
〇
五
五
│
五
六
頁
（
一
九
六
六
）
参
照
。
な
お
、
河
上
和
雄
「
法
解
釈
の
変
遷
と
そ
の
限
界
」
判
タ
四
九
七
号
三
四
頁
（
一
九
八
三
年
）
は
、

「
実
体
法
上
は
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
な
が
ら
、
法
解
釈
の
変
遷
と
い
う
後
発
的
手
続
法
的
理
由
に
よ
り
処
罰
し
な
い
と
い
う
方
式
を
と
る
の

九
四



判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
二
七
）

が
最
も
妥
当
な
解
決
と
思
わ
れ
、
む
し
ろ
免
訴
判
決
に
準
じ
た
実
態
関
係
的
形
式
判
決
に
よ
る
の
が
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
す
る
。

（
4
） 

違
法
性
の
錯
誤
の
問
題
と
し
て
扱
う
見
解
と
し
て
、
鋤
本
豊
博
「
地
方
公
務
員
法
違
反
の
争
議
行
為
の
可
罰
性
（
下
）」
北
法
四
四
巻
六
号

一
九
三
三
頁
（
一
九
九
四
年
）、
萩
原
滋
『
罪
刑
法
定
主
義
と
刑
法
解
釈
』
二
三
一
│
三
二
頁
（
成
文
堂
、
一
九
九
八
年
）、
髙
山
佳
奈
子
「
判
評
」

ジ
ュ
リ
一
一
三
二
号
一
六
三
頁
（
一
九
九
八
年
）、
前
田
雅
英
「
可
罰
的
違
法
性
と
判
例
の
不
遡
及
変
更
」
警
察
学
論
集
五
一
巻
九
号
一
九
六
頁

（
一
九
九
八
年
）、
安
田
拓
人
「
判
例
の
不
利
益
変
更
と
遡
及
処
罰
の
禁
止
」
森
本
益
之
ほ
か
編
『
大
野
眞
義
先
生
古
稀
祝
賀　
刑
事
法
学
の
潮
流
と

展
望
』
五
八
頁
（
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
参
照
。

（
5
） C

alder v. B
ull, 3 D

all. 386, 390 

（1798

） （seriatim
 opinion of C

hase, J.

）.

（
6
） F

rank v. M
angum

,166 U
.S

.290,342

（1915

）.

ア
メ
リ
カ
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
田
中
・
前
掲
注（
3
）一
〇
〇
七
頁
以
下
、
村
井
・
前
掲
注

（
3
）三
四
頁
以
下
、
萩
原
・
前
掲
注（
4
）二
二
八
頁
以
下
参
照
。

（
7
） 

村
井
・
前
掲
注（
3
）三
六
頁
は
、「
理
論
的
に
は
、
被
告
人
の
主
観
的
側
面
に
着
眼
し
て
、
個
別
的
に
判
例
の
不
遡
及
効
を
否
定
す
る
考
え
方

は
、
法
宣
言
説
に
な
じ
み
、
一
般
的
に
遡
及
効
を
否
定
す
る
考
え
方
は
、
法
創
造
説
に
な
じ
む
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
両
者
が
明

確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
判
例
の
不
遡
及
的
変
更
と
い
う
主
張
の
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
と
も
い
え
よ
う
」
と
指
摘

し
て
い
る
。

（
8
） B

ell

判
決
の
事
案
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
に
座
込
み
を
し
た
黒
人
が
、
人
種
を
理
由
に
退
去
を
求
め
ら
れ
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
た
め
、
メ
リ
ー
ラ

ン
ド
州
の
不
法
侵
入
罪
で
有
罪
と
な
っ
た
が
、
同
州
は
、
そ
の
後
、
人
種
を
理
由
に
サ
ー
ビ
ス
を
拒
否
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
法
律
を
制
定
し
た
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ブ
レ
ナ
ン
判
事
の
法
廷
意
見
は
、
同
州
の
新
立
法
が
刑
の
廃
止
に
当
た
る
か
審
査
さ
せ
る
た
め
に
有
罪
判
決
を
破
棄
し
て
事

件
を
差
戻
し
た
が
（378 U

. S
. 239-41

）、
ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
に
お
け
る
人
種
隔
離
は
適
正
手
続
条
項
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
平
等

原
則
に
違
反
し
、
こ
れ
に
反
対
す
る
黒
人
を
処
罰
す
る
こ
と
は
適
正
手
続
条
項
に
違
反
す
る
と
述
べ
（378 U

. S
. 260

）、
ゴ
ー
ル
ド
バ
ー
グ
判
事

も
同
趣
旨
の
意
見
を
述
べ
て
い
た
（378 U

. S
. 286

）。

（
9
） 

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
の
不
法
侵
入
罪
は
、
立
入
り
拒
否
の
告
知
を
受
け
た
後
に
「
土
地
に
立
入
り
ま
た
は
横
切
る
（enter upon or cross over 

the land

）」
こ
と
を
禁
止･

処
罰
し
て
お
り
、
申
立
人
は
、
こ
の
規
定
を
不
退
去
行
為
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
犯
罪
の
公
正
な
警
告
な
し
に
処
罰
す

九
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
二
八
）

る
こ
と
に
な
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
主
張
を
、「
曖
昧
ゆ
え
無
効
」
の
主
張
と
し
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
の
反
対
意
見
だ
け
が
と
り
あ
げ
、
禁
止
行
為

に
不
退
去
が
含
ま
れ
る
と
の
州
裁
判
所
の
解
釈
は
不
合
理
な
も
の
で
は
な
く
、
法
律
の
規
定
は
「
曖
昧
ゆ
え
無
効
」
で
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る

（378 U
. S

. 324-25

）。

（
10
） S

ee, L
ouisville, E

vansville, &
 S

t. L
ouis, R

.R
. C

o. v. C
larke, 152 U

.S
. 230, 239

（1894

）.

（
11
） 

ス
キ
ャ
リ
ア
判
事
の
反
対
意
見
で
は
、
判
事
の
持
論
で
あ
る
「
原
意
主
義
」
に
基
づ
き
、
裁
判
所
は
「
法
」
を
発
見
す
る
だ
け
で
変
更
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
憲
法
起
草
時
の
考
え
で
あ
り
、
起
草
者
の
事
後
法
に
対
す
る
厳
し
い
考
え
が
、
法
廷
意
見
が
言
う
よ
う
に
、
立
法
府
に

だ
け
適
用
さ
れ
、
裁
判
所
の
権
限
に
対
す
る
伝
統
的
制
約
を
無
視
し
た
同
様
の
結
果
に
適
用
さ
れ
な
い
と
信
じ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
も
述
べ

て
い
る
（532 U

.S
. 477-478

）。

（
12
） C

om
m
onw

ealth v. L
add, 166 A

.2d 501 

（P
a.1960

）.

そ
の
他
、
フ
ロ
リ
ダ
州
控
訴
裁
判
所
の
判
決
（Jones v. D

ugger, 518 S
o. 2d 

295, 298 

（F
la. D

ist. C
t. A

pp. 1987

））
が
、
弁
護
人
の
援
助
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
が
問
題
と
な
っ
た
人
身
保
護
令
状
事
件
に
お
い
て
、
一
年

一
日
ル
ー
ル
の
遡
及
的
廃
止
が
認
め
ら
れ
る
と
判
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
判
例
と
し
て
の
価
値
に
は
疑
問
が
持
た
れ
て
い
る
。
実
際
に
も
、
フ
ロ
リ

ダ
州
議
会
は
、
立
法
に
よ
っ
て
同
ル
ー
ル
を
廃
止
し
て
い
る
（F

la. S
tat. §

 782.035 

（2007

））。
ま
た
、
オ
ハ
イ
オ
州
最
高
裁
は
、
故
殺
罪
に

一
年
一
日
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
が
（S

tate v. S
andridge, 365 N

.E
.2d 898, 899 

（O
hio C

t. C
om

m
. P

leas 1977

））、

遡
及
適
用
は
問
題
と
し
て
い
な
い
の
で
、
も
と
も
と
故
殺
罪
に
は
同
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
13
） S

tate v. Y
oung, 390 A

.2d 556 

（N
.J.1978

）;Com
m
onw

ealth v. L
ew

is, 409 N
.E

.2d 771 

（M
ass.1980

）;People v. S
tevenson, 331 

N
.W

.2d 143 

（M
ich. 1982

）; S
tate v. P

ine, 524 A
.2d 1104 

（R
.I.1987

）;United S
tates v. Jackson, 528 A

.2d 1211 

（D
.C

.1987

）; S
tate 

v. V
ance, 403 S

.E
.2d 495 

（N
.C

. 1991

）;State v. G
abehart, 836 P

.2d 102 

（N
.M

. C
t. A

pp. 1992

）.

こ
れ
ら
の
判
決
の
な
か
で
、
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁
が
、
判
例
の
新
基
準
を
適
用
す
る
時
点
を
、
実
際
に
判
例
変
更
を
し
た
判
決
の
時
点
で
は
な
く
、
同
裁
判
所
の
一
九
七
七

年
の
判
決
で
、
同
ル
ー
ル
に
対
す
る
疑
問
を
明
言
し
、「
適
当
な
時
期
が
来
た
際
に
は
、
裁
判
所
は
、
ル
ー
ル
の
正
当
化
根
拠
を
再
検
討
す
る
こ
と

を
遠
慮
し
な
い
」
と
述
べ
た
時
点
と
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

（
14
） S

tate v. P
icotte, 661 N

.W
. 2d 381 

（W
is.2003

）.

近
時
一
年
一
日
ル
ー
ル
を
検
討
し
て
こ
れ
を
廃
止
し
な
か
っ
た
の
は
ア
ラ
バ
マ
州
最
高

九
六



判
例
変
更
と
適
正
手
続
（
佐
伯
）

（
三
二
九
）

裁
だ
け
で
あ
る
（E

x parte K
ey, 890 S

o. 2d 1056, 1067 

（A
la. 2003

））。
そ
の
批
判
と
し
て
、N

eil M
.B

. R
ow

e, T
he Y

ear-and-a-D
ay 

R
ule: A

 C
om

m
on L

aw
 V

estige T
hat H

as O
utlived Its P

urpose, 8 T
.G

. Jones L
. R

ev. 1 

（2004

）
参
照
。

（
15
） S

ee, e.g.,T
he S

uprem
e C

ourt 2001 T
erm

-L
eading C

ases, 115 H
arv.L

.R
ev.316,321-22 

（2001

）; B
rian R

. G
audet, Judicial 

T
yranny,44 S

.T
ex.L

.R
ev.645, 654-55,661

（2002

）; H
eyw

ard D
. A

rm
strong, R

ogers v. T
ennessee: A

n A
ssault on L

egality and D
ue 

P
rocess, 81 N

.C
. L

. R
ev. 317,332-334,339 

（2002

）; D
aniel Jam

es W
hite, E

x P
ost F

acto E
xpected: R

ogers v. T
ennessee and the 

P
erm

issible R
etroactive A

pplication of Judge M
ade L

aw
, 71 U

.C
in.L

.R
ev.1141,1159,1161-64

（2003

）.

（
16
） 

連
邦
国
家
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で
は
、
州
刑
法
の
解
釈
に
連
邦
憲
法
を
適
用
す
る
た
め
に
修
正
一
四
条
の
適
正
手
続
条
項
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

わ
が
国
で
は
、
端
的
に
憲
法
三
九
条
前
段
の
問
題
と
す
れ
ば
た
り
る
。

（
17
） 

憲
法
三
一
条
の
適
用
を
示
唆
す
る
見
解
と
し
て
、
高
井
裕
之
「
判
評
」
法
教
二
〇
二
号
一
一
七
頁
（
一
九
九
七
年
）
参
照
。

（
18
） 

村
井
・
前
掲
注（
3
）四
八
頁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
一
般
的
な
国
民
の
信
頼
の
保
護
の
た
め
に
は
錯
誤
論
に
よ
る
解
決
は
十
全
な
方
法
で
は

な
い
」。

（
19
） 

西
野
喜
一
『
裁
判
の
過
程
』
一
七
〇
頁
以
下
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
一
九
九
五
年
）
参
照
。

（
20
） 

西
野
・
前
掲
注（
19
）二
六
六
頁
以
下
参
照
。

（
21
） 

最
二
判
昭
和
三
九
年
六
月
二
六
日
裁
判
集
刑
事
一
五
一
号
五
一
七
頁
は
、
大
決
大
正
一
三
年
三
月
五
日
刑
集
三
巻
一
七
八
頁
は
、
当
裁
判
所
の

判
例
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
と
し
て
、
最
二
判
昭
和
二
六
年
六
月
一
日
刑
集
五
巻
七
号
一
二
二
二
頁
、
最
二
判
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
一
四
日
刑
集
九
巻

一
一
号
二
一
七
三
頁
、
最
三
判
昭
和
三
三
年
五
月
六
日
刑
集
一
二
巻
七
号
一
三
三
六
頁
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
が
、
昭
和
二
六
年
判
決
を
挙
げ
る
こ

と
に
は
疑
問
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
判
昭
和
四
〇
年
三
月
二
六
日
裁
判
集
刑
事
一
五
五
号
二
八
九
頁
は
、
大
判
大
正
二
年
一
二
月
二
三
日
刑

録
一
九
輯
一
五
〇
二
頁
を
変
更
し
た
判
例
と
し
て
、
後
の
二
つ
の
判
決
だ
け
を
挙
げ
て
い
る
。

（
22
） 

西
野
・
前
掲
注（
19
）二
一
一
頁
参
照
。

（
23
） 

本
件
原
判
決
（
東
京
高
判
平
成
一
三
・
三
・
二
二
高
刑
集
五
四
巻
一
号
一
三
頁
）
は
、「
公
訴
時
効
の
完
成
と
か
、
そ
の
他
の
訴
訟
条
件
の
欠

如
や
責
任
能
力
の
欠
如
等
の
事
由
に
よ
り
、
犯
罪
（
横
領
罪
）
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
後
行
行
為
が
そ

九
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
三
〇
）

れ
自
体
と
し
て
犯
罪
（
横
領
罪
）
の
成
立
要
件
を
充
足
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
こ
れ
を
不
可
罰
的
事
後
行
為
と
す
る
こ
と
は
不
合
理
と
い

う
べ
き
で
あ
っ
て
、
後
行
行
為
を
処
罰
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
（
先
行
行
為
を
処
罰
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
事
案
に
つ

き
、
後
行
行
為
を
不
可
罰
的
事
後
行
為
と
し
た
判
例
は
見
当
た
ら
な
い
。）」
と
判
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
最
判
昭
和
三
一
年
の
判
例
性
自
体
を
疑

う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
松
宮
孝
昭
編
『
判
例
刑
法
演
習
』
三
二
一
│
三
二
二
頁
〔
松
宮
孝
昭
〕（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

（
24
） 

西
野
・
前
掲
注（
19
）二
六
九
頁
参
照
。

（
25
） 

西
野
・
前
掲
注（
19
）二
七
一
頁
参
照
。

（
26
） 

西
野
・
前
掲
注（
19
）二
七
二
頁
参
照
。

（
27
） 

両
判
決
で
問
題
と
な
っ
た
法
禁
物
・
盗
品
の
窃
盗
に
つ
い
て
は
、
本
権
説
か
ら
も
窃
盗
罪
の
成
立
を
認
め
る
見
解
が
有
力
で
あ
り
、
占
有
説
か

ら
窃
盗
罪
を
認
め
た
と
し
て
も
、
理
由
付
け
の
差
異
に
留
ま
る
の
で
、
旧
判
例
に
対
す
る
信
頼
の
侵
害
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
28
） 

西
野
・
前
掲
注（
19
）二
七
七
│
二
七
八
頁
。

（
29
） 

最
高
裁
判
所
裁
判
事
務
処
理
規
則
九
条
六
項
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編
『
裁
判
所
法
逐
条
解
説
上
巻
』
九
一
│
九
二
頁
（
法
曹
会
、

一
九
六
七
年
）
参
照
。

（
30
） 

判
例
の
不
遡
及
的
変
更
を
支
持
す
る
見
解
の
多
く
は
、
問
題
と
な
る
判
例
を
最
高
裁
判
例
に
限
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
村
井
・
前
掲
注（
3
）

四
九
頁
参
照
。

（
31
） 

下
級
審
判
決
に
は
、
性
的
意
図
を
不
要
と
す
る
も
の
が
現
れ
て
い
る
が
（
神
戸
地
判
平
成
二
八
・
三
・
一
八
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）、
現
在

で
も
な
お
、
性
的
意
図
を
認
定
し
て
強
制
わ
い
せ
つ
罪
を
認
め
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
（
例
え
ば
、
大
分
地
判
平
成
二
五
・
六
・
四
裁
判
所
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
参
照
）。
性
的
意
図
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
例
の
状
況
は
、
当
然
と
言
え
ば
当
然
で
あ
る
。

判
例
・
学
説
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
亮
吉
「
判
評
」『
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
各
論
〔
第
七
版
〕』
三
〇
│
三
一
頁
（
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

（
32
） 

船
山
泰
範
「
刑
事
司
法
の
制
度
的
限
界
と
克
服
」
広
瀬
健
二
・
多
田
辰
也
編
『
田
宮
裕
博
士
追
悼
論
集
（
下
）』
七
九
九
頁
（
信
山
社
、

二
〇
〇
三
年
）。

九
八



特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
（
設
楽
）

（
三
三
一
）

特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯

設　
　

楽　
　

裕　
　

文

一　

序

二　

最
高
裁
判
例
の
検
討

三　

そ
の
後
の
下
級
審
裁
判
例
の
検
討

四　

学
説
の
検
討

五　

考
察

六　

結
語

一　
　

序

Ａ
社
の
（
代
表
）
取
締
役
な
ど
特
別
背
任
罪
（
会
社
法
九
六
〇
条
│
商
法
旧
四
八
六
条
）
の
身
分
を
有
す
る
Ｘ
が
、
そ
の
任
務
に
違
背
し
て

論　

説

九
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
三
二
）

Ｂ
社
（
経
営
者
甲
）
と
取
引
し
Ａ
社
に
財
産
上
の
損
害
を
加
え
た
と
す
る
。
Ｘ
が
特
別
背
任
罪
の
罪
責
を
負
う
と
し
て
、
甲
が
同
罪
の
共

同
正
犯
と
な
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
ろ
う
か
│
こ
れ
が
本
稿
で
取
り
扱
う
問
題
で
あ
る
。

以
前
の
判
例
に
は
、
共
謀
共
同
正
犯
を
広
く
認
め
る
立
場
か
ら
、
簡
潔
に
共
同
正
犯
の
成
立
を
肯
定
し
た
も
の
も
あ
る
（
1
）

。
し
か
し
、
練

馬
事
件
大
法
廷
判
決
（
2
）

を
経
て
、
い
ま
や
、
後
述
す
る
再
生
ス
キ
ー
ム
事
件
決
定
の
青
柳
調
査
官
の
解
説
（
以
下
、「
青
柳
解
説
」
と
い
う
）
に

お
い
て
も
、
平
成
一
九
年
度
の
司
法
研
究
「
難
解
な
法
律
概
念
と
裁
判
員
裁
判
」
の
「
共
謀
共
同
正
犯
（
正
犯
と
従
犯
の
区
別
）」
の
内
容

を
要
約
し
た
上
で
、
こ
れ
を
「
実
務
で
の
共
謀
共
同
正
犯
概
念
は
『
共
謀
』（
犯
罪
の
共
同
遂
行
へ
の
合
意
）
と
『
自
己
の
犯
罪
を
行
う
意

思
』（
正
犯
意
思
）
と
い
う
主
観
的
基
準
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
を
認
定
す
る
上
で
は
、
客
観
的
事
情
も
相
当
程
度
重

視
さ
れ
て
お
り
、
特
に
、
正
犯
意
思
に
つ
い
て
は
、
正
犯
と
評
価
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
犯
罪
遂
行
へ
の
事
実
的
寄
与
と
み
な
さ
れ
る
事

情
が
認
定
さ
れ
て
い
る
と
分
析
し
て
実
質
的
客
観
説
と
の
違
い
は
な
い
と
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
説
明
方
法
と
し
て
も
そ
れ
に
即
し
た
も
の

を
提
言
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
優
れ
た
分
析
と
な
っ
て
い
る
。
実
務
に
お
け
る
共
謀
共
同
正
犯
理
論
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い

え
よ
う
」（
傍
線
│
原
文
で
は
横
書
き
の
た
め
下
線
│
も
青
柳
調
査
官
の
付
し
た
も
の
）
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
（
3
）

、
単
純
に
故
意
を
も
っ
て
謀

議
す
れ
ば
直
ち
に
（
共
謀
）
共
同
正
犯
の
成
立
を
肯
定
す
る
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
。

そ
の
ほ
か
に
、
安
易
に
相
手
方
（
甲
）
を
共
同
正
犯
に
す
る
こ
と
は
、
相
手
方
の
経
済
活
動
に
対
す
る
過
度
の
規
制
に
な
る
と
い
う
問

題
意
識
も
あ
り
（
4
）

、
こ
こ
か
ら
、
特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
の
成
立
範
囲
の
限
定
は
、
共
謀
共
同
正
犯
の
一
般
論
に
解
消
さ
れ
る
問
題
で
は

な
く
、「
融
資
の
担
当
者
と
相
手
方
が
本
来
経
済
的
に
利
害
が
対
立
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
検
討
」
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、

「
融
資
の
担
当
者
と
相
手
方
と
の
間
に
経
済
的
利
害
が
相
対
立
す
る
緊
張
関
係
が
保
た
れ
て
い
る
限
り
、
両
者
の
間
に
（
特
別
）
背
任
の

共
謀
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
こ
の
よ
う
な
緊
張
関
係
が
失
わ
れ
る
に
至
っ
た
場

一
〇
〇



特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
（
設
楽
）

（
三
三
三
）

合
に
（
特
別
）
背
任
の
共
謀
の
成
立
を
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
5
）

」
と
い
う
主
張
（
以
下
、「
利
害
一
体
化
論
」
と
呼
ぶ
こ
と

に
す
る
）
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
利
害
一
体
化
論
を
用
い
た
裁
判
例
が
、
後
述
す
る
ケ
ヤ
キ
・
庭
石
事
件
の
高
裁
判
決
（
福
岡
高
判
平
成

二
一
年
四
月
一
〇
日
高
刑
速
（
平
二
一
）
二
八
四
頁
）
で
あ
る
。
そ
の
判
決
に
は
、「〔
…
〕
非
身
分
者
と
身
分
者
と
の
間
に
経
済
的
利
害
が
相

対
立
す
る
緊
張
関
係
が
保
た
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
自
由
な
経
済
取
引
保
護
の
観
点
か
ら
、
身
分
者
の
任
務
違
背
に
対
す
る
非
身
分
者
の

認
識
は
明
確
な
認
識
（
確
定
的
認
識
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
未
必
的
認
識
で
両
者
の
間
に
特
別
背
任
の
共
謀
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で

は
な
い
が
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
こ
の
よ
う
な
緊
張
関
係
が
失
わ
れ
る
に
至
っ
た
と
き
に
は
、
未
必
的
認
識
に
よ
る
特
別
背
任
の
共
謀

の
成
立
を
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
あ
る
。

さ
ら
に
、
近
年
は
、
ド
イ
ツ
の
「
客
観
的
帰
属
論
」
や
「
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
」
に
つ
い
て
の
考
え
を
応
用
す
る
見
解
も
あ
る
。

例
え
ば
、
林
幹
人
「
背
任
罪
の
共
同
正
犯
│
共
犯
構
成
要
件
に
つ
い
て
」
は
、
た
と
え
関
与
行
為
か
ら
結
果
が
発
生
し
た
と
し
て
も
、

「
関
与
行
為
の
時
点
で
、
そ
の
行
為
が
許
さ
れ
た
危
険
の
範
囲
内
に
あ
る
場
合
、
そ
の
行
為
を
違
法
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、

こ
の
よ
う
な
見
解
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
「
日
常
的
・
中
立
的
」
な
幇
助
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
の
共
犯
成
立
の
限
定
に
関
し
主
張
さ
れ
て

い
る
見
解
と
基
本
的
に
同
じ
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
（
6
）

。

以
上
に
み
た
と
こ
ろ
か
ら
で
も
議
論
状
況
の
複
雑
さ
が
認
知
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
え
て

き
り
こ
み
、
現
実
的
で
妥
当
な
基
準
設
定
を
目
指
し
て
、
粗
雑
な
が
ら
私
見
を
展
開
し
、
諸
賢
の
議
論
の
た
た
き
台
と
し
て
供
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

一
〇
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
三
四
）

二　

最
高
裁
判
例
の
検
討

1　

住
専
事
件
決
定
│
最
決
平
成
一
五
年
二
月
一
八
日
刑
集
五
七
巻
二
号
一
六
一
頁
（
共
同
正
犯
成
立
肯
定
）

事
実
関
係
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ａ
社
（
住
宅
金
融
専
門
会
社
）
は
、
平
成
三
年
八
月
か
ら
同
年
一
一
月
ま
で
の
間
、
Ｂ
社
（
不
動
産
会
社
）
に
四
回
融
資
し
た
（
融
資
額
合

計
一
八
億
七
〇
〇
〇
万
円
）。
そ
の
際
、
融
資
が
対
外
的
に
突
出
す
る
の
を
避
け
る
た
め
、
Ａ
社
の
融
資
担
当
者
Ｘ
ら
は
、
Ｂ
社
の
代
表
取

締
役
甲
（
Ｄ
社
の
代
表
取
締
役
で
も
あ
る
）
の
協
力
を
得
て
書
類
を
整
え
た
上
、
Ａ
社
の
関
連
会
社
Ｃ
社
、
Ｂ
社
の
子
会
社
Ｄ
社
を
経
由
す

る
迂
回
融
資
の
方
法
を
採
っ
た
（
以
下
、
こ
の
融
資
を
「
本
件
融
資
」
と
い
う
）。

甲
は
、
⑴
本
件
融
資
が
実
質
無
担
保
の
高
額
な
継
続
的
融
資
で
あ
り
、
迂
回
融
資
の
方
法
が
採
ら
れ
る
な
ど
不
自
然
な
形
の
も
の
で
あ

る
こ
と
を
認
識
し
、
⑵
本
件
融
資
が
Ａ
社
の
Ｘ
ら
が
Ａ
社
に
対
す
る
任
務
に
違
背
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
Ａ
社
に
財
産

的
損
害
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
十
分
認
識
し
つ
つ
、
Ａ
社
に
対
し
て
繰
り
返
し
運
転
資
金
の
借
入
を
申
し
入
れ
て
Ｘ
ら
を
し
て
任

務
に
違
背
す
る
よ
う
に
仕
向
け
た
。
そ
の
際
、
甲
は
、
Ｂ
社
が
資
金
面
で
Ａ
社
に
深
く
依
存
し
、
財
務
的
に
破
綻
状
況
に
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
Ａ
社
か
ら
の
継
続
的
な
借
入
に
よ
り
倒
産
を
免
れ
て
い
る
と
い
う
状
態
に
あ
っ
た
た
め
、
Ｘ
ら
が
Ｂ
社
に
対
す
る
過
剰
融
資
、

貸
付
金
の
回
収
不
能
か
ら
生
ず
る
責
任
を
回
避
し
、
保
身
を
図
る
目
的
で
本
件
融
資
に
応
じ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
ま
た
、

Ｘ
と
個
人
的
に
親
密
な
Ｙ
（
Ｂ
社
の
創
業
者
で
実
質
的
経
営
者
で
あ
り
、
甲
の
前
に
Ｂ
社
の
代
表
取
締
役
で
あ
っ
た
者
）
と
共
同
し
て
本
件
融
資
の

実
現
に
寄
与
し
た
。

本
件
決
定
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

一
〇
二



特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
（
設
楽
）

（
三
三
五
）

本
件
の
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
甲
（
被
告
人
）
は
、「
Ｘ
ら
融
資
担
当
者
が
そ
の
任
務
に
違
背
す
る
に
当
た
り
、
支
配
的
な
影
響
力
を
行

使
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
、
社
会
通
念
上
許
さ
れ
な
い
よ
う
な
方
法
を
用
い
る
な
ど
し
て
積
極
的
に
働
き
掛
け
る
こ
と
も
な
か
っ
た
も

の
の
、
Ｘ
ら
の
任
務
違
背
、
Ａ
社
の
財
産
上
の
損
害
に
つ
い
て
高
度
の
認
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
Ｘ
ら
が
自
己
及
び
Ｂ
社
の
利

益
を
図
る
目
的
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
、
本
件
融
資
に
応
じ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
を
利
用
し
つ
つ
、
Ａ
社
が
迂
回
融

資
の
手
順
を
採
る
こ
と
に
協
力
す
る
な
ど
し
て
、
本
件
融
資
の
実
現
に
加
担
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
Ｘ
ら
の
特
別
背
任
行
為
に
つ
い
て

共
同
加
功
を
し
た
と
の
評
価
を
免
れ
な
い
と
い
う
べ
き
」
で
あ
る
。

以
下
、
評
価
す
る
。

本
件
決
定
は
、
任
務
違
背
と
財
産
上
の
損
害
に
つ
い
て
被
告
人
が
「
高
度
の
認
識
」
を
有
し
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
も
の
の
、
第
一

審
判
決
は
、「
任
務
に
違
背
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
」、「
財
産
上
の
損
害
を
与
え
る
こ
と
の
認
識
も
十

分
有
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
（
刑
集
五
七
巻
二
号
二
六
一
頁
）。
ま
た
、
原
判
決
は
、
第
一
審
判
決
が
共
犯
成
立
の
根
拠

と
し
て
判
示
し
た
の
は
、「
Ｂ
社
は
、
Ａ
社
か
ら
継
続
的
に
融
資
を
受
け
て
多
額
の
融
資
残
高
を
有
し
て
い
て
、
単
な
る
一
時
的
な
借
受

人
で
は
な
く
、
Ａ
社
と
持
ち
つ
持
た
れ
つ
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
よ
う
な
状
態
で
、
被
告
人
両
名
〔
甲
と
Ｙ
〕
は
、
Ｘ
ら
四
名
が
、
本

件
融
資
に
応
じ
な
け
れ
ば
、
Ｂ
社
に
対
す
る
積
極
的
な
支
援
の
結
果
と
し
て
の
巨
額
の
融
資
残
高
が
回
収
不
能
に
な
っ
て
責
任
問
題
に
発

展
す
る
な
ど
の
苦
境
に
陥
る
状
況
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
乗
じ
、
本
件
融
資
に
応
じ
る
こ
と
は
Ｘ
ら
四
名
の
任
務
違
背

に
な
る
こ
と
も
知
り
な
が
ら
、
Ａ
社
に
本
件
融
資
を
申
し
込
ん
で
い
る
」
と
い
う
部
分
だ
と
し
て
お
り
、
任
務
違
背
と
財
産
上
の
損
害
に

つ
い
て
の
認
識
を
と
く
に
問
題
に
し
て
は
い
な
い
（
刑
集
五
七
巻
二
号
二
九
〇
〜
二
九
一
頁
）。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
件
決
定
は
、

「
高
度
の
認
識
」
に
特
段
の
重
要
性
を
置
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
（
7
）

。

一
〇
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
三
六
）

第
一
審
判
決
、
原
判
決
を
併
せ
て
読
む
と
、
重
要
な
の
は
、
む
し
ろ
、
Ｘ
ら
が
「
本
件
融
資
に
応
じ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と

を
利
用
し
つ
つ
、
Ａ
社
が
迂
回
融
資
の
手
順
を
採
る
こ
と
に
協
力
す
る
な
ど
し
て
、
本
件
融
資
の
実
現
に
加
担
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
」

と
い
う
部
分
で
あ
ろ
う
（
8
）

。
す
な
わ
ち
、
甲
は
、「
支
配
的
な
影
響
力
」
を
行
使
す
る
こ
と
や
、「
社
会
通
念
上
許
さ
れ
な
い
よ
う
な
方
法
を

用
い
る
な
ど
し
て
積
極
的
に
働
き
掛
け
る
」
と
い
っ
た
こ
と
こ
そ
し
て
い
な
い
も
の
の
、
Ｘ
ら
が
融
資
に
応
じ
な
け
れ
ば
融
資
残
高
の
回

収
不
能
に
つ
き
責
任
問
題
に
発
展
す
る
な
ど
の
苦
境
に
陥
る
状
況
に
あ
る
こ
と
に
乗
じ
て
本
件
融
資
を
申
し
込
み
、
自
ら
が
代
表
取
締
役

を
つ
と
め
る
Ｄ
社
を
迂
回
融
資
の
手
順
に
組
み
入
れ
る
こ
と
に
協
力
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
Ｘ
ら
「
四
名
の
任
務
違
背
の
行
為
を
利
用
し
、

特
別
背
任
の
図
利
目
的
及
び
故
意
を
も
っ
て
、
犯
罪
事
実
記
載
の
各
犯
行
を
実
現
し
て
い
る
か
ら
、
共
同
正
犯
性
を
肯
定
で
き
る
」
と
い

う
わ
け
で
あ
る
（
第
一
審
判
決
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
刑
集
五
七
巻
二
号
二
六
二
〜
二
六
五
頁
│
引
用
部
分
は
二
六
五
頁
│
参
照
）。
結
局
、

甲
は
、
Ｘ
ら
が
融
資
に
応
じ
ざ
る
を
え
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
利
用
し
、
任
務
違
背
行
為
に
あ
た
る
本
件
融
資
に
迂
回
先
会
社
（
Ｄ

社
）
を
組
み
込
む
と
い
う
犯
罪
遂
行
へ
の
重
要
な
事
実
的
寄
与
と
も
評
価
で
き
る
加
功
を
し
て
い
る
と
い
え
る
。

2　

北
國
銀
行
事
件
判
決
│
最
判
平
成
一
六
年
九
月
一
〇
日
刑
集
五
八
巻
六
号
五
二
四
頁
（
刑
法
二
四
七
条
の
背
任
罪
に
つ
き
共
同
正
犯
成

立
否
定
）

事
実
関
係
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ａ
県
信
用
保
証
協
会
（
以
下
、「
Ａ
協
会
」
と
い
う
。
専
務
理
事
Ｘ
、
常
務
理
事
Ｙ
、
常
勤
理
事
Ｚ
）
は
、
Ｂ
銀
行
が
平
成
五
年
六
月
三
〇
日

に
Ｃ
社
に
八
〇
〇
〇
万
円
融
資
す
る
際
に
保
証
を
し
た
。
Ｃ
社
は
、
同
年
七
月
九
日
に
事
実
上
倒
産
し
た
。
Ａ
協
会
の
事
務
担
当
者
は
、

融
資
の
担
保
に
し
て
い
た
工
場
財
団
の
機
械
一
六
六
点
中
四
点
が
登
記
漏
れ
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
保
証
条
件
違
反
に
あ
た

る
と
し
て
、
Ｂ
銀
行
に
代
位
弁
済
で
き
な
い
旨
の
通
知
を
し
た
。
そ
の
後
、
双
方
の
担
当
者
が
折
衝
し
た
も
の
の
、
Ｂ
銀
行
審
査
部
は
代

一
〇
四



特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
（
設
楽
）

（
三
三
七
）

位
弁
済
を
受
け
る
こ
と
は
困
難
と
判
断
し
て
、
Ａ
協
会
に
対
し
、
債
権
償
却
の
た
め
の
免
責
通
知
書
の
発
行
を
求
め
、
平
成
八
年
二
月

一
五
日
頃
、
交
付
を
受
け
た
。

Ａ
協
会
に
お
い
て
は
、
県
、
市
町
村
、
金
融
機
関
の
出
捐
金
や
負
担
金
に
よ
り
計
一
〇
億
五
〇
〇
〇
万
円
を
基
本
財
産
に
充
て
る
と
い

う
基
本
財
産
増
強
計
画
が
あ
り
、
Ｂ
銀
行
も
、
平
成
六
年
度
及
び
同
七
年
度
に
は
各
四
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
る
負
担
金
を
拠
出
し
て
い
た
。

Ｚ
（
Ａ
協
会
の
常
勤
理
事
）
は
、
平
成
八
年
三
月
二
八
日
、
甲
（
Ｂ
銀
行
の
代
表
取
締
役
頭
取
）
に
面
会
し
て
平
成
八
年
度
の
負
担
金
の
拠
出

を
依
頼
し
た
。
す
る
と
、
甲
は
、「
負
担
金
拠
出
に
は
応
じ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
Ｃ
精
機
の
代
弁
否
認
は
無
茶
で
は
な
い
か
。

一
六
〇
件
余
り
の
担
保
物
件
の
追
担
の
四
件
く
ら
い
で
否
認
は
無
茶
で
は
な
い
か
」
な
ど
と
い
っ
て
、
代
位
弁
済
に
応
じ
る
よ
う
強
く
要

請
し
た
。

Ｚ
は
、
Ｘ
、
Ｙ
に
甲
の
要
請
を
報
告
し
、
Ａ
協
会
役
員
ら
は
、
Ｂ
銀
行
が
負
担
金
を
拠
出
し
な
け
れ
ば
基
本
財
産
増
強
計
画
に
支
障
を

き
た
す
恐
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
甲
の
要
請
に
応
じ
ざ
る
を
え
な
い
と
判
断
し
、
平
成
八
年
七
月
一
九
日
、
Ｂ
銀
行
に
対
し
八
〇
〇
〇
万
円

の
代
位
弁
済
を
実
行
し
た
。

本
件
判
決
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

⑴
金
融
機
関
の
負
担
金
拠
出
額
は
Ａ
協
会
の
保
証
を
受
け
た
債
務
の
前
年
末
の
残
高
及
び
過
去
一
年
間
に
受
け
た
代
位
弁
済
の
額
に

よ
っ
て
算
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
Ｂ
銀
行
関
係
の
保
証
債
務
残
高
及
び
代
位
弁
済
の
額
の
割
合
を
考
え
る
と
、
Ｂ
銀
行
の
み
が

Ａ
協
会
か
ら
利
益
は
受
け
る
け
れ
ど
応
分
の
負
担
を
す
る
こ
と
は
拒
否
す
る
と
い
う
態
度
を
と
る
こ
と
が
実
際
上
可
能
で
あ
っ
た
の
か
、

ひ
い
て
は
甲
が
拠
出
に
応
じ
な
い
こ
と
を
利
用
し
て
代
位
弁
済
を
強
く
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
り
、
⑵
Ｂ
銀

行
が
負
担
金
の
拠
出
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
Ａ
協
会
と
し
て
は
負
担
金
拠
出
と
代
位
弁
済
の
利
害
得
失
を
慎
重

一
〇
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
三
八
）

に
総
合
検
討
し
て
態
度
を
決
定
す
べ
き
立
場
に
あ
り
、
負
担
金
の
拠
出
を
受
け
る
こ
と
と
切
り
離
し
て
、
代
位
弁
済
を
す
る
こ
と
が
直
ち

に
任
務
違
背
行
為
に
あ
た
る
と
速
断
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
⑶
機
械
一
六
六
点
中
四
点
に
つ
い
て
登
記
手
続
き
が
未
了
で
あ
っ
た
と
い
う

事
実
以
外
の
免
責
事
由
を
甲
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
確
定
さ
れ
て
い
ず
、
甲
が
代
位
弁
済
行
為
の
任
務
違
背
性
を
認
識
し
て
い
た
と
の

根
拠
は
な
く
、
機
械
四
点
の
登
記
漏
れ
の
事
実
が
八
〇
〇
〇
万
円
の
債
務
全
額
に
つ
い
て
の
免
責
事
由
と
な
り
う
る
か
に
つ
い
て
も
議
論

が
あ
り
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
こ
れ
ら
の
諸
事
情
に
照
ら
せ
ば
、
本
件
に
お
い
て
は
、
被
告
人
〔
甲
〕
が
協
会
役
員
ら
と
共
謀
の
上
、

協
会
に
対
す
る
背
任
行
為
を
実
行
し
た
と
認
定
す
る
に
は
少
な
か
ら
ぬ
合
理
的
な
疑
い
が
残
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」（
破
棄

差
戻
）。

以
下
、
評
価
す
る
。

本
件
で
は
、
甲
は
、
Ａ
協
会
の
理
事
ら
に
代
位
弁
済
を
強
要
で
き
る
よ
う
な
立
場
に
は
な
く
、
単
に
代
位
弁
済
否
認
を
撤
回
す
る
よ
う

求
め
た
だ
け
で
あ
る
。「
負
担
金
拠
出
に
は
応
じ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
Ｃ
精
機
の
代
弁
否
認
は
無
茶
で
は
な
い
か
。
一
六
〇
件
余
り

の
担
保
物
件
の
追
担
の
四
件
く
ら
い
で
否
認
は
無
茶
で
は
な
い
か
」
と
い
っ
た
言
説
自
体
、
四
件
の
登
記
漏
れ
く
ら
い
で
代
位
弁
済
を
否

認
す
る
の
は
無
茶
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
、
負
担
金
拠
出
と
交
換
条
件
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
解
釈
で
き
な
く
は
な
い
。

共
同
正
犯
の
成
立
を
否
定
し
た
の
は
妥
当
で
あ
る
。

3　

絵
画
事
件
決
定
（
イ
ト
マ
ン
絵
画
事
件
決
定
）
│
最
決
平
成
一
七
年
一
〇
月
七
日
刑
集
五
九
巻
八
号
一
一
〇
八
頁
（
共
同
正
犯
成
立
肯

定
）

事
実
関
係
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ａ
社
（
総
合
商
社
）
の
絵
画
事
業
は
、
Ｘ
（
平
成
二
年
二
月
一
日
付
で
Ａ
社
理
事
・
企
画
監
理
本
部
長
、
同
年
六
月
二
八
日
Ａ
社
常
務
取
締
役
）
が

一
〇
六



特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
（
設
楽
）

（
三
三
九
）

統
括
し
、
Ｙ
（
Ａ
社
代
表
取
締
役
名
古
屋
支
店
長
、
平
成
二
年
四
月
一
日
企
画
監
理
副
本
部
長
）
が
Ｘ
を
補
佐
し
て
い
た
。
平
成
二
年
六
月
二
八

日
に
は
Ａ
社
の
子
会
社
Ｂ
社
が
絵
画
事
業
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
同
月
二
九
日
、
Ｘ
、
Ｙ
は
、
Ｂ
社
代
表
取
締
役
に
就
任
し
た
。
甲

は
、
Ｃ
社
等
の
企
業
グ
ル
ー
プ
を
経
営
支
配
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
平
成
元
年
三
月
か
ら
Ｘ
と
の
間
で
経
営
す
る
会
社
の
資
金
を
融
通

し
あ
っ
て
い
た
。

甲
は
、
平
成
二
年
二
月
二
二
日
頃
か
ら
同
年
八
月
末
頃
ま
で
の
間
、
一
二
回
に
わ
た
り
、
Ｘ
に
、
Ａ
社
に
お
い
て
被
告
人
の
支
配
す
る

Ｃ
社
等
三
社
か
ら
絵
画
等
計
一
八
六
点
を
高
額
で
購
入
す
る
よ
う
依
頼
し
た
。
甲
と
の
間
で
資
金
を
融
通
し
あ
っ
て
い
た
Ｘ
に
と
っ
て
は
、

甲
の
資
金
が
潤
沢
に
な
れ
ば
Ｘ
の
資
金
需
要
を
満
た
す
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
甲
の
資
金
が
逼
迫
す
れ
ば
Ｘ
の
資
金
繰
り
に
大
き
な
障
害

が
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
Ａ
社
が
甲
か
ら
多
額
の
利
益
を
上
乗
せ
し
た
価
格
で
絵
画
を
購
入
す
る
こ
と
は
、
甲
の
利
益
を
図
る
と
と
も
に
Ｘ

の
利
益
を
図
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
ま
た
、
Ｙ
に
は
Ａ
社
の
決
算
上
の
利
益
出
し
の
た
め
に
甲
の
協
力
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

Ｘ
と
Ｙ
は
、
甲
、
Ｘ
の
利
益
を
図
る
目
的
で
、
任
務
に
背
い
て
、
甲
側
が
申
し
出
た
絵
画
等
の
価
格
が
著
し
く
不
当
に
高
額
で
あ
り
、
そ

の
価
格
で
購
入
す
れ
ば
Ａ
社
に
損
害
が
生
じ
る
こ
と
を
認
識
、
認
容
し
な
が
ら
、
あ
え
て
甲
側
の
申
出
金
額
の
ま
ま
、
合
計
四
七
二
億

四
一
〇
万
円
で
の
買
取
り
に
応
じ
、
Ａ
社
に
二
二
三
億
一
〇
〇
〇
万
円
相
当
の
財
産
上
の
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
。
そ
の
際
、
甲
は
、
Ｘ
、

Ｙ
の
要
請
に
応
じ
て
、
監
査
法
人
の
監
査
対
策
用
に
、
絵
画
等
に
つ
い
て
の
鑑
定
評
価
書
を
作
成
し
提
出
し
て
い
る
。

甲
は
、
平
成
二
年
七
月
下
旬
頃
、
Ｘ
に
、
Ａ
社
に
お
い
て
、
甲
側
が
提
供
す
る
絵
画
二
五
点
を
六
三
億
円
で
買
う
よ
う
依
頼
し
た
。
Ｘ
、

Ｙ
は
、
Ｂ
社
を
買
受
先
と
す
る
こ
と
に
し
、
甲
、
Ｘ
の
利
益
を
図
る
目
的
で
、
任
務
に
背
い
て
、
平
成
二
年
七
月
三
一
日
、
六
三
億
円
を

甲
の
支
配
す
る
会
社
に
絵
画
二
五
点
の
売
買
代
金
と
し
て
支
払
い
、
Ｂ
社
に
約
四
〇
億
四
〇
〇
〇
万
円
相
当
の
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
。

本
件
決
定
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

一
〇
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
四
〇
）

甲
は
、
特
別
背
任
罪
の
主
体
と
し
て
の
身
分
を
有
し
て
い
な
い
が
、「
Ｘ
ら
に
と
っ
て
各
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
そ
の
任
務
に
違

背
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
本
件
各
取
引
に
よ
り
Ａ
社
や
Ｂ
社
に
損
害
が
生
ず
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
。
ま

た
、
本
件
各
取
引
に
お
い
て
Ａ
社
や
Ｂ
社
側
の
中
心
と
な
っ
た
Ｘ
と
被
告
人
〔
甲
〕
は
、
共
に
支
配
す
る
会
社
の
経
理
が
ひ
っ
迫
し
た
状

況
に
あ
る
中
、
互
い
に
無
担
保
で
数
十
億
円
の
融
資
を
し
合
い
、
両
名
の
支
配
す
る
会
社
が
い
ず
れ
も
こ
れ
に
依
存
す
る
よ
う
な
関
係
に

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
Ｘ
に
と
っ
て
は
甲
に
取
引
上
の
便
宜
を
図
る
こ
と
が
自
ら
の
利
益
に
も
つ
な
が
る
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
。
甲
は
、

そ
の
よ
う
な
関
係
を
利
用
し
て
、
本
件
各
取
引
を
成
立
さ
せ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
取
引
の
途
中
か
ら
は
偽
造
の
鑑
定
評
価
書

を
差
し
入
れ
る
と
い
っ
た
不
正
な
行
為
を
行
う
な
ど
も
し
て
い
る
」、「
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
に
お
い
て
、
被
告
人
が
、

Ｘ
ら
の
特
別
背
任
行
為
に
つ
い
て
共
同
加
功
し
た
も
の
と
評
価
し
得
る
こ
と
は
明
ら
か
」
で
あ
る
。

以
下
、
評
価
す
る
。

本
件
決
定
は
、
甲
と
Ｘ
と
が
従
来
か
ら
資
金
を
融
通
し
あ
う
関
係
に
あ
り
、
甲
、
ひ
い
て
は
Ｘ
に
不
当
な
利
益
を
与
え
る
こ
と
が
絵
画

等
を
Ａ
社
、
Ｂ
社
に
購
入
さ
せ
る
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
事
案
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
甲
は
、
Ｘ
と
利
害
関
係
が
共
通
す

る
こ
と
を
利
用
し
て
不
当
な
取
引
を
Ｘ
に
も
ち
か
け
、
売
買
契
約
の
実
質
的
な
当
事
者
と
な
り
、
偽
造
の
鑑
定
評
価
書
を
作
成
、
提
出
す

る
と
い
っ
た
行
為
を
も
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
点
か
ら
甲
は
Ｘ
ら
の
特
別
背
任
行
為
に
共
同
加
功
し
た
と
評
価
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
（
9
）

（
な
お
、
決
定
書
は
、
任
務
違
背
や
財
産
上
の
損
害
に
つ
い
て
甲
は
「
十
分
に
認
識
し
て
い
た
」
と
し
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、「
高
度
の
認
識
」
と

い
っ
た
言
葉
は
用
い
て
い
な
い
（
10
）

）。

一
〇
八



特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
（
設
楽
）

（
三
四
一
）

4　

再
生
ス
キ
ー
ム
事
件
決
定
（
石
川
銀
行
事
件
決
定
）
│
最
決
平
成
二
〇
年
五
月
一
九
日
刑
集
六
二
巻
六
号
一
六
二
三
頁
（
共
同
正
犯

成
立
肯
定
）

事
実
関
係
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ａ
銀
行
（
代
表
取
締
役
頭
取
Ｘ
）
は
、
甲
が
実
質
的
に
経
営
す
る
企
業
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
「
甲
グ
ル
ー
プ
」
の
企
業
に
多
額
の
融
資
を
し

て
い
た
（
平
成
一
二
年
三
月
時
点
で
貸
出
金
残
高
は
二
〇
〇
億
円
近
か
っ
た
）。
甲
グ
ル
ー
プ
の
中
心
企
業
で
あ
る
Ｂ
社
は
、
Ａ
銀
行
等
か
ら
融

資
を
受
け
て
千
葉
県
内
に
ゴ
ル
フ
場
（
以
下
、「
本
件
ゴ
ル
フ
場
」
と
い
う
）
を
開
発
し
た
。
し
か
し
、
本
件
ゴ
ル
フ
場
の
経
営
は
成
功
せ
ず
、

Ｂ
社
は
多
額
の
損
失
を
出
す
に
い
た
っ
た
。

甲
は
、
自
己
の
支
配
す
る
企
業
が
Ａ
銀
行
か
ら
融
資
を
受
け
て
本
件
ゴ
ル
フ
場
を
Ｂ
社
か
ら
買
い
取
っ
た
上
で
債
権
者
Ｃ
社
に
相
当
額

を
支
払
っ
て
Ｂ
社
に
対
す
る
債
権
を
譲
り
受
け
る
形
を
取
る
な
ど
し
て
Ｂ
社
の
債
務
圧
縮
を
実
現
す
る
案
（
以
下
、「
再
生
ス
キ
ー
ム
」
と
い

う
）
を
Ａ
銀
行
の
Ｘ
ら
に
提
案
し
、
Ｃ
社
と
の
交
渉
材
料
と
し
て
利
用
す
る
た
め
、
不
動
産
鑑
定
士
に
依
頼
し
て
、
客
観
的
な
担
保
価
値

は
十
数
億
円
程
度
に
過
ぎ
な
い
本
件
ゴ
ル
フ
場
の
価
格
を
六
七
億
五
二
七
三
万
円
と
す
る
不
動
産
鑑
定
評
価
書
を
作
成
さ
せ
、
こ
れ
を
、

Ｃ
社
と
の
交
渉
担
当
者
Ｙ
（
Ｄ
社
経
営
者
）
に
提
供
し
た
ほ
か
、
融
資
決
定
に
あ
た
っ
て
、
Ａ
銀
行
に
も
提
供
し
た
。
さ
ら
に
、
甲
は
、

平
成
一
二
年
九
月
五
日
、
本
件
ゴ
ル
フ
場
の
譲
受
先
と
し
て
Ｅ
社
を
設
立
し
、
同
日
、
Ｂ
社
と
Ｅ
社
と
の
間
で
、
Ｅ
社
が
Ｂ
社
の
約
四
一

億
円
の
債
務
を
引
き
継
い
だ
上
、
本
件
ゴ
ル
フ
場
を
譲
り
受
け
る
と
の
売
買
契
約
が
締
結
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
月
一
一
日
、
Ｂ
社
、
Ｃ
社
、

Ｄ
社
の
間
で
、
①
Ｂ
社
は
Ｃ
社
に
計
約
一
五
六
億
円
の
債
務
の
う
ち
一
七
億
円
を
支
払
う
、
②
Ｃ
社
は
残
債
権
を
三
〇
〇
万
円
で
Ｄ
社
に

譲
渡
す
る
、
③
Ｃ
社
は
本
件
ゴ
ル
フ
場
に
お
け
る
自
社
の
担
保
権
抹
消
に
同
意
す
る
な
ど
の
合
意
が
成
立
し
た
。
Ａ
銀
行
は
、
平
成
一
二

年
九
月
二
二
日
、
Ｅ
社
に
五
七
億
円
を
貸
し
付
け
た
（
以
下
、「
本
件
融
資
」
と
い
う
）。
本
件
融
資
の
担
保
と
し
て
、
本
件
ゴ
ル
フ
場
に
第

一
〇
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
四
二
）

一
順
位
（
極
度
額
三
二
億
円
）、
第
三
順
位
（
極
度
額
三
六
億
四
〇
〇
〇
万
円
）
の
根
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
た
ほ
か
、
甲
ら
も
連
帯
保
証
し
た
。

Ｘ
ら
は
、
本
件
融
資
に
つ
い
て
、
Ｅ
社
や
Ｂ
社
が
返
済
能
力
を
有
さ
ず
、
本
件
ゴ
ル
フ
場
の
不
動
産
鑑
定
評
価
額
が
大
幅
な
水
増
し
で
、

本
件
ゴ
ル
フ
場
の
担
保
価
値
が
乏
し
く
、
本
件
融
資
の
焦
げ
付
き
が
必
至
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
本
件
融
資
を
実
行
し

な
け
れ
ば
Ｂ
社
の
経
営
が
破
綻
し
、
Ａ
銀
行
と
の
長
年
に
わ
た
る
不
正
常
な
取
引
関
係
が
明
る
み
に
出
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
Ｘ
ら
は
経

営
責
任
を
追
及
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
。
本
件
融
資
は
、
Ｘ
ら
の
自
己
保
身
と
Ｂ
社
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
た
。
甲
は
、

Ｘ
ら
が
自
己
の
利
益
を
図
る
目
的
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、
本
件
融
資
の
実
行
が
Ｘ
ら
の
任
務
に
違
背
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
、
そ
の
実
行
が
Ａ
銀
行
に
財
産
上
の
損
害
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
て
い
た
。

本
件
決
定
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

甲
（
被
告
人
）
は
、「
特
別
背
任
罪
の
行
為
主
体
の
身
分
を
有
し
て
い
な
い
が
、
上
記
認
識
の
下
、
単
に
本
件
融
資
の
申
込
み
を
し
た
に

と
ど
ま
ら
ず
、
本
件
融
資
の
前
提
と
な
る
再
生
ス
キ
ー
ム
を
Ｘ
ら
に
提
案
し
、
Ｃ
社
と
の
債
権
譲
渡
の
交
渉
を
進
め
さ
せ
、
不
動
産
鑑
定

士
に
い
わ
ば
指
し
値
で
本
件
ゴ
ル
フ
場
の
担
保
価
値
を
大
幅
に
水
増
し
す
る
不
動
産
鑑
定
評
価
書
を
作
ら
せ
、
本
件
ゴ
ル
フ
場
の
譲
渡
先

と
な
る
Ｂ
社
を
新
た
に
設
立
し
た
上
、
Ｘ
ら
と
融
資
の
条
件
に
つ
い
て
協
議
す
る
な
ど
、
本
件
融
資
の
実
現
に
積
極
的
に
加
担
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
被
告
人
は
Ｘ
ら
の
特
別
背
任
行
為
に
つ
い
て
共
同
加
功
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
の
で
あ
っ

て
」、
甲
に
特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
た
原
判
断
は
正
当
で
あ
る
。

以
下
、
評
価
す
る
。

甲
は
、
経
営
破
綻
し
か
か
っ
て
い
る
Ｂ
社
の
債
務
圧
縮
の
た
め
に
再
生
ス
キ
ー
ム
を
提
案
し
、
本
件
ゴ
ル
フ
場
の
価
格
を
不
当
に
高
く

評
価
す
る
不
動
産
鑑
定
評
価
書
を
作
成
さ
せ
、
ゴ
ル
フ
場
を
譲
り
受
け
て
こ
れ
を
担
保
に
供
し
て
受
け
る
融
資
の
形
式
上
の
受
け
先
と
な

一
一
〇



特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
（
設
楽
）

（
三
四
三
）

る
Ｅ
社
を
設
立
す
る
な
ど
し
て
お
り
、
本
件
融
資
の
中
心
人
物
と
し
て
通
常
の
経
済
活
動
を
超
え
た
行
為
を
お
こ
な
っ
て
共
同
加
功
し
た

と
評
価
さ
れ
て
も
や
む
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
（
な
お
、
決
定
書
は
、
甲
は
Ｘ
ら
の
任
務
違
背
や
財
産
上
の
損
害
に
つ
い
て
「
十
分
に
認
識
し
て
い

た
」
と
は
し
て
い
る
も
の
の
、「
高
度
の
認
識
」
と
い
っ
た
言
葉
は
用
い
て
い
な
い
）。

5　

最
高
裁
判
例
の
基
準
に
つ
い
て

以
上
に
概
観
し
た
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
（
11
）

、〈
Ａ
社
（
担
当
者
Ｘ
）
か
ら
Ｂ
社
（
経
営
者
甲
）
に
金
員
が
（
融
資
金
、
売
買
代
金
と
し
て
）
支
払

わ
れ
る
場
合
、
支
払
行
為
が
（
融
資
不
可
能
な
金
額
の
融
資
と
か
、
売
買
物
件
の
客
観
的
評
価
額
を
著
し
く
超
過
す
る
代
金
の
支
払
と
か
い
っ
た
）
Ａ

社
に
財
産
上
の
損
害
を
加
え
る
、
通
常
の
取
引
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
り
、
甲
に
お
い
て
、
Ｘ
の
支
払
行
為
の
任
務
違
背
性
及
び

財
産
上
の
損
害
の
発
生
を
認
識
し
つ
つ
、
自
己
の
不
当
な
利
益
を
得
る
た
め
、
自
己
が
代
表
取
締
役
を
つ
と
め
る
会
社
を
迂
回
融
資
に
組

み
込
む
（
住
専
事
件
）、
売
買
物
件
の
価
値
や
担
保
物
件
の
価
値
を
不
当
に
高
く
評
価
し
た
書
面
を
作
成
さ
せ
て
提
供
す
る
（
絵
画
事
件
、

再
生
ス
キ
ー
ム
事
件
）、
形
式
的
な
融
資
先
と
し
て
会
社
を
設
立
す
る
（
再
生
ス
キ
ー
ム
事
件
）
と
い
っ
た
、
背
任
行
為
に
相
当
す
る
支
払
行

為
に
必
要
な
い
し
密
接
な
行
為
（
事
実
的
寄
与
）
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
き
に
、
特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
の
成
立
を
肯
定
す
る
〉
と
い

う
の
が
最
高
裁
判
例
の
考
え
で
あ
る
と
思
う
。
な
お
、
住
専
事
件
の
決
定
書
に
は
、
任
務
違
背
性
、
財
産
上
の
損
害
に
つ
い
て
の
「
高
度

の
認
識
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
も
の
の
、
絵
画
事
件
や
再
生
ス
キ
ー
ム
事
件
の
決
定
書
で
は
、「
十
分
に
認
識
し
て
い
た
」
と
い
っ

た
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
上
、
支
払
行
為
に
必
要
な
い
し
密
接
な
行
為
を
お
こ
な
っ
て
い
る
者
が
任
務
違
背
性
や
財
産
上
の
損
害
に
つ

い
て
未
必
的
認
識
し
か
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
通
常
考
え
に
く
い
。
そ
う
な
る
と
、
最
高
裁
判
例
は
、「
高
度
の
認
識
」
に
格
別
重

要
な
意
味
を
も
た
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
（
12
）

。

以
上
に
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
青
柳
解
説
が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
参
考
に
な
る
。
青
柳
解
説
は
、「
5　

本
件
に
つ
い
て
」
の

一
一
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
四
四
）

「
⑴
」
に
お
い
て
、
住
専
事
件
決
定
は
「
融
資
を
受
け
る
側
が
窮
状
を
訴
え
て
融
資
を
依
頼
す
る
行
為
を
し
た
に
す
ぎ
ず
、
積
極
的
加
担

行
為
を
し
た
と
は
い
え
な
か
っ
た
と
い
う
や
や
特
殊
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
前
述
の
よ
う
に
判
示
し
て
共
同
正
犯
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

融
資
の
相
手
方
が
融
資
の
実
現
に
積
極
的
加
担
行
為
を
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
ま
で
、
同
判
例
の
考
え
方
を
当
て
は
め
、
共
同
正
犯
の

成
否
を
論
ず
る
の
は
、
同
判
例
の
趣
旨
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
」、「
本
来
、
融
資
に
係
る
特
別
背
任
行
為
に
つ
い
て
融

資
の
相
手
方
が
共
同
正
犯
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
認
識
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
融
資
の
相
手
方
が
不
正
融
資
を
実
現
す
る
た
め
に

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
を
し
た
か
を
認
定
し
、
そ
の
事
実
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
積
極
的
加
害
行
為
を
行
い
、
共
同
正
犯

と
評
価
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
犯
罪
遂
行
へ
の
重
要
な
事
実
的
寄
与
を
し
た
か
（
自
己
の
犯
罪
を
犯
し
た
と
い
え
る
程
度
に
、
そ
の
犯
罪
遂
行
に

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
か
）
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
た
上
、「
⑶
」
に
お
い
て
、
再
生
ス
キ
ー
ム
事
件
決
定
は

「
⑴
の
よ
う
な
考
え
方
」
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、「
本
件
は
、
被
告
人
が
共
同
正
犯
と
し
て
評
価
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
犯
罪
遂
行
へ

の
重
要
な
事
実
的
寄
与
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
重
要
判
例
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
を
判
示
し
た
も
の
と
も
い
え
る
。
他
面
、
平
成
一
五
年

判
例
が
そ
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
以
上
に
重
い
先
例
的
価
値
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
状
況
の
中
で
（
あ
た
か
も
、「
融
資
に
応
じ
ざ
る

を
得
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
を
利
用
し
た
」
こ
と
が
融
資
の
相
手
方
に
特
別
背
任
の
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
た
め
の
要
件
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て

い
る
。）、
融
資
の
申
込
み
を
し
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
実
現
に
積
極
的
に
加
担
し
、
犯
罪
遂
行
へ
の
事
実
的
寄
与
を
し
た
者
に
共
同
正

犯
が
成
立
す
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
意
義
の
あ
る
決
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
す
る
（
13
）

。
青
柳
解
説
は
、
背
任
行

為
に
必
要
な
い
し
密
接
な
行
為
（
重
要
な
事
実
的
寄
与
）
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
き
に
特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
を
肯
定
す
る
の
が
最
高
裁

判
例
の
考
え
で
あ
る
と
の
見
方
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

一
一
二



特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
（
設
楽
）

（
三
四
五
）

三　

そ
の
後
の
下
級
審
裁
判
例
の
検
討

1　

は
じ
め
に

前
述
し
た
よ
う
な
最
高
裁
判
例
の
基
準
は
、
下
級
審
裁
判
例
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
最
高
裁
判
例
の

基
準
と
下
級
審
裁
判
例
の
基
準
に
は
相
違
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
こ
こ
で
、
再
生
ス
キ
ー
ム
事
件
決
定
後
の

下
級
審
裁
判
例
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
サ
ン
プ
ル
の
数
は
乏
し
い
も
の
の
、
一
応
の
傾
向
は
看
取
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

2　

ケ
ヤ
キ
・
庭
石
事
件
に
つ
い
て
の
高
裁
判
決
│
福
岡
高
判
平
成
二
一
年
四
月
一
〇
日
高
刑
速
（
平
二
一
）
二
八
四
頁
（
共
同
正
犯
成

立
肯
定
）

事
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

臨
海
土
地
の
造
成
事
業
等
を
目
的
と
す
る
Ａ
社
の
代
表
取
締
役
Ｘ
、
常
務
取
締
役
Ｙ
、
Ｘ
と
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
甲
（
元
Ｆ
市
市
議

会
議
員
）
は
、
共
謀
の
上
、
Ｘ
、
Ｙ
に
お
い
て
、
Ａ
社
の
人
口
島
整
備
事
業
の
た
め
に
ケ
ヤ
キ
、
五
木
石
を
取
得
す
る
必
要
が
な
か
っ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
購
入
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
に
、
任
務
に
違
背
し
て
、
甲
の
利
益
を
図
る
と
と
も
に
Ａ
社
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、

平
成
一
一
年
に
ケ
ヤ
キ
三
〇
〇
本
を
三
億
一
五
〇
〇
万
円
で
、
平
成
一
二
年
に
五
木
石
一
万
ト
ン
を
三
億
五
九
一
〇
万
円
で
、
平
成
一
三

年
に
ケ
ヤ
キ
一
〇
〇
本
を
九
九
七
五
万
円
で
、
仕
入
先
と
Ａ
社
と
の
間
に
甲
の
関
連
会
社
を
介
在
さ
せ
て
甲
に
転
売
利
益
を
得
さ
せ
る
と

い
う
形
態
で
購
入
し
、
Ａ
社
に
損
害
を
与
え
た
。
甲
は
、
長
年
に
わ
た
り
親
密
な
交
際
を
続
け
政
治
家
と
し
て
の
甲
を
応
援
し
て
く
れ
て

い
た
Ⅹ
が
平
成
一
一
年
に
Ａ
社
の
代
表
取
締
役
に
就
任
す
る
や
、
政
治
活
動
資
金
や
選
挙
資
金
を
得
る
た
め
、
Ⅹ
と
の
個
人
的
関
係
を
利

用
し
て
働
き
か
け
、
Ａ
社
を
し
て
必
要
の
な
い
ケ
ヤ
キ
や
五
木
石
を
購
入
さ
せ
、
Ａ
社
と
仕
入
先
と
の
間
に
甲
の
関
連
会
社
を
介
在
さ
せ

一
一
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
四
六
）

る
こ
と
に
よ
り
、
多
額
の
転
売
利
益
を
得
た
。

本
件
判
決
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

弁
護
人
は
、
平
成
一
五
年
二
月
一
八
日
最
高
裁
決
定
（
前
述
の
住
専
事
件
決
定
）
を
引
用
し
、
非
身
分
者
に
特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
が

成
立
す
る
た
め
に
は
、
非
身
分
者
が
、
身
分
者
の
任
務
違
背
を
明
確
に
認
識
し
な
が
ら
特
別
背
任
行
為
に
つ
い
て
意
思
の
連
絡
を
遂
げ
る

こ
と
を
要
す
る
と
こ
ろ
、
本
件
各
取
引
に
お
い
て
、
非
身
分
者
で
あ
る
甲
（
被
告
人
）
は
、
身
分
者
で
あ
る
Ⅹ
ら
の
任
務
違
背
に
対
す
る

確
定
的
な
認
識
を
欠
い
て
い
る
、
と
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
記
最
高
裁
決
定
は
事
例
判
例
で
あ
っ
て
、
特
別
背
任
罪
の
共
同
正

犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
非
身
分
者
が
身
分
者
の
任
務
違
背
に
対
す
る
確
定
的
な
認
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
不
可
欠
の
要
件
と
し
て

い
る
と
は
解
さ
れ
な
い
。「
そ
し
て
、
身
分
者
の
任
務
違
背
に
対
す
る
非
身
分
者
の
認
識
が
未
必
的
認
識
に
と
ど
ま
る
場
合
に
、
一
律
に

特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
の
は
必
ず
し
も
相
当
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
同
罪
の
共
同
正
犯
の
主
観
的
要
件
を
他
の
犯
罪

の
場
合
と
区
別
す
べ
き
理
論
的
根
拠
は
乏
し
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
非
身
分
者
と
身
分
者
と
の
間
に
経
済
的
利
害
が
相
対

立
す
る
緊
張
関
係
が
保
た
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
自
由
な
経
済
取
引
保
護
の
観
点
か
ら
、
身
分
者
の
任
務
違
背
に
対
す
る
非
身
分
者
の
認

識
は
明
確
な
認
識
（
確
定
的
認
識
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
未
必
的
認
識
で
両
者
の
間
に
特
別
背
任
の
共
謀
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
は

な
い
が
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
こ
の
よ
う
な
緊
張
関
係
が
失
わ
れ
る
に
至
っ
た
と
き
に
は
、
未
必
的
認
識
に
よ
る
特
別
背
任
の
共
謀
の

成
立
を
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」、「
本
件
各
取
引
に
よ
る
ケ
ヤ
キ
及
び
五
木
石
の
購
入
は
、
Ⅹ
と
被
告
人
と
の
特

別
な
関
係
を
背
景
と
し
て
、
被
告
人
側
の
申
出
に
よ
り
、
そ
の
希
望
す
る
と
お
り
の
本
数
及
び
代
金
で
、
Ⅹ
及
び
Ｙ
が
被
告
人
に
衆
議
院

議
員
選
挙
の
選
挙
費
用
な
ど
を
得
さ
せ
る
た
め
に
計
画
、
実
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
上
記
の
緊
張
関
係
が
失
わ
れ
た
場
合
に

該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
各
取
引
に
お
け
る
Ⅹ
ら
の
任
務
違
背
に
対
す
る
被
告
人
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
未
必
的

一
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特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
（
設
楽
）

（
三
四
七
）

認
識
で
足
り
る
と
考
え
る
の
が
相
当
で
あ
る
」。

以
下
、
評
価
す
る
。

本
件
に
お
い
て
、
甲
は
、
Ａ
社
が
必
要
と
し
な
い
ケ
ヤ
キ
、
五
木
石
を
、
転
売
利
益
を
得
る
た
め
に
、
介
在
さ
せ
る
必
要
も
な
い
甲
の

関
連
会
社
を
介
在
さ
せ
る
と
い
う
形
態
で
Ａ
社
に
購
入
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
購
入
は
、
通
常
の
取
引
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
も
の
で

あ
り
、
Ａ
社
に
財
産
的
損
害
を
加
え
る
背
任
行
為
で
あ
っ
て
、
甲
は
、
甲
の
関
連
会
社
を
介
在
さ
せ
る
と
い
う
、
背
任
行
為
に
必
要
な
行

為
（
重
要
な
事
実
的
寄
与
）
を
お
こ
な
っ
て
関
与
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
以
上
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
任
務
違
背
と
財
産
的
損
害
に
つ

い
て
十
分
な
認
識
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
最
高
裁
判
例
の
基
準
に
照
ら
し
て
も
、
共
同
正
犯
の
罪
責
を
免
れ
な
い
よ
う
に
思
う
。
前
述

し
た
よ
う
に
、
全
体
と
し
て
最
高
裁
判
例
は
、
住
専
事
件
決
定
の
い
う
「
高
度
の
認
識
」
に
さ
ほ
ど
重
点
を
お
い
て
い
る
よ
う
に
は
思
え

な
い
の
で
、
本
件
判
決
が
特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
の
主
観
的
要
件
を
他
の
犯
罪
と
区
別
す
べ
き
理
論
的
根
拠
は
乏
し
い
と
す
る
の
も
一

応
是
認
で
き
な
い
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、「
経
済
的
利
害
が
相
対
立
す
る
緊
張
関
係
」
と
い
う
、
利
害
一
体
化
論
の
基
準
は
か
な
り
あ

い
ま
い
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
緊
張
関
係
が
保
た
れ
て
い
る
場
合
は
明
確
な
認
識
（
確
定
的
認
識
）
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
は
、

「
緊
張
関
係
が
保
た
れ
て
い
て
も
明
確
な
認
識
が
あ
れ
ば
特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
が
成
立
し
う
る
」
と
い
う
よ
う
に
も
読
め
、「
自
由
な

経
済
取
引
保
護
」
と
い
う
根
拠
づ
け
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
う
（
14
）

。
す
な
わ
ち
、
緊
張
関
係
が
保
た
れ
て
い
て
も
明
確
な
認
識
が
あ
れ
ば
共

同
正
犯
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
客
観
的
に
は
通
常
の
取
引
の
相
手
方
と
し
て
関
与
し
た
に
過
ぎ
な
い
者
で
も
任
務
違
背
性
や
財

産
的
損
害
に
つ
い
て
明
確
な
認
識
が
あ
っ
た
ら
共
同
正
犯
に
な
り
う
る
と
な
っ
て
、「
自
由
な
経
済
取
引
」
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
の
で
あ
る
（
15
）

。
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法
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第
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十
二
巻
第
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（
二
〇
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月
）

（
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八
）

3　

大
阪
地
判
平
成
二
四
年
五
月
一
日
公
刊
物
未
登
載LE

X
/D
B
25481188

（
共
同
正
犯
成
立
肯
定
）

事
実
関
係
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

Ａ
銀
行
某
支
店
の
支
店
長
Ｘ
は
、
甲
の
経
営
す
る
Ｂ
グ
ル
ー
プ
会
社
（
有
限
会
社
四
社
か
ら
成
る
）
に
対
し
、
実
体
の
な
い
決
算
関
係
書

類
の
提
出
を
受
け
た
上
で
、
甲
を
連
帯
保
証
人
と
す
る
ほ
か
は
特
に
担
保
を
供
さ
せ
る
こ
と
も
せ
ず
、
平
成
一
九
年
六
月
中
に
、
計
一
億

円
（
こ
れ
は
、
本
部
審
査
部
の
承
認
を
得
る
こ
と
な
く
支
店
長
の
判
断
に
よ
り
融
資
す
る
「
裁
量
与
信
」
の
限
度
額
で
あ
る
）
を
融
資
し
た
後
、
甲
の

追
加
融
資
依
頼
に
応
じ
て
、
無
担
保
あ
る
い
は
実
質
的
に
無
担
保
で
、
六
か
月
ほ
ど
の
間
に
計
九
億
四
八
〇
〇
万
円
に
及
ぶ
融
資
を
し
た
。

甲
は
、
平
成
一
九
年
六
月
の
一
億
円
の
融
資
の
わ
ず
か
二
か
月
後
に
無
担
保
で
の
追
加
融
資
を
実
行
す
る
銀
行
な
ど
な
く
、
こ
れ
を
本
部

審
査
部
の
承
認
を
要
す
る
「
稟
議
与
信
」
に
す
れ
ば
否
認
さ
れ
て
融
資
が
実
行
さ
れ
な
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
の
で
、
Ｘ
の
支
店

長
決
裁
権
限
内
の
融
資
案
件
を
装
っ
て
融
資
を
実
行
し
て
も
ら
う
し
か
な
い
と
考
え
、
Ｘ
に
心
理
的
圧
力
を
か
け
る
な
ど
し
て
融
資
を
実

行
さ
せ
た
。

本
件
判
決
は
、
量
刑
理
由
に
お
い
て
で
は
あ
る
も
の
の
、
甲
の
罪
責
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
次
に
、
被
告
人
甲
は
、
会
計
事
務
所
事
務
員
を
巻
き
込
ん
で
、
も
っ
と
も
ら
し
い
う
そ
の
決
算
関
係
書
類
を
被
告
人
Ｘ
及
び
Ｙ
〔
得

意
先
課
課
長
代
理
〕
ら
に
提
出
し
て
、
Ｂ
グ
ル
ー
プ
会
社
が
優
良
企
業
で
あ
る
と
被
告
人
Ｘ
ら
を
だ
ま
し
た
上
で
、
金
品
を
贈
る
な
ど
し

て
被
告
人
Ｘ
ら
の
歓
心
を
買
い
、
融
資
の
継
続
が
被
告
人
Ｘ
ら
の
任
務
に
反
す
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
な
が
ら
、
融
資
の
申
込
み
を
断

る
は
ず
は
な
い
と
見
込
み
、
と
き
に
は
、
浮
貸
し
等
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
意
識
し
た
黙
示
の
脅
迫
的
言
動
に
及
ぶ
な
ど
し
て
、
被
告
人
Ｘ

ら
に
融
資
の
申
込
み
を
続
け
、
自
己
の
希
望
す
る
時
期
に
、
希
望
す
る
金
額
で
の
実
質
無
担
保
の
融
資
の
実
行
を
受
け
て
い
た
も
の
で
、

そ
の
行
為
は
、
借
り
手
の
枠
を
超
え
、
Ａ
銀
行
の
い
わ
ば
骨
の
髄
ま
で
し
ゃ
ぶ
り
尽
く
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」、「
被
告
人
甲
の
弁
護

一
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特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
（
設
楽
）

（
三
四
九
）

人
は
、
被
告
人
甲
が
、
本
件
の
一
連
の
融
資
を
受
け
る
に
当
た
り
、
Ａ
銀
行
側
を
だ
ま
し
た
り
、
そ
の
弱
み
に
つ
け
込
ん
だ
り
し
た
こ
と

は
一
切
な
く
、
融
資
は
被
告
人
Ｘ
や
Ｙ
が
積
極
的
に
主
導
し
て
実
行
し
た
な
ど
と
主
張
す
る
。〔
改
行
〕
し
か
し
、
関
係
証
拠
に
よ
れ
ば
、

被
告
人
Ｘ
が
、
う
そ
の
決
算
関
係
書
類
等
を
あ
た
か
も
正
当
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
っ
て
提
出
し
た
り
、
被
告
人
Ｘ
ら
に
対
し
て

金
品
を
繰
り
返
し
贈
っ
た
り
す
る
な
ど
、
Ａ
銀
行
か
ら
融
資
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
様
々
な
工
作
や
働
き
か
け
を
し
て
、
平
成
一
九
年
六
月
、

八
月
及
び
一
一
月
の
融
資
を
引
き
出
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」、
被
告
人
Ｘ
等
の
供
述
内
容
を
考
慮
す
る
と
「
平
成
一
九
年
一
二
月

以
降
の
融
資
は
、
被
告
人
Ｘ
ら
に
多
額
の
利
益
を
供
与
し
て
き
た
こ
と
を
利
用
し
、
ま
た
、
被
告
人
Ｘ
が
浮
貸
し
の
件
で
負
い
目
を
感
じ

て
い
る
こ
と
に
つ
け
込
ん
で
、
被
告
人
甲
が
被
告
人
Ｘ
ら
に
強
く
働
き
か
け
て
実
行
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
優
に
認
め
ら
れ
る
」。

以
下
、
評
価
す
る
。

本
件
判
決
は
、
甲
が
、
Ｘ
の
任
務
違
背
に
つ
い
て
「
十
分
に
認
識
」
し
な
が
ら
Ｘ
ら
に
強
く
働
き
か
け
て
追
加
融
資
を
実
行
さ
せ
た
こ

と
か
ら
、
甲
が
特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
と
な
る
と
し
た
も
の
と
い
え
る
。
ケ
ヤ
キ
・
庭
石
事
件
に
つ
い
て
の
高
裁
判
決
の
基
準
に
よ
る

な
ら
、（
罪
と
な
る
べ
き
事
実
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
、
平
成
一
九
年
六
月
の
一
億
円
融
資
の
段
階
か
ら
）「
経
済
的
利
害
が
相
対
立
す
る
緊
張
関
係
」

は
失
わ
れ
て
お
り
、
任
務
違
背
に
つ
い
て
未
必
的
認
識
が
あ
っ
た
に
と
ど
ま
る
場
合
で
も
共
同
正
犯
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
て
よ
い
、
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、「
う
そ
の
決
算
関
係
書
類
」
の
提
出
は
罪
と
な
る
べ
き
事
実
に
入
っ
て
い
な
い
最
初
の
融
資
の
際
に
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
し
、
甲
が
Ｘ
に
対
し
心
理
的
圧
力
を
か
け
て
い
た
と
し
て
も
、
共
同
正
犯
と
評
価
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
犯
罪
遂
行
へ

の
事
実
的
寄
与
を
し
た
と
い
え
る
か
、
や
や
疑
問
で
は
あ
る
。

4　

最
高
裁
判
例
の
基
準
と
下
級
審
裁
判
例
の
基
準
の
比
較
検
討

最
高
裁
判
例
の
示
し
た
基
準
が
、〈
背
任
行
為
に
相
当
す
る
支
払
行
為
に
必
要
な
い
し
密
接
な
行
為
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
き
に
、
特
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
五
〇
）

別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
を
肯
定
す
る
〉
と
い
う
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
右
の
下
級
審
裁
判
例
は
、〈「
経
済
的
利
害
が
相
対
立
す
る
緊
張

関
係
」
が
保
た
れ
て
い
る
か
〉
と
か
、〈
多
額
の
利
益
を
供
与
し
て
き
た
こ
と
を
利
用
す
る
等
し
て
「
強
く
働
き
か
け
て
実
行
さ
せ
た
」〉

と
か
を
重
視
し
て
い
る
。〈
背
任
行
為
に
相
当
す
る
支
払
行
為
に
必
要
な
い
し
密
接
な
行
為
〉
を
お
こ
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
配
慮
す
る

と
こ
ろ
が
乏
し
い
よ
う
に
思
う
。
も
っ
と
も
、「
緊
張
関
係
が
保
た
れ
て
い
な
い
と
き
に
取
引
を
申
し
入
れ
る
こ
と
は
、
背
任
行
為
に
必

要
な
行
為
を
な
す
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
」
と
か
、「
強
く
働
き
か
け
る
こ
と
は
、
背
任
行
為
に
密
接
な
行
為
を
な
す
こ
と
で
あ
る
と
い

え
る
」
と
か
い
っ
た
理
解
を
す
る
な
ら
、
最
高
裁
判
例
の
基
準
と
下
級
審
裁
判
例
の
基
準
と
の
間
に
さ
ほ
ど
の
逕
庭
は
な
い
と
い
え
る
の

か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
共
同
正
犯
の
成
立
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
共
同
正
犯
を
理

解
す
る
立
場
か
ら
す
る
と
、
最
高
裁
判
例
の
基
準
の
方
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
換
言
す
る
な
ら
、
最
高
裁
判
例
の
基
準
は
下
級
審

裁
判
例
に
必
ず
し
も
反
映
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

四　

学
説
の
検
討

1　

は
じ
め
に

青
柳
解
説
に
よ
れ
ば
、
学
説
に
は
、
相
手
方
の
主
観
面
で
処
罰
の
範
囲
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
見
解
（
16
）

や
客
観
的
事
情
に
即
し
て
共
同
正

犯
の
成
立
範
囲
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
見
解
（
17
）

な
ど
が
あ
る
。
本
来
な
ら
は
、
諸
学
説
を
全
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
も
の
の
、
紙
幅
の
制
約

も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
青
柳
解
説
が
、
そ
の
分
析
が
「
事
柄
の
実
態
を
正
確
に
把
握
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
（
18
）

」
と
評
し
た
島
田
聡

一
郎
の
学
説
（
以
下
、「
島
田
説
」
と
い
う
）
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
検
討
の
対
象
と
し
て
は
、「
対
向
的
取
引
行
為
と
背
任
罪
の
共
同

一
一
八
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正
犯
（
19
）

」
│
以
下
、「
島
田
論
文
」
と
い
う
│
の
記
述
を
主
に
用
い
る
。

2　

島
田
論
文
に
み
る
島
田
説

島
田
論
文
は
、「
若
干
の
検
討
」
の
冒
頭
で
、
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
が
「
あ
く
ま
で
、
相
手
方
の
行
為
が
、
二
四
七
条
と
六
〇
条

以
下
の
規
定
を
あ
わ
せ
た
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
以
上
、
解
決
も
そ
の
枠
内
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、「
共

犯
と
し
て
の
因
果
関
係
、
結
果
帰
属
の
枠
内
で
の
解
決
」
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
。
そ
し
て
、「
こ
こ
で
の
結
論
は
、
共
犯

に
関
す
る
一
般
理
論
か
ら
導
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
同
時
に
、
そ
こ
で
導
か
れ
る
具
体
的
結
論
は
、
背
任
罪
、
と
り
わ
け
、
こ
の
よ
う
な

取
引
行
為
の
実
態
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
「
共
犯
の
一
般
理
論
」
と
し
て
は
、「
正
犯
の
行
為
を
引
き
起
こ
す
危
険
性
の
程
度
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、「
共
犯
が
処
罰
さ
れ
る
た
め
に
は
、
直
接
結
果
を
惹
起
し
た
正
犯
者
の
行
為
に
働
き
か
け
、
そ
の
行
為
に
よ
る
結
果
発

生
の
危
険
を
物
理
的
ま
た
は
心
理
的
に
高
め
、
そ
の
高
め
ら
れ
た
危
険
が
結
果
に
実
現
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
単
に
結
果
と
何
ら
か

の
形
で
の
結
び
つ
き
が
あ
る
、
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
ず
、
正
犯
行
為
に
対
す
る
一
定
の
影
響
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」

と
い
う
。「
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
れ
ば
、
正
犯
で
あ
る
事
務
処
理
者
の
任
務
違
背
行
為
を
介
し
た
結
果
の
帰
属
が
認
め
ら
れ
、
背
任

罪
の
共
犯
が
成
立
す
る
の
か
」
は
、
こ
の
よ
う
な
一
般
論
が
背
任
の
相
手
方
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題

に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

島
田
論
文
は
、
事
務
処
理
者
と
取
引
の
相
手
方
と
は
「
一
般
に
、
利
害
関
係
が
対
立
す
る
」
の
で
、
通
常
、
相
手
方
は
本
人
側
の
（
本

人
│
事
務
処
理
者
側
の
関
係
と
い
う
）「
内
部
規
律
」
に
つ
い
て
ま
で
配
慮
す
べ
き
と
は
い
え
ず
、「
そ
の
よ
う
な
事
務
処
理
者
は
、
相
手
方

か
ら
の
多
少
の
働
き
か
け
に
対
し
て
は
、
適
切
な
審
査
を
働
か
せ
る
こ
と
が
、
本
人
と
の
関
係
で
期
待
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、

一
一
九
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「
そ
の
よ
う
な
状
況
で
、
適
切
な
審
査
が
な
さ
れ
ず
、
任
務
違
背
行
為
が
な
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
、
危
険
性
が
低
い
行
為
が
、
も
っ
ぱ
ら

事
務
処
理
者
の
せ
い
で
結
果
に
実
現
し
た
と
評
価
で
き
る
か
ら
、
相
手
方
の
創
出
し
た
危
険
の
実
現
と
は
い
え
ず
、
相
手
方
に
共
犯
は
成

立
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
何
ら
か
の
事
情
で
審
査
機
能
が
働
き
に
く
い
状
況
に
な
っ
て
い
た
場
合

に
、
相
手
方
が
そ
の
よ
う
な
状
況
を
利
用
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
相
手
方
が
、
事
務
処
理
者
を
そ
の
よ
う
な
状
況
に
陥
れ
た
場
合
等
は
、

被
害
が
生
じ
る
こ
と
は
、
当
然
の
事
態
と
い
え
、
相
手
方
を
共
犯
と
し
て
処
罰
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。

そ
れ
で
は
、「
審
査
機
能
が
働
き
に
く
い
状
況
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
合
な
の
か
。
島
田
論
文
は
、
ふ
た
つ
の
場
合
を
あ
げ

る
。「
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
大
ま
か
に
い
え
ば
、
あ
両
者
の
利
害
関
係
が
何
ら
か
の
形
で
一
体
化
し
、
審
査
機
能
が
働
か
な
く
な
っ
て

い
る
段
階
で
、
相
手
方
の
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
（「
利
害
一
体
化
型
」
と
呼
ぶ
）
と
、
い
事
務
処
理
者
と
相
手
方
と
の
間
の
利
害
対
立
状

況
は
残
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
相
手
方
が
、
事
務
処
理
者
の
審
査
機
能
を
乗
り
越
え
て
し
ま
う
よ
う
な
支
配
的
影
響
や
、
威
迫
、
欺
罔
等

を
伴
う
等
の
積
極
的
な
働
き
か
け
を
し
た
場
合
（「
強
度
の
働
き
か
け
型
」
と
呼
ぶ
）
の
、
い
ず
れ
か
が
満
た
さ
れ
て
い
れ
ば
、
認
め
ら
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
両
者
の
区
別
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
間
的
な
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
利
害
一
体
化
の
程
度
と
、
働
き
か
け
の
程
度
の
相
関
関
係
か
ら
、
可
罰
的
な
共
犯
行
為
と
い
え
る
ほ
ど
の
危
険
創
出
・
実
現
が
あ
っ

た
と
い
え
る
か
を
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

島
田
論
文
は
、
住
専
事
件
は
、
あ
（
利
害
一
体
化
型
）
に
属
す
る
の
で
、
同
事
件
決
定
が
「
社
会
通
念
上
許
さ
れ
な
い
よ
う
な
働
き
か

け
」
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
背
任
罪
の
共
同
正
犯
と
な
る
余
地
を
認
め
た
の
は
支
持
さ
れ
て
よ
く
、
絵
画
事
件
も
利
害
一
体
化
型

に
あ
た
り
、
処
罰
を
肯
定
し
た
結
論
は
「
正
当
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
ま
た
、
い
（
強
度
の
働
き
か
け
型
）
に
あ
た
る
の
は
、
最
判
昭
和

五
七
年
四
月
二
二
日
最
高
裁
判
所
裁
判
集
刑
事
二
二
七
号
七
五
頁
（
富
士
銀
行
事
件
判
決
（
20
）

）
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
担
保
の
徴
求
な
ど
を
全

一
二
〇



特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
（
設
楽
）

（
三
五
三
）

く
欠
き
、
通
常
の
取
引
形
態
か
ら
著
し
く
逸
脱
し
、
回
収
不
能
に
陥
る
こ
と
が
必
定
の
融
資
を
、
そ
の
こ
と
を
熟
知
し
な
が
ら
五
億
円
の

リ
ベ
ー
ト
を
提
供
し
て
お
こ
な
わ
せ
た
場
合
な
ど
で
あ
る
と
す
る
。

な
お
、
島
田
論
文
は
、「
利
害
一
体
化
型
」
ま
た
は
「
強
度
の
働
き
か
け
型
」
に
あ
た
る
場
合
は
、
結
果
の
帰
属
が
認
め
ら
れ
背
任
罪

の
共
犯
に
な
る
と
し
て
い
る
も
の
の
、
直
ち
に
共
同
正
犯
に
な
る
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
共
同
正
犯
と

幇
助
犯
の
区
別
に
つ
い
て
は
、「
犯
罪
実
現
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
あ
る
い
は
実
行
者
と
対
等
以
上
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
共
同
正

犯
の
成
立
要
件
と
す
る
多
数
説
」
を
前
提
に
、「
背
任
罪
に
当
た
る
取
引
行
為
そ
れ
自
体
は
、
犯
罪
実
現
に
と
っ
て
不
可
欠
な
行
為
だ
か

ら
、
相
手
方
が
一
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
不
可
欠
な
行
為
の
相
手
方
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
共

同
正
犯
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
の
で
、
取
引
の
相
手
方
（
取
引
行
為
の
効
果
が
帰
属
す
る
主
体
）
で
あ
れ
ば
（
と
く
に
、
そ
の
他

の
加
功
を
し
な
く
て
も
）
共
同
正
犯
と
な
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
（
21
）

。
ま
た
、「
取
引
行
為
の
主
体
で
は
な
く
と
も
、
取
引
行
為
が

実
行
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
積
極
的
に
関
与
し
、
そ
の
実
現
に
多
大
な
寄
与
を
し
て
い
た
者
は
や
は
り
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る

か
ら
共
同
正
犯
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
の
で
、
取
引
の
主
体
で
は
な
い
者
に
つ
い
て
も
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と

い
え
れ
ば
共
同
正
犯
に
な
り
う
る
と
す
る
（
も
っ
と
も
、
富
士
銀
行
事
件
判
決
が
五
億
円
分
の
小
切
手
を
持
っ
て
行
っ
た
り
し
た
被
告
人
ら
を
幇
助

犯
と
し
た
こ
と
は
支
持
で
き
る
と
す
る
）。

ち
な
み
に
、
島
田
論
文
は
、
林
幹
人
の
「
許
さ
れ
た
危
険
説
」
が
、「
借
り
受
け
人
の
申
し
込
み
が
、
通
常
経
済
社
会
に
行
わ
れ
て
い

る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
て
、
融
資
担
当
者
が
背
任
罪
を
犯
し
本
人
に
損
害
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
危
険
性
が
そ
れ
ほ
ど
高
度
で
な
い
場
合
、

と
く
に
、
借
り
受
け
人
の
働
き
掛
け
に
は
企
業
再
建
と
い
う
有
用
性
が
あ
る
程
度
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
は
許
さ
れ
た
危
険

の
範
囲
内
の
も
の
と
し
て
、
合
法
、
少
な
く
と
も
、
共
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
・
実
行
行
為
性
を
欠
く
も
の
と
し
て
、
背
任
罪
の
共
同
正

一
二
一
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犯
の
み
な
ら
ず
幇
助
犯
の
成
立
も
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
22
）

」
と
し
て
い
る
の
を
、「
も
し
、
本
当
に
『
企
業
再
建
と
い
う
有
用
性
』
が

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
正
犯
の
背
任
行
為
自
体
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
て
疑
問
視
し
、
結
局
、「
事
務
処

理
者
に
対
す
る
働
き
か
け
と
し
て
ど
の
程
度
の
危
険
な
行
為
ま
で
が
許
さ
れ
る
か
、
と
い
っ
た
危
険
性
を
ベ
ー
ス
と
し
た
判
断
を
行
う
方

が
、
よ
り
実
態
に
即
し
た
、
適
切
な
枠
組
み
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
（
23
）

。

3　

島
田
説
に
対
す
る
評
価

島
田
説
は
、
本
人
（
Ａ
）
│
事
務
処
理
者
（
Ｘ
）
間
の
「
内
部
規
律
」
を
問
題
に
し
、
そ
こ
か
ら
、
利
害
一
体
化
型
ま
た
は
強
度
の
働

き
か
け
型
に
あ
た
る
場
合
は
審
査
機
能
が
働
か
な
く
な
り
、「
Ｘ
に
お
い
て
内
部
規
律
に
違
反
す
る
行
為
に
出
る
危
険
」
が
創
出
さ
れ
、

こ
れ
が
結
果
に
実
現
し
て
い
る
と
き
は
相
手
方
（
甲
）
の
行
為
へ
の
結
果
帰
属
を
肯
定
す
る
見
解
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
島
田
説
に

よ
る
な
ら
、（
と
く
に
利
害
一
体
化
型
の
場
合
は
）
Ｘ
の
自
律
的
判
断
を
害
す
る
と
か
Ｘ
の
意
思
を
抑
圧
す
る
と
い
っ
た
行
為
を
甲
が
お
こ
な

う
必
要
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
Ｘ
が
内
部
規
律
に
違
反
し
か
ね
な
い
状
況
の
下
で
甲
が
通
常
の
（
融
資
申
込
な
ど
の
）
働
き
か
け
を
す
れ
ば
、

危
険
を
創
出
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
（
い
う
ま
で
も
な
く
、
正
犯
〔
直
接
実
行
者
〕
の
意
思
を
抑
圧
す
る
こ
と
は
、
間
接
正
犯
の
場

合
は
と
も
か
く
と
し
て
、
共
同
正
犯
や
狭
義
の
共
犯
で
は
必
要
な
い
。
Ｘ
が
Ａ
を
殺
害
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
と
き
に
甲
が
ナ
イ
フ
を
渡
し
て
や
る
と

い
っ
た
場
合
、
Ｘ
が
自
発
的
な
意
思
に
よ
っ
て
Ａ
を
殺
害
し
た
と
し
て
も
甲
は
幇
助
犯
と
な
る
）。
そ
し
て
、
島
田
説
は
、
共
犯
行
為
（
関
与
行
為
）

に
よ
る
直
接
の
危
険
創
出
で
は
な
く
、
共
犯
行
為
に
あ
た
る
働
き
か
け
に
よ
り
生
じ
た
と
こ
ろ
の
、
正
犯
行
為
に
よ
る
危
険
創
出
（
Ｘ
が

内
部
規
律
に
反
す
る
行
為
に
出
る
こ
と
に
よ
る
危
険
創
出
）
を
共
犯
行
為
に
よ
る
危
険
創
出
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
共

犯
行
為
自
体
は
さ
ほ
ど
危
険
で
は
な
い
も
の
（
例
え
ば
、
通
常
の
融
資
申
込
）
で
あ
っ
て
も
、
正
犯
Ｘ
が
内
部
規
律
違
反
行
為
に
出
か
ね
な

い
場
合
は
甲
に
よ
る
危
険
創
出
を
認
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
こ
れ
が
「
利
害
一
体
化
型
」
に
あ
た
る
場
合
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
）。
事
実
、
島

一
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特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
（
設
楽
）

（
三
五
五
）

田
論
文
三
四
三
頁
注
六
七
で
は
、「
特
別
な
癒
着
関
係
に
は
な
か
っ
た
が
、
正
犯
者
が
、
当
初
か
ら
、
極
め
て
安
易
に
不
良
貸
付
を
行
う

つ
も
り
で
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
を
熟
知
し
な
が
ら
、
強
く
働
き
か
け
る
こ
と
も
な
く
、
借
入
を
申
し
入
れ
た
と
こ
ろ
、
正
犯
者
が
背
任

行
為
を
行
っ
た
場
合
に
、
相
手
方
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
べ
き
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、「
可
罰
的
な
危
険
創
出
、
実
現
の
関
係
を
否
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
共
犯
と
し
て
の
可
罰
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
、
こ
れ
に
加
え
て
、〈
取
引
の
相
手
方
と
な
る
こ
と
は
背

任
行
為
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
甲
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
〉
と
す
る
と
、
通
常
の
申
込
を
し
た
だ
け
で
共
同
正

犯
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
る
と
、
①
経
済
活
動
の
自
由
を
害
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
、
②
犯
罪
を
実
行
す

る
に
つ
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
者
が
共
同
正
犯
と
な
る
べ
き
だ
と
い
う
実
質
的
実
行
共
同
正
犯
論
の
趣
旨
に
反
す
る
の
で
は
な
い

か
、
│
要
す
る
に
、〈
処
罰
の
限
定
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
〉
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
青
柳
解

説
が
、
再
生
ス
キ
ー
ム
事
件
決
定
を
「
融
資
の
申
込
み
を
し
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
実
現
に
積
極
的
に
加
担
し
、
犯
罪
遂
行
へ
の
事
実

的
寄
与
を
し
た
者
に
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
意
義
の
あ
る
決
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
こ
ろ
の
、「
犯
罪
遂
行
へ
の
事
実
的
寄
与
」
を
し
た
者
を
共
同
正
犯
と
す
る
と
い
う
最
高
裁
判
例
の
基
準

に
も
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
う
（
24
）

。

な
お
、
強
度
の
働
き
か
け
型
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
問
題
が
あ
る
。
①
利
害
が
一
体
化
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
危
険
創
出
、
実

現
を
肯
定
す
る
だ
け
の
「
強
度
の
働
き
か
け
」
な
い
し
「
積
極
的
な
働
き
か
け
」
と
事
務
処
理
者
が
な
お
適
切
な
審
査
を
働
か
せ
う
る

「
多
少
の
働
き
か
け
」
と
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
明
確
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
し
、
②
「
強
度
の
働
き
か
け
」
が

あ
れ
ば
取
引
の
相
手
方
と
な
る
だ
け
で
共
同
正
犯
に
な
る
と
す
る
の
な
ら
、
犯
罪
遂
行
へ
の
事
実
的
寄
与
が
共
同
正
犯
の
要
件
で
あ
る
と

一
二
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第
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（
二
〇
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六
年
十
月
）

（
三
五
六
）

い
う
考
え
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
を
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

五　

考
察

実
質
的
実
行
共
同
正
犯
論
を
前
提
に
考
え
る
な
ら
（
25
）

、
共
同
正
犯
と
な
る
た
め
に
は
、
直
接
実
行
者
が
犯
罪
を
実
行
す
る
に
つ
い
て
重
要

な
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
特
別
）
背
任
罪
で
あ
れ
ば
、
同
罪
を
実
行
す
る
に
つ
い
て
重
要
な
寄
与
を
し
て
そ
の
よ
う
な

役
割
を
果
た
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
背
任
罪
の
実
行
と
は
、
任
務
に
違
背
す
る
行
為
に
よ
っ
て
本
人
に
財
産
上
の
損
害
を

加
え
る
こ
と
で
あ
り
、
任
務
に
違
背
し
な
い
行
為
や
財
産
上
の
損
害
を
加
え
る
こ
と
に
な
ら
な
い
（
そ
の
よ
う
な
現
実
的
危
険
の
な
い
）
行

為
は
、
背
任
罪
の
実
行
行
為
に
あ
た
ら
な
い
。
背
任
罪
の
実
行
行
為
は
、
担
保
も
と
ら
ず
に
多
額
の
融
資
を
す
る
と
か
、
必
要
も
な
い
の

に
市
価
に
比
し
て
著
し
い
高
値
で
物
品
を
購
入
す
る
と
か
い
っ
た
「
異
常
な
取
引
」
で
あ
る
。
こ
の
異
常
性
を
基
礎
づ
け
る
事
実
に
つ
い

て
重
要
な
事
実
的
寄
与
を
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
者
が
共
同
正
犯
に
な
る
の
で
あ
る
。
単
に
取
引
の
相
手
方
と
な
る
だ
け
で
は
異

常
な
取
引
の
実
行
に
つ
い
て
重
要
な
寄
与
を
し
た
と
は
い
え
な
い
。
担
保
と
な
る
不
動
産
の
価
値
や
購
入
物
品
の
価
値
を
偽
る
書
類
を
作

成
し
て
提
出
す
る
と
か
、
形
式
的
な
（
ダ
ミ
ー
の
）
融
資
先
や
不
要
な
仲
介
業
者
と
し
て
自
己
の
支
配
す
る
会
社
を
提
供
す
る
と
い
っ
た

こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、
背
任
罪
の
共
同
正
犯
に
は
な
ら
な
い
と
解
す
る
。
単
に
契
約
書
に
署
名
捺
印
す
る
と
か
、
正
常
な
取
引
で
も
必
要

な
書
類
を
提
出
す
る
と
か
い
っ
た
こ
と
を
し
た
だ
け
で
は
、
共
同
正
犯
に
は
な
ら
な
い
と
解
す
る
の
で
あ
る
（
こ
の
よ
う
に
考
え
て
も
、
住

専
事
件
決
定
を
含
め
て
、
共
同
正
犯
の
成
立
を
肯
定
し
た
前
述
の
最
高
裁
判
例
の
事
案
や
ケ
ヤ
キ
・
庭
石
事
件
高
裁
判
決
の
事
案
で
は
、
相
手
方
〔
甲
〕

を
共
同
正
犯
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
）。

そ
れ
で
は
、
正
常
な
取
引
に
お
い
て
も
必
要
な
行
為
（
契
約
申
込
、
契
約
書
へ
の
署
名
捺
印
、
虚
偽
内
容
で
は
な
い
書
類
の
提
出
）
を
し
た
者

一
二
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特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
（
設
楽
）

（
三
五
七
）

は
、（
特
別
）
背
任
罪
の
幇
助
犯
に
は
な
る
か
。（
特
別
）
背
任
罪
の
実
行
行
為
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
「
異
常
な
取
引
」
で
あ
り
、
正
常

な
取
引
に
お
い
て
も
必
要
な
行
為
を
す
る
こ
と
は
、「
異
常
な
取
引
」
を
促
進
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
幇
助
犯
も
成
立
し
な
い
と
解

す
る
。「
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
」
に
つ
い
て
、
私
は
ま
だ
確
た
る
見
解
を
形
成
す
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
例
え
ば
、
強
盗

の
実
行
を
考
え
て
い
る
Ｘ
に
、
甲
が
、
Ｘ
の
意
図
を
知
り
な
が
ら
、
腹
ご
し
ら
え
の
た
め
の
パ
ン
や
現
場
ま
で
は
い
て
行
く
靴
を
売
り
渡

し
た
場
合
、
パ
ン
や
靴
の
交
付
は
強
盗
行
為
の
幇
助
行
為
と
は
い
え
ず
、（
Ｘ
が
腹
ご
し
ら
え
を
し
て
靴
を
は
い
て
現
場
に
行
き
強
盗
を
実
行
し

た
と
し
て
も
）
甲
は
強
盗
罪
の
幇
助
犯
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
強
盗
罪
の
実
行
行
為
は
反
抗
を
抑
圧
す

る
に
足
り
る
暴
行
・
脅
迫
を
用
い
て
財
物
を
強
取
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
パ
ン
や
靴
の
販
売
・
交
付
を
か
か
る
実
行
行
為
の
幇
助
行
為
と

み
る
こ
と
は
難
し
い
（
こ
れ
に
対
し
て
、
出
刃
包
丁
の
販
売
・
交
付
行
為
は
問
題
で
あ
る
）。
幇
助
行
為
と
し
て
の
定
型
性
が
な
い
と
か
社
会
通

念
上
幇
助
行
為
と
認
め
ら
れ
な
い
と
か
、
危
険
の
創
出
が
な
い
と
か
、
種
々
の
説
明
が
可
能
で
あ
る
し
、
パ
ン
や
靴
を
渡
し
た
者
を
強
盗

罪
の
幇
助
犯
と
す
る
こ
と
は
〝
実
務
感
覚
〞
に
も
反
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
（
26
）

。

要
す
る
に
、
実
質
的
実
行
共
同
正
犯
論
を
前
提
に
す
る
な
ら
、
背
任
罪
の
実
行
行
為
（
任
務
に
違
背
し
て
本
人
に
財
産
的
損
害
を
加
え
る
行

為
）
の
一
部
分
担
を
な
し
た
、
す
な
わ
ち
「
共
同
し
て
背
任
罪
を
実
行
し
た
」
と
評
価
で
き
る
だ
け
の
事
実
寄
与
を
し
な
け
れ
ば
共
同
正

犯
に
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
共
同
正
犯
と
な
ら
な
く
て
も
教
唆
犯
、
幇
助
犯
、
間
接
正
犯
と
な
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。

た
だ
し
、「
通
常
の
融
資
申
込
」
を
し
た
程
度
で
は
、
そ
れ
が
か
な
り
執
拗
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
島
田
論
文
の
い
う
「
多
少
の
働
き
か

け
」
に
過
ぎ
ず
、
間
接
正
犯
は
も
と
よ
り
、
教
唆
犯
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
教
唆
行
為
は
犯
罪
の
実
行
を
決
意
さ
せ
る

だ
け
の
危
険
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
こ
ろ
、
通
常
の
融
資
担
当
者
に
融
資
を
乞
う
も
の
が
泣
き
つ
く
程
度
で
は
、

そ
の
よ
う
な
危
険
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
危
険
性
は
具
体
的
事
案
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

一
二
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か
ら
、
融
資
担
当
者
が
困
惑
し
て
い
る
な
ど
不
正
融
資
を
お
こ
な
い
か
ね
な
い
状
況
で
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
利
用
し
て
融
資
を
申
し
込

め
ば
、
教
唆
犯
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
よ
う
（
前
掲
の
大
阪
地
判
平
成
二
四
年
五
月
一
日
の
事
案
の
よ
う
な
場
合
で
は
、
教
唆
犯
の
罪
責
は

免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
）。
し
か
し
、
北
國
銀
行
事
件
の
甲
の
よ
う
に
「
代
弁
否
認
は
無
茶
で
は
な
い
か
」
云
々
と
い
っ
た
だ
け
で
は
共
同
正

犯
は
も
と
よ
り
教
唆
犯
に
も
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
背
任
罪
の
任
務
違
背
行
為
や
財
産
上
の
損
害
が
か
な
り
不
明
確
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
「
十
分

な
認
識
」
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
は
、
事
実
認
定
の
際
の
基
準
と
し
て
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
た
だ
し
、
客
観
的
要
件
の
検

討
を
お
ろ
そ
か
に
し
主
観
的
要
素
を
重
視
し
て
共
同
正
犯
の
成
立
を
肯
定
す
る
べ
き
で
は
な
い
。

六　

結
語

国
民
の
人
権
擁
護
の
観
点
か
ら
は
も
と
よ
り
、
経
済
活
動
の
自
由
を
保
障
し
経
済
的
繁
栄
を
は
か
る
た
め
に
も
、
刑
罰
法
規
の
緩
や
か

な
解
釈
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
27
）

。（
特
別
）
背
任
罪
の
正
犯
・
共
犯
の
要
件
に
つ
い
て
も
裁
判
所
の
恣
意
を
制
限
す
る
解
釈
論

の
提
示
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
私
自
身
は
、
共
謀
共
同
正
犯
否
定
説
を
採
っ
て
い
る
も
の
の
、
実
行
行
為
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
か
な
り
の
範
囲
で
、
実
行
共
同
正
犯
と
し
て
、
共
同
正
犯
の
成
立
を
肯
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
重
要
な
の
は
各
論
的
検
討

を
踏
ま
え
て
共
同
正
犯
の
成
否
に
つ
い
て
の
限
界
線
を
示
す
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
、
最
近
は
、
特
別
法
に
お
け
る
共
同
正
犯
を

研
究
し
て
い
る
。
内
藤
謙
は
、「〔
…
〕
学
説
と
し
て
共
謀
共
同
正
犯
を
否
定
す
る
場
合
に
も
、
単
に
共
謀
共
同
正
犯
を
教
唆
犯
・
幇
助
犯

に
解
消
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
判
例
が
共
謀
共
同
正
犯
を
肯
定
す
る
と
き
に
、
判
例
の
基
本
的
立
場
か
ら
、
ど
の
よ

う
な
限
度
で
そ
れ
が
許
容
さ
れ
る
か
を
解
釈
論
と
し
て
示
す
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
理
論
構
成
を
試
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
28
）

」
と
述
べ
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特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
（
設
楽
）

（
三
五
九
）

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
も
、
共
同
正
犯
の
要
件
の
具
体
化
・
現
実
化
、
さ
ら
に
明
確
化
に
い
く
ら
か
で
も
寄
与
し
た
く
思
う
。

本
稿
は
、
そ
の
た
め
の
試
み
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
本
稿
に
お
い
て
、
特
別
背
任
罪
の
共
同
実
行
の
内
実
を
十
分
に
明
ら
か
に
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
利
害
一
体
化
、
強
度

の
働
き
か
け
と
い
っ
た
基
準
に
対
す
る
疑
問
を
示
し
た
程
度
で
あ
る
。
今
後
、
基
準
の
確
立
に
向
け
て
一
層
の
努
力
を
し
た
い
と
思
う
。

そ
の
ほ
か
に
も
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
多
い
。

例
え
ば
、
背
任
罪
の
義
務
違
反
罪
的
性
格
に
着
目
す
る
と
、
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
取
引
の
相
手
方
を
共
同
正
犯
と
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。R
oxin

は
、
義
務
犯
で
あ
る
背
任
に
つ
い
て
は
、
義
務
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
部
内
者
と
と

も
に
義
務
に
違
反
す
る
者
の
み
が
共
同
正
犯
と
な
る
と
す
る
（
29
）

。
こ
の
よ
う
な
考
え
と
「
部
外
者
も
背
任
罪
の
共
同
正
犯
足
り
う
る
」
と
す

る
日
本
刑
法
の
解
釈
論
と
の
整
合
性
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
（
30
）

。

ま
た
、
中
立
的
行
為
の
問
題
と
の
関
係
も
な
お
検
討
を
要
す
る
。
本
稿
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
刑
事
法
研
究
会
（
日
本
大
学
法
学
部
）
で

の
報
告
の
際
に
、
中
立
的
行
為
の
問
題
は
ド
イ
ツ
で
は
幇
助
犯
に
関
し
て
の
み
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
、
こ
れ
を
共
同
正

犯
の
問
題
に
ま
で
拡
張
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
っ
た
指
摘
を
受
け
た
（
31
）

。
私
自
身
は
、
中
立
的
行
為
論
の
問
題
提
起
は
、
幇
助
犯

論
の
み
な
ら
ず
、
共
同
正
犯
論
、
ひ
ろ
く
正
犯
論
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
は
な
い
か
と
（
現
在
の
と
こ
ろ
）
思
っ
て
い
る
。
も
と
よ

り
、
幇
助
犯
に
関
す
る
理
論
が
共
同
正
犯
、
正
犯
に
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
か
は
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
何
よ
り

「
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
」
の
問
題
に
つ
い
て
正
確
か
つ
緻
密
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
（
32
）

。

右
の
刑
事
法
研
究
会
で
の
報
告
の
際
に
、
幹
事
と
司
会
を
つ
と
め
ら
れ
た
船
山
泰
範
先
生
の
古
稀
の
祝
賀
に
本
稿
を
献
じ
、
先
生
か
ら

今
後
も
変
わ
ら
ぬ
御
指
導
を
賜
れ
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
ひ
と
ま
ず
筆
を
お
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
六
〇
）

注（
1
） 

例
え
ば
、
大
判
昭
和
八
年
九
月
二
九
日
刑
集
一
二
巻
一
六
八
三
頁
が
そ
れ
で
あ
る
。
事
案
は
、
Ａ
社
の
常
務
取
締
役
Ｘ
が
担
保
を
と
る
こ
と
な

く
Ａ
社
の
従
業
員
（
貸
付
係
甲
、
株
式
売
買
係
乙
）
に
貸
付
を
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
乙
の
弁
護
人
は
利
害
の
対
立
す
る
取
引
の
当
事
者
は
身

分
者
の
任
務
に
頓
着
せ
ず
に
取
引
し
て
も
背
任
罪
の
共
犯
に
は
な
ら
な
い
旨
主
張
し
た
。
し
か
し
、
判
決
は
、
乙
は
任
務
や
資
金
融
通
の
条
件
を
知

悉
し
て
い
た
と
し
て
共
同
正
犯
の
成
立
を
肯
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
千
葉
銀
行
事
件
の
高
裁
判
決
（
東
京
高
判
昭
和
三
八
年
一
一
月
一
一
日
公
刊

物
未
登
載
）
は
損
害
発
生
と
任
務
違
背
に
つ
い
て
認
識
が
な
か
っ
た
と
し
て
、
貸
付
を
受
け
た
被
告
人
は
無
罪
で
あ
る
と
し
、
最
高
裁
も
こ
れ
を
是

認
し
た
（
最
判
昭
和
四
〇
年
三
月
一
六
日
裁
判
集
刑
事
一
一
五
五
号
六
七
頁
）。
千
葉
銀
行
事
件
の
高
裁
判
決
、
最
高
裁
判
決
は
住
専
事
件
の
上
告

趣
意
に
も
引
用
さ
れ
て
お
り
、「
高
度
の
認
識
」
を
問
題
に
す
る
判
示
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
住
専
事
件
決
定
が
、「
支
配
的
な
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
、
社
会
通
念
上
許
さ
れ
な
い
よ
う
な
方
法
を
用
い
る
な

ど
し
て
積
極
的
に
働
き
掛
け
る
こ
と
も
な
か
っ
た
も
の
の
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
同
事
件
の
Ａ
社
と
同
じ
住
宅
金
融
専
門
会
社
（
Ｊ
Ｈ
Ｌ
、
日
本

ハ
ウ
ジ
ン
グ
ロ
ー
ン
）
が
株
式
会
社
Ｔ
リ
ゾ
ー
ト
開
発
に
一
五
億
円
貸
し
付
け
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
Ｔ
リ
ゾ
ー
ト
開
発
の
代
表
取
締
役
ら
は

特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
と
は
な
ら
ず
無
罪
で
あ
る
と
し
た
、
東
京
地
判
平
成
一
二
年
五
月
一
二
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
六
四
号
二
五
四
頁
を
意
識

し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
地
裁
判
決
は
、
身
分
の
な
い
借
手
に
つ
き
特
別
背
任
罪
の
共
謀
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
主
観
的

要
素
に
加
え
て
、
身
分
者
の
任
務
違
背
行
為
に
共
同
加
功
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
職
員
が
任
務
に
違
背
す
る
こ
と
を
明
確
に
認
識
し
な
が
ら

背
任
行
為
に
つ
い
て
意
思
の
連
絡
を
遂
げ
、
あ
る
い
は
、
そ
の
職
員
に
影
響
力
を
行
使
し
う
る
よ
う
な
関
係
を
利
用
し
た
り
、
社
会
通
念
上
許
容
さ

れ
な
い
よ
う
な
方
法
を
用
い
る
な
ど
し
て
積
極
的
に
働
き
か
け
て
背
任
行
為
を
強
い
る
な
ど
、
当
該
職
員
の
背
任
行
為
を
殊
更
に
利
用
し
て
借
手
側

の
犯
罪
と
し
て
も
実
行
さ
せ
た
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
加
功
を
し
た
こ
と
を
要
す
る
と
し
て
、
本
件
に
お
い
て
は
貸
手
側
会
社
の
職
員
の
弱
み
に
つ

け
込
ん
だ
と
い
っ
た
状
況
は
認
め
ら
れ
ず
、
融
資
等
を
申
し
込
む
行
動
と
し
て
社
会
通
念
上
認
容
さ
れ
る
範
囲
の
比
較
的
穏
当
な
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
共
同
加
功
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
住
専
事
件
決
定
は
、
こ
の
地
裁
判
決
の
基
準
と
併
立
し
う
る

基
準
（
Ｘ
ら
が
本
件
融
資
に
応
じ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
を
利
用
し
つ
つ
迂
回
融
資
の
手
順
を
採
る
こ
と
に
協
力
す
る
な
ど
し
た
場
合
に

つ
い
て
の
基
準
）
を
定
立
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
（
設
楽
）

（
三
六
一
）

（
2
） 

最
大
判
昭
和
三
三
年
五
月
二
八
日
刑
集
一
二
巻
八
号
一
七
一
八
頁
。

（
3
） 

青
柳
勤
「
判
解
」
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
│
以
下
、
こ
の
文
献
は
本
稿
に
お
い
て
「
最
判
解
刑
」
と
略
記
│
（
平
成
二
〇
年
度
）

三
七
三
頁
以
下
（
法
曹
会
、
二
〇
一
二
年
）
の
三
八
七
〜
三
八
九
頁
。

（
4
） 
品
田
智
史
「
刑
事
法
に
よ
る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス　

刑
事
行
政
の
実
務
動
向
に
対
す
る
理
論
的
な
評
価
」
山
田
泰
弘
＝
伊
東
研
祐
編
『
会
社
法
罰
則

の
検
証
│
会
社
法
と
刑
事
法
の
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
』
一
六
九
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
、
住
専
事
件
決

定
に
関
す
る
朝
山
芳
史
「
判
解
」
最
判
解
刑
（
平
成
一
五
年
度
）
六
三
頁
以
下
（
法
曹
会
、
二
〇
〇
六
年
）
の
六
八
頁
に
み
ら
れ
る
。

（
5
） 

朝
山
・
前
掲
注（
4
）七
六
〜
七
七
頁
。
こ
の
見
解
を
、
島
田
聡
一
郎
「
取
引
の
相
手
方
に
よ
る
背
任
行
為
へ
の
加
功
│
銀
行
取
引
を
中
心
に
│
」

上
智
法
学
論
集
五
〇
巻
三
号
一
九
頁
以
下
（
二
〇
〇
七
年
）
の
五
七
頁
は
、「
利
害
の
一
体
化
」
と
よ
ん
で
、
自
説
に
と
り
い
れ
て
い
る
。

（
6
） 

林
幹
人
「
背
任
罪
の
共
同
正
犯
│
共
犯
構
成
要
件
に
つ
い
て
」
判
例
時
報
一
八
五
四
号
三
頁
以
下
（
二
〇
〇
四
年
）
の
七
頁
参
照
。

（
7
） 

朝
山
・
前
掲
注（
4
）八
二
〜
八
三
頁
は
、
住
専
事
件
決
定
が
借
手
の
主
観
面
で
特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
の
範
囲
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
見
解

に
近
い
と
み
ら
れ
な
く
も
な
い
も
の
の
、
む
し
ろ
客
観
的
事
情
に
即
し
て
共
同
正
犯
の
成
否
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
近
い
の
で
は
な
い
か
、

と
し
て
い
る
。

（
8
） 

も
っ
と
も
、
朝
山
・
前
掲
注（
4
）八
四
〜
八
五
頁
は
、
住
専
事
件
決
定
に
お
い
て
重
要
性
が
高
い
の
は
、
甲
が
融
資
担
当
者
の
自
己
保
身
の
図

利
目
的
を
認
識
し
て
、
融
資
担
当
者
が
本
件
融
資
に
応
じ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
利
用
し
た
点
で
あ
り
、
迂
回
融
資
の
手
順
を
採
る
こ
と
に
協
力
す

る
な
ど
し
て
本
件
融
資
の
実
現
に
加
担
し
た
こ
と
は
、「
共
謀
を
認
め
る
上
で
重
要
な
事
実
で
は
あ
る
が
、
決
定
的
な
事
実
と
ま
で
は
い
い
切
れ
な

い
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
、「
仮
に
、
本
件
に
お
い
て
、
迂
回
融
資
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
被
告
人
ら
が
特
別
背
任
の
共
同
正
犯
と

認
め
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
す
る
。

（
9
） 

も
っ
と
も
、
芦
澤
政
治
「
判
解
」
最
判
解
刑
（
平
成
一
七
年
度
）
四
二
〇
頁
以
下
（
法
曹
会
、
二
〇
〇
八
年
）
は
、「『
関
与
の
程
度
が
通
常
の

取
引
か
ら
明
ら
か
に
逸
脱
し
て
い
る
か
否
か
』
と
い
う
辺
り
に
判
断
基
準
を
求
め
る
の
が
相
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
し
つ
つ
（
四
四
〇

頁
）、
本
件
に
お
け
る
偽
造
の
鑑
定
評
価
書
の
提
出
が
一
連
の
取
引
の
途
中
か
ら
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
等
の
こ
と
を
指
摘
し
て
、
絵
画
事

件
決
定
は
、
鑑
定
評
価
書
差
入
と
い
っ
た
社
会
通
念
上
許
さ
れ
な
い
行
為
を
お
こ
な
っ
て
い
る
点
を
共
同
正
犯
成
立
肯
定
の
「
不
可
欠
の
要
素
と
は

一
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
六
二
）

み
な
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
す
る
（
四
四
八
頁
）。

（
10
） 

芦
澤
・
前
掲
注（
9
）四
四
六
〜
四
四
七
頁
は
、
住
専
事
件
決
定
は
、「
高
度
の
認
識
」
と
い
う
表
現
は
用
い
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
に
共
同
正

犯
成
立
の
判
断
に
あ
た
っ
て
特
に
重
点
を
置
い
て
い
た
と
は
解
さ
れ
ず
、
絵
画
事
件
決
定
が
「
十
分
に
認
識
し
て
い
た
」
と
い
う
程
度
の
認
定
を
前

提
に
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
た
こ
と
が
、「
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
す
る
（
も
っ
と
も
、
絵
画

事
件
決
定
が
住
専
事
件
決
定
よ
り
も
「
緩
や
か
な
認
識
の
程
度
で
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
た
こ
と
も
明
ら
か
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
）。

（
11
） 

著
名
な
事
件
と
し
て
は
、
他
に
三
越
事
件
が
あ
る
も
の
の
、
同
事
件
の
最
高
裁
決
定
（
最
決
平
成
九
年
一
〇
月
二
八
日
裁
判
集
刑
事
二
七
二
号

九
三
頁
）
は
、「
Ⅹ
に
は
商
法
上
の
特
別
背
任
罪
が
成
立
し
、
Ⅹ
と
共
謀
し
て
そ
の
犯
罪
行
為
に
加
功
し
た
被
告
人
は
共
同
正
犯
の
刑
責
を
免
れ
な

い
」
と
し
て
い
る
程
度
で
あ
り
、
と
く
に
基
準
を
明
確
に
し
て
い
る
も
の
と
は
い
い
難
い
。

（
12
） 

共
犯
者
側
の
主
観
面
に
よ
る
限
定
は
学
説
に
お
い
て
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
い
旨
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
品
田
智
史
「
不
正

融
資
に
対
す
る
刑
事
責
任
」
阪
大
法
学
六
一
巻
三
・
四
号
二
三
一
頁
以
下
（
二
〇
一
一
年
）
の
二
四
五
頁
が
あ
る
。

（
13
） 

青
柳
・
前
掲
注（
3
）三
九
九
〜
四
〇
一
頁
参
照
。

（
14
） 

本
判
決
は
、
朝
山
・
前
掲
注（
4
）七
六
〜
七
七
頁
の
利
害
一
体
化
論
を
実
際
の
事
件
の
判
断
に
用
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
朝

山
解
説
に
お
い
て
も
下
位
基
準
は
示
さ
れ
て
い
ず
、
利
害
一
体
化
論
を
自
説
に
取
り
入
れ
て
い
る
島
田
・
前
掲
注（
5
）五
七
頁
に
お
い
て
も
、
共
謀

の
成
立
を
認
め
る
に
つ
い
て
は
「
や
や
肌
理
の
粗
い
議
論
と
思
わ
れ
る
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

（
15
） 

品
田
智
史
「
最
近
の
裁
判
例
に
見
る
背
任
罪
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
一
号
二
三
頁
以
下
（
二
〇
一
二
年
）
の
二
八
頁
は
、

「
不
良
貸
付
に
お
い
て
事
務
処
理
者
が
銀
行
に
恨
み
を
も
っ
て
損
害
を
与
え
よ
う
と
考
え
て
い
る
際
に
、
た
ま
た
ま
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
非
身
分
者

が
貸
付
を
申
し
込
む
場
合
」
背
任
罪
の
共
犯
（
共
同
正
犯
）
を
肯
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
背
任
罪
の
共
犯
（
共
同
正
犯
）
が
否
定
さ
れ
る
の
は
稀

で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、「
経
済
的
利
害
が
相
対
立
す
る
緊
張
関
係
」
が
失
わ
れ
て
い
る
（
身
分
者
と
非
身
分
者
の
利
害
が
一
体

化
し
て
い
る
）
と
す
る
な
ら
未
必
的
認
識
が
あ
れ
ば
共
同
正
犯
と
な
り
、
失
わ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
確
定
的
認
識
が
あ
れ
ば
共
同
正
犯
と
な
る
、

と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
共
同
正
犯
の
成
立
範
囲
の
限
定
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

（
16
） 

藤
木
英
雄
『
経
済
取
引
と
犯
罪
』
二
四
二
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
）
に
み
ら
れ
る
、
具
体
的
な
任
務
違
背
行
為
に
つ
き
、
そ
の
任
務
違
背

一
三
〇



特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
（
設
楽
）

（
三
六
三
）

性
の
意
味
の
認
識
を
含
め
て
、
事
務
処
理
者
と
意
思
を
通
じ
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
慫
慂
し
た
と
き
に
限
り
共
同
正
犯
が
成
立
し
う
る
と
す
る
見
解
で

あ
る
。
前
田
雅
英
「
商
法
四
八
六
条
と
共
同
正
犯
」
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
四
四
巻
二
号
三
八
頁
（
二
〇
〇
四
年
）
は
、
藤
木
説
で
現
在
で
も
重
要

な
意
味
を
も
つ
の
は
、
貸
付
の
具
体
的
方
法
を
提
示
す
る
等
、
積
極
的
に
関
与
し
て
い
る
場
合
に
共
謀
共
同
正
犯
の
罪
責
を
負
う
可
能
性
が
あ
る
と

す
る
点
で
あ
り
、「
積
極
的
に
関
与
し
た
場
合
」
と
い
う
の
は
客
観
的
な
行
為
態
様
で
あ
っ
て
、
共
謀
の
有
無
を
判
断
す
る
際
に
重
視
す
べ
き
事
情

で
あ
る
と
す
る
。

（
17
） 

中
森
喜
彦
「
背
任
罪
の
共
同
正
犯
」
研
修
六
〇
九
号
三
頁
以
下
（
一
九
九
九
年
）
で
展
開
さ
れ
て
い
る
見
解
で
あ
る
。

（
18
） 

青
柳
・
前
掲
注（
3
）三
九
五
頁
。
同
三
九
四
頁
で
、
青
柳
解
説
は
、
島
田
・
前
掲
注（
5
）の
論
文
を
引
用
し
て
い
る
。

（
19
） 

島
田
「
対
向
的
取
引
と
背
任
罪
の
共
同
正
犯
」
山
口
厚
編
著
『
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
刑
法
各
論
』
三
一
一
頁
以
下
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）。

島
田
論
文
以
前
に
、
島
田
説
は
、
島
田
・
前
掲
注（
5
）の
論
文
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
島
田
自
身
が
島
田
論
文
三
一
二
頁
で
、
同
論
文

の
記
述
は
前
掲
注（
5
）の
論
文
と
「
基
本
的
に
は
同
趣
旨
だ
が
、
銀
行
取
引
を
中
心
に
し
た
同
論
文
と
は
重
点
が
異
な
る
し
、
ま
た
記
述
を
付
け
加

わ
え
、
説
を
改
め
た
部
分
も
あ
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
島
田
論
文
の
記
述
を
基
に
検
討
を
進
め
て
行
く
こ
と
に
し
た
。

（
20
） 

こ
の
判
決
は
、
Ａ
銀
行
支
店
か
ら
Ｂ
社
が
二
〇
億
円
の
融
資
を
受
け
る
に
際
し
、
Ｂ
社
の
従
業
員
で
あ
る
被
告
人
ら
が
、
同
社
社
長
甲
の
指
示

に
従
っ
て
、
Ａ
銀
行
支
店
の
Ｘ
に
五
億
円
分
の
小
切
手
を
手
渡
し
た
り
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
被
告
人
ら
は
背
任
罪
の
（
共
同
正
犯
で
は
な
く
）
幇

助
犯
の
刑
責
を
負
う
と
し
た
。

（
21
） 

島
田
論
文
（
前
掲
注（
19
））
三
二
六
〜
三
二
七
頁
で
は
、
背
任
行
為
に
つ
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
者
を
共
同
正
犯
と
す
べ
き
こ
と
を
説

く
有
力
説
に
つ
い
て
、「
そ
こ
に
い
う
『
重
要
な
役
割
』
を
、
通
常
の
共
同
正
犯
の
成
立
要
件
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
概
念
と
同
義
と
理
解
す
る
限

り
、
取
引
行
為
は
、
相
手
方
が
い
な
け
れ
ば
成
立
し
得
な
い
以
上
、
取
引
相
手
方
に
お
け
る
中
心
人
物
は
、
当
然
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た

こ
と
に
な
り
（
そ
の
点
を
意
識
し
て
い
れ
ば
）
常
に
共
同
正
犯
と
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
妥
当
な
結
論
と
は
言
え
な
い
し
、
ま
た
こ
の

見
解
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
も
な
か
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
結
果
帰
属
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
取
引
の
相
手
方
で
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
け
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
し
て
共
同
正
犯
と
し
て
よ
い
の
に
対
し
、
結
果
帰
属
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
吟
味
を
せ
ず
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
か
否
か
だ
け
で
共
同
正
犯
の
成
否
を
決
す
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
と
り
わ
け
利

一
三
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
六
四
）

害
一
体
化
型
の
場
合
は
、
取
引
の
相
手
方
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
（
特
に
取
引
を
容
易
に
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
く
て
も
）
共
同
正
犯
に
な
る
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
22
） 
林
・
前
掲
注（
6
）七
頁
参
照
│
な
お
、
同
『
判
例
刑
法
』
一
六
七
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

（
23
） 
島
田
論
文
（
前
掲
注（
19
））
三
三
八
〜
三
三
九
頁
参
照
。
な
お
、
島
田
・
前
掲
注（
5
）六
五
頁
で
は
、「
日
常
的
取
引
行
為
あ
る
い
は
中
立
的

行
為
に
よ
る
関
与
の
議
論
を
参
照
し
て
こ
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
学
説
」
を
、「
取
引
行
為
の
み
を
特
別
扱
い
す
べ
き
理
論
的
根
拠
は
な
い

以
上
、
日
常
的
、
あ
る
い
は
中
立
的
行
為
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
結
局
、
共
犯
の
一
般
的
成
立
要
件
を
問
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
し

て
い
る
。

（
24
） 

青
柳
・
前
掲
注（
3
）三
九
四
〜
三
九
五
頁
は
、「
問
題
は
、
共
同
正
犯
と
評
価
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
犯
罪
遂
行
へ
の
重
要
な
事
実
的
寄
与
と
み

な
さ
れ
る
事
情
が
存
在
し
（
自
己
の
犯
罪
を
犯
し
た
と
い
え
る
程
度
に
、
そ
の
犯
罪
遂
行
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
）、
犯
罪
が
実
現
し
た
と
い
え

る
か
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
融
資
を
受
け
る
側
と
融
資
を
す
る
側
が
通
常
の
関
係
に
あ
り
、
経
済
的
に
緊
張
関
係
、
対

立
関
係
に
あ
る
場
合
、
融
資
担
当
者
に
と
っ
て
特
別
背
任
と
な
る
よ
う
な
不
正
融
資
は
、
融
資
側
の
審
査
機
能
、
合
理
的
な
判
断
が
働
き
、
不
正
融

資
が
実
現
す
る
こ
と
は
通
常
あ
り
得
ず
（
未
遂
に
す
ら
至
ら
な
い
で
あ
ろ
う
）、
し
た
が
っ
て
、
相
手
方
が
犯
罪
遂
行
へ
の
重
要
な
事
実
的
寄
与
を

行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
が
多
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
上
記
の
述
べ
た
学
説
等
が
説
く
特
殊
な
状
況
が
あ
る
場
合
に
は
、
審
査
機
能
、

合
理
的
な
経
営
判
断
が
機
能
せ
ず
、
相
手
方
が
融
資
担
当
者
の
特
別
背
任
と
い
う
犯
罪
遂
行
へ
の
重
要
な
事
実
的
寄
与
を
行
い
、
不
正
融
資
を
実
現

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
青
柳
解
説
は
、
犯
罪
遂
行
へ
の
重
要
な
事
実
的
寄
与
を
重
視
し
、
利

害
一
体
化
の
状
況
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
寄
与
を
行
う
こ
と
が
共
同
正
犯
と
評
価
さ
れ
る
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う

に
思
う
。

（
25
） 

こ
こ
で
「
実
質
的
実
行
共
同
正
犯
論
」
と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
は
、
共
同
正
犯
と
な
る
た
め
に
は
実
行
行
為
（
構
成
要
件
該
当
行
為
）
の
一

部
分
担
を
な
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
実
行
行
為
概
念
を
実
質
的
に
理
解
す
る
立
場
で
あ
る
。

な
お
、
西
田
典
之
『
刑
法
総
論
』
三
五
〇
頁
（
弘
文
堂
、
第
二
版
、
二
〇
一
〇
年
）
の
「
実
行
行
為
は
分
担
し
て
い
な
い
が
、
犯
罪
の
実
現
に

と
っ
て
実
行
の
分
担
に
匹
敵
し
、
ま
た
は
こ
れ
に
準
じ
る
よ
う
な
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」
に
も
共
同
正
犯
性
を
肯
定
す
る

一
三
二



特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
（
設
楽
）

（
三
六
五
）

見
解
は
、
藤
木
説
（
間
接
正
犯
類
似
説
）
や
団
藤
説
の
実
行
者
へ
の
心
理
的
影
響
力
を
重
視
す
る
考
え
を
と
り
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
（
西
田
典
之

『
共
犯
理
論
の
展
開
』
四
九
頁
以
下
〔
成
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
〕
参
照
）、
前
述
の
よ
う
な
「
実
質
的
実
行
共
同
正
犯
論
」
と
は
異
な
る
。
こ
の
点
、

板
倉
宏
「
共
謀
共
同
正
犯
」
同
監
修
・
著
、
沼
野
輝
彦
＝
設
楽
裕
文
編
『
現
代
の
判
例
と
刑
法
理
論
の
展
開
』
一
四
五
頁
以
下
（
八
千
代
出
版
、

二
〇
一
四
年
）
の
一
六
一
頁
に
お
け
る
、「
し
か
し
、『
実
行
行
為
の
分
担
に
匹
敵
し
、
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
よ
う
な
重
要
な
役
割
』
を
実
行
行
為

を
分
担
し
な
か
っ
た
共
謀
者
が
果
た
す
こ
と
を
共
同
正
犯
の
成
立
要
件
と
す
る
の
は
、
や
は
り
、
単
独
正
犯
に
お
け
る
実
行
行
為
概
念
を
念
頭
に
し

て
、
共
謀
共
同
正
犯
行
為
性
を
論
じ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
間
接
正
犯
類
似
説
、
行
為
支
配
説
と
同
様
で
あ
る
。
重
要
な
役
割
説
も
、
共
同
正
犯
は

単
独
正
犯
の
共
同
で
は
な
く
、
共
謀
者
と
実
行
行
為
者
と
の
相
互
利
用
・
補
充
関
係
を
必
要
不
可
欠
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
十
分
考
慮
し
て
い

な
い
」
と
の
西
田
説
（
重
要
役
割
説
）
批
判
は
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
26
） 

「
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
」
の
問
題
を
扱
っ
た
論
稿
を
み
て
も
、
パ
ン
の
交
付
等
は
幇
助
に
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

西
貝
吉
晃
「
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
に
お
け
る
現
代
的
課
題
」
東
京
大
学
法
科
大
学
院
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
五
巻
八
七
頁
以
下
（
二
〇
一
〇
年
）
の

一
一
五
頁
は
、「
方
法
の
提
供
に
お
い
て
も
、
そ
も
そ
も
法
益
侵
害
に
役
に
立
た
な
い
方
法
（
売
春
宿
に
ワ
イ
ン
を
提
供
す
る
こ
と
に
相
当
す
る
類

型
）
を
提
供
し
て
も
促
進
と
は
い
え
な
い
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
一
二
二
頁
で
は
、
地
方
税
法
上
の
不
納
入
罪
の
共
同
正
犯
、
幇
助
犯
が
問

題
と
な
っ
た
事
例
に
つ
い
て
の
判
決
（
熊
本
地
判
平
成
六
年
三
月
一
五
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
六
三
号
二
八
一
頁
│
地
方
税
法
上
の
軽
油
引
取
税
の
不

納
入
罪
に
つ
き
、
同
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
で
あ
る
業
者
か
ら
軽
油
を
購
入
し
た
被
告
人
は
、
同
罪
の
共
同
正
犯
・
幇
助
犯
と
は
な
ら
な
い
と
し
た

も
の
）
は
、「『
実
現
せ
し
め
る
役
割
を
果
た
』
す
だ
け
で
は
（
物
理
的
）
促
進
と
い
う
に
は
足
り
な
い
と
い
っ
た
よ
う
に
読
め
る
。
そ
も
そ
も
、
実

益
の
あ
る
物
や
方
法
、
機
会
の
提
供
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
虚
偽
の
申
告
に
使
う
領
収
書
等
の
提
供
だ
け
で
は
足
り
な
い
だ
ろ
う
」
と
し

て
い
る
。
ま
た
、
上
野
幸
彦
「
日
常
行
為
と
可
罰
的
幇
助
」
日
本
法
学
七
七
巻
一
号
六
三
頁
以
下
（
二
〇
一
一
年
）
の
一
〇
一
〜
一
〇
二
頁
は
、
犯

行
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
ね
じ
回
し
や
ハ
ン
マ
ー
を
販
売
し
た
場
合
は
、
犯
罪
的
意
味
連
関
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
く
幇
助
犯
が
成
立

す
る
も
の
の
、
職
人
が
収
入
を
申
告
せ
ず
脱
税
を
す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
代
金
を
支
払
っ
た
場
合
や
工
場
主
が
環
境
刑
法
に
違
反
し
て
処
理
を
お

こ
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
原
材
料
を
納
入
す
る
場
合
は
、
支
払
や
納
入
の
意
義
は
「
適
法
な
契
約
の
履
行
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
正
犯
者

に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
た
規
範
に
違
反
す
る
構
成
要
件
実
現
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
関
係
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
支
払
や
原
材
料
の
納
入
は
、

一
三
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
六
六
）

適
法
な
射
程
内
で
有
意
義
に
効
果
を
も
つ
も
の
で
、
そ
こ
で
独
立
し
完
結
し
た
行
為
と
い
う
意
味
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
引
き
続
い
て
行
わ
れ

た
脱
税
や
環
境
刑
法
違
反
は
、
寄
与
者
の
行
為
と
は
別
個
に
独
立
し
て
、
正
犯
者
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
、
寄
与
者
は
そ
の
正
犯
に
よ
る
構
成
要
件
実

現
プ
ロ
セ
ス
に
は
関
与
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
評
価
が
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
、
犯
罪
的
意
味
連
関
に
欠
け
る
と
し
、
同
様
に
、
売
春

宿
へ
の
パ
ン
の
納
入
も
一
般
に
は
犯
罪
的
意
味
連
関
は
存
在
し
な
い
と
す
る
。

（
27
） 

事
後
規
制
社
会
へ
の
転
換
を
目
指
す
政
策
実
現
に
と
っ
て
は
裁
判
所
が
柔
軟
な
解
釈
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
障
害
に
な
る
、
と
の

指
摘
（
佐
伯
仁
志
『
刑
法
総
論
の
考
え
方
・
楽
し
み
方
』
二
九
頁
〔
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
〕
参
照
）
も
見
逃
せ
な
い
。

（
28
） 

内
藤
謙
「
判
例
と
学
説
」
平
野
龍
一
編
『
小
野
先
生
と
刑
事
判
例
研
究
会
』
一
七
一
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
）。

（
29
） 
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山
中
敬
一
監
訳
『
ロ
ク
シ
ン
刑
法
総
論　

第
二
巻
〔
犯
罪
の
特
別
現
象
形
態
〕〔
翻
訳
第
一
分
冊
〕』
一
三
五
頁
（
信
山
社
、
二
〇
一
一
年
）。

（
30
） 

長
井
圓
「
不
正
融
資
を
受
け
た
非
身
分
者
に
対
す
る
背
任
の
共
謀
共
同
正
犯
の
成
立
」
佐
々
木
史
朗
編
『
判
例
経
済
刑
法
大
系　

第
三
巻　

刑

法
』
一
八
八
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
い
て
非
身
分
者
が
背
任
罪
の
共
同
正
犯
と
な
り
え
ず
、
教
唆
犯
、
幇
助
犯

と
し
て
可
罰
的
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
わ
が
国
で
「
長
ら
く
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
判
例
を
理
論
の
み
で
変
更
さ
せ
る
余
地
は
乏
し
い
」
と

す
る
。
ま
た
、
伊
東
研
祐
「
特
別
背
任
罪
に
お
け
る
正
犯
性
│
非
身
分
者
に
よ
る
共
犯
の
成
否
│
」
板
倉
宏
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
編
集
委
員
会
編

『
現
代
社
会
型
犯
罪
の
諸
問
題
』
二
八
七
頁
（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
は
、
事
務
処
理
者
と
い
う
地
位
・
身
分
を
も
つ
者
が
、
そ
の
立
場
・
役

割
に
お
い
て
自
律
的
に
機
能
し
て
任
務
違
背
行
為
を
お
こ
な
っ
た
場
合
に
の
み
成
立
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
「
背
任
罪
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て

『
義
務
犯
』
と
い
う
範
疇
と
し
て
理
解
さ
れ
る
犯
罪
類
型
に
基
本
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
、
と
も
言
い
得
よ
う
」
と
し
つ
つ
、
特
別
背
任
罪
に
お

い
て
事
務
処
理
者
に
課
さ
れ
る
義
務
は
、「
当
該
の
状
況
に
お
か
れ
た
基
準
的
な
事
務
処
理
者
に
謂
わ
ば
社
会
的
に
期
待
さ
れ
て
い
る
役
割
・
機
能

を
前
提
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
も
し
て
い
る
の
で
、〈
取
引
の
相
手
方
は
義
務
を
課
さ
れ
て
い
な
い
の
で
特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
と
は
な
り
え

な
い
〉
と
い
う
結
論
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
導
く
見
解
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

（
31
） 

こ
の
指
摘
は
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
五
日
の
刑
事
法
研
究
会
（
日
本
大
学
法
学
部
）
の
席
に
お
い
て
、
上
野
幸
彦
氏
か
ら
頂
戴
し
た
。

（
32
） 

中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
の
問
題
に
つ
い
て
の
代
表
的
判
例
で
あ
る
最
決
平
成
二
三
年
一
二
月
一
九
日
刑
集
六
五
巻
九
号
一
三
八
〇
頁
に
つ
い

一
三
四



特
別
背
任
罪
の
共
同
正
犯
（
設
楽
）

（
三
六
七
）

て
さ
え
、
実
体
法
、
訴
訟
法
に
わ
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
（
西
貝
吉
晃
「W

inny

開
発
者
事
件
最
高
裁
決
定
に
つ
い
て
の
客
観

的
構
成
要
件
の
限
定
解
釈
の
有
無
及
び
内
容
に
つ
い
て
の
考
察
、
及
び
、
当
該
考
察
に
基
づ
く
故
意
の
認
定
手
法
の
分
析
的
検
討
」Inform

ation 

N
etw
ork L

aw
 R
eview

一
三
巻
一
号
一
一
一
頁
以
下
〔
二
〇
一
四
年
〕
参
照
）。

一
三
五





国
民
目
線
の
刑
法
（
清
水
）

（
三
六
九
）

国
民
目
線
の
刑
法

清　
　

水　
　

洋　
　

雄

一　

は
じ
め
に

平
成
二
一
年
に
裁
判
員
裁
判
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
、
七
年
が
経
過
し
た
。
そ
も
そ
も
裁
判
員
裁
判
は
、「
国
民
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
た

裁
判
員
が
裁
判
官
と
共
に
刑
事
訴
訟
手
続
に
関
与
す
る
こ
と
が
司
法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
と
そ
の
信
頼
の
向
上
に
資
す
る
」

（
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
一
条
）
こ
と
に
な
る
た
め
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
実
に
は
「
司
法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
と
そ
の
信
頼
の
向
上
」
が
実
現
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
現
行
の
刑
事
司
法
が
わ
れ
わ
れ
国
民
に
と
っ
て
、
決
し
て
分
か
り
易
い
も
の
と
は
言
え
な
い
こ
と
に
起
因

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
1
）

。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
刑
法
で
使
用
さ
れ
る
用
語
が
わ
れ
わ
れ
国
民
に
と
っ
て
理
解
し
易
い
と
は

決
し
て
言
え
な
い
こ
と
、
刑
法
理
論
が
複
雑
で
難
解
な
こ
と
、
そ
の
結
論
が
私
た
ち
に
と
っ
て
必
ず
し
も
一
般
常
識
に
合
致
し
た
も
の
と

は
言
え
な
い
も
の
も
多
い
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

論　

説

一
三
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
七
〇
）

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
刑
法
を
国
民
の
も
の
と
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
に
以
下
で

は
、
特
に
二
つ
の
用
語
、「
身
分
」
と
「
業
務
」
に
関
し
て
の
刑
法
の
現
状
、
お
よ
び
、
刑
事
立
法
に
つ
い
て
も
略
述
し
た
あ
と
、
そ
も

そ
も
刑
法
の
役
割
は
何
か
、
刑
法
は
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
を
検
討
し
、
そ
の
後
、
刑
法
理
論
と
の
関
係
で
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
比
較

的
身
近
な
犯
罪
で
あ
る
過
失
犯
に
つ
い
て
そ
の
構
造
を
ど
う
捉
え
る
か
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

二　

刑
法
の
現
状

一　

刑
法
独
特
の
用
語
に
つ
い
て

①　

身
分
の
概
念

現
行
刑
法
は
平
成
七
年
に
カ
タ
カ
ナ
表
記
か
ら
ひ
ら
が
な
表
記
に
変
わ
り
、
か
な
り
読
み
易
く
な
っ
た
と
は
言
う
も
の
の
、
用
語
の
定

義
に
関
し
て
は
、
一
般
国
民
が
理
解
し
に
く
い
と
思
わ
れ
る
も
の
も
、
か
な
り
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
身
分
の

概
念
や
業
務
の
概
念
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

ま
ず
、
身
分
の
概
念
に
つ
い
て
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
判
例
に
よ
れ
ば
、
身
分
と
は
「
男
女
の
性
別
、
内
外
国
人
の
別
、
親
族
の
関

係
、
公
務
員
た
る
の
資
格
の
よ
う
な
関
係
に
限
ら
ず
、
総
て
一
定
の
犯
罪
行
為
に
関
す
る
犯
人
の
人
的
関
係
で
あ
る
特
殊
の
地
位
又
は
状

態
を
指
称
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
刑
法
二
五
二
条
に
お
い
て
は
、
横
領
罪
の
目
的
物
に
対
す
る
犯
人
の
関
係
が
占
有
と
い
う
特
殊
の
状
態

に
あ
る
こ
と
、
即
ち
犯
人
が
物
の
占
有
者
で
あ
る
特
殊
の
地
位
に
あ
る
こ
と
が
犯
罪
の
条
件
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
刑
法
六
五
に
い
わ

ゆ
る
身
分
に
該
る
」
と
さ
れ
（
2
）

、
さ
ら
に
麻
薬
取
締
法
六
四
条
二
項
の
「
営
利
の
目
的
」
も
、「
犯
人
の
特
殊
な
状
態
」
で
あ
り
身
分
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
（
3
）

。

一
三
八



国
民
目
線
の
刑
法
（
清
水
）

（
三
七
一
）

学
説
に
お
い
て
も
、
営
利
の
よ
う
な
主
観
的
要
素
も
身
分
に
あ
た
る
と
す
る
も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば
団
藤
重
光
博
士
は
、「
身
分
は

継
続
的
な
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
…
…
最
二
判
昭
和
二
七
年
九
月
一
九
日
の
判
旨
に
い
う
『
状
態
』
の
中
に
は
一
時
的
な
そ
れ
を
も

合
せ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
目
的
や
意
思
を
た
だ
ち
に
身
分
か
ら
除
外
す
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
」
と
さ
れ
（
4
）

、
平
野
龍
一
博
士
も
、

「『
身
分
』
と
い
う
語
は
、
こ
と
ば
か
ら
す
る
と
継
続
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
質
的
に
見
て
責
任

要
素
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
継
続
的
な
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
最
高
裁
判
所
が
、
麻
薬
取
締
法
六
四
条
二
項
の

『
営
利
の
目
的
』
を
、
身
分
だ
と
し
た
の
は
（
最
判
昭
和
四
二
年
三
月
七
日
刑
集
二
一
巻
四
一
七
頁
）、
こ
の
意
味
で
妥
当
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
（
5
）

。

こ
れ
ら
以
外
に
も
、
営
利
の
目
的
な
ど
の
主
観
的
要
素
も
六
五
条
の
身
分
に
あ
た
る
と
す
る
学
説
が
多
く
（
6
）

、
通
説
を
形
成
し
て
い
る
と

言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
目
的
の
よ
う
な
一
時
的
な
主
観
的
要
素
は
身
分
に
含
め
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
す
る
見
解
も
有
力
に
唱
え
ら
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
大
塚
仁
博
士
は
、「
目
的
の
よ
う
な
一
時
的
・
心
理
的
な
犯
罪
要
素
は
、
本
来
、
行
為
者
の
地
位
ま
た
は
状
態
を
意
味

す
る
身
分
と
は
性
格
を
異
に
す
る
か
ら
、
身
分
に
あ
た
る
と
解
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
」
と
さ
れ
（
7
）

、
福
田
平
博
士
も
、「『
身
分
』
と
い
え

る
た
め
に
は
、
多
少
と
も
継
続
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
営
利
の
目
的
と
い
っ
た
一
時
的
心
理
状
態
を
、

六
五
条
二
項
に
い
う
『
身
分
』
に
あ
た
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
妥
当
で
な
か
ろ
う
」
と
さ
れ
る
（
8
）

。
こ
れ
ら
以
外
に
も
、
目
的
と
い
っ
た
一

時
的
な
主
観
的
要
素
を
身
分
に
含
め
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
9
）

。

こ
の
よ
う
に
、
否
定
説
は
あ
る
も
の
の
、
判
例
・
通
説
は
、
営
利
の
目
的
の
よ
う
な
一
時
的
な
主
観
的
要
素
も
身
分
に
含
ま
せ
て
い
る
。

し
か
し
、
身
分
の
日
常
用
語
的
理
解
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
一
時
的
主
観
的
要
素
を
身
分
に
含
む
と
す
る
の
は
、
一
般
国
民
の
身
分
の
理
解

か
ら
は
程
遠
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
や
は
り
身
分
は
継
続
的
性
質
を
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
最
高
裁
昭
和
二
七
年
九
月

一
三
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
七
二
）

一
九
日
判
決
の
う
ち
「
男
女
の
性
別
、
内
外
国
人
の
別
、
親
族
の
関
係
、
公
務
員
た
る
資
格
の
よ
う
な
関
係
」
の
み
に
限
定
す
る
こ
と
が
、

わ
れ
わ
れ
国
民
の
理
解
に
適
う
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
素
人
が
参
加
す
る
裁
判
員
裁
判
が
行
わ
れ
て
い
る
現
在
、
法
律
用
語
の
定

義
・
概
念
は
一
般
国
民
の
理
解
に
沿
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
10
）

。

②　

業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
に
お
け
る
業
務
の
概
念

業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
に
お
け
る
業
務
の
概
念
に
つ
い
て
、
代
表
的
判
例
は
、「
刑
法
二
一
一
条
に
い
わ
ゆ
る
業
務
と
は
、
本
来
人
が

社
会
生
活
上
の
地
位
に
基
き
反
覆
継
続
し
て
行
う
行
為
で
あ
っ
て
（
略
）、
か
つ
そ
の
行
為
は
他
人
の
生
命
身
体
等
に
危
害
を
加
え
る
虞

あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
け
れ
ど
も
、
行
為
者
の
目
的
が
こ
れ
に
よ
っ
て
収
入
を
得
る
に
あ
る
と
そ
の
他
の
欲
望
を
充
た
す

に
あ
る
と
は
問
わ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
銃
器
を
使
用
し
て
な
す
狩
猟
行
為
の
如
き
他
人
の
生
命
、
身
体
等
に
危
害
を
及
ぼ

す
虞
あ
る
行
為
を
、
免
許
を
受
け
て
反
覆
継
続
し
て
な
す
と
き
は
、
た
と
い
そ
の
目
的
が
娯
楽
の
た
め
で
あ
っ
て
も
、
な
お
こ
れ
を
刑
法

二
一
一
条
に
い
わ
ゆ
る
業
務
と
認
む
べ
き
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
（
11
）

。

と
こ
ろ
で
、
業
務
と
は
、「
事
業
・
商
売
な
ど
に
関
し
て
、
日
常
継
続
し
て
行
う
仕
事
。
な
す
べ
き
わ
ざ
。
仕
事
」
と
さ
れ
る
の
が
一

般
で
あ
ろ
う
し
（
12
）

、
わ
れ
わ
れ
国
民
も
、
業
務
と
言
え
ば
、
通
常
、
仕
事
一
般
を
指
す
、
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
昭
和
二
二
年
に
重
過
失
致

死
傷
罪
が
設
け
ら
れ
、
し
か
も
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
と
法
定
刑
が
同
じ
で
あ
れ
ば
、
娯
楽
で
あ
っ
て
も
業
務
で
あ
る
な
ど
と
解
す
る
必

要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
学
説
の
多
く
は
今
で
も
業
務
に
娯
楽
を
含
め
て
い
る
。
一
般
国
民
の
視
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
再

考
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二　

刑
事
立
法
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
特
に
「
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
」
を
取
り
挙
げ
る
。 一

四
〇



国
民
目
線
の
刑
法
（
清
水
）

（
三
七
三
）

交
通
事
犯
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
は
刑
法
二
一
一
条
の
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
で
対
処
し
て
い
た
が
、
交
通
事
犯
の
悪
質
化
に
伴
い
、

平
成
一
三
年
に
は
危
険
運
転
致
死
傷
罪
（
旧
二
〇
八
条
の
二
）
が
、
さ
ら
に
平
成
一
九
年
に
は
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
（
旧
二
一
一
条

二
項
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
刑
法
典
に
規
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
飲
酒
運
転
や
無
免
許
運
転
に
よ
る
事
故
な
ど
、
悪
質
で
危
険
な
運
転
に
よ
り

死
亡
事
故
が
跡
を
絶
た
ず
、
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
「
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
」
が
、

危
険
運
転
致
死
傷
罪
や
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
を
取
り
込
む
形
で
、
平
成
二
五
年
一
一
月
に
制
定
さ
れ
、
翌
二
六
年
五
月
か
ら
施
行

さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
殺
人
罪
や
保
護
責
任
者
遺
棄
致
死
傷
罪
に
該
当
す
る
交
通
事
犯
は
別
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
交
通
人
身
事
故
に
関

す
る
規
定
は
刑
法
か
ら
一
掃
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
法
律
の
構
成
要
件
自
体
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
の
解
釈
を
展
開
す
る
つ

も
り
は
な
い
が
、
た
だ
、
交
通
事
犯
に
関
す
る
罰
則
規
定
を
刑
法
典
か
ら
放
逐
し
、
特
別
法
と
し
て
規
定
し
直
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大

い
に
疑
問
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
法
律
に
つ
い
て
船
山
泰
範
教
授
は
、「
新
法
に
は
、
い
く
つ
か
の
課
題
が
あ
る
。
①
立

法
の
し
か
た
と
し
て
、
必
ず
し
も
一
般
国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
ず
、
被
害
者
団
体
の
強
い
要
望
に
基
づ
い
て
立
法
し
た
こ
と
は
、
民

主
主
義
的
方
法
と
い
え
な
い
。
②
重
大
な
犯
罪
や
国
民
み
な
が
知
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
刑
法
典
に
規

定
す
る
の
が
、
規
範
と
し
て
浸
透
さ
せ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
の
点
で
、
自
動
車
交
通
犯
罪
を
特
別
刑
法
と
し
た
こ
と
は
、
規
範
の
面

で
弱
体
化
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
（
13
）

。

『
平
成
二
七
年
版
犯
罪
白
書
』
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
六
年
に
お
け
る
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
認
知
件
数
は
四
九
一
件
に
す
ぎ
な
い
が
、

自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
の
認
知
件
数
は
五
五
〇
二
五
八
件
に
も
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
全
刑
法
犯
認
知
件
数
一
七
六
二
九
一
二
件
の

実
に
三
一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。

一
四
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
七
四
）

交
通
事
犯
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
わ
れ
わ
れ
の
ち
ょ
っ
と
し
た
気
の
緩
み
か
ら
起
こ
る
犯
罪
で
あ
り
、
決
し
て
犯
罪
者
ら
し
い
犯
罪
者

が
惹
き
起
こ
す
犯
罪
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
交
通
事
犯
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
極
め
て
身
近
な
犯
罪
と
言
え
る
た

め
、
そ
れ
に
対
す
る
罰
則
規
定
は
特
別
法
で
定
め
る
よ
り
も
、
一
般
法
で
あ
り
わ
れ
わ
れ
国
民
に
と
っ
て
よ
り
身
近
な
馴
染
み
の
あ
る
刑

法
典
に
置
く
方
が
、
よ
り
分
か
り
易
く
か
つ
一
般
予
防
効
果
も
期
待
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
交
通
事
犯
に
関
す
る
罰
則
規

定
を
刑
法
典
か
ら
は
ず
し
た
こ
と
は
、
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
立
法
そ
れ
自
体
が
国
民
に
と
っ
て
か
え
っ
て
分
か
り
に
く

い
、
か
つ
馴
染
み
の
薄
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
一
考
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三　

刑
法
理
論
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
、
船
山
教
授
が
最
近
特
に
力
を
い
れ
て
お
ら
れ
る
過
失
犯
に
つ
い
て
略
述
す
る
こ
と
と
す
る
。

過
失
犯
に
つ
い
て
は
、
予
見
可
能
性
に
つ
い
て
、
具
体
的
予
見
可
能
性
が
必
要
か
、
そ
れ
と
も
（
具
体
的
）
危
惧
感
で
足
り
る
か
に
つ

い
て
争
い
が
あ
る
。
後
者
の
場
合
は
必
然
的
に
過
失
の
中
心
を
結
果
回
避
義
務
に
置
い
て
捉
え
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
「
回
避
措
置

重
心
説
」
で
あ
る
（
14
）

。
被
害
者
を
多
数
出
し
た
事
犯
を
思
い
つ
く
ま
ま
並
べ
て
み
れ
ば
、
た
と
え
ば
古
く
は
、
森
永
ド
ラ
イ
ミ
ル
ク
砒
素
中

毒
事
件
、
カ
ネ
ミ
油
症
事
件
、
熊
本
水
俣
病
事
件
、
薬
害
エ
イ
ズ
事
件
、
多
く
の
ホ
テ
ル
・
デ
パ
ー
ト
火
災
事
件
な
ど
、
比
較
的
最
近
の

も
の
と
し
て
は
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
福
知
山
線
脱
線
事
件
、
明
石
花
火
歩
道
橋
事
件
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
件
な
ど
、
枚
挙

に
い
と
ま
が
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
、
も
し
刑
法
典
に
法
人
そ
の
も
の
を
処
罰
す
る
規
定
が
存
在
し
た
な
ら
ば
、

そ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
事
案
と
い
え
る
。
し
か
し
、
刑
法
典
に
は
法
人
処
罰
規
定
が
な
い
た
め
に
、
国
民
か
ら
は
、
企
業

そ
の
も
の
を
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
で
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
声
が
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
企
業
の
ト
ッ
プ
が
刑
事
責
任
を
追
及
さ
れ
起
訴
さ
れ
て
も
、
多
く
の
事
件
で
無
罪
と
さ
れ
て
し
ま
う
現
状
に
対
し
て
は
、
国

一
四
二



国
民
目
線
の
刑
法
（
清
水
）

（
三
七
五
）

民
か
ら
は
不
満
の
声
も
聞
こ
え
て
く
る
。
国
民
、
特
に
被
害
者
は
、
何
も
企
業
の
ト
ッ
プ
を
実
刑
に
し
て
刑
務
所
に
送
り
込
む
こ
と
の
み

を
望
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
企
業
の
責
任
者
と
し
て
の
責
任
を
明
確
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し

か
し
、
現
在
の
過
失
犯
理
論
で
は
、
真
に
責
任
を
負
う
べ
き
者
に
責
任
が
問
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
こ
の
点
で
国
民
の

意
識
と
裁
判
実
務
と
は
大
き
く
乖
離
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
は
、
刑
法
は
一
体
誰
の
た
め
に
あ
る
の
か
、
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
、
つ
ま
り
刑
法
の
役
割
は
何
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み

た
い
。

三　

刑
法
の
役
割

刑
法
は
誰
の
た
め
に
あ
る
の
か
、
と
の
問
い
に
対
し
て
は
、
特
に
裁
判
員
裁
判
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
刑
法
は
国
民
の
た

め
に
あ
る
、
決
し
て
法
曹
三
者
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
刑
法
の
役
割
を
見
て
み
よ
う
（
15
）

。

一　

犯
罪
・
非
行
の
防
止

刑
法
の
役
割
の
第
一
は
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
犯
罪
と
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
い
か
な
る
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
る
か
を
、
あ
ら
か
じ
め
明

確
な
法
文
で
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
犯
罪
・
非
行
を
防
止
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
刑
法
は
、
そ
の
存
在
自
体
で
国
民
に
対
し
一
定
の

威
嚇
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
威
嚇
力
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
犯
罪
に
対
す
る
刑
罰
が
適
正
な
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
同
時
に
、
法
文
そ
れ
自
体
が
明
確
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
法
文
を
解
釈
す
る
場
合

に
お
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
予
測
可
能
の
範
囲
内
に
納
ま
る
解
釈
、
つ
ま
り
類
推
解
釈
で
は
な
く
拡
張
解
釈
に
止
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
四
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
七
六
）

最
高
裁
判
所
は
、
い
わ
ゆ
る
徳
島
市
公
安
条
例
事
件
判
決
で
、「
あ
る
刑
罰
法
規
が
あ
い
ま
い
不
明
確
の
ゆ
え
に
憲
法
三
一
条
に
違
反

す
る
も
の
と
認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
は
、
通
常
の
判
断
能
力
を
有
す
る
一
般
人
の
理
解
に
お
い
て
、
具
体
的
場
合
に
当
該
行
為
が
そ
の
適

用
を
受
け
る
も
の
か
ど
う
か
の
判
断
を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
基
準
が
読
み
と
れ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
こ
れ
を
決
定
す
べ
き
で
あ

る
」
と
し
た
が
（
16
）

、
こ
の
基
準
は
一
般
人
の
理
解
を
判
断
基
準
に
置
く
点
で
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
た
と
え
ば
、「
淫
行
」
の
解
釈
に
合
憲
限
定
解
釈
を
採
っ
た
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
二
三
日
の
最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決
（
17
）

は
疑
問
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「『
淫
行
』
と
は
、
広
く
青
少
年
に
対
す
る
性
行
為
一
般
を
い
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
く
、

①
青
少
年
を
誘
惑
し
、
威
迫
し
、
欺
罔
し
又
は
困
惑
さ
せ
る
等
そ
の
心
身
の
未
成
熟
に
乗
じ
た
不
当
な
手
段
に
よ
り
行
う
性
交
又
は
性
交

類
似
行
為
の
ほ
か
、
②
青
少
年
を
単
に
自
己
の
性
的
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
対
象
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
し
か
認
め
ら
れ
な
い
よ
う

な
性
交
又
は
性
交
類
似
行
為
を
い
う
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
い
っ
た
解
釈
は
、
通
常
の
判
断
能
力
を
備
え
た
一
般
人
の
理

解
に
適
う
も
の
か
ど
う
か
は
、
は
な
は
だ
疑
問
だ
か
ら
で
あ
る
。

前
述
の
身
分
概
念
も
、
判
例
・
通
説
の
よ
う
な
定
義
で
は
、
わ
れ
わ
れ
国
民
に
と
っ
て
決
し
て
分
か
り
易
い
も
の
と
は
言
え
な
い
。

『
広
辞
苑
第
六
版
』
に
よ
れ
ば
、
身
分
と
は
「
身
の
上
。
境
遇
」
の
他
に
、「
社
会
関
係
を
構
成
す
る
地
位
や
職
業
の
序
列
」
と
し
て
い
る
（
18
）

。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
定
義
は
、
わ
れ
わ
れ
国
民
に
と
っ
て
十
分
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
刑
法
上
の
身
分
も
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら

ば
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
犯
罪
と
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
い
か
な
る
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
る
か
が
、
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
刑
法
の
第
一
の
役
割
で
あ
る
犯
罪
・
非
行
の
防
止
に
資
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
刑
法
の
基
本
原
則
で

あ
る
罪
刑
法
定
主
義
に
も
適
う
も
の
と
い
え
る
。

業
務
の
概
念
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
（
19
）

。
前
述
の
よ
う
に
、
判
例
・
通
説
と
も
業
務
の
概
念
に
つ
い
て
、
娯
楽
の
要
素
が
あ

一
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る
と
き
で
も
業
務
と
い
え
る
と
し
て
い
る
。
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
が
刑
法
二
一
一
条
二
項
と
し
て
制
定
さ
れ
た
平
成
一
九
年
以
前

は
、
自
動
車
に
よ
る
人
身
事
故
を
処
罰
す
る
場
合
、
仕
事
で
自
動
車
を
運
転
す
る
場
合
と
、
娯
楽
で
自
動
車
を
運
転
す
る
場
合
と
で
、
運

転
者
に
課
せ
ら
れ
た
注
意
義
務
は
同
一
で
あ
る
か
ら
、
娯
楽
で
自
動
車
を
運
転
し
人
身
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
で
も
業
務
上
過
失
致
死
傷

罪
に
な
る
と
い
う
解
釈
は
、
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
平
成
一
九
年
以
降
は
自
動
車
に
よ
る
人
身
事
故
に
つ
い
て
特
別
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
ま
た
、
重
過
失
致
死
傷

罪
も
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
業
務
か
ら
娯
楽
の
要
素
を
除
い
た
解
釈
、
つ
ま
り
、
前
述
の
よ
う
に
、
業
務
と
は
「
事
業
・
商
売
な
ど
に

関
し
て
、
日
常
継
続
し
て
行
う
仕
事
。
な
す
べ
き
わ
ざ
。
仕
事
」
と
す
る
方
が
用
語
が
明
確
と
な
り
、
わ
れ
わ
れ
国
民
に
と
っ
て
分
か
り

易
い
も
の
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
犯
罪
・
非
行
の
防
止
に
つ
な
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二　

犯
罪
者
の
改
善
・
更
生
・
社
会
復
帰

刑
法
の
役
割
の
第
二
は
、
犯
罪
者
の
改
善
・
更
生
・
社
会
復
帰
に
役
立
た
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
犯
罪
者
が
自
ら
罪

を
犯
し
た
と
い
う
自
覚
が
不
可
欠
で
あ
る
。
犯
罪
者
が
こ
の
自
覚
を
も
っ
て
は
じ
め
て
贖
罪
の
意
識
が
生
ま
れ
、
犯
罪
者
が
改
善
・
更

生
・
社
会
復
帰
へ
と
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

犯
罪
者
に
自
分
が
罪
を
犯
し
た
と
い
う
意
識
を
は
っ
き
り
持
た
せ
る
た
め
に
は
、
自
分
の
ど
の
よ
う
な
行
為
が
犯
罪
と
な
る
の
か
を
、

あ
ら
か
じ
め
法
文
で
明
確
に
示
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
法
文
自
体
が
あ
い
ま
い
で
あ
れ
ば
、
自
分
は
罪
を
犯
し
た
と
い
う
罪
悪
感
で
は

な
く
、
う
ま
く
法
律
を
か
い
く
ぐ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
失
敗
感
し
か
生
じ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
は
真
の
意
味
で
の
犯

罪
者
の
改
善
・
更
生
・
社
会
復
帰
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
法
文
自
体
の
明
確
性
が
重
要
で
あ
る
。
刑
法
上
の

概
念
も
、
わ
れ
わ
れ
国
民
が
十
分
に
理
解
で
き
る
概
念
を
定
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
法
の
第
二
の
役
割
は
果
た
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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三　

被
害
者
の
救
済

刑
法
の
役
割
の
第
三
は
、
被
害
者
の
救
済
に
役
立
た
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
役
割
は
従
来
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

犯
罪
が
行
わ
れ
た
と
き
、
被
害
者
は
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
国
民
も
、
犯
罪
お
よ
び
犯
罪
者
に
対
し
て
激
し
い
憤
り
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
犯
罪
が
凶
悪
か
つ
重
大
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
犯
罪
者
を
重
く
処
罰
す
る
欲
求
が
高
ま
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

も
し
犯
罪
者
が
自
ら
の
罪
を
悔
い
、
被
害
者
に
対
し
て
心
か
ら
謝
罪
し
、
そ
の
気
持
ち
を
損
害
賠
償
と
い
う
形
で
少
し
で
も
表
す
な
ら
、

被
害
者
の
報
復
感
情
も
宥
和
さ
れ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
刑
法
の
第
二
の
役
割
と
も
結
び
つ
い
て
く
る
が
、
犯
罪
者
の
罪
を
犯
し
た
と
い
う
自
覚
が
何
よ
り
も
大
切
だ
と
思
わ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
わ
れ
わ
れ
国
民
が
十
分
に
納
得
し
う
る
刑
法
が
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。
わ
れ
わ
れ
国
民
に
と
っ
て
理

解
で
き
に
く
い
定
義
・
概
念
な
ど
で
は
、
犯
罪
者
自
身
の
罪
悪
感
を
導
き
出
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
そ
う
な
る
と
、
被
害
者
救
済
な
ど

は
絵
に
描
い
た
餅
に
終
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

刑
法
は
誰
に
た
め
に
あ
る
の
か
を
、
原
点
に
立
ち
返
っ
て
考
察
す
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
国
民
の
た
め
に
あ
る
と
即
答
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
刑
法
の
用
語
の
現
在
の
定
義
・
概
念
は
、
決
し
て
国
民
に
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
刑
法
の
用
語
の

定
義
・
概
念
は
法
曹
三
者
の
み
に
通
用
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
国
民
に
も
通
用
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
刑
法
の
役
割
を
十
分
に
活
か
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 一
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四　

過
失
犯
の
と
ら
え
方

一　

生
活
関
係
別
過
失
犯
論

私
た
ち
に
と
っ
て
身
近
な
犯
罪
と
い
え
ば
過
失
犯
で
あ
ろ
う
。
統
計
的
に
は
全
刑
法
犯
の
認
知
件
数
が
最
も
多
い
の
は
窃
盗
罪
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
加
害
者
す
な
わ
ち
窃
盗
犯
人
と
し
て
登
場
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
被
害
者
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
の
方
が
圧
倒

的
に
多
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
過
失
犯
は
、
自
動
車
運
転
に
よ
る
人
身
事
故
を
考
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
加
害
者
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
が
極
め
て
多

い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
認
知
件
数
が
最
も
多
い
故
意
の
窃
盗
罪
よ
り
も
、
交
通
事
故
に
よ
る
過
失
事
犯
の
方

が
私
た
ち
に
と
っ
て
身
近
な
犯
罪
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
口
に
過
失
犯
と
い
っ
て
も
、
自
動
車
運
転
や
自
転
車
操
縦
に
よ
る
人
身
事
故
に
代
表
さ
れ
る
比
較
的
小
規
模
の
過
失
か

ら
、
Ｊ
Ｒ
福
知
山
線
脱
線
事
件
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
件
な
ど
被
害
が
大
規
模
に
わ
た
る
過
失
ま
で
、
多
種
多
様
で
あ

る
。
特
に
後
者
の
過
失
の
場
合
は
、
企
業
組
織
体
の
過
失
と
言
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
た
だ
、
現
行
刑
法
典
で
は
企
業
組
織
体
自
体

の
過
失
を
問
う
仕
組
み
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
な
ど
の
過
失
犯
に
問
わ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
個
人
で
あ
る
。
し

か
し
、
企
業
の
ト
ッ
プ
に
い
る
者
は
企
業
そ
の
も
の
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
企
業
の
ト
ッ
プ
に
問
う
こ
と
が
で
き
る
過
失
は
企

業
組
織
体
自
体
の
過
失
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
方
、
自
動
車
運
転
に
よ
る
人
身
事
故
の
場
合
は
、
基
本
的
に
は
個
人
の
過
失
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
企

業
組
織
体
自
体
の
過
失
と
同
一
視
し
て
良
い
企
業
の
ト
ッ
プ
に
問
う
こ
と
が
で
き
る
過
失
の
内
容
と
、
自
動
車
運
転
に
よ
る
人
身
事
故
等
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で
問
わ
れ
る
過
失
の
内
容
は
、
自
ず
と
異
な
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
生
活
関
係
別
過
失
犯
論
を
唱
え
る
意
味
が
見
い
出
さ

れ
る
の
で
あ
る
（
20
）

。

二　

企
業
ト
ッ
プ
の
過
失

過
失
犯
は
行
為
者
に
課
せ
ら
れ
た
注
意
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
注
意
義
務
の
内
容
に
関
し
て
旧
過
失
論
、
新
過
失
論
、

新
・
新
過
失
論
（
危
惧
感
説
）
の
対
立
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
過
失
犯
に
お
い
て
共
通
の
要
素
で

あ
る
予
見
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
予
見
可
能
性
が
必
要
か
、
そ
れ
と
も
危
惧
感
で
足
り
る
の
か
と
の
対
立
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
検
討
に
当
た
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
国
民
の
視
点
に
立
っ
た
議
論
が
必
要
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
企
業
組
織
体
自
体
の
過
失
、
す
な
わ
ち
企
業
の
ト
ッ
プ
の
過
失
を
考
え
る
場
合
、
起
こ
っ
た
結
果
に
対
し
て
企
業
は
、
つ

ま
り
企
業
の
ト
ッ
プ
は
ど
れ
だ
け
の
こ
と
を
具
体
的
に
予
見
し
た
か
、
と
考
え
る
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
企
業
の
ト
ッ
プ
は
犯
罪
的
結
果

が
出
な
い
よ
う
に
ど
れ
だ
け
の
こ
と
を
や
っ
た
か
、
と
考
え
る
だ
ろ
う
か
。

あ
る
犯
罪
的
結
果
が
企
業
組
織
体
自
体
の
過
失
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
一
般
的
に
は
個
人
の
過
失
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
る
結
果
と

は
比
較
に
な
ら
な
い
く
ら
い
深
刻
で
か
つ
多
く
の
被
害
者
を
生
む
傾
向
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
、
企
業
組
織
体
の
過
失
の
場
合
は
、
で
き

る
だ
け
被
害
を
出
さ
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
と
い
う
観
点
、
す
な
わ
ち
予
防
法
学
的
観
点
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
れ

は
前
述
の
船
山
教
授
の
「
回
避
措
置
重
心
説
（
21
）

」
と
同
じ
根
を
持
つ
考
え
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
過
失
犯
の
構
造
の
う
ち
結
果
回
避
義
務
に

重
点
を
置
く
考
え
方
で
あ
る
が
、
そ
う
な
る
と
そ
の
前
提
で
あ
る
予
見
可
能
性
は
、
危
惧
感
・
不
安
感
で
足
り
る
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
企
業
の
ト
ッ
プ
は
、
構
造
的
に
部
下
と
金
銭
を
動
か
す
権
力
を
持
つ
。
こ
の
地
位
に
見
合
う
過
失
犯
の
理
論
は
、
回
避
措
置
重
心
説

で
あ
ろ
う
。
も
し
企
業
の
ト
ッ
プ
に
お
い
て
も
具
体
的
な
も
の
を
要
求
す
る
具
体
的
予
見
可
能
性
説
に
立
つ
な
ら
ば
、
企
業
の
ト
ッ
プ
が
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不
勉
強
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
ま
た
、
現
場
か
ら
遠
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
具
体
的
予
見
可
能
性
は
な
い
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
す
る
と

過
失
が
問
え
な
く
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ど
う
考
え
て
も
不
合
理
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
責
任
者
は
責
任
を
取
る
か
ら
責
任
者
な
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
一
般
の
従
業
員
よ
り
高
額
な
報
酬
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
企
業
の
ト
ッ
プ
は
そ
の
点
を
自
覚
す
べ
き
で
あ
る
。

次
に
具
体
的
な
事
例
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
Ｊ
Ｒ
福
知
山
線
脱
線
事
件
で
あ
る
。
神
戸
地
裁
平
成
二
四
年
一
月
一
一
日
の

判
決
の
事
案
と
判
旨
の
詳
細
は
、
船
山
教
授
の
「
脱
線
転
覆
事
故
に
お
け
る
安
全
対
策
責
任
者
の
過
失
―
―
尼
崎
Ｊ
Ｒ
脱
線
事
件
―
―
（
22
）

」

に
譲
る
が
、
本
件
に
お
け
る
神
戸
地
方
裁
判
所
は
、
過
失
犯
に
お
い
て
は
具
体
的
予
見
可
能
性
説
に
依
拠
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ

し
て
、
被
告
人
に
は
具
体
的
予
見
可
能
性
は
な
か
っ
た
と
し
て
無
罪
と
し
て
い
る
。

こ
の
判
決
に
対
し
て
は
、
危
惧
感
説
を
主
張
さ
れ
る
船
山
教
授
に
よ
り
痛
烈
に
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
反
対
に
本
判
決
の
結
論
を
妥
当

と
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
大
塚
裕
史
教
授
は
、
具
体
的
予
見
可
能
性
説
を
妥
当
と
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、「
神
戸
地
裁

判
決
は
、
い
わ
ゆ
る
具
体
的
予
見
可
能
性
説
に
依
拠
し
そ
れ
を
厳
格
に
適
用
し
て
予
見
可
能
性
を
否
定
し
て
お
り
、
そ
れ
は
妥
当
な
判
断

で
あ
る
と
い
え
る
」
と
し
（
23
）

、
さ
ら
に
、「
本
判
決
は
、
予
見
可
能
性
を
結
果
回
避
義
務
を
基
礎
づ
け
る
要
件
と
と
ら
え
て
い
る
が
、
本
件

曲
線
で
速
度
超
過
に
よ
る
脱
線
転
覆
に
よ
る
死
傷
と
い
う
個
別
具
体
的
結
果
の
予
見
可
能
性
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
、
予
見
可
能
性
を

責
任
を
基
礎
づ
け
る
要
件
と
し
て
と
ら
え
る
見
解
か
ら
も
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
具
体
的
予
見
可
能

性
を
認
め
る
た
め
に
は
、
因
果
経
過
の
基
本
的
部
分
の
予
見
を
問
題
に
し
、
し
か
も
、
予
見
可
能
性
の
程
度
と
し
て
『
予
見
の
容
易
性
』

が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
た
点
で
、
本
判
決
は
、
と
も
す
る
と
予
見
可
能
性
判
断
が
緩
や
か
に
な
り
が
ち
な
傾
向
に
歯
止
め
を

か
け
た
裁
判
例
と
し
て
極
め
て
重
要
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（
24
）

。

と
こ
ろ
で
、
企
業
組
織
体
の
過
失
と
企
業
ト
ッ
プ

―
特
に
本
件
で
は
安
全
対
策
責
任
者

―
の
過
失
は
、
主
に
監
督
過
失
お
よ
び
管

一
四
九
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理
過
失
で
あ
ろ
う
（
25
）

。
監
督
過
失
は
事
業
主
が
従
業
者
に
対
す
る
選
任
監
督
義
務
に
違
反
し
た
場
合
の
過
失
で
あ
り
、
管
理
過
失
は
企
業
の

管
理
者
等
に
よ
る
人
的
・
物
的
設
備
、
人
的
体
制
・
機
構
等
の
不
備
そ
れ
自
体
が
犯
罪
的
結
果
発
生
と
の
関
係
で
過
失
を
構
成
す
る
こ
と

で
あ
り
、
仮
に
現
場
が
ミ
ス
を
犯
し
て
も
被
害
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
、
ま
た
は
被
害
を
最
小
限
に
食
い
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

あ
ら
か
じ
め
安
全
対
策
を
講
じ
て
お
く
べ
き
注
意
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
を
い
う
。

監
督
過
失
や
管
理
過
失
を
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
企
業
組
織
体
自
体
や
企
業
の
ト
ッ
プ
は
結
果
発
生
を
食
い
止
め
る
た
め
に
、

ま
た
は
被
害
を
最
小
限
に
止
め
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
措
置
を
採
る
べ
き
か
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
件
に

お
い
て
、
被
告
人
は
、
た
と
え
運
転
士
が
速
度
調
節
を
誤
っ
た
と
し
て
も
、
大
事
故
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
Ａ
Ｔ
Ｓ
の
設
置
で
あ
る
。
大
塚
教
授
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
管
内
に
半
径
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
曲

線
が
二
一
一
二
か
所
も
あ
る
が
、
本
件
曲
線
の
転
覆
限
界
速
度
は
時
速
一
〇
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
転
覆
危
険
率
も
一
．
三
三
〇
で

あ
り
、
危
険
性
の
高
い
曲
線
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
転
覆
危
険
率
と
い
う
概
念
は
、
本
件
事
故
後
に
鉄
道
事
業

者
一
般
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
件
曲
線
を
個
別
に
指
定
し
て
Ａ
Ｔ
Ｓ
整
備
を
指
示
す
べ
き
結
果
回
避

義
務
を
課
す
に
足
り
る
程
度
の
予
見
可
能
性
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
と
す
る
（
26
）

。

し
か
し
、
転
覆
危
険
率
と
い
う
概
念
が
い
つ
一
般
化
し
た
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
予
見
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
は
関
係
な
く
、
危

険
性
が
高
い
曲
線
か
ど
う
か
を
部
下
に
調
査
さ
せ
、
危
険
性
が
高
け
れ
ば
速
や
か
に
Ａ
Ｔ
Ｓ
を
設
置
す
る
方
策
を
採
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
正
に
管
理
過
失
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
企
業
組
織
体
の
過
失
や
企
業
ト
ッ
プ
の
過
失
に
つ
い
て
は
、
結
果
回
避
措
置

を
中
心
に
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
平
成
八
年
一
二
月
四
日
に
Ｊ
Ｒ
北
海
道
函
館
線
に
お
い
て
同
様
の
事
故
が
あ
り
、
こ
の
こ

と
は
Ｊ
Ｒ
西
日
本
で
も
周
知
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
幹
部
に
は
危
惧
感
ど
こ
ろ
か
具
体
的
予

一
五
〇
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見
可
能
性
す
ら
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
な
お
の
こ
と
結
果
回
避
の
た
め
に
採
る
べ
き
措
置
を
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
ま
さ
に
船
山
教
授
の
い
う
「
回
避
措
置
重
心
説
」
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

次
に
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
件
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
（
27
）

。
平
成
二
八
年
二
月
二
九
日
、
東
京
電
力
の
旧
経
営
陣
三
名

が
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
の
容
疑
で
東
京
地
方
裁
判
所
に
強
制
起
訴
さ
れ
た
。
こ
の
裁
判
に
お
い
て
旧
経
営
陣
側
は
、
事
故
の
結
果
は

想
定
外
で
あ
り
、
具
体
的
に
予
見
で
き
な
か
っ
た
か
ら
過
失
は
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
強
制
起
訴
さ
れ
た
の
は
一

介
の
従
業
員
で
は
な
く
、
旧
経
営
陣
つ
ま
り
東
京
電
力
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
過
失
の
と
ら
え
方
は
Ｊ
Ｒ
西
日
本
福
知
山
線
脱
線

事
件
と
同
様
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
犯
罪
的
結
果
を
発
生
さ
せ
な
い
た
め
に
、
ど
れ
だ
け
の
結
果
回
避
措
置
を

採
っ
た
の
か
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
決
し
て
具
体
的
予
見
可
能
性
が
重
要
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
、
結
果
発
生
の
危
惧
感
・
不
安

感
が
あ
れ
ば
、
そ
の
危
惧
感
・
不
安
感
を
払
拭
す
る
に
足
る
だ
け
の
結
果
回
避
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
こ

と
が
過
失
の
中
心
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

本
件
に
関
し
て
は
、
津
波
の
予
測
に
つ
い
て
二
通
り
の
見
解
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
平
成
一
四
年
三
月
に
算
出
さ

れ
東
京
電
力
が
採
用
し
て
い
た
「
社
団
法
人
土
木
学
会
」
の
予
測
で
波
高
五
．
七
メ
ー
ト
ル
と
い
う
も
の
、
も
う
一
つ
は
政
府
の
専
門
機

関
で
あ
る
「
地
震
調
査
研
究
推
進
本
部
」
が
同
年
七
月
に
公
表
し
た
「
三
陸
沖
か
ら
房
総
沖
に
か
け
て
の
地
震
活
動
の
長
期
評
価
に
つ
い

て
」
と
題
す
る
津
波
地
震
の
予
測
に
基
づ
き
、
東
京
電
力
が
平
成
二
〇
年
三
月
に
試
算
し
た
予
測
最
高
波
高
一
五
．
七
メ
ー
ト
ル
と
い
う

も
の
で
あ
る
（
28
）

。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
最
初
の
予
測
は
波
高
五
．
七
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
か
ら
六
年
後
に
東
京
電
力
が

予
測
し
た
数
値
が
最
高
波
高
一
五
．
七
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
一
五
．
七
メ
ー
ト
ル
の
津
波
が
来
襲
す
る
お
そ
れ
は
当
然

一
五
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
八
四
）

予
測
で
き
た
は
ず
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
そ
の
危
惧
感
は
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
危
惧
感
を
払
拭
す
る
に
足
る
結

果
回
避
措
置
、
た
と
え
ば
、
高
い
防
潮
堤
を
設
置
す
る
、
非
常
用
電
源
設
備
の
防
水
性
を
高
め
る
、
そ
の
設
備
の
み
を
津
波
か
ら
守
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
な
高
所
に
移
動
さ
せ
る
な
ど
、
結
果
回
避
の
た
め
の
方
法
を
採
る
べ
き
で
あ
っ
た
（
29
）

。
そ
れ
を
怠
っ
た
と
こ
ろ
に
、
東
京

電
力
の
旧
経
営
陣
に
は
過
失
が
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

三　

個
人
の
過
失

と
こ
ろ
で
、
個
人
の
過
失
を
認
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
予
見
可
能
性
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
具
体
的
な
因
果
関
係
な
ど
を
見
通
す
こ

と
が
で
き
る
具
体
的
予
見
可
能
性
が
必
要
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
市
街
地
や
住
宅
地
で
自
動

車
を
走
行
さ
せ
る
場
合
、
信
号
は
な
い
け
れ
ど
も
交
差
す
る
十
字
路
の
一
方
の
道
路
に
は
「
止
ま
れ
」
の
標
識
が
あ
り
、
か
つ
路
面
に
も

「
止
ま
れ
」
の
文
字
が
書
い
て
あ
る
交
差
点
に
差
し
掛
か
っ
た
と
き
な
ど
に
は
、
他
の
自
動
車
や
無
謀
な
自
転
車
な
ど
が
そ
の
標
識
や
文

字
を
無
視
し
て
飛
び
出
し
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
、
子
ど
も
が
急
に
車
道
に
飛
び
出
し
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
、
な
ど
と
い
う
漠
然
と
し

た
危
惧
感
・
不
安
感
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
が
通
常
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
自
動
車
の
運
転
者
に
そ
の
危
惧
感
・
不
安
感
を
払
拭
す
る
に
足

る
だ
け
の
結
果
回
避
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
自
動
車
を
運
転
し
て
市
街
地
や
住
宅
地
を
走
行
す
る
と
き
に
は
、

い
つ
で
も
停
車
で
き
る
よ
う
常
に
徐
行
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
個
人
行
為
者
に
と
っ
て
か
な
り
酷
な
要

求
と
な
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
も
ち
ろ
ん
信
頼
の
原
則
の
適
用
の
余
地
は
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
個
人
に
対
し
て
危
惧
感
説
で
対

処
す
る
な
ら
ば
、
信
頼
の
原
則
の
適
用
の
余
地
は
全
く
な
く
な
る
か
、
も
し
く
は
適
用
の
余
地
が
極
め
て
狭
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ

う
。
こ
の
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
責
任
主
義
に
反
す
る
結
果
と
な
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

個
人
行
為
者
の
過
失
を
認
定
す
る
場
合
、
船
山
教
授
は
予
見
可
能
性
は
危
惧
感
で
十
分
で
あ
る
と
し
、
そ
の
例
と
し
て
以
下
の
事
例
を

一
五
二
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挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
日
常
生
活
の
例
で
も
、
自
動
車
を
運
転
し
て
い
て
雨
が
降
り
始
め
た
ら
、
ど
ん
な
事
故
が
起
き
る
か
を
考

え
る
よ
り
は
、
事
故
を
起
こ
さ
な
い
た
め
に
ど
ん
な
結
果
回
避
措
置
が
と
れ
る
か
を
考
え
て
、
減
速
し
た
り
、
ラ
イ
ト
を
つ
け
る
で
あ
ろ

う
。
あ
る
い
は
、
降
雨
が
激
し
い
と
き
は
、
自
動
車
を
道
路
の
脇
に
寄
せ
て
、
停
車
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
結
果

回
避
措
置
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
予
見
可
能
性
は
危
惧
感
で
十
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
」
と
さ
れ
る
（
30
）

。
し
か
し
、
雨
天
時
に
高
速

で
自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
場
合
に
は
、
ハ
イ
ド
ロ
プ
レ
ー
ン
現
象
に
よ
り
ス
リ
ッ
プ
事
故
を
起
こ
す
可
能
性
の
あ
る
こ
と
は
、
一
般
の
運

転
者
な
ら
容
易
に
予
測
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
例
の
場
合
に
は
、
具
体
的
予
見
可
能
性
説
を
採
っ
た
と
し
て
も
、

不
都
合
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
自
動
車
の
運
転
者
が
、
制
限
速
度
を
か
な
り
超
過
し
て
車
を
走
行
さ
せ
れ
ば
事
故
を
起
こ
す
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
具
体
的
予
見

可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
し
、
夜
間
、
自
転
車
を
無
灯
火
で
か
な
り
の
速
度
を
出
し
て
走
行
さ
せ
た
場
合
に
も
、
事
故
を
起
こ
す
具
体
的

予
見
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

平
成
二
〇
年
五
月
に
長
野
県
松
本
市
で
、
柔
道
指
導
者
が
小
学
六
年
生
に
「
片
襟
体
落
と
し
」
と
呼
ば
れ
る
技
を
か
け
た
た
め
に
、
意

識
障
害
を
伴
う
後
遺
症
を
負
う
に
至
っ
た
事
故
を
起
こ
し
た
が
、
こ
の
事
件
の
長
野
地
裁
判
決
（
平
成
二
六
年
四
月
三
〇
日
）
に
つ
い
て
、

船
山
教
授
は
危
惧
感
説
に
基
づ
い
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
る
（
31
）

。
た
だ
、
本
判
決
は
、「
傷
害
の
発
生
機
序
の
詳
細
ま
で
予
見
で
き

な
け
れ
ば
注
意
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
技
量
・
体
格
等
が
未
熟
な
者
が
強
い
力
で
投
げ
ら
れ
、

畳
に
打
ち
付
け
ら
れ
る
な
ど
す
れ
ば
、
直
接
打
撲
し
た
部
分
に
限
ら
ず
、
身
体
各
部
に
無
理
な
力
が
加
わ
り
、
そ
の
よ
う
な
無
理
な
力
が

加
わ
っ
た
身
体
の
部
分
に
何
ら
か
の
障
害
が
発
生
し
う
る
こ
と
は
十
分
に
予
見
可
能
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
具
体
的
予
見
可

能
性
説
を
採
用
し
て
い
る
と
も
解
し
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
判
決
を
必
ず
し
も
危
惧
感
説
に
基
づ
い
て
い
る
と
と
ら
え
る
必
要
は
な
い

一
五
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
八
六
）

の
で
は
な
い
か
。
た
し
か
に
、
年
齢
の
い
か
な
い
小
学
六
年
生
に
高
度
な
技
を
か
け
て
畳
に
打
ち
付
け
れ
ば
、
何
ら
か
の
障
害
が
残
る
可

能
性
は
あ
る
と
の
予
見
は
、
一
般
に
可
能
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
企
業
内
に
お
け
る
裁
量
権
の
な
い
一
従
業
員
が
、
業
務
中
、
あ
る
事
実
が
何
ら
か
の
犯
罪
的
結
果
を
惹
き
起
こ
す
か
も
し

れ
な
い
と
の
危
惧
感
を
抱
い
た
場
合
、
そ
の
従
業
員
の
採
る
べ
き
結
果
回
避
措
置
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
裁
量
権
の
あ
る
上
司
に
報

告
し
最
善
の
措
置
を
採
ら
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
従
業
員
の
単
な
る
危
惧
感
の
み
で
上
司
に
対
す
る
報
告
義
務
を
課
す
の
は
い

か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
単
な
る
危
惧
感
の
み
で
上
司
に
報
告
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
報
告
に
具
体
性
が
な
い
場
合
に
は
、

上
司
と
し
て
も
採
り
挙
げ
な
い
こ
と
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
従
業
員
と
し
て
は
上
司
に
報
告
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
十
分

あ
り
う
る
。
し
か
し
、
危
惧
感
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
払
拭
す
る
に
足
る
だ
け
の
結
果
回
避
措
置
を
採
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
危
惧
感
説
は
、

企
業
内
の
裁
量
権
の
な
い
一
従
業
員
に
と
っ
て
は
か
な
り
厳
し
い
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
裁
量
権
の
な
い
従
業

員
に
つ
い
て
は
、
何
ら
か
の
犯
罪
的
結
果
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
具
体
的
予
見
可
能
性
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
上
司
に
報
告

し
な
か
っ
た
と
き
に
過
失
が
問
わ
れ
る
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
従
業
員
が
何
ら
か
の
危
惧
感
を
持
っ
た
と
き

は
、
そ
れ
を
企
業
と
し
て
正
式
に
採
り
上
げ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
個
人
の
過
失
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
予
見
可
能
性
説
を
採
っ
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
不
都
合
は
生
じ
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

四　

生
活
関
係
別
過
失
論
の
課
題

こ
の
章
で
は
、
企
業
組
織
体
の
過
失
（
企
業
ト
ッ
プ
の
過
失
）
と
個
人
の
過
失
で
は
、
予
見
可
能
性
の
と
ら
え
方
が
異
な
っ
て
し
か
る
べ

き
で
は
な
い
か
、
つ
ま
り
、
企
業
組
織
体
の
過
失
・
企
業
ト
ッ
プ
の
過
失
は
危
惧
感
説
で
、
個
人
の
過
失
は
具
体
的
予
見
可
能
性
説
で
と

一
五
四



国
民
目
線
の
刑
法
（
清
水
）

（
三
八
七
）

ら
え
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
国
民
に
と
っ
て
理
解
し
易
い
考
え
方
、
社
会
常
識
に
適
っ
た
考
え
方
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
議
論
の
対
象
と
し
て
い
る
企
業
は
、
ど
う
し
て
も
Ｊ
Ｒ
西
日
本
や
東
京
電
力
な
ど
の
大
企
業
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
わ
が
国
で
は
い
わ
ゆ
る
中
小
企
業
・
零
細
企
業
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
中
小
企
業
の
う
ち
比
較
的
規
模
の
大
き
な
企
業
に

対
し
て
は
危
惧
感
説
で
も
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
規
模
の
小
さ
な
中
小
企
業
・
零
細
企
業
は
、
単
に
企
業
と
い
う
こ
と
で
、
は
た
し
て
危
惧

感
説
で
よ
い
の
か
、
そ
う
な
る
と
か
な
り
酷
な
結
果
に
は
な
り
は
し
な
い
か
、
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
企
業
の
規
模
、
事
業
の

内
容
、
被
害
の
態
様
な
ど
、
諸
般
の
事
情
を
十
分
に
踏
ま
え
た
上
で
、
生
活
関
係
に
応
じ
た
結
論
を
出
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
個
人
の
過
失
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
具
体
的
予
見
可
能
性
を
必
要
と
す
る
と
い
う
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。
企
業
の
ト
ッ
プ
の

よ
う
な
地
位
に
な
く
て
も
、
企
業
の
中
で
何
ら
か
の
裁
量
権
を
持
つ
者
に
つ
い
て
は
、
危
惧
感
説
で
過
失
を
と
ら
え
て
も
よ
い
場
合
も
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
何
ら
裁
量
権
を
持
た
な
い
者
に
危
惧
感
説
で
過
失
を
と
ら
え
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
酷
な
結
果
と
な
ろ
う
。
た
だ
、
企

業
の
中
の
個
人
に
つ
い
て
、
裁
量
権
の
有
無
を
認
定
す
る
の
は
、
特
に
い
わ
ゆ
る
中
間
管
理
職
の
立
場
に
あ
る
者
の
場
合
、
危
惧
感
説
が

よ
い
か
具
体
的
予
見
可
能
性
説
が
よ
い
か
の
判
断
は
、
か
な
り
の
困
難
を
伴
う
問
題
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

五　

結
び
に
か
え
て

船
山
教
授
の
著
書
に
『
人
間
の
目
で
み
る
刑
法
』（
初
版
平
成
五
年
・
こ
ぶ
し
社
）
が
あ
る
。
教
授
は
同
書
の
は
し
が
き
で
、「
こ
の
世
の

中
か
ら
い
く
ら
か
で
も
犯
罪
や
非
行
が
少
な
く
な
っ
た
ら
よ
い
と
願
っ
て
い
ま
す
」
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
「
犯
罪
や
非
行
に
直
接
的
に

関
す
る
刑
法
の
あ
り
方
を
探
究
す
る
」
道
を
選
ば
れ
た
と
あ
り
、
そ
の
訳
は
、「
犯
罪
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
の
使
わ
れ
方
が
本
当
に

一
五
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
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（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
八
八
）

国
民
を
守
る
た
め
に
役
立
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
念
」
が
あ
る
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。
ま
た
、「
刑
法
は
誰
の
た
め
に
あ
る
の
か
と
い
い

ま
す
と
、
そ
れ
は
普
通
の
国
民
の
た
め
に
あ
る
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
は
、
刑
法
典
の
条
文
は
読
み
に
く
く
、
教
科
書
は
難
解
と

き
て
い
ま
す
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
32
）

。
教
授
が
こ
の
「
は
し
が
き
」
を
書
か
れ
た
平
成
五
年
は
、
刑
法
は
未
だ
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
時
代
で

あ
っ
た
。
そ
の
後
平
成
七
年
に
刑
法
は
ひ
ら
が
な
表
記
に
な
っ
た
た
め
、
読
み
易
く
な
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
刑
法
の
用
語
の
定

義
・
概
念
等
に
つ
い
て
は
、
決
し
て
分
か
り
易
い
も
の
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
教
授
の
指
摘
は
今
で
も
な
お
十

分
通
用
す
る
も
の
で
あ
る
。

私
も
、
刑
法
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
船
山
教
授
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
現
行
刑
法
お

よ
び
刑
法
理
論
が
、
本
当
に
わ
れ
わ
れ
国
民
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
を
、
刑
法
の
現
状
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
刑
法
の
役
割
は
何
か
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
身
近
な
犯
罪
で
あ
る
過
失
犯
に
つ
い
て
、
刑
法
理
論
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
中
心
に
若
干
の
検
討
を
加
え
た
も
の
で

あ
る
。

刑
法
は
法
曹
三
者
だ
け
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
時
代
は
過
ぎ
、
わ
れ
わ
れ
一
人
ひ
と
り
が
刑
法
と
の
関
わ
り
を
持
っ
て
生
き
て
い
る
と

い
う
自
覚
を
持
つ
必
要
が
あ
ろ
う
。
裁
判
員
裁
判
が
実
施
さ
れ
て
い
る
以
上
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
刑
法
用
語
の
定
義
・

概
念
、
刑
事
立
法
、
刑
法
理
論
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
真
の
意
味
で
国
民
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
常
に
検
証
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
船
山
泰
範
「
裁
判
員
制
度
と
刑
事
司
法
の
近
代
化
」
政
経
研
究
第
四
六
巻
第
二
号
（
平
成
二
一
年
）
五
七
一
頁
以
下
参

照
。

一
五
六



国
民
目
線
の
刑
法
（
清
水
）

（
三
八
九
）

（
2
） 

最
判
昭
二
七
・
九
・
一
九
刑
集
六
・
八
・
一
〇
八
三
。

（
3
） 

最
判
昭
四
二
・
三
・
七
刑
集
二
一
・
二
・
四
一
七
。

（
4
） 
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
第
三
版
』（
平
成
二
年
）
四
一
九
頁
。

（
5
） 
平
野
龍
一
『
刑
法
総
論
Ⅱ
』（
昭
和
五
〇
年
）
三
七
二
頁
。

（
6
） 

た
と
え
ば
、
大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
新
版
第
四
版
』（
平
成
二
四
年
）
四
五
〇
頁
、
山
口
厚
『
刑
法
総
論
第
三
版
』（
平
成
二
八
年
）
三
四
八

頁
な
ど
。

（
7
） 

大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）〔
第
四
版
〕』（
平
成
二
〇
年
）
三
二
九
頁
。

（
8
） 

福
田
平
『
刑
法
総
論
〔
第
五
版
〕』（
平
成
二
三
年
）
二
九
二
頁
。

（
9
） 

た
と
え
ば
、
高
橋
則
夫
『
刑
法
総
論
〔
第
二
版
〕』（
平
成
二
五
年
）
四
八
〇
頁
、
山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
〔
第
三
版
〕』（
平
成
二
七
年
）

一
〇
〇
六
頁
な
ど
。

（
10
） 

肯
定
説
を
採
ら
れ
る
山
口
厚
教
授
も
、
一
時
的
主
観
的
要
素
を
身
分
に
含
ま
せ
る
こ
と
は
「『
身
分
』
と
い
う
日
常
用
語
的
理
解
か
ら
は
若
干

離
れ
る
こ
と
に
な
る
」
こ
と
は
認
め
て
い
る
（
前
掲
注
（
6
）
三
四
九
頁
）。

（
11
） 

最
判
昭
三
三
・
四
・
一
八
刑
集
一
二
・
六
・
一
〇
九
〇
。

（
12
） 

新
村
出
編
『
広
辞
苑
第
六
版
』（
平
成
二
〇
年
）
七
三
九
頁
。

（
13
） 

船
山
泰
範
『
刑
法
の
礎
各
論
』（
平
成
二
八
年
）
六
七
頁
。

（
14
） 

船
山
泰
範
「
過
失
犯
に
お
け
る
回
避
措
置
重
心
説
」『
川
端
博
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
〔
上
巻
〕』（
平
成
二
六
年
）
四
一
一
頁
以
下
参
照
。

（
15
） 

船
山
泰
範
『
刑
法
の
役
割
と
過
失
犯
論
』（
平
成
一
九
年
）
一
〇
頁
以
下
、
同
『
刑
法
学
講
話
〔
総
論
〕』（
平
成
二
二
年
）
一
五
頁
以
下
を
参

照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
拙
稿
「
刑
法
の
役
割
と
最
近
の
刑
法
改
正
―
法
定
刑
改
正
を
中
心
と
し
て
―
」
秋
田
法
学
第
四
九
号
（
平
成
一
九

年
）
一
頁
以
下
。

（
16
） 

最
大
判
昭
五
〇
・
九
・
一
〇
刑
集
二
九
・
八
・
四
八
九
。

（
17
） 

最
大
判
昭
六
〇
・
一
〇
・
二
三
刑
集
三
九
・
六
・
四
一
三
。

一
五
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
九
〇
）

（
18
） 

新
村
前
掲
注
（
12
）
二
七
一
一
頁
。

（
19
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
拙
稿
「
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
に
お
け
る
業
務
の
概
念
」
大
淵
利
男
先
生
追
悼
論
文
集
『
社
会
科
学
の
理
論
と

現
代
的
課
題
』（
平
成
二
〇
年
）
三
九
九
頁
以
下
。

（
20
） 
板
倉
宏
『
刑
法
総
論
〔
補
訂
版
〕』（
平
成
一
九
年
）
二
五
六
頁
、
藤
木
英
雄
・
板
倉
宏
『
刑
法
案
内
2
』（
平
成
二
三
年
）
六
一
頁
な
ど
。

（
21
） 

船
山
前
掲
注
（
14
）
四
一
一
頁
以
下
。

（
22
） 

船
山
泰
範
「
脱
線
転
覆
事
故
に
お
け
る
安
全
対
策
責
任
者
の
過
失
―
尼
崎
Ｊ
Ｒ
脱
線
事
件
」
日
本
法
学
第
七
八
巻
第
一
号
（
平
成
二
四
年
）

一
五
七
頁
以
下
参
照
。

（
23
） 

大
塚
裕
史
「
鉄
道
事
故
と
企
業
幹
部
の
管
理
・
監
督
責
任
―
Ｊ
Ｒ
福
知
山
線
脱
線
転
覆
事
故
判
決
を
契
機
と
し
て
」『
曽
根
威
彦
先
生
・
田
口

守
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
〔
上
巻
〕』（
平
成
二
六
年
）
六
五
八
頁
。

（
24
） 

大
塚
裕
史
前
掲
注
（
23
）
六
六
六
頁
。

（
25
） 

船
山
前
掲
注
（
22
）
一
六
六
―
一
六
七
頁
。

（
26
） 

大
塚
裕
史
前
掲
注
（
23
）
六
六
一
―
六
六
二
頁
。

（
27
） 

詳
し
く
は
、
古
川
元
晴
・
船
山
泰
範
『
福
島
原
発
、
裁
か
れ
な
い
で
い
い
の
か
』
朝
日
新
書
（
平
成
二
七
年
）
参
照
。

（
28
） 

古
川
・
船
山
前
掲
注
（
27
）
八
一
頁
。

（
29
） 

船
山
前
掲
注
（
14
）
四
三
四
頁
。

（
30
） 

船
山
前
掲
注
（
22
）
一
六
四
頁
。

（
31
） 

船
山
泰
範
「
柔
道
指
導
に
お
け
る
過
失
責
任
」
日
本
法
学
第
八
〇
巻
一
号
（
平
成
二
七
年
）
三
七
九
頁
。

（
32
） 

船
山
泰
範
『
人
間
の
目
で
み
る
刑
法
』（
平
成
五
年
）
は
し
が
き
三
〜
五
頁
。

一
五
八



原
発
事
故
に
お
け
る
過
失
責
任
と
注
意
能
力
（
杉
山
）

（
三
九
一
）

原
発
事
故
に
お
け
る
過
失
責
任
と
注
意
能
力

杉　
　

山　
　

和　
　

之

一　

は
じ
め
に

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
た
。
こ
れ
は
我
が
国
が
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な
未
曽
有
の
大
災

害
で
あ
り
、
そ
の
爪
痕
は
五
年
が
経
過
し
た
今
で
も
深
く
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
特
に
重
大
な
の
は
、
震
災
に
よ
っ
て
発
生
し
た
津
波
に

よ
る
福
島
第
一
原
発
の
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
の
影
響
で
あ
る
。
現
在
も
福
島
第
一
原
発
か
ら
半
径
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
圏
内
で
は
、
高
い
放
射

線
量
を
計
測
し
、
帰
宅
困
難
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
の
事
故
調
査
委
員
会
の
報
告
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
自
然
災
害
で
は
な
く
、
人
災
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
検
察
官
は
、
東
京
電
力
に
は
一
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
津
波
を
予
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
刑
事
責
任
は
な
い
と
判
断
し
、
不
起
訴
処
分
と
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
多
く
の
国
民
は
、
そ
の
結
論
に
納
得
し
な
い
。
そ
し
て
、

二
〇
一
六
年
二
月
二
九
日
、
東
京
電
力
の
元
会
長
ら
が
検
察
審
査
会
に
よ
っ
て
強
制
起
訴
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

論　

説

一
五
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
九
二
）

こ
の
裁
判
で
は
、
事
故
に
対
す
る
東
京
電
力
の
過
失
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
争
点
と
な
る
。
通
説
・
判
例
で
あ
る
具
体
的
予
見
可

能
性
説
は
、
過
失
の
本
質
を
客
観
的
注
意
義
務
違
反
と
し
て
の
結
果
回
避
義
務
違
反
と
捉
え
る
。
そ
し
て
、
結
果
回
避
義
務
の
前
提
と
し

て
、
結
果
発
生
の
具
体
的
予
見
可
能
性
の
有
無
を
考
慮
す
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
弁
護
側
は
、
不
起
訴
処
分
と
し
た
検
察
官
と
同
様
に
、

東
京
電
力
に
は
、
一
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
津
波
の
発
生
を
予
見
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
放
射
性
物
質
の
拡
散
に
よ
る
生
命
・
身
体
へ
の

侵
害
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
従
来
の
判
例
の
立
場
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
弁
護
側
の
主

張
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
た
し
か
に
東
日
本
大
震
災
と
そ
れ
に
よ
る
津
波
の
襲
来
を
具
体
的
に
予
見
す
る
こ
と
は
地
震
や

津
波
の
専
門
家
で
も
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
自
然
災
害
は
、
現
代
の
科
学
で
は
十
分
に
予
見
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

予
測
不
能
な
自
然
現
象
を
起
因
と
す
る
事
故
に
は
、
全
て
過
失
責
任
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

自
然
災
害
の
多
い
我
が
国
で
は
、
常
に
そ
れ
と
共
に
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
毎
年
自
然
災
害
に
よ
っ
て
多
く
の
生
命
が
失

わ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
刑
事
責
任
を
認
め
る
余
地
は
な
い
。
し
か
し
、
原
発
事
故
の
被
害
は
、
自
然
災
害
そ
の
も
の
で
は
な

い
。
い
わ
ば
自
然
災
害
と
人
為
的
な
要
因
の
両
者
が
相
ま
っ
て
起
き
た
事
故
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
人
為
的
な
要
因
の
部
分
に
着
目
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
災
害
そ
の
も
の
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
人
々
の
生
命
や
身
体
の
安
全
性
を
確
保

す
べ
く
、
最
大
限
の
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
義
務
懈
怠
が
あ
れ
ば
、
刑
事
責
任
を
認
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

私
は
現
在
の
国
や
行
政
は
、
原
発
に
対
す
る
責
任
を
十
分
に
果
た
し
て
は
い
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
福
島
第
一
原
発
事
故
が
何
ら

の
解
決
も
な
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鹿
児
島
県
の
川
内
原
発
の
再
稼
働
が
許
可
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
再
度
同
じ
よ

う
な
想
定
外
の
自
然
災
害
に
よ
っ
て
川
内
原
発
が
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
を
起
こ
し
た
と
し
て
も
具
体
的
予
見
可
能
性
が
な
い
こ
と
を
も
っ
て
刑

一
六
〇



原
発
事
故
に
お
け
る
過
失
責
任
と
注
意
能
力
（
杉
山
）

（
三
九
三
）

事
責
任
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
無
責
任
な
対
応
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
危
惧
感
説
は
、
こ
の
よ
う
な
科
学

技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
大
規
模
な
災
害
な
ど
の
未
知
の
危
険
に
対
し
て
、
一
定
の
範
囲
で
刑
事
責
任
を
認
め
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
（
1
）

。
私
も
五
年
前
に
自
ら
福
島
第
一
原
発
事
故
の
影
響
を
受
け
、
そ
し
て
、
現
在
は
鹿
児
島
県
に
在
住
し
、
川
内
原
発
の
再

稼
働
を
目
の
当
り
に
し
た
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
危
惧
感
説
と
、
予
見
可
能
性
と
回
避
義
務
違
反
の
双
方
向
モ
デ
ル
の
重
要
性
を
認
識
す

る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

二　

問
題
の
所
在

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
原
発
問
題
を
契
機
に
、
現
在
の
過
失
論
に
お
い
て
い
か
な
る
点
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
は

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
予
測
も
回
避
も
不
可
能
な
自
然
災
害
に
基
づ
く
大
事
故
か
ら
、
人
々
の
生
命
・
身
体
へ
の
侵
害
を
防
止
す
る
た

め
、
過
失
犯
論
が
い
か
な
る
役
割
を
果
た
す
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
第
一
に
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
い
か
に
結
果
が
重
大
な
事
故
で
あ
っ
た
と
し
て
も
刑
事
責
任
は
責
任
主
義
に
基
づ

い
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
責
任
主
義
は
、
責
任
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し
を
意
味
し
、
団
体
責
任
や
、
結
果

責
任
の
否
定
を
意
味
す
る
。
こ
れ
か
ら
検
討
す
る
問
題
は
と
も
す
れ
ば
団
体
責
任
や
結
果
責
任
を
容
認
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な

い
。
た
と
え
ば
、
東
京
電
力
の
過
失
責
任
を
問
題
と
す
る
時
、
原
子
力
発
電
所
を
稼
働
し
た
以
上
は
、
事
故
が
起
き
た
場
合
に
す
べ
て
責

任
を
負
う
べ
き
だ
と
す
る
と
、
ま
さ
に
こ
れ
は
結
果
責
任
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、
い
か
に
予
防
の
必
要
性
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
に

よ
っ
て
責
任
主
義
の
刑
罰
限
定
機
能
を
緩
和
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
従
来
の
責
任
と
予
防
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
も
明

ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
も
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
責
任
主
義
の
立
場
か
ら
非
難
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
は
ど
こ
ま
で
な
の
か
と
い
う
点

一
六
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
九
四
）

を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
本
論
文
で
着
目
す
る
の
は
、
過
失
犯
の
本
質
で
あ
る
注
意
義
務
の
前
提
と
し
て
の
注
意
能
力
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
原
発
事
故
に
お
け
る
東
京
電
力
に
対
す
る
刑
事
責
任
の
有
無
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
特
に
重
要
な
の
は
、
東
京
電
力
の
よ

う
な
大
企
業
に
対
す
る
注
意
義
務
は
い
か
な
る
基
準
で
定
立
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
注
意
義
務
の
前
提
に
は
注
意
能
力

が
あ
る
。
一
般
に
行
為
者
の
注
意
能
力
を
前
提
と
し
て
、
注
意
義
務
が
定
立
さ
れ
、
注
意
義
務
違
反
が
認
定
さ
れ
る
。
東
京
電
力
の
注
意

能
力
は
、
一
般
平
均
人
の
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
も
の
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
一
般
平
均
人
よ
り
も
高
い
注
意
能
力

を
有
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
か
ら
一
般
人
に
は
課
せ
ら
れ
な
い
よ
う
な
高
い
注
意
義
務
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う

こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
従
来
の
通
説
的
見
解
は
こ
れ
に
否
定
的
で
あ
る
。
一
般
平
均
人
よ
り
も
能
力
の

低
い
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
考
慮
す
る
こ
と
が
責
任
主
義
の
要
請
で
あ
る
が
、
逆
に
高
い
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
以
上
の
注
意
義
務
を

課
す
必
要
は
な
く
、
そ
れ
も
ま
た
責
任
主
義
の
要
請
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
通
常
の
過
失
犯
だ
け
で
は
な
く
、
業
務

上
の
過
失
の
場
合
に
も
同
様
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
本
当
に
そ
う
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
高
い
能
力
を
有
す
る
者
に
対
し
て
は
や
は
り

高
い
注
意
義
務
を
認
め
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
責
任
主
義
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
と
い
う
こ
と
が
本
論
文
に
お
け
る
問
題
意
識
で
あ
る
。

私
は
こ
れ
ま
で
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
の
法
理
を
研
究
の
対
象
に
し
て
き
た
。
そ
の
問
題
意
識
の
原
点
は
、
飲
酒
や
薬
物
な
ど
に

よ
っ
て
責
任
無
能
力
状
態
を
招
き
、
そ
の
状
態
で
何
ら
か
の
法
益
侵
害
行
為
を
し
た
場
合
に
、
そ
の
責
任
無
能
力
状
態
ゆ
え
に
刑
事
責
任

が
問
わ
れ
な
い
と
す
る
結
論
は
、
行
為
者
の
無
責
任
な
飲
酒
行
為
に
よ
る
法
益
侵
害
行
為
を
助
長
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
福
島
第
一
原
発
事
故
の
刑
事
責
任
を
め
ぐ
る
問
題
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
た
。
確
か
に
地
震
と
津

一
六
二



原
発
事
故
に
お
け
る
過
失
責
任
と
注
意
能
力
（
杉
山
）

（
三
九
五
）

波
に
つ
い
て
の
具
体
的
予
見
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
東
京
電
力

と
い
う
何
十
年
に
も
渡
っ
て
原
発
事
業
に
携
わ
っ
て
き
た
専
門
機
関
の
注
意
義
務
で
あ
る
。
通
常
一
般
人
の
立
場
で
は
、
予
見
不
可
能
で

あ
っ
た
と
し
て
も
東
京
電
力
の
高
い
注
意
能
力
を
基
準
と
し
て
考
え
れ
ば
刑
事
責
任
を
問
う
余
地
は
十
分
に
あ
る
。
仮
に
地
震
と
津
波
が

実
際
に
予
見
不
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
と
同
じ
よ
う
に
、
自
ら
の
意
思
で
行
っ
た
行
為
に
対
し
て
は
、

そ
こ
か
ら
法
益
侵
害
の
結
果
が
発
生
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
義
務
が
あ
り
、
自
ら
予
測
が
不
可
能
な
事
象
経
過
に
身
を
委
ね
る
こ
と
は
責

任
を
回
避
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。

も
っ
と
も
究
極
的
に
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
原
発
を
稼
働
し
た
こ
と
自
体
に
過
失
責
任
を
負
わ
せ
る
と
い
う
論
理
も
な
い
わ
け
で
は

な
い
（
2
）

。
し
か
し
、
実
際
問
題
と
し
て
、
我
が
国
が
こ
れ
ま
で
何
十
年
と
い
う
期
間
、
原
発
の
恩
恵
を
受
け
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
き
た
と

い
う
経
緯
が
あ
る
以
上
、
遡
っ
て
そ
れ
を
問
う
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
本
論
文
で
は
、
福
島
第
一
原
発
事
故
を
題
材
と
し
て
、
通
常
一
般
人
よ
り
も
高
い
注
意
能
力
を
有
す
る
者
に
対
す
る
注

意
義
務
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
結
果
、
今
後
の
原
発
事
故
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
か
と
い

う
展
望
に
導
き
た
い
と
考
え
る
。

三　

過
失
犯
に
お
け
る
注
意
能
力
と
注
意
義
務
の
関
係

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
ま
ず
は
注
意
義
務
と
注
意
能
力
に
関
す
る
従
来
の
議
論
を
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

三
│
一　

予
見
可
能
性
の
標
準

従
来
の
学
説
に
お
い
て
、
注
意
能
力
と
予
見
可
能
性
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
の
能
力
を
標
準
と
す
る
主
観
説
、
一
般
人
の

一
六
三
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能
力
を
標
準
と
す
る
客
観
説
、
注
意
義
務
に
つ
い
て
は
一
般
人
の
注
意
能
力
を
基
準
と
し
、
注
意
義
務
違
反
に
つ
い
て
は
行
為
者
本
人
の

注
意
能
力
を
基
準
と
す
る
折
衷
説
な
ど
が
対
立
し
て
い
る
。

ま
ず
、
主
観
説
の
立
場
は
、
行
為
者
個
人
の
能
力
を
標
準
と
し
て
予
見
可
能
性
の
有
無
を
確
定
す
る
こ
と
か
ら
個
人
責
任
主
義
に
重
点

を
置
く
（
3
）

。
特
に
、
過
失
を
責
任
の
要
素
で
あ
る
と
考
え
る
旧
過
失
論
の
立
場
と
親
和
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
旧
過
失
論
は
、
古
典
学

派
で
あ
る
客
観
主
義
刑
法
の
論
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
違
法
は
客
観
的
に
、
責
任
は
主
観
的
に
と
い

う
命
題
に
従
い
、
予
見
可
能
性
は
過
失
犯
に
お
け
る
不
注
意
の
前
提
と
し
て
の
主
観
的
な
要
件
で
あ
る
と
さ
れ
、
責
任
の
段
階
で
考
慮
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。

主
観
説
の
利
点
は
、
具
体
的
な
行
為
者
自
身
の
能
力
を
標
準
と
す
る
こ
と
か
ら
、
責
任
主
義
と
の
整
合
性
が
図
り
や
す
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
主
観
説
の
立
場
に
対
し
て
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
行
為
者
の
注
意
能
力
が
一
般

人
よ
り
も
高
い
場
合
、
一
般
人
に
は
課
せ
ら
れ
な
い
よ
う
な
高
い
注
意
義
務
を
そ
の
行
為
者
に
の
み
課
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
逆
に
行
為
者
の
注
意
能
力
が
一
般
人
よ
り
も
低
い
場
合
に
は
、
一
般
人
と
し
て
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
注
意
義
務

を
課
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
一
般
人
と
同
等
の
能
力
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
行

為
者
と
し
て
は
注
意
を
払
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
果
が
発
生
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
注
意
の
外
、
つ
ま
り
、
予
見
可
能
性
の
外
に

結
果
の
発
生
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
主
観
説
を
徹
底
し
、
そ
れ
を
責
任
の

段
階
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
と
、
責
任
能
力
と
の
区
別
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
客
観
説
は
、
予
見
可
能
性
の
判
断
基
準
は
、
一
般
的
・
客
観
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
（
4
）

。
そ
の
理
由
と

し
て
、
木
村
亀
二
博
士
に
よ
る
と
、
法
が
過
失
犯
の
構
成
要
件
を
設
定
す
る
の
は
、
故
意
犯
に
お
け
る
と
同
様
に
、
社
会
の
一
般
人
を
基

一
六
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礎
と
し
、
法
が
社
会
規
範
で
あ
る
か
ら
と
い
う
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
5
）

。
こ
の
見
解
は
、
過
失
を
責
任
の
要
素
で
は
な
く
、
違
法
性
な
い

し
構
成
要
件
の
要
素
で
あ
る
と
解
す
る
立
場
や
、
新
派
の
理
論
、
主
観
主
義
刑
法
と
親
和
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
旧
派
の

立
場
か
ら
客
観
説
を
支
持
す
る
も
の
も
あ
り
（
6
）

、
両
者
の
関
係
は
必
ず
し
も
必
然
で
は
な
い
。

客
観
説
は
、
主
観
説
の
問
題
点
を
い
く
つ
か
解
消
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
注
意
義
務
を
行
為
者
個
人
の
能

力
か
ら
独
立
し
た
平
均
人
に
求
め
る
こ
と
に
よ
り
、
行
為
責
任
主
義
、
個
人
責
任
主
義
の
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
一
歩
後
退
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
、
一
般
人
よ
り
も
高
い
注
意
能
力
を
有
し
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、
な
お
、
行
為
者
に
さ
ら
に
予
見
可
能
な
領
域
が
あ
っ

た
と
し
て
も
そ
れ
を
非
難
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
一
般
人
よ
り
も
甘
い
判
断
を
下
す
こ
と
に
な
り
、
逆
に
一
般
人
よ
り

も
低
い
注
意
能
力
し
か
認
め
ら
れ
な
い
者
に
対
し
て
は
、
行
為
者
自
身
の
能
力
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
に
注
意
義
務
違
反
が
認
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
責
任
主
義
の
立
場
に
反
す
る
と
い
っ
た
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
現
在
の
通
説
的
見
解
と
な
っ
て
い
る
折
衷
説
は
、
注
意
義
務
に
つ
い
て
は
一
般
人
の
注
意
能
力
を
標
準
と
し
、
注
意
義
務
違

反
に
つ
い
て
は
行
為
者
個
人
の
注
意
能
力
を
標
準
と
す
る
（
7
）

。
こ
の
見
解
は
、
客
観
的
な
注
意
義
務
と
い
う
立
場
を
維
持
し
つ
つ
、
個
人
責

任
主
義
に
適
合
す
る
よ
う
に
行
為
者
の
能
力
も
重
視
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
旧
派
、
新
派
を
問
わ
ず
、
様
々
な
立
場
か
ら
支
持

さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
過
失
を
違
法
性
な
い
し
、
構
成
要
件
該
当
性
の
立
場
で
あ
る
と
捉
え
た
場
合
、
構
成
要
件
の
段
階
で
は
、
客

観
的
な
注
意
義
務
と
注
意
義
務
違
反
を
問
題
と
し
、
責
任
の
段
階
で
は
、
主
観
説
に
立
脚
し
、
行
為
者
の
能
力
を
標
準
と
し
て
非
難
可
能

性
の
有
無
を
検
討
す
る
と
い
っ
た
見
解
が
あ
る
（
8
）

。
こ
の
よ
う
に
、
客
観
的
側
面
と
主
観
的
側
面
を
犯
罪
論
体
系
上
、
別
に
位
置
付
け
、
そ

れ
ぞ
れ
検
討
す
る
と
い
う
立
場
が
有
力
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
仮
に
注
意
義
務
を
一
般
人
の
標
準
に
合
わ
せ
た
と
し
て
も
、
行
為
者
が
一
般
人
よ
り
も
能
力
が
低
い
場

一
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合
に
は
、
有
責
性
の
段
階
で
非
難
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
一
般
人
よ
り
も
能
力
が
高
い
場
合
に
は
、
一
般
人
以
上
の
注
意
義

務
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
者
に
甘
い
判
断
を
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
っ
た
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
客
観
的
注
意
義

務
の
確
定
の
段
階
に
お
い
て
、
行
為
者
の
能
力
を
考
慮
し
な
い
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
い
っ
た
批
判
も
な
さ
れ
て
い
る
（
9
）

。
こ
の
よ
う
に
折

衷
説
に
対
し
て
は
、
主
観
説
、
客
観
説
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
点
が
内
在
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
予
見
可
能
性
の
標
準
と
し
て
い
か
な
る
能
力
を
基
準
と
す
べ
き
か
、
と
い
う
議
論
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に

利
点
と
問
題
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
最
近
で
は
、
主
観
説
と
は
い
え
、
標
準
と
な
る
能
力
の
一
般
化
、
平
均
化
を
全
く
し
な
い
も
の
で
は

な
く
、
ま
た
、
客
観
説
に
お
い
て
も
、
行
為
者
の
能
力
を
全
く
考
慮
し
な
い
と
い
う
も
の
は
少
な
い
。
た
と
え
ば
、
客
観
説
の
立
場
で
も
、

行
為
者
個
人
と
は
全
く
関
係
の
な
い
平
均
人
や
一
般
人
を
基
準
と
す
る
の
で
は
な
く
、
行
為
者
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
立
場
に
あ
る
平
均
人
や

一
般
人
を
基
準
と
し
て
捉
え
る
見
解
な
ど
が
有
力
で
あ
り
（
10
）

、
主
観
説
、
客
観
説
も
歩
み
寄
り
を
見
せ
て
い
る
。

三
│
二　

注
意
能
力
の
内
容

次
に
、
注
意
能
力
の
具
体
的
な
内
容
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
予
見
可
能
性
の
標
準
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
、
そ
し
て
、
過
失
犯
の
本

質
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
旧
過
失
論
に
お
い
て
は
、
過
失
の
本
質
は
責
任
の
形
式
な
い
し
責
任
の
要
素
と
解
さ
れ
、
何
ら
か
の
法
益
侵
害
結
果
が
発

生
し
、
当
該
行
為
と
の
間
に
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
構
成
要
件
該
当
性
、
違
法
性
が
充
足
さ
れ
、
責
任
の
段
階
に
お
い
て
過
失
の

有
無
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
過
失
犯
に
お
け
る
不
注
意
と
は
、
結
果
予
見
義
務
違
反
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
予
見
義
務
違
反
の
前

提
に
は
予
見
可
能
性
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
予
見
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
注
意
で
そ
の
予
見
を
欠
き
、
結
果
を
発

一
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生
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
過
失
犯
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
不
注
意
の
前
提
と
し
て
結
果
予
見
義
務
が
あ
り
、
そ
の

義
務
の
前
提
と
し
て
予
見
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
予
見
可
能
性
の
判
断
基
準
と
し
て
注
意
能
力
が
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
注
意
能
力
と
は
具
体
的
に
何
か
。
旧
過
失
論
に
お
け
る
予
見
可
能
性
の
標
準
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
の
は
、「
予
見
能
力
」

で
あ
る
。
行
為
者
の
予
見
能
力
に
基
づ
き
、
ど
の
程
度
の
予
見
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
か
が
明
ら
か
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
予
見
義
務
違

反
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
新
過
失
論
は
、
過
失
犯
の
本
質
は
、
客
観
的
注
意
義
務
違
反
と
し
て
の
結
果
回
避
義
務
違
反
で
あ
る
と
捉
え
る
。
旧

過
失
論
が
過
失
を
責
任
の
要
素
と
捉
え
る
の
に
対
し
て
、
新
過
失
論
は
、
違
法
性
な
い
し
は
、
構
成
要
件
該
当
性
の
要
素
と
し
て
捉
え
る

と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
た
だ
し
、
結
果
回
避
義
務
違
反
を
中
核
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
結
果
回
避
義
務
違
反
の
前
提
と
し
て
、
具
体
的
予

見
可
能
性
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
具
体
的
予
見
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
の
み
結
果
の
回
避
が
可
能
で
あ
り
、
具
体
的
予
見
可
能

性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
の
発
生
を
回
避
し
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
結
果
回
避
義
務
違
反
と
し
て
の
過
失
犯
の
違
法
性
を
認

め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
問
題
は
注
意
能
力
と
の
関
係
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
旧
過
失
論
と
異
な
り
、
新
過
失
論
は
、
結
果

回
避
義
務
違
反
を
中
核
と
す
る
が
、
そ
の
前
提
に
は
、
具
体
的
予
見
可
能
性
が
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
具
体
的
予
見
可
能
性
の
前
提
に
は

注
意
能
力
が
必
要
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
注
意
能
力
も
予
見
能
力
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
11
）

。
そ
の
次
の

段
階
と
し
て
、
結
果
回
避
義
務
違
反
の
前
提
と
し
て
の
回
避
能
力
も
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
危
惧
感
説
の
場
合
に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
危
惧
感
説
は
、
新
過
失
論
と
同
様
に
結
果
回
避
義
務
違
反
を
過
失
の
中
核
と

し
つ
つ
も
、
新
過
失
論
の
よ
う
に
結
果
に
対
す
る
具
体
的
予
見
可
能
性
ま
で
必
要
と
す
る
の
で
は
な
く
、
結
果
が
発
生
す
る
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
危
惧
感
な
い
し
不
安
感
が
あ
れ
ば
、
結
果
予
見
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
危
惧
感
説
に
お
い
て
は
、

一
六
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近
時
、
予
見
可
能
性
を
結
果
回
避
義
務
の
前
提
と
す
る
の
で
は
な
く
、
両
者
の
関
係
を
双
方
向
的
に
捉
え
る
双
方
向
モ
デ
ル
も
主
張
さ
れ

て
い
る
（
12
）

。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
回
避
義
務
の
前
提
と
し
て
具
体
的
な
予
見
可
能
性
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
注

意
能
力
と
は
予
見
能
力
と
い
う
よ
り
は
回
避
能
力
に
重
点
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
注
意
能
力
の
捉
え
方
は
、
過
失
の
本
質
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
、
過
失
の
犯
罪
論
体
系
上
の
位
置
付
け
を
ど
の
よ
う
に

捉
え
る
か
と
い
う
問
題
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
注
意
能
力
は
、
予

見
能
力
や
回
避
能
力
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三
│
三　

注
意
能
力
と
責
任
能
力
・
行
為
能
力

犯
罪
論
に
お
い
て
、
能
力
と
い
う
概
念
を
考
え
た
場
合
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
が
責
任
能
力
で
あ
る
。
責
任
能
力
と
は
、
事
物
の
是
非

善
悪
を
弁
識
す
る
能
力
と
、
そ
の
能
力
に
し
た
が
っ
て
行
動
を
制
御
す
る
能
力
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
責
任
能
力
は
、
責
任

の
段
階
で
問
題
と
な
る
能
力
で
あ
る
か
ら
、
旧
過
失
論
に
立
脚
す
る
な
ら
と
も
か
く
、
新
過
失
論
や
危
惧
感
説
に
お
い
て
は
、
注
意
能
力

と
責
任
能
力
は
犯
罪
論
体
系
上
の
位
置
付
け
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
異
な
っ
て
く
る
。
そ
の
場
合
、
そ
の

違
い
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
責
任
能
力
は
、
是
非
弁
別
能
力
と
行
動
制
御
能
力
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
刑
法
上
有
責
性
を
問
う
た
め
に
は
、
善
悪
を
判
断
す
る

能
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
違
法
な
行
為
を
決
意
し
た
こ
と
に
非
難
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
い
う
構
成
要
件
該
当
性
な
い
し
は
違
法
性
の
段
階
で
問
題
と
な
る
過
失
の
前
提
と
し
て
の
注
意
能
力
は
、
こ
の
よ
う
な
行
為
者
の
善
悪

の
判
断
を
す
る
能
力
と
は
異
な
る
。
む
し
ろ
、
善
悪
の
判
断
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
行
為
の
危
険
性
を
認
識
し
、

一
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そ
の
結
果
を
回
避
す
る
能
力
が
認
め
ら
れ
れ
ば
足
り
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
善
悪
の
判
断
が
で
き
な
い
精
神
障
害
に

陥
っ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
も
、
結
果
を
予
見
す
る
能
力
や
結
果
を
回
避
す
る
能
力
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
犯
罪
論
体
系
上
の
位
置

付
け
か
ら
考
え
る
と
、
両
者
に
は
こ
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
注
意
能
力
は
責
任
能
力
よ
り
も
よ
り
基
本
的
な
能
力

で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
、
よ
り
低
い
能
力
で
も
足
り
る
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
過
失
犯
の
前
提
と
な
る
注
意
能
力
の
捉
え
方

と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
責
任
能
力
よ
り
も
基
本
的
な
能
力
と
し
て
、
行
為
能
力
が
考
え
ら
れ
る
。
責
任
能
力
が
規
範
意

識
を
働
か
せ
て
意
思
決
定
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
能
力
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
行
為
能
力
は
、
自
己
の
意
思
に
よ
り
身
体
的
動
作
を
支

配
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
能
力
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
13
）

。
こ
の
行
為
能
力
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
構
成
要
件
該
当
性
の
前
提

と
し
て
の
行
為
性
が
否
定
さ
れ
、
当
然
に
過
失
も
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
行
為
能
力
は
、
刑
法
上
の
評
価
の
対
象
と

し
て
の
行
為
性
を
基
礎
付
け
る
極
め
て
基
本
的
な
能
力
で
あ
る
。
こ
の
責
任
能
力
と
行
為
能
力
は
、
い
わ
ば
、
犯
罪
成
立
要
件
を
基
礎
付

け
る
た
め
の
最
低
限
の
能
力
で
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
刑
罰
を
限
界
づ
け
る
要
素
と
し
て
問
題
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
注
意
能
力
の
場
合
に
は
、

人
の
行
為
と
し
て
最
低
限
の
能
力
と
し
て
の
行
為
能
力
で
も
な
く
、
是
非
善
悪
を
弁
識
す
る
と
い
う
規
範
的
な
判
断
能
力
の
最
低
限
と
し

て
の
責
任
能
力
と
も
全
く
異
な
り
、
む
し
ろ
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
で
問
題
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
自
動
車
の
事
故
の
場
合
、
自

動
車
を
自
ら
運
転
す
る
能
力
が
行
為
能
力
で
あ
る
な
ら
ば
、
注
意
能
力
は
、
行
為
能
力
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
法
益
侵

害
の
結
果
を
予
見
し
た
り
、
そ
れ
を
回
避
し
た
り
す
る
能
力
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
後
の
責
任
判
断
に
お
け
る
責
任
能
力
が

そ
こ
に
包
含
さ
れ
る
よ
う
な
高
い
レ
ベ
ル
で
の
能
力
が
問
題
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
責
任
能
力
と
も
行
為
能
力
と

も
異
な
る
独
立
し
た
能
力
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
注
意
能
力
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
と
し
て
も
、
責
任
能

力
や
行
為
能
力
の
よ
う
に
精
神
鑑
定
な
ど
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
純
粋
に
規
範
的
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
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問
題
は
こ
の
注
意
能
力
を
ど
の
よ
う
に
画
定
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
│
四　

注
意
能
力
と
注
意
義
務

予
見
可
能
性
の
標
準
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
、
主
観
説
に
立
脚
し
た
場
合
、
注
意
能
力
は
行
為
者
を
標
準
と
し
て
捉
え

ら
れ
、
お
よ
そ
責
任
の
段
階
で
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
注
意
能
力
と
注
意
義
務
と
の
関
係
は
相
互
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
客
観
説
や
折
衷
説
は
、
注
意
義
務
は
具
体
的
な
行
為
者
の
注
意
能
力
で
は
な
く
、
構
成
要
件
該
当
性
や
違
法
性
の

段
階
に
お
い
て
、
一
般
人
や
平
均
人
を
標
準
と
し
て
定
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
必
ず
し
も
注
意
義
務
の
前
提
に
は
行
為
者
個
人
の

注
意
能
力
は
考
慮
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
折
衷
説
の
場
合
に
は
、
注
意
義
務
違
反
の
有
無
と
い
う
段
階
で
行
為
者
の
能
力
を

考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
責
任
主
義
と
の
整
合
性
を
図
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
客
観
説
に
せ
よ
折
衷
説
に
せ
よ
、
注

意
義
務
の
定
立
の
際
に
具
体
的
な
行
為
者
の
注
意
能
力
が
考
慮
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
義
務
は
能
力

を
前
提
す
る
と
い
う
命
題
と
の
関
係
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
大
塚
裕
史
教
授
は
、
具
体
的
注
意
義
務
を
定
立
す
る
際
に
行
為
者
の
個
別
的
事
情
を
調
査
す
る
こ
と
は
是
非
と
も
必
要

で
あ
り
、
こ
れ
を
顧
慮
せ
ず
に
い
か
な
る
注
意
義
務
が
定
立
さ
れ
て
い
る
か
を
考
え
る
こ
と
は
過
失
認
定
の
論
理
構
造
上
不
可
能
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
注
意
能
力
対
応
説
を
主
張
さ
れ
て
い
る
（
14
）

。
こ
の
指
摘
は
責
任
主
義
と
の
整
合
性
と
い
う
点
で
極
め
て
重
要

で
あ
る
。
た
し
か
に
行
為
者
の
能
力
を
全
く
無
視
し
た
と
こ
ろ
に
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
行
為
者
に
具
体
的
に
何
が
で
き
る
の

か
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
た
上
で
、
何
を
す
べ
き
だ
っ
た
の
か
が
定
立
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
義
務
違
反
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
検
討
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
現
に
客
観
説
の
立
場
で
あ
っ
て
も
、
行
為
者
の
能
力
を
全
く
考
慮
し
な
い
と
い
う
見
解
よ
り
も
、
行
為
者
の
能
力
と
同

一
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等
の
一
般
人
を
標
準
と
す
る
立
場
が
有
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
問
題
は
、
注
意
義
務
の
定
立
の
際
に
、

行
為
者
の
注
意
能
力
を
ど
の
程
度
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
し
、
完
全
に
具
体
的
な
行
為
時
の
行
為
者
の
注
意

能
力
の
範
囲
内
で
の
み
注
意
義
務
を
課
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
主
観
説
と
同
様
の
問
題
点
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
注
意
能
力
は
、
義
務
の
前
提
で
あ
っ
て
、
義
務
の
内
容
な
ど
を
考
慮
せ
ず
に
画
定
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
具
体
的
に
何
を
予
見
す
る
能
力
な
の
か
、
何
を
回
避
す
る
能
力
な
の
か
は
全
く
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
津
波
を

予
見
す
る
能
力
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
電
力
供
給
の
遮
断
を
予
見
す
る
能
力
な
の
か
は
、
事
故
の
原
因
か
ら
遡
っ
て
果
た
す
べ
き

で
あ
っ
た
義
務
の
内
容
か
ら
遡
ら
な
い
と
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
結
局
義
務
の
前
提
た
る
注
意
能
力
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
さ
ら
に
検

討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

四　

福
島
第
一
原
発
事
故
に
対
す
る
過
失
責
任

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
注
意
義
務
と
注
意
能
力
に
関
す
る
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
、
実
際
に
福
島
第
一
原
発
事
故
を
題
材
に
検
討
し
て

み
よ
う
と
思
う
。
そ
も
そ
も
、
福
島
第
一
原
発
事
故
の
原
因
と
は
何
か
。
こ
れ
に
関
し
て
、
福
島
第
一
原
発
事
故
の
事
故
調
査
委
員
会

（
政
府
事
故
調
査
委
員
会
、
民
間
事
故
調
査
委
員
会
、
東
電
事
故
調
査
委
員
会
）
は
、
津
波
に
よ
っ
て
全
交
流
電
源
と
直
流
電
源
を
喪
失
し
、
原

子
炉
を
安
定
的
に
冷
却
す
る
機
能
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
、
事
故
の
直
接
的
原
因
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
政
府
事
故
調
査
委
員
会
は
、
極

め
て
深
刻
か
つ
大
規
模
な
事
故
と
な
っ
た
背
景
の
一
つ
と
し
て
、
事
前
の
事
故
防
止
策
・
防
災
対
策
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い

る
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
津
波
対
策
・
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
、
大
規
模
な
複
合
災
害
（
地
震
・
津
波

と
原
発
事
故
が
同
時
に
発
生
す
る
災
害
）
へ
の
備
え
に
不
備
が
あ
っ
た
こ
と
、
大
量
の
放
射
性
物
質
が
発
電
所
外
に
放
出
さ
れ
る
こ
と
を
想

一
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年
十
月
）

（
四
〇
四
）

定
し
た
防
災
対
策
が
と
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
例
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
事
故
対
処
が
不
十
分
で
あ
っ
た
背
景
に

関
す
る
考
察
に
お
い
て
、「
東
京
電
力
を
含
む
電
力
事
業
者
も
国
も
、
我
が
国
の
原
子
力
発
電
所
で
は
炉
心
溶
融
の
よ
う
な
深
刻
な
シ
ビ

ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
は
起
こ
り
得
な
い
と
い
う
安
全
神
話
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
危
機
を
身
近
で
起
こ
り
得
る
現
実
の
も
の
と
捉

え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
に
根
源
的
な
問
題
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
調
査
結
果
か
ら
、
こ
の
度
の
原
発
事
故
は

自
然
災
害
で
は
な
く
、
人
災
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
15
）

。
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
が
正
し
い
と
し
た
場
合
に
、
東
京
電
力
の
刑
事
責

任
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
注
意
能
力
と
注
意
義
務
、
注
意
義
務
違
反
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が

問
題
と
な
る
。

四
│
一　

東
京
電
力
に
対
す
る
注
意
義
務
の
標
準

注
意
義
務
の
標
準
に
つ
い
て
は
、
主
観
説
、
客
観
説
、
折
衷
説
の
立
場
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
問
題
点
が
あ
り
つ
つ
も
、
お
互
い
に
歩
み

寄
り
を
見
せ
て
お
り
、
客
観
説
で
も
行
為
者
の
能
力
を
一
切
考
慮
し
な
い
と
す
る
の
で
は
な
く
、
行
為
者
と
同
等
の
一
般
人
の
能
力
を
標

準
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
見
解
が
、
福
島
第
一
原
発
事
故
に
お
け
る
東
京
電
力
の
注
意
義
務
を
考
え
る
に
あ

た
っ
て
、
い
か
な
る
影
響
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

主
観
説
の
立
場
で
は
、
予
見
可
能
性
の
標
準
を
行
為
者
の
注
意
能
力
に
求
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
東
京
電
力
と
い
う
大
企
業

が
そ
の
行
為
者
で
あ
り
、
こ
の
注
意
能
力
を
標
準
と
し
て
予
見
可
能
性
の
有
無
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
我
が
国
と
原
子
力
発
電
と
の

関
係
は
と
て
も
古
く
、
一
九
六
三
年
か
ら
国
や
国
際
機
関
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
協
力
で
原
子
力
発
電
事
業
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
東
京
電
力

は
一
九
七
一
年
に
福
島
第
一
原
発
一
号
機
を
稼
働
し
、
営
業
を
開
始
す
る
。
そ
し
て
、
長
年
の
間
、
原
発
事
業
に
携
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
七
二



原
発
事
故
に
お
け
る
過
失
責
任
と
注
意
能
力
（
杉
山
）

（
四
〇
五
）

原
発
に
対
す
る
様
々
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
し
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
の
原
発
事
故
や
、
ス
リ
ー
マ
イ
ル
島
の
原
発
事
故
、
東
海
村
原
子
炉
臨

界
事
故
の
経
験
も
活
か
し
た
安
全
対
策
（
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
）
が
行
わ
れ
て
い
た
（
16
）

。
ま
さ
に
国
内
随
一
の
原
子
力
発
電
の
専
門
機

関
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
我
が
国
に
お
い
て
こ
れ
以
上
原
子
力
発
電
に
対
す
る
注
意
能
力
の
高
い
機
関
は
存
在
し
な
い
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
実
問
題
と
し
て
、
東
京
電
力
に
は
津
波
を
予
見
す
る
こ
と
も
回
避
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
さ
ら
に
は
、
電
源
喪
失

に
よ
る
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
防
ぐ
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
来
な
ら
ば
東
京
電
力
に
は
一
般
人
・
平
均
人
と
は

比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
高
い
注
意
能
力
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
東
京
電
力
の
経
済
規
模
や
、
こ

れ
ま
で
の
活
動
歴
か
ら
客
観
的
に
類
型
化
さ
れ
た
注
意
能
力
で
あ
っ
て
、
実
際
の
東
京
電
力
の
能
力
と
は
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
実

際
の
東
京
電
力
に
は
、
原
子
力
発
電
の
専
門
機
関
と
し
て
、
客
観
的
に
期
待
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
の
注
意
能
力
は
有
し
て
お
ら
ず
、
だ
か
ら

こ
そ
事
故
を
防
げ
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
類
型
化
さ
れ
、
抽
象
化
さ
れ
た
注
意
能
力
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
行

為
者
個
人
の
具
体
的
な
注
意
能
力
を
標
準
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
注
意
義
務
を
定
立
す
る
と
い
う
主
観
説
の
立
場
を
徹
底
す
る
な
ら
ば
、

事
故
が
防
げ
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
行
為
者
に
対
す
る
非
難
可
能
性
は
な
い
と
い
う
結
論
に
な
る
。
注
意
能
力
と
注
意
義
務
違
反
と

の
関
係
は
、
能
力
と
可
能
性
の
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
、
能
力
と
可
能
性
の
問
題
を
持
ち
出
す
意
義
が
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
行
為
者

に
本
来
備
わ
っ
て
い
る
べ
き
能
力
な
い
し
は
期
待
さ
れ
る
能
力
が
あ
っ
て
、
そ
の
能
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
発
揮
し
な

か
っ
た
と
こ
ろ
に
非
難
可
能
性
を
認
め
る
か
ら
で
あ
る
。
一
切
類
型
化
も
抽
象
化
も
さ
れ
な
い
行
為
者
個
人
の
能
力
だ
け
が
問
題
で
あ
る

な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
予
見
で
き
な
か
っ
た
、
ま
た
は
回
避
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
残
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
判
断
は
法
的

な
判
断
と
は
異
な
る
し
、
そ
れ
が
本
当
に
刑
法
の
基
本
原
則
で
あ
る
責
任
主
義
に
適
う
も
の
で
あ
る
の
か
疑
問
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
仮
に
主
観
説
に
お
い
て
も
東
京
電
力
の
高
い
注
意
能
力
を
考
慮
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
有
責
性
判
断
に
お
け

一
七
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
〇
六
）

る
客
観
化
、
一
般
化
を
招
き
、
基
本
と
な
る
過
失
犯
の
理
解
と
大
き
く
か
け
離
れ
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
客
観
説
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
行
為
者
と
は
全
く
無
関
係
の
一
般
人
や
平
均
人
の
注
意
能
力
を
前
提
と
す
る
純
粋
な
客
観
説
に
基

づ
い
た
場
合
に
は
、
主
観
説
と
は
逆
に
、
一
般
人
よ
り
も
高
い
注
意
能
力
が
考
え
ら
れ
る
東
京
電
力
に
と
っ
て
は
、
極
め
て
甘
い
判
断
が

な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
平
均
人
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
注
意
能
力
を
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
均
人
と
同
程
度
の

注
意
義
務
し
か
課
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
特
に
高
度
な
専
門
性
が
要
求
さ
れ
る
企
業
な
ど

に
お
い
て
は
、
不
適
格
な
基
準
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

折
衷
説
の
場
合
に
は
、
構
成
要
件
該
当
性
の
段
階
に
お
い
て
は
平
均
人
を
標
準
と
し
て
注
意
義
務
を
定
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ

で
は
客
観
説
の
問
題
点
が
当
て
は
ま
り
、
責
任
の
段
階
で
は
、
行
為
者
が
平
均
人
よ
り
も
高
い
能
力
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に

照
ら
し
合
わ
せ
て
注
意
義
務
違
反
を
問
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
主
観
説
に
対
す
る
問
題
点
が
当
て
は
ま
る
。
東
京
電
力
の
注
意
義

務
に
つ
い
て
は
、
構
成
要
件
該
当
性
の
段
階
で
は
、
東
京
電
力
の
高
い
注
意
能
力
と
は
無
関
係
に
注
意
義
務
が
定
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
も
そ
も
こ
の
時
点
で
過
失
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。

そ
こ
で
、
客
観
説
の
中
で
も
、
行
為
者
と
同
程
度
の
平
均
人
の
注
意
能
力
を
前
提
と
す
る
見
解
に
よ
る
と
、
た
し
か
に
高
い
能
力
に
見

合
っ
た
注
意
義
務
を
課
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
平
均
人
と
比
較
し
て
不
当
に
高
く
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、

行
為
者
と
同
程
度
の
立
場
の
平
均
人
を
標
準
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
行
為
者
と
同
程
度
の
立
場
の
平
均
人
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
注
意

義
務
が
課
せ
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
関
し
て
、
Ｊ
Ｒ
福
知
山
線
脱
線
事
故
に
対
す
る
神
戸
地
裁

判
決
で
は
、「
刑
事
法
上
の
過
失
に
お
け
る
注
意
義
務
は
、
当
該
注
意
義
務
を
負
担
す
べ
き
行
為
者
の
属
性
に
よ
っ
て
類
型
化
さ
れ
る
一

般
・
通
常
人
、
本
件
に
お
い
て
い
え
ば
、
大
規
模
な
鉄
道
事
業
者
の
安
全
対
策
の
責
任
者
の
立
場
に
あ
っ
た
者
の
注
意
能
力
が
基
準
と
な

一
七
四



原
発
事
故
に
お
け
る
過
失
責
任
と
注
意
能
力
（
杉
山
）

（
四
〇
七
）

る
べ
き
で
あ
」
る
と
し
て
い
る
（
17
）

。
た
と
え
ば
、
東
京
電
力
に
対
し
て
は
、
長
年
原
発
事
業
に
携
わ
る
者
と
し
て
、
高
い
予
見
能
力
、
回
避

能
力
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
り
客
観
的
な
注
意
義
務
が
定
立
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
義
務
違
反
の
有
無
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

四
│
二　

注
意
能
力
の
類
型
化

次
に
、
行
為
者
の
ど
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
し
て
、
そ
れ
と
同
等
の
能
力
と
義
務
を
定
立
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
こ

れ
に
関
し
て
は
、
大
塚
教
授
は
、
過
失
犯
成
立
の
プ
ロ
セ
ス
を
法
益
侵
害
の
結
果
を
予
見
し
て
か
ら
回
避
措
置
を
と
る
ま
で
の
一
連
の
過

程
を
三
段
階
に
分
類
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
注
意
能
力
を
、
①
情
報
収
集
能
力
、
②
情
報
処
理
能
力
、
③
回
避
行
動
能
力
の
三
つ
に
分
け

て
考
察
し
て
い
る
（
18
）

。
大
塚
教
授
は
、
①
情
報
収
集
能
力
と
は
、
法
益
侵
害
の
危
険
を
予
知
し
適
切
な
結
果
回
避
措
置
を
と
る
よ
う
動
機
づ

け
る
上
で
必
要
な
「
判
断
資
料
」
を
収
集
す
る
能
力
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
②
情
報
処
理
能
力
と
は
、
す
で
に
収
集
さ
れ
た
情
報
を

的
確
に
判
断
し
、
結
果
回
避
措
置
を
と
る
よ
う
自
ら
を
動
機
づ
け
る
能
力
を
い
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
③
回
避
行
動
能
力
と
は
、
適
切
な

結
果
回
避
措
置
を
物
理
的
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
い
う
と
さ
れ
る
。

①
情
報
収
集
能
力
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
の
認
識
・
予
見
に
関
す
る
生
理
的
肉
体
的
能
力
、
知
識
、
経
験
な
ど
が
問
題
と
な
り
、
こ
の

能
力
に
欠
陥
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
具
体
的
な
結
果
回
避
措
置
を
と
る
べ
き
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
の
前
提
と
な
る
基
本
資
料
が
行

為
者
の
認
識
に
到
達
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
注
意
義
務
違
反
を
認
定
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
は

行
為
者
の
能
力
を
考
慮
し
て
類
型
人
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

②
情
報
処
理
能
力
に
つ
い
て
は
、
人
格
形
成
ま
で
遡
ら
な
け
れ
ば
解
明
で
き
な
い
ほ
ど
複
雑
な
も
の
で
あ
る
し
、
類
型
化
に
は
な
じ
み

に
く
い
事
情
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
類
型
化
し
て
し
ま
う
と
、
考
慮
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
刑
を
減
軽
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
過
失
犯
処
罰

一
七
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
〇
八
）

を
前
提
と
す
る
現
行
法
の
趣
旨
を
没
却
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
能
力
に
つ
い
て
は
類
型
化
に
な
じ
ま
な
い

と
し
、
そ
の
結
果
通
常
人
よ
り
も
能
力
の
劣
る
者
に
は
若
干
不
利
な
状
態
に
お
か
れ
な
く
も
な
い
が
、
そ
れ
は
責
任
能
力
論
で
カ
バ
ー
す

る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
③
回
避
行
動
能
力
に
つ
い
て
は
、
回
避
措
置
を
と
る
こ
と
が
行
為
者
に
と
っ
て
物
理
的
に
不
可
能
な
の
に
注
意
義
務
違
反
を
認

定
し
て
違
法
だ
と
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
し
、
こ
の
能
力
に
つ
い
て
は
行
為
者
の
能
力
を
基
準
と
し
て
類
型
人
を
設
定
す
べ
き
で
あ

る
と
す
る
。

結
論
と
し
て
、
①
と
③
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
の
能
力
を
基
準
と
し
て
類
型
人
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

能
力
は
、
行
為
者
の
年
齢
、
職
業
、
技
術
的
能
力
、
知
識
、
経
験
、
視
力
・
聴
力
な
ど
の
肉
体
的
能
力
、
酩
酊
・
疲
労
な
ど
の
生
理
的
事

情
な
ど
を
考
慮
し
、
こ
れ
ら
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
行
為
者
に
い
か
な
る
注
意
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
の
か
を
考
え
る
（
注
意

能
力
対
応
説
）
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
能
力
を
前
提
と
し
て
義
務
が
画
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
行
為
者

に
い
か
な
る
注
意
能
力
が
あ
る
か
を
判
定
す
る
際
に
は
、
義
務
の
内
容
は
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
行
為
者
が
何
を

予
見
す
る
能
力
が
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
回
避
す
る
能
力
が
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
当
該
行
為
者
の
事
情
を
考
慮
し
た
客
観

的
・
抽
象
的
な
注
意
能
力
を
明
ら
か
に
す
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
大
塚
教
授
の
分
析
結
果
は
、
行
為
者
の
能
力
が
平
均
人
よ
り
も
低
い
場
合
に
そ
の
効
果
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
平
均
人
よ
り
も
高
い
能
力
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
東
京
電
力
の
注
意
能
力
を
確
定
す
る
に
あ

た
っ
て
、
特
に
考
慮
さ
れ
る
の
は
、
東
京
電
力
の
技
術
的
能
力
、
知
識
、
経
験
、
な
ど
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
考
慮
す
る
と
、
単
純
に
平

均
人
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
注
意
能
力
が
確
定
さ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
注
意
義
務
が
定
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 一
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平
均
人
よ
り
も
高
い
注
意
能
力
と
責
任
主
義

東
京
電
力
の
よ
う
に
平
均
人
よ
り
も
高
い
注
意
能
力
が
確
定
さ
れ
、
そ
れ
と
同
程
度
の
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
い
か
な

る
注
意
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
平
均
人
よ
り
も
高
い
能
力
を
有
す
る
者
に
、
そ
れ
よ
り
も

高
い
注
意
義
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
平
均
人
よ
り
も
高
い
能
力
を
有
す
る
か
ら

と
い
っ
て
、
平
均
人
に
は
要
求
さ
れ
な
い
よ
う
な
水
準
の
義
務
が
課
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
刑
法
の
謙
抑
性
や
、

責
任
主
義
の
意
義
を
考
慮
す
る
と
、
高
い
能
力
を
有
す
る
者
に
の
み
過
剰
な
注
意
義
務
を
課
す
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
平
均
人
よ
り
も
能
力
の
高
い
者
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
で
も
、
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
ま
た
東
京
電
力
の
よ
う
に
そ
の
経
済
規
模
な
ど
か
ら
高
い
能
力
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
者
と
、
そ
う

で
は
な
く
、
一
般
人
の
中
で
も
普
段
か
ら
注
意
深
く
、
自
ら
注
意
能
力
を
働
か
せ
て
い
る
者
と
い
う
二
つ
の
存
在
が
あ
り
、
責
任
主
義
が

処
罰
を
限
定
的
に
解
す
べ
き
な
の
は
専
ら
後
者
の
よ
う
な
者
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
違
い
は
、
注
意

能
力
の
前
提
た
る
行
為
者
の
客
観
的
な
事
情
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
東
京
電
力
の
よ
う
な
大
企
業
の
場
合
、
そ
の
技
術
的
能
力
、

知
識
、
経
験
は
最
高
水
準
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
「
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
客
観
的
に
確
定
さ
れ
る
技
術
的
、

知
識
、
経
験
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
客
観
的
・
類
型
的
な
注
意
能
力
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
は
な
く
、
一
般
人
の
中
で
も
注
意
能
力
の

高
い
者
と
い
う
の
は
、
客
観
的
に
は
通
常
人
と
大
差
は
な
い
が
、
行
為
者
個
人
の
主
体
的
・
具
体
的
な
注
意
能
力
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
高

い
水
準
の
注
意
義
務
を
課
す
こ
と
は
、
通
常
人
の
中
で
も
高
い
注
意
力
と
規
範
意
識
を
も
っ
て
い
る
法
的
な
観
点
か
ら
推
奨
さ
れ
る
べ
き

者
た
ち
に
高
い
レ
ベ
ル
の
義
務
を
課
す
こ
と
で
限
定
的
に
処
罰
範
囲
が
拡
大
し
、
そ
こ
に
責
任
主
義
か
ら
の
違
和
感
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
注
意
能
力
対
応
説
が
述
べ
る
よ
う
に
注
意
義
務
は
行
為
者
の
注
意
能
力
を
全
く
無
視
し
て
定
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
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か
し
、
そ
の
注
意
能
力
が
ど
の
よ
う
に
画
定
さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
行
為
者
の
立
場
や
、
技
術
力
、
知
識
、
経
験
か
ら
客
観
的
に

導
き
出
す
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
行
為
者
の
個
別
具
体
的
な
注
意
能
力
を
類
型
化
し
た
類
型
人
を
設
定
す
る
前
に
、
す
で
に
行
為

者
の
立
場
や
状
況
な
ど
か
ら
あ
る
程
度
類
型
化
さ
れ
た
注
意
能
力
が
判
定
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
そ
の
同
等
の
能
力
を
有
す
る
者
に
対

し
て
は
い
か
な
る
注
意
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、

東
京
電
力
の
よ
う
に
そ
の
経
済
規
模
な
ど
か
ら
当
然
に
考
え
ら
れ
る
高
い
注
意
能
力
を
有
す
る
と
客
観
的
に
考
え
ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、

通
常
人
と
は
異
な
る
注
意
義
務
の
定
立
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
責
任
主
義
に
反
す
る
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
二
段
階
の
注
意
能
力
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一

に
そ
の
行
為
者
の
立
場
や
経
済
規
模
な
ど
か
ら
客
観
的
・
抽
象
的
に
導
き
出
さ
れ
る
注
意
能
力
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
具
体
的
な
注
意
義
務

が
設
定
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
義
務
違
反
の
有
無
と
い
う
段
階
に
お
い
て
、
第
二
段
階
と
し
て
具
体
的
な
行
為
者
の
注
意
能
力
を
基
準
に
判

断
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
段
階
の
注
意
能
力
と
第
二
段
階
の
注
意
能
力
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
第
一
段
階
の
注
意
能
力
は
、
行

為
者
に
対
す
る
具
体
的
な
義
務
の
有
無
を
考
慮
す
る
前
の
段
階
の
抽
象
的
な
物
で
あ
っ
て
、
第
二
段
階
の
注
意
能
力
は
具
体
的
な
義
務
を

履
行
す
る
能
力
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
義
務
違
反
の
有
無
の
判
断
に
よ
っ
て
責
任
主
義
と
の
整
合
性
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
義
務
の
前
提
と
し
て
の
客
観
的
な
注
意
能
力
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
東
京
電
力
は
極
め
て
高
い

予
見
能
力
と
回
避
能
力
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
東
京
電
力
に
対
す
る
客
観
的
に
導
き
出
さ
れ
る
注
意
能
力
だ
け
を
考
慮

し
て
刑
事
責
任
の
有
無
を
考
え
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
、
そ
の
具
体
的
な
義
務
違
反
の
有
無
の
判
断
に
よ
っ
て
責
任
主
義
と

の
整
合
性
を
図
れ
ば
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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東
京
電
力
に
対
す
る
注
意
義
務
の
所
在

東
京
電
力
に
対
し
て
、
平
均
人
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
注
意
能
力
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
い
か
な
る
注
意
義
務
が
課
せ

ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仮
に
高
い
注
意
能
力
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
基
に
課
せ
ら
れ
る

注
意
義
務
は
無
制
限
で
は
な
い
。
そ
の
観
点
か
ら
も
責
任
主
義
と
の
整
合
性
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
福
島
第
一
原
発
事
故
の
結
果
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
事
故
調
査
委
員
会
は
冷
却
装
置
喪
失
に
よ
る
炉
心
溶
融
、
水
素
爆
発
、

放
射
性
物
質
の
大
量
拡
散
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
刑
法
上
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
の
構
成
要
件
該
当
性
を
考
え
る
に
当
た
っ

て
は
、
こ
の
段
階
で
は
な
く
、
放
射
性
物
質
の
大
量
拡
散
に
よ
る
人
の
身
体
へ
の
影
響
で
あ
る
。
こ
の
人
の
身
体
へ
の
影
響
を
回
避
す
る

注
意
義
務
が
行
為
者
に
認
め
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
事
故
の
原
因
と
な
っ
た
地
震
と
津
波
に
対
し
て
、
注
意
義
務
が
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
具

体
的
予
見
可
能
性
説
の
立
場
か
ら
は
、
地
震
と
津
波
の
襲
来
を
具
体
的
に
予
見
で
き
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
そ
し

て
具
体
的
予
見
可
能
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
結
果
回
避
義
務
と
し
て
の
客
観
的
注
意
義
務
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

本
稿
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
判
例
の
支
持
す
る
具
体
的
予
見
可
能
性
説
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
想
定
を
超
え
る
地
震
と
津

波
の
襲
来
を
予
見
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
東
京
電
力
自
体
は
、
二
〇
〇
二
年
の
土
木
学
会
「
原
子
力

発
電
所
の
津
波
評
価
技
術
」
を
参
考
に
従
来
の
基
準
面
を
＋
三
・
五
メ
ー
ト
ル
を
＋
五
・
七
メ
ー
ト
ル
に
引
上
げ
て
い
る
（
19
）

。
な
ぜ
、
こ
れ
を

採
用
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
と
も
か
く
東
京
電
力
自
身
が
こ
れ
を
基
準
に
津
波
対
策
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
〇
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
津
波
が
襲
来
す
る
こ
と
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
具
体
的
予
見

可
能
性
を
否
定
す
る
根
拠
に
な
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
仮
に
具
体
的
予
見
可
能
性
が
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
た
と
し
よ
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う
。
問
題
は
、
そ
こ
か
ら
、
結
果
回
避
義
務
が
な
か
っ
た
と
判
断
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
考

え
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
原
発
に
つ
い
て
は
「
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
」
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
シ
ビ
ア
ア
ク
シ

デ
ン
ト
と
は
、
外
部
事
象
（
地
震
、
津
波
）
や
、
人
為
的
事
象
（
テ
ロ
リ
ズ
ム
な
ど
）
に
よ
っ
て
、
原
子
炉
の
設
計
時
に
考
慮
し
た
範
囲
を

超
え
る
異
常
事
態
が
発
生
し
、
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
た
手
段
で
は
適
切
に
原
子
炉
を
制
御
が
で
き
な
い
状
態
に
陥
り
、
放
射
性
物
質
を
拡

散
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
対
す
る
対
策
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
事
故
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
考
え

ら
れ
て
い
る
（
20
）

。
ま
た
、
原
子
力
の
規
制
に
つ
い
て
は
、「
深
層
防
護
」
の
考
え
方
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
①
異
常
を
起
こ
さ
な
い
、
②
起
き

た
と
し
て
も
拡
大
し
な
い
、
③
拡
大
し
た
と
し
て
も
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
と
し
な
い
、
④
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
発
生
し
て
も
対
処

を
準
備
す
る
、
⑤
対
処
で
き
な
い
場
合
で
も
人
を
守
る
と
い
う
多
重
構
造
の
防
御
を
、
多
様
な
方
策
で
確
保
す
る
思
想
で
あ
る
。
し
か
し
、

東
京
電
力
は
、
こ
の
五
層
の
深
層
防
護
の
う
ち
、
三
層
ま
で
し
か
対
応
で
き
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
お
き
な
が
ら
、
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン

ト
対
策
を
怠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
考
え
方
は
、
す
な
わ
ち
、
想
定
外
の
事
象
が
起
き
た
と
し
て
も
、
人
の
生
命
・
身
体
を
守

る
た
め
に
対
策
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
具
体
的
に
予
見
不
可
能
な
事
象
が
起
き
た
と
し
て
も
、

結
果
を
回
避
す
る
措
置
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
東
京

電
力
に
は
客
観
的
注
意
能
力
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
能
力
に
応
じ
た
具
体
的
な
義
務
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
│
五　

結
果
回
避
義
務
の
根
拠
と
許
さ
れ
な
い
危
険

過
失
犯
に
お
け
る
注
意
義
務
の
根
拠
と
し
て
、
許
さ
れ
た
危
険
の
理
論
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
許
さ
れ
た
危
険
と
は
、
た
と
え
そ
れ
自

体
危
険
な
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
文
明
社
会
を
維
持
し
て
い
く
上
で
不
可
欠
で
あ
る
か
、
少
な
く
と
も
有
益
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

一
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行
為
を
許
さ
れ
た
危
険
と
し
て
許
容
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
こ
れ
ら
危
険
な
行
為
の
全
て
を
規
制
し
た
の

で
は
、
我
々
の
日
常
生
活
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
麻
痺
し
、
社
会
生
活
の
水
準
は
産
業
革
命
以
前
に
逆
行
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と
い
う
考
え

方
が
あ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
自
動
車
な
ど
で
あ
る
。

科
学
技
術
の
発
展
の
下
に
登
場
し
た
こ
の
許
さ
れ
た
危
険
の
理
論
は
、
そ
れ
を
支
え
る
基
盤
に
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い

る
。
こ
れ
が
大
企
業
に
よ
る
大
規
模
な
公
害
問
題
な
ど
に
つ
い
て
も
許
さ
れ
た
危
険
の
理
論
が
当
て
は
ま
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
許
さ
れ
た
危
険
の
理
論
に
も
限
界
は
あ
る
。
特
に
原
子
力
発
電
の
よ
う
な
一
度
暴
走
す
る
と
、
そ
の
地
域
一
帯
が
生
活
不
可
能
に
な

り
、
そ
こ
に
住
む
人
々
は
お
ろ
か
国
民
全
体
に
も
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
許
さ
れ
た
危
険
の
理
論
が
及
ぶ
と
す
る

の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
許
さ
れ
な
い
危
険
な
の
で
あ
る
（
21
）

。

こ
の
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
許
さ
れ
な
い
危
険
こ
そ
が
、
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
と
結
果
回
避
義
務
の
重
要
な
根
拠
の
ひ
と
つ
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
東
京
電
力
に
は
、
こ
の
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
を
行
う
高
い
注
意
能
力
が
存
在
し
、
結
果
を
回
避
す

る
能
力
も
十
分
に
備
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
東
京
電
力
に
は
、
具
体
的
な
予
見
が
不
可
能
な
事
態
に
対
し
て
も
結
果
を
回
避
す
る
注
意
能
力
が
認
め
ら
れ
、
さ
ら

に
許
さ
れ
な
い
危
険
が
あ
る
。
こ
の
両
者
を
も
っ
て
結
果
回
避
義
務
の
根
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
│
六　

危
惧
感
説
と
双
方
向
モ
デ
ル
に
よ
る
過
失
の
認
定

予
見
可
能
性
と
結
果
回
避
措
置
の
双
方
向
モ
デ
ル
と
は
、
従
来
の
新
過
失
論
の
立
場
が
、
具
体
的
予
見
可
能
性
を
前
提
と
し
た
結
果
回

避
義
務
違
反
を
過
失
の
本
質
と
し
て
捉
え
る
の
に
対
し
て
、
予
見
可
能
性
と
結
果
回
避
義
務
は
、
こ
の
よ
う
な
一
方
向
か
ら
捉
え
ら
れ
る

一
八
一
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も
の
で
は
な
く
、
可
能
な
結
果
回
避
措
置
か
ら
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
予
見
可
能
性
の
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
で

あ
る
（
22
）

。
そ
の
考
え
方
の
根
底
に
あ
る
の
は
予
見
可
能
性
と
結
果
回
避
措
置
は
、
本
来
は
異
な
る
心
の
動
き
に
由
来
す
る
も
の
で
、
予
見
可

能
性
に
よ
っ
て
結
果
回
避
措
置
が
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
福
島
第
一
原
発
事
故
は
、
こ
の
双
方
向
モ
デ
ル
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
原
発
事
故
の
原
因
は
地
震
が
予
見
で
き
な
か
っ

た
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
津
波
が
予
見
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
も
な
い
。
そ
の
対
策
を
立
て
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
地
震
や
津
波
な
ど

の
自
然
災
害
は
そ
も
そ
も
具
体
的
に
予
見
な
ど
不
可
能
な
も
の
で
あ
っ
て
、
予
見
不
可
能
な
事
態
、
つ
ま
り
想
定
外
の
事
態
が
起
こ
り
う

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
は
、
も
は
や
世
界
で
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
要

求
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
想
定
外
の
事
態
が
起
き
た
と
し
て
も
結
果
の
発
生
を
回
避
す
る
努
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
具
体
的
予
見
可
能
性
か
ら
回
避
措
置
が
導
か
れ
る
と
い
う
一
方
向
モ
デ
ル
は
そ
も
そ
も
通
用
し
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
想
定
外
の
事
態
が
起
こ
り
う
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
安
全
対
策
が
求
め
ら
れ
る
の
か
。
そ
の
根
拠
は
何

か
。
そ
れ
は
原
子
力
発
電
と
い
う
も
の
に
内
在
す
る
「
危
険
性
」
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
原
子
力
発
電
所
が
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
を

起
こ
し
た
場
合
、
そ
の
周
辺
地
域
に
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
甚
大
な
被
害
を
起
こ
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
た
と
え
専
門
家

で
な
く
て
も
当
然
に
認
識
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
極
め
て
危
険
な
原
子
力
発
電
を
稼
働
し
、
そ
の
恩
恵
を
享
受
す
る
以
上
、
そ
れ

に
対
す
る
安
全
対
策
は
、
万
全
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
重
大
な
危
険
性
ゆ
え
に
予
見
不
可
能
な
事
態
が
発
生
し
て
も
安
全
を
確
保

で
き
る
「
転
ば
ぬ
先
の
杖
」
が
当
然
に
必
要
と
さ
れ
る
。

東
京
電
力
に
は
、
こ
の
よ
う
な
原
子
力
発
電
の
「
危
険
性
」
と
、
そ
の
危
険
性
に
対
策
を
立
て
る
た
め
の
、
つ
ま
り
、
結
果
を
回
避
す

る
た
め
の
高
い
「
注
意
能
力
」
が
認
め
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
東
京
電
力
の
技
術
力
、
知
識
、

一
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経
験
な
ど
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
る
高
い
注
意
能
力
で
あ
る
。
こ
の
両
者
を
根
拠
と
し
て
、
東
京
電
力
に
は
結
果
回
避
義
務
が
定
立
さ
れ

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
│
七　

東
京
電
力
に
お
け
る
結
果
回
避
義
務
違
反

東
京
電
力
に
は
、
た
と
え
予
見
不
可
能
な
事
態
が
発
生
し
た
と
し
て
も
安
全
を
確
保
し
、
人
々
の
生
命
・
身
体
に
対
す
る
危
害
の
発
生

を
防
止
す
る
結
果
回
避
義
務
が
当
然
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、
結
果
回
避
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

結
果
回
避
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
結
果
回
避
可
能
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
福
島
第
一
原
発
事
故
を
回
避

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
事
故
の
直
接
的
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
津
波
の
襲
来
で
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
全
電
源
喪
失
や
海
水
ポ
ン
プ
機
能
喪
失
に
よ
る
炉
心
損
傷
を
招
い
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
と

い
う
と
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
国
会
事
故
調
査
委
員

会
の
報
告
に
よ
る
と
、
東
京
電
力
は
、
政
府
の
地
震
調
査
研
究
推
進
本
部
の
「
三
陸
沖
か
ら
房
総
沖
に
か
け
て
の
地
震
活
動
の
長
期
評
価

に
つ
い
て
」（
二
〇
〇
二
年
）
を
基
に
し
た
一
五
・
七
メ
ー
ト
ル
の
津
波
想
定
を
平
成
一
八
（
二
〇
〇
八
）
年
か
ら
平
成
一
九
（
二
〇
〇
九
）
年

に
は
認
知
し
て
い
な
が
ら
対
応
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
や
、
想
定
を
超
え
る
津
波
に
よ
っ
て
全
電
源
喪
失
や
海
水
ポ
ン
プ
機
能
喪
失

に
よ
る
炉
心
損
傷
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
と
を
、
平
成
一
八
（
二
〇
〇
六
）
年
の
段
階
で
、
東
電
と
保
安
院
が
認
識
し
て
い
た
と
指
摘
し
て
い

る
。
こ
こ
で
は
単
純
に
一
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
津
波
対
策
を
行
っ
て
い
れ
ば
、
電
源
喪
失
に
陥
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
炉
心
融
解
を
招

く
こ
と
も
な
く
、
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
招
く
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
回
避
す
る
だ
け
の
注
意
能
力
が
当
然
に

東
京
電
力
に
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
福
島
第
一
原
発
事
故
に
対
す
る
東
京
電
力
に
は
結
果
回
避
義
務
違
反
が
認
め
ら

一
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れ
う
る
の
で
あ
る
。

五　

お
わ
り
に

本
論
文
で
は
注
意
能
力
と
い
う
観
点
か
ら
、
福
島
第
一
原
発
事
故
に
対
す
る
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
結
論
と

し
て
は
、
や
は
り
東
京
電
力
に
は
高
い
注
意
能
力
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
責
任
主
義
の
立
場
を
重
視
し
た
と
し
て
も
、
十
分
に
そ

の
過
失
責
任
を
認
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

危
惧
感
説
と
双
方
向
モ
デ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
大
企
業
に
よ
る
重
大
事
故
に
対
し
て
、
そ
の
刑
事
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
有
効

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
の
本
当
の
狙
い
は
、
大
企
業
を
罰
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
科
学
技
術
の
発
展
し
た
現
代
社

会
に
お
い
て
、
将
来
の
重
大
な
危
険
を
回
避
し
、
社
会
の
人
々
が
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
け
る
未
来
へ
の
方
向
性
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
現

在
で
も
危
惧
感
説
に
対
し
て
は
、
刑
事
責
任
の
範
囲
を
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
た
し
か
に
そ
の
側
面
は
否
定
で

き
な
い
部
分
も
あ
る
。
し
か
し
、
奇
し
く
も
こ
の
批
判
は
、
原
発
問
題
を
さ
ら
に
も
う
一
歩
進
め
る
た
め
に
重
要
な
論
点
を
示
唆
し
て
い

る
。た

と
え
ば
、
結
果
発
生
の
危
惧
感
と
、
結
果
回
避
義
務
と
結
果
回
避
義
務
違
反
と
い
う
点
を
考
え
て
み
た
場
合
、
こ
れ
を
幅
広
く
と
ら

え
れ
ば
、
そ
の
責
任
の
範
囲
は
東
京
電
力
に
留
ま
ら
な
い
。
原
発
の
安
全
対
策
に
向
け
て
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
の
義
務
付
け
を

怠
っ
て
き
た
国
に
も
責
任
が
あ
る
。
そ
し
て
、
我
々
一
般
国
民
に
も
責
任
が
あ
る
。
原
発
の
安
全
神
話
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
の
は
東
京
電

力
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
そ
の
中
で
原
発
に
よ
る
恩
恵
を
受
け
、
そ
の
危
険
性
か
ら
目
を
そ
む
け
、
そ
の
結
果
、
福
島
県
に

甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
せ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
多
く
の
責
任
が
存
在
し
、
東
京
電
力
の
責
任
は
そ
の
一
端
を
担
う
に
留
ま
る
も
の
で
あ

一
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る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
二
〇
一
五
年
八
月
一
一
日
鹿
児
島
県
川
内
原
発
が
再
稼
働
し
た
。
果
た
し
て
結
果
回
避
措
置
は
十
分
に
行

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
場
合
に
よ
っ
て
は
今
ま
さ
に
重
大
な
過
失
行
為
が
実
行
さ
れ
て
い
る
最
中
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
ら
た

め
て
考
え
る
の
は
、
現
在
我
々
日
本
人
は
、
原
発
事
故
に
対
す
る
重
大
な
危
惧
感
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
結
果
に
対
す

る
具
体
的
な
予
見
可
能
性
を
も
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
中
で
万
が
一
川
内
原
発
に
事
故
が
起
き
た
場
合
に
は
、
ど

こ
に
本
当
の
意
味
で
の
過
失
責
任
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
刑
事
責
任
は
、
責
任
主
義
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
本
当
の
意
味
で
の
責
任
は
、
個
人
責
任
だ
け
で
は
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
新
し
い
危
惧
感
説
と
双
方
向
モ
デ
ル

は
、
社
会
全
体
が
原
発
に
対
す
る
本
当
の
意
味
で
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
気
付
か
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
将

来
の
日
本
に
向
け
て
転
ば
ぬ
先
の
杖
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
） 

藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
総
論
』（
弘
文
堂
、
一
九
七
五
年
）
二
三
三
頁
以
下
参
照
。

（
2
） 

こ
れ
に
関
し
て
藤
木
先
生
は
、「
結
果
発
生
を
決
定
的
な
ら
し
め
る
段
階
を
き
り
離
し
て
考
察
す
れ
ば
注
意
能
力
を
欠
く
た
め
に
過
失
責
任
を

問
い
得
な
い
よ
う
に
見
ら
れ
る
場
合
で
も
、
そ
の
以
前
の
段
階
に
お
い
て
す
で
に
注
意
義
務
に
違
反
す
る
行
為
が
存
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
段
階
で

注
意
能
力
の
有
無
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
こ
の
考
え
方
を
用
い
れ
ば
、
そ
も
そ
も
予
測
不
能
な
自
然
災
害
で
簡
単
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

不
能
に
陥
る
よ
う
な
原
子
力
発
電
所
を
稼
働
し
た
こ
と
自
体
に
過
失
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
藤
木
『
過
失
犯
の
理
論
』（
有
信
堂
、

一
九
六
九
年
）
九
〇
頁
以
下
参
照
。

（
3
） 

西
原
春
夫
『
刑
法
総
論
』（
成
文
堂
、
一
九
七
七
年
）
一
八
二
頁
以
下
参
照
。

（
4
） 

木
村
亀
二
『
犯
罪
論
の
新
構
造
（
上
）』（
有
斐
閣
、
一
九
六
六
年
）
二
一
〇
頁
。
植
松
正
『
再
訂
刑
法
概
論
Ⅰ
総
論
』（
勁
草
書
房
、

一
九
七
四
年
）
三
〇
九
頁
。

一
八
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
一
八
）

（
5
） 

木
村
・
前
掲
二
一
〇
頁
。

（
6
） 

植
松
教
授
は
、
古
典
学
派
に
立
脚
し
つ
つ
、
主
観
説
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
り
、
客
観
説
の
立
場
を
示
し
て
い
る
。
植
松
正
「
注
意
能
力
行

為
者
標
準
説
に
対
す
る
疑
問
」
日
沖
還
暦
・
過
失
犯
（
一
）（
一
九
六
六
年
）
八
九
頁
以
下
。

（
7
） 
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
（
第
三
版
）』（
創
文
社
、
一
九
九
〇
年
）
三
一
九
頁
。
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）〔
第
四
版
〕』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
八
年
）
四
七
三
頁
。

（
8
） 

た
と
え
ば
、
藤
木
先
生
は
、
そ
の
著
書
の
中
で
主
観
説
を
支
持
す
る
旨
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
責
任
の
段
階
に
お
け
る
非

難
可
能
性
を
基
礎
付
け
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
全
体
の
構
造
と
し
て
は
折
衷
説
の
立
場
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
藤
木

英
雄
『
刑
法
講
義　

総
論
』（
弘
文
堂
、
一
九
七
五
年
）
二
五
一
頁
。

（
9
） 

大
塚
裕
史
「
過
失
犯
に
お
け
る
注
意
義
務
と
注
意
能
力
と
の
関
係
」
早
稲
田
法
学
会
誌
三
二
巻
（
一
九
八
二
年
）
七
五
頁
。

（
10
） 

大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
新
版
第
四
版
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
一
八
九
頁
。
齊
藤
信
宰
『
新
版
刑
法
講
義
〔
総
論
〕』（
成
文
堂
、

二
〇
〇
七
年
）
一
九
〇
頁
。

（
11
） 

こ
れ
に
関
し
て
木
村
先
生
は
、「
注
意
義
務
違
反
と
は
予
見
義
務
違
反
で
あ
り
、
ま
た
注
意
能
力
違
反
と
は
予
見
能
力
違
反
の
意
味
で
あ
る
」

と
し
、「
注
意
能
力
あ
る
者
に
つ
い
て
だ
け
注
意
義
務
違
反
が
成
立
す
る
」
と
し
た
上
で
、
こ
こ
で
は
「
不
注
意
の
要
素
と
し
て
予
見
能
力
を
意
味

す
る
注
意
能
力
が
問
題
と
な
る
」
と
し
て
い
る
。
木
村
・
前
掲
二
〇
九
頁
。

（
12
） 

双
方
向
モ
デ
ル
に
つ
い
て
詳
し
く
は
船
山
泰
範
『
刑
法
の
礎
・
総
論
』（
法
律
文
化
社
・
二
〇
一
四
年
）
七
〇
頁
以
下
参
照
。

（
13
） 

井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
三
〇
頁
参
照
。

（
14
） 

大
塚
（
裕
）
前
掲（
注
9
）八
〇
頁
以
下
を
参
照
。

（
15
） 

「
福
島
第
一
原
発
事
故
と
四
つ
の
事
故
調
査
委
員
会
」
五
頁
参
照
。

（
16
） 

た
だ
し
、
事
故
発
生
ま
で
、
東
電
に
お
け
る
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
は
、
義
務
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
運
転
上
の
ミ
ス
な
ど
の
内
部
事
情
に

基
づ
く
対
策
し
か
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
東
電
だ
け
で
は
な
く
国
の
責
任
も
重
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

（
17
） 

神
戸
地
判
平
二
四
、
一
、
一
一
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
。

一
八
六



原
発
事
故
に
お
け
る
過
失
責
任
と
注
意
能
力
（
杉
山
）

（
四
一
九
）

（
18
） 

大
塚
（
裕
）・
前
掲（
注
9
）九
〇
頁
。

（
19
） 

国
会
事
故
調
査
委
員
会
報
告
を
参
照
。「
福
島
第
一
原
発
事
故
と
四
つ
の
事
故
調
査
委
員
会
」
七
頁
。

（
20
） 
「
福
島
第
一
原
発
事
故
と
四
つ
の
事
故
調
査
委
員
会
」
八
頁
参
照
。

（
21
） 
船
山
『
刑
法
の
役
割
と
過
失
犯
論
』（
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
一
二
二
頁
。

（
22
） 

船
山
・
前
掲（
注
12
）七
〇
頁
以
下
参
照
。

一
八
七





正
当
化
事
情
の
錯
誤
と
共
犯
の
成
否
（
鈴
木
）

（
四
二
一
）

正
当
化
事
情
の
錯
誤
と
共
犯
の
成
否

鈴　
　

木　
　

彰　
　

雄

は
じ
め
に

1
．
正
当
化
事
情
の
錯
誤
の
取
扱
い

2
．
正
犯
の
故
意
と
共
犯
の
成
否

む
す
び

は
じ
め
に

本
稿
が
取
り
上
げ
る
問
題
は
、
正
犯
者
が
違
法
性
阻
却
事
由
の
前
提
と
な
る
事
実
を
誤
認
し
て
実
行
し
た
場
合
に
、
こ
れ
に
関
与
し
た

教
唆
者
な
い
し
幇
助
者
に
い
か
な
る
罪
責
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
急
迫
不
正
の
侵
害
に
直
面
し
て

い
る
と
誤
信
し
た
正
犯
者
を
幇
助
し
て
「
防
衛
」
行
為
を
行
わ
せ
た
者
の
罪
責
、
あ
る
い
は
正
犯
者
を
教
唆
し
て
（
違
法
性
阻
却
事
由
と
し

論　

説

一
八
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
二
二
）

て
の
）
被
害
者
の
同
意
が
あ
る
と
誤
信
さ
せ
て
実
行
さ
せ
た
者
の
罪
責
が
こ
れ
で
あ
る
。
具
体
例
を
用
い
て
こ
れ
を
示
せ
ば
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

﹇
事
例
1
﹈　

Ｘ
と
Ｔ
が
夜
道
を
歩
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
日
ご
ろ
か
ら
両
人
と
折
り
合
い
の
悪
い
Ｏ
が
前
方
か
ら
近
づ
い
て
き
た
の
で
、

Ｔ
は
Ｏ
か
ら
危
害
を
加
え
ら
れ
る
も
の
と
誤
信
し
、
身
を
守
る
た
め
に
Ｏ
を
殴
打
し
よ
う
と
身
構
え
た
。
こ
の
状
況
を
認
識
し
た
Ｘ
は
、

Ｏ
が
危
害
を
加
え
る
こ
と
は
な
い
と
思
っ
た
が
、
こ
の
ま
ま
Ｏ
が
殴
打
さ
れ
た
ら
い
い
気
味
だ
と
思
い
、
殴
打
す
る
た
め
の
棒
を
Ｔ
に

手
渡
し
、
Ｔ
は
こ
れ
を
用
い
て
Ｏ
を
殴
打
し
て
傷
害
を
負
わ
せ
た
。

﹇
事
例
2
﹈　

保
険
会
社
の
社
員
Ｘ
は
、
入
院
中
の
被
保
険
者
Ｏ
の
病
状
を
探
り
出
そ
う
と
企
て
、
Ｏ
の
治
療
を
担
当
す
る
医
師
Ｔ
に

対
し
て
、
Ｏ
の
同
意
が
あ
る
の
で
病
状
を
教
え
て
ほ
し
い
旨
の
虚
偽
の
申
立
て
を
し
て
、
こ
れ
を
信
じ
た
Ｔ
に
Ｏ
の
秘
密
を
漏
示
さ
せ

た
。

﹇
事
例
1
﹈　

で
は
、
Ｘ
の
罪
責
に
つ
い
て
、
Ｔ
の
誤
想
防
衛
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
間
接
正
犯
が
認
め
ら
れ
る

た
め
に
は
利
用
者
が
被
利
用
者
の
行
為
を
一
方
的
に
支
配
・
利
用
し
て
構
成
要
件
実
現
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、

急
迫
不
正
の
侵
害
が
あ
る
と
誤
信
し
た
Ｔ
の
殴
打
行
為
を
促
進
し
た
に
す
ぎ
な
い
Ｘ
に
、
傷
害
罪
（
刑
法
二
〇
四
条
）
の
間
接
正
犯
を
認
め

る
の
は
困
難
で
あ
る
（
1
）

。﹇
事
例
2
﹈
で
も
、
Ｘ
の
罪
責
に
つ
い
て
、
被
害
者
Ｏ
の
同
意
が
あ
る
も
の
と
誤
信
し
た
Ｔ
を
支
配
・
利
用
し
た

間
接
正
犯
が
考
え
ら
れ
る
が
、
医
師
等
の
身
分
を
欠
く
Ｘ
に
秘
密
漏
示
罪
（
刑
法
一
三
四
条
）
の
間
接
正
犯
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

で
は
、
Ｘ
を
Ｔ
に
対
す
る
教
唆
犯
な
い
し
幇
助
犯
（
以
下
「
共
犯
」
と
い
う
）
と
し
て
処
罰
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
が
国
の
通
説
的
見

一
九
〇



正
当
化
事
情
の
錯
誤
と
共
犯
の
成
否
（
鈴
木
）

（
四
二
三
）

解
に
よ
れ
ば
、
共
犯
が
成
立
す
る
に
は
正
犯
者
が
故
意
行
為
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
過
失
行
為
の
共
犯
は
不
可
罰
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
立
場
を
前
提
と
し
て
、﹇
事
例
1
﹈
の
Ｔ
に
傷
害
罪
の
故
意
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
Ｘ
は
同
罪
の
幇
助
犯
（
刑
法
六
二
条
）
と
な
り
、

﹇
事
例
2
﹈
の
Ｔ
に
秘
密
漏
示
罪
の
故
意
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
Ｘ
は
同
罪
の
教
唆
犯
（
刑
法
六
一
条
、
六
五
条
一
項
）
と
な
る
。
い
ず
れ
の

事
例
に
お
い
て
も
Ｘ
の
当
罰
性
を
否
定
す
る
理
由
は
な
い
の
で
、
そ
の
可
罰
性
は
Ｔ
に
故
意
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
誤
想
防
衛
・
誤
想
避
難
等
の
「
正
当
化
事
情
の
錯
誤
（
2
）

」
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
確
定
的
な
違
法
性
の
意
識
を
故

意
の
要
素
と
す
る
「
厳
格
故
意
説
」
に
よ
れ
ば
、
正
当
化
事
情
の
錯
誤
に
よ
り
正
犯
者
の
故
意
が
阻
却
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
共
犯
は
不
可

罰
と
な
る
が
、
構
成
要
件
該
当
事
実
の
認
識
を
も
っ
て
故
意
と
な
し
、
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
を
故
意
と
は
別
個
の
責
任
要
素
と
す
る

「
厳
格
責
任
説
」
に
よ
れ
ば
、
正
犯
者
に
故
意
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
共
犯
は
可
罰
的
と
な
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
形
式
的
な
議
論
に
よ
っ
て
演
繹
的
に
結
論
を
導
く
こ
と
は
、
法
益
保
護
と
人
権
保
障
の
調
和
を
目
指
す
刑
法
学
に

と
っ
て
必
ず
し
も
適
切
な
思
考
方
法
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
、
近
年
こ
の
問
題
に
つ
い
て
議
論
の

多
い
ド
イ
ツ
刑
法
の
理
論
状
況
を
参
考
に
し
て
、
よ
り
実
質
的
な
観
点
か
ら
さ
さ
や
か
な
私
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下

に
お
い
て
は
、
正
当
化
事
情
の
錯
誤
の
取
扱
い
を
検
討
し
、
し
か
る
の
ち
に
そ
の
共
犯
の
成
否
を
考
え
て
み
た
い
。一

九
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
二
四
）

1
．
正
当
化
事
情
の
錯
誤
の
取
扱
い

（
1
）　

学
説
の
状
況

正
当
化
事
情
の
錯
誤
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
主
な
学
説
を
概
観
す
る
と
、
以
下
の
七
説
を
か
ぞ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
各
説

の
概
要
と
そ
の
共
犯
の
成
否
を
要
約
す
れ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
3
）

。

①　

消
極
的
構
成
要
件
要
素
の
理
論
（
全
不
法
構
成
要
件
の
理
論
）

犯
罪
論
の
体
系
を
「
行
為⇒
類
型
的
不
法
（
全
不
法
構
成
要
件
）⇒

責
任
」
と
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
類
型
的
不
法
に
は
構
成
要
件

該
当
事
実
と
違
法
性
阻
却
事
由
を
構
成
す
る
事
実
が
含
ま
れ
、
類
型
的
不
法
の
認
識
が
故
意
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
、
構
成
要
件
該
当

事
実
の
錯
誤
の
み
な
ら
ず
、
違
法
性
阻
却
事
由
を
構
成
す
る
事
実
の
錯
誤
も
当
然
に
故
意
を
阻
却
す
る
（
4
）

。
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
正
犯
者

に
正
当
化
事
情
の
錯
誤
が
あ
る
場
合
に
は
、
過
失
犯
の
共
犯
を
認
め
な
い
か
ぎ
り
そ
の
共
犯
は
成
立
し
な
い
。

②　

厳
格
故
意
説

故
意
を
責
任
要
素
と
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
故
意
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
違
法
な
事
実
の
認
識
と
確
定
的
な
違
法
性
の
意
識
が

必
要
で
あ
り
、
違
法
な
事
実
の
認
識
と
し
て
「
構
成
要
件
該
当
事
実
の
認
識
」
と
「
違
法
性
阻
却
事
由
の
認
識
の
不
存
在
」
が
必
要
で
あ

る
と
す
る
立
場
か
ら
、
違
法
性
阻
却
事
由
の
認
識
が
あ
れ
ば
違
法
な
事
実
の
認
識
を
欠
く
の
で
故
意
を
阻
却
し
、
そ
の
錯
誤
に
つ
い
て
過

失
が
あ
れ
ば
過
失
犯
が
成
立
し
う
る
（
5
）

。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
正
犯
者
に
正
当
化
事
情
の
錯
誤
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
共
犯
は
成
立
し
な

い
。

一
九
二
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）

③　

制
限
故
意
説

故
意
に
構
成
要
件
的
故
意
と
責
任
要
素
と
し
て
の
故
意
の
二
つ
の
機
能
を
認
め
、
故
意
を
認
め
る
た
め
に
は
、「
犯
罪
事
実
の
表
象
・

認
容
」
と
し
て
「
構
成
要
件
に
該
当
す
る
事
実
」
お
よ
び
「
そ
れ
以
外
の
違
法
性
の
内
容
を
な
す
事
実
」
の
表
象
・
認
容
が
必
要
で
あ
る

と
す
る
立
場
か
ら
、
正
当
化
事
情
の
錯
誤
が
あ
れ
ば
違
法
性
の
内
容
を
な
す
事
実
の
表
象
を
欠
く
の
で
故
意
を
阻
却
し
、
そ
の
錯
誤
に
つ

い
て
過
失
が
あ
れ
ば
過
失
犯
が
成
立
し
う
る
（
6
）

。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
正
犯
者
に
正
当
化
事
情
の
錯
誤
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
共
犯
は
成

立
し
な
い
。

④　

厳
格
責
任
説

故
意
の
認
識
対
象
を
構
成
要
件
該
当
事
実
に
限
定
し
、
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
を
故
意
と
は
別
個
の
責
任
要
素
と
す
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
、
構
成
要
件
該
当
事
実
の
錯
誤
は
故
意
を
阻
却
す
る
が
、
正
当
化
事
情
の
錯
誤
は
故
意
を
阻
却
せ
ず
、
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性

に
関
す
る
も
の
と
し
て
責
任
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
当
化
事
情
の
錯
誤
に
陥
っ
た
行
為
者
は
、
犯
罪
事
実
を
知
ら

な
い
の
で
は
な
く
、
構
成
要
件
実
現
に
つ
い
て
の
違
法
性
を
誤
認
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
そ
の
錯
誤
は
違
法
性
の
錯
誤
（
禁
止
の

錯
誤
）
の
一
場
合
で
あ
り
、
そ
の
錯
誤
が
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
は
責
任
を
阻
却
す
る
が
、
避
け
ら
れ
た
と
き
は
責
任
が
減
軽
さ
れ
る

に
す
ぎ
な
い
（
7
）

。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
正
犯
者
に
正
当
化
事
情
の
錯
誤
が
あ
っ
て
も
故
意
を
阻
却
し
な
い
の
で
、
そ
の
共
犯
が
成
立
す
る
。

⑤　

制
限
責
任
説
（
修
正
責
任
説
）

責
任
説
に
立
ち
な
が
ら
、
正
当
化
事
情
の
錯
誤
は
故
意
を
阻
却
す
る
と
し
て
責
任
説
を
制
限
す
る
。
す
な
わ
ち
、
故
意
・
過
失
を
原
則

的
な
責
任
要
素
と
し
、
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
が
な
い
場
合
を
例
外
的
な
責
任
阻
却
事
由
と
す
る
立
場
か
ら
、
違
法
性
阻
却
事
由
に
該

当
す
る
事
実
の
認
識
が
あ
れ
ば
故
意
責
任
を
阻
却
し
、
そ
の
錯
誤
に
つ
い
て
過
失
が
あ
れ
ば
過
失
犯
が
成
立
し
う
る
（
8
）

。
こ
の
説
に
よ
れ

一
九
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
二
六
）

ば
、
正
犯
者
に
正
当
化
事
情
の
錯
誤
が
あ
れ
ば
故
意
を
阻
却
す
る
の
で
、
そ
の
共
犯
は
成
立
し
な
い
。

⑥　

第
三
の
錯
誤
説
（
独
自
の
錯
誤
説
）

故
意
の
概
念
中
に
構
成
要
件
的
故
意
と
責
任
故
意
の
双
方
を
認
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
正
当
化
事
情
の
錯
誤
を
「
違
法
性
に
関
す

る
事
実
の
錯
誤
」
と
し
、
構
成
要
件
的
錯
誤
で
も
違
法
性
の
錯
誤
で
も
な
い
「
第
三
の
錯
誤
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
こ
の
立
場
か
ら
、

正
当
化
事
情
の
錯
誤
に
お
い
て
は
、
責
任
故
意
の
要
件
で
あ
る
「
違
法
性
に
関
す
る
事
実
の
表
象
」
が
欠
け
る
の
で
責
任
故
意
を
阻
却
し
、

そ
の
誤
信
に
つ
い
て
過
失
が
あ
れ
ば
過
失
犯
が
成
立
し
う
る
（
9
）

。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
正
犯
者
に
正
当
化
事
情
の
錯
誤
が
あ
れ
ば
故
意
を
阻

却
す
る
の
で
、
そ
の
共
犯
は
成
立
し
な
い
。

⑦　

違
法
性
の
過
失
準
故
意
説

厳
格
故
意
説
を
基
本
と
し
つ
つ
、
罪
と
な
る
べ
き
事
実
の
認
識
が
あ
り
な
が
ら
過
失
に
よ
っ
て
そ
の
行
為
の
違
法
性
を
認
識
し
な
か
っ

た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
「
違
法
性
に
関
す
る
過
失
」
と
し
て
故
意
犯
と
同
一
に
扱
う
。
こ
の
立
場
か
ら
、
正
当
化
事
情
を
認
識
し
な
か
っ

た
こ
と
の
過
失
が
軽
微
で
あ
れ
ば
故
意
犯
の
刑
を
減
軽
し
、
そ
の
過
失
が
さ
ら
に
軽
微
で
あ
れ
ば
そ
の
刑
を
免
除
す
る
（
10
）

。
こ
の
説
に
よ
れ

ば
、
正
犯
者
に
正
当
化
事
情
の
錯
誤
が
あ
り
、
そ
の
事
情
を
誤
認
し
た
こ
と
に
つ
い
て
無
過
失
で
あ
れ
ば
故
意
を
阻
却
す
る
の
で
、
そ
の

共
犯
は
成
立
し
な
い
が
、
正
犯
者
に
そ
の
点
に
つ
い
て
過
失
が
あ
れ
ば
故
意
犯
と
同
一
に
扱
う
の
で
、
そ
の
共
犯
が
成
立
す
る
。

他
方
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
正
当
化
事
情
の
錯
誤
の
取
扱
い
を
め
ぐ
る
議
論
に
変
遷
が
あ
る
。

ラ
イ
ヒ
刑
法
典
（
一
八
七
一
年
）
は
、
構
成
要
件
的
錯
誤
が
故
意
を
阻
却
す
る
旨
の
条
文
（
五
九
条
一
項
（
11
）

）
を
設
け
た
が
、
禁
止
の
錯
誤

（
違
法
性
の
錯
誤
）
に
つ
い
て
は
規
定
を
置
か
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
禁
止
の
錯
誤
と
正
当
化
事
情
の
錯
誤
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
学
説

一
九
四
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情
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共
犯
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否
（
鈴
木
）

（
四
二
七
）

に
お
い
て
も
定
説
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
現
行
刑
法
典
（
一
九
七
五
年
）
は
、（
旧
）
刑
法
五
九
条
一
項
と
同
趣
旨
の
「
行
為
事
情
に
関

す
る
錯
誤
」（
一
六
条
）
の
ほ
か
、
新
た
に
「
禁
止
の
錯
誤
」（
一
七
条
）
の
規
定
を
設
け
た
（
12
）

。
し
か
し
、
正
当
化
事
情
の
錯
誤
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
と
同
様
に
そ
の
解
決
を
判
例
と
学
説
に
委
ね
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
そ
の
後
の
学
説
に
お
い
て
諸
説
が
提
起
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
現
在
の
学
説
に
お
い
て
も
、「
消
極
的
構
成
要
件
要
素
の
理
論
」、「
修
正
さ
れ
た
故
意
説
」、「
厳
格
責
任
説
」、「
制
限
責
任
説
」

等
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
（
13
）

、
制
限
責
任
説
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
さ
ら
に
見
解
の
相
違
が
み
ら
れ
、

次
の
二
説
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
（
14
）

。

①　

故
意
不
法
を
否
定
す
る
制
限
責
任
説
（
狭
義
の
制
限
責
任
説
）

責
任
説
を
前
提
と
し
て
、
刑
法
一
六
条
一
項
に
い
う
「
法
定
構
成
要
件
」
は
、
各
則
の
構
成
要
件
に
記
述
さ
れ
た
犯
罪
類
型
を
意
味
し
、

正
当
化
事
情
に
か
か
る
構
成
要
件
を
含
ま
な
い
の
で
、
正
当
化
事
情
の
錯
誤
に
同
項
を
直
接
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
同
項
を
類

推
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
故
意
不
法
（
故
意
犯
の
違
法
性
）
を
否
定
し
、
正
当
化
事
情
を
誤
認
し
た
こ
と
に
つ
い
て
過
失
が
あ
れ
ば
過
失

犯
が
成
立
し
う
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
正
当
化
事
由
の
要
件
な
い
し
範
囲
を
誤
認
し
た
場
合
は
禁
止
の
錯
誤
で
あ
る
（
15
）

。
こ
の
説
に
よ
れ

ば
、
正
犯
者
に
正
当
化
事
情
の
錯
誤
が
あ
れ
ば
故
意
犯
の
違
法
性
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
制
限
従
属
性
説
を
明
文
で
採
用
す
る
ド
イ
ツ

に
お
い
て
は
（
16
）

、
そ
の
共
犯
は
成
立
し
な
い
。

②　

故
意
責
任
を
否
定
す
る
制
限
責
任
説
（
法
律
効
果
を
指
示
す
る
制
限
責
任
説
・
法
律
効
果
を
制
限
す
る
責
任
説
）

右
の
①
説
と
同
様
に
、
責
任
説
を
前
提
と
し
て
、
正
当
化
事
情
の
錯
誤
に
刑
法
一
六
条
一
項
を
類
推
適
用
し
、
行
為
者
を
故
意
犯
と
し

て
処
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
誤
認
し
た
こ
と
に
つ
い
て
過
失
が
あ
れ
ば
過
失
犯
と
し
て
処
罰
し
う
る
。
し
か
し
、
正
当
化
事
情
の

一
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錯
誤
が
あ
っ
て
も
故
意
不
法
を
阻
却
せ
ず
、
責
任
要
素
と
し
て
の
故
意
責
任
（
故
意
犯
と
し
て
の
非
難
可
能
性
）
が
否
定
さ
れ
る
の
で
、
過

失
犯
と
し
て
処
罰
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
（
17
）

。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
正
犯
者
に
正
当
化
事
情
の
錯
誤
が
あ
っ
て
も
違
法
性
に
は
影
響
し
な
い
の

で
、
そ
の
共
犯
が
成
立
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
右
の
二
説
は
、
責
任
説
を
前
提
と
し
て
正
当
化
事
情
の
錯
誤
に
つ
い
て
故
意
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
点
で
は
同
じ
で
あ

る
が
、
共
犯
の
成
否
に
つ
い
て
は
結
論
を
異
に
す
る
。
②
説
は
、
本
稿
が
問
題
と
す
る
悪
意
の
共
犯
者
の
処
罰
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
動

機
の
一
つ
と
し
て
立
論
さ
れ
も
の
で
あ
る
。

（
2
）　

判
例
の
動
向

わ
が
国
で
は
、
正
当
化
事
情
の
錯
誤
に
つ
い
て
、
大
審
院
・
最
高
裁
が
正
面
か
ら
故
意
阻
却
を
認
め
た
先
例
は
な
い
が
（
18
）

、
下
級
審
の
裁

判
例
に
は
、
誤
想
防
衛
ま
た
は
こ
れ
に
類
似
す
る
事
案
に
つ
い
て
故
意
阻
却
を
認
め
た
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
広
島
高
判
昭
和
三
五

年
六
月
九
日
高
刑
集
一
三
・
五
・
三
九
九
は
、
相
手
が
右
手
を
オ
ー
バ
ー
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
突
っ
込
ん
だ
の
で
、
凶
器
で
襲
撃
さ
れ
る
も
の

と
誤
想
し
た
者
が
、
防
衛
の
た
め
有
り
合
わ
せ
の
木
刀
で
相
手
の
右
手
首
等
を
殴
打
し
て
負
傷
さ
せ
た
と
い
う
「
急
迫
不
正
の
侵
害
の
誤

認
」
の
事
例
に
つ
い
て
故
意
阻
却
を
認
め
（
19
）

、
大
阪
地
判
平
成
二
三
年
七
月
二
二
日
判
タ
一
三
五
九
・
二
五
一
は
、
相
手
か
ら
顔
面
を
手
拳

で
殴
打
さ
れ
る
な
ど
の
暴
行
を
加
え
ら
れ
た
者
が
、
相
手
の
背
後
か
ら
腕
を
首
に
回
し
て
締
め
つ
け
て
窒
息
死
さ
せ
た
が
、
相
手
の
首
を

締
め
て
い
る
と
い
う
認
識
が
な
か
っ
た
と
い
う
「
防
衛
行
為
の
誤
認
」
の
事
例
に
つ
い
て
故
意
阻
却
を
認
め
た
（
20
）

。 一
九
六
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他
方
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
正
当
化
事
情
の
錯
誤
に
つ
い
て
故
意
阻
却
を
認
め
、
あ
る
い
は
故
意
阻
却
の
余
地
が
あ
る
と
し
た
連
邦

通
常
裁
判
所
（
Ｂ
Ｇ
Ｈ
）
の
判
例
が
多
数
あ
る
（
21
）

。
そ
の
基
本
的
な
立
場
を
確
立
し
た
と
さ
れ
る
の
が
次
の
①
判
決
で
あ
る
。

①　

B
G
H
S
t 3,105

（U
rt.v.6.6.1952-1.S

tR
 708/51

）

林
間
学
校
施
設
の
管
理
人
兼
教
育
者
で
あ
っ
た
被
告
人
ら
が
、
規
則
に
違
反
し
て
施
設
か
ら
出
て
他
人
の
オ
ー
ト
バ
イ
に
乗
っ
て
母
親

の
も
と
に
帰
っ
た
生
徒
に
対
し
て
ゴ
ム
ホ
ー
ス
で
殴
打
す
る
な
ど
の
暴
行
を
加
え
た
こ
と
に
つ
い
て
、
懲
戒
権
が
あ
る
と
思
っ
て
い
た
被

告
人
ら
に
傷
害
罪
が
成
立
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、
大
要
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、
同
罪
に
よ
り
有
罪
と
し
た
原
判
決

を
破
棄
し
て
原
審
に
差
し
戻
し
た
。

生
徒
に
過
ち
が
な
い
た
め
に
懲
戒
権
を
行
使
す
る
根
拠
が
お
よ
そ
な
い
の
に
、
事
実
と
し
て
そ
の
よ
う
な
過
ち
が
あ
っ
た
も
の
と
誤

認
し
た
場
合
に
は
、
被
告
人
ら
は
事
実
関
係
に
関
す
る
錯
誤
に
陥
り
、
そ
の
た
め
に
懲
戒
権
が
あ
る
と
誤
信
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の

よ
う
な
事
実
の
錯
誤
に
基
づ
く
正
当
化
事
由
に
関
す
る
錯
誤
は
、
禁
止
の
錯
誤
で
は
な
く
、
事
実
の
錯
誤
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
た
し
か
に
、
行
為
者
の
意
思
は
身
体
的
苦
痛
を
加
え
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
意
思
は
、
本
質
的
に
法
的
な
諸
原

則
の
誤
認
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
い
わ
ん
や
法
的
制
約
の
多
少
と
も
意
識
的
な
無
視
に
基
づ
く
も
の
で
も
な
い
。
真
実
の
事
実
に
つ

い
て
錯
誤
に
陥
っ
て
行
為
す
る
者
は
、
む
し
ろ
そ
の
者
自
身
と
し
て
は
法
に
対
し
て
忠
実
で
あ
る
。
そ
の
行
為
者
は
、
法
の
命
令
に
従

う
意
思
が
あ
る
が
、
単
に
自
己
の
行
為
の
も
と
と
な
っ
た
事
実
関
係
に
関
す
る
錯
誤
に
よ
り
そ
の
目
標
を
見
誤
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
本

件
に
つ
い
て
は
、
故
意
の
傷
害
罪
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
事
実
の
錯
誤
が
回
避
し
う
る
場
合
に
は
、
過
失
に
よ
る
犯
行
が
認
め
ら

れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。

一
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こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
人
ら
が
、
生
徒
の
過
ち
に
よ
り
法
的
に
許
さ
れ
た
懲
戒
が
行
わ
れ
る
と
い
う
事
態
を
正
し
く
認
識
し
た
が
、

そ
の
懲
戒
権
の
性
質
と
範
囲
に
つ
い
て
誤
っ
た
表
象
を
も
っ
た
た
め
に
こ
れ
を
超
え
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
錯
誤
は
禁
止
の
錯

誤
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

本
判
決
は
、
正
当
化
事
情
の
錯
誤
は
結
論
に
お
い
て
事
実
の
錯
誤
と
同
様
に
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
立

場
が
そ
の
後
の
裁
判
例
で
踏
襲
さ
れ
て
い
く
。
近
時
の
判
例
も
、
誤
想
防
衛
に
当
た
る
事
案
に
つ
い
て
故
意
犯
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
を

否
定
し
て
い
る
。
次
の
②
決
定
と
③
判
決
は
そ
の
例
で
あ
る
。

②　

B
G
H
,N
S
tZ
 2011,238

（B
eschl.v.11.8.2010-1.S

tR
 351/10

）

被
告
人
は
、
本
件
犯
行
の
数
分
前
に
、
共
同
住
居
の
一
階
に
お
い
て
、
体
力
に
勝
る
Ｍ
か
ら
手
拳
で
顔
面
を
強
打
さ
れ
る
な
ど
の
暴
行

を
う
け
て
傷
害
を
負
っ
た
。
被
告
人
は
、
警
察
に
電
話
す
る
た
め
に
上
階
に
あ
る
自
分
の
住
居
へ
行
っ
た
が
、
そ
の
後
、
住
居
の
玄
関
付

近
に
い
る
自
分
の
女
友
達
も
Ｍ
か
ら
危
害
を
加
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
に
な
り
、
台
所
用
ナ
イ
フ
を
手
に
取
っ
て
一
階
へ
降
り

よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
被
告
人
は
、
す
で
に
喧
嘩
を
終
え
た
と
思
い
、
上
階
の
自
分
の
住
居
に
行
こ
う
と
し
て
い
た
Ｍ
と
い
き
な
り
顔
を

あ
わ
せ
た
。
被
告
人
は
、
Ｍ
が
近
づ
い
て
く
る
の
で
、
新
た
な
暴
行
が
差
し
迫
っ
て
い
る
も
の
と
思
い
、
ナ
イ
フ
を
振
っ
て
Ｍ
の
首
に
切

傷
を
与
え
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
原
審
は
、
被
告
人
を
危
険
な
傷
害
罪
（
刑
法
二
二
四
条
）
に
よ
り
有
罪
と
し
た
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
こ
れ
を
破

棄
し
、
大
要
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
原
審
に
差
し
戻
し
た
。

相
手
方
の
侵
害
の
存
在
ま
た
は
防
衛
の
必
要
性
に
関
す
る
行
為
者
の
錯
誤
は
、
正
当
化
事
情
の
錯
誤
で
あ
り
、
故
意
行
為
に
よ
る
処

一
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罰
は
認
め
ら
れ
な
い
（
刑
法
一
六
条
一
項
一
文
）
…
。

被
告
人
が
差
し
迫
っ
た
侵
害
が
あ
る
と
思
っ
た
と
い
う
事
実
を
基
礎
に
す
れ
ば
、
本
件
で
被
告
人
が
選
択
し
た
防
衛
は
必
要
な
も
の

で
あ
っ
た
。
原
則
と
し
て
被
侵
害
者
は
、
自
分
の
と
り
う
る
、
そ
の
危
険
を
即
時
か
つ
決
定
的
に
排
除
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
防
衛

手
段
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
体
力
の
劣
る
被
告
人
は
、
所
持
し
て
い
た
ナ
イ
フ
以
外
の
防
衛
手
段
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
被

告
人
は
こ
の
状
況
に
お
い
て
、
す
で
に
先
行
の
喧
嘩
に
よ
っ
て
左
眼
に
出
血
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
Ｍ
の
そ
れ
以
上
の
殴
打
を
甘
受
す

る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
…
被
告
人
が
事
実
の
錯
誤
に
基
づ
い
て
、
ナ
イ
フ
の
使
用
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
刑

法
一
六
条
を
準
用
し
て
傷
害
の
故
意
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
決
定
は
、
侵
害
の
存
在
ま
た
は
防
衛
の
必
要
性
に
関
す
る
錯
誤
は
正
当
化
事
情
の
錯
誤
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
そ
の
錯
誤
に

つ
い
て
、「
刑
法
一
六
条
を
準
用
し
て
傷
害
の
故
意
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
故
意
不
法
を
否
定
す
る
制
限
責
任
説

を
採
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

③　

B
G
H
,N
S
tZ
 2012,272

（U
rt.v.2.11.2011-2 S

tR
 375/11

）

被
告
人
が
メ
ン
バ
ー
と
し
て
所
属
す
る
暴
走
族
グ
ル
ー
プ
Ｈ
は
、
暴
走
族
グ
ル
ー
プ
Ｂ
と
激
し
い
対
立
関
係
に
あ
り
、
Ｂ
の
メ
ン
バ
ー

が
Ｈ
の
メ
ン
バ
ー
を
襲
撃
す
る
計
画
を
立
て
て
い
る
と
い
う
う
わ
さ
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
被
告
人
は
そ
の
襲
撃
が
あ
る
も
の
と
確
信
し

て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
、
Ｈ
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
脅
迫
事
件
を
捜
査
し
て
い
た
捜
査
機
関
は
、
裁
判
所
の
捜
索
決
定
を
受
け
て
被
告
人
方
の

捜
索
に
着
手
す
る
こ
と
と
し
た
。
某
日
午
前
六
時
こ
ろ
、
武
装
し
た
警
察
官
一
〇
人
が
被
告
人
の
家
屋
に
対
す
る
捜
索
を
開
始
し
、
警
察

一
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官
Ｋ
が
ド
ア
の
前
に
器
械
を
設
置
し
て
ド
ア
を
こ
じ
開
け
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
気
づ
い
た
被
告
人
は
、
Ｂ
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
襲
撃
が

始
ま
っ
た
も
の
と
誤
信
し
、
人
に
当
た
っ
て
も
や
む
を
え
な
い
と
思
い
な
が
ら
、
ド
ア
の
外
の
人
影
に
向
け
て
銃
弾
を
発
射
し
て
Ｋ
を
死

に
至
ら
せ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
原
審
は
、
被
告
人
を
殺
人
罪
（
刑
法
二
一
二
条
）
等
に
よ
り
有
罪
と
し
た
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
こ
れ
を
破
棄
し
、

以
下
の
理
由
に
よ
り
殺
人
に
つ
い
て
は
誤
想
防
衛
に
よ
り
無
罪
で
あ
る
と
し
た
。

被
告
人
に
正
当
化
事
情
の
錯
誤
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
刑
法
一
六
条
一
項
一
文
を
準
用
し
て
故
意
責
任
を
阻
却

す
る
。

被
告
人
は
、
敵
対
す
る
Ｂ
の
襲
撃
が
あ
っ
た
と
思
っ
た
。
彼
は
、
多
数
の
武
装
し
た
侵
害
者
が
こ
と
の
ほ
か
攻
撃
的
な
行
動
を
と
っ

て
い
る
と
思
っ
た
の
で
、
彼
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
侵
害
者
ら
が
ド
ア
を
破
っ
て
侵
入
が
す
ぐ
に
始
ま
り
そ
う
に
な
っ
た
時
点
で
、
そ

の
脅
威
が
差
し
迫
っ
て
い
た
。
被
告
人
の
誤
認
し
た
こ
と
が
事
実
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
人
に
向
け
て
す
ぐ
に
銃
器
を
用
い
た
こ
と
は
、

必
要
な
防
衛
行
為
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

あ
る
者
が
違
法
に
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
原
則
と
し
て
、
そ
の
危
険
を
決
定
的
に
排
除
し
う
る
防
衛
手
段
を
選
択
す
る

権
限
を
も
つ
。
被
侵
害
者
は
、
防
衛
の
効
果
が
疑
わ
し
い
場
合
に
は
、
よ
り
危
険
で
な
い
防
衛
手
段
を
用
い
る
こ
と
を
甘
受
す
る
必
要

は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
銃
器
の
使
用
に
も
当
て
は
ま
る
。
被
告
人
が
ド
ア
越
し
に
銃
弾
を
発
射
し
た
こ
と
は
、
彼
の
立
場
か
ら
み
て
必

要
な
防
衛
行
為
で
あ
っ
た
。
こ
の
錯
誤
に
よ
り
故
意
責
任
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

本
判
決
は
、
誤
想
防
衛
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、「
刑
法
一
六
条
一
項
一
文
を
準
用
し
て
故
意
責
任
（V

orsatzschuld

）
を
阻
却
す
る
」
と

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
故
意
責
任
を
否
定
す
る
制
限
責
任
説
に
立
っ
た
も
の
解
す
る
余
地
が
あ
る
。

二
〇
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こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
近
時
の
判
例
は
、
正
当
化
事
情
の
錯
誤
に
つ
い
て
、
刑
法
一
六
条
一
項
の
類
推
適
用
に
よ
り
結
論
に
お
い
て

故
意
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
が
、
故
意
不
法
を
否
定
す
る
制
限
責
任
説
と
故
意
責
任
を
否
定
す
る
制
限
責
任
説
の
い
ず
れ
に
よ
る
も
の
か

は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
（
22
）

。

2
．
正
犯
の
故
意
と
共
犯
の
成
否

本
稿
が
掲
げ
た
共
犯
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
ま
ず
、
正
当
化
事
情
の
錯
誤
を
ど
の
よ
う
に
論
ず
べ
き
か
に
つ
い
て
論
者
の
態
度
を

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
見
は
、
故
意
は
構
成
要
件
要
素
で
あ
り
主
観
的
違
法
要
素
で
も
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
、
以
下
の

理
由
で
制
限
責
任
説
を
支
持
し
た
い
と
考
え
る
。

ま
ず
、
消
極
的
構
成
要
件
要
素
の
理
論
は
、
構
成
要
件
と
違
法
性
を
「
全
不
法
構
成
要
件
」
に
統
合
す
る
犯
罪
論
を
前
提
と
し
て
、
正

当
化
事
情
を
「（
法
定
）
構
成
要
件
」
に
含
め
、
そ
の
錯
誤
を
構
成
要
件
的
錯
誤
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
故
意
阻
却
の
結
論
を
導
く
。

し
か
し
、
構
成
要
件
と
違
法
性
は
別
個
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
構
成
要
件
は
違
法
行
為
を
類
型
化
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、「（
法
定
）

構
成
要
件
」
は
刑
法
各
則
中
に
記
述
さ
れ
た
不
法
を
基
礎
づ
け
る
要
素
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
例
外
的
な
場
合
に
正
当
化
を
認

め
る
要
件
と
は
質
的
に
異
な
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

次
に
、
厳
格
故
意
説
に
対
し
て
は
、
違
法
性
の
意
識
を
欠
く
常
習
犯
や
確
信
犯
を
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
確
定
的
な
違
法

性
の
意
識
を
立
証
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
刑
法
三
八
条
三
項
は
「
あ
て
は
め
の
錯
誤
」
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
不
合

理
な
解
釈
を
採
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
等
の
周
知
の
批
判
の
ほ
か
、
違
法
性
の
意
識
な
い
し
そ
の
可
能
性
を
故
意
の
要
素
と
す
る
故
意

二
〇
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説
の
前
提
自
体
に
疑
問
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
目
的
的
行
為
論
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
行
為
の
本
質
的
要
素
は
行
為
意
思
（
目
的

性
）
に
あ
る
の
で
、
故
意
は
主
観
的
構
成
要
件
要
素
で
あ
り
、
違
法
性
の
意
識
は
故
意
の
要
素
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
違
法
性
の
評

価
の
対
象
と
な
る
故
意
が
評
価
と
し
て
の
違
法
性
を
そ
の
認
識
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
論
理
矛
盾
で
あ
り
、
違
法
性
の
意
識
な
い
し
そ
の

可
能
性
は
、
そ
れ
が
あ
る
ゆ
え
に
行
為
者
を
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
責
任
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

違
法
性
の
意
識
な
い
し
そ
の
可
能
性
を
、
故
意
・
過
失
と
は
別
個
独
立
の
、
両
者
に
共
通
の
責
任
要
素
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

制
限
故
意
説
に
対
し
て
も
、
故
意
説
に
対
す
る
右
の
批
判
の
ほ
か
、
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
と
い
う
程
度
概
念
を
故
意
の
存
否
の
判

断
に
持
ち
込
む
こ
と
に
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
同
説
は
行
為
の
違
法
性
を
知
り
え
な
か
っ
た
場
合
に
は
過
失
犯
の
成
立
を
も
否
定
す
る
が
、

そ
う
解
す
る
の
は
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
を
故
意
犯
と
過
失
犯
に
共
通
の
責
任
要
素
と
す
る
責
任
説
の
前
提
を
承
認
す
る
も
の
と
い
え

よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
目
的
的
行
為
論
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
厳
格
責
任
説
が
、
違
法
性
の
意
識
を
故
意
概
念
か
ら
切
り
離
し
て
責
任
の
要
素
と

し
た
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
が
、
そ
の
論
拠
と
さ
れ
る
「
構
成
要
件
的
故
意
の
提
訴
機
能
」
の
理
解
に
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
正
当
化
事
情
を
誤
認
し
た
行
為
者
は
、
そ
の
者
の
認
識
に
よ
れ
ば
許
さ
れ
る
行
為
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
際
に
与
え
ら
れ

る
「
自
己
の
認
識
の
前
提
と
な
っ
た
事
実
を
確
認
す
べ
き
契
機
」
は
、
た
と
え
ば
「
認
識
あ
る
過
失
」
の
行
為
者
が
も
つ
べ
き
注
意
義
務

と
質
的
に
異
な
る
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
正
当
化
事
情
を
誤
認
す
る
者
の
多
く
は
、
正
当
防
衛
等
の
緊
急
状
況
、
あ
る
い
は
利

益
衝
突
の
状
況
に
直
面
し
て
い
る
と
誤
信
し
て
い
る
の
で
、
提
訴
機
能
が
働
き
に
く
い
心
理
状
態
に
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
厳
格
責
任
説
は
故
意
と
過
失
の
質
的
差
異
を
看
過
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
周
知
の
批
判
に
は
、
も
っ
と
も
な
理
由
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
厳
格
責
任
説
は
、
た
と
え
ば
誤
想
防
衛
に
よ
り
他
人
の
器
物
を
損
壊
し
た
事
例
の
よ
う
に
、
過
失
犯
の
処
罰
規
定
が
な

二
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い
場
合
に
処
罰
の
間
隙
が
生
ず
る
こ
と
を
懸
念
す
る
が
、
一
般
予
防
の
観
点
か
ら
も
特
別
予
防
の
観
点
か
ら
も
、
民
事
上
の
損
害
賠
償
責

任
を
超
え
る
ほ
ど
の
処
罰
の
必
要
性
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
第
三
の
錯
誤
説
に
対
し
て
は
、
構
成
要
件
該
当
事
実
の
認
識
と
そ
れ
に
対
す
る
非
難
を
概
念
上
区
別
し
た
こ
と
は
妥
当
で
あ

る
が
、
違
法
性
に
関
す
る
事
実
の
表
象
を
最
終
的
に
故
意
の
概
念
中
に
包
摂
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
故
意
説
に
対
す
る
批
判
と
同
様
の

批
判
を
免
れ
な
い
。
ま
た
、
違
法
性
の
過
失
準
故
意
説
に
つ
い
て
は
、
正
当
化
事
情
を
誤
認
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
過
失
の
有
無
・
程
度

に
応
じ
た
処
罰
の
可
能
性
を
追
求
し
た
こ
と
は
適
切
で
あ
る
が
、
違
法
性
の
過
失
を
故
意
に
準
じ
て
取
り
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
や
は

り
故
意
と
過
失
の
質
的
差
異
を
看
過
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
批
判
が
向
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ド
イ
ツ
の
制
限
責
任
説
と
し
て
紹
介
し
た
①
故
意
不
法
を
否
定
す
る
制
限
責
任
説
と
②
故
意
責
任
を
否
定
す
る
制
限
責
任
説
は
、
い
ず

れ
も
責
任
説
に
立
ち
な
が
ら
故
意
犯
の
成
立
を
否
定
し
、
結
論
に
お
い
て
過
失
犯
処
罰
の
可
能
性
を
認
め
る
点
で
共
通
で
あ
る
が
、
正
当

化
事
情
の
錯
誤
に
お
い
て
故
意
不
法
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
見
解
を
異
に
す
る
。

ま
ず
、
①
説
に
よ
れ
ば
、
故
意
不
法
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
行
為
者
が
客
観
的
構
成
要
件
を
認
識
す
る
と
と
も
に
正
当
化
事
情
を

認
識
し
て
い
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
通
常
の
（
正
当
化
事
情
の
錯
誤
の
な
い
）
故
意
犯
に
お
い
て
は
、
行
為
者
が
客
観
的
構
成
要
件
を

認
識
し
て
い
れ
ば
、
違
法
性
阻
却
事
由
が
な
い
か
ぎ
り
、
行
為
者
が
法
的
に
否
認
さ
れ
た
こ
と
を
行
っ
て
故
意
不
法
を
実
現
し
た
こ
と
が

確
定
す
る
。
し
か
し
、
行
為
者
が
正
当
化
事
情
を
誤
認
し
て
い
る
場
合
に
は
、
主
観
面
に
お
い
て
は
「
法
に
対
し
て
忠
実
に
」
行
為
し
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
錯
誤
は
価
値
的
に
み
て
構
成
要
件
的
錯
誤
と
同
視
さ
れ
る
の
で
、
刑
法
一
六
条
一
項
の
類
推
適
用
に
よ

り
故
意
不
法
を
阻
却
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

二
〇
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
三
六
）

こ
れ
に
対
し
て
、
②
説
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
客
観
的
構
成
要
件
の
認
識
を
も
っ
て
故
意
と
す
る
責
任
説
を
前
提
と

す
る
な
ら
ば
、
客
観
的
構
成
要
件
の
認
識
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
故
意
不
法
を
否
定
す
る
の
は
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
行
為
者
が
正
当
化

事
情
を
誤
認
し
て
い
て
も
故
意
を
阻
却
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
故
意
不
法
を
実
現
し
た
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
正
当
化
事
情
を
誤
認
し
て
い
る
場
合
に
は
、
行
為
者
に
対
す
る
非
難
可
能
性
と
し
て
の
故
意
責
任
を
阻
却
な
い
し
減
少
さ
せ
る

こ
と
を
理
由
と
し
て
、
刑
法
一
六
条
一
項
二
文
の
法
律
効
果
（
過
失
犯
と
し
て
の
処
罰
）
を
類
推
適
用
す
る
べ
き
で
あ
る
。
実
際
の
適
用
に

お
い
て
も
、
①
説
に
よ
れ
ば
身
分
犯
や
自
手
犯
の
共
犯
者
を
不
可
罰
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
重
大
な
処
罰
の
欠
缺
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に

な
る
、
と
（
23
）

。
こ
の
説
は
、
故
意
は
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
と
と
も
に
責
任
要
素
で
も
あ
る
と
す
る
「
故
意
の
二
重
機
能
」
を
認
め
る
立
場

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
故
意
は
行
為
者
の
意
思
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
不
法
と
と
も
に
、
行
為
者
の
心
情
無
価
値
と
し
て
の
責
任
を

特
徴
づ
け
る
が
、
正
当
化
事
情
を
誤
認
し
て
い
る
行
為
者
に
は
、
不
注
意
に
よ
り
誤
認
し
た
点
に
心
情
無
価
値
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
過

失
を
理
由
と
す
る
責
任
非
難
が
可
能
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
正
当
化
事
情
を
誤
認
し
た
行
為
者
に
は
、
自
己
の
行
為
に
適
用
さ

れ
る
許
容
命
題
が
存
在
す
る
か
否
か
を
確
認
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
過
失
犯
と
同
様
の
非
難
が
向
け
ら
れ
る
と
解
す
る
の
で
あ

る
（
24
）

。私
見
は
、
正
当
化
事
情
の
誤
認
に
故
意
不
法
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
②
説
の
主
張
者
は
、
行
為
者
は
構
成
要
件
に
該

当
す
る
事
実
を
認
識
し
て
い
る
の
で
、「
構
成
要
件
的
故
意
の
提
訴
機
能
」
は
完
全
な
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
（
25
）

、
あ
る
い
は
自
己
の
行
為

に
適
用
さ
れ
る
許
容
命
題
が
存
在
す
る
か
否
か
を
確
認
す
べ
き
「
法
定
構
成
要
件
の
警
告
機
能
」
は
そ
の
者
に
届
い
て
い
る
（
26
）

、
と
い
う
。

し
か
し
、
故
意
不
法
は
、
法
秩
序
の
立
場
か
ら
不
法
と
評
価
さ
れ
る
事
態
を
目
的
と
し
て
行
為
す
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か

二
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ら
、
既
述
の
よ
う
に
、
正
当
化
事
情
の
誤
認
の
実
態
は
し
か
る
べ
き
注
意
を
欠
い
た
こ
と
に
あ
る
と
み
る
以
上
、
そ
こ
に
は
過
失
犯
の
不

法
し
か
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
②
説
が
、
構
成
要
件
と
違
法
性
の
段
階
で
故
意
犯
の
要
件
を
認
め
な
が
ら
、
責
任
な
い
し

法
律
効
果
に
お
い
て
突
如
と
し
て
過
失
犯
へ
の
転
換
を
認
め
る
の
は
、
犯
罪
論
の
体
系
的
構
造
を
見
誤
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
免

れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
責
任
説
を
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
、
正
当
化
事
情
の
錯
誤
に
一
六
条
を
類
推
適
用
し
て
故
意
不
法
を
否
定

す
る
①
説
の
説
明
が
、
も
っ
と
も
簡
明
で
説
得
力
の
あ
る
理
論
構
成
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

で
は
、
こ
の
立
場
か
ら
、
正
当
化
事
情
を
誤
認
し
た
者
の
行
為
に
関
与
し
た
共
犯
者
を
処
罰
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
共
犯
の
成
否
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
い
ず
れ
も
共
犯
が
成
立
す
る
に
は
正
犯
行
為
が
故
意
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
す
る
前
提
（
い
わ
ゆ
る
「
故
意
従
属
性
」）
に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
刑
法
が
明
文
で
規
定
し
た
故
意
従
属
性
は
、
旧
刑
法
に
は
な
く
、
一
九
六
二
年
の
政
府
草
案
（
三
〇
条
、
三
一
条
一

項
）
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
六
六
年
の
刑
法
草
案
総
則
対
案
（
二
八
条
一
項
、
二
九
条
一
項
）
は
、

故
意
の
な
い
正
犯
者
の
行
為
が
違
法
で
あ
る
か
否
か
は
学
説
上
争
わ
れ
て
い
る
の
で
、
立
法
に
よ
っ
て
共
犯
成
立
の
可
能
性
を
排
除
す
べ

き
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
う
し
た
強
引
な
解
釈
を
す
る
刑
事
政
策
上
の
必
要
性
も
な
い
と
し
て
、
故
意
従
属
性
を
規
定
し
な
い
こ
と
と
し

た
。
し
か
し
、
連
邦
議
会
の
刑
法
特
別
委
員
会
は
、
故
意
の
な
い
正
犯
に
対
す
る
共
犯
に
ま
で
可
罰
性
を
拡
張
す
る
の
は
適
切
で
な
く
、

ま
た
、
過
失
の
正
犯
に
対
す
る
故
意
の
共
犯
は
原
則
と
し
て
間
接
正
犯
と
し
て
処
罰
し
う
る
と
考
え
た
。
そ
の
際
に
、
自
手
犯
や
身
分
犯

な
ど
、
間
接
正
犯
が
成
立
し
な
い
場
合
に
処
罰
の
間
隙
が
生
ず
る
と
い
う
問
題
が
意
識
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
必
ず

し
も
明
確
な
結
論
が
示
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
（
27
）

。
こ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
て
か
、
正
当
化
事
情
の
錯
誤
と
共
犯
の
成

二
〇
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否
を
論
ず
る
際
に
、
共
犯
処
罰
の
た
め
に
は
必
ず
し
も
正
犯
の
故
意
不
法
を
必
要
と
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
刑
法
二
六
条
、
二
七
条
の
「
故

意
に
よ
り
」
を
刑
法
一
六
条
一
項
の
「
故
意
に
」
と
異
な
っ
た
意
味
で
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
そ
の
主
旨
を
要

約
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

﹇
事
例
2
﹈
の
Ｔ
の
よ
う
な
、
正
当
化
事
情
を
誤
認
し
た
特
別
義
務
者
（
身
分
者
）
が
不
処
罰
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
者
が
欺
罔
の
被
害

者
と
な
っ
た
た
め
に
答
責
性
を
免
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
者
を
欺
罔
し
、
し
た
が
っ
て
二
重
の
答
責
性
を
負
う
べ
き
教
唆
者

を
同
様
に
不
処
罰
と
す
る
の
は
刑
事
政
策
的
に
間
違
っ
て
い
る
。
故
意
従
属
性
を
規
定
し
た
立
法
目
的
は
可
罰
性
の
過
度
の
拡
大
を
防
止

す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
は
、
正
犯
に
構
成
要
件
的
故
意
が
あ
れ
ば
共
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と

解
し
て
も
、
立
法
目
的
は
十
分
に
達
せ
ら
れ
る
。
同
一
の
文
言
を
目
的
論
的
に
異
な
っ
た
意
味
で
理
解
す
る
こ
と
は
、
刑
法
解
釈
に
お
い

て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
、
と
（
28
）

。

こ
の
指
摘
は
、
故
意
従
属
性
を
明
文
で
規
定
し
て
い
な
い
わ
が
国
の
解
釈
論
に
も
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
通
説
は
過
失
犯
の
共
犯
（
過
失
犯
に
対
す
る
故
意
の
共
犯
）
に
つ
い
て
消
極
説
に
立
っ
て
お
り
、
判
例
に
お

い
て
も
こ
れ
を
積
極
に
解
し
た
裁
判
例
は
な
い
。
他
方
で
、
限
縮
的
正
犯
概
念
を
前
提
と
し
て
間
接
正
犯
を
可
及
的
に
教
唆
犯
に
組
み
入

れ
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
、
こ
れ
を
積
極
に
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
学
説
も
以
前
か
ら
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
（
29
）

。
近
年
に
お
い
て

も
、
た
と
え
ば
教
唆
犯
と
間
接
正
犯
の
錯
誤
に
つ
い
て
、
両
者
の
構
成
要
件
的
重
な
り
合
い
を
認
め
な
い
立
場
か
ら
故
意
従
属
性
を
否
定

す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
や
（
30
）

、
正
犯
者
が
過
失
致
死
行
為
を
行
っ
て
い
る
際
に
、
死
の
結
果
発
生
を
予
見
し
つ
つ
そ
の
行
為
を
心
理
的

二
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正
当
化
事
情
の
錯
誤
と
共
犯
の
成
否
（
鈴
木
）

（
四
三
九
）

に
促
進
し
た
者
に
過
失
致
死
幇
助
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
31
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
消
極
説
か
ら
は
、
限
縮
的
正
犯
概
念

は
「
自
然
主
義
的
ド
グ
マ
」
で
あ
っ
て
そ
の
規
範
的
な
論
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
主
張
者
は
実
行
行
為
概
念
を
狭
く

限
定
す
る
こ
と
の
代
償
と
し
て
無
限
定
な
「
拡
張
的
共
犯
論
」
に
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
む
し
ろ
故
意
従
属
性
は
主
観

面
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
る
違
法
範
囲
の
限
定
と
明
確
化
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
（
32
）

。

私
見
に
よ
れ
ば
、
故
意
従
属
性
を
必
要
と
す
る
論
拠
は
、
消
極
説
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
法
治
国
家
的
な
観
点
か
ら
共
犯
の
処
罰
範
囲

を
限
定
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
、
共
犯
成
立
の
前
提
と
し
て
正
犯
の
故
意
を
必
要
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
当
化
事
情
を
誤
認

し
て
い
る
正
犯
者
に
関
与
す
る
共
犯
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
一
部
の
論
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
故
意
従
属
性
の
「
故
意
」
を

正
犯
の
故
意
不
法
と
解
す
る
必
然
性
は
な
い
と
考
え
る
。
た
し
か
に
、
正
当
化
事
情
を
誤
認
し
た
正
犯
者
に
故
意
不
法
を
認
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
そ
の
錯
誤
を
知
り
つ
つ
こ
れ
に
関
与
す
る
共
犯
者
は
、
正
犯
が
構
成
要
件
該
当
行
為
に
出
る
こ
と
を
利
用
し
て
自
己
の
不

法
を
実
現
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
可
罰
性
を
否
定
す
る
理
由
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
正
当
化
事
情
を
誤
認
し

た
正
犯
者
の
「
故
意
」
と
、
そ
れ
に
対
す
る
共
犯
の
成
立
要
件
と
し
て
の
正
犯
者
の
「
故
意
」
を
同
等
に
扱
う
こ
と
こ
そ
、
正
当
化
事
情

の
錯
誤
の
実
態
を
見
誤
る
も
の
と
い
え
よ
う
（
33
）

。

こ
う
し
た
理
解
に
基
づ
い
て
﹇
事
例
1
﹈
を
み
る
と
、
Ｏ
の
不
正
な
侵
害
が
あ
る
も
の
と
誤
信
し
た
Ｔ
に
つ
い
て
は
、
故
意
不
法
を
否

定
す
る
制
限
責
任
説
に
よ
れ
ば
傷
害
罪
の
故
意
不
法
が
否
定
さ
れ
て
同
罪
は
成
立
せ
ず
、
誤
認
し
た
こ
と
に
つ
い
て
過
失
が
あ
れ
ば
過
失

傷
害
罪
（
刑
法
二
〇
九
条
）
と
し
て
処
罰
さ
れ
、
そ
の
点
に
つ
い
て
過
失
が
な
け
れ
ば
不
可
罰
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
幇
助
し
た
Ｘ

に
つ
い
て
は
、
正
犯
者
に
構
成
要
件
的
故
意
が
あ
れ
ば
そ
の
共
犯
が
成
立
す
る
の
で
、
傷
害
罪
の
幇
助
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

二
〇
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
四
〇
）

﹇
事
例
2
﹈
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
秘
密
漏
示
罪
の
「
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
」
の
法
的
性
質
が
問
題
に
な
る
。
わ
が
国
で
は
、「
正

当
な
理
由
」
が
あ
れ
ば
構
成
要
件
該
当
性
を
欠
く
と
解
す
る
少
数
説
が
あ
る
が
、
通
説
は
こ
れ
を
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
理
解
す
る
（
34
）

。

思
う
に
、
同
罪
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
が
第
三
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
他
人
の
秘
密
を
漏
示
す
る
場
合
や
、
訴
訟
手
続
上
の
証
人

が
証
言
の
中
で
他
人
の
秘
密
を
漏
示
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
具
体
的
事
案
に
即
し
た
微
妙
な
利
益
衡
量
が
求
め
ら
れ
る
場
面
が
多
い
の
で
、

そ
の
判
断
は
類
型
的
な
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
に
な
じ
ま
ず
、
こ
れ
を
違
法
性
阻
却
事
由
と
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
秘
密
の
主
体
た
る
本
人
の
同
意
が
あ
る
も
の
と
誤
認
し
て
漏
示
し
た
場
合
は
、
正
当
化
事
情
の
錯
誤
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

で
は
、
人
に
秘
密
の
主
体
た
る
本
人
の
同
意
が
あ
る
も
の
と
誤
信
さ
せ
て
漏
示
さ
せ
た
者
の
罪
責
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
が
二
件
あ
る
。

①　

B
G
H
S
t 4,355

（U
rt.v.1.10.1953-4.S

tR
 224/53

）

被
告
人
は
、
妻
に
対
す
る
離
婚
訴
訟
を
提
起
す
る
際
に
、
か
つ
て
妻
が
結
婚
前
に
流
産
し
た
こ
と
が
あ
る
と
告
げ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

そ
の
経
緯
を
探
り
出
そ
う
と
考
え
、
当
時
の
妻
の
医
師
に
対
し
て
そ
の
診
断
所
見
を
求
め
る
旨
の
厳
封
の
文
書
を
送
付
し
た
の
で
、
こ
れ

を
見
た
医
師
は
、
同
女
の
現
在
の
担
当
医
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
も
の
と
誤
認
し
て
、
医
師
の
慣
行
に
従
っ
て
そ
の
所
見
を
開
示

し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
原
審
は
、
被
告
人
を
医
師
に
よ
る
職
業
上
の
秘
密
を
侵
害
す
る
罪
（
旧
刑
法
三
〇
〇
条
）
の
教
唆
犯
と
し
て
有
罪
と

し
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
も
大
要
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
原
審
の
判
断
を
是
認
し
た
。

原
判
決
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
同
罪
に
対
す
る
教
唆
の
外
形
的
な
構
成
要
件
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
被
告
人
は
医
師
に
対
し
て
、

二
〇
八



正
当
化
事
情
の
錯
誤
と
共
犯
の
成
否
（
鈴
木
）

（
四
四
一
）

そ
の
問
い
合
わ
せ
が
職
業
上
の
性
質
を
有
す
る
か
の
ご
と
き
錯
誤
を
惹
起
す
る
こ
と
に
よ
り
、
妻
の
診
断
所
見
を
権
限
な
く
開
示
す
る

よ
う
決
意
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
…
医
師
は
（
旧
）
刑
法
五
九
条
の
行
為
事
情
の
錯
誤
に
よ
り
職
業
上
の
秘
密
を
開
示
し
た
こ
と
に
つ

い
て
責
任
は
な
い
（schuldlos

）
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
被
告
人
を
そ
の
教
唆
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

本
判
決
は
、
医
師
の
誤
認
を
構
成
要
件
的
錯
誤
と
し
て
故
意
責
任
を
否
定
し
、
一
九
四
三
年
に
制
限
従
属
性
を
認
め
る
趣
旨
で
導
入
さ

れ
た
旧
刑
法
四
八
条
﹇
教
唆
犯
﹈
の
文
言
（「
刑
罰
に
よ
っ
て
威
嚇
さ
れ
た
行
為
」）
に
従
っ
て
、
被
告
人
を
そ
の
教
唆
犯
と
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

②　

O
L
G
 K
öln,M

D
R
 1962,591

（B
eschl.v.19.10.1961-Z

s 859/60

）

ハ
ン
タ
ー
の
散
弾
銃
に
よ
っ
て
負
傷
し
た
女
性
が
、
大
学
病
院
に
お
い
て
医
師
Ａ
の
治
療
を
受
け
た
と
こ
ろ
、
同
ハ
ン
タ
ー
の
保
険
会

社
の
社
員
Ｂ
が
、
同
女
の
傷
害
の
程
度
と
そ
の
予
後
を
知
ろ
う
と
企
て
、
Ａ
に
対
し
て
同
女
の
同
意
が
あ
る
旨
の
虚
偽
の
説
明
を
し
て
診

断
所
見
を
求
め
た
の
で
、
Ａ
が
そ
の
診
断
書
を
提
示
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
検
察
官
が
Ａ
、
Ｂ
に
対
す
る
刑
事
手
続
を
停
止
し
た
の
で
、

同
女
は
Ａ
の
行
為
が
医
師
の
守
秘
義
務
に
違
反
す
る
と
い
う
理
由
で
、
両
者
の
処
罰
を
求
め
て
裁
判
所
に
起
訴
す
る
よ
う
申
し
立
て
た
。

こ
れ
に
つ
い
てO

L
G
 K
öln

は
、
大
要
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
同
女
の
申
立
て
を
認
め
な
か
っ
た
。

職
業
上
の
秘
密
を
侵
害
す
る
罪
の
「
権
限
な
く
」（unbefugt
）
は
、「
当
事
者
の
同
意
な
く
」
と
同
義
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
患

者
が
診
断
書
の
提
示
に
同
意
し
た
と
い
う
医
師
の
誤
認
は
、
行
為
事
情
に
関
す
る
錯
誤
と
し
て
故
意
を
阻
却
し
、
医
師
に
過
失
が
あ
っ

て
も
（
同
罪
の
過
失
犯
処
罰
規
定
は
存
在
し
な
い
の
で
）
そ
の
処
罰
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
患
者
の
同
意
が
あ
る
と
い
う
欺
罔
に
よ
っ

て
医
師
に
職
業
上
の
秘
密
を
侵
害
さ
せ
た
者
は
、
非
故
意
的
な
行
為
に
対
す
る
教
唆
と
し
て
不
可
罰
で
あ
る
。（
旧
）
刑
法
三
〇
〇
条
は
、

二
〇
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
四
二
）

職
業
上
の
秘
密
の
探
知
（A

usspähen

）
を
罰
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
漏
示
（V
errat

）
を
罰
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
Ｂ
が
み
ず
か
ら

患
者
の
カ
ル
テ
を
覗
い
て
そ
の
秘
密
を
探
知
し
て
も
処
罰
さ
れ
な
い
の
と
同
様
に
、
Ａ
を
欺
罔
し
て
探
知
し
た
場
合
に
も
処
罰
さ
れ
な

い
。

本
決
定
は
、
秘
密
の
主
体
た
る
女
性
の
同
意
が
あ
る
も
の
と
誤
信
し
た
Ａ
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
構
成
要
件
的
錯
誤
と
し
て
故
意
阻
却
を

認
め
、
Ｂ
に
つ
い
て
は
、
非
故
意
的
な
行
為
に
対
す
る
共
犯
を
否
定
し
て
、「
漏
示
」
行
為
の
教
唆
に
当
た
る
「
探
知
」
行
為
を
不
可
罰

と
し
た
点
に
特
徴
が
あ
る
（
35
）

。

こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
判
例
は
、
秘
密
の
主
体
た
る
本
人
の
同
意
が
あ
る
も
の
と
誤
信
し
た
こ
と
を
構
成
要
件
的
錯
誤
と
す
る
が
、

そ
の
共
犯
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
一
律
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
現
在
の
学
説
で
は
、
刑
法
二
〇
三
条
﹇
私
的
秘
密
の
侵
害
﹈

等
の
行
為
は
当
事
者
に
重
大
な
利
益
の
喪
失
を
も
た
ら
す
の
で
、
わ
が
国
の
通
説
と
同
様
に
、
同
条
に
い
う
「
権
限
な
く
」
を
「
不
法

に
」
あ
る
い
は
「
違
法
に
」
と
同
義
に
解
し
て
、
そ
の
誤
認
を
正
当
化
事
情
の
錯
誤
と
解
す
る
論
者
が
多
い
（
36
）

。

こ
の
立
場
か
ら
﹇
事
例
2
﹈
を
み
る
と
、
秘
密
の
主
体
Ｏ
の
同
意
が
あ
る
も
の
と
誤
信
し
た
Ｔ
は
、
故
意
不
法
を
否
定
す
る
制
限
責
任

説
に
よ
れ
ば
、
秘
密
漏
示
罪
の
故
意
不
法
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
不
可
罰
と
な
る
。
し
か
し
、
Ｘ
に
つ
い
て
は
、
正
犯
に
構
成
要
件
的
故

意
が
あ
れ
ば
そ
の
共
犯
が
成
立
す
る
と
解
す
る
私
見
に
よ
れ
ば
、
同
罪
の
教
唆
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二
一
〇



正
当
化
事
情
の
錯
誤
と
共
犯
の
成
否
（
鈴
木
）

（
四
四
三
）

む
す
び

本
稿
は
、
正
当
化
事
情
を
誤
認
し
た
正
犯
者
の
行
為
に
共
犯
者
が
関
与
し
た
事
例
に
つ
い
て
、
正
犯
者
に
つ
い
て
は
、「
故
意
不
法
を

否
定
す
る
制
限
責
任
説
」
の
立
場
か
ら
故
意
不
法
を
否
定
し
て
不
可
罰
と
し
、
そ
の
共
犯
者
に
つ
い
て
は
、
正
犯
者
に
構
成
要
件
的
故
意

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
に
可
罰
性
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
正
犯
成
立
に
必
要

な
「
正
犯
者
の
故
意
」
と
共
犯
成
立
に
必
要
な
「
正
犯
者
の
故
意
」
を
異
な
っ
た
意
味
に
解
す
る
の
は
故
意
概
念
の
統
一
的
な
理
解
を
妨

げ
る
も
の
で
あ
る
、
あ
る
い
は
正
犯
に
つ
い
て
制
限
責
任
説
を
支
持
し
な
が
ら
共
犯
に
つ
い
て
は
厳
格
責
任
説
を
採
用
す
る
こ
と
に
な
る

と
い
う
批
判
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
既
述
の
よ
う
に
、
共
犯
者
が
正
犯
者
の
構
成
要
件
該
当
行
為
に
よ
っ
て
自
己
の
不
法
を
実
現
し
た

こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
故
意
従
属
性
を
い
わ
ば
「
構
成
要
件
的
故
意
従
属
性
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
奇
異
な
論
法
で
は

な
い
と
考
え
る
。
ま
た
、﹇
事
例
2
﹈
に
つ
い
て
は
、
間
接
正
犯
と
し
て
処
罰
で
き
な
い
関
与
者
を
共
犯
と
し
て
処
罰
す
る
た
め
の
弥
縫

策
を
弄
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
間
接
正
犯
と
教
唆
犯
の
実
質
的
な
重
な
り
合
い
を
考
慮
す
れ
ば
、
身
分

を
欠
く
た
め
に
不
可
罰
と
な
る
間
接
正
犯
を
可
罰
的
な
教
唆
犯
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
に
は
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
が
示
し
た
私
見
は
、
正
当
化
事
情
を
誤
認
し
た
正
犯
者
に
関
与
し
た
者
の
可
罰
性
を
認
め
る
た
め
の
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
な
試
論
に
と

ど
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
当
罰
性
が
認
め
ら
れ
る
関
与
者
を
合
理
的
な
解
釈
の
枠
内
で
処
罰
す
る
方
途
を
探
る
こ
と
も
、
刑
法
解
釈
論
の

役
割
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
1
） R

oxin,S
trafrecht,A

T
,B
d.2

（2003

）,§
25 R

n.67

は
、
こ
う
し
た
事
例
で
も
不
法
事
実
の
全
体
を
認
識
し
て
い
る
背
後
者
が
「
事
象
の
支
配

二
一
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
四
四
）

者
」
で
あ
る
と
し
て
間
接
正
犯
を
認
め
る
が
、
Ｘ
が
意
図
的
に
Ｔ
を
誤
信
さ
せ
て
一
方
的
に
利
用
し
た
と
評
価
し
う
る
事
情
が
な
け
れ
ば
、
Ｔ
の
錯

誤
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
2
） 
違
法
性
阻
却
事
由
の
前
提
と
な
る
事
実
の
錯
誤
に
つ
い
て
、
わ
が
国
で
は
「
違
法
性
阻
却
事
由
の
前
提
的
事
実
の
錯
誤
」、「
違
法
性
阻
却
事
由

を
構
成
す
る
事
実
の
錯
誤
」、「
違
法
性
阻
却
事
由
の
錯
誤
」
等
の
用
語
が
用
い
ら
れ
、
ド
イ
ツ
で
は
「
正
当
化
事
由
の
前
提
の
錯
誤
」、「
正
当
化
事

情
の
誤
認
」、「
許
容
構
成
要
件
の
錯
誤
」
等
の
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
用
語
の
統
一
を
図
る
た
め
、
原
則
と
し
て
「
正
当
化
事
情
の

錯
誤
」
と
表
記
す
る
。

（
3
） 

「
正
当
化
事
情
の
錯
誤
」
を
め
ぐ
る
わ
が
国
と
ド
イ
ツ
の
理
論
状
況
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
拙
稿
「
誤
想
防
衛
に
つ
い
て
│
ド
イ
ツ
の
理
論
状

況
を
み
て
│
」
比
較
法
雑
誌
四
六
巻
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
頁
以
下
参
照
。

（
4
） 

基
本
的
に
こ
の
説
に
立
つ
の
は
、
中
義
勝
『
講
述
刑
法
総
論
』（
一
九
八
〇
年
）
一
三
七
頁
以
下
。

（
5
） 

基
本
的
に
こ
の
説
に
立
つ
の
は
、
た
と
え
ば
中
山
研
一
『
刑
法
総
論
』（
一
九
八
二
年
）
三
五
〇
頁
以
下
、
三
六
八
頁
以
下
。

（
6
） 

基
本
的
に
こ
の
説
に
立
つ
の
は
、
た
と
え
ば
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
﹇
第
三
版
﹈』（
一
九
九
〇
年
）
二
四
二
頁
、
二
九
〇
頁
以
下
。

（
7
） 

基
本
的
に
こ
の
説
に
立
つ
の
は
、
た
と
え
ば
大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
﹇
新
版
第
四
版
﹈』（
二
〇
一
二
年
）
二
九
一
頁
以
下
、
三
四
三
頁
以
下
。

（
8
） 

基
本
的
に
こ
の
説
に
立
つ
の
は
、
た
と
え
ば
平
野
龍
一
『
刑
法 

総
論
Ⅰ
』（
一
九
七
二
年
）
一
六
〇
頁
以
下
。

（
9
） 

基
本
的
に
こ
の
説
に
立
つ
の
は
、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）﹇
第
四
版
﹈』（
二
〇
〇
八
年
）
四
六
四
頁
以
下
。

（
10
） 

基
本
的
に
こ
の
説
に
立
つ
の
は
、
立
石
二
六
『
刑
法
総
論
﹇
第
四
版
﹈』（
二
〇
一
五
年
）
二
三
一
頁
以
下
。

（
11
） 

（
旧
）
刑
法
五
九
条

①　

あ
る
者
が
罪
と
な
る
べ
き
行
為
を
遂
行
す
る
際
に
、
法
定
構
成
要
件
に
属
す
る
事
情
ま
た
は
可
罰
性
を
高
め
る
事
情
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ

た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
事
情
は
当
人
の
責
に
帰
せ
ら
れ
な
い
。

（
12
） 

ド
イ
ツ
刑
法
一
六
条
（
行
為
事
情
に
関
す
る
錯
誤
）

①　

行
為
の
遂
行
の
際
に
、
法
定
構
成
要
件
に
属
す
る
事
情
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
者
は
、
故
意
に
行
為
し
た
も
の
で
は
な
い
。
過
失
に
よ
る

遂
行
を
理
由
と
す
る
処
罰
は
残
さ
れ
る
。

二
一
二



正
当
化
事
情
の
錯
誤
と
共
犯
の
成
否
（
鈴
木
）

（
四
四
五
）

ド
イ
ツ
刑
法
一
七
条
（
禁
止
の
錯
誤
）

行
為
の
遂
行
の
際
に
、
行
為
者
に
不
法
を
行
う
認
識
が
欠
け
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
行
為
者
が
そ
の
錯
誤
を
回
避
し
え
な
か
っ
た
と
き
は
、
責

任
な
く
行
為
し
た
も
の
で
あ
る
。
行
為
者
が
そ
の
錯
誤
を
回
避
し
え
た
と
き
は
、
そ
の
刑
は
四
九
条
一
項
に
よ
り
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
13
） 
学
説
の
概
要
に
つ
い
て
は
、S

chönke/S
chröder/S

ternberg-L
ieben/S

chuster,S
tG
B
,29.A

ufl .（2014

）,§
16 R

n.14ff .;L
K
-R
önnau/

H
ohn,12.A

ufl .（2007

）,§
16 R

n.110ff .

参
照
。

（
14
） 

「
故
意
不
法
を
否
定
す
る
制
限
責
任
説
」（vorsatzunrechtverneinende eingeschränkte S

chuldtheorie

）
と
「
故
意
責
任
を
否
定
す
る

制
限
責
任
説
」（vorsatzschuldverneinende eingeschränkte S

chuldtheorie

）
と
い
う
名
称
はR

engier,S
trafrecht,A

T
,7.A
ufl .（2015

）,

§
30 R

n.17ff .

に
よ
る
。

（
15
） 

基
本
的
に
こ
の
説
に
立
つ
の
は
、
た
と
え
ばK
indhäuser,S

trafrecht,A
T
,3.A
ufl .（2015

）,Rn.459;K
ühl,S

trafrecht,A
T
,7.A
ufl .（2012

）,

§
13 R

n.72;R
oxin,S

trafrecht,A
T
Ⅰ
,4.A
ufl .（2006

）,§
14 R

n.64ff .102ff .

（
16
） 

ド
イ
ツ
刑
法
二
六
条
（
教
唆
犯
）
は
「
違
法
な
行
為
を
故
意
に
よ
り

・

・

・

・

・

行
う
よ
う
、
他
人
に
故
意
に
決
意
さ
せ
た
者
は
…
」
と
規
定
し
、
二
七
条

（
幇
助
犯
）
一
項
は
「
違
法
な
行
為
を
故
意
に
よ
り

・

・

・

・

・

行
う
よ
う
、
他
人
を
故
意
に
幇
助
し
た
者
は
…
」
と
規
定
す
る
﹇
傍
点
は
筆
者
﹈。

（
17
） 

基
本
的
に
こ
の
説
に
立
つ
の
は
、
た
と
え
ば Jescheck/W

eigend,S
trafrecht,A

T
,5.A
ufl .（1996

）,§
41Ⅳ
1d; K

rey/E
sser,D

eutsches 

S
trafrecht,A

T
,5.A
ufl.（2012

）,Rn.743ff.,1007;R
engier,a.a.O

.﹇注
14

﹈,§
30 R

n.20;W
essels/B

eulke/S
atzger,S

trafrecht,A
T
,45.A

ufl.

（2015

）,Rn.697ff .

（
18
） 

大
判
昭
和
八
年
六
月
二
九
日
刑
集
一
二
・
一
〇
〇
一
は
、
傍
論
と
し
て
、
法
律
上
犯
罪
の
成
立
を
阻
却
す
べ
き
客
観
的
事
実
が
存
在
し
な
い
の

に
行
為
者
が
そ
の
存
在
を
誤
信
し
た
場
合
に
は
、「
犯
意
ア
リ
ト
為
ス
ヲ
得
ズ
」
と
し
た
。

（
19
） 

東
京
高
判
昭
和
四
五
年
一
〇
月
二
日
高
刑
集
二
三
・
四
・
六
四
〇
、
新
潟
地
長
岡
支
判
昭
和
五
〇
年
一
〇
月
一
四
日
刑
月
七
・
九
＝

一
〇
・
八
六
六
も
同
旨
。

（
20
） 

盛
岡
地
一
関
支
判
昭
和
三
六
年
三
月
一
五
日
下
刑
集
三
・
三
＝
四
・
二
五
二
も
同
旨
。

（
21
） 

判
例
の
動
向
に
つ
い
て
はS

chönke/S
chröder/S

ternberg-L
ieben/S

chuster,a.a.O
.﹇注
13

﹈,§
16 R

n.17;L
K
-R
önnau/H

ohn,a.a.O
.

二
一
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
四
六
）

﹇注
13

﹈,§
16 R

n.111ff .

参
照
。

（
22
） 

Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
例
で
は
、
故
意
犯
処
罰
を
否
定
す
る
根
拠
と
な
る
条
文
に
つ
い
て
、
刑
法
一
六
条
一
項
（
旧
刑
法
五
九
条
一
項
）
の
類
推
適
用
を

認
め
た
裁
判
例
が
大
多
数
で
あ
り
、
同
条
項
を
直
接
適
用
し
た
例
と
「
故
意
責
任
」
を
否
定
し
た
例
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。

（
23
） 
厳
密
に
言
え
ば
、
②
説
の
中
に
、
故
意
責
任
の
阻
却
を
認
め
て
過
失
責
任
の
限
度
で
非
難
し
う
る
と
解
す
る
「
故
意
責
任
を
否
定
す
る
制
限
責

任
説
」
と
、
故
意
責
任
の
減
少
を
認
め
て
法
律
効
果
と
し
て
の
刑
罰
の
み
を
過
失
犯
の
限
度
に
と
ど
め
る
「
刑
罰
効
果
を
制
限
す
る
制
限
責
任
説
」

が
あ
る
。

（
24
） 

な
お
、
正
当
化
事
情
を
誤
認
し
た
者
の
行
為
に
対
し
て
正
当
防
衛
で
対
抗
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
、
①
説
か
ら
は
否
定
さ
れ
、
②
説
か
ら

は
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
違
い
が
生
ず
る
。

（
25
） Jescheck/W

eigend,a.a.O
.﹇注
17

﹈,§
41Ⅳ
1d.

（
26
） W

essels/B
eulke/S

atzger,a.a.O
.﹇注
17

﹈,§
11 R

n.477.

（
27
） 

立
法
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
刑
事
局
『
一
九
六
二
年
ド
イ
ツ
刑
法
草
案
理
由
書
（
総
則
編
）
第
一
分
冊
』
刑
事
基
本
法
令
改
正
資
料

一
〇
号
（
一
九
六
六
年
）
一
五
九
頁
以
下
、
同
『
一
九
六
六
年
ド
イ
ツ
刑
法
草
案
総
則
対
案
理
由
書
』
同
一
五
号
（
一
九
六
九
年
）
四
八
頁
以
下
、

内
藤
謙
『
西
ド
イ
ツ
新
刑
法
の
成
立
』（
一
九
七
七
年
）
七
四
頁
以
下
参
照
。

（
28
） L

K
-R
oxin,11.A

ufl .（1992

）,Vor§
26 R

n.26f. 
同
様
の
観
点
か
らL

K
-V
ogel,12.A

ufl .（2006

）,§
16 R

n.126

は
、「
故
意
概
念
の
相
対
性
」

を
認
め
る
方
が
、
正
当
化
事
情
の
錯
誤
に
つ
い
て
故
意
不
法
と
故
意
責
任
の
複
雑
な
関
係
を
云
々
す
る
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
い
い
、N

K
-

P
uppe,4.A

ufl .（2013

）,§
16 R

n.136

も
、
故
意
従
属
性
を
認
め
る
か
否
か
は
錯
誤
論
の
問
題
で
は
な
く
共
犯
論
の
問
題
で
あ
り
、
刑
法
二
六
条
、

二
七
条
の
故
意
を
構
成
要
件
実
現
の
故
意
と
解
す
る
こ
と
は
、
故
意
不
法
欠
缺
の
理
論
（
故
意
不
法
を
否
定
す
る
制
限
責
任
説
）
と
一
致
し
う
る
と

い
う
。

（
29
） 

過
失
犯
の
共
犯
を
め
ぐ
る
学
説
・
判
例
の
状
況
に
つ
い
て
、
大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
五
巻
﹇
第
二
版
﹈』（
一
九
九
九

年
）﹇
安
廣
文
夫
﹈
四
九
一
頁
以
下
参
照
。

（
30
） 

松
宮
孝
明
「
非
故
意
行
為
に
対
す
る
共
犯
│
「
故
意
へ
の
従
属
性
」
に
つ
い
て
│
」
立
命
館
法
学
二
三
一
＝
二
三
二
号
（
一
九
九
三
年
）

二
一
四



正
当
化
事
情
の
錯
誤
と
共
犯
の
成
否
（
鈴
木
）

（
四
四
七
）

一
一
四
七
頁
以
下
は
、
共
犯
者
が
正
犯
者
に
故
意
が
あ
る
も
の
と
誤
想
し
た
場
合
等
に
つ
い
て
、
故
意
従
属
性
を
放
棄
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

（
31
） 

山
口
厚
『
刑
法
総
論
﹇
第
三
版
﹈』（
二
〇
一
六
年
）
三
二
八
頁

（
32
） 
井
田
良
「
故
意
な
き
者
に
対
す
る
教
唆
犯
は
成
立
し
う
る
か
」
慶
応
義
塾
大
学
法
学
部
『
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
開
設
百
年
記
念
論

文
集
法
律
学
科
篇
』（
一
九
九
〇
年
）
四
七
六
頁
以
下
参
照
。

（
33
） 

こ
れ
を
共
犯
の
要
素
従
属
性
と
の
関
係
で
み
る
と
、
故
意
が
構
成
要
件
要
素
で
（
も
）
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
最
小
従
属
性

で
足
り
る
こ
と
に
な
る
。

（
34
） 

学
説
・
判
例
の
状
況
に
つ
い
て
、
大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
七
巻
﹇
第
三
版
﹈』（
二
〇
一
四
年
）﹇
米
澤
敏
雄
﹈
三
七
一

頁
以
下
参
照
。

（
35
） D

reher

（A
nm
.

）,M
D
R
 1962,S

.592f.

は
、
正
当
化
事
情
の
錯
誤
を
「
構
成
要
件
的
錯
誤
」
お
よ
び
「
禁
止
の
錯
誤
」
と
並
ぶ
「
独
自
の
性
質

の
錯
誤
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
本
件
の
Ａ
の
故
意
不
法
を
認
め
て
Ｂ
に
教
唆
犯
の
成
立
を
肯
定
す
る
が
、
非
難
可
能
性
を
考
慮
し
て
過
失
犯
の
刑
を

適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

（
36
） S

chönke/S
chröder/L

enckner/E
isele,a.a.O

.﹇注
13

﹈,§
203 R

n.26ff .

参
照
。

本
稿
は
、
わ
が
国
の
刑
事
法
学
と
刑
事
法
教
育
に
多
大
の
貢
献
を
さ
れ
た
船
山
泰
範
先
生
の
古
稀
を
お
祝
い
す
る
趣
旨
で
執
筆
し
た
も

の
で
す
。
拙
い
小
論
と
な
っ
た
こ
と
に
は
内
心
忸
怩
た
る
思
い
が
あ
り
ま
す
が
、
先
生
の
益
々
の
ご
健
勝
を
祈
念
し
つ
つ
謹
ん
で
献
呈
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
併
せ
て
、
伝
統
あ
る
「
日
本
法
学
」
誌
上
へ
の
寄
稿
を
お
認
め
く
だ
さ
っ
た
諸
先
生
に
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。 

（
二
〇
一
六
年
六
月
一
二
日
脱
稿
）

二
一
五





日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
（
只
木
）

（
四
四
九
）

日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任只　
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に
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日
本
の
医
療
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場
の
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Ⅲ
．
医
療
過
誤
と
刑
事
過
失

Ⅳ
．
典
型
的
事
例

Ⅴ
．
医
療
過
誤
事
件
と
刑
事
訴
追
の
現
状

Ⅵ
．
医
療
事
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制
度

Ⅶ
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む
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に
代
え
て
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
五
〇
）

Ⅰ
．
は
じ
め
に

二
〇
一
四
年
、
重
大
な
医
療
事
故
を
起
こ
し
た
と
し
て
特
定
機
能
病
院
承
認
取
り
消
し
が
な
さ
れ
た
東
京
女
子
医
大
病
院
事
件
と
群
馬

大
学
医
学
部
付
属
病
院
事
件
に
つ
い
て
は
、
マ
ス
コ
ミ
等
で
大
き
く
報
道
さ
れ
た
。
高
度
先
端
医
療
機
関
と
し
て
先
進
医
療
を
司
っ
て
き

た
病
院
に
お
け
る
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
医
療
過
誤
事
件
は
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
背
景
に
存
す
る
問
題
性
の
深
さ
を
認
識
さ
せ
た
。

わ
が
国
の
厚
生
労
働
省
の
指
針
（
厚
生
労
働
省
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
委
員
会
「
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト

マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
指
針
」）
に
よ
る
と
、
医
療
過
誤
と
は
「
医
療
事
故
の
一
類
型
で
あ
っ
て
、
医
療
従
事
者
が
、
医
療
の
遂
行
に
お
い
て
、

医
療
的
準
則
に
違
反
し
て
患
者
に
被
害
を
発
生
さ
せ
た
行
為
（
1
）

」
と
さ
れ
て
お
り
、
被
害
の
状
況
に
よ
っ
て
は
民
事
責
任
ま
た
は
刑
事
責
任

が
問
わ
れ
得
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
般
に
患
者
は
医
療
従
事
者
（
医
師
）
と
の
関
係
に
お
い
て
弱
い
立
場
に
あ
り
、
ま

た
、
医
療
行
為
の
社
会
的
意
義
、
専
門
性
の
高
さ
ゆ
え
に
そ
の
法
的
責
任
の
追
及
に
は
困
難
が
伴
い
、
慎
重
な
判
断
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
か
つ
て
は
、
日
本
で
は
医
療
過
誤
に
お
い
て
医
師
等
の
責
任
が
争
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
現
在
、
そ
の
状
況
は
大

き
く
変
化
し
て
い
る
。

本
稿
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
医
療
過
誤
の
問
題
に
つ
い
て
、
刑
事
法
の
観
点
か
ら
現
状
を
分
析
し
、
刑
事
法
以
外
の
新
た
な
紛
争
解
決

策
を
紹
介
し
つ
つ
、
課
題
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
2
）

。

Ⅱ
．
日
本
の
医
療
現
場
の
状
況

日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
の
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
わ
が
国
が
抱
え
る
医
療
現
場
の
問
題
点
に
つ
い
て
も
概
観
し
て
お
く

二
一
八



日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
（
只
木
）

（
四
五
一
）

必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
数
年
来
日
本
に
お
い
て
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
地
域
の
医
療
を
総
合
的
に
支
え
る
役
割
を
担
う
総
合
病
院
等
に
お
け
る
医
師
（
勤

務
医
）
不
足
の
問
題
で
あ
る
。
特
に
地
方
部
で
医
師
の
確
保
に
苦
労
を
し
て
い
る
病
院
は
多
く
、
こ
れ
に
は
、
医
療
費
抑
制
を
掲
げ
る
国

の
施
策
（
3
）

の
結
果
、
そ
も
そ
も
先
進
諸
国
の
中
で
は
医
師
数
の
少
な
い
状
況
で
あ
っ
た
な
か
（
4
）

、
二
〇
〇
四
年
四
月
か
ら
の
医
師
の
臨
床
研
修

制
度
の
義
務
化
も
一
因
と
な
っ
て
医
師
の
都
市
部
へ
の
偏
在
化
が
進
ん
だ
こ
と
、
医
師
の
不
足
に
伴
っ
て
厳
し
く
過
重
な
就
労
を
強
い
ら

れ
る
勤
務
医
を
嫌
っ
て
個
人
開
業
の
道
を
選
ぶ
医
師
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
そ
の
原
因
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
産

科
、
小
児
科
、
救
急
医
の
不
足
は
深
刻
で
あ
り
、
緊
急
の
患
者
や
処
置
に
急
を
要
す
る
妊
婦
の
搬
送
先
が
な
か
な
か
見
つ
か
ら
ず
、
病
院

を
「
た
ら
い
回
し
」
さ
れ
た
あ
げ
く
に
死
亡
す
る
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
の
頻
発
は
社
会
問
題
と
な
っ
た
（
5
）

。
ま
た
、
医
療
の
進
歩
に
よ
り
高
度

な
医
療
知
識
・
技
術
の
体
得
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
一
方
、
高
齢
化
等
に
よ
っ
て
患
者
の
病
気
も
複
雑
化
し
、
あ
わ
せ
て
、
イ
ン

フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
な
ど
の
場
面
で
患
者
へ
の
対
応
も
よ
り
き
め
細
や
か
さ
が
求
め
ら
れ
る
現
在
、
医
師
の
肉
体
的
、
精
神
的
負

担
は
増
大
し
て
い
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
6
）

。

医
療
費
抑
制
の
旗
の
も
と
、
し
か
し
一
方
で
は
よ
り
高
い
医
療
の
安
全
が
求
め
ら
れ
る
な
か
（
7
）

、
現
場
の
、
特
に
勤
務
医
の
負
担
は
見
逃

せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ⅲ
．
医
療
過
誤
と
刑
事
過
失
（
8
）

周
知
の
よ
う
に
、
発
生
さ
せ
た
被
害
に
対
す
る
行
為
者
の
刑
事
上
の
責
任
は
故
意
に
よ
る
場
合
と
過
失
に
よ
る
場
合
と
に
分
か
れ
、
わ

が
刑
法
に
お
い
て
は
、
過
失
は
、
通
常
の
過
失
と
、
わ
が
国
特
有
の
「
業
務
上
の
過
失
」
と
に
分
け
ら
れ
る
。
医
療
過
誤
事
件
に
お
い
て

二
一
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
五
二
）

問
わ
れ
る
の
は
業
務
上
の
過
失
で
あ
り
、
そ
の
存
否
は
注
意
義
務
に
違
反
し
た
か
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
結
果
の
予
見
が

可
能
で
、
結
果
を
回
避
す
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
回
避
し
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
行
為
者
は
業
務
上
過

失
致
死
傷
罪
で
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
9
）

。

こ
の
た
め
、
多
く
の
医
療
過
誤
事
例
に
お
い
て
争
点
と
な
る
の
は
、
行
為
者
す
な
わ
ち
医
師
に
お
け
る
注
意
義
務
に
基
づ
く
結
果
回
避

義
務
違
反
の
有
無
で
あ
り
、
ま
た
、
結
果
に
つ
い
て
の
予
見
可
能
性
が
存
し
た
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
し
ば
し
ば

問
題
と
な
る
の
が
、
誰
を
基
準
と
し
て
注
意
義
務
違
反
（
予
見
可
能
性
）
が
認
め
ら
れ
る
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
と
同

じ
立
場
で
の
通
常
人
の
能
力
を
基
本
と
す
る
の
が
一
般
の
見
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
薬
害
エ
イ
ズ
事
件
帝
京
大
学
ル
ー
ト
（
10
）

の

裁
判
で
は
、「
通
常
の
血
友
病
専
門
医
」
を
基
準
と
し
た
判
断
に
お
い
て
被
告
は
無
罪
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
当
時
、
被
告

人
に
お
い
て
、
エ
イ
ズ
に
よ
る
血
友
病
患
者
の
死
亡
と
い
う
結
果
発
生
の
予
見
可
能
性
の
程
度
は
低
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
、
結
果
回
避

義
務
違
反
の
点
に
つ
い
て
は
、
非
加
熱
製
剤
投
与
に
よ
る
療
法
の
有
用
性
と
エ
イ
ズ
感
染
・
発
症
の
危
険
性
を
比
較
考
量
す
る
こ
と
な
ど

が
重
要
で
あ
る
と
こ
ろ
、「
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
の
は
、
通
常
の
血
友
病
専
門
医
が
本
件
当
時
の
被
告
人
の
立
場
に
置
か
れ
れ
ば
、
お

そ
よ
そ
の
よ
う
な
判
断
は
し
な
い
は
ず
で
あ
る
の
に
、
利
益
に
比
し
て
危
険
の
大
き
い
医
療
行
為
を
選
択
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
場
合
で

あ
る
」
と
判
示
し
、
当
時
、
わ
が
国
の
大
多
数
の
血
友
病
専
門
医
が
非
加
熱
製
剤
を
用
い
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
被
告
人
の
結
果
回
避

義
務
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
他
の
医
師
と
は
違
っ
て
血
友
病
治
療
の
権
威
で
あ
っ
た
被
告
は
結
果
を
予

見
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
り
、
ゆ
え
に
行
為
者
自
身
の
能
力
を
基
準
と
し
て
過
失
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
反
論
も
あ
る
。

ま
た
、
判
決
が
「
本
件
当
時
の
被
告
人
の
立
場
に
置
か
れ
れ
ば
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
被
告
人
の
認
識
及
び
認
識
可
能
性
を
基
礎
と

し
て
「
通
常
の
規
範
的
な
行
為
選
択
を
す
る
血
友
病
専
門
医
な
ら
ど
の
よ
う
な
行
為
を
す
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
視
点
か
ら
評
価
さ
れ

二
二
〇



日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
（
只
木
）

（
四
五
三
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
11
）

と
し
て
、
同
文
言
は
血
友
病
の
最
高
権
威
た
る
被
告
人
が
有
す
る
エ
イ
ズ
の
危
険
性
に
関
す
る
情
報
な
ど
に
つ
い
て

の
知
見
を
判
断
資
料
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
解
し
て
、
結
果
回
避
義
務
違
反
は
肯
定
で
き
る
と
す
る
見
解
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
（
12
）

。

注
意
義
務
の
標
準
に
つ
き
客
観
説
を
採
用
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
導
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
ば
か
り
か
、
そ
の
本
来
の
趣
旨
に
も

合
致
す
る
で
あ
ろ
う
（
13
）

。

Ⅳ
．
典
型
的
事
例

1
．
慈
恵
医
大
青
戸
病
院
腹
腔
鏡
下
手
術
ミ
ス
事
件

東
京
地
判
平
成
一
八
年
六
月
一
五
日
公
刊
物
未
搭
載
の
（
14
）

、
い
わ
ゆ
る
慈
恵
医
大
青
戸
病
院
腹
腔
鏡
下
手
術
ミ
ス
事
件
判
決
で
は
、
泌
尿

器
科
医
師
で
あ
っ
た
被
告
人
三
名
（
Ｘ
：
主
治
医
・
腹
腔
鏡
操
作
担
当
・
Ｙ
：
執
刀
医
、
Ｚ
：
第
一
助
手
）
が
、
患
者
の
前
立
線
が
ん
治
療
の
た

め
腹
腔
鏡
下
前
立
腺
全
摘
除
術
を
行
う
に
際
し
、
い
ず
れ
も
本
術
式
を
安
全
に
施
行
す
る
た
め
の
知
識
、
技
術
、
経
験
が
な
か
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
本
術
式
に
よ
る
手
術
を
開
始
し
た
こ
と
に
よ
り
、
手
術
中
の
度
重
な
る
ミ
ス
の
末
、
Ｄ
Ｖ
Ｃ
（
陰
茎
背
静
脈
）
か
ら
大
量

出
血
さ
せ
、
患
者
を
低
酸
素
脳
症
に
よ
る
脳
死
に
起
因
す
る
肺
炎
に
よ
り
死
亡
さ
せ
た
事
案
に
つ
き
、「
被
告
人
三
名
は
、
い
ず
れ
も
本

術
式
を
安
全
に
施
行
す
る
た
め
の
知
識
、
技
術
及
び
経
験
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
…
医
療
業
務
に
従
事
す
る
被
告
人
三
名

に
は
、
患
者
の
生
命
身
体
に
危
険
の
あ
る
本
術
式
を
選
択
す
る
こ
と
を
厳
に
避
け
る
べ
き
業
務
上
の
注
意
義
務
が
あ
る
の
に
、
こ
れ
を
怠

り
…
共
同
し
て
本
術
式
に
よ
り
手
術
を
開
始
し
た
過
失
に
よ
り
…
Ａ
を
低
酸
素
脳
症
に
よ
る
脳
死
に
起
因
す
る
肺
炎
に
よ
り
死
亡
さ
せ

た
」
と
し
て
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
共
同
正
犯
の
成
立
を
肯
定
し
た
（
15
）

。

本
判
決
で
は
、
予
見
可
能
性
の
対
象
と
な
る
「
因
果
関
係
の
基
本
的
部
分
」
を
「
難
易
度
の
高
い
高
度
先
進
医
療
を
知
識
や
経
験
な
く

二
二
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
五
四
）

行
う
」
こ
と
に
認
め
、
結
果
回
避
義
務
違
反
の
点
に
つ
い
て
は
、「
無
謀
と
も
い
う
べ
き
危
険
な
本
術
式
を
回
避
し
、
手
術
に
際
し
て
は

Ａ
の
生
命
身
体
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
義
務
を
怠
っ
た
こ
と
」
に
認
め
（
16
）

、
実
行
行
為
と
結
果
と
の
因
果
関

係
に
つ
い
て
は
、
判
例
の
採
る
危
険
の
現
実
化
説
（「
行
為
の
危
険
性
が
結
果
へ
と
現
実
化
し
た
か
」
を
判
断
の
基
準
と
す
る
説
）
を
用
い
た
上

で
、
麻
酔
医
の
過
失
と
い
う
介
在
事
情
が
あ
っ
て
も
、
行
為
の
危
険
性
は
高
い
こ
と
か
ら
、
因
果
関
係
を
肯
定
し
て
い
る
。

本
件
は
、「
本
術
式
を
選
択
す
る
こ
と
を
厳
に
避
け
る
べ
き
業
務
上
の
注
意
義
務
が
あ
る
の
に
、
こ
れ
を
怠
」
り
、「
共
同
の
注
意
義
務

に
共
同
し
て
違
反
」
し
て
手
術
を
開
始
し
た
と
い
う
点
に
過
失
の
共
同
正
犯
（
17
）

を
肯
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
過
失
の
実
行
行
為
を
本
術

式
で
の
個
々
の
過
誤
で
は
な
く
、
知
識
、
技
術
、
経
験
を
有
す
る
こ
と
な
く
高
度
な
術
式
に
よ
り
手
術
を
行
う
こ
と
そ
れ
自
体
に
認
め
た

上
で
、
過
失
の
共
同
正
犯
を
「
注
意
義
務
違
反
行
為
の
共
同
実
行
」
と
い
う
伝
統
的
な
理
論
に
基
づ
い
て
肯
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

2
．
横
浜
市
大
病
院
患
者
取
り
違
え
事
件

東
京
高
判
平
成
一
五
年
三
月
二
五
日
刑
集
六
一
巻
二
号
二
一
四
頁
の
、
い
わ
ゆ
る
横
浜
市
大
病
院
患
者
取
り
違
え
事
件
判
決
で
は
、
医

師
及
び
看
護
師
で
あ
っ
た
被
告
人
六
名
が
、
患
者
の
同
一
性
の
確
認
を
怠
っ
た
た
め
、
患
者
及
び
カ
ル
テ
の
引
継
ぎ
の
際
に
患
者
を
取
り

違
え
、
麻
酔
導
入
、
執
刀
の
段
階
で
も
取
り
違
え
に
気
付
か
ず
、
肺
手
術
予
定
患
者
で
あ
っ
た
Ｙ
に
対
し
て
心
臓
手
術
を
、
心
臓
手
術
予

定
患
者
で
あ
っ
た
Ｘ
に
肺
手
術
を
実
施
し
て
Ｘ
、
Ｙ
に
傷
害
を
負
わ
せ
た
事
案
に
つ
き
、
被
告
人
六
名
は
そ
れ
ぞ
れ
患
者
の
同
一
性
を
確

認
す
べ
き
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
怠
っ
た
、
と
い
う
各
過
失
の
競
合
を
認
め
、
被
告
人
六
名
に
つ
き
業
務
上

過
失
傷
害
罪
の
単
独
正
犯
の
成
立
を
肯
定
し
た
（
18
）

。
被
告
人
六
名
に
患
者
の
同
一
性
確
認
義
務
を
観
念
し
つ
つ
も
、
そ
の
内
容
に
若
干
の
差

異
を
認
め
た
こ
と
で
、
過
失
共
同
正
犯
で
は
な
く
、
過
失
同
時
犯
の
成
立
を
肯
定
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
患
者
及
び
カ
ル
テ

二
二
二
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の
引
継
ぎ
、
麻
酔
導
入
、
執
刀
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
、
共
同
正
犯
を
肯
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
事
例
で
あ
っ
た
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
（
19
）

。
判
例
に
お
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
上
下
型
共
働
・
監
督
過
失
型
共
働
」
の
事
例
以
外
の
、
い
わ
ゆ
る
「
対
等
型
共
働
」
の
事

例
で
は
、
広
く
過
失
の
共
同
正
犯
が
肯
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
の
で
あ
る
（
20
）

。

3
．
東
京
都
立
広
尾
病
院
事
件

そ
の
ほ
か
、
東
京
都
立
広
尾
病
院
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
判
平
成
一
六
年
四
月
一
三
日
刑
集
五
八
巻
四
号
二
四
七
頁
）
で
は
、
誤
っ
て
消
毒

液
を
輸
液
し
た
た
め
に
患
者
を
死
亡
さ
せ
る
に
至
っ
た
と
い
う
事
案
に
つ
き
、
看
護
師
二
人
が
業
務
上
過
失
致
死
罪
で
（
21
）

、
主
治
医
は
異
状

死
体
届
出
義
務
違
反
の
罪
で
、
院
長
は
虚
偽
有
印
公
文
書
作
成
行
使
と
医
師
法
二
一
条
違
反
の
罪
で
起
訴
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
有
罪
と
な
っ

た
。
医
師
法
二
一
条
に
は
「
医
師
は
、
死
体
又
は
妊
娠
四
月
以
上
の
死
産
児
は
検
案
し
て
異
状
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
二
十
四
時
間

以
内
に
所
轄
警
察
署
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
と
こ
ろ
、
本
件
で
は
、
死
体
を
検
案
し
て
異
状
を
認
め
た
医
師
は
、

自
己
が
そ
の
死
因
等
に
つ
き
診
療
行
為
に
お
け
る
業
務
上
過
失
致
死
等
の
罪
責
を
問
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
も
届
出
義
務
を
負
う

と
す
る
こ
と
は
、
憲
法
三
八
条
一
項
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
点
、
ま
た
、「
医
師
法
二
一
条
に
い
う

死
体
の
『
検
案
』
と
は
、
医
師
が
死
因
等
を
判
定
す
る
た
め
に
死
体
の
外
表
を
検
査
す
る
こ
と
を
い
」
う
と
し
て
、
医
師
法
二
一
条
の
意

義
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
意
義
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
事
件
が
後
述
の
医
療
事
故
調
査
制
度
（
22
）

の
創
設
の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通

り
で
あ
る
。

二
二
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
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年
十
月
）

（
四
五
六
）

Ⅴ
．
医
療
過
誤
事
件
と
刑
事
訴
追
の
現
状

1
．
刑
事
訴
追
の
現
状

一
九
九
九
年
一
月
か
ら
二
〇
〇
四
年
四
月
ま
で
の
医
療
過
誤
事
件
の
判
決
数
を
案
件
別
に
み
て
み
る
と
、
注
射
一
三
件
、
投
薬
六
件
、

麻
酔
三
件
、
輸
血
三
件
、
手
術
・
手
技
二
〇
件
、
医
療
機
械
操
作
二
四
件
、
診
断
・
治
療
三
件
、
看
護
三
件
、
管
理
四
件
と
な
っ
て
い

る
（
23
）

。犯
罪
捜
査
の
端
緒
と
な
る
も
の
に
は
様
々
が
存
す
る
が
、
医
療
事
故
に
お
い
て
は
患
者
本
人
や
遺
族
か
ら
の
被
害
届
ま
た
は
告
訴
が
多

い
。
ま
た
一
方
、
近
年
で
は
医
療
機
関
側
か
ら
の
異
状
死
亡
届
が
端
緒
と
な
る
ケ
ー
ス
も
増
加
し
て
い
る
。
医
師
法
二
一
条
の
規
定
に
よ

り
、
医
師
は
異
状
死
届
出
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
異
状
死
の
意
義
や
、
そ
れ
と
の
関
連
で
届
け
出
先
は
警
察
か
第
三
者
機
関
か
に

つ
い
て
は
見
解
の
争
い
が
生
じ
て
お
り
、
混
乱
が
生
じ
て
い
た
（
24
）

。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
、
以
前
は
、
刑
事
責
任
を
問
う
て
患
者
が
医
師
を
訴
え
る
例
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
た
が
、
近
時

は
、
医
療
過
誤
に
関
す
る
法
律
体
制
が
整
備
さ
れ
、
患
者
の
権
利
の
保
障
も
進
ん
だ
こ
と
か
ら
、
国
民
の
意
識
も
大
き
く
変
わ
り
、
医
療

過
誤
事
件
の
解
決
は
社
会
的
な
問
題
と
し
て
広
く
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
医
療
過
誤
を
繰
り
返
す
医
師
が
「
リ
ピ
ー
タ
ー
医
師
」

と
呼
ば
れ
て
マ
ス
コ
ミ
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
医
療
過
誤
に
お
い
て
医
師
の
刑
事
的
ま
た
民
事
的
責
任
を
問
う
こ
と
は
も
は

や
被
害
者
に
と
っ
て
タ
ブ
ー
で
は
な
く
、
む
し
ろ
当
然
の
権
利
行
為
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
25
）

。

し
か
し
、
次
第
に
、
医
療
過
誤
の
諸
事
例
に
あ
っ
て
、
節
度
あ
る
法
適
用
の
範
囲
を
越
え
た
医
師
の
訴
追
、
行
き
過
ぎ
た
処
罰
等
、
懸

念
す
べ
き
問
題
が
新
た
に
生
じ
て
お
り
、
そ
の
拡
大
を
危
惧
す
る
声
は
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
医
療
行
為
の
行
わ
れ
た
状
況
や
環
境
、
条

二
二
四



日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
（
只
木
）

（
四
五
七
）

件
に
照
ら
し
て
、
医
師
の
必
要
十
分
な
注
意
義
務
を
も
っ
て
し
て
も
事
故
の
発
生
が
回
避
し
得
た
か
が
疑
わ
れ
る
よ
う
な
事
例
に
お
い
て

は
、
医
師
に
法
的
な
責
任
を
問
う
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
医
師
は
起
訴
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
危
惧

は
根
拠
の
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

2
．
過
度
な
刑
事
介
入
？

こ
の
よ
う
な
事
態
の
解
決
の
方
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
日
本
で
も
無
過
失
補
償
制
度
（
26
）

を
導
入
す
る
こ
と
が
か
つ
て
よ
り
主
張
さ
れ
て
き

た
。
こ
れ
は
、
医
療
事
故
に
お
い
て
、
医
師
に
過
失
が
な
い
と
さ
れ
た
場
合
に
患
者
に
補
償
金
が
支
払
わ
れ
る
制
度
で
、
長
期
に
わ
た
る

訴
訟
を
避
け
、
医
師
と
患
者
双
方
の
救
済
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
特
に
、
原
因
の
特
定
で
き
な
い
例
が
多
く
損
害
賠
償
の
負
担
が
大
き

い
分
娩
事
故
に
お
い
て
そ
の
活
用
が
望
ま
れ
、
産
科
医
の
な
り
手
が
い
な
い
状
況
を
改
善
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
（
27
）

。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
訴
が
提
起
さ
れ
医
師
が
糾
弾
さ
れ
る
と
い
う
事
例
が
、
最
近
、
多
く
現
出
す

る
に
至
っ
て
い
る
。

そ
の
例
と
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
安
楽
死
事
件
（
28
）

の
ほ
か
、
典
型
的
な
も
の
と
し
て
二
〇
〇
四
年
の
福
島
県
立
大
野
病
院
事
件
と

一
九
九
九
年
の
杏
林
大
学
割
り
箸
死
事
件
が
あ
げ
ら
れ
る
。
福
島
県
立
大
野
病
院
事
件
は
、
同
病
院
で
帝
王
切
開
手
術
を
受
け
た
産
婦
が

胎
盤
剥
離
の
処
置
中
に
出
血
多
量
で
死
亡
し
た
も
の
で
、
執
刀
し
た
医
師
が
業
務
上
過
失
致
死
等
の
罪
で
起
訴
さ
れ
た
（
29
）

。
杏
林
大
学
割
り

箸
死
事
件
で
は
、
転
倒
し
た
は
ず
み
で
咥
え
て
い
た
割
り
箸
が
喉
に
刺
さ
っ
て
死
亡
し
た
男
児
に
お
い
て
、
実
は
折
れ
た
割
り
箸
が
小
脳

に
達
す
る
深
さ
で
頭
蓋
内
に
残
存
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
救
急
セ
ン
タ
ー
で
男
児
の
診
察
に
あ
た
っ
た
医
師
に
ミ
ス
が
あ
っ
た
と
し
て
業

務
上
過
失
致
死
等
の
罪
で
在
宅
起
訴
さ
れ
た
（
30
）

。

二
二
五
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こ
の
二
つ
の
事
件
は
、
専
門
対
応
の
可
能
な
医
師
が
一
人
し
か
い
な
い
状
況
の
な
か
で
予
測
困
難
な
緊
急
事
態
が
生
じ
た
点
、
医
師
と

し
て
の
一
般
的
な
経
験
や
知
見
の
範
囲
を
超
え
る
過
去
に
例
を
見
な
い
事
例
で
あ
っ
た
点
で
い
ず
れ
も
非
常
に
稀
な
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
当

該
の
医
師
に
お
い
て
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
、
ま
た
は
、
医
師
に
注
意
義
務
を
求
め
る
こ
と
そ
の
も
の
に
非
常

な
困
難
が
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
医
師
の
過
失
が
認
定
さ
れ
、
逮
捕
ま
た
起
訴
さ
れ
、
裁
判
で
そ
の

刑
事
責
任
が
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
医
療
界
に
大
き
な
波
紋
を
呼
び
、
論
議
が
巻
き
起
こ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
31
）

。
た
し
か
に
、
手

術
や
治
療
の
現
場
に
お
け
る
医
師
の
判
断
や
方
法
の
選
択
ま
で
も
が
過
失
を
問
う
対
象
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
医
師
の
専
門
性

の
根
幹
と
そ
の
意
義
そ
の
も
の
が
脅
か
さ
れ
る
に
等
し
く
、
ま
た
、
医
療
と
社
会
に
貢
献
す
べ
く
、
厳
し
い
勤
務
体
制
の
も
と
救
急
医
や

産
科
医
師
の
不
足
を
補
っ
て
働
く
勤
務
医
の
忍
耐
に
頼
っ
て
い
る
形
の
わ
が
国
の
救
急
医
療
・
産
科
医
療
の
現
場
の
実
情
を
他
所
に
、
高

い
専
門
性
に
基
づ
く
対
応
と
結
果
の
予
測
を
救
急
対
応
が
必
要
な
患
者
の
治
療
に
あ
た
っ
て
彼
ら
に
求
め
る
こ
と
は
本
来
的
に
も
不
合
理

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
二
件
の
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
医
師
の
間
に
は
法
的
係
争
を
恐
れ
て
困
難
な
症
例
の
患
者
を
避
け
医
療
行
為
そ
の
も
の
に
消

極
的
に
な
る
と
い
う
傾
向
が
広
ま
っ
た
よ
う
で
あ
り
（
32
）

、
ま
た
、
専
門
外
の
立
場
で
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
救
急
の
診
察
・
治
療
に
や
や
も
す

る
と
刑
事
責
任
が
追
及
さ
れ
か
ね
な
い
と
の
懸
念
か
ら
多
く
の
医
師
が
病
院
を
去
っ
て
（「
立
ち
去
り
型
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
（
33
）

」）、
地
域
医
療
は

空
洞
化
が
進
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
病
院
自
体
に
お
い
て
も
、
医
師
を
確
保
で
き
な
い
不
十
分
な
体
制
に
お
い
て
は
救
急

医
療
か
ら
退
く
例
が
増
え
、
ま
た
、
手
術
の
際
に
は
必
ず
同
意
書
を
取
っ
て
免
責
を
担
保
す
る
と
い
う
こ
と
が
い
ず
こ
に
お
い
て
も
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
必
要
以
上
の
検
査
の
実
施
な
ど
も
、
同
様
に
、
医
師
の
免
責
を
慮
っ
て
の
こ
と
か
と
、
患
者
の
不
信
を
招

く
も
の
と
受
け
取
ら
れ
る
部
分
も
出
て
こ
よ
う
。
海
外
へ
の
医
師
の
流
失
も
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
学
会
等
の
場
で
の
症
例

二
二
六



日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
（
只
木
）

（
四
五
九
）

報
告
な
ど
に
お
い
て
も
過
失
の
問
題
が
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
微
妙
な
部
分
に
は
触
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
医
学

的
な
研
究
活
動
の
進
展
に
も
深
刻
な
影
響
が
心
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
、
日
本
で
は
病
院
に
始
ま
る
医
療
そ
の
も
の
の
危

機
（
医
療
崩
壊
、
防
衛
医
療
な
い
し
防
御
的
医
療
、
ま
た
は
、
萎
縮
医
療
（
訴
訟
の
リ
ス
ク
を
避
け
、
妥
当
で
あ
る
は
ず
の
医
療
行
為
を
敢
え
て

行
わ
な
い
）
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

3
．
海
外
に
お
け
る
現
状
と
わ
が
国
へ
の
示
唆

医
療
過
誤
と
医
師
の
刑
事
責
任
を
め
ぐ
っ
て
は
、
英
米
で
も
、
現
在
で
は
、
医
療
過
誤
に
対
す
る
刑
事
責
任
の
追
及
は
、
医
師
が
危
険

を
認
識
し
な
が
ら
こ
れ
を
無
視
し
た
無
謀
な
過
失
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
医
師
に
危
険
の
認
識
が
な
か
っ
た
過
失
の
場
合
に
つ
い
て
も
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
（
34
）

。
ま
た
、
米
国
で
は
、
医
学
界
か
ら
の
反
対
を
よ
そ
に
、
医
師
の
判
断
ミ
ス
に
つ
い
て
刑
事
裁
判

が
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
、
英
米
や
北
欧
な
ど
多
く
の
国
に
お
い
て
は
、
医
療
過
誤
に
は
非
刑
事

的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
対
応
し
（
35
）

、
医
師
の
判
断
ミ
ス
に
つ
い
て
は
刑
事
訴
追
さ
れ
な
い
の
が
原
則
と
さ
れ
て
お
り
、
先
に
述
べ
た
同
様
の
事

例
に
つ
い
て
過
失
は
問
わ
れ
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
英
米
で
は
、
刑
事
過
失
が
認
め
ら
れ
る
に
は
（
客
観
的
）
注
意

判
断
基
準
か
ら
の
重
大
な
逸
脱
の
客
観
的
存
在
が
必
要
で
、
か
つ
、
非
難
可
能
な
心
理
状
態
が
必
要
と
な
る
と
さ
れ
て
お
り
、
一
般
に
、

単
純
ミ
ス
は
誰
で
も
犯
し
得
る
ミ
ス
で
あ
る
か
ら
、
犯
罪
と
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
（
36
）

。
医
療
分
野
で
の
単
純
ミ
ス
は
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
病
院
の
安
全
管
理
体
制
の
欠
陥
や
組
織
運
営
の
不
適
切
さ
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
（
37
）

、
個
人
の
責
に
帰
し
て
も
組
織

体
の
問
題
は
解
決
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
（
38
）

。
こ
の
点
で
、
米
国
で
の
、
単
純
ミ
ス
を
惹
起
さ
せ
る
最
終
責
任
者
と
し
て
医
療
組
織

（
医
療
法
人
）
が
刑
事
責
任
に
問
わ
れ
た
判
例
は
注
目
を
集
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
二
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
六
〇
）

他
方
、
目
を
、
ド
イ
ツ
語
圏
に
移
す
と
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
刑
法
典
八
八
条
で
、
過
失
傷
害
罪
に
関
し
て
、「
重
大
な
過
失
に

よ
っ
て
で
は
な
く
（nicht grob fahrlässig

）」
行
為
し
た
場
合
に
は
、
処
罰
を
免
れ
得
る
と
し
て
い
る
（
39
）

。
他
方
、
ド
イ
ツ
の
刑
法
典
に
お

い
て
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
の
八
八
条
に
相
当
す
る
免
責
規
定
は
存
在
せ
ず
、
日
本
と
同
様
の
刑
事
責
任
追
及
が
な
さ
れ
る
と
さ
れ
て

い
る
が
（
40
）

、
学
説
で
は
、
医
療
事
故
に
お
け
る
医
師
の
過
誤
に
つ
い
て
は
、
重
大
な
過
失
の
存
す
る
場
合
の
み
刑
事
責
任
を
負
わ
せ
る
べ
き

で
あ
る
と
す
る
主
張
が
大
勢
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
医
師
の
業
務
に
お
い
て
は
、
い
か
に
誠
実
な
人
間
で
あ
っ
て
も
、
時
と
し
て

精
神
の
緊
張
が
緩
む
こ
と
が
あ
り
、
業
務
の
性
質
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
が
構
成
要
件
実
現
（
具
体
的
に
は
人
の
死
傷
結
果
）
に
直
結
す
る
危

険
性
の
高
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
「
危
険
傾
向
性
」（G

efahrgeneigtheit

）
が
伴
い
、
し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
過
誤
を
広
範
囲

に
処
罰
を
す
れ
ば
、
防
御
的
医
療
の
弊
害
を
生
じ
さ
せ
、
ひ
い
て
は
、
手
術
に
よ
り
得
ら
れ
う
る
健
康
状
態
の
向
上
と
い
う
利
益
を
患
者

か
ら
奪
い
、
ま
た
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
、
検
査
を
必
要
以
上
に
盛
り
込
ん
だ
過
剰
診
察
を
招
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
（
41
）

。
あ

る
い
は
、
医
療
事
故
へ
の
刑
事
責
任
追
及
に
よ
っ
て
防
衛
医
療
、
萎
縮
医
療
が
も
た
ら
さ
れ
、
従
来
、
先
端
的
な
医
療
を
行
い
、
リ
ス

ク
・
テ
イ
キ
ン
グ
し
て
き
た
先
進
医
療
の
進
歩
が
阻
害
さ
れ
、
医
療
の
発
展
は
遅
滞
す
る
。
刑
法
で
発
動
さ
れ
る
リ
ス
ク
は
一
般
市
民
全

体
に
平
等
に
分
配
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
医
師
に
集
中
す
る
の
で
あ
り
、
医
師
不
足
で
過
酷
な
勤
務
条
件
に
あ
る
医
師
に
刑
事

責
任
が
問
わ
れ
う
る
高
い
リ
ス
ク
を
不
断
に
押
し
付
け
る
こ
と
は
社
会
的
な
不
正
義
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
42
）

。

こ
の
よ
う
な
点
は
、
医
師
が
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
で
処
罰
さ
れ
る
事
例
の
大
部
分
を
単
純
ミ
ス
の
例
が
占
め
て
い
る
日
本
と
大
き
く

異
な
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
わ
が
国
で
も
「
医
療
事
故
を
刑
事
過
失
と
し
て
処
理
す
る
の
は
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
場
合

に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
（
43
）

、
単
純
ミ
ス
の
可
罰
性
は
、
英
米
と
同
様
に
、
行
為
の
危
険
の
認
識
可
能
性
に
か
か
わ
る
兆
候
を

考
慮
し
て
、
そ
の
兆
候
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
と
の
主
張
（
44
）

な
ど
、
医
療
事
故
に
お
け
る
刑
事
責
任
限
定
論
が
従
来
か
ら
強
く
提
案
さ
れ
て

二
二
八



日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
（
只
木
）

（
四
六
一
）

い
る
。
ま
た
、
実
際
に
、
単
純
過
失
致
死
傷
に
よ
る
有
罪
判
決
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
過
失
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
た
場
合
の
ほ
と
ん
ど
は
、

業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
で
処
理
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
の
で
あ
り
、
業
務
上
過
失
は
重
大
な
過
失
を
類
型
化
し
た
も
の
だ
と
す
る

見
解
も
有
力
で
あ
る
（
45
）

こ
と
か
ら
、
英
米
と
同
様
に
、〈
医
療
事
故
に
お
い
て
は
、〉
刑
事
過
失
、
す
な
わ
ち
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
に
い

う
「
過
失
」
を
「
重
過
失
」
に
限
定
し
、
医
療
過
誤
に
お
け
る
過
失
に
つ
い
て
も
、
単
純
な
過
失
は
刑
事
訴
追
し
な
い
と
い
う
選
択
肢
は

残
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
し
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
分
野
に
お
け
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
い
れ
ば
、
刑
事
処
罰
の
対
象
と
は
な

ら
な
い
と
い
う
か
た
ち
が
望
ま
し
い
と
い
え
よ
う
（
46
）

。

ま
た
、
本
来
、
医
療
行
為
に
お
い
て
結
果
を
完
全
に
予
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
と
も
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
医

療
行
為
に
つ
い
て
、「
注
意
義
務
違
反
に
よ
る
過
失
」
な
い
し
「
結
果
が
予
見
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
回
避
し
な
か
っ
た
こ
と
」

を
罪
と
す
る
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
適
用
は
本
質
的
に
そ
ぐ
わ
な
い
面
を
有
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
医
療
過
誤
事
件
に
お
い
て
医
師

の
過
失
を
摘
発
す
る
例
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
自
ら
の
立
場
を
危
う
く
す
る
危
険
を
冒
し
て
ま
で
も
出
産
な
ど
リ
ス
ク
を
伴
う
医

療
行
為
を
、
あ
る
い
は
よ
り
効
果
が
期
待
で
き
て
も
そ
こ
に
高
い
リ
ス
ク
が
あ
る
治
療
行
為
を
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
医
師
は
い
な
く
な

る
と
の
批
判
（
47
）

は
現
状
の
問
題
性
を
正
し
く
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
医
師
の
行
為
に
明
ら
か
な
落
ち
度
（recklessness

（
無
謀
）、L

eichtfertigkeit

（
軽
率
性
））
が
認
め
ら

れ
る
場
合
で
あ
れ
ば
格
別
、
一
般
的
に
、
は
た
し
て
刑
事
裁
判
で
「
白
黒
を
つ
け
る
」
こ
と
が
医
療
過
誤
事
件
を
正
し
い
解
決
へ
と
導
く

も
の
で
あ
る
と
い
え
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
医
師
個
人
の
過
ち
の
問
題
と
し
て
過
去
に
遡
っ
て
責
任
の
あ
ぶ
り
出
し
と
処
罰
に
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
費
や
し
て
も
医
療
過
誤
事
例
の
再
発
防
止
に
有
効
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
よ
り
も
、
未
来
を
指
向
す
る
展
望
的
な
立

場
に
立
っ
て
、
医
療
事
故
調
査
委
員
会
（
医
療
安
全
調
査
委
員
会
）
等
で
の
原
因
究
明
と
こ
れ
に
基
づ
く
予
防
策
の
構
築
に
力
を
入
れ
る
べ

二
二
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
六
二
）

き
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
48
）

。

Ⅵ
．
医
療
事
故
調
査
制
度
と
無
過
失
補
償
制
度

1
．
医
療
事
故
調
査
制
度

こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
回
顧
的
に
、
ひ
た
す
ら
医
師
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
労
を
費
や
す
の
で
は
な
く
、
展

望
的
に
、
医
療
の
安
全
を
確
保
し
、
医
療
事
故
の
再
発
防
止
を
策
す
る
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
掲
げ
て
、
医
療
事
故
調
査
制
度
が
施

行
さ
れ
た
（
49
）

。

医
療
事
故
調
査
制
度
に
い
う
「
医
療
事
故
」
と
は
、「
当
該
病
院
等
に
勤
務
す
る
医
療
従
事
者
が
提
供
し
た
医
療
に
起
因
し
、
又
は
起

因
す
る
と
疑
わ
れ
る
死
亡
又
は
死
産
で
あ
つ
て
、
当
該
管
理
者
が
当
該
死
亡
又
は
死
産
を
予
期
し
な
か
つ
た
も
の
」
と
規
定
さ
れ
、
医
療

事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
当

該
医
療
事
故
の
日
時
、
場
所
及
び
状
況
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
第
六
条
の
一
五
第
一
項
の
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン

タ
ー
（
日
本
医
療
安
全
調
査
機
構
）
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第
六
条
の
一
〇
）
と
し
て
、
医
療
事
故
調
査
に
つ
い
て
の
制
度
が
整

備
さ
れ
（
50
）

た
（
51
）

。

医
療
安
全
調
査
委
員
会
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
原
因
究
明
・
再
発
防
止
措
置
を
行
い
、
医
療
の
安
全
の
確
保
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
な
ど
に
よ
る
医
療
関
係
者
の
責
任
追
及
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
（
52
）

。
む
し
ろ
、
中
立
的
専
門
機
関
で
あ

る
医
療
安
全
調
査
委
員
会
が
医
療
事
故
に
関
し
て
、
医
療
従
事
者
の
責
任
を
追
及
す
べ
き
で
な
い
と
の
判
断
を
示
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
検

察
官
も
起
訴
・
不
起
訴
の
判
断
の
際
に
こ
れ
を
斟
酌
す
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
よ
う
な
実
務
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
医
療
事
故
に
お
け
る

二
三
〇



日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
（
只
木
）

（
四
六
三
）

妥
当
な
処
罰
範
囲
の
明
確
化
が
計
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
（
53
）

。

2
．
無
過
失
補
償
制
度

無
過
失
補
償
制
度
と
事
故
調
査
制
度
と
は
、
車
の
両
輪
の
ご
と
く
一
体
的
に
機
能
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

無
過
失
補
償
制
度
は
、
二
〇
〇
九
年
に
産
科
医
療
分
野
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
制
度
は
、
分
娩
に
関
連
し
て
発
症

し
た
脳
性
ま
ひ
児
に
対
す
る
補
償
を
行
う
機
能
と
原
因
の
分
析
と
再
発
防
止
を
図
る
機
能
と
を
あ
わ
せ
持
つ
が
、
前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、

医
療
者
の
過
失
の
有
無
を
問
わ
ず
被
害
者
で
あ
る
患
者
に
補
償
金
が
支
払
わ
れ
る
仕
組
み
が
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
制
度
の
創
設
に

よ
り
、
報
告
書
が
患
者
家
族
に
も
手
渡
さ
れ
る
こ
と
で
話
し
合
い
も
可
能
と
な
り
、
そ
し
て
紛
争
解
決
の
可
能
性
が
高
く
な
り
訴
訟
数
の

減
少
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
見
方
も
あ
り
（
54
）

、
そ
し
て
、
実
際
に
も
、
産
科
無
過
失
補
償
法
が
導
入
さ
れ
た
平
成
二
一
年
度
以
降
、

産
科
に
関
わ
る
医
療
訴
訟
の
数
は
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
無
過
失
補
償
制
度
が
訴
訟
の
抑
止
に
効
果
を
も
た
ら
し

て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
（
55
）

。

な
お
、
理
想
と
し
て
は
、
無
過
失
補
償
制
度
は
、
す
べ
て
の
医
療
事
故
事
案
を
対
象
と
し
て
導
入
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
も

あ
っ
た
が
、
資
金
面
の
問
題
か
ら
最
も
緊
急
度
の
高
い
分
野
に
お
い
て
優
先
的
に
採
用
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
、
ま
ず
は
産
科
医
療
分
野
に

お
い
て
の
み
補
償
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。

も
っ
と
も
、
国
の
資
金
に
よ
る
無
過
失
補
償
制
度
に
つ
い
て
は
、
問
題
は
少
な
く
な
い
。
と
り
わ
け
、
財
源
の
問
題
は
軽
視
で
き
な
い

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
、
医
師
に
過
失
が
な
い
場
合
に
は
同
制
度
に
よ
る
と
し
て
も
、
過
失
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
民

間
の
保
険
会
社
の
利
用
が
考
え
ら
れ
、
事
例
よ
っ
て
は
裁
判
外
の
紛
争
解
決
手
段
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
の
活
用
も
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
制
度
の

二
三
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
六
四
）

併
用
が
現
実
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
無
過
失
補
償
制
度
の
検
討
に
は
、
医
療
事
故
デ
ー
タ
の
蓄
積
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
、
医
療
事
故
調
査
制

度
の
進
展
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

Ⅶ
．
む
す
び
に
代
え
て

本
稿
は
、
医
療
過
誤
事
件
を
め
ぐ
る
過
失
犯
処
罰
の
現
状
と
そ
の
問
題
点
を
取
り
上
げ
て
、
わ
が
国
の
医
療
現
場
の
、
ま
す
ま
す
深
刻

さ
を
増
す
現
状
の
問
題
性
を
直
視
し
、
医
療
の
領
域
に
お
け
る
過
度
な
刑
事
介
入
に
よ
る
紛
争
解
決
の
限
界
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
同
時
に
、
防
衛
医
療
・
萎
縮
医
療
を
招
か
ぬ
た
め
、
そ
の
代
替
策
と
し
て
、
再
発
防
止
に
向
け
て
の
安
定
し
た
制
度
設
計
こ
そ
が
望

ま
れ
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
典
型
的
か
つ
重
大
な
医
療
事
故
の
場
合
は
別
と
し
て
も
、
医
療
者
の
単
純
な
ミ
ス
や
医
師
の
判
断
や
方
法
に
つ
い
て
ま
で

も
過
失
を
問
わ
れ
、
糾
弾
さ
れ
、
責
任
追
及
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
医
師
の
専
門
性
そ
の
も
の
の
根
幹
が
揺
る
ぎ
、
医
師

と
患
者
、
家
族
と
の
信
頼
関
係
の
樹
立
は
阻
害
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
医
療
事
故
へ
の
過
度
な
責
任
追
及
は
防
衛
医

療
・
萎
縮
医
療
や
過
剰
診
察
に
つ
な
が
り
、
ひ
い
て
は
、
わ
が
国
の
健
全
な
医
療
制
度
に
と
っ
て
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
英
米
や
ド
イ
ツ
語
圏
の
例
に
あ
る
よ
う
に
、
医
療
分
野
で
の
単
純
ミ
ス
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
病
院
の
安
全
管
理
や
運
営
力

の
不
足
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
の
も
と
、
医
師
に
明
ら
か
な
過
失
、
重
過
失
が
な
け
れ
ば
、
回
顧
的
に
責
任
を
追
及
す
る
の

で
は
な
く
、
同
じ
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
わ
ば
展
望
的
に
、
再
発
防
止
に
つ
な
げ
る
方
が
、
医
療
過
誤
と
い
う
紛
争
の
正
し
い
解
決
策
と

し
て
よ
り
生
産
的
で
あ
ろ
う
。

二
三
二



日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
（
只
木
）

（
四
六
五
）

そ
し
て
、
わ
が
国
で
も
、
単
純
な
過
失
は
刑
事
訴
追
し
な
い
と
い
う
選
択
肢
は
残
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
終
末
期
医
療
の
分
野
で

も
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
た
る
指
針
・
準
則
に
し
た
が
っ
て
い
れ
ば
刑
事
処
罰
を
免
れ
る
と
い
う
、
一
種
の
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
の
樹
立
が
求
め
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
（
56
）

。

こ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
、
事
故
調
査
委
員
会
が
設
立
さ
れ
、
そ
れ
を
制
度
的
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
無
過
失
補
償
制
度
が
整
え
ら
れ
た
こ

と
は
、
医
療
の
発
展
に
と
っ
て
も
好
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
今
後
は
、
両
制
度
の
い
っ
そ
う
の
発
展
に
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
今
日
で
は
、
医
療
過
誤
に
お
け
る
刑
事
責
任
を
限
定
す
る
と
し
て
も
、
医
療
の
分
野
に
お
い
て
の
み
過
失
の
要
件
を
厳
格
に
介

す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
主
張
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
例
え
ば
間
接
的
安
楽
死
に
つ
い
て
犯
罪
化
す
る
に
は
未
必
的
な
故

意
で
は
足
り
な
い
と
さ
れ
、
ま
た
、
背
任
罪
に
お
い
て
主
観
的
要
件
を
限
定
解
釈
す
る
解
釈
が
有
力
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
医
療
過

誤
の
事
例
で
、
必
要
と
さ
れ
る
過
失
の
程
度
を
、
政
策
的
に
引
き
上
げ
る
こ
と
も
、
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

※
本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
七
月
六
日
に
ト
ル
コ
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
「International A

cadem
y of L

egal M
edicine, 22nd C

ongress 

in Istanbul-T
urkey

」
で
の
「P

E
N
A
L
 L
A
W
 D
IM
E
N
S
IO
N
S
 O
F
 M
E
D
IC
A
L
 M
A
L
P
R
A
C
T
IC
E
 IN
 JA
P
A
N
-R
econfi rm

ation of the 

responsibility principle in C
rim
inal L

aw
 in R

isk S
ociety -

」
と
題
す
る
講
演
の
原
稿
を
も
と
に
、
こ
れ
に
そ
の
後
の
状
況
を
踏
ま
え
修
正

を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
刑
法
の
機
能
・
役
割
と
の
関
係
で
過
失
犯
論
や
医
療
過
誤
の
問
題
を
論
じ
、
考
察
を
深
め
て
こ
ら
れ
た
船
山
泰
範
先
生
の

古
稀
を
祝
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
ご
指
導
に
感
謝
申
し
上
げ
、
本
稿
を
献
げ
る
次
第
で
あ
る
。

（
1
） 

二
〇
〇
〇
年
（
平
成
一
二
年
）
八
月
二
二
日
、
国
立
病
院
、
国
立
療
養
所
及
び
国
立
高
度
専
門
医
療
セ
ン
タ
ー
等
に
お
け
る
医
療
事
故
の
発
生

防
止
対
策
及
び
医
療
事
故
発
生
時
の
対
応
方
法
に
つ
い
て
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る
際
の
指
針
と
し
て
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

二
三
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
六
六
）

マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
委
員
会
よ
り
報
告
さ
れ
た
「
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
指
針
」「
第
三　

用
語
の
定
義
」
よ
り
。http://

w
w
w
1.m
hlw
.go.jp/topics/sisin/tp1102-1_12.htm

l
（
2
） 
先
行
研
究
と
し
て
、
船
山
泰
範
『
刑
法
の
役
割
と
過
失
犯
論
』（
二
〇
〇
七
年
）
一
〇
頁
以
下
、
一
三
七
頁
以
下
参
照
。

（
3
） 
臨
時
行
政
調
査
会
「
行
政
改
革
に
関
す
る
第
三
次
答
申
│
基
本
答
申
│
」（
一
九
八
二
年
七
月
）
を
受
け
た
、
医
師
・
歯
科
医
師
の
養
成
計
画

に
つ
い
て
の
同
年
九
月
の
閣
議
決
定
参
照
。

（
4
） 

二
〇
〇
八
年
の
人
口
一
、〇
〇
〇
人
当
た
り
の
臨
床
医
の
数
は
二
・
一
五
人
で
あ
り
、
先
進
国
の
中
で
も
き
わ
め
て
低
い
（O

E
C
D
 H
ealth 

D
ata 2011, D

ensity per 1000 population 

（head counts

）。
ま
た
、
前
田
由
美
子
「
医
療
関
連
デ
ー
タ
の
国
際
比
較
│
『O

E
C
D
 H
ealth 

D
ata 2009

』
よ
り
│
」
日
医
総
研
リ
サ
ー
チ
エ
ッ
セ
イN
o.55 

（
二
〇
〇
九
年
一
二
月
）
参
照
。

（
5
） 

こ
れ
は
二
〇
〇
七
年
頃
か
ら
は
じ
ま
る
、
わ
ゆ
る
救
急
搬
送
の
「
た
ら
い
回
し
」
事
例
と
し
て
、
医
療
崩
壊
の
顕
著
な
実
例
の
一
つ
と
し
て
あ

げ
ら
れ
た
。

（
6
） 

本
田
宏
・
日
野
秀
逸
「
対
談
『
医
師
不
足
地
域
の
医
療
が
危
な
い
！
』」
月
刊
経
済N

o.136

（
二
〇
〇
六
年
一
二
月
）。

（
7
） 

小
松
秀
樹
『
医
療
崩
壊
「
立
ち
去
り
型
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
」
と
は
何
か
』
朝
日
新
聞
社
（
二
〇
〇
七
年
）
二
頁
。

（
8
） 

井
田
良
「
医
療
事
故
に
対
す
る
刑
事
責
任
の
追
究
の
あ
り
方
」『
三
井
誠
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』（
二
〇
一
二
年
）
二
三
一
頁
、
佐
伯
仁
志

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
刑
事
医
療
過
誤
」『
三
井
誠
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』（
二
〇
一
二
年
）
二
五
一
頁
参
照
。

（
9
） 

手
嶋
豊
『
医
事
法
入
門
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
五
年
）
一
五
九
頁
。

（
10
） 

薬
害
エ
イ
ズ
事
件
に
お
い
て
、
主
に
血
友
病
に
対
す
る
治
療
薬
と
し
て
使
わ
れ
た
血
液
凝
固
因
子
製
剤
（
非
加
熱
製
剤
）
に
よ
っ
て
ヒ
ト
免
疫

不
全
ウ
イ
ル
ス
（
Ｈ
Ｉ
Ｖ
）
に
感
染
し
た
患
者
が
エ
イ
ズ
を
発
症
し
多
数
の
死
者
が
出
た
。
帝
京
大
学
ル
ー
ト
は
こ
の
事
件
の
三
つ
の
類
型
の
う
ち

の
一
つ
で
あ
る
。
船
山
・
前
掲
注（
2
）一
九
八
頁
以
下
参
照
。

（
11
） 

船
山
・
前
掲
注（
2
）二
一
一
頁
。

（
12
） 

同
旨
、
前
田
雅
英
「
予
見
可
能
性
の
内
容
・
程
度
と
許
さ
れ
た
危
険
」
研
修
六
三
七
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
三
頁
。
判
例
に
賛
成
す
る
の
は
、

井
田
良
「
判
評
」
ジ
ュ
リ
一
二
〇
四
号
二
六
頁
（
二
〇
〇
一
年
）
二
六
頁
、
佐
伯
仁
志
『
刑
法
総
論
の
考
え
方
・
楽
し
み
方
』（
二
〇
一
三
年
）

二
三
四



日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
（
只
木
）

（
四
六
七
）

二
九
八
頁
。
批
判
的
な
の
は
、
松
宮
孝
明
『
過
失
犯
論
の
現
代
的
課
題
』（
二
〇
〇
四
年
）
一
六
八
頁
、
甲
斐
克
則
「
薬
害
と
医
師
の
刑
事
責
任
」

広
島
法
学
二
五
巻
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）
六
九
頁
、
高
橋
則
夫
『
刑
法
総
論
〔
第
二
版
〕』（
二
〇
一
三
年
）
二
二
九
頁
な
ど
。

（
13
） 
船
山
・
前
掲
注（
2
）二
一
一
頁
、
前
田
・
前
掲
注（
12
）一
三
頁
。

（
14
） 
拙
稿
『
医
事
法
判
例
百
選
〔
第
二
版
〕』（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
九
号
）（
二
〇
一
四
年
）
一
三
〇
頁
、
飯
田
英
男
『
刑
事
医
療
過
誤
Ⅱ
〔
増

補
版
〕』（
二
〇
一
七
年
）
五
〇
二
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
判
例
時
報
二
二
九
二
号
（
二
〇
一
六
年
）
以
下
で
、
本
稿
で
若
干
な
が
ら
取
り
上
げ
た
大

野
病
院
事
件
や
割
り
箸
事
件
を
紹
介
し
つ
つ
、
刑
事
医
療
事
故
訴
訟
を
特
集
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。

（
15
） 

分
業
化
の
進
ん
だ
チ
ー
ム
医
療
の
も
と
で
の
医
療
過
誤
で
あ
っ
て
も
、
複
数
の
医
療
従
事
者
が
共
同
主
体
と
し
て
集
団
過
誤
行
為
を
行
っ
た
と

評
価
で
き
る
範
囲
で
、
な
お
過
失
共
同
正
犯
の
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
旨
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
谷
井
悟
司
「
過
失
共
同
正
犯
の
処
罰
根
拠
と

そ
の
成
立
範
囲
に
つ
い
て
」
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
法
学
研
究
科
篇
四
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
七
一
頁
以
下
。

（
16
） 

弁
護
人
の
主
張
す
る
「
信
頼
の
原
則
」
の
法
理
の
適
用
も
、
正
当
に
も
否
定
し
て
い
る
。

（
17
） 

例
え
ば
、
最
判
昭
和
二
八
年
一
月
二
三
日
刑
集
七
巻
一
号
三
〇
頁
。

（
18
） 

本
件
第
一
審
で
あ
る
横
浜
地
判
平
成
一
三
年
九
月
二
〇
日
判
タ
一
〇
八
七
号
二
九
六
頁
に
お
い
て
は
、
被
告
人
Ｃ
に
は
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ

た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
無
罪
と
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
五
名
が
有
罪
と
さ
れ
、
上
告
審
で
あ
る
最
決
平
成
一
九
年
三
月
二
六
日
刑
集
六
一
巻
二

号
一
三
一
頁
に
お
い
て
は
、
被
告
人
Ｃ
に
は
麻
酔
導
入
前
後
に
わ
た
っ
て
過
失
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
主
張
を
排
斥
し
、
同
人
に
対
す
る
有
罪
判
決

が
維
持
さ
れ
た
が
、
各
審
級
に
お
い
て
被
告
人
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
注
意
義
務
の
具
体
的
内
容
に
は
若
干
の
変
更
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
被
告
人
ら
の
各

過
失
の
競
合
と
い
う
構
成
そ
れ
自
体
は
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
て
い
た
。

（
19
） 

同
様
に
本
件
に
お
い
て
過
失
共
同
正
犯
の
成
立
可
能
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
船
山
・
前
掲
注（
2
）一
五
一
頁
、
甲
斐
克
則
『
医
事
刑
法

へ
の
旅
Ⅰ
〔
新
版
〕』（
二
〇
〇
六
年
）
一
四
三
頁
、
大
塚
裕
史
「
チ
ー
ム
医
療
と
過
失
犯
論
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
一
頁

以
下
な
ど
が
あ
る
。
詳
細
は
、
谷
井
・
前
掲
注（
15
）三
七
四
頁
参
照
。
な
お
、
チ
ー
ム
医
療
に
つ
い
て
の
信
頼
の
原
則
の
適
用
を
消
極
的
に
解
す
る

の
は
、
船
山
・
前
掲
注（
2
）一
三
九
頁
以
下
。

（
20
） 

い
わ
ゆ
る
、
世
田
谷
地
下
ケ
ー
ブ
ル
火
災
事
判
決
（
東
京
地
判
平
成
四
年
一
月
二
三
日
判
例
時
報
一
四
一
九
号
一
三
三
頁
）
参
照
。
な
お
、
そ

二
三
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
六
八
）

れ
ぞ
れ
の
関
与
者
に
過
失
責
任
を
問
う
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
構
成
に
よ
る
に
し
て
も
、
具
体
的
な
事
例
に
対
す
る
結
論
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
異

な
る
こ
と
は
な
く
、
た
し
か
に
、
複
数
人
の
う
ち
の
一
人
の
行
為
に
よ
っ
て
結
果
が
生
じ
た
場
合
に
、
結
論
の
差
異
が
生
じ
る
と
さ
れ
て
も
い
る
が
、

「
共
同
の
注
意
義
務
に
共
同
し
て
違
反
す
る
」
こ
と
と
「
共
同
行
為
者
の
行
為
か
ら
も
結
果
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
注
意
義
務
に
違
反
す
る
」
こ

と
と
は
、
内
容
が
重
な
る
で
あ
ろ
う
。
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
〔
第
五
版
〕』（
二
〇
一
一
年
）
五
〇
六
頁
。
な
お
、
同
『
刑
法
総
論
講
義
﹇
第

六
版
﹈』（
二
〇
一
五
）
年
三
七
〇
頁
。

（
21
） 

船
山
・
前
掲
注（
2
）一
四
九
頁
は
、
判
文
中
に
「
過
失
の
競
合
に
よ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
件
は
過
失
の
共
同
正
犯
の
事
例
で
は
な
く
過
失

の
競
合
の
事
例
で
あ
る
か
ら
、
判
決
が
六
〇
条
を
適
用
し
た
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
す
る
。

（
22
） 

平
成
二
六
年
に
医
療
事
故
調
査
制
度
が
成
立
し
、
平
成
二
七
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。

（
23
） 

飯
田
・
前
掲
注（
14
）三
頁
、
吉
田
謙
一
『
事
例
に
学
ぶ
法
医
学
・
医
事
法
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
七
年
）
二
七
八
頁
。

（
24
） 

な
お
、
前
述
の
東
京
都
立
広
尾
病
院
事
件
最
高
裁
判
決
や
、
医
療
事
故
調
査
制
度
の
誕
生
に
よ
っ
て
、
医
療
過
誤
自
体
の
警
察
へ
の
届
け
出
義

務
は
縮
減
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
25
） 

地
裁
民
事
第
一
審
通
常
訴
訟
事
件
に
お
け
る
、
医
事
関
係
訴
訟
事
件
の
認
容
率
は
高
く
は
な
い
。
平
成
二
七
年
度
は
、
通
常
訴
訟
事
件
の
認
容

率
は
八
三
・
三
％
で
あ
る
の
に
対
し
医
事
関
係
訴
訟
事
件
の
認
容
率
は
二
〇
・
六
％
と
い
じ
る
し
く
低
い
。
ま
た
、
医
事
関
係
訴
訟
事
件
の
平
均
審
議

期
間
は
平
成
二
七
年
度
に
お
い
て
二
二
・
八
月
で
あ
り
、
通
常
訴
訟
事
件
平
均
の
八
〜
九
月
に
比
し
て
、
非
常
に
長
い
審
議
期
間
と
な
っ
て
い
る
こ

と
、
し
た
が
っ
て
多
額
の
訴
訟
費
用
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
26
） http://m
edical-today.seesaa.net/article/36484160.htm

l

（
27
） 

二
〇
〇
九
年
（
平
成
二
一
年
）
に
は
、
後
述
す
る
、
分
娩
に
関
連
す
る
脳
性
麻
痺
に
対
す
る
障
害
補
償
制
度
で
あ
る
、「
産
科
医
療
補
償
制
度
」

が
発
足
し
た
。

（
28
） 

一
九
九
八
年
の
川
崎
共
同
病
院
事
件
で
は
、
延
命
治
療
を
望
ま
な
い
旨
の
家
族
の
意
思
を
受
け
て
行
っ
た
対
応
の
後
、
鎮
痛
剤
を
、
そ
し
て
最

後
に
は
筋
弛
緩
剤
ミ
オ
ブ
ロ
ッ
ク
を
投
与
し
た
結
果
患
者
を
死
亡
さ
せ
た
と
し
て
殺
人
罪
で
起
訴
さ
れ
た
医
師
に
懲
役
一
年
六
ヶ
月
執
行
猶
予
三
年

の
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
も
の
で
、
裁
判
で
は
尊
厳
死
（
治
療
中
止
な
い
し
消
極
的
安
楽
死
）
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
が
、
最
高
裁
で
は
、

二
三
六



日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
（
只
木
）

（
四
六
九
）

余
命
に
つ
い
て
の
確
認
を
し
て
い
な
い
、
被
害
者
の
推
定
的
意
思
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
殺
人
罪
の
有
罪
判
決
が
確
定
し
た
。
事
後
の
報

告
書
で
は
、
本
事
件
の
要
因
の
多
く
は
、
チ
ー
ム
医
療
の
実
践
の
脆
弱
性
な
ど
、
ど
こ
の
医
療
機
関
に
お
い
て
も
起
こ
り
う
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

個
人
の
責
任
追
及
よ
り
組
織
医
療
の
問
題
点
を
解
明
す
る
立
場
で
問
題
点
と
解
決
策
を
検
討
し
て
い
る
。http://dl.cubo-m

edical.com
/dl/63-a4

95930101d5d17ad0b7aefeaaef98b0

（
29
） 

中
山
研
一
・
甲
斐
克
則
編
著
『
新
版　

医
療
事
故
の
刑
事
判
例
』（
二
〇
一
〇
年
）
一
七
五
頁
。
被
告
人
に
は
禁
錮
一
年
、
罰
金
一
〇
万
円
が

求
刑
さ
れ
た
が
、
地
裁
で
無
罪
が
言
い
渡
さ
れ
、
検
察
が
控
訴
を
断
念
し
た
こ
と
か
ら
判
決
が
確
定
し
た
。
上
述
の
ご
と
く
、
こ
の
事
件
が
、
産
科

医
療
補
償
制
度
創
設
の
き
っ
か
け
の
一
つ
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。http://w

w
w
.courts.go.jp/vcm

s_lf/20522011.pdf 

同
事
件
で
は
、
医

療
事
故
調
査
委
員
会
が
保
険
適
用
を
通
じ
て
遺
族
へ
の
補
償
金
支
払
い
を
ス
ム
ー
ズ
に
に
す
る
た
め
、
報
告
書
に
は
医
師
の
過
失
が
あ
っ
た
と
の
記

載
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
実
際
に
は
、
院
内
検
討
会
で
も
執
刀
医
の
施
術
に
過
失
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
警

察
の
捜
査
や
起
訴
が
行
わ
れ
た
と
い
う
事
情
が
存
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
平
岩
敬
一
「
大
野
病
院
事
件
無
罪
判
決
と
産
科
医
療
を
め
ぐ
る
諸
問

題
」
神
奈
川
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
二
頁
、
鈴
木
博
康
「
産
科
医
療
事
故
に
関
す
る
一
考
察
」
北
九
州
市
立
大
学
法
政
論
集

四
〇
巻
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
五
五
頁
参
照
。

（
30
） 

被
告
人
は
、
第
一
審
、
第
二
審
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
無
罪
と
さ
れ
、
検
察
が
控
訴
を
断
念
し
た
こ
と
か
ら
判
決
が
確
定
し
た
。

（
31
） 

平
岩
敬
一
「
福
島
県
立
大
野
病
院
事
件
を
振
り
返
っ
て
」
日
本
産
婦
人
科
医
会
報
（
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
一
日
）、
長
谷
川
誠
「『
割
り
ば
し
事

件
』
に
対
す
る
報
道
は
ペ
ン
の
暴
力
」
日
経
メ
デ
ィ
カ
ル 
オ
ン
ラ
イ
ン
（
二
〇
〇
九
年
六
月
一
八
日
）。

（
32
） 

河
北
新
報
二
〇
〇
六
年
五
月
五
日
は
、
大
野
病
院
医
療
事
件
の
影
響
に
つ
き
、
東
北
六
県
の
病
院
九
一
カ
所
か
ら
得
た
産
科
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

結
果
を
も
と
に
、「
大
量
出
血
の
予
想
さ
れ
る
症
例
は
扱
わ
な
い
」、「
訴
訟
を
起
こ
さ
れ
る
よ
う
な
リ
ス
ク
を
伴
う
患
者
の
診
察
が
怖
い
」、「
大
学

に
よ
る
医
師
派
遣
中
止
・
引
き
揚
げ
」、「
一
人
体
制
の
病
院
に
は
大
学
が
派
遣
し
な
い
」、「
産
婦
人
科
を
選
ぶ
研
修
医
は
激
減
す
る
」、「
産
科
を
辞

め
る
医
師
が
い
る
」、「
地
域
医
療
の
萎
縮
が
懸
念
さ
れ
る
」
な
ど
、
回
答
の
八
割
が
「
影
響
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。

（
33
） 

小
松
・
前
掲
注（
7
）一
五
七
頁
。

（
34
） 

佐
伯
仁
志
・
丁
佳
佳
「
英
米
に
お
け
る
医
療
過
誤
へ
の
刑
法
上
の
対
応
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
八
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
九
頁
以
下
。
認
識

二
三
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
七
〇
）

の
な
い
過
失
を
非
難
す
る
理
由
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
情
に
鑑
み
て
重
大
な
危
険
の
認
識
が
合
理
的
に
期
待
で
き
る
の
に
、
注
意
を
怠
り
、
認
識
し
な

か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

（
35
） 
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
防
御
的
医
療
の
問
題
は
深
刻
で
あ
る
。
古
川
伸
彦
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
事
故
と
過
失
│
医
師
の
刑
事
責
任
の
限
定
？

│
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
八
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
二
頁
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
仮
定
的
承
諾
論
」
は
、
医
師
の
刑
事
責
任
を
軽
減
す
る
た
め
の

理
論
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
島
田
美
小
妃
「
仮
定
的
承
諾
論
」
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
法
学
研
究
科
篇
三
九
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
八
五
頁

以
下
。

（
36
） 

刑
事
過
失
と
民
事
過
失
は
、
注
意
義
務
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
が
、
普
通
の
危
険
を
超
え
た
重
大
な
危
険
、
注
意
基
準
か
ら
の
重
大
な
逸
脱
、

あ
ら
ゆ
る
事
情
に
基
づ
く
非
難
可
能
性
の
重
大
さ
に
お
い
て
差
異
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
佐
伯
・
丁
・
前
掲
注（
34
）三
五
頁
。

（
37
） 

医
療
関
係
者
の
過
失
は
、
当
事
者
個
人
の
個
人
の
過
失
、
す
な
わ
ち
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ァ
ク
タ
ー
の
範
疇
で
は
な
く
、
組
織
や
シ
ス
テ
ム
（
こ

こ
で
は
医
療
シ
ス
テ
ム
）
全
体
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。
石
橋
明
（
黒
田
勲
監
修
）『
事
故
は
、
な
ぜ
繰
り
返
さ
れ
る
の
か
│
ヒ
ュ
ー

マ
ン
フ
ァ
ク
タ
ー
の
分
析
』（
二
〇
〇
六
年
）
五
一
頁
以
下
。

（
38
） 

米
国
医
療
の
質
委
員
会
／
医
学
研
究
所
（
医
学
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
協
会
訳
）『
人
は
誰
で
も
間
違
え
る
』（
二
〇
〇
〇
年
）
五
頁
参
照
（
佐
伯
・

丁
・
前
掲
注（
34
）三
四
頁
参
照
）。

（
39
） 

詳
細
は
、
古
川
・
前
掲
注（
35
）二
三
頁
、
ヘ
ニ
ン
グ
・
ロ
ー
ゼ
ナ
ウ
（
山
本
紘
之
訳
）「
医
療
過
誤
に
お
け
る
可
罰
性
の
限
定
」
比
較
法
雑
誌

四
二
巻
三
号
（
二
〇
〇
八
年
）
七
五
頁
参
照
。

（
40
） 

佐
伯
・
前
掲
注（
8
）二
七
一
頁
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
の
現
行
法
に
は
、「
業
務
上
」
過
失
致
死
傷
罪
の
規
定
は
存
し
な
い
。

（
41
） 

古
川
・
前
掲
注（
35
）二
四
頁
。

（
42
） 

井
田
・
前
掲
注（
8
）二
三
四
頁
。
萎
縮
医
療
の
一
因
は
過
失
犯
の
処
罰
範
囲
の
不
明
確
性
に
あ
る
と
し
て
、
明
確
性
を
高
め
る
た
め
に
、
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
等
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
可
罰
性
を
否
定
す
べ
き
旨
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
山
本
紘
之
「
過
失
犯
の
処
罰
限
定
論
に
つ
い

て
」
法
学
新
報
一
二
一
巻
一
一
＝
一
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
三
四
頁
以
下
。

（
43
） 

甲
斐
克
則
「
医
療
事
故
と
刑
事
法
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
四
頁
。 二

三
八



日
本
に
お
け
る
医
療
過
誤
と
刑
事
責
任
（
只
木
）

（
四
七
一
）

（
44
） 

佐
伯
・
丁
・
前
掲
注（
34
）三
五
頁
。

（
45
） 

平
野
龍
一
『
刑
法
概
説
』（
一
九
七
七
年
）
八
九
頁
。
批
判
と
し
て
、
松
宮
孝
明
『
刑
法
各
論
講
義
﹇
第
四
版
﹈』（
二
〇
一
六
年
）
五
四
頁
。

（
46
） 
各
種
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
例
え
ば
、
尊
厳
死
を
め
ぐ
る
法
整
備
、
終
末
期
医
療
を
例
に
と
れ
ば
、
厚
生
労
働
省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（「
人
生
の

最
終
段
階
に
お
け
る
医
療
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」）
や
日
本
救
急
医
学
会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（「
救
急
医
療
に
お
け
る
終
末
期

医
療
に
関
す
る
提
言
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」
な
ど
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
遵
守
し
て
い
れ
ば
刑
事
処
罰
を
免
れ
る
と
い
う
運
用
を
し
て
い
く
べ
き
で
あ

る
。

（
47
） 

大
野
明
子
『
い
の
ち
を
産
む
』（
二
〇
〇
八
年
）
九
八
頁
以
下
、
一
五
六
頁
以
下
参
照
。

（
48
） 

同
旨
、
船
山
・
前
掲
注（
2
）一
五
三
頁
以
下
参
照
。
ブ
ロ
グ
「
あ
る
産
婦
人
科
医
の
ひ
と
り
ご
と
」
の
コ
メ
ン
ト
（
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
一
一

日
） http://tyam

a7.blog.ocn.ne.jp/obgyn/cat2780594/ 

な
お
、
医
療
安
全
調
査
委
員
会
の
問
題
性
も
多
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
組
織
モ
デ
ル
で
の
過
失
責
任
の
問
い
方
、
過
失
犯
論
に
よ
る
処
罰
の
限
定
、
解
明
・
防
止
・
保
障
策
の
充
実
と
審
判
制
度

の
検
討
、
量
刑
、
医
療
事
故
の
届
出
義
務
（
医
師
法
二
一
条
）
の
廃
止
、
等
が
あ
ろ
う
。
甲
斐
・
前
掲
注（
43
）一
四
頁
参
照
。

（
49
） 

厚
生
労
働
省
医
政
局
長
通
知
「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
の
施
行
（
医
療
事
故
調
査
制
度
）
に
つ
い
て
」http://w

w
w
.ajha.or.jp/topics/adm

ininfo/pdf/2015/150511_3.pdf 

詳
細
は
、
山
本
和

彦
「
医
療
事
故
調
査
の
新
た
な
制
度
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
第
六
七
巻
第
一
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
八
頁
以
下
。

（
50
） 

死
に
匹
敵
す
る
重
大
な
後
遺
症
が
生
じ
た
事
案
に
つ
い
て
も
調
査
範
囲
に
含
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
、
暫
時
的
に
制
度
の
対

象
を
拡
大
を
図
る
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。
山
本
・
前
掲
注（
49
）一
一
頁
。
ま
た
、
遺
族
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
調
査
が
開
始
さ
れ

る
制
度
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
も
、
や
む
を
得
な
い
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
遺
族
へ
の
結
果
説
明
は
定
め
ら
れ
て
い
る
。「
医
療
の
質
」
に
は
、

十
分
な
説
明
と
情
報
を
受
け
る
権
利
が
含
ま
れ
る
と
介
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
51
） https://w

w
w
.m
edsafe.or.jp/ 

な
お
、
こ
の
第
三
者
機
関
は
、
行
政
機
関
で
は
な
く
民
間
の
機
関
で
あ
る
。

（
52
） 

医
療
事
故
調
査
制
度
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、「
医
療
に
起
因
す
る
予
期
せ
ぬ
死
亡
事
故
」（
医
療
関
連
死
）
が
発
生
し
た
場
合
、
自
己
負
罪
拒
否

特
権
の
侵
害
と
も
な
り
得
る
、
こ
れ
ま
で
の
医
師
法
二
一
条
に
基
づ
く
「
警
察
へ
の
届
出
」
を
回
避
し
て
、
医
師
に
「
第
三
者
機
関
へ
の
届
出
」
を

二
三
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
七
二
）

義
務
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
制
度
と
訴
追
の
問
題
は
別
個
の
問
題
と
さ
れ
、
現
在
で
も
、
医
師
法
二
一
条
の
要
件
に
該

当
す
る
場
合
に
は
、
医
師
は
警
察
に
対
す
る
通
報
義
務
を
も
負
っ
て
い
る
。
山
本
・
前
掲
注（
49
）一
四
頁
。

（
53
） 
も
っ
と
も
、
医
療
安
全
調
査
委
員
会
の
問
題
と
し
て
、
初
期
の
警
察
介
入
を
否
定
す
る
こ
と
で
実
効
的
な
事
故
調
査
の
実
現
が
困
難
と
な
る
の

で
は
な
い
か
、
ま
た
、
同
委
員
会
が
刑
事
訴
追
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
と
も
、
や
は
り
、
医
師
に
お
い
て
、
社
会
的
非
難
や
制
裁
を
受
け
、

名
誉
や
社
会
的
信
用
が
低
下
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
、
さ
ら
に
は
組
織
や
自
己
の
地
位
を
保
全
し
た
い
と
い
う
思
い
等
か
ら
協
力
を
拒
む

こ
と
に
な
る
と
い
う
同
様
の
萎
縮
効
果
を
生
み
、
事
故
調
査
の
実
効
性
が
確
保
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
も
あ
る
。
笹
倉
宏
紀
「
事
故
調

査
と
刑
事
司
法
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
八
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
六
頁
、
四
八
頁
。

（
54
） 

宮
澤
潤
「
医
療
事
故
調
は
紛
争
解
決
の
ツ
ー
ル
と
な
り
得
る
か
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
第
六
七
巻
第
一
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
一
頁
。

（
55
） http://w

w
w
.courts.go.jp/vcm

s_lf/20522011.pdf

（
56
） 

す
で
に
、
船
山
・
前
掲
注（
2
）一
〇
頁
以
下
。
同
論
文
は
、
刑
法
の
役
割
と
し
て
、
①
犯
罪
の
抑
止
、
②
犯
罪
者
の
更
生
、
③
被
害
者
の
支
援

を
あ
げ
、
そ
れ
と
の
関
係
で
医
療
過
を
論
じ
て
い
る
。
な
お
、
信
頼
の
原
則
を
チ
ー
ム
医
療
に
安
易
に
用
い
る
こ
と
の
問
題
性
を
九
指
摘
し
て
い
る

点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

二
四
〇



英
国
の
法
人
故
殺
罪
と
企
業
事
故
の
抑
制
（
沼
野
）

（
四
七
三
）

英
国
の
法
人
故
殺
罪
と
企
業
事
故
の
抑
制

沼　
　

野　
　

輝　
　

彦

一　
「
現
代
」
と
法
人
組
織
体

（
一
）　

私
達
が
生
活
し
て
い
る
こ
の
時
代
は
、「
現
代
」
と
呼
ば
れ
て
近
代
の
中
で
も
一
期
を
画
し
て
い
る
。
そ
し
て
少
な
く
と
も
先

進
国
と
分
類
さ
れ
る
地
域
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、
科
学
技
術
の
発
達
や
情
報
化
の
進
捗
を
基
軸
と
し
て
物
質
的
に
は
か
つ
て
経
験

さ
れ
た
こ
と
の
な
い
豊
か
な
日
常
生
活
が
実
現
さ
れ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
こ
の
「
現
代
」
の
顕
著
な
特
徴
の
一
つ
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
「
現
代
」
や
そ
の
社
会
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
明
る
い
面
の
み
で
表
現
さ
れ
尽
く
さ
れ
る
も
の
で
は
む
ろ
ん
な
い
。
豊
か

さ
の
一
方
で
は
、
苦
悩
・
困
窮
・
あ
る
い
は
暴
力
な
ど
人
類
に
伝
統
的
な
マ
イ
ナ
ス
要
素
が
顕
在
す
る
場
所
を
喪
失
し
、
か
え
っ
て

潜
在
性
を
強
め
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
社
会
の
態
様
か
ら
こ
れ
を
見
れ
ば
、
豊
か
な
日
常
生
活
の
根
底
に
科
学
技
術
の
副
産
物
と

も
い
え
る
生
命
や
身
体
な
ど
基
本
的
な
法
益
に
対
す
る
侵
害
の
危
険
が
潜
ん
で
い
て
、
人
々
は
そ
れ
が
現
実
の
も
の
、
つ
ま
り
実
害

論　

説

二
四
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
七
四
）

と
な
る
と
い
う
絶
え
間
な
い
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
ま
ま
生
活
を
営
む
と
い
う
一
種
の
「
危
険
社
会
」
で
あ
り
、
豊
か
さ
と
と
も

に
潜
在
的
「
危
険
」
を
も
併
せ
持
つ
社
会
で
も
あ
る
。
こ
れ
が
「
現
代
」
の
私
達
の
社
会
の
実
相
な
の
で
あ
る
。

（
二
）　

そ
し
て
「
現
代
」
の
社
会
に
は
、
も
う
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
企
業
組
織
体
の
存
在
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
法
人
格
を
有
す
る

膨
大
な
数
の
企
業
組
織
体
が
活
動
し
、
制
度
的
・
経
済
的
構
造
を
支
え
る
不
可
欠
・
枢
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
、
改
め

て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
、
企
業
組
織
体
は
そ
の
あ
り
か
た
自
体
や
活
動
を
通
じ
て
人
の
生
命

や
身
体
に
対
す
る
侵
害
事
故
を
生
み
出
す
素
地
を
も
提
供
し
、
加
害
の
可
能
性
を
秘
め
た
「
危
険
」
を
社
会
に
も
た
ら
し
て
も
い
る
。

前
記
の
よ
う
に
「
現
代
」
が
「
危
険
社
会
」
と
認
識
さ
れ
る
カ
ギ
と
も
な
る
「
危
険
」
の
一
つ
は
、
豊
か
さ
を
社
会
に
与
え
る
こ
の

企
業
組
織
体
の
組
織
や
活
動
自
体
が
社
会
に
及
ぼ
し
て
い
る
、
実
害
発
生
の
可
能
性
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
現
代
」
に
お
い
て
「
豊
か
さ
」
と
「
危
険
」
は
、
企
業
組
織
体
を
い
わ
ば
紐
帯
と
し
て
一
体
化
さ
れ
、
一
枚
の
コ
イ
ン

の
両
面
の
ご
と
く
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

二　

わ
が
国
に
お
け
る
法
益
侵
害

（
一
）　

と
こ
ろ
で
そ
の
「
危
険
」
の
発
現
形
態
で
あ
る
企
業
組
織
体
の
活
動
に
伴
う
人
の
生
命
・
身
体
に
対
す
る
法
益
侵
現
象
は
、

さ
ま
ざ
ま
の
形
を
と
る
。
構
造
的
な
欠
陥
に
起
因
し
て
広
範
囲
か
つ
継
続
的
に
多
数
の
犠
牲
者
を
出
す
環
境
汚
染
型
の
公
害
事
件
も

あ
れ
ば
、
食
品
事
故
・
鉄
道
・
航
空
機
事
故
や
ホ
テ
ル
・
デ
パ
ー
ト
火
災
な
ど
、
被
害
は
集
約
的
で
あ
り
原
因
も
一
過
性
の
過
失
に

帰
着
す
る
と
い
う
も
の
ま
で
、
そ
の
種
類
は
多
岐
に
わ
た
る
。
近
年
の
こ
れ
ら
の
例
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

ま
ず
大
規
模
な
環
境
汚
染
型
公
害
事
件
の
例
で
は
、
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
合
成
過
程
で
副
生
し
た
メ
チ
ル
水
銀
を
含
有
し
た
工
場

二
四
二



英
国
の
法
人
故
殺
罪
と
企
業
事
故
の
抑
制
（
沼
野
）

（
四
七
五
）

排
水
を
永
年
に
わ
た
り
排
出
し
て
水
系
を
汚
染
し
、
そ
の
魚
介
類
を
摂
食
し
た
多
数
の
住
民
に
聴
力･

視
力･

言
語
障
害
・
運
動
失

調
・
精
神
症
状
な
ど
重
大
な
健
康
被
害
を
惹
き
起
し
た
熊
本
、
新
潟
両
水
俣
病
事
件
（
一
九
六
八
年
公
害
病
認
定
。
認
定
申
請
者
約
一
万

三
千
名
、
認
定
患
者
約
三
千
名
）
が
あ
る
。
ま
た
同
種
の
環
境
汚
染
型
の
公
害
と
し
て
は
、
鉱
山
の
排
水
を
不
用
意
に
排
出
し
て
そ
れ

に
含
有
さ
れ
て
い
た
カ
ド
ミ
ュ
ウ
ム
に
よ
り
神
通
川
水
系
を
永
年
に
わ
た
り
汚
染
し
、
多
数
の
地
域
住
民
に
重
篤
な
腎
臓
障
害
・
骨

軟
化
症
な
ど
特
徴
的
な
重
金
属
中
毒
を
発
症
さ
せ
た
「
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
」
事
件
（
一
九
七
三
年
現
在
、
認
定
患
者
一
二
五
名
、
死
亡
者

う
ち
四
四
名
）
や
、
四
日
市
市
の
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
の
化
学
工
場
数
社
が
排
出
し
た
煤
煙
に
よ
り
生
じ
た
大
気
汚
染
を
原
因
と
し

て
、
地
域
住
民
に
喘
息
性
気
管
支
炎
な
ど
呼
吸
器
疾
患
を
惹
き
起
し
五
〇
名
以
上
を
死
亡
さ
せ
た
四
日
市
喘
息
事
件
が
あ
る
。

（
二
）　

食
品
・
薬
品
公
害
型
の
事
件
と
し
て
は
、
森
永
乳
業
砒
素
ミ
ル
ク
中
毒
事
件
が
あ
る
。
ド
ラ
イ
ミ
ル
ク
の
製
造
工
場
で
、
吸

収
を
高
め
る
安
定
剤
と
し
て
ミ
ル
ク
に
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
を
添
加
し
て
い
た
が
、
そ
の
安
定
剤
の
類
似
品
で
砒
素
を
大
量
に
含
む
工

業
用
洗
剤
が
誤
っ
て
工
場
に
納
入
さ
れ
、
そ
れ
を
気
づ
か
な
い
ま
ま
ド
ラ
イ
ミ
ル
ク
に
添
加
し
て
出
荷
し
た
た
め
、
製
品
を
飲
用
し

た
乳
児
一
万
二
千
名
を
砒
素
中
毒
に
罹
患
さ
せ
、
う
ち
一
三
八
名
を
死
亡
さ
せ
た
事
件
で
あ
る
（
一
九
五
五
年
）。
問
題
の
ミ
ル
ク
を

製
造
し
た
工
場
の
工
場
長
及
び
製
造
課
長
が
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
で
起
訴
さ
れ
た
が
、
結
局
、
製
造
課
長
の
み
が
有
罪
（
禁
錮
三

年
の
実
刑
）
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
五
〇
年
後
半
、
西
ド
イ
ツ
（
当
時
）
の
製
薬
会
社
で
あ
る
グ
リ
ュ
ネ
ン
タ
ー
ル
社
に
よ
っ
て
開

発
さ
れ
た
睡
眠
薬
サ
リ
ド
マ
イ
ド
が
妊
娠
初
期
の
妊
婦
が
服
用
し
た
場
合
に
ア
ザ
ラ
シ
肢
症
奇
形
児
を
出
生
さ
せ
る
と
い
う
副
作
用

を
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
十
分
に
確
認
す
る
こ
と
な
く
習
慣
性
の
な
い
優
れ
た
睡
眠
薬
で
あ
る
と
し
て
、
世
界
各

国
の
製
薬
会
社
が
販
売
し
（
発
売
を
許
可
し
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
除
く
）
各
地
で
数
多
く
の
胎
児
傷
害
を
発
生
さ
せ
た
サ
リ
ド

マ
イ
ド
薬
禍
事
件
が
あ
る
。

二
四
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
七
六
）

（
三
）　

さ
ら
に
大
規
模
な
ホ
テ
ル
火
災
で
多
く
の
死
傷
者
を
出
し
た
例
と
し
て
、
防
火
扉
や
非
常
階
段
な
ど
の
施
設
が
不
十
分
で
、

消
防
署
の
勧
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
改
善
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
お
り
、
従
業
員
の
消
防
訓
練
も
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
実
際
の

火
災
発
生
の
際
に
作
動
し
た
火
災
報
知
器
の
警
報
を
従
業
員
が
「
テ
ス
ト
で
あ
る
」
と
館
内
放
送
す
る
な
ど
致
命
的
な
ミ
ス
を
犯
し

た
こ
と
も
重
な
っ
て
、
ホ
テ
ル
宿
泊
客
四
二
名
を
焼
死
さ
せ
る
に
至
っ
た
川
治
温
泉
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
火
災
事
件
（
一
九
八
〇
年
。

同
ホ
テ
ル
専
務
及
び
社
長
が
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
で
起
訴
さ
れ
、
い
ず
れ
も
有
罪
が
確
定
）
や
、
こ
の
事
件
の
二
年
後
で
あ
る
一
九
八
二
年

二
月
に
東
京
都
赤
阪
で
発
生
し
た
ホ
テ
ル
・
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
パ
ン
火
災
事
件
が
あ
る
。
後
者
は
一
〇
階
建
て
ホ
テ
ル
が
宿
泊
客
の
煙
草

の
不
始
末
か
ら
火
災
に
な
り
、
宿
泊
客
三
二
名
が
死
亡
し
た
ほ
か
二
九
名
が
負
傷
し
た
事
件
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件
の
公
判
で
は
、

経
営
者
が
利
潤
を
追
求
す
る
余
り
、
消
防
当
局
の
再
三
の
指
摘
を
無
視
し
て
建
物
に
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
そ
の
他
の
消
火
・
防
火
設
備

を
完
備
せ
ず
、
ま
た
設
置
さ
れ
た
防
火
扉
に
も
不
備
不
具
合
が
多
く
、
従
業
員
に
対
す
る
防
災
訓
練
・
教
育
も
実
施
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
が
こ
の
よ
う
な
大
き
な
被
害
を
生
ん
だ
も
の
と
判
断
さ
れ
、
経
営
の
最
高
責
任
者
で
あ
っ
た
社
長
が
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪

で
有
罪
と
さ
れ
禁
錮
三
年
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
四
）　

ま
た
、
鉄
道
や
航
空
機
な
ど
に
よ
る
大
量
・
高
速
輸
送
サ
ー
ビ
ス
業
務
に
関
す
る
事
件
と
し
て
は
、
一
九
九
一
年
五
月
、
鉄

道
会
社
の
安
全
管
理
体
制
の
不
備
を
原
因
と
し
て
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
鉄
道
と
信
楽
高
原
鉄
道
の
列
車
が
正
面
衝
突
し
、
乗
客
四
二
名
が

死
亡
、
六
一
四
名
が
傷
害
を
負
っ
た
信
楽
高
原
列
車
衝
突
事
件
や
、
一
九
八
五
年
八
月
、
ジ
ャ
ン
ボ
ジ
ェ
ッ
ト
機
が
飛
行
中
、
後
部

隔
壁
の
修
理
ミ
ス
に
起
因
す
る
金
属
疲
労
に
よ
り
機
体
損
傷
を
生
じ
さ
せ
操
縦
不
能
に
陥
っ
て
墜
落
し
、
乗
客
・
乗
務
員
合
わ
せ
て

五
二
〇
名
が
死
亡
し
た
日
航
ジ
ャ
ン
ボ
ジ
ェ
ッ
ト
御
巣
鷹
山
墜
落
事
件
が
あ
る
。

（
五
）　

製
造
物
等
の
欠
陥
に
関
す
る
事
件
と
し
て
は
、
三
菱
自
動
車
が
、
製
造
ト
ラ
ッ
ク
の
欠
陥
お
よ
び
リ
コ
ー
ル
を
一
九
九
六
年

二
四
四



英
国
の
法
人
故
殺
罪
と
企
業
事
故
の
抑
制
（
沼
野
）

（
四
七
七
）

こ
ろ
か
ら
約
八
年
の
長
期
間
に
わ
た
り
隠
蔽
し
（
道
路
運
送
車
両
法
違
反
・
虚
偽
報
告
）、
そ
の
車
両
欠
陥
に
起
因
し
て
二
〇
〇
二
年
一

月
に
横
浜
市
内
で
ト
ラ
ッ
ク
車
輪
が
ハ
ブ
の
破
損
に
よ
り
脱
落
、
歩
行
者
に
あ
た
っ
て
死
傷
事
故
を
起
こ
し
、
ま
た
、
同
一
〇
月
に

は
山
口
県
で
ト
ラ
ッ
ク
の
ク
ラ
ッ
チ
不
具
合
に
よ
る
衝
突
事
故
を
発
生
さ
せ
運
転
手
を
死
亡
さ
せ
た
事
件
（
こ
れ
ら
の
死
傷
事
件
に
関

し
て
は
、
会
社
の
副
社
長
、
部
長
等
が
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
で
起
訴
さ
れ
て
い
る
）
や
、
一
八
八
五
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
パ
ロ
マ
工

業
が
製
造
販
売
し
た
瞬
間
ガ
ス
湯
沸
し
器
に
欠
陥
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
三
〇
件
に
近
い
一
酸
化
中
毒
事
故
を
起
こ
し
て
二
一
名
を
死

亡
さ
せ
て
い
た
事
件
が
あ
る
。

三　

英
米
諸
国
に
お
け
る
状
況

（
一
）　

企
業
組
織
体
に
よ
る
事
故
や
違
法
行
為
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
よ
る
人
身
へ
の
侵
害
は
、
も
ち
ろ
ん
わ
が
国
に
か
ぎ
っ
た
こ
と

で
は
な
い
。
資
本
主
義
の
先
進
国
で
あ
る
欧
米
諸
国
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
よ
り
も
は
る
か
に
早
く
、

す
く
な
く
と
も
前
世
紀
の
は
じ
め
こ
ろ
か
ら
次
第
に
顕
著
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
九
八
〇

第
九
六
議
会
上
院
報
告
は
、
法
人
企
業
の
事
業
活
動
に
起
因
し
て
毎
年
約
二
千
万
人
の
国
民
が
何
ら
か
の
被
害
を
蒙
り
、
う
ち
三
万

人
が
死
亡
、
十
一
万
人
が
重
大
で
治
癒
不
能
の
障
害
や
疾
病
を
負
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

（
二
）　

た
と
え
ば
交
通
機
関
は
、
欧
米
に
お
い
て
と
く
に
先
駆
け
て
発
達
し
た
部
門
で
あ
る
が
、
信
楽
高
原
列
車
衝
突
事
件
や
日
航

ジ
ャ
ン
ボ
ジ
ェ
ッ
ト
御
巣
鷹
山
墜
落
事
故
な
ど
大
規
模
交
通
関
係
企
業
災
害
の
原
型
と
も
い
え
る
事
件
が
、
こ
れ
ら
の
国
で
は
す
で

に
前
世
紀
初
頭
か
ら
発
生
を
見
て
い
る
。
一
つ
の
例
は
、
一
九
〇
四
年
六
月
に
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
発
生
し
た
大
規
模
な

汽
船
の
火
災
事
故
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
イ
ー
ス
ト
リ
ヴ
ァ
ー
を
航
行
し
て
い
たG

eneral S
locum

号
と
い
う
汽
船
の
事
故
で
あ
る

二
四
五
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（
二
〇
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六
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月
）

（
四
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八
）

が
、
乗
客
九
百
名
が
焼
死
な
い
し
溺
死
す
る
大
惨
事
と
な
っ
た
。
事
故
後
の
調
査
の
結
果
、
同
船
の
救
命
具
や
防
火
設
備
が
ま
っ
た

く
役
に
立
た
な
い
欠
陥
品
で
あ
り
、
ま
た
消
火
ポ
ン
プ
が
装
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ほ
か
、
普
段
か
ら
火
災
の
際
等
非
常
時
に
備
え

て
乗
務
員
の
訓
練
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
事
故
の
際
に
救
命
ボ
ー
ト
を
下
ろ
す
こ
と
も
さ
れ
ず
、
こ
の
よ
う
な
大
量
の
犠
牲
者
を

生
ず
る
に
至
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
汽
船
を
運
航
し
て
い
た
法
人
企
業
の
管
理
上
の
甚
だ
し
い
不
注
意
が
重
大
な
結
果
を
引
き
起

こ
し
た
わ
け
で
、
そ
の
後
の
時
代
に
度
々
発
生
す
る
こ
の
種
の
事
故
の
特
徴
を
よ
く
備
え
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
事
件
で
は
、
汽
船

会
社
の
管
理
上
の
過
失
、
つ
ま
り
、
汽
船
に
適
切
な
消
火
・
救
命
器
具
を
備
え
付
け
て
お
か
な
か
っ
た
と
い
う
点
が
問
題
と
さ
れ
、

同
社
自
身
が
故
殺
罪
で
起
訴
さ
れ
有
罪
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
法
人
処
罰
の
点
で
も
、
前
例
と
し
て
記
録
に
と
ど
め
ら
れ
る
べ
き

位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
（U

nited S
tates v.V

anshaick et al 134 F
 592

﹇1904

﹈）。

（
三
）　

ま
た
鉄
道
事
故
と
し
て
は
、
一
九
九
七
年
ロ
ン
ド
ン
近
郊
で
、
ス
ワ
ン
シ
ー
か
ら
ロ
ン
ド
ン
に
向
か
っ
て
い
た
列
車
が
衝
突

し
、
乗
客
七
名
が
死
亡
す
る
事
故
が
あ
っ
た
。
こ
の
事
故
の
直
接
的
原
因
は
、
列
車
運
転
士
が
終
点
の
パ
デ
イ
ン
ト
ン
駅
到
着
も
す

ぐ
と
い
う
時
点
で
自
分
の
荷
物
を
整
理
し
て
い
て
前
方
を
注
視
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
重
大
な
不
注
意
に
あ
っ
た
が
、
一
方
、
鉄

道
を
運
営
し
て
い
る
会
社
に
つ
い
て
も
、
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
自
動
警
報
装
置
の
使
用
方
法
を
運
転
士
に
指
導
し
た
こ
と

が
な
く
（
こ
の
事
故
の
運
転
士
も
、
使
い
方
が
分
か
ら
ず
に
当
日
も
装
置
を
切
っ
た
ま
ま
運
行
し
て
い
た
）、
ま
た
、
か
ね
て
運
転
士
ら
に
対

し
、
安
全
に
関
す
る
装
置
が
稼
動
し
な
く
と
も
時
間
ど
お
り
列
車
を
運
行
す
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
た
な
ど
の
事
実
が
指
摘
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
事
故
の
発
生
に
関
し
て
責
任
の
一
端
を
負
う
十
分
の
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
事
情
が
あ
っ
た
。

二
四
六



英
国
の
法
人
故
殺
罪
と
企
業
事
故
の
抑
制
（
沼
野
）

（
四
七
九
）

四　

英
国
に
お
け
る
法
人
故
殺
罪
の
誕
生

（
一
）　

国
や
法
制
の
如
何
を
問
わ
ず
、
企
業
組
織
体
の
活
動
に
よ
り
こ
の
よ
う
な
生
命
や
健
康
被
害
を
伴
う
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、

そ
の
刑
事
法
上
の
責
任
を
組
織
体
に
負
わ
せ
る
こ
と
が
常
に
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
に
つ

い
て
の
消
極
的
見
解
も
、
皆
無
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
企
業
組
織
体
は
法
人
化
さ
れ
、
法
人
は
そ
れ
自
体
に
頭
脳
や
身
体
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
活
動
は
す

べ
て
組
織
の
中
に
く
り
こ
ま
れ
た
自
然
人
の
働
き
に
依
存
し
て
お
り
、
法
人
企
業
の
活
動
に
伴
っ
て
右
の
よ
う
な
事
故
が
発
生
し
た

場
合
で
も
、
当
然
そ
れ
ら
は
具
体
的
な
自
然
人
（
役
員
や
従
業
者
）
の
行
為
を
原
因
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
刑
事
法
上
の

責
任
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
こ
れ
ら
自
然
人
に
帰
着
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
そ
れ
を
も
っ
て
足
り
る
と
考
え
る
こ
と
が
可

能
で
、
そ
れ
以
上
に
法
人
を
処
罰
す
る
必
要
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
民
事
法
と
異
な
り
、
倫
理
色
の
強
い
刑
法
に

お
い
て
報
償
責
任
的
な
考
え
方
は
馴
染
ま
な
い
し
、
法
人
を
処
罰
の
対
象
に
す
る
ま
で
も
な
く
、
事
故
や
違
法
行
為
に
関
係
し
た
個

人
を
処
罰
す
る
こ
と
で
再
犯
防
止
と
い
う
刑
罰
の
目
的
は
一
応
達
成
で
き
る
。

ま
た
、
法
人
企
業
に
は
、
た
と
え
ば
最
も
例
の
多
い
株
式
会
社
の
場
合
で
い
え
ば
、
一
般
株
主
や
取
引
先
、
債
権
者
、
あ
る
い
は

そ
の
法
人
企
業
に
勤
務
す
る
こ
と
で
生
活
を
維
持
し
て
い
る
事
故
と
は
無
関
係
の
従
業
者
な
ど
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
犯
罪
に
は

ま
っ
た
く
責
任
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
人
企
業
が
処
罰
さ
れ
る
こ
と
で
重
大
な
影
響
を
蒙
る
立
場
に
あ
る
多
く
の
利
害
関
係

者
の
存
在
す
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
法
人
自
体
の
処
罰
は
、
こ
れ
ら
責
任
の
な
い
利
害
関
係
者
を
間
接
的
に
処
罰
す
る
結
果
に
な
る

お
そ
れ
も
あ
る
。

二
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
八
〇
）

（
二
）　

こ
れ
に
対
し
て
英
国
で
は
、
二
〇
〇
七
年
七
月
、
法
人
を
含
む
組
織
体
を
対
象
と
し
て
故
殺
罪
の
成
立
を
認
め
る
「
法
人
故

殺
法
」（C

orporate M
anslaughter and C

orporate H
om
icide A

ct 2007

）
が
立
法
さ
れ
て
法
人
故
殺
罪
と
い
う
新
し
い
犯
罪
が
誕
生

し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
立
法
的
に
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
す
に
至
っ
た
（
注
一
）。

そ
の
法
人
故
殺
罪
の
成
立
要
件
な
ど
の
あ
ら
ま
し
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
1
）　

犯
罪
の
主
体
―
（
以
下
組
織
体
と
い
う
）

　
　
　

法　

人　

政
府
省
庁
な
い
し
組
織　
　

警
察
組
織　

雇
用
者
と
し
て
の
組
合

　
　
　

雇
用
者
と
し
て
の
労
働
組
合
と
使
用
者
団
体

（
2
）　

犯
罪
の
成
立
要
件

　
　
　

組
織
体
は
、
そ
の
活
動
の
遂
行
も
し
く
は
管
理
の
態
様
に
起
因
し
て

　
　
　
　

①　

人
の
死
亡
を
惹
起
し

　
　
　
　
　
　
　
　

か
つ

　
　
　
　

②　

 

そ
の
運
営
若
し
く
管
理
の
態
様
が
、
死
亡
し
た
者
に
対
し
て
組
織
体
が
負
担
し
て
い
る
重
要
な
保
護
義
務
を
甚
だ

し
く
懈
怠
す
る
も
の
で
あ
る
と
き

　
　
　

そ
の
組
織
体
に
つ
き
法
人
故
殺
罪
が
成
立
す
る

　
　
　

 

た
だ
し
、
右
の
活
動
の
遂
行
も
し
く
は
管
理
の
態
様
は
、
組
織
体
の
上
級
管
理
者
（senior m

anagem
ent

）
が
管
理
ま
た

は
組
織
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
四
八



英
国
の
法
人
故
殺
罪
と
企
業
事
故
の
抑
制
（
沼
野
）

（
四
八
一
）

（
3
）　

刑　

罰

　
　
　

罰　

金　
（
上
限
な
し
）

（
4
）　

有
罪
判
決
に
伴
う
強
制
的
処
分

　
　
　
（
救　

済　

命　

令
）

　
　
　
　
　
　

 
裁
判
所
は
、
有
罪
判
決
を
言
い
渡
し
た
組
織
体
に
対
し
て
、
犯
罪
事
実
の
内
容
や
そ
の
影
響
を
明
確
化
さ
せ
、
組
織
自

体
の
改
善
処
置
を
一
定
期
間
内
に
実
施
す
る
こ
と
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
（
公　

表　

命　

令
）

　
　
　
　
　
　

 

裁
判
所
は
、
有
罪
判
決
を
言
い
渡
し
た
組
織
体
に
対
し
て
、
判
決
の
内
容
、
犯
罪
行
為
の
詳
細
や
罰
金
額
な
ど
を
公
表

す
る
こ
と
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
5
）　

組
織
体
の
負
担
す
る
保
護
義
務

　
　
　

雇
用
主
と
し
て
従
業
員
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
に
対
し
て
負
う
義
務

　
　
　

建
物
占
有
者
と
し
て
追
う
義
務

　
　
　

組
織
的
に
次
の
行
為
を
な
す
こ
と
に
伴
う
義
務

　
　
　
　
　

物
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供　

建
築
や
営
繕
行
為　

一
般
的
な
商
行
為

　
　
　
　
　

設
備
や
車
両
そ
の
他
の
物
品
を
使
用
ま
た
は
保
持
す
る
行
為

（
6
）　

上
級
管
理
者

　
　
　
（
ａ
）　

組
織
体
全
体
ま
た
は
そ
の
重
要
な
部
分
の
活
動
が
い
か
に
管
理
・
組
織
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
決
定
を
下
す
者

二
四
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
八
二
）

　
　
　
（
ｂ
）　

組
織
体
全
体
ま
た
は
そ
の
活
動
の
重
要
な
部
分
に
つ
い
て
実
際
の
管
理
ま
た
は
運
営
を
な
す
者

（
注
一
）　

法
人
故
殺
罪
に
つ
い
て
は
、
今
井
猛
嘉
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
法
人
処
罰
│
二
〇
〇
七
年
法
人
故
殺
法
」
法
學
志
林
一
〇
六
巻
三
号

（
二
〇
〇
九
年
）
に
詳
細
な
紹
介
と
論
評
が
あ
る
。

五　

法
人
故
殺
法
立
法
の
経
緯

（
一
）　

こ
の
法
人
故
殺
罪
を
規
定
す
る
法
律
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
経
緯
が
存
在
し
た
。

す
な
わ
ち
、
英
国
で
は
、
前
世
紀
末
、
あ
い
つ
い
で
大
規
模
な
企
業
災
害
・
事
故
が
発
生
し
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、L

aw
 

C
om
m
ission

（
法
律
委
員
会
）
が
そ
の
規
制
に
積
極
的
な
方
針
を
打
ち
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
自
然
犯
・
実
質
犯
に
属
す

るC
om
m
on L

aw

上
の
故
殺
罪
の
法
人
版
と
も
い
う
べ
きC

orporate K
illing

罪
（
法
人
致
死
罪
）
を
新
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法

人
企
業
の
活
動
上
の
重
大
な
過
誤
に
起
因
す
る
生
命
侵
害
事
犯
に
つ
い
て
法
人
自
体
を
処
罰
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
法
律
委
員
会
の
提
案
は
立
法
化
を
見
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
が
、
提
案
の
根
底
に
あ
る
考
え
方
自
体
は
爾
後
も
受

け
継
が
れ
、
イ
ギ
リ
ス
内
務
省
（H

om
e O
ffi  ce

）
に
よ
っ
て
二
〇
〇
〇
年
に
提
案
さ
れ
たC

orporate K
illing

罪
は
そ
の
好
例
で
あ

る
。
こ
の
提
案
は
、
右
の
法
律
委
員
会
が
示
し
たC

orporate K
illing

罪
案
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

規
定
は
次
の
と
お
り
で
あ
（
注
一
）っ

た
（
注
二
）

。

二
五
〇



英
国
の
法
人
故
殺
罪
と
企
業
事
故
の
抑
制
（
沼
野
）

（
四
八
三
）

（
1
）　

法
人
は
、

　
　
　
（
ａ
）　

法
人
に
よ
る
管
理
上
の
過
誤
（a m

anagem
ent failure

）
が
人
の
死
の
原
因
も
し
く
は
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
て
、

か
つ

　
　
　
（
ｂ
）　

そ
の
管
理
上
の
過
誤
が
、
当
該
状
況
の
も
と
で
そ
の
法
人
に
合
理
的
に
期
待
し
得
る
と
こ
ろ
を
著
し
く
下
回
っ

て
い
る
（falling far below

 w
hat can be reasonably be expected

）
場
合
、corporate killing

罪
で
処
罰
さ
れ
る
。

（
2
）　

前
項
に
関
し
て
は
、

　
　
　
（
ａ
）　

法
人
の
当
該
活
動
が
遂
行
な
い
し
企
画
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
態
様
が
、
法
人
に
雇
用
さ
れ
若
し
く
は
そ
の
活
動
に

よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
者
の
健
康
お
よ
び
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
い
る
場
合
、
管
理
上
の
過
誤
が
あ
る
も

の
と
し
、
ま
た
、

　
　
　
（
ｂ
）　

そ
の
よ
う
な
過
誤
は
、
た
と
え
問
題
と
さ
れ
る
人
の
死
が
個
人
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
を
直
接
の
原
因
と
し
て

生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
で
も
、
な
お
、
そ
の
死
の
原
因
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。

（
二
）　

内
務
省
に
よ
る
右
の
よ
う
なC

orporate K
illing

罪
案
の
提
案
は
、
法
人
の
責
任
に
関
す
る
各
種
の
考
え
方
を
背
景
と
な
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
責
任
に
関
す
る
議
論
の
大
要
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
ずC
om
m
on L

aw

上
の
故
殺
罪
（Involuntary M

anslaughter
）
は
、A

ctus R
eus

の
ほ
か
にM

ens R
ea

を
必
要
と
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
故
殺
罪
のM

ens R
ea

は
、
一
般
的
に
は
明
白
な
危
険
（O

bvious R
isk

）
に
対
す
る
甚
だ
し
い
無
関
心
や
過
度
の
軽
視

で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
行
為
者
の
心
的
態
度
な
い
し
心
理
的
・
認
識
的
特
徴
を
簡
単
に
無
謀
（S

ubjective R
ecklessness, 

二
五
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
八
四
）

G
ross N

egligence

）
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
の
伝
統
的
な
故
殺
罪
で
法
人
が
有
罪
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
法
人
自
身
に
こ
の
よ
う
な

主
観
的
要
素
が
具
備
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
法
人
は
自
然
人
と
異
な
り
固
有
の
心
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
の

よ
う
な
要
素
を
要
求
す
るC

om
m
on L

aw

上
の
犯
罪
に
つ
い
て
法
人
の
責
任
を
認
め
る
に
は
、
代
位
責
任
（V

icarious L
iability

）

の
法
理
に
よ
っ
て
、
従
業
者
に
成
立
し
た
犯
罪
の
責
任
を
代
位
的
に
引
き
受
け
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
有
罪
と
す
る
と
か
、
あ
る
い
は

判
例
法
上
確
立
さ
れ
て
き
た
同
一
視
原
理
（P

rinciple of Identifi cation

）
に
よ
り
、
一
定
範
囲
の
上
級
従
業
者
や
役
員
のM

ens 

R
ea

を
法
人
の
そ
れ
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
要
件
を
満
足
し
た
も
の
と
し
処
罰
す
る
し
か
な
い
。

（
三
）　

他
方
で
代
位
責
任
の
採
用
は
、
比
較
的
軽
微
な
犯
罪
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
故
殺
罪
の
よ
う
なC

om
m
on L

aw

上
の
犯
罪

を
そ
の
範
疇
に
取
り
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
従
業
者
の
ま
っ
た
く
個
人
的
な
犯
行
や
法
人
が
防
止
に
十
分
意
を
用
い
て
い

た
場
合
に
つ
い
て
ま
で
処
罰
を
拡
大
す
る
と
い
う
歯
止
め
の
効
か
な
い
状
況
を
生
み
出
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
点
で
、
問
題
を
内

包
し
て
い
る
。

例
え
ば
先
に
事
例
の
項
で
挙
げ
た
ロ
ン
ド
ン
近
郊
の
鉄
道
死
傷
事
故
に
お
い
て
、
直
接
的
な
事
故
原
因
が
運
転
手
の
前
方
不
注
視

の
過
失
に
あ
る
と
し
て
も
、
鉄
道
会
社
に
も
設
置
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
自
動
警
報
装
置
の
操
作
方
法
を
運
転
手
に
指
導
し
て
い

な
か
っ
た
な
ど
の
落
ち
度
が
存
在
し
た
。
そ
こ
で
検
察
官
は
、
実
際
の
過
失
行
為
者
で
あ
る
列
車
運
転
士
は
当
然
と
し
て
、
そ
の
ほ

か
に
、
会
社
と
同
一
視
さ
れ
る
地
位
に
あ
る
役
員
や
従
業
者
な
ど
の
こ
の
事
故
に
果
た
し
た
役
割
を
論
ず
る
こ
と
な
く
（
こ
れ
ら
自

然
人
を
媒
介
と
す
る
こ
と
な
く
）、
鉄
道
会
社
自
体
を
の
ち
に
述
べ
るInvoluntary M

anslaughter

罪
で
直
接
に
起
訴
す
る
に
至
っ
た
。

つ
ま
り
、
同
一
視
の
原
理
に
は
依
存
し
な
い
形
で
端
的
な
法
人
帰
責
を
目
指
し
た
わ
け
で
あ
る
。

第
一
審
は
こ
の
検
察
官
の
主
張
を
排
斥
し
、「
同
一
視
で
き
る
自
然
人
の
媒
介
な
く
し
て
は
、
肉
体
も
心
も
持
た
な
い
法
人
は
犯

二
五
二



英
国
の
法
人
故
殺
罪
と
企
業
事
故
の
抑
制
（
沼
野
）

（
四
八
五
）

罪
を
な
し
え
な
い
」
と
し
て
、
検
察
官
の
主
張
を
排
斥
し
鉄
道
会
社
を
無
罪
と
し
て
い
る
。
検
察
官
が
同
一
視
の
原
理
を
避
け
た
背

景
に
は
、
同
一
視
で
き
る
だ
け
の
個
人
の
特
定
と
そ
の
主
観
的
要
素
の
立
証
に
伴
う
困
難
が
実
務
上
存
在
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

（
四
）　

ま
た
同
一
視
原
理
は
、
法
人
の
責
任
が
一
定
の
従
業
者
や
役
員
の
責
任
か
ら
派
生
す
る
と
い
う
性
質
（
派
生
責
任
│D

erivative 

L
iability

）
か
ら
脱
却
で
き
て
い
な
い
点
で
問
題
を
残
し
て
い
る
。
つ
ま
り
有
罪
判
決
を
得
る
た
め
に
は
、
右
の
鉄
道
事
故
の
無
罪

判
決
に
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
個
人
が
特
定
さ
れ
、
そ
の
個
人
に
つ
い
てA

ctus R
eus

とM
ens R

ea

が
立
証
さ

れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
が
果
た
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
法
人
の
責
任
も
ま
た
成
立
せ
ず
、
こ
の
考
え
方
は
立
証
上
の
こ
の
困

難
か
ら
自
由
で
な
い
と
い
う
実
務
上
の
欠
陥
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
点
は
、
集
合
の
理
論
（T

he D
octrine of A

ggregation

）

を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
改
善
さ
れ
る
か
疑
問
と
さ
れ
る

（
注
三
）。

そ
こ
で
こ
のC

orporate K
illing
罪
は
、
法
人
の
責
任
を
、
そ
こ
に
所
属
す
る
従
業
者
な
ど
個
人
の
過
失
で
は
な
く
法
人
自
身

の
「
管
理
上
の
過
誤
（a m

anagem
ent failure

）」
に
基
づ
い
て
生
じ
る
も
の
と
し
、
同
時
に
そ
の
管
理
上
の
過
誤
が
含
む
結
果
発
生

へ
の
危
険
性
に
つ
い
て
の
認
識
な
い
し
認
識
の
可
能
性
、
評
価
な
ど
自
然
人
の
犯
罪
で
要
求
さ
れ
るM

ens R
ea

を
成
立
要
件
か
ら

外
し
（
注
四
）、

そ
れ
に
代
え
て
「
管
理
上
の
過
誤
」
が
一
般
的
な
水
準
を
著
し
く
下
回
っ
て
い
る
と
い
う
客
観
的
要
件
に
切
り
替
え
、
個
人

の
特
定
やM
ens R

ea

立
証
の
困
難
を
回
避
し
た
わ
け
で
あ
る
。

（
注
一
）　

こ
の
論
文
は
右
の
法
人
故
殺
罪
を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
故
殺
罪
は
英
国
内
務
省
が
二
〇
〇
〇
年
に
発
表
し
たC

orporate 

K
illing

罪
草
案
と
沿
革
上
の
関
係
が
密
接
で
あ
る
。
そ
し
て
筆
者
は
こ
の
内
務
省
の
草
案
に
関
し
て
二
〇
〇
七
年
に
論
文
を
発
表
し
て
お
り
（「
企

業
活
動
に
伴
う
死
傷
事
故
と
法
人
の
刑
責
―
イ
ギ
リ
ス
内
務
省C

orporate K
illing

罪
草
案
を
素
材
と
し
て
―
」
法
学
紀
要
四
八
巻
（
二
〇
〇
六

年
））、
主
題
の
類
似
性
の
た
め
こ
の
論
文
で
は
資
料
な
い
し
説
明
をC

orporate K
illing

罪
の
論
文
か
ら
引
用
す
る
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
と
し

二
五
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
八
六
）

た
。
そ
の
点
を
御
了
解
頂
き
た
い
。

（
注
二
）　L

aw
 C
om
m
ission R

eport N
o.237

：L
egisurative C

rim
inal C

ode Involuntary M
anslaughter

こ
の
リ
ポ
ー
トN

o.237

は
非
意
図
的
致
死
行
為
で
あ
る
す
べ
て
の
種
類
の
故
殺
罪
を
網
羅
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
法
人
の
活
動
に
伴

う
死
亡
事
故
に
関
す
る
罰
が
重
要
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
リ
ポ
ー
ト
自
体
も
、
一
九
九
四
年
に
同
委
員
会
が
発
表
し
た
故
殺
罪
に
関

す
る
リ
ポ
ー
トN

o.135

の
後
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
内
務
省
草
案
に
つ
い
て
はR

eform
ing the L

aw
 of Involuntary M

anslaughter

：T
he G

overnm
ents P

roposals

：Involuntary 

H
om
icide B

ill 2000.

（
注
三
）　

集
合
の
理
論
と
は
、
法
人
の
従
業
者
や
役
員
の
う
ち
特
定
の
個
人
の
過
失
が
犯
罪
の
成
立
要
件
と
し
て
十
分
で
な
く
て
も
、
数
名
の
者
の
そ

れ
が
結
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
的
に
犯
罪
の
成
立
に
十
分
な
も
の
に
な
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
も
っ
て
法
人
と
し
て
のM

ens R
ea

が
満
足
さ

れ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

（
注
四
）　

法
律
委
員
会
が
提
案
し
た
自
然
人
を
行
為
者
に
予
定
す
る
非
故
意
致
死
罪

R
eckless K

illing

罪
とK

illing by G
ross C

arelessness

罪
の
二
種
類
が
あ
る
。
人
の
死
を
非
意
図
的
に
惹
起
す
る
点
で
変
わ
ら
な
い
が
、

前
者
は
、
行
為
者
が
当
該
行
為
が
人
の
死
、
な
い
し
重
大
な
傷
害
を
結
果
す
る
危
険
を
有
す
る
こ
と
の
認
識
を
有
し
て
い
な
が
ら
、
合
理
的
な
理
由

な
く
そ
の
危
険
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
場
合
で
あ
り
、
ま
た
後
者
は
、
そ
の
認
識
が
行
為
者
に
は
な
か
っ
た
が
、
通
常
人
に
は
危
険
性
が
明
か
で
あ
っ

て
行
為
者
に
も
認
識
可
能
で
あ
り
、
あ
わ
せ
て
行
為
者
の
行
為
が
そ
の
行
為
状
況
に
照
ら
し
合
理
的
に
要
求
さ
れ
る
水
準
を
遥
か
に
下
回
っ
て
い
る

か
、
あ
る
い
は
そ
の
行
為
に
よ
り
人
の
身
体
に
対
す
る
傷
害
を
意
図
し
、
も
し
く
は
犯
罪
に
該
当
す
る
傷
害
を
齎
す
危
険
を
認
識
し
な
が
ら
、
そ
の

危
険
を
合
理
的
な
理
由
な
く
冒
し
た
場
合
で
あ
る
。
何
れ
の
罪
も
、
行
為
者
に
お
け
る
行
為
の
危
険
性
の
認
識
や
認
識
可
能
性
、
あ
る
い
は
そ
の
余

の
主
観
的
要
素
がM

ens R
ea

と
し
て
要
求
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
法
人
を
主
体
と
す
るC

orporate K
illing

罪
と
対
照
的
で
あ
る
。

二
五
四



英
国
の
法
人
故
殺
罪
と
企
業
事
故
の
抑
制
（
沼
野
）

（
四
八
七
）

六　

法
律
委
員
会
に
お
け
る
検
討

（
一
）　

も
と
も
と
英
国
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
共
に
法
人
組
織
に
対
す
る
処
罰
を
非
常
に
早
く
か
ら
認
め
た
国
で
あ
っ
た
。

一
九
世
紀
に
入
っ
て
、
ま
ず
道
路
や
橋
な
ど
の
公
共
施
設
を
維
持
す
る
義
務
を
負
担
し
て
い
る
私
法
人
の
義
務
不
履
行

（nonfeasance
）
や
不
完
全
履
行
（m

isfeasance

）
が
、
本
来
的
に
法
人
に
馴
染
ま
な
い
と
さ
れ
て
き
た
犯
罪
の
主
観
的
・
心
理
的
要

素
で
あ
るM

ens R
ea

を
必
要
と
し
な
い
が
故
に
精
神
を
も
た
な
い
法
人
に
も
お
こ
な
い
う
る
犯
罪
と
し
て
処
罰
の
対
象
と
な
り
、

や
が
て
二
〇
世
紀
前
半
ま
で
に
はP

ublic W
elfare O

ff enses

な
ど
メ
ン
ズ
・
レ
ア
を
必
要
と
し
な
い
制
定
法
上
の
犯
罪
に
こ
れ

が
拡
張
さ
れ
、
従
業
者
の
な
し
た
違
反
行
為
に
つ
い
て
法
人
自
体
を
処
罰
す
る
こ
と
が
一
般
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
但
し
、
こ
れ
ら

の
犯
罪
は
代
位
責
任
（V

icarious L
iability

）
か
厳
格
責
任
（S

trict L
iability

）
の
適
用
さ
れ
る
特
殊
な
犯
罪
で
、M

ens R
ea

を
要

求
す
るC

om
m
on L

aw

上
の
犯
罪
で
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
四
四
年
、
王
座
裁
判
所
は
、C

om
m
on L

aw

上
の
軽
罪
で
あ
る
詐
欺
の
共
謀
罪
に
法
人
で
あ
る
会
社
が
そ
の

役
員
と
と
も
に
問
わ
れ
た
事
件
（R

ex v. I.C
.H
aulage,L

td.

│注
1

）
ほ
か
二
件
の
事
件
で
、
同
一
視
原
理
（P

rinciple of 

Identifi cation

）
を
は
じ
め
て
採
用
し
、
法
人
がM

ens R
ea

を
要
件
と
す
る
犯
罪
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
旨
を
認
め
、
法
人
の

処
罰
に
関
し
て
画
期
的
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。

そ
し
て
、
一
九
六
〇
年
代
、
こ
の
同
一
視
の
原
理
がH

ouse of L
ords

の
判
例
上
も
確
立
さ
れ
る
に
至
り
、
法
人
の
犯
罪
能
力

を
基
礎
付
け
る
法
理
と
し
て
不
動
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）　

同
一
視
の
原
理
と
は
、
す
で
に
説
明
し
て
き
た
よ
う
に
法
人
企
業
体
の
あ
る
一
定
以
上
の
権
限
を
も
つ
役
員
・
従
業
者
の
行

二
五
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
八
八
）

為
と
意
思
を
、
法
人
そ
れ
自
体
の
行
為
お
よ
び
意
思
と
同
一
視
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
法
律
的
に
は
、
こ
れ
ら
一
定
の
役
職
者
の
行

為
と
意
思
が
、
そ
の
ま
ま
法
人
の
そ
れ
と
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
か
ぎ
り
で
精
神
の
な
い
法
人
もM

ens R
ea

を
持
ち

う
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
法
律
上
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
の
正
当
性
は
、
一
九
五
七
年
、
民
事
事
件

で
あ
るB

olton

事
件
に
お
い
て
、
デ
ニ
ン
グ
判
事
（L

ord D
enning

）
に
よ
り
次
の
よ
う
な
見
解
、
す
な
わ
ち
、

　
　

 　
「
法
人
組
織
は
、
多
く
の
面
で
人
間
の
身
体
に
近
似
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
全
体
の
行
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
『
頭
脳

と
中
枢
神
経
組
織
』
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
中
枢
か
ら
の
指
令
に
基
づ
い
て
道
具
を
使
っ
た
り
行
為
を
な
し
た
り

し
て
一
定
の
効
果
を
生
み
出
す
と
こ
ろ
の
『
手
』
を
備
え
て
い
る
。
法
人
組
織
に
属
す
る
人
々
は
単
な
る
使
用
人
や
職
員
で

あ
っ
て
『
手
』
の
存
在
に
止
ま
り
、
法
人
の
心
や
意
思
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
取
締
役
や
支
配
人
は
法
人
組
織
を

支
配
す
る
心
と
意
思
を
代
表
し
、
そ
れ
が
何
を
す
る
か
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
ら
取
締
役
や
支
配
人
の

意
思
は
、
す
な
わ
ち
法
人
組
織
自
身
の
そ
れ
に
他
な
ら
な
い
。」

と
い
う
見
解
の
も
と
に
、
上
級
裁
判
所
で
は
じ
め
て
表
明
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
デ
ニ
ン
グ
卿
の
見
解
は
、
刑
事
事
件
で
あ
る

一
九
七
二
年
のT

essco S
uperm

arkets

事
件
に
つ
い
て
のH

ouse of L
ord

判
決
に
お
い
て
、
刑
事
法
の
領
域
に
お
い
て
も
妥
当

す
る
も
の
と
し
て
全
面
的
に
援
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
のT
essco S

uperm
arkets

事
件
は
、
数
多
い
支
店
を
要
す
る
大
規
模
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
会
社
に
お
い
て
、
あ
る
支
店

の
支
店
長
が
果
た
し
て
法
人
企
業
と
同
一
視
し
う
る
地
位
に
あ
る
従
業
者
と
い
え
る
か
ど
う
か
が
争
点
と
な
っ
た
も
の
で
、H

ouse 

of L
ords

は
こ
れ
を
否
定
的
に
解
し
た
が
、
と
も
あ
れ
こ
の
事
件
を
嚆
矢
と
す
る
同
一
視
の
原
理
の
刑
事
法
領
域
へ
の
導
入
に
よ

り
、A

ctus R
eus

とM
ens R

ea

を
要
求
す
るC

om
m
onn L

aw

上
の
犯
罪
に
つ
い
て
も
、
原
則
と
し
て
法
人
に
犯
罪
能
力
が
認
め

二
五
六



英
国
の
法
人
故
殺
罪
と
企
業
事
故
の
抑
制
（
沼
野
）

（
四
八
九
）

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
時
に
、
理
論
的
に
は
、
こ
の
原
理
の
も
と
で
、
法
人
企
業
の
業
務
に
伴
う
人
身
事
故
や
災
害
に
つ
い
て

は
、
企
業
そ
れ
自
体
に
対
し
てInvoluntary M

anslaughter

罪
を
適
用
し
て
こ
れ
を
規
制
す
る
途
が
開
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

（
三
）　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
て
確
立
さ
れ
た
同
一
視
の
原
理
は
、
現
実
の
事
件
に
お
い
て
法
人
企
業
の
刑
事
責
任
を
追
及
し
て

い
く
上
で
、
か
な
り
大
き
な
弱
点
を
も
つ
も
の
で
も
あ
る
こ
と
は
、
何
回
も
言
及
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
法
人
企
業
に
責
任
を
帰
着

さ
せ
る
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
自
然
人
で
あ
る
行
為
者
が
特
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
行
為
者
が
組
織
内
で
占
め
る
地

位
の
如
何
に
よ
っ
て
同
一
視
の
可
否
が
決
定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
人
の
責
任
の
有
無
が
左
右
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
行
意
者
が
特

定
で
き
な
い
か
ぎ
り
法
人
へ
の
帰
責
も
ま
た
論
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
法
人
企
業
の
複
雑
な
機
構
と
、
事
故
や
被
害
発
生

の
機
序
に
つ
い
て
の
複
数
の
部
署
や
担
当
者
の
関
与
が
常
態
と
な
っ
て
い
る
現
代
の
企
業
構
造
・
活
動
の
実
態
の
な
か
で
は
、
こ
の

自
然
人
で
あ
る
原
因
者
（
行
為
者
）
を
割
り
出
す
こ
と
が
容
易
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
に
は
相
当
の
困
難
が
常
に

付
き
ま
と
う
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
同
一
視
の
原
理
に
よ
る
法
人
企
業
へ
の
帰
責
は
、
そ
の
よ
う
な
個
人
の

割
出
し
に
失
敗
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
無
力
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
脆
弱
性
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
原
理
上
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
自
然
人
た
る
原
因
者
（
行
為
者
）
が
法
人
と
同
一
視
で
き
る
だ
け
の
地
位
者
、

つ
ま
り
一
定
以
上
の
権
限
を
持
つ
役
員
や
従
業
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
現
実
に
そ
の
者
が
起
訴
さ
れ
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
）、
そ
の

よ
う
な
地
位
に
な
い
場
合
は
、
い
か
に
大
規
模
か
つ
悲
惨
な
事
故
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
悪
質
な
過
失
事
犯
で
あ
っ
て
も
、
法
人
企
業

の
責
任
は
生
じ
な
い
で
終
わ
る
。
企
業
の
規
模
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
幹
部
は
経
営
サ
イ
ド
に
傾
斜
し
て
、
事
故
が
問
題
と

な
る
よ
う
な
現
場
の
こ
と
に
関
知
し
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
か
ら
、
大
企
業
に
な
る
に
つ
れ
法
人
自
体
へ
の
責
任
追
求
は
稀
と
な
る
。

二
五
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
九
〇
）

こ
の
こ
と
は
、
外
部
に
い
る
法
律
専
門
家
以
外
の
人
々
の
目
に
は
、
会
社
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
あ
る
い
は
幹
部
が
安
全
管

理
に
無
関
心
で
、
こ
れ
を
現
場
任
せ
に
し
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
会
社
は
責
任
を
免
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
映
り
、
強
い
不
信
や

批
判
を
招
く
結
果
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
。

（
四
）　

前
記
の
よ
う
に
法
律
委
員
会
が
、
法
人
企
業
に
対
す
るM
anslaughter

罪
適
用
を
推
進
す
る
方
向
へ
と
進
路
を
と
っ
た
背
景

に
は
、
こ
の
よ
う
に
判
例
法
上
認
め
ら
れ
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
法
人
組
織
へ
の
刑
事
責
任
の
帰
着
の
根
幹
に
あ
る
同
一
視
の
原
理

が
、
実
務
的
に
は
必
ず
し
も
信
頼
し
う
る
も
の
と
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ち
な
み
に
法
律
委
員
会
が
、
法
人
に
対
す
るM
anslaughter

罪
適
用
の
必
要
を
説
く
根
拠
と
し
て
挙
げ
た
の
は
、
次
の
諸
点
で

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
ａ
）　

法
人
企
業
がM

anslaughter

罪
の
刑
責
を
問
わ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
法
律
に
対
す
る
社
会
的
不
信
、
と
く
に

最
近
の
法
律
は
大
企
業
の
幹
部
が
責
任
逃
れ
を
し
て
い
る
こ
と
を
黙
認
し
て
い
る
と
い
う
不
信
を
払
拭
す
る
。

（
ｂ
）　

法
を
よ
り
常
識
的
な
も
の
と
し
、
法
人
が
専
門
的
な
技
巧
で
訴
追
や
有
罪
か
ら
逃
れ
る
と
い
う
印
象
を
払
拭
す
る
。

（
ｃ
）　

実
際
に
は
一
個
人
の
過
失
で
人
の
死
が
生
じ
る
の
は
稀
で
、
多
く
は
シ
ス
テ
ム
の
失
敗
か
ら
発
生
す
る
。
も
ち
ろ
ん
個

人
の
不
注
意
は
結
果
の
発
生
に
寄
与
的
で
あ
り
う
る
し
、
と
き
に
は
決
定
的
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
も
会
社
の
不
十
分
な
機
構

が
生
み
出
す
現
象
で
あ
っ
て
、
現
在
のM

anslaughter
罪
は
、
こ
の
現
実
を
忠
実
に
反
映
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
（
責

任
が
個
人
の
方
に
し
わ
寄
せ
ら
れ
て
い
る
）。

（
ｄ
）　

M
anslaughter

罪
に
よ
る
に
有
罪
は
、
Ｈ
Ｓ
Ｗ
Ａ
（H

ealth and S
afety at W

ork A
ct 1974

＝
労
働
安
全
衛
生
法
）
に
比
較

し
て
、
よ
り
強
力
な
抑
止
効
果
を
持
つ
。

二
五
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英
国
の
法
人
故
殺
罪
と
企
業
事
故
の
抑
制
（
沼
野
）

（
四
九
一
）

（
ｅ
）　

法
人
企
業
に
対
し
て
は
、
修
復
的
命
令
な
ど
あ
ら
た
な
ス
タ
イ
ル
の
処
分
を
用
意
し
て
、
効
果
を
期
待
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
ｆ
）　

Ｈ
Ｓ
Ｗ
Ａ
上
の
罪
に
と
っ
て
人
の
死
や
重
大
な
傷
害
の
発
生
は
重
要
な
こ
と
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
罰
金
額
も
十
分
で
な

い
う
えM

agistrates ’ C
ourt

が
管
轄
権
を
有
す
る
と
い
う
点
で
も
不
充
分
で
あ
る
（
同
裁
判
所
の
罰
金
の
多
額
は
二
万
ポ
ン

ド
）。

七　

法
人
故
殺
罪
の
評
価

（
一
）　

と
く
に
英
国
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
法
人
の
刑
事
責
任
を
い
か
に
基
礎
づ
け
る
か
は
い
ろ
い
ろ
の
考
え
方

が
あ
り
う
る
し
、
先
述
し
た
と
お
り
ど
こ
の
法
域
に
お
い
て
も
刑
法
学
の
大
き
な
論
点
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
説
の
比

較
は
、
も
ち
ろ
ん
大
切
で
あ
る
が
、
法
人
故
殺
罪
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
法
人
故
殺
法
の
制
定
の
過
程
は
、
そ
の
責
任
根
拠
に
つ
い

て
の
議
論
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
む
し
ろ
人
身
被
害
と
い
う
現
象
へ
の
挑
戦
で
あ
り
取
り
組
み
の
努
力
で
あ
っ
た
と
表
現
し
て
も
よ

い
と
お
も
わ
れ
る
。

（
二
）　

法
律
委
員
会
の
法
人
組
織
に
対
す
るM

anslaughter
罪
適
用
の
意
欲
は
、
そ
れ
が
数
年
を
経
て
内
務
省
に
よ
るC

orporate 

K
illing

罪
（
案
）
と
し
て
引
き
継
が
れ
た
こ
と
か
ら
見
て
も
、
相
当
に
強
力
か
つ
時
宜
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
が
、

こ
の
よ
う
な
法
人
組
織
の
活
動
か
ら
生
ず
る
人
身
へ
の
加
害
に
対
し
て
、
傍
観
す
る
こ
と
な
く
何
ら
か
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る

国
や
学
界
の
柔
軟
で
強
力
な
取
り
組
み
を
可
能
に
す
る
も
の
が
、
そ
の
社
会
の
活
力
な
の
だ
ろ
う
。

法
人
故
殺
罪
は
、
法
律
委
員
会
あ
る
い
は
内
務
省
の
計
画
な
い
し
意
図
し
た
立
法
や
処
罰
条
文
と
細
か
い
点
で
相
違
の
あ
る
こ
と

二
五
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
九
二
）

は
否
定
で
き
な
い
し
、
実
務
上
の
有
効
性
が
理
論
よ
り
も
優
先
さ
れ
て
い
る
感
じ
も
残
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
故
殺

罪
が
有
罪
判
決
の
付
随
的
処
分
と
し
て
認
め
た
「
救
済
命
令
」
と
「
公
表
命
令
」
は
、
上
限
の
な
い
「
罰
金
」
よ
り
も
社
会
的
制
裁

と
し
て
強
力
な
手
段
で
あ
る
。
陪
審
員
が
組
織
体
の
義
務
違
反
性
を
判
断
す
る
面
と
合
わ
せ
、
法
人
に
対
し
て
は
非
常
に
強
い
抑
止

力
と
し
て
働
く
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
で
、
こ
の
故
殺
法
の
立
法
な
い
し
法
人
故
殺
罪
の
創
設
は
、
法
人
処
罰
の
歴
史
の
上
で
特
記
す
べ
き
出
来
事
で
あ
る
と
考

え
る
。

（
三
）　

法
人
は
、
間
違
い
な
く
「
モ
ノ
」
で
あ
っ
て
「
ヒ
ト
」
で
は
な
い
。
生
産
手
段
で
あ
る
財
貨
が
「
ヒ
ト
」
の
手
を
借
り
て
機

能
す
る
だ
け
で
、
分
類
上
は
「
モ
ノ
」
と
い
う
本
質
に
変
わ
り
は
な
い
。
法
律
は
、
社
会
的
な
有
用
性
に
着
目
し
て
こ
の
「
モ
ノ
」

に
人
格
を
付
与
し
法
人
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
は
ロ
ー
マ
時
代
に
遡
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
に
は
都
市
・
僧

院
・
大
学
・
ギ
ル
ド
な
ど
が
法
人
格
を
取
得
し
、
ま
た
権
利
・
義
務
の
主
体
と
な
る
有
利
さ
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
や
イ
ギ
リ
ス
の
東
イ
ン

ド
会
社
な
ど
地
球
を
横
断
す
る
大
規
模
な
商
業
活
動
に
従
事
す
る
商
業
組
織
が
法
人
格
を
取
得
し
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
法

人
化
し
た
組
織
は
、
人
類
の
歩
み
と
軌
を
一
に
し
て
華
々
し
く
活
躍
の
場
を
広
げ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
も
っ
て
法
人
が
「
モ
ノ
」
で
あ
る
本
質
を
脱
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
法
人
は
あ
く
ま
で
制
度
上
の
存
在

に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
に
「
人
格
」
を
付
与
し
た
の
は
人
間
で
あ
る
。
そ
の
属
性
は
、
同
様
に
人
間
が
決
め
れ
ば
よ
い
。
法
人
に
「
犯
罪

能
力
が
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
か
け
は
誤
り
で
、
正
し
く
は
「
犯
罪
能
力
を
与
え
る
べ
き
か
」
な
の
で
あ
る
。

英
国
で
の
法
人
故
殺
罪
の
誕
生
は
、
制
度
の
所
産
と
し
て
の
「
法
人
」
を
見
据
え
な
が
ら
、
な
お
実
利
的
な
犯
罪
抑
止
の
目
的
を

追
求
せ
ん
と
す
る
地
道
な
努
力
の
成
果
で
あ
る
と
考
え
る
。

二
六
〇



刑
法
に
お
け
る
主
体
性
（
朴
）

（
四
九
三
）

刑
法
に
お
け
る
主
体
性

朴　
　
　
　
　

貞　
　

根

一　

は
じ
め
に

私
は
、
韓
国
・
中
央
大
学
校
と
日
本
大
学
の
文
化
交
流
協
定
に
よ
り
、
は
じ
め
て
の
派
遣
教
授
と
し
て
日
本
大
学
法
学
部
へ
留
学
し
た
。

客
員
教
授
の
身
分
で
三
年
間
（
一
九
七
四
│
一
九
七
七
年
）
滞
在
し
な
が
ら
、
刑
事
責
任
に
関
す
る
研
究
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
の
間
、
私
は

「
人
格
責
任
の
新
理
論
」
と
い
う
論
文
を
完
成
さ
せ
て
、
法
学
博
士
の
学
位
を
取
得
し
た
。
そ
の
と
き
、
日
本
大
学
法
学
部
の
副
手
の
身

分
で
勤
務
し
な
が
ら
私
の
研
究
を
い
ろ
い
ろ
と
手
伝
っ
て
く
れ
た
船
山
泰
範
教
授
が
、
多
大
な
る
業
績
を
あ
げ
て
今
年
九
月
に
定
年
退
職

さ
れ
る
。
こ
れ
を
祝
賀
す
る
た
め
に
論
文
集
を
刊
行
す
る
と
い
う
話
を
聞
い
た
。
そ
れ
で
、
私
も
先
生
の
定
年
退
職
を
祝
う
た
め
に
、
留

学
当
時
、
人
間
の
主
体
性
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
動
機
と
そ
の
過
程
を
説
明
し
、
続
い
て
そ
の
研
究
で
あ
げ
た
学
問
的
成
果
に
つ
い

て
概
観
し
て
み
た
い
と
思
う
。

論　

説

二
六
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
九
四
）

二　

刑
法
に
お
け
る
人
間
の
主
体
性
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
動
機

私
は
、
一
九
五
〇
年
に
法
学
科
に
入
学
し
た
。
刑
法
講
義
を
聴
講
し
始
め
た
時
は
、
韓
国
戦
争
の
さ
な
か
で
あ
っ
た
。
当
時
の
刑
法
に

関
す
る
理
論
は
、
旧
派
（
古
典
学
派
）
と
新
派
（
近
代
学
派
）
に
分
か
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
も
あ
り
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
学
問
的
立

場
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
旧
派
は
意
思
決
定
の
自
由
を
認
め
る
非
決
定
論
（indeterm

inism

）
の
立
場
か
ら
主
張
す
る
刑
法

理
論
で
あ
り
、
新
派
は
意
思
決
定
の
自
由
を
否
定
す
る
決
定
論
（determ

inism

）
の
視
座
か
ら
主
張
す
る
刑
法
理
論
で
あ
る
。
前
者
は
人

間
の
主
体
性
を
肯
定
し
、
後
者
は
人
間
の
主
体
性
を
否
定
す
る
理
論
で
あ
る
。
旧
派
は
、
犯
人
が
刑
法
に
お
い
て
合
規
範
的
意
思
決
定
を

す
る
自
由
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
反
規
範
的
意
思
決
定
を
し
た
こ
と
に
対
す
る
非
難
可
能
性
を
問
い
、
こ
れ
を
責
任
と
よ
ぶ
。
そ
う

し
て
、
旧
派
は
こ
の
非
難
可
能
性
を
道
義
的
非
難
可
能
性
と
考
え
る
こ
と
か
ら
、
道
義
的
責
任
論
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
新
派
は
、
犯
人
が
刑
法
に
お
い
て
反
規
範
的
意
思
決
定
を
し
た
こ
と
は
、
意
思
決
定
の
自
由
を
濫
用
し
た
も
の
と
考
え
て
は
な

ら
な
い
と
し
、
そ
れ
は
、
犯
人
の
危
険
な
性
格
が
徵
表
さ
れ
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
新
派
は
、
そ
の

犯
人
が
社
会
に
加
害
す
る
よ
う
な
危
険
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
自
体
に
対
し
非
難
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
れ
は
道
義
的
非

難
可
能
性
で
は
な
く
、
社
会
的
非
難
可
能
性
で
あ
る
と
し
、
し
た
が
っ
て
社
会
的
責
任
論
を
主
張
す
る
。

旧
派
は
、
犯
罪
の
行
為
と
そ
の
結
果
等
そ
の
客
観
的
事
実
は
、
犯
人
の
自
由
意
思
が
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
（
現
実
説
）、
そ
の
客

観
的
事
実
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
れ
を
客
観
主
義
刑
法
理
論
と
い
う
。
し
か
し
、
新
派
で
は
犯
罪
の
行
為
等
客

観
的
事
実
は
犯
人
の
危
険
な
性
格
が
徵
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
（
徵
表
説
）、
主
観
的
事
実
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す

る
。
こ
れ
を
主
観
主
義
刑
法
理
論
と
い
う
。
し
か
し
、
旧
派
の
刑
法
理
論
は
人
間
の
主
体
性
は
把
握
し
た
も
の
の
具
体
性
が
な
く
、
新
派

二
六
二



刑
法
に
お
け
る
主
体
性
（
朴
）

（
四
九
五
）

の
刑
法
理
論
は
人
間
の
具
体
性
は
把
握
し
た
が
主
体
性
が
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
前
者
は
人
間
性
は
把
握
し
た
が
科
学
性
が
な
い
し
、

後
者
は
科
学
性
は
あ
る
が
人
間
性
が
な
い
点
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
片
面
的
人
間
像
の
う
え
に
構
築
し
た
刑
法
理
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
旧
派
と
新
派
の
刑
法
理
論
は
完
全
な
も
の
に
な
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
自
明
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
主
体

的
で
あ
り
な
が
ら
具
体
的
で
、
人
間
性
と
科
学
性
を
兼
備
し
た
全
面
的
な
人
間
像
を
把
握
し
て
、
そ
の
う
え
に
完
全
な
刑
法
理
論
を
立
て

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
こ
れ
が
刑
法
に
お
け
る
人
間
の
主
体
性
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
動
機
で
あ
る
。

三　

刑
法
に
お
け
る
人
間
の
主
体
性
を
研
究
し
た
過
程
（
そ
の
一
）

私
が
大
学
院
修
士
課
程
に
お
い
て
刑
法
を
研
究
し
た
際
、
指
導
教
授
ら
は
決
定
論
者
で
あ
り
、
新
派
刑
法
理
論
を
支
持
し
て
い
た
。
私

が
人
間
の
主
体
性
に
関
す
る
質
問
を
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
難
し
い
問
題
は
哲
学
す
る
人
に
委
ね
る
方
が
よ
い
、
刑
法
学
徒
が
そ
の
よ
う

な
問
題
に
入
れ
ば
、
一
生
、
論
文
を
一
編
も
書
け
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
わ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
私
は
人
間
の
主
体
性

に
つ
い
て
、
継
続
し
て
関
心
を
も
ち
続
け
た
。

一
九
七
四
年
に
韓
国
・
中
央
大
学
校
と
日
本
大
学
の
文
化
交
流
協
定
に
よ
り
、
私
が
最
初
の
派
遣
教
授
と
し
て
日
本
大
学
の
法
学
部
で

研
究
す
る
機
会
を
え
た
。
そ
の
と
き
日
本
大
学
法
学
部
の
教
授
会
に
て
ご
紹
介
に
与
か
っ
た
後
、
私
の
研
究
室
に
案
内
し
て
く
れ
た
職
員

に
お
願
い
し
て
、
法
学
部
図
書
館
に
い
っ
て
書
庫
を
ひ
と
ま
わ
り
し
て
み
た
。
日
本
大
学
が
日
本
五
大
法
律
学
校
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、

設
立
し
て
一
〇
〇
年
を
こ
え
た
大
学
ら
し
く
、
日
本
書
は
も
ち
ろ
ん
、
洋
書
の
法
学
書
籍
を
多
く
保
有
し
て
い
た
。
こ
れ
ぐ
ら
い
の
研
究

資
料
を
利
用
し
た
ら
、
深
い
研
究
が
で
き
そ
う
で
、
非
常
に
う
れ
し
く
思
っ
た
。

二
六
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
九
六
）

私
は
人
間
の
主
体
性
と
刑
法
に
関
す
る
研
究
方
法
と
し
て
、
ま
ず
、
日
本
の
団
藤
重
光
博
士
の
著
書
と
論
文
を
収
集
し
て
分
析
す
る
作

業
か
ら
始
め
た
。
団
藤
博
士
は
東
京
大
学
法
学
部
教
授
で
あ
ら
れ
た
が
、
定
年
退
職
し
て
、
当
時
は
、
最
高
裁
判
所
判
事
を
務
め
ら
れ
て

い
た
。
団
藤
博
士
は
「
人
間
の
主
体
性
」
と
刑
法
と
の
関
係
を
深
く
探
究
さ
れ
た
人
格
責
任
論
を
大
成
し
、
日
本
の
学
者
の
中
で
、
独
創

的
な
学
者
で
あ
る
ば
か
り
か
、
国
際
的
に
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
学
者
で
あ
っ
た
。
私
は
、
大
学
院
生
の
時
か
ら
団
藤
博
士
の
著
書
、

『
刑
法
綱
要
総
論
』
を
読
み
、
そ
の
著
者
が
人
格
責
任
論
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
団
藤
博
士
が
、
主
体
的
で

具
体
的
な
人
間
像
、
す
な
わ
ち
全
面
的
な
人
間
像
の
う
え
に
刑
法
理
論
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
し
て
い
た
こ
と
は
知
っ
て

い
た
。
し
か
し
、
そ
の
詳
し
い
内
容
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
団
藤
博
士
が
そ
れ
を
詳
し
く
説
明
し
た
「
人
格
責
任
の

理
論
（
1
）

」
と
い
う
論
文
を
手
に
入
れ
た
。
こ
の
論
文
に
は
、
人
格
責
任
理
論
の
基
礎
に
利
用
し
た
人
間
像
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
団

藤
博
士
は
、
レ
ン
ツ
の
犯
罪
生
物
学
原
論
（
2
）

の
内
容
を
援
用
し
て
、
具
体
的
で
あ
り
な
が
ら
主
体
的
な
人
間
像
を
人
格
と
し
て
把
握
し
て
い

た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、「
個
性
的
│
統
一
的
│
持
続
的
な
身
体
的
＝
精
神
的
の
全
体
」
で
あ
る
と
し
て
、
心
身
一
元
論
的
に
人
間
像
を

把
握
し
て
い
た
。
犯
罪
行
為
と
人
格
形
成
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
人
格
の
主
体
に
人
格
責
任
の
根
拠
を
認
め
て
い
た
。
私
も
こ
の
よ
う
な

人
間
像
を
刑
事
責
任
理
論
の
基
礎
に
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
、
掘
り
下
げ
て
検
討
し
て
み
た
が
、
そ
の
よ
う
な
心
身
一
元
論
的

人
間
像
に
お
い
て
は
超
因
果
的
主
体
性
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
結
論
を
だ
す
ほ
か
は
な
か
っ
た
（
3
）

。

私
は
主
体
的
で
あ
り
な
が
ら
具
体
的
な
人
間
像
を
探
す
た
め
に
、
目
的
的
行
為
論
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル

（W
elzel

）
の
層
的
存
在
論
的
人
間
像
を
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
人
間
の
内
面
構
造
を
多
層
的
に
把
握
し
て
、

深
層
（T
iefenschicht

）、
人
格
層
（P

ersonlichkeitsschicht

）
そ
う
し
て
自
我
中
枢
（Ichzentrum

）
を
認
め
て
い
る
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、

ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
人
間
を
進
歩
的
動
物
と
考
え
る
の
に
反
し
て
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
主
張
を
援
用
し
て
、
人
間
の
生
来
的
な
行
態
形
式

二
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（V
erhaltensform

en

）
の
崩
壊
と
責
任
を
自
覚
し
た
自
我
中
枢
の
形
式
は
、
人
間
の
心
的
構
造
（seelische S

truktur

）
を
多
層
に
な
る
よ

う
に
し
た
と
い
う
。
そ
う
し
て
、
彼
は
意
思
責
任
と
行
為
者
責
任
を
認
定
す
る
が
、
か
れ
の
意
思
責
任
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
意
思
は
、

自
由
な
る
も
の
で
は
あ
る
が
従
来
の
非
決
定
論
が
認
め
る
自
由
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
の
い
う
意
思
の
自
由
と
は
、
合

理
的
に
自
己
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
し
て
、
彼
は
価
値
に
合
致
す
る
善
な
る
意
思
決
定
は
自
由
な
意
思

で
あ
り
、
価
値
に
反
す
る
悪
な
る
意
思
決
定
は
不
自
由
な
意
思
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
意
思
は
衝
動
か
ら
の
自
由
は
あ
っ

て
も
、
価
値
か
ら
の
自
由
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
（
4
）

。

結
局
、
そ
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
意
思
の
自
由
と
い
う
も
の
は
、
私
に
と
っ
て
は
納
得
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
私
見
に
よ
れ

ば
、
人
間
の
意
思
は
善
な
る
決
定
に
お
い
て
も
悪
な
る
決
定
に
お
い
て
も
自
由
で
あ
る
と
思
う
。
自
我
中
枢
、
す
な
わ
ち
、
意
思
主
体
が

規
範
に
合
う
よ
う
に
意
思
を
決
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
規
範
に
反
す
る
衝
動
か
ら
解
放
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
は
ず
で

あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
規
範
に
反
す
る
衝
動
に
従
っ
て
い
く
の
は
そ
の
抑
制
で
き
る
衝
動
を
主
体
的
に
是
認
し
た
と
い
え
る
し
、

意
味
に
お
い
て
悪
な
る
意
思
も
自
由
で
あ
る
べ
き
は
ず
だ
と
考
え
る
。
学
者
ら
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
こ
の
よ
う
な
意
思
の
自
由
論
に
関

し
、
決
定
論
で
あ
る
と
い
う
学
者
も
お
れ
ば
非
決
定
論
で
あ
る
と
い
う
学
者
も
お
る
（
5
）

。
し
か
し
、
私
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
意
思
の
自
由

論
を
半
身
不
随
的
非
決
定
論
で
あ
る
と
評
価
し
た
こ
と
が
あ
る
（
6
）

。
結
局
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
層
的
存
在
論
的
人
間
像
も
、
私
が
願
う
超
因

果
的
主
体
性
を
も
っ
た
人
間
像
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。

二
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四　

刑
法
に
お
け
る
人
間
の
主
体
性
を
研
究
し
た
過
程
（
そ
の
二
）

私
が
日
本
へ
留
学
し
た
の
は
、
主
体
的
で
具
体
的
な
人
間
像
、
す
な
わ
ち
、
人
間
性
と
科
学
性
を
兼
備
し
て
い
る
人
間
像
を
開
発
す
る

た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
長
い
時
間
を
か
け
て
究
め
た
団
藤
博
士
が
採
用
し
た
心
身
一
元
論
的
人
間
像
も
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
認
め
た

層
的
存
在
論
的
人
間
像
も
、
自
由
意
思
は
認
定
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
私
に
は
あ
わ
な
か
っ
た
。
私
の
研
究
期
間
は
一
年
間
だ
っ
た
の
で
、

焦
燥
し
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
、
日
本
大
学
の
板
倉
宏
教
授
が
わ
た
く
し
の
研
究
室
に
い
ら
し
て
、
私
が
願
え
ば
自
分
の
指
導

教
授
で
あ
っ
た
団
藤
博
士
に
お
会
い
で
き
る
よ
う
周
旋
し
た
い
、
と
い
わ
れ
た
。
韓
国
か
ら
日
本
に
き
て
人
格
責
任
の
理
論
を
研
究
し
て

い
る
私
の
消
息
を
聞
き
、
お
会
い
し
た
い
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
実
は
、
私
も
団
藤
博
士
の
著
作
物
を
ほ
と
ん

ど
全
部
分
析
し
た
と
き
で
あ
っ
た
の
で
、
お
目
に
か
か
り
、
い
ろ
い
ろ
質
問
を
し
、
論
議
も
し
た
か
っ
た
。
つ
い
に
日
本
の
最
高
裁
判
所

裁
判
官
室
で
団
藤
博
士
と
初
め
て
対
面
し
た
。
そ
の
と
き
、
団
藤
博
士
は
御
著
書
で
あ
ら
れ
る
『
法
学
入
門
』
に
署
名
を
し
て
下
さ
っ
た
。

面
会
の
最
後
に
、
団
藤
博
士
は
、
自
己
の
私
邸
で
学
問
に
関
す
る
意
見
を
交
換
し
た
い
と
い
わ
れ
た
。
私
は
約
一
週
間
後
、
私
邸
を
訪
問

し
た
。
私
は
二
時
間
位
の
つ
も
り
で
い
た
が
、
討
論
は
午
後
七
時
半
か
ら
一
一
時
ま
で
続
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
階
に
あ
る

書
庫
ま
で
み
せ
て
も
ら
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
法
学
書
籍
は
勿
論
、
哲
学
、
心
理
学
、
犯
罪
精
神
学
、
倫
理
学
等
、
図
書
館
の
書
庫
に
入
っ

た
よ
う
で
、
非
常
に
う
ら
や
ま
し
く
思
っ
た
。

私
は
、
団
藤
博
士
に
失
礼
な
こ
と
と
は
思
い
つ
つ
、
博
士
の
あ
ら
ゆ
る
論
文
を
読
ん
で
感
じ
た
ま
ま
を
申
し
上
げ
、
私
見
に
対
す
る
御

指
導
の
お
言
葉
を
聴
か
せ
て
も
ら
い
た
い
が
、
お
許
し
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
か
と
申
し
上
げ
た
。
博
士
は
こ
こ
ろ
よ
く
許
諾
し
な
が
ら
、

学
者
は
各
自
、
自
己
の
主
体
性
に
よ
っ
て
学
問
的
自
己
決
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
遠
慮
な
く
論
議
し
ま
し
ょ
う
、
と
い
わ
れ
た
。

二
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博
士
と
多
く
の
問
題
に
つ
い
て
論
議
す
る
中
で
、
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
は
、
超
因
果
的
主
体
性
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
先
生
の
定
年

退
任
記
念
講
演
文
を
読
ん
で
み
た
が
、
そ
こ
で
先
生
は
超
因
果
的
主
体
性
に
言
及
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ク
ル
も
わ
た
く
し
と
同
じ
立
場
で

あ
る
と
い
わ
れ
た
（
7
）

。
私
も
超
因
果
的
主
体
性
を
支
持
し
て
い
る
が
、
先
生
が
人
格
責
任
の
理
論
の
基
礎
に
し
て
お
ら
れ
る
心
身
一
元
論
的

人
間
像
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
超
因
果
的
主
体
性
を
認
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
で
、
超
因
果
的
主
体
性
の
基

礎
と
な
る
よ
う
な
人
間
像
を
探
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
人
間
像
を
紹
介
し
て
い
た
だ
け
る
か
、
と
申
し
あ
げ
た
。
先
生
は
、
フ
ラ
ン

ク
ル
の
『
神
経
症
の
理
論
と
治
療
』（F

rankl, T
heorie und T

herapie der N
eurosen

）
を
読
ん
で
み
な
さ
い
と
い
い
な
が
ら
、
そ
の
日
本

語
訳
を
貸
し
て
く
だ
さ
っ
た
（
8
）

。
私
は
、
そ
の
本
を
持
っ
て
ア
パ
ー
ト
に
帰
り
、
夜
明
け
方
ま
で
一
通
り
読
ん
で
み
た
。
そ
う
し
た
と
こ

ろ
、
私
は
、
フ
ラ
ン
ク
ル
が
説
明
す
る
人
間
像
に
よ
れ
ば
超
因
果
的
人
間
の
主
体
性
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
と
確
信
し
て
、
非

常
に
う
れ
し
く
考
え
た
。

私
は
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
人
間
像
を
実
存
分
析
的
・
次
元
存
在
論
的
人
間
像
と
し
て
把
握
し
た
。
こ
の
人
間
像
は
主
体
的
で
あ
り
な
が
ら

具
体
的
で
あ
っ
て
、
人
間
性
と
科
学
性
が
備
わ
っ
た
人
間
像
で
あ
り
う
る
と
考
え
た
。
フ
ラ
ン
ク
ル
は
人
間
を
、
身
体
（L

eib

）・
心

（S
eele

）・
精
神
（G

eist

）
の
統
一
体
と
し
て
把
握
す
る
。
し
か
し
、
人
間
は
生
活
作
用
に
お
い
て
は
、
身
体
、
心
、
精
神
の
各
次
元
が
、

お
の
お
の
異
な
る
特
性
を
も
っ
て
い
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
存
在
的
に
お
の
お
の
の
次
元
が
固
有
の
機
能
を
発
揮

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
多
様
性
が
あ
る
と
い
う
。
人
間
は
そ
の
内
部
に
お
い
て
、
精
神
は
心
身
（
有
機
体
）
に
対
し
て
抵
抗
力
を
も
っ

て
い
る
と
い
う
。
そ
う
し
て
、
随
意
的
に
は
精
神
が
心
身
（
有
機
体
）
ま
た
は
環
境
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
事

実
的
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
精
神
、
す
な
わ
ち
、
意
思
は
、
心
身
ま
た
は
環
境
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
小
野
清
一
郎
と
団
藤
博
士
が
い
っ
て
お
る
よ
う
に
、
意
思
は
「
決
定
さ
れ
つ
つ
決
定
す
る
」
も
の
で

二
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は
な
い
と
い
う
。
も
し
も
、
意
思
が
心
身
と
環
境
に
依
っ
て
一
部
分
だ
け
で
も
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
も
の
に
抵
抗

す
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
抵
抗
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
抵
抗
だ
け
す
る
の
で
は
な
く
利
用
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
精
神
的
生
活
作
用
は
、
自
己
の
心
身
有
機
体
と
環
境
を
合
規
範
的
に
も
、
反
規
範
的
に
も
統

制
す
る
能
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ク
ル
は
人
間
の
超
因
果
的
主
体
性
を
認
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、

責
任
と
い
う
の
は
、
精
神
主
体
す
な
わ
ち
人
格
が
、
合
規
範
的
意
思
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
反
規
範
的
意
思
決

定
を
し
た
こ
と
に
対
す
る
非
難
可
能
性
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

そ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ク
ル
の
実
存
分
析
的
・
次
元
存
在
論
的
人
間
像
を
基
礎
に
す
れ
ば
、
団
藤
博
士
の
「
人
格
責
任
の
理

論
」
を
新
し
く
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
、
中
央
大
学
校
と
日
本
大
学
の
許
諾
を
う
け
て
、
二
年
さ
ら
に
留
学
期
間
を
延
長
し
て
、

「
人
格
責
任
の
新
理
論
」
を
完
成
さ
せ
た
。
完
成
後
、
日
本
大
学
法
学
部
修
士
・
博
士
課
程
の
学
生
た
ち
に
対
し
特
別
講
義
を
行
う
よ
う

要
請
が
あ
り
、
二
時
間
く
ら
い
研
究
結
果
を
発
表
す
る
形
式
で
「
人
格
責
任
の
新
理
論
」
の
大
綱
を
講
義
し
た
。
そ
の
場
に
は
、
刑
法
の

教
授
陣
も
参
席
し
て
お
ら
れ
た
が
、
当
時
の
法
学
研
究
所
長
で
あ
ら
れ
た
板
倉
宏
教
授
が
、
即
席
で
、
日
本
法
学
に
掲
載
し
た
い
と
い
わ

れ
た
の
で
、
四
回
に
わ
け
て
発
表
し
た
（
9
）

。

五　

刑
法
に
お
け
る
人
間
の
主
体
性
を
研
究
し
た
成
果

い
ま
ま
で
、
主
体
性
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
動
機
と
そ
の
過
程
に
つ
い
て
説
明
を
し
た
。
今
は
、
人
間
の
主
体
性
の
研
究
に
よ
っ

て
い
ろ
い
ろ
得
た
成
果
の
中
で
、
重
要
な
も
の
い
く
つ
か
を
項
目
に
わ
け
て
説
明
し
た
い
。

二
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刑
法
に
お
け
る
主
体
性
（
朴
）

（
五
〇
一
）

⑴　

新
た
に
探
究
し
た
超
因
果
的
人
間
の
主
体
性

私
が
、
人
間
の
主
体
性
を
研
究
し
て
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、
超
因
果
的
人
間
の
主
体
性
を
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
主
体
性
を
否
定
す
る
学
者
も
い
る
が
、
そ
れ
を
認
定
す
る
立
場
に
お
い
て
も
、
学
者
に
よ
っ
て
ま
こ
と

に
多
義
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
フ
ラ
ン
ク
ル
の
実
存
分
析
的
・
次
元
存
在
論
的
人
間
像
を
基
礎
に
し
た
、
私
の
考
え
る
人
間

の
主
体
性
を
説
明
し
て
み
た
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
主
体
性
と
い
う
も
の
は
意
思
決
定
の
自
由
を
意
味
す
る
し
、
こ
こ
で
「
自

由
」
と
は
意
味
ま
た
は
反
意
味
に
合
う
よ
う
に
意
思
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
格
で
あ
る
意
思
主
体
の
能
力
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し

て
、
こ
こ
で
人
間
の
「
主
体
」
と
い
う
も
の
は
最
後
ま
で
客
体
化
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
思
惟
す
る
者
で
あ
り
、
意
思
を
決
定
す
る
者

で
あ
り
な
が
ら
行
為
す
る
者
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
人
間
の
主
体
性
と
は
、
人
間
の
主
体
が
合
規
範
的
ま
た
は
反
規
範
的
に
自
由
に
（
選
択

的
に
）
意
思
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
間
の
主
体
性
を
認
定
す
る
同
じ
立
場
で
あ
る
と
し
て
も
、
従
来
の
意
思
責
任
論
者
の
中
に
は
絶
対
的
非
決
定
論
を
主
張
す

る
者
が
い
る
。
し
か
し
、
私
は
相
対
的
非
決
定
論
を
支
持
す
る
。
け
れ
ど
も
、
同
じ
相
対
的
非
決
定
論
の
立
場
と
い
っ
て
も
、
団
藤
博
士

が
主
体
性
を
「
決
定
さ
れ
つ
つ
決
定
す
る
意
思
の
能
力
」
と
主
張
さ
れ
る
が
、
私
は
「
制
約
さ
れ
つ
つ
決
定
す
る
意
思
の
能
力
」
で
あ
る

と
考
え
る
点
に
お
い
て
、
そ
の
本
質
は
互
い
に
異
な
る
も
の
と
思
う
（
10
）

。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
も
人
間
の
主
体
性
を
意
味
に
合
う
意
思
決
定
だ
け

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
で
あ
り
、
反
意
味
に
合
う
意
思
決
定
は
で
き
な
い
能
力
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
わ

た
く
し
の
見
解
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
人
間
の
主
体
性
理
論
は
刑
法
学
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
法
学
分

野
は
勿
論
、
そ
の
ほ
か
哲
学
、
神
学
、
倫
理
学
等
、
万
学
の
基
本
原
理
で
あ
る
と
思
う
。
と
く
に
、
憲
法
で
国
民
の
「
尊
厳
性
」
を
保
障

す
る
（
韓
国
憲
法
一
〇
条
）
と
い
う
が
、
そ
の
尊
厳
性
の
本
質
は
人
間
の
主
体
性
、
す
な
わ
ち
、
自
己
決
定
能
力
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、

二
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
〇
二
）

し
た
が
っ
て
、
刑
法
で
そ
れ
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
人
間
の
尊
厳
性
も
否
定
す
べ
き
だ
と
考
え
（
11
）

る
（
12
）

。

⑵　

人
格
責
任
の
新
理
論

前
述
し
た
よ
う
に
、
団
藤
博
士
は
レ
ン
ツ
の
心
身
一
元
論
的
人
間
像
を
基
礎
に
し
た
人
格
責
任
の
理
論
を
は
や
い
う
ち
に
構
成
し
た
が
、

東
京
大
学
定
年
退
任
を
記
念
す
る
最
終
講
義
、「
法
に
お
け
る
主
体
性
」
で
は
、
超
因
果
的
主
体
性
に
好
意
的
な
言
及
を
し
て
い
た
。
そ

こ
で
、
私
は
団
藤
博
士
の
助
言
に
よ
り
フ
ラ
ン
ク
ル
の
実
存
分
析
的
・
次
元
存
在
論
的
人
間
像
を
基
礎
に
し
て
、
超
因
果
的
主
体
性
を
研

究
し
、
人
格
責
任
の
理
論
を
新
し
く
構
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
私
の
こ
の
理
論
は
団
藤
博
士
の
人
格
責
任
の
理
論
と
内
容
的
に
だ
い
ぶ

異
な
る
も
の
に
な
っ
た
た
め
、
人
格
責
任
の
〝
新
〞
理
論
と
い
う
こ
と
に
し
た
。
私
は
日
本
大
学
で
研
究
す
る
間
、
三
年
に
わ
た
り
日
沖

憲
郎
教
授
の
大
学
院
講
義
を
聴
講
し
た
。
日
沖
教
授
は
、
わ
た
く
し
よ
り
も
約
三
〇
年
先
輩
で
、
そ
の
時
は
、
定
年
退
任
し
て
講
師
の
資

格
で
出
講
し
て
お
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
幸
い
に
、
日
沖
教
授
は
日
本
に
ド
イ
ツ
の
人
格
責
任
理
論
を
最
初
に
紹
介
し
た
学
者
で
あ
っ

た
（
13
）

。
教
授
と
議
論
し
た
後
、
私
の
人
格
責
任
の
理
論
は
団
藤
博
士
の
人
格
責
任
の
理
論
と
異
な
る
新
し
い
主
張
が
多
い
か
ら
、
人
格
責
任

の
新
理
論
と
名
づ
け
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
、
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
の
で
、
論
文
の
題
目
を
そ
の
よ
う
に
命
名
し
た
。

私
は
、
人
格
責
任
を
「
行
為
に
お
け
る
人
格
責
任
を
原
則
的
に
、
性
格
形
成
に
お
け
る
人
格
責
任
は
補
充
的
に
考
慮
し
て
認
定
さ
れ
る

責
任
（
14
）

」
で
あ
る
と
宣
言
し
た
。
し
か
し
、
団
藤
博
士
は
人
格
責
任
を
「
行
為
責
任
と
人
格
形
成
責
任
と
を
あ
わ
せ
（
15
）

」
た
も
の
、
す
な
わ

ち
、「
行
為
責
任
と
人
格
責
任
と
は
前
者
が
第
一
次
的
、
後
者
が
第
二
次
的
に
考
慮
さ
れ
な
が
ら
、
窮
極
に
お
い
て
は
合
一
さ
れ
て
考
え

ら
れ
る
べ
き
（
16
）

」
も
の
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
私
と
団
藤
博
士
は
人
格
責
任
に
つ
い
て
異
な
る
考
え
方
を
す
る
た
め
、
後
述
す
る
よ
う

に
、
常
習
犯
と
過
失
犯
等
の
責
任
を
説
明
す
る
点
に
お
い
て
、
見
解
が
い
ろ
い
ろ
と
異
な
る
よ
う
に
な
っ
た
。
事
実
、
団
藤
博
士
の
人
格

二
七
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刑
法
に
お
け
る
主
体
性
（
朴
）

（
五
〇
三
）

責
任
の
理
論
は
日
本
の
多
数
の
学
者
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
私
の
人
格
責
任
の
新
理
論
は
、
そ
の
批
判
さ

れ
て
い
る
短
所
も
あ
る
程
度
、
正
し
た
と
考
え
る
（
17
）

。

団
藤
博
士
も
、
自
己
の
『
刑
法
綱
要
総
論
』
で
、
私
の
人
格
責
任
の
新
理
論
等
を
「
わ
た
く
し
の
理
論
の
展
開
を
試
み
た
も
の
（
18
）

」
と
紹

介
し
て
下
さ
っ
た
。
そ
し
て
、
ま
た
団
藤
博
士
は
ご
自
分
の
自
叙
伝
、『
わ
が
心
の
旅
路
』
に
お
い
て
も
、「
講
義
は
聴
か
な
か
っ
た
け
れ

ど
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
や
っ
て
き
て
、
実
質
的
に
指
導
し
た
と
い
う
人
も
ず
い
ぶ
ん
大
勢
い
ま
す
。
例
え
ば
、
韓
国
の
朴
貞
根
教
授
な
ど
も
そ

の
一
人
で
す
（
19
）

」
と
い
わ
れ
た
。
ま
た
、
団
藤
博
士
は
、「
私
は
刑
法
に
お
い
て
、
人
間
の
主
体
性
を
基
本
に
し
て
、
私
の
い
わ
ゆ
る
人
格

責
任
理
論
を
構
成
し
て
き
た
」
と
い
わ
れ
な
が
ら
、「
韓
国
で
は
朴
貞
根
教
授
が
私
の
学
説
を
祖
述
し
て
お
ら
れ
る
」（
同
『
人
格
責
任

 

新
理
論
』〔
一
九
八
六
年
、
法
文
社
（
ソ
ウ
ル
）〕）
と
い
わ
れ
た
（
20
）

。
私
は
、
団
藤
博
士
と
初
対
面
し
た
後
、
何
度
も
重
ね
重
ね
お
会
い
し
、
学

問
に
関
す
る
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
で
、
私
は
、
札
幌
学
園
大
学
の
招
請
を
受
け
、「
主
体
性
と
刑
事
責
任
」
と
い
う
題
目
で
大

学
院
学
生
に
特
別
講
義
を
行
い
、
ま
た
翌
日
は
法
学
部
三
・
四
学
年
三
〇
〇
人
く
ら
い
の
学
生
に
講
義
を
し
た
際
、
教
授
も
多
数
参
席
し

て
い
る
そ
の
場
で
、
わ
た
く
し
は
団
藤
博
士
の
学
恩
を
一
生
、
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
る
（
21
）

。

⑶　

責
任
能
力
の
本
質

人
間
の
主
体
性
を
研
究
し
た
結
果
、
責
任
能
力
の
本
質
も
、
も
っ
と
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
間
の
主

体
性
を
認
定
す
る
立
場
で
は
、
責
任
能
力
を
犯
罪
能
力
と
理
解
し
、
そ
れ
を
否
定
す
る
立
場
で
は
、
責
任
能
力
を
刑
罰
能
力
と
し
て
理
解

す
る
。
そ
う
し
て
、
人
格
責
任
論
に
お
い
て
は
、
当
然
、
責
任
能
力
を
犯
罪
能
力
と
理
解
す
る
。
そ
れ
で
、
責
任
能
力
は
非
難
可
能
性
の

前
提
に
な
る
人
格
的
適
性
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
「
事
物
を
弁
別
し
て
意
思
を
決
定
す
る
能
力
」（
韓
国
刑
法
一
〇
条
）
で
あ
る
。

二
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
〇
四
）

責
任
能
力
を
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
実
存
分
析
的
・
次
元
存
在
論
的
人
間
像
で
説
明
す
れ
ば
、
人
間
固
有
の
生
活
作
用
で
あ
る
精
神
的
生
活

作
用
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
精
神
的
生
活
作
用
に
は
知
的
生
活
作
用
と
意
的
生
活
作
用
が
あ
る
。
前
述
し

た
責
任
能
力
の
中
で
、「
事
物
を
弁
別
す
る
能
力
」
は
、
知
的
生
活
作
用
に
該
当
す
る
能
力
で
あ
り
、「
意
思
を
決
定
す
る
能
力
」
は
、
意

的
生
活
作
用
に
該
当
す
る
能
力
で
あ
る
。
責
任
能
力
と
い
う
も
の
は
、
人
間
の
主
体
性
自
体
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
責
任
は
自
然
人
に
だ
け
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
人
そ
れ
自
体
に
は
責
任
能
力
を
認
定
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
し
、
ま
た
刑
事
責
任
も
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
る
。
結
局
、
法
人
の
行
政
的
團
束
（
規
制
）
は
刑
罰
で
な
い

他
の
制
裁
方
法
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
（
22
）

。

⑷　

常
習
犯
人
の
刑
事
責
任
の
マ
キ
シ
マ
ム

人
間
の
主
体
性
を
研
究
し
て
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
も
う
ひ
と
つ
の
こ
と
は
、
常
習
犯
の
刑
事
責
任
の
マ
キ
シ
マ
ム
は
意
思
責
任
の
マ

キ
シ
マ
ム
を
超
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
韓
国
刑
法
（
日
本
刑
法
も
）
は
常
習
犯
の
法
定
刑
を
普
通
犯
の
法
定
刑

よ
り
加
重
的
に
規
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
韓
国
刑
法
第
三
二
九
条
に
よ
れ
ば
、
普
通
窃
盗
は
「
六
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
一
千
万
ウ
ォ

ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
」。
と
こ
ろ
で
、
同
法
第
三
三
二
条
に
よ
れ
ば
、
常
習
窃
盗
は
普
通
窃
盗
に
定
め
た
刑
よ
り
「
二
分
の
一
ま
で

加
重
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
常
習
犯
の
法
定
刑
を
普
通
犯
の
法
定
刑
よ
り
加
重
す
る
こ
と
は
、
性
格
責
任
論
と
性
格
論
的
責
任
論
に
お
い
て
は
支
持

さ
れ
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
当
然
な
規
定
で
あ
る
。
大
概
、
常
習
犯
は
普
通
犯
よ
り
反
社
会
的
危
険
性
が
大
き
く
、
ま
た
性
格
論
的
性

格
に
対
す
る
相
当
性
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
責
任
論
は
道
義
的
非
難
可
能
性
が
責
任
の
本
質
で
あ
る
こ
と
を
認
め

二
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刑
法
に
お
け
る
主
体
性
（
朴
）

（
五
〇
五
）

な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
意
思
責
任
論
に
よ
れ
ば
常
習
犯
の
加
重
刑
規
定
は
認
定
さ
れ
な
い
だ
け
で
な
く
普
通
犯
の
法
定
刑
よ
り
も
減
軽

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
常
習
性
は
意
思
決
定
の
自
由
を
制
限
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ま
た
主

体
的
に
形
成
さ
れ
た
常
習
性
ま
で
も
責
任
減
軽
要
素
と
認
定
す
る
点
に
お
い
て
不
当
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
従
来
の
人
格
責
任
論
は
、
主
体
的
に
形
成
さ
れ
た
常
習
性
を
責
任
加
重
要
素
と
し
て
考
慮
し
、
そ
れ
が
常
習
犯
の
法
定
加

重
刑
の
根
拠
で
あ
り
、
ま
さ
に
責
任
刑
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
団
藤
博
士
は
「
人
格
形
成
責
任
か
ら
い
え
ば
、
常
習
性

を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
行
為
者
の
責
任
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ぎ
り
は
、
そ
れ
だ
け
責
任
が
重
い
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
」
と
し
、
法
が
常
習
犯
を
重
く
扱
っ
て
い
る
の
は
、「
そ
の
責
任
が
重
い
も
の
と
み
と
め
た
と
解
す
べ
き
で
」、
し
た
が
っ
て
、

「
か
よ
う
な
人
格
形
成
責
任
は 

│
少
な
く
も
常
習
犯
に
関
す
る
か
ぎ
り
│ 

ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
い
う
よ
う
な
単
な
る
道
徳
的
責
任
で
は
な

く
、
刑
法
的
責
任
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
23
）

」
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
団
藤
博
士
は
常
習
犯
の
加
重
法
定
刑
を
保
安
刑
で
な
い
責
任

刑
と
認
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
団
藤
博
士
が
人
格
責
任
を
、「
行
為
責
任
と
人
格
責
任
と
は
、
前
者
が
第
一
次
的
、
後
者
が
第

二
次
的
に
考
慮
さ
れ
な
が
ら
、
窮
極
に
お
い
て
は
、
合
一
さ
れ
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
24
）

」
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

は
行
為
責
任
を
越
え
た
行
為
者
責
任
を
認
定
す
る
も
の
と
い
え
、
賛
成
し
か
ね
る
（
25
）

。

し
か
し
、
私
は
人
格
責
任
を
「
行
為
に
お
け
る
人
格
責
任
を
原
則
的
に
、
性
格
形
成
に
お
け
る
人
格
責
任
を
補
充
的
に
考
慮
し
て
認
定

さ
れ
る
責
任
」
と
考
え
る
の
で
、
常
習
犯
の
責
任
の
マ
キ
シ
マ
ム
は
、
行
為
に
お
け
る
人
格
責
任
の
最
高
限
を
超
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
常
習
犯
の
法
定
加
重
刑
は
責
任
刑
で
な
く
保
安
刑
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
（
26
）

。
常
習
窃
盗
の
場
合
に
お
い
て
、

犯
人
の
常
習
性
は
、
他
人
の
財
物
を
窃
取
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
規
範
に
合
致
す
る
よ
う
に
意
思
を
決
定
す
る
に
お
い
て
制
約
要
素
に

な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
意
思
責
任
論
で
は
こ
の
常
習
性
を
責
任
減
軽
要
素
と
認
定
す
る
ほ
か
は
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
常
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習
性
を
常
習
犯
が
主
体
的
に
形
成
し
た
場
合
は
、
減
軽
要
素
と
認
定
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
人
格
責
任
論
が
、
意
思
責

任
論
と
は
別
に
、
性
格
形
成
に
お
け
る
人
格
責
任
を
補
充
的
に
考
慮
す
る
か
ら
で
あ
る
（
27
）

。

私
は
、
韓
国
の
刑
事
法
改
正
特
別
審
議
委
員
会
の
ひ
と
り
の
委
員
と
し
て
、
韓
国
の
刑
法
改
正
作
業
に
関
与
し
た
こ
と
が
あ
る
。

一
九
八
五
年
か
ら
一
九
九
二
年
ま
で
七
年
間
の
作
業
を
経
て
刑
法
改
正
法
律
案
が
完
成
し
た
。
こ
の
委
員
会
で
、
常
習
犯
の
加
重
法
定
刑

の
存
置
ま
た
は
廃
止
に
つ
い
て
、
激
論
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
、
私
は
常
習
犯
の
法
定
加
重
刑
は
責
任
主
義
原
則
に
反
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
全
面
的
に
廃
止
す
べ
き
た
と
力
説
し
た
と
こ
ろ
（
28
）

、
全
委
員
が
賛
同
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
韓
国
刑
法
改
正
法
律
案
（
一
九
九
二
年
）

に
は
常
習
犯
の
加
重
法
定
刑
が
全
面
的
に
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
代
わ
り
、
加
重
法
定
刑
が
廃
止
さ
れ
た
常
習
犯
は
保
安
処
分
（
保
護
監
護
）

に
処
す
る
よ
う
に
規
定
し
た
（
同
法
律
案
第
九
三
条
）。
こ
れ
は
人
間
の
主
体
性
を
肯
定
す
る
立
場
で
、
責
任
主
義
原
則
に
よ
る
立
法
で
あ

る
と
い
え
る
と
思
う
。
し
か
し
、
遺
憾
に
も
、
国
会
は
こ
れ
を
採
択
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
29
）

。

⑸　

過
失
犯
の
刑
事
責
任

人
格
責
任
の
新
理
論
に
お
い
て
は
、
故
意
犯
の
責
任
の
根
拠
は
意
思
主
体
、
す
な
わ
ち
、
人
格
に
あ
る
が
、
過
失
犯
の
責
任
の
根
拠
も

や
は
り
意
思
主
体
、
す
な
わ
ち
、
人
格
に
あ
る
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
過
失
犯
に
お
い
て
も
故
意
犯
の
場
合
と
同
じ
く
、
原
則
的
に
行

為
に
お
け
る
人
格
責
任
を
認
定
し
て
補
充
的
に
性
格
形
成
に
お
け
る
人
格
責
任
を
認
定
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

し
か
し
、
団
藤
博
士
は
「
過
失
の
根
拠
は
知
情
意
を
不
可
分
に
も
っ
た
人
格
、
そ
の
も
の
の
中
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
30
）

」
と

い
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
、「
意
思
責
任
と
い
う
観
念
は
、
故
意
に
つ
い
て
は
あ
て
は
ま
る
が
、
過
失
に
つ
い
て
は
不
適
当
で
あ
る
（
31
）

」。
し
た

が
っ
て
、「
行
為
に
お
け
る
意
思
と
い
う
よ
り
も
、
行
為
に
お
け
る
人
格
態
度
を
問
題
と
す
べ
き
で
あ
る
（
32
）

」。「
過
失
責
任
の
中
核
を
な
す

二
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の
は
、
…
不
注
意
と
い
う
要
素
で
あ
る
。
不
注
意
と
い
う
の
は
、
行
為
者
の
意
識
作
用
で
は
な
く
無
意
識
的
な
人
格
態
度
で
あ
る
。
過
失

に
お
い
て
は
│
意
識
的
過
失
に
お
い
て
さ
え
も
│
意
識
で
は
な
く
意
識
下
の
人
格
態
度
が
要
点
を
な
す
。
か
よ
う
に
し
て
、
過
失
責
任
は

人
格
責
任
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
説
明
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
（
33
）

」
と
い
わ
れ
る
。

団
藤
博
士
は
過
失
責
任
の
根
拠
を
人
格
の
中
に
求
め
る
と
い
う
が
、
私
は
人
格
そ
の
も
の
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
な

ぜ
か
と
い
え
ば
、
両
者
は
同
じ
く
人
格
と
い
う
が
、
そ
の
質
が
相
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
団
藤
博
士
は
人
格
の
概
念
を
レ
ン
ツ
の
心
身
一

元
論
的
人
間
像
を
基
礎
に
し
て
把
握
し
、
私
は
フ
ラ
ン
ク
ル
の
実
存
分
析
的
・
次
元
存
在
論
的
人
間
像
を
基
礎
に
し
て
、
人
格
の
概
念
を

把
握
す
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
人
格
を
人
間
固
有
の
精
神
的
生
活
作
用
の
主
体
と
し
て
把
握
す
る
。
そ
れ
で
、
団
藤
博
士
が
い
う
知
情
意

を
不
可
分
に
も
っ
た
人
格
と
は
そ
の
質
が
異
な
る
。
人
格
は
精
神
的
生
活
作
用
、
す
な
わ
ち
、
知
的
生
活
作
用
と
意
的
生
活
作
用
の
主
体

で
あ
る
。
そ
れ
で
、
人
格
は
そ
の
知
的
生
活
作
用
に
よ
っ
て
、
罪
の
成
立
要
素
で
あ
る
事
実
を
認
識
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
不
注
意
に

よ
っ
て
そ
れ
を
認
識
し
な
い
こ
と
も
で
き
る
主
体
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
人
格
は
そ
の
意
的
生
活
作
用
に
よ
っ
て
、
犯
罪
行
為
を
実
行
す

る
こ
と
も
、
ま
た
は
、
し
な
い
こ
と
も
で
き
る
主
体
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
格
が
罪
の
成
立
要
素
な
る
事
実
を
認
識
し
な
が
ら
、
反
規

範
的
意
思
決
定
を
し
て
、
犯
行
を
し
た
こ
と
に
対
す
る
非
難
可
能
性
が
故
意
責
任
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
格
が
不
注
意
で
、
す
な
わ
ち
、

正
常
の
注
意
を
怠
慢
し
て
罪
の
成
立
要
素
な
る
事
実
を
認
識
せ
ず
に
反
規
範
的
行
為
を
し
た
こ
と
に
対
す
る
非
難
可
能
性
が
過
失
責
任
で

あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
不
注
意
は
注
意
義
務
に
違
反
す
る
人
格
態
度
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
注
意
義
務
の
標
準
に
つ
い
て
は
、

学
説
上
対
立
し
て
い
る
。
普
通
人
に
認
定
さ
れ
る
能
力
を
標
準
と
す
べ
き
だ
と
す
る
客
観
説
と
、
行
為
者
の
能
力
を
標
準
に
す
べ
き
だ
と

す
る
主
観
説
が
あ
り
、
両
者
の
折
衷
説
も
あ
る
。
一
般
的
に
新
派
は
客
観
説
を
取
り
、
旧
派
は
主
観
説
ま
た
は
、
折
衷
説
を
取
る
ば
あ
い

二
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が
多
い
。
人
格
責
任
論
の
立
場
で
は
折
衷
説
の
立
場
で
理
解
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
注
意
義
務
の
賦
課
は
原
則
的
に

行
為
者
の
注
意
能
力
を
標
準
に
し
て
賦
課
す
べ
き
で
あ
る
が
、
行
為
者
の
注
意
能
力
が
普
通
人
の
注
意
能
力
よ
り
大
き
い
ば
あ
い
は
、
普

通
人
の
注
意
能
力
の
限
度
ま
で
だ
け
賦
課
す
る
の
が
正
当
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
行
為
者
の
注
意
能
力
を
行
為
時
の
顕
在
的
注
意
能
力
だ
け
で
認
定
す
べ
き
か
、
ま
た
は
、
不
注
意
性
格
形
成
に
お
け
る
潜

在
的
能
力
ま
で
も
考
慮
し
て
認
定
す
べ
き
か
に
対
し
、
団
藤
博
士
は
後
者
の
立
場
を
取
る
。
す
な
わ
ち
、
団
藤
博
士
は
「
行
為
者
の
能
力

と
し
て
は
、
行
為
責
任
論
で
は
当
然
に
行
為
時
の
顕
在
的
能
力
だ
け
を
考
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
人
格
責
任
の
見
地
で
は
、
人

格
形
成
の
方
面
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
い
わ
ば
潜
在
的
な
能
力
を
も
│
む
ろ
ん
認
定
の
可
能
な
限
度
で
│
考
慮
す
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
能

力
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
、
か
よ
う
な
潜
在
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
お
も
う
（
34
）

」
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
ほ
か
の
と
こ
ろ
で
、
団
藤
博
士

は
「
人
格
形
成
責
任
の
見
地
か
ら
い
え
ば
、
行
為
者
の
能
力
以
上
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
主
観
説
と
お
な
じ
根
底

に
立
つ
が
、
行
為
時
に
お
い
て
現
に
も
っ
て
い
た
注
意
能
力
で
は
な
く
人
格
形
成
の
上
で
も
つ
こ
と
が
本
人
に
期
待
さ
れ
え
た
で
あ
ろ
う

程
度
の
注
意
能
力
が
標
準
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
35
）

」
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
過
失
犯
に
お
い
て
、
行
為
責
任
が
認
定
さ
れ
な
い
場
合
で

も
行
為
者
責
任
を
認
定
し
て
、
過
失
犯
を
処
罰
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
36
）

。
人
格
責
任
に
お
い
て
は
、
行
為

責
任
は
同
時
に
行
為
者
責
任
と
も
い
え
る
と
思
う
。
そ
れ
は
「
犯
罪
行
為
は
、
犯
罪
者
の
人
格
の
現
実
化
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
過
失

責
任
も
原
則
的
に
行
為
に
お
け
る
人
格
責
任
で
あ
り
、
補
充
的
に
性
格
形
成
に
お
け
る
人
格
責
任
を
考
慮
し
て
認
定
す
べ
き
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
行
為
責
任
と
し
て
の
過
失
責
任
が
あ
る
と
き
に
限
っ
て
、
不
注
意
性
格
形
成
に
お
け
る
人
格
責
任
は
そ
の
罪
責
に
お
い
て
考

慮
す
べ
き
だ
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
不
注
意
性
格
は
、
人
格
が
注
意
す
る
に
お
い
て
、
制
約
要
素
と
し
て
作
用
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ

で
、
不
注
意
性
格
が
主
体
的
に
形
成
さ
れ
た
ば
あ
い
は
、
過
失
責
任
を
減
軽
す
べ
き
で
な
い
し
、
非
主
体
的
に
形
成
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
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れ
を
減
軽
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

⑹　

主
体
性
を
活
用
す
る
行
刑
教
育

人
間
の
主
体
性
を
研
究
し
た
結
果
、
行
刑
教
育
に
お
い
て
も
受
刑
者
の
主
体
性
を
最
大
限
に
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

フ
ラ
ン
ク
ル
は
人
間
の
主
体
性
を
開
発
し
て
、
従
来
の
心
理
療
法
の
か
わ
り
に
、
ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
（L

ogotherapie

）
と
い
う
精
神
病
治
療

方
法
を
開
発
し
た
と
聞
い
て
い
る
。
精
神
病
治
療
の
主
体
は
病
者
自
身
で
あ
り
、
医
師
は
そ
の
助
力
者
と
し
て
治
療
に
加
担
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
原
理
が
教
育
学
で
も
活
用
さ
れ
て
、
教
育
の
主
体
は
学
生
自
身
で
あ
っ
て
教
師
は
そ
の
助
力
者
と
し
て
教
育
に
加
担

す
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

そ
れ
だ
か
ら
、
人
間
の
主
体
性
を
認
定
す
る
人
格
責
任
論
の
立
場
で
は
、
行
刑
教
育
に
お
い
て
も
受
刑
者
の
主
体
性
を
最
大
限
に
活
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
フ
ラ
ン
ク
ル
の
実
存
分
析
的
・
次
元
存
在
論
的
人
間
像
に
よ
れ
ば
、
受
刑
者
は
実
存
と
し
て
の
人
格

者
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
受
刑
者
は
主
体
的
人
間
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
刑
に
お
い
て
も
受
刑
者
を
行
刑
教
育
の
客
体
と
し
て
取
り

扱
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
行
刑
教
育
に
お
い
て
受
刑
者
の
犯
罪
的
性
格
の
改
善
は
受
刑
者
自
身
が
主
体
的
に
す

る
よ
う
に
教
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
受
刑
者
を
行
刑
に
お
い
て
改
善
教
育
の
客
体
と
し
て
の
み
取
り
扱
う
の
は
、

人
間
の
主
体
性
を
否
定
す
る
行
刑
教
育
で
あ
る
。
受
刑
者
を
行
刑
教
育
の
主
体
と
し
て
取
扱
う
と
い
う
こ
と
は
、
主
体
性
を
も
っ
て
い
る

受
刑
者
が
自
己
の
性
格
を
み
ず
か
ら
改
善
す
る
よ
う
に
、
行
刑
公
務
員
は
こ
れ
を
助
け
る
立
場
で
、
行
刑
教
育
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
教
育
刑
理
論
に
お
い
て
も
従
来
の
市
民
的
教
育
刑
論
で
も
な
い
、
人
間
の
主
体
性
を
生
か
す
道
義

的
教
育
刑
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
人
格
責
任
の
新
理
論
で
主
張
し
た
こ
と
も
あ
る
（
37
）

。

二
七
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
一
〇
）

六　

お
わ
り
に

以
上
で
、
私
が
人
間
の
主
体
性
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
動
機
と
そ
の
過
程
を
説
明
し
、
続
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
挙
げ
た
い
く
つ

か
の
重
要
な
成
果
に
た
い
し
て
叙
述
し
た
。
刑
法
の
窮
極
的
な
目
的
は
犯
罪
の
な
い
国
家
社
会
を
建
設
し
て
、
国
民
の
尊
厳
性
を
保
障
し
、

か
れ
ら
の
幸
福
追
求
を
保
障
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
人
間
の
尊
厳
性
の
本
質
を
な
す
人
間
の
自
己
意
思

決
定
能
力
は
、
ま
さ
に
本
稿
で
い
う
人
間
の
主
体
性
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
間
の
主
体
性
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
は
、
刑
法

学
、
そ
の
他
の
法
学
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
に
お
い
て
も
っ
と
も
基
礎
的
な
問
題
で
あ
る
と
思
う
。
そ
う
し
て
こ
そ
、
あ
ら
ゆ

る
学
問
が
人
間
の
真
な
る
尊
厳
性
と
幸
福
追
求
の
保
障
に
寄
与
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
38
）

。

本
稿
に
お
い
て
は
、
刑
法
に
お
け
る
主
体
性
、
そ
の
中
で
も
主
に
刑
事
責
任
と
人
間
の
主
体
性
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

今
後
、
人
間
の
主
体
性
に
関
す
る
研
究
を
継
続
し
て
真
の
人
間
性
と
科
学
性
が
兼
備
し
た
真
の
人
間
像
を
探
究
し
て
、
そ
の
う
え
に
真
の

刑
法
理
論
を
構
築
し
て
い
こ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
、
団
藤
博
士
が
、
カ
ン
ト
の
こ
と
ば
を
転
用
し
て
言
う
よ
う
に
、「
科
学
性
の
な
い
刑

法
学
は
盲
目
で
あ
る
が
、
人
間
性
を
見
失
っ
た
刑
法
学
は
空
虚
で
あ
る
（
39
）

」
か
ら
で
あ
る
。

お
わ
り
に
、
私
に
、
生
前
、
人
間
の
主
体
性
研
究
を
指
導
し
て
く
だ
さ
っ
た
団
藤
重
光
先
生
の
学
恩
を
感
謝
し
、
先
生
が
天
国
で
永
生

福
楽
を
享
有
す
る
よ
う
祈
願
し
な
が
ら
擱
筆
し
よ
う
と
思
う
。

（
1
） 

団
藤
重
光
「
人
格
責
任
の
理
論
」
法
哲
学
四
季
報
二
号
（
一
九
四
九
年
）
一
〇
〇
頁
以
下
。

（
2
） L

enz, G
rundriss der K

rim
inalbiologie

（1927

）. 

吉
益
訳
『
犯
罪
生
物
学
原
論
』（
一
九
三
八
年
）。

二
七
八



刑
法
に
お
け
る
主
体
性
（
朴
）

（
五
一
一
）

（
3
） 

詳
し
い
内
容
は
、
朴
貞
根
『
人
格
責
任

 

新
理
論
』（
一
九
八
六
年
）
法
文
社
八
九

以
下
、
同
「
人
格
責
任
の
新
理
論
（
二
）」
日
本
法
学

四
四
巻
一
号
（
一
九
七
九
年
）
三
頁
以
下
参
照
。

（
4
） 
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
層
的
存
在
論
に
お
け
る
意
思
の
自
由
に
関
す
る
詳
し
い
説
明
は
、
朴
・
前
掲
書
（
注
3
）
五
〇

以
下
、
同
・
前
掲
論
文

（
注
3
）「
人
格
責
任
の
新
理
論
（
二
）」
一
六
頁
以
下
参
照
。

（
5
） 

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
見
解
は
決
定
論
で
あ
る
と
い
う
学
者
は
、
平
野
龍
一
「
意
思
の
自
由
と
刑
事
責
任
」『
刑
法
の
基
礎
』（
一
九
六
六
年
）
所
収

一
二
│
一
三
頁
、
大
谷
實
『
刑
事
責
任
の
基
礎
』（
一
九
六
八
年
）
三
二
頁
、
大
野
平
吉
「
刑
法
と
自
由
意
思
」『
刑
法
講
座
一
巻
│
刑
法
の
基
礎
理

論
│
』（
一
九
七
七
年
）
所
収
六
一
頁
、
註
二
四
。
そ
れ
か
ら
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
見
解
は
非
決
定
論
で
あ
る
と
い
う
学
者
は
、
中
山
研
一
『
ソ
ビ
エ

ト
刑
法
』（
一
九
七
二
年
）
七
七
頁
。
ハ
ン
ス
・
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
（
金
澤
文
雄
訳
）「「
意
志
の
自
由
」
に
つ
い
て
の
考
察
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
四
一

号
（
一
九
七
〇
年
）
二
月
号
、
二
頁
。Engish, A
uf der S

uche nach der G
erechtigkeit

（1971

）, S
. 34f. 

こ
れ
に
対
す
る
詳
し
い
説
明
は
、
朴
、

前
掲
書
（
注
3
）
五
六
、
五
七

、
同
・
前
掲
論
文
（
注
3
）「
人
格
責
任
の
新
理
論
（
二
）」
二
四
│
二
七
頁
参
照
。

（
6
） 

朴
、
前
掲
書
（
注
3
）
五
九

、
同
・
前
掲
論
文
（
注
3
）「
人
格
責
任
の
新
理
論
（
二
）」
二
四
頁
。

（
7
） 

団
藤
重
光
「
法
に
お
け
る
主
体
性
」
法
学
協
会
雑
誌
九
二
巻
四
号
（
一
九
七
五
年
）
八
│
九
頁
参
照
。

（
8
） V

. E
. F
rankl, T

heorie und T
herapie der N

eurosen 

（1956

）. 

霜
山
訳
、
神
経
症
Ⅱ
。

（
9
） 

朴
「
人
格
責
任
の
新
理
論
（
一
）」
日
本
法
学
四
二
巻
四
号
（
一
九
七
七
年
）
七
九
頁
以
下
、
同
（
二
）
同
四
四
巻
一
号
（
一
九
七
九
年
）
一

頁
以
下
、
同
（
三
）
同
四
五
巻
四
号
（
一
九
八
〇
年
）
二
八
頁
以
下
、
同
（
四
）
同
四
六
巻
一
号
（
一
九
八
〇
年
）
七
六
頁
以
下
。

（
10
） 

団
藤
博
士
は
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
視
察
時
に
鹿
児
島
地
方
・
家
庭
裁
判
所
で
「
人
間
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
題
目
で
講
話
（
昭
和
五
五
年
五

月
二
六
日
）
さ
れ
た
中
で
、「
人
間
は
無
論
動
物
で
あ
り
ま
す
。
人
間
と
動
物
と
、
ど
こ
が
違
う
か
と
い
え
ば
、
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
と

仏
教
の
立
場
で
は
大
分
考
え
方
が
違
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
問
題
を
暫
く
離
れ
ま
し
て
、
私
自
身
は
人
間
と
動
物
と
は
大
部
分
共
通
だ

ろ
う
、
両
者
の
違
い
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
人
た
ち
が
い
う
程
の
質
的
な
違
い
で
は
な
く
し
て
、
量
的
な
違
い
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま

す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
や
や
仏
教
的
な
考
え
方
を
持
っ
て
お
り
ま
す
」（
団
藤
「
人
間
と
は
何
ぞ
や
」
裁
判
所
広
報
一
七
七
号
鹿
児
島
地
方
・
家
庭

裁
判
所
事
務
局
総
務
課
昭
和
五
五
年
一
〇
月
号
二
頁
）
と
い
わ
れ
た
。
こ
の
講
義
は
団
藤
博
士
が
ご
自
分
の
人
間
の
主
体
性
の
本
質
を
明
か
し
た
重

二
七
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
一
二
）

要
な
表
現
で
あ
る
と
思
う
。
団
藤
博
士
が
「
や
や
仏
教
的
考
え
方
を
も
っ
て
お
る
」
の
に
、
わ
た
く
し
は
「
主
に
キ
リ
ス
ト
教
的
考
え
方
を
も
っ
て

お
る
」
点
に
お
い
て
、
両
者
が
同
じ
く
人
間
の
主
体
性
す
な
わ
ち
、
人
間
性
を
強
調
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
、
根
本
的
に
異
な
る

も
の
に
な
る
と
思
う
。

（
11
） 
權
寧
星
教
授
は
、「
憲
法
第
一
〇
条
の
人
間
と
し
て
の
尊
厳
と
価
値
は
結
局
人
間
一
般
に
固
有
な
価
値
と
看
做
す
尊
貴
な
る
、
す
な
わ
ち
、
人

格
性
（
＝
人
格
主
体
性
）
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
」（
同
『
憲
法
學
原
論
〔
新
訂
版
〕
二
九
四

）
と
い
う
。
そ
し
て
、「
人
間
の
主
体
性
と
い
う

の
は
人
間
を
非
人
格
的
自
然
と
区
別
し
て
、
自
己
自
身
を
意
識
し
て
自
己
自
身
の
決
断
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
を
規
定
し
て
、
自
身
と
周
辺
世
界
を
形

成
す
る
能
力
」（
同
、
前
掲
書
三
九
三

註
三
）
で
あ
る
と
い
う
。

（
12
） 

団
藤
博
士
も
、「
人
格
の
主
体
性
を
認
め
る
こ
と
は
人
間
の
尊
厳
を
み
と
め
る
こ
と
で
あ
る
」（
同
「
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
主
体
性
の
理
論
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
九
〇
五
号
〔
一
九
八
八
年
〕
四
四
頁
）
と
い
わ
れ
る
。

（
13
） 

そ
の
根
拠
は
、
日
沖
憲
郎
「
行
為
者
責
任
」
刑
政
五
六
巻
三
号
（
一
九
四
三
年
）
八
頁
以
下
、
同
「
行
為
刑
法
と
行
為
者
刑
法
」
日
本
大
学
創

立
七
〇
年
記
念
論
文
集
第
二
巻
社
會
科
学
編
三
五
九
頁
以
下
、
同
「
人
的
行
為
槪
念
」
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
一
巻
（
一
九
八
三
年
）

一
〇
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
14
） 

朴
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
3
））
七
〇

、
同
「
人
格
責
任
の
新
理
論
（
三
）」
日
本
法
学
四
五
巻
四
号
三
〇
頁
。
私
は
、
最
初
、
人
格
責
任
を

「
行
為
に
お
け
る
意
思
責
任
（
ま
た
は
意
思
主
体
責
任
）
を
原
則
的
に
、
性
格
形
成
に
お
け
る
意
思
責
任
（
ま
た
は
意
思
主
体
責
任
）
を
補
充
的
に

考
慮
し
て
認
定
さ
れ
る
責
任
」
で
あ
る
と
表
現
し
、
意
思
を
責
任
の
根
拠
に
す
る
の
は
不
適
当
で
あ
る
の
で
意
思
主
体
と
表
現
し
た
が
、
私
の
立
場

で
は
意
思
主
体
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
人
格
そ
の
も
の
だ
と
思
う
の
で
、
こ
れ
を
人
格
責
任
と
表
現
し
て
い
き
た
い
。

（
15
） 

団
藤
・
前
掲
論
文
（
前
掲
注（
1
））
一
二
三
頁
。

（
16
） 

団
藤
『
刑
法
綱
要
総
論
（
第
三
版
）』（
一
九
九
〇
年
）
二
六
一
頁
。

（
17
） 

朴
・
前
掲
書
一
五
〇

以
下
、
同
「
団
藤
重
光

 

人
格
責
任

 

理
論
」『
現
代
刑
事
法
論
』
金
箕
斗
教
授
華
甲
記
念
論
文
集
編
纂
委
員
會
刊

（
一
九
八
〇
年
）
九
九

以
下
。
こ
の
論
文
の
日
本
語
訳
は
、
朴
貞
根
（P

ark, Z
ong K

un

）（
鈴
木
敬
夫
訳
）「
団
藤
重
光
の
人
格
責
任
の
理
論
」

（
一
九
八
〇
年
）
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
一
九
巻
二
号
（
一
九
八
四
年
）
九
五
頁
以
下
を
参
照
。

二
八
〇



刑
法
に
お
け
る
主
体
性
（
朴
）

（
五
一
三
）

（
18
） 

団
藤
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
16
））
二
六
〇
頁
の
註
九
を
参
照
。
そ
こ
で
は
、
前
掲
注（
9
）に
掲
載
の
論
文
の
ほ
か
、
朴
貞
根
「
団
藤
重
光

人
格
責
任

理
論
」
金
箕
斗
教
授
華
甲
記
念
『
現
代
刑
事
法
論
』（
一
九
八
〇
年
）、
こ
の
日
本
語
訳
と
し
て
、
朴
（
鈴
木
訳
）「
団
藤
重
光
の
人
格

責
任
の
理
論
」（
前
掲
注（
17
））、
朴
貞
根
『
人
格
責
任

 

新
理
論
』（
一
九
八
六
年
、
法
文
社
〔
ソ
ウ
ル
〕）
も
紹
介
し
て
い
る
。

（
19
） 
団
藤
重
光
『
わ
が
心
の
旅
路
』（
一
九
八
一
年
）
一
九
九
頁
。

（
20
） 

団
藤
重
光
「
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
主
体
性
の
理
論
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
〇
五
号
（
一
九
八
八
年
）
四
四
頁
、
五
五
頁
註
3
。

（
21
） 

こ
の
特
別
講
演
内
容
は
、
朴
「
主
体
性
と
刑
事
責
任
」
札
幌
学
園
法
学
一
八
巻
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）
二
五
九
頁
以
下
参
照
。

（
22
） 

詳
し
い
内
容
は
、
朴
「
法
人

 

刑
事
責
任
」
中
央
大
學
校
法
學
研
究
所
法
學
論
文
集
一
二
輯
（
一
九
八
七
）
一
八
三

以
下
参
照
。
日
本
語

訳
と
し
て
、
朴
貞
根
（
鈴
木
敬
夫
訳
）「
法
人
の
刑
事
責
任
」
札
幌
学
園
法
学
一
六
巻
一
号
（
一
九
九
九
年
）
九
七
頁
以
下
。

（
23
） 

団
藤
・
前
掲
論
文
（
前
掲
注（
1
））
一
二
八
頁
。

（
24
） 

団
藤
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
16
））
二
六
一
頁
。

（
25
） 

日
沖
博
士
も
、「
行
為
を
越
え
て
行
為
者
自
体
の
責
任
を
問
う
こ
と
…
…
は
、
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」（
同
「
行
為
刑
法
と
行
為
者
刑
法
」

三
六
八
頁
）
と
い
う
。

（
26
） 

朴
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
3
））
九
八

、
二
〇
八

。

（
27
） 

詳
し
い
説
明
は
、
朴
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
3
））
二
〇
一

以
下
、
同
「
常
習
犯

 

刑
事
責
任
」『
刑
事
法
學

諸
問
題
』（
權
文
澤
教
授
華

甲
記
念
論
文
刊
行
委
員
會
刊
）（
一
九
八
三
年
）
一
二
九

以
下
参
照
。

（
28
） 

朴
「
常
習
犯

 

加
重
法
定
刑
廢
止

 

正
當
性
│
刑
法
改
正
試
案

 

中
心

│
」
金
鍾
源
教
授
華
甲
記
念
論
文
集
（
一
九
九
一
）
五
二
一

以
下
参
照
。

（
29
） 

韓
国
政
府
は
一
九
八
五
年
か
ら
刑
事
法
改
正
特
別
審
議
委
員
会
を
構
成
し
て
、
七
年
間
に
わ
た
り
刑
法
改
正
法
律
案
を
作
成
し
、
こ
れ
を

一
九
九
二
年
七
月
六
日
、
国
会
へ
提
出
し
た
。
し
か
し
、
国
会
は
、
こ
の
改
正
法
律
案
の
中
で
最
小
限
の
必
要
な
部
分
だ
け
を
抜
粋
し
て
、
刑
法
中

改
正
法
律
案
を
作
成
し
、
一
九
九
五
年
一
二
月
二
日
、
こ
れ
を
議
決
し
た
。
つ
い
で
、
こ
の
改
正
法
は
、
一
九
九
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

し
か
し
、
私
と
と
も
に
改
正
委
員
全
員
が
議
決
し
た
常
習
犯
加
重
法
定
刑
の
全
面
的
廃
止
が
、
そ
の
刑
法
中
改
正
法
律
に
包
含
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

二
八
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
一
四
）

は
、
非
常
に
遺
憾
な
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
こ
れ
に
対
し
、
一
九
七
五
年
の
ド
イ
ツ
刑
法
で
は
、
常
習
犯
の
加
重
刑
規
定
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

（
30
） 

団
藤
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
16
））
三
三
五
頁
註
四
。

（
31
） 
団
藤
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
16
））
二
六
〇
│
二
六
一
頁
。

（
32
） 
団
藤
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
16
））
二
六
一
頁
。

（
33
） 

団
藤
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
16
））
三
三
五
頁
。

（
34
） 

団
藤
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
16
））
三
四
四
頁
註
六
。

（
35
） 

団
藤
・
前
掲
論
文
（
前
掲
注（
1
））
一
三
二
頁
。

（
36
） 

日
沖
博
士
も
、「
行
為
責
任
か
ら
独
立
し
た
行
為
者
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」（
同
「
行
為
刑
法
と
行
為
者
刑
法
」

三
六
八
頁
）
と
い
う
。

（
37
） 

詳
し
い
こ
と
は
、
朴
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
3
））
一
三
五

以
下
参
照
。

（
38
） 

朴
「
幸
福
追
求
　

保
障

　

刑
法
」
中
央
法
學
第
四
輯
第
二
號
（
二
〇
〇
二
年
）
七

以
下
を
参
照
。

（
39
） 

団
藤
・
前
掲
書
（
前
掲
注（
16
））
三
五
頁
。

二
八
二



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
一
五
）

国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の

進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯

│
英
国S

enior M
anagem

ent R
egim

e

、
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
、C

om
puter F

raud and A
nti-

A
buse A

ct

、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
グ
ロ
ー
バ
ル
内
部
統
制
を
中
心
に

│

藤　
　

川　
　

信　
　

夫

序
章
│
問
題
意
識
│

本
稿
は
、
英
国
金
融
法
制
に
係
るS

enior M
anagem

ent R
egim

e
（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
関
し
、

国
際
取
引
法
分
野
の
刑
罰
規
定
に
お
け
る
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
、S

enior M
anagem

ent R
egim

e

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
に
お

け
る
刑
事
罰
規
定
の
あ
り
方
の
試
論
な
ど
に
焦
点
を
絞
り
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
新
た
な
視
点
か
ら
と
り
纏
め
を
図
る
も
の

論　

説

二
八
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
一
六
）

で
あ
る
。

英
国
金
融
監
督
に
関
し
て
はA

pproved P
ersons R

egim
e

（
Ａ
Ｐ
Ｒ
役
職
員
承
認
制
度
）
が
既
に
導
入
さ
れ
、
更
に
二
〇
一
六
年
導
入

に
向
け
て
銀
行
業
界
の
上
級
管
理
者
向
け
にS

enior M
anagem

ent R
egim

e

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
施
行
が
予
定
さ
れ
る
。
主
要
経
営
陣
対
象
の

S
enior M

anagers ’ R
egim

e

、
主
要
な
従
業
員
も
対
象
に
含
むC
ertifi cation R

egim
e

の
二
つ
か
ら
な
る
が
、S

enior M
anagers ’ 

R
egim

e

に
つ
い
て
は
二
〇
一
八
年
に
導
入
が
延
期
さ
れ
る
見
通
し
と
な
っ
て
い
る
等
、
内
容
面
は
な
お
細
部
が
調
整
中
で
あ
る
。
業
務

執
行
者
で
あ
る
上
級
管
理
者
機
能
（
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
）
の
あ
り
方
、
規
律
付
け
な
ど
が
課
題
と
な
る
。

英
国S

enior M
anagem

ent R
egim

e

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ
）
に
関
し
て
は
別
稿
に
お
い

て
考
察
を
行
っ
て
き
た
（
1
）

。
本
稿
は
そ
の
後
の
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
係
る
制
度
設
計
の
変
容
を
踏
ま
え
て
、
刑
法
領
域
に
お
け
る
規
範
的
概
念
と
域
外

適
用
の
交
錯
に
つ
き
国
際
私
法
な
ら
び
に
国
際
金
融
法
制
の
視
点
か
ら
更
な
る
考
察
を
進
め
た
も
の
で
あ
る
。
背
景
と
し
て
米
国

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
（T

he F
oreign C

orrupt P
ractices A

ct of 1977

）
あ
る
い
は
英
国
Ｂ
Ａ
（U

K
 B
ribery A

ct 2010

）
な
ど
規
制
当
局
は
グ
ロ
ー

バ
ル
企
業
に
対
す
る
個
人
責
任
追
及
か
ら
刑
事
・
民
事
罰
を
含
む
両
罰
規
定
の
域
外
適
用
を
強
め
つ
つ
あ
る
。
ま
た
近
時
の
裁
判
例
に
お

い
て
全
般
的
に
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
が
み
ら
れ
、
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
適
用
と
管
轄
権
の
誤
謬
な
ど
の
両
面
か
ら
考
察

を
進
め
る
。
か
か
る
議
論
の
顕
現
化
す
る
局
面
と
し
て
、
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
お
け
る
刑
罰
規
定
と
域
外
適
用
の
あ
り
方
を
軸
に
検
討
す
る
。

Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
今
後
の
制
度
設
計
お
よ
び
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
機
関
の
グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
へ
の
影
響
、
更
に
Ｃ
Ｇ
Ｃ
な
ど
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
る

上
場
企
業
規
律
の
あ
り
方
、
会
社
法
上
の
義
務
に
も
敷
衍
さ
せ
た
い
。

二
八
四



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
一
七
）

第
一
章
．
英
国S

enior M
anagem

ent R
egim

e

と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド

Ⅰ
．A

pproved P
ersons R

egim
e

か
らS

enior M
anagem

ent R
egim

e

へ
の
転
換
と
上
級
管
理
者
機
能

英
国A

pproved P
ersons R

egim
e

（
Ａ
Ｐ
Ｒ
）
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
発
効
のF

S
M
A
2000

（F
inancial S

ervices &
 M
arket

（B
anking 

R
eform

）A
ct 2000 

英
国
金
融
サ
ー
ビ
ス
（
銀
行
改
革
）
法
）section59

が
根
拠
と
な
る
法
令
（
条
項
）
で
あ
り
、
こ
の
法
令
に
基
づ
き

F
C
A
/P
R
A
 H
andbook

に
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
金
融
危
機
後
の
二
〇
〇
九
年
に
発
表
さ
れ
た
ウ
ォ
ー
カ
ー
報
告
書
（W

alker 

R
eview

）
で
、
取
締
役
会
議
長
（
会
長
）
で
あ
るC
hairm

an

や
非
業
務
執
行
取
締
役
（N

on E
xecutive D

irector N
E
D

）
の
責
任
と
役
割

の
明
確
化
な
ら
び
に
取
締
役
会
の
内
部
委
員
会
で
あ
る
リ
ス
ク
委
員
会
（R

isk C
om
m
ittee

）
設
置
な
ど
の
リ
ス
ク
管
理
態
勢
強
化
が
提
言

さ
れ
、
当
時
の
英
国
金
融
庁
に
当
た
る
Ｆ
Ｓ
Ａ
（F

inancial S
ervice A

uthority

）
も
こ
の
提
言
に
基
づ
き
Ａ
Ｐ
Ｒ
の
一
部
変
更
を
進
め
た

が
、
有
力
金
融
機
関
（
米
系
）
の
ロ
ビ
ー
活
動
な
ど
に
よ
り
、
従
前
の
ル
ー
ル
が
概
ね
継
続
し
た
状
態
に
あ
る
。
英
国
Ｃ
Ｇ
Ｃ
もW

alker 

R
eview

の
提
言
を
受
け
て
改
訂
さ
れ
て
い
る
。

か
か
るA

pproved P
ersons R

egim
e

（
Ａ
Ｐ
Ｒ
）
に
関
し
て
行
政
審
決
事
例
が
既
に
生
じ
て
お
り
、
三
つ
の
防
衛
線
（three lines of 

defense （2
）

）
の
う
ち
内
部
監
査
部
門
に
よ
る
リ
ス
ク
遮
断
を
念
頭
に
リ
ス
ク
許
容
度
に
つ
い
て
はM

itsui S
um
itom
o Insurance 

C
om
pany

（E
urope

）（8 M
ay 2012

）
事
件
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
金
融
犯
罪
に
つ
い
て
はS

tandard B
ank

（22 January 2014

）
事

件
が
注
目
さ
れ
る
。
民
事
制
裁
金
の
課
徴
の
ほ
か
、
我
が
国
独
特
の
論
功
行
賞
的
な
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
、
経
営

判
断
原
則
で
本
来
は
免
責
さ
れ
る
領
域
と
も
い
え
る
経
営
戦
略
面
で
の
齟
齬
を
追
求
し
た
側
面
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

二
八
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
一
八
）

Ａ
Ｐ
Ｒ
は
二
〇
一
五
年
以
降
、
特
に
銀
行
業
界
を
対
象
にS

enior M
anagem

ent R
egim

e

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
へ
の
転
換
が
予
定
さ
れ
る
。

Ｎ
Ｅ
Ｄ
の
み
な
ら
ず
、
上
級
管
理
者
機
能
（S

enior M
anagem

ent F
unction S

M
F
s

）
の
役
割
の
議
論
と
合
わ
せ
て
検
討
が
進
め
ら
れ
、
英

国
金
融
業
界
に
お
い
て
大
き
な
反
響
を
呼
ん
で
い
る
。

我
が
国
で
は
金
融
機
関
に
対
し
て
は
会
社
法
、
上
場
企
業
と
し
て
金
融
商
品
取
引
法
、
更
に
銀
行
法
な
ど
の
業
界
規
制
が
三
層
に
か
か

る
。
更
に
上
場
企
業
に
対
し
て
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
（
Ｓ
Ｗ
Ｃ
）
が
二
〇
一
四
年
導
入
さ
れ
、
二
〇
一
五
年
六
月
日

本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ
）
が
東
京
証
券
取
引
所
の
遵
守
す
べ
き
規
制
と
し
て
策
定
さ
れ
た
。
英
国
で
も

一
般
法
と
し
て
の
英
国
会
社
法
、
Ｃ
Ｇ
Ｃ
と
Ｓ
Ｗ
Ｃ
に
加
え
て
コ
ー
ド
規
律
の
内
容
と
し
て
、
特
に
銀
行
業
界
の
み
な
ら
ず
保
険
業
界

（S
olvency

Ⅱ
fi rm
s

）
な
ど
金
融
機
関
を
対
象
に
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
規
制
が
か
ぶ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
3
）

。

Ⅱ
．S

enior M
anagem

ent R
egim

e
の
問
題
意
識
な
ら
び
に
背
景
│
大
審
院
審
決
の
存
在
│

A
pproved P

ersons R
egim

e

（
Ａ
Ｐ
Ｒ
）
に
関
し
て
、
英
国P

arliam
entary C

om
m
ission on B

anking S
tandards

（
Ｐ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
）

が
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
新
た
な
制
度
を
提
言
し
て
い
る
。
現
在A

pproved P
erson

と
し
て
Ｆ
Ｃ
Ａ
（F

inancial C
onduct A

uthority

）・
Ｐ
Ｒ
Ａ

（P
rudencial R

egulation A
uthiority

）
の
管
理
下
に
あ
る
銀
行
員
は
全
体
の
一
〇
％
程
度
で
あ
る
が
、
新
制
度
で
は
更
に
裾
野
を
広
げ
て
、

直
接
Ｆ
Ｃ
Ａ
・
Ｐ
Ｒ
Ａ
が
管
理
で
き
る
人
員
数
を
増
や
す
こ
と
が
趣
旨
と
な
っ
て
い
る
。

S
enior M

anagem
ent R

egim
e

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
の
枠
組
み
は
、
英
国
金
融
サ
ー
ビ
ス
市
場
法
を
根
拠
法
と
し
、
一
連
の
コ
ー
ド
な
ど
に
よ

り
形
成
さ
れ
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
ミ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
従
前
の
上
級
管
理
者
を
対
象
と
し
た
規
制
当
局
の
個
別
の
事
前
承
認
制
度
で
あ
る

A
pproved P

ersons R
egim

e

（
Ａ
Ｐ
Ｒ
） 

を
下
部
経
営
層
や
従
業
員
に
ま
で
継
承
・
拡
大
し
、
実
際
に
企
業
価
値
創
造
を
担
う
執
行
陣
に

対
す
る
規
律
で
あ
る
点
で
、
と
か
く
独
立
性
や
多
様
性
、
専
門
性
な
ど
の
議
論
が
主
と
な
っ
て
い
た
監
視
機
能
を
担
う
独
立
社
外
取
締
役

二
八
六



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
一
九
）

に
か
か
る
議
論
と
は
、
関
連
性
は
強
い
が
一
線
を
画
す
る
も
の
と
い
え
る
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
根
幹
を
な
す
議
論
と
し
て
、

投
資
家
の
観
点
に
立
つ
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
よ
り
も
企
業
経
営
の
実
践
の
現
場
に
近
い
領
域
の
考
察
と
な
る
。

背
景
に
は
、
国
際
的
な
金
融
危
機
、
近
年
のL

ibor

金
利
不
正
に
加
え
て
、
ロ
ン
ド
ン
金
融
資
本
市
場
の
国
際
競
争
力
向
上
、
規
制
コ

ス
ト
削
減
な
ど
の
競
争
政
策
上
の
思
惑
、
更
に
は
Ｕ
Ｂ
Ｓ
事
件
に
お
い
て
英
国
金
融
規
制
機
関
の
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
行
政
処
分
が
大
審
院
審
決
に

お
い
て
覆
さ
れ
た
こ
と
も
存
在
す
る
。
二
〇
一
二
年
Ｕ
Ｂ
Ｓ
事
件
（John P

ottage v. F
S
A

（F
S
/2010/0033

））
に
お
い
て
、A

pproved 

P
ersons

に
関
す
る
第
七
原
則
（P

rinciple 7 of the S
tatem

ents of P
rinciole for A

pproved P
ersons

）
違
反
が
問
わ
れ
た
が
、
規
制
当

局
が
証
明
責
任
を
負
う
個
人
責
任
の
追
及
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
がS

enior M
anagem

ent R
egim

e

へ
の
転
換
の
一
因
と
さ
れ
て
い
る
。

集
団
的
意
思
決
定
、
経
営
判
断
に
よ
る
個
人
責
任
の
追
及
が
困
難
と
な
り
、
不
正
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
止
ま
ら
ず
、
戦
略
面
に
か
か

る
意
思
決
定
、
即
ち
適
切
な
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
採
っ
て
企
業
価
値
向
上
を
図
ら
な
か
っ
た
と
い
う
経
営
戦
略
・
実
行
面
の
積
極
的
妥
当
性

に
関
す
る
経
営
陣
の
責
任
も
含
め
て
論
点
と
な
っ
た
も
の
と
思
料
す
る
。

英
国
の
金
融
監
督
体
制
改
革
を
み
る
と
、
二
〇
一
二
年
金
融
サ
ー
ビ
ス
法
に
よ
り
二
〇
一
三
年
四
月
を
も
っ
て
Ｆ
Ｓ
Ａ
（F

inancial 

S
ervices A

uthority 

金
融
サ
ー
ビ
ス
機
構
）
が
解
体
さ
れ
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
（F

inancial C
onduct A

uthority

）
と
Ｐ
Ｒ
Ａ
（P

rudencial R
egulation 

A
uthiority

）
に
分
割
し
、
Ｐ
Ｒ
Ａ
は
個
別
会
社
の
監
視
・
監
督
を
担
当
す
る
健
全
性
監
督
機
構
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
消
費
者
保
護
お
よ
び
市
場
参

加
者
の
行
為
規
制
を
担
当
す
る
金
融
行
為
監
督
機
構
と
し
て
機
能
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
4
）

。
そ
の
上
で
Ｐ
Ｒ
Ａ
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行

（
Ｂ
Ｏ
Ｅ
）
の
傘
下
に
お
く
こ
と
を
改
革
の
主
内
容
と
す
る
。

二
八
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
二
〇
）

Ⅲ
．S

enior M
anagem

ent R
egim

e

の
意
義
と
要
諦

1
．Senior M

anagem
ent R

egim
e

の
導
入
の
意
義

A
pproved P

ersons R
egim

e

（
Ａ
Ｐ
Ｒ
）
に
関
し
て
は
、
実
効
性
確
保
な
ど
の
点
か
ら
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
、
企
業
価
値
創
造
を
実

際
に
担
っ
て
い
る
上
級
管
理
者
のS

enior M
anagem

ent

層
へ
の
対
象
拡
大
、
登
録
制
度
導
入
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
し
て
の
刑

事
罰
規
定
の
導
入
、
民
事
罰
の
面
で
挙
証
責
任
転
換
等
を
骨
子
と
す
る
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
導
入
へ
と
改
革
が
進
め
ら
れ
る
。
取
締
役
会
な
ど
集
団

的
意
思
決
定
に
お
い
て
は
個
人
責
任
が
免
責
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
、
個
人
の
説
明
責
任
、
更
に
経
営
破
綻
を
引
き
起
こ
し
か

ね
な
い
判
断
ミ
ス
は
不
正
と
し
て
扱
い
、
責
任
追
求
を
図
ら
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
主
旨
が
あ
る
。
経
営
面
の
積
極
的
妥
当
性
と
消
極
的
妥

当
性
、
経
営
陣
の
責
任
を
問
い
や
す
い
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
違
反
と
責
任
を
問
い
に
く
い
戦
略
な
ど
経
営
面
の
著
し
い
不
正
と
い
っ
た
境

界
領
域
の
議
論
と
も
な
る
。

ま
た
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
か
ら
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
へ
の
揺
り
戻
し
、
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
（
連
邦
海
外
腐
敗
行
為
防
止
法 T

he F
oreign 

C
orrupt P

ractices A
ct of 1977

）
あ
る
い
は
英
国
Ｂ
Ａ
（
賄
賂
防
止
法 U

K
 B
ribery A

ct 2010

）
な
ど
の
国
際
不
正
行
為
防
止
法
、
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
お
よ
び
内
部
統
制
規
定
等
の
ス
キ
ー
ム
の
接
近
が
窺
わ
れ
る
。
英
国
銀
行
改
革
法
を
根
拠
法
令
と
し
、
ま
た

民
事
罰
か
ら
踏
み
込
ん
で
刑
事
罰
を
導
入
す
る
限
り
は
構
成
要
件
な
ど
の
明
確
化
も
必
要
と
な
る
。
従
前
の
Ｓ
Ｗ
Ｃ
等
に
お
け
る

C
om
ply or E

xplain

の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
枠
を
超
え
る
も
の
と
も
思
料
さ
れ
よ
う
。

日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ（5
）

）
の
実
践
に
お
い
て
は
、C

om
ply or E

xplain

の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
し
て
、

具
体
的
な
問
題
毎
に
使
い
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
独
立
社
外
取
締
役
導
入
に
関
し
て
は
、
導
入
し
な
い
こ
と
に
よ
り
逆
に
企
業

価
値
が
向
上
す
る
な
ど
の
説
明
が
求
め
ら
れ
、
政
策
投
資
保
有
株
式
に
関
し
て
も
同
様
と
さ
れ
る
。
上
場
企
業
に
お
い
て
は
事
実
上
の
強

二
八
八



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
二
一
）

制
と
な
り
か
ね
な
い
面
も
あ
る
一
方
、
一
般
的
な
説
明
を
持
っ
て
足
り
る
規
定
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
英
国
の
よ
う
な
刑
事
罰
規
定
の
導
入

で
は
な
い
が
、
さ
り
と
て
罰
則
の
な
い
訓
示
規
定
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
我
が
国
の
コ
ー
ド
導
入
に
つ
い
て
は
中
間
段
階
の
も
の
と
い

え
よ
う
か
。
そ
も
そ
も
英
国
で
は
ロ
ン
ド
ン
金
融
市
場
に
お
け
るL

ibor

金
利
不
正
な
ど
の
経
営
面
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
問
題
が
制
度

導
入
の
基
底
に
あ
る
と
こ
ろ
、
我
が
国
で
は
成
長
戦
略
の
根
幹
と
し
て
の
動
機
が
あ
り
、
英
国
と
は
誘
因
が
異
な
る
。
日
本
版
Ｃ
Ｇ
Ｃ
の

導
入
・
実
践
に
お
い
て
、
直
ち
に
刑
事
罰
規
定
導
入
ま
で
視
野
に
入
る
局
面
で
は
な
く
、
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
う
ち
企
業
の
自
主
的
認
定
措
置
で
あ

るC
ertifi cation R

egim
e

導
入
が
現
実
的
と
な
ろ
う
（
私
見
）。

2
．Senior M

anagem
ent R

egim
e

の
概
要

S
enior M

anagem
ent R

egim
e

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
の
内
容
に
つ
い
て
、A

pproved P
ersons R

egim
e

（
Ａ
Ｐ
Ｒ
）
の
比
較
も
交
え
て
改
め
て

検
討
し
て
い
き
た
い
。
議
会
（P

arliam
ent
）
か
ら
の
委
任
を
受
け
、
英
国
規
制
機
関
は
銀
行
に
お
け
る
個
人
責
任
を
規
律
す
る
新
し
い

体
制
作
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
（
6
）

。
英
国
Ｆ
Ｃ
Ａ
と
プ
ル
ー
デ
ン
ス
規
制
を
担
う
Ｐ
Ｒ
Ａ
は
、
近
時
、
個
人
の
説
明
責
任
の
基
準
を
高
め
、

銀
行
、
住
宅
金
融
共
済
組
合
、
信
用
組
合
と
Ｐ
Ｒ
Ａ
指
定
の
投
資
会
社
で
働
く
個
人
に
対
す
る
規
制
を
強
化
す
る
た
め
に
二
〇
一
四
年
七

月
三
〇
日
共
同
諮
問
文
書
（the Joint P

aper （7
）

）
等
を
次
々
に
公
開
し
て
い
る
。

議
会
提
案
に
よ
れ
ば
、
広
義
の
Ｓ
Ｍ
Ｒ
は
取
締
役
と
他
の
上
級
経
営
陣
（directors and other senior individuals

）
の
た
め
の
狭
義
の

S
enior M

anagers ’ R
egim

e

、
下
級
従
業
員
の
た
め
の
証
明
制
度
（C

ertifi cation R
egim

e C
R

）
を
含
む
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に

伴
い
、
個
人
の
行
動
を
管
理
す
る
Ｆ
Ｃ
Ａ
と
Ｐ
Ｒ
Ａ
に
お
い
て
新
し
い
行
動
規
則
（new

 conduct rules

）
が
発
出
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の

体
制
は
、
現
状
の
Ａ
Ｐ
Ｒ
お
よ
び
Ａ
Ｐ
Ｒ
の
た
め
の
原
則
と
コ
ー
ド
（statem

ents of principle and code of practice

）
に
置
き
換
わ
る
も

の
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
最
近
に
な
っ
て
両
制
度
の
併
存
を
図
り
、
業
界
の
動
揺
を
少
な
く
せ
ん
と
す
る
動
き
も
模
索
さ
れ
る
な
ど
流
動

二
八
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
二
二
）

的
な
面
が
あ
る
。

か
か
る
提
案
は
、
二
〇
一
三
年
六
月
に
銀
行
基
準
に
関
す
る
議
会
委
員
会
（the P

arliam
entary C

om
m
ission on B

anking S
tandards 

P
C
B
S

）
か
ら
出
さ
れ
た
最
終
報
告
書
（C

hanging B
anking for G

ood

）
に
お
け
る
提
言
（recom

m
endations

）
の
内
容
を
基
に
し
て
い
る
。

端
的
に
い
え
ば
、
現
状
の
Ａ
Ｐ
Ｒ
の
下
で
は
個
人
の
責
任
追
及
の
範
囲
が
狭
く
、
効
果
的
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
も
十
分
な
し
え
な
い

こ
と
が
Ｐ
Ｃ
Ｂ
Ｓ
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
、
二
〇
一
三
年
金
融
サ
ー
ビ
ス
法
に
お
い
て
新
し
い
体
制
に
対
す
る
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
包
摂
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

対
象
は
英
国
法
人
の
銀
行
、
住
宅
金
融
共
済
組
合
と
信
用
組
合
（U

K
-incorporated banks, building societies, and credit unions

）、

Ｐ
Ｒ
Ａ
指
定
投
資
会
社
（U

K
-incorporated and P

R
A
-designated investm

ent fi rm
s

（collectively, banks

））
と
な
る
。
二
〇
一
四
年
一
一

月
一
七
日
財
務
省
は
銀
行
サ
ー
ビ
ス
法
に
関
し
て
海
外
銀
行
の
英
国
支
店
も
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
対
象
範
囲
と
す
る
内
容
の
協
議
文
書
を
出
し
て
い

る
。Ｓ

Ｍ
Ｒ
は
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
を
実
行
す
る
個
人
に
適
用
さ
れ
、
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
は
金
融
機
関
の
規
制
活
動
に
関
連
し
、
深
刻
な
結
果
を
も
た
ら
し
か

ね
な
い
リ
ス
ク
を
内
包
し
た
業
務
の
管
理
責
任
が
あ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
。

3
．S

enior M
anagem

ent R
egim

e

（
広
義
の
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
の
要
諦

⑴　

Senior M
anagers ’ R

egim
e

（
狭
義
の
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）

第
一
に
、S
enior M

anagers ’ R
egim

e

に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
協
議
文
書
（the Joint P

aper

）
に
よ
れ
ば
、
新
た
な
承
認
制
度

は
そ
の
行
動
と
決
定
が
金
融
セ
ク
タ
ー
と
顧
客
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
上
級
管
理
者
（S

enior M
anagers

）
に
対
す
る
も
の
と
な
る
。

具
体
的
に
は
銀
行
の
取
締
役
会
、E

xecutive C
om
m
ittee

（
Ｅ
Ｃ
）
の
メ
ン
バ
ー
（
お
よ
び
同
等
の
者
）、
特
定
の
基
準
（certain criteria

）

二
九
〇



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
二
三
）

を
満
た
す
重
要
な
事
業
の
長
、
銀
行
内
の
お
け
る
重
要
な
ビ
ジ
ネ
ス
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
ま
た
は
行
動
に
焦
点
を
置
い
た
機
能
に
対
し
て

責
任
を
有
す
る
個
人
、
そ
し
て
銀
行
の
意
思
決
定
に
対
す
る
重
要
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
グ
ル
ー
プ
あ
る
い
は
親
会
社
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ

て
い
る
こ
れ
ら
の
個
人
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

Ｐ
Ｒ
Ａ
で
特
定
さ
れ
たS

enior M
anagem

ent

機
能
を
担
う
個
人
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
同
意
と
共
に
Ｐ
Ｒ
Ａ
に
よ
る
事
前
承
認
を
必
要
と

す
る
が
、
該
当
す
る
機
能
が
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
場
合
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
事
前
承
認
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

Ｓ
Ｍ
Ｒ
へ
の
移
行
の
一
部
と
し
て
、
現
在
の
Ａ
Ｐ
Ｒ
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
個
人
は
、S

enior M
anagers

に
該
当
す
る
場
合
、
移
行
期
間

が
設
け
ら
れ
る
。
Ｆ
Ｃ
Ａ
、
Ｐ
Ｒ
Ａ
に
対
す
る
適
用
に
お
い
て
、
個
人
が
銀
行
の
事
業
領
域
に
関
す
る
責
任
に
つ
い
て
企
業
に
よ
る
声
明

の
提
出
が
求
め
ら
れ
る
。
当
局
の
承
認
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
、
個
人
の
担
う
責
任
の
重
要
な
変
化
が

あ
る
場
合
、
声
明
は
関
連
の
規
制
機
関
に
再
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑵　

Certifi cation R
egim

e

（
Ｃ
Ｒ
）

第
二
に
、
共
同
諮
問
文
書
に
お
い
て
は
、
新
た
に
証
明
制
度
（C

ertifi cation R
egim

e C
R

）
が
含
ま
れ
る
。S

enior M
anagers ’ 

R
egim

e

の
規
律
に
は
服
さ
な
い
が
、
規
制
活
動
に
関
連
し
た
役
割
を
果
た
し
、
従
っ
て
銀
行
あ
る
い
は
顧
客
に
重
要
な
危
害

（signifi cant harm
 to the bank or its custom

ers

）
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
従
業
員
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
社
内
で
自
主
的
な
証
明

を
図
る
制
度
で
あ
る
。
Ｐ
Ｒ
Ａ
に
お
い
て
は
こ
の
証
明
体
制
は
重
大
な
危
険
を
引
き
受
け
る
者
（m

aterial risk-takers

）
に
適
用
さ
れ
、

Ｆ
Ｃ
Ａ
に
お
い
て
は
顧
客
に
直
面
す
る
役
割
、
証
明
を
求
め
ら
れ
る
従
業
員
（certifi ed persons

）
を
監
督
す
る
個
人
、S

enior 

M
anagers ’ R

egim
e

で
は
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
、
例
え
ば
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
提
示
者
等
の
役
割
を
担
う
者
が
全
て
該
当
す
る
。S

enior 

M
anagers

は
関
連
す
る
下
級
従
業
員
の
評
価
と
証
明
（the assessm

ent and certifi cation

）
に
対
し
て
責
任
を
担
い
、
毎
年
そ
の
適
合
性

二
九
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
二
四
）

と
適
切
性
（their fi tness and propriety

）
を
評
価
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。
こ
れ
は
銀
行
に
お
い
て
は
重
要
な
デ
ュ
ー
・
デ
リ
ジ
ェ

ン
ス
（
Ｄ
Ｄ
）
を
行
う
べ
き
プ
ロ
セ
ス
と
な
る
。

イ
、
ロ
を
含
む
広
義
の
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
対
象
は
Ａ
Ｐ
Ｒ
の
対
象
よ
り
も
拡
大
す
る
が
、
イ
の
狭
義
のS

enior M
anagers ’ R

egim
e

自
体
の

対
象
は
Ａ
Ｐ
Ｒ
の
対
象
よ
り
も
狭
く
な
る
。
Ａ
Ｐ
Ｒ
の
対
象
か
らS
enior M

anagers ’ R
egim

e

の
対
象
を
差
し
引
き
、
新
た
に
下
級
従

業
員
を
加
え
た
も
の
がC

ertifi cation R
egim

e

（
Ｃ
Ｒ
）
の
対
象
と
な
る
（
8
）

。
適
合
性
と
適
切
性
（fi tness and propriety

）、
行
動
規
則

（conduct rules

）・
二
層
（tw

o tiers

）
の
ル
ー
ル
に
続
き
、
規
制
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

⑶　

証
明
責
任
の
転
換
、
潜
在
的
な
刑
事
責
任
追
及
リ
ス
ク

エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
（enforcem

ent

）
に
関
し
て
、
規
則
違
反
が
生
じ
た
領
域
に
関
し
て
責
任
を
有
す
るS

enior M
anagers

は
、

民
事
責
任
に
お
け
る
推
定
、
証
明
責
任
の
転
換
（R

eversal of the burden of proof in cases of civil m
isconduct

）
に
よ
り
、
違
反
の
防

止
に
向
け
て
合
理
的
な
措
置
を
と
っ
た
こ
と
に
つ
き
Ｆ
Ｃ
Ａ
、
Ｐ
Ｒ
Ａ
に
対
す
る
説
明
責
任
を
負
担
す
る
。
金
融
サ
ー
ビ
ス
法
で
は
、
現

状
の
Ａ
Ｐ
Ｒ
の
ス
キ
ー
ム
以
上
に
幅
広
い
範
囲
の
銀
行
の
従
業
員
に
対
し
て
処
分
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
国
内
外
の
い
か

な
る
場
所
で
あ
ろ
う
と
Ｆ
Ｃ
Ａ
、
Ｐ
Ｒ
Ａ
は
責
任
追
及
が
可
能
と
な
る
旨
が
記
さ
れ
る
。
更
に
英
国
法
人
の
銀
行
、
住
宅
金
融
共
済
組
合

と
Ｐ
Ｒ
Ａ
指
定
投
資
会
社
に
勤
務
す
るS

enior M
anagers

は
、
金
融
機
関
を
破
綻
に
追
い
込
む
原
因
に
な
っ
た
戦
略
面
の
決
定
に
関
し

て
、
新
し
く
設
け
ら
れ
た
処
罰
規
定
の
下
で
は
潜
在
的
に
刑
事
責
任
（
禁
固
・
罰
金
）
追
及
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

⑷　

責
任
マ
ッ
プ
と
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル

Ｆ
Ｃ
Ａ
と
Ｐ
Ｒ
Ａ
は
銀
行
が
自
ら
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
し
て
、
就
中
、
一
般
的
な
経
営
責
任
、
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
ラ

イ
ン
、
組
織
構
造
の
配
置
に
つ
い
て
詳
細
か
つ
最
新
の
責
任
マ
ッ
プ
（R

esponsibilities m
aps 

責
任
の
図
解
）
を
策
定
す
る
こ
と
を
提
唱
す

二
九
二



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
二
五
）

る
。
財
務
省
に
よ
る
最
近
の
協
議
文
書
（
二
〇
一
五
年
一
月
三
〇
日
に
期
限
切
れ
を
迎
え
る
）
に
よ
れ
ば
、
実
施
に
向
け
た
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル

が
二
〇
一
五
年
度
に
ず
れ
込
む
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
概
し
て
Ｐ
Ｒ
Ａ
は
英
国
支
店
に
対
し
て
、
プ
ル
ー
デ
ン
ス
（
健
全
性
）
規
制
に
関

し
て
よ
り
負
担
の
軽
い
ラ
イ
ト
ア
プ
ロ
ー
チ
（a lighter approach

）
を
採
用
し
、
ま
た
Ｆ
Ｃ
Ａ
も
英
国
の
銀
行
に
向
け
て
か
な
り
類
似
し

た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

第
二
章
．S

enior M
anagem

ent R
egim

e

に
お
け
る
国
際
私
法
的
規
律

　
　
　

│
海
外
銀
行
英
国
支
店
の
取
り
扱
い
と
域
外
適
用
の
可
能
性
│

Ⅰ
．S

enior M
anagem

ent R
egim

e

と
外
国
銀
行
の
英
国
支
店
に
関
す
る
説
明
責
任

Ｐ
Ｒ
Ａ
は
二
〇
一
五
年
三
月
一
六
日
協
議
文
書
「
外
国
銀
行
の
英
国
支
店
に
関
す
る
説
明
責
任
の
強
化
」（C

P
9/15 （9

）
）
に
お
い
て
、

S
enior M

anagem
ent R

egim
e

が
必
要
な
限
り
に
お
い
て
外
国
銀
行
の
英
国
支
店
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
法

下
の
英
国
Ｅ
Ｅ
Ａ
支
店
に
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
権
限
が
及
ぶ
限
度
内
で
、
英
国
ｎ
ｏ
ｎ
│

Ｅ
Ｅ
Ａ
支
店
に
対
し
て
も
権
限
が
及
ぶ
と
す
る
内
容
で
あ

る
。新

た
な
英
国
ｎ
ｏ
ｎ
│

Ｅ
Ｅ
Ａ
支
店
に
対
し
て
は
、
上
級
管
理
者
機
能
（
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
）
を
有
す
る
海
外
担
当
の
長
に
対
し
て
事
前
承
認
が

求
め
ら
れ
る
。
更
に
Ｃ
Ｆ
Ｏ
（
最
高
財
務
責
任
者
）、
Ｃ
Ｒ
Ｏ
（
最
高
リ
ス
ク
責
任
者
）
な
ら
び
に
内
部
監
査
部
長
も
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
に
対
応
し
て

承
認
が
求
め
ら
れ
る
。
他
の
グ
ル
ー
プ
企
業
（group entity

）
で
あ
っ
て
も
、
当
該
支
店
に
お
い
て G

roup E
ntity S

enior M
anager

と
し
て
英
国
内
で
の
規
制
さ
れ
た
活
動
に
関
す
る
経
営
管
理
や
行
動
面
の
意
思
決
定
を
行
う
場
合
、
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
承
認
が
必
要
と
な
る
。
例

と
し
て
欧
州
中
近
東
ア
フ
リ
カ
地
区
担
当
の
グ
ル
ー
プ
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
し
て
、
英
国
内
業
務
に
つ
き
上
位
者
と
し
て
の
決
定
を
行
う
場

二
九
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
二
六
）

合
は
、
英
国
支
店
に
常
住
し
な
い
場
合
も
承
認
を
求
め
ら
れ
よ
う
。

こ
の
場
合
、
本
社
所
在
地
に
お
い
て
海
外
事
業
部
門
の
指
揮
・
命
令
系
統
が
存
在
す
る
場
合
、
本
社
部
長
も
承
認
が
求
め
ら
れ
、
ひ
い

て
は
不
祥
事
な
ど
に
お
け
る
責
任
を
追
及
、
あ
る
い
は
課
徴
金
・
刑
罰
を
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
が
議
論
と
な
ろ
う
。

Ⅱ
．C

ertifi cation R
egim

e

と
行
動
ル
ー
ル

C
ertifi cation R

egim
e

と
行
動
ル
ー
ル
（C

onduct R
ule

）
に
関
し
て
もS

enior M
anagem

ent R
egim

e

と
同
様
に
ｎ
ｏ
ｎ
│

Ｅ
Ｅ
Ａ

支
店
に
適
用
さ
れ
る
。
例
と
し
て
、
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
報
酬
規
則
に
お
い
て
重
大
な
リ
ス
ク
を
負
っ
て
い
る
個
人
（M

aterial R
isk T

akers

）
と

し
て
認
定
さ
れ
た
ス
タ
ッ
フ
な
ど
が
該
当
す
る
。

Ⅲ
．
英
国
外
銀
支
店
な
ら
び
に
銀
行
の
役
職
員
個
人
に
関
す
る
規
制
の
邦
銀
へ
の
影
響

　

│
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
海
外
銀
行
の
英
国
支
店
に
係
る
域
外
適
用
の
懸
念
│

Ｓ
Ｍ
Ｒ
で
は
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
関
し
て
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
法
に
よ
り
、
Ａ
Ｐ
Ｒ
の
ス
キ
ー
ム
以
上
に
幅
広
い
範
囲
の
銀
行
の

従
業
員
に
対
し
て
、
国
内
外
の
い
か
な
る
場
所
で
あ
ろ
う
と
Ｆ
Ｃ
Ａ
、
Ｐ
Ｒ
Ａ
は
責
任
追
及
が
可
能
と
な
る
。
更
に
金
融
機
関
を
破
綻
に

追
い
込
む
原
因
に
な
っ
た
戦
略
面
の
決
定
に
関
し
て
、
新
し
い
処
罰
規
定
に
よ
り
潜
在
的
な
刑
事
責
任
追
及
に
も
晒
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ

た
。
こ
れ
ま
で
財
務
省
は
海
外
銀
行
の
英
国
支
店
のS

enior M
anagers

に
は
か
か
る
処
罰
規
定
を
適
用
し
な
い
旨
を
定
め
て
い
る
。
該

当
行
為
の
域
外
的
な
適
用
は
な
さ
れ
て
も
、
海
外
銀
行
の
現
地
法
人
のS

enior M
anagers

に
は
刑
事
責
任
の
追
求
は
さ
れ
な
い
も
の
と

現
状
で
は
理
解
さ
れ
る
が
、
課
徴
金
な
ど
の
民
事
責
任
追
及
規
定
は
適
用
さ
れ
る
も
の
と
思
料
さ
れ
、
海
外
銀
行
の
英
国
支
店
に
関
す
る

規
制
の
動
向
に
は
未
確
定
な
要
素
が
あ
る
。

二
九
四



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
二
七
）

Ⅳ
．
英
国
外
銀
支
店
な
ら
び
に
銀
行
の
役
職
員
個
人
に
関
す
る
規
制
の
邦
銀
へ
の
影
響

英
国
外
銀
支
店
に
関
す
る
Ｆ
Ｃ
Ａ
、
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
直
近
の
二
つ
の
協
議
文
書
に
お
け
る
各
規
制
に
関
し
て
上
級
管
理
者
機
能
（
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
）

に
係
る
規
制
枠
組
み
と
合
わ
せ
本
邦
金
融
機
関
に
及
ぼ
す
影
響
と
問
題
点
等
、
域
外
適
用
を
念
頭
に
置
き
、
犯
罪
履
歴
な
ど
本
稿
と
関
連

す
る
も
の
に
焦
点
を
絞
っ
て
具
体
的
に
検
討
を
進
め
た
い
（
10
）

。

二
〇
一
五
年
三
月
Ｆ
Ｃ
Ａ
提
案
の
Ｅ
Ｅ
Ａ
（
欧
州
経
済
圏 E
uropean E

conom
ic A
rea

）
域
外
金
融
機
関
の
在
英
支
店
に
係
る
認
定
制
度

に
つ
い
て
、
英
国
の
監
督
上
の
方
針
で
は
以
前
か
ら
大
規
模
支
店
を
準
子
会
社
と
み
な
し
、
支
店
内
の
業
務
管
理
に
完
全
な
責
任
を
負
う

こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
規
定
す
る
上
級
管
理
機
能
（senior m

anagem
ent function S

M
F
s

）
の
扱
い
に
関
し
て
、
本

社
も
含
め
た
グ
ル
ー
プ
企
業
全
体
へ
の
影
響
も
実
質
的
な
域
外
適
用
と
し
て
懸
念
さ
れ
る
。

Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
域
外
適
用
な
ど
に
関
し
て
は
、
英
国
の
監
督
方
針
で
は
以
前
か
ら
大
規
模
支
店
を
準
子
会
社
と
み
な
し
、
支
店
内
の
業
務
管

理
に
完
全
な
責
任
を
負
う
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
た
め
、
在
英
支
店
内
の
全
管
理
職
を
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
と
し
て
登
録
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
、

外
銀
子
会
社
・
支
店
が
現
地
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
よ
り
適
切
に
統
治
さ
れ
て
い
る
場
合
は
法
域
を
超
え
て
親
会
社
個
人
に
対
す
る
規
制
適
用

（
域
外
適
用
）
は
必
要
最
低
限
に
抑
え
ら
れ
る
べ
き
旨
を
全
国
銀
行
協
会
が
要
望
し
て
い
る
（
二
〇
一
五
年
五
月
）。

1
．
英
国
外
銀
支
店
に
係
る
規
制

⑴　

Ｐ
Ｒ
Ａ
提
案
の
Ｅ
Ｅ
Ａ
域
外
金
融
機
関
の
在
英
支
店
に
係
る
上
級
管
理
者
の
役
割

Ｐ
Ｒ
Ａ
提
案
の
Ｅ
Ｅ
Ａ
域
外
金
融
機
関
の
在
英
支
店
に
係
る
上
級
管
理
者
の
役
割
（
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
）
に
つ
い
て
、
在
英
支
店
の
戦
略
実
施

に
責
任
が
あ
る
役
職
者
は
在
英
支
店
内
の
役
職
者
で
あ
り
、
既
存
の
Ａ
Ｐ
Ｒ
で
在
英
支
店
戦
略
立
案
に
携
わ
り
登
録
し
て
い
る
本
国
の
役

職
員
は
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
新
制
度
の
下
で
は
Ｓ
Ｍ
Ｆ
7
（G

roup E
ntity S

enior M
anager

）（A
ppendix 1.7 

パ
ラ
グ
ラ
フ6.2

、
本
文
パ
ラ
グ
ラ
フ2.6

、

二
九
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
二
八
）

2.13
、5.3

）
と
し
て
の
登
録
は
不
要
と
な
る
こ
と
、
外
国
銀
行
支
店
の
上
級
管
理
者
は
刑
事
罰
（
禁
固
・
罰
金
）
不
適
用
の
記
載
が
あ
る
が
、

銀
行
破
綻
時
に
限
定
さ
れ
る
か
が
不
明
確
な
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
全
銀
協
か
ら
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
⑴
、
⑵
で
は
各
疑
問

点
を
掲
記
し
た
い
。

⑵　

Ｆ
Ｃ
Ａ 
提
案
の
Ｅ
Ｅ
Ａ
域
外
金
融
機
関
の
在
英
支
店
に
係
る
認
定
制
度

Ｆ
Ｃ
Ａ
提
案
の
Ｅ
Ｅ
Ａ
域
外
金
融
機
関
の
在
英
支
店
に
係
る
認
定
制
度
（
Ｃ
Ｒ
）
に
関
し
て
、
英
国
顧
客
と
取
引
を
行
っ
て
い
る
英
国

外
の
個
人
の
適
用
は
、
英
国
顧
客
と
の
取
引
の
関
与
の
度
合
い
に
応
じ
た
規
則
上
の
責
任
配
分
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
適
切
に
実
施
す
べ
き

で
あ
る
こ
と
。
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
顧
客
の
大
口
取
引
に
つ
い
て
、
顧
客
の
関
係
構
築
の
た
め
に
英
国
外
の
上
級
管
理
者
に
対
し
て
顧
客
の
帯

同
訪
問
な
ど
を
在
英
支
店
か
ら
要
望
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
得
る
が
、
こ
の
場
合
に
英
国
外
の
上
級
管
理
者
は
英
国
顧
客
と
の
取
引
で
実

務
上
の
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
な
く
、
英
国
外
の
上
級
管
理
者
に
認
定
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
は
不
適
当
な
場
合
も
あ
り
得
る
こ

と
。
英
国
の
監
督
上
方
針
で
は
、
以
前
よ
り
大
規
模
な
支
店
を
準
子
会
社
と
み
な
し
、
当
該
支
店
は
支
店
内
の
業
務
の
管
理
に
つ
い
て
完

全
な
責
任
を
負
う
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
た
め
、
英
国
外
の
個
人
に
対
す
る
規
制
適
用
は
必
要
最
低
限
に
抑
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
。
犯
罪

履
歴
確
認
は
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
み
な
ら
ず
、
認
定
制
度
（
Ｃ
Ｒ
）
に
お
い
て
も
必
要
か
明
確
に
す
べ
き
こ
と
。

2
．
銀
行
の
役
職
員
個
人
に
関
す
る
規
制
│
犯
罪
経
歴
確
認
、
資
料
提
供
の
提
案
な
ど
│

二
〇
一
四
年
七
月
三
〇
日
Ｐ
Ｒ
Ａ
・
Ｆ
Ｃ
Ａ
協
議
文
書
「
銀
行
の
説
明
責
任
の
強
化
：
銀
行
の
役
職
員
個
人
に
関
す
る
規
制
の
枠
組

み
」
が
公
表
さ
れ
、
二
〇
一
四 

年
一
〇 

月
三
一
日
全
銀
協
が
以
下
の
コ
メ
ン
ト
を
発
出
し
て
い
る
。
職
業
規
範
や
企
業
文
化
、
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
等
の
強
化
を
目
的
と
し
た
役
員
等
個
人
の
責
任
に
係
る
規
制
強
化
の
必
要
性
は
認
識
さ
れ
る
が
、
英
国
に
お
け
る

ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
意
味
で
は
外
銀
子
会
社
や
支
店
が
現
地
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
適
切
に
統
治
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
親
会
社
や

二
九
六



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
二
九
）

本
社
の
個
人
を
規
制
の
対
象
と
す
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
外
国
の
親
会
社
の
個
人
を
規
制
の
対
象
に
す
る
こ
と
は
、

英
国
の
法
域
を
超
え
て
外
国
の
企
業
を
規
制
す
る
こ
と
に
繋
が
り
、
国
際
的
協
調
の
観
点
か
ら
も
適
切
で
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
る
（
11
）

。

①　

Ｐ
Ｒ
Ａ
お
よ
び
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
⒜
犯
罪
経
歴
確
認
、
⒝
資
料
提
供
の
提
案
に
関
し
て
、
外
銀
の
英
国
子
会
社
・
支
店
に
お
け
る
親

会
社
・
本
社
か
ら
の
派
遣
行
員
の
適
格
性
に
つ
い
て
英
国
子
会
社
が
親
会
社
の
雇
用
プ
ロ
セ
ス
が
十
分
高
い
基
準
に
も
と
づ
い
て
い
る
と

判
断
す
る
場
合
は
親
会
社
に
よ
る
推
薦
に
依
拠
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
条
項
を
追
加
す
る
べ
き
こ
と
。

上
級
管
理
者
と
な
る
親
会
社
の
出
向
者
は
、
様
々
な
国
で
職
務
に
従
事
し
て
き
た
経
歴
を
も
つ
こ
と
が
あ
り
、
全
て
の
国
の
当
局
か
ら

無
犯
罪
証
明
書
を
取
得
す
る
こ
と
は
事
務
的
、
時
間
的
負
担
が
過
大
と
な
る
。
か
か
る
従
業
員
は
親
会
社
に
採
用
さ
れ
て
い
る
時
点
お
よ

び
そ
れ
以
降
に
犯
罪
歴
が
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
り
、
親
会
社
の
推
薦
、
過
去
の
犯
罪
歴
等
の
書
面
確
認
が
必
要
性
に
乏
し
い
こ
と
か
ら
、

犯
罪
経
歴
確
認
を
対
象
外
と
す
べ
き
で
あ
る
。

親
会
社
・
本
社
か
ら
の
派
遣
行
員
以
外
に
関
し
て
、

⒜　

犯
罪
経
歴
確
認
に
つ
い
て
は
手
続
き
の
効
率
性
を
高
め
る
工
夫
が
施
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
多
く
の
国
で
適
格
性
評
価
の
原
則
の

遵
守
の
た
め
、
犯
罪
経
歴
を
入
手
す
る
要
件
が
課
さ
れ
、
親
会
社
か
ら
の
出
向
者
を
除
け
ば
本
提
案
は
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

無
犯
罪
証
明
手
続
は
国
ご
と
に
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
、
各
国
当
局
間
で
の
様
式
の
統
一
、
当
局
相
互
の
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
に
よ
る
カ
バ
ー
等
、

実
効
性
、
効
率
性
を
高
め
る
工
夫
が
施
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

⒝　

資
料
提
供
に
つ
い
て
は
、
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
一
定
期
間
が
必
要
で
、
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
の
資
料
提
供
は
不
要
と

し
、
資
料
提
供
は
違
反
が
証
明
さ
れ
た
場
合
の
み
と
し
、
更
な
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
提
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
当
該
対
象
者
に
不
満
を
抱

二
九
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
三
〇
）

い
た
雇
用
主
が
当
該
制
度
を
濫
用
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
ま
た
開
示
不
要
の
違
反
行
為
も
懲
戒
処
分
同
様
に
資
料
提
供
が
必
要
と
す

れ
ば
、
当
該
企
業
に
対
す
る
機
密
保
持
義
務
・
守
秘
義
務
を
損
な
う
懸
念
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
更
な
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
必
要
で
あ
る
。

②　

顧
客
保
護
な
ら
び
に
市
場
行
為
（
規
則
四
、
五
）
が
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
追
加
的
な
具
体
的
規
則
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
企
業
（
銀

行
）
で
顧
客
保
護
ポ
リ
シ
ー
と
し
て
採
用
さ
れ
て
お
り
、
要
素
に
欠
缺
が
な
い
限
り
重
ね
て
新
た
に
制
定
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
こ

と
。
規
則
四
、
五
は
顧
客
と
相
対
し
て
い
る
部
署
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
お
り
、
顧
客
保
護
に
つ
い
て
は
顧
客
に
相
対
し
な
い
従
業
員
に

と
り
ど
の
よ
う
な
研
修
が
実
施
可
能
か
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
市
場
行
為
に
つ
い
て
は
、
企
業
の
Ｐ
Ａ
Ｄ
（P

ersonal A
ccount D

ealing

）
ポ

リ
シ
ー
に
お
い
て
、
誠
実
行
為
の
違
反
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
担
保
さ
れ
て
い
る
。

第
三
章　

S
enior M

anagem
ent R

egim
e

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
の
展
望

　
　
　

│S
enior M

anagem
ent R

egim
e

に
関
す
る
刑
事
罰
規
定
を
含
む
未
調
整
項
目
の
克
服
に
向
け
て
│

Ⅰ
．
英
国
内
設
立
企
業
（
海
外
銀
行
の
子
会
社
を
含
む
）
に
関
す
る
未
調
整
項
目

S
enior M

anagem
ent R

egim
e

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
の
展
望
に
関
す
る
最
新
の
動
向
と
し
て
、
制
度
導
入
時
期
を
前
に
し
て
精
力
的
に
各
種
の

協
議
文
書
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
な
ど
が
発
出
さ
れ
て
い
る
が
、
刑
事
罰
規
定
を
含
み
未
調
整
と
な
っ
て
い
る
項
目
も
少
な
く
な
い
（
12
）

。
調
整
済
み

の
項
目
も
含
め
、
英
国
内
設
立
企
業
、
ｎ
ｏ
ｎ
│

Ｅ
Ｅ
Ａ
銀
行
の
支
店
、
Ｅ
Ｅ
Ａ
銀
行
の
支
店
に
分
け
、
各
要
点
を
整
理
し
て
お
き
た

い
（
13
）

。
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
根
幹
に
関
わ
る
部
分
も
あ
り
、
こ
う
し
た
検
討
を
通
じ
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
全
体
の
議
論
、
考
察
も
深
ま
ろ
う
。

Ⅱ
．S
enior M

anagers ’ R
egim

e

調
整
済
み
の
項
目
に
つ
い
て
も
改
め
て
概
要
を
整
理
す
る
。
①
視
野
（S

cope
）：
小
規
模
の
Ｃ
Ｒ
Ｒ
企
業
（
総
資
産
規
模
二
五
〇
百
万
ポ

二
九
八



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
三
一
）

ン
ド
未
満
）
に
つ
い
て
は
よ
り
制
限
的
な
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
適
用
を
受
け
る
。
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
ル
ー
ル
の
み
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
Ｃ
Ｆ
Ｏ
、C

hairm
an

（
取
締

役
会
議
長
）
が
対
象
と
な
る
。
②
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
（
上
級
管
理
者
機
能
）：
調
整
済
み
の
項
目
で
あ
る
が
、
Ｐ
Ｒ
Ａ
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
に
分
け
て
整
理
す
る
。

⒜　

Ｐ
Ｒ
Ａ

各
企
業
に
お
い
て
最
低
限
要
求
さ
れ
る
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
機
能
と
し
て
、C
hief E

xecutive

、C
hief F

inance, N
E
D
s

（C
hairm

an

）
が
あ
り
、

加
え
て
規
制
の
適
用
可
能
な
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
機
能
と
し
て
、C

hief R
isk

、H
ead of Internal A

udit

（
内
部
監
査
長
）、C

hair of the A
udit 

C
om
m
ittee

（
監
査
委
員
会
委
員
長
）、C

hair of the R
isk C

om
m
ittee

（
リ
ス
ク
委
員
会
委
員
長
）、C

hair of the R
em
uneration 

C
om
m
ittee

（
報
酬
委
員
会
委
員
長
）、S

enior Independent D
irector

（
上
級
独
立
取
締
役
）
が
掲
げ
ら
れ
る
。

Ｐ
Ｒ
Ａ
の
管
轄
に
関
し
て
、
Ｓ
Ｍ
Ｆ
6
（T
he H

ead of K
ey B

usiness A
rea

）
は
関
連
企
業
群
の
中
で
大
き
な
業
務
部
署
を
管
理
す
る

個
人
を
対
象
と
す
る
が
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
あ
る
い
は
他
の
Ｓ
Ｍ
Ｆ
に
報
告
を
行
う
場
合
も
単
独
の
Ｓ
Ｍ
Ｆ
と
し
て
の
権
限
を
付
与
（w

arrnats

）

さ
れ
る
。

同
じ
く
Ｐ
Ｒ
Ａ
の
管
轄
に
関
し
て
、
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
に
係
る
未
調
整
事
項
と
し
て
、
Ｓ
Ｍ
Ｆ
7
（T

he G
roup E

ntity S
enior M

anager

）
は
、

英
国
外
に
い
て
英
国
内
企
業
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
個
人
が
対
象
で
あ
る
が
、
親
企
業
の
個
人
も
補
捉
可
能
と
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

お
り
、
子
会
社
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
か
か
る
個
人
、
英
国
内
の
規
制
活
動
に
係
る
直
接
的
な
決
定
を
行
う
場
合
、
こ
う
し
た
個
人
は

Ｓ
Ｍ
Ｆ
7
あ
る
い
は
他
の
Ｓ
Ｍ
Ｆ
と
し
て
承
認
が
求
め
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。
Ｐ
Ｒ
Ａ
は
、
海
外
企
業
グ
ル
ー
プ
の
一
部

分
で
あ
る
す
べ
て
の
関
連
企
業
に
お
い
て
Ｓ
Ｍ
Ｆ
7
と
し
て
の
承
認
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
の
対
応
と
な
ろ

う
。Ｃ

Ｒ
（C

ertifi cation R
egim

e

）
のcertifi cation functions

を
担
う
個
人
に
対
し
て
、
行
動
ル
ー
ル
（conduct rules

）
に
従
い
つ
つ
、

二
九
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
三
二
）

企
業
は
二
〇
一
六
年
三
月
七
日
ま
で
に
特
定
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
財
務
省
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
七
年
三
月
七
日
ま
で
に
企
業
が

か
か
る
個
人
に
対
し
て
（
社
内
）
認
定
を
下
す
（issue certifi cates to individuals

）
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
段
階
的
実
施

（G
randfathering

）
に
関
し
て
、
各
企
業
は
二
〇
一
六
年
二
月
八
日
ま
で
に
各
個
人
の
責
任
に
係
る
表
明
（S

tatem
ent

）
を
含
む
告
知
を

図
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

⒝　

Ｆ
Ｃ
Ａ

未
調
整
項
目
で
は
な
い
が
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
管
轄
に
関
し
て
、
次
のE

xecutive

レ
ベ
ル
の
取
締
役
会
の
役
割
・
機
能
に
つ
い
て
は
Ｐ
Ｒ
Ａ

の
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
ｓ
の
要
件
で
は
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。C

hair of the N
om
ination C

om
m
ittee

、C
om
pliance 

O
vetsight

（M
L
R
O

）、
Ｆ
Ｃ
Ａ
のK

ey F
unctions

を
担
う
個
人
（
金
融
犯
罪
リ
ス
ク
に
対
処
す
る
責
任
を
含
む
（including responsibirity 

for countering fi nancial crim
e risk

））、
重
要
な
責
任
機
能
（S

ignifi cant R
esponsibility F

unction

）。

Ⅲ
．
責
任
の
推
定

未
調
整
項
目
で
は
な
い
が
、
責
任
の
推
定
（P

resum
ption of R

esponsibility

）
に
関
し
、
や
や
疑
義
の
あ
っ
た
部
分
で
も
あ
る
。
関
連

す
るS

ernior M
anagers

の
領
域
に
お
け
る
業
務
上
の
失
敗
に
つ
い
て
、
規
制
当
局
に
よ
り
民
事
裁
判
に
の
み
適
用
さ
れ
る
。
刑
事
訴

追
に
は
適
用
さ
れ
な
い
（does not apply to the crim

inal charge

）
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
。
か
か
る
民
事
責
任
の
推
定
・
証
明
責
任
の
転

換
は
、
①S
ernior M

anager

で
あ
る
（
で
あ
っ
た
）
個
人
で
あ
る
こ
と
、
②
企
業
に
お
け
る
関
連
の
要
件
の
充
足
に
違
反

（contravention

）
が
あ
っ
た
こ
と
、
③
そ
の
違
反
行
為
に
関
連
し
て
、S

ernior M
anager

が
企
業
活
動
に
お
け
る
管
理
責
任
を
担
っ
て

い
た
は
ず
で
あ
る
こ
と
（m

ust have been responsible for m
anaging

）
が
前
提
と
な
る
。
Ｐ
Ｒ
Ａ
は
、
そ
の
監
督
指
針
案
（a draft 

S
upervisory S

tatem
ent

）
の
中
で
、
網
羅
的
な
例
で
は
な
い
が
、
個
人
が
合
理
的
な
段
階
を
経
る
べ
き
環
境
、
決
定
に
関
連
し
た
行
動
、

三
〇
〇



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
三
三
）

Ｐ
Ｒ
Ａ
が
依
拠
す
べ
き
証
拠
（the evidence w

hich the P
R
A
 m
ay rely on

）
を
例
示
し
て
い
る
。

私
見
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
項
目
を
設
け
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
二
年
Ｕ
Ｂ
Ｓ
事
件
（John P

ottage v. F
S
A

（F
S
/2010/0033

））
に
お
い
て
規
制
当
局
が
敗
訴
し
た
こ
と
が
発
端
で
あ
り
、
そ
の
審
判
所
判
断
（the T

ribunal ’s decision

）
の
中
で
示

さ
れ
た
内
容
を
踏
ま
え
て
対
応
し
た
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。

未
調
整
項
目
で
は
な
い
が
、S

ernior M
anager

が
意
思
決
定
の
手
続
き
に
中
で
合
理
的
な
段
階
を
踏
ん
だ
か
否
か
を
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
判
断

し
決
定
す
る
場
合
に
考
慮
す
べ
き
事
項
に
関
し
て
は
、
意
思
決
定
手
続
き
と
罰
則
マ
ニ
ュ
ア
ル
（the D

ecision P
rocedure and P

enalties 

M
anual D

E
P
P （

14
）

）
に
示
さ
れ
て
い
る
。

Ⅳ
．
刑
事
罰

刑
事
罰
（C

rim
inal O

ff ence

）
に
関
し
て
は
、
調
整
済
み
項
目
で
は
あ
る
が
、
二
〇
一
三
年
金
融
サ
ー
ビ
ス
市
場
（
銀
行
改
革
）
法
（the 

F
inancial S

ervices

（B
anking R

eform

） A
ct 2013

）
に
依
拠
し
、
当
該
金
融
機
関
を
破
綻
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
た
無
謀
な
意
思
決
定
に
対

す
る
潜
在
的
な
刑
事
罰
（a potential crim

inal charge for a reckless decision

）
で
あ
る
。
対
象
は
英
国
内
設
立
企
業
で
あ
り
、
検
察
側

に
有
罪
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
求
め
ら
れ
る
（requires the prosecution to prove guilt

）。
従
っ
て
、
責
任
の
推
定
の
規
定
は
刑
事
責
任

の
追
及
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

私
見
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
従
来
よ
り
若
干
の
疑
義
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
海
外
企
業
の
支
店
に
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
、

従
っ
て
本
国
の
本
社
に
も
域
外
適
用
は
さ
れ
な
い
こ
と
、
証
明
責
任
の
転
換
の
規
定
は
民
事
の
事
案
に
限
定
さ
れ
刑
事
事
件
に
は
適
用
さ

れ
な
い
こ
と
が
明
確
と
な
っ
た
。
ま
た
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
ス
キ
ー
ム
全
体
は
ソ
フ
ト
ロ
ー
、
ハ
ー
ド
ロ
ー
の
ミ
ッ
ク
ス
で
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
、

刑
事
罰
に
関
し
て
は
罪
刑
法
定
主
義
、
構
成
要
件
の
明
確
化
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
金
融
サ
ー
ビ
ス
市
場
（
銀
行
改
革
）
法
を
根
拠
法
と
し

三
〇
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
三
四
）

て
い
る
。
経
営
面
の
意
思
決
定
の
大
き
な
過
ち
に
対
す
る
刑
事
罰
規
定
導
入
の
方
向
は
、
経
営
判
断
原
則
の
適
用
を
狭
め
て
個
人
責
任
追

及
の
容
易
化
に
も
繋
が
り
、
刑
事
責
任
追
及
も
あ
り
得
る
本
来
的
な
法
令
違
反
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
）
と
民
事
責
任
追
及
に
留
ま
る
は
ず

の
経
営
の
妥
当
性
・
効
率
性
の
峻
別
の
困
難
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
我
が
国
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
に
お
い
て
、
攻
め
の
ガ
バ
ナ

ン
ス
を
支
え
る
取
締
役
会
と
し
て
リ
ス
ク
の
あ
り
方
の
議
論
を
尽
く
す
こ
と
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
違
反
も
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
利
害

と
の
乖
離
か
ら
生
じ
る
こ
と
（
15
）

、
戦
略
面
も
含
む
全
社
的
な
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
構
築
・
運
用
の
必
要
性
が
一
層
強
ま
る
こ
と
を
示
し
て

い
よ
う
。

第
四
章
．
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
、
英
国
賄
賂
防
止
法
（
Ｂ
Ａ
）
に
み
る
刑
罰
規
定
と
域
外
適
用
の
考
察

Ⅰ
．
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
と
域
外
敵
用

国
際
取
引
法
分
野
で
既
に
施
行
さ
れ
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
（T

he F
oreign C

orrupt 

P
ractices A

ct of 1977, 15 U
.S
.C
. 78m

, et seq.
連
邦
海
外
腐
敗
行
為
防
止
法
）
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
要
件
・
効
果
を
考
察
し
、
英
国

Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
今
後
の
制
度
設
計
と
域
外
適
用
の
可
能
性
に
敷
衍
し
て
い
き
た
い
（
16
）

。

刑
罰
規
定
の
域
外
適
用
に
関
連
し
、
米
国
の
一
九
七
七
年
海
外
汚
職
行
為
防
止
法
（
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
）
の
近
年
の
域
外
適
用
事
例
と
し
て
現

地
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
を
経
由
し
た
現
地
政
府
高
官
へ
の
贈
賄
（
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
株
式
会
社
）
事
件
が
あ
り
、
邦
人
と
し
て
初
め
て
の

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
個
人
に
対
す
る
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
た
国
際
カ
ル
テ
ル
疑
惑
事
案
で
あ
る
（
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
事
件
。
二
〇
一
一
年
九
月
一
五

日
米
国
司
法
省
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
）
と
二
八
〇
〇
万
ド
ル
の
支
払
い
で
和
解
（
17
）

）。

特
に
共
謀
罪
に
関
し
て
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
で
は§

78dd-1

発
行
者
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
通
商
慣
行
、§

78dd-2

国
内
関
係
者
に
禁
止
さ
れ

三
〇
二



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
三
五
）

て
い
る
通
商
慣
行
、§

78dd-3

発
行
者
と
国
内
関
係
者
以
外
の
人
物
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
通
商
慣
行
の
規
定
が
あ
り
、
米
国
当
局
は
共
謀

罪
を
積
極
的
に
活
用
し
て
外
国
企
業
の
会
社
関
係
者
に
対
し
て
広
く
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
傾
向
が
あ
る
。
英
国
で
も
同
様
の
主
旨
の
英

国
贈
収
賄
防
止
法
（U

K
 B
ribry A

ct 2010 B
A

）
が
二
〇
一
一
年
施
行
さ
れ
て
い
る
。

Ⅱ
．
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
刑
罰
規
定
の
要
件
・
効
果

1
．
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
と
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
条
約

大
企
業
の
み
な
ら
ず
、
中
小
企
業
の
海
外
進
出
が
進
み
、
企
業
活
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
が
進
展
す
る
に
伴
い
、
国

際
展
開
す
る
現
地
の
相
手
国
の
法
制
度
、
慣
習
等
に
つ
い
て
十
分
な
情
報
を
得
る
こ
と
は
一
般
的
に
困
難
で
、
か
つ
コ
ス
ト
も
か
か
る
た

め
、
企
業
と
し
て
は
様
々
な
リ
ス
ク
を
抱
え
て
展
開
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
以
下
、「
Ⅱ
．
米
国

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
刑
罰
規
定
の
要
件
・
効
果
」
に
関
し
て
は
、
経
済
産
業
省
「
平
成
二
三
年
度　

中
小
企
業
の
海
外
展
開
に
係
る
不
正
競
争
等

の
リ
ス
ク
へ
の
対
応
状
況
に
関
す
る
調
査
（
外
国
公
務
員
贈
賄
規
制
法
制
に
関
す
る
海
外
動
向
調
査
）」
の
内
容
を
中
心
に
み
て
い
き
た
い
（
18
）

。

そ
の
中
の
一
つ
と
し
て
、
海
外
展
開
に
関
す
る
不
正
競
争
等
の
リ
ス
ク
を
み
て
い
き
た
い
。
海
外
市
場
に
お
け
る
商
取
引
の
機
会
を
獲

得
し
、
そ
の
維
持
を
図
る
上
で
外
国
公
務
員
に
対
す
る
贈
賄
等
に
よ
る
不
公
正
競
争
の
防
止
を
図
る
と
い
う
認
識
の
下
、
二
〇
〇
二
年

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
条
約
が
採
択
さ
れ
た
（
19
）

。
我
が
国
に
お
い
て
一
九
九
八
年
不
正
競
争
防
止
法
の
全
面
改
訂
に
よ
り
米
国

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
賄
賂
禁
止
に
類
す
る
規
定
が
加
え
ら
れ
、
二
〇
〇
三
年
同
法
改
正
に
よ
り
外
国
公
務
員
等
に
対
す
る
不
正
の
利
益
の
供
与
等

の
罪
が
導
入
さ
れ
て
い
る
（
20
）

。

2
．
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
要
件
・
効
果

⑴　

外
国
公
務
員
へ
の
贈
賄
行
為
を
禁
止
す
る
規
定

三
〇
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
三
六
）

処
罰
対
象
と
な
る
行
為
の
類
型
は
次
の
通
り
で
あ
り
、
範
囲
が
広
い
。
以
下
で
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
域
外
適
用
、
共
謀
罪
、
内
部
統
制
、

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
内
部
告
発
条
項
に
与
え
る
影
響
と
ジ
レ
ン
マ
な
ど
に
関
し
て
み
て
い
き
た
い
。

①　

§
78dd 

の
禁
止
事
項

米
国
の
企
業
や
個
人
が
、
そ
の
商
機
や
不
適
切
な
便
宜
を
得
る
た
め
、
米
国
外
の
政
府
関
係
者
・
公
務
員
に
対
し
て
、
金
銭
や
何
ら
か

の
価
値
が
あ
る
も
の
の
支
払
い
を
申
し
入
れ
、
約
束
、
ま
た
は
承
認
を
助
長
す
る
よ
う
な
行
動
を
、
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
行
っ
て
は

な
ら
な
い
。
米
国
の
企
業
や
個
人
が
、
商
機
や
不
適
切
な
便
宜
を
得
る
た
め
に
、
米
国
外
の
政
府
関
係
者
・
公
務
員
に
対
し
て
、
金
銭
や

何
ら
か
の
価
値
が
あ
る
も
の
の
支
払
い
を
申
し
入
れ
、
約
束
、
ま
た
は
承
認
を
助
長
す
る
よ
う
な
行
動
を
、
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に

行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

米
国
内
で
は
直
接
贈
賄
行
為
に
関
与
せ
ず
、
発
行
者
ま
た
は
国
内
関
係
者
で
あ
る
米
国
企
業
の
会
社
関
係
者
に
お
い
て
贈
賄
行
為
に
及

ん
だ
場
合
で
あ
っ
て
も
我
が
国
企
業
の
会
社
関
係
者
が
米
国
企
業
の
会
社
関
係
者
と
事
前
に
連
絡
を
取
り
合
う
な
ど
共
謀
し
た
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
共
謀
罪
（conspiracy

）
が
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
る
。（18 U

.S
.C
 §
271

）

②　

§
78dd-3 

の
禁
止
事
項

§
78dd-1 

発
行
者
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
通
商
慣
行
、§

78dd-2 

国
内
関
係
者
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
通
商
慣
行
に
続
い
て
、§

78dd-3 

発
行
者
と
国
内
関
係
者
以
外
の
人
物
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
通
商
慣
行
が
、
以
下
の
通
り
規
定
さ
れ
る
。

一
九
三
四
年
証
券
取
引
法
の
セ
ク
シ
ョ
ン
三
〇
Ａ
に
制
約
さ
れ
て
い
る
発
行
者
、
お
よ
び
同
法
セ
ク
シ
ョ
ン
三
〇
Ａ
に
定
義
づ
け
ら
れ

て
い
る
国
内
関
係
者
以
外
の
人
物
、
あ
る
い
は
そ
の
人
物
の
役
員
、
重
役
、
社
員
、
当
該
人
物
の
代
理
人
、
ま
た
は
当
該
人
物
の
代
理
人

と
し
て
機
能
す
る
株
主
の
い
ず
れ
も
、
合
衆
国
の
領
地
内
に
い
る
間
、
郵
便
ま
た
は
他
の
い
か
な
る
方
法
、
も
し
く
は
州
際
通
商
手
段
を

三
〇
四



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
三
七
）

利
用
し
て
金
銭
支
払
い
の
申
し
出
、
支
払
い
、
支
払
う
約
束
、
支
払
い
の
認
可
も
し
く
は
価
値
の
あ
る
も
の
を
譲
渡
す
る
申
し
出
、
贈
与
、

贈
与
の
約
束
、
贈
与
の
認
可
を
不
正
に
促
進
す
る
よ
う
な
行
為
を
行
う
こ
と
は
違
法
で
あ
る
。

⑵　

対
象
企
業
（§

78dd

）

日
本
企
業
の
現
地
法
人
、
株
式
ま
た
は
米
国
預
託
証
券
を
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
）
や
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｑ
に
上
場
し
て
い

る
日
本
企
業
（
発
行
者
）
と
そ
の
関
連
子
会
社
や
代
理
人
、
米
国
人
を
採
用
し
て
い
る
日
本
企
業
が
そ
の
対
象
と
な
る
。

米
国
内
で
贈
賄
行
為
の
一
部
が
行
な
わ
れ
た
事
例
を
み
る
と
、
賄
賂
の
送
金
が
米
国
の
銀
行
（correspondent banks

）
を
通
じ
て
行
な

わ
れ
た
こ
と
、
米
国
へ
の
出
張
者
が
米
国
内
で
電
話
・
電
子
メ
ー
ル
な
ど
に
よ
り
賄
賂
の
決
済
を
行
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
米

国
上
場
企
業
等
と
共
謀
（conspiracy
）
し
た
場
合
、
米
国
に
は
存
し
な
い
日
本
の
企
業
で
あ
っ
て
も
そ
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得

る
。⑶　

外
国
公
務
員
（§

78dd

）

外
国
の
公
務
員
（
外
国
政
府
、
公
的
な
国
際
組
織
の
職
員
・
従
業
員
）、
政
府
や
公
的
な
国
際
組
織
の
た
め
に
行
動
す
る
人
、
外
国
の
政
党

や
そ
の
役
職
員
な
ど
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
政
党
お
よ
び
公
職
者
候
補
、
国
家
機
関
の
個
人
、
国
有
ま
た
は
国
営
の
事
業
体
、
公
立
病
院
、

与
党
議
員
な
ど
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

⑷　

処
罰
の
内
容
・
範
囲
は
以
下
の
通
り
。
条
約
上
、
合
衆
国
法
典
の
刑
法
に
お
け
る
関
係
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（18U

.

S
.C
. 3571 15U

.S
.C
. 78dd-2 15 U

.S
.C
. 78dd-3 15 U

.S
.C
. 78ff 

））。

法
人
で
は
、
刑
事
罰
と
し
て
二
〇
〇
万
ド
ル
以
下
の
罰
金
か
つ
（
ま
た
は
）
利
得
（
損
失
）
の
二
倍
ま
で
の
罰
金
、
民
事
罰
と
し
て
一
万

ド
ル
以
下
の
民
事
制
裁
金
。
個
人
で
は
、
刑
事
罰
と
し
て
二
五
万
ド
ル
以
下
の
罰
金
か
つ
（
ま
た
は
）
利
得
（
損
失
）
の
二
倍
ま
で
の
罰
金
、

三
〇
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
三
八
）

五
年
以
下
の
禁
錮
刑
ま
た
は
そ
の
両
方
、
民
事
罰
と
し
て
一
万
ド
ル
以
下
の
民
事
制
裁
金
。
時
効
は
五
年
と
な
る
。

3
．
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
そ
の
他
の
条
項
な
ら
び
に
関
連
法
制

⑴　

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
会
計
処
理
条
項

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
を
み
る
と
、
贈
賄
禁
止
条
項
（T

he A
nti-B

ribery P
rovisions

）
な
ら
び
に
会
計
処
理
・
内
部
統
制
条
項
よ
り
構
成
さ
れ
て

い
る
。
会
計
処
理
条
項
（T

he B
ook and R

ecords P
rovisions

） 15 U
.S
.C
.§
78m

（b

）（2

）（A

）
は
、
資
産
の
処
分
お
よ
び
取
引
に
お
い
て

合
理
的
な
程
度
に
詳
細
・
正
確
・
公
正
に
反
映
す
る
帳
簿
・
記
録
・
勘
定
を
作
成
・
保
存
す
る
べ
き
で
、
贈
賄
な
ど
不
正
な
支
払
い
を
隠

匿
す
る
た
め
に
虚
偽
の
財
務
記
録
を
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
が
さ
れ
る
。

罰
金
規
定
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
法
人
で
は
、
二
、五
〇
〇
万
ド
ル
以
下
の
罰
金
か
つ
（
ま
た
は
）
利
得
（
損
失
）
の
二
倍
ま
で
の
罰

金
、
五
〇
万
ド
ル
以
下
の
民
事
制
裁
金
ま
た
は
利
得
額
、
自
然
人
で
は
五
〇
〇
万
ド
ル
以
下
の
罰
金
か
つ
（
ま
た
は
）
利
得
（
損
失
）
の
二

倍
ま
で
の
罰
金
、
二
〇
年
以
下
の
禁
錮
刑
ま
た
は
そ
の
両
方
、
一
〇
万
ド
ル
以
下
の
民
事
制
裁
金
ま
た
は
利
得
額
。

⑵　

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
内
部
統
制
条
項
（T

he Internal C
ontrols P

rovisions

）（15 U
.S
.C
. §
78m

（b

）（2

）（B

））

内
部
統
制
制
度
を
構
築
し
、
以
下
の
四
点
を
保
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
①
経
営
者
の
一
般
的
ま
た
は
特
別
な
承
認
に
従
っ
て
取
引
を
行

う
。
②
一
般
的
に
通
用
す
る
会
計
原
則
に
準
拠
し
て
財
務
諸
表
を
作
成
し
、
資
産
の
説
明
責
任
を
維
持
す
る
た
め
に
、
必
要
に
応
じ
て
取

引
を
記
録
す
る
。
③
経
営
者
の
承
認
に
従
わ
な
け
れ
ば
、
資
産
の
使
用
は
認
め
ら
れ
な
い
。
④
資
産
を
記
録
し
た
説
明
と
既
存
の
資
産
と

に
差
異
が
あ
る
場
合
は
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
。

⑶　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
金
融
制
度
改
革
・
消
費
者
保
護
法
（D

odd-F
rank W

all S
treet R

eform
 and C

onsum
er P

rotection A
ct, 

2010

）
と
の
関
連

三
〇
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国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
三
九
）

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
、
金
融
危
機
の
再
発
防
止
を
目
的
と
し
て
二
〇
一
〇
年
七
月
に
成
立
し
た
金
融
規
制
法
案
で
あ
り
（
21
）

、
銀
行
に

対
し
て
自
己
勘
定
取
引
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
に
対
す
る
投
資
を
禁
じ
る
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
な
ど
を
主

な
内
容
と
す
る
。
米
国
Ｓ
Ｅ
Ｃ
（
証
券
監
視
委
員
会
）
に
対
す
る
証
券
法
違
反
報
告
に
関
し
て
報
奨
金
を
与
え
、
内
部
通
報
者
保
護
を
強
化

し
て
内
部
告
発
を
奨
励
す
る
規
定
も
設
け
て
い
る
。
制
裁
金
額
が
一
〇
〇
万
ド
ル
を
超
え
る
場
合
に
は
、
一
〇
％
か
ら
三
〇
％
に
相
当
す

る
報
奨
金
を
定
め
て
い
る
た
め
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
執
行
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
近
年
和
解
金
が
数
百
万
ド
ル
に
も
上
る

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
上
の
和
解
案
件
が
多
数
生
じ
て
お
り
、
本
法
の
内
部
告
発
者
条
項
に
よ
り
、
多
く
の
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
関
す
る
調
査
、
執
行
措
置
が

今
後
も
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
即
ち
、
こ
こ
に
お
い
て
従
業
員
が
社
内
報
告
を
行
わ
ず
、
社
内
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
が
忌
避

さ
れ
て
し
ま
い
、
報
奨
金
目
当
て
に
政
府
に
社
外
通
報
す
る
こ
と
を
選
択
し
て
し
ま
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
企
業
内
部
に
お
い
て
は
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
の
弱
体
化
に
繋
が
り
か
ね
な
い
ジ
レ
ン
マ
あ
る
い
は
リ
ス
ク
が
あ
る
。
一
方
で
は
、
こ
の
機
会
に
企
業
が
改
め
て
積

極
的
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
制
度
を
構
築
し
直
し
て
、
内
部
告
発
者
方
針
を
見
直
す
等
、
前
向
き
の
対
応
に
繋
が
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

⑷　

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
共
謀
罪
（conspiracy

）18 U
.S
.C
 §
271 

我
が
国
企
業
の
会
社
関
係
者
に
お
い
て
、
米
国
内
で
直
接
贈
賄
行
為
に
は
関
与
せ
ず
、
発
行
者
ま
た
は
国
内
関
係
者
で
あ
る
米
国
企
業

の
会
社
関
係
者
に
お
い
て
贈
賄
行
為
に
及
び
、
日
本
企
業
の
関
係
者
が
米
国
企
業
の
関
係
者
と
事
前
に
連
絡
を
取
り
合
う
な
ど
共
謀
し
た

も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
共
謀
罪
（conspiracy
）
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。
米
国
当
局
は
共
謀
罪
を
積

極
的
に
活
用
し
て
外
国
企
業
の
関
係
者
に
対
し
て
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
方
向
に
あ
る
。
日
本
人
と
し
て
初
め
て

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
た
ケ
ー
ス
と
し
て
、
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
国
際
営
業
部
長
の
事
案
が
あ
る
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
等
の
工
業
用
ゴ
ム
製
品
の
販
売
促
進
の
た
め
に
、
国
際
カ
ル
テ
ル
お
よ
び
外
国
公
務
員
へ
の
贈
賄
行
為
の
共
謀
に
関
与

三
〇
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
四
〇
）

し
た
と
し
て
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
お
よ
び
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
共
謀
で
起
訴
さ
れ
た
も
の
で
、
二
年
間
の
拘
禁
刑
、
八
万
ド
ル
の
罰
金
に

処
せ
ら
れ
た
。
外
国
公
務
員
に
対
す
る
賄
賂
供
与
の
手
続
を
実
際
に
進
め
た
の
は
米
国
子
会
社
で
あ
る
も
の
の
、
当
該
国
際
営
業
部
長
は

外
国
公
務
員
に
対
す
る
賄
賂
供
与
を
交
渉
し
、
承
認
し
た
と
し
て
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
共
謀
罪
に
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

⑸　

米
国
に
お
け
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
そ
の
測
定
の
た
め
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
ツ
ー
ル
を
以
下
に
掲
げ
る
。

U
.S
. S
entencing G

uidelines

、P
rinciples of F

ederal P
rosecution of B

usiness O
rganizations

、R
equired C

om
pliance 

P
rogram

s as part of D
epartm

ent of Justice plea agreem
ents and consent judgm

ents

、B
usiness E

thics : A
 M
anual for 

M
anaging a R

esponsible B
usiness E

nterprise in E
m
erging M

arket E
conom

ies

（
商
務
省
）、F

ighting G
lobal C

orruption : 

B
usiness R

isk M
anagem

ent

（
国
務
省
、
商
務
省
）。

Ⅲ
． 

英
国
賄
賂
防
止
法
の
域
外
適
用
と
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
比
較

二
〇
一
一
年
七
月
一
日
英
国
賄
賂
防
止
法
（U

K
 B
ribery A

ct

）
が
施
行
さ
れ
（
22
）

、
法
人
の
罪
（C

orporate O
ff ence

）
と
し
て
企
業
が
賄

賂
を
防
止
し
な
い
こ
と
自
体
を
犯
罪
化
す
る
な
ど
、
米
国
海
外
汚
職
行
為
防
止
法
（F

oreign C
orrupt P

ractices A
ct F
C
P
A

一
九
七
七
年

施
行
）
に
比
し
、
広
範
な
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
英
国
贈
収
賄
禁
止
法
と
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
相
違
点
を
み
る
と
、
⒜
民
間
人
へ
の
賄
賂
も
禁
止

さ
れ
る
（
英
国
贈
収
賄
禁
止
法
第
一
条
）。
第
一
条
に
定
め
る
犯
罪
は
第
七
条
に
基
づ
く
企
業
責
任
の
根
拠
に
な
り
得
る
。
⒝
企
業
に
関
す

る
管
轄
が
広
い
。
適
用
範
囲
に
は
設
立
地
に
か
か
わ
ら
ず
、
英
国
内
で
事
業
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
営
む
全
て
の
営
利
団
体
が
含
ま
れ
る
。

⒞
目
的
に
関
す
る
表
現
が
幅
広
い
。
納
税
義
務
の
軽
減
な
ど
一
般
的
に
有
利
な
待
遇
を
確
保
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
支
払
も
適
用
範
囲
に

含
ま
れ
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
お
い
て
争
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
23
）

。
⒟
営
業
活
動
に
関
す
る
抗
弁
（A

ffi  rm
ative defense

）
が
な
い
。
⒠

業
務
円
滑
化
の
た
め
の
支
払
（facilitation paym

ent

）
の
例
外
も
な
い
。
贈
収
賄
防
止
の
手
続
き
を
整
え
る
こ
と
が
同
法
上
の
企
業
責
任

三
〇
八



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
四
一
）

に
対
す
る
抗
弁
と
な
り
、
本
法
対
象
企
業
は
リ
ス
ク
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
強
化
す
べ
き
必
要
が
高

ま
っ
て
い
る
。
不
祥
事
防
止
の
内
部
統
制
不
構
築
が
罪
に
問
わ
れ
（
第
七
条
）、
会
計
記
録
条
項
と
共
に
内
部
統
制
・
文
書
化
要
求
の
法
制

化
で
あ
る
。
域
外
適
用
も
認
め
て
お
り
（
24
）

、
疑
わ
れ
る
リ
ス
ク
を
晴
ら
す
た
め
に
文
書
化
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
求
め
ら
れ
る
。

Ⅳ
．
域
外
適
用
の
全
般
的
考
察

1
．
域
外
適
用
の
全
般
的
考
察

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
域
外
適
用
と
一
律
規
制
に
関
し
て
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
米
銀
は
自
己
勘
定
取
引
の

場
所
に
関
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
る
。
非
米
銀
は
米
国
内
、
あ
る
い
は
米
国
外
取
引
の
米
国
居
住
者
を
相
手
と
す
る
取
引
に
は
適
用
が
さ
れ
る
。

ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
規
定
の
域
外
適
用
と
差
別
的
跛
行
性
に
関
し
て
、
第
一
に
、
ボ
ル
カ
ー
ル
ー
ル
で
は
、「
米
国
国

外
の
み
」
行
為
の
適
用
除
外
要
件
が
厳
格
で
あ
る
。
第
二
に
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
規
定
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
、
非
証
券
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

（sw
aps

）
関
連
規
定
は
原
則
と
し
て
米
国
国
外
の
活
動
に
は
適
用
さ
れ
な
い
が
、
米
国
通
商
に
お
け
る
活
動
に
直
接
的
か
つ
重
要
な
関
連

を
有
し
、
も
し
く
は
当
該
活
動
に
直
接
的
か
つ
重
要
な
効
果
（eff ect

）
を
有
す
る
場
合
な
ど
（
七
二
二
条
⒟
）、
例
外
が
あ
る
（
修
正
効
果

主
義
）。
第
三
に
、
ス
ワ
ッ
プ
・
プ
ッ
シ
ュ
ア
ウ
ト
条
項
（S

w
aps P

ush-out R
ule:

ス
ワ
ッ
プ
部
門
分
離
ル
ー
ル
）
の
影
響
が
あ
り
、
第

七
一
六
条
に
お
い
て
銀
行
が
連
邦
支
援
（federal assistance
）
を
受
け
る
場
合
、
ス
ワ
ッ
プ
・
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（S

w
ap E

ntity

）
を
分
離

す
る
こ
と
を
求
め
る
。
邦
銀
ま
た
は
外
国
銀
行
米
国
支
店
が
例
外
措
置
を
利
用
で
き
る
か
不
明
と
な
る
。 

第
四
に
、
不
利
益
な
影
響
と

し
て
、
外
国
銀
行
お
よ
び
ノ
ン
バ
ン
ク
と
内
国
民
待
遇
原
則
が
あ
る
。
域
外
適
用
に
対
す
る
修
正
要
求
な
ど
が
、
我
が
国
当
局
、
全
銀
協
、

学
界
な
ど
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

域
外
適
用
統
一
化
に
関
し
て
、
独
占
禁
止
法
と
米
国
証
券
取
引
所
法
の
域
外
適
用
関
連
の
蓄
積
が
検
討
さ
れ
る
。
属
地
主
義
の
拡
張
、

三
〇
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
四
二
）

主
観
的
属
地
主
義
（
行
為
理
論
）
お
よ
び
客
観
的
属
地
主
義
（
効
果
理
論
）、
域
外
適
用
の
拡
張
に
対
す
る
国
家
主
権
に
関
す
る
国
際
法
三

原
則
の
制
限
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①
管
轄
権
対
象
と
管
轄
権
渕
源
の
間
に
実
質
的
か
つ
真
正
の
結
合
の
あ
る
こ
と
、
②
他
国
の
国
内
管

轄
権
に
属
す
る
事
項
に
干
渉
し
な
い
こ
と
、
③
適
合
性
、
相
互
性
お
よ
び
比
例
性
の
原
則
に
従
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

ま
た
、
独
禁
法
の
効
果
主
義
と
証
券
法
領
域
の
効
果
理
論
（
客
観
的
属
地
主
義
）
の
ズ
レ
の
問
題
も
、
今
後
の
検
討
課
題
と
な
ろ
う
（
25
）

。

域
外
適
用
に
お
け
る
証
券
取
引
法
と
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
交
錯
に
つ
い
て
は
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
九
Ｐ
条
⒝
⑵
⒝
に
よ

るM
orrison

判
決
修
正
と
私
人
間
訴
訟
の
検
討
が
さ
れ
て
お
り
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
お
よ
び
司
法
省
（D

epartm
ent of Justice

）
の
行
為
に
関
す
る

限
り
で
行
為
・
効
果
基
準
を
採
用
し
、M

orrison

判
決
（
後
述
）
の
内
容
は
実
質
的
に
一
部
修
正
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
と
も
解
釈
さ
れ
得

る
（
26
）

。
米
国
金
融
改
革
法
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
は
、
主
観
的
属
地
主
義
と
客
観
的
属
地
主
義
を
組
み
合
わ
せ
たB

ersch

判
決

（
一
九
七
五
）
の
考
え
方
が
参
考
さ
れ
、
在
外
米
国
人
の
と
き
は
予
備
行
為
以
上
、
在
外
外
国
人
の
と
き
は
損
害
の
直
接
原
因
と
な
る
行
為

が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
管
轄
権
対
象
の
関
係
で
必
要
な
行
為
の
種
類
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

国
際
不
正
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
域
外
適
用
に
関
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
内
部
統
制
の
整
備
が
急
務
と
な
る
。

英
国
賄
賂
防
止
法
（
Ｕ
Ｋ
Ｂ
Ａ
）
と
米
国
海
外
汚
職
行
為
防
止
法
（
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
）
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
は
刑
事
法
的
色
彩
が
強

く
、
主
観
的
属
地
主
義
の
要
因
が
強
ま
り
、
反
面
で
市
場
の
利
害
要
因
は
薄
ま
ろ
う
。
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
で
は
刑
法
的
色
彩
が
強

ま
り
、
全
世
界
統
一
的
な
規
範
形
成
も
必
要
と
な
る
。
域
外
適
用
の
ル
ー
ル
統
一
化
と
秩
序
形
成
に
お
い
て
は
、
恣
意
性
と
予
測
可
能
性

等
の
点
で
、
独
禁
法
制
と
の
整
合
性
な
ら
び
に
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
考
察
、
国
際
的
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
国
際
礼
譲
の
導
入
が
検
討
さ
れ

よ
う
。

三
一
〇



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
四
三
）

2
．
刑
事
罰
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
法
制
改
革
の
ジ
レ
ン
マ

英
国
の
導
入
予
定
の
Ｓ
Ｍ
Ｒ
、
あ
る
い
は
Ｓ
Ｍ
Ｒ
と
併
存
の
可
能
性
も
高
ま
っ
て
い
るA

pproved P
ersons

制
度
も
、
プ
リ
ン
シ
プ

ル
ベ
ー
ス
の
コ
ー
ド
に
準
拠
す
る
と
い
い
つ
つ
、
ル
ー
ル
ブ
ッ
ク
と
も
い
え
る
詳
細
なF

S
A
 H
andbook

に
規
定
を
置
き
、
事
実
上
の

エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
し
て
企
業
名
公
表
措
置
を
課
し
て
い
る
。
企
業
側
と
し
て
は
刑
事
罰
を
含
む
重
罰
規
定
が
あ
り
、
域
外
適
用
の

懸
念
が
高
ま
っ
て
い
る
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
同
様
に
、
刑
事
罰
規
定
を
含
む
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
対
す
る
事
前
防
止
の
た
め
の
対
応
が
必
要
と
な
り
、
ま
た
規

制
当
局
側
も
恣
意
性
の
誹
り
を
受
け
な
い
た
め
に
も
明
確
な
規
準
の
策
定
作
り
の
已
む
無
き
に
到
る
。
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
に
逆
戻
り
し
、

A
pproved P

ersons

の
事
実
上
の
法
制
化
の
傾
向
と
い
え
な
く
も
な
い
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
な
ど
当
局
の
危
機
意
識
の
強
さ
を
示
し

て
も
い
よ
う
。
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
の
破
綻
で
も
な
い
が
、
実
現
の
困
難
さ
の
例
と
な
ろ
う
か
。
企
業
名
公
表
な
ど
企
業
側
の
影
響
も

大
き
い
。
ハ
ー
ド
ロ
ー
分
野
で
あ
る
が
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
等
域
外
適
用
と
課
徴
金
重
罰
化
が
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
パ
ラ
レ
ル
に
浮
か
ぶ
と
こ
ろ

で
あ
る
。

反
ト
ラ
ス
ト
法
領
域
と
の
比
較
と
し
て
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
刑
事
訴
追
の
分
断
（separation of prosecutor from

 enforcer

）、

両
罰
規
定
と
刑
事
・
民
事
罰
、
適
切
な
手
続
き
の
面
（due process concerns

）
の
制
度
設
計
等
も
今
後
の
考
察
対
象
と
な
る
（
27
）

。
米
国

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
な
ど
に
お
い
て
個
人
に
対
す
る
刑
事
罰
が
執
行
さ
れ
る
場
合
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
図
る
行
政
当
局
と
刑
事
訴
追
の
訴
訟

当
局
の
関
係
、
両
罰
規
定
と
刑
事
・
民
事
罰
の
あ
り
方
、
私
訴
が
出
さ
れ
る
場
合
の
代
表
訴
訟
・
集
団
訴
訟
（
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
）
や
三

倍
賠
償
制
度
な
ら
び
に
証
拠
開
示
の
あ
り
方
な
ど
適
切
な
手
続
面
の
制
度
設
計
が
検
討
課
題
と
な
ろ
う
。

三
一
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
四
四
）

第
五
章
．
米
国
Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
に
み
る
国
際
取
引
法
分
野
の
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
と
域
外
適
用
、
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
お

け
る
刑
罰
規
定
の
試
論

　
　
　

│
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
適
用
と
管
轄
権
の
誤
謬
、
司
法
判
断
に
よ
る
世
界
的
な
規
範
形
成
│

Ⅰ
．C

om
puter Fraud and A

nti-A
buse A

ct

（C
FA
A

）
に
み
る
米
国
の
刑
罰
規
定
に
お
け
る
規
範
化
概
念
の
深
化
と
司
法
判
断

英
国
のS

enior M
anagem

ent R
egim

e

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
を
中
心
に
非
業
務
執
行
取
締
役
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
）
の
機
能
か
ら
上
級
管
理
者
機
能

（
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
）
に
向
け
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
進
展
を
考
察
し
て
き
た
。
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
は
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
強
化
と
し
て
刑
事
罰
規
定
導
入
が

予
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
外
国
銀
行
支
店
あ
る
い
は
本
店
に
対
す
る
域
外
適
用
も
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
現
時
点
で
は
、
規
制
当

局
は
刑
事
罰
規
定
の
発
動
や
域
外
適
用
に
関
し
て
は
抑
制
的
と
も
み
ら
れ
る
が
、
対
応
を
迫
ら
れ
る
銀
行
業
界
か
ら
は
Ｎ
Ｅ
Ｄ
と
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ

の
概
念
の
重
複
、
不
明
確
さ
な
ど
も
あ
っ
て
疑
問
の
声
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。

こ
こ
で
は
、
拡
大
適
用
と
域
外
適
用
に
関
連
し
て
、
近
時
の
米
国
の
刑
罰
規
定
に
お
け
る
社
会
規
範
の
概
念
の
導
入
、
な
ら
び
に
域
外

適
用
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
（P

rofessor Joseph L
. H
off m
ann M

aurer S
chool of L

aw
 Indiana U

niversity

講
演
参
照
（
28
）

）。
法
的
保
護

を
受
け
る
こ
と
の
許
容
範
囲
に
関
し
て
、
米
国
のC

om
puter F

raud and A
nti-A

buse A
ct

（C
F
A
A
,18 U

S
C
§
1030

）
を
考
察
す
る
（
29
）

。

私
見
で
あ
る
が
、
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
の
米
国
に
お
い
て
、
規
範
化
概
念
の
深
化
と
い
っ
た
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
へ
の
接
近
、
ソ
フ
ト
ロ
ー

の
ル
ー
ル
ミ
ッ
ク
ス
化
と
も
い
う
べ
き
傾
向
が
窺
え
る
（
30
）

。

一
九
八
〇
年
代
初
に
米
国
の
法
執
行
機
関
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
時
代
に
向
け
、
新
た
に
発
生
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
に
対
処
す
る
刑
法

が
存
在
し
な
い
こ
と
に
懸
念
が
高
ま
っ
て
い
た
。
連
邦
議
会
は
、
既
存
の
刑
法
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
す
る
新
規
定
を
加
え
る
の
で
な
く
、

三
一
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国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
四
五
）

単
一
の
新
し
い
制
定
法
（
刑
法
典
一
〇
三
〇
条 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
連
す
る
詐
欺
お
よ
び
関
連
行
為
）
の
中
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
犯
罪
に
対
処

す
る
道
を
選
択
し
、
刑
法
典
一
〇
三
〇
条
の
制
定
後
も
一
九
八
六
年
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
詐
欺
と
濫
用
に
関
す
る
法
律
（
Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
）
の
制
定

に
至
っ
て
い
る
（
刑
法
典
一
〇
三
〇
条
改
正
）。
連
邦
議
会
は
Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
に
お
い
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
に
対
す
る
連
邦
政
府
の
関
心
、

犯
罪
を
禁
止
・
処
罰
す
る
各
州
の
関
心
や
能
力
の
間
に
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
を
取
ろ
う
と
し
、
連
邦
議
会
は
連
邦
レ
ベ
ル
の
司
法
管
轄
を
連

邦
政
府
が
関
心
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
ケ
ー
ス
、
即
ち
連
邦
政
府
機
関
や
特
定
の
金
融
機
関
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
関
係
す
る
ケ
ー
ス
、
犯

罪
自
体
が
本
質
的
に
州
際
ま
た
は
国
際
的
で
あ
る
ケ
ー
ス
に
限
定
し
た
。
他
方
で
各
州
内
で
発
生
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
に
つ
い
て
は
、

州
レ
ベ
ル
の
司
法
管
轄
と
し
て
各
州
に
て
法
令
を
定
め
て
い
る
。
Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
に
よ
り
刑
法
典
一
〇
三
〇
条
の
規
定
が
明
確
化
さ
れ
、
更
に

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
の
犯
罪
行
為
が
追
加
さ
れ
た
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
経
由
に
よ
る
財
産
の
窃
盗
を
罰
す
る
規
定
（
一
〇
三
〇
条
⒜
⑷
）、
他
者
に
帰

属
す
る
デ
ー
タ
を
故
意
に
改
変
・
損
傷
・
破
壊
す
る
者
を
罰
す
る
規
定
（
一
〇
三
〇
条
⒜
⑸
）
が
追
加
）。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
高
度
化
、
検
察

当
局
の
経
験
の
蓄
積
に
伴
い
、
刑
法
典
一
〇
三
〇
条
の
修
正
条
項
と
し
て
議
会
は
逐
次
修
正
決
議
を
行
っ
て
い
る
。
刑
法
典
一
〇
三
〇
条

で
は
⒜
⑴
か
ら
⒜
⑺
ま
で
七
種
類
の
犯
罪
が
規
定
さ
れ
、
同
条
の
⒝
に
よ
り
犯
罪
の
未
遂
も
犯
罪
と
な
る
。
法
執
行
機
関
ま
た
は
諜
報
機

関
の
合
法
的
な
捜
査
活
動
・
諜
報
活
動
等
は
一
〇
三
〇
条
の
対
象
か
ら
明
示
的
に
除
外
さ
れ
る
。

Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
の
元
来
の
立
法
意
図
は
ハ
ッ
キ
ン
グ
（hacking
）
防
止
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
八
年
に
至
る
ま
で
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

特
に
⒜
⑵
に
焦
点
を
当
て
る
と
、
無
権
限
、
あ
る
い
は
権
限
を
超
え
て
ア
ク
セ
ス
し
、
財
務
情
報
や
政
府
の
情
報
、
さ
ら
に
は
保
護
さ
れ

た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
得
よ
う
と
す
る
行
為
が
厳
罰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
内
容
は
禁
固
刑
（
最
大
五
年
）、
民
事
責

任
と
し
て
補
償
的
損
害
賠
償
（com

pensatory dam
ages

）
と
差
止
命
令
（injunctive relief

）
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
同
条
の
許
容
範
囲
を
超
え
て
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
の
意
味
合
い
の
理
解
が
問
題
と
な
る
。
法
律
文
言
、
さ
ら
に
は
技
術
面
で
法

三
一
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
四
六
）

益
は
保
護
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
米
国
司
法
省
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
）
の
発
出
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
（U

.S
. D
O
J C
F
A
A
 M
anual

）
に
よ
れ
ば
、

①
法
律
文
言
、
②
技
術
面
の
他
に
③
契
約
面
、
④
社
会
規
範
の
二
種
類
の
判
断
に
保
護
手
段
を
拡
大
し
て
い
る
。
③
契
約
と
し
て
は
、

term
s of service

、a com
puter access policy

、a w
ebsite notice

、
更
に
は an em

ploym
ent agreem

ent

が
あ
る
が
、
こ
れ
以
外

に
四
つ
目
の
判
断
基
準
と
し
て
、
④
文
章
化
さ
れ
て
い
な
い
社
会
規
範
に
拡
大
さ
れ
る
。
想
定
さ
れ
る
Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
違
反
行
為
と
し
て
、
無

権
限
の
ア
ク
セ
ス
共
有
、F

alse user profi les

（e.g.,F
acebook

）、V
P
N
 access

（
バ
ー
チ
ャ
ル
・
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ア
ク

セ
ス
）、D

ate m
ining

（
デ
ー
タ
採
掘
）
の
他
、W

hite H
at hacking

（
善
良
目
的
の
ハ
ッ
キ
ン
グ
）
も
該
当
す
る
。
か
か
る
議
論
は
、
ル
ー

ル
ベ
ー
ス
が
主
体
の
は
ず
の
米
国
に
お
け
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
発
展
、
ル
ー
ル
ミ
ッ
ク
ス
化
に
関
す
る
議
論
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
31
）

。

④
文
章
化
さ
れ
て
い
な
い
社
会
規
範
の
違
反
行
為
事
例
と
し
て
、U

.S
. v. N

osal

（9th C
ir.2012 （32

）
）
が
あ
る
。
被
告
従
業
員
は
雇
用
主

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
用
し
て
情
報
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
よ
う
と
し
た
が
、
業
務
に
役
立
て
る
目
的
で
あ
っ
た
。
司
法
省
は
、
雇
用
契

約
上
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
が
（
③
）、
本
来
で
あ
れ
ば
企
業
側
は
許
容
し
な
い
は
ず
（
④
）、
と
判
断
し
て
Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
に
よ
り
訴
追
し
た

も
の
で
あ
る
。
連
邦
地
方
裁
判
所
は
次
の
通
り
述
べ
て
訴
え
を
却
下
し
た
。
連
邦
議
会
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
用
す
る
者
に
対
し
て
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
使
用
制
限
の
違
反
に
よ
り
（in violation of com

puter use restriction

）
刑
事
責
任
の
拡
大
を
意
図
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
用
す
る
全
員
が
包
含
さ
れ
か
ね
な
い
。
政
府
は
、
軽
微
な
違
反
は
訴
追
し
な
い
と
保
証
す
る
と
し
て
い
る
が
、

我
々
は
地
方
の
検
察
官
の
お
情
け
で
生
き
て
い
く
の
で
は
な
い
（shouldn ’t have to live at the m

ercy of our local prosecutor

）。
魅
力

的
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
出
現
し
た
場
合
に
、
政
府
を
信
用
で
き
る
か
は
明
白
で
は
な
い
。

Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
に
関
し
て
は
、
規
制
当
局
側
が
訴
追
拡
大
の
手
法
と
し
て
規
範
化
概
念
を
持
ち
出
し
、
司
法
判
断
は
こ
れ
を
否
定
し
た
と
い

う
図
式
で
あ
ろ
う
。

三
一
四



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
四
七
）

Ⅱ
．
Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
に
み
る
域
外
適
用
と
米
国
法
の
動
向

　

│M
orrison

事
件
、K

iobel

事
件
な
ど
近
時
の
裁
判
例
と
の
整
合
性
、
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
適
用
と
管
轄
権
の
誤
謬
│

刑
事
法
領
域
に
お
け
る
域
外
適
用
（E

xtraterritorial A
pplication

） 

の
概
念
に
つ
い
て
は
、
主
観
的
・
客
観
的
属
地
主
義
、
属
人
主
義
、

効
果
主
義
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
る
が
（
33
）

、
刑
法
に
お
け
る
立
法
意
図
に
よ
る
解
釈
が
重
要
と
な
る
。

Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
に
お
け
る
保
護
さ
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
（P

rotected C
om
puter

）
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
米
国
外
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で

あ
っ
て
も
州
際
通
商
（
取
引
）（interstate com

m
erce

）、
海
外
取
引
（interstate or foreign com

m
erce or com

m
unication in the U

.S
.

）
に

影
響
を
与
え
る
場
合
は
本
罪
の
対
象
と
な
る
。
司
法
省
の
解
釈
と
し
て
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
て
い
れ
ば
十
分
で
あ

り
、
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
の
無
断
使
用
の
場
合
、.com

、.net

、.edu

な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
れ
ば
Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
の
規
定
に
従
う
も
の
と
さ
れ
る
。

Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
に
関
す
る
連
邦
最
高
裁
の
判
断
は
ま
だ
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
近
時
の
裁
判
例
と
し
て
①M

orrison v.N
ational 

A
ustralia B

ank

事
件
（M

orrison

事
件
）、
②K

iobel v. R
oyal D

utch P
etroleum

事
件
の
判
断
枠
組
み
が
参
考
と
な
る
。

1
．M

orrison v.N
ational A

ustralia Bank
事
件
（M

orrison

判
決
）

⑴　

M
orrison

判
決
に
お
け
る
域
外
適
用
の
否
定

M
orrison v.N

ational A
ustralia B

ank

事
件
（M

orrison
判
決
）
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
銀
行
で
あ
り
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
（
米
国
預
託
証
券
）

を
Ｎ
Ｙ
に
上
場
し
て
い
た
間
接
的
上
場
の
事
案
で
、foreign-cubed
訴
訟
（
外
国
人
原
告
ら
が
外
国
の
証
券
取
引
所
で
外
国
会
社
の
株
式
を
購

入
し
た
有
価
証
券
に
関
す
る
訴
訟
）
に
つ
い
て
、
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
が
初
め
て
審
理
し
た
も
の
で
あ
る
（
34
）

。
争
点
は
、
米
国
内
の
子
会

社
が
行
っ
た
不
正
行
為
に
関
し
、
米
国
外
企
業
の
米
国
外
上
場
株
式
に
つ
い
て
、
米
国
外
投
資
家
が
米
国
に
お
い
て
証
券
取
引
所
法
一
〇

条
⒝
項
の
事
物
管
轄
お
よ
び
訴
権
を
有
す
る
か
で
あ
っ
た
。

三
一
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
四
八
）

M
orrison

事
件
の
原
告
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
銀
行
の
子
会
社
に
よ
る
虚
偽
記
載
の
原
因
は
米
国
で
発
生
し
、
虚
偽

記
載
は
同
行
に
よ
っ
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
の
証
券
届
出
書
に
盛
り
込
ま
れ
、
一
九
三
四
年
法
第
一
〇
条
⒝
に
よ
る
訴
訟
は
国
内
行
為
に
基
づ
く
請

求
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
最
高
裁
は
法
令
の
真
の
目
的
を
判
断
す
る
と
と
も
に
、
申
立
て
の
国
内
行
為
が
議
会
が
法
律
制
定
時
に
意
図
し

た
目
的
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
該
当
法
（
一
九
三
四
年
法
）
の
条
文
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九
三
四
年
法
は
、
詐
欺
行
為
そ
の
も
の
を
処
罰
す
る
も
の
で
は
な
く
、
国
内
証
券
取
引
所
に
登
録
さ
れ
た
証
券
、
ま
た
は
国
内
証
券
取

引
所
に
登
録
さ
れ
ず
に
国
内
で
売
買
さ
れ
た
証
券
に
関
連
し
た
詐
欺
行
為
を
処
罰
す
る
も
の
で
あ
る
。M

orrison

事
件
の
詐
欺
行
為
は

法
律
が
目
的
と
す
る
行
為
で
は
な
く
、
証
券
の
販
売
は
米
国
内
で
発
生
し
た
も
の
で
な
い
か
ら
、
申
立
て
の
国
内
行
為
は
請
求
を
起
こ
す

に
は
十
分
と
は
い
え
な
い
と
判
示
し
た
。
最
高
裁
の
判
断
枠
組
み
と
し
て
は
、
議
会
が
通
す
立
法
は
、
米
国
の
土
地
管
轄
内
の
適
用
の
み

が
推
定
さ
れ
、
詐
欺
行
為
の
発
生
地
は
米
国
外
で
あ
り
、
域
外
の
推
定
が
働
く
と
す
る
。
本
判
決
直
後
に
制
定
さ
れ
た
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン

ク
法
と
の
関
連
も
含
め
、
検
討
を
深
め
た
い
。

⑵　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
証
券
取
引
法
に
関
す
る
域
外
適
用

イ　

米
国
証
券
法
の
域
外
適
用

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
で
は
米
国
証
券
法
の
域
外
適
用
を
許
容
す
る
明
文
規
定
が
置
か
れ
、
従
前
の
米
国
証
券
法
に
関
わ
る
司
法
判
断

を
覆
す
可
能
性
も
あ
り
、
米
国
進
出
の
邦
銀
等
の
影
響
も
大
き
く
、
米
国
証
券
法
に
内
在
す
る
潜
在
的
リ
ス
ク
、
訴
訟
リ
ス
ク
等
に
関
す

る
検
討
が
必
要
と
な
る
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
九
条
Ｐ
は
詐
欺
禁
止
条
項
違
反
を
主
張
し
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
、
米
国
政
府
に
対
す
る
訴
権

を
認
め
、
一
般
私
人
に
も
提
訴
権
を
認
め
る
か
が
議
論
さ
れ
る
。

ロ　

モ
リ
ソ
ン
事
件
に
お
け
る
行
為
・
効
果
基
準
と
米
国
最
高
裁
の
域
外
適
用
否
定

三
一
六



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
四
九
）

①　

行
為
・
効
果
基
準

米
国
で
は
証
券
法
の
域
外
適
用
は
肯
定
さ
れ
て
き
た
が
、
二
〇
一
〇
年
六
月
最
高
裁
判
所
はM

orrison v. N
ational A

ustralia 

B
ank

事
件
で
域
外
適
用
を
原
則
的
に
否
定
す
る
立
場
を
示
し
た
。
し
か
し
、
同
年
七
月
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
い
て
、
米
国
証
券

法
の
域
外
適
用
を
許
容
す
る
明
文
規
定
が
置
か
れ
た
。
域
外
適
用
否
定
の
立
法
意
思
推
定
、
立
法
目
的
に
照
ら
し
厳
格
に
国
内
行
為
を
判

断
す
る
こ
と
、
非
米
国
有
価
証
券
発
行
体
の
訴
訟
リ
ス
ク
軽
減
へ
の
寄
与
、
同
法
に
よ
る
行
為
・
効
果
基
準
の
復
活
な
ら
び
に
私
人
へ
の

提
訴
権
付
与
等
で
あ
る
。
米
国
連
邦
第
二
巡
回
区
控
訴
審
は
行
為
・
効
果
基
準
（conduct and eff ects test

）
に
よ
り
裁
判
管
轄
権
を
有
し

な
い
と
判
断
し
た
が
、
最
高
裁
は
同
じ
結
論
な
が
ら
立
法
意
思
か
ら
法
律
解
釈
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
。

②　

最
高
裁
の
判
断

連
邦
最
高
裁
は
、
議
会
の
立
法
意
思
が
明
確
に
存
在
す
る
場
合
に
限
り
法
律
が
域
外
適
用
さ
れ
る
と
判
断
し
、
国
内
行
為
の
存
在
を
主

張
す
る
の
み
で
は
必
ず
し
も
法
律
が
国
内
で
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。F

oreign-C
ubed

（
外
国
証
券
取

引
所
詐
欺
）
事
件
に
多
岐
の
影
響
を
及
ぼ
し
、
米
国
内
で
事
業
を
営
む
非
米
国
発
行
体
に
お
い
て
、
米
国
証
券
法
に
関
係
す
る
潜
在
的
リ

ス
ク
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
35
）

。

③　

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
九
条
Ｐ
と
行
為
・
効
果
基
準
の
復
活
の
影
響

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
九
二
九
条
Ｐ
は
一
九
三
四
年
法
を
改
定
し
（
一
九
三
三
年
証
券
法
、
一
九
四
〇
年
投
資
助
言
者
法
の
改
定
も
含
む
）、

同
法
の
詐
欺
禁
止
条
項
の
違
反
を
主
張
し
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
又
は
米
国
政
府
が
提
起
す
る
以
下
の
訴
訟
に
つ
い
て
米
国
連
邦
地
方
裁
判
所
に
管
轄

権
を
賦
与
す
る
。
①
証
券
取
引
が
米
国
外
で
行
わ
れ
、
外
国
投
資
家
の
み
が
関
与
す
場
合
で
あ
っ
て
も
違
反
行
為
を
形
成
し
て
い
る
き
わ

め
て
重
要
な
構
成
部
分
が
米
国
内
で
行
わ
れ
て
い
る
場
合
、
②
米
国
外
で
行
わ
れ
た
行
為
に
よ
り
、
米
国
内
に
実
質
的
な
影
響
を
及
ぼ
す

三
一
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
五
〇
）

で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
見
可
能
な
場
合
。

行
為
・
効
果
基
準
の
復
活
と
も
み
ら
れ
、
連
邦
議
会
に
よ
る
域
外
適
用
の
立
法
意
思
は
明
白
で
あ
る
た
め
、M

orrison

事
件
の
判
例

法
理
か
ら
も
域
外
適
用
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
第
九
二
九
条
Ｐ
は
海
外
証
券
詐
欺
事
案
に
つ
い
て
米
国
裁

判
所
に
訴
え
出
る
権
利
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
米
国
政
府
に
付
与
す
る
が
、
一
般
私
人
に
よ
る
米
国
で
の
訴
訟
提
起
は
規
定
し
て
い
な
い
。
同
条
を

拡
張
適
用
し
て
海
外
証
券
詐
欺
事
案
に
つ
い
て
一
般
私
人
に
も
米
国
裁
判
所
に
訴
え
る
権
利
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
の

調
査
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
行
う
も
の
と
す
る
。
私
人
へ
の
訴
訟
提
起
権
付
与
に
つ
い
て
は
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
を
容
易
に
起
こ
せ
る
よ
う
に
な

り
か
ね
な
い
こ
と
も
懸
念
さ
れ
る
（
36
）

。

規
制
当
局
は
、
司
法
省
の
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
（T
he F

oreign C
orrupt P

ractices A
ct of 1977

）
の
摘
発
態
度
に
み
ら
れ
る
通
り
、
政
策

遂
行
か
ら
域
外
適
用
を
強
め
、
他
方
で
裁
判
例
は
域
外
適
用
に
否
定
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
私
見
で
あ
る
が
、
モ
リ
ソ

ン
事
件
は
域
外
適
用
を
認
め
た
場
合
、
逆
に
米
国
サ
イ
ド
の
国
益
が
損
ね
ら
れ
る
ケ
ー
ス
と
も
み
ら
れ
、
効
果
基
準
・
効
果
主
義
の
立
場

か
ら
鑑
み
て
、
必
ず
し
も
整
合
性
が
と
れ
な
い
と
も
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
（
37
）

。

2
．K

iobel v. R
oyal D

utch Petroleum

事
件
（K

iobel

判
決（38
））

│
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
│

原
告
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
国
籍
人
で
あ
り
、
残
虐
行
為
（com

m
itting atrocities

）
を
理
由
に
英
国
、
オ
ラ
ン
ダ
お
よ
び
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア

企
業
を
被
告
と
す
る
事
案
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
行
為
は
国
外
（
パ
ラ
グ
ア
、
メ
キ
シ
コ
）
で
行
わ
れ
た
。
原
告
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
企

業
は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
の
国
際
人
権
法
違
反
を
幇
助
し
た
。
米
国
の
裁
判
管
轄
権
の
根
拠
と
し
て
援
用
さ
れ
た
の
が
外
国
人
不
法
行
為

法
で
あ
る
。
外
国
人
不
法
行
為
法
（A

lien T
ort S

tatute,28 U
.S
.C
.§
1350,A

T
S

）
の
下
で
国
外
行
為
に
つ
い
て
米
国
裁
判
所
で
争
い
う

る
訴
訟
原
因
が
生
じ
る
か
で
あ
る
（
39
）

。

三
一
八



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
五
一
）

外
国
人
不
法
行
為
法
（
Ａ
Ｔ
Ｓ
）
で
は
、
米
国
が
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
条
約
お
よ
び
国
際
慣
習
法
（law

 of nations

）
の
違
反
に
よ
っ

て
被
害
を
受
け
た
外
国
人
に
よ
る
不
法
行
為
訴
訟
に
つ
い
て
合
衆
国
地
方
裁
判
所
が
第
一
審
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い

る
（
40
）

。
合
衆
国
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
慣
習
国
際
法
が
企
業
の
不
法
行
為
責
任
を
認
め
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
訴
え
を
却
下
し

た
。
最
高
裁
に
お
け
る
争
点
は
、
Ａ
Ｔ
Ｓ
に
も
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
が
適
用
さ
れ
る
か
、
適
用
さ
れ
る
場
合
に
本
件
に
お
い
て
推
定

が
覆
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
最
高
裁
判
決
は
、
原
審
判
決
を
維
持
し
Ａ
Ｔ
Ｓ
に
も
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
は
適
用
さ
れ
、
本
件
で
は
推
定

が
覆
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

問
題
点
は
、
上
訴
人
が 
外
国
人
不
法
行
為
法
（
Ａ
Ｔ
Ｓ
）
の
下
で
適
切
な
主
張
を
し
た
か
否
か
で
な
く
、
主
張
が
外
国
の
領
域
で
行
わ

れ
た
行
為
に
ま
で
届
く
か
で
あ
る
。
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
は
、
制
定
法
に
域
外
適
用
に
つ
い
て
明
確
な
指
示
が
な
い
場
合
に
域
外
へ

の
適
用
が
な
い
と
す
る
原
則
で
、
合
衆
国
法
は
国
内
問
題
を
統
治
し
、
世
界
を
支
配
し
な
い
と
い
う
推
定
（presum

ption that U
nited 

S
tates L

aw
 governs dom

estically but does not rule the w
orld

）
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
推
定
は
、
他
国
の
法
と
の
国
際
的
な

軋
轢
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
意
図
し
な
い
衝
突
を
防
止
す
る
こ
と
に
役
立
つ
（serves to protect against unintended clashes betw

een 

our law
s and those of other nations

）
も
の
で
あ
る
（
41
）

。
国
際
礼
譲
（international com

ity

）
主
義
（
42
）

に
依
拠
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
か
。

政
治
部
門
が
明
ら
か
に
意
図
し
て
い
な
い
外
交
政
策
上
の
結
果
を
も
た
ら
す
よ
う
な
合
衆
国
法
の
解
釈
を
司
法
が
誤
っ
て
採
用
し
な
い

よ
う
に
す
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
。
Ａ
Ｔ
Ｓ
が
制
定
さ
れ
た
元
々
の
歴
史
的
経
緯
（the historical background

）
も
、
即
ち
米
国
に
赴
任

し
て
き
た
外
国
大
使
の
保
護
、
カ
リ
ブ
海
の
海
賊
に
対
す
る
防
御
な
ど
も
、
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
を
克
服
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た

こ
と
を
立
証
す
る
に
十
分
な
も
の
で
は
な
い
。
米
国
が
こ
う
し
た
刑
事
・
民
事
責
任
訴
訟
に
関
し
て
、
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
と
な
る
こ
と
を

防
止
す
る
も
の
と
も
い
え
る
（includes a distinct interest in prenventing the U

nited S
tates from

 becom
ing a safe harbor （43

）
）。

三
一
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
五
二
）

上
記
の
通
り
、
外
国
人
不
法
行
為
法
（
Ａ
Ｔ
Ｓ
）
に
関
す
る
最
新
の
最
高
裁K
iobel

判
決
で
は
、S

osa v A
lvarez-M

achain

判
決
（
44
）

と

は
対
照
的
に
、
訴
え
を
事
物
管
轄
権
の
不
存
在
（lack of subject m

atter jurisdiction

）
の
ゆ
え
に
却
下
し
た
（
45
）

。
米
国
法
の
域
外
適
用
否

定
の
推
定
則
を
援
用
し
、
原
告
主
張
を
否
定
し
て
い
る
（
46
）

。

3
．
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
適
用
と
管
轄
権
の
誤
謬
の
論
点
│
管
轄
権
の
存
否
と
実
体
法
上
の
有
効
性
の
差
異
│

K
iobel

判
決
に
お
け
る
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
適
用
に
関
し
て
は
、
管
轄
権
の
誤
謬
の
論
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
47
）

。
外
国
人
不
法

行
為
法
（
Ａ
Ｔ
Ｓ
）
は
完
全
に
管
轄
権
に
関
す
る
法
律
で
あ
り
、
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
を
論
じ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
。

外
国
人
不
法
行
為
法
は
行
為
の
内
容
を
規
律
す
る
も
の
で
な
く
、
一
定
の
事
件
に
連
邦
裁
判
所
を
訴
訟
の
場
と
し
て
提
供
す
る
だ
け
の
管

轄
権
に
関
す
る
法
律
で
あ
る
。
同
法
の
管
轄
権
の
範
囲
に
入
る
事
件
を
規
律
す
る
実
体
法
は
国
際
法
で
あ
っ
て
米
国
法
そ
の
も
の
で
は
な

い
。K

iobel

判
決
で
は
、
拷
問
や
裁
判
に
よ
ら
な
い
処
刑
はS

osa

事
件
で
問
題
と
な
っ
た
拉
致
よ
り
も
深
刻
で
あ
り
、
訴
訟
原
因
が
な

い
と
い
う
口
実
で
問
題
回
避
が
で
き
ず
、
最
高
裁
は
国
際
法
の
問
題
を
避
け
る
た
め
に
煙
幕
を
張
っ
た
の
で
あ
る
。
域
外
適
用
の
問
題
に

注
意
を
集
め
て
、
訴
訟
原
因
の
存
否
、
企
業
の
国
際
不
法
故
意
責
任
の
有
無
な
ど
、
よ
り
本
質
的
な
問
題
に
向
き
合
わ
な
か
っ
た
。
問
題

の
回
避
は
、
最
高
裁
が
下
級
審
の
事
物
管
轄
権
の
不
存
在
を
理
由
に
訴
訟
を
却
下
す
る
と
い
う
手
続
き
論
に
よ
っ
て
処
理
を
図
っ
た
こ
と

で
複
雑
化
し
て
い
る
。
実
際
は
法
律
の
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則
に
依
拠
し
て
本
案
問
題
を
最
高
裁
は
扱
っ
て
お
り
、
判
決
は
本
案
問
題

に
つ
い
て
の
判
決
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
連
邦
裁
判
所
に
は
国
際
人
権
法
の
問
題
と
い
う
国
際
法
の
実
体
問
題
を
判
断
す

る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
国
際
法
の
形
成
に
参
加
す
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
て
は
な
ら
な
い
。

域
外
適
用
の
実
体
的
性
質
に
関
し
て
、K

iobel

判
決
に
お
け
る
最
高
裁
の
誤
り
は
、
域
外
適
用
の
問
題
が
事
件
の
本
案
に
つ
い
て
の

判
断
で
な
く
、
事
物
管
轄
権
の
不
存
在
の
問
題
と
し
て
事
件
を
却
下
し
た
こ
と
に
あ
る
。
事
物
管
轄
権
の
問
題
は
裁
判
所
に
審
理
権
限
の

三
二
〇



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
五
三
）

問
題
で
あ
り
（
48
）

、
本
案
は
請
求
の
実
体
法
上
の
有
効
性
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

Ⅲ
．
域
外
適
用
の
司
法
判
断
と
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
敷
衍
と
世
界
的
な
規
範
形
成

こ
う
し
た
域
外
適
用
に
係
る
近
時
の
米
国
判
例
の
傾
向
を
み
る
と
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
、
Ｃ
Ｆ
Ａ
Ａ
な
ど
米
国
法
の
過
度
に
広
い
域
外
適
用
を

米
国
司
法
省
な
ど
が
積
極
的
に
求
め
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
米
国
の
裁
判
官
は
懸
念
し
始
め
て
お
り
、
謙
抑
的
姿
勢
を
示
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
は
司
法
省
に
よ
る
域
外
適
用
の
制
約
要
因
と
な
ろ
う
（Joseph L

. H
off m
ann

教
授
）。
域
外
適
用
に
係
る

司
法
判
断
の
動
向
は
、
世
界
的
な
規
範
形
成
の
一
環
で
も
あ
る
（
49
）

。

域
外
適
用
を
巡
る
米
国
判
例
の
動
揺
に
つ
い
て
は
、
米
国
裁
判
所
が
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
（a safe harbor

）
と
な
る
こ
と
を
避
け
て
い
る

と
す
れ
ば
、
司
法
の
判
断
と
当
局
の
意
図
は
逆
に
結
果
的
に
は
同
一
方
向
に
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
か
。
理
論
的
整
合
性
よ
り
も
広
義

の
国
益
の
保
護
に
主
眼
が
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
効
果
主
義
の
範
疇
に
入
る
と
み
ら
れ
な
く
も
な
い
。

翻
っ
て
英
国
の
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
係
る
域
外
適
用
に
つ
い
て
み
る
と
、
私
見
と
な
る
が
、
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
外
国
銀
行
支
店
、
本
国
の
本
社
に
対
す
る

域
外
適
用
な
ど
に
関
す
る
規
制
当
局
の
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
施
行
時
期
（
二
〇
一
六
年
三
月
七
日
）
の
前
の
段
階
で
あ
る
が
、
近
時
の
司
法

判
断
を
受
け
て
か
、
抑
制
的
と
み
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
刑
事
罰
規
定
導
入
な
ど
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
強
め
る
に
伴
い
、
導
入
後

の
姿
勢
の
変
化
な
ど
は
不
透
明
と
い
え
る
。
我
が
国
の
全
銀
協
か
ら
も
懸
念
が
出
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
英
国
の
政
策
方
針
は
Ｅ
Ｕ
の
中

で
も
独
自
性
を
強
め
つ
つ
あ
り
、
ま
た
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
の
米
国
と
は
根
本
的
相
違
も
あ
ろ
う
が
、
今
後
の
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
方
向
性
を
考
察
す
る

上
で
大
き
な
示
唆
と
な
ろ
う
。
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
に
お
け
る
ル
ー
ル
ミ
ッ
ク
ス
と
し
て
の
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
お
け
る
行
動
規
範
・
ル
ー
ル
の

整
備
が
実
効
性
確
保
の
一
つ
の
鍵
と
な
る
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。

私
見
で
あ
る
が
、
英
国
規
制
当
局
は
政
策
の
独
自
性
を
強
め
る
方
向
の
流
れ
に
あ
り
、
金
融
資
本
市
場
・
証
券
取
引
所
の
国
際
競
争
の

三
二
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
五
四
）

中
で
、
あ
く
ま
で
も
金
融
機
関
の
体
質
改
善
、
ひ
い
て
は
英
国
金
融
市
場
の
競
争
力
強
化
等
に
主
眼
が
あ
る
。
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
域
外
適
用
を
本

邦
銀
行
の
日
本
本
社
に
及
ぼ
す
こ
と
に
は
現
時
点
で
は
消
極
的
な
コ
メ
ン
ト
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
域
外
適
用
に
よ
る
海
外
銀
行
に
対
す

る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
強
化
で
摘
発
件
数
や
制
裁
金
収
入
は
増
加
し
て
も
、
日
本
市
場
の
競
争
力
強
化
に
資
す
る
こ
と
は
矛
盾
と
も
な

る
。
英
国
が
Ｓ
Ｍ
Ｒ
導
入
に
よ
る
規
制
の
独
自
色
を
強
め
る
こ
と
は
国
際
礼
譲
と
は
逆
の
方
向
性
で
あ
る
が
、
域
外
適
用
の
意
味
合
い
は

そ
の
狭
間
で
考
察
さ
れ
る
も
の
と
な
ろ
う
か
。

第
六
章
． 
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
お
け
る
全
社
的
な
内
部
統
制
・
リ
ス
ク
管
理

Ⅰ
．
企
業
集
団
内
部
統
制
と
し
て
の
海
外
子
会
社
管
理
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド

　

│
改
正
会
社
法
に
お
け
る
海
外
事
業
の
内
部
統
制
、
内
部
監
査
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
│

グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
は
、
域
外
適
用
に
よ
る
刑
罰
リ
ス
ク
の
高
ま
り
か
ら
、
海
外
子
会
社
の
内
部
統
制
・
内
部
監
査
体
制
の
強
化
が
急
務

と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
お
け
る
全
社
的
な
リ
ス
ク
管
理
の
要
諦
を
示
し
た
い
。

1
．
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
お
け
る
内
部
統
制
と
し
て
の
海
外
子
会
社
管
理

内
部
統
制
、
内
部
監
査
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
新
た
な
形
で
先
鋭
化
し
て
い
る
領
域
と
し
て
、
企
業
集
団
内
部
統
制
と
し
て
の
海

外
子
会
社
管
理
が
あ
る
。
二
〇
一
五
年
改
正
会
社
法
を
背
景
に
多
国
籍
化
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
お
け
る
喫
緊
の
課
題
と
い
え
よ
う
。

今
後
の
内
部
統
制
の
要
点
と
し
て
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
一
体
と
な
っ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
内
部
統
制
、
②
電
子
化
情
報
を
含
め
た
文
書
化
・

記
録
化
が
重
要
な
鍵
と
な
る
（
50
）

。
オ
リ
ン
パ
ス
・
大
王
製
紙
事
件
な
ど
、
経
営
ト
ッ
プ
に
よ
る
不
正
の
関
与
は
内
部
統
制
の
弱
点
と
し
て
指

摘
さ
れ
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
利
い
た
内
部
統
制
が
求
め
ら
れ
る
。

三
二
二



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
五
五
）

東
芝
事
件
の
不
正
会
計
問
題
に
関
し
て
二
〇
一
五
年
七
月
二
〇
日
第
三
者
委
員
会
が
提
出
し
た
調
査
報
告
書
に
よ
れ
ば
（
51
）

、
東
芝
は

二
〇
〇
八
年
四
月
か
ら
二
〇
一
四
年
一
二
月
ま
で
の
約
七
年
間
で
合
計
一
五
一
八
億
円
の
利
益
の
水
増
し
を
行
っ
て
い
る
。
海
外
子
会
社

関
連
の
会
計
不
正
が
含
ま
れ
る
が
、
受
注
し
た
工
事
計
画
に
お
い
て
見
積
り
よ
り
も
低
い
原
価
計
上
を
行
っ
た
こ
と
、
損
益
赤
字
の
予
想

に
お
い
て
必
要
な
損
失
引
当
金
を
計
上
し
な
か
っ
た
こ
と
、
当
時
の
経
営
ト
ッ
プ
に
お
い
て
予
測
可
能
性
が
あ
り
、
あ
る
い
は
引
当
金
計

上
を
懸
念
す
る
発
言
を
行
っ
て
い
た
こ
と
等
の
問
題
点
が
あ
る
。

改
正
会
社
法
・
施
行
規
則
で
求
め
ら
れ
る
子
会
社
管
理
体
制
と
海
外
子
会
社
に
つ
い
て
み
る
と
、
改
正
会
社
法
施
行
規
則
で
は
取
締
役

会
決
議
の
対
象
事
項
と
し
て
子
会
社
管
理
体
制
に
関
す
る
規
定
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
決
議
対
象
は
子
会
社
の
体
制
で
な
く
親
会
社
に
お

け
る
体
制
で
あ
り
、
職
務
執
行
情
報
に
つ
い
て
は
子
会
社
の
職
務
執
行
に
関
す
る
情
報
収
集
体
制
、
リ
ス
ク
管
理
体
制
に
つ
い
て
は
リ
ス

ク
管
理
規
程
作
成
に
親
会
社
が
い
か
に
関
わ
る
か
を
決
議
す
る
こ
と
に
な
る
。

2
．
海
外
事
業
の
リ
ス
ク
管
理
の
実
際

　

│
グ
ロ
ー
バ
ル
ル
ー
ル
の
変
容
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
対
応
コ
ス
ト
の
増
加
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
│

海
外
事
業
の
リ
ス
ク
管
理
の
実
際
に
関
し
、
新
興
国
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
リ
ス
ク
と
規
制
リ
ス
ク
の
管

理
に
つ
い
て
、
贈
収
賄
、
独
占
禁
止
法
、
人
事
・
労
務
、
知
的
財
産
権
、
税
法
等
に
分
け
て
考
察
を
進
め
る
。
贈
収
賄
に
つ
い
て
は
米
国

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
、
英
国
Ｂ
Ａ
な
ど
域
外
適
用
の
問
題
も
含
め
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
大
き
い
影
響
を
与
え
て
お
り
、
現
地
法
、
日
本
法
、
米

国
・
英
国
の
各
法
律
の
下
で
三
重
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
対
応
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
贈
賄
リ
ス
ク
の
評
価
に
は
ト
ラ
ン
ス
ペ
ア
レ
ン

シ
ー
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
（T

ransparency International T
I

）
の
Ｔ
Ｉ
世
界
腐
敗
認
識
指
数
（C

orruption P
erceptions Index C

P
I （52

）
）

が
参
考
に
な
る
。

三
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
五
六
）

独
占
禁
止
法
に
つ
い
て
は
国
際
カ
ル
テ
ル
規
制
に
関
し
て
新
興
国
で
課
徴
金
減
免
制
度
（
リ
ニ
エ
ン
シ
ー
）
付
き
独
占
禁
止
法
が
制

定
・
施
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
多
国
籍
企
業
で
は
ヘ
ル
プ
ラ
イ
ン
等
に
よ
る
情
報
入
手
に
よ
り
、
い
ち
早
く
リ
ニ
エ
ン
シ
ー
対
応
を
図
る
こ

と
が
重
要
に
な
る
。
人
事
・
労
務
で
は
、
事
業
撤
退
に
伴
う
人
員
リ
ス
ト
ラ
等
に
際
し
て
混
乱
が
生
じ
や
す
く
、
労
働
契
約
法
分
野
の
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
重
要
性
を
増
し
て
い
る
。
知
的
財
産
法
に
つ
い
て
は
、
新
興
国
に
お
け
る
知
的
財
産
権
侵
害
リ
ス
ク
は
依
然
大
き
い

が
、
近
時
は
侵
害
者
に
さ
れ
る
リ
ス
ク
も
新
た
に
生
じ
て
お
り
、
登
録
で
き
る
権
利
は
早
期
に
登
録
す
る
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。

税
法
・
国
際
税
務
に
つ
い
て
は
、
親
会
社
取
引
に
お
け
る
移
転
価
格
（transfer pricing

）、
租
税
条
約
の
恒
久
的
施
設
（P

erm
anent 

E
stablishm

ent P
E

）
と
し
て
認
定
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
増
大
し
、
移
転
価
格
や
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
に
関
す
る
新
た
な
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

ル
ー
ル
遵
守
も
重
要
に
な
る
。
全
体
と
し
て
国
際
的
節
税
防
止
の
視
点
か
ら
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
（B

ase E
rosion and P

rofi t S
hifting

）
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
（
53
）

に
よ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
ル
ー
ル
形
成
な
ど
グ
ロ
ー
バ
ル
と
さ
れ
た
基
準
自
体
が
大
き
く
変
容
し
つ
つ
あ
り
、
企
業
側
の
対
応
が
求

め
ら
れ
る
。

第
七
章
．
ま
と
め
に
か
え
て

1
．
組
織
法
的
考
察
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

本
稿
で
は
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
強
化
の
中
の
刑
事
罰
規
定
の
あ
り
方
に
つ
い
て
英
国
Ｓ
Ｍ
Ｒ
、
国
際
取
引
法
領
域
の
規
定
・
裁
判
例

を
主
題
材
に
考
察
を
進
め
た
。
国
際
取
引
法
領
域
に
お
け
る
刑
罰
規
定
に
関
し
て
、
近
時
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
内
部
統
制
・
リ
ス
ク
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
つ
つ
あ
る
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
つ
い
て
は
要
件
・
効
果
を
検
討
し
た
。
米
国
の
規
制
当
局
で
あ
る
司
法

省
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
）、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
（
証
券
監
視
委
員
会
）
に
よ
る
事
実
上
の
域
外
適
用
を
図
る
力
は
強
ま
り
、
両
罰
規
定
さ
ら
に
は
共
謀
罪
適
用
な
ど

三
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国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
五
七
）

を
通
し
て
個
人
責
任
追
及
の
姿
勢
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
英
国
Ｓ
Ｍ
Ｒ
も
同
様
で
あ
り
、
違
法
性
に
係
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
分

野
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
経
営
の
妥
当
性
・
効
率
性
と
い
っ
た
経
営
戦
略
面
の
失
敗
に
対
す
る
経
営
陣
の
責
任
追
及
が
疎
か
に
な
っ
た
こ
と

が
リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
、
さ
ら
に
近
時
の
英
国
な
ど
新
た
な
金
融
不
祥
事
の
背
景
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
取
締
役
会
な
ど
集
団
的
意
思

決
定
シ
ス
テ
ム
に
保
護
さ
れ
た
経
営
面
の
大
き
な
失
敗
に
対
し
て
は
刑
事
罰
を
含
む
個
人
責
任
追
及
を
強
め
る
考
え
方
が
根
底
に
あ
る
。

経
営
戦
略
面
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
境
界
領
域
の
峻
別
、
一
つ
の
取
締
役
会
（
ワ
ン
ボ
ー
ド
）
の
中
で
経

営
陣
が
監
督
・
監
視
の
任
務
と
業
務
執
行
の
任
務
を
区
別
し
て
担
う
こ
と
の
問
題
点
が
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
。
社
外
取
締
役
、
内
部
常
勤

の
監
督
役
な
ど
非
業
務
執
行
取
締
役
（N

on E
xecutive D

irector N
E
D

）
に
つ
い
て
は
、
戦
略
面
の
ア
ド
バ
イ
ス
も
社
外
取
締
役
に
は
期

待
が
か
か
り
、
情
報
入
手
、
研
修
な
ど
を
通
じ
て
徐
々
に
内
勤
化
と
も
い
え
る
状
態
が
現
出
し
か
ね
な
い
こ
と
、
結
果
と
し
て
業
務
執
行

の
推
進
役
と
監
視
役
の
双
方
を
非
業
務
執
行
取
締
役
（
特
に
社
外
取
締
役
）
が
担
う
と
い
う
自
己
監
査
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
な
ど
英
米
型

の
ワ
ン
ボ
ー
ド
機
構
な
ら
で
は
の
脆
弱
性
・
ジ
レ
ン
マ
が
内
包
す
る
。
企
業
側
は
、
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
な
ど
で
議
論
さ
れ
る
三

つ
の
防
衛
線
（three lines of defense

）
の
内
部
監
査
機
能
を
最
後
の
砦
と
し
て
か
か
る
リ
ス
ク
に
対
応
せ
ん
と
す
る
が
、
内
部
監
査
部

署
・
機
能
は
取
締
役
な
ど
経
営
陣
で
は
な
く
従
業
員
レ
ベ
ル
の
日
常
監
査
が
主
で
あ
る
た
め
、
そ
の
制
度
設
計
と
し
て
経
営
陣
ト
ッ
プ
で

あ
る
Ｃ
Ｅ
Ｏ
（
最
高
業
務
執
行
役
員
）
の
下
に
レ
ポ
ー
ト
ラ
イ
ン
を
就
け
る
か
、
あ
る
い
は
非
業
務
執
行
取
締
役
主
体
の
監
査
（
等
）
委
員

会
に
就
け
る
か
、
そ
の
場
合
の
内
部
監
査
部
署
の
従
業
員
の
人
事
・
報
酬
面
の
権
限
を
如
何
に
Ｃ
Ｅ
Ｏ
か
ら
切
り
離
す
か
が
課
題
と
な
る

が
、
他
方
で
年
一
回
程
度
の
決
算
・
会
計
監
査
で
な
く
日
常
監
査
が
主
で
あ
り
、
日
々
の
業
務
に
監
査
結
果
を
活
用
・
改
善
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
業
務
を
率
い
る
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
経
営
執
行
陣
に
は
い
ち
早
く
情
報
を
上
げ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

も
抱
え
る
。
海
外
業
務
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
内
部
統
制
自
体
が
法
制
度
・
慣
習
も
異
な
る
現
地
法
人
に
お
い
て
行
わ
れ
る
た
め
、
本
社

三
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
五
八
）

と
の
一
体
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
内
部
統
制
の
構
築
・
運
用
の
実
践
に
は
一
層
の
困
難
な
面
が
伴
う
こ
と
に
な
る
。

2
．S

enior M
anagem

ent R
egim

e

の
刑
罰
規
定
導
入
と
グ
ロ
ー
バ
ル
内
部
統
制

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
金
融
業
界
の
海
外
会
社
の
経
営
執
行
の
機
能
に
つ
い
て
、
進
出
国
の
規
制
当
局
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
管
理
と
も

い
え
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
で
あ
る
英
国
のS

enior M
anagem

ent R
egim

e

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
刑
罰
規
定
導
入
、
な
ら
び
に
域

外
適
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
二
〇
一
六
年
導
入
に
向
け
議
論
が
進
め
ら
れ
る
未
調
整
項
目
も
含
め
て
検
討
を
し
た
。
並
行
し
て
、
証
券

取
引
法
や
経
済
法
、
国
際
不
正
取
引
防
止
法
領
域
の
刑
罰
規
定
に
関
し
て
、
規
範
化
概
念
と
域
外
適
用
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
。
域
外

適
用
の
問
題
は
規
制
当
局
と
裁
判
所
の
綱
引
き
の
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
経
営
戦
略
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。

英
国
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
つ
い
て
、
二
〇
一
二
年
Ｕ
Ｂ
Ｓ
事
件
（John P

ottage v. F
S
A

（F
S
/2010/0033

））
を
契
機
にA

pproved P
ersons 

R
egim

e

がS
enior M

anagem
ent R

egim
e
へ
抜
本
的
な
変
容
を
遂
げ
る
こ
と
と
な
る
。
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
関
す
る
域
外
適
用
に
つ
い
て
は
、

規
制
当
局
は
現
時
点
で
抑
制
的
な
運
用
方
針
を
示
す
が
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
実
効
性
を
確
保
す
べ
く
、
将
来
は
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
同

様
に
積
極
的
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
自
国
の
取
引
所
の
競
争
力
強
化
か
、
課
徴
金
重
視
か
な
ど
の
競
争
政
策
面
の
思
惑
も
絡
ん
で
こ
よ

う
。
ま
た
背
景
に
は
、
国
際
金
融
規
制
を
担
う
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
発
す
る
バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ
に
お
い
て
、
各
主
要
銀
行
の
自
主
的

な
内
部
格
付
け
手
法
を
採
用
す
る
な
ど
裁
量
的
リ
ス
ク
管
理
手
法
を
採
用
し
た
が
、
リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
勃
発
の
反
省
か
ら
最
新
の
バ
ー

ゼ
ル
Ⅲ
に
お
い
て
は
リ
ス
ク
計
測
に
つ
き
内
部
格
付
け
手
法
の
後
退
、
比
較
可
能
性
を
意
識
し
た
統
一
的
指
標
の
重
視
な
ど
国
際
金
融
規

制
は
全
般
的
規
制
強
化
へ
と
変
容
し
つ
つ
あ
り
、
こ
う
し
た
国
際
金
融
法
制
の
大
き
な
底
流
も
背
景
に
存
在
し
て
い
よ
う
。

経
営
執
行
陣
の
責
任
追
及
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
強
化
な
ど
規
制
当
局
の
姿
勢
は
規
制
強
化
に
傾
き
、
ま
た
規
制
コ
ス
ト
低
減
か
ら

企
業
の
自
主
的
な
内
部
監
査
の
充
実
を
求
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
国
際
取
引
法
分
野
で
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
導
入
、
域
外
適

三
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国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
五
九
）

用
拡
大
な
ど
の
当
局
の
姿
勢
が
顕
現
化
し
、
他
方
で
裁
判
判
例
は
一
定
の
謙
抑
制
を
示
し
て
い
る
と
思
料
さ
れ
る
。

米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
で
は
効
果
主
義
、
客
観
的
属
地
主
義
の
拡
大
な
ど
実
質
上
の
域
外
適
用
、
さ
ら
に
は
共
謀
罪
適
用
な
ど
に
よ
り
、
当
局

は
両
罰
規
定
で
あ
る
刑
罰
規
定
を
含
む
個
人
に
対
す
る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
強
化
す
る
。
ま
た
他
の
国
際
取
引
法
・
経
済
法
に
か
か

る
刑
罰
規
定
の
検
討
か
ら
、
規
範
化
概
念
の
拡
大
、
域
外
適
用
の
当
局
の
恣
意
性
と
適
用
圧
力
増
大
が
汲
み
取
れ
、
同
じ
く
国
際
取
引
に

か
か
る
一
九
七
二
年
創
設
さ
れ
た
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
を
み
て
も
既
に
適
用
の
事
例
数
の
蓄
積
も
あ
り
、
厳
罰
化
、
両
罰
規
定
に
よ
る
個
人
責

任
追
及
、
さ
ら
に
は
共
謀
罪
の
適
用
に
よ
る
立
件
の
容
易
化
、
和
解
な
ど
を
通
じ
た
連
鎖
的
な
対
象
範
囲
の
拡
大
が
企
図
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
裁
判
例
で
は
全
般
的
に
謙
抑
的
な
傾
向
が
指
摘
さ
れ
、
今
後
の
趨
勢
が
注
視
さ
れ
る
。

英
国
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
お
い
て
創
設
さ
れ
る
予
定
の
刑
罰
規
定
の
内
容
は
現
時
点
で
は
詳
細
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
規
制
当
局
の
発
言
で
は
域

外
適
用
を
否
定
す
る
が
、
我
が
国
全
銀
協
で
は
懸
念
の
表
明
が
さ
れ
て
い
る
。
関
連
法
領
域
に
お
け
る
刑
罰
規
定
に
つ
い
て
は
規
範
化
概

念
の
進
展
が
判
例
に
よ
り
窺
え
る
こ
と
、
規
制
当
局
の
訴
追
拡
大
の
手
法
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
、
一
方
で
は
裁
判
例
は
域
外
適
用
に
は

謙
抑
的
と
も
い
え
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
規
範
化
概
念
の
拡
大
、
域
外
適
用
に
対
す
る
裁
判
所
の
謙
抑
姿
勢
の
狭

間
で
国
際
取
引
・
経
済
法
に
か
か
る
刑
罰
規
定
も
策
定
、
運
用
が
進
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
か
か
る
国
際
金
融
法
制
も
ソ
フ

ト
ロ
ー
と
し
て
こ
う
し
た
裁
判
例
を
通
し
、
形
成
、
発
展
し
て
い
く
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
刑
罰
規
定
も
今
後
の
域
外
適
用
の

リ
ス
ク
は
十
分
に
想
定
さ
れ
、
全
銀
協
会
か
ら
も
懸
念
が
示
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
は
全
社
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、

内
部
監
査
と
一
体
化
し
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
（plan-do-check-act cycle
）
を
意
識
し
た
連
結
グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
整
備
が
求
め
ら
れ
る
。

我
が
国
の
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
が
掲
げ
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
一
体
化
し
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
、
規
律
付
け
が

大
切
と
な
る
が
、
金
融
機
関
に
お
い
て
は
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
三
つ
の
防
衛
線
（three lines of defence

）
に
基
づ
く
制
度
設
計
に

三
二
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
六
〇
）

関
し
て
、
英
国
の
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
考
察
が
重
要
な
示
唆
と
な
る
。
我
が
国
で
は
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
内
、
企
業
の
自
主
的
規
制
で
あ
るC

ertifi cation 

R
egim

e
（
Ｃ
Ｒ
）
導
入
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
別
稿
で
示
唆
し
た
。
ソ
フ
ト
ロ
ー
・
上
場
規
則
と
な
っ
て
い
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
・
コ
ー
ド
に
お
い
て
個
人
対
象
あ
る
い
は
両
罰
規
定
た
る
刑
事
罰
規
定
を
盛
り
込
む
こ
と
は
現
時
点
で
現
実
的
で
は
な
い
が
、
グ

ロ
ー
バ
ル
企
業
に
お
い
て
は
海
外
子
会
社
を
含
む
グ
ロ
ー
バ
ル
内
部
統
制
が
求
め
ら
れ
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
（
法
令
遵
守
）
と
経
営
の

妥
当
性
領
域
の
失
敗
の
区
分
も
不
明
確
化
し
つ
つ
あ
り
、
金
融
業
界
を
含
め
欧
米
規
制
当
局
側
の
規
制
強
化
の
姿
勢
は
明
確
で
こ
う
し
た

考
察
は
今
後
大
い
に
意
味
を
持
っ
て
く
る
も
の
と
思
料
す
る
。

従
前
の
集
団
的
意
思
決
定
の
保
護
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
線
引
き
等
が
不
透
明
な
運
用
の
あ
り
方
か
ら
、

個
人
責
任
追
及
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
強
化
へ
の
流
れ
が
窺
え
、
そ
の
一
環
で
ソ
フ
ト
ロ
ー
な
が
ら
経
営
意
思
決
定
に
か
か
る
責
任
に

も
規
律
対
象
を
拡
大
し
刑
罰
規
定
導
入
も
予
定
さ
れ
る
な
ど
、
我
が
国
の
今
後
の
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
に
繋
が
る
。

米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
な
ど
に
関
し
て
、
第
一
義
的
に
は
企
業
に
対
し
規
制
当
局
の
適
用
圧
力
が
か
か
る
た
め
、
企
業
側
の
対
応
は
海
外
子
会

社
へ
の
企
業
集
団
的
内
部
統
制
、
内
部
監
査
の
構
築
、
運
用
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
達
成
が
重
要
と
な
り
、
本
社
あ
る
い
は
グ
ロ
ー
バ
ル

本
社
に
よ
る
全
社
的
内
部
統
制
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（E

nterprise R
isk M

anagem
ent E

R
M

）
の
構
築
・
運
用
に
か
か
る
こ
と
に
な

る
。3

．
ソ
フ
ト
ロ
ー
な
ら
び
に
内
部
統
制
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
会
社
法
上
の
義
務
に
か
か
る
考
察

⑴　

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
法
的
意
義
と
民
事
・
刑
事
責
任
│
善
管
注
意
義
務
へ
の
転
換
│

関
連
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
か
か
る
自
己
規
律
と
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
基

づ
く
法
執
行
事
例
に
お
い
て
は
、
被
訴
追
企
業
に
対
し
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
整
備
を
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
・
プ
ロ

三
二
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国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
六
一
）

セ
ス
に
お
い
て
要
求
す
る
こ
と
で
訴
追
延
期
・
免
除
を
図
る
等
の
司
法
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（A
 R
esource G

uide to the U
.S
. F
oreign C

orrupt P
ractices A

ct （54
）

）
に
お
い
て
米
国
司
法
省
（D

epartm
ent of Justice

）
は
証
券
取
引
委

員
会
（S

ecurities and E
xchange C

om
m
ission

）
と
共
に
刑
罰
法
規
の
解
釈
論
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
た
（
55
）

。
上
場
企
業
に
対

し
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
整
備
を
促
す
こ
と
で
実
効
的
な
企
業
ガ
バ
ナ
ン
ス
確
保
を
規
制
当
局
は
意
図
し
て
い
る
（
56
）

。

米
国
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
制
度
に
お
い
て
は
、
企
業
内
に
自
主
的
に
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
整
備
・

構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
法
抵
触
の
事
実
が
発
生
し
た
場
合
に
も
民
事
・
刑
事
責
任
の
減
免
が
図
ら
れ
、
自
主
的
な
内
部
規
律
の
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
と
な
り
、
規
制
当
局
か
ら
は
規
制
コ
ス
ト
削
減
に
も
繋
が
る
。
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
内
部
告
発
奨
励
条
項
が
か

か
る
自
主
的
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
効
性
に
与
え
る
ジ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
も
述
べ
て
き
た
。

会
社
の
取
締
役
が
負
う
法
令
遵
守
義
務
（
会
社
法
三
五
五
条
）
に
お
い
て
、
法
令
に
は
会
社
法
上
の
規
定
の
他
に
全
国
内
法
を
意
味
し

（
非
限
定
説
（
57
）

）、
加
え
て
国
際
取
引
、
海
外
事
業
を
行
う
場
合
に
全
て
の
外
国
法
令
遵
守
義
務
を
負
う
と
解
さ
れ
る
（
58
）

。
我
が
国
の
外
国
公
務

員
贈
賄
罪
の
他
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
、
Ｕ
Ｋ
Ｂ
Ａ
の
適
用
対
象
と
な
り
得
る
企
業
内
の
取
締
役
は
善
管
注
意
義
務
の
内
容
と
し
て
外
国
法
令
を
遵

守
す
る
た
め
の
内
部
統
制
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
整
備
が
求
め
ら
れ
る
。
内
部
統
制
体
制
不
備
等
に
よ
り
従
業
員
等
の
違

法
行
為
を
防
止
で
き
ず
に
会
社
に
罰
金
が
科
さ
れ
る
場
合
、
取
締
役
の
任
務
懈
怠
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
会
社
に
科
さ
れ
る
罰
金
等
を

取
締
役
に
損
害
賠
償
請
求
で
き
る
か
に
つ
き
、
罰
金
の
一
身
専
属
性
等
を
理
由
に
否
定
的
な
見
解
も
あ
る
が
（
主
に
刑
法
学
者
）、
裁
判
例
、

会
社
法
上
の
学
説
か
ら
は
肯
定
説
（
59
）

が
多
く
見
ら
れ
る
（
60
）

。

刑
罰
規
定
と
役
員
個
人
に
対
す
る
善
管
注
意
義
務
の
接
点
の
課
題
と
な
る
が
、
①
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
な
ど
国
際
取
引
法
上
問
わ
れ
る
対
会
社
責

任
と
し
て
罰
金
な
ど
の
刑
罰
規
定
が
定
め
ら
れ
る
場
合
、
こ
れ
を
取
締
役
の
任
務
懈
怠
責
任
と
し
て
役
員
個
人
に
請
求
で
き
る
か
、
個
人

三
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
六
二
）

の
民
事
責
任
へ
の
転
換
に
つ
い
て
は
肯
否
が
あ
り
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
免
責
は
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
に
関

わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
要
求
水
準
を
厳
格
に
設
定
し
す
ぎ
る
と
内
部
規
定
に
違
反
し
た

と
い
う
善
管
注
意
義
務
違
反
に
直
面
す
る
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
。
他
方
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
緩
く
設
定
す
る
と

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
等
の
免
責
を
得
や
す
く
な
る
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
お
け
る
不
正
防
止
自
体
の
機
能
を
果
た
し
に
く
く
な
る
。
②
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ

等
に
お
い
て
個
人
の
刑
事
責
任
（
禁
固
・
罰
金
）
が
直
裁
的
に
規
定
・
追
求
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

⑵　

グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
か
か
る
自
己
規
律
と
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト

こ
う
し
た
観
点
の
下
、
内
部
規
定
と
会
社
法
上
の
義
務
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
。
我
が
国
企
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
内
部
統
制
・
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
関
し
、
会
社
法
制
の
観
点
か
ら
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
構
築
等
の
任
務
懈
怠
に
対
し
て
、
非
業
務
執
行
役
員

（
独
立
社
外
取
締
役
、
社
外
監
査
役
等
）
の
助
言
・
勧
告
な
ど
の
果
た
す
べ
き
役
割
・
責
任
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

ソ
フ
ト
ロ
ー
の
発
展
形
態
と
し
て
、
英
国
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
よ
う
に
ハ
ー
ド
ロ
ー
・
ミ
ッ
ク
ス
と
し
て
刑
事
罰
、
民
事
罰
規
定
ま
で
直
接
エ
ン

フ
ォ
ー
ス
と
し
て
盛
り
込
む
ケ
ー
ス
は
と
も
か
く
、
我
が
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
よ
う
に
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス

の
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
原
則
に
止
ま
る
場
合
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
い
か
に
図
る
か
、
経
営
執
行
陣
な
ら
び
に

こ
れ
を
監
視
・
監
督
す
る
非
業
務
執
行
役
員
の
義
務
、
責
任
追
及
が
次
な
る
考
察
課
題
と
な
る
。

就
中
、
業
界
自
主
ル
ー
ル
な
ど
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
る
要
求
事
項
に
対
す
る
役
員
の
義
務
違
反
が
観
念
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
考
察
は
、
我

が
国
に
お
い
て
英
国
Ｓ
Ｍ
Ｒ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
企
業
集
団
内
部
統
制
、
更
に
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
係
る
金
融
機

関
、
上
場
企
業
等
の
備
え
と
し
て
意
味
を
持
と
う
。
業
界
自
主
ル
ー
ル
な
ど
を
内
容
の
一
部
と
す
る
内
部
統
制
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
の
体
制
構
築
・
運
用
は
取
締
役
会
の
義
務
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
等
の
任
務
懈
怠
に
対
し
て
社
外
役
員
・
非
業
務
執
行
取

三
三
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国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
六
三
）

締
役
が
い
か
な
る
義
務
・
責
任
を
負
う
か
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
あ
り
方
が
論
点
と
な
る
。

我
が
国
会
社
法
に
お
い
て
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
あ
る
い
は
リ
ス
ク
管
理
シ
ス
テ
ム
構
築
の
必
要
性
あ
る
い
は
義
務
化
に
関
し
て
役
員

の
対
会
社
、
対
第
三
者
責
任
が
問
わ
れ
た
判
例
は
多
く
、
リ
ス
ク
管
理
体
制
の
構
築
義
務
違
反
が
否
定
さ
れ
た
事
案
も
あ
る
（
61
）

。

社
外
役
員
に
お
い
て
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
し
て
代
表
取
締
役
の
任
務
懈
怠
に
対
す
る
監
督
を
怠
っ
た

監
査
役
の
会
社
に
対
す
る
損
害
賭
償
責
任
の
有
無
・
程
度
が
問
題
と
な
っ
た
直
近
の
事
案
（
セ
イ
ク
レ
ス
ト
役
員
責
任
査
定
決
定
異
議
申
立
事

件
控
訴
審
判
決
・
大
阪
高
判
平
成
二
七
年
五
月
二
一
日
）
に
お
い
て
、
社
外
監
査
役
に
対
し
会
社
に
対
す
る
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
構
築
の
ほ

か
、
当
該
代
表
取
締
役
の
解
職
に
向
け
た
助
言
ま
た
は
勧
告
を
義
務
付
け
た
上
で
、
そ
の
義
務
を
怠
っ
た
た
め
に
代
表
取
締
役
の
金
員
交

付
に
係
る
任
務
懈
怠
を
防
止
し
得
な
か
っ
た
と
し
て
、
監
査
役
の
任
務
懈
怠
の
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
点
、
当
該
監
査
役
が
社
外
監
査

役
で
あ
っ
た
点
に
特
徴
が
あ
る
（
62
）

。

社
外
監
査
役
の
助
言
・
勧
告
義
務
の
実
質
的
な
根
拠
と
し
て
日
本
監
査
役
協
会
「
監
査
役
監
査
基
準
」
の
法
規
範
性
が
問
わ
れ
る
（
63
）

。
当

該
事
案
で
は
同
基
準
を
自
社
基
準
と
し
て
内
部
規
範
化
し
て
お
り
、
従
業
員
が
内
規
に
従
う
義
務
が
あ
る
か
、
業
界
自
主
ル
ー
ル
に
従
う

義
務
が
あ
る
か
、
裁
判
所
が
法
的
義
務
と
し
て
認
識
す
べ
き
か
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
根
幹
に
係
る
議
論
が
出
さ
れ

る
。コ

ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
遵
守
（
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
）
も
同
様
の
課
題
を

内
包
す
る
。
社
内
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
定
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
れ
ば
非
遵
守
の
場
合
に
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
役
員
の
善
管
注
意
義
務
違
反
を
生
じ

る
か
、
そ
の
場
合
の
社
外
役
員
（
非
業
務
執
行
取
締
役
、
社
外
監
査
役
）
の
助
言
・
勧
告
義
務
の
根
拠
、
違
反
の
場
合
の
社
外
役
員
へ
の
責

任
追
及
、
責
任
限
度
契
約
の
関
わ
り
な
ど
が
議
論
の
俎
上
に
の
ぼ
る
。
自
主
的
に
社
内
規
定
と
し
て
厳
格
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
義
務
違
反

三
三
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
六
四
）

を
招
来
し
、
社
外
か
ら
追
及
さ
れ
か
ね
な
い
ジ
レ
ン
マ
も
あ
る
。

一
般
的
議
論
と
し
て
、
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
し
て
業
界
な
ど
の
自
主
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
が
内
規
・
社
内
規

範
化
す
れ
ば
善
管
義
務
違
反
と
な
る
か
、
取
締
役
会
が
会
社
法
規
定
と
別
に
善
管
義
務
違
反
の
類
型
を
定
め
得
る
か
、
あ
る
い
は
取
締
役

の
監
視
義
務
違
反
と
構
成
す
る
か
、
一
般
的
信
認
義
務
の
片
務
的
強
行
法
規
化
と
把
握
す
る
か
、
そ
の
上
で
か
か
る
取
締
役
の
義
務
違
反

に
対
す
る
社
外
監
査
役
等
の
助
言
・
勧
告
義
務
の
有
無
、
そ
の
違
反
を
観
念
し
う
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
コ
ー
ド
な
ど
ソ
フ
ト
ロ
ー

の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
関
わ
る
根
幹
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
ま
た
監
査
役
の
保
有
す
る
意
見
陳
述
権
（
会
社
法
三
八
三
条
）
と
い
う
本
来

的
な
権
限
を
ど
こ
ま
で
義
務
と
し
て
扱
う
か
と
い
う
問
題
意
識
で
も
あ
る
。

自
主
ル
ー
ル
な
ど
が
任
意
に
内
規
規
程
化
す
れ
ば
こ
れ
を
遵
守
す
る
義
務
が
生
じ
る
と
解
す
る
立
場
（
64
）

、
他
方
で
企
業
が
自
主
的
な
規
程

と
し
た
と
こ
ろ
で
任
用
契
約
の
内
容
に
な
る
も
の
で
も
な
く
法
的
な
義
務
を
直
接
構
成
す
る
も
の
に
変
じ
る
わ
け
で
も
な
い
と
す
る
立

場
（
65
）

が
あ
る
。

内
規
規
程
と
し
て
社
内
に
取
り
込
ま
れ
て
い
れ
ば
任
用
契
約
あ
る
い
は
誓
約
違
反
と
し
て
経
営
陣
の
善
管
義
務
違
反
を
観
念
す
る
余
地

が
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
場
合
は
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
の
プ
リ
ン
シ
プ

ル
ベ
ー
ス
に
依
拠
し
、
非
遵
守
の
場
合
も
説
明
す
れ
ば
原
則
を
ク
リ
ヤ
ー
で
き
る
。
そ
の
場
合
の
社
外
役
員
の
経
営
陣
に
対
す
る
助
言
・

勧
告
義
務
を
い
か
に
解
す
る
か
、
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
内
規
規
程
と
し
て
社
内
に
取
り
込
ま
れ
な
い
場
合
は
直
ち
に
義
務
違
反
と
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
が
、
上
場
規
則
違
反
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
あ
る
い
は
コ
ー
ド
の
場
合
、
社
内
規
定
化
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

全
上
場
企
業
が
遵
守
す
べ
き
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
で
あ
り
、
や
は
り
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
に
係
る
経
営
陣
の
義
務

違
反
、
な
ら
び
に
社
外
役
員
の
助
言
・
勧
告
義
務
違
反
の
問
題
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
規
制
あ
る
い

三
三
二



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
六
五
）

は
義
務
違
反
に
対
す
る
企
業
側
の
役
員
の
責
任
な
ど
今
後
の
制
度
設
計
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

（
1
） 
拙
稿
「
英
国
金
融
法
制
とS

enior M
anagem

ent R
egim

e

│
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
交
錯
、
裁
判
例
を
通
じ
た
ソ
フ
ト

ロ
ー
の
変
容
、
上
級
管
理
者
機
能
（
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
）
お
よ
び
域
外
適
用
│
」
日
本
法
学
第
八
一
巻
二
号
（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
）
一
│
六
一
頁
。
拙
著

『
国
際
経
営
法
の
新
展
開
│
会
社
法
改
正
な
ら
び
に
金
融
法
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
接
点
│
』
文

眞
堂
（
二
〇
一
四
年
一
二
月
）
一
│
三
八
四
頁
（
二
〇
一
五
年
九
月
日
本
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
会
優
秀
著
作
賞
受
賞
）。

（
2
） 

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
二
〇
一
一
年
一
二
月
市
中
協
議
文
書
「
銀
行
の
内
部
監
査
機
能
」
で
は
原
則
一
三
説
明
文
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
五
五

に
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
が
示
さ
れ
る
。

（
3
） P

rudential R
egulation A

uthority, B
ank of E

ngland, C
onsultation P

aper F
C
A
 C
P
15/5 P

R
A
 C
P
7/15 “A

pproach to non-

executive directors in banking and S
olvency Ⅱ

fi rm
s &
 A
pplication of the presum

ption of responsibility to S
enior M

anagers in 

banking fi rm
s” F
ebruary 2015.

（
4
） 

小
立
敬
「
英
国
の
新
た
な
金
融
監
督
体
制
―
マ
ク
ロ
プ
ル
ー
デ
ン
ス
に
重
点
を
置
い
た
体
制
づ
く
り
」
月
刊
資
本
市
場
№
三
二
三
（
二
〇
一
二

年
七
月
）
二
八
│
三
四
頁
。

（
5
） 

油
布
志
行
・
金
融
庁
総
務
企
画
局
企
業
開
示
課
長
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
つ
い
て
」
日
本
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン

ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
二
〇
一
五
年
四
月
八
日
）。

（
6
） U

K
 F
inancial Institutions: P

roposals for N
ew
 S
enior M

anagers and C
ertifi cation R

egim
es, by W

illiam
 Y
onge, F

inancial 

S
ervices P

ractice,M
organ L

ew
is. 

（
7
） P
R
A
 C
P
14/14 and F

C
A
 C
P
14/13 - S

trengthening accountability in banking: a new
 regulatory fram

ew
ork for individuals.

（
8
） T

he F
C
A
 and P

R
A
 S
enior M

anegers and C
ertifi cation R

egim
e-T
he new

 landscape,A
llen &

O
very L

L
P
 2014.

（
9
） S

trengthening accountability in banking: U
K
 branches of foreign banks ‒ C

P
9/15, 16 M

arch 2015. http://w
w
w
.

三
三
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
六
六
）

bankofengland.co.uk/pra/P
ages/publications/cp/2015/cp915.aspx.

（
10
） 

「
英
健
全
性
監
督
機
構
（
Ｐ
Ｒ
Ａ
）
お
よ
び
英
金
融
行
動
監
視
機
構
（
Ｆ
Ｃ
Ａ
）
に
よ
る
市
中
協
議
文
書
「
銀
行
の
説
明
責
任
の
強
化
：
英
国

外
銀
支
店
に
係
る
規
制
」
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」、「「
同
：
銀
行
の
役
職
員
個
人
に
対
す
る
規
制
の
枠
組
み
」
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」
全
国
銀
行
協

会
（
二
〇
一
五
年
五
月
二
五
日
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
三
一
日
）。C

onsultation P
aper F

C
A
15/10,P

R
A
9/15 S

trengthening 

accountability in banking: U
K
 branches of foreign banks,M

arch 2015., P
R
A
 C
P
14/14 and F

C
A
 C
P
14/13 - S

trengthening 

accountability in banking: a new
 regulatory fram

ew
ork for individuals,July 2014.

（
11
） 

そ
の
後
、
二
〇
一
五
年
三
月
一
六
日
Ｐ
Ｒ
Ａ
・
Ｆ
Ｃ
Ａ
協
議
文
書
「
銀
行
の
説
明
責
任
の
強
化
：
英
国
外
銀
支
店
に
係
る
規
制
」
が
公
表
さ
れ
、

二
〇
一
五
年
五
月
二
五
日
全
銀
協
が
コ
メ
ン
ト
を
出
し
て
い
る
。

（
12
） 

拙
稿
「S

enior M
anagers’ R

egim
e

とC
ertifi cation R

egim
e

│
英
国
金
融
規
制
に
み
る
国
際
私
法
的
規
律
な
ら
び
に
新
た
な
ガ
バ
ナ
ン

ス
│
」
立
命
館
法
学
第
三
六
三
・
三
六
四
号
（
二
〇
一
六
年
三
月
）
六
八
四
│
七
一
四
頁
。

（
13
） A

ssociation of F
oreign B

anks, S
enior M

anagers / C
ertifi cate R

egim
e W
allchart,A

ugust 2015. R
elevant C

onsultations:F
C
A
 

C
P
/12, P

R
A
 P
S
16/15, P

R
A
 S
S
28/15.

（
14
） C

onsulted on in C
P
15/9. T

he F
inal handbook text on G

uidance on the presum
ption of responsibility is scheduled to be 

released A
utum

n 2015.

（
15
） 

武
井
一
浩
「
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
の
実
務
対
応
と
上
場
企
業
法
制
上
の
論
点
」
東
京
大
学
第
五
〇
回
比
較
法
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ダ
ブ
ル

コ
ー
ド
時
代
の
攻
め
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
」（
二
〇
一
六
年
三
月
二
八
日
）。

（
16
） 

米
国
海
外
腐
敗
行
為
防
止
法
（
合
衆
国
法
典　

第
一
五
編 
通
商　

第
二
Ｂ
章 

証
券
取
引
セ
ク
シ
ョ
ン78dd-1

）T
he F

oreign C
orrupt 

P
ractices A

ct of 1977

（15 U
.S
.C
. §
§
78dd-1, et seq.

）http://w
w
w
.justice.gov/crim

inal/fraud/fcpa/

（
17
） 

拙
稿
「
新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察
│
域
外
適
用
とR

ed F
lag

対
処
義
務
│
」
政
経
研
究
第
五
〇
巻
第
三
号
『
秋
山
和
宏
教
授
古

希
記
念
号
』（
二
〇
一
四
年
三
月
）
六
〇
九
│
六
五
四
頁
。
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
事
件
（
米
国
司
法
省
事
件N

o.11-C
R
-651

）
に
つ
い
て
、
梅
田
勝
「
外

国
公
務
員
贈
賄
防
止
体
制
の
研
究
」
麗
澤
大
学
出
版
会
（
二
〇
一
一
年
）
一
一
四
│
一
七
〇
頁
。

三
三
四



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
六
七
）

（
18
） 

経
済
産
業
省
知
的
財
産
政
策
室
「
平
成
二
三
年
度　

中
小
企
業
の
海
外
展
開
に
係
る
不
正
競
争
等
の
リ
ス
ク
へ
の
対
応
状
況
に
関
す
る
調
査

（
外
国
公
務
員
贈
賄
規
制
法
制
に
関
す
る
海
外
動
向
調
査
）
同
報
告
書
」
日
本
能
率
協
会
総
合
研
究
所
（
二
〇
一
二
年
三
月
）
三
│
六
四
頁
。http://

w
w
w
.m
eti.go.jp/policy/external_econom

y/zouw
ai/houkokusho.htm

l.

米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
、
英
国
Ｂ
Ａ
等
に
つ
い
て
詳
細
に
調
査
さ
れ
て
お
り
、

本
文
第
四
章
Ⅰ
、
Ⅱ
に
お
い
て
参
照
し
た
。
こ
の
他
、
高
巖
・
國
廣
正
・
五
味
祐
子
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
リ
ス
ク
と
し
て
の
海
外
腐
敗
行
為
│
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
贈
賄
事
件
を
巡
っ
て
│
」R

eitaku International Journal of E
conom

ic S
tudies V

ol.20, N
O
2, S
eptem

ber 2012, pp.1-24.

（
19
） 

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
国
際
商
取
引
に
お
け
る
外
国
公
務
員
に
対
す
る
贈
賄
の
防
止
に
関
す
る
条
約
は
日
本
を
含
む
三
三
ヶ
国
が
署
名
し
一
九
九
九
年
二
月

発
効
し
た
。http://w

w
w
.m
ofa.go.jp/m

ofaj/gaiko/oecd/kom
uin.htm

l

（
20
） 

「
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
指
針
」
経
済
産
業
省
（
平
成
二
七
年
七
月
三
〇
日
改
訂
）。http://w

w
w
.m
eti.go.jp/press/2015/07/

20150730008/20150730008-1.pdf

（
21
）P

ub. L
. 111-203, July 21, 2010, 124 S

tat. 1376.

（
22
） 

「
英
国
で
新
た
な
贈
収
賄
禁
止
法
が
成
立
」O

’M
elvency&

M
yers L

L
P

（
二
〇
一
〇
年
五
月
一
〇
日
）
参
照
。w

w
w
.om
m
tokyo.jp/new

s/

backnum
ber/20100510.htm

l

（
23
） 

立
証
責
任
に
つ
き
、U

nited S
tates v. K

ay,359 F
.3d 738, 754-56

（5th C
ir. 2004

）

（
24
） 

「
二
〇
一
一
年
七
月
一
日
施
行
予
定
の
英
国
贈
収
賄
法
│
英
国
法
務
省
が
英
国
贈
収
賄
法
の
適
用
に
関
す
る
指
針
を
発
表
│
」
モ
リ
ソ
ン
・

フ
ォ
ス
タ
ー
外
国
法
事
務
弁
護
士
事
務
所
（
二
〇
一
一
年
四
月
一
五
日
）。http://w

w
w
.m
ofo.jp/topics/legal-updates/tlcb/20110415.htm

l

（
25
） 

拙
稿
「
国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
」
日
本
法
学
第
七
九
巻 

第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

一
│
七
三
頁
。

（
26
） M
orrison v. N

ational A
ustralia B

ank, L
td. N

o.07-0583-cv
（2d C

ir. 2008

）.

樋
口
航
「
一
九
三
四
年
米
国
証
券
取
引
所
法
の
域
外
適

用
に
関
す
る
米
国
連
邦
最
高
裁
判
決
〜
米
国
預
託
証
券
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
を
発
行
し
て
い
る
企
業
に
対
す
る
影
響
〜
」
国
際
商
事
法
務
第
三
九
巻
第
九
号

（
二
〇
一
一
年
）
一
二
四
七
│
一
二
五
六
頁
。「
米
国
連
邦
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
、
外
国
発
行
会
社
の
証
券
訴
訟
に
つ
い
て
判
断
」
モ
リ
ソ
ン
・

フ
ォ
ー
ス
タ
ー
Ｌ
Ｌ
Ｐ
（
二
〇
〇
八
年
一
一
月
一
一
日
）。
松
尾
直
彦
「
証
券
取
引
法
の
域
外
適
用
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
『
ア
メ
リ
カ
法
判
例
百
選
』

三
三
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
六
八
）

（
二
〇
一
二
年
一
二
月
）
二
五
〇
│
二
五
一
頁
。

（
27
） 

「Y
our M

oney A
nd Y

our L
ife:T

he E
xport of U

.S
. A
ntitrust R

em
edies 

米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
救
済
措
置
の
国
際
的
な
浸
透
に
つ
い

て
」P

rofessor H
arry F

irst N
ew
 Y
ork U

niversity S
chool of L

aw

、「E
vidence in E

U
 cartel proceedings E

U

競
争
法
の
カ
ル
テ
ル

審
査
手
続
に
お
け
る
証
拠
に
つ
い
て
」Jacques B

uhart, P
artner, M

cD
em
ott W

ill &
 E
m
ery, P

aris, F
rance

、
マ
ル
ク
・
ヴ
ァ
ン
デ
ル
・

ヲ
ウ
デ
「Judicial R

eview
 in E

U
 C
om
petition C

ases E
U

競
争
法
事
件
に
お
け
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
」M

ac nan der W
oude,Judge at 

the G
eneral C

ourt, C
ourt of Justice of the E

uropean U
nion

（
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
欧
州
連
合
司
法
裁
判
所
一
般
裁
判
所
判
事
）
東
京
大
学

第
四
七
回
比
較
法
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『T

he G
lobal T

rend in M
odern C

om
petition L

aw
&
P
olicy 

最
新
の
競
争
法
・
競
争
政
策
に
お
け
る
世

界
的
動
向
』（
二
〇
一
四
年
八
月
五
日
）。

（
28
） 

「T
he E

xtra-T
erritorial A

pplication of U
.S
. C
rim
inal L

aw
 

米
国
刑
法
の
域
外
適
用
」P

rofessor Joseph L
. H
off m
ann M

aurer 

S
chool of L

aw
 Indiana U

niversity 

東
京
大
学
第
四
九
回
比
較
法
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『M

odern Issues in A
m
erican L

aw

ア
メ
リ
カ
法
の
現

代
的
課
題
』（
二
〇
一
五
年
八
月
五
日
）
参
照
。

（
29
） 

「
諸
外
国
に
お
け
る
他
人
の
識
別
符
号
の
譲
受
け
行
為
等
を
規
制
す
る
関
連
法
令
に
係
る
調
査
報
告
書
」
財
団
法
人
社
会
安
全
研
究
財
団

（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
）
一
│
四
二
頁
。

（
30
） 

拙
稿
「
忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
│
米
国
の
忠
実
義
務
の
規
範
化
概
念
と
英
国
会
社
法
の
一
般
的
義
務
、
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド

シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA
pproved P

ersons

制
度
等
の
接
点
│
」
日
本
法
学
『
山
川
一
陽
教
授
古
希
記
念
』
第
八
〇
巻
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

四
三
九
│
四
九
二
頁
。

（
31
） 

拙
稿
・
前
掲
「
忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
│
米
国
の
忠
実
義
務
の
規
範
化
概
念
と
英
国
会
社
法
の
一
般
的
義
務
、
英
国
ス
チ
ュ

ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
等
の
接
点
│
」
四
三
九
│
四
九
二
頁
。

（
32
） http://harvardlaw

review
.org/w

p-content/uploads/pdfs/vol126_united_states_v_nosal.pdf

（
33
） 

拙
稿
・
前
掲
「
国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
」
一
│
七
三
頁
。

（
34
） http://w

w
w
.suprem

ecourt.gov/opinions/09pdf/08-1191.pdf. M
orrison v. N

ational A
ustralia B

ank, L
td. N

o.07-0583-cv

（2d 

三
三
六



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
六
九
）

C
ir. 2008

）. http://w
w
w
.m
ofo.jp/topics/publication/20081111.htm

l.

湯
原
心
一
「
ア
メ
リ
カ
法
判
例
研
究
⑹　

証
券
取
引
所
法
第
一
〇
条

⒝
項
の
域
外
適
用
と
外
国
で
の
取
引
」
比
較
法
学
四
五
巻
二
号
（
二
〇
一
一
年
一
二
月
）
二
三
一
│
二
三
八
頁
。
拙
稿
「
域
外
適
用
と
銀
証
分
離
の

交
錯
│
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
法
制
の
新
潮
流
│
」
政
経
研
究
第
四
九
巻
第
四
号
奥
村
大
作
教
授
古
希
記
念
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
一
七
一
│
二
〇
四

頁
。

（
35
） 

二
〇
〇
七
年
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
ル
ー
ル
（12g3-2

（b

））
が
改
正
さ
れ
、
ス
ポ
ン
サ
ー
な
し
Ａ
Ｄ
Ｒ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
急
増
し
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関

連
す
る
発
行
体
の
米
国
に
お
け
る
行
為
は
存
在
し
な
い
た
め
非
米
国
発
行
体
が
懸
念
す
べ
き
訴
訟
リ
ス
ク
は
小
さ
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
後
掲
・
大

橋
宏
一
郎
五
〇
頁
。

（
36
） 

大
橋
宏
一
郎
「
米
国
証
券
法
の
域
外
適
用
に
関
す
る
最
近
の
動
向
」
金
融
財
政
事
情
（
二
〇
一
一
年
二
月
七
日
）
四
八
│
五
〇
頁
。
松
尾
直
彦

弁
護
士
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
ま
た
は
ア
メ
リ
カ
司
法
省
が
提
起
す
る
訴
訟
な
ど
に
限
っ
て
、
効
果
テ
ス
ト
お
よ
び
行
為
テ
ス
ト
が
部
分
的
に
立
法
化
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
私
的
訴
権
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
旨
を
述
べ
ら
れ
る
。
前
掲
注（
26
）。

（
37
） 

拙
稿
「
域
外
適
用
の
現
代
的
考
察
│
恣
意
性
な
ら
び
に
効
果
主
義
理
論
の
整
合
性
│
」『
企
業
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
』
尚
学
社
（
二
〇
一
三
年

一
二
月
）。

（
38
） K

iobel v. R
oyal D

utch P
etroleum

 C
o., 133 S

.C
t. 1659

（2013

）.

（
39
） 

ア
レ
ッ
ク
ス
・
グ
ラ
ス
ハ
ウ
ザ
ー
（A

lex G
lashausser, P

rofessor of L
aw
, W
ashburn U

niversity S
chool of L

aw
, T
opeka, 

K
ansas, U

S
A
.

）
講
演
・
宮
川
成
雄
訳
「
人
権
と
管
轄
権
の
正
誤
│
外
国
人
不
法
行
為
法
の
解
釈
の
誤
謬
│
」
比
較
法
学
四
八
巻
一
号

（
二
〇
一
一
年
一
二
月
）
一
二
一
│
一
三
八
頁
参
照
。

（
40
）
小
沼
史
彦
「
ア
メ
リ
カ
法
判
例
研
究
⒀
Ⅱ　

外
国
人
不
法
行
為
法
と
域
外
適
用
否
定
の
推
定
則:K

iobel v. R
oyal D

utch P
etroleum

 C
o., 

133 S
. C
t. 1659

（2013

）」
比
較
法
学
四
七
巻
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
三
三
六
│
三
四
五
頁
参
照
。

（
41
） E
O
c v. A

rabian A
m
erican O

il C
o.,499 U

.S
.244

（1991

）.

（
42
） 

米
国
に
お
け
る
国
際
礼
譲
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
一
九
九
三
年
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
火
災
保
険
最
高
裁
判
決
は
、
原
則
と
し
て
効
果
主
義
に
従

い
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
域
外
適
用
の
可
否
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
、
①
外
国
の
法
律
が
米
国
法
の
禁
止
す
る
方
法
で
行
動
す
る
こ
と
を
強
制
し

三
三
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
七
〇
）

て
い
る
場
合
、
②
米
国
法
を
遵
守
す
る
こ
と
が
外
国
の
法
律
に
よ
っ
て
発
動
さ
れ
る
命
令
に
違
反
す
る
場
合
に
限
り
、
国
際
礼
譲
に
よ
り
管
轄
権
の

行
使
が
抑
制
さ
れ
る
と
し
た
。
国
際
礼
譲
の
範
囲
を
狭
く
限
定
す
る
解
釈
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。「
第
一
四
章 

一
方
的
措
置
《
参
考
》
競
争
法

の
過
度
な
域
外
適
用
に
つ
い
て
」『
二
〇
一
三
年
版
不
公
正
貿
易
報
告
書
│
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
及
び
経
済
連
携
協
定
・
投
資
協
定
か
ら
見
た
主
要
国
の
貿

易
政
策
│
』
経
済
産
業
省
通
商
政
策
局
編
四
六
九
│
五
〇
四
頁
参
照
。「
補
論
二 

国
際
的
経
済
活
動
と
競
争
法
」『
二
〇
一
五
年
版
不
公
正
貿
易
報

告
書
』
五
六
三
│
五
八
四
頁
。

（
43
） B

R
E
Y
E
R
, J., fi led an opinion concurring in the judgm

ent, in w
hich G

IN
S
B
U
R
G
, S
O
T
O
M
A
Y
O
R
, and K

A
G
A
N
, JJ., joined. 

S
U
P
R
E
M
E
 C
O
U
R
T
 O
F
 T
H
E
 U
N
IT
E
D
 S
T
A
T
E
S
, S
yllabus, K

IO
B
E
L
, IN
D
IV
ID
U
A
L
L
Y
 A
N
D
 O
N
 B
E
H
A
L
F
 O
F
 H
E
R
 

L
A
T
E
 H
U
S
B
A
N
D
 K
IO
B
E
L
, E
T
 A
L
. v. R

O
Y
A
L
 D
U
T
C
H
 P
E
T
R
O
L
E
U
M
 C
O
. E
T
 A
L
. C
E
R
T
IO
R
A
R
I T
O
 T
H
E
 U
N
IT
E
D
 

S
T
A
T
E
S
 C
O
U
R
T
 O
F
 A
P
P
E
A
L
S
 F
O
R
 T
H
E
 S
E
C
O
N
D
 C
IR
C
U
IT
 N
o. 10-1491. A

rgued F
ebruary 28, 2012-R

eargued O
ctober 

1, 2012-D
ecided A

pril 17, 2013. http://w
w
w
.suprem

ecourt.gov/opinions/12pdf/10-1491_l6gn.pdf

（
44
） 542U

.S
.692

（2004

）.

（
45
） K

iobel v. R
oyal D

utch P
etroleum

 C
o.,621 F

.3d 111.149

（2d C
ir.2010

）,aff ’d,133 S
.C
t.1659,1663

（201

）.

（
46
） B

reyer

最
高
裁
裁
判
官
は
、
推
定
則
自
体
に
は
依
拠
せ
ず
、
原
告
の
訴
が
米
国
と
の
十
分
な
接
触
の
無
い
故
に
裁
判
管
轄
権
が
存
在
し
な
い

と
い
う
見
解
を
採
っ
て
い
る
。

（
47
） 

前
掲A

lex G
lashausser

講
演
・
宮
川
成
雄
訳
「
人
権
と
管
轄
権
の
正
誤
│
外
国
人
不
法
行
為
法
の
解
釈
の
誤
謬
│
」
一
二
五
│
一
二
九
頁

に
詳
説
さ
れ
る
。
最
高
裁
がK

iobel

判
決
に
お
い
て
域
外
適
用
の
問
題
を
事
物
管
轄
権
の
問
題
と
す
る
過
ち
を
犯
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
最
高
裁

は
外
国
人
不
法
行
為
法
（
Ａ
Ｔ
Ｓ
）
は
純
粋
に
管
轄
権
に
関
す
る
法
律
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
十
分
に
内
容
の
定
ま
っ
た
国
際
法
に
基
づ
き
一

定
の
訴
訟
原
因
を
認
定
す
る
権
限
を
裁
判
所
に
認
め
て
い
る
と
述
べ
、
準
実
体
的
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
不
正
確
さ
か
ら
、
①
米
国
法
を
外
国

で
の
行
為
に
適
用
し
な
い
と
い
う
推
定
が
Ａ
Ｔ
Ｓ
の
下
で
連
邦
裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
る
国
際
不
法
行
為
上
の
請
求
に
適
用
さ
れ
る
。
②
従
っ
て
本
件

請
求
は
事
物
管
轄
権
の
不
存
在
を
理
由
に
却
下
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
二
段
階
で
の
誤
謬
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
外
国
人
不
法
行
為
法
はK

iobel

事
件
に
つ
い
て
の
事
物
管
轄
権
を
設
定
し
、S

osa

事
件
で
も
同
様
に
、
同
判
決
の
事
案
の
処
理
は
実
体
法
上
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。

三
三
八



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
七
一
）

連
邦
裁
判
所
は
Ａ
Ｔ
Ｓ
の
事
件
を
審
理
す
る
権
限
を
有
し
て
お
り
、
国
外
で
な
さ
れ
た
不
法
行
為
に
つ
い
て
も
権
限
を
有
し
て
い
る
。
Ａ
Ｔ
Ｓ
は
存

在
意
義
を
失
っ
て
お
り
、
争
い
の
な
い
一
般
的
な
管
轄
権
授
権
以
上
に
は
何
ら
連
邦
裁
判
所
に
管
轄
権
を
与
え
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

Ａ
Ｔ
Ｓ
が
あ
る
が
故
に
実
体
法
上
の
重
要
事
項
か
ら
関
心
を
そ
ら
す
重
複
的
な
存
在
と
な
っ
て
お
り
、K

iobel

判
決
の
第
二
の
管
轄
権
の
誤
り
と

し
て
、
Ａ
Ｔ
Ｓ
の
誤
っ
た
側
面
に
関
心
を
注
い
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（
48
） A

rbaugh v. Y
&
H
C
orp.,546U

.S
.500,514

（2006

）（quoting U
nited S

tates v. C
otton, 535U

.S
.625,630

（2002

））.

（
49
） 

米
国
へ
の
輸
入
取
引
ま
た
は
輸
入
通
商
に
関
す
る
行
為
に
つ
い
て
ア
ル
コ
ア
事
件
控
訴
審
判
決
（
一
九
四
五
年
）
を
受
け
た
一
九
九
三
年
ハ
ー

ト
フ
ォ
ー
ド
事
件
最
高
裁
判
決
が
基
本
先
例
と
し
て
存
在
す
る
。
控
訴
審
は
外
国
人
が
外
国
に
お
い
て
行
っ
た
行
為
が
米
国
に
効
果
を
与
え
、
か
つ

行
為
者
に
か
か
る
効
果
を
与
え
る
意
図
が
あ
る
場
合
に
は
か
か
る
行
為
に
対
し
て
米
国
法
を
適
用
で
き
る
、
と
し
て
域
外
適
用
を
認
め
た
。
こ
の
反

ト
ラ
ス
ト
法
領
域
の
判
例
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
（
質
問
者
は
小
原
喜
雄
名
誉
教
授
）、Joseph L

. H
off m
ann

教
授
は
、
域
外
適
用
の
試
み
は
①

米
国
が
世
界
の
規
制
当
局
に
な
る
こ
と
、
②
世
界
的
な
規
範
形
成
の
一
環
で
あ
る
こ
と
、
の
二
つ
の
見
方
が
あ
る
が
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
で
は
両
方
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
採
ろ
う
と
し
て
い
る
。
他
方
で
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
な
ど
国
際
機
関
を
通
し
て
総
意
・
規
範
形
成
を
図
る
動
き
も
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
②
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
一
環
と
し
て
把
握
す
る
。
前
掲
・
東
京
大
学
第
四
七
回
比
較
法
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
。

（
50
） 

長
谷
川
俊
明
「
企
業
集
団
内
部
統
制
と
し
て
の
海
外
子
会
社
管
理
」
日
本
大
学
比
較
法
研
究
所
英
米
法
（
私
法
）
研
究
会
報
告
（
二
〇
一
六
年

三
月
八
日
）
参
照
。

（
51
） 

株
式
会
社
東
芝
第
三
者
委
員
会
「
調
査
報
告
書
要
約
版
」（
二
〇
一
五
年
七
月
二
〇
日
）
一
│
八
四
頁
。

（
52
） http://w
w
w
.ti-j.org/

（
53
） 

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
以
下
の
行
動
計
画
一
五
項
目
を
含
む
。
①
電
子
商
取
引
課
税
、
②
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
ミ
ス
マ
ッ
チ
取
決
め
の
効

果
否
認
、
③
外
国
子
会
社
合
算
税
制
の
強
化
、
④
利
子
等
の
損
金
算
入
を
通
じ
た
税
源
浸
食
の
制
限
、
⑤
有
害
税
制
へ
の
対
抗
、
⑥
租
税
条
約
濫
用

の
防
止
、
⑦
恒
久
的
施
設
（
Ｐ
Ｅ
）
認
定
の
人
為
的
回
避
の
防
止
：
人
為
的
に
恒
久
的
施
設
の
認
定
を
免
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
租
税
条
約

の
恒
久
的
施
設
（P

E

：P
erm
anent E

stablishm
ent

）
の
定
義
を
変
更
す
る
。
⑧
移
転
価
格
税
制
ⅰ
（
無
形
資
産
）：
親
子
会
社
間
等
で
特
許
等

の
無
形
資
産
を
移
転
す
る
こ
と
で
生
じ
る
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
を
防
止
す
る
国
内
法
に
関
す
る
移
転
価
格
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
、
価
格
付
け
が
困
難
な
無

三
三
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
七
二
）

形
資
産
の
移
転
に
関
す
る
特
別
ル
ー
ル
を
策
定
す
る
。
⑨
移
転
価
格
税
制
ⅱ
（
リ
ス
ク
と
資
本
）：
親
子
会
社
間
等
の
リ
ス
ク
の
移
転
ま
た
は
資
本

の
過
剰
な
配
分
に
よ
る
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
を
防
止
す
る
国
内
法
に
関
す
る
移
転
価
格
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
す
る
。
⑩
移
転
価
格
税
制
ⅲ
（
他
の
租
税
回
避

の
可
能
性
が
高
い
取
引
）：
非
関
連
者
と
の
間
で
は
非
常
に
稀
に
し
か
発
生
し
な
い
取
引
や
管
理
報
酬
支
払
い
を
関
与
さ
せ
る
こ
と
で
生
じ
る

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
を
防
止
す
る
国
内
法
に
関
す
る
移
転
価
格
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
す
る
。
⑪
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
の
規
模
や
経
済
的
効
果
の
指
標
を
政
府
か
ら

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
集
約
・
分
析
す
る
方
法
を
策
定
す
る
。
⑫
タ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
報
告
義
務
：
タ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
政
府
に
報
告
す

る
国
内
法
上
の
義
務
規
定
に
関
す
る
勧
告
を
策
定
す
る
。
⑬
移
転
価
格
関
連
の
文
書
化
の
再
検
討
：
移
転
価
格
税
制
の
文
書
化
に
関
す
る
規
定
を
策

定
す
る
。
多
国
籍
企
業
に
対
し
国
毎
の
所
得
、
経
済
活
動
、
納
税
額
の
配
分
に
関
す
る
情
報
を
共
通
様
式
に
従
っ
て
各
国
政
府
に
報
告
さ
せ
る
。
⑭

相
互
協
議
の
効
果
的
実
施
、
⑮
多
国
間
協
定
の
開
発
。w
w
w
.oecd.org/ctp/beps.htm

（
54
） http://w

w
w
.justice.gov/crim

inal/fraud/fcpa/guidance/guide.pdf

（
55
） 

米
国
司
法
省
が
刑
罰
法
規
の
解
釈
論
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
極
め
て
異
例
の
こ
と
で
、
企
業
等
か
ら
の
強
い
要
望
も
あ
り
、

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
・
公
表
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
企
業
が
サ
イ
ズ
や
ビ
ジ
ネ
ス
の
性
格
、
リ
ス
ク
に
応
じ
た
効
果
的

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
構
築
し
真
摯
に
遂
行
し
て
い
た
場
合
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
事
例
が
発
生
し
て
も
制
裁
の
減
免
等
に
お
い
て
考
慮

さ
れ
得
る
。
結
城
大
輔
「
日
本
企
業
の
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
対
策 vol.1

現
状
と
課
題
」R

IC
O
H
 im
agine. change. https://w

w
w
.ricoh.co.jp/rc_club/

ediscovery/colum
n.htm

l

（
56
） 

柿
崎
環
「
第
六
章
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
法
執
行
に
み
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
資
本
市
場
法
的
意
義
」
証
券
経
営
研
究
会
編
『
資
本

市
場
の
変
貌
と
証
券
ビ
ジ
ネ
ス
』
日
本
証
券
経
済
研
究
所
（
二
〇
一
五
年
三
月
）
一
七
八
│
二
一
二
頁
。

（
57
） 

最
判
平
成
一
二
年
七
月
七
日
民
集
五
四
巻
六
号
一
七
六
七
頁
。

（
58
） 

大
阪
地
判
平
成
一
二
年
九
月
二
〇
日
判
例
時
報
一
七
二
一
号
三
頁
、
舩
津
浩
司
「
法
令
遵
守
に
係
る
取
締
役
の
義
務
と
責
任
に
関
す
る
基
礎
的

考
察
―
外
国
法
令
の
遵
守
を
素
材
と
し
て
―
」『
同
志
社
法
学
』
第
六
一
巻
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
八
〇
三
│
八
三
七
頁
。

（
59
） 

松
井
秀
征
「
会
社
に
対
す
る
金
銭
的
制
裁
と
取
締
役
の
会
社
法
上
の
責
任
」
黒
沼
悦
郎
・
藤
田
友
敬
編
『
江
頭
憲
治
郎
先
生
還
暦
記
念
企
業
法

の
理
論
（
上
巻
）』
商
事
法
務
（
二
〇
〇
七
年
）
五
四
九
│
五
九
三
頁
。
弥
永
真
生
『
会
社
法
の
実
践
ト
ピ
ッ
ク
ス
二
四
』
日
本
評
論
社

三
四
〇



国
際
取
引
法
分
野
に
お
け
る
刑
罰
規
定
の
規
範
化
概
念
の
進
展
と
域
外
適
用
の
交
錯
（
藤
川
）

（
五
七
三
）

（
二
〇
〇
九
年
）
一
七
七
│
一
九
二
頁
。

（
60
） 

渡
邊
隆
彦
・
田
澤
元
章
・
久
保
田
隆
・
阿
部
博
友
・
田
中
誠
和
「
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
及
び
英
国B

ribery A
ct 

の
域
外
適
用
と
企
業
の
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
法
的
意
義
│
米
英
日
の
比
較
│
」
専
修
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
一
五
年
）V

ol.10N
o.1. 

七
五
│
九
四
頁
参
照
。

米
国
は
法
人
処
罰
に
つ
い
て
連
邦
判
例
に
お
い
て
は
、
代
位
責
任
理
論
（vicarious liability theory

）
を
採
用
す
る
。
英
国
の
法
人
処
罰
は
、
同

一
視
理
論
（identifi cation principle

）
に
よ
る
。N

ew
 Y
ork C

entral &
 H
udson R

iver R
ailroad C

o. v. U
nited S

tates,212U
.S
.481

（1908

）. 

樋
口
亮
介
『
法
人
処
罰
と
刑
法
理
論
』
東
京
大
学
出
版
会
（
二
〇
〇
九
年
）
八
三
頁
。

（
61
） 

最
一
判
平
成
二
一
年
七
月
九
日
金
融
・
商
事
判
例
一
三
二
一
号
三
六
頁
（
速
報
）、
同
一
三
三
〇
号
五
五
頁
。

（
62
） 

尾
崎
安
央
・
判
批
「
セ
イ
ク
レ
ス
ト
役
員
責
任
査
定
決
定
異
議
申
立
事
件
控
訴
審
判
決 

大
阪
高
判
平
成
二
七
年
五
月
二
一
日
平
成
二
六
年

（
ネ
）
三
一
七
号 

金
融
・
商
事
判
例
一
四
六
九
号
（
二
〇
一
五
年
七
月
一
日
号
）
一
六
│
四
八
頁
」
早
稲
田
大
学
商
法
研
究
会
（
二
〇
一
六
年
三
月

三
一
日
）
一
│
一
一
頁
参
照
。
真
の
問
題
点
は
、
監
査
役
と
し
て
法
が
期
待
す
る
役
割
（
任
務
）
を
怠
り
な
く
果
た
し
て
い
た
か
ど
う
か
で
あ

り
、・
・
・
監
査
役
監
査
基
準
か
ら
義
務
を
導
き
、
そ
の
違
反
あ
り
と
し
つ
つ
、
責
任
額
を
責
任
限
定
契
約
で
処
理
（
限
定
）
し
た
点
は
、
工
夫
と

は
い
え
、
そ
の
前
提
と
し
て
監
査
役
の
義
務
違
反
を
認
定
し
た
点
に
違
和
感
を
覚
え
る
、
と
述
べ
ら
れ
る
。

（
63
） 

社
外
監
査
役
の
監
査
行
動
が
監
査
役
監
査
基
準
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
寧
ろ
責
任
否
定
の
論
拠
と
な
っ
た
事
案
と
し
て
ニ
イ
ウ
ス

コ
ー
事
件
が
あ
る
。
東
京
地
判
平
成
二
五
年
一
〇
月
一
五
日L

E
X
/D
B
25525835

。

（
64
） 

高
橋
均
「
セ
イ
ク
レ
ス
ト
事
件
判
批
」（
地
裁
判
決
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
六
九
号
一
〇
四
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
〇
七
頁
。

（
65
） 

伊
藤
靖
史
「
セ
イ
ク
レ
ス
ト
事
件
判
批
」（
地
裁
判
決
）
私
法
リ
マ
ー
ク
ス
二
〇
一
五
（
上
）
九
〇
│
九
三
頁
。

﹇
本
稿
は
、
財
団
法
人
民
事
紛
争
処
理
研
究
基
金
の
研
究
助
成
金
を
利
用
し
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
﹈

三
四
一





社
会
の
変
化
と
過
失
犯
論
の
展
開
（
前
田
）

（
五
七
五
）

社
会
の
変
化
と
過
失
犯
論
の
展
開

前　
　

田　
　

雅　
　

英

一　

は
じ
め
に

船
山
教
授
と
は
、
東
大
の
研
究
室
で
は
じ
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
故
藤
木
英
雄
博
士
の
ま
さ
に
「
内
弟
子
」
と
し

て
、
博
士
か
ら
の
全
幅
の
信
頼
の
下
、
共
同
し
て
研
究
さ
れ
て
お
ら
れ
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
刑
法
理
論
、
と
り
わ
け
過
失

犯
論
の
大
き
な
展
開
の
一
翼
を
担
っ
て
お
ら
れ
た
こ
ろ
で
あ
る
。
縁
あ
っ
て
、
日
本
大
学
に
籍
を
置
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
、
船

山
教
授
が
、
古
稀
を
迎
え
ら
れ
る
に
あ
た
り
、
献
呈
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
す
れ
ば
、
過
失
犯
論
に
関
す
る
も
の
が
最
も
相
応
し
い
。
そ
し

て
、
昨
年
『
福
島
原
発
、
裁
か
れ
な
い
で
い
い
の
か
』（
古
川
元
晴
弁
護
士
と
の
共
著
）
を
恵
贈
い
た
だ
い
た
。
本
書
は
、
現
在
の
わ
が
国

の
刑
事
法
に
重
く
鋭
い
問
題
を
突
き
付
け
ら
れ
た
業
績
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
筆
者
の
過
失
論
に
も
触
れ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
そ
こ

で
誠
に
拙
い
も
の
で
あ
る
が
、
自
分
の
過
失
論
を
見
直
す
こ
と
も
含
め
て
（
1
）

、
小
論
を
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
あ
る
。

論　

説

三
四
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
七
六
）

被
災
者
な
ど
か
ら
な
る
福
島
原
発
告
訴
団
の
、
東
京
電
力
関
係
者
等
へ
の
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
の
告
訴
に
対
し
、
東
京
地
検
は
、
平

成
二
十
五
年
九
月
九
日
、「
行
政
と
東
京
電
力
の
関
係
者
に
は
過
失
責
任
を
認
め
難
い
」
と
し
て
、
不
起
訴
処
分
と
し
、
検
察
審
査
会
が

一
名
を
「
不
起
訴
不
当
」
と
す
る
判
断
（
議
決
）
を
公
表
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再
度
の
不
起
訴
処
分
を
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、
船
山
教
授
は
、「
福
島
原
発
事
故
は
、
本
当
に
裁
か
れ
な
い
ま
ま
終
わ
ら
せ
て
し
ま
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
問

題
提
起
さ
れ
る
（
同
書
一
六
〜
一
七
頁
）。
そ
の
前
提
と
し
て
、
現
代
社
会
は
、
高
度
に
科
学
技
術
が
発
達
し
、
今
ま
で
に
起
き
た
こ
と
が

な
く
、
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
「
未
知
の
危
険
」
の
う
え
に
築
か
れ
た
「
危
険
社
会
」
で
あ
り
、
原
発
は
ま

さ
に
、「
未
知
の
危
険
」
の
う
え
に
築
か
れ
た
人
類
史
上
類
例
を
見
な
い
危
険
な
装
置
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
刑
法
学
界
に
お
い
て
支
配
的
な
具
体
的
予
見
可
能
性
説
、
す
な
わ
ち
、「
す
で
に
起
き
た
こ
と
が
あ
り
、
具
体
的
、
確
実
に

予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
危
険
に
つ
い
て
の
み
、
責
任
を
問
え
る
と
す
る
考
え
方
」
で
は
、
こ
の
「
未
知
の
危
険
」
に
適
切
に
対
応
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
（
同
書
五
頁
）、「
今
ま
で
に
起
き
た
こ
と
が
な
く
、
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
発
生
す
る
の
か
が
確
実
に
は
分

か
っ
て
い
な
い
よ
う
な
『
未
知
の
危
険
』
で
あ
っ
て
も
、
起
き
る
可
能
性
が
合
理
的
に
予
測
さ
れ
る
危
険
に
つ
い
て
は
、
業
務
の
性
質
に

よ
っ
て
は
責
任
を
問
え
る
」
と
す
る
危
惧
感
説
で
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
た
び
の
原
発
事
故
の
責
任
は
問
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

そ
し
て
、
具
体
的
な
予
見
可
能
性
説
の
具
体
例
と
し
て
、「
具
体
的
予
見
可
能
性
説
を
支
持
す
る
前
田
雅
英
・
首
都
大
学
東
京
法
科
大

学
院
教
授
は
、「
初
め
て
の
事
象
・
未
知
の
危
険
に
関
し
て
は
、
不
安
感
説
（
筆
者
注
‥
危
惧
感
説
）
で
な
け
れ
ば
過
失
責
任
は
問
い
得
な

い
。
ま
た
、
既
知
の
危
険
だ
が
、
結
果
発
生
の
確
率
の
極
め
て
低
い
場
合
、
な
い
し
、
結
果
発
生
の
認
識
が
非
常
に
困
難
な
場
合
も
、
同

様
で
あ
る
」
と
し
て
い
ま
す
（
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
（
第
五
版
）』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
三
一
六
頁
。」
と
い
う
形
で
拙
稿

三
四
四



社
会
の
変
化
と
過
失
犯
論
の
展
開
（
前
田
）

（
五
七
七
）

を
引
用
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
（
同
書
三
六
頁
﹇
註
一
﹈）。

二　

具
体
的
予
見
可
能
性
説
の
実
像

た
だ
、
船
山
教
授
は
、
同
書
七
五
頁
註
六
に
お
い
て
「
具
体
的
予
見
可
能
性
説
を
支
持
す
る
第
一
章
註
一
掲
記
の
前
田
教
授
は
、「
第

二
次
大
戦
後
の
日
本
刑
法
学
に
お
い
て
は
（
…
）
基
本
的
に
、『
処
罰
範
囲
を
限
定
す
る
解
釈
が
望
ま
し
い
』
と
い
う
価
値
判
断
（
刑
罰
謙

抑
主
義
）
が
有
力
で
あ
っ
た
」「
た
だ
、
刑
罰
は
国
民
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
で
あ
る
か
ら
科
さ
れ
る
。『
処
罰
を
限
定
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

国
民
の
利
益
は
増
大
す
る
』
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」「
現
代
社
会
に
お
け
る
新
し
い
犯
罪
現
象
の
登
場
は
、『
処
罰
範
囲
が
客
観
的
に
明

確
で
限
定
的
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
』
と
い
う
犯
罪
論
が
余
り
に
も
後
向
き
で
あ
る
こ
と
を
気
付
か
せ
た
と
い
え
よ
う
」
と
指
摘
し
て
、

具
体
的
予
見
可
能
性
説
を
支
持
す
る
学
説
が
こ
れ
ま
で
に
果
た
し
て
き
た
役
割
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
（
第
一
章
註
一
掲

記
の
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
（
第
五
版
）』
五
頁
）」
と
指
摘
さ
れ
る
。

私
の
考
え
方
を
正
確
に
紹
介
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
、
具
体
的
予
見
可
能
性
説
と
い
っ
て
も
様
々
な
考
え
方
が
あ
る
。

拙
稿
は
、
判
例
の
主
流
の
考
え
方
を
整
理
し
た
つ
も
り
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
判
例
に
も
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
存
在
す
る
。

そ
し
て
、
危
惧
感
説
と
具
体
的
予
見
可
能
性
説
と
の
間
に
は
、
質
的
な
差
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、「
何
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
の
予
見

可
能
性
が
必
要
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
、「
規
範
的
評
価
の
差
」
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
る
。

少
な
く
と
も
、
具
体
的
予
見
可
能
性
説
を
採
れ
ば
、
本
書
の
問
題
に
関
し
て
言
え
ば
「
津
波
に
よ
る
電
源
の
喪
失
に
よ
る
炉
心
溶
融
」

の
予
見
可
能
性
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
未
知
の
危
険
（
初
め
て
の
事
故
）
で
あ
れ
ば
刑
事
過
失
を
問
い
得
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

三
四
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
七
八
）

敢
え
て
言
え
ば
、「
何
に
つ
い
て
ど
れ
だ
け
の
結
果
が
生
じ
る
か
は
特
定
し
な
い
が
、
一
抹
の
不
安
を
払
拭
で
き
な
い
」
と
い
う
だ
け

で
は
刑
事
過
失
責
任
は
問
い
得
な
い
と
い
う
点
で
異
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
危
惧
感
説
の
側
で
は
、「
具
体
的
に
生
ず
べ
き

事
故
の
態
様
は
事
前
に
は
ま
っ
た
く
未
知
で
あ
り
、
具
体
的
因
果
関
係
を
認
識
対
象
と
し
て
事
を
論
ず
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
予
見
可
能

性
が
な
い
と
い
う
べ
き
場
合
で
あ
っ
て
も
、
あ
ら
か
じ
め
あ
る
種
の
結
果
防
止
措
置
を
と
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
発
生
を
有
効
に
防
止

で
き
る
と
い
う
場
合
に
は
、
現
に
危
険
発
生
の
危
惧
が
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
防
止
措
置
を
命
ず
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
。」（
藤
木
英
雄
・

食
品
中
毒
事
故
に
関
す
る
過
失
と
信
頼
の
原
則
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
・
藤
木
英
雄
『
過
失
犯
の
理
論
』
一
九
六
頁
））。

た
し
か
に
、
新
旧
過
失
論
の
激
し
い
対
立
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
予
見
可
能
性
に
関
し
て
は
、
因
果
経
過
の
基
本
的
部
分
を
含
ん
だ
具
体

的
予
見
可
能
性
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
き
た
（
具
体
的
予
見
可
能
性
説
）。
そ
し
て
、
船
山
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
よ

う
に
、
危
惧
感
説
の
登
場
に
よ
り
、
予
見
可
能
性
の
内
容
に
関
す
る
対
立
が
生
じ
た
が
、
学
説
を
形
式
的
に
整
理
す
れ
ば
、
具
体
的
予
見

可
能
性
説
の
枠
組
み
で
過
失
の
予
見
可
能
性
は
判
断
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

判
例
も
、
森
永
砒
素
ミ
ル
ク
事
件
の
二
つ
の
下
級
審
判
例
を
除
き
、
具
体
的
予
見
可
能
性
説
を
採
用
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
昭

和
五
〇
年
代
以
降
も
、
具
体
的
予
見
可
能
性
を
欠
く
と
し
て
過
失
犯
の
成
立
を
否
定
し
た
判
例
が
目
に
つ
く
。
交
通
事
故
に
関
し
て
は
、

身
体
に
特
異
な
欠
陥
が
あ
る
た
め
に
生
じ
た
事
故
は
た
と
え
運
転
中
身
体
に
あ
る
程
度
の
異
常
を
感
じ
た
と
し
て
も
予
見
不
可
能
で
あ
る

と
し
た
大
阪
高
判
昭
和
五
四
年
四
月
一
七
日
（
刑
月
一
一
巻
四
号
二
八
一
頁
）
等
が
あ
る
。
ま
た
、
森
永
ヒ
素
ミ
ル
ク
事
件
と
関
連
す
る
食

品
事
故
に
関
し
て
は
、
長
野
地
判
昭
和
五
二
年
一
二
月
二
四
日
（
判
時
八
八
六
号
一
一
三
頁
）
等
が
、
ふ
ぐ
中
毒
死
の
予
見
可
能
性
を
欠
く

と
し
て
無
罪
を
言
い
渡
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
工
事
現
場
に
お
け
る
ク
レ
ー
ン
倒
壊
事
故
に
関
す
る
広
島
地
判
昭
和
五
一
年
一
月
二
三
日

（
刑
月
八
巻
一
＝
二
号
三
三
頁
）
や
、
企
業
災
害
事
故
の
典
型
で
あ
る
出
光
化
学
徳
山
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
事
故
に
つ
い
て
の
山
口
地
判
昭
和

三
四
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社
会
の
変
化
と
過
失
犯
論
の
展
開
（
前
田
）

（
五
七
九
）

五
四
年
一
〇
月
一
二
日
（
判
時
九
四
八
号
二
一
頁
）
も
、
事
故
発
生
の
具
体
的
予
見
可
能
性
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
過
失
犯

の
成
立
を
認
め
た
判
例
の
内
に
も
、
不
安
感
説
を
明
確
に
否
定
し
具
体
的
予
見
可
能
性
が
あ
る
か
ら
過
失
責
任
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
も

の
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。

北
大
電
気
メ
ス
事
件
に
関
す
る
札
幌
高
判
昭
五
一
年
三
月
一
八
日
（
判
タ
三
三
六
号
一
七
二
頁
）
は
、「
内
容
の
特
定
し
な
い
一
般
的
・

抽
象
的
な
危
惧
感
な
い
し
不
安
感
を
抱
く
程
度
で
直
ち
に
結
果
を
予
見
し
回
避
す
る
た
め
の
注
意
義
務
を
課
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
過
失
犯

成
立
の
範
囲
が
無
限
定
に
流
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
責
任
主
義
の
見
地
か
ら
相
当
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
」
と
し
た
。
カ
ネ
ミ
油
症
事
件

に
つ
い
て
の
福
岡
高
判
昭
五
七
年
一
月
二
五
日
（
判
時
一
〇
三
六
号
三
五
頁
）、
水
俣
病
刑
事
事
件
の
福
岡
高
判
昭
五
七
年
九
月
六
日
（
判
時

一
〇
五
九
号
一
七
頁
）
も
、
は
っ
き
り
と
具
体
的
予
見
可
能
性
を
要
求
し
て
い
る
。

し
か
し
、
船
山
教
授
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
危
惧
感
説
で
説
明
し
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
有
罪
判
決
も
見
ら
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、

具
体
的
予
見
可
能
性
説
の
判
断
枠
組
み
に
立
っ
て
も
有
罪
に
す
べ
き
場
合
は
多
い
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
船
山
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
「
市

民
の
目
線
」
で
、
予
見
可
能
性
を
認
め
る
か
否
か
の
具
体
的
判
断
な
の
で
あ
る
。

三　

具
体
的
判
例
の
検
討

（
一
）　

弥
彦
事
件

具
体
的
予
見
可
能
性
説
を
、「
す
で
に
起
き
た
こ
と
が
あ
り
、
具
体
的
、
確
実
に
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
危
険
に
つ
い
て
の
み
、
責

任
を
問
え
る
」
と
い
う
考
え
方
だ
と
さ
れ
、
そ
れ
で
は
過
失
責
任
の
範
囲
が
狭
す
ぎ
る
の
で
危
惧
感
説
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
危
惧
感
説
か
ら
説
明
す
る
の
が
合
理
的
な
判
例
を
四
件
採
り
上
げ
ら
れ
る
（
同
書
一
九
〜
三
二
頁
）。

三
四
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
八
〇
）

事
例
の
第
一
は
、
禰
彦
神
社
事
件
（
弥
彦
事
件
）
上
告
審
判
決
で
あ
る
（
最
決
昭
和
四
二
年
五
月
二
五
日
刑
集
二
一
巻
四
号
五
八
四
頁
）。
正

月
の
神
社
の
雑
踏
事
故
で
、
そ
れ
ま
で
経
験
を
し
た
こ
と
の
な
い
、
百
二
十
四
名
の
死
者
が
出
た
事
案
に
対
し
、「
右
神
社
の
職
員
で
あ

る
被
告
人
ら
に
こ
の
事
故
に
関
す
る
過
失
の
罪
責
が
あ
る
か
ど
う
か
を
、
右
結
果
の
発
生
を
予
見
す
る
こ
と
の
可
能
性
と
そ
の
義
務
お
よ

び
右
結
果
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
の
可
能
性
と
そ
の
義
務
の
諸
点
か
ら
順
次
考
察
し
て
み
る
と
、
本
件
発
生
の
当
時
に
お
い
て

は
、
群
衆
の
参
集
自
体
か
ら
生
じ
た
人
身
災
害
の
事
例
は
少
な
く
、
一
般
的
に
こ
の
点
の
知
識
の
普
及
が
十
分
で
な
か
っ
た
と
は
い
え
る

に
し
て
も
、
原
判
決
の
認
定
す
る
ご
と
く
、
右
二
年
詣
り
の
行
事
は
、
当
地
域
に
お
け
る
著
名
な
行
事
と
さ
れ
て
い
て
、
年
ご
と
に
参
拝

者
の
数
が
増
加
し
、
現
に
前
年
〔
昭
和
三
〇
年
元
旦
〕
実
施
し
た
餅
ま
き
の
さ
い
に
は
、
多
数
の
参
拝
者
が
ひ
し
め
き
合
っ
て
混
乱
を
生

じ
た
事
実
も
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
原
判
決
認
定
に
か
か
る
時
間
的
か
つ
地
形
的
状
況
の
も
と
で
餅
ま
き
等
の
催
し
を
計
画
実
施
す
る

者
と
し
て
、
参
拝
の
た
め
の
多
数
の
群
集
の
参
集
と
、
こ
れ
を
放
置
し
た
場
合
の
災
害
の
発
生
と
を
予
測
す
る
こ
と
は
、
一
般
の
常
識
と

し
て
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
当
然
こ
れ
ら
の
こ
と
を
予
測
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
の

場
合
、
国
鉄
弥
彦
線
の
列
車
が
延
着
し
た
こ
と
や
、
往
き
と
帰
り
の
群
衆
の
接
触
地
点
が
地
形
的
に
危
険
な
右
随
神
門
外
の
石
段
付
近
で

あ
っ
た
こ
と
等
の
悪
条
件
が
重
な
り
、
こ
の
た
め
、
災
害
が
異
常
に
大
き
な
も
の
と
な
っ
た
点
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
か
か
る
災

害
の
発
生
に
関
す
る
予
見
の
可
能
性
と
こ
れ
を
予
見
す
べ
き
義
務
と
を
、
被
告
人
ら
に
つ
い
て
肯
定
し
た
原
判
決
の
判
断
は
正
当
な
も
の

と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
具
体
的
な
予
見
可
能
性
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。
事
故
の
前
年
も
、
や
は
り
多
数
の
参
拝
者
が
ひ
し

め
き
合
っ
て
負
傷
者
が
出
か
ね
な
い
事
態
が
起
き
て
お
り
、
年
々
参
拝
者
が
増
加
傾
向
に
あ
り
、
こ
の
年
の
参
拝
者
の
増
加
も
予
見
さ
れ

て
い
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
簡
裁
の
判
断
で
あ
る
第
一
審
は
、
前
年
の
混
乱
は
「
行
事
の
最
中
」
に
お
け
る
も
の
だ
っ
た
の
に
対
し
、
本
件
は
「
行
事
終
了

三
四
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社
会
の
変
化
と
過
失
犯
論
の
展
開
（
前
田
）

（
五
八
一
）

後
」
に
起
き
た
も
の
で
あ
り
、
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
事
故
発
生
の
予
見
可
能
性
は
な
か
っ
た
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

予
見
可
能
性
の
対
象
を
限
定
し
、
因
果
経
過
に
つ
い
て
も
細
か
な
予
見
可
能
性
を
問
題
と
す
る
の
が
具
体
的
予
見
可
能
性
説
で
あ
れ
ば
、

判
例
は
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
採
用
し
て
は
い
な
い
。
少
な
く
と
も
最
高
裁
は
、
こ
の
よ
う
な
具
体
的
予
見
可
能
性
を
持
ち
い
て
は
い
な

い
。
そ
れ
ま
で
の
諸
事
情
を
下
に
、
死
亡
事
故
の
具
体
的
予
見
可
能
性
が
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
必
ず
し
も
「
既
知
の
危
険
」「
未
知

の
危
険
か
」
の
区
別
は
重
要
で
な
く
、「
そ
れ
ら
の
事
情
を
基
に
す
れ
ば
、
一
般
の
常
識
か
ら
み
て
予
見
可
能
性
が
あ
る
か
」
を
問
題
に

し
て
き
た
し
、
現
在
も
そ
の
点
に
変
化
は
な
い
。

（
二
）　

森
永
砒
素
ミ
ル
ク
事
件

最
も
重
要
な
の
は
、
事
例
二
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
森
永
ド
ラ
イ
ミ
ル
ク
中
毒
事
件
」
で
あ
る
。
昭
和
三
十
年
ご
ろ
、
森
永

乳
業
徳
島
工
場
で
製
造
さ
れ
た
乳
児
用
調
製
粉
乳
に
多
量
の
ヒ
素
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
西
日
本
一
帯
で
乳
児
の
あ
い
だ
多
数
の

死
傷
者
が
出
た
事
件
で
あ
る
。

粉
乳
の
製
造
過
程
で
安
定
剤
と
し
て
添
加
し
て
い
た
「
工
業
用
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
」
を
、
信
頼
の
お
け
る
薬
種
商
「
協
和
」
に
納
入
さ

せ
て
い
た
と
こ
ろ
、
協
和
が
こ
れ
と
外
観
が
似
た
「
松
野
製
剤
」
と
い
う
ヒ
素
を
含
ん
だ
化
合
物
を
納
入
し
た
た
め
ミ
ル
ク
に
混
入
し
て

し
ま
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

第
一
審
の
徳
島
地
判
昭
和
三
八
年
一
〇
月
二
五
日
（
下
刑
集
五
巻
九
＝
一
〇
号
九
七
七
頁
）
は
①
信
用
の
置
け
る
商
人
で
あ
つ
た
こ
と
、

②
森
永
で
は
、
松
野
製
剤
を
乳
児
用
調
製
粉
乳
の
原
料
牛
乳
に
添
加
す
る
前
に
外
観
点
検
が
施
行
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
と
は
い
え
な
い
こ

と
、
③
松
野
製
剤
と
正
常
薬
剤
と
は
い
ず
れ
も
木
箱
入
り
と
い
う
形
で
本
件
工
場
に
納
入
さ
れ
て
、
外
観
に
大
き
な
差
異
は
な
か
っ
た
こ

三
四
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
八
二
）

と
な
ど
か
ら
、「
木
箱
の
内
容
物
が
第
二
り
ん
酸
ソ
ー
ダ
に
間
違
い
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
化
学
検
査
に
よ
つ
て
確
認
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
注
意
義
務
の
履
行
ま
で
も
要
求
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
し
、
森
永
は
、
協
和
に
対
す
る
「
信
頼
感
に
従
つ
て
行

動
す
る
こ
と
が
是
認
さ
れ
る
た
め
前
記
の
化
学
検
査
に
よ
る
同
一
性
確
認
と
か
化
学
試
験
に
よ
る
無
害
検
査
と
か
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
注
意
義
務
の
履
行
を
本
件
工
場
に
要
求
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
無
罪
を
言
い
渡
し
た
。
主
と
し
て
争
わ
れ
た
の
は
、

予
見
可
能
性
の
有
無
で
は
な
く
、
納
入
製
品
チ
ェ
ッ
ク
を
厳
格
に
行
う
と
い
う
客
観
的
注
意
義
務
（
結
果
回
避
義
務
）
の
有
無
で
あ
り
、

徳
島
地
裁
は
、
当
時
有
力
化
し
つ
つ
あ
っ
た
新
過
失
論
（
信
頼
の
原
則
）
に
依
拠
し
て
、
刑
事
過
失
の
存
在
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
前
提
と
し
て
は
、「
工
業
用
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
を
注
文
し
た
の
に
、
松
野
製
剤
（
人
体
に
有
害
な
類
似
品
）
が
納
入
さ
れ

る
よ
う
な
こ
と
を
予
見
で
き
た
か
」
と
い
う
点
が
争
わ
れ
た
と
も
い
え
る
。

そ
し
て
、
森
永
砒
素
ミ
ル
ク
事
件
第
二
審
（
高
松
高
判
昭
和
四
一
年
三
月
三
一
日
高
刑
一
九
巻
二
号
一
三
六
頁
）
は
、
①
工
業
用
第
二
燐
酸

ソ
ー
ダ
の
発
注
に
対
し
て
は
、
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
で
な
い
薬
剤
（
非
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
）
が
、
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
の
標
示
を
附
せ
ら
れ
て
納

入
さ
れ
る
危
険
が
あ
り
、
②
そ
の
危
険
の
予
見
の
対
象
は
、
そ
の
薬
剤
が
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
で
な
い
性
質
不
明
の
薬
剤
で
あ
る
か
も
判
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
足
る
の
で
あ
つ
て
、
必
ず
し
も
人
体
に
有
害
な
程
度
の
砒
素
を
含
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
点
に
ま

で
及
ぶ
こ
と
を
必
要
な
く
、
③
食
品
製
造
（
加
工
）
業
に
従
事
す
る
者
が
、
食
品
に
安
定
剤
と
し
て
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
を
添
加
使
用
す
る

場
合
に
は
、
誤
用
を
避
け
る
た
め
、
ま
ず
規
格
品
使
用
の
業
務
上
の
注
意
義
務
が
あ
り
、
こ
れ
に
違
反
し
て
工
業
用
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
を

使
用
す
る
と
き
に
は
、
使
用
前
容
器
毎
に
、
そ
れ
が
間
違
い
な
く
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
、
適
切
な
化
学

的
検
査
を
実
施
す
べ
き
業
務
上
の
注
意
義
務
が
あ
る
と
し
て
、
第
一
審
の
判
断
を
覆
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
中
で
高
松
高
裁
は
、「
我
々
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
、
有
毒
物
を
含
ん
で
い
る
か
も
判
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
不
安
感
の
あ
る

三
五
〇



社
会
の
変
化
と
過
失
犯
論
の
展
開
（
前
田
）

（
五
八
三
）

食
物
を
摂
取
す
る
筈
は
な
い
。
本
来
、
食
品
と
し
て
製
造
さ
れ
販
売
さ
れ
て
い
る
物
は
、
外
観
に
異
状
さ
え
な
け
れ
ば
、
何
ら
の
不
安
も

な
く
こ
れ
を
飲
食
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
も
と
も
と
、
食
品
と
し
て
製
造
さ
れ
た
物
で
は
な
く
、
他
の
用
途
の
た
め
製
造
さ
れ
た

物
に
つ
い
て
は
、
学
理
的
に
は
こ
れ
を
飲
食
し
て
も
無
害
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
て
も
、
我
々
は
、
そ
の
製
造
の
由
来
や
流
通
の
過
程
を
確

か
め
な
い
限
り
、
こ
れ
を
飲
食
す
る
に
は
躊
躇
を
感
ず
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
不
安
感
こ
そ
ま
さ
に
前
記
に
い
う
危
険
の
予
見
な
の
で
あ

る
。」
と
判
示
し
た
。
こ
れ
が
不
安
感
説
の
出
発
点
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
三
年
後
、
藤
木
博
士
が
、『
食
品
中
毒
事
故
に
関
す
る
過
失
と
信
頼
の
原
則
』（
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
二
一
号
）
を
は
じ
め
と
す
る

論
文
に
お
い
て
、
整
序
さ
れ
た
形
で
危
惧
感
説
を
展
開
し
、
同
年
末
に
『
過
失
犯
の
理
論
』
に
纏
め
ら
れ
て
、
危
惧
感
説
が
確
立
す
る
の

で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
控
訴
審
判
決
に
対
し
、
具
体
的
予
見
可
能
性
を
要
求
し
な
い
の
は
判
例
違
反
で
あ
る
と
す
る
上
告
（
2
）

を
受
け
た
最
高
裁
は
、

「
原
判
決
は
、
死
傷
の
結
果
の
発
生
に
つ
い
て
予
見
可
能
性
が
不
要
だ
と
判
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ド
ラ
イ
ミ
ル
ク
製
造
の
過
程
で
、

砒
素
含
有
率
〇
・
〇
三
％
以
上
の
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
を
所
定
割
合
で
原
乳
に
添
加
す
れ
ば
死
傷
の
結
果
が
当
然
発
生
す
る
関
係
に
あ
る
本

件
に
お
い
て
、
単
に
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
と
い
う
注
文
に
よ
っ
て
は
、
右
砒
素
含
有
率
の
高
い
薬
品
が
ま
ぎ
れ
込
む
危
険
の
予
見
可
能
性
が

あ
る
こ
と
を
判
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
所
論
引
用
の
判
例
に
相
反
す
る
判
断
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
理
由
が
な
く
、
そ
の

余
は
、
単
な
る
法
令
違
反
、
事
実
誤
認
の
主
張
で
あ
り
、
同
第
二
点
の
う
ち
、
判
例
違
反
を
い
う
点
は
、
原
判
決
は
、
薬
品
に
つ
い
て
も
、

標
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
と
内
容
物
と
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
や
、
注
文
し
た
物
と
異
な
る
物
が
売
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
、
参
考
と
し
て
所
論
の
判
例
を
引
用
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
、
な
ん
ら
こ
れ
と
相
反
す
る
判
断
を
し
た
も
の
で

は
な
」
い
と
し
た
の
で
あ
る
（
最
一
小
判
昭
和
四
四
年
二
月
二
七
日
判
タ
二
三
二
号
一
六
八
頁
）。
す
な
わ
ち
、
控
訴
審
も
「
具
体
的
予
見
可
能

三
五
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
八
四
）

性
」
を
認
定
し
た
の
で
あ
り
、
最
高
裁
も
予
見
可
能
性
に
関
す
る
態
度
は
変
更
し
な
い
と
判
示
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
差
し
戻
し
後
の
第
一
審
判
決
（
徳
島
地
判
昭
和
四
八
年
一
一
月
二
八
日
判
時
七
二
一
号
七
頁
）
は
、
ほ
ぼ
藤
木
説
を
採
用
し
、

①
右
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
の
発
注
に
当
り
、
単
に
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
と
の
み
い
つ
て
特
に
規
格
品
を
指
定
し
な
い
で
注
文
し
た
だ
け
で
は
、

第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
で
な
い
も
の
、
場
合
に
よ
つ
て
は
人
体
に
有
害
な
物
質
例
え
ば
砒
素
な
ど
を
多
量
に
含
ん
だ
粗
悪
有
毒
品
が
紛
れ
込
む

危
険
が
あ
り
、
②
元
来
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
は
清
罐
剤
な
ど
の
原
料
と
し
て
工
業
用
に
多
く
用
い
ら
れ
る
薬
剤
で
あ
り
、
薬
品
販
売
業
界
、

食
品
製
造
業
者
間
に
お
い
て
も
、
規
格
品
で
な
い
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
と
し
て
購
入
し
た
薬
剤
を
食
品
用
に
使
用
す
る
に
つ
い
て
は
、
そ
の

無
害
性
に
不
安
感
、
危
惧
感
を
持
つ
も
の
が
多
か
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
か
か
る
不
安
感
、
危
惧
感
こ
そ
結
果
の
予
見
可
能
性
に
ほ
か
な
ら

な
い
と
し
、
③
本
件
工
場
側
に
お
い
て
、
安
定
剤
と
し
て
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
を
使
用
す
る
に
際
し
て
は
、
粗
悪
有
毒
品
の
紛
入
を
防
止
す

る
た
め
、
ま
ず
局
方
品
、
試
薬
等
の
規
格
品
を
発
注
（
使
用
）
す
る
業
務
上
の
注
意
義
務
が
あ
り
、
こ
れ
に
違
反
し
て
非
規
格
品
た
る
工

業
用
薬
品
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
使
用
前
に
、
そ
れ
が
間
違
い
な
く
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
の
化

学
的
検
査
を
実
施
す
べ
き
業
務
上
の
注
意
義
務
が
あ
る
と
し
て
、
工
場
の
製
造
課
長
（
兼
工
場
長
代
理
）
に
対
し
、
部
下
従
業
員
を
し
て

右
規
格
品
発
注
（
使
用
）、
化
学
的
検
査
を
な
さ
し
め
る
べ
き
職
責
を
有
し
て
い
た
の
に
、
こ
れ
を
怠
つ
た
監
督
上
の
過
失
責
任
が
あ
る

と
し
、
禁
錮
三
年
の
実
刑
を
言
い
渡
し
た
。

徳
島
地
判
昭
和
四
八
年
一
一
月
二
八
日
は
、
危
惧
感
説
を
採
用
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
が
、
最
高
裁
が
、
こ
の
事
案
を
前
提
に
「
砒

素
含
有
率
の
高
い
薬
品
が
ま
ぎ
れ
込
む
危
険
の
予
見
可
能
性
」
を
認
定
し
う
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
微
妙
で
あ
る
。

従
来
の
先
例
を
維
持
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
具
体
的
事
案
を
踏
ま
え
た
あ
て
は
め
の
際
の
規
範
的
評
価
の

問
題
に
関
し
て
は
、
微
妙
な
変
化
が
見
ら
れ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
徳
島
地
判
昭
和
三
八
年
一
〇
月
二
五
日
は
、
他
の
も
の
が
紛
れ

三
五
二



社
会
の
変
化
と
過
失
犯
論
の
展
開
（
前
田
）

（
五
八
五
）

込
む
と
い
う
不
安
だ
け
で
は
、
納
入
品
の
厳
密
な
チ
ェ
ッ
ク
ま
で
は
要
し
な
い
と
考
え
た
の
に
対
し
、
徳
島
地
判
昭
和
四
八
年
一
一
月

二
八
日
は
、「
食
品
製
造
業
者
は
そ
の
食
品
が
人
体
に
全
く
無
害
で
あ
り
、
安
全
で
あ
る
こ
と
を
一
般
消
費
者
に
保
証
し
て
こ
れ
を
販
売

し
て
い
る
と
い
う
立
場
に
あ
り
、
し
た
が
つ
て
そ
こ
で
使
用
す
る
原
材
料
に
不
純
物
が
混
つ
て
い
な
い
こ
と
、
及
び
、
製
造
過
程
で
有
害

物
が
混
入
し
な
い
よ
う
に
す
る
一
般
的
義
務
を
負
つ
て
い
る
立
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」

規
範
的
評
価
か
ら
、
乳
製
品
に
使
う
に
は
、
安
全
性
の
高
い
「
規
格
品
」
に
限
る
べ
き
で
あ
り
、
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
を
食
品
添
加
物
と

し
て
使
用
す
る
に
当
つ
て
は
、
規
格
品
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
食
品
用
と
し
て
の
無
害
性
に
不
安
感
を
抱
き
、
食
品
用
に
添
加
使
用

す
る
こ
と
に
危
惧
感
を
持
つ
者
が
多
か
つ
た
と
い
い
得
る
の
で
、
検
査
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
変
化
に
は
、
食
品

安
全
、
消
費
者
保
護
な
ど
に
関
す
る
国
民
の
意
識
の
変
化
も
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
。

（
三
）　

カ
ネ
ミ
油
症
事
件

事
例
の
第
三
は
、
昭
和
四
三
年
に
発
生
し
た
、
カ
ネ
ミ
倉
庫
株
式
会
社
が
製
造
し
た
米
ぬ
か
油
（
カ
ネ
ミ
ラ
イ
ス
オ
イ
ル
）
の
中
に
、
熱

媒
体
カ
ネ
ク
ロ
ー
ル
（
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）
が
混
入
し
て
い
た
た
め
、
多
く
の
摂
食
者
に
有
機
塩
酸
中
毒
が
発
症
し
た
事
件
で
あ
る
。
当
時
カ
ネ
ク

ロ
ー
ル
の
有
害
性
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
「
未
知
の
危
険
」
に
対
す
る
予
見
可
能
性
が
争
わ
れ
た
と

い
っ
て
も
よ
い
。

そ
し
て
、
福
岡
地
小
倉
支
判
昭
和
五
三
年
三
月
二
四
日
（
判
時
八
八
五
号
一
七
頁
）
は
、
た
し
か
に
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
の
毒
性
が
広
く
一
般
に
認

識
さ
れ
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
、
本
件
発
覚
以
降
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
…
そ
の
安
全
性
に
つ
き
未
知

の
芳
香
族
の
塩
素
化
物
と
し
て
警
戒
さ
る
べ
き
物
質
で
あ
つ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
右
の
と
お
り
Ｐ
Ｃ
Ｂ
は
工
業
用
品
で
あ
り
食

三
五
三
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品
等
で
は
な
い
た
め
、
人
体
に
摂
取
さ
れ
た
場
合
の
影
響
ま
で
関
心
が
払
わ
れ
ず
、
そ
の
科
学
的
解
明
が
十
分
な
さ
れ
る
よ
う
な
段
階
で

な
か
つ
た
に
す
ぎ
ず
、
従
つ
て
化
学
合
成
物
質
た
る
工
業
用
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
人
に
摂
取
さ
れ
た
場
合
に
は
人
体
に
何
ら
か

の
不
良
な
影
響
を
及
ぼ
す
物
質
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
そ
の
取
扱
い
に
慎
重
を
期
す
る
の
が
社
会
的
に
も
通
常
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｐ
Ｃ
Ｂ
に
対
す
る
国
の
規
制
に
つ
い
て
も
、
食
品
添
加
物
で
あ
れ
ば
格
別
と
し
て
、
工
業
用
品
と
し
て
製
造
販
売
さ
れ
た
物
質
で
あ
り
、

劇
毒
物
に
指
定
さ
れ
た
物
質
類
似
の
急
性
毒
性
も
な
く
、
そ
の
蓄
積
毒
性
が
さ
ほ
ど
明
瞭
と
さ
れ
て
い
な
い
時
に
、
特
段
の
事
情
な
き
限

り
国
の
規
制
が
な
さ
れ
る
も
の
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
関
係
証
拠
上
、
カ
ネ
ク
ロ
ー
ル
が
多
方
面
に
わ
た
り
、

多
く
の
用
途
に
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
食
品
な
い
し
食
品
添
加
物
と
し
て
、
あ
る
い
は

直
接
人
体
に
少
な
か
ら
ざ
る
量
摂
取
さ
れ
る
よ
う
な
用
途
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。」
と
し
て
、
被
告
人
に
カ
ネ
ク
ロ
ー
ル
の
有
害

性
に
対
す
る
客
観
的
予
見
可
能
性
が
存
し
な
か
つ
た
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。

控
訴
審
（
福
岡
高
判
昭
和
五
七
年
一
月
二
五
日
・
判
時
一
〇
三
六
号
三
五
頁
）
で
は
、
予
見
可
能
性
と
い
っ
て
も
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
混
入
の
因
果
経
過

の
予
見
可
能
性
が
問
題
と
な
っ
た
。
因
果
の
経
過
を
構
成
す
る
事
実
の
全
部
あ
る
い
は
因
果
の
具
体
的
機
序
の
細
部
ま
で
予
見
す
る
必
要

は
な
く
、
因
果
関
係
の
基
本
的
部
分
に
つ
い
て
の
予
見
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
に
、

本
件
蛇
管
の
腐
食
貫
通
孔
は
、
前
示
の
と
お
り
蛇
管
の
材
質
上
及
び
熱
処
理
上
の
欠
陥
す
な
わ
ち
本
件
蛇
管
が
固
溶
化
熱
処
理
の
施
さ
れ

て
い
な
い
Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
二
鋼
に
よ
っ
て
作
製
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
右
蛇
管
に
対
す
る
強
い
腐
食
雰
囲
気
の
作
用
、
す
な
わ
ち
カ
ネ
ク
ロ
ー
ル

の
過
熱
分
解
に
よ
っ
て
発
生
し
た
塩
化
水
素
ガ
ス
と
蛇
管
内
カ
ネ
ク
ロ
ー
ル
に
混
在
す
る
水
分
と
合
し
て
生
成
し
た
塩
酸
が
作
用
し
て
粒

界
腐
食
を
招
来
し
た
こ
と
の
二
条
件
が
寄
与
し
て
形
成
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
基
本
部
分
は
、
本
件
蛇
管
が
カ
ネ
ク

ロ
ー
ル
の
過
熱
分
解
に
よ
っ
て
生
成
し
た
塩
酸
の
作
用
で
腐
食
す
る
こ
と
に
あ
り
、
こ
の
点
の
予
見
が
あ
れ
ば
、
結
果
の
予
見
可
能
性
を

三
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社
会
の
変
化
と
過
失
犯
論
の
展
開
（
前
田
）

（
五
八
七
）

肯
定
す
る
に
十
分
で
、
こ
れ
を
超
え
て
腐
食
の
経
過
、
機
序
あ
る
い
は
種
類
、
性
質
等
に
関
し
て
認
識
す
る
必
要
は
な
く
、
そ
の
認
識
の

欠
如
が
あ
っ
た
と
し
て
も
予
見
可
能
性
を
肯
定
す
る
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
き
に
認
定
し
た
如
く
、
被

告
人
は
本
件
蛇
管
の
材
質
に
関
し
て
誤
解
を
し
、
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
腐
食
の
機
序
や
種
類
、
性
質
に
関
し
て
詳
細
を
知
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど

も
、
カ
ネ
ク
ロ
ー
ル
の
過
熱
分
解
に
よ
っ
て
装
置
内
に
塩
酸
が
生
成
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
及
び
Ｓ
Ｕ
Ｓ
三
三
鋼
と
い
え
ど
も
塩
酸
に

よ
っ
て
腐
食
す
る
こ
と
は
知
っ
て
お
り
…
、
し
た
が
っ
て
、
本
件
蛇
管
腐
食
の
予
見
可
能
性
は
十
分
肯
定
し
う
る
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
後
述
の
「
中
間
項
の
理
論
」
と
の
関
係
で
検
討
す
る
が
、
判
例
は
、
具
体
的
予
見
可
能
性
説
を
採
用
し
つ
つ
も
、
未
知
の
事

態
に
つ
い
て
、
危
惧
感
説
が
求
め
る
結
論
の
大
部
分
を
、
可
罰
的
な
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
四
）　

柔
道
指
導
事
故

船
山
教
授
が
「
危
惧
感
説
に
よ
っ
て
裁
か
れ
た
事
故
」
と
指
摘
さ
れ
る
事
例
の
四
は
、
柔
道
教
室
で
柔
道
指
導
中
に
生
徒
（
小
学
六
年

生
）
に
重
傷
を
負
わ
せ
て
し
ま
っ
た
事
案
で
あ
る
（
3
）（

長
野
地
判
平
成
二
六
年
四
月
三
〇
日
Ｔ
Ｋ
Ｃ
二
五
五
〇
三
八
五
一
）。

弁
護
人
は
、
頭
部
を
直
接
打
た
な
い
の
に
架
橋
静
脈
の
破
綻
に
よ
っ
て
急
性
硬
膜
下
出
血
が
発
症
し
、
重
大
な
障
害
を
負
う
に
至
る
こ

と
が
あ
る
と
す
る
知
見
は
、
柔
道
界
で
は
一
般
的
で
な
く
、
被
告
人
に
と
っ
て
被
害
者
の
負
傷
は
予
見
で
き
な
か
っ
た
な
ど
と
主
張
し
た

が
、
長
野
地
裁
は
、「
傷
害
の
発
生
機
序
の
詳
細
ま
で
予
見
で
き
な
け
れ
ば
注
意
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で

あ
っ
て
，
技
量
・
体
格
等
が
未
熟
な
者
が
強
い
力
で
投
げ
ら
れ
，
畳
に
打
ち
付
け
ら
れ
る
な
ど
す
れ
ば
，
直
接
打
撲
し
た
部
分
に
限
ら
ず
，

身
体
各
部
に
無
理
な
力
が
加
わ
り
，
そ
の
よ
う
な
無
理
な
力
が
加
わ
っ
た
身
体
の
部
分
に
何
ら
か
の
障
害
が
発
生
し
う
る
こ
と
は
十
分
に

予
見
可
能
で
あ
る
か
ら
，
上
記
の
よ
う
な
注
意
義
務
を
認
め
る
こ
と
の
障
害
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
事
故
当

三
五
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巻
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〇
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月
）

（
五
八
八
）

時
い
ま
だ
受
け
身
の
習
得
も
十
分
で
な
い
技
量
未
熟
な
発
育
途
上
の
小
学
生
に
対
す
る
被
告
人
の
本
件
事
故
の
際
の
投
げ
方
は
、
そ
の
力

加
減
の
点
で
、
本
件
年
少
者
に
対
す
る
投
げ
方
の
程
度
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
被
告
人
に
は
過
失
が
認
め

ら
れ
る
と
し
て
禁
錮
一
年
（
執
行
猶
予
三
年
）
を
言
い
渡
し
た
。

こ
こ
で
も
、
具
体
的
な
予
見
可
能
性
を
要
求
す
る
こ
と
の
問
題
点
が
み
ら
れ
る
が
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、「
因
果
経
過
の
予
見
可
能

性
」
に
関
し
、
判
例
は
、
少
な
く
と
も
「
微
細
な
部
分
に
至
る
ま
で
の
予
見
可
能
性
」
は
要
求
し
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
不
当
な
結
論

に
い
た
る
判
例
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

四　

危
惧
感
説
と
具
体
的
予
見
可
能
性
説
の
対
立
点

（
一
）　

結
果
の
具
体
性

予
見
可
能
性
に
つ
い
て
の
実
質
的
対
立
点
を
整
理
す
る
と
、（
一
）
ど
の
程
度
の
具
体
的
・
個
別
的
結
果
を
予
見
の
対
象
と
す
る
か
、

（
二
）
結
果
発
生
に
い
た
る
因
果
の
経
過
を
予
見
の
対
象
に
含
め
る
か
、
含
め
る
と
し
た
ら
ど
の
程
度
詳
細
な
部
分
に
つ
い
て
ま
で
か
、

（
三
）
ど
の
程
度
の
結
果
発
生
の
蓋
然
性
と
、
そ
の
認
識
の
容
易
性
が
存
在
す
れ
ば
、
過
失
責
任
を
基
礎
づ
け
得
る
か
の
三
点
に
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
予
見
可
能
性
説
と
不
安
感
説
の
実
質
的
対
立
点
は
、（
三
）
の
点
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

ま
ず
、
客
観
的
に
結
果
が
認
定
さ
れ
て
、
そ
の
予
見
可
能
性
が
必
要
と
な
る
。
た
だ
「
具
体
的
結
果
の
予
見
」
と
い
っ
て
も
、
例
え
ば
、

特
定
の
被
害
者
が
何
日
何
時
何
分
に
死
亡
し
た
こ
と
の
予
見
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
不
合
理
で
、
一
定
の
抽
象
化
が
必
要
な
こ
と
は
争
い

が
な
い
。
そ
の
意
味
で
も
、
危
惧
感
説
と
の
差
は
相
対
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
た
し
か
に
、
強
力
な
小
型
爆
弾
を
列
車
に
置
き
忘
れ
乗

三
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九
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客
多
数
が
死
亡
し
た
場
合
、
置
き
忘
れ
た
場
所
す
ら
失
念
し
て
い
て
も
、
過
失
致
死
罪
の
責
任
は
免
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、

構
成
要
件
結
果
（
人
の
死
）
の
予
見
は
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
具
体
的
な
内
容
の
予
見
が
不
可
能
で
も
、
過
失
責
任
は
問
い
得
る
。

ま
た
、
結
果
の
個
数
を
重
視
す
べ
き
で
も
な
い
。
危
険
な
行
為
に
よ
り
複
数
人
を
死
亡
せ
し
め
た
が
、
一
人
の
死
の
み
が
予
見
可
能
で

あ
っ
た
場
合
に
、
一
人
に
対
す
る
過
失
致
死
罪
の
み
が
成
立
す
る
と
考
え
る
の
は
合
理
的
で
は
な
い
。

（
二
）　

因
果
経
過
の
予
見
可
能
性
と
中
間
項
の
理
論

実
は
、
因
果
関
係
の
予
見
可
能
性
も
、
過
失
責
任
に
と
っ
て
は
重
要
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
行
為
時
に
因
果
経
過
の
基
本
的
部
分
の
予

見
可
能
性
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。
結
果
の
予
見
が
可
能
で
あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
責
任
非
難
は
可
能
で
あ
り
、
逆
に
結
果

の
予
見
可
能
性
が
あ
り
な
が
ら
、
現
に
生
じ
た
因
果
経
過
を
予
見
し
得
な
か
っ
た
と
し
て
責
任
非
難
を
否
定
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ

る
（
4
）

。
た
し
か
に
、
事
後
的
に
み
て
余
り
に
突
飛
な
因
果
経
過
は
、
相
当
性
を
欠
く
と
し
て
客
観
的
帰
責
が
否
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
行
為

時
に
お
け
る
一
般
人
の
目
か
ら
み
た
責
任
非
難
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
最
終
結
果
の
予
見
可
能
性
の
み
を
問
題
に
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
の

点
は
、
故
意
の
場
合
に
因
果
関
係
の
認
識
が
不
要
な
の
と
パ
ラ
レ
ル
な
の
で
あ
る
。

判
例
は
表
面
上
、
因
果
関
係
の
基
本
的
部
分
の
予
見
可
能
性
を
重
視
し
て
い
る
。
た
だ
、
結
果
の
予
見
可
能
性
に
プ
ラ
ス
し
て
、
因
果

経
過
の
予
見
可
能
性
が
な
け
れ
ば
過
失
犯
が
成
立
し
な
い
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
判
例
は
、
最
終
結
果
の
予
見
可
能
性
を
直
接
吟

味
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、
そ
れ
を
認
識
す
れ
ば
一
般
人
な
ら
ば
結
果
を
予
見
し
得
る
だ
け
の
中
間
項
を
設
定
し
、
中
間
項
の
予
見

可
能
性
が
あ
れ
ば
最
終
結
果
の
予
見
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
判
例
は
、
こ
の
中
間
項
を
「
因
果
経
過
の
基
本
的
（
重
要
）

部
分
」
と
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
因
果
経
過
の
基
本
的
部
分
の
予
見
可
能
性
は
、
あ
く
ま
で
、
結
果
の
予
見
可
能
性
判
定
の

三
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道
具
な
の
で
あ
る
（
こ
の
よ
う
な
中
間
項
は
、
現
に
生
じ
た
結
果
の
予
見
が
容
易
な
事
案
に
は
必
要
な
い
。
そ
れ
が
困
難
な
場
合
に
は
じ
め
て
機
能
す

る
。）。
こ
の
中
間
項
は
、
そ
の
予
見
が
あ
れ
ば
、
一
般
人
な
ら
ば
次
の
中
間
項
な
い
し
最
終
結
果
の
認
識
が
十
分
に
可
能
な
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
、
中
間
項
の
予
見
可
能
性
を
結
果
の
予
見
可
能
性
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
現
に
生
じ
た
因
果
の
流
れ
が
い
か
に
希
有
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
他
に
当
該
結
果
に
到
達
す
る
因
果
の
経
路
が
容
易
に
想
定

さ
れ
る
場
合
に
は
、
抽
象
度
の
高
い
中
間
項
を
設
定
し
得
る
。
つ
ま
り
中
間
項
の
予
見
可
能
性
は
高
ま
る
。
こ
れ
に
対
し
、
当
該
結
果
に

い
た
る
因
果
の
経
過
が
他
に
考
え
に
く
い
場
合
に
は
、
具
体
的
に
生
じ
た
因
果
経
過
に
近
い｢

小
さ
い｣

中
間
項
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
三
）　

予
見
可
能
性
の
程
度

予
見
可
能
性
を
成
立
せ
し
め
る
結
果
発
生
の
蓋
然
性
と
そ
の
認
識
の
容
易
性
の
程
度
の
点
こ
そ
が
、
不
安
感
説
と
具
体
的
予
見
可
能
性

説
と
の
相
違
点
で
あ
る
。
前
者
は
「
あ
る
種
の
危
険
が
絶
無
で
あ
る
と
し
て
無
視
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
と
い
う
程
度
の
不
安
感
」
で

足
り
る
と
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
「
構
成
要
件
的
結
果
発
生
の
具
体
的
予
見
可
能
性
」
が
必
要
だ
と
す
る
（
5
）

。

こ
の
点
、
全
く
初
め
て
の
事
象
・
人
類
が
当
面
し
た
こ
と
の
な
い
未
知
の
危
険
に
関
し
て
は
、
不
安
感
説
で
な
け
れ
ば
過
失
責
任
は
問

い
得
な
い
。
ま
た
、
既
知
の
危
険
だ
が
、
結
果
発
生
の
確
率
の
極
め
て
低
い
場
合
、
な
い
し
、
結
果
発
生
の
認
識
が
非
常
に
困
難
な
場
合

も
、
同
様
で
あ
る
。
判
例
も
、
ハ
イ
ド
ロ
プ
レ
ー
ニ
ン
グ
現
象
に
よ
る
事
故
は
当
時
と
し
て
は
予
見
不
能
で
あ
る
と
し
た
（
大
阪
高
判
昭

和
五
一
年
五
月
二
五
日
刑
月
八
巻
四
＝
五
号
二
五
三
頁
）。
危
惧
感
説
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
雨
中
を
高
速
で
走
行
す
れ
ば
、
ハ
イ
ド
ロ
プ

レ
ー
ニ
ン
グ
現
象
の
予
見
は
不
可
能
で
も
不
安
感
が
な
か
っ
た
と
は
い
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
新
工
法
に
よ
る
新
四
つ
木
橋
事
故

三
五
八



社
会
の
変
化
と
過
失
犯
論
の
展
開
（
前
田
）

（
五
九
一
）

に
関
し
て
も
、
設
計
者
等
の
過
失
責
任
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
（
東
京
地
判
昭
和
五
四
年
六
月
二
五
日
判
時
九
四
一
号
六
頁
）。
漠
然
と
危
険
を

感
じ
て
も
、
一
般
に
未
知
の
事
象
に
つ
い
て
は
刑
責
を
問
い
得
な
い
。

問
題
は
、
類
似
の
状
況
に
お
い
て
危
険
性
が
過
去
に
発
生
し
て
い
た
り
、
そ
の
事
案
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
関
連
す
る
事
故
の
経
験

が
あ
る
よ
う
な
場
合
な
の
で
あ
る
。

（
四
）　

水
俣
病
控
訴
審
判
決

結
局
、
予
見
可
能
性
の
実
践
的
課
題
は
、
処
罰
に
必
要
な
「
予
見
可
能
性
」
の
限
界
を
ど
う
確
定
す
る
か
に
あ
る
。
こ
こ
で
、
森
永
ヒ

素
ミ
ル
ク
事
件
、
カ
ネ
ミ
油
症
事
件
と
同
様
、
一
般
に
具
体
的
予
見
可
能
性
が
欠
け
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
な
が
ら
、
具
体
的
な
予
見

可
能
性
を
認
定
し
た
水
俣
病
刑
事
事
件
控
訴
審
判
決
（
福
岡
高
判
昭
和
五
七
年
九
月
六
日
判
時
一
〇
五
九
号
一
七
頁
）
を
分
析
し
て
お
く
こ
と

が
有
用
で
あ
る
。

福
岡
高
裁
は
、「
人
が
水
俣
工
場
の
排
水
中
に
含
有
さ
れ
る
有
毒
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
魚
介
類
を
摂
食
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
水

俣
病
に
罹
患
し
、
死
傷
の
結
果
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
の
予
見
が
あ
れ
ば
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
の
注
意
義
務
を
構
成
す
る
予

見
可
能
性
と
し
て
欠
く
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
所
論
の
よ
う
に
そ
の
有
毒
物
質
が
一
定
の
脳
症
状
を
呈
す
る
特
定
の
化
学
物
質
で
あ
る
こ
と

の
予
見
ま
で
も
要
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
有
機
水
銀
が
原
因
物
質
で
あ
る
こ
と
の
予
見
は
不
要
と
し
た
の
で

あ
る
。
水
俣
病
発
症
の
因
果
の
中
で
圧
倒
的
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
有
機
水
銀
の
介
在
は
、
予
見
す
べ
き
因
果
関
係
の
基
本
部
分
な
い
し

重
要
部
分
で
は
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
福
岡
高
裁
の
い
う
重
要
部
分
と
は
、
イ
工
場
排
水
中
に
有
毒
物
質
が
含
有
さ
れ
て
い
る
こ

と
と
、
ロ
有
毒
物
質
が
魚
介
類
を
経
由
し
て
人
体
内
に
入
る
こ
と
の
み
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
中
間
項
で
あ
り
、
そ
の
予
見
が
可
能
な

三
五
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
九
二
）

の
で
過
失
責
任
は
認
め
ら
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
森
永
ヒ
素
ミ
ル
ク
事
件
に
関
す
る
徳
島
地
判
昭
和
四
八
年
一
一
月
二
八
日
は
、
中
間
項
と
し
て
「
注
文
し
た
も
の
と
異

な
る
薬
品
の
納
入
」
を
問
題
に
し
た
。
た
し
か
に
被
告
人
に
、
こ
の
点
の
予
見
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
問
題
は
「
注
文
し
た
も
の
と
異
な
る
薬
品
の
混
入
」
の
認
識
が
あ
れ
ば
一
般
人
が
死
傷
結
果
を
予
見
し
得
る
か
で
あ
る
。
食
品

公
害
な
ど
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
実
行
行
為
当
時
に
お
い
て
、「
毒
と
は
特
定
で
き
な
い
が
何
か
別
の
物
が
混
入
す
る
こ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
認
識
だ
け
で
、
死
傷
結
果
の
予
見
を
要
求
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
点
、
ヒ
素
と
特
定
し
な

い
ま
で
も
「
な
ん
ら
か
の
毒
性
の
あ
る
物
の
混
入
」
の
予
見
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
最
終
結
果
に
つ
き
責
任
非
難
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
裁
判
所
は
、
毒
物
混
入
の
予
見
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、「
注
文
し
た
も
の
と
異
な
る
薬
品
の
混
入
」
か
ら
生

じ
る
不
安
感
・
危
惧
感
に
よ
り
過
失
責
任
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
考
え
た
の
が
第
一

審
の
徳
島
地
判
昭
和
三
八
年
一
〇
月
二
五
日
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
差
し
戻
し
後
の
判
決
を
よ
く
見
る
と
、
徳
島
地
判
昭
和
四
八

年
一
一
月
二
八
日
は
、
乳
児
の
食
品
に
使
う
に
は
、
安
全
性
の
高
い
「
規
格
品
」
に
限
る
べ
き
で
あ
り
、
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
を
食
品
添
加

物
と
し
て
使
用
す
る
に
当
つ
て
は
規
格
品
で
な
い
も
の
を
発
注
し
た
場
合
に
は
、
毒
物
混
入
の
予
見
可
能
性
が
あ
る
と
判
断
し
た
と
も
解

し
得
る
。
毒
だ
と
は
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
工
業
製
品
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
を
食
品
に
添
加
す
る
場
合
も
、
食
品
事
故
な
ど
の
経
験
が
積
み
重

な
る
中
で
は
、
予
見
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
（
福
岡
地
小
倉
支
判
昭
和
五
三
年
三
月
二
四
日
）。

（
五
）　

中
間
項
の
具
体
例

浦
和
地
判
平
成
八
年
七
月
三
〇
日
（
判
時
一
五
七
七
号
七
〇
頁
）
は
、
井
戸
水
か
ら
大
腸
菌
群
等
が
検
出
さ
れ
保
健
所
か
ら
飲
用
の
際
に

三
六
〇



社
会
の
変
化
と
過
失
犯
論
の
展
開
（
前
田
）

（
五
九
三
）

は
滅
菌
す
る
よ
う
指
導
を
受
け
て
い
た
幼
稚
園
の
園
長
が
、
滅
菌
措
置
等
を
講
じ
な
い
ま
ま
園
児
に
供
給
し
続
け
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い

た
特
殊
な
病
原
性
大
腸
菌
「
Ｏ
│
一
五
七
」
が
原
因
で
園
児
を
死
亡
さ
せ
た
事
案
に
つ
い
て
、
い
わ
ば
未
知
の
存
在
で
あ
っ
た
「
Ｏ
│

一
五
七
」
と
い
う
直
接
の
原
因
と
な
っ
た
大
腸
菌
の
予
見
可
能
性
を
欠
い
て
も
過
失
は
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。
た
し
か
に
病
原
性
大
腸
菌

Ｏ
一
五
七
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
と
い
う
因
果
経
過
の
重
要
部
分
の
予
見
は
園
長
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
が
、
中
間
項
で
あ
る
「
大
腸
菌
が

混
入
し
飲
用
不
適
」
の
認
識
が
あ
れ
ば
、
一
般
人
な
ら
ば
園
児
の
病
死
の
予
見
は
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

最
決
平
成
一
二
年
一
二
月
二
〇
日
（
刑
集
五
四
巻
九
号
一
〇
九
五
頁
）
は
、
電
車
ト
ン
ネ
ル
内
の
電
力
ケ
ー
ブ
ル
敷
設
工
事
に
お
い
て
、

ケ
ー
ブ
ル
を
Ｙ
分
岐
接
続
器
と
い
う
特
殊
な
も
の
に
よ
っ
て
接
続
し
た
が
、
ア
ー
ス
端
子
を
通
し
て
大
地
に
流
す
導
通
路
を
確
保
し
な

か
っ
た
た
め
、
高
圧
電
流
に
よ
っ
て
Ｙ
分
岐
接
続
器
内
部
の
半
導
電
層
部
に
漏
え
い
し
て
、
徐
々
に
こ
れ
を
加
熱
し
炭
化
さ
せ
た
上
、

ア
ー
ク
放
電
を
発
生
さ
せ
て
発
火
し
、
電
力
ケ
ー
ブ
ル
外
装
部
に
燃
え
移
り
、
煙
と
有
毒
ガ
ス
を
蔓
延
さ
せ
、
ト
ン
ネ
ル
内
に
進
入
し
た

列
車
の
乗
員
等
を
死
傷
さ
せ
た
事
件
に
関
し
、「
炭
化
導
電
路
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
経
過
を
具
体
的
に
予
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
…
電
流
が
大
地
に
流
さ
れ
ず
に
本
来
流
れ
る
べ
き
で
な
い
部
分
に
長
期
間
に
わ
た
り
流
れ
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
火
災
の

発
生
に
至
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
予
見
す
る
こ
と
は
で
き
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、
大
量
の
電
気
が
「
本
来
流
れ
る
べ
き

で
な
い
部
分
に
長
期
間
に
わ
た
り
流
れ
続
け
る
こ
と
」
を
中
間
項
と
し
て
予
見
可
能
性
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

最
決
平
成
二
一
年
一
二
月
七
日
（
刑
集
六
三
巻
一
一
号
二
六
四
一
頁
）
は
、
人
工
の
砂
浜
の
砂
が
、
砂
防
板
破
損
の
た
め
徐
々
に
海
に
吸

い
出
さ
れ
砂
層
内
に
空
洞
が
発
生
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
上
を
小
走
り
に
移
動
中
の
被
害
者
が
、
そ
の
重
み
に
よ
る
空
洞
の
崩
壊
の
た

め
生
じ
た
陥
没
孔
に
転
落
し
埋
没
し
て
死
亡
し
た
事
故
に
関
し
、
砂
浜
等
の
管
理
者
に
過
失
を
認
め
た
。
砂
層
内
の
空
洞
の
発
生
の
認
識

不
可
能
だ
っ
た
と
す
る
の
に
対
し
、
少
し
離
れ
た
砂
浜
に
お
い
て
繰
り
返
し
発
生
し
て
い
た
陥
没
を
認
識
し
、
そ
の
原
因
が
防
砂
板
の
破

三
六
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
九
四
）

損
に
よ
る
砂
の
吸
い
出
し
で
あ
る
と
考
え
て
対
策
を
講
じ
て
お
り
、
耐
用
年
数
が
約
三
〇
年
と
さ
れ
て
い
た
防
砂
板
が
数
年
で
破
損
し
て

い
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
た
わ
け
で
、
本
件
事
故
現
場
を
含
む
砂
浜
に
お
い
て
、「
防
砂
板
の
破
損
に
よ
る
砂
の
吸
い
出
し
に
よ
り
陥
没

が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
予
見
す
る
こ
と
は
で
き
た
」
と
判
示
し
た
。「
砂
防
板
破
損
に
よ
る
砂
の
吸
い
出
し
」
と
い
う
中
間

項
を
、
追
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
般
人
な
ら
ば
結
果
の
予
見
が
可
能
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。

原
発
事
故
の
場
合
も
、
電
源
の
遮
断
が
起
こ
る
こ
と
の
予
見
可
能
性
、
さ
ら
に
そ
れ
以
外
の
今
回
の
事
故
結
果
に
つ
な
が
る
危
険
を
認

識
さ
せ
る
事
情
の
有
無
の
慎
重
な
吟
味
が
要
請
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。

危
惧
感
説
も
「
今
ま
で
に
起
き
た
こ
と
が
な
く
、
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
発
生
す
る
の
か
が
確
実
に
は
分
か
っ
て
い
な
い
よ
う
な

未
知
の
危
険
で
あ
っ
て
も
、『
起
き
る
可
能
性
が
合
理
的
に
予
測
さ
れ
る
危
険
』
に
つ
い
て
は
、
業
務
の
性
質
に
よ
っ
て
は
責
任
を
問
い

得
る
」
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
判
例
は
、『
起
き
る
可
能
性
が
合
理
的
に
予
測
さ
れ
る
危
険
』
を
、
中
間
項
の
設
定
の
可
否
と
い
う
形
で

吟
味
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
中
間
項
は
、
そ
の
予
見
が
あ
れ
ば
、
一
般
人
な
ら
ば
次
の
中
間
項
な
い
し
最
終
結
果
の
認
識
が

十
分
に
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
、
中
間
項
の
予
見
可
能
性
を
結
果
の
予
見
可
能
性
に

置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
結
果
の
直
接
の
予
見
が
不
可
能
で
も
、
過
失
責
任
は
問
い
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
に
生
じ

た
因
果
の
流
れ
が
い
か
に
希
有
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
他
に
当
該
結
果
に
到
達
す
る
因
果
の
経
路
が
容
易
に
想
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
抽

象
度
の
高
い
中
間
項
を
設
定
し
得
る
。
つ
ま
り
中
間
項
の
予
見
可
能
性
は
高
ま
る
の
で
あ
る
。

（
1
） 

こ
れ
ま
で
の
過
失
に
関
し
て
の
拙
論
の
主
な
も
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
以
下
の
記
述
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
機
会
に
考
え
を
深
め
た
つ
も
り
で
あ
る
。

三
六
二



社
会
の
変
化
と
過
失
犯
論
の
展
開
（
前
田
）

（
五
九
五
）

「
過
失
と
予
見
可
能
性
」『
判
例
と
学
説･

刑
法
Ⅰ
』
二
二
七
│
二
三
八
頁
（
昭
和
五
二
年
六
月
）、「
許
さ
れ
た
危
険
」『
現
代
刑
法
講
座
三
』

二
五
〜
四
八
頁
（
昭
和
五
四
年
七
月
）、「
坂
東
三
津
五
郎
フ
グ
中
毒
事
件
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
四
三
号
一
六
六
頁
（
昭
和
五
六
年
六
月
）、「
結
果
の
予

見
可
能
性
│
水
俣
事
件
控
訴
審
判
決
を
手
が
か
り
に
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
八
四
号
四
六
〜
五
三
頁
（
昭
和
五
八
年
二
月
）、「
医
療
過
誤
と
過
失
犯
の
理

論
」『
医
療
と
法
と
倫
理
』
二
一
〇
〜
四
〇
九
頁
（
昭
和
五
八
年
九
月
）、「
監
督
過
失
」
法
学
教
室
六
三
号
五
六
│
五
八
頁
（
昭
和
六
〇
年
一
二
月
）、

「
ガ
ス
爆
発
事
故
と
過
失
責
任
」『
昭
和
六
〇
年
度
重
要
判
例
解
説
』
一
四
七
頁
（
昭
和
六
一
年
六
月
）、「
骨
折
治
療
に
よ
る
阻
血
性
拘
縮
と
医
師
の

裁
量
」『
医
療
過
誤
判
例
百
選
』
一
四
二
〜
一
四
三
頁
（
平
成
一
年
六
月
）、「
過
失
犯
の
構
造
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
四
巻
一
〇
号
一
三
二
〜
一
三
三

頁
（
平
成
一
年
一
〇
月
）、「
法
定
的
符
合
説
と
予
見
可
能
性
（
刑
法
演
習
講
座
一
）」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
五
巻
一
号
五
六
頁
（
平
成
一
年
一
二
月
）、

「
旧
過
失
論
と
新
過
失
論
」『
刑
事
裁
判
実
務
大
系
五｢

交
通
事
故｣

』（
平
成
二
年
一
月
）、「
監
督
過
失
に
つ
い
て
」
法
曹
時
報
四
二
巻
二
号
一
頁

（
平
成
二
年
二
月
）、「
過
失
犯
論
」『
ホ
ー
ン
ブ
ッ
ク
刑
法
』（
平
成
二
年
四
月
）、「
過
失
犯
に
つ
い
て
の
一
考
察
」『
平
野
龍
一
古
稀
記
念
』
二
九
九

〜
三
二
三
頁
（
平
成
二
年
九
月
）、「
過
失
犯
の
実
行
行
為
」
法
学
教
室
一
四
三
号
六
〇
〜
六
四
頁
（
平
成
四
年
八
月
）、「
過
失
犯
に
お
け
る
結
果
の

回
避
可
能
性
と
因
果
関
係
」
法
学
教
室
一
四
四
号
五
六
〜
六
〇
頁
（
平
成
四
年
九
月
）、「
過
失
犯
論
の
現
代
的
課
題
│
戦
後
の
理
論
的
展
開
を
踏
ま

え
て
」
法
学
教
室
一
四
六
号
一
一
〜
三
三
頁
（
平
成
四
年
一
一
月
）、「
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
と
予
見
可
能
性
」
警
察
学
論
集
四
七
巻
二
号
一
二
五

頁
（
平
成
六
年
二
月
）、「
ホ
テ
ル
火
災
と
監
督
過
失
」
警
察
学
論
集
四
八
巻
一
〇
号
一
八
九
〜
二
〇
五
頁
（
平
成
七
年
一
〇
月
）、「
ホ
テ
ル
火
災
と

死
傷
結
果
の
予
見
可
能
性
」
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
三
六
巻
二
号
五
六
七
頁
（
平
成
七
年
一
二
月
）、「
骨
折
治
療
に
よ
る
阻
血
性
拘
縮
と
医
師

の
裁
量
」『
医
療
過
誤
判
例
百
選
二
版
』
三
八
頁
（
平
成
八
年
一
二
月
）、「
過
失
に
つ
い
て
（
一
）」
法
学
教
室
二
〇
〇
号
七
四
頁
（
平
成
九
年
四

月
）、「
過
失
に
つ
い
て
（
二
）」
法
学
教
室
二
〇
一
号
四
八
頁
（
平
成
九
年
五
月
）、「
過
失
犯
論
に
つ
い
て
│
医
療
過
誤
を
手
が
か
り
に
」『
司
法
研

修
所
論
集
五
〇
周
年
記
念
論
文
集
三
巻
（
一
九
九
七
Ⅲ
）』
二
八
頁
（
平
成
九
年
一
一
月
）、「
予
見
可
能
性
の
対
象
に
つ
い
て
│
食
品
事
故
を
中
心

に
」『
西
原
春
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
（
二
）』
二
七
〜
四
四
頁
（
平
成
一
〇
年
三
月
）、「
教
育
と
事
故
│
そ
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
の
一
考
察
」

都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
三
九
巻
一
号
三
九
頁
（
平
成
一
〇
年
六
月
）、「
国
民
の
安
全
を
守
る
義
務
と
許
さ
れ
た
危
険
」
研
修
六
一
五
号
三
頁
（
平
成

一
一
年
九
月
）、「
過
失
の
概
念
」『
刑
法
の
争
点
三
版
』
七
四
頁
（
平
成
一
二
年
一
一
月
）、「
火
災
の
予
見
可
能
性
と
中
間
項
」
研
修
六
三
三
号
三

頁
（
平
成
一
三
年
三
月
）、「
予
見
可
能
性
の
内
容
・
程
度
と
許
さ
れ
た
危
険
」
研
修
六
三
七
号
三
頁
（
平
成
一
三
年
七
月
）、「
エ
イ
ズ
禍
と
刑
事
過

三
六
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
九
六
）

失
│
医
療
過
誤
と
結
果
回
避
義
務
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
七
六
号
三
〜
一
四
頁
（
平
成
一
四
年
二
月
）、「
薬
害
エ
イ
ズ
帝
京
大
学
病
院
事
件
第
一
審

無
罪
判
決
」
判
例
評
論
五
一
六
（
判
時
一
七
六
七
）
号
一
八
五
〜
一
九
四
頁
（
平
成
一
四
年
二
月
）、「
無
謀
な
自
動
車
運
転
の
責
任
強
化
」
警
察
政

策
四
巻
一
号
二
五
〇
頁
（
平
成
一
四
年
二
月
）、「
過
失
犯
論
の
課
題
」
現
代
刑
事
法
四
巻
六
号
二
二
頁
（
平
成
一
四
年
六
月
）、「
刑
法
演
習
│
因
果

経
過
の
予
見
可
能
性
」
法
学
教
室
二
八
九
号
一
六
八
〜
一
六
九
頁
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
）、「
刑
法
演
習
│
信
頼
の
原
則
」
法
学
教
室
二
九
三
号

一
四
二
〜
一
四
三
頁
（
平
成
一
七
年
二
月
）、「
予
見
可
能
性
と
信
頼
の
原
則
」『
神
山
敏
雄
先
生
古
稀
祝
賀
一
巻
』
六
九
〜
八
五
頁
（
平
成
一
八
年

六
月
）、「
医
療
過
誤
と
重
過
失
」
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
四
九
巻
一
号
八
三
〜
一
一
六
頁
（
平
成
二
〇
年
七
月
）、「
過
失
犯
に
お
け
る
結
果
の
予
見

可
能
性
の
認
定
」
警
察
学
論
集
六
三
巻
七
号
一
四
八
〜
一
六
六
頁
（
平
成
二
二
年
七
月
）、「
事
故
調
査
と
過
失
責
任
」
警
察
学
論
集
六
四
巻
一
号

一
三
六
〜
一
五
四
頁
（
平
成
二
三
年
一
月
）、「
自
動
車
・
電
車
事
故
の
原
因
の
確
定
と
構
成
要
件
該
当
性
」
警
察
学
論
集
六
五
巻
八
号
一
三
九
頁

（
平
成
二
四
年
八
月
）。

（
2
） 

弁
護
側
は
、
ふ
ぐ
中
毒
死
の
事
案
に
関
し
、
予
見
可
能
性
を
欠
く
と
し
無
罪
判
決
を
挙
げ
て
争
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、「
予
見
可
能
性

の
対
象
に
つ
い
て
│
食
品
事
故
を
中
心
に
」『
西
原
春
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
（
二
）』
二
七
〜
四
四
頁
（
平
成
一
〇
年
三
月
）、
さ
ら
に
「
坂
東

三
津
五
郎
フ
グ
中
毒
事
件
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
四
三
号
一
六
六
頁
（
昭
和
五
六
年
六
月
）
参
照
。

（
3
） 

長
野
地
検
が
、
二
度
に
わ
た
っ
て
不
起
訴
に
し
た
の
に
対
し
、
長
野
検
察
審
査
会
が
二
度
に
わ
た
り
「
起
訴
相
当
」
の
議
決
を
行
っ
た
た
め
、

指
定
弁
護
士
に
よ
り
強
制
起
訴
さ
れ
た
事
案
で
あ
っ
た
。

（
4
） 

サ
ウ
ナ
の
失
火
の
事
案
に
関
し
、
最
決
昭
和
五
四
年
一
一
月
一
九
日
（
刑
集
三
三
巻
七
号
七
二
八
頁
）
も
「
無
炎
着
火
に
よ
る
火
災
」
と
い
う

特
殊
な
経
過
が
予
見
で
き
な
く
て
も
、
失
火
罪
の
成
立
を
認
め
得
な
い
と
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
東
京
高
判
昭
和
五
三
年

九
月
二
一
日
（
刑
月
一
〇
巻
九
＝
一
〇
号
一
九
一
頁
）
も
、
ベ
ニ
ヤ
板
か
ら
一
〇
㎝
離
れ
た
ガ
ス
コ
ン
ロ
に
や
か
ん
を
か
け
っ
放
し
に
し
て
火
災
を

生
ぜ
し
め
た
事
案
で
、
実
際
に
は
ベ
ニ
ヤ
で
は
な
く
、
ガ
ス
コ
ン
ロ
下
の
ラ
ワ
ン
材
が
燃
え
出
し
た
場
合
に
、
ベ
ニ
ヤ
板
が
燃
え
る
予
見
可
能
性
が

あ
る
以
上
、
過
失
の
成
立
を
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

（
5
） 

既
知
の
危
険
に
関
し
て
も
、
国
民
が
過
失
非
難
を
納
得
し
得
る
程
度
の
「
結
果
発
生
の
認
識
可
能
性
」
が
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
そ
れ
は
、
結
果
発
生
の
客
観
的
確
率
の
高
さ
を
意
味
し
な
い
。
実
際
に
は
か
な
り
発
生
し
て
い
る
事
象
で
も
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
場
合
は

三
六
四



社
会
の
変
化
と
過
失
犯
論
の
展
開
（
前
田
）

（
五
九
七
）

予
見
可
能
性
を
欠
く
。
逆
に
、
ホ
テ
ル
や
百
貨
店
の
火
災
の
よ
う
に
、
実
際
の
発
生
件
数
は
多
く
な
く
と
も
、
過
去
の
多
く
の
大
事
件
の
存
在
か
ら
、

一
般
に
予
見
可
能
な
も
の
も
あ
る
。
大
規
模
火
災
や
航
空
機
事
故
等
は
、
過
去
の
経
験
か
ら
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
る
た
め
、
発
生
件
数
が
少
な
く

な
っ
て
い
る
面
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
六
五





起
訴
基
準
見
直
し
論
に
対
す
る
一
考
察
（
加
藤
）

（
五
九
九
）

起
訴
基
準
見
直
し
論
に
対
す
る
一
考
察加　

　

藤　
　

康　
　

榮

Ⅰ　

は
じ
め
に

Ⅱ　

検
察
官
の
公
訴
権
行
使
の
在
り
方

　

1　

戦
前
の
予
審
制
度
の
廃
止
か
ら
戦
後
の
新
し
い
検
察
官
制
度
へ

　

2　

検
察
官
の
公
訴
権
行
使
に
対
す
る
控
制
・
チ
ェ
ッ
ク
機
能

　

3　

裁
判
員
制
度
の
導
入
及
び
検
察
審
査
会
法
の
起
訴
強
制
制
度
へ
の
改
正
の
意
義
と
問
題
点

　

4　

小　

括

Ⅲ　

起
訴
基
準
見
直
し
へ
の
展
開

　

1　

起
訴
す
る
た
め
に
必
要
な
「
嫌
疑
の
程
度
」
の
基
準

　

2　

起
訴
基
準
見
直
し
論
を
巡
っ
て
の
学
説
展
望

　

3　

起
訴
基
準
見
直
し
へ
の
管
見
の
整
序

Ⅳ　

お
わ
り
に

論　

説

〈
刑
事
手
続
法
〉

三
六
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
〇
〇
）

Ⅰ　

は
じ
め
に

我
が
国
の
刑
事
司
法
は
、
戦
後
予
審
制
度
が
廃
止
さ
れ
て
ア
メ
リ
カ
法
の
当
事
者
主
義
に
よ
る
公
判
中
心
主
義
が
導
入
さ
れ
た
が
、
運

用
実
態
は
検
察
官
が
捜
査
を
徹
底
し
起
訴
を
厳
選
す
る
こ
と
で
始
ま
る
「
精
密
司
法
」
で
あ
り
、
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
い
有
罪
率
を
維

持
し
て
き
た
。
こ
の
運
用
に
対
し
、
学
界
か
ら
平
野
龍
一
博
士
が
「
捜
査
は
糺
問
的
で
な
く
、
こ
れ
を
弾
劾
的
捜
査
観
で
抑
制
し
、
緩
や

か
な
基
準
で
速
や
か
に
起
訴
し
、
公
判
中
心
主
義
を
徹
底
す
る
べ
し
」
と
の
主
張
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
多
数
説
も
弾
劾
的
捜
査
観
に

は
ゲ
ッ
ト
し
な
が
ら
も
、
実
務
の
「
綿
密
捜
査
・
慎
重
起
訴
」
の
運
用
は
む
し
ろ
支
持
し
、「
精
密
司
法
」
の
現
状
が
維
持
さ
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
二
一
世
紀
に
入
り
被
害
者
参
加
を
皮
切
り
に
国
民
の
司
法
参
加
が
潮
流
と
な
っ
た
。
特
に
裁
判
員
制
度
は
、「
国
民
が
司

法
執
行
の
主
体
」
と
の
建
前
論
に
始
ま
り
、
結
局
、
司
法
に
対
す
る
国
民
の
「
理
解
増
進
と
信
頼
向
上
」
に
資
す
る
こ
と
と
し
て
（
裁
判

員
法
一
条
）、
制
度
設
計
の
趣
旨
を
変
え
な
が
ら
導
入
さ
れ
、
五
年
間
の
周
知
準
備
期
間
を
経
て
平
成
二
一
年
五
月
か
ら
実
施
さ
れ
た
。
更

に
は
、
検
察
審
査
会
法
の
起
訴
強
制
制
度
へ
の
改
正
も
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
制
度
の
定
着
に
向
け
担
い
手
の
奮
闘
は
続
い
て
い
る
。
し

か
し
、
折
か
ら
足
利
事
件
等
の
再
審
冤
罪
事
件
や
取
調
べ
の
問
題
事
件
が
相
次
ぎ
、
被
疑
者
取
調
べ
の
可
視
化
（
録
音
・
録
画
）
が
具
体

的
に
検
討
さ
れ
始
め
た
。
そ
し
て
、
そ
の
可
視
化
の
試
行
も
始
め
ら
れ
て
い
る
過
程
で
、
今
度
は
検
察
官
の
重
大
な
職
務
上
の
不
祥
事
が

起
き
た
こ
と
か
ら
、「
検
察
再
生
に
向
け
て
」
の
検
討
に
入
り
、
法
制
審
議
会
特
別
部
会
も
「
被
疑
者
の
取
調
べ
及
び
そ
の
供
述
調
書
に

過
度
に
依
存
し
た
捜
査
・
公
判
の
在
り
方
」
の
審
議
に
入
っ
た
。
そ
の
結
果
、
取
調
べ
可
視
化
や
一
部
司
法
取
引
等
新
た
な
制
度
導
入
に

な
る
法
改
正
案
が
同
二
七
年
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
、
衆
議
院
で
は
一
部
修
正
の
上
可
決
さ
れ
た
が
参
議
院
に
お
い
て
一
旦
継
続
審
査
と

な
っ
た
も
の
の
、
翌
二
八
年
通
常
国
会
の
五
月
二
四
日
成
立
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
他
方
、
従
来
の
運
用
で
あ
る
「
綿
密
捜
査
・
慎
重
起

三
六
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起
訴
基
準
見
直
し
論
に
対
す
る
一
考
察
（
加
藤
）

（
六
〇
一
）

訴
」
の
現
状
に
対
し
て
も
、
田
宮
裕
博
士
ら
の
「
慎
重
な
起
訴
基
準
を
維
持
し
つ
つ
、
当
事
者
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
を
推
進
す
る
」
と
の
改

革
案
で
は
不
十
分
と
し
て
、
先
の
平
野
博
士
の
主
張
を
支
持
す
る
議
論
が
再
浮
上
し
て
き
た
（
1
）

。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
元
検
察
官
の
立
場
か
ら
従
来
か
ら
の
起
訴
基
準
見
直
し
論
を
再
考
す
る
こ
と
と
し
た
（
2
）

。
そ
の
視
点
と
し
て
は
、
①

検
察
官
が
戦
後
廃
止
さ
れ
た
予
審
判
事
の
役
割
も
一
部
担
い
、
公
訴
権
を
原
則
独
占
し
て
遂
行
す
る
に
至
っ
た
経
緯
と
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
状

況
を
概
観
し
た
上
で
、
②
導
入
さ
れ
た
裁
判
員
制
度
や
検
察
審
査
会
の
起
訴
強
制
制
度
の
意
義
、
そ
の
運
用
状
況
、
問
題
点
と
改
善
点
を

分
析
し
、
次
に
、
③
こ
れ
ら
制
度
が
検
察
官
の
起
訴
基
準
の
見
直
し
論
と
連
動
す
る
構
造
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
④
起
訴
に
必
要
な
犯

罪
の
「
嫌
疑
の
程
度
」
に
関
し
、
主
要
な
判
例
・
学
説
を
分
析
し
て
、
戦
前
か
ら
の
起
訴
基
準
で
あ
る
「
有
罪
の
確
信
」（
確
信
基
準
）
を

堅
持
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
よ
り
緩
や
か
な
基
準
へ
と
見
直
す
の
か
と
い
う
根
本
問
題
を
検
討
し
、
ま
た
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
⑤
検
察

官
の
起
訴
裁
量
権
に
基
づ
く
事
件
処
理
（
略
式
命
令
請
求
等
起
訴
の
種
別
）
の
セ
レ
ク
ト
基
準
の
問
題
に
も
言
及
す
る
こ
と
と
し
た
。

こ
う
し
て
管
見
と
し
て
は
、
検
察
官
の
公
訴
権
行
使
の
在
り
方
と
し
て
起
訴
基
準
は
基
本
的
に
は
従
来
の
確
信
基
準
を
維
持
す
る
べ
き

も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
、
民
意
反
映
と
公
判
活
性
化
へ
と
の
視
座
か
ら
、
一
定
の
事
件
に
つ
い
て
は
確
信
基
準
の
「
柔
軟
弾
力
的
」
な

運
用
化
を
図
り
、
そ
の
基
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
へ
と
展
開
す
る
こ
と
を
提
言
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
刑
訴
法
二
四
八
条
の
起
訴
猶
予
の
基
準
と
そ
の
運
用
や
関
連
す
る
問
題
自
体
の
検
討
は
、
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
た
。

三
六
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
〇
二
）

Ⅱ　

検
察
官
の
公
訴
権
行
使
の
在
り
方

1　

戦
前
の
予
審
制
度
の
廃
止
か
ら
戦
後
の
新
し
い
検
察
官
制
度
へ

（
1
）　

予
審
制
度
に
お
け
る
検
事
と
予
審
判
事
の
役
割
分
担
の
意
義

戦
前
の
刑
事
司
法
で
は
、
当
初
は
起
訴
法
定
主
義
と
解
さ
れ
て
検
察
官
（
検
事
）
が
緩
や
か
な
捜
査
結
果
を
踏
ま
え
て
公
訴
を
提
起
し
、

予
審
判
事
が
、
嫌
疑
が
十
分
で
な
い
被
疑
者
を
早
期
に
見
極
め
て
釈
放
す
る
役
割
を
担
任
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
ア
メ
リ
カ
法
の

予
備
審
問
に
も
類
似
し
、
既
に
し
て
手
続
構
造
上
は
「
公
判
（
法
廷
）
中
心
主
義
」
を
志
向
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

我
が
国
の
検
察
官
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
倣
っ
た
明
治
の
治
罪
法
時
代
で
は
自
ら
捜
査
す
る
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
が
（
欧
米
の
検
察
官

は
、
今
も
殆
ど
直
接
の
捜
査
や
被
疑
者
取
調
べ
な
ど
は
し
な
い
。）、
改
正
法
に
な
る
い
わ
ゆ
る
明
治
刑
訴
法
（
明
治
二
三
年
公
布
）
以
後
、
検
察

官
が
被
疑
者
取
調
べ
を
し
な
い
で
起
訴
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
世
界
無
比
の
慣
行
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
は
当
時
、
無
罪
率
が
予
審
免
訴

を
含
め
て
約
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
高
率
で
国
民
の
批
判
を
受
け
た
こ
と
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
検
事
が
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
八
年
）

こ
ろ
か
ら
、
捜
査
・
起
訴
の
運
用
に
関
し
、
自
ら
事
前
に
取
調
べ
を
す
る
「
実
質
捜
査
す
る
弾
劾
機
関
（
公
訴
官
）」
へ
、
し
か
も
「
綿
密

捜
査
・
慎
重
起
訴
」
へ
と
変
え
、
そ
れ
は
必
然
的
に
起
訴
便
宜
主
義
（
大
正
一
一
年
公
布
の
大
正
刑
訴
法
で
明
文
化
）
へ
の
流
れ
と
も
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
年
）
の
統
計
で
は
予
審
免
訴
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
公
判
無
罪
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
激
減
さ
せ
る
実
績

を
示
し
（
3
）

、
以
後
検
察
官
の
公
訴
権
行
使
は
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
い
有
罪
率
と
な
る
「
綿
密
捜
査
・
慎
重
起
訴
」
と
の
起
訴
基
準
を
定
着

さ
せ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
、
我
が
国
の
刑
事
司
法
の
基
本
柱
が
実
体
的
真
実
主
義
で
あ
る
以
上
、
必
然
的
な
流
れ
で
あ
っ
た
。

三
七
〇



起
訴
基
準
見
直
し
論
に
対
す
る
一
考
察
（
加
藤
）

（
六
〇
三
）

（
2
）　

戦
後
の
改
正
現
行
刑
事
訴
訟
法
の
制
定
過
程
と
検
察
官
の
権
限

現
行
法
は
戦
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
連
合
国
軍
総
司
令
部
）
の
指
示
・
指
導
の
下
、
予
審
制
度
は
廃
止
し
た
が
、
そ
の
後
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
は
勾
留

中
の
被
告
人
が
裁
判
官
に
対
し
て
、
事
件
を
公
判
に
付
す
る
嫌
疑
が
あ
る
か
ど
う
か
の
決
定
を
求
め
る
予
備
審
問
制
度
の
導
入
が
示
唆
さ

れ
た
り
、
学
界
の
一
部
か
ら
も
更
な
る
新
し
い
予
審
制
度
の
提
言
が
あ
っ
た
り
（
4
）

、
あ
る
い
は
こ
の
戦
後
の
改
正
現
行
法
の
立
案
に
関
与
し

た
法
務
当
局
者
か
ら
、
予
審
有
用
論
が
出
さ
れ
た
り
も
し
た
（
5
）

。
し
か
し
、
今
や
そ
の
ス
ト
レ
ー
ト
な
予
審
復
活
論
に
は
接
し
な
い
。
そ
れ

は
、
捜
査
に
関
し
、
警
察
が
第
一
次
捜
査
機
関
と
し
て
独
立
し
た
地
位
・
役
割
を
果
た
し
て
事
件
処
分
を
裁
判
所
へ
繋
ぐ
に
あ
た
っ
て
、

予
審
判
事
の
代
わ
り
に
検
察
官
を
そ
の
媒
介
者
と
し
て
介
在
さ
せ
る
こ
と
が
、
有
用
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
十
分
機
能
し
て
き
た
か
ら
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
検
察
官
の
機
能
に
関
す
る
改
革
は
、
裁
判
所
か
ら
分
離
独
立
し
、
予
審
制
度
廃
止
に
伴
い
そ
の
強
制
捜
査
権
限
を
検
察

官
等
の
捜
査
機
関
に
移
管
し
た
上
、
そ
の
代
替
措
置
と
し
て
令
状
主
義
を
憲
法
、
改
正
現
行
法
に
規
定
し
、
ま
た
、
検
察
官
に
は
国
家
訴

追
主
義
と
し
て
の
公
訴
権
の
原
則
独
占
と
起
訴
便
宜
主
義
が
維
持
さ
れ
る
一
方
で
、
当
事
者
主
義
も
導
入
さ
れ
た
。
ま
た
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
検

察
官
の
公
訴
権
行
使
を
、
ア
メ
リ
カ
法
流
に
捜
査
記
録
を
読
ん
だ
だ
け
で
嫌
疑
の
な
い
起
訴
か
ど
う
か
が
判
明
す
る
程
度
の
「
緩
や
か
な

起
訴
基
準
」
を
前
提
に
捉
え
る
が
、
日
本
側
は
法
曹
三
者
と
も
、
検
察
官
が
起
訴
す
る
に
は
嫌
疑
の
程
度
が
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
有

罪
と
確
信
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
戦
前
か
ら
の
実
務
で
の
確
信
基
準
を
撤
回
し
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
も
結

局
こ
れ
を
諒
と
し
た
が
、
捜
査
の
勾
留
期
間
は
予
審
制
度
で
の
「
二
か
月
間
」（
更
新
あ
り
）
と
す
る
こ
と
を
認
め
ず
（
6
）

、
新
し
い
捜
査
の
勾

留
期
間
は
延
長
を
含
め
原
則
最
大
二
〇
日
間
に
短
縮
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
短
い
勾
留
期
間
の
中
で
も
検
察
官
は
国
民
の
要
請
に
従
い
、

「
綿
密
捜
査
・
慎
重
起
訴
（
確
信
基
準
）」
の
基
本
を
貫
い
て
き
た
。
た
だ
、
検
察
官
へ
の
権
限
集
中
型
に
な
る
役
割
分
担
の
在
り
方
に
つ

い
て
は
、
極
め
て
重
要
な
論
点
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
司
法
手
続
の
出
発
点
と
な
る
重
要
な
公
訴
提
起
行
為
が
裁
量

三
七
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
〇
四
）

行
為
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
可
能
性
と
し
て
は
起
訴
・
不
起
訴
判
断
の
誤
り
、
高
じ
て
の
公
訴
権
濫
用
、
違
法
な
捜
査
手
続
等
の
危
険
の
ほ

か
、
被
疑
者
等
事
件
関
係
者
に
対
し
人
権
蹂
躙
を
招
く
危
険
を
も
孕
む
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
制
度
設
計
で
あ
る
と
の
指
摘
に
な
る
。

確
か
に
、
検
察
官
の
公
訴
権
行
使
は
独
占
的
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
救
済
手
段
、
控
制
・
チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
吟
味
は
重
要
で
あ
る
。

2　

検
察
官
の
公
訴
権
行
使
に
対
す
る
控
制
・
チ
ェ
ッ
ク
機
能

そ
こ
で
、
検
察
官
の
捜
査
権
限
は
刑
事
司
法
シ
ス
テ
ム
上
補
充
的
な
範
囲
で
認
め
、
公
訴
官
に
原
則
徹
し
さ
せ
て
起
訴
基
準
を
従
来
よ

り
も
緩
和
し
た
運
用
へ
と
変
革
を
遂
げ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
必
然
的
に
公
判
（
法
廷
）
中
心
主
義
へ
導
出
さ
せ
る
と
の
案
が
生
ま
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
検
察
官
は
廃
止
さ
れ
た
予
審
判
事
に
代
わ
っ
て
そ
の
起
訴
・
不
起
訴
処
分
の
適
否
の
チ
ェ
ッ
ク
と
い
う
重
い
役
割
を
「
自

己
チ
ェ
ッ
ク
」
で
担
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
検
察
官
は
独
任
官
庁
な
が
ら
内
部
で
の
有
効
な
決
裁
制
度
の
ほ
か
、
重
要
事
件
で
は
上
級
庁

ま
で
協
議
を
し
、
最
後
は
「
検
察
官
同
一
体
の
原
則
」
で
整
理
統
一
を
図
る
と
い
う
組
織
構
造
か
ら
、
誤
り
は
組
織
的
に
是
正
し
て
き
た
。

そ
し
て
、
起
訴
さ
れ
た
事
件
は
裁
判
所
が
「
精
密
司
法
」
で
、
収
集
さ
れ
た
証
拠
が
適
正
手
続
を
履
践
し
て
の
誤
り
の
な
い
も
の
か
ど
う

か
を
、
検
察
官
と
弁
護
人
間
の
本
証
と
反
証
の
攻
撃
防
御
の
な
か
で
精
査
し
て
、
事
案
の
真
相
を
解
明
し
冤
罪
を
防
ぎ
な
が
ら
適
正
な
科

刑
に
至
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
不
起
訴
処
分
に
対
し
て
は
、
民
意
反
映
の
制
度
と
し
て
、
検
察
審
査
会
法
に
よ
る
審
査
員

（
選
挙
権
を
有
す
る
国
民
か
ら
抽
選
で
選
任
）
の
審
査
の
ほ
か
、
公
務
員
の
職
権
濫
用
等
罪
に
つ
い
て
は
裁
判
所
が
直
接
チ
ェ
ッ
ク
す
る
付
審

判
制
度
（
準
起
訴
手
続
―
刑
訴
法
二
六
二
条
以
下
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
機
能
の
役
割
分
担
を
し
て
き
た
。、
予
審
判
事
の
機
能
的
役
割
を
検
察

官
に
だ
け
に
集
中
的
に
負
わ
せ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
検
察
官
に
よ
る
捜
査
の
主
宰
と
起
訴
・
不
起
訴
の
処
分
を
巡
っ
て
は
、
予
審
的
機
能

を
有
す
る
公
判
前
の
「
前
捌
き
的
シ
ス
テ
ム
」
の
構
築
な
ど
、
そ
の
裁
判
官
的
機
能
の
抑
制
・
分
散
化
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
実
質
的
控

制
方
策
等
新
た
な
具
体
的
制
度
設
計
の
議
論
も
呼
ぶ
が
、
と
も
か
く
も
そ
の
よ
う
な
思
索
を
す
る
こ
と
自
体
に
、
現
代
的
意
義
が
あ
ろ
う

三
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起
訴
基
準
見
直
し
論
に
対
す
る
一
考
察
（
加
藤
）

（
六
〇
五
）

か
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
今
や
国
民
の
司
法
参
加
と
、
そ
れ
に
よ
る
「
公
判
の
活
性
化
」
と
い
う
大
き
な
時
代
の
潮
流
に
あ
っ
て
、
予
審
制
度
再
来
に

よ
る
裁
判
所
か
ら
の
チ
ェ
ッ
ク
で
は
な
く
、「
民
意
」
の
関
与
・
反
映
こ
そ
重
要
で
あ
る
と
の
「
現
代
的
視
座
」
の
確
認
で
あ
る
。

3　

裁
判
員
制
度
の
導
入
及
び
検
察
審
査
会
法
の
起
訴
強
制
制
度
へ
の
改
正
の
意
義
と
問
題
点

（
1
）　

検
察
官
の
公
訴
権
行
使
に
対
す
る
「
民
意
」
か
ら
の
控
制
・
チ
ェ
ッ
ク

起
訴
さ
れ
た
重
罪
事
件
の
「
裁
判
」
に
国
民
が
裁
判
官
と
同
等
の
権
限
で
参
加
す
る
裁
判
員
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
ま
た
、
不
起
訴
事

件
に
対
し
て
も
、
検
察
審
査
会
法
で
是
正
勧
告
の
議
決
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
き
た
参
加
国
民
に
「
起
訴
強
制
」
権
限
ま
で
改
正
付
与
し
、
検

察
官
の
公
訴
権
行
使
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
強
化
し
、
一
部
民
衆
訴
追
に
途
を
つ
け
、
あ
る
い
は
、
ア
メ
リ
カ
法
の
大
陪
審
的
制
度

志
向
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
変
容
を
図
っ
た
。

こ
う
し
て
生
ま
れ
た
「
国
民
に
よ
る
刑
事
司
法
チ
ェ
ッ
ク
」
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
を
ど
う
受
容
し
て
い
く
か
で
あ
る
。
実
務
で

は
、
従
来
の
公
訴
権
行
使
の
運
用
を
基
本
と
し
つ
つ
、
適
宜
改
善
を
重
ね
て
新
制
度
の
定
着
化
に
努
め
、
新
た
な
制
度
改
正
の
要
請
が
生

ま
れ
れ
ば
こ
れ
に
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
司
法
参
加
の
「
主
体
国
民
」（
裁
判
員
、
検
察
審
査
員
、
更
に
「
被
害
者
参

加
」
の
被
害
者
）
と
「
客
体
国
民
」（
犯
罪
者
）
と
の
「
国
民
の
二
分
化
」、「
ペ
ナ
ル
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
の
問
題
、「
訴
追
抑
制
の
要
請
と

の
関
係
」
等
の
問
題
点
の
指
摘
も
考
慮
し
（
7
）

、
ま
た
起
訴
強
制
制
度
も
、
そ
の
実
施
以
降
件
数
が
少
な
く
無
罪
判
決
も
多
い
が
、
引
き
続
き

検
討
課
題
と
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
2
）　

裁
判
員
制
度
の
導
入
経
緯
と
問
題
点

こ
の
制
度
改
革
の
真
の
契
機
と
な
っ
た
事
由
は
、
必
ず
し
も
分
明
で
は
な
い
（
8
）

。
ア
メ
リ
カ
や
経
済
界
か
ら
の
日
本
の
民
事
裁
判
の
迅
速
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化
要
請
の
声
は
耳
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
刑
事
裁
判
で
は
再
審
無
罪
等
の
個
別
問
題
点
の
検
討
な
ど
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
審
理
迅
速

化
の
要
請
や
誤
判
が
多
発
す
る
な
ど
の
事
実
も
な
く
、
陪
審
制
の
復
活
等
制
度
改
革
の
動
き
な
ど
も
殆
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、

訴
訟
当
事
者
の
協
働
に
よ
る
「
精
密
司
法
」
の
運
用
実
態
が
積
極
評
価
の
な
か
で
定
着
し
、
世
界
に
冠
た
る
事
件
の
検
挙
率
、
治
安
の
良

さ
や
有
罪
率
を
誇
り
、
法
曹
、
学
界
や
当
の
国
民
も
こ
の
大
改
革
に
は
戸
惑
い
を
示
す
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た
（
9
）

。

裁
判
員
制
度
で
は
、
否
認
し
て
争
う
事
件
こ
そ
公
判
（
法
廷
）
審
理
に
一
層
意
義
が
見
出
さ
れ
る
が
（
自
白
事
件
を
含
め
て
対
象
重
罪
事
件

は
、
年
間
全
事
件
の
約
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
二
〇
〇
〇
件
台
で
推
移
）、
否
認
し
て
争
う
事
件
は
、
従
来
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
陪
審
事
件
と
割
合
的
に

は
大
差
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
全
処
理
事
件
の
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
ア
レ
イ
ン
メ
ン
ト
（
有
罪
答
弁
）
で
証
拠
調
べ
な

く
し
て
有
罪
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
司
法
取
引
が
定
着
し
、
陪
審
を
選
択
す
る
の
は
、
陪
審
員
の
無
罪
審
判
に
一
縷
の
望
み
を
か
け
、
敏

腕
弁
護
士
を
擁
し
て
争
う
重
罪
被
告
人
で
あ
る
こ
と
が
多
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
10
）

。

我
が
国
で
は
自
白
事
件
の
場
合
、
供
述
調
書
が
同
意
さ
れ
て
そ
の
供
述
の
信
用
性
の
程
度
で
裁
判
が
決
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
否
認
事

件
の
「
争
う
法
廷
」
で
は
、
証
人
や
被
告
人
が
真
実
を
語
る
こ
と
を
避
け
る
傾
向
が
あ
る
た
め
、
結
局
、
捜
査
段
階
で
の
供
述
調
書
が
伝

聞
証
拠
の
例
外
規
定
に
よ
っ
て
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
（
証
人
は
刑
訴
法
三
二
一
条
一
項
二
号
の
書
面
が
多
い
。
ま
た
、
被
告
人
の
自
白
調
書
は

三
二
二
条
一
項
書
面
に
な
る
。）、
そ
れ
に
信
用
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
の
審
理
の
実
情
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
「
調
書
裁

判
」
と
ま
で
言
わ
れ
る
が
、
裁
判
員
制
度
を
導
入
し
た
か
ら
と
言
っ
て
、
争
い
の
な
い
自
白
事
件
で
は
調
書
が
同
意
さ
れ
る
の
は
証
拠
法

が
従
前
通
り
で
あ
る
以
上
当
然
で
あ
る
（
証
人
の
捜
査
段
階
で
の
供
述
調
書
は
刑
訴
法
三
二
六
条
の
同
意
書
面
で
あ
り
、
被
告
人
の
供
述
調
書
も
同

様
の
扱
い
と
な
る
。）。

結
局
、
裁
判
員
制
度
は
、
裁
判
員
の
リ
テ
ラ
シ
ー
、
判
断
の
不
安
定
さ
等
問
題
点
も
抱
え
て
お
り
、
種
々
の
見
直
し
点
の
指
摘
も
あ
る
。
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ま
た
、
制
度
が
国
民
の
多
大
な
労
力
、
膨
大
な
コ
ス
ト
と
資
源
投
資
（
制
度
運
用
の
た
め
に
投
ぜ
ら
れ
て
い
る
国
家
予
算
等
）
で
運
用
さ
れ
て

い
る
点
で
の
「
費
用
対
効
果
」
の
観
点
か
ら
の
指
摘
も
あ
り
、
積
極
的
に
改
善
に
向
け
て
対
応
す
べ
き
で
も
の
と
考
え
（
11
）

る
（
12
）

。

（
3
）　

検
察
審
査
会
法
の
起
訴
強
制
制
度
へ
の
改
正
法
の
問
題
点

今
関
源
成
教
授
は
、
広
い
裁
量
権
を
有
す
る
検
察
官
の
権
限
行
使
の
適
正
を
監
視
す
る
必
要
性
は
認
め
な
が
ら
も
、
検
察
審
査
会
（
検

審
）
が
そ
の
議
決
の
法
的
拘
束
力
の
付
与
に
よ
っ
て
、
対
検
察
の
監
視
機
関
か
ら
「
被
疑
者
の
起
訴
を
直
接
決
定
す
る
権
力
機
関
」
に
変

質
し
た
こ
と
か
ら
、
検
察
が
不
起
訴
と
し
た
被
疑
者
の
「
訴
追
さ
れ
な
い
利
益
」
を
直
接
侵
害
す
る
権
能
を
手
に
入
れ
た
こ
と
等
を
指
摘

す
る
。
こ
の
た
め
、
検
審
は
権
力
機
関
と
し
て
、
そ
の
制
度
の
正
統
性
及
び
決
定
手
続
の
透
明
性
、
公
正
さ
、
決
定
内
容
の
妥
当
性
等
を

問
わ
れ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
人
権
保
障
の
姿
勢
が
問
わ
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
起
訴
強
制
手
続
の
公
開
性
、
透
明
性
、
公
正

さ
の
欠
如
に
対
す
る
批
判
も
、
検
審
が
権
力
化
す
れ
ば
当
然
先
鋭
化
し
、
検
審
は
匿
名
の
告
発
者
が
検
察
不
起
訴
の
場
合
に
政
治
家
の
政

治
生
命
を
絶
つ
こ
と
を
目
的
と
し
て
政
治
的
に
利
用
す
る
こ
と
も
可
能
な
制
度
と
な
っ
た
と
の
批
判
を
展
開
し
て
い
る
（
13
）

。

検
察
審
査
会
の
役
割
が
「
公
訴
権
の
実
行
に
関
し
民
意
を
反
映
さ
せ
そ
の
適
正
を
図
る
た
め
」（
検
審
法
一
条
）
と
し
て
い
る
限
り
で
、

検
察
官
の
公
訴
権
行
使
の
控
制
・
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
そ
の
制
度
目
的
と
な
る
が
、
起
訴
強
制
制
度
と
な
っ
た
以
上
は
、
本
来
の
制
度
趣
旨

を
超
え
て
自
ら
訴
追
権
限
を
行
使
す
る
一
部
民
衆
訴
追
な
い
し
米
大
陪
審
の
起
訴
陪
審
的
な
機
能
へ
と
存
在
意
義
を
変
え
た
。
戦
後

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
導
で
制
定
さ
れ
た
同
法
の
改
正
の
意
義
は
重
要
で
あ
る
が
、
司
法
は
、
憲
法
上
統
治
機
構
の
一
角
を
占
め
、
そ
の
専
門
性
か

ら
独
立
性
が
保
障
さ
れ
る
法
原
理
部
門
で
あ
る
。
起
訴
強
制
制
度
は
司
法
に
直
結
す
る
訴
追
方
法
に
関
し
、
裁
判
員
制
度
同
様
、
民
主
主

義
原
理
か
ら
の
「
民
意
」
を
も
っ
て
被
告
人
の
生
殺
与
奪
の
権
を
握
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
て
み
れ
ば
、
事
件
の
審
理
過
程
を
ブ
ラ
ッ
ク

ボ
ッ
ク
ス
化
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
判
決
書
や
審
査
議
決
書
に
お
け
る
判
断
と
審
査
国
民
の
匿
名
性
は
、
司
法
へ
の
「
理
解
増
進
、
信
頼
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向
上
」
と
「
民
意
反
映
」
と
す
る
制
度
目
的
と
、
そ
れ
が
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
判
断
・
審
査
結
果
と
の
間
に
許
容
で
き
な
い
ギ
ャ
ッ
プ

を
生
じ
さ
せ
か
ね
な
い
。
そ
の
判
断
・
審
査
過
程
の
透
明
性
を
確
保
し
た
制
度
で
な
け
れ
ば
、
国
民
の
広
範
な
持
続
的
支
持
は
望
め
な
い

だ
ろ
う
。

時
代
の
要
請
が
刑
事
司
法
へ
の
「
国
民
参
加
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
検
察
官
の
起
訴
処
分
に
対
し
て
も
起
訴
陪
審
な
い
し
は
検
察
審
査
員

に
「
起
訴
審
査
」
権
限
も
与
え
、
こ
れ
に
法
的
拘
束
力
を
付
与
す
る
と
の
案
も
―
私
は
支
持
し
な
い
が
―
、
現
実
味
を
帯
び
て
こ
よ
う
。

そ
れ
は
予
審
判
事
の
役
割
を
も
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
ま
で
い
け
ば
、
ア
メ
リ
カ
法
の
大
陪
審
制
度
そ
の
も
の
の
導
入
論
に
ま

で
発
展
し
、
国
民
に
よ
る
検
察
官
の
公
訴
権
行
使
に
対
す
る
究
極
の
控
制
・
チ
ェ
ッ
ク
制
度
と
な
っ
て
い
こ
う
（
14
）

。

4　

小　

括

如
上
の
よ
う
に
、
我
が
国
の
検
察
官
の
公
訴
権
行
使
は
、
予
審
判
事
と
の
役
割
分
担
の
時
代
を
経
て
、
こ
れ
が
廃
止
さ
れ
た
以
後
は
一

層
慎
重
に
行
使
す
る
こ
と
で
「
精
密
司
法
」
を
も
た
ら
し
、
高
い
有
罪
率
を
維
持
す
る
の
が
運
用
実
態
で
あ
る
こ
と
を
概
観
し
て
き
た
が
、

時
代
は
今
や
「
国
民
の
司
法
参
加
」
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
や
検
察
審
査
会
法
の
起
訴
強
制
制
度
へ
の
改
正
に
つ
い

て
は
、
種
々
の
問
題
点
の
指
摘
も
あ
る
。
こ
の
た
め
、
訴
訟
関
係
者
に
は
各
制
度
設
計
の
趣
旨
・
目
的
を
理
解
し
、
種
々
の
問
題
点
を
改

善
し
な
が
ら
、
そ
の
定
着
に
向
け
て
努
力
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、
検
察
官
の
公
訴
権
行
使
に
対
し
て
は
、
至
大
な
民
意
に
応

え
る
た
め
の
起
訴
基
準
の
見
直
し
を
検
討
し
、
更
に
は
こ
れ
に
必
然
的
に
関
連
す
る
捜
査
の
在
り
方
、
そ
の
方
向
性
を
再
確
認
す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
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Ⅲ　

起
訴
基
準
見
直
し
へ
の
展
開

1　

起
訴
す
る
た
め
に
必
要
な
「
嫌
疑
の
程
度
」
の
基
準

（
1
）　

起
訴
す
る
た
め
の
嫌
疑
の
程
度
が
「
有
罪
の
確
信
」
で
あ
る
こ
と
の
意
義

起
訴
基
準
は
、
戦
前
か
ら
嫌
疑
の
程
度
を
「
有
罪
の
確
信
」
に
達
す
る
こ
と
に
置
く
と
こ
ろ
の
確
信
基
準
に
あ
る
（
た
だ
、
刑
事
政
策
の

観
点
か
ら
、
犯
罪
の
嫌
疑
は
十
分
で
あ
っ
て
も
、
起
訴
便
宜
主
義
に
基
づ
い
て
起
訴
猶
予
処
分
と
す
る
事
件
は
別
論
で
あ
る
。）。

検
察
官
は
、
刑
訴
法
一
条
が
標
榜
す
る
実
体
的
真
実
主
義
、
そ
し
て
同
法
二
四
八
条
が
規
定
す
る
起
訴
便
宜
主
義
の
下
で
、
起
訴
基
準

は
従
来
の
予
審
判
事
の
役
割
も
果
た
す
べ
く
、
当
然
有
罪
判
決
が
得
ら
れ
る
程
度
の
嫌
疑
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
。
し
た

が
っ
て
、
有
罪
の
確
信
が
持
て
な
い
の
に
起
訴
す
れ
ば
、
検
察
官
の
行
為
規
範
に
な
る
誠
実
な
公
訴
権
行
使
義
務
を
壟
断
す
る
行
為
と
な

る
。「
有
罪
の
確
信
」
と
は
、
証
拠
を
質
量
両
面
か
ら
客
観
的
に
総
合
判
断
し
て
、
有
罪
判
決
の
「
高
度
の
蓋
然
性
」
が
あ
る
と
の
確
信

的
心
証
の
形
成
心
理
を
い
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。
有
罪
無
罪
の
可
能
性
が
半
々
と
か
、
被
告
人
の
反
証
の
不
十
分
さ
を
期
待
し
て
の
有
罪

見
込
み
な
ど
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
戦
前
の
予
審
時
代
の
当
初
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
検
事
は
役
割
分
担
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
の

「
嫌
疑
」
の
見
極
め
で
も
っ
て
起
訴
を
行
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
は
無
罪
が
多
く
、
国
民
の
批
判
に
晒
さ
れ
た
が
た
め
に
、
自
ら
も
取
り

調
べ
「
綿
密
捜
査
」
と
「
慎
重
起
訴
」
で
運
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
有
罪
率
が
格
段
に
高
く
な
っ
て
こ
れ
が
国
民
の
強
い
支
持

を
得
、
そ
の
運
用
が
定
着
し
て
行
っ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
が
あ
る
。
起
訴
基
準
の
嫌
疑
の
程
度
を
、「
有
罪
の
確
信
」
に
な
る
高
度
の

蓋
然
性
に
ま
で
高
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
で
は
、
近
時
は
起
訴
便
宜
主
義
的
に
手
続
打
ち
切
り
の
処
分
に
よ
る
範
囲
も
増
え
て
は
い
る
が
、
伝
統
的
に
起
訴

三
七
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
一
〇
）

法
定
主
義
の
原
則
を
維
持
し
て
い
る
。
検
察
官
は
十
分
な
事
実
上
の
根
拠
が
存
す
る
限
り
、
訴
追
可
能
な
全
て
の
犯
罪
行
為
に
関
し
て
捜

査
を
開
始
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
（
一
五
二
条
二
項
）、
捜
査
に
よ
り
十
分
な
根
拠
が
備
わ
っ
た
と
き
は
、
公
訴
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
規
定
し
て
（
一
七
二
条
一
項
）、
公
訴
提
起
に
十
分
な
理
由
が
あ
る
限
り
は
起
訴
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
被
疑
者

の
行
為
が
犯
罪
を
構
成
し
な
い
場
合
や
、
証
拠
が
不
十
分
で
あ
る
場
合
は
、
検
察
官
は
手
続
を
打
ち
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
七
二

条
二
項
。
な
お
、
起
訴
便
宜
主
義
的
理
由
に
よ
り
手
続
を
打
ち
切
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
は
一
五
三
条
以
下
（
15
）

）。
ド
イ
ツ
で
は
、
今
や
起
訴
便
宜
主
義

的
な
手
続
打
ち
切
り
の
運
用
が
活
発
に
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
起
訴
が
同
法
の
厳
格
な
実
体
的
真
実
主
義
の
理
念
下

で
の
捜
査
義
務
を
前
提
に
す
る
判
断
で
あ
る
以
上
、「
嫌
疑
（
証
拠
）
十
分
」
と
の
判
断
（
そ
れ
は
、
当
然
有
罪
の
高
度
の
蓋
然
性
の
判
断
と
な

ろ
う
。）
が
で
き
な
い
限
り
は
起
訴
し
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、
我
が
国
で
も
起
訴
基
準
を
明
文
化
す
る
と
す
れ
ば
、
起
訴
便
宜

主
義
下
で
あ
っ
て
も
、
結
局
は
ド
イ
ツ
法
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
規
定
に
な
り
、
そ
れ
は
確
信
基
準
で
の
判
断
と
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
英
米
法
の
刑
事
司
法
で
の
有
罪
基
準
は
「
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る
証
明
」
に
求
め
、
そ
の
起
訴
基
準
は
「
起
訴
す
る
に
足
り

る
充
分
な
証
拠
」（
有
罪
判
決
の
現
実
的
な
見
込
み
―
無
罪
よ
り
も
有
罪
と
す
る
可
能
性
が
高
い
。）
の
有
無
を
判
断
基
準
に
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

そ
の
民
事
訴
訟
法
で
は
「
証
拠
の
優
越
」（
蓋
然
性
の
程
度
が
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
程
度
）
で
足
り
る
と
さ
れ
て
い
る
（
16
）

。

（
2
）　

起
訴
基
準
に
関
す
る
裁
判
例
・
判
例
概
観

裁
判
例
と
し
て
、
①
東
京
地
判
昭
三
九
・
四
・
一
五
（
判
時
三
七
一
・
五
）
は
、
強
姦
致
傷
事
件
で
無
罪
判
決
を
受
け
た
被
告
人
提
訴
の

国
家
賠
償
請
求
事
件
に
お
い
て
、
検
察
官
の
公
訴
が
違
法
ど
う
か
の
判
断
基
準
を
「
起
訴
時
に
、
公
訴
事
実
が
犯
罪
の
嫌
疑
十
分
で
有
罪

の
可
能
性
の
存
否
、
す
な
わ
ち
犯
罪
の
嫌
疑
が
十
分
で
有
罪
の
判
決
を
期
待
し
う
る
合
理
的
な
根
拠
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
よ
る
べ
き
で

あ
る
」
と
し
て
い
る
。
判
決
は
、
実
体
上
の
犯
罪
の
嫌
疑
の
存
在
に
つ
い
て
は
「
起
訴
時
と
判
決
時
に
お
い
て
証
拠
の
量
と
質
に
お
い
て

三
七
八



起
訴
基
準
見
直
し
論
に
対
す
る
一
考
察
（
加
藤
）

（
六
一
一
）

差
異
が
あ
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
か
つ
有
罪
判
決
と
起
訴
の
各
段
階
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
要
求
さ
れ
る
心
証
の
程
度
に
は
差
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
、
起
訴
さ
れ
た
事
実
に
つ
い
て
無
罪
判
決
の
あ
っ
た
場
合
と
い
え
ど
も
直
ち
に
起
訴
が
要
件
を
欠
く
違
法
な
も
の
で
あ
っ

た
と
は
い
え
ず
、
起
訴
時
に
有
罪
判
決
の
可
能
性
が
存
じ
た
限
り
当
該
起
訴
は
適
法
で
あ
る
」
と
し
た
上
、
そ
の
有
罪
判
決
の
可
能
性
と

は
「
犯
罪
の
嫌
疑
が
十
分
で
有
罪
の
判
決
を
期
待
し
う
る
合
理
的
な
根
拠
の
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
単
に
犯
罪
事
実
の
存
在
の

可
能
性
を
い
う
の
で
は
な
い
」
と
し
、
そ
こ
で
要
求
さ
れ
る
心
証
の
程
度
に
つ
い
て
は
、
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
「
充
分
な

理
由
」（
刑
訴
法
二
一
〇
条
―
緊
急
逮
捕
の
要
件
）、「
相
当
な
理
由
」（
同
法
六
〇
条
―
起
訴
前
の
勾
留
要
件
）
よ
り
も
高
度
の
犯
罪
の
蓋
然
性
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
を
要
す
る
が
、
合
理
的
な
疑
い
を
い
れ
な
い
ま
で
の
確
実
性
は
要
求
さ
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
②
名
古
屋

高
判
平
一
九
・
六
・
二
七
（
判
時
一
九
七
七
・
八
〇
）
は
、
住
居
侵
入
・
窃
盗
事
件
で
無
罪
と
な
っ
た
被
告
人
提
訴
の
国
家
賠
償
請
求
事
件

に
お
い
て
は
、「
現
場
の
被
告
人
の
指
紋
が
三
年
前
の
エ
ア
コ
ン
取
付
け
工
事
の
際
に
付
着
し
た
可
能
性
を
排
斥
す
る
合
理
的
根
拠
が
客

観
的
に
欠
如
し
て
い
る
の
に
検
察
官
が
起
訴
し
た
の
は
違
法
で
あ
る
」
と
し
て
、
国
家
賠
償
責
任
を
認
め
て
い
る
。

最
高
裁
判
例
で
は
、
③
最
判
昭
五
三
・
一
〇
・
二
〇
（
民
集
三
二
・
七
・
一
三
六
七
）
は
、
鉄
道
爆
破
等
事
件
で
無
罪
と
な
っ
た
被
告
人

提
訴
の
芦
別
国
家
賠
償
請
求
事
件
に
お
い
て
、
検
察
官
の
公
訴
提
起
は
、
裁
判
所
に
対
し
て
犯
罪
の
成
否
、
刑
罰
権
の
存
否
に
つ
き
審
判

を
求
め
る
意
思
表
示
で
あ
る
か
ら
、「
起
訴
時
あ
る
い
は
公
訴
追
行
時
に
お
け
る
検
察
官
の
心
証
は
、
そ
の
性
質
上
、
判
決
時
に
お
け
る

裁
判
官
の
心
証
と
異
な
り
、
起
訴
時
あ
る
い
は
公
訴
追
行
時
に
お
け
る
各
種
の
証
拠
資
料
を
総
合
勘
案
し
て
合
理
的
な
判
断
過
程
に
よ
り

有
罪
と
認
め
ら
れ
る
嫌
疑
が
あ
れ
ば
足
り
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
有
罪
判
決
の
程
度
に
関
し
、
④
最
判
昭
四
八
・
一
二
・
一
三

（
裁
判
集
刑
事
一
九
〇
・
七
八
一
、
判
時
七
二
五
・
一
〇
四
）
は
、
放
火
事
件
で
の
犯
人
性
認
定
の
原
判
決
を
事
実
誤
認
が
あ
る
と
し
て
、
破
棄

無
罪
と
し
「『
犯
罪
の
証
明
が
あ
る
』
と
は
、『
高
度
の
蓋
然
性
』
が
認
め
ら
れ
る
場
合
」
を
い
い
、
そ
れ
は
「
反
対
事
実
の
存
否
の
可
能

三
七
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
一
二
）

性
を
許
さ
な
い
ほ
ど
の
確
実
性
を
志
向
し
た
う
え
で
の
『
犯
罪
の
証
明
は
十
分
』
で
あ
る
と
い
う
確
信
的
な
判
断
に
基
づ
く
も
の
」
と
す

る
。
ま
た
、
⑤
最
決
平
一
九
・
一
〇
・
一
六
（
判
時
一
九
八
八
・
一
五
九
）
は
、
爆
発
物
郵
送
に
よ
る
殺
人
未
遂
事
件
に
お
い
て
「
刑
事
裁

判
に
お
け
る
有
罪
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
、
合
理
的
な
疑
い
を
挟
む
余
地
の
な
い
程
度
の
立
証
が
必
要
で
あ
る
」
と
判
示
す
る
。

次
に
、
公
訴
権
行
使
の
適
否
に
関
す
る
視
点
か
ら
、
⑥
最
決
昭
五
九
・
一
・
二
七
（
刑
集
三
八
・
一
・
一
三
六
、
判
タ
五
一
九
・
七
六
）
は
、

宇
野
元
代
議
士
選
挙
違
反
事
件
に
つ
き
、
交
付
さ
れ
た
金
銭
等
が
交
付
者
と
の
共
謀
の
趣
旨
に
従
い
受
交
付
者
か
ら
第
三
者
に
供
与
さ
れ

た
疑
い
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
検
察
官
が
交
付
罪
で
起
訴
し
た
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
、「
検
察
官
は
、
立
証
の
難
易
等
諸
般
の
事
情

を
考
慮
し
て
、
被
告
人
を
交
付
罪
の
み
で
起
訴
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
裁
判
所
と
し
て
は
、
訴
因
の

制
約
の
も
と
に
お
い
て
、
被
告
人
（
交
付
者
）
に
つ
い
て
の
交
付
罪
の
成
否
を
判
断
す
れ
ば
足
り
、
訴
因
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
受

交
付
者
と
の
共
謀
に
よ
る
供
与
罪
の
成
否
に
つ
き
審
理
し
た
り
、
検
察
官
に
対
し
、
右
供
与
罪
の
訴
因
の
追
加
・
変
更
を
促
し
た
り
す
る

義
務
は
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
当
事
者
主
義
の
下
で
起
訴
裁
量
権
を
有
す
る
検
察
官
が
、
証
拠
上
「
有
罪
の
確
信
」
が
持
て
な
い
訴

因
で
の
起
訴
は
避
け
、
実
体
的
真
実
の
点
で
は
縮
小
認
定
に
な
る
と
し
て
も
、
証
拠
上
「
有
罪
の
確
信
」
が
あ
る
訴
因
で
起
訴
す
る
と
い

う
公
訴
権
行
使
を
認
め
る
裁
判
所
の
判
断
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
解
し
得
よ
う
。

そ
し
て
、
⑦
最
決
昭
五
五
・
一
二
・
一
七
（
刑
集
三
四
・
七
・
六
七
二
）
は
、
熊
本
水
俣
病
補
償
請
求
に
関
連
し
て
生
じ
た
チ
ッ
ソ
川
本

事
件
（
四
名
に
対
す
る
傷
害
事
件
）
の
上
告
審
の
判
断
で
あ
る
。
原
審
が
公
訴
権
濫
用
と
し
て
公
訴
棄
却
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
の
に
対
し
、

公
訴
権
濫
用
論
に
つ
い
て
は
「
検
察
官
の
訴
追
裁
量
権
の
逸
脱
が
公
訴
の
提
起
を
無
効
な
ら
し
め
る
場
合
が
あ
り
う
る
が
、
そ
れ
は
た
と

え
ば
公
訴
の
提
起
自
体
が
職
務
犯
罪
を
構
成
す
る
よ
う
な
極
限
的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
」
場
合
で
あ
る
と
判
示
し
、
本
件
で
は
検
察
官
の

訴
追
裁
量
権
の
逸
脱
は
な
い
と
し
た
（
た
だ
し
、
検
察
官
の
上
告
自
体
は
刑
訴
法
四
一
一
条
の
い
わ
ゆ
る
著
反
正
義
の
解
釈
か
ら
棄
却
と
し
た
。）。

三
八
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起
訴
基
準
見
直
し
論
に
対
す
る
一
考
察
（
加
藤
）

（
六
一
三
）

こ
の
公
訴
権
濫
用
論
は
、
明
文
の
規
定
は
な
い
が
、
従
来
か
ら
講
学
上
、
事
由
に
よ
っ
て
は
類
型
的
訴
訟
条
件
と
同
視
す
べ
き
訴
訟
障
害

事
由
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
、（
ａ
）
犯
罪
の
嫌
疑
な
き
起
訴
、（
ｂ
）
違
法
捜
査
に
基
づ
く
起
訴
、（
ｃ
）
訴
追
裁
量
権
限
の
逸
脱
・
濫
用

な
い
し
不
平
等
起
訴
―
の
三
類
型
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
お
よ
そ
「
有
罪
の
確
信
」
が
な
い
ま
ま
殊
更
恣
意
的
に
起
訴
す
る
よ
う
な
こ
と

が
あ
れ
ば
、
こ
の
公
訴
権
濫
用
論
の
対
象
と
な
り
得
よ
う
が
、
弁
護
側
に
よ
る
法
廷
戦
術
の
一
環
と
し
て
の
濫
用
的
主
張
も
多
く
、
こ
の

最
高
裁
決
定
で
本
来
は
決
着
が
図
ら
れ
た
と
見
る
べ
き
法
理
と
思
わ
れ
る
（
17
）

。
そ
し
て
、
こ
の
議
論
は
「
捜
査
・
訴
追
を
緩
や
か
に
し
、
あ

と
は
充
実
し
た
公
判
審
理
で
こ
そ
行
う
べ
し
」
と
す
る
弾
劾
的
捜
査
観
か
ら
は
本
来
的
に
は
繋
が
り
難
く
、
こ
の
公
訴
権
濫
用
論
は
、
む

し
ろ
検
察
官
の
公
益
の
代
表
者
性
と
起
訴
の
確
信
基
準
を
厳
格
に
求
め
る
視
点
か
ら
の
主
張
と
言
え
よ
う
（
18
）

。

以
上
通
観
し
た
公
訴
権
行
使
に
関
す
る
裁
判
例
・
判
例
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
の
有
罪
判
決
に
お
け
る
心
証
は
「
合
理
的
な
疑
い
を
挟
ま

な
い
程
度
」
に
真
実
で
あ
る
と
の
確
信
が
必
要
で
あ
る
が
、
国
家
賠
償
訴
訟
で
の
「
起
訴
の
適
法
性
」
に
つ
い
て
は
、
証
拠
を
合
理
的
に

判
断
し
て
「
有
罪
と
認
め
ら
れ
る
嫌
疑
の
程
度
」
の
起
訴
で
足
り
る
と
し
た
も
の
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
検
察
官
は
有
罪
判

決
を
求
め
る
以
上
、
裁
判
所
の
有
罪
基
準
に
合
わ
せ
た
確
信
基
準
を
も
っ
て
起
訴
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
、
前
記
平
成
一
九
年
名
古

屋
高
裁
判
決
（
③
判
決
）
の
見
解
に
従
え
ば
、
確
信
基
準
を
緩
和
し
た
起
訴
基
準
で
は
許
容
さ
れ
ず
、
ま
た
そ
の
確
信
が
境
界
線
上
に
あ

る
事
例
な
ら
ば
、
な
お
さ
ら
起
訴
の
慎
重
さ
が
一
層
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

（
3
）　

有
罪
判
決
を
求
め
る
起
訴
と
確
信
基
準
と
の
関
係
法
理

検
察
官
の
公
訴
提
起
は
、
有
罪
判
決
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
の
有
罪
判
決
の
判
断
基
準
に
従
っ
て
こ
れ
を
決
定
す
る
の

は
当
然
の
法
理
で
あ
る
。
起
訴
基
準
が
「
有
罪
の
確
信
」
で
あ
る
こ
と
は
、
い
や
し
く
も
人
を
起
訴
し
て
裁
判
に
か
け
る
と
い
う
重
大
な

公
訴
権
を
行
使
す
る
以
上
、
職
務
の
当
然
の
行
為
規
範
と
し
て
戦
前
か
ら
定
着
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
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十
二
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（
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〇
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六
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月
）

（
六
一
四
）

ま
た
、
証
拠
は
時
間
の
経
過
と
と
も
に
そ
の
価
値
が
逓
減
し
（
人
証
で
は
記
憶
の
減
退
化
や
他
の
情
報
の
混
入
に
よ
る
記
憶
の
汚
染
混
濁
化
、

物
証
で
は
変
質
化
・
散
逸
化
の
可
能
性
が
避
け
ら
れ
な
い
。）、
起
訴
時
点
で
は
よ
り
多
め
の
新
鮮
な
証
拠
を
揃
え
て
の
判
断
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
検
察
官
に
と
っ
て
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
い
有
罪
の
高
度
の
蓋
然
性
・
確
信
が
な
け
れ
ば
起
訴
し
な
い
と
い
う
「
確
信
基

準
」
は
、
当
然
の
法
理
と
解
さ
れ
て
き
た
。
起
訴
時
ま
で
に
収
集
し
得
た
証
拠
能
力
を
有
す
る
人
証
・
物
証
の
質
量
両
面
の
総
合
的
価
値

判
断
を
行
い
、
そ
の
結
果
「
有
罪
の
確
信
」
の
心
証
形
成
に
達
す
れ
ば
起
訴
を
決
定
す
る
。
そ
し
て
こ
の
確
信
基
準
は
、
起
訴
前
に
お
い

て
到
達
し
得
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
放
火
事
件
に
お
い
て
、
自
白
に
基
づ
く
そ
の
実
行
行
為
に
関
す
る
重
要
な
火
災
実
験
を
起
訴
後
に

行
う
と
い
う
こ
と
は
、
起
訴
時
に
そ
の
行
為
が
科
学
的
に
そ
し
て
経
験
則
等
か
ら
有
罪
の
確
信
が
持
て
る
場
合
で
な
い
限
り
許
さ
れ
な
い

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
起
訴
後
の
証
拠
収
集
の
可
能
性
を
見
込
ん
で
の
「
見
切
り
発
車
的
起
訴
」
な
ど
は
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

ま
た
起
訴
後
の
補
充
捜
査
も
許
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
起
訴
前
に
有
罪
の
確
信
に
達
し
て
い
た
が
そ
の
後
証
拠
価
値
の
逓
減
化
に
対

応
し
、
あ
る
い
は
有
罪
の
確
実
性
を
図
っ
て
の
上
積
み
に
な
る
証
拠
の
収
集
を
す
る
場
合
く
ら
い
で
あ
る
。

問
題
は
、
起
訴
時
の
「
有
罪
の
確
信
」
が
、
有
罪
判
決
を
得
る
た
め
の
微
妙
な
境
界
線
上
に
あ
る
場
合
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
起
訴
後

の
証
拠
価
値
逓
減
に
よ
る
補
充
捜
査
も
見
越
し
て
の
起
訴
の
積
極
判
断
は
許
さ
れ
よ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
は
、
検
察
官
に
よ
っ
て

は
消
極
判
断
を
採
る
者
も
少
な
く
な
い
（
19
）

。
た
だ
、
法
律
判
断
や
社
会
の
耳
目
を
集
め
た
重
大
な
特
殊
大
規
模
事
故
事
件
等
裁
判
所
の
判
断

を
求
め
る
価
値
と
必
要
の
あ
る
事
件
か
ど
う
か
等
の
視
点
も
判
断
基
準
に
加
え
て
、
そ
の
よ
う
な
事
件
に
つ
い
て
は
積
極
的
な
公
訴
権
行

使
（
起
訴
）
に
よ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
こ
の
点
は
起
訴
基
準
見
直
し
論
の
考
え
方
に
も
関
連
す
る
の
で
後
に
詳
論
す
る
。
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起
訴
基
準
見
直
し
論
に
対
す
る
一
考
察
（
加
藤
）

（
六
一
五
）

2　

起
訴
基
準
見
直
し
論
を
巡
っ
て
の
学
説
展
望

（
1
）　

弾
劾
的
捜
査
観
の
徹
底
に
よ
る
起
訴
基
準
見
直
し
論
（
平
野
説
）

平
野
龍
一
博
士
は
、
検
察
官
の
「
綿
密
な
捜
査
・
慎
重
な
起
訴
」
の
運
用
は
公
判
中
心
主
義
を
形
骸
化
さ
せ
る
か
ら
、「
確
信
の
あ
る

も
の
だ
け
を
起
訴
す
る
の
で
は
な
く
、
何
は
と
も
あ
れ
裁
判
所
へ
連
れ
て
行
き
、
あ
る
程
度
の
無
罪
は
が
ま
ん
す
べ
き
」
と
主
張
す
る
。

こ
れ
は
、
刑
事
司
法
の
在
り
方
は
弾
劾
的
捜
査
観
に
立
脚
し
、
捜
査
機
関
の
捜
査
は
一
方
当
事
者
が
行
う
公
判
の
準
備
行
為
と
し
て
、

糺
問
的
で
な
く
抑
制
的
に
行
い
、
検
察
官
は
緩
や
か
な
基
準
で
起
訴
し
、
法
廷
で
有
罪
無
罪
を
決
す
る
こ
と
こ
そ
本
来
の
姿
と
す
る
も
の

で
あ
る
。「
現
に
、
欧
米
で
は
そ
う
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
検
察
官
は
被
害
者
の
告
訴
が
あ
る
以
上
『
一
応
の
証
拠
』
で
起
訴
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
裁
判
所
は
『
有
罪
の
確
認
』
を
す
る
と
こ
ろ
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
起
訴

に
必
要
な
嫌
疑
は
、
逮
捕
・
勾
留
に
必
要
な
『
相
当
の
嫌
疑
』
よ
り
も
高
く
、
嫌
疑
が
十
二
分
確
認
さ
れ
て
は
じ
め
て
起
訴
す
べ
き
も
の

と
し
て
い
る
。
起
訴
が
慎
重
な
こ
と
自
体
は
好
ま
し
い
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
起
訴
に
高
度
の
嫌
疑
が
要
求
さ
れ
る
と
、
訴
訟
の
実
質
が

捜
査
手
続
に
移
っ
て
、
捜
査
機
関
に
強
力
な
強
制
権
限
を
与
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
一
方
で
、
裁
判
所
は
検
察
官
が
有
罪
と
確
信
し
た
も

の
を
『
念
の
た
め
に
確
か
め
る
』
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
。
実
際
我
が
国
の
第
一
審
は
、『
検
察
官
に
対
す
る
控
訴
審
に
す
ぎ
な
い
』
と

言
え
な
く
も
な
く
、『
検
察
官
司
法
』
と
い
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
刑
事
訴
訟
の
実
質
は
捜
査
手
続
に
あ
り
、
そ
れ
は
検
察
官
・

警
察
官
に
よ
る
糺
問
手
続
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
問
題
は
こ
の
捜
査
手
続
な
い
し
公
判
前
手
続
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
る
べ
き
か
に
あ

る
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、「
ド
イ
ツ
で
は
予
審
制
度
が
一
九
六
四
年
の
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
に
よ
り
、
検
察
官
に
予
審
判
事
の
権
限
の
一

部
を
移
譲
す
る
こ
と
で
そ
の
廃
止
が
実
現
し
た
。
我
が
国
で
は
、
予
審
制
度
を
戦
後
廃
止
し
た
が
、
刑
事
訴
訟
法
上
で
は
予
審
判
事
の
権

限
が
検
察
官
に
移
譲
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
運
営
上
は
か
な
り
移
譲
さ
れ
、
こ
れ
が
現
実
は
む
し
ろ
強
化
方
向
に
あ
る
。
結
局
、
参
審
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（
六
一
六
）

か
陪
審
制
に
で
も
し
な
い
限
り
変
革
で
き
ず
、『
我
が
国
の
刑
事
裁
判
は
か
な
り
絶
望
的
で
あ
る
』」
と
評
さ
れ
た
（
20
）

。

同
博
士
は
、
そ
の
後
は
参
審
制
を
採
用
す
れ
ば
、
法
廷
で
心
証
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
捜
査
記
録
も
「
要
を
得
た
、
事
件
の
核
心
を
突

い
た
」
短
い
も
の
に
な
っ
て
、
取
調
べ
や
身
柄
拘
束
の
長
さ
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
法
廷
で
の
証
人
尋
問
、
反
対
尋
問
も
核
心
的
な
も
の

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
、
そ
れ
は
「
ラ
フ
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
」
で
は
な
く
、「
核
心
司
法
」
で
あ
る
と
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
21
）

。

（
2
）　

捜
査
と
起
訴
（
基
準
）
に
対
す
る
当
事
者
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
論
（
田
宮
説
）

田
宮
裕
博
士
は
、
弾
劾
的
捜
査
観
に
立
脚
し
な
が
ら
も
、
そ
の
捜
査
観
の
本
旨
は
「
起
訴
は
被
告
人
に
と
っ
て
極
め
て
重
大
な
処
分
で
、

検
察
官
は
仮
に
も
有
罪
の
確
信
の
も
て
な
い
者
を
起
訴
す
べ
き
で
は
な
い
し
、
刑
政
の
目
的
を
他
の
手
段
で
十
分
達
し
う
る
た
め
刑
事
制

裁
を
使
う
ま
で
も
な
い
起
訴
猶
予
相
当
の
情
状
が
あ
る
場
合
に
は
起
訴
を
控
え
る
べ
き
は
当
然
で
あ
る
。
そ
う
い
う
確
信
を
も
て
な
い
場

合
は
、
不
起
訴
に
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
深
い
分
析
を
さ
れ
る
。
そ
し
て
裁
判
所
は
、
検
察
官
の
訴
訟
の
監
督
者
と
し
て
嫌
疑
の
有
無
を

「
相
当
の
証
拠
」
で
審
査
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
「
嫌
疑
の
引
継
」
と
は
な
ら
ず
、
予
断
排
除
の
原
則
に
も
反
し
な
い
、
と
し
て
捜
査
に

始
ま
る
訴
訟
構
造
を
シ
ス
テ
ム
的
に
捉
え
、
我
が
国
で
の
当
事
者
主
義
の
徹
底
を
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
捜
査
は
当
事
者
で
あ
る
捜
査
機
関
側
と
被
疑
者
・
弁
護
人
側
と
が
公
判
活
動
と
同
様
、
対
等
当
事
者
と
し
て
各
準
備
し

合
う
弾
劾
的
捜
査
観
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
れ
と
現
行
の
訴
追
制
度
と
は
ナ
チ
ュ
ラ
ル
に
は
繋
が
ら
ず
、
法
の
正
当
な
適
用
を

請
求
す
る
と
い
う
準
司
法
官
的
性
格
を
持
つ
検
察
官
の
「
司
法
処
分
」
的
な
訴
追
と
、
捜
査
の
当
事
者
的
性
格
と
は
う
ま
く
繋
が
り
難
い
。

し
た
が
っ
て
検
察
官
に
司
法
処
分
を
行
う
地
位
・
役
割
ま
で
を
付
与
す
る
訴
訟
構
造
は
、
当
事
者
主
義
、
弾
劾
的
捜
査
の
理
想
に
反
し
て

本
来
は
相
当
で
な
い
と
の
考
え
を
示
す
。
し
か
し
同
博
士
は
、
検
察
官
の
地
位
・
役
割
が
客
観
義
務
を
負
う
準
司
法
官
と
し
て
、
確
信
基

準
で
の
起
訴
に
な
る
現
状
は
む
し
ろ
積
極
評
価
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
検
察
官
制
度
が
国
家
訴
追
主
義
を
支
え
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
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起
訴
基
準
見
直
し
論
に
対
す
る
一
考
察
（
加
藤
）

（
六
一
七
）

捜
査
の
結
果
を
調
書
に
ま
と
め
て
、
こ
れ
が
証
拠
と
し
て
事
実
認
定
に
供
す
る
手
続
が
定
着
し
、
そ
れ
は
起
訴
状
一
本
主
義
を
「
一
段
階

遅
れ
た
書
証
の
引
き
継
ぎ
」
と
化
さ
せ
て
捜
査
の
結
果
が
実
質
上
優
先
す
る
こ
と
か
ら
、
調
書
尊
重
主
義
す
な
わ
ち
書
面
審
査
の
「
調
書

裁
判
」
と
な
り
、
口
頭
弁
論
・
公
判
中
心
主
義
を
形
骸
化
さ
せ
る
危
険
を
孕
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
し
か
し
こ
の
裁
判

手
法
に
よ
っ
て
、
無
罪
率
を
最
小
限
に
抑
え
込
ん
で
い
て
、
そ
れ
は
有
罪
の
確
信
に
至
る
ま
で
証
拠
を
厳
選
し
て
こ
れ
を
決
定
し
て
い
る

か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
「
人
権
に
配
慮
し
、
裁
判
の
効
率
化
に
も
寄
与
し
て
い
る
」
と
評
価
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
田
宮
博
士
は
、
訴
訟
構
造
上
の
深
い
問
題
点
も
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
現
状
で
裁
判
が
公
正
に
誤
り
な
く
行
わ

れ
、
正
し
い
結
果
を
出
し
て
い
る
な
ら
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、
運
用
の
実
態
は
公
判
中
心
主
義
を
形
骸
化
さ
せ
、
ひ
い
て
は
当
事
者
主
義

の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
働
き
難
く
さ
せ
、
冤
罪
を
易
々
と
有
罪
と
裁
判
し
て
し
ま
う
危
険
が
避
け
難
く
、
そ
こ
に
「
検
察
官
が
準
司
法
官
の

立
場
で
完
璧
を
期
そ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
非
当
事
者
主
義
化
す
る
」
と
い
う
制
度
的
な
問
題
点
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
22
）

。

（
3
）　

捜
査
と
起
訴
基
準
見
直
し
論
の
検
討

ア　

平
野
説
は
、「
緩
や
か
な
捜
査
と
起
訴
」
を
提
言
し
、
参
審
制
導
入
な
ど
を
も
っ
て
、
一
気
呵
成
に
核
心
司
法
で
公
判
中
心
主
義

が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
志
向
す
る
。
そ
し
て
、
起
訴
基
準
を
緩
和
さ
せ
る
こ
と
は
、
こ
れ
と
相
関
関
係
に
あ
る
捜
査
に
も
必
然
的
に
相
応

の
変
革
を
も
た
ら
せ
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
無
罪
事
件
が
相
当
数
増
加
す
る
こ
と
も
、
敢
え
て
受
容
せ
よ
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
、
田
宮
説
は
、
検
察
官
の
起
訴
・
不
起
訴
の
セ
レ
ク
ト
機
能
と
そ
の
実
績
を
評
価
し
、
ま
た
、
生
々
し
い
捜
査
か
ら
起
訴

へ
の
過
程
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
あ
っ
て
、
起
訴
の
確
信
基
準
が
そ
の
セ
レ
ク
ト
に
お
け
る
当
然
の
志
向
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
上
で
こ

れ
を
被
告
人
・
弁
護
人
が
厳
格
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
よ
り
、
運
用
の
充
実
を
図
ら
せ
、
こ
れ
に
よ
り
公
判
活
動
の
活
性
化
を
加
速
さ

せ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
刑
事
手
続
の
中
核
部
分
を
当
事
者
自
治
に
委
ね
、
以
て
当
事
者
主
義
を
深
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

三
八
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
一
八
）

平
野
説
と
田
宮
説
の
違
い
は
、
刑
事
司
法
の
担
い
手
に
お
け
る
役
割
分
担
の
見
直
し
に
対
す
る
基
本
的
理
念
と
変
革
手
法
の
捉
え
方
に

あ
る
。
平
野
説
は
、
検
察
官
の
「
綿
密
な
捜
査
・
慎
重
な
起
訴
」
の
運
用
に
よ
り
公
判
中
心
主
義
を
形
骸
化
さ
せ
て
い
る
と
す
る
が
、
実

務
で
は
支
持
さ
れ
ず
そ
の
運
用
に
変
更
を
も
た
ら
せ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
学
界
の
反
応
も
「
被
疑
者
の
主
体
性
の
承
認
と
い
う

点
で
は
弾
劾
的
捜
査
観
を
支
持
し
な
が
ら
、
起
訴
の
た
め
の
嫌
疑
の
基
準
を
下
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
の
平
野
主
張
に
従
わ
な
か
っ

た
」
の
で
あ
る
（
23
）

。
確
か
に
、
平
野
博
士
も
無
罪
判
決
は
検
察
官
・
警
察
官
の
失
態
と
さ
れ
、
マ
ス
コ
ミ
そ
の
他
国
民
の
多
数
も
そ
う
考
え

が
ち
で
あ
る
こ
と
、
一
審
有
罪
、
上
級
審
無
罪
の
場
合
で
さ
え
、
検
察
官
の
起
訴
に
対
し
賠
償
が
求
め
ら
れ
許
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
憲

法
第
四
〇
条
、
国
家
賠
償
法
一
条
）、
公
訴
提
起
に
高
度
の
嫌
疑
を
要
求
す
る
の
は
、
一
度
公
訴
が
提
起
さ
れ
る
と
被
告
人
に
大
き
な
負
担
が

か
か
る
か
ら
と
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
我
が
国
の
定
着
し
た
取
調
べ
と
「
任
意
性
の
疑
い
」
の
裁
判
所
の
扱
い
か

ら
の
調
書
裁
判
の
実
体
や
、
最
高
裁
判
所
も
書
面
に
よ
る
事
実
認
定
に
か
な
り
自
信
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
警
察
の
取
調
べ
に
よ
っ
て
、

自
白
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
国
民
や
マ
ス
コ
ミ
も
し
ば
し
ば
「
も
ど
か
し
さ
」
を
表
明
し
、
と
こ
ろ
が
自
白
の
内
容
が
客
観

的
事
実
と
喰
い
違
う
と
、
急
に
「
人
権
」
を
問
題
に
す
る
こ
と
な
ど
が
あ
っ
て
、
現
在
の
捜
査
の
や
り
方
は
あ
る
意
味
で
は
世
論
に
支
え

ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
、
と
し
て
起
訴
基
準
変
更
の
難
し
さ
に
理
解
は
示
さ
れ
て
い
た
（
24
）

。

た
だ
、
同
博
士
は
「
参
審
制
導
入
で
核
心
司
法
と
な
り
、
現
状
打
開
が
で
き
る
」
と
も
主
張
さ
れ
、
国
民
参
加
と
な
っ
て
そ
の
方
向
性

が
見
え
始
め
た
今
は
、
そ
の
点
で
は
慧
眼
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
松
尾
浩
也
教
授
は
現
状
を
是
認
し
た
上
で
は
あ
る
が
、
平

野
説
に
も
理
解
を
示
さ
れ
て
、「
起
訴
基
準
を
少
し
ず
つ
引
き
下
げ
、
無
罪
判
決
の
若
干
の
増
加
を
覚
悟
す
れ
ば
、
事
態
は
動
く
は
ず
で

あ
る
。
そ
の
方
向
に
踏
み
出
す
決
断
を
す
る
か
ど
う
か
が
、
二
一
世
紀
に
向
け
て
の
大
局
的
な
課
題
だ
と
言
え
よ
う
」
と
さ
れ
て
い
た
（
25
）

。

イ　

石
田
倫
識
准
教
授
は
、
平
野
説
を
「
捜
査
段
階
に
お
け
る
供
述
採
取
は
基
本
的
に
公
判
で
の
被
告
人
質
問
及
び
証
人
尋
問
に
委
ね

三
八
六



起
訴
基
準
見
直
し
論
に
対
す
る
一
考
察
（
加
藤
）

（
六
一
九
）

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
い
わ
ば
『
捜
査
抑
制
』
型
改
革
案
と
い
え
よ
う
」
と
し
て
支
持
す
る
。
そ
し
て
、
田
宮
説
に
つ

い
て
は
、「
今
日
の
高
い
起
訴
基
準
―
検
察
官
に
よ
る
事
件
選
別
機
能
―
を
保
持
す
る
た
め
に
、
被
疑
者
及
び
参
考
人
か
ら
の
供
述
採
取

の
必
要
性
を
正
面
か
ら
承
認
し
た
う
え
で
、
同
時
に
反
対
当
事
者
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
を
可
及
的
に
強
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ

り
、
い
わ
ば
『
当
事
者
点
検
』
型
の
改
革
案
と
い
え
よ
う
」
と
評
し
、
し
か
し
そ
れ
は
「
検
察
官
に
裁
判
官
の
役
割
を
求
め
る
も
の
で
あ

り
、
我
が
国
の
刑
事
司
法
が
目
指
す
べ
き
方
向
と
い
え
る
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
続
い
て
自
説
を
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。

す
な
わ
ち
、
検
察
官
に
予
審
判
事
と
同
様
の
役
割
を
担
わ
せ
る
に
は
法
制
度
（
刑
訴
法
二
二
六
条
・
二
二
七
条
、
三
二
一
条
一
項
二
号
等
）

が
十
分
で
も
な
く
無
理
が
あ
る
こ
と
、
検
察
官
に
一
極
集
中
型
で
予
審
判
事
と
し
て
の
役
割
を
担
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
権
限
と
責
任
の

分
散
型
が
健
全
な
刑
事
司
法
の
在
り
方
と
し
て
は
望
ま
し
い
こ
と
、
当
事
者
点
検
型
の
田
宮
説
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
供

述
証
拠
は
、
そ
の
性
質
上
、
供
述
採
取
の
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
本
来
の
証
拠
価
値
（
供
述
の
純
真
性
）
が
汚
染
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る

こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。・
・
捜
査
段
階
に
お
け
る
供
述
採
取
は
必
要
最
小
限
度
に
抑
え
、
検
察
官
が
い
ち
お
う
の
選
別
を

済
ま
せ
た
後
は
、
速
や
か
に
公
判
に
付
し
、
当
事
者
の
対
等
か
つ
同
時
の
手
続
参
加
が
保
障
さ
れ
る
公
判
で
の
供
述
採
取
（
証
人
尋
問
・

被
告
人
質
問
）
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
『
捜
査
抑
制
』
型
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
基
軸
に
据
え
た
改
革
案
が
支
持
さ
れ
る
こ
と
に
な

ろ
う
」
と
す
る
（
26
）

。
そ
の
一
方
で
、
イ
ギ
リ
ス
法
が
、
逮
捕
後
二
四
時
間
以
内
に
留
置
管
理
官
が
被
疑
者
に
「
起
訴
す
る
に
充
分
な
証
拠
」

（
有
罪
判
決
の
現
実
的
見
込
み
。「
裁
判
所
が
、
被
告
人
を
無
罪
と
す
る
よ
り
も
有
罪
と
す
る
可
能
性
が
高
い
、
と
い
う
程
度
の
見
込
み
」
―
検
事
規
定
）

が
あ
る
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
捜
査
を
終
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
法
制
を
参
考
例
と
す
る
。
こ
れ
は
「
一
定
の
時
点
」
で
起
訴
・

不
起
訴
の
決
定
を
行
う
も
の
と
し
、
こ
の
決
定
を
留
保
す
る
こ
と
で
身
体
拘
束
下
に
お
け
る
被
疑
者
取
調
べ
の
継
続
を
可
能
に
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
ず
、
有
罪
判
決
を
よ
り
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
取
調
べ
に
よ
る
嫌
疑
の
積
み
増
し
を
無
制
約
に
行
う
こ
と
を
許
さ
な
い

三
八
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
二
〇
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
我
が
国
で
も
「
有
罪
の
確
信
」
と
す
る
起
訴
基
準
の
再
検
討
の
参
考
に
す
る
こ
と
を
提
言
す
る
。

そ
の
提
言
は
、
検
察
官
は
勾
留
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
は
「
慎
重
な
起
訴
」
の
名
に
お
い
て
、「
有
罪
の
確
信
」
が
得
ら
れ
る
ま
で
―

自
白
が
得
ら
れ
る
ま
で
―
被
疑
者
取
調
べ
を
無
制
約
に
続
け
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
有
罪
の
確
信
」
が
得
ら
れ
た
時

点
を
も
っ
て
「
捜
査
の
終
結
」
と
解
す
る
こ
と
は
、
公
判
中
心
主
義
の
た
め
に
は
妥
当
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
点
を
前
倒
し
す

る
方
向
で
、
刑
事
手
続
全
体
の
見
直
し
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
る
と
す
る
（
27
）

。

ウ　

平
野
説
支
持
論
者
か
ら
は
、
刑
事
司
法
は
法
廷
で
の
審
理
判
断
こ
そ
中
核
に
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
公
判
中
心
主
義
は
当
然
の
法

の
要
請
と
す
る
が
、「
真
相
解
明
は
捜
査
段
階
よ
り
も
公
判
段
階
の
方
が
優
れ
て
い
る
」
と
い
う
実
証
的
主
張
と
は
成
っ
て
い
な
い
（
真

相
解
明
は
、
む
し
ろ
捜
査
段
階
で
こ
そ
な
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。）。
そ
れ
は
刑
事
司
法
の
「
在
り
方
論
」
と
い
う
理
念
的
な
テ
ー
ゼ
の
ア
イ
デ

ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
（
理
想
的
）
な
主
張
で
あ
り
、
ま
た
ド
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
役
割
分
担
の
究
極
の
変
革
の
提
言
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
起
訴
基
準
を
緩
和
さ
せ
る
こ
と
が
直
ち
に
真
相
解
明
の
た
め
の
公
判
中
心
主
義
の
実
現
と
は
な
ら
ず
、
検
察
審
査
会
法
の

起
訴
強
制
制
度
へ
の
法
改
正
も
、
こ
れ
ま
で
検
察
官
の
起
訴
基
準
を
見
直
す
契
機
と
は
な
っ
て
い
な
い
（
か
え
っ
て
、
起
訴
強
制
事
件
の
裁

判
で
は
、
殆
ど
が
無
罪
と
な
っ
て
い
る
。）。
ま
た
、「
供
述
証
拠
が
捜
査
段
階
で
は
汚
染
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
」
と
す
る
石
田
准
教
授
の
見

解
は
、
捜
査
機
関
に
お
け
る
被
疑
者
等
の
取
調
べ
と
そ
の
供
述
調
書
作
成
の
過
程
を
も
っ
て
、
そ
れ
自
体
「
汚
染
」
の
始
ま
り
と
ワ
ー
プ

す
る
デ
ジ
ャ
│

ビ
ュ
（
既
視
感
）
に
囚
わ
れ
た
よ
う
な
純
粋
思
惟
に
な
る
。
あ
た
か
も
、「
捜
査
は
衛
生
状
態
が
悪
い
場
所
で
の
作
業
だ
か

ら
、
汚
染
の
危
険
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
確
信
基
準
に
達
す
る
ま
で
捜
査
を
続
け
れ
ば
、
折
角
の
事
件
の
『
鮮
度
』
を
徒
い
た
ず
ら

に
落
と
さ
せ
る

の
で
（
汚
染
化
）、
可
及
的
速
や
か
に
事
件
を
公
判
へ
持
ち
込
む
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、
捜
査
に
お
け
る
取
調
べ
を
ひ
た
す
ら
危
険
源
と
し

て
排
他
律
と
す
る
よ
う
な
見
方
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
「
公
判
廷
で
の
審
理
こ
そ
、
真
相
解
明
の
最
高
の
機
会
」
と
す
る
、
よ
り
踏
み
込

三
八
八



起
訴
基
準
見
直
し
論
に
対
す
る
一
考
察
（
加
藤
）

（
六
二
一
）

ん
だ
「
公
判
至
上
主
義
」
に
な
る
が
、
現
況
は
起
訴
後
も
公
判
前
整
理
手
続
が
平
均
七
か
月
余
、
最
長
約
四
年
を
要
し
、
か
え
っ
て
未
決

勾
留
の
長
期
化
の
弊
害
や
、
人
証
の
記
憶
減
退
・
混
濁
化
の
危
険
を
生
ん
で
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
同
准
教
授
の
イ
ギ
リ
ス
法
に
倣
う
「
捜
査
終
結
時
点
の
前
倒
し
論
」
も
、
こ
れ
が
「
有
罪
の
確
信
の
有
無
の
決
定
が
で
き
る
時

点
に
至
れ
ば
、
勾
留
満
期
前
で
も
処
分
を
決
定
す
る
べ
き
」
と
の
主
張
な
ら
ば
管
見
と
同
じ
に
な
る
が
、
そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
法
の
起
訴
基

準
で
あ
る
「
有
罪
の
一
応
の
証
拠
程
度
」
を
前
提
に
す
る
以
上
、
噛
み
合
う
議
論
と
は
な
ら
な
い
（
28
）

。

3　

起
訴
基
準
見
直
し
へ
の
管
見
の
整
序

（
1
）　

起
訴
の
基
本
型
と
し
て
の
確
信
基
準
論

適
正
手
続
を
も
っ
て
事
案
の
真
相
を
解
明
し
、
相
応
の
刑
罰
を
科
す
る
に
は
、
事
件
の
鮮
度
が
落
ち
な
い
「
絶
好
の
機
会
」
を
捉
え
て

の
充
実
し
た
初
動
の
被
疑
者
取
調
べ
（
供
述
調
書
の
作
成
）
を
含
む
捜
査
の
徹
底
に
あ
る
。
そ
の
旬
を
過
ぎ
た
起
訴
後
の
法
廷
で
は
、
そ
れ

こ
そ
供
述
等
の
「
汚
染
」
な
い
し
そ
の
「
繁
殖
」
が
し
易
く
、
法
廷
戦
術
駆
使
の
中
で
真
相
解
明
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
審
理
状
況
を
招
き
、

も
し
「
一
応
の
嫌
疑
」
程
度
の
証
拠
で
起
訴
し
た
な
ら
ば
、
公
判
で
は
結
局
、「
捜
査
不
十
分
の
つ
け
」
を
前
に
し
て
、
悪
質
者
ほ
ど
巧

み
に
逃
れ
る
危
険
が
拡
大
す
る
。「
そ
し
て
、
証
拠
不
十
分
で
悪
は
逃
れ
た
」（
真
実
の
有
罪
者
が
、
証
拠
不
足
で
無
罪
）、
と
い
う
「
空
し
い

結
果
累
々
」
と
な
る
こ
と
瞭
然
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
、
刑
事
司
法
の
現
場
に
お
け
る
切
々
た
る
憂
慮
の
見
方
と
言
え
よ
う
。

も
っ
と
も
、
被
疑
者
の
取
調
べ
が
強
圧
的
で
虚
偽
供
述
を
招
く
「
冤
罪
発
生
の
危
険
装
置
」
と
な
る
こ
と
は
、
厳
に
避
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
刑
事
司
法
の
厳
然
た
る
眼
目
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
任
意
性
・
信
用
性
の
立
証
は
、
実
務
で
既
に
試
行
し
、
ま
た
法
改
正

に
よ
り
そ
れ
が
一
定
の
事
件
で
義
務
化
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
被
疑
者
取
調
べ
の
可
視
化
（
録
音
・
録
画
）
が
有
効
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

誤
判
回
避
に
も
資
す
る
一
面
も
あ
っ
て
、
捜
査
段
階
の
「
供
述
汚
染
の
危
険
」
と
い
う
議
論
は
杞
憂
と
な
ろ
う
。
公
判
至
上
主
義
者
は
、

三
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「
捜
査
で
の
被
疑
者
ら
の
取
調
べ
と
そ
の
供
述
調
書
の
作
成
に
は
『
汚
染
の
危
険
』
が
あ
る
か
ら
、
弁
解
録
取
程
度
に
と
ど
め
て
速
や
か

に
裁
判
所
へ
送
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
起
訴
基
準
を
「
有
罪
の
確
信
」
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
不
確
か
な
程
度
で
よ
い
と
す
る
。
ま
た
、

「
人
証
以
外
の
物
証
の
収
集
は
綿
密
に
行
う
べ
し
」
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
捜
査
の
実
際
は
旬
の
う
ち
に
、
人
証
と
物
証
の
収
集

を
同
時
並
行
で
迅
速
に
行
い
、
両
者
の
相
互
作
用
で
こ
れ
を
深
化
さ
せ
、
真
相
解
明
に
至
る
も
の
で
あ
る
（
人
証
の
供
述
か
ら
物
証
を
、
ま

た
、
物
証
か
ら
人
証
の
詳
し
い
供
述
を
導
く
と
い
う
相
互
作
用
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
自
然
な
秘
密
の
暴
露
獲
得
は
重
要
で
あ
る
が
、
被
疑
者
の
自
白
に

安
易
に
頼
っ
て
証
拠
物
に
結
び
付
け
る
と
い
う
捜
査
方
法
な
ら
危
う
い
。）。
特
に
、
供
述
が
な
け
れ
ば
真
相
が
解
明
し
難
い
犯
罪
で
は
（
犯
罪
の

故
意
・
過
失
、
知
情
、
目
的
、
共
謀
、
動
機
等
の
主
観
的
な
要
素
や
、
贈
収
賄
、
公
職
選
挙
法
違
反
事
件
等
供
述
な
く
し
て
は
立
証
し
難
い
事
件
の
取
調

べ
の
必
要
要
素
は
多
い
。）、
勢
い
捜
査
段
階
で
は
「
鮮
度
」
が
高
く
、
そ
れ
こ
そ
「
汚
染
さ
れ
て
い
な
い
供
述
」
が
取
調
べ
に
よ
っ
て
獲
得

さ
れ
、
こ
れ
が
裏
付
け
証
拠
で
証
明
さ
れ
る
と
い
う
真
相
解
明
の
過
程
は
重
要
で
あ
る
。
要
は
、
捜
査
機
関
は
い
か
に
し
て
適
正
捜
査
に

よ
る
任
意
性
を
優
に
ク
リ
ア
し
た
信
用
性
の
あ
る
良
質
の
捜
査
結
果
（
証
拠
）
を
法
廷
に
提
出
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
議
論
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
務
で
は
従
来
か
ら
自
白
を
求
め
て
も
、
拘
泥
は
せ
ず
間
接
証
拠
を
集
積
し
て
の
確
信
基
準
で
起
訴
し
て
高
い

有
罪
率
を
維
持
し
て
い
る
。「
真
相
は
、
適
正
捜
査
か
ら
明
ら
か
に
な
る
」
こ
と
の
確
認
で
あ
る
。

平
野
説
は
「
捜
査
と
起
訴
は
緩
や
か
に
し
て
、
事
件
の
黒
白
は
速
や
か
に
法
廷
で
決
め
る
べ
き
」
と
す
る
理
念
的
形
而
上
学
的
な
公
判

モ
デ
ル
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
い
わ
ば
「
生
煮
え
料
理
」
の
ま
ま
の
起
訴
事
件
が
増
加
す
る
た
め
、
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
も
含
め
、

裁
判
で
は
難
し
い
判
断
を
迫
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、
必
然
的
に
審
理
時
間
を
要
し
、
そ
の
裁
判
の
結
果
も
無
罪
事
件
が
増
え
て
真
の
有
罪

者
を
逸
し
、
冤
罪
者
も
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
「
誤
判
の
危
険
」
も
多
く
な
ろ
う
（
裁
判
官
ら
訴
訟
当
事
者
の
担
い
手
の
拡
充
で
も
、
カ
バ
ー
は

容
易
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。）。「
捜
査
は
冤
罪
を
生
む
危
険
な
場
」
―
「
法
廷
は
真
相
が
発
見
さ
れ
る
究
極
的
イ
デ
ア
の
場
」
と
の
二
項
対

三
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三
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立
的
な
主
張
が
い
か
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
欠
け
る
バ
イ
ア
ス
か
。
綿
密
捜
査
・
慎
重
起
訴
で
あ
っ
て
こ
そ
、
核
心
司
法
で
の
冷
静
な
真
相

解
明
の
吟
味
を
す
る
法
廷
と
な
る
と
い
う
実
相
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
平
野
説
が
実
務
を
動
か
し
難
い
真
の
理
由
は
、
実
は
こ
こ
に
あ
る
と

言
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
田
宮
説
は
確
信
基
準
に
よ
る
ス
ク
リ
ー
ン
の
必
要
性
を
認
め
た
上
で
、
検
察
官
の
公
訴
権
行
使
に
恣
意
や
誤
り
が
入
ら

な
い
よ
う
、
そ
の
捜
査
か
ら
起
訴
に
至
る
過
程
に
弁
護
人
や
民
意
か
ら
の
的
確
な
控
制
・
チ
ェ
ッ
ク
が
欠
か
せ
な
い
と
説
か
れ
る
。

起
訴
に
お
け
る
セ
レ
ク
ト
が
組
織
的
チ
ェ
ッ
ク
を
経
て
厳
正
に
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
実
務
が
虚
心
に
服ふ
く

膺よ
う

す
べ
き
点
で
あ
る
。

（
2
）　

管
見
の
整
序

ア　

平
野
博
士
の
起
訴
基
準
緩
和
説
は
、
多
数
の
支
持
は
得
ら
れ
ず
、
検
察
も
確
信
基
準
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
今
に
至
っ
て
い
る
。

そ
の
理
由
を
整
理
す
れ
ば
第
一
に
、
国
民
が
慎
重
な
起
訴
で
高
い
有
罪
率
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
期
待
し
、
検
察
官
も
綿
密
な
捜

査
で
起
訴
を
確
信
基
準
に
よ
り
厳
選
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
に
応
え
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
結
果
、
自
白
に
至
っ
た
事
件
が

九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
、
三
十
数
パ
ー
セ
ン
ト
の
起
訴
率
の
中
で
、
そ
の
起
訴
種
別
に
お
い
て
略
式
命
令
請
求
、
即
決
裁
判
手
続
、

そ
し
て
通
常
の
公
判
請
求
等
事
件
に
セ
レ
ク
ト
し
て
、
結
局
争
う
事
件
で
は
（
起
訴
事
件
中
、
法
廷
で
も
否
認
す
る
事
件
は
地
裁
が
七
、
八

パ
ー
セ
ン
ト
、
簡
裁
が
三
、
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
例
年
推
移
し
て
い
る
（
29
）

。）、
法
廷
で
は
現
に
核
心
司
法
で
十
分
な
攻
撃
防
御
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

検
察
官
は
犯
人
違
い
を
断
固
避
け
る
た
め
確
信
基
準
で
起
訴
す
る
が
、
そ
れ
で
も
稀
に
冤
罪
・
誤
判
が
生
じ
る
。
た
だ
こ
れ
は
、
三
審
制

（
更
に
は
再
審
）
に
な
る
刑
事
司
法
の
制
度
設
計
自
体
に
「
適
正
」
な
範
囲
で
の
無
罪
率
と
誤
判
率
を
織
り
込
ん
で
い
る
も
の
と
冷
静
に
理

解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
一
層
確
信
基
準
で
冤
罪
・
誤
判
の
極
小
化
に
努
め
る
の
は
、
実
務
の
当
然
の
姿
勢
と
言
え
る
。

第
二
の
理
由
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
調
書
裁
判
」
の
所
以
は
、
被
疑
者
や
事
件
関
係
者
は
捜
査
官
の
前
で
は
真
実
を
語
り
な
が
ら
、
法

三
九
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廷
で
は
他
を
慮
っ
て
真
実
を
語
り
た
が
ら
な
い
傾
向
が
強
く
、
裁
判
所
も
「
調
書
信
頼
の
対
応
」
で
事
実
認
定
を
す
る
と
い
う
必
然
性
が

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
捜
査
機
関
の
「
自
白
調
書
へ
の
依
存
傾
向
」
の
背
景
に
は
、
実
は
裁
判
所
の
「
直
接
証
拠
の
自
白
調
書
が
あ
れ
ば
安
心
し
て
裁

判
が
で
き
る
」
と
い
う
姿
勢
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。）。
た
だ
、
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
取
調
べ
と
そ
の
調
書
が

「
適
正
手
続
を
履
践
し
、
真
相
を
う
が
っ
た
信
頼
で
き
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
が
当
然
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

イ　

そ
こ
で
、
従
来
の
捜
査
と
起
訴
の
運
用
状
況
の
検
証
か
ら
始
め
る
と
し
て
、
先
ず
法
制
審
議
会
特
別
部
会
が
提
示
し
た
「
新
た
な

刑
事
司
法
制
度
の
基
本
構
想
」
で
も
、
刑
法
等
の
実
体
法
の
構
成
要
件
が
主
観
的
要
素
を
区
分
し
、
量
刑
幅
も
大
き
い
規
定
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
情
状
等
も
含
め
諸
要
素
を
解
明
す
る
た
め
取
調
べ
の
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
の
議
論
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

今
後
も
構
成
要
件
の
根
本
的
改
正
問
題
、
誤
れ
る
見
込
み
捜
査
や
取
調
べ
に
過
度
に
依
存
す
る
が
あ
ま
り
の
強
圧
的
取
調
べ
フ
ォ
ー
ス
に

よ
る
虚
偽
の
自
白
誤
導
等
の
危
険
な
「
捜
査
体
質
」
が
な
い
か
な
ど
を
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
も
含
め
分
析
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

ウ　

次
に
、
検
察
官
の
起
訴
基
準
は
、
予
審
時
代
の
当
初
は
「
緩
や
か
な
捜
査
・
起
訴
」
で
あ
っ
た
が
、
予
審
無
罪
が
多
く
国
民
の
批

判
に
晒
さ
れ
、
や
が
て
「
綿
密
な
捜
査
・
慎
重
な
起
訴
」
の
運
用
に
移
行
し
、「
有
罪
の
確
信
」
が
起
訴
基
準
と
な
り
戦
後
の
改
正
法
を

経
な
が
ら
、
法
的
安
定
性
を
も
っ
て
定
着
し
こ
れ
が
慣
行
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
を
変
更
す
る
に
は
、
例
え
ば
、

「
検
察
官
は
、
犯
罪
に
つ
い
て
有
罪
と
認
定
す
る
に
足
り
る
相
当
の
証
拠
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
、
こ
れ
を
公
訴
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
い
う
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
く
ら
い
で
な
け
れ
ば
変
更
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
や
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
明
文
化
を
な
し
て

も
、
検
察
官
制
度
が
存
在
す
る
限
り
、
プ
ロ
の
矜
持
か
ら
先
の
予
審
時
代
の
検
察
官
の
起
訴
基
準
の
変
遷
の
よ
う
に
、
公
判
で
の
証
拠
逓

減
の
傾
向
と
国
民
の
非
難
を
考
慮
し
、
や
が
て
確
信
基
準
が
行
為
規
範
と
さ
れ
る
現
状
へ
回
帰
す
る
可
能
性
が
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

平
成
二
二
年
四
月
に
な
さ
れ
た
特
殊
大
規
模
事
故
事
件
に
お
け
る
検
察
審
査
会
の
起
訴
強
制
事
件
例
と
し
て
は
、
明
石
花
火
大
会
歩
道

三
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橋
事
故
事
件
と
福
知
山
線
列
車
脱
線
事
故
事
件
が
あ
る
が
、
一
、
二
審
と
も
前
者
は
実
質
無
罪
と
な
る
免
訴
、
後
者
は
無
罪
と
な
っ
て
い

る
（
い
ず
れ
も
検
察
官
役
の
指
定
弁
護
士
が
上
告
し
て
い
る
が
、
う
ち
前
者
の
事
件
は
最
高
裁
も
原
判
決
を
支
持
し
て
既
に
同
二
八
年
七
月
一
四
日
被
告

人
の
上
告
を
棄
却
し
て
い
る
。）。
ほ
か
に
、
同
二
七
年
七
月
に
起
訴
強
制
の
議
決
の
あ
っ
た
福
島
原
発
事
故
事
件
も
あ
る
（
東
京
電
力
の
元
会

長
ら
旧
経
営
陣
三
人
に
対
す
る
業
務
上
過
失
致
死
傷
事
件
で
の
起
訴
強
制
事
件
で
、
同
二
八
年
二
月
二
九
日
強
制
起
訴
さ
れ
て
い
る
（
30
）

。）。
し
か
し
、
検

察
官
は
こ
れ
ら
起
訴
強
制
事
件
で
は
、
再
捜
査
で
も
過
失
犯
に
お
け
る
「
具
体
的
な
予
見
可
能
性
の
有
無
」
と
い
う
従
来
の
過
失
基
準
に

従
い
、
確
信
基
準
を
変
更
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
平
成
二
三
年
一
月
三
一
日
強
制
起
訴
さ
れ
た
小
沢
民
主
党
代
表
に
対
す
る
政
治
資
金
規

正
法
違
反
起
訴
強
制
事
件
に
お
い
て
は
、
検
察
官
は
一
回
目
の
起
訴
相
当
議
決
後
の
再
捜
査
の
結
果
で
も
嫌
疑
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、

通
常
の
確
信
基
準
に
従
っ
て
不
起
訴
処
分
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、「
検
察
官
が
民
意
を
無
視
す
る
の
は
偏
狭
」
と
の
見
方
も
あ
り
得
よ
う
が
、
従
来
か
ら
「
起
訴
相
当
」
や
「
不
起
訴
不

当
」
の
議
決
が
あ
っ
た
多
く
の
検
察
審
査
会
受
理
事
件
で
は
、
検
察
官
は
再
捜
査
を
経
て
既
に
相
当
数
起
訴
を
以
て
「
民
意
」
に
応
え
て

き
た
実
績
が
あ
る
（
31
）

。
た
だ
、
検
察
官
は
、
先
の
起
訴
強
制
事
件
で
は
法
的
安
定
性
の
観
点
か
ら
、
従
来
の
定
着
し
て
い
る
起
訴
基
準
を
特

に
「
被
疑
者
に
不
利
益
な
方
向
で
変
更
す
べ
き
で
は
な
い
」（
こ
の
点
「
起
訴
猶
予
の
基
準
」
も
同
様
で
あ
る
。）
と
の
法
理
、
矩の

り

に
従
っ
た
処

分
を
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

エ　

こ
こ
で
管
見
を
整
序
す
れ
ば
、
検
察
官
の
こ
の
よ
う
な
運
用
は
個
別
事
例
と
し
て
は
基
本
的
に
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。

検
察
官
は
、
検
察
審
査
会
の
起
訴
強
制
事
件
も
含
め
、
裁
判
所
の
有
罪
基
準
が
変
更
さ
れ
れ
ば
（
例
え
ば
、
過
失
事
件
の
「
具
体
的
な
予

見
可
能
性
」
の
基
準
が
、
一
定
の
危
険
事
業
部
門
で
は
「
危
惧
感
説
」
が
妥
当
す
る
と
の
判
例
変
更
が
あ
る
な
ど
の
例
が
考
え
ら
れ
よ
う
（
32
）

。）、
も
と
よ

り
そ
の
判
例
変
更
に
従
っ
て
起
訴
基
準
を
変
更
す
る
が
、
そ
う
な
ら
な
い
以
上
は
こ
れ
ま
で
の
職
務
倫
理
・
行
為
規
範
に
従
っ
て
、
な
お

三
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従
来
の
確
信
基
準
を
継
続
す
る
の
が
、
基
本
的
に
は
法
的
安
定
性
・
手
続
の
継
続
性
か
ら
し
て
も
適
切
な
公
訴
権
行
使
と
考
え
る
。

し
か
し
、
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
趣
旨
か
ら
、
検
察
官
は
綿
密
捜
査
を
持
続
し
、
起
訴
も
確
信
基
準
を
基
本
と
し
た
上
で
、
民
意
反

映
の
セ
ン
サ
ー
は
精
錬
さ
せ
、
そ
の
起
訴
基
準
の
「
柔
軟
弾
力
的
」
な
運
用
化
と
そ
の
基
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
す
る
こ
と
を
提
言
し

た
い
。

そ
の
指
針
と
し
て
は
、
第
一
に
、
事
実
認
定
は
よ
い
と
し
て
も
、
更
な
る
擬
律
判
断
に
お
い
て
法
解
釈
上
疑
義
が
あ
る
事
件
、
第
二
に
、

「
有
罪
の
確
信
」
が
境
界
線
上
に
あ
っ
て
起
訴
を
躊
躇
す
る
よ
う
な
事
件
で
も
、
国
民
の
関
心
が
高
い
候
補
者
に
係
る
公
職
選
挙
法
違
反

事
件
や
特
殊
過
失
事
故
事
件
等
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
に
判
断
を
求
め
て
起
訴
す
る
と
い
う
少
し
大
掴
み
な
起
訴
基
準
も
考
え
る
べ
き
で

あ
る
。

ま
た
、
第
三
に
、
不
起
訴
事
件
に
対
す
る
検
察
審
査
会
の
当
初
の
「
起
訴
相
当
」
の
議
決
の
場
合
の
再
捜
査
に
お
け
る
検
察
官
処
分
基

準
の
変
革
で
あ
る
。
一
度
「
起
訴
相
当
」
の
民
意
が
示
さ
れ
た
以
上
、
再
捜
査
で
は
法
・
先
例
と
証
拠
に
照
ら
し
て
、
犯
罪
が
軽
微
・
形

式
的
事
案
と
か
、
情
緒
的
・
魔
女
裁
判
的
判
断
等
不
合
理
な
議
決
な
ら
ば
、
再
捜
査
で
も
処
分
を
変
え
ず
起
訴
強
制
議
決
に
委
ね
る
が
、

当
初
議
決
に
明
ら
か
な
不
合
理
性
が
な
い
限
り
は
、
民
意
の
判
断
が
大
掴
み
で
確
信
基
準
の
境
界
線
上
に
あ
る
事
件
で
も
、
特
に
民
主
主

義
の
根
幹
を
な
す
候
補
者
に
係
る
実
質
犯
の
公
職
選
挙
法
違
反
事
件
等
（
33
）

で
は
、
従
来
の
民
意
尊
重
の
起
訴
実
績
を
踏
ま
え
て
起
訴
に
転

じ
、
そ
の
結
果
が
無
罪
で
あ
っ
て
も
、
起
訴
意
見
の
民
意
を
検
察
官
の
「
免
罪
符
」
と
す
る
く
ら
い
の
「
意
識
改
革
」
を
遂
げ
て
起
訴
す

る
、
と
の
起
訴
基
準
の
「
理
念
チ
ェ
ン
ジ
」
で
あ
る
（
34
）

。
そ
れ
が
ま
た
、
公
判
活
性
化
に
繋
が
る
方
策
に
も
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
第
四
と
し
て
、
告
訴
・
告
発
（
関
税
法
等
の
訴
訟
条
件
と
な
る
告
発
を
含
む
。）
に
対
す
る
実
務
で
の
「
慎
重
受
理
」
の
対
応
も
、

民
意
反
映
等
の
視
点
か
ら
、「
受
理
の
柔
軟
化
」
も
、
起
訴
基
準
の
見
直
し
論
と
関
連
し
て
検
討
の
必
要
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。

三
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オ　

最
後
に
、
起
訴
基
準
の
問
題
は
検
察
官
の
事
件
処
理
の
セ
レ
ク
ト
に
お
い
て
、
略
式
命
令
請
求
、
即
決
裁
判
手
続
、
そ
し
て
通
常

公
判
請
求
の
各
事
件
に
分
か
れ
る
が
、
前
二
者
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
立
証
の
難
易
等
か
ら
の
理
由
で
そ
の
起
訴
裁
量
権
の
範
囲
で
行
う

一
種
の
「
秘
め
ら
れ
た
る
司
法
取
引
」
も
含
め
た
決
定
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
（
35
）

。

そ
れ
は
、
通
常
公
判
請
求
を
す
る
に
は
立
証
上
の
難
点
が
あ
る
場
合
に
、
捜
査
や
訴
訟
経
済
上
か
ら
し
て
被
疑
者
と
の
阿
吽
の
呼
吸
と

相
ま
っ
て
、
そ
の
承
諾
を
得
て
相
当
な
範
囲
で
罰
金
の
略
式
命
令
請
求
を
す
る
場
合
で
あ
る
。
公
判
請
求
事
案
で
は
、
公
判
で
争
い
が
続

く
限
り
捜
査
は
念
の
た
め
の
分
を
含
め
て
省
力
化
が
で
き
な
い
が
、
刑
政
の
理
由
等
で
執
行
猶
予
が
許
容
範
囲
な
ら
ば
、
即
決
裁
判
手
続

は
「
核
心
司
法
」
の
観
点
か
ら
も
有
益
な
制
度
改
革
と
言
え
る
。
ま
た
、
通
常
公
判
請
求
事
件
で
も
、
検
察
官
は
「
核
心
司
法
」
を
目
指

し
て
、
自
白
し
て
「
争
わ
な
い
事
件
」
と
、
否
認
し
て
「
真
に
争
う
事
件
」
と
を
捜
査
段
階
か
ら
被
疑
者
（
被
告
人
）・
弁
護
人
側
と
十
分

協
議
も
し
（
平
成
二
八
年
に
一
部
司
法
取
引
の
法
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。）、
こ
れ
を
セ
レ
ク
ト
し
「
核
心
司
法
」
を
現
に
行
っ
て
い
る
が
、

こ
の
起
訴
種
別
の
セ
レ
ク
ト
が
粗
放
で
あ
れ
ば
、
通
常
公
判
請
求
事
件
が
氾
濫
し
て
「
法
廷
崩
壊
」
を
招
き
か
ね
な
い
。
こ
の
点
、
裁
判

員
裁
判
に
な
っ
て
同
意
書
面
で
も
採
用
せ
ず
、
証
人
や
被
告
人
の
尋
問
を
実
施
す
る
傾
向
に
あ
る
の
は
在
る
べ
き
刑
事
司
法
を
導
く
と
の

流
れ
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
問
題
で
あ
る
。
法
廷
で
の
審
理
の
核
は
真
に
争
う
事
件
に
絞
っ
て
こ
そ
「
核
心
司
法
」
に
な

る
も
の
で
あ
る
（
36
）

。

こ
う
し
て
、
起
訴
基
準
の
見
直
し
論
は
、
刑
事
司
法
シ
ス
テ
ム
の
全
過
程
の
見
直
し
点
を
広
角
度
で
見
据
え
な
が
ら
、
そ
れ
と
の
整
合

性
を
図
り
統
一
的
に
改
善
点
を
整
理
し
、
至
大
な
民
意
の
熟
成
に
歩
を
合
わ
せ
つ
つ
、
更
に
進
化
さ
せ
て
い
く
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

三
九
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
二
八
）

Ⅳ　

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
検
察
官
の
公
訴
権
の
行
使
の
在
る
べ
き
姿
を
求
め
、
捜
査
と
起
訴
基
準
の
有
り
様
の
再
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
起
訴

基
準
は
、
裁
判
所
に
有
罪
判
決
を
求
め
る
以
上
、
そ
の
嫌
疑
立
証
が
「
有
罪
の
確
信
」
に
達
し
た
程
度
に
な
る
確
信
基
準
で
現
に
運
用
さ

れ
て
い
る
が
、
綿
密
捜
査
を
抑
制
し
、
も
っ
と
緩
や
か
な
基
準
で
速
や
か
に
起
訴
す
べ
し
と
の
弾
劾
的
捜
査
観
が
根
強
く
あ
っ
た
。
そ
れ

が
近
時
の
「
被
疑
者
の
取
調
べ
及
び
供
述
調
書
に
過
度
に
依
存
し
た
捜
査
・
公
判
の
在
り
方
」
の
再
検
討
の
結
果
に
基
づ
く
、
改
革
の
た

め
の
法
改
正
へ
と
向
か
う
大
き
な
時
代
の
潮
流
に
あ
っ
て
、
起
訴
基
準
の
見
直
し
論
を
元
検
察
官
の
立
場
か
ら
考
察
し
て
き
た
。

裁
判
員
制
度
の
導
入
を
契
機
に
、「
自
白
事
件
」
と
「
争
う
事
件
」
と
を
運
用
上
区
分
け
し
、
後
者
の
事
件
に
お
い
て
こ
そ
公
判
に
お

け
る
口
頭
主
義
・
公
判
中
心
主
義
を
濃
密
に
展
開
す
れ
ば
「
核
心
司
法
」
と
な
っ
て
、
従
来
の
「
綿
密
捜
査
・
慎
重
起
訴
」
の
「
精
密
司

法
」
自
体
を
変
え
る
必
要
は
な
い
と
の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
よ
う
（
た
だ
、
供
述
調
書
は
核
心
内
容
の
一
、
二
通
に
ま
と
め
、
ほ
か
は
取
調
べ
の

録
音
・
録
画
の
記
録
媒
体
を
公
判
で
実
質
証
拠
と
し
て
採
用
す
る
と
の
改
善
策
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。）。
裁
判
員
制
度
の
施
行
後
も
、
高
い
有

罪
率
に
は
殆
ど
変
化
が
な
く
、
こ
れ
は
従
来
か
ら
の
刑
事
司
法
の
運
用
が
相
当
で
あ
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
検
察

官
が
従
来
の
起
訴
基
準
で
不
起
訴
に
し
た
事
件
が
強
制
起
訴
と
な
っ
た
例
で
も
、
殆
ど
が
無
罪
で
検
察
官
の
不
起
訴
処
分
の
相
当
性
が
示

さ
れ
て
い
る
。
緩
や
か
な
捜
査
・
起
訴
で
は
、
あ
た
ら
無
罪
に
な
る
者
を
徒
に
法
廷
に
晒
し
て
人
権
侵
害
を
続
出
さ
せ
、
国
民
の
支
持
を

失
わ
せ
る
こ
と
必
定
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
捜
査
に
つ
い
て
は
、
自
白
事
件
で
も
否
認
に
転
ず
れ
ば
、
万
全
の
立
証
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
そ
の
場
合
に
備
え
て
証
拠
収
集
の
捜
査
を
徹
底
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
立
証
の
省
力
化
に
は
限
界
が
あ
る
。
起
訴
後
の
証
拠
収

集
で
は
、
後
追
い
で
遅
き
に
失
し
有
効
な
捜
査
と
は
な
り
難
い
。
し
た
が
っ
て
、
捜
査
で
は
基
本
的
に
は
従
来
通
り
「
綿
密
捜
査
」
と
な

三
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ら
ざ
る
を
得
ず
、
検
察
官
も
適
正
な
公
訴
権
の
行
使
を
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
実
質
的
に
捜
査
に
深
く
関
与
す
る
こ
と
が
必
要

と
言
え
る
。

裁
判
員
制
度
、
不
起
訴
事
件
の
起
訴
強
制
制
度
と
い
う
国
民
の
司
法
参
加
制
度
の
改
革
は
、
検
察
官
の
起
訴
要
否
決
定
の
基
準
要
素
に

「
民
意
の
反
映
」
が
加
え
ら
れ
、
こ
れ
が
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
こ
と
を
確
認
し
、
し
か
し
こ
れ
ら
制
度
自
体
及
び
そ
の
個
々
の
民
意
に

は
問
題
も
あ
り
得
る
が
、
今
や
検
察
官
は
起
訴
基
準
の
見
直
し
の
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
一
定
の
枠
組
み
に
つ
い
て
管
見
を
述
べ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
刑
事
司
法
が
制
度
理
念
通
り
の
展
開
が
な
い
と
し
て
、
性
急
に
回
天
を
図
る
近
時
の
潮
流
に
雪
崩
現
象
的
テ
ン

シ
ョ
ン
高
揚
の
危
う
さ
を
感
じ
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
我
が
国
の
刑
事
司
法
は
、
明
治
以
降
だ
け
を
見
て
も
フ
ラ
ン
ス
法
や
ド
イ
ツ
法
に

倣
い
、
そ
し
て
戦
後
は
こ
れ
に
当
事
者
主
義
な
ど
ア
メ
リ
カ
法
も
接
ぎ
木
し
て
実
施
し
て
き
た
が
、
そ
の
各
時
代
の
国
民
が
形
成
す
る
法

文
化
が
、
こ
れ
ら
範
と
し
た
外
国
法
の
理
念
を
智
慧
と
要
領
を
も
っ
て
換
骨
奪
胎
し
、「
自
家
薬
籠
中
の
物
」
と
し
て
使
い
こ
な
し
て
き

た
も
の
で
あ
っ
た
。
お
よ
そ
「
理
論
」
は
、
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
現
状
の
運
用
を
理
念
的
に
前
進
さ
せ
る
力
を
顕
現
さ
せ
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
欠
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
欠
く
抽
象
論
は
机
上
の
「
空
論
」
視
さ
れ
る
。
我
が
国
で
、
ア
メ
リ
カ
法
の
当
事
者

主
義
や
公
判
中
心
主
義
を
、
ア
│

プ
リ
オ
リ
な
理
念
と
し
て
無
批
判
に
受
容
す
べ
で
は
な
い
。
刑
事
司
法
の
運
用
は
、
日
本
の
「
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
」
を
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
し
た
国
民
性
や
法
文
化
に
従
っ
て
、「
温
故
知
新
」
で
従
来
か
ら
の
実
務
の
運
用
と
背
景
事
情
に
も
十
分

配
意
し
、
そ
の
改
革
を
す
る
に
し
て
も
、
飽
く
ま
で
も
国
民
の
共
鳴
が
得
ら
れ
る
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

検
察
は
、
制
度
疲
労
の
危
機
か
ら
脱
し
、「
頼
り
甲
斐
の
あ
る
検
察
」
へ
の
再
生
に
向
け
て
今
、
鼎
の
軽
重
が
問
わ
れ
て
い
る
。

船
山
泰
範
先
生
の
古
稀
を
心
か
ら
お
祝
い
し
、
日
ご
ろ
か
ら
の
学
恩
と
御
厚
情
に
深
謝
し
つ
つ
、
拙
稿
を
献
呈
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

三
九
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
三
〇
）

【
注
】

（
1
） 

例
え
ば
、
石
田
倫
識
の
①
「
起
訴
の
基
準
に
関
す
る
一
試
論
―
黙
秘
権
の
実
質
的
保
障
に
向
け
て
―
」
法
政
研
究
七
八
巻
三
号
（
九
州
大
学
法

政
学
会
二
〇
一
一
年
）
八
三
九
頁
、
②
「
捜
査
改
革
と
起
訴
基
準
」
法
律
時
報
八
五
巻
八
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
六
頁
参
照
。

（
2
） 
検
察
官
の
公
訴
権
行
使
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
刑
事
司
法
に
お
け
る
検
察
官
の
役
割
」
日
本
法
學
第
八
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
五

年
）（
一
）、
同
巻
第
三
号
（
二
）、
同
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
）（
三
）、
同
八
二
巻
一
号
（
四
・
完
）
で
詳
論
し
、
起
訴
基
準
の
見
直
し
の
必
要

性
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

（
3
） 

出
射
義
夫
『
検
察
・
裁
判
・
弁
護
』（
有
斐
閣
）
五
二
頁
。
佐
伯
千
仭
「
刑
事
訴
訟
法
の
四
〇
年
と
無
罪
率
の
減
少
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
三
〇
号

一
六
頁
参
照
。

（
4
） 

青
柳
文
雄
「
新
し
い
予
審
制
度
の
検
討
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
九
号
（
一
九
六
〇
年
）
五
二
頁
以
下
で
、
予
審
制
度
に
内
在
す
る
欠
陥
の
克
服
と

な
る
新
予
審
制
度
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。
同
「
刑
事
手
続
論
」『
刑
事
裁
判
と
国
民
性
（
機
能
編
）』（
成
文
堂
一
九
七
六
年
）
二
九
頁
・
三
三
頁
、

三
四
頁
の（
注
8
）。

（
5
） 

横
井
大
三
（
元
検
察
官
・
元
最
高
裁
判
事
）「
現
行
刑
事
訴
訟
法
の
四
つ
の
改
正
点
―
二
十
数
年
後
に
見
る
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
（
一
九
七
四
年
）

五
五
一
号
一
七
二
頁
で
は
、
予
審
的
な
手
続
が
な
い
国
は
少
な
く
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
役
割
を
持
つ
予
審
が
あ
っ
た
方
が
よ
い
と
す
る
。

（
6
） 

渡
辺
咲
子
「
現
行
刑
事
訴
訟
法
制
定
時
に
お
け
る
公
訴
提
起
に
必
要
な
嫌
疑
の
程
度
」『
田
宮
裕
博
士
追
悼
論
集
上
巻
』（
信
山
社
二
〇
〇
一

年
）
八
五
頁
。

（
7
） 

新
屋
達
之
「
刑
事
訴
追
と
国
民
」『
刑
法
雑
誌
』（
有
斐
閣
二
〇
〇
六
年
）
四
五
六
頁
。
検
察
審
査
会
の
起
訴
議
決
の
改
正
の
問
題
点
等
に
つ
き
、

『
週
刊
朝
日
』（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
一
五
日
号
）
一
三
〇
頁
は
、
小
沢
民
主
党
代
表
に
対
す
る
政
治
資
金
規
正
法
違
反
事
件
の
「
起
訴
強
制
事
件
」

の
控
訴
に
つ
い
て
、「
強
大
な
権
力
を
有
す
る
検
察
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
検
察
制
度
の
趣
旨
は
正
し
い
が
、
そ
の
運
用
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
染

ま
っ
た
時
、
歯
止
め
は
誰
が
か
け
る
の
か
。
そ
こ
に
流
れ
て
い
る
の
は
『
推
定
有
罪
』
の
論
理
で
あ
る
」
と
の
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。

（
8
） 

裁
判
員
制
度
の
成
立
過
程
と
そ
の
制
度
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
柳
瀬
昇
『
裁
判
員
制
度
の
立
法
学
』（
日
本
評
論
社
二
〇
〇
九
年
）
が
詳
し

い
。

三
九
八



起
訴
基
準
見
直
し
論
に
対
す
る
一
考
察
（
加
藤
）

（
六
三
一
）

（
9
） 

酒
巻
匡
「
裁
判
員
制
度
の
導
入
に
向
け
て　

裁
判
員
制
度
の
意
義
と
問
題
点
」
法
学
教
室
三
〇
八
号
（
有
斐
閣
二
〇
〇
六
年
）
一
一
頁
で
は

「
戦
後
改
革
以
来
こ
れ
ま
で
の
間
に
、
諸
外
国
で
も
類
を
見
な
い
、
極
め
て
精
度
の
高
い
、
し
か
し
特
殊
日
本
的
な
側
面
も
含
ん
だ
刑
事
司
法
の
運

用
が
確
立
し
、
そ
の
こ
と
自
体
に
対
し
て
は
多
く
の
国
民
の
支
持
が
得
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
」
と
評
す
る
。
椎
橋
隆
幸
「
裁
判

員
制
度
が
克
服
す
べ
き
問
題
点
」『
田
宮
裕
博
士
追
悼
論
集
下
巻
』（
信
山
社
二
〇
〇
三
年
）
一
二
三
頁
は
「
裁
判
員
制
度
が
、
国
民
の
強
い
要
望
か

ら
構
想
さ
れ
た
も
の
で
な
い
」
と
分
析
す
る
。

（
10
） 

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
四
八
号
（
一
九
九
九
年
）
―
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
手
続
法
の
実
情
に
つ
い
て
、
①
ダ
ニ
エ
ル
・
Ｈ
・
フ
ッ
ト
「
日
米
比
較
刑
事

司
法
の
講
義
を
振
り
返
っ
て
」
一
六
五
頁
以
下
。
②
Ｂ
・
Ｊ
・
ジ
ョ
ー
ジ
「
外
国
人
か
ら
見
た
日
本
の
刑
事
訴
訟
法
」（
佐
伯
仁
志
訳
）
一
七
四
頁
。

③
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
ホ
フ
マ
ン
「『
真
実
』
と
日
本
の
刑
事
訴
訟
法
」（
長
沼
範
良
訳
）
一
七
八
頁
（
審
理
陪
審
（
小
陪
審
）、
大
陪
審
（
非
公
開
制
）

の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。）。

（
11
） 

拙
稿
「『
裁
判
員
制
度
』
は
今
」『
罪
と
罰
』（
日
本
刑
事
政
策
研
究
会
報
）
四
九
巻
四
号
（
二
〇
一
二
年
）
四
五
頁
以
下
で
は
、
①
被
告
人
へ

の
裁
判
員
裁
判
の
選
択
権
の
付
与
、
②
裁
判
員
の
事
実
認
定
・
量
刑
の
判
断
の
裁
判
官
へ
の
勧
告
制
化
、
③
対
象
事
件
を
国
民
に
身
近
な
軽
罪
、
少

年
・
家
事
事
件
等
や
否
認
事
件
に
限
定
し
、
薬
物
密
輸
事
件
、
性
犯
罪
を
除
外
、
④
予
断
排
除
の
原
則
と
推
定
無
罪
の
徹
底
を
期
し
て
の
事
件
報
道

の
改
善
、
⑤
裁
判
員
の
選
定
に
お
け
る
リ
テ
ラ
シ
ー
問
題
、
裁
判
員
構
成
等
の
偏
り
を
排
し
そ
の
平
準
・
公
平
化
―
具
体
的
に
は
年
齢
・
男
女
の
構

成
比
の
制
度
化
、
人
的
・
地
域
的
特
有
の
不
公
平
判
断
の
お
そ
れ
か
ら
の
回
避
、
就
職
禁
止
と
辞
退
事
由
規
定
の
緩
和
化
等
、
⑥
裁
判
員
の
公
判
前

整
理
手
続
へ
の
出
席
可
能
化
、
⑦
そ
の
他
、
裁
判
員
に
関
し
守
秘
義
務
の
緩
和
化
、
記
者
会
見
の
自
由
化
、
ト
ラ
ウ
マ
対
策
、
検
察
審
査
員
と
の
負

担
度
の
対
比
と
平
準
化
等
が
あ
る
。
ま
た
、
⑧
裁
判
の
真
相
解
明
へ
の
到
達
過
程
は
本
来
易
し
く
は
な
く
、
犯
行
場
面
の
証
拠
写
真
を
イ
ラ
ス
ト
に

変
え
た
り
、
過
剰
な
「
最
良
証
拠
」
と
「
分
か
り
易
さ
至
上
主
義
」
の
運
用
上
の
改
善
等
々
が
見
直
し
点
で
あ
る
。
ほ
か
に
、
笠
松
健
「
裁
判
員
制

度
の
あ
る
べ
き
姿
」
法
と
民
主
主
義
三
六
七
号
（
二
〇
〇
二
年
）
二
三
頁
・
二
四
頁
は
、
裁
判
員
裁
判
の
被
告
人
へ
の
辞
退
・
選
択
権
の
付
与
制
度

問
題
は
、
立
法
過
程
で
殆
ど
議
論
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
経
緯
を
述
べ
る
。
椎
橋
前
掲（
注
9
）書
一
二
五
頁
は
、「
裁
判
員
の
記
憶
違
い
や
理
解
力
の

不
足
が
心
証
形
成
に
影
響
を
与
え
な
い
と
誰
が
い
え
よ
う
か
。
法
定
刑
の
重
い
重
大
事
件
の
中
に
は
事
実
関
係
が
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
事
件
も
相
当

存
在
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
裁
判
員
が
そ
れ
を
い
か
に
的
確
に
整
理
・
把
握
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
呈
さ
れ
て
い
る
。

三
九
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
三
二
）

な
お
、
平
成
二
八
年
五
月
末
現
在
で
裁
判
員
候
補
者
の
選
任
者
は
累
計
八
五
万
人
余
に
な
る
が
（
う
ち
、
裁
判
員
・
補
充
裁
判
員
を
現
に
務
め
る

に
至
っ
た
者
は
約
七
万
人
）、
そ
の
選
任
候
補
者
か
ら
の
辞
退
率
は
当
初
が
五
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
も
の
が
年
々
増
加
し
、
同
年
五
月
末
現
在

で
は
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
増
加
し
、
無
断
欠
席
者
も
加
え
る
と
実
に
候
補
者
の
七
六
パ
ー
セ
ン
ト
余
が
裁
判
員
に
参
加
し
て
い
な
い
と
い
う
、
国

民
の
あ
た
か
も
徴
兵
忌
避
の
よ
う
な
裁
判
員
選
任
に
対
す
る
敬
遠
現
象
が
み
ら
れ
、
こ
れ
が
続
け
ば
、
や
が
て
裁
判
員
の
職
業
別
属
性
に
も
偏
り
を

生
じ
さ
せ
、
こ
れ
が
制
度
崩
壊
の
途
を
辿
り
か
ね
な
い
こ
と
も
懸
念
さ
れ
て
い
る
（
平
成
二
八
年
七
月
三
一
日
付
け
日
本
経
済
新
聞
朝
刊
・
中
外
時

評
│
大
島
三
緒
「
裁
判
員
制
度
は
ど
こ
へ
い
く
│
『
不
参
加
八
割
』
の
危
う
い
現
実
」
記
事
参
照
）。

（
12
） 

平
野
龍
一
「
参
審
制
度
採
用
の
提
唱
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
八
九
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
五
二
頁
は
、
陪
審
を
参
審
と
比
較
し
て
そ
の
問
題
点
は
、

「
事
実
認
定
が
不
安
定
で
あ
る
」（
陪
審
員
が
、
感
情
的
、
個
性
差
が
大
き
い
。
証
拠
評
価
に
不
慣
れ
が
た
め
に
、
当
事
者
の
訴
訟
技
術
や
証
拠
外
の

マ
ス
コ
ミ
報
道
等
に
ひ
き
ず
ら
れ
や
す
い
）、
陪
審
を
支
え
る
司
法
文
化
に
つ
い
て
、「
陪
審
は
国
民
を
国
家
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
存
在
す
る
の
で

は
な
く
、
国
家
を
国
民
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
存
在
す
る
の
だ
」（
ア
メ
リ
カ
の
長
い
歴
史
の
重
み
と
独
特
の
司
法
文
化
に
支
え
ら
れ
、
陪
審
が
決

め
た
こ
と
は
「
し
か
た
が
な
い
」
と
し
て
受
け
入
れ
る
信
仰
に
近
い
観
念
）
と
い
わ
れ
、
我
が
国
の
場
合
は
、「
国
の
捜
査
資
料
に
た
よ
り
、
こ
れ

に
い
つ
ま
で
も
（
お
上
の
な
さ
る
こ
と
は
完
璧
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
前
提
で
）『
文
句
を
つ
け
る
』、
わ
が
国
の
司
法
文
化
と
は
か
な
り

違
っ
て
い
る
」
と
評
し
、「
異
な
っ
た
法
文
化
の
な
か
に
、
既
成
品
と
し
て
率
然
と
し
て
移
し
植
え
よ
う
と
し
て
も
、
で
き
る
も
の
で
は
な
い
」
こ

と
、「
と
く
に
陪
審
へ
の
『
信
仰
』
は
到
底
輸
入
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
陪
審
で
裁
判
官
が
証
拠
能
力
の
有
無
や
適
用
す
べ
き
実
体
法
に

つ
い
て
の
説
示
を
正
確
に
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
問
題
と
さ
れ
、
参
審
は
公
判
中
心
主
義
と
な
る
の
で
、
調
書
裁
判
・
精
密
司
法
か
ら
の
脱
却

の
契
機
と
な
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
陪
審
の
問
題
点
は
裁
判
員
制
度
に
も
残
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
長
谷
部
恭
男
「
司
法
権
の
概
念
と
裁
判
の
在
り
方
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
二
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
四
六
頁
は
、「
裁
判
員
制
度
の
設
計

者
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
国
民
の
司
法
参
加
が
よ
り
適
切
な
裁
判
を
実
現
す
る
効
果
的
な
方
途
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
立
証
す
べ
き
で
あ
る
。
か

り
に
、
国
民
の
司
法
参
加
が
よ
り
適
切
な
裁
判
を
実
現
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
十
分
な
確
信
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
そ
れ

に
か
え
て
国
民
の
司
法
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
と
い
う
目
標
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
国
民
の
司
法
参
加
の
仕
組
み
の
導

入
は
控
え
る
べ
き
」
と
さ
れ
る
。

四
〇
〇



起
訴
基
準
見
直
し
論
に
対
す
る
一
考
察
（
加
藤
）

（
六
三
三
）

な
お
、
最
高
裁
は
、「
裁
判
員
制
度
は
、
司
法
の
国
民
的
基
盤
の
強
化
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
国
民
の
視
点
や
感
覚
と
法
曹

の
専
門
性
と
が
常
に
交
流
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
の
理
解
を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
が
生
か
さ
れ
る
よ
う
な
刑
事
裁
判
の
実
現
を
目
指
す
も

の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
判
示
し
て
い
る
（
最
大
判
平
二
三
・
一
一
・
一
六
刑
集
六
五
巻
八
号
一
二
八
五
号
）。

（
13
） 
今
関
源
成
「
検
察
審
査
会
に
よ
る
強
制
起
訴
―
『
統
治
主
体
』
と
し
て
の
『
国
民
』」
法
律
時
報
八
三
巻
四
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
〜
三
頁
。

（
14
） 

松
尾
浩
也
「
公
訴
権
の
行
使
と
民
衆
参
加
」『
佐
伯
千
仭
博
士
還
暦
祝
賀　

犯
罪
と
刑
罰
（
下
）』（
有
斐
閣
一
九
六
八
年
）
一
八
五
頁
は
、
裁

判
所
が
、
起
訴
猶
予
な
い
し
公
訴
取
消
し
が
適
切
で
な
い
か
と
疑
問
を
抱
く
事
件
に
つ
い
て
、
審
査
を
命
ず
る
こ
と
に
す
る
特
別
検
察
審
査
会
の
設

置
案
を
示
す
。

（
15
） 

ク
ラ
ウ
ス
・
ロ
ク
シ
ン
『
ド
イ
ツ
刑
事
手
続
法
』
新
矢
悦
二
・
吉
田
宣
之
共
訳
（
第
一
法
規
一
九
九
二
年
）
一
〇
四
頁
。
辻
本
典
英
「
起
訴
強

制
手
続
」『
ド
イ
ツ
刑
事
法
入
門
』
法
律
文
化
社
（
二
〇
一
五
年
）
一
八
三
頁
。

（
16
） 

石
田
倫
識
「
起
訴
基
準
の
再
検
討
―
い
つ
捜
査
は
終
結
す
る
の
か
？
」
法
律
時
報
八
四
巻
一
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
三
四
九
頁
・
三
五
〇
頁
。

（
17
） 

拙
著
『
適
正
捜
査
と
検
察
官
の
役
割
』（
北
樹
出
版
二
〇
〇
八
年
）
一
九
九
頁
以
下
。

（
18
） 

鈴
木
義
男
・
田
宮
裕
・
松
本
時
夫
・
三
井
誠
・
宮
原
守
男
「
川
本
事
件
最
高
裁
決
定
を
め
ぐ
っ
て
―
公
訴
権
濫
用
論
と
最
高
裁
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

七
三
七
号
（
一
九
八
一
年
）
三
九
頁
参
照
。
特
に
鈴
木
、
田
宮
発
言
参
照
。

（
19
） 

法
律
の
ひ
ろ
ば
一
七
巻
八
号
（
一
九
六
四
年
）
―
岩
下
肇
「
検
察
官
は
い
か
な
る
場
合
に
起
訴
す
べ
き
か
」
三
頁
、
難
波
治
「
起
訴
を
め
ぐ
っ

て
」
八
頁
参
照
。

（
20
） 

平
野
龍
一
の
①
「
刑
事
訴
訟
の
促
進
の
二
つ
の
方
法
」『
訴
因
と
証
拠
』（
有
斐
閣
一
九
八
一
年
）
一
八
六
頁
―
初
出
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
二
七
号

（
一
九
六
一
年
）
八
頁
。
②
「
現
行
刑
事
訴
訟
法
の
診
断
」『
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
四
巻
』（
有
斐
閣
一
九
八
五
年
）
四
〇
七
頁
。
な

お
、
被
疑
者
側
か
ら
の
証
拠
保
全
手
続
―
刑
訴
法
一
七
九
条
に
つ
き
、
最
決
平
一
七
・
一
一
・
二
五
刑
集
五
九
・
九
・
一
八
三
一
は
「
捜
査
機
関
が

収
集
し
て
保
管
し
て
い
る
証
拠
に
つ
い
て
は
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
証
拠
保
全
手
続
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
て
お
り
、
弾
劾
的

捜
査
観
を
支
持
し
て
は
い
な
い
。

（
21
） 

平
野
龍
一
「
参
審
制
の
採
用
に
よ
る
『
核
心
司
法
』
を
―
刑
事
司
法
改
革
の
動
き
と
方
向
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
四
八
号
（
一
九
九
九
年
）

四
〇
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
三
四
）

二
・
三
頁
、
平
野
前
掲（
注
20
①
）書
一
八
六
頁
。

（
22
） 

田
宮
裕
の
①
「
公
訴
権
の
運
用
と
検
察
審
査
会
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
二
二
号
（
一
九
六
八
年
）
一
〇
頁
。
②
「
刑
事
手
続
き
を
め
ぐ
る
理
論
と

現
実
」
法
学
教
室
一
七
〇
号
一
〇
頁
以
下
。
③
「
訴
追
裁
量
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
―
公
訴
権
の
濫
用
に
つ
い
て
―
」
立
教
法
学
（
一
九
六
九
年
）

一
二
六
頁
以
下
。

（
23
） 

後
藤
昭
「
平
野
刑
訴
理
論
の
今
日
的
意
義
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
八
一
号
（
二
〇
〇
四
年
）
六
二
頁
。

（
24
） 

平
野
前
掲（
注
20
②
）書
四
〇
七
頁
。

（
25
） 

松
尾
浩
也
「
刑
事
訴
訟
法
五
〇
年
―
総
括
の
試
み
」（
一
九
九
九
年
）『
刑
事
法
学
の
地
平
』（
有
斐
閣
二
〇
〇
六
年
）
一
二
一
頁
。

（
26
） 

石
田
前
掲（
注
1
）①
書
八
五
〇
頁
、
②
書
三
八
頁
。

（
27
） 

石
田
前
掲（
注
16
）書
三
四
九
頁
・
三
五
〇
頁
。

（
28
） 

管
見
で
は
、
拙
著
前
掲（
注
17
）書
一
七
一
頁
以
下
の
別
件
逮
捕
勾
留
論
に
お
い
て
、「
捜
査
の
勾
留
期
間
は
、
勾
留
事
実
の
起
訴
・
不
起
訴
の

決
定
の
た
め
の
被
疑
者
取
調
べ
を
含
む
捜
査
に
必
要
な
期
間
」
と
す
る
川
出
敏
裕
教
授
説
（
同
『
別
件
逮
捕
・
勾
留
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会

一
九
九
八
年
）
一
九
頁
以
下
）
を
敷
衍
し
て
、「
余
罪
（
本
件
）
で
も
別
件
の
勾
留
事
実
を
処
理
す
る
に
必
要
な
限
り
で
は
そ
の
取
調
べ
を
行
い
、

こ
う
し
て
処
理
の
機
が
熟
し
た
時
点
で
起
訴
し
、
不
起
訴
な
ら
ば
釈
放
し
て
勾
留
期
間
を
終
結
さ
せ
る
も
の
と
す
る
」
と
の
起
訴
の
確
信
基
準
を
前

提
に
し
て
の
見
解
を
著
し
て
い
る
。

（
29
） 

最
高
裁
判
所
「
平
成
二
四
年
に
お
け
る
刑
事
事
件
の
概
況
（
上
）」（
法
曹
時
報
六
六
巻
二
号
）。
平
成
二
七
年
版
『
犯
罪
白
書
』
四
六
頁
頁
以

下
参
照
。

（
30
） 

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
・
業
務
上
過
失
致
死
傷
事
件
は
、
東
京
電
力
元
会
長
ら
三
人
を
東
京
地
検
が
従
来
の
過
失
の
判
断
基
準
か
ら
嫌
疑
不

十
分
で
不
起
訴
処
分
と
し
た
が
、
東
京
第
五
検
察
審
査
会
は
平
成
二
七
年
七
月
一
七
日
付
け
で
二
回
目
の
起
訴
議
決
を
し
た
（
同
月
三
一
日
付
け
原

子
力
資
料
情
報
室
等
）。

（
31
） 

検
察
審
査
会
法
施
行
後
の
昭
和
二
四
年
か
ら
平
成
二
六
年
ま
で
の
間
、
検
察
審
査
会
の
処
理
人
員
は
、
合
計
で
延
べ
一
六
万
六
二
二
〇
人
で
あ

り
、
う
ち
延
べ
一
万
八
〇
七
一
人
（
一
〇
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
）
に
つ
い
て
起
訴
相
当
又
は
不
起
訴
不
当
の
議
決
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
結

四
〇
二



起
訴
基
準
見
直
し
論
に
対
す
る
一
考
察
（
加
藤
）

（
六
三
五
）

果
検
察
官
に
よ
り
起
訴
さ
れ
た
人
員
は
、
延
べ
一
五
四
三
人
に
な
る
。
そ
し
て
、
一
三
八
〇
人
が
有
罪
（
自
由
刑
四
九
〇
人
、
罰
金
刑
八
九
〇
人
）、

九
七
人
が
無
罪
と
な
っ
て
い
る
（『
平
成
二
七
年
版
犯
罪
白
書
』
二
〇
一
頁
）。

（
32
） 
福
島
原
発
事
故
事
件
の
処
理
に
つ
き
、
危
惧
感
説
を
以
て
起
訴
す
べ
き
と
す
る
の
は
、
古
川
元
晴
・
船
山
泰
範
『
福
島
原
発
、
裁
か
れ
な
い
で

い
い
の
か
』（
朝
日
新
書
二
〇
一
五
年
）
一
三
九
頁
。

（
33
） 

中
山
善
房
「
刑
事
手
続
の
活
性
化
」『
西
原
春
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
四
巻
』（
成
文
堂
一
九
九
八
年
）
一
七
頁
は
、
起
訴
積
極
の
事
件
を

指
摘
す
る
。

（
34
） 

田
宮
前
掲（
注
22
①
）書
一
一
頁
は
、
検
察
審
査
会
は
「
検
察
の
守
護
神
た
る
機
能
を
果
た
し
う
る
と
い
え
よ
う
」
と
評
し
て
い
る
。

（
35
） 

拙
稿
「
検
察
官
の
適
正
な
公
訴
権
行
使
と
司
法
取
引
」
法
務
研
究
八
号
（
日
本
大
学
法
科
大
学
院
二
〇
一
二
年
）
一
九
頁
以
下
参
照
。
な
お
、

即
決
裁
判
手
続
の
捜
査
の
省
力
化
問
題
に
関
連
し
、
宇
藤
崇
「
即
決
裁
判
手
続
と
事
実
認
定
に
お
け
る
『
証
拠
の
量
』」
研
修
第
八
一
〇
号

（
二
〇
一
五
年
）
一
二
頁
で
は
、
即
決
裁
判
手
続
は
、
公
訴
提
起
以
前
の
段
階
で
の
事
件
の
「
解
明
度
を
下
げ
る
訴
訟
類
型
の
利
用
を
自
ら
選
択
し

た
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
」
と
す
る
。

（
36
） 

裁
判
所
は
自
白
事
件
で
も
、
検
察
官
申
請
の
被
告
人
供
述
調
書
（
刑
訴
法
三
二
二
条
一
項
の
要
件
充
足
）
に
つ
い
て
、
被
告
人
質
問
を
先
行
し
、

自
白
調
書
は
法
廷
で
の
供
述
と
重
要
な
点
で
相
反
す
る
供
述
部
分
だ
け
を
採
用
す
る
傾
向
に
な
っ
て
い
る
が
、
刑
訴
規
則
一
九
八
条
の
二
が
、
争
い

の
な
い
事
実
の
証
拠
調
べ
で
は
、
同
意
書
面
や
合
意
書
面
（
刑
訴
法
三
二
七
条
）
の
活
用
を
検
討
す
る
な
ど
し
て
、
当
該
事
実
及
び
証
拠
の
内
容
・

性
質
に
応
じ
た
適
切
な
証
拠
調
べ
が
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
最
近
の
裁
判
所
の
審
理
方
式
に
は
疑
問

が
あ
る
（
清
野
憲
一
「『
被
告
人
質
問
先
行
』
に
関
す
る
一
考
察
」
判
例
時
報
二
二
五
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
頁
以
下
参
照
）。
こ
の
風
潮
は
一
般

事
件
に
ま
で
及
び
、
そ
の
結
果
、
現
に
覚
せ
い
剤
使
用
事
件
で
裁
判
所
が
被
告
人
の
捜
査
段
階
の
自
白
調
書
を
採
用
せ
ず
、
公
判
廷
の
被
告
人
質
問

だ
け
で
否
認
供
述
の
ま
ま
有
罪
判
決
を
言
い
渡
し
た
が
、
そ
の
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
で
覚
せ
い
剤
使
用
の
方
法
・
場
所
を
全
く
特
定
し
得
な
い

事
実
認
定
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
控
訴
審
で
は
原
判
決
に
は
理
由
不
備
の
違
法
が
あ
る
と
し
て
、
破
棄
自
判
（
有
罪
）
と
し
た
裁
判
例
が
現
れ
る
に

至
っ
て
い
る
（
福
岡
高
判
平
二
七
・
三
・
二
五
（
確
定
）
│
辻
昌
文
解
説
『
研
修
』
第
八
〇
七
号
（
二
〇
一
五
年
）
六
九
頁
）。

四
〇
三





控
訴
審
に
お
け
る
職
権
調
査
（
関
）

（
六
三
七
）

控
訴
審
に
お
け
る
職
権
調
査

│
攻
防
対
象
論
の
適
用
範
囲

│

関　
　
　
　
　

正　
　

晴

一　

は
じ
め
に

二　

控
訴
審
の
基
礎
理
論

三　

攻
防
対
象
論
の
理
論
的
根
拠

四　

攻
防
対
象
論
の
適
用
範
囲

　

1　

新
島
ミ
サ
イ
ル
事
件
決
定
の
検
討

　

2　

攻
防
対
象
論
の
適
用
範
囲
の
検
討

　
　

⑴　

非
両
立
の
類
型

　
　

⑵　

両
立
す
る
類
型

論　

説

四
〇
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
三
八
）

　
　

⑶　

同
一
構
成
要
件
内
の
事
実
の
縮
小
認
定

五　

結
び
に
代
え
て

一　

は
じ
め
に

刑
訴
法
は
、
控
訴
審
に
お
け
る
職
権
調
査
の
範
囲
に
つ
い
て
、
控
訴
趣
意
書
を
中
心
に
原
判
決
の
当
否
を
判
断
す
る
と
し
て
い
る
が

（
三
九
二
条
一
項
）、
そ
の
例
外
と
し
て
適
正
な
裁
判
の
維
持
の
た
め
に
控
訴
理
由
に
対
す
る
職
権
調
査
権
を
控
訴
審
裁
判
所
に
認
め
て
い

る
（
同
条
二
項
）。
こ
の
権
限
の
行
使
範
囲
に
つ
い
て
は
規
定
の
文
言
上
限
定
が
な
い
た
め
理
解
が
分
か
れ
て
い
た
が
、
控
訴
審
の
審
理
手

続
に
当
事
者
主
義
の
理
念
が
定
着
す
る
（
1
）

に
し
た
が
い
限
定
的
に
解
す
る
見
解
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
（
2
）

。
他
方
で
、
昭
和
四
〇
年
代
ま
で

に
、
最
高
裁
判
所
が
訴
因
に
対
し
当
事
者
主
義
を
一
貫
さ
せ
て
裁
判
所
の
介
入
を
控
え
る
運
用
を
明
確
に
し
た
（
3
）

こ
と
と
対
応
し
て
、
こ
の

権
限
行
使
の
限
界
と
控
訴
審
の
審
判
範
囲
が
関
連
し
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
新
島
ミ
サ
イ
ル
事
件
の
最
高
裁
大
法
廷

決
定
（
昭
和
四
六
年
三
月
二
四
日
刑
集
二
五
巻
二
号
二
九
三
頁
、
以
下
「
新
島
ミ
サ
イ
ル
事
件
決
定
」
と
い
う
。）
は
、
控
訴
審
で
は
、
当
事
者
が
原

判
決
の
う
ち
不
服
を
申
し
立
て
て
い
な
い
一
定
部
分
は
攻
防
対
象
か
ら
外
れ
職
権
調
査
を
及
ぼ
し
え
な
い
と
す
る
、「
攻
防
対
象
論
」
と

呼
ば
れ
る
新
た
な
理
論
を
示
し
た
。
そ
こ
で
は
、
検
察
官
が
起
訴
し
た
牽
連
犯
な
い
し
包
括
一
罪
の
一
部
を
有
罪
、
そ
の
余
を
無
罪
と
し

た
第
一
審
判
決
に
対
し
て
、
被
告
人
の
み
が
控
訴
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
控
訴
審
に
一
罪
が
全
体
と
し
て
移
審
す
る
が
、
従
来
と
は
異
な

り
（
4
）

無
罪
部
分
は
被
告
人
に
不
服
申
立
て
の
利
益
が
な
く
検
察
官
の
控
訴
申
立
て
も
な
い
か
ら
当
事
者
間
に
お
い
て
攻
防
の
対
象
か
ら
外
れ

る
と
し
て
、
こ
の
権
限
の
行
使
が
当
事
者
主
義
を
基
本
に
審
判
対
象
の
理
解
の
関
係
で
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
後
、

こ
の
理
論
は
実
務
に
定
着
し
て
お
り
、
検
察
官
が
判
決
の
無
罪
部
分
に
対
し
控
訴
し
な
か
っ
た
こ
と
を
重
視
し
て
、
そ
れ
を
検
察
官
の
処

四
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控
訴
審
に
お
け
る
職
権
調
査
（
関
）

（
六
三
九
）

罰
意
思
の
放
棄
と
評
価
す
る
こ
と
に
根
拠
を
求
め
る
理
解
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
。

現
在
、
同
理
論
に
つ
い
て
は
適
用
範
囲
の
理
解
に
関
心
が
移
っ
て
い
て
、
特
に
単
純
一
罪
を
構
成
す
る
事
案
に
対
す
る
適
用
の
有
無
が

問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
船
橋
交
差
点
事
件
の
最
高
裁
第
一
小
法
廷
決
定
（
平
成
元
年
五
月
一
日
刑
集
四
三
巻
五
号
三
二
三
頁
、
以
下

「
船
橋
交
差
点
事
件
決
定
」
と
い
う
。）
は
、
同
一
交
通
事
故
の
過
失
の
態
様
に
関
し
て
本
位
的
訴
因
と
予
備
的
訴
因
が
構
成
さ
れ
、
被
告
人

の
み
が
予
備
的
訴
因
で
有
罪
と
し
た
第
一
審
判
決
に
控
訴
し
た
事
案
に
つ
い
て
、「
検
察
官
が
本
位
的
訴
因
の
訴
訟
追
行
を
断
念
し
た
と

は
い
え
ず
、
攻
撃
防
御
の
対
象
か
ら
外
れ
た
と
み
る
余
地
は
な
い
。」
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
平
成
二
五
年
三
月
五
日
最
高
裁
第
一
小

法
廷
決
定
（
刑
集
六
七
巻
三
号
二
六
七
頁
）
は
、
賭
博
開
帳
図
利
罪
の
共
同
正
犯
の
本
位
的
訴
因
を
否
定
し
、
同
罪
の
幇
助
犯
の
予
備
的
訴

因
を
認
定
し
た
第
一
審
判
決
に
対
し
て
、
被
告
人
の
み
が
控
訴
し
た
事
案
に
つ
い
て
、「
検
察
官
は
、
そ
の
時
点
で
本
位
的
訴
因
で
あ
る

共
同
正
犯
の
訴
因
に
つ
き
訴
訟
追
行
を
断
念
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
本
位
的
訴
因
は
、
原
審
当
時
既
に
当
事
者
間
に
お
い
て
は
攻

防
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
た
も
の
と
解
す
る
。」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
最
高
裁
は
、
同
理
論
の
適
用
に
つ
い
て
、
本
位
的
訴

因
と
予
備
的
訴
因
と
い
う
構
成
が
と
ら
れ
後
者
で
有
罪
と
さ
れ
た
点
で
共
通
す
る
二
つ
の
事
案
に
つ
い
て
異
な
る
判
断
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
両
者
の
判
断
理
由
を
分
析
し
て
同
理
論
の
適
用
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
で
は
、
同
理
論

に
つ
い
て
、「
一
罪
に
つ
い
て
は
そ
の
全
体
が
移
審
し
、
本
来
そ
の
全
部
に
つ
い
て
審
判
の
義
務
と
権
利
が
生
じ
る
と
い
う
原
則
の
例
外

に
す
ぎ
な
い
場
合
に
つ
い
て
の
理
論
付
け
が
む
し
ろ
一
般
化
し
、
そ
の
適
用
範
囲
が
肥
大
化
し
て
い
る
（
5
）

」
と
の
指
摘
も
あ
り
、
他
方
で
、

最
高
裁
は
、
裁
判
員
裁
判
に
よ
っ
て
第
一
審
判
決
が
な
さ
れ
た
事
案
に
関
し
て
、（
そ
の
こ
と
自
体
を
判
決
理
由
と
し
て
は
挙
げ
ず
に
、）
控
訴

審
で
の
事
実
誤
認
の
審
査
方
法
は
、「
証
拠
の
信
用
性
評
価
や
総
合
判
断
が
論
理
則
、
経
験
則
等
に
照
ら
し
て
不
合
理
と
い
え
る
か
と
い

う
観
点
か
ら
行
う
」
と
す
る
事
後
審
性
を
徹
底
す
る
方
向
の
判
断
を
示
し
て
い
る
の
で
（
最
高
裁
第
一
小
法
廷
平
成
二
四
年
二
月
一
三
日
判
決

四
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
四
〇
）

刑
集
第
六
六
巻
四
号
四
八
二
頁
）、
こ
の
判
断
の
関
係
で
も
同
理
論
の
適
用
範
囲
を
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、

同
理
論
の
適
用
が
主
に
問
題
と
な
る
控
訴
審
に
つ
い
て
、
そ
の
目
的
・
性
質
・
構
造
等
の
基
礎
理
論
を
検
討
し
、
新
島
ミ
サ
イ
ル
事
件
決

定
が
示
し
た
判
断
枠
組
み
の
理
論
的
根
拠
を
分
析
し
た
上
で
、
そ
の
適
用
範
囲
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

二　

控
訴
審
の
基
礎
理
論

1　
「
攻
防
対
象
論
」
の
検
討
の
前
提
と
し
て
、
控
訴
審
の
目
的
・
基
本
原
理
・
構
造
等
の
基
礎
理
論
を
概
観
し
よ
う
。
現
行
法
の
控

訴
審
は
、
原
審
の
用
い
た
証
拠
の
み
に
よ
っ
て
原
判
決
時
を
基
準
に
原
判
決
の
当
否
を
審
査
す
る
事
後
審
制
を
採
用
し
て
い
る
（
6
）

。
そ
の
採

用
の
理
由
は
、
第
一
審
の
審
理
方
式
が
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
を
徹
底
し
証
人
尋
問
に
重
点
を
お
く
手
続
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ

れ
を
控
訴
審
で
繰
返
す
こ
と
は
実
益
に
乏
し
く
第
一
審
軽
視
等
の
弊
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
ま
た
、
憲
法
違
反
と
判
例
違

反
を
最
終
審
と
し
て
審
査
す
る
最
高
裁
判
所
の
法
律
審
と
し
て
の
負
担
過
重
を
防
ぐ
た
め
に
、
こ
れ
を
も
控
訴
審
が
担
当
す
る
こ
と
に

な
っ
た
こ
と
か
ら
事
実
審
と
し
て
の
役
割
の
負
担
軽
減
を
は
か
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
（
7
）

等
で
あ
る
。
こ
の
制
度
設
計
や
事
後
審
制
の
採
用

理
由
も
反
映
し
て
、
控
訴
審
は
事
実
審
と
法
律
審
の
性
格
を
併
せ
持
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
控
訴
審
の
目
的
に
は
、
控
訴
理
由
と
し
て
、

①
法
令
適
用
の
誤
り
、
②
訴
訟
手
続
の
法
令
違
反
、
③
事
実
誤
認
、
④
量
刑
不
当
が
法
定
さ
れ
て
い
る
（
刑
訴
三
七
七
な
い
し
至
三
八
三
条
）

こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
法
令
解
釈
の
統
一
と
具
体
的
事
件
の
当
事
者
の
救
済
、
特
に
被
告
人
の
救
済
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
目
的
の
理

解
に
つ
い
て
は
、
事
後
審
は
伝
統
的
に
法
律
審
と
す
る
の
が
理
論
的
に
一
貫
す
る
と
し
、
そ
の
目
的
は
法
令
解
釈
の
統
一
と
い
う
国
家
目

的
に
向
け
ら
れ
て
い
て
、
被
告
人
の
具
体
的
救
済
は
副
次
的
・
第
二
次
的
な
機
能
に
す
ぎ
な
い
（
8
）

と
す
る
見
解
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
控
訴

審
の
主
目
的
は
、
現
在
、
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
事
件
の
当
事
者
、
と
り
わ
け
被
告
人
の
救
済
に
あ
る
と
す
る
べ
き
で
あ

四
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控
訴
審
に
お
け
る
職
権
調
査
（
関
）

（
六
四
一
）

る
。
最
高
裁
判
所
に
対
す
る
上
告
理
由
は
憲
法
違
反
と
判
例
違
反
に
限
定
さ
れ
て
お
り
事
実
審
と
し
て
は
控
訴
審
が
最
終
審
で
あ
る
の
で

そ
の
具
体
的
事
件
の
救
済
機
能
は
重
要
と
な
り
（
9
）

、
ま
た
、
控
訴
申
立
て
は
事
実
誤
認
及
び
量
刑
不
当
を
理
由
に
大
部
分
が
被
告
人
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
事
者
の
救
済
、
と
り
わ
け
被
告
人
を
救
済
す
る
目
的
を
重
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
（
10
）

。

2　

こ
の
よ
う
に
控
訴
審
の
目
的
が
複
合
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
審
理
手
続
の
基
本
原
理
に
つ
い
て
の
当
事
者
主
義
と
職
権
主
義

と
の
関
係
は
画
一
的
な
理
解
が
難
し
い
面
も
あ
る
。
し
か
し
、
控
訴
審
で
は
、
第
一
審
と
同
じ
く
当
事
者
主
義
が
基
本
と
さ
れ
（
11
）

、
職
権
主

義
は
補
充
的
に
機
能
す
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
（
最
高
裁
昭
和
四
六
年
三
月
二
四
日
決
定
刑
集
二
五
巻
二
号
二
九
三
頁
参
照
）。
そ
れ
は
、
当

事
者
主
義
を
基
本
と
す
る
第
一
審
と
同
様
に
理
解
し
て
訴
訟
手
続
全
体
の
調
和
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、
控
訴
審
で
は
、
申
立
人

は
控
訴
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
控
訴
趣
意
書
を
提
出
し
て
弁
論
を
し
（
三
七
六
条
・
三
八
九
条
）、
相
手
方
は
答
弁
書
を
提
出
し
て
公
判
期

日
に
弁
論
す
る
必
要
が
あ
る
（
三
八
九
条
、
規
則
二
四
三
条
）
な
ど
、
手
続
の
主
体
的
地
位
が
当
事
者
に
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

但
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
控
訴
審
で
は
、
第
一
審
と
比
し
て
職
権
主
義
の
補
充
の
程
度
は
高
い
（
12
）

と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
上

訴
審
と
し
て
の
控
訴
審
は
、
第
一
審
の
訴
訟
過
程
を
批
判
す
る
任
務
を
負
っ
て
お
り
、
ま
た
、
国
家
機
関
の
公
的
判
断
で
あ
る
原
判
決
の

過
誤
を
是
正
す
る
こ
と
は
、
当
事
者
の
主
張
が
な
く
て
も
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
公
益
的
要
請
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
13
）

。

3　

現
行
法
の
控
訴
審
に
つ
い
て
は
、
控
訴
裁
判
所
が
、「
原
審
の
用
い
た
証
拠
」
を
基
礎
に
「
原
裁
判
時
」
を
基
準
に
審
査
す
る
こ

と
を
本
質
要
素
と
す
る
事
後
審
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
の
事
実
誤
認
の
審
査
方
法
に
つ
い
て
は
、
原
判
決
の
判
断
過
程

（
又
は
結
論
）
に
経
験
法
則
・
論
理
法
則
違
反
が
あ
る
こ
と
と
す
る
経
験
法
則
・
論
理
法
則
違
反
説
（
14
）

と
、
事
実
認
定
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の

心
証
と
原
判
決
の
そ
れ
を
比
較
し
、
そ
れ
に
不
一
致
が
あ
る
場
合
に
控
訴
審
の
心
証
を
優
先
さ
せ
る
と
す
る
心
証
優
先
説
（
15
）

が
対
立
し
て
い

る
が
、
事
実
誤
認
の
審
査
は
、
前
者
に
拠
っ
て
第
一
審
判
決
が
行
っ
た
証
拠
の
信
用
性
評
価
や
総
合
判
断
が
経
験
法
則
、
論
理
法
則
等
に

四
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
四
二
）

照
ら
し
て
合
理
的
と
い
え
る
か
の
観
点
か
ら
行
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
①
原
審
記
録
お
よ
び
原
審
で
取
調
べ
た
証
拠
の
み
に
依
拠
し

て
原
判
決
の
判
断
過
程
を
検
討
す
る
控
訴
審
の
事
後
審
性
に
適
合
す
る
し
、
②
第
一
審
で
は
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
が
採
ら
れ
て
い
て
、

そ
こ
で
証
人
尋
問
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
証
人
の
供
述
態
度
も
証
拠
と
な
り
信
用
性
の
判
断
資
料
と
な
る
が
、
こ
の
点
を
必
ず
し
も
反
映

し
て
い
な
い
た
め
控
訴
審
が
書
面
審
査
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
心
証
は
価
値
に
お
い
て
第
一
審
で
直
接
に
審
理
に
あ
た
っ
た
裁
判
官
が
形
成

し
た
心
証
に
一
般
に
劣
る
と
考
え
ら
れ
る
（
16
）

か
ら
で
あ
る
（
最
高
裁
第
一
小
法
廷
平
成
二
四
年
二
月
一
三
日
判
決
刑
集
第
六
六
巻
四
号
四
八
二
頁
参

照
）。
こ
の
理
解
に
よ
る
と
、
控
訴
審
は
積
極
的
に
自
己
が
心
証
形
成
す
る
の
で
は
な
く
一
歩
退
い
た
立
場
か
ら
原
判
決
を
吟
味
す
る
こ

と
に
な
り
事
実
認
定
に
介
入
す
る
可
能
性
が
減
る
（
17
）

と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
控
訴
審
で
は
、
裁
判
所
が
積
極
的
に
職
権
調
査
を
し

て
事
実
認
定
を
行
う
姿
勢
を
と
る
べ
き
で
な
い
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
控
訴
審
で
は
、
①
そ
の
主
た
る
目
的
は
、
当
事
者
、
と
り
わ
け
被
告
人
の
救
済
に
あ
り
、
②
第
一
審
と
同
様
に
当
事

者
主
義
が
基
本
と
さ
れ
る
が
、
上
訴
審
と
し
て
の
控
訴
審
に
は
第
一
審
の
誤
り
の
是
正
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
職
権
主
義
に
よ
る
補
充

の
余
地
は
大
き
く
な
る
。
③
そ
の
事
実
誤
認
の
審
査
で
は
、
経
験
法
則
・
論
理
法
則
違
反
説
に
立
っ
て
、
裁
判
所
は
積
極
的
な
事
実
認
定

へ
の
介
入
を
差
し
控
え
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
攻
防
対
象
論
の
適
用
範
囲
の
検
討
に
際
し
て
考
慮
す
る
必
要
が
大
き
い
控

訴
審
の
特
質
と
い
え
よ
う
。

三　

攻
防
対
象
論
の
理
論
的
根
拠

1　

新
島
ミ
サ
イ
ル
事
件
決
定
が
示
し
た
攻
防
対
象
論
に
つ
い
て
の
理
論
的
説
明
に
は
多
様
な
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
点
を
同
理
論
の

適
用
範
囲
を
明
ら
か
す
る
た
め
に
検
討
し
よ
う
。

四
一
〇



控
訴
審
に
お
け
る
職
権
調
査
（
関
）

（
六
四
三
）

同
決
定
は
、
同
理
論
の
根
拠
に
関
し
て
、「
現
行
刑
訴
法
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
当
事
者
主
義
が
基
本
原
則
と
さ
れ
、
職
権
主
義
は

そ
の
補
充
的
、
後
見
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
こ
の
訴
因
に
つ
き
、
当
事
者
の
攻
撃
防
禦
を
な
さ
し
め
る
も
の
と
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
審
判
の
対
象
設
定
を
原
則
と
し
て
当
事
者
の
手
に
委
ね
被
告
人
に
対
す
る
不
意
打
ち
を
防
止
し
、
当
事
者
の
公
正

な
訴
訟
活
動
に
期
待
し
た
第
一
審
の
訴
訟
構
造
の
う
え
に
立
っ
て
刑
訴
法
は
さ
ら
に
控
訴
審
の
性
格
を
原
則
と
し
て
事
後
審
た
る
べ
き
も

の
と
し
て
い
る
。
…
…
そ
の
事
後
審
査
も
当
事
者
の
申
し
立
て
た
控
訴
趣
意
を
中
心
と
し
て
こ
れ
を
な
す
の
が
建
前
で
あ
っ
て
、
職
権
調

査
は
あ
く
ま
で
補
充
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
た
上
で
、「
右
の
う
ち
無
罪
と
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、

被
告
人
か
ら
の
不
服
を
申
し
立
て
る
利
益
が
な
く
、
検
察
官
か
ら
の
控
訴
申
立
て
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
間
に
お
い
て
攻
防
の

対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
判
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
同
理
論
の
根
拠
に
関
す
る
部
分
を
摘
記
す
る
と
、
第
一
審
判
決
が
無
罪
部
分
を
含
む
こ
と
を
前
提
に
、
ⅰ
控
訴
審
で
も
当
事

者
主
義
が
基
本
と
さ
れ
る
、
ⅱ
控
訴
審
は
第
一
審
判
決
に
事
後
的
審
査
を
す
る
事
後
審
で
あ
る
、
ⅲ
被
告
人
に
不
服
申
立
て
の
利
益
が
な

い
、
ⅳ
検
察
官
が
控
訴
を
申
立
て
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
学
説
は
、
こ
れ
ら
を
中
心
に
根
拠
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
の
代
表
的
見
解

に
は
、
①
控
訴
申
立
て
の
際
に
そ
も
そ
も
無
罪
部
分
は
確
定
し
移
審
し
な
い
と
す
る
見
解
（
18
）

、
②
無
罪
部
分
も
移
審
す
る
が
相
対
的
に
確
定

し
審
理
で
き
な
い
と
し
て
一
部
確
定
力
を
認
め
る
見
解
（
19
）

、
後
述
す
る
③
職
権
調
査
権
に
対
す
る
制
約
の
観
点
に
よ
っ
て
説
明
す
る
立
場
（
20
）

が

あ
る
。
こ
の
う
ち
①
の
見
解
は
、
一
罪
の
一
部
に
の
み
に
一
事
不
再
理
効
が
生
じ
る
と
い
う
問
題
が
、
②
の
見
解
は
、
判
決
宣
告
手
続
や

裁
判
所
の
構
成
に
違
法
が
あ
り
破
棄
す
べ
き
場
合
に
も
確
定
力
を
認
め
る
と
い
う
問
題
が
含
ま
れ
て
い
て
、
既
に
確
立
し
て
い
る
従
来
の

訴
訟
手
続
の
理
論
に
抵
触
す
る
特
殊
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
（
21
）

だ
け
で
な
く
、
同
決
定
の
判
断
内
容
と
大
き
く
乖
離
す
る
の
で
判
例
理
論
と

し
て
形
成
さ
れ
た
同
理
論
の
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
こ
で
、
無
罪
部
分
に
移
審
効
を
認
め
つ
つ
職
権
調
査
権
に
対
す
る
制
約
を
認
め

四
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
四
四
）

る
立
場
か
ら
そ
の
根
拠
を
検
討
し
よ
う
。

2
⑴　

職
権
調
査
権
に
対
す
る
制
約
の
観
点
か
ら
根
拠
付
け
る
立
場
に
は
、
控
訴
審
で
当
事
者
主
義
を
基
本
と
し
人
権
保
障
を
重
視
す

る
現
行
法
の
下
で
は
、「
職
権
に
よ
る
調
査
は
主
と
し
て
被
告
人
の
利
益
の
た
め
に
後
見
的
な
立
場
か
ら
行
わ
れ
る
べ
き
で
、
…
職
権
調

査
に
よ
る
事
実
認
定
（
無
罪
の
判
断
を
含
む
）
を
被
告
人
の
不
利
益
に
変
更
す
る
方
向
の
判
断
に
基
づ
い
て
原
判
決
を
破
棄
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
。」
と
す
る
見
解
（
22
）

が
あ
る
。
確
か
に
、
憲
法
の
人
権
保
障
規
定
を
受
け
て
刑
事
訴
訟
は
当
事
者
主
義
を
基
本
に
相
対
的
真
実
の

発
見
を
目
的
と
す
る
手
続
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
所
は
公
平
性
維
持
の
観
点
か
ら
事
案
の
真
相
解
明
に
積
極
的
役
割
を
果
た
す
こ
と

を
控
え
る
運
用
が
定
着
し
て
い
る
（
23
）

の
で
、
こ
の
観
点
か
ら
職
権
調
査
を
制
限
す
る
方
向
性
は
一
般
的
に
支
持
で
き
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
立

場
に
は
、
裁
判
所
が
当
事
者
主
義
を
基
本
に
後
見
的
な
役
割
を
は
た
す
こ
と
を
前
提
に
、「
被
告
人
が
主
張
す
る
こ
と
の
本
来
許
さ
れ
な

い
不
利
益
な
事
項
を
裁
判
所
が
代
わ
っ
て
と
り
あ
げ
る
べ
き
で
は
な
い
。」
と
し
て
、
上
訴
の
利
益
と
の
関
係
で
職
権
調
査
は
制
限
さ
れ

る
と
す
る
見
解
（
24
）

も
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
見
解
に
よ
る
な
ら
ば
、
無
罪
部
分
を
調
査
し
え
な
い
と
い
う
同
理
論
の
結
論
を
説
明
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
の
見
解
に
よ
る
職
権
調
査
の
範
囲
の
判
断
基
準
に
は
限
定
性
が
な
い
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
判
決
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
法
令
違

反
が
判
決
自
体
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
も
そ
の
誤
り
を
是
正
で
き
な
い
事
態
を
生
じ
る
こ
と
に
な
り
（
25
）

法
令
解
釈
の
統
一
と
い
う
控
訴

審
の
役
割
を
果
た
せ
な
い
等
の
問
題
が
あ
る
の
で
、
そ
の
根
拠
付
け
は
不
適
切
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
理
論
は
、
当
事
者
主
義
と
被

告
人
救
済
の
理
念
を
基
礎
と
す
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
よ
り
具
体
的
に
職
権
調
査
の
範
囲
の
判
断
基
準
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
根

拠
を
必
要
と
す
る
と
い
え
よ
う
。

⑵　

こ
の
点
を
示
す
見
解
を
検
討
す
る
と
、
ま
ず
、
事
後
審
で
あ
る
控
訴
審
で
も
当
事
者
主
義
を
基
本
と
す
る
と
し
た
上
で
、「
職
権

調
査
は
、
控
訴
趣
意
書
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
た
争
点
と
、
そ
の
争
点
と
さ
れ
た
事
項
の
み
に
限
定
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
調
査

四
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控
訴
審
に
お
け
る
職
権
調
査
（
関
）

（
六
四
五
）

に
付
随
し
、
か
つ
併
行
し
て
な
さ
れ
る
と
い
う
点
に
限
界
を
有
す
る
」
と
し
て
、
同
理
論
を
説
明
す
る
見
解
（
26
）

も
あ
る
。
し
か
し
、
控
訴
審

で
事
実
誤
認
が
問
題
と
さ
れ
る
事
実
と
そ
の
他
の
事
実
は
有
機
的
に
関
連
し
て
お
り
、
原
審
の
記
録
に
よ
り
争
点
を
中
心
に
調
査
す
る
と

自
ず
と
他
の
事
実
の
問
題
点
も
判
明
す
る
場
合
も
多
い
の
で
、
争
点
を
基
準
に
し
て
同
理
論
を
説
明
す
る
と
被
告
人
の
控
訴
理
由
の
不
足

を
補
う
と
い
う
職
権
調
査
に
期
待
さ
れ
た
機
能
を
果
た
せ
ず
、
ま
た
、
明
白
な
法
令
の
解
釈
、
適
用
の
誤
り
を
是
正
で
き
な
い
と
い
う
不

合
理
な
結
果
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
（
27
）

。
む
し
ろ
同
理
論
は
争
点
形
成
の
以
前
の
問
題
と
し
て
、
控
訴
審
の
審
判
対
象
と
い
う
物
的
範
囲
の

次
元
で
根
拠
付
け
て
職
権
調
査
の
範
囲
の
判
断
基
準
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
（
28
）

。

そ
こ
で
、
同
理
論
は
、
検
察
官
が
無
罪
部
分
に
控
訴
を
申
立
て
て
い
な
い
こ
と
を
分
析
し
て
根
拠
付
け
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
観
点
に

立
つ
見
解
に
は
、
検
察
官
が
、
訴
訟
追
行
を
放
棄
し
た
と
見
做
し
得
る
部
分
に
つ
い
て
は
職
権
調
査
が
許
さ
れ
な
い
と
す
る
見
解
（
29
）

と
、
控

訴
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
無
罪
部
分
に
関
し
て
は
訴
追
意
思
・
処
罰
意
思
を
失
っ
た
と
し
て
職
権
調
査
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
見
解
（
30
）

が
あ

る
。
前
者
は
、
現
行
法
の
控
訴
審
を
、「
申
立
人
が
控
訴
の
理
由
を
主
張
す
る
責
任
を
負
い
、
審
査
の
範
囲
が
原
則
と
し
て
申
立
人
の
主

張
し
た
点
に
限
定
さ
れ
る
上
訴
審
を
意
味
す
る
事
後
審
で
当
事
者
主
義
の
訴
訟
構
造
に
適
合
し
た
控
訴
審
の
形
態
で
あ
る
（
31
）

」
と
理
解
し
た

上
で
、
検
察
官
が
無
罪
部
分
を
控
訴
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
訴
追
意
思
が
な
い
と
推
定
し
、
訴
因
が
黙
示
的
に
撤
回
さ
れ
検
察
官
の
訴
訟

追
行
が
放
棄
さ
れ
た
場
合
と
し
て
説
明
し
て
い
る
（
32
）

。
ま
た
、
後
者
は
、「
訴
因
制
度
は
、
検
察
官
に
処
罰
意
思
が
な
い
事
実
に
つ
い
て
ま

で
、
裁
判
所
が
職
権
で
審
判
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
と
い
う
法
原
理
を
採
用
し
、
審
判
の
対
象
設
定
に
つ
い
て
の
検
察
官
処
分
権
主
義
を

認
め
た
制
度
で
あ
る
」
と
い
う
、
訴
因
制
度
と
検
察
官
処
分
権
主
義
を
基
礎
に
検
察
官
の
訴
訟
追
行
行
為
の
観
点
か
ら
説
明
す
る
も
の
で

あ
る
（
33
）

。
思
う
に
、
両
者
は
、
同
理
論
を
控
訴
審
で
も
当
事
者
主
義
が
基
本
と
さ
れ
る
と
し
た
上
で
、
検
察
官
の
処
罰
請
求
が
放
棄
さ
れ
た
場
合

四
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
四
六
）

と
し
て
根
拠
づ
け
る
点
で
親
和
性
が
あ
る
（
34
）

が
、
そ
の
適
用
の
有
無
を
判
断
す
る
基
準
は
比
較
的
明
確
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
検
察
官
が
訴
因

を
単
位
と
し
て
訴
追
対
象
を
決
定
す
る
処
分
権
限
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
検
察
官
が
無
罪
部
分
に
控
訴
を
申
立
て
て
い
な
い
こ

と
に
つ
い
て
訴
追
意
思
の
有
無
を
具
体
的
に
検
討
し
て
職
権
調
査
の
許
否
を
判
断
す
べ
き
で
、
そ
の
適
用
の
有
無
は
訴
因
を
単
位
・
基
準

に
し
た
検
察
官
の
実
質
的
な
訴
追
意
思
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。

四　

攻
防
対
象
論
の
適
用
範
囲

1　

新
島
ミ
サ
イ
ル
事
件
決
定
の
検
討

新
島
ミ
サ
イ
ル
事
件
決
定
は
、
牽
連
犯
な
い
し
包
括
一
罪
の
事
案
に
つ
い
て
、
第
一
審
判
決
の
有
罪
部
分
と
無
罪
部
分
と
は
、「
そ
れ

ぞ
れ
一
個
の
犯
罪
構
成
要
件
を
充
足
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
訴
因
と
し
て
も
独
立
し
得
た
」
こ
と
を
指
摘
し
て
、
攻
防
対
象
論
の
適
用
に

は
、
無
罪
部
分
の
構
成
事
実
が
有
罪
部
分
に
対
し
て
独
立
性
と
可
分
性
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
こ
で
示
さ
れ
た
要
件
は
、
単

一
犯
罪
を
構
成
す
る
事
実
に
つ
い
て
の
一
部
起
訴
の
許
否
と
も
関
連
す
る
（
35
）

が
、
学
説
の
多
く
は
、
検
察
官
設
定
の
訴
因
に
審
判
対
象
を
限

定
す
る
拘
束
力
を
認
め
る
現
行
法
の
下
で
は
真
実
の
発
見
も
一
定
の
限
度
で
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
ま
た
、
結
合
犯
の
よ
う
に
単
一
犯

罪
で
あ
っ
て
も
そ
の
種
類
に
よ
っ
て
程
度
の
差
が
あ
っ
て
も
事
実
を
分
割
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
も
あ
る
（
36
）

と
し
て
こ
れ
を
認
め
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
積
極
的
に
一
部
起
訴
を
認
め
る
か
に
つ
い
て
は
、
実
体
的
真
実
発
見
の
要
請
に
反
し
好
ま
し
く
な
い
が
訴

因
の
拘
束
力
と
の
関
係
で
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
す
る
消
極
的
な
見
解
（
37
）

も
あ
る
。
し
か
し
、
現
行
法
で
は
、
検
察
官
に
不
起
訴
裁
量
権
が

認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
起
訴
の
場
合
に
限
っ
て
実
体
的
真
実
を
貫
く
必
然
性
は
な
く
、
訴
因
の
拘
束
力
は
不
処
罰
方
向
の
処
分
を
内
在
す

る
検
察
官
の
裁
量
権
を
反
映
す
る
（
38
）

の
で
、
こ
れ
を
積
極
的
に
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
に
一
部
起
訴
を
認
め
る
最
小
限
度
の
要
件
と

四
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控
訴
審
に
お
け
る
職
権
調
査
（
関
）

（
六
四
七
）

し
て
は
、
検
察
官
の
訴
追
決
定
の
単
位
は
訴
因
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
犯
罪
事
実
を
分
割
し
て
も
各
部
分
が
一
個
の
構
成
要
件
を
充
足
し
別

個
の
訴
因
を
構
成
す
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
（
39
）

。
こ
れ
を
攻
防
対
象
論
の
適
用
要
件
は
反
映
す
る
も
の
と
理
解
で
き

よ
う
。

2　

攻
防
対
象
論
の
適
用
範
囲
の
検
討

同
理
論
の
適
用
範
囲
を
検
討
す
る
と
、
単
純
一
罪
の
事
案
に
つ
い
て
船
橋
交
差
点
事
件
決
定
後
は
、
本
位
的
訴
因
と
予
備
的
訴
因
に
つ

い
て
、
①
犯
罪
事
実
全
部
を
証
明
で
き
な
い
が
別
の
犯
罪
事
実
を
証
明
で
き
る
非
両
立
の
関
係
と
、
②
犯
罪
事
実
の
一
部
を
証
明
で
き
な

い
が
、
そ
れ
が
排
他
的
で
は
な
く
共
に
成
立
す
る
吸
収
関
係
、
大
小
関
係
（
包
摂
関
係
）
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
40
）

の
で
、
各
々
に
つ

い
て
検
討
し
よ
う
。

⑴　

非
両
立
の
類
型

船
橋
交
差
点
事
件
決
定
は
、
同
一
被
害
者
に
対
す
る
交
通
事
故
の
過
失
の
態
様
が
問
題
と
さ
れ
た
非
両
立
の
類
型
に
つ
い
て
、
本
位
的

訴
因
と
予
備
的
訴
因
が
構
成
さ
れ
、
第
一
審
が
予
備
的
訴
因
に
沿
う
事
実
を
認
定
し
た
の
に
対
し
て
被
告
人
の
み
が
控
訴
し
た
と
こ
ろ
、

本
位
的
訴
因
を
認
め
な
か
っ
た
無
罪
部
分
に
職
権
調
査
が
許
さ
れ
る
か
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
が
、「
予
備
的
訴
因
に
沿
う
事
実

を
認
定
し
た
第
一
審
判
決
に
対
し
被
告
人
の
み
が
控
訴
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
検
察
官
が
本
位
的
訴
因
の
訴
訟
追
行
を
断
念
し
て
、
本
位

的
訴
因
が
当
事
者
間
の
攻
撃
防
御
の
対
象
か
ら
外
れ
た
と
み
る
余
地
は
な
い
。」
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
の
結
論
を
多
く
の
学
説
は
支
持

し
て
い
る
が
、
そ
の
代
表
的
見
解
は
、
検
察
官
が
本
位
的
訴
因
の
成
立
を
否
定
し
た
原
判
決
に
対
し
上
訴
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
予
備
的
訴
因
の
認
定
を
通
じ
て
で
も
想
定
し
た
事
実
が
処
罰
さ
れ
た
か
ら
で
、
検
察
官
が
上
訴
し
な
い
こ
と
は
、
訴
因
主
張
の
優
先
順

位
を
放
棄
し
た
に
と
ど
ま
り
、
本
位
的
訴
因
に
つ
い
て
確
定
的
に
処
罰
要
求
を
放
棄
し
た
と
は
い
え
な
い
（
41
）

こ
と
を
理
由
と
し
て
支
持
し
て
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い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
検
察
官
が
控
訴
を
申
立
て
な
か
っ
た
以
上
、
本
位
的
訴
因
の
訴
訟
追
行
を
放
棄
し
た
と
み
な
せ
る
と
し
て
同
理

論
の
適
用
を
肯
定
す
る
見
解
（
42
）

も
あ
る
。
そ
の
論
拠
は
、
現
行
法
が
控
訴
審
に
採
用
し
た
事
後
審
は
、
審
査
範
囲
を
原
則
と
し
て
申
立
人
の

主
張
し
た
点
に
限
定
す
る
当
事
者
主
義
訴
訟
構
造
に
適
合
し
た
形
態
で
あ
る
（
43
）

と
の
理
解
を
前
提
に
、
検
察
官
が
主
張
を
放
棄
し
た
事
実
に

つ
い
て
裁
判
所
が
有
罪
の
認
定
を
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
控
訴
審
に
お
け
る
当
事
者
主
義
の
表
現
と
し
て
の
事
後
審
制
か
ら
攻
防
対
象

論
を
根
拠
付
け
て
（
44
）

、
検
察
官
が
本
位
的
訴
因
に
つ
い
て
控
訴
し
な
い
こ
と
か
ら
訴
追
意
思
が
放
棄
さ
れ
た
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
思

う
に
、
両
者
は
、
検
察
官
が
、
本
位
的
訴
因
（
無
罪
部
分
）
に
つ
い
て
控
訴
し
な
か
っ
た
こ
と
を
訴
追
意
思
の
放
棄
と
評
価
で
き
る
か
の

点
で
相
違
し
、
後
者
は
検
察
官
の
犯
罪
事
実
の
主
張
で
あ
る
訴
因
ご
と
に
訴
追
意
思
を
検
討
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
訴
因
の

予
備
的
・
択
一
的
記
載
制
度
に
遡
っ
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
（
45
）

。
同
制
度
の
趣
旨
は
、
検
察
官
が
捜
査
で
収
集
し
た
証
拠
に
よ
っ
て
も
、
被

告
人
の
行
っ
た
犯
罪
事
実
が
い
か
な
る
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
確
定
的
な
心
証
を
形
成
で
き
な
い
場
合
な
ど
に
、
一
個
の
犯

罪
事
実
を
数
個
の
訴
因
に
構
成
し
て
、
そ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
の
認
定
で
よ
い
と
す
る
訴
追
方
式
を
認
め
て
、
検
察
官
と
裁
判
所
と
の
判

断
の
齟
齬
か
ら
本
来
有
罪
の
被
告
人
が
無
罪
と
な
る
不
都
合
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
る
（
46
）

。
と
す
る
な
ら
ば
、
検
察
官
の
訴
追
意
思
に
つ
い
て

は
、
い
ず
れ
か
の
訴
因
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
特
段
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
そ
れ
を
も
っ
て
満
足
す
る
主
張
と
理
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

り
、
有
罪
と
認
め
ら
れ
た
訴
因
に
不
服
が
申
し
立
て
ら
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
訴
因
と
と
も
に
、
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
訴
因
の
主
張
を
も

維
持
し
て
い
る
と
み
な
す
の
が
合
理
的
で
あ
る
（
47
）

と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
類
型
に
対
し
て
は
同
理
論
の
適
用
は
否
定
す
べ
き
で

あ
る
。

⑵　

両
立
す
る
類
型

本
位
的
訴
因
と
予
備
的
訴
因
を
構
成
す
る
事
実
が
両
立
す
る
吸
収
関
係
と
包
摂
関
係
に
つ
い
て
、
後
者
の
訴
因
が
認
定
さ
れ
る
場
合
は
、
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訴
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け
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権
調
査
（
関
）

（
六
四
九
）

大
の
犯
罪
事
実
で
構
成
さ
れ
た
訴
因
が
含
ん
で
い
る
訴
因
を
認
定
す
る
縮
小
認
定
と
同
様
に
評
価
で
き
る
の
で
、
以
下
で
は
起
訴
さ
れ
た

訴
因
を
構
成
す
る
犯
罪
事
実
に
大
小
関
係
が
あ
る
場
合
と
共
通
に
検
討
し
よ
う
。

①　

両
訴
因
の
事
実
が
吸
収
関
係
に
あ
る
場
合
は
、（
ⅰ
）
殺
人
罪
の
予
備
・
未
遂
・
既
遂
、（
ⅱ
）
収
賄
罪
に
お
け
る
賄
賂
の
要
求
・

約
束
・
収
受
、（
ⅲ
）
公
職
選
挙
法
上
の
金
銭
等
の
交
付
罪
・
供
与
罪
な
ど
の
発
展
犯
の
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
問
題
と
な
る
各
行

為
が
外
形
上
複
数
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
結
果
を
発
生
さ
せ
て
い
る
が
、
軽
い
罪
の
法
益
侵
害
＝
違
法
性
が
軽
微
で
あ
る
た
め
包
括
し

て
重
い
罪
一
罪
で
処
断
す
る
包
括
的
一
罪
に
属
す
る
（
48
）

。
こ
の
包
括
的
一
罪
で
は
、
数
個
の
犯
罪
結
果
に
つ
い
て
の
事
実
が
そ
れ
ぞ
れ
構
成

要
件
に
該
当
し
独
立
し
た
訴
因
を
構
成
で
き
る
の
で
、
第
一
審
が
本
位
的
訴
因
を
排
斥
し
て
予
備
的
訴
因
で
有
罪
と
し
被
告
人
の
み
が
控

訴
し
た
場
合
に
は
、
前
者
の
無
罪
部
分
に
つ
い
て
攻
防
対
象
論
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
場
合
は
、
第
一
審
が
重
い
犯

罪
事
実
を
認
定
せ
ず
に
軽
い
犯
罪
事
実
を
認
定
し
た
場
合
に
あ
た
り
、
各
々
の
事
実
が
構
成
要
件
に
該
当
し
独
立
性
・
可
分
性
を
有
す
る

訴
因
を
構
成
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
検
察
官
が
前
者
の
無
罪
と
さ
れ
た
訴
因
に
つ
い
て
控
訴
し
な
か
っ
た
以
上
、
第
一
審
の
認
定
事
実

と
量
刑
判
断
を
是
認
し
訴
追
意
思
を
放
棄
し
た
と
評
価
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

②　

検
察
官
が
起
訴
し
た
犯
罪
事
実
と
第
一
審
が
認
定
し
た
犯
罪
事
実
が
包
摂
関
係
に
あ
る
場
合
を
検
討
し
よ
う
。

（
ⅰ
）　

学
説
の
検
討

こ
の
類
型
で
は
、
第
一
審
が
殺
人
の
訴
因
に
対
し
て
傷
害
致
死
、
強
盗
の
訴
因
に
対
し
て
恐
喝
や
窃
盗
、
暴
行
を
認
定
し
た
場
合
等
に

つ
い
て
同
理
論
の
適
用
が
問
題
と
な
り
、
①
各
々
の
犯
罪
事
実
が
独
立
し
た
訴
因
を
構
成
し
判
決
に
無
罪
部
分
が
存
在
す
る
か
、
②
検
察

官
の
不
控
訴
が
無
罪
部
分
に
対
す
る
訴
追
意
思
の
放
棄
と
評
価
で
き
る
か
が
問
題
と
な
る
。
適
用
を
肯
定
す
る
見
解
は
、
例
え
ば
、
殺
人

の
訴
因
に
つ
き
第
一
審
が
傷
害
致
死
を
認
定
し
被
告
人
の
み
が
控
訴
し
た
と
い
う
縮
小
認
定
の
ケ
ー
ス
で
は
、
控
訴
審
は
改
め
て
職
権
調
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査
を
行
っ
て
大
の
部
分
で
あ
る
事
実
を
認
定
で
き
な
い
と
す
る
（
49
）

。
そ
の
論
拠
は
、
両
者
の
犯
罪
事
実
は
量
的
に
大
小
関
係
に
あ
り
各
々
が

独
立
し
た
訴
因
を
構
成
で
き
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
①
大
の
部
分
に
つ
い
て
無
罪
判
断
が
あ
る
も
の
と
し
て
例
外
に

準
じ
て
扱
え
る
余
地
が
あ
る
（
50
）

こ
と
、
②
検
察
官
が
、
違
法
性
・
責
任
の
程
度
に
差
が
あ
り
量
刑
も
異
な
る
と
予
想
さ
れ
る
犯
罪
事
実
に
つ

い
て
控
訴
し
な
か
っ
た
以
上
、
無
罪
部
分
に
対
す
る
処
罰
意
思
を
放
棄
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
（
51
）

等
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
包

摂
関
係
で
は
、
一
方
の
構
成
要
件
が
他
方
を
包
摂
す
る
法
条
競
合
の
関
係
に
あ
り
犯
罪
事
実
は
一
つ
で
非
両
立
の
関
係
に
あ
る
と
み
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
（
52
）

、
ま
た
、（
殺
人
罪
と
傷
害
致
死
罪
の
例
で
）
殺
意
が
認
定
で
き
な
い
場
合
に
は
、
単
純
一
罪
の
一
部
の
認
定
し
か
で

き
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
独
立
し
た
無
罪
部
分
は
な
い
と
し
て
、
そ
の
適
用
を
否
定
す
る
見
解
（
53
）

も
あ
る
。

検
討
を
す
る
と
、
後
者
の
見
解
は
、
包
摂
関
係
は
法
条
競
合
の
一
類
型
に
あ
た
り
犯
罪
事
実
は
一
つ
で
あ
る
と
の
理
解
を
基
本
に
し
て

い
る
。
確
か
に
、
こ
の
理
解
に
よ
る
な
ら
ば
無
罪
部
分
に
独
立
性
・
可
分
性
は
認
め
ら
な
い
。
し
か
し
、
法
条
競
合
に
よ
る
一
罪
性
は
、

一
個
の
刑
罰
法
規
が
一
回
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
単
純
一
罪
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
こ
で
は
一
般
の
単
純
一
罪

の
場
合
と
同
じ
く
複
数
の
行
為
が
存
在
す
る
場
合
が
あ
る
（
54
）

。
と
す
る
な
ら
ば
、
法
条
競
合
は
あ
る
事
実
が
複
数
の
構
成
要
件
に
該
当
し
法

規
相
互
の
論
理
的
な
関
係
に
よ
り
一
方
の
適
用
が
優
先
さ
れ
る
の
に
す
ぎ
ず
、
法
規
が
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
罪
に
も
構
成
要
件
に
該
当
す

る
事
実
は
存
在
し
独
立
の
訴
因
を
構
成
で
き
る
（
55
）

の
で
両
立
性
は
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
理
論
の
適
用
要
件
と
関
連
す
る
一
部
起
訴
と
の

関
係
で
は
、
例
え
ば
強
盗
を
恐
喝
、
殺
人
を
傷
害
致
死
、
共
同
正
犯
を
幇
助
犯
と
し
て
起
訴
す
る
場
合
は
、
暴
行
・
脅
迫
の
程
度
、
殺
意

と
傷
害
の
故
意
、
共
同
正
犯
と
幇
助
犯
と
は
、
そ
の
量
に
お
い
て
流
動
的
な
も
の
で
軽
い
訴
因
を
形
成
し
う
る
事
実
が
段
階
的
に
存
在
す

る
（
56
）

と
い
え
る
の
で
、
そ
れ
ら
は
各
々
独
立
の
訴
因
を
形
成
で
き
る
。
更
に
、
こ
の
縮
小
認
定
の
ケ
ー
ス
で
は
、
小
の
犯
罪
事
実
を
構
成
す

る
訴
因
に
つ
い
て
有
罪
と
さ
れ
れ
ば
あ
え
て
大
の
犯
罪
事
実
で
構
成
さ
れ
る
訴
因
に
つ
い
て
処
罰
を
認
め
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
検
察
官
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控
訴
審
に
お
け
る
職
権
調
査
（
関
）

（
六
五
一
）

の
訴
追
意
思
を
一
般
的
に
認
定
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
包
摂
・
大
小
関
係
に
あ
る
類
型
に
対
し
て
は
、
同
理
論
の
適
用
を
認
め
る
べ
き

と
い
え
よ
う
。

（
ⅱ
）　

裁
判
例
の
検
討

単
純
一
罪
に
つ
い
て
本
位
的
訴
因
と
予
備
的
訴
因
の
犯
罪
事
実
が
両
立
す
る
事
案
を
判
断
し
た
裁
判
例
は
多
く
は
な
い
が
、
基
本
的
な

も
の
を
概
観
し
よ
う
。

①　

福
岡
高
裁
平
成
二
〇
年
四
月
二
二
日
判
決
（
公
刊
物
未
登
載
、
季
刊
刑
事
弁
護
第
五
六
号
一
八
五
頁
以
下
収
録
）

（
事
案
）　

検
察
官
は
、
被
告
人
を
殺
人
の
共
同
正
犯
（
事
前
共
謀
及
び
実
行
共
同
）
と
し
て
起
訴
し
た
。
第
一
審
は
、
被
告
人
と
共
犯
者

Ａ
に
よ
る
殺
人
の
事
前
共
謀
は
犯
行
の
直
前
に
解
消
さ
れ
、
Ａ
が
単
独
で
実
行
し
た
と
し
て
共
同
正
犯
を
否
定
し
た
。
そ
の
上
で
訴
因
変

更
手
続
を
経
ず
に
、
被
告
人
は
Ａ
の
犯
行
の
前
後
を
通
じ
て
事
後
処
理
に
協
力
意
思
を
有
し
て
お
り
、
Ａ
も
そ
れ
を
期
待
し
て
い
た
か
ら

犯
行
を
心
理
的
に
容
易
に
し
た
と
し
て
殺
人
の
幇
助
犯
で
有
罪
を
言
渡
し
た
。
被
告
人
は
控
訴
し
た
が
、
控
訴
審
で
は
第
一
審
で
否
定
さ

れ
た
共
同
正
犯
の
事
実
を
職
権
調
査
で
き
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

（
判
旨
）　
「
殺
人
の
共
同
正
犯
の
訴
因
と
一
審
の
裁
判
所
が
認
定
し
た
殺
人
の
幇
助
の
訴
因
と
は
大
小
の
関
係
に
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る

縮
小
認
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
一
審
判
決
で
は
大
の
部
分
に
当
た
る
殺
人
の
共
同
正
犯
の
訴
因
に
つ
い
て
は
無
罪
判
断
が
あ
る
も

の
と
し
て
扱
う
の
が
相
当
で
あ
り
、
こ
の
一
審
判
決
に
対
す
る
検
察
官
の
申
立
て
が
な
い
以
上
、
そ
の
無
罪
部
分
に
つ
い
て
、
控
訴
審
で

あ
る
裁
判
所
は
、
職
権
に
よ
る
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。」
と
し
て
、
無
罪
部
分
で
あ
る
共
同
正
犯
の
事
実
は
攻
防
対
象
か
ら
外

れ
る
と
し
た
。

四
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
五
二
）

②　

最
高
裁
第
一
小
法
廷
平
成
二
五
年
三
月
五
日
決
定
（
刑
集
六
七
巻
三
号
二
六
七
頁
）

（
事
案
）　

検
察
官
は
、
被
告
人
を
、「
Ａ
と
共
謀
の
上
、
平
成
二
二
年
五
月
八
日
、
新
潟
県
Ｍ
市
内
の
甲
組
事
務
所
二
階
に
お
い
て
、

賭
博
場
を
開
帳
し
、
賭
客
ら
を
し
て
、
金
銭
を
賭
け
て
麻
雀
賭
博
を
さ
せ
、
同
人
ら
か
ら
寺
銭
と
し
て
金
銭
を
徴
収
し
、
も
っ
て
賭
博
場

を
開
帳
し
て
利
益
を
図
っ
た
」
と
い
う
賭
博
開
帳
図
利
罪
の
共
同
正
犯
の
訴
因
で
起
訴
し
た
。
第
一
審
で
は
、
新
た
に
「
同
日
、
同
場
所

に
お
い
て
、
…
…
Ａ
が
同
所
を
麻
雀
賭
博
場
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
容
認
し
同
人
の
犯
行
を
容
易
に
さ
せ
て
幇
助
し
た
」
と
い
う
同
罪

幇
助
の
予
備
的
訴
因
が
追
加
さ
れ
た
。
第
一
審
は
、
本
位
的
訴
因
で
あ
る
同
罪
の
共
同
正
犯
の
成
立
を
否
定
し
て
、
予
備
的
訴
因
で
あ
る

幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
た
。
こ
れ
に
対
し
、
被
告
人
の
み
が
控
訴
し
た
が
、
裁
判
所
は
職
権
調
査
に
よ
り
判
決
を
破
棄
し
て
本
位
的
訴
因

の
共
同
正
犯
で
有
罪
と
し
た
。
被
告
人
は
、
検
察
官
が
本
位
的
訴
因
に
つ
い
て
控
訴
し
な
か
っ
た
時
点
で
攻
防
対
象
論
が
適
用
さ
れ
職
権

調
査
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
等
を
理
由
に
上
告
し
た
。

（
判
旨
）　

控
訴
審
が
行
っ
た
職
権
調
査
の
当
否
に
つ
い
て
、
職
権
で
以
下
の
判
断
を
し
た
。

「
第
一
審
判
決
の
理
由
中
で
、
本
位
的
訴
因
と
さ
れ
た
賭
博
開
帳
図
利
の
共
同
正
犯
は
認
定
で
き
な
い
が
、
予
備
的
訴
因
と
さ
れ
た
賭

博
開
帳
図
利
の
幇
助
犯
は
認
定
で
き
る
と
い
う
判
断
が
示
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
判
決
に
対
し
て
検
察
官
が
控
訴
の
申
立
て
を
し

な
か
っ
た
場
合
に
は
、
検
察
官
は
、
そ
の
時
点
で
本
位
的
訴
因
で
あ
る
共
同
正
犯
の
訴
因
に
つ
き
訴
訟
追
行
を
断
念
し
た
と
み
る
べ
き
で

あ
っ
て
、
本
位
的
訴
因
は
、
原
審
当
時
既
に
当
事
者
間
に
お
い
て
攻
防
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」

﹇
検
討
﹈　

本
位
的
訴
因
を
共
同
正
犯
、
予
備
的
訴
因
を
幇
助
犯
と
し
て
起
訴
し
た
場
合
に
、
第
一
審
が
後
者
で
有
罪
と
し
た
の
に
対
し

て
、
被
告
人
の
み
が
控
訴
し
た
と
き
に
攻
防
対
象
論
が
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
は
結
論
が
分
か
れ
て
い
た
。

例
え
ば
、
①
の
判
決
は
、
殺
人
の
共
同
正
犯
と
幇
助
の
訴
因
と
は
大
小
関
係
に
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
縮
小
認
定
で
あ
る
こ
と
、
大
の
部
分
に

四
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控
訴
審
に
お
け
る
職
権
調
査
（
関
）

（
六
五
三
）

当
た
る
殺
人
の
共
同
正
犯
の
訴
因
に
つ
い
て
は
無
罪
判
断
が
あ
る
と
し
て
扱
う
の
が
相
当
で
あ
る
こ
と
、
検
察
官
が
控
訴
し
て
い
な
い
こ

と
等
を
挙
げ
て
そ
の
適
用
を
肯
定
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
②
の
最
高
裁
決
定
の
事
案
の
控
訴
審
判
決
（
東
京
高
裁
平
成
二
四
年
二
月
二
二
日
判
決
刑
集
六
七
巻
三
号
三
一
〇
頁
）
は
、

正
し
い
裁
判
の
確
保
と
い
う
控
訴
審
の
役
割
に
配
慮
し
て
適
用
を
否
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
高
等
裁
判
所
の
裁
判
例

が
分
か
れ
る
中
で
、
最
高
裁
が
単
純
一
罪
に
お
け
る
縮
小
認
定
の
事
案
に
同
理
論
の
適
用
を
認
め
た
実
務
上
の
意
義
は
大
き
い
。
し
か
し
、

そ
こ
で
は
適
用
の
理
由
を
明
示
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
を
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
点
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
同
理
論
の

適
用
要
件
は
、
①
判
決
の
無
罪
部
分
が
有
罪
部
分
に
対
し
て
独
立
性
・
可
分
性
が
あ
る
こ
と
、
②
無
罪
部
分
に
対
す
る
検
察
官
の
不
控
訴

が
訴
追
意
思
の
放
棄
と
解
し
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
検
討
す
る
と
、
同
事
案
で
は
、
本
位
的
訴
因
の
共
同
正
犯
と
予
備
的
訴
因

の
幇
助
犯
の
犯
罪
事
実
は
、
被
告
人
が
Ａ
に
賭
博
場
を
提
供
し
、
Ａ
が
そ
れ
を
利
用
し
た
と
い
う
事
実
面
で
共
通
す
る
（
57
）

が
、
被
告
人
の
行

為
が
幇
助
か
ら
更
に
進
ん
で
正
犯
と
し
て
寄
与
す
る
程
度
に
達
す
る
と
共
同
正
犯
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
な
ど
流
動
的
な
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
事
実
が
段
階
的
に
存
在
し
て
い
て
、
幇
助
犯
と
共
同
正
犯
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
犯
罪
事
実
が
重
な
り
合
っ

て
お
り
、
各
々
の
事
実
が
独
立
性
の
あ
る
訴
因
を
構
成
で
き
る
こ
と
か
ら
両
者
は
両
立
す
る
場
合
と
し
て
包
摂
・
大
小
関
係
に
あ
る
（
58
）

。

次
に
、
こ
の
よ
う
に
包
摂
・
大
小
関
係
に
あ
る
犯
罪
事
実
の
う
ち
第
一
審
判
決
が
予
備
的
訴
因
で
有
罪
を
認
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
判

断
が
本
位
的
訴
因
に
つ
い
て
の
無
罪
部
分
を
含
む
と
い
え
る
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
、「
単
純
一
罪
の
一
部
が
認
定
で
き
な
い
こ
と

を
意
味
す
る
に
す
ぎ
ず
、
独
立
し
た
無
罪
部
分
は
な
い
（
59
）

。」
と
の
指
摘
も
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
本
件
の
両
訴
因
は
、
訴
因

と
し
て
独
立
性
・
可
分
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
単
純
一
罪
の
一
部
認
定
（
一
部
認
定
落
ち
）
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、「
単
純
一

罪
の
事
案
に
関
す
る
本
位
的
訴
因
を
排
斥
し
て
予
備
的
訴
因
を
認
定
す
る
際
に
も
、
…
…
判
決
の
理
由
中
で
排
斥
す
る
理
由
が
実
質
的
に
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
五
四
）

表
示
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
結
論
と
し
て
無
罪
判
断
が
な
い
と
い
う
点
は
、
攻
防
対
象
論
の
適
用
を
否
定
す
る
合
理
的
な
根
拠
に
な
ら
な

い
（
60
）

。」
こ
と
か
ら
、
無
罪
判
断
が
あ
る
場
合
に
準
じ
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
更
に
、
検
察
官
が
、
本
位
的
訴
因
に
対
す
る

訴
追
意
思
を
放
棄
し
た
と
解
せ
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
幇
助
犯
と
共
同
正
犯
の
犯
罪
事
実
は
各
々
が
構
成
要
件
に
該
当
し
独
立
し
た
訴

因
を
形
成
で
き
る
の
で
、
そ
れ
は
同
理
論
の
適
用
と
関
連
す
る
一
部
起
訴
が
許
容
さ
れ
る
場
合
に
あ
た
る
。
と
す
る
と
、
予
備
的
訴
因
を

構
成
す
る
幇
助
犯
は
刑
の
必
要
的
減
軽
事
由
と
さ
れ
て
お
り
共
同
正
犯
と
異
な
る
量
刑
判
断
が
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

検
察
官
が
本
位
的
訴
因
に
つ
い
て
の
無
罪
部
分
に
対
し
控
訴
し
な
か
っ
た
こ
と
は
訴
追
意
思
を
放
棄
し
た
と
解
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
上
記
最
高
裁
決
定
が
、
攻
防
対
象
の
適
用
を
肯
定
し
た
こ
と
は
支
持
で
き
よ
う
。

⑶　

同
一
構
成
要
件
内
の
事
実
の
縮
小
認
定

（
ⅰ
）　

こ
れ
ま
で
単
純
一
罪
に
つ
い
て
、
本
位
的
訴
因
と
予
備
的
訴
因
を
構
成
す
る
犯
罪
事
実
が
両
立
す
る
事
案
と
起
訴
時
の
訴
因
が

維
持
さ
れ
予
備
的
訴
因
が
構
成
さ
れ
な
い
ま
ま
同
一
構
成
要
件
内
の
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
縮
小
認
定
が
な
さ
れ
た
（
一
部
認
定
落
ち
が
あ
っ

た
）
事
案
と
は
、
同
じ
く
攻
防
対
象
論
の
適
用
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
大
阪
高
裁
昭
和
五
八
年
一
二
月
二
二
日
判
決

（
刑
月
一
五
巻
一
一
＝
一
二
号
一
二
一
〇
頁
）
は
、
法
人
税
法
違
反
事
件
で
原
判
決
が
被
告
人
に
有
利
に
総
所
得
金
額
及
び
逋
脱
税
額
を
誤
っ

て
認
定
し
た
が
、
検
察
官
が
控
訴
審
に
お
い
て
そ
の
誤
り
を
争
わ
な
か
っ
た
事
案
に
つ
い
て
、
同
理
論
を
基
礎
付
け
る
当
事
者
主
義
、
検

察
官
の
訴
追
意
思
の
放
棄
、
職
権
調
査
権
の
被
告
人
に
対
す
る
後
見
性
を
挙
げ
て
、
原
判
決
の
認
定
を
超
え
て
被
告
人
に
不
利
益
な
事
実

を
職
権
調
査
し
そ
れ
を
破
棄
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
場
合
に
控
訴
審
に
よ
る
被
告
人
に
不
利
益
な
事
実

認
定
を
限
界
付
け
る
理
由
は
、
同
理
論
の
理
論
的
基
礎
と
重
な
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
同
一
構
成
要
件
内
の
事
実
に
対
す
る
縮
小
認

定
、
つ
ま
り
一
部
認
定
落
ち
の
事
案
に
は
、
同
理
論
は
適
用
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
61
）

。
同
理
論
は
、
検
察
官
の
専
権
で
あ
る
訴
因

四
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控
訴
審
に
お
け
る
職
権
調
査
（
関
）

（
六
五
五
）

設
定
権
を
前
提
に
、
検
察
官
が
独
立
し
た
訴
因
を
構
成
す
る
無
罪
部
分
を
あ
え
て
控
訴
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
攻
防
の
対
象
か
ら
外
れ
る
と

し
て
、
訴
因
を
基
準
に
控
訴
審
の
審
判
対
象
を
限
定
し
職
権
調
査
の
範
囲
を
限
定
す
る
理
論
で
あ
る
（
62
）

。
と
す
る
と
、
同
一
訴
因
中
の
事
実

の
縮
小
認
定
は
、
検
察
官
が
処
罰
対
象
を
明
示
し
た
訴
因
の
枠
内
に
お
け
る
量
的
問
題
に
す
ぎ
ず
、
一
部
認
定
落
ち
し
た
部
分
に
訴
因
と

し
て
の
独
立
性
・
可
分
性
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
適
用
要
件
を
欠
く
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
実
務
が
採
用
す
る
訴
因
構
成
事
実
の
記
載
は

訴
追
対
象
事
実
と
他
の
事
実
を
識
別
で
き
る
程
度
で
足
り
る
と
す
る
識
別
説
（
63
）

の
観
点
か
ら
の
検
討
に
よ
っ
て
も
職
権
調
査
が
許
さ
れ
る
と

い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
縮
小
認
定
の
事
案
で
は
、
識
別
説
で
要
求
さ
れ
る
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
の
中
核
と
な
る
構
成
要
件
的
評
価
と
、

訴
追
対
象
事
実
を
限
定
す
る
要
素
と
な
る
犯
罪
行
為
の
態
様
又
は
結
果
の
記
載
（
64
）

に
は
変
化
は
な
く
、
検
察
官
の
訴
追
意
思
の
同
一
性
は
維

持
さ
れ
て
い
る
の
で
職
権
調
査
が
許
さ
れ
る
（
65
）

か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
は
、
同
理
論
の
適
用
で
は
な
く
刑
訴
法
三
九
二
条
二
項

の
職
権
調
査
権
自
体
の
解
釈
問
題
と
し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

（
ⅱ
）　

下
級
審
の
裁
判
例
に
は
、
攻
防
対
象
論
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
せ
ず
に
、
第
一
審
が
縮
小
認
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
職
権
調

査
に
よ
っ
て
被
告
人
に
不
利
益
な
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
判
断
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
判
断
枠
組
に
つ
い
て
は
検
討

の
必
要
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
代
表
的
な
裁
判
例
と
し
て
、
東
京
高
裁
平
成
一
五
年
一
〇
月
一
六
日
判
決
（
高
刑
集
五
六
巻
四
号

一
頁
）
が
あ
る
（
66
）

。
そ
の
事
案
は
、
被
告
人
は
実
妹
に
暴
行
を
加
え
傷
害
を
負
わ
せ
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
が
、
第
一
審
は
公
訴
事
実
中
の

暴
行
行
為
の
一
部
及
び
傷
害
結
果
の
一
部
を
除
外
し
縮
小
認
定
し
て
有
罪
を
言
渡
し
た
。
こ
れ
に
対
し
被
告
人
の
み
が
控
訴
し
た
が
、
控

訴
審
は
原
判
決
を
破
棄
し
当
初
の
公
訴
事
実
ど
お
り
認
定
し
た
。
そ
こ
で
は
、
職
権
調
査
の
許
否
に
つ
い
て
以
下
の
判
断
を
し
た
。
本
件

で
は
、

「
①
単
純
一
罪
で
あ
る
傷
害
罪
に
つ
き
、
原
判
決
が
公
訴
事
実
の
一
部
を
除
外
し
て
縮
小
認
定
し
た
の
に
対
し
、
当
裁
判
所
は
公
訴
事

四
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月
）

（
六
五
六
）

実
と
同
旨
の
事
実
を
認
定
で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

②
暴
行
の
態
様
と
傷
害
の
結
果
は
ま
さ
し
く
不
可
分
で
あ
っ
て
、
原
判
決
が
認
定
し
た
暴
行
の
み
で
は
原
判
決
が
認
定
し
た
傷
害
の
結

果
の
多
く
を
説
明
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
（
…
…
）、
公
訴
事
実
の
と
お
り
暴
行
を
認
定
す
れ
ば
原
判
決
が
認
定
か
ら
除
外
し
た
傷
害
の

事
実
も
当
然
に
認
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

③
原
判
決
に
よ
る
、
傷
害
の
結
果
に
つ
い
て
の
縮
小
認
定
は
、
傷
病
名
や
要
加
療
日
数
の
事
実
摘
示
の
表
現
に
も
反
映
し
な
い
程
度
の

も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
原
判
決
の
よ
う
に
縮
小
認
定
す
れ
ば
、
要
加
療
日
数
を
正
確
に
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。
…
…

④
検
察
官
と
し
て
は
、
…
…
そ
の
犯
罪
事
実
の
認
定
や
量
刑
に
若
干
の
不
満
を
覚
え
た
と
し
て
も
、
こ
の
判
決
が
そ
の
ま
ま
確
定
す
る

の
で
あ
れ
ば
構
わ
な
い
と
判
断
し
て
、
控
訴
の
申
立
て
に
は
及
ば
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
…
…
。

⑤
検
察
官
は
、
公
訴
事
実
の
と
お
り
事
実
を
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
て
、
職
権
調
査
を
促
し
て
お
り
、
当
裁
判
所
の
上
記
の
よ

う
な
判
断
も
被
告
人
に
と
っ
て
不
意
打
ち
に
は
な
ら
な
い
。」
と
し
て
、
職
権
調
査
が
許
さ
れ
る
と
し
た
。

こ
の
判
断
が
示
し
た
①
な
い
し
⑤
を
検
討
す
る
と
、
縮
小
認
定
の
事
案
の
職
権
調
査
の
許
否
の
判
断
要
素
と
し
て
、
検
察
官
が
起
訴
し

た
公
訴
事
実
と
同
一
な
い
し
同
程
度
の
態
様
の
事
実
認
定
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
検
察
官
の
訴
追
意
思
が
及
ん
で
い
る
訴
因
の
範
囲

内
で
の
認
定
で
あ
る
の
で
攻
防
対
象
論
の
適
用
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
職
権
調
査
の
許
否
に

つ
い
て
、
検
察
官
意
思
の
放
棄
が
認
め
ら
れ
る
等
を
理
由
に
原
則
と
し
て
否
定
説
に
立
ち
、「（
ア
）
不
控
訴
か
ら
窺
え
る
検
察
官
の
処
罰

意
思
の
放
棄
の
有
無
及
び
そ
の
不
控
訴
の
判
断
の
相
当
性
、（
イ
）
第
一
審
判
決
の
事
実
認
定
を
前
提
と
し
た
場
合
、
控
訴
趣
意
に
適
切

に
答
え
ら
れ
な
く
な
る
よ
う
な
矛
盾
の
存
在
・
程
度
（
控
訴
審
が
第
一
審
の
事
実
誤
認
を
指
摘
す
る
必
要
性
の
程
度
）、（
ウ
）
被
告
人
に
対
す
る

上
訴
権
行
使
の
萎
縮
的
効
果
の
有
無
・
程
度
、（
エ
）
被
告
人
側
へ
の
不
意
打
ち
防
止
策
の
実
施
状
況
、（
オ
）
訴
訟
経
過
に
鑑
み
て
被
告

四
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控
訴
審
に
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け
る
職
権
調
査
（
関
）

（
六
五
七
）

人
に
酷
と
い
え
る
か
否
か
、（
カ
）
事
後
審
と
し
て
の
控
訴
審
の
在
り
方
、
控
訴
審
の
役
割
」
な
ど
の
縮
小
認
定
が
な
さ
れ
た
事
案
の
具

体
的
な
諸
事
情
や
控
訴
審
の
性
質
と
役
割
等
を
総
合
的
に
判
断
し
て
肯
定
説
を
採
用
す
る
場
合
を
認
め
る
見
解
（
67
）

も
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の

見
解
が
事
案
の
諸
要
素
を
総
合
し
て
職
権
調
査
の
許
否
を
判
断
す
る
と
す
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
控
訴
審
は
当

事
者
主
義
を
基
本
と
し
事
後
審
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
の
で
同
理
論
の
考
え
方
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
区
別
し
て
検
察
官
の

訴
追
意
思
や
控
訴
審
に
期
待
さ
れ
た
正
し
い
裁
判
の
確
保
と
い
う
役
割
の
実
現
に
配
慮
し
て
、
同
理
論
の
適
用
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、

職
権
調
査
権
自
体
の
限
界
の
問
題
と
し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
当
事
者
主
義
と
被
告
人
に
対
す
る
防
御
権
の
保
障
の
観
点
か

ら
職
権
調
査
権
の
行
使
を
例
外
と
位
置
付
け
た
上
で
、
控
訴
審
の
争
点
と
、
そ
の
調
査
に
付
随
し
、
か
つ
併
存
し
て
な
さ
れ
る
範
囲
と
い

う
基
準
に
よ
っ
て
そ
の
許
否
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
（
68
）

。
こ
の
限
度
で
あ
れ
ば
控
訴
趣
意
書
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
問
題
を
契
機
と
す
る
の

で
当
事
者
主
義
の
理
念
に
合
致
し
、
被
告
人
の
防
御
権
も
保
障
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
基
準
と
も
関
連
し
て
、
職
権
調
査
の

許
否
は
判
決
で
認
定
か
ら
除
外
さ
れ
た
事
実
に
つ
い
て
の
検
察
官
の
不
控
訴
が
量
刑
上
妥
当
と
し
て
一
応
承
認
し
た
に
す
ぎ
ず
訴
追
意
思

は
維
持
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
か
等
を
検
討
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
更
に
、
そ
の
際
に
は
、
判
決
の
事
実
認
定
に
控
訴
趣
意
に
適

切
に
答
え
ら
れ
な
く
な
る
よ
う
な
大
き
な
問
題
が
あ
る
場
合
等
で
は
、
職
権
調
査
を
認
め
る
余
地
が
大
き
く
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
正
し
い
裁
判
の
確
保
と
い
う
控
訴
審
に
期
待
さ
れ
た
役
割
を
果
た
す
必
要
が
大
き
い
こ
と
か
ら
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
あ
っ
て

も
職
権
主
義
が
機
能
す
る
余
地
を
認
め
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
（
69
）

。

以
上
を
前
提
と
し
て
、
縮
小
認
定
の
事
案
（
一
部
認
定
落
ち
が
あ
っ
た
事
案
）
で
は
、
そ
の
事
案
の
具
体
的
な
諸
事
情
を
総
合
的
に
考
慮

し
て
職
権
調
査
の
許
否
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
裁
判
例
の
集
積
を
待
っ
て
縮
小
認
定
の
事
案
に
対
す
る

職
権
調
査
の
許
さ
れ
る
類
型
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
べ
き
と
い
え
よ
う
。

四
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五　

結
び
に
代
え
て

近
年
導
入
さ
れ
た
裁
判
員
裁
判
で
は
、「
第
一
審
の
判
断
は
、
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
が
徹
底
し
た
形
で
裁
判
員
と
職
業
裁
判
官
が
協

働
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
な
り
、
そ
こ
で
は
国
民
の
健
全
な
社
会
常
識
を
反
映
し
た
判
断
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
控
訴
審
で
は

第
一
審
の
判
断
の
結
果
を
で
き
る
だ
け
尊
重
し
て
審
理
に
当
る
必
要
が
あ
り
、
控
訴
審
は
事
後
審
で
あ
る
と
い
う
本
来
の
趣
旨
を
運
用
上

よ
り
徹
底
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。」
旨
（
70
）

の
指
摘
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
第
一
審
の
判
決
が
弁
護
人
の
主
張
を
踏
ま
え
た
検
察
官
の
主
張
の

評
価
と
し
て
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
判
断
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
超
え
て
、
独
自
に
『
事
案
の
真
相
は
何
か

を
』
追
求
す
る
と
い
う
姿
勢
を
と
る
べ
き
で
な
い
（
71
）

。」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
裁
判
員
裁
判
で
は
対
象
が
一
定
の

重
大
事
件
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
他
の
第
一
審
が
通
常
裁
判
の
場
合
の
審
理
方
法
に
直
ち
に
及
ぶ
と
は
い
え
な
い
。
し
か

し
、
前
者
に
よ
る
判
決
に
対
す
る
控
訴
審
の
審
査
方
法
の
方
向
性
は
、
徐
々
に
後
者
に
よ
る
判
決
に
対
す
る
審
査
方
法
に
も
影
響
を
与
え

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
に
控
訴
審
の
審
理
に
お
い
て
事
後
審
制
に
徹
し
た
運
用
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
攻
防
対
象

論
の
適
用
範
囲
を
広
げ
る
傾
向
を
一
般
的
に
促
す
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、
攻
防
対
象
論
の
適
用
範
囲
は
、
そ
の
理
論
的
根
拠
と
の
関
係
で
訴
因
を
基
準
に
し
て
検
察
官
が
第
一
審
判

決
の
無
罪
部
分
に
対
し
て
控
訴
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
訴
追
意
思
の
放
棄
を
示
し
た
と
評
価
さ
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ

る
。
こ
れ
を
前
提
に
す
る
と
本
稿
の
結
論
は
、
同
理
論
は
、
各
々
の
犯
罪
事
実
が
独
立
性
と
可
分
性
を
も
っ
て
訴
因
を
構
成
で
き
る
包
括

一
罪
や
科
刑
上
一
罪
の
事
案
に
つ
い
て
そ
の
適
用
が
判
例
上
認
め
ら
れ
た
が
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
単
純
一
罪
の
事
案
で
は
以
下
の
と
お

り
と
な
る
。

四
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控
訴
審
に
お
け
る
職
権
調
査
（
関
）

（
六
五
九
）

①　

本
位
的
訴
因
と
予
備
的
訴
因
の
犯
罪
事
実
が
非
両
立
の
場
合
に
は
、
訴
因
の
予
備
的
記
載
制
度
の
趣
旨
か
ら
同
理
論
の
適
用
を
否

定
す
べ
き
で
あ
る
。

②　

両
訴
因
の
犯
罪
事
実
が
両
立
す
る
関
係
と
し
て
の
吸
収
関
係
・
包
摂
関
係
に
あ
る
場
合
は
、
各
々
の
犯
罪
事
実
が
独
立
し
た
訴
因

を
構
成
で
き
検
察
官
の
無
罪
部
分
に
対
す
る
訴
追
意
思
の
放
棄
が
認
め
ら
れ
る
の
で
同
理
論
の
適
用
を
基
本
的
に
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
類
型
に
属
す
る
事
案
で
あ
っ
て
も
直
ち
に
検
察
官
の
訴
追
意
思
の
放
棄
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
適
用
の
有
無

は
、
あ
く
ま
で
も
当
該
事
案
の
具
体
的
な
事
実
関
係
に
照
ら
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
72
）

。
こ
の
場
合
の
検
察
官
の
訴
追
意
思
の
有
無

の
判
断
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
当
該
訴
因
及
び
公
訴
事
実
と
原
判
断
に
対
し
て
検
察
官
が
控
訴
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
合
理

的
意
思
解
釈
を
し
て
い
く
べ
き
（
73
）

だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
関
連
し
て
同
一
構
成
要
件
内
の
事
実
の
縮
小
認
定
（
一
部
認
定
落
ち
）

の
場
合
は
、
検
察
官
の
訴
追
意
思
は
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
同
理
論
の
適
用
は
否
定
さ
れ
、
そ
れ
と
は
別
の
刑
訴
法
三
九
二
条
二
項
の
職

権
調
査
権
の
行
使
の
限
界
と
い
う
次
元
で
問
題
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

現
在
、
攻
防
対
象
論
の
適
用
に
つ
い
て
判
断
し
た
裁
判
例
は
一
部
の
事
案
の
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
適
用
を
認
め
る
場

合
を
類
型
化
し
適
用
範
囲
の
明
確
化
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
事
案
判
断
の
集
積
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い

て
は
事
案
の
個
別
的
検
討
も
含
め
て
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
他
日
を
期
し
た
い
。

（
1
） 

千
葉
裕
「
控
訴
審
に
お
け
る
当
事
者
主
義
と
職
権
主
義
」『
鴨
良
弼
先
生
古
稀
祝
賀
論
集　

刑
事
裁
判
の
理
論
』
三
六
五
頁
（
日
本
評
論
社
、

一
九
七
九
年
）、
小
野
慶
二
「
控
訴
審
の
審
判
に
お
け
る
当
事
者
主
義
」『
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
四
巻
』
二
六
四
頁
以
下
（
有
斐
閣
、

一
九
八
五
年
）。

四
二
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
六
〇
）

（
2
） 

松
尾
浩
也
『
刑
事
訴
訟
法
（
下
）』
二
二
四
頁
（
有
斐
閣
、
新
版
補
正
第
二
版
、
一
九
九
九
年
）、
田
宮
裕
『
刑
事
訴
訟
法
（
新
版
）』
四
八
〇

頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
）
等
。

（
3
） 
最
判
昭
二
九
年
八
月
二
〇
日
刑
集
八
巻
八
号
一
二
四
九
頁
、
最
第
三
小
判
昭
三
三
年
五
月
二
〇
日
刑
集
一
二
巻
七
号
一
四
一
六
頁
、
最
第
一
小

判
昭
四
二
年
八
月
三
一
日
刑
集
二
一
巻
七
号
八
七
九
頁
等
。

（
4
） 

名
古
屋
高
判
昭
和
三
二
年
一
二
月
二
五
日
（
高
刑
集
一
〇
巻
一
二
号
八
〇
九
頁
）
と
最
第
三
小
決
昭
和
三
六
年
一
二
月
二
六
日
（
裁
判
集

一
四
〇
号
七
〇
五
頁
）
が
代
表
す
る
よ
う
に
、
従
来
は
被
告
人
が
科
刑
上
一
罪
、
包
括
一
罪
の
一
部
で
あ
る
有
罪
部
分
の
み
に
対
し
控
訴
し
て
も
、

無
罪
部
分
を
含
め
て
全
体
が
控
訴
審
移
審
し
職
権
調
査
権
が
及
ぶ
と
さ
れ
て
い
た
。

（
5
） 

原
田
國
男
「
三
九
二
条
の
解
説
」
河
上
和
雄
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
（
第
九
巻
）』
三
六
〇
頁
（
青
林
書
院
、
第
二
版
、

二
〇
一
一
年
）。

（
6
） 

団
藤
重
光
『
新
刑
事
訴
訟
法
綱
要
』
五
一
八
頁
（
創
文
社
、
七
訂
版
、
一
九
六
七
年
）。

（
7
） 

現
行
法
の
事
後
審
構
造
採
用
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
小
林
充
『
刑
事
控
訴
審
の
手
続
及
び
判
決
書
の
実
際
』
三
頁
（
法
曹
会
、
二
〇
〇
〇
年
）、

川
口
政
明
「
上
訴
│
裁
判
の
立
場
か
ら
」
三
井
誠
ら
編
『
新
刑
事
手
続
Ⅲ
』
三
九
〇
頁
（
悠
々
社
、
二
〇
〇
四
年
）
等
参
照
。

（
8
） 

中
武
靖
夫
「
三
九
二
条
の
解
説
」
平
場
安
治
ら
編
『
注
解
刑
事
訴
訟
法
（
下
巻
）』
一
四
三
頁
（
青
林
書
院
新
社
、
一
九
八
三
年
）。

（
9
） 

小
林
・
前
掲
注（
7
）一
頁
。

（
10
） 

平
良
木
登
規
男
『
刑
事
控
訴
審
』
三
四
頁
（
成
文
堂
、
一
九
九
〇
年
）。

（
11
） 

井
戸
田
侃
「
刑
事
上
訴
の
構
造
論
」『
現
代
の
刑
事
法
学
（
下
）
平
場
安
治
博
士
還
暦
祝
賀
』
二
四
八
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
七
七
年
）、
小
野
・

前
掲
注（
1
）二
六
四
頁
。

（
12
） 

斉
藤
朔
郎
『
事
実
認
定
論
』
九
六
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
五
四
年
）。

（
13
） 

小
林
充
「
三
九
二
条
の
解
説
」
河
上
和
雄
ら
編
『
注
釈
刑
事
訴
訟
法
第
七
巻
』
三
一
五
頁
（
立
花
書
房
、
第
三
版
、
二
〇
一
二
年
）。

（
14
） 

団
藤
重
光
「
自
由
心
証
主
義
」『
刑
事
法
講
座
六
巻
』
一
一
二
四
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
五
四
年
）、
船
田
三
雄
「
控
訴
審
に
お
け
る
事
実
審

理
の
あ
り
方
」
法
曹
時
報
第
三
四
巻
一
〇
号
一
九
六
三
（
一
一
）
頁
（
一
九
八
二
年
）。

四
二
八



控
訴
審
に
お
け
る
職
権
調
査
（
関
）

（
六
六
一
）

（
15
） 

田
宮
・
前
掲
注（
2
）四
八
八
頁
。

（
16
） 

団
藤
・
前
掲
注（
14
）一
一
二
七
頁
。

（
17
） 
後
藤
昭
「
刑
訴
法
三
八
二
条
に
い
う
事
実
誤
認
の
意
義
と
そ
の
判
示
方
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
『
平
成
二
四
年
度
重
要
判
決
解
説
』
一
八
八
頁

（
二
〇
一
三
年
）。

（
18
） 

千
葉
裕
『
最
高
裁
判
例
解
説
（
刑
事
編
昭
和
四
六
年
度
）』
九
七
頁
（
法
曹
会
、
一
九
七
二
年
）。

（
19
） 

田
口
守
一
『
刑
事
裁
判
の
拘
束
力
』
三
二
二
頁
以
下
（
成
文
堂
、
一
九
八
〇
年
）。

（
20
） 

小
野
・
前
掲
注（
1
）二
六
七
頁
、
中
野
次
雄
「
上
訴
の
利
益
」『
総
合
判
例
研
究
叢
書
刑
事
訴
訟
法
（
17
）』
二
三
頁
以
下
（
有
斐
閣
、

一
九
六
五
年
）、
小
林
充
「
索
連
犯
ま
た
は
包
括
的
一
罪
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
事
実
の
一
部
を
無
罪
と
し
た
第
一
審
判
決
に
つ
き
被
告
人
だ
け
が
控

訴
を
申
し
立
て
た
場
合
に
お
け
る
控
訴
審
の
職
権
調
査
の
範
囲
」
刑
事
判
例
研
究
会
編
『
刑
事
判
例
評
釈
集
（
第
三
二
・
三
三
巻
、
昭
和
四
五
年

度
・
四
六
年
度
）』
三
〇
二
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）、
後
藤
昭
「
本
位
的
・
予
備
的
訴
因
の
あ
る
場
合
の
攻
防
対
象
論
の
適
用
と
破
棄
判

決
の
拘
束
力
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
『
昭
和
六
〇
年
度
重
要
判
例
解
説
』
一
九
〇
頁
（
一
九
八
六
年
）、
香
城
敏
麿
「
審
判
の
対
象
」
判
例
百
選
（
第
五
版
）

二
三
三
頁
（
一
九
八
六
年
）、
石
井
一
正
『
刑
事
控
訴
審
の
理
論
と
実
務
』
三
四
二
頁
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
一
〇
年
）
等
。

（
21
） 

移
審
効
を
否
定
す
る
見
解
、
無
罪
判
断
部
分
に
一
部
確
定
力
を
認
め
る
見
解
の
問
題
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
原
田
・
前
掲
注（
5
）三
五
八
頁

以
下
参
照
。

（
22
） 

小
野
・
前
掲
注（
1
）二
六
七
頁
。

（
23
） 

「
刑
事
控
訴
審
の
諸
問
題
（
上
）（
座
談
会
）」﹇
河
村
澄
夫
発
言
﹈
法
曹
時
報
第
二
四
巻
一
一
号
二
〇
三
二
（
一
八
）
頁
（
法
曹
会
、
一
九
七
二

年
）
参
照
。

（
24
） 

中
野
・
前
掲
注（
20
）二
三
頁
以
下
。

（
25
） 

小
林
・
前
掲
注（
13
）三
一
八
頁
。

（
26
） 

小
林
・
前
掲
注（
20
）三
〇
二
頁
以
下
。

（
27
） 

佐
々
木
史
朗
「
控
訴
審
に
お
け
る
審
判
の
対
象
」
判
例
百
選
（
第
三
版
）
二
二
七
頁
（
一
九
七
六
年
）。

四
二
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
六
二
）

（
28
） 

田
宮
・
前
掲
注（
2
）四
六
八
頁
は
、
攻
防
対
象
論
を
控
訴
審
に
お
け
る
審
判
対
象
設
定
の
問
題
と
し
て
い
る
。

（
29
） 

後
藤
・
前
掲
注（
20
）一
九
〇
頁
。

（
30
） 
香
城
・
前
掲
注（
20
）二
三
三
頁
、
石
井
・
前
掲
注（
20
）三
四
二
頁
等
。

（
31
） 
後
藤
昭
『
刑
事
控
訴
立
法
史
の
研
究
』
三
一
八
頁
以
下
（
成
文
堂
、
一
九
八
七
年
）。

（
32
） 

緑
大
輔
「
刑
事
控
訴
審
の
構
造
│
当
事
者
主
義
と
の
か
か
わ
り
を
中
心
に
」
法
律
時
報
一
〇
七
一
号
一
一
八
頁
（
二
〇
一
四
年
）。

（
33
） 

香
城
・
前
掲
注（
20
）二
三
三
頁
。

（
34
） 

緑
・
前
掲
注（
32
）一
一
九
頁
。

（
35
） 

石
井
・
前
掲
注（
20
）三
四
四
頁
注（
一
一
）。

（
36
） 

石
井
一
正
『
刑
事
訴
訟
法
の
諸
問
題
』
一
四
九
頁
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
一
四
年
）。

（
37
） 

石
井
・
前
掲
注（
36
）一
四
八
頁
。

（
38
） 

香
城
敏
麿
『
刑
事
訴
訟
法
の
構
造
』
二
九
七
頁
（
信
山
社
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
39
） 

光
藤
景
皎
『
刑
事
訴
訟
法
Ⅰ
』
二
二
三
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
40
） 

山
田
利
夫
『
平
成
元
年
最
高
裁
判
例
解
説
（
刑
事
編
）』
一
二
八
頁
（
法
曹
会
、
一
九
九
一
年
）、
川
出
敏
裕
「
刑
事
判
例
研
究　

被
告
人
の
控

訴
に
よ
り
差
し
戻
さ
れ
た
事
件
の
第
二
次
第
一
審
裁
判
所
が
第
一
次
第
一
審
で
否
定
さ
れ
た
本
位
的
訴
因
に
つ
き
判
決
し
た
こ
と
に
違
法
は
な
い
と

さ
れ
た
事
例
」
警
察
研
究
第
六
四
巻
六
号
七
七
頁
（
一
九
三
三
年
）。

（
41
） 

川
出
・
前
掲
注（
40
）七
六
頁
。

（
42
） 

後
藤
・
前
掲
注（
20
）一
九
一
頁
。

（
43
） 

後
藤
・
前
掲
注（
31
）三
一
八
頁
。

（
44
） 

後
藤
・
前
掲
注（
20
）一
九
〇
頁
。

（
45
） 

鈴
木
茂
嗣
「
刑
事
控
訴
審
の
構
造
」『
刑
事
裁
判
の
復
興
│
石
松
竹
雄
判
事
退
官
記
念
論
文
集
』
三
七
六
頁
（
勁
草
書
房
、
一
九
九
〇
年
）。

（
46
） 

臼
井
滋
夫
「
二
五
六
条
（
五
項
）
の
解
説
」
青
柳
文
雄
ら
編
『
註
釈
刑
事
訴
訟
法
第
二
巻
』
四
六
四
頁
（
立
花
書
房
、
一
九
七
六
年
）。

四
三
〇



控
訴
審
に
お
け
る
職
権
調
査
（
関
）

（
六
六
三
）

（
47
） 

鈴
木
・
前
掲
注（
45
）三
七
六
頁
。

（
48
） 

西
田
典
之
『
刑
法
総
論
』
四
一
四
頁
（
弘
文
堂
、
第
二
版
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
49
） 
山
田
・
前
掲
注（
40
）一
二
九
頁
、
香
城
・
前
掲
注（
20
）二
三
三
頁
。

（
50
） 
原
田
・
前
掲
注（
5
）三
六
四
頁
。

（
51
） 

小
林
・
前
掲
注（
13
）三
二
二
頁
。

（
52
） 

岩
瀬
徹
「
い
わ
ゆ
る
攻
防
対
象
論
に
つ
い
て
」『
小
林
充
先
生　

佐
藤
文
哉
先
生
古
稀
祝
賀
刑
事
裁
判
論
集
下
巻
』
三
八
九
頁
、
三
九
〇
頁

（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
53
） 

岩
瀬
・
前
掲
注（
52
）三
八
九
頁
。

（
54
） 

町
野
朔
「
法
条
競
合
論
」『
平
野
龍
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
上
巻
』
四
一
五
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
年
）。

（
55
） 

長
井
秀
典
「
控
訴
審
に
お
け
る
職
権
調
査
の
対
象
と
破
棄
後
の
手
続
に
お
け
る
審
判
の
対
象
に
つ
い
て
│
い
わ
ゆ
る
攻
防
対
象
論
に
つ
い
て
」

『
小
林
充
先
生　

佐
藤
文
哉
先
生
古
稀
祝
賀
刑
事
裁
判
論
集
』
四
一
七
頁
注（
一
七
）（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
56
） 

石
井
・
前
掲
注（
36
）一
四
九
頁
以
下
。

（
57
） 

京
明
「
刑
事
訴
訟
法
判
例
研
究　

い
わ
ゆ
る
攻
防
対
象
論
の
適
用
が
単
純
一
罪
の
事
案
に
対
し
て
も
認
め
ら
れ
た
事
例
」
法
律
時
報
第
八
六
巻

八
号
一
二
八
頁
（
二
〇
一
四
年
）。

（
58
） 

豊
崎
七
絵
「
攻
防
対
象
論
が
適
用
さ
れ
た
事
例
」
法
セ
ミ
第
七
〇
〇
号
一
三
四
頁
（
二
〇
一
三
年
）、
中
島
宏
「
控
訴
審
に
よ
る
職
権
調
査
の

範
囲
」
法
学
教
室
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
一
三
﹇
Ⅱ
﹈
四
二
頁
（
二
〇
一
四
年
）。

（
59
） 

岩
瀬
・
前
掲
注（
52
）三
八
九
頁
。

（
60
） 

矢
崎
直
邦
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
平
成
二
五
年
度
（
刑
事
編
）』
八
六
頁
（
法
曹
会
、
二
〇
一
六
年
）。

（
61
） 

辻
本
典
央
「
攻
防
対
象
論
に
つ
い
て
」
近
畿
大
学
法
学
五
五
巻
三
号
五
九
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
波
床
昌
則
「
刑
事
裁
判
例
批
評　

本
位
的
訴

因
を
否
定
し
予
備
的
訴
因
を
認
定
し
た
第
一
審
判
決
に
対
し
検
察
官
が
控
訴
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
控
訴
審
が
職
権
調
査
に
よ
り
本
位

的
訴
因
に
つ
い
て
有
罪
の
自
判
を
す
る
こ
と
の
可
否
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
七
巻
九
九
頁
（
二
〇
一
三
年
）、
大
谷
祐
毅
「
刑
事
判
例
研
究　

本

四
三
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
六
四
）

位
的
訴
因
を
否
定
し
予
備
的
訴
因
を
認
定
し
た
第
一
審
判
決
に
対
し
検
察
官
が
控
訴
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
控
訴
審
が
職
権
調
査
に
よ

り
本
位
的
訴
因
に
つ
い
て
有
罪
の
自
判
を
す
る
こ
と
が
違
法
で
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
」『
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
』
二
三
四
頁
（
二
〇
一
五
年
）。

（
62
） 
波
床
・
前
掲
注（
61
）九
九
頁
。

（
63
） 
青
柳
文
雄
ら
編
『
註
釈
刑
事
訴
訟
法
第
三
巻
』
一
二
〇
頁
﹇
佐
々
木
史
朗
﹈（
立
花
書
房
、
一
九
七
八
年
）。

（
64
） 

香
城
・
前
掲
注（
38
）二
八
六
頁
、
三
〇
〇
頁
。

（
65
） 

波
床
・
前
掲
注（
61
）九
八
頁
、
大
谷
・
前
掲
注（
61
）二
三
七
頁
、
辻
本
・
前
掲
注（
61
）五
九
頁
。

（
66
） 

同
様
の
判
断
を
示
す
も
の
と
し
て
、
福
岡
高
判
平
成
一
二
年
九
月
五
日
（
高
検
速
報
一
四
一
三
号
一
九
五
頁
）、
高
松
高
判
平
成
二
五
年
四
月

一
一
日
（
判
タ
一
四
一
一
号
二
五
三
頁
）
が
あ
る
。

（
67
） 

菊
池
則
明
「
事
実
に
つ
い
て
の
不
利
益
変
更
」
松
尾
浩
也
ら
編
『
実
例
刑
事
訴
訟
法
Ⅲ
』
三
一
二
頁
（
青
林
書
院
、
二
〇
一
二
年
）。

（
68
） 

小
林
・
前
掲
注（
20
）三
〇
二
頁
以
下
。

（
69
） 

小
林
・
前
掲
注（
13
）三
一
五
頁
、
三
一
九
頁
。

（
70
） 

司
法
研
修
所
編
『
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
第
一
審
の
判
決
書
及
び
控
訴
審
の
あ
り
方
』
九
七
頁
以
下
（
法
曹
会
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
71
） 

司
法
研
修
所
編
・
前
掲
注（
70
）九
七
頁
以
下
。

（
72
） 

京
・
前
掲
注（
57
）一
二
八
頁
。

（
73
） 

矢
崎
・
前
掲
注（
60
）八
六
頁
。

四
三
二



警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
合
憲
性
（
玉
蟲
）

（
六
六
五
）

警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
合
憲
性玉　

　

蟲　
　

由　
　

樹

一　

は
じ
め
に

二
〇
〇
五
年
に
日
本
で
警
察
庁
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
運
用
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
て
か
ら
、
一
〇
年
以
上
が
経
過
し
た
。
し

か
し
、
か
か
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
・
運
用
の
法
的
根
拠
が
、
依
然
と
し
て
、
国
家
公
安
員
会
規
則
で
あ
る
「
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
記

録
取
扱
規
則
」（
平
成
一
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
五
号
）
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
憲
法
学
か
ら
の
批
判
が
強
い
。

ま
た
、
同
規
則
で
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
に
関
す
る
手
続
が
十
分
に
明
確
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
対
象
者
の
範
囲
の
特
定
、
鑑
定
に
つ
い
て
の
手
続

保
障
、
記
録
に
か
か
わ
る
手
続
保
障
な
ど
、
様
々
な
面
で
の
不
備
が
指
摘
さ
れ
る
（
1
）

。
こ
う
し
て
み
る
と
、
運
用
か
ら
一
〇
年
以
上
が
経
過

し
た
現
在
に
お
い
て
も
、
憲
法
学
的
見
地
か
ら
は
、
い
ま
だ
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
・
運
用
に
つ
い
て
十
分
な
正
当
化
が
な
さ

れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。

論　

説

四
三
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
六
六
）

や
は
り
あ
ら
た
め
て
問
題
と
す
べ
き
は
、
警
察
に
よ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
は
そ
も
そ
も
憲
法
上
正
当
化
可
能
な
の
か
、

か
り
に
正
当
化
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
条
件
は
い
っ
た
い
何
か
、
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に
特
有
の
問
題

を
整
理
し
、
そ
の
憲
法
的
評
価
を
論
じ
る
と
と
も
に
（
後
述
二
）、
同
じ
く
一
九
九
八
年
以
来
、
警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
運
用
し
て

き
て
い
る
ド
イ
ツ
で
の
議
論
を
も
参
照
し
な
が
ら
（
後
述
三
）、
か
か
る
憲
法
上
の
正
当
化
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
（
後
述
四
）。

二　

情
報
処
理
プ
ロ
セ
ス
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
問
題

（
一
）　
「
取
得
時
中
心
主
義
」
の
問
題
性

日
本
に
お
い
て
も
、
個
人
関
連
情
報
な
い
し
、
そ
の
特
定
の
存
在
様
式
と
し
て
の
個
人
関
連
デ
ー
タ
が
、
憲
法
上
の
権
利
に
よ
る
保
護

の
対
象
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
判
例
・
学
説
に
広
い
見
解
の
一
致
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
京
都
府
学
連
事
件
最
高
裁
判
決
は
、

「
承
諾
な
し
に
、
み
だ
り
に
そ
の
容
貌
・
姿
態
を
撮
影
さ
れ
な
い
自
由
」
を
憲
法
一
三
条
が
保
障
す
る
「
私
生
活
上
の
自
由
」
の
一
つ
と

認
定
し
て
い
た
し
（
2
）

、
ま
た
、
外
国
人
登
録
法
上
の
指
紋
押
捺
制
度
の
合
憲
性
に
関
す
る
平
成
七
年
の
最
高
裁
判
決
は
、
同
じ
く
一
三
条
か

ら
「
み
だ
り
に
指
紋
の
押
な
つ
を
強
制
さ
れ
な
い
自
由
」
を
導
き
出
し
て
い
る
（
3
）

。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
学
説
に
お
い
て
は
、
憲
法
一
三

条
を
根
拠
に
包
括
的
な
意
味
で
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
が
保
障
さ
れ
る
と
の
理
解
が
な
さ
れ
て
き
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
裁
判
例
は
、
こ
う
し
た
憲
法
上
の
権
利
な
い
し
自
由
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
に
続
け
て
、
憲
法
上
の
自
由
は
公

共
の
福
祉
に
よ
る
制
約
を
受
け
る
こ
と
を
論
じ
、
結
果
的
に
警
察
官
に
よ
る
写
真
撮
影
も
、
外
登
法
上
の
指
紋
押
な
つ
の
強
制
も
公
共
の

福
祉
に
も
と
づ
く
制
約
と
し
て
合
憲
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
っ
て
い
る
。
結
論
に
お
い
て
制
約
が
正
当
化
さ
れ
、
当
事
者
の
救
済
が
図
ら

れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
、
こ
れ
ら
の
判
決
が
「
容
貌
・
姿
態
を
撮
影
さ
れ
な
い
自
由
」
や
「
指
紋
押
な
つ
を
強
制
さ
れ
な
い

四
三
四



警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
合
憲
性
（
玉
蟲
）

（
六
六
七
）

自
由
」
を
正
面
か
ら
憲
法
上
の
権
利
・
自
由
と
し
て
認
め
た
こ
と
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
、
個
人
情
報
保
護
と
い
う
観
点
に
お
い
て
重

要
で
あ
っ
た
し
、
従
来
の
憲
法
学
の
立
場
も
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
一
定
の
評
価
を
与
え
て
き
た
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
判
決
が
、
権
利
の
本
質
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
「
写
真
を
撮
影
さ
れ
な
い
こ
と
」
や
「
指
紋
押
な
つ

を
強
制
さ
れ
な
い
こ
と
」
に
力
点
を
置
い
た
結
果
、
憲
法
上
の
権
利
に
よ
る
保
護
を
情
報
の
「
取
得
・
収
集
」
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
限
定
す

る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
点
は
見
過
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
直
接
に
は
公
権
力
に
よ
っ
て
個

人
関
連
情
報
が
不
当
に
取
得
・
収
集
さ
れ
な
い
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
点
に
保
障
が
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
近
時
の
憲
法
学
説
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
判
決
の
傾
向
を
「
取
得
時
中
心
主
義
（
4
）

」
と
呼
ん
で
批
判
的
に
論
じ
る

見
解
が
有
力
に
示
さ
れ
て
い
る
。
取
得
時
中
心
主
義
の
問
題
性
は
、
個
人
関
連
情
報
に
か
か
わ
る
憲
法
上
の
権
利
に
対
す
る
制
約
の
タ
イ

ミ
ン
グ
を
、
情
報
の
「
取
得
・
収
集
」
時
に
限
定
し
、
こ
こ
で
の
権
利
制
約
が
正
当
化
さ
れ
る
と
、
そ
の
後
の
情
報
の
行
く
先
や
使
わ
れ

方
を
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
顧
み
な
い
こ
と
で
あ
る
（
5
）

。
し
か
し
、
情
報
の
取
扱
い
を
全
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
把
握
す
る
と

す
る
な
ら
ば
、
情
報
の
取
得
・
収
集
の
段
階
の
後
に
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
記
録
・
保
存
」、
さ
ら
に
は
保
存
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
「
利

用
・
譲
渡
等
」
の
段
階
が
生
じ
う
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
取
得
さ
れ
た
情
報
に
つ
い
て
、
そ
の
場
限
り
で
の
（
刑
事
手
続
と
の
関
連
で
は
、

問
題
と
な
っ
て
い
る
具
体
的
事
件
限
り
で
の
）
利
用
に
と
ど
ま
ら
ず
、
将
来
に
お
け
る
再
利
用
を
念
頭
に
お
い
た
処
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な

れ
ば
、「
取
得
後
」
の
問
題
は
さ
ら
に
深
刻
な
問
題
と
な
り
う
る
は
ず
で
あ
る
（
6
）

。
こ
の
と
き
、
そ
の
場
限
り
の
利
用
と
「
再
利
用
」、
言
い

換
え
れ
ば
「
取
得
」
と
「
取
得
後
」
と
の
間
に
は
、
情
報
利
用
の
目
的
に
お
い
て
も
、
権
利
制
約
の
性
質
に
お
い
て
も
、
大
き
な
隔
た
り

が
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
各
段
階
で
行
わ
れ
る
個
人
関
連
情
報
に
対
す
る
処
理
は
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
権
利
制
約
で
は
な
く
、
む

四
三
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
六
八
）

し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
権
利
制
約
と
な
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
「
取
得
・
収
集
」
の
段
階
で
は
適
法
に
個
人
関
連
情
報
が
取
得
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
廃
棄
せ
ず
に
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
な
ど
に
「
記
録
」
す
る
こ
と
や
、
保
存
後
の
あ
る
時
点
で
改
め
て
「
利
用
」
す
る
こ
と
に
は
、
│
た
と
え
情
報
の
獲
得
者
の
主

観
が
ど
う
で
あ
れ
、
客
観
的
に
は
│
連
続
性
が
な
く
、
そ
れ
ら
の
各
段
階
で
の
処
理
が
果
た
し
て
適
法
な
い
し
合
憲
と
い
え
る
か
は
そ
れ

ぞ
れ
別
の
問
題
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
事
後
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
と
い
っ
た
「
記
録
・
保
存
」
の
フ
ェ
イ
ズ
が
存
在
し
て
い
る
か

ど
う
か
で
、
個
人
関
連
情
報
の
「
取
得
・
収
集
」
の
評
価
が
変
わ
る
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
「
記
録
・
保
存
」
の
段
階
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
に
対
応
し
た
特
別
な
考
慮
が
必
要
に
な
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
り
わ
け
個
人
関
連
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
お
よ
び
そ
れ
に
も
と
づ
く
再
利
用
に
つ
い
て
ま
で
視
野
に
入
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
個
人

関
連
情
報
に
関
す
る
憲
法
上
の
権
利
保
障
の
あ
り
方
は
段
階
を
考
慮
し
た
検
討
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
関
連
情
報

に
関
す
る
権
利
は
、
情
報
の
取
得
・
収
集
に
始
ま
り
、
記
録
・
保
存
、
さ
ら
に
は
利
用
・
譲
渡
と
い
っ
た
情
報
処
理
の
す
べ
て
に
お
い
て

保
護
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
情
報
処
理
の
フ
ェ
イ
ズ
で
は
「
新
た
な
権
利
制
約
」
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
、
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
正
当
化
の
有
無
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
従
来
の
裁
判
例
の
よ
う
に
、
取
得
・
収
集
段
階
で
の

合
憲
性
・
適
法
性
の
み
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
権
利
論
で
は
、
も
は
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
な
ど
の
問
題
を
取
り
扱
え
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
個
人
関
連
情
報
の
流
れ
を
全
体
と
し
て
包
括
す
る
権
利
構
想
が
必
要
と
な
る
（
7
）

。

ま
た
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
な
ど
情
報
の
「
取
得
後
」
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
論
に
お
い
て
重
視

さ
れ
て
き
た
個
人
関
連
情
報
の
「
質
」
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
観
点
で
は
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
憲
法
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
本
来

の
保
護
対
象
と
し
て
人
の
道
徳
的
自
律
に
か
か
わ
る
情
報
で
あ
る
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
固
有
情
報
」
を
挙
げ
る
立
場
は
、
権
利
保
障
に
あ
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警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
合
憲
性
（
玉
蟲
）

（
六
六
九
）

た
っ
て
取
得
・
収
集
の
対
象
と
な
る
情
報
の
内
容
や
性
質
に
着
目
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
た
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
、
人
の

道
徳
的
自
律
と
は
直
接
に
か
か
わ
り
を
も
た
な
い
外
的
事
項
に
関
す
る
情
報
（「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
外
延
情
報
」）
は
、
必
然
的
に
「
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
固
有
情
報
」
よ
り
も
重
要
性
が
低
い
も
の
と
さ
れ
、
保
障
の
程
度
も
弱
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
8
）

。
し
か
し
、
こ
こ
に
個
人
関
連
情
報

の
「
機
能
」
と
い
う
観
点
を
加
味
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
質
的
な
区
別
は
相
対
化
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
質
的
に
は
重
要
性
が
劣
る
と
さ
れ

る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
外
延
情
報
も
、
そ
れ
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
や
情
報
処
理
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
情
報
結
合
の
た
め
の
キ
ー
情
報
な
い
し

イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
個
人
識
別
な
い
し
特
定
能
力
の
高
い
情
報
の
場
合
、
情

報
処
理
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
有
用
性
は
き
わ
め
て
高
く
な
る
。
か
か
る
キ
ー
情
報
な
い
し
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
中
心
と
し
て
、
様
々
な
個
人

関
連
情
報
が
結
び
つ
け
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
の
人
格
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
詳
細
に
形
成
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

本
稿
で
問
題
と
す
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
を
は
じ
め
と
し
て
、
指
紋
情
報
、
あ
る
い
は
生
体
認
証
デ
ー
タ
な
ど
は
、
こ
う
し
た
イ
ン
デ
ッ
ク
ス

性
を
も
つ
個
人
関
連
情
報
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
は
そ
の
個
人
関
連
情
報
を
単
体
で
見
れ
ば
、
人
の
人
格
的
自
律
に
は
直
接
か
か
わ
り
を
も

た
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
情
報
は
情
報
結
合
の
中
心
と
な
り
う
る
の
で
あ
り
、
機
能
面
で
「
重
要
で
は
な
い
」
と
は
と
て
も
い
え
な

い
も
の
で
あ
ろ
う
（
9
）

。

し
た
が
っ
て
、
情
報
の
機
能
に
着
目
す
れ
ば
、
人
の
人
格
的
自
律
に
直
接
の
か
か
わ
り
を
も
た
な
い
情
報
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
取

得
・
収
集
段
階
に
お
い
て
「
質
的
に
重
要
で
な
い
情
報
」
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
は
、
あ
ら

ゆ
る
段
階
を
通
じ
て
、
権
利
制
約
を
正
当
化
す
る
十
分
な
根
拠
と
な
ら
な
く
な
る
。
む
し
ろ
、
取
得
後
の
段
階
で
の
情
報
の
結
合
可
能
性

や
、
当
該
情
報
の
も
つ
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
性
と
い
っ
た
特
徴
な
ど
を
も
勘
案
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
「
重
要
で
な
い
」
個
人
関
連
情
報

は
存
在
し
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
七
〇
）

（
二
）　

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
問
題
の
取
扱
い
方

以
下
で
は
、
個
人
関
連
情
報
の
「
取
得
後
」
の
問
題
の
う
ち
、
捜
査
機
関
に
よ
る
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
の
問
題
を
中
心
に
検
討
を

進
め
る
。
本
稿
で
直
接
問
題
と
し
て
い
る
警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
こ
の
文
脈
に
お
い
て
合
憲
性
が
論
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

が
、
日
本
の
裁
判
例
に
お
い
て
警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
例
は
い
ま
の
と
こ
ろ
存
在
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し

て
、
警
察
が
捜
査
過
程
で
入
手
し
た
個
人
関
連
情
報
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る
こ
と
が
憲
法
一
三
条
に
反
し
な
い
か
が
争
わ
れ
た
ケ
ー
ス

が
あ
る
。

警
察
に
よ
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
監
視
お
よ
び
個
人
情
報
の
収
集
・
保
管
・
利
用
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
例
で
、
東
京
地
裁
は
、「
人

が
い
か
な
る
思
想
、
信
条
を
有
し
て
い
る
か
と
い
う
の
は
、
個
人
の
内
面
ひ
い
て
は
人
格
的
自
律
に
直
接
関
わ
る
事
柄
で
あ
っ
て
、
社
会

生
活
の
中
で
本
人
の
承
諾
な
く
し
て
開
示
さ
れ
る
こ
と
が
通
常
予
定
さ
れ
て
い
な
い
情
報
の
一
つ
で
あ
る
」
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
本
件
で

の
警
察
の
情
報
取
集
活
動
が
「
外
部
か
ら
容
易
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
外
形
的
行
為
を
観
察
し
た
と
い
う
も
の
」
に
と
ど
ま
り
、

「
国
際
テ
ロ
の
防
止
の
観
点
か
ら
必
要
や
む
を
得
な
い
活
動
」
で
あ
っ
た
と
認
定
し
、
収
集
活
動
そ
の
も
の
を
憲
法
一
三
条
に
反
す
る
も

の
で
は
な
い
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
裁
判
所
は
警
察
に
よ
る
原
告
ら
の
個
人
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に
よ
る
保
有
に
つ
い
て
も
検
討
し
、

「
情
報
収
集
活
動
は
、
当
該
活
動
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
情
報
を
蓄
積
し
、
分
析
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
情
報

収
集
活
動
が
憲
法
一
三
条
、
二
〇
条
等
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
既
に
説
示
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
適
法
な
活
動
に

よ
り
得
ら
れ
た
情
報
を
警
察
が
保
有
し
て
分
析
等
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
当
該
情
報
の
保
有
が

憲
法
一
三
条
に
違
反
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
ほ
か
な
い
」
と
述
べ
る
（
10
）

。

さ
ら
に
本
件
の
控
訴
審
判
決
は
、
警
察
に
よ
る
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に
つ
い
て
、「
情
報
通
信
技
術
の
飛
躍
的
な
発
展
に
伴
い
、
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警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
合
憲
性
（
玉
蟲
）

（
六
七
一
）

情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
等
が
可
能
と
な
り
、
国
又
は
公
共
団
体
の
機
関
、
特
に
捜
査
機
関
の
個
人
情
報
の
収
集
、
保
管
、
管
理
、
利
用

の
形
態
に
変
化
が
生
じ
て
い
て
、
こ
れ
に
応
じ
て
、
捜
査
機
関
等
に
よ
る
個
人
情
報
の
収
集
、
保
管
、
管
理
、
利
用
に
つ
い
て
、
収
集
の

局
面
の
み
な
ら
ず
、
保
管
等
の
局
面
に
関
し
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
視
点
で
憲
法
上
の
問
題
と
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
見

解
…
は
、
情
報
通
信
技
術
の
発
展
に
伴
う
状
況
の
変
化
に
応
じ
た
憲
法
上
の
問
題
点
を
提
起
し
て
い
る
点
で
傾
聴
に
値
す
る
」
と
し
な
が

ら
も
、「
し
か
し
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
本
件
情
報
収
集
活
動
は
、
断
片
的
情
報
を
個
別
に
取
得
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
く
、

…
継
続
的
に
情
報
を
収
集
し
、
そ
れ
を
分
析
、
利
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
「
憲
法
適
合
性
を
判
断
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
情
報
の
継
続
的
収
集
、
保
管
、
分
析
、
利
用
を
一
体
の
も
の
と
み
て
、
そ
れ
に
よ
る
個
人
の
私
生
活
上
の

自
由
へ
の
影
響
を
検
討
す
べ
き
」
と
述
べ
、
収
集
の
憲
法
適
合
性
を
そ
の
ま
ま
後
の
段
階
に
も
引
き
継
ぐ
一
体
的
な
判
断
を
行
っ
て
い
る
（
11
）

。

第
一
審
判
決
、
控
訴
審
判
決
と
も
に
、
警
察
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
を
国
際
テ
ロ
の
防
止
と
い
う
目
的
の
た
め
に
必
要
や
む
を
得
な
い

と
し
た
上
で
、
情
報
の
継
続
的
収
集
、
蓄
積
、
分
析
、
利
用
と
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
「
一
体
の
も
の
」
と
み
な
し
て
、
収
集
の
憲
法
適
合

性
を
そ
の
後
の
プ
ロ
セ
ス
全
体
の
評
価
を
決
定
す
る
た
め
の
決
め
手
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
正
当
な
目
的
の
た
め
に
相
当
な
手
段
に

よ
っ
て
情
報
が
取
得
さ
れ
た
以
上
は
、
保
管
・
再
利
用
も
当
然
に
合
法
的
に
な
し
う
る
と
い
う
か
た
ち
で
「
取
得
時
中
心
主
義
」
が
な
お

も
堅
持
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
障
の
観
点
か
ら
よ
り
重
要
と
思
わ
れ
る
、
情
報
の
一
時
的
な

収
集
・
利
用
と
継
続
的
な
保
管
・
再
利
用
と
の
質
的
な
差
異
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
（
12
）

。
本
件
で
の
情
報
収
集
活
動
が
、

は
じ
め
か
ら
保
管
・
分
析
・（
再
）
利
用
と
い
っ
た
事
後
処
理
を
予
定
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
単
な
る
一

時
的
な
収
集
・
利
用
と
は
異
な
る
強
度
の
権
利
介
入
が
想
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
た
収
集
行
為
の
憲
法
適
合
性
判
断
が
な

さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
七
二
）

警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
登
録
を
前
提
と
す
る
情
報
収
集
活
動
は
、
具
体
的
な
犯
罪
捜
査
目
的
を
も
た
な
い
点
で
、
本
件
で
問

題
と
さ
れ
た
警
備
情
報
活
動
と
共
通
点
を
も
つ
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
り
に
警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
合
憲
性
が
裁
判
上
問
題
と
な
っ
た

と
し
て
も
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
の
取
得
と
保
管
・
分
析
・
利
用
と
が
「
一
体
の
も
の
」
と
さ
れ
、
取
得
時
の
憲
法
適
合
性
判
断
が
後
の
段
階

に
ま
で
引
き
継
が
れ
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
具
体
的
な
犯
罪
捜
査
の
場
面
で
取
得
さ
れ
た
被
疑
者
等
の

Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
が
、
そ
の
後
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登
録
さ
れ
、
分
析
・
利
用
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
取
得
目
的
と

そ
の
後
の
保
管
・
利
用
目
的
と
は
違
っ
た
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
取
得
段
階
で
の
憲
法
適
合
性
を
そ
の
後
の
保

管
・
分
析
・
利
用
の
段
階
で
の
憲
法
適
合
性
に
そ
の
ま
ま
転
用
す
る
こ
と
は
困
難
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
情
報
の
取

得
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に
伴
う
保
管
・
分
析
・
利
用
と
を
同
じ
問
題
の
次
元
で
考
え
る
こ
と
は
、
問
題
の
本
質
を
見
誤
り
、
と
も
す
れ
ば

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
な
ど
の
権
利
制
約
の
過
小
評
価
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
運
用
と
評
価

（
一
）　

現
行
制
度
の
概
要

日
本
と
同
様
に
警
察
に
よ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
・
運
用
が
行
わ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
（
13
）

に
お
い
て
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に
あ
た
っ
て
、
以
上
の
問
題
を
考
慮
す
る
か
た
ち
で
、
比
較
的
き
め
細
か
い
立
法
的
対
応
が
行
わ
れ
て
き
た
（
14
）

。
以
下
で

は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
現
行
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
法
制
と
、
こ
れ
に
関
す
る
憲
法
的
評
価
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
八
六
年
頃
か
ら
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定
技
術
が
刑
事
手
続
に
お
い
て
実
用
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、

一
九
九
七
年
に
刑
事
訴
訟
法
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
に
つ
い
て
の
根
拠
規
定
（
八
一
ｅ
条
）
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
を
皮
切
り
に
、
一
九
九
八
年
に

四
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警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
合
憲
性
（
玉
蟲
）

（
六
七
三
）

連
邦
刑
事
局
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（D

N
A
-A
nalyse-D

atei

）
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
立
法
対
応
な
ど
を
経
て
、

二
〇
〇
五
年
に
刑
事
訴
訟
法
の
大
規
模
な
改
正
が
行
わ
れ
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定
制
度
が
大
幅
に
見
直
さ
れ
た
。
こ
れ
が
現
行
の
制
度
で
あ
る
（
15
）

。

現
行
制
度
中
、
警
察
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登
録
さ
れ
る
の
は
、
刑
事
訴
訟
法
八
一
ｇ
条
一
項
の
手
続
（
以
下
、「
一
項
類
型
」
と

す
る
）
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
、
同
条
四
項
の
手
続
（
以
下
、「
四
項
類
型
」
と
す
る
）
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情

報
、
お
よ
び
同
条
五
項
二
文
の
手
続
（
以
下
、「
五
項
類
型
」
と
す
る
）
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
の
三
種
類
で
あ
る
。

一
項
類
型
は
、
一
定
の
犯
罪
の
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
て
い
る
被
疑
者
・
被
告
人
ま
た
は
累
犯
者
に
つ
い
て
、「
犯
罪
の
種
類
も
し
く
は
態

様
、
被
疑
者
・
被
告
人
の
人
格
そ
の
他
の
判
断
か
ら
、
将
来
新
た
な
刑
事
手
続
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
見
解
に
理
由
が

あ
る
」
こ
と
を
条
件
に
行
わ
れ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
手
続
で
あ
る
。
四
項
類
型
は
、
八
一
ｇ
条
一
項
に
示
さ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
す
で
に
有
罪

判
決
を
受
け
て
い
る
者
、
あ
る
い
は
精
神
疾
患
や
年
齢
な
ど
を
理
由
に
有
罪
判
決
を
受
け
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析

手
続
で
あ
る
。
四
項
類
型
に
つ
い
て
も
、
一
項
類
型
と
同
じ
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。
五
項
類
型
は
、
刑
事
訴
訟
法
八
一
ｅ
条
一
項
の
手
続

に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
を
、
八
一
ｇ
条
一
項
の
条
件
を
適
用
し
な
が
ら
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登
録
す
る
手
続
で
あ
り
、

こ
こ
に
は
被
疑
者
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
と
と
も
に
、
痕
跡
物
質
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
も
含
ま
れ
る
。

こ
の
う
ち
一
項
類
型
お
よ
び
四
項
類
型
は
、
警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
登
録
の
た
め
に
行
わ
れ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
手
続
で
あ
り
、

こ
れ
ら
は
情
報
の
取
得
段
階
か
ら
「
将
来
の
新
た
な
刑
事
手
続
」
に
対
す
る
対
応
を
目
的
と
し
た
手
続
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
五
項
類
型
は
、
情
報
の
取
得
段
階
に
お
い
て
は
刑
事
訴
訟
法
八
一
ｅ
条
一
項
に
も
と
づ
き
「
採
取
の
理
由
で
あ
る
刑
事
手
続
ま
た
は

他
の
係
属
中
の
刑
事
手
続
の
た
め
に
」（
同
法
八
一
ａ
条
三
項
）
行
わ
れ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
に
よ
り
得
ら
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
を
、
あ
ら
た
め

て
「
将
来
の
新
た
な
刑
事
手
続
」
を
想
定
し
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登
録
す
る
手
続
と
な
っ
て
お
り
、
取
得
段
階
と
保
存
段
階
に
お
い
て
目

四
四
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
七
四
）

的
が
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
五
項
類
型
に
お
い
て
も
、
八
一
ｅ
条
に
も
と
づ
く
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
お
よ
び
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
の
取
得
と
、

八
一
ｇ
条
五
項
で
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
登
録
と
は
手
続
上
切
り
離
さ
れ
て
お
り
、
同
法
八
一
ｅ
条
に
よ
る
情
報
取
得
が
そ
の
ま

ま
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
保
存
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
諸
類
型
に
共
通
す
る
注
目
す
べ
き
事
柄
は
、
い
ず
れ
の
手
続
に
お
い
て
も
裁
判
官
の
関
与
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一
項
類
型
お
よ
び
四
項
類
型
の
場
合
、
刑
事
訴
訟
法
八
一
ｇ
条
三
項
に
よ
り
「
分
子
生
物
学
上
の
検
査
は
、
被
疑
者
の
書
面
に
よ
る
同
意

が
な
い
場
合
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
の
み
命
じ
ら
れ
う
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
登
録
を
予
定
し
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
が
裁
判

官
留
保
に
服
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
五
項
類
型
に
つ
い
て
は
、
同
法
八
一
ｇ
条
五
項
四
文
で
被
疑
者
が
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
登
録
に
つ
い
て
裁
判
所
の
判
決
を
要
求
し
う
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
な
犯
罪
捜
査
目
的
で
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析

に
つ
い
て
も
、
同
法
八
一
ｆ
条
一
項
が
裁
判
官
留
保
を
原
則
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
が
全
体
と
し
て
慎
重
な
手
続

の
下
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
具
体
的
な
犯
罪
捜
査
を
目
的
と
す
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
に
よ
る
情
報
取
得
と
、「
将
来
の
新
た
な
刑

事
手
続
」
へ
の
対
応
を
目
的
と
す
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
お
よ
び
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
と
が
、
手
続
と
し
て
区
別
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
異
な
っ
た
法
的
規
律
が
行
わ
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
区
別
に
伴
っ
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
登
録
を

前
提
と
す
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
の
取
得
に
つ
い
て
裁
判
官
留
保
が
厳
格
に
貫
か
れ
て
い
る
点
も
注
目
に
値
す
る
。

（
二
）　

裁
判
所
に
よ
る
憲
法
的
評
価

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
一
九
八
三
年
に
下
し
た
国
勢
調
査
判
決
以
来
、
情
報
自
己
決
定
権
が
憲
法
上
の
権
利
と
し

四
四
二



警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
合
憲
性
（
玉
蟲
）

（
六
七
五
）

て
承
認
さ
れ
て
き
た
（
16
）

。
情
報
自
己
決
定
権
は
、「
い
つ
、
い
か
な
る
限
度
で
個
人
的
な
生
活
状
況
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
か
を
原
則
と
し

て
自
己
で
決
定
す
る
（
17
）

」
権
限
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
権
限
は
現
代
お
よ
び
将
来
の
自
動
的
デ
ー
タ
処
理
の
諸
条
件
の
下
で
は
、「
特
別
に

保
護
を
要
す
る
（
18
）

」
も
の
と
さ
れ
る
。
権
利
の
保
護
領
域
と
の
関
連
で
「
個
人
デ
ー
タ
の
限
界
な
き
取
得

・

・

、・

保
存

・

・

、・

利
用
お
よ
び
譲
渡

・

・

・

・

・

・

・

に
対

す
る
個
人
の
保
護
（
19
）

」
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
勢
調
査
判
決
で
す
で
に
情
報
自
己
決
定
権
は
情
報
処
理
の
あ
ら

ゆ
る
段
階
に
お
い
て
保
障
さ
れ
る
べ
き
権
利
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
情
報
自
己
決
定
権
の
侵
害
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
情
報

の
内
容
で
だ
け
で
は
な
く
、「
そ
の
有
用
性
や
利
用
可
能
性
」
で
あ
り
、「
自
動
的
デ
ー
タ
処
理
の
諸
条
件
の
下
で
は
『
重
要
で
は
な
い
』

情
報
は
も
は
や
存
在
し
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
点
で
（
20
）

、
情
報
の
「
機
能
」
に
着
目
し
た
保
障
ア
プ
ロ
ー
チ
を
展
開
す
る
権
利
で
あ
っ
た
。

Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
が
個
人
の
固
有
の
情
報
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
「
取
得
、
保
存
、
利
用
お
よ
び
譲
渡
」
が
情
報
自
己
決
定
権

に
介
入
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
（
21
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
個
々
の
情
報
取
得
や
そ
の
後
の
処
理
が
基
本
権
制
約
と
し
て
憲
法
上
正

当
化
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
国
勢
調
査
判
決
以
来
、
優
越
す
る
公
益
の
存
在
を
前
提
と
す
る

比
例
原
則
へ
の
拘
束
が
中
心
的
な
論
点
を
形
成
し
て
き
た

 （
22
）

。

具
体
的
な
犯
罪
捜
査
と
の
関
係
で
行
わ
れ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
に
つ
い
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
一
九
九
五
年
の
決
定
が
、
非
コ
ー
ド
化

領
域
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
を
「
被
疑
者
の
情
報
自
己
決
定
権
へ
の
介
入
」
と
評
価
し
つ
つ
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
と
比
例
原
則
と
の

関
係
に
つ
い
て
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
性
犯
罪
の
場
合
、「
犯
罪
の
重
大
性
と
、
血
液
採
取
と
い
う
侵
害
の
軽
微
性
な
ら
び
に
事
実
解

明
の
利
益
に
鑑
み
て
や
は
り
軽
微
な
も
の
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
情
報
自
己
決
定
権
へ
の
介
入
と
の
間
に
、
適
切
な
関
連
性
が
保
た
れ
て
い

る
」
と
し
て
、
比
例
原
則
は
満
た
さ
れ
て
い
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
（
23
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
直
接
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
の
合
憲
性
を
争
っ
た
ケ
ー
ス
は
存
在
し
な
い
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が

四
四
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
七
六
）

二
〇
〇
〇
年
に
下
し
た
部
会
決
定
は
、「
将
来
の
重
大
犯
罪
の
解
明
を
容
易
に
す
る
こ
と
を
意
図
」
す
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
に
つ
い
て
合
憲
の

判
断
を
示
し
て
い
る
。
本
決
定
で
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
当
時
の
刑
事
訴
訟
法
八
一
ｇ
条
と
結
び
つ
い
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
同
一
性
確
認
法
二
条
の

措
置
（
現
行
制
度
で
の
「
四
項
類
型
」
に
該
当
す
る
）
で
あ
っ
た
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
登
録
の

た
め
に
行
わ
れ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
手
続
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
の
問
題
も
同
時
に
論
じ
ら
れ
て
い
た

と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
24
）

。
本
決
定
で
「
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
の
確
定

・

・

、・

保
存
お
よ
び

・

・

・

・

・

（・

将・

来・

の・

）・

利
用

・

・

は
情
報
自
己
決
定
の
基
本
権
に
干
渉

す
る
も
の
で
あ
る
（
25
）

」
と
さ
れ
た
の
は
、
か
か
る
理
解
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、「
将
来
の
重
大
犯
罪
の
解
明
を

容
易
に
す
る
こ
と
」
は
「
高
い
ラ
ン
ク
を
も
つ
、
法
治
国
家
的
保
障
を
志
向
す
る
裁
判
に
資
す
る
も
の
（
26
）

」
で
あ
る
と
さ
れ
、
基
本
権
制
約

に
と
っ
て
の
優
越
す
る
公
益
の
存
在
が
認
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
比
例
原
則
に
つ
い
て
も
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
が
「
重
大
犯
罪
を
理
由
と
す
る
当

該
個
人
へ
の
か
つ
て
の
有
罪
判
決
を
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
者
に
対
し
て
は
将
来
的
に
重
大
犯
罪
を
理
由
と
す
る
さ
ら
な
る
刑
事

訴
訟
が
行
わ
れ
る
と
の
、
特
定
の
事
実
に
も
と
づ
い
た
予
測
を
前
提
と
し
て
い
る
（
27
）

」
こ
と
を
理
由
に
反
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
さ
れ
て
い

る
。こ

れ
ら
の
両
決
定
に
お
い
て
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
が
情
報
自
己
決
定
権
に
対
す
る
介
入
と
な
る
と
い
う
評
価
に
共
通
性
が
見
ら
れ
る
も
の

の
、
介
入
の
正
当
化
に
あ
た
っ
て
の
判
断
に
は
重
要
な
違
い
が
あ
る
。
一
九
九
五
年
決
定
に
お
い
て
は
、
介
入
を
正
当
化
す
る
優
越
的
公

益
と
し
て
、
法
治
国
家
実
現
の
た
め
に
要
請
さ
れ
る
真
相
解
明
の
原
則
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
決
定
で
は
、
将

来
の
重
大
犯
罪
の
解
明
を
容
易
に
す
る
こ
と
が
法
治
国
家
的
保
障
の
一
内
容
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
比
例
原
則
の
適
用
に
あ
た
っ
て
も
、

一
九
九
五
年
決
定
で
は
具
体
的
な
犯
罪
と
情
報
自
己
決
定
権
へ
の
介
入
と
の
間
で
の
比
例
性
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

二
〇
〇
〇
年
決
定
で
は
「
将
来
的
に
重
大
犯
罪
を
理
由
と
す
る
さ
ら
な
る
刑
事
訴
訟
が
行
わ
れ
る
と
の
、
特
定
の
事
実
に
も
と
づ
い
た
予

四
四
四



警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
合
憲
性
（
玉
蟲
）

（
六
七
七
）

測
」、
す
な
わ
ち
「
再
犯
危
険
性
の
推
定
（die A

nnahm
e einer W

iederholungsgefahr

）」
の
存
在
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
違

い
は
、
具
体
的
な
犯
罪
捜
査
に
利
用
す
る
目
的
で
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
を
一
時
的
に
取
得
す
る
こ
と
と
、
将
来
起
こ
り
う
る
犯
罪
に
備
え
て

Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
を
継
続
的
に
保
有
す
る
こ
と
と
の
本
質
的
な
事
柄
の
違
い
に
起
因
す
る
。
両
決
定
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
こ
の
点
を
踏

ま
え
て
意
識
的
に
合
憲
性
の
判
断
基
準
を
変
え
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
両
決
定
で
問
わ
れ
た
措
置
は
と
も
に
情
報
自
己
決
定
権

に
対
す
る
介
入
で
は
あ
る
が
、
そ
の
目
的
も
措
置
の
性
質
も
異
な
る
こ
と
か
ら
、
正
当
化
に
あ
た
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
考
慮
が
必
要

に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
り
わ
け
、
将
来
起
こ
り
う
る
犯
罪
の
解
明
の
た
め
に
行
わ
れ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
に
つ
い
て
、「
再
犯
危
険
性
の
推
定
」
を
通
じ
た
比
例

原
則
の
充
足
が
求
め
ら
れ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
（
29
）

。
こ
の
こ
と
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
二
〇
〇
〇
年
決
定
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
は

そ
の
後
の
い
く
つ
か
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
か
か
る
推
定
が
十
分
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
分
析
措
置

を
違
憲
と
す
る
判
断
を
下
し
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
い
知
れ
る
。
た
と
え
ば
二
〇
〇
八
年
に
下
さ
れ
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二

法
廷
第
二
部
会
決
定
で
は
、
過
去
に
違
法
薬
物
の
所
持
・
使
用
や
禁
止
さ
れ
た
売
春
、
窃
盗
な
ど
で
複
数
回
服
役
し
た
者
に
対
し
て

Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
を
命
じ
た
裁
判
所
決
定
に
つ
い
て
、「
か
な
り
以
前
に
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
の
再
犯
が
『
確
実
に
は
排
除
で
き
な
い
』
と

い
う
推
定
の
み
で
は
情
報
自
己
決
定
権
に
対
す
る
介
入
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
さ
れ
、
裁
判
所
決
定
が
違
憲
と
さ
れ
て
い

る
（
30
）

。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
再
犯
危
険
性
の
推
定
」
は
、
将
来
起
こ
り
う
る
犯
罪
の
解
明
を
目
的
と
す
る
情
報
自
己
決
定
権
へ

の
介
入
を
正
当
化
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に
と
っ
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
28
）
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
七
八
）

四　

警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
合
憲
性

（
一
）　

Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
の
非
コ
ー
ド
化
領
域
へ
の
限
定

以
下
で
は
、
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
で
の
立
法
お
よ
び
そ
の
憲
法
的
評
価
に
関
す
る
議
論
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
合
憲
性
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
と
り
わ
け
、
警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
す
る
に
あ

た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
条
件
を
ク
リ
ア
す
る
こ
と
が
、
そ
の
合
憲
性
を
担
保
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
か
、
と
い
う
観
点
か
ら

検
討
を
進
め
る
。
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
・
運
用
に
つ
い
て
の
法
的
根
拠
が
あ
い
ま
い
な
日
本

の
現
状
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
点
に
関
す
る
議
論
を
深
め
て
お
く
こ
と
が
有
益
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

こ
の
点
、
ま
ず
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
刑
事
手
続
上
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
一
般
に
つ
い
て
「
守
ら
れ
る
べ
き
一
線
」

が
あ
る
こ
と
は
最
初
に
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
が
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
う
ち
非
コ
ー
ド
化
領
域
と
呼
ば
れ
る
領
域

だ
け
を
対
象
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
般
に
、
現
代
の
医
学
的
・
分
子
遺
伝
学
的
知
見
の
も
と
で
は
、
非
コ
ー
ド
化
領
域
に
お
け
る
情
報
は
個
人
識
別
機
能
を
有
す
る
に
と

ど
ま
り
、
個
人
の
遺
伝
的
特
質
を
表
す
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
31
）

。
こ
の
た
め
、
実
務
上
は
「
指
紋
」
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
る
（
32
）

の
で
あ
り
、
実
際
、
そ
れ
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
は
個
人
の
人
格
と
の
関
係
で
そ
こ
ま
で
大
き
な
問
題
を
生
じ
な
い
と

も
さ
れ
る
（
33
）

。

し
か
し
、
か
り
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
が
コ
ー
ド
化
領
域
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
問
題
は
大
き
く
異
な
る
。
コ
ー
ド
化

領
域
に
は
人
の
遺
伝
情
報
な
ど
が
大
量
に
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
本
人
も
知
り
え
な
い
き
わ
め
て
秘
匿
性
の
高
い
情
報
が
含
ま
れ
る
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警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
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性
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玉
蟲
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九
）

可
能
性
も
あ
る
。
こ
う
し
た
情
報
は
個
人
の
人
格
そ
の
も
の
と
強
い
つ
な
が
り
を
も
つ
心
身
の
基
本
情
報
で
あ
る
た
め
、
ド
イ
ツ
で
い
え

ば
「
人
間
の
尊
厳
」
の
保
護
対
象
そ
の
も
の
（
34
）

、
日
本
で
の
議
論
状
況
か
ら
す
れ
ば
、「
高
度
に
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
…
情
報
（
35
）

」
な
い
し
は

「
人
の
道
徳
的
自
律
の
存
在
に
か
か
わ
る
情
報
」
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
よ
う
に
、
か
か
る
情
報
の
獲
得
を
人
間

の
尊
厳
に
介
入
す
る
行
為
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
公
権
力
が
強
制
的
に
行
う
こ
と
自
体
、
い
か
な
る
目
的
か
ら
も
正
当
化
不
能
と

な
る
（
36
）

。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
な
犯
罪
事
実
の
解
明
や
将
来
に
お
け
る
刑
事
手
続
へ
の
準
備
が
ど
れ
だ
け
重
要
な
公
益
で
あ
る
と
し
て

も
、
コ
ー
ド
化
領
域
で
の
分
析
が
正
当
化
さ
れ
る
余
地
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
高
度
に
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
情
報
」
の
取
得
等
が
絶
対
的
に
禁
止
さ
れ
る
と
の
理
解
を
と
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

少
な
く
と
も
コ
ー
ド
化
領
域
で
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
は
、
獲
得
さ
れ
る
情
報
の
質
や
内
容
と
い
う
点
で
憲
法
上
の
重
大
な
疑
義
を
引
き
起
こ
す

た
め
、
や
は
り
情
報
の
質
に
着
目
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
も
原
則
的
に
禁
止
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
（
37
）

。
刑
事
手
続
上
の
分
析
の
主

た
る
目
的
が
個
人
の
識
別
に
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
を
は
る
か
に
超
え
る
内
容
を
含
む
コ
ー
ド
化
領
域
で
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
を
認
め

る
こ
と
は
、
情
報
取
得
の
目
的
と
取
得
さ
れ
る
情
報
の
質
と
の
衡
量
の
観
点
で
、
明
ら
か
に
均
衡
を
失
し
た
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
と
の
関
連
で
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
サ
ン
プ
ル
の
取
扱
い
に
つ
い
て
も
か
な
り
慎
重
な
手
続
が
必
要
に
な
る
（
38
）

。
血
液
あ
る
い

は
体
細
胞
片
と
い
っ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
の
た
め
の
サ
ン
プ
ル
そ
の
も
の
は
、
検
査
次
第
で
人
格
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
か
か
わ
る
情
報
を
も
獲
得

し
う
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
が
い
つ
ま
で
も
廃
棄
さ
れ
ず
に
い
る
と
、「
型
判
定
以
外
の
目
的
に
流
用
さ
れ
る
危
険
性
が
増
す
（
39
）

」
か

ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
追
加
的
介
入
」
な
い
し
「
二
次
捜
索
」
の
危
険
性
に
鑑
み
れ
ば
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
の
分
析
が
終
了
し
た
時
点
で
、
サ

ン
プ
ル
を
遅
滞
な
く
廃
棄
す
る
な
ど
の
手
続
規
定
は
当
然
に
必
要
と
な
る
し
、
立
法
に
よ
ろ
う
と
も
サ
ン
プ
ル
そ
の
も
の
の
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
化
は
認
め
ら
れ
る
余
地
が
な
い
と
の
見
解
（
40
）

に
も
説
得
力
が
あ
る
。
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日
本
法
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第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
八
〇
）

こ
の
点
、
ド
イ
ツ
で
は
、
刑
事
訴
訟
法
八
一
ａ
条
三
項
一
文
後
段
お
よ
び
八
一
ｇ
条
二
項
一
文
後
段
で
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
の
対
象
と
な
る

血
液
や
体
細
胞
等
は
検
査
に
必
要
な
く
な
り
次
第
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
て
お
り
、
サ
ン
プ
ル
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
の
可
能
性
は
排
除

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
基
本
的
に
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
サ
ン
プ
ル
の
濫
用
を
防
止
す
る
た
め
の
方
策
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
学
説
の
な
か
に
は
か

か
る
廃
棄
規
定
に
疑
義
を
唱
え
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
現
代
の
デ
ー
タ
バ
ン
ク
技
術
に
適
合
さ
せ
、

ま
た
検
査
技
術
の
発
展
に
伴
っ
て
よ
り
確
実
性
の
高
い
デ
ー
タ
を
蓄
積
さ
せ
る
た
め
に
は
、
サ
ン
プ
ル
の
廃
棄
は
不
必
要
で
あ
る
と
さ
れ

る
（
41
）

。
こ
の
見
解
に
立
つ
場
合
に
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
サ
ン
プ
ル
の
濫
用
防
止
は
、
目
的
拘
束
規
定
な
ど
に
よ
っ
て
分
析
を
非
コ
ー
ド
化
領
域
に
お

け
る
も
の
に
限
定
す
る
か
た
ち
で
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
ろ
う
。

た
し
か
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
サ
ン
プ
ル
か
ら
高
度
に
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
情
報
を
引
き
出
せ
る
か
は
分
析
手
法
如
何
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は

分
析
段
階
で
の
目
的
拘
束
を
厳
格
化
す
る
こ
と
が
理
に
適
っ
て
い
る
。
分
析
が
非
コ
ー
ド
化
領
域
に
お
け
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
限

り
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
サ
ン
プ
ル
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
は
そ
れ
だ
け
で
人
間
の
尊
厳
保
障
に
反
す
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の

意
味
で
は
、
分
析
手
法
の
非
コ
ー
ド
化
領
域
へ
の
限
定
の
問
題
と
サ
ン
プ
ル
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
の
問
題
と
は
区
別
し
て
論
じ
る
必
要
が

あ
る
。
分
析
手
法
の
非
コ
ー
ド
化
領
域
へ
の
限
定
は
、
ま
さ
に
人
間
の
尊
厳
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
核
心
領
域
の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
に
反

す
る
分
析
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
サ
ン
プ
ル
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
は
情
報
自
己
決
定
権
へ
の
介
入

と
し
て
、
比
例
原
則
に
も
と
づ
く
衡
量
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
、
検
査
技
術
の
発
展
に
伴
う
再
分

析
を
可
能
に
す
る
こ
と
と
い
う
目
的
設
定
が
Ｄ
Ｎ
Ａ
サ
ン
プ
ル
を
国
家
が
保
有
し
続
け
る
こ
と
を
正
当
化
し
う
る
ほ
ど
に
重
要
で
あ
る
か

は
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
。
少
な
く
と
も
、
犯
罪
捜
査
に
必
要
な
程
度
の
個
人
識
別
の
精
度
が
実
現
さ
れ
た
段
階
以
降
に
お
い
て
は
、

Ｄ
Ｎ
Ａ
サ
ン
プ
ル
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
が
過
剰
な
介
入
と
な
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
（
42
）

。
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警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
合
憲
性
（
玉
蟲
）

（
六
八
一
）

（
二
）　

比
例
原
則
の
遵
守

ド
イ
ツ
の
裁
判
例
が
示
し
て
い
た
よ
う
に
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
お
よ
び
運
用
は
、
個
人
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
を
保
存
し
、
将

来
的
に
利
用
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
情
報
自
己
決
定
権
に
介
入
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
制
約

が
正
当
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
比
例
原
則
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
（
43
）

。

一
般
に
、
比
例
原
則
と
の
関
係
で
は
、
国
家
に
よ
る
基
本
権
制
約
は
「
十
分
な
公
共
の
福
祉
の
理
由
か
ら
正
当
化
さ
れ
、
目
的
達
成
の

た
め
に
選
択
さ
れ
た
手
段
が
適
切
か
つ
必
要
で
あ
り
、
か
つ
介
入
の
強
度
と
そ
れ
を
正
当
化
す
る
理
由
の
重
要
性
と
の
間
で
の
全
体
的
衡

量
に
際
し
て
要
求
可
能
性
の
限
界
を
遵
守
し
て
い
る
こ
と
（
44
）

」
を
要
求
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
権
制
約
が
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
た
め

に
は
、
そ
れ
が
正
当
な
公
共
の
福
祉
目
的
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
目
的
達
成
手
段
と
し
て
も
、
適
合
性
、

必
要
性
、
狭
義
の
比
例
性
（
相
当
性
）
の
各
部
分
原
則
を
そ
れ
ぞ
れ
満
た
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
45
）

。

こ
れ
を
警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
・
運
用
の
ケ
ー
ス
に
当
て
は
め
れ
ば
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
の
記

録
・
保
存
が
、
追
求
さ
れ
る
目
的
と
の
関
連
に
お
い
て
、
そ
の
目
的
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
適
合
性
）、
目
的
達
成
に
と
っ
て
必

要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
（
必
要
性
）、
目
的
と
の
間
で
均
衡
を
失
し
て
い
な
い
こ
と
（
相
当
性
）、
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
・
運
用
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
目
的
と
は
一
体
何
で
あ
る
か
で
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
指
摘
し
た
の
と
同
様
に
、
日
本
に
お
い
て
も
「
将
来
の
（
重
大
）
犯
罪
の
解
明
」
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
記
録
・
保
存
す
る
目
的
は
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
問

題
と
な
っ
て
い
る
具
体
的
な
犯
罪
捜
査
に
利
用
す
る
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
。
事
柄
の
性
質
上
、
将
来
に
起
こ
り
う
る
事
態
へ
の
事
前
対

応
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
「
事
前
配
慮
（V

orsorge

）」
の
意
味
合
い
が
強
い
（
46
）

。
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六
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）

（
六
八
二
）

こ
う
し
た
情
報
事
前
配
慮
型
の
国
家
活
動
（
47
）

は
、
近
年
、
と
り
わ
け
治
安
法
制
の
分
野
に
お
い
て
盛
ん
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
と
き
行
わ
れ
る
基
本
権
へ
の
制
約
は
、
従
来
の
具
体
的
危
険
を
前
提
と
し
た
基
本
権
制
約
と
は
異
な
り
、
危
険
前
域
、
す
な
わ
ち
抽
象

的
リ
ス
ク
の
段
階
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
危
険
前
域
で
の
基
本
権
制
約
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
ま
だ
何
も
起
こ
っ

て
い
な
い
段
階
で
の
基
本
権
制
約
」
で
あ
り
、
基
本
権
制
約
の
タ
イ
ミ
ン
グ
そ
の
も
の
を
も
前
倒
し
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

か
か
る
危
険
前
域
で
の
基
本
権
制
約
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
具
体
的
危
険
を
前
提
と
し
な
い
こ
と
か
ら
、
比
例
原
則
審
査
が
空
転
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
従
来
の
比
例
原
則
審
査
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
制
約

の
必
要
性
審
査
が
機
能
し
な
い
可
能
性
が
高
い
（
48
）

。
危
険
前
域
で
の
基
本
権
制
約
の
場
合
、
そ
こ
で
追
求
さ
れ
る
の
は
、
現
実
に
存
在
す

る
、
あ
る
い
は
具
体
的
な
危
険
を
も
つ
事
態
へ
の
対
応
で
は
な
く
、「
将
来
起
こ
り
う
る
」
事
態
へ
の
対
応
で
あ
り
、
必
然
的
に
想
定
さ

れ
る
事
態
そ
の
も
の
が
不
明
確
か
つ
抽
象
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
か
か
る
事
態
へ
の
対
応
と
し
て
何
が
必
要
不
可
欠

な
行
為
で
あ
る
か
の
手
が
か
り
が
失
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
結
果
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
措
置
の
範
囲
が
際
限
な
く
拡
大
さ
れ
る
余
地
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
情
報
事
前
配
慮
型
の
国
家
活
動
の
評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
比
例
原
則
の
う
ち
相
当
性
の
要
請
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

こ
の
点
、
同
じ
く
情
報
事
前
配
慮
型
の
活
動
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
ラ
ス
タ
ー
捜
査
決
定
で
は
、
相
当
性
審
査
が
①
基
本
権
へ
の
介

入
強
度
、
②
追
求
さ
れ
る
法
益
の
重
要
性
、
③
法
益
侵
害
の
発
生
の
蓋
然
性
と
い
う
三
変
数
で
示
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
①
基
本
権
の
介
入
が

強
度
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
②
追
求
さ
れ
る
法
益
の
重
要
性
、
な
い
し
は
③
法
益
侵
害
の
発
生
の
蓋
然
性
が
高
く
な
く
て
は
な
ら
な
い
、

と
い
う
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
た
（
49
）

。

警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
こ
れ
を
見
た
場
合
、
①
の
基
本
権
へ
の
介
入
は
強
度
な
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

四
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警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
合
憲
性
（
玉
蟲
）

（
六
八
三
）

い
っ
た
ん
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
情
報
が
記
録
さ
れ
る
と
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
情
報
と
結
び
つ
け

ら
れ
る
の
か
は
、
原
則
と
し
て
個
人
に
と
っ
て
不
可
視
の
状
況
と
な
る
。
し
か
も
、
情
報
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
恒
常
的
に
保
存
さ
れ
る
こ

と
に
な
れ
ば
、
そ
こ
で
は
さ
ら
な
る
「
追
加
的
介
入
」
の
可
能
性
が
生
じ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
自
動
車
ナ
ン
バ
ー
の
自
動
読
み
取

り
が
問
題
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、「
介
入
の
強
度
は
、
当
該
個
人
の
基
本
権
へ
の
追
加
的
介
入
に
と
っ
て
の
デ
ー
タ
の
利
用
可
能

性
や
、
さ
ら
に
他
の
追
加
的
措
置
を
引
き
起
こ
し
う
る
他
の
デ
ー
タ
と
の
結
合
可
能
性
に
よ
っ
て
増
大
す
る
（
50
）

」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
措

置
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
情
報
が
蓄
積
・
利
用
な
い
し
は
他
の
機
関
へ
と
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
で
、
当
該
個
人
が
更
な
る
国
家
に
よ
る
捜
査

な
ど
の
対
象
と
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
生
じ
る
こ
と
が
、
基
本
権
へ
の
介
入
強
度
の
判
断
に
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
（
51
）

。
前
述
し
た
よ
う
に
、

Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
は
ば
ら
ば
ら
に
存
在
す
る
情
報
を
統
合
す
る
た
め
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
、
高
度
に
個
人
識
別
能
力
の

高
い
情
報
で
あ
る
以
上
、
追
加
的
介
入
の
可
能
性
は
高
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
恒
常
的
な
危
険
を
伴
う
介
入
は
、
一
時
的
な
介
入
と
比
べ
て
強
度
は
高
く
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
同
じ

情
報
が
介
入
の
対
象
と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
一
時
的
に
取
得
さ
れ
る
場
合
と
、
恒
常
的
に
保
存
さ
れ
る
場
合
と
で
は
、
後
者

の
方
が
よ
り
情
報
自
己
決
定
権
に
対
す
る
介
入
の
強
度
が
高
い
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
制
約
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
②
追

求
さ
れ
る
法
益
の
重
要
性
、
③
法
益
侵
害
の
発
生
の
蓋
然
性
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
条
件
が
加
重
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
（
52
）

。

こ
の
点
、
②
に
つ
い
て
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
を
期
待
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
追
求
さ
れ
る
法
益
は
、「
将
来
の
重
大
犯
罪
の
解
明
」
で

あ
る
が
、
こ
れ
が
「
現
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
犯
罪
の
解
明
お
よ
び
そ
の
訴
追
」
と
い
う
通
常
の
刑
事
手
続
に
お
け
る
目
的
よ
り
も
質
的

に
高
め
ら
れ
た
重
要
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
か
は
疑
わ
し
い
。
た
し
か
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
二
〇
〇
〇
年
決
定
に
お
い
て

「
将
来
の
重
大
犯
罪
の
解
明
」
を
「
高
い
ラ
ン
ク
を
も
つ
、
法
治
国
家
的
保
障
を
志
向
す
る
裁
判
に
資
す
る
」
と
い
う
が
、
こ
こ
で
「
将
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年
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月
）

（
六
八
四
）

来
の
重
大
犯
罪
の
解
明
」
そ
の
も
の
が
通
常
の
刑
事
手
続
に
お
け
る
目
的
よ
り
も
「
高
い
ラ
ン
ク
」
を
も
つ
と
位
置
づ
け
て
い
る
と
ま
で

は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
単
純
に
考
え
て
も
、
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
犯
罪
の
解
明
が
通
常
の
犯
罪
捜
査
よ
り
も
高
い
レ
ベ
ル
で
の
重
要

性
を
主
張
し
う
る
と
は
思
え
な
い
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
正
当
化
の
可
能
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
③
の
法
益
侵
害
の
発
生
の
蓋
然
性
に

つ
い
て
要
件
を
加
重
す
る
こ
と
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
強
調
し
て
き
た
「
再
犯
危
険
性
の
推
定
」
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
要
件
加
重

の
一
例
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
か
か
る
推
定
が
十
分
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
れ
ば
、
法
益
侵
害
の
発
生
の
蓋
然
性
は
よ
り
高

い
レ
ベ
ル
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に
よ
っ
て
生
じ
る
基
本
権
介
入
の
強
度
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
・
運
用
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
記
録
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
Ｄ
Ｎ
Ａ

分
析
の
対
象
者
に
つ
い
て
は
、「
再
犯
危
険
性
の
推
定
」
の
よ
う
な
消
極
的
予
測
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
条
件
と
し
て
お
く
こ
と
が
、

相
当
性
の
要
請
を
満
た
す
た
め
に
必
要
な
措
置
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
を
設
定
で
き
れ
ば
、
情
報
事
前
配
慮
型
の
活
動
で
あ
る
警
察

Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
・
運
用
も
、
比
例
原
則
、
と
り
わ
け
相
当
性
の
要
請
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
三
）　

法
律
の
留
保
・
規
範
特
定
性
・
規
範
明
確
性

基
本
権
制
約
の
比
例
性
は
、
第
一
次
的
に
は
、
立
法
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
比
例

原
則
に
則
っ
た
警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
・
運
用
が
法
律
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
、
刑
事
訴
訟
法

学
の
領
域
で
は
、
強
制
処
分
法
定
主
義
を
手
が
か
り
に
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
分
析
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
を
予
定
し
た
血
液
・
体
細

胞
等
の
採
取
が
強
制
処
分
に
あ
た
る
か
が
問
わ
れ
、
そ
の
帰
趨
に
よ
っ
て
法
定
の
要
否
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
53
）

。
し
か
し
、
憲
法
学

四
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警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
合
憲
性
（
玉
蟲
）

（
六
八
五
）

の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
強
制
処
分
法
定
主
義
の
問
題
も
、
そ
の
大
部
分
は
、
国
民
の
権
利
義
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
国
会
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
る
べ
き
と
の
原
則
（
法
律
の
留
保
）
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
（
54
）

。
公
権
力
に
よ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
の
取
得
・
保
存
・
利

用
等
の
行
為
が
情
報
自
己
決
定
権
へ
の
介
入
を
意
味
す
る
以
上
は
、
国
会
の
立
法
に
よ
っ
て
本
質
的
決
定
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

と
く
に
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
記
録
・
保
存
が
具
体
的
な
犯
罪
捜
査
を
前
提
と
す
る
刑
事
訴
訟
法
の
本
来
の
目
的
で

は
カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
が
独
立
し
た
基
本
権
へ
の
介
入
で
あ
り
、
し
か
も
介
入
の
強
度
も
一
時
的
取
得
に

比
べ
て
高
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
法
律
の
留
保
が
よ
り
強
く
要
請
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
・
運
用
が
情
報

事
前
配
慮
型
の
活
動
で
あ
る
こ
と
か
ら
目
を
逸
ら
し
、
現
行
刑
事
訴
訟
法
の
解
釈
に
よ
っ
て
問
題
を
処
理
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

そ
の
合
憲
性
に
は
疑
問
符
が
つ
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
法
律
の
留
保
が
満
た
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
・
運
用
が
情
報
事
前
配
慮
型
の
活
動
で
あ
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
法
規
範
に
は
特
別
な
特
定
性
と
明
確
性
と
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
情
報
事
前
配
慮
型
の
活
動

に
つ
い
て
は
、
比
例
原
則
、
と
り
わ
け
必
要
性
の
原
則
が
十
分
に
機
能
し
な
い
た
め
で
あ
る
。
規
範
の
特
定
性
・
明
確
性
は
、
法
律
に
も

と
づ
い
て
行
わ
れ
る
措
置
の
比
例
性
を
立
法
段
階
に
お
い
て
、
立
法
者
に
よ
っ
て
実
現
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
行
政
官

庁
の
措
置
か
ら
恣
意
が
排
除
さ
れ
う
る
。
こ
の
要
請
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
警
察
に
よ
る
情
報
事
前
配
慮
型
の
活
動
の
評
価
に
あ

た
っ
て
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
警
察
法
違
憲
判
決
（
55
）

に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
危
険
予
防
の

た
め
に
行
わ
れ
る
刑
事
訴
追
の
前
域
で
の
情
報
活
動
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
伝
統
的
な
理
解
よ
り
も
厳
格
化
さ
れ
た
規
範
特
定
性
・

規
範
明
確
性
の
要
件
が
要
求
さ
れ
る
と
述
べ
た
の
が
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
当
然
に
警
察
に
よ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

の
構
築
・
運
用
に
も
妥
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
八
六
）

Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
問
題
と
な
る
情
報
自
己
決
定
権
へ
の
介
入
に
際
し
て
は
、
立
法
者
は
と
く
に
介
入
の
原
因
・
目
的
・
限
界
を

領
域
特
定
的
か
つ
明
確
に
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
56
）

。
と
り
わ
け
、
デ
ー
タ
利
用
の
目
的
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
個

別
・
具
体
的
に
行
わ
れ
る
措
置
（
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
の
記
録
・
保
存
・
利
用
な
ど
）
が
比
例
原
則
適
合
的
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
判
断
の

た
め
の
手
が
か
り
が
失
わ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
目
的
の
明
確
性
は
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
相
当
性
の
要
請
を
満
た
す
意
味
で
も
、
対
象
と
な
る
犯
罪
の
限
定
な
い
し
は
「
再
犯
危
険
性
の
推
定
」
の
よ
う
な
消
極
的
予
測

が
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
登
録
の
条
件
と
し
て
法
律
上
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
条
件
づ
け
な
し
に
は
、
目
的
と
手
段

と
の
均
衡
に
重
大
な
疑
義
が
生
じ
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
再
犯
可
能
性
の
推
定
な
ど
の
条
件
づ
け
を
実
質
化
す
る
た
め
に
は
、

Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
登
録
に
あ
た
っ
て
、
あ
る
い
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
登
録
を
前
提
と
し
た
鑑
定
そ
の
も
の
に
対
し

て
、
裁
判
官
留
保
を
採
用
す
る
な
ど
の
手
続
的
考
慮
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
憲
法
三
五
条
と
の
関
連
で
も
重
要
な
意

味
を
も
ち
う
る
。

五　

む
す
び
に
か
え
て

高
度
の
個
人
識
別
・
特
定
能
力
を
も
つ
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
の
利
用
は
、
未
解
決
事
件
の
解
明
や
余
罪
の
発
掘
に
大
き
な
効
果
を
上
げ
る
と

と
も
に
、
冤
罪
防
止
の
観
点
か
ら
も
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
、
い
ま
や
犯
罪
捜
査
に
と
っ
て
の
強
力
な
武
器
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
・
運
用
も
、
犯
罪
捜
査
の
質
の
向
上
や
犯
罪
事
実
の
早
期
解
明
と
い
っ
た
法

治
国
家
的
保
障
に
資
す
る
側
面
が
あ
り
、
そ
の
積
極
的
な
活
用
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
も
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
い
か
に
有
用
な
技
術
と
い
え
ど
も
、
憲
法
上
の
権
利
と
の
調
整
な
し
に
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
稿
で
示
し
た

四
五
四



警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
合
憲
性
（
玉
蟲
）

（
六
八
七
）

よ
う
に
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定
や
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
は
原
理
的
に
禁
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
と
り
わ
け
情
報
自
己
決

定
権
と
の
調
整
と
い
う
観
点
か
ら
憲
法
上
の
正
当
化
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
過
剰
な
介
入
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
を

非
コ
ー
ド
化
領
域
に
限
定
す
る
と
と
も
に
、
比
例
原
則
に
も
と
づ
い
て
対
象
犯
罪
の
特
定
や
分
析
・
記
録
の
条
件
づ
け
を
行
う
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
か
か
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
法
制
の
（
再
）
構
築
が
、
第
一
次
的
に
立
法
者
の
任
務
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
1
） 

以
上
の
各
論
点
に
つ
き
、
全
体
を
俯
瞰
す
る
も
の
と
し
て
、
末
井
誠
史
「
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
め
ぐ
る
論
点
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
七
二
二

号
（
二
〇
一
一
年
）
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
2
） 

最
大
判
昭
四
四
・
一
二
・
二
四
刑
集
二
三
巻
一
二
号
一
六
二
五
頁
。

（
3
） 

最
判
平
七
・
一
二
・
一
五 

刑
集
四
九
巻
一
〇
号
八
四
二
頁
。
平
成
七
年
判
決
で
示
さ
れ
た
憲
法
一
三
条
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
、
さ
ら
に
は

「
み
だ
り
に
指
紋
の
押
な
つ
を
強
制
さ
れ
な
い
自
由
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
玉
蟲
由
樹
「
指
紋
押
捺
制
度
と
憲
法
一
三
条
」
上
智
法
学
論
集
四
〇

巻
三
号
（
一
九
九
六
年
）
二
二
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
4
） 

山
本
龍
彦
「
警
察
に
よ
る
情
報
の
収
集
・
保
存
と
憲
法
」
警
察
学
論
集
六
三
巻
八
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
一
一
頁
以
下
、
同
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

社
会
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
個
人
情
報
保
護
」
公
法
研
究
七
五
号
（
二
〇
一
三
年
）
九
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
5
） 

た
と
え
ば
、
Ｎ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
自
動
車
登
録
情
報
の
記
録
・
保
存
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
事
件
（
東
京
高
判
平
二
一
・
一
・
二
九
判
タ

一
二
九
五
号
一
九
三
頁
）
で
は
、
情
報
の
取
得
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
の
「
保
有
、
利
用
の
方
法
」
の
正
当
性
も
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、

当
該
情
報
が
公
権
力
に
対
し
て
秘
匿
し
う
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
と
の
理
由
か
ら
、「
公
道
上
に
お
い
て
何
人
で
も
確
認
し
得
る
車
両
デ
ー
タ
を

収
集
し

・

・

・

、・

こ
れ
を
利
用
す
る

・

・

・

・

・

・

・

こ
と
は
、
適
法
に
行
い
得
る
」（
強
調
は
玉
蟲
）
と
判
断
し
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
取
得
・
収
集
段
階
と
そ
れ
以
降

の
段
階
と
の
区
別
が
十
分
に
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
取
得
・
収
集
段
階
で
の
適
法
性
（
合
憲
性
）
が
以
降
の
段
階
に
引
き

継
が
れ
て
い
る
。

四
五
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
八
八
）

（
6
） 

亀
井
源
太
郎
・
宍
戸
常
寿
・
曽
我
部
真
裕
・
山
本
龍
彦
「〔
座
談
会
〕
憲
法
と
刑
事
法
の
交
錯
（
前
篇
）」
法
律
時
報
八
六
巻
五
号
（
二
〇
一
四

年
）
一
二
六
頁
（
山
本
龍
彦
発
言
）
を
参
照
。

（
7
） 
憲
法
学
に
お
い
て
は
、
佐
藤
幸
治
に
よ
る
「
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
」
の
提
唱
以
来
、「
取
得
時
」
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、「
取
得
後
」
の

問
題
に
も
一
定
の
関
心
を
払
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、「
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
権
利
」
を
「（
ａ
）〈
本
人
の
同
意
な
く
し
て
、
ま
た
は
正
当
な
理
由

な
く
し
て
、
他
者
に
自
己
情
報
を
収
集
さ
れ
な
い
権
利
〉、（
ｂ
）〈
合
憲
的
に
収
集
さ
れ
た
場
合
も
、
本
人
の
同
意
な
く
し
て
、
ま
た
は
、
正
当
な

理
由
な
く
し
て
、
自
己
情
報
が
収
集
目
的
を
こ
え
て
利
用
…
さ
れ
な
い
権
利
〉」
を
同
時
に
含
む
も
の
と
し
て
理
解
す
る
竹
中
勲
の
理
解
な
ど
が
そ

の
典
型
で
あ
る
。
竹
中
勲
「
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
権
利
」
大
石
眞
・
石
川
健
治
（
編
）『
憲
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
八
年
）
九
八
頁
以
下
を

参
照
。

な
お
、
自
衛
隊
に
よ
る
情
報
保
全
活
動
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
情
報
収
集
お
よ
び
保
存
行
為
の
適
法
性
が
問
わ
れ
た
仙
台
地
判
平
二
四
・
三
・

二
六
判
時
二
一
四
九
号
九
九
頁
は
、「
自
己
の
個
人
情
報
を
正
当
な
目
的
や
必
要
性
に
よ
ら
ず
収
集
あ
る
い
は
保
有
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
自

己
の
個
人
情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
は
、
法
的
に
保
護
に
値
す
る
利
益
と
し
て
確
立
」
し
て
い
る
と
述
べ
る
。「
収
集
」
と
な
ら
ん
で
「
保

有
」
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
点
で
、「
取
得
後
」
の
問
題
に
つ
い
て
の
意
識
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
本
判
決
に
つ
き
、
片
桐
直
人
「
自
衛
隊

の
情
報
保
全
活
動
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
情
報
収
集
・
保
存
が
違
法
と
さ
れ
た
例
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
速
報
判
例
解
説
一
二
号
（
二
〇
一
三

年
）
三
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
8
） 

佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
論
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
一
八
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
9
） 

こ
の
点
に
つ
き
、
玉
蟲
・
前
掲
注（
3
）・
二
三
二
頁
以
下
を
参
照
。
ま
た
、
早
く
か
ら
個
人
識
別
能
力
の
高
い
情
報
が
も
つ
「
索
引
情
報
性
」

に
着
目
し
て
い
た
見
解
と
し
て
、
横
田
耕
一
「
外
国
人
登
録
法
の
指
紋
押
捺
制
度
の
合
憲
性
│
裁
判
所
に
お
け
る
論
議
の
た
め
に
│
」
法
政
五
六
巻

二
号
（
一
九
九
〇
年
）
一
〇
頁
以
下
を
参
照
。

（
10
） 

東
京
地
判
平
二
六
・
一
・
一
五
判
時
二
二
一
五
号
三
〇
頁
。
本
判
決
に
つ
き
、
小
島
慎
司
「
警
察
に
よ
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
個
人
情
報
の
収

集
・
保
管
・
利
用
の
合
憲
性
」
平
成
二
六
年
度
重
要
判
例
解
説
（
二
〇
一
五
年
）
一
六
頁
以
下
を
参
照
。

（
11
） 

東
京
高
判
平
二
七
・
四
・
一
四
判
例
集
未
登
載
。

四
五
六



警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
合
憲
性
（
玉
蟲
）

（
六
八
九
）

（
12
） 

小
島
・
前
掲
注（
10
）・
一
七
頁
は
、
一
審
判
決
に
つ
い
て
、「
収
集
さ
え
合
憲
な
ら
ば
保
有
・
利
用
の
仕
方
の
合
憲
性
は
問
わ
な
い
と
の
趣
旨

な
ら
ば
、
行
き
過
ぎ
」
と
評
す
る
。
一
時
的
な
収
集
・
利
用
と
継
続
的
な
保
管
・
再
利
用
と
の
違
い
に
つ
い
て
、
山
本
・
前
掲
注（
4
）「
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
社
会
」・
九
〇
頁
以
下
を
参
照
。

（
13
） 
ド
イ
ツ
の
警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
玉
蟲
由
樹
「
ド
イ
ツ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
法
制
」
比
較
法
研
究
七
〇
号

（
二
〇
〇
八
年
）
四
四
頁
以
下
を
参
照
。

（
14
） 

Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
含
む
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定
に
か
か
わ
る
立
法
の
経
緯
に
つ
き
、
玉
蟲
由
樹
『
人
間
の
尊
厳
保
障
の
法
理
│
人
間
の
尊
厳
条

項
の
規
範
的
意
義
と
動
態
│
』（
尚
学
社
、
二
〇
一
三
年
）
三
五
一
頁
以
下
を
参
照
。
ま
た
、
か
か
る
観
点
か
ら
ド
イ
ツ
の
立
法
を
評
価
す
る
も
の

と
し
て
、
辻
本
典
央
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
検
査
の
現
状
│
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
一
斉
検
査
│
」
近
大
法
学
六
一
巻
二
・
三
号
（
二
〇
一
三
年
）
七
九

頁
以
下
を
参
照
。

（
15
） 

現
行
制
度
の
詳
し
い
内
容
に
つ
き
、
玉
蟲
・
前
掲
注（
14
）・
三
六
二
頁
以
下
、
水
野
陽
一
「
刑
事
手
続
に
お
け
る
強
制
裁
決
と
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定

に
関
す
る
一
考
察
」
広
島
法
学
三
六
巻
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
〇
九
頁
以
下
、
渡
邊
斉
志
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定
の
活
用
範
囲
を
拡

大
す
る
た
め
の
法
改
正
」
外
国
の
立
法
二
二
七
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
〇
六
頁
以
下
を
参
照
。

（
16
） 

国
勢
調
査
判
決
お
よ
び
そ
の
後
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
に
お
け
る
情
報
自
己
決
定
権
の
展
開
に
つ
い
て
、
玉
蟲
・
前
掲
注（
14
）・
二
八
一
頁

以
下
を
参
照
。

（
17
） B

V
erfG

E
 65,1

（41f.

）.

（
18
） B

V
erfG

E
 65,1

（42

）.

（
19
） B

V
erfG

E
 65,1

（43

）.  

強
調
は
玉
蟲
。

（
20
） B
V
erfG

E
 65,1

（45

）.

（
21
） V
gl. D

ietlich M
ursw

iek, in: S
achs

（hrsg.

）, G
G
, 7.A

ufl ., 2014, A
rt.2, R

n. 121b; M
arkus N

euser, R
echtfragen der D

N
A
-

A
nalyse zum

 Z
w
eck der D

N
A
-Identitätsfeststellung in künftigen S

trafverfahren, 2006, S
.95f.

（
22
） B

V
erfG

E
 65,1

（44

）. 

な
お
、
国
勢
調
査
判
決
に
よ
る
比
例
原
則
審
査
に
つ
い
て
、
松
本
和
彦
『
基
本
権
保
障
の
憲
法
理
論
』（
大
阪
大
学
出

四
五
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
九
〇
）

版
会
、
二
〇
〇
一
年
）
一
四
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
23
） B

V
erfG

, N
S
tZ
 1996, S

.46. 

本
決
定
に
つ
き
、
詳
し
く
は
、
玉
蟲
・
前
掲
注（
14
）・
三
五
三
頁
以
下
を
参
照
。

（
24
） H

ans H
ofm
ann, in: S

chm
idt-B

leibtreu/ H
ofm
ann/ H

enneke

（hrsg.

）, G
G
, 13.A

ufl ., 2014, A
rt. 1, R

n.55

は
、
本
決
定
を
Ｄ
Ｎ
Ａ
型

情
報
の
「
保
存
の
合
憲
性
」
が
問
題
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

（
25
） B

V
erfG

E
 103, 21

（32

）. 

強
調
は
玉
蟲
。
本
決
定
に
つ
き
、
詳
し
く
は
、
玉
蟲
・
前
掲
注（
14
）・
三
五
八
頁
以
下
、
同
「
刑
事
手
続
に
お
け

る
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
と
情
報
自
己
決
定
権
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅲ
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
年
）
五
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
26
） B

V
erfG

E
 103, 21

（33

）. 

（
27
） B

V
erfG

E
 103, 21

（34
）.

（
28
） B

V
erfG

E
 103, 21

（37
）. 
な
お
、
本
決
定
は
か
か
る
「
推
定
」
を
Ｄ
Ｎ
Ａ
同
一
性
識
別
法
二
条
（
現
行
で
の
刑
事
訴
訟
法
八
一
ｇ
条
四
項
）

に
も
と
づ
く
措
置
に
つ
い
て
要
求
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
八
一
ｇ
条
一
項
の
措
置
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。V

gl. 

N
euser, a.a.O

.

（A
nm
.21

）, S
.145f.

（
29
） V

gl. M
ursw

iek, a.a.O
.（A
nm
.21

）, R
n. 121b. 

た
だ
し
、
二
〇
一
三
年
七
月
二
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
第
三
部
会
決
定
で
は
、
未

成
年
者
に
対
し
て
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
お
よ
び
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
登
録
を
命
じ
た
裁
判
所
判
決
に
つ
い
て
、「
裁
判
所
は
〔
再
犯
危
険

性
の
推
定
に
関
す
る
〕
予
測
判
断
に
際
し
て
も
、
比
例
原
則
審
査
に
際
し
て
も
個
別
ケ
ー
ス
の
重
要
な
諸
状
況
を
考
慮
し
な
か
っ
た
」
と
し
て
お
り
、

「
再
犯
危
険
性
の
推
定
」
と
比
例
原
則
と
を
分
け
て
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
再
犯
危
険
性
に
つ
い
て
の
予
測
判
断
が
形
式
的
に
は
正
当
に
な
さ
れ
て

い
て
も
、
実
質
的
な
観
点
か
ら
そ
の
内
容
が
比
例
原
則
に
反
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
の
見
方
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
裁

判
所
の
予
測
判
断
に
お
い
て
未
成
年
者
に
よ
る
性
的
な
行
為
が
過
剰
に
危
険
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
と
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
を
継
続
的
に
保
管
す
る

こ
と
と
の
間
で
、
可
能
な
限
り
広
範
な
社
会
的
統
合
と
い
う
目
的
を
逸
脱
し
た
比
例
的
で
な
い
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
た
（B

V
erfG

, S
tV
 2014, 

S
.579

）。
結
果
的
に
見
れ
ば
、
両
者
を
区
別
す
る
意
味
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
く
、
予
測
判
断
の
な
か
に
比
例
原
則
審
査
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

（
30
） B

V
 erfG

, S
tV
 2009, S

.2.

四
五
八



警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
合
憲
性
（
玉
蟲
）

（
六
九
一
）

（
31
） 

Ｄ
Ｎ
Ａ
に
含
ま
れ
る
遺
伝
情
報
の
多
義
性
と
分
類
に
つ
き
、
山
本
龍
彦
『
遺
伝
情
報
の
法
理
論
│
憲
法
的
視
座
の
構
築
と
応
用
│
』（
尚
学
社
、

二
〇
〇
八
年
）
五
一
頁
以
下
が
参
考
に
な
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
憲
法
学
上
の
議
論
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
知
見
も
、
概
ね
こ
れ
と
共
通
し
た
も
の
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
も
コ
ー
ド
化
領
域
／
非
コ
ー
ド
化
領
域
の
区
別
を
前
提
と
し
て
、
刑
事
手
続
上
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
が
許
容
さ
れ
る
の
は
あ

く
ま
で
そ
れ
が
非
コ
ー
ド
化
領
域
に
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
と
見
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
玉
蟲
・
前
掲
注（
14
）・
三
八
〇
頁
以
下
を
参
照
。

（
32
） 

し
ば
し
ば
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
に
つ
い
て
、「
遺
伝
子
指
紋
（genetischer F

ingerabdruck

）」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で

あ
る
。

（
33
） H

orst D
reier, in: ders. 

（hrsg.

）, G
G
, 2. A

ufl ., B
d. I, 2004, A

rt.1I, R
n.81

は
、「
遺
伝
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
情
報
を
入
手
す
る
た

め
に
行
な
わ
れ
る
包
括
的
な
遺
伝
子
分
析
は
、〔
当
該
個
人
の
〕
同
意
な
し
に
は
許
さ
れ
な
い
」
と
す
る
一
方
で
、「
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
う
ち
、
有
意
な
情
報

を
も
た
な
い
、
非
コ
ー
ド
化
領
域
…
の
み
が
比
較
の
対
象
と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
『
遺
伝
子
指
紋
』
は
許
容
さ
れ
る
」
と
い
う
（〔
〕
内
は
玉
蟲
）。

（
34
） 

こ
の
点
に
つ
き
、
玉
蟲
・
前
掲
注（
14
）・
三
七
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
35
） 

芦
部
信
喜
『
憲
法
学
Ⅱ
人
権
総
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）
三
八
〇
頁
を
参
照
。

（
36
） 

こ
の
点
に
つ
き
、
玉
蟲
・
前
掲
注（
14
）・
三
八
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
37
） 

佐
藤
・
前
掲
注（
8
）・
一
八
二
頁
注
二
二
を
参
照
。

（
38
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
徳
永
光
「
立
法
を
伴
わ
な
い
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
甲
南
法
学
四
六
巻
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）

一
一
五
頁
以
下
が
す
で
に
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。

（
39
） 

徳
永
・
前
掲
注（
38
）・
一
三
一
頁
。

（
40
） 

徳
永
・
前
掲
注（
38
）・
一
三
一
頁
。

（
41
） N
euser, a.a.O

.（A
nm
.21

）, S
.205ff . 

検
査
技
術
の
発
展
例
と
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
導
入
当
初
は

Ｓ
Ｔ
Ｒ
五
座
位
が
分
析
対
象
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
後
、
Ｓ
Ｔ
Ｒ
八
座
位
に
分
析
対
象
が
拡
大
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
一
六

年
現
在
、
一
三
座
位
が
分
析
対
象
と
な
っ
て
い
る
）。

四
五
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
九
二
）

（
42
） 

二
〇
一
四
年
ま
で
日
本
で
行
わ
れ
て
い
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
は
一
五
座
位
の
Ｓ
Ｔ
Ｒ
型
と
ア
メ
ロ
ゲ
ニ
ン
座
位
の
型
を
検
出
す
る
も
の
で
あ
り
、
日

本
人
で
最
も
出
現
頻
度
が
高
い
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
の
組
合
せ
の
場
合
で
、
約
四
兆
七
千
億
人
に
一
人
と
い
う
確
率
で
個
人
識
別
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
さ
れ

て
い
る
（
警
察
白
書
平
成
二
〇
年
版
三
三
頁
）。
犯
罪
捜
査
に
用
い
る
目
的
で
こ
れ
を
超
え
る
精
度
が
必
要
と
い
え
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
か

り
に
さ
ら
な
る
分
析
方
法
の
発
展
が
問
題
と
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
劣
化
Ｄ
Ｎ
Ａ
サ
ン
プ
ル
な
ど
を
含
み
う
る
痕
跡
物
質
に
つ
い
て
の
分
析
で
あ

り
、
再
分
析
の
対
象
と
し
て
は
痕
跡
物
質
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
れ
ば
十
分
と
も
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
身
元
不
明
死
体
の
身
元
確
認
の
た
め
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
を
活
用
す
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
等
を
受
け
て
二
〇
一
五
年

に
改
正
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
記
録
取
扱
規
則
二
条
二
号
で
は
、
二
三
座
位
が
分
析
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

（
43
） 

比
例
原
則
が
基
本
権
制
限
に
か
か
わ
る
日
本
国
憲
法
上
（
と
り
わ
け
一
三
条
）
の
要
請
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
玉
蟲
由
樹
「
人
権
と
国
家
権
力

│
『
公
共
の
福
祉
』
の
多
元
的
機
能
」
法
律
時
報
八
六
巻
五
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
四
頁
以
下
、
同
「
集
合
的
決
定
・
公
共
の
福
祉
・
人
権
」
法
の

理
論
三
四
（
二
〇
一
六
年
）
一
六
九
頁
以
下
、
宍
戸
常
寿
『
憲
法
解
釈
論
の
応
用
と
展
開
【
第
二
版
】』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
四
年
）
二
四
頁
、

渡
辺
康
行
・
宍
戸
常
寿
・
松
本
和
彦
・
工
藤
達
朗
『
憲
法
Ⅰ
基
本
権
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
七
六
頁
以
下
を
参
照
。

（
44
） B

V
erfG

E
 78,77

（85

）.

（
45
） 

こ
の
点
に
つ
き
、
詳
し
く
は
松
本
・
前
掲
注（
22
）・
五
九
頁
以
下
、
渡
辺
ほ
か
・
前
掲
注（
43
）・
七
六
頁
以
下
を
参
照

（
46
） 

二
〇
〇
〇
年
の
決
定
に
お
い
て
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
「
連
邦
刑
事
局
で
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
の
蓄
積
と
い
う
残
さ
れ
た
可
能
性
…
は
、
立
法

者
に
よ
っ
て
公
益
の
た
め
に
作
り
出
さ
れ
た
将
来
の
刑
事
訴
追
の
た
め
の
事
前
配
慮
（V

orsorge

）
の
措
置
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

B
V
erfG

E
 103,21

（35

）.

（
47
） 

情
報
事
前
配
慮
型
の
国
家
活
動
に
つ
き
、
小
山
剛
「
自
由
・
テ
ロ
・
安
全
│
警
察
の
情
報
活
動
と
情
報
自
己
決
定
権
を
例
に
」
大
沢
秀
介
・
小

山
剛
（
編
）『
市
民
生
活
の
自
由
と
安
全
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
三
二
〇
頁
以
下
を
参
照
。

（
48
） 

西
原
博
史
「
予
防
的
通
信
監
視
と
通
信
の
秘
密
・
比
例
原
則
│
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
警
察
法
違
憲
判
決
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
・
前
掲

注（
25
）・
二
五
七
頁
を
参
照
。

（
49
） B

V
erfG

E
 115,320

（360 f.

）. 

ラ
ス
タ
ー
捜
査
決
定
で
の
実
際
の
文
言
は
「
脅
か
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
す
で
に
生
じ
た
法
益
侵
害
が
重
要
な
も

四
六
〇



警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
合
憲
性
（
玉
蟲
）

（
六
九
三
）

の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
し
て
問
題
と
な
る
基
本
権
介
入
が
重
要
で
な
け
れ
ば
重
要
で
な
い
ほ
ど
、
脅
か
さ
れ
た
あ
る
い
は
す
で
に
生
じ
た
法
益

侵
害
が
推
測
さ
れ
う
る
蓋
然
性
は
低
く
て
よ
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
嫌
疑
を
根
拠
づ
け
る
事
実
は
不
確
か
な
も
の
で
よ
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

②
法
益
侵
害
が
重
要
で
、
①
基
本
権
介
入
が
重
要
で
な
い
場
合
に
は
、
③
法
益
侵
害
の
発
生
の
蓋
然
性
は
低
く
て
よ
い
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
①
基
本
権
介
入
が
重
要
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
他
の
変
数
に
つ
い
て
高
い
レ
ベ
ル
で
の
要
求
が
な
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

（
50
） B

V
erfG

E
 120,378

（403

）.

（
51
） N

euser, a.a.O
.（A
nm
.21

）, S
.109

も
同
様
の
見
解
を
と
る
。

（
52
） D

ieter L
orenz, A

llgem
eines P

ersönlichkeitsrecht und G
entechnologie, JZ

 2005, S
. 1128

は
、
刑
事
訴
訟
法 

八
一
ｇ
条
に
も
と
づ

く
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
の
許
容
は
個
々
人
を
恒
常
的
に
介
入
に
さ
ら
す
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
介
入
が
仮
定
的
に
の
み
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た

め
、
こ
う
し
た
介
入
は
人
格
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
特
別
な
権
利
（das spezielle R

echt auf P
ersönlichkeit

）
に
か
か
わ
る
も
の
と
位
置
づ
け
、

介
入
に
は
「
特
別
に
重
要
な
公
共
の
利
益
の
根
拠
が
要
求
さ
れ
る
」
と
し
て
、
厳
格
な
比
例
原
則
審
査
を
要
求
し
て
い
る
。

（
53
） 

た
と
え
ば
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
の
た
め
の
強
制
採
尿
・
強
制
採
血
に
つ
い
て
、
こ
の
点
か
ら
論
じ
る
も
の
と
し
て
、
水
野
・
前
掲
注（
15
）・
一
二
六
頁

以
下
を
参
照
。

（
54
） 

こ
の
よ
う
な
見
解
を
採
る
も
の
と
し
て
、
宍
戸
・
前
掲
注（
43
）・
二
〇
頁
以
下
、
山
本
龍
彦
「
日
本
に
お
け
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
法
制
と

憲
法
」
比
較
法
研
究
七
〇
号
（
二
〇
〇
八
年
）
七
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
55
） B

V
erfG

E
 113,348. 

本
判
決
に
つ
き
、
西
原
・
前
掲
注（
48
）・
二
五
四
頁
以
下
を
参
照
。

（
56
） V

gl. B
V
erfG

E
 115,320

（365

）; 120,378

（407f.

）.

四
六
一





刑
事
政
策
に
お
け
る
更
生
緊
急
保
護
の
現
代
的
役
割
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
六
九
五
）

刑
事
政
策
に
お
け
る
更
生
緊
急
保
護
の
現
代
的
役
割
に
つ
い
て

尾　
　

田　
　

清　
　

貴

1
．
は
じ
め
に

2
．
起
訴
猶
予
処
分
の
現
状

3
．
更
生
緊
急
保
護
の
現
状

4
．
起
訴
猶
予
者
に
対
す
る
更
生
緊
急
保
護
の
現
状

5
．
現
代
的
役
割
に
つ
い
て

1
．
は
じ
め
に

犯
罪
情
勢
の
悪
化
に
対
応
す
る
た
め
、
平
成
一
五
年
九
月
、
犯
罪
対
策
閣
僚
会
議
が
設
置
さ
れ
、
一
二
月
に
「
犯
罪
に
強
い
社
会
の
実

現
の
た
め
の
行
動
計
画
│
「
世
界
一
安
全
な
国
、
日
本
」
の
復
活
を
目
指
し
て
│
」
を
、
そ
の
五
年
後
の
二
〇
年
一
二
月
に
は
、
五
年
間

論　

説

〈
刑
事
政
策
〉

四
六
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
九
六
）

の
進
捗
状
況
を
踏
ま
え
、「
犯
罪
に
強
い
社
会
の
実
現
の
た
め
の
行
動
計
画

二
〇
〇
八
」
を
策
定
し
、
平
成
二
四
年
七
月
に
は
「
再
犯
防
止
に
向
け
た
総
合
対

策
」
を
策
定
し
、
関
係
諸
機
関
の
連
携
に
よ
る
総
合
的
な
再
犯
防
止
対
策
の
取
組
方

針
を
示
す
と
と
も
に
、
対
象
者
の
特
性
に
応
じ
た
指
導
及
び
支
援
の
強
化
等
を
重
点

施
策
に
掲
げ
て
い
る
（
1
）

。

そ
の
翌
年
の
平
成
二
五
年
五
月
に
は
「
犯
罪
に
強
い
社
会
の
実
現
の
た
め
の
新
た

な
行
動
計
画
の
策
定
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
」
を
決
定
し
、
平
成
二
五
年
一
二
月
に

は
、
同
会
議
に
お
け
る
取
り
ま
と
め
を
経
て
、「「
世
界
一
安
全
な
日
本
」
創
造
戦

略
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
再
犯
防
止
対
策
等
を
重
点
取
組
分
野
と
す
る
と
の
基
本
方

針
を
示
し
た
。
さ
ら
に
、
昨
年
（
平
成
二
六
年
）
一
二
月
に
は
「
宣
言
：
犯
罪
に
戻

ら
な
い
・
戻
さ
な
い
〜
立
ち
直
り
を
み
ん
な
で
支
え
る
明
る
い
社
会
へ
〜
」
を
決
定

し
て
い
る
（
2
）

。

過
去
三
回
に
わ
た
る
犯
罪
対
策
に
か
か
る
閣
僚
会
議
が
策
定
し
た
行
動
計
画
の
背

景
に
は
、
日
本
の
犯
罪
情
勢
は
全
体
と
し
て
は
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
年
齢
構

成
別
に
見
る
と
六
四
歳
未
満
の
年
代
層
で
は
、
四
〇
〜
四
九
歳
代
は
ほ
ぼ
横
ば
い
で

は
あ
る
が
、
高
齢
者
に
よ
る
犯
罪
の
増
加
、
満
期
出
所
者
に
よ
る
再
犯
率
の
高
さ
と
、

い
わ
ゆ
る
振
り
込
め
詐
欺
の
高
止
ま
り
傾
向
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
依
然
と
し
て
体
感

表⑴　一般刑法犯　検挙人員の推移（年齢層別）

注　 1　警察庁の統計及び警察庁交通局の資料による。

2　犯行時の年齢による。

四
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刑
事
政
策
に
お
け
る
更
生
緊
急
保
護
の
現
代
的
役
割
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
六
九
七
）

治
安
の
改
善
に
至
っ
て
い
な
い
現
状
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

表
⑴
（
3
）

は
、
一
般
刑
法
犯
に
つ
い
て
、
年
齢
層
別
の
検
挙
人
員
の
推
移
（
最
近
二
〇

年
間
）
を
見
た
も
の
で
あ
る
。
高
齢
者
の
検
挙
人
員
は
、
他
の
年
齢
層
と
異
な
り
、

平
成
八
年
以
降
増
加
が
著
し
か
っ
た
が
、
一
九
年
か
ら
は
お
お
む
ね
横
ば
い
で
推
移

し
、
二
六
年
は
四
万
七
、二
五
二
人
（
前
年
比
二
・
二
％
増
）
と
な
っ
た
も
の
の
、
七
年

の
検
挙
人
員
の
約
四
倍
で
あ
り
、
成
人
の
他
の
年
齢
層
と
比
較
し
て
最
も
多
か
っ
た
。

表
⑵
は
、
平
成
一
七
年
か
ら
二
六
年
の
刑
法
犯
、
及
び
窃
盗
犯
の
検
挙
人
員
の
推

移
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
総
数
・
二
〇
歳
未
満
・
六
〇
歳
以
上
に
つ
い
て
見
た
も
の

で
あ
る
。

刑
法
犯
総
数
で
見
る
と
、
平
成
一
七
年
に
三
八
六
、九
五
五
件
で
あ
っ
た
も
の
が
、

平
成
二
六
年
に
は
、
二
五
一
、一
一
五
件
と
六
四
・
九
％
と
約
三
分
の
二
に
減
少
し
て

い
る
。
二
〇
歳
未
満
の
者
に
つ
い
て
見
る
と
、
平
成
一
七
年
の
検
挙
件
数
と
比
較
す

る
と
三
九
・
二
％
と
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
が
、
六
〇
歳
以
上
の
者
で
は
、
平
成

二
三
年
ま
で
は
ほ
ぼ
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
二
三
年
の
七
〇
、〇
五
四
件
を
ピ
ー

ク
に
減
少
し
、
平
成
二
六
年
に
は
六
二
、三
三
八
件
と
減
少
し
た
も
の
の
、
二
〇
歳

未
満
の
少
年
の
一
・
二
八
倍
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
窃
盗
犯
に
つ
い
て
見
る
と
、
平
成
一
七
年
か
ら
二
六
年
の
一
〇
年
間
で
見

表⑵　刑法犯及び窃盗犯の年齢別検挙人員の推移（平成17 ～ 26年）
刑法犯総数 窃　盗

総　数 20歳未満 60歳以上 総　数 20歳未満 60歳以上
平成17年 386,955 124,522 63,250 194,119 71,450 38,239
平成18年 384,250 113,551 67,453 187,654 62,951 40,429
平成19年 365,577 103,884 69,198 180,446 58,416 41,997
平成20年 339,752 91,462 69,382 174,738 52,785 44,388
平成21年 332,888 90,844 68,504 178,823 55,047 44,205
平成22年 322,620 86,394 68,725 175,214 52,674 46,155
平成23年 305,631 78,186 70,054 168,514 47,999 47,883
平成24年 287,021 65,983 68,265 153,864 38,602 47,099
平成25年 262,486 56,901 63,126 138,847 33,321 43,750
平成26年 251,115 48,843 62,338 131,490 28,419 43,131
※　警察庁・犯罪統計書から筆者が作成

四
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
九
八
）

る
と
、
刑
法
犯
の
状
況
と
同
じ
傾
向
を
示
し
て
お
り
、
特
に
、
平
成
二
四
年
以
降
で
は
、
六
〇
歳
以
上
の
者
の
割
合
が
二
〇
歳
未
満
の
少

年
を
大
き
く
上
回
っ
て
お
り
、
一
・
五
二
倍
の
四
三
、一
三
一
件
で
あ
っ
た
（
4
）

。

表
⑶
（
5
）

は
、
平
成
二
六
年
に
お
け
る
高
齢
者
の
一
般
刑
法
犯
検
挙
人
員
の
罪
名
別
構
成
比
を
男
女
別
に
見
た
も
の
で
あ
る
。
総
数
と
比
べ

て
、
高
齢
者
で
は
窃
盗
の
割
合
が
高
い
が
、
特
に
女
子
で
は
、
約
九
割
が
窃
盗
で
あ
り
、
し
か
も
万
引
き
に
よ
る
者
の
割
合
が

八
二
・
七
％
と
際
立
っ
て
高
い
。

高
齢
者
の
万
引
き
に
至
る
背
景
や
被
害
額
な
ど
に
関
し
て
は
、（
4
）で
引
用
し
て
い
る
拙
稿
の
（
3
．
高
齢
者
の
お
か
れ
て
い
る
現
状

一
五
三
〜
一
六
二
頁
）
に
詳
述
し
て
い
る
の
で
参
考
に
さ
れ
た
い
。

表
⑷
は
、
平
成
二
二
年
〜
二
六
年
の
五
年
間
に
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
た
新
受
刑
者
の
推
移
を
総
数
と
六
〇
歳
以
上
の
者
に
つ
い
て
比
較

し
た
も
の
で
あ
る
。
総
数
で
は
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
六
〇
歳
以
上
が
占
め
る
割
合
は
、
平
成
二
二
年
の
一
五
・
一
％
か
ら
毎
年
増

加
し
て
お
り
、
平
成
二
六
年
に
は
、
一
七
・
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
男
性
・
女
性
に
つ
い
て
新
受
刑
者
に
占
め
る
六
〇
歳
以
上
の

者
の
割
合
で
見
る
と
、
男
性
よ
り
も
女
性
の
割
合
が
毎
年
四
％
以
上
高
く
な
っ
て
お
り
、
六
〇
歳
以
上
の
女
性
の
新
受
刑
者
は
実
数
で
も

増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
再
犯
を
防
ぐ
た
め
の
効
果
的
な
起
訴
猶
予
の
あ
り
方
を
更
生
緊
急
保
護
の
活
用
と
言
う
手
法
で
検
討
し
て
み
た

い
。
と
り
わ
け
、
再
犯
を
防
止
す
る
た
め
に
着
目
さ
れ
て
い
る
就
労
機
会
の
確
保
と
居
住
先
の
確
保
が
困
難
な
高
齢
者
犯
罪
者
に
つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
は
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

四
六
六



刑
事
政
策
に
お
け
る
更
生
緊
急
保
護
の
現
代
的
役
割
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
六
九
九
）

総数 60歳以上
総数 男 女 総数 男 女

平成22年 27,079 24,873 2,206 4,093 3,699 394
平成23年 25,499 23,273 2,226 4,069 3,639 430
平成24年 24,780 22,565 2,225 4,127 3,681 446
平成25年 22,756 20,643 2,112 3,962 3,507 455
平成26年 21,866 19,744 2,122 3,771 3,314 457

表⑷　新受刑者の年齢動向

※　矯正統計年報27年半から筆者作成

表⑶　一般刑法犯　高齢者の検挙人員の罪名別構成比（男女別）

注　 1　警察庁の統計及び警察庁交通局の資料による。

2　犯行時の年齢による。

3　「横領」は，遺失物等横領を含む。

4　（　）内は，実人員である。
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
〇
〇
）

2
．
起
訴
猶
予
処
分
の
現
状

表
⑸
は
、
平
成
一
七
年
か
ら
二
六
年
ま
で
の
一
〇
年
間
の
一
般
刑
法
犯
に
お
け
る
起
訴
率
及
び
起
訴
猶
予
率
を
見
た
も
の
で
あ
る
が
、

平
成
二
二
年
か
ら
起
訴
猶
予
処
分
に
付
さ
れ
る
者
の
割
合
が
、
起
訴
さ
れ
る
者
の
割
合
を
上
回
っ
て
お
り
、
平
成
二
六
年
に
は
ほ
ぼ
半
分

の
者
〈
五
〇
・
六
％
〉
が
起
訴
猶
予
と
な
っ
て
い
る
。

表
⑹
（
6
）

は
、
平
成
二
六
年
の
一
般
刑
法
犯
の
起
訴
猶
予
率
を
罪
名
別
に
見
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
年
齢
層
別
に
見
た
も
の
で
あ
る
。
高
齢

者
の
起
訴
猶
予
率
は
、
一
般
刑
法
犯
全
体
で
六
五
歳
未
満
の
年
齢
層
よ
り
も
高
く
、
窃
盗
に
お
い
て
特
に
そ
の
差
が
大
き
い
。

表
⑺
は
、
平
成
二
六
年
に
起
訴
猶
予
処
分
に
付
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
初
犯
者
・
前
科
者
に
つ
い
て
、
年
齢
別
・
性
別
に
見
た
も
の
で

あ
る
。
刑
法
犯
総
数
で
は
、
起
訴
猶
予
者
に
占
め
る
前
科
者
の
割
合
は
、
三
〇
・
二
％
、
六
五
〜
六
九
歳
で
は
、
四
二
・
二
％
、
七
〇
歳
以

上
で
は
三
四
・
二
％
で
あ
っ
た
。
窃
盗
犯
に
つ
い
て
こ
れ
を
見
る
と
、
二
八
・
一
％
と
二
・
一
ポ
イ
ン
ト
低
く
な
っ
て
い
る
。
六
五
〜
六
九

歳
で
は
三
六
・
五
％
、
七
〇
歳
以
上
で
は
三
〇
・
六
％
と
、
そ
れ
ぞ
れ
五
・
七
、
三
・
六
ポ
イ
ン
ト
低
く
な
っ
て
い
る
。

初
犯
で
起
訴
猶
予
に
な
る
者
の
割
合
は
、
刑
法
犯
総
数
で
は
、
六
九
・
八
％
、
窃
盗
犯
で
は
七
一
・
九
％
で
あ
っ
た
が
、
七
〇
歳
以
上
の

者
に
つ
い
て
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
六
五
・
八
％
と
高
い
数
値
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
起
訴
猶
予
（
処
分
）
と
は
、
検
察
官
が
起
訴
・
不
起
訴
を
決
定
す
る
際
に
、
公
訴
を
提
起
す
る
に
足
り
る
被
疑
事
実
が
証

拠
に
基
づ
き
明
白
な
場
合
に
お
い
て
、
訴
訟
条
件
が
具
備
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
検
察
官
の
裁
量
に
よ
り
起
訴
し
な
い
こ
と
を
認

め
る
制
度
（
処
分
）
で
あ
り
、
刑
事
訴
訟
法
二
四
八
条
は
、
①
被
疑
者
の
性
格
、
②
年
齢
及
び
境
遇
、
③
犯
罪
の
軽
重
及
び
④
情
状
並
び

に
⑤
犯
罪
後
の
情
況
に
よ
り
訴
追
を
必
要
と
し
な
い
と
き
に
検
察
官
が
行
う
不
起
訴
処
分
で
あ
る
（
刑
事
訴
訟
法
第
二
四
八
条
、
事
件
事
務

四
六
八



刑
事
政
策
に
お
け
る
更
生
緊
急
保
護
の
現
代
的
役
割
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
七
〇
一
）

表⑺　起訴猶予処分に付された者の初犯者・前科者の年齢・性別人員（平成26年）
総　数 60 ～ 64歳 65 ～ 69歳 70歳以上

計 男 女 不詳 男 女 男 女 男 女

総　数

計 112,449 92,336 20,099 14 6,136 1,251 5,185 1,302 8,313 3,265

初犯者 80,655 62,620 18,035 3,230 1,097 2,598 1,142 4,636 2,898

前科者 31,762 29,699 2,063 2,906 154 2,587 159 3,677 368

不　詳 32 17 1 14 1

刑法犯

計 79,210 64,465 14,734 11 4,246 1,039 3,549 1,112 6,098 2,894

初犯者 55,240 42,108 13,132 2,161 917 1,720 973 3,353 2,562

前科者 23,946 22,345 1,061 2,085 122 1,829 138 2,745 332

不　詳 24 12 1 11 1

窃　盗

計 36,296 26,116 10,170 5 1,819 777 1,672 898 3,720 2,599

初犯者 26,092 17,079 9,013 967 680 847 784 2,097 2,290

前科者 10,197 9,031 1,166 852 97 825 112 1,623 309

不　詳 7 6 1 5 1

※　検察統計年報27年版から筆者が作成

表⑸　一般刑法犯の起訴率・起訴猶予率の推移

※　検察統計年報27年版から筆者作成

表⑹　一般刑法犯　起訴猶予率（罪名別、年齢層別）

注　 1　検察統計年報による。

2　犯行時の年齢による。

3　グラフ上の点線は，全体の起訴猶予率である。
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
〇
二
）

規
程
（
法
務
省
訓
令
）
第
七
五
条
二
項
二
〇
号
（
7
）

）
と
し
て
い
る
。

本
制
度
の
目
的
は
、
証
拠
は
十
分
で
は
あ
っ
て
も
、
被
疑
者
の
状
況
か
ら
、
敢
え
て
手
続
き
を
終
了
さ
せ
て
、
自
発
的
更
生
に
期
待
す

る
と
共
に
、
刑
事
司
法
過
程
が
も
た
ら
す
ラ
ベ
リ
ン
グ
作
用
を
回
避
す
る
こ
と
を
狙
い
と
す
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
故
、
法
的
性
格
は
、
特

別
予
防
（
8
）

と
も
言
え
る
。

具
体
的
に
は
、
ア
初
犯
で
あ
る
か
、
前
科
・
前
歴
が
な
い
（
少
な
い
か
、
あ
っ
て
も
長
期
間
が
経
過
し
て
い
る
）、
イ
被
害
が
軽
微
で
あ
り
、

損
害
回
復
や
賠
償
が
為
さ
れ
て
い
る
（
示
談
が
成
立
し
て
い
る
）
こ
と
、
ウ
被
疑
者
の
真
摯
な
謝
罪
を
被
害
者
が
受
け
容
れ
て
い
る
こ
と
、

エ
被
疑
者
の
家
族
等
が
再
犯
を
犯
さ
な
い
よ
う
監
護
す
る
意
思
を
上
申
書
で
示
し
て
い
る
こ
と
、
オ
被
害
者
が
公
式
の
手
続
を
望
ま
な
い

こ
と
を
上
申
書
で
示
し
て
い
る
こ
と
、
カ
被
疑
者
の
年
齢
な
ど
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
起
訴
猶
予
処
分
の
決
定
が
為
さ
れ
て
い
る
。

起
訴
猶
予
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
様
に
起
訴
猶
予
を
認
め
な
い
「
起
訴
法
定
主
義
」（
訴
訟
条
件
及
び
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
る
場
合
、
必

ず
起
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
制
）
を
採
用
し
て
い
る
国
も
あ
る
が
、
我
が
国
は
、
起
訴
猶
予
を
認
め
る
「
起
訴
便
宜
主
義
（
9
）

」
を
採

用
し
て
い
る
。（
刑
事
訴
訟
法
第
二
四
八
条
）。
た
だ
、
検
察
官
に
対
す
る
広
範
な
裁
量
の
付
与
は
濫
用
的
行
使
の
危
険
〈
い
わ
ゆ
る
、
公
訴

権
の
乱
用
の
問
題
で
あ
る
。〉
を
伴
う
が
、
わ
が
国
で
の
運
用
は
、
実
務
上
の
基
準
が
存
在
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
安
定
し
て
お
り
、
着
実

な
成
果
を
上
げ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
る
。
な
お
、
濫
用
的
な
裁
量
権
行
使
へ
の
抑
制
及
び
救
済
策
と
し
て
、
不
当
な
不
起
訴
に
対
し
て
は
、

法
が
検
察
審
査
会
、
準
起
訴
手
続
の
制
度
を
用
意
し
て
お
り
、
不
当
な
起
訴
に
対
し
て
は
、
解
釈
論
上
、
公
訴
権
濫
用
論
の
主
張
が
な
さ

れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
精
密
な
裁
量
権
行
使
の
た
め
に
、
捜
査
手
続
が
長
大
化
す
る
こ
と
、
公
判
手
続
が
形
が
い
化
す
る
こ
と
が
問
題

視
さ
れ
て
お
り
、
訴
追
裁
量
の
本
質
に
つ
い
て
、
犯
罪
者
の
更
生
手
段
と
し
て
の
特
別
予
防
的
性
格
で
は
な
く
、
微
罪
の
処
理
方
法
と
し

四
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刑
事
政
策
に
お
け
る
更
生
緊
急
保
護
の
現
代
的
役
割
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
七
〇
三
）

て
の
一
般
予
防
的
性
格
を
強
調
す
べ
き
だ
と
の
改
善
提
案
も
あ
る
。

起
訴
猶
予
は
一
応
終
局
処
分
で
あ
っ
て
、
起
訴
猶
予
に
よ
っ
て
被
疑
者
は
訴
追
の
負
担
を
免
れ
る
。
但
し
、
後
日
別
事
件
を
起
こ
し
た

場
合
に
は
、
併
せ
て
起
訴
さ
れ
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
検
察
官
に
よ
る
処
分
の
最
終
決
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
期
間
の
設
定
は
あ
り
得
な
い
。

し
い
て
言
う
な
ら
ば
、
検
察
官
の
不
起
訴
判
断
を
不
服
と
す
る
者
の
求
め
に
よ
り
不
服
審
査
を
行
う
こ
と
（
検
察
審
査
会
へ
の
不
服
申
し

立
て
）
が
で
き
る
期
間
＝
公
訴
時
効
ま
で
、
と
も
考
え
ら
れ
る
（
10
）

が
、
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
例
え
ば
、「
窃
盗
」
の
場
合
は
二
五
〇
条
二
項
で
、
時
効
期
間
は
、
七
年
間
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
起
訴
猶
予
の
場
合
に
は
前

科
で
は
な
く
前
歴
と
し
て
記
録
に
残
り
、
後
に
別
件
で
起
訴
さ
れ
た
場
合
に
そ
れ
が
情
状
証
拠
と
な
る
。
ま
た
、
不
起
訴
処
分
は
一
事
不

再
理
の
対
象
外
で
あ
る
た
め
、
再
起
（
11
）

が
あ
り
得
る
。

起
訴
猶
予
の
法
的
性
格
に
関
す
る
考
え
方
に
は
、
そ
の
運
用
を
踏
ま
え
て
、
①
軽
微
な
犯
罪
を
速
や
か
に
刑
事
手
続
か
ら
開
放
す
る
微

罪
処
分
型
、
②
被
害
の
弁
償
な
ど
事
件
後
の
状
況
に
応
じ
て
基
礎
を
留
保
す
る
起
訴
留
保
型
、
③
起
訴
前
の
保
護
観
察
に
よ
り
特
別
予
防

を
図
る
保
護
観
察
付
起
訴
猶
予
型
〈
旧
刑
訴
法
二
七
九
条
（
12
）

〉、
④
事
件
が
あ
る
程
度
重
大
で
あ
っ
て
も
諸
般
の
事
情
か
ら
起
訴
し
な
い
起

訴
放
棄
型
の
四
類
型
が
あ
り
（
13
）

、
現
行
刑
訴
法
二
四
八
条
は
、
一
度
起
訴
猶
予
に
付
し
た
以
上
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
再
起
を
行
わ
な

い
起
訴
放
棄
型
が
原
則
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
（
14
）

と
さ
れ
て
い
る
。

3
．
更
生
緊
急
保
護
の
現
状

図
1
は
、
刑
事
司
法
手
続
の
流
れ
に
お
け
る
更
生
緊
急
保
護
と
保
護
観
察
の
関
係
を
概
観
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
独
立
処
分
と
し
て
の

四
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一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
〇
四
）

少
年
の
保
護
観
察
・
矯
正
施
設
か
ら
仮
釈
放
さ
れ
た
者
に
対
す
る
保
護
観
察
対

象
者
に
は
、
一
定
の
期
間
、
保
護
観
察
所
に
よ
る
指
導
監
督
と
支
援
が
為
さ
れ

る
が
、
刑
務
所
を
満
期
釈
放
さ
れ
た
者
、
検
察
庁
で
起
訴
猶
予
と
な
っ
た
者
、

あ
る
い
は
仮
釈
放
期
間
を
終
了
し
た
者
等
に
は
、
保
護
観
察
所
に
よ
る
国
の
指

導
や
援
助
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
者
の
中
に
は
、
釈
放
後
、
身
寄
り
が
な
い
た

め
、
再
び
罪
を
犯
す
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
。
そ
こ
で
、
保
護
観
察
所
で
は

こ
れ
ら
の
者
ら
に
対
し
、
本
人
の
申
出
に
基
づ
い
て
就
職
の
援
助
、
宿
泊
場
所

や
食
事
の
供
与
、
あ
る
い
は
福
祉
機
関
へ
の
斡
旋
等
の
必
要
な
援
助
を
行
っ
て

お
り
、
こ
れ
を
更
生
緊
急
保
護
と
い
う
。

更
生
保
護
法
八
五
条
は
、「
更
生
緊
急
保
護
」
に
つ
い
て
、
次
の
様
に
定
め

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
こ
の
節
に
お
い
て
「
更
生
緊
急
保
護
」
と
は
、
次
に

掲
げ
る
者
（
図
2
の
一
〇
類
型
の
者
を
参
照
）
が
、
刑
事
上
の
手
続
又
は
保
護
処

分
に
よ
る
身
体
の
拘
束
を
解
か
れ
た
後
、
親
族
か
ら
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ず
、
若
し
く
は
公
共
の
衛
生
福
祉
に
関
す
る
機
関
そ
の
他
の
機
関
か
ら
医

療
、
宿
泊
、
職
業
そ
の
他
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
こ
れ

ら
の
援
助
若
し
く
は
保
護
の
み
に
よ
っ
て
は
改
善
更
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
緊
急
に
、
そ
の
者
に
対
し
、
金
品
を
給
与
し
、
又
は

図 1　刑事（少年）司法手続における更生緊急保護と保護観察の関係

※　筆者が作成

四
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刑
事
政
策
に
お
け
る
更
生
緊
急
保
護
の
現
代
的
役
割
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
七
〇
五
）

貸
与
し
、
宿
泊
場
所
を
供
与
し
、
宿
泊
場
所
へ
の
帰
住
、
医

療
、
療
養
、
就
職
又
は
教
養
訓
練
を
助
け
、
職
業
を
補
導
し
、

社
会
生
活
に
適
応
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
生
活
指
導
を
行
い
、

生
活
環
境
の
改
善
又
は
調
整
を
図
る
こ
と
等
に
よ
り
、
そ
の

者
が
進
ん
で
法
律
を
守
る
善
良
な
社
会
の
一
員
と
な
る
こ
と

を
援
護
し
、
そ
の
速
や
か
な
改
善
更
生
を
保
護
す
る
こ
と
を

い
う
。』
と
し
て
い
る
。
図
2
は
、
更
生
緊
急
保
護
制
度
の

仕
組
み
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

更
生
緊
急
保
護
の
期
間
は
、
そ
の
意
思
に
反
し
な
い
場
合

に
限
り
、
原
則
と
し
て
六
か
月
を
超
え
な
い
も
の
と
さ
れ
て

い
る
（
一
般
法
定
期
間
）
が
、
改
善
更
生
の
た
め
に
必
要
が

あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
更
に
六
か
月
の
範
囲
内
（
特

別
法
定
期
間
）
で
、
更
生
緊
急
保
護
を
実
施
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
〈
同
条
四
項
〉。

費
用
に
関
し
て
は
、
更
生
緊
急
保
護
が
実
施
さ
れ
る
期
間
、

国
は
、
法
務
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
に

従
い
、
更
生
保
護
法
八
五
条
三
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
に

図 2　応急の救護等及び更正緊急保護の仕組み

※ 　保護措置は、保護観察所長が行う場合と更生保護事業を営む者等に委託し

て行う場合がある。前者を「自庁保護」、後者を「委託保護」という。

※　更生保護便覧・第 8版76頁（2014.9.1）日本更生保護協会
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
〇
六
）

よ
っ
て
生
ず
る
費
用
を
支
弁
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
〈
同
法
八
七
条
〉。

更
に
、
更
生
緊
急
保
護
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
者
が
公
共
の
衛
生
福
祉
に
関
す
る
機
関
そ
の
他
の
機
関
か
ら
必
要

な
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
斡
旋
す
る
と
と
も
に
、
更
生
緊
急
保
護
の
効
率
化
に
努
め
て
、
そ
の
期
間
の
短
縮
と
費
用
の
節
減

を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
高
齢
の
対
象
者
に
と
っ
て
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
高
齢
者
福
祉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

よ
る
重
畳
的
な
支
援
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
制
度
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
も
あ
り
得
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

柔
軟
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
更
生
緊
急
保
護
に
関
し
職
業
の
斡
旋
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、
更
生
緊
急
保
護
を
行
う

者
の
協
力
を
得
て
、
職
業
安
定
法
の
規
定
に
基
づ
き
（
15
）

、
更
生
緊
急
保
護
の
対
象
と
な
る
者
の
能
力
に
適
し
た
職
業
を
斡
旋
す
る
こ
と
に
努

め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
各
矯
正
施
設
に
お
け
る
職
業
訓
練
を
も
兼
ね
備
え
た
刑
務
作
業
の
あ
り
方
や
運
営
と

も
関
連
す
る
こ
と
で
あ
り
、
後
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

更
生
緊
急
保
護
措
置
の
内
容
と
更
生
保
護
事
業

更
生
保
護
緊
急
措
置
に
は
、
保
護
観
察
の
期
間
中
実
施
さ
れ
る
応
急
の
救
護
と
原
則
と
し
て
六
か
月
の
間
実
施
さ
れ
る
更
生
緊
急
保
護

の
二
つ
の
種
類
が
あ
り
、
措
置
の
内
容
及
び
平
成
二
六
年
中
に
取
ら
れ
た
措
置
は
、
表
⑻
の
通
り
で
あ
る
。

平
成
二
二
年
に
は
、
保
護
観
察
終
了
時
に
無
職
で
あ
っ
た
者
の
再
犯
率
は
二
九
・
八
％
で
、
職
に
就
い
て
い
た
者
の
再
犯
率
（
七
・
五
％
）

に
比
べ
て
約
四
倍
と
、
高
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
家
族
、
知
人
、
雇
用
主
等
の
出
所
後
の
帰
住
先
の
無
い
者
ほ
ど
、
刑
務
所
へ
の
入
所

を
繰
り
返
す
傾
向
が
高
く
、
再
犯
に
至
る
期
間
も
短
く
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。「
帰
住
先
無
し
」
で
は
、
一
年
未
満
が
五
二
・
五
％
、

四
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四



刑
事
政
策
に
お
け
る
更
生
緊
急
保
護
の
現
代
的
役
割
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
七
〇
七
）

「
帰
住
先
あ
り
」
で
は
、
三
四
・
三
％
で
あ
っ
た
（
矯
正
統
計
年
報
平
成

二
三
年
版
）。
つ
ま
り
、
帰
住
先
が
無
く
、
雇
用
の
機
会
が
な
い
者
ほ

ど
再
犯
に
追
い
や
る
と
い
う
悪
循
環
が
起
き
て
し
ま
っ
て
い
る
現
状

が
見
て
取
れ
る
。

そ
こ
で
法
務
省
は
、
二
〇
一
一
年
（
平
成
二
三
年
）
四
月
に
、
問

題
の
抜
本
的
な
解
決
策
と
し
て
、
新
た
に
「
自
立
準
備
ホ
ー
ム
（
16
）

」
の

仕
組
み
を
導
入
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
緊
急
的
住
居
確
保
・
自
立
支

援
対
策
」
に
お
い
て
「
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
者
及
び
更
生
緊

急
保
護
の
対
象
と
な
る
者
（「
保
護
観
察
対
象
者
等
）
で
あ
っ
て
適
当

な
住
居
の
確
保
が
困
難
な
者
に
つ
い
て
、
更
生
保
護
施
設
以
外
の
宿

泊
場
所
に
宿
泊
さ
せ
て
行
う
措
置
を
委
託
す
る
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
自
立
準
備
ホ
ー
ム
は
「
応
急
の
救
護
等
及
び
更
生
緊
急
保
護
」

の
為
の
施
設
と
し
て
も
利
用
で
き
る
、
と
し
た
。

二
〇
一
一
年
（
平
成
二
三
年
）
四
月
に
宮
崎
県
の
民
間
団
体
が
全

国
で
初
め
て
「
自
立
準
備
ホ
ー
ム
」
の
運
営
を
受
託
し
た
。

二
〇
一
一
年
五
月
末
時
点
で
、
登
録
団
体
は
二
三
の
都
道
府
県
に
あ

り
、
計
三
六
団
体
と
な
っ
た
。

表⑻　応急の救護等・更生緊急保護の措置の実施状況（平成26年）

対象者の種類

保護観察所で直接行う保護 更生保護施設
等へ宿泊を伴
う保護の要請

うち、他施設
への委託※総数

主な措置人員

宿泊 食事給与 衣料給与 医療援助 旅費給与

応急の救護等 6,179 19 359 584 25 176 6,482 472

3号観察 5,251 16 175 480 17 56 5,465 173

4号観察 487 89 49 6 68 485 131

1号観察 176 1 61 7 1 30 161 76

2号観察 265 2 34 48 1 22 370 92

更生緊急保護 8,584 10 709 834 24 675 4,904 1,072

刑の執行終了 5,556 10 307 329 15 308 2,979 511

刑の執行猶予 1,073 140 171 2 125 707 206

起訴猶予 1,377 169 253 3 166 854 260

罰金・科料 436 71 68 4 57 249 68

労役場出場・仮出場 130 20 12 18 69 19

少年院退院・仮退院期間満了 12 2 1 1 50 8

※　自立準備ホーム等更生保護施設以外への委託

※ 　26年は、婦人補導院からの仮退院者が1名で、更生保護施設等への宿泊を伴

う保護の委託がなされた。

※　犯罪白書平成27年版から筆者が作成
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
〇
八
）

平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
現
在
、
全
国
の
保
護
観
察

所
に
二
八
五
の
事
業
者
が
登
録
さ
れ
て
お
り
、
保
護
観

察
所
か
ら
登
録
事
業
者
に
対
し
、
宿
泊
場
所
の
供
与
と

自
立
の
た
め
の
生
活
指
導
（
自
立
準
備
支
援
）
の
ほ
か
、

必
要
に
応
じ
て
食
事
の
給
与
を
委
託
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
帰
住
先
が
無
く
雇
用
が
確
保
で
き
な
い

者
に
よ
る
再
入
率
等
に
関
し
て
は
、
法
務
省
等
に
よ
る

対
策
が
実
施
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
大

き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

表
⑼
（
17
）

は
、
平
成
一
七
年
及
び
二
二
年
の
出
所
受
刑
者

（
仮
釈
放
又
は
満
期
釈
放
に
よ
り
刑
事
施
設
を
出
所
し
た
者
に

限
る
。）
に
つ
い
て
、
出
所
年
を
含
む
五
年
間
又
は

一
〇
年
間
に
お
け
る
累
積
再
入
率
（
各
年
の
年
末
ま
で
に

再
入
所
し
た
者
の
累
積
人
員
の
比
率
を
い
う
。）
を
出
所
事

由
別
（
仮
釈
放
又
は
満
期
釈
放
の
別
を
い
う
。）
に
見
た
も

の
で
あ
る
。
満
期
釈
放
者
は
、
仮
釈
放
者
よ
り
も
累
積

再
入
率
は
相
当
高
い
。
平
成
一
七
年
の
出
所
受
刑
者
に

表⑼　出所受刑者の出所事由別累積再入率

注　 1　法務省大臣官房司法法制部の資料による。

2  　前刑出所後の犯罪により再入所した者で，かつ，前刑出所事由が満期

釈放又は仮釈放の者を計上している。

3  　「累積再入率」は，①では平成22年の出所受刑者の人員に占める同年か

ら26年までの各年の年末までに再入所した者の累積人員の比率を，②で

は17年の出所受刑者の人員に占める同年から26年までの各年の年末まで

に再入所した者の累積人員の比率をいう。
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刑
事
政
策
に
お
け
る
更
生
緊
急
保
護
の
現
代
的
役
割
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
七
〇
九
）

表⑽　出所受刑者の入所度数別累積再入率

注　 4－ 1－ 3－ 4図の脚注に同じ。

つ
い
て
見
る
と
、
一
〇
年
以
内
の
累
積
再
入
率
は
、
満
期
釈
放
者
で
は
五
九
・
八
％
、

仮
釈
放
者
で
は
三
八
・
二
％
で
あ
る
が
、
そ
の
内
、
五
年
以
内
に
再
入
所
し
た
者
は
、

そ
れ
ぞ
れ
、
一
〇
年
以
内
に
再
入
所
し
た
者
の
約
九
割
、
約
八
割
を
占
め
て
い
る
。
ま

た
、
満
期
釈
放
者
の
場
合
、
五
年
以
内
及
び
一
〇
年
以
内
に
再
入
所
し
た
者
の
過
半
数

は
、
二
年
以
内
に
再
入
所
し
て
い
る
。

表
⑽
（
18
）

は
、
平
成
一
七
年
及
び
二
二
年
の
出
所
受
刑
者
に
つ
い
て
、
出
所
年
を
含
む
五

年
間
又
は
一
〇
年
間
に
お
け
る
累
積
再
入
率
を
入
所
度
数
別
に
見
た
も
の
で
あ
る
。
入

所
度
数
が
多
い
ほ
ど
累
積
再
入
率
は
高
く
、
特
に
入
所
度
数
が
一
度
の
者
（
初
入
者
）

と
二
度
の
者
の
差
は
顕
著
で
あ
る
。

ま
た
、
表
⑾
（
19
）

は
、
平
成
二
六
年
に
お
け
る
入
所
受
刑
者
に
つ
い
て
、
入
所
度
数
別

に
、
就
労
状
況
別
構
成
比
を
見
た
も
の
で
あ
る
が
、
無
職
者
の
占
め
る
比
率
は
、
入
所

度
数
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
高
く
な
り
、
五
度
以
上
の
者
で
は
約
八
割
に
及
ん
で
い
る
。

同
年
の
再
入
者
総
数
で
は
、
七
二
・
二
％
が
無
職
者
で
あ
っ
た
。

更
生
緊
急
保
護
事
業
の
う
ち
、
更
生
保
護
法
人
等
に
委
託
し
て
行
う
委
託
保
護
・
継

続
保
護
の
担
い
手
は
、
経
営
基
盤
の
弱
体
で
あ
っ
た
こ
と
、
事
業
の
性
格
か
ら
近
隣
住

民
か
ら
は
迷
惑
施
設
と
し
て
認
識
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
経
営
が
困
難
に
な
っ
た
施

設
も
あ
り
、
更
生
保
護
事
業
法
が
制
定
さ
れ
、
更
生
保
護
法
人
と
し
て
、
平
成
二
七
年

四
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
一
〇
）

表⑾　入所受刑者の就労状況別累積構成比（入所度数別）

注　 1　法務省大臣官房司法法制部の資料による。

2  　犯行時の就労状況による。

3  　学生・生徒，家事従事者及び就労状況が不詳の者を除く。

4  　（　）内は，実人員である。

四
月
一
日
現
在
で
は
更
生
保
護
法
人
の
施
設
が
一
〇
〇
施
設
、
そ
の
他
三

施
設
が
保
護
事
業
を
展
開
し
て
い
る
、
内
訳
は
男
子
施
設
八
九
、
女
子
施

設
七
、
兼
用
施
設
七
で
あ
る
が
、
よ
り
一
層
の
処
遇
の
充
実
を
図
る
た
め

に
は
、
現
状
で
は
、
保
護
の
Ｏ
Ｂ
や
矯
正
の
Ｏ
Ｂ
が
職
員
と
し
て
補
導
・

援
助
を
担
っ
て
い
る
現
状
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
専
門
性
の
高
い
職
員
の

確
保
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
国
立
更
生
保
護
施
設
の
設
置
を
真
剣
に
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

平
成
二
一
年
度
か
ら
、
法
務
省
及
び
厚
生
労
働
省
が
連
携
し
、
適
当
な

帰
住
先
が
な
く
、
か
つ
、
高
齢
又
は
障
害
に
よ
り
直
ち
に
自
立
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
受
刑
者
等
に
対
す
る
地
域
生
活
定
着
促
進
事
業
（
二
三
年

度
ま
で
の
名
称
は
、
地
域
生
活
定
着
支
援
事
業
）
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
事

業
に
よ
っ
て
、
出
所
後
直
ち
に
福
祉
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
困
難

な
者
は
、
一
旦
更
生
保
護
施
設
に
お
い
て
受
け
入
れ
、
福
祉
へ
の
移
行
準

備
及
び
社
会
生
活
に
適
応
す
る
た
め
の
指
導
や
助
言
を
内
容
と
す
る
特
別

処
遇
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
役
割
を
担
う
た
め
に
指
定
さ
れ
た
五
七
の
施

設
（
指
定
更
生
保
護
施
設
）
で
は
、
福
祉
の
専
門
資
格
等
を
有
す
る
職
員
の

配
置
や
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
等
の
必
要
な
施
設
整
備
等
を
行
っ
て
い
る
。

四
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刑
事
政
策
に
お
け
る
更
生
緊
急
保
護
の
現
代
的
役
割
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
七
一
一
）

さ
ら
に
、
平
成
二
五
年
度
か
ら
は
、
薬
物
事
犯
者
に
対
し
て
重
点
的
な
処
遇
を
実
施
す
る
施
設
を
「
薬
物
処
遇
重
点
実
施
更
生
保
護
施

設
」
と
し
て
指
定
す
る
取
組
を
開
始
し
て
お
り
、
二
七
年
度
は
全
国
で
一
五
の
施
設
を
指
定
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
平
成
二
七
年
四
月
か
ら
、
生
活
保
護
に
至
る
前
の
段
階
に
あ
る
生
活
困
窮
者
に
対
す
る
自
立
支
援
策
を
強
化
す
る
た
め
、
生

活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
20
）

が
施
行
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
法
務
省
保
護
局
と
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
で
は
、
協
議
を
進
め
た
結
果
、「
生

活
困
窮
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
伴
う
保
護
観
察
所
と
生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
機
関
と
の
連
携
の
確
保
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
法
務

省
保
更
第
三
二
号
）
が
、
平
成
二
七
年
三
月
二
七
日
付
で
、
法
務
省
保
護
局
更
生
保
護
振
興
課
長
・
観
察
課
長
連
名
で
、
保
護
観
察
所

長
・
地
方
更
生
保
護
委
員
会
事
務
局
長
（
参
考
）
当
て
に
連
名
で
発
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
日
「
矯
正
施
設
出
所
者
の
生
活
保
護
困

窮
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
事
業
の
利
用
等
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
社
援
地
発
〇
三
二
七
台
八
号
）
が
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
地
域
福

祉
課
長
名
で
、
各
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
都
市
の
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
主
管
部
（
局
）
長
宛
に
発
出
さ
れ
、
適
切
な
支
援

が
為
さ
れ
る
よ
う
に
促
し
て
い
る
。

4
．
起
訴
猶
予
者
に
対
す
る
更
生
緊
急
保
護
の
現
状

更
生
保
護
法
八
五
条
一
項
第
五
号
で
は
、『
訴
追
を
必
要
と
し
な
い
た
め
公
訴
を
提
起
し
な
い
処
分
を
受
け
た
者
〈
起
訴
猶
予
処
分
を

受
け
た
者
〉』
に
つ
い
て
も
、
更
生
緊
急
保
護
の
対
象
と
な
る
と
規
定
し
て
い
る
。

そ
れ
故
、
検
察
官
の
為
す
起
訴
猶
予
処
分
に
は
、
①
起
訴
猶
予
処
分
と
②
更
生
緊
急
保
護
付
起
訴
猶
予
処
分
（
21
）

と
の
二
つ
が
あ
る
と
考
え

る
事
が
で
き
る
。
後
者
は
、
検
察
官
が
更
生
保
護
法
八
六
条
二
項
に
よ
り
、
起
訴
猶
予
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
更
生
緊
急

保
護
の
制
度
及
び
申
出
の
手
続
に
つ
い
て
教
示
し
、
し
か
る
後
、
本
人
の
意
思
で
、
該
当
地
域
を
管
轄
す
る
保
護
観
察
所
長
に
対
し
て
、

四
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
一
二
）

更
生
緊
急
保
護
を
申
出
、
保
護
観
察
所
長
が
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
判
断
し
、
開
始
決

定
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
〈
更
生
保
護
法
八
六
条
一
項
〉。
ま
た
、
必
要
性
の
判

断
に
つ
い
て
は
、
検
察
官
の
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
〈
同
条
三
項
〉。

必
要
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
対
象
者
の
改
善
更
生
の
た
め
に
必
要
な
限
度
で
、

保
護
観
察
所
長
が
自
ら
行
う
か
、
更
生
保
護
事
業
法
の
規
定
に
よ
り
更
生
保
護
事
業
を

営
む
者
そ
の
他
の
適
当
な
者
に
委
託
し
て
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
〈
更
生
保
護
法

八
五
条
二
項
・
三
項
〉。（
前
掲
図
2
参
照
）

表
⑿
は
、
起
訴
猶
予
者
に
対
す
る
更
生
緊
急
保
護
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
見
た
も
の

で
、
保
護
観
察
所
に
よ
る
直
接
保
護
に
関
し
て
は
、
複
数
の
援
助
を
受
け
て
い
る
者
が

お
り
、
更
に
は
、
更
生
保
護
施
設
以
外
で
の
宿
泊
を
伴
う
保
護
の
委
託
が
為
さ
れ
る
割

合
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

た
だ
、
起
訴
猶
予
に
伴
う
更
生
緊
急
保
護
に
お
い
て
、
自
立
準
備
ホ
ー
ム
を
利
用
す

る
際
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
原
則
六
か
月
、
最
大
一
年
間
の
利
用
に
限

ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。

こ
の
点
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
検
察
段
階
で
、
更
生
緊
急
保
護
の
必
要
性
を
判
断

す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
構
築
が
求
め
ら
れ
る
。
検
察
官
は
、
準
司
法
機
関
と
し
て
の
起

訴
・
不
起
訴
判
断
を
適
正
に
行
う
責
務
が
あ
り
、
検
察
事
務
官
に
そ
の
必
要
性
判
断
を

表⑿　更生緊急保護における保護措置の実施人員の推移
保護観察所による直接保護 更生保護施設等への宿

泊を伴う保護の委託計 食事給与 衣料給与 医療援助 旅費給与
昭和41年 1,642 739 128 20 735 483
昭和43年 1,023 436 121 5 404 809
昭和47年 1,172 529 165 6 599 305
昭和61年 1,037 467 122 4 444 519
昭和63年 820 399 95 2 324 417
平成 9年 739 233 92 3 234 529
平成14年 1,431 351 94 5 351 510
平成19年 1,687 365 125 4 411 630（1）
平成26年 1,377 169 253 3 166 854（260）

（　）内は、自立準備ホーム等の更生保護施設以外への委託であり、内数である。

※　数値は、各年の保護統計年報により、筆者が作成

四
八
〇



刑
事
政
策
に
お
け
る
更
生
緊
急
保
護
の
現
代
的
役
割
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
七
一
三
）

任
せ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
適
任
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
保
護
観
察
所
長
が
そ
の
必
要
性
を
認
め
、
対
象
者
に
最
適
な
更
生
緊
急
保
護
を

実
施
す
る
た
め
の
対
策
が
打
て
る
よ
う
に
、
基
本
計
画
を
策
定
す
る
担
当
者
を
各
検
察
庁
に
配
置
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

検
察
庁
で
は
、
知
的
障
害
の
疑
い
の
あ
る
被
疑
者
や
高
齢
の
被
疑
者
等
福
祉
的
支
援
を
必
要
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
再
犯
防
止
・
社
会

復
帰
支
援
の
観
点
か
ら
福
祉
的
な
サ
ー
ビ
ス
に
橋
渡
し
を
し
た
上
で
、
こ
れ
を
検
察
庁
に
お
け
る
処
分
や
裁
判
で
の
求
刑
を
す
る
際
の
判

断
材
料
と
す
る
取
組
が
行
わ
れ
て
い
る
。
長
崎
（
22
）

、
大
津
及
び
仙
台
等
の
各
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
地
域
生
活
定
着
支
援
セ
ン
タ
ー
等

と
連
携
し
、
福
祉
の
専
門
家
が
障
害
の
程
度
や
福
祉
支
援
の
必
要
性
を
論
議
す
る
専
門
の
委
員
会
の
意
見
を
踏
ま
え
る
な
ど
し
た
上
、
福

祉
的
支
援
に
橋
渡
し
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
起
訴
猶
予
処
分
を
し
た
り
、
求
刑
に
お
い
て
、
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
に
付
す
る
よ
う

意
見
を
述
べ
る
な
ど
し
て
い
る
。
ま
た
、
東
京
、
大
阪
等
の
各
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
社
会
復
帰
支
援
室
等
（
23
）

を
設
置
し
て
社
会
福
祉

士
等
を
配
置
し
、
福
祉
の
視
点
で
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
と
と
も
に
、
適
宜
福
祉
的
サ
ー
ビ
ス
に
橋
渡
し
す
る
な
ど
の
運
用
を
し
て
い
る
。

東
京
地
検
で
は
、
高
齢
者
と
知
的
障
害
者
の
再
犯
防
止
に
つ
な
げ
よ
う
と
、
二
〇
一
三
年
一
月
二
一
日
付
で
、
社
会
福
祉
士
一
人
を

非
常
勤
職
員
と
し
て
採
用
し
た
。
釈
放
さ
れ
る
被
告
ら
に
つ
い
て
、
受
け
入
れ
先
と
な
る
福
祉
施
設
の
確
保
な
ど
で
助
言
を
求
め
、
社

会
復
帰
に
向
け
、
福
祉
の
力
も
活
用
し
た
い
考
え
だ
。

社
会
福
祉
士
は
、
高
齢
者
や
知
的
障
害
者
ら
の
事
件
を
対
象
に
検
事
ら
と
連
携
。
釈
放
後
の
社
会
復
帰
に
向
け
て
介
護
・
福
祉
施
設

へ
の
橋
渡
し
な
ど
を
担
当
す
る
。（
日
経
新
聞2013/1/22 0:49

）

こ
れ
に
先
立
ち
、
法
務
省
矯
正
局
で
は
、
平
成
二
一
年
四
月
以
降
、
各
矯
正
施
設
に
社
会
福
祉
士
等
を
配
置
し
、
被
収
容
者
の
内
、
高

齢
者
や
障
害
を
有
す
る
者
で
、
帰
住
先
が
無
い
者
に
つ
い
て
地
域
定
着
支
援
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
て
出
所
後
ス
ム
ー
ズ
に
介
護
や
医
療
等

四
八
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
一
四
）

の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
特
別
調
整
を
実
施
し
て
い
る
。
保
護
局
に
お
い
て
も
平
成
二
五
年
一
〇
月
以
降
、
更
生

緊
急
保
護
事
前
調
整
が
、
起
訴
猶
予
者
に
つ
い
て
、
高
齢
・
障
害
等
の
特
性
に
応
じ
た
更
生
緊
急
保
護
の
措
置
を
適
切
に
講
じ
る
た
め
に

施
行
さ
れ
て
お
り
、
平
成
二
八
年
度
か
ら
は
全
国
の
検
察
庁
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
24
）

。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
起
訴
猶
予
者
の
再
犯
防
止
に
資
す
る
た
め
、
平
成
二
五
年
一
〇
月
か
ら
、
一
部
の
保
護
観
察
所
と
検
察
庁
と
が

連
携
し
た
更
生
緊
急
保
護
の
事
前
調
整
が
試
行
的
に
実
施
さ
れ
て
き
た
が
、
二
七
年
度
に
お
い
て
は
、
よ
り
実
効
性
の
あ
る
更
生
緊
急
保

護
の
実
施
を
目
指
し
、
検
察
庁
と
連
携
の
上
、
特
に
支
援
の
必
要
性
が
高
い
者
に
対
し
、
全
国
の
保
護
観
察
所
が
、
重
点
的
か
つ
継
続
的

に
生
活
指
導
等
を
行
っ
た
上
で
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
調
整
や
就
労
支
援
等
を
行
う
起
訴
猶
予
者
に
係
る
更
生
緊
急
保
護
の
重
点
実
施
等
の
試

行
を
実
施
し
て
い
る
（
25
）

。

特
に
、
保
護
局
か
ら
平
成
二
七
年
三
月
二
七
日
付
で
発
出
さ
れ
た
通
知
の
中
で
、「
3　

現
に
保
護
観
察
又
は
更
生
緊
急
保
護
を
受
け

て
い
る
者
が
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
支
援
を
利
用
す
る
場
合
の
留
意
点
、
連
携
の
確
保
」
の
中
で
示
さ
れ
た
、「
た
だ
し
、

更
生
保
護
施
設
等
に
お
け
る
保
護
が
終
了
し
た
後
の
住
居
の
喪
失
を
防
ぐ
観
点
か
ら
、
更
生
保
護
施
設
等
に
お
い
て
保
護
さ
れ
て
い
る
期

間
中
で
あ
っ
て
も
、
当
該
保
護
が
終
了
し
た
後
の
一
時
生
活
支
援
事
業
の
利
用
に
向
け
て
、
自
立
相
談
支
援
機
関
に
事
前
相
談
を
行
う
こ

と
は
可
能
で
あ
る
。」
は
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

5
．
現
代
的
役
割
に
つ
い
て

更
生
緊
急
保
護
を
巡
っ
て
は
、
出
口
に
関
し
て
は
、
平
成
二
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
「
刑
の
一
部
執
行
猶
予
」
制
度
（
26
）

の
導
入

に
よ
り
、
満
期
受
刑
者
に
対
す
る
更
生
緊
急
保
護
で
は
、
十
分
な
再
犯
防
止
機
能
が
図
れ
な
か
っ
た
点
を
改
善
す
る
も
の
と
し
て
期
待
し

四
八
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刑
事
政
策
に
お
け
る
更
生
緊
急
保
護
の
現
代
的
役
割
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
七
一
五
）

う
る
が
、
高
齢
犯
罪
者
の
再
犯
防
止
に
関
し
て
は
、
む
し
ろ
入
口
対
応
の
充
実
を
図
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
起
訴
猶
予
対
象
者
に
対
す

る
更
生
緊
急
保
護
制
度
の
充
実
強
化
で
あ
る
。

私
は
、
こ
の
更
生
緊
急
保
護
付
起
訴
猶
予
に
関
し
て
は
、「
任
意
的
」
更
生
緊
急
保
護
付
起
訴
猶
予
と
「
必
要
的
」
更
生
緊
急
保
護
付

起
訴
猶
予
」
に
分
け
て
、
対
応
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

検
察
官
が
起
訴
猶
予
処
分
を
選
択
す
る
基
準
と
し
て
、
具
体
的
に
は
、
次
六
項
目
が
あ
る
。

①
初
犯
で
あ
る
か
、
前
科
・
前
歴
が
な
い
（
少
な
い
か
、
あ
っ
て
も
長
期
間
が
経
過
し
て
い
る
）、
②
被
害
が
軽
微
で
あ
り
、
損
害
回
復
や
賠

償
が
為
さ
れ
て
い
る
（
示
談
が
成
立
し
て
い
る
）
こ
と
、
③
被
疑
者
の
真
摯
な
謝
罪
を
被
害
者
が
受
け
容
れ
て
い
る
こ
と
、
④
被
疑
者
の
家

族
等
が
再
犯
を
犯
さ
な
い
よ
う
監
護
す
る
意
思
を
上
申
書
で
示
し
て
い
る
こ
と
、
⑤
被
害
者
が
公
式
の
手
続
を
望
ま
な
い
こ
と
を
上
申
書

で
示
し
て
い
る
こ
と
、
⑥
被
疑
者
の
年
齢
、
等
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
起
訴
猶
予
処
分
の
決
定
が
為
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
内
、
特
に
高
齢
者
に
関
し
て
は
、「
必
要
的
」
更
生
緊
急
保
護
付
起
訴
猶
予
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
は
、

④
及
び
⑥
を
充
足
す
る
こ
と
が
、
困
難
な
場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
④
に
関
し
て
は
、
該
当
者
が
六
五
歳
以
上
の
高
齢

者
で
あ
れ
ば
、
家
族
は
必
然
的
に
子
供
か
孫
の
世
代
と
な
り
、
兄
弟
の
場
合
も
考
え
ら
れ
る
が
子
供
や
孫
以
上
に
監
護
へ
の
期
待
可
能
性

は
低
く
な
る
。
⑥
に
関
し
て
は
、
再
犯
を
防
ぐ
た
め
に
は
就
労
支
援
が
必
要
で
あ
る
と
の
前
提
条
件
が
あ
る
こ
と
か
ら
困
難
な
状
況
を
生

ず
る
。
一
般
的
に
は
、
五
七
歳
か
ら
六
〇
歳
が
定
年
年
齢
で
あ
り
、
再
雇
用
の
可
能
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
六
五
歳
が
限
度
と
な
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
高
齢
者
が
軽
微
な
犯
罪
を
犯
す
背
景
に
は
、
経
済
的
不
安
と
孤
独
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
高
齢
者
に
よ
る

万
引
き
防
止
に
向
け
た
一
考
察
」（
4
）
で
も
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
自
立
に
向
け
た
就
労
支
援
は
困
難
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
高

齢
者
福
祉
を
基
本
と
す
る
地
域
支
援
の
必
要
性
が
指
摘
で
き
る
。

四
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本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
一
六
）

と
こ
ろ
で
、
平
成
二
五
年
一
〇
月
か
ら
試
行
を
経
て
、
平
成
二
六
年
五
月
二
三
日
か
ら
、
起
訴
猶
予
者
に
対
す
る
更
生
緊
急
保
護
を
活

用
し
た
新
た
な
社
会
復
帰
支
援
策
の
拡
充
が
図
ら
れ
て
い
る
。

取
組
内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

⑴　

保
護
観
察
所
は
、
検
察
官
か
ら
の
依
頼
に
基
づ
き
、
起
訴
猶
予
に
よ
る
更
生
緊
急
保
護
が
見
込
ま
れ
る
勾
留
中
の
被
疑
者
に
つ
い

て
、
釈
放
後
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
や
住
居
の
確
保
に
向
け
た
調
整
等
（「
事
前
調
整
」）
を
実
施
す
る
。

⑵　

⑴
の
被
疑
者
が
起
訴
猶
予
処
分
と
な
っ
た
場
合
、
保
護
観
察
所
は
、
同
人
か
ら
更
生
緊
急
保
護
の
申
出
を
受
け
て
、
事
前
調
整
を

踏
ま
え
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
等
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
も
、
本
人
の
申
出
に
基
づ
き
、
更
生
緊
急
保
護
の
期
間
中
（
原
則

六
か
月
間
ま
で
）、
継
続
的
な
相
談
対
応
及
び
支
援
（
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
）
を
実
施
す
る
。

こ
の
新
た
な
社
会
復
帰
支
援
策
を
効
率
的
に
運
用
す
る
為
に
は
、
検
察
庁
に
、
更
生
緊
急
保
護
の
必
要
性
を
調
査
し
、
判
断
す
る
た
め

の
専
門
職
員
を
配
置
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
何
故
な
ら
ば
、
検
察
官
及
び
検
察
事
務
官
で
は
、
被
疑
者
の
家
庭
環
境
・
経
済
的
環

境
・
そ
の
他
の
社
会
的
環
境
に
つ
い
て
調
査
し
、
必
要
と
な
る
資
料
を
収
集
し
、
分
析
検
討
す
る
だ
け
で
も
過
重
負
担
と
な
り
、
個
々
の

ニ
ー
ズ
に
合
致
し
た
支
援
計
画
を
立
案
し
、
関
係
機
関
と
連
携
し
、
最
適
な
支
援
策
を
策
定
し
、
提
案
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
考
え
る
か

ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
社
会
福
祉
関
係
部
局
で
、
支
援
業
務
に
携
わ
っ
て
い
る
現
職
の
受
け
容
れ
（
二
年
程
度
の
期
間
、
そ
の
後
は
現
職
に
復
帰
す
る
）

や
、
Ｏ
Ｂ
の
雇
用
を
進
め
、
更
に
は
、
地
域
内
で
就
労
支
援
や
地
域
定
着
支
援
に
携
わ
っ
て
い
る
主
任
社
会
福
祉
士
等
の
資
格
を
有
す
る

者
の
中
か
ら
、
常
勤
・
非
常
勤
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
の
就
任
を
得
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
大
き
く
二
つ
の
母
体
を
考
え
た
理
由
は
、
公
務

員
と
し
て
の
活
動
経
験
と
現
場
で
の
直
接
支
援
に
向
け
た
取
り
組
み
を
経
験
し
て
い
る
者
に
よ
る
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
、
支
援
を
必
要

四
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刑
事
政
策
に
お
け
る
更
生
緊
急
保
護
の
現
代
的
役
割
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
七
一
七
）

と
し
て
い
る
者
に
対
す
る
適
切
な
処
遇
プ
ラ
ン
を
立
案
し
、
提
供
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
主
任
社
会
福
祉
士
を
地
検
に
常
駐
さ
せ
、
こ
の
任
に
当
た
ら
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
地

方
自
治
体
で
社
会
福
祉
関
連
部
署
で
の
職
務
の
遂
行
の
必
要
上
、
主
任
社
会
福
祉
士
の
資
格
を
得
た
者
よ
り
は
、
社
会
福
祉
士
と
し
て
の

実
務
経
験
を
長
く
有
し
、
主
任
社
会
福
祉
士
に
就
い
た
者
の
中
か
ら
、
自
立
支
援
に
向
け
た
事
前
調
査
に
基
づ
き
、
対
象
者
に
寄
り
添
い

な
が
ら
、
そ
の
必
要
と
さ
れ
る
自
立
準
備
に
向
け
た
更
生
緊
急
保
護
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
保
護
観
察
所
（
長
）
と
構
築
で
き
る
技
量
の
者
を

得
て
、
配
置
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

そ
こ
で
参
考
と
し
た
い
制
度
と
し
て
、
医
療
観
察
制
度
に
お
け
る
社
会
復
帰
調
整
官
（
27
）

の
位
地
付
け
で
あ
る
。
そ
の
職
務
の
専
門
性
が
高

く
、
精
神
保
健
福
祉
士
等
の
資
格
や
、
精
神
保
健
福
祉
に
関
す
る
実
務
経
験
等
が
必
要
と
な
る
た
め
、
総
合
職
・
一
般
職
の
採
用
試
験
と

は
別
の
試
験
で
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
同
様
に
、
社
会
福
祉
士
・
精
神
保
健
福
祉
士
等
の
資
格
や
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官
・
保
護

観
察
官
・
自
治
体
に
お
い
て
社
会
福
祉
・
高
齢
者
福
祉
実
務
等
の
経
験
が
一
定
期
間
あ
る
者
の
中
か
ら
試
験
に
よ
っ
て
採
用
す
る
専
門
官

を
各
地
方
検
察
庁
に
一
名
配
置
し
、
保
護
観
察
所
に
は
、
起
訴
猶
予
に
伴
う
更
生
緊
急
保
護
対
策
官
を
保
護
観
察
官
の
中
か
ら
専
任
し
、

保
護
司
の
中
か
ら
そ
の
経
験
や
経
歴
を
加
味
し
て
、
一
定
の
時
間
必
要
な
知
識
等
を
得
る
た
め
の
研
修
を
受
講
し
た
者
を
指
定
保
護
司
（
28
）

に

任
命
し
、
連
携
し
て
対
応
す
る
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
法
務
省
は
、
更
生
保
護
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
（
29
）

を
平
成
二
〇
年
度
か
ら
設
置
し
、
二
七
年
度
末
ま
で
に
四
四
六
箇
所

設
置
し
て
い
る
。
こ
の
セ
ン
タ
ー
に
配
置
さ
れ
て
い
る
企
画
調
整
保
護
司
の
活
用
範
囲
を
出
口
だ
け
に
限
ら
ず
、
入
口
に
も
拡
充
す
べ
き

も
の
と
考
え
る
が
、
先
に
検
討
し
た
指
定
保
護
司
と
の
協
働
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
起
訴
猶
予
に
伴
う
更
生
緊
急
保
護
の
期
間
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
高
齢
者
の
再
犯
防
止
の
観
点
を
考
慮
す
る
な
ら

四
八
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
一
八
）

ば
、
原
則
一
年
と
し
、
個
々
の
対
象
者
の
た
め
に
地
域
社
会
に
設
定
さ
れ
た
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
の
運
用
如
何
に
よ
っ
て
は
、
さ
ら
に

も
う
一
年
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
更
生
保
護
法
の
改
正
も
視
野
に
入
れ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
1
） 

刑
務
所
出
所
者
及
び
少
年
院
出
院
者
の
出
所
等
年
を
含
む
二
年
間
に
お
け
る
刑
務
所
等
に
再
入
所
等
す
る
者
の
割
合
に
つ
い
て
、
過
去
五
年
に

お
け
る
平
均
値
（
刑
務
所
に
つ
い
て
は
二
〇
％
、
少
年
院
に
つ
い
て
は
一
一
％
）
を
基
準
と
し
て
、
三
三
年
ま
で
に
二
〇
％
以
上
減
少
さ
せ
る
と
い

う
数
値
目
標
を
設
定
し
た
。

（
2
） 

刑
務
所
出
所
者
等
の
再
犯
防
止
の
鍵
と
な
る
「
仕
事
」
と
「
居
場
所
」
の
確
保
に
向
け
て
、
二
〇
二
〇
年
（
平
成
三
二
年
）
ま
で
に
「
犯
罪
や

非
行
を
し
た
者
の
事
情
を
理
解
し
た
上
で
雇
用
し
て
い
る
企
業
の
数
を
現
在
の
三
倍
に
す
る
」、「
帰
る
べ
き
場
所
が
な
い
ま
ま
刑
務
所
か
ら
社
会
に

戻
る
者
の
数
を
三
割
以
上
減
少
さ
せ
る
」
と
い
う
二
つ
の
数
値
目
標
を
設
定
す
る
な
ど
し
て
お
り
、
再
犯
防
止
対
策
の
着
実
な
推
進
に
向
け
た
取
組

が
加
速
し
て
い
る
。

（
3
） 

（
犯
罪
白
書
平
成
二
七
年
版
か
ら
転
記
）http://hakusyo1.m

oj.go.jp/jp/62/nfm
/im
ages/full/h4-5-1-01.jpg

（
4
） 

高
齢
者
と
少
年
の
万
引
き
の
検
挙
件
数
の
時
系
列
的
な
推
移
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
」
日
本

法
学
八
〇
巻
二
号
二
〇
一
四
年
一
四
二
頁
参
照

（
5
） 

（
犯
罪
白
書
平
成
二
七
年
版
か
ら
転
記
）http://hakusyo1.m

oj.go.jp/jp/62/nfm
/im
ages/full/h4-5-1-03.jpg

（
6
） 

（
犯
罪
白
書
平
成
二
七
年
版
か
ら
転
記
）http://hakusyo1.m

oj.go.jp/jp/62/nfm
/im
ages/full/h4-5-2-01.jpg

（
7
） 

事
件
事
務
規
程
（
最
終
改
正
平
成
二
五
年
三
月
一
九
日
法
務
省
刑
総
訓
第
一
号　

平
成
二
五
年
四
月
一
日
施
行
）
の
七
五
条
で
は
、「
検
察
官

は
、
事
件
を
不
起
訴
処
分
に
付
す
る
と
き
は
、
不
起
訴
・
中
止
裁
定
書
（
様
式
第
一
一
七
号
）
に
よ
り
不
起
訴
の
裁
定
を
す
る
。
検
察
官
が
少
年
事

件
を
家
庭
裁
判
所
に
送
致
し
な
い
処
分
に
付
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。」
と
、
規
定
し
、
そ
の
二
項
二
〇
号
で
「
起
訴
猶
予
被
疑
事
実
が
明
白

な
場
合
に
お
い
て
、
被
疑
者
の
性
格
、
年
齢
及
び
境
遇
、
犯
罪
の
軽
重
及
び
情
状
並
び
に
犯
罪
後
の
情
況
に
よ
り
訴
追
を
必
要
と
し
な
い
と
き
。」

と
し
て
い
る
。

四
八
六



刑
事
政
策
に
お
け
る
更
生
緊
急
保
護
の
現
代
的
役
割
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
七
一
九
）

（
8
） 

特
別
予
防
は
、
刑
罰
に
よ
っ
て
犯
人
を
改
善
し
、
そ
の
犯
人
が
再
び
犯
罪
に
陥
る
こ
と
を
予
防
す
る
こ
と
を
い
い
、
犯
人
の
特
性
に
対
応
し
た

改
善
更
生
の
手
段
で
あ
る
と
し
、「
刑
罰
の
個
別
化
」
が
強
調
さ
れ
る
。
通
説
的
見
解
は
、
刑
罰
に
お
け
る
一
般
予
防
及
び
特
別
予
防
の
機
能
の
併

存
を
認
め
て
い
る
。
矯
正
現
場
や
保
護
の
現
場
で
は
、
個
々
の
対
象
者
に
相
応
し
い
個
別
処
遇
が
模
索
さ
れ
て
き
て
い
る
。

（
9
） 
起
訴
便
宜
主
義
を
採
用
す
る
理
由
と
し
て
、
①
被
疑
者
に
対
す
る
刑
事
政
策
的
配
慮
、
②
被
害
者
そ
の
他
の
市
民
の
意
思
の
尊
重
、
③
検
察
官

は
、
社
会
の
声
特
に
訴
追
を
不
要
と
す
る
声
に
は
耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ
る
、
④
訴
訟
経
済
的
観
点
か
ら
、
軽
微
事
件
に
つ
い
て
司
法
の
負
担
軽
減

を
図
り
、
重
大
事
件
の
審
理
に
必
要
な
時
間
を
架
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
等
が
あ
る
。

（
10
） 

検
察
審
査
会
法
で
は
、
審
査
申
立
て
に
つ
い
て
特
に
期
間
制
限
を
設
け
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
公
訴
時
効
が
完
成
す
る
と
起
訴
で
き
な
く
な
る

の
で
、
公
訴
時
効
完
成
ま
で
の
日
数
か
ら
審
査
や
起
訴
の
手
続
に
か
か
る
日
数
を
引
い
た
分
く
ら
い
の
余
裕
は
必
要
と
考
え
ら
れ
、
運
用
が
為
さ
れ

て
い
る
。

（
11
） 

『
不
起
訴
処
分
』
は
検
察
官
の
処
分
で
あ
り
、
裁
判
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
確
定
と
い
う
概
念
に
も
該
当
し
な
い
。
そ
こ
で
、
不
起
訴
処
分
に

な
っ
た
案
件
に
つ
い
て
、
再
び
捜
査
、
起
訴
す
る
と
い
う
こ
と
は
法
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
特
殊
な
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
後
日
捜

査
が
再
開
さ
れ
、
公
訴
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
（
事
件
事
務
規
程
三
条
（
六
））、
こ
れ
を
再
起
と
呼
ん
で
い
る
。

（
12
） 

一
九
二
二
年
の
大
正
刑
事
訴
訟
法
（
大
正
一
一
年
法
律
第
七
五
号
）
は
起
訴
猶
予
を
明
文
で
規
定
し
、「
犯
人
ノ
性
格
、
年
齢
及
境
遇
並
犯
罪

ノ
情
状
及
犯
罪
後
ノ
情
況
ニ
因
リ
訴
追
ヲ
必
要
ト
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
公
訴
ヲ
提
起
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
」（
二
七
九
条
）
と
し
て
起
訴
便
宜
主
義
を
採
用

し
た
。
起
訴
留
保
期
間
中
に
、
特
別
予
防
効
果
を
よ
り
期
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。

（
13
） 

三
井
誠
「
猶
予
制
度
」
刑
事
政
策
講
座
一
巻
二
九
三
〜
三
〇
〇
頁
〈
一
九
七
一
年
〉
で
、
起
訴
猶
予
制
度
の
変
遷
を
五
期
に
分
け
、
そ
の
性
格

を
四
つ
の
型
概
念
に
分
類
し
て
い
る
。
藤
本
哲
也
「
刑
事
政
策
概
論
〈
全
訂
第
六
版
〉」
一
七
六
頁
（
二
〇
一
〇
年
）

（
14
） 

再
起
が
行
わ
れ
る
典
型
例
は
、
被
疑
者
が
被
害
者
へ
の
攻
撃
的
な
こ
と
（
報
復
）
を
し
て
い
る
、
な
ど
の
特
殊
事
情
が
あ
る
場
合
な
ど
で
あ
る
。

（
15
） 

更
生
保
護
法
八
五
条
六
項　

更
生
緊
急
保
護
に
関
し
職
業
の
斡
旋
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、
更
生
緊
急

保
護
を
行
う
者
の
協
力
を
得
て
、
職
業
安
定
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
更
生
緊
急
保
護
の
対
象
と
な
る
者
の
能
力
に
適
当
な
職
業
を
斡
旋
す
る
こ
と
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
、
更
生
保
護
事
業
法
四
六
条
（
四
）
に
よ
り
、「
職
業
紹
介
事
業
を
自
ら
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
職
業
安

四
八
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
二
〇
）

定
法
の
規
定
に
よ
り
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
許
可
を
得
て
い
る
こ
と
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
16
） 

自
立
準
備
ホ
ー
ム
と
は
、
平
成
二
三
年
度
か
ら
開
始
さ
れ
た
「
緊
急
的
住
居
確
保
・
自
立
支
援
対
策
」
に
基
づ
き
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
が
管
理
す

る
施
設
の
空
き
ベ
ッ
ド
等
を
活
用
す
る
も
の
で
、
こ
の
施
設
を
「
自
立
準
備
ホ
ー
ム
」
と
呼
び
、
あ
ら
か
じ
め
保
護
観
察
所
に
登
録
し
た
民
間
法

人
・
団
体
の
事
業
者
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
会
社
法
人
、
宗
教
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
、
一
般
社
団
（
財
団
）
法
人
等
。
以
下
「
登
録
事
業
者
」
と
い

う
。）
が
、
保
護
が
必
要
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
保
護
観
察
所
か
ら
事
業
者
に
対
し
て
宿
泊
場
所
、
食
事
の
提
供
と
共
に
、
毎
日
の
生
活
指
導
等
を

受
託
し
て
実
施
す
る
施
設
を
指
す
。
各
事
業
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
生
か
し
て
自
立
準
備
ホ
ー
ム
を
運
営
し
て
い
る
。
施
設
の
形
態
は
様
々
の

も
の
が
あ
り
、
複
数
の
人
が
ひ
と
つ
の
部
屋
を
共
同
で
使
う
タ
イ
プ
も
あ
れ
ば
個
室
の
場
合
も
あ
る
。
普
通
の
ア
パ
ー
ト
を
借
り
て
そ
れ
を
利
用
し

て
い
る
場
合
も
あ
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
形
態
で
あ
れ
自
立
準
備
ホ
ー
ム
の
職
員
が
毎
日
生
活
指
導
や
集
団
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
）
な
ど
を
行
う
こ
と
で
、
自
立
を
支
援
し
て
い
る
。
な
お
、
二
〇
一
一
年
四
月
に
宮
崎
県
の
民
間
団
体
が
全
国
で
初
め
て
「
自
立
準
備
ホ
ー
ム
」

の
運
営
を
受
託
し
、
二
〇
一
一
年
五
月
末
時
点
で
、
登
録
団
体
（
二
三
の
都
道
府
県
）
に
あ
り
、
計
三
六
団
体
と
な
っ
て
い
る
。

（
17
） 

（
犯
罪
白
書
平
成
二
七
年
版
か
ら
転
記
）http://hakusyo1.m

oj.go.jp/jp/62/nfm
/im
ages/thum

bnail/h4-1-3-04.jpg

（
18
） 

（
犯
罪
白
書
平
成
二
七
年
版
か
ら
転
記
）http://hakusyo1.m

oj.go.jp/jp/62/nfm
/im
ages/thum

bnail/h4-1-3-06.jpg

（
19
） 

（
犯
罪
白
書
平
成
二
七
年
版
か
ら
転
記
）http://hakusyo1.m

oj.go.jp/jp/62/nfm
/im
ages/thum

bnail/h4-1-3-08.jpg

（
20
） 

平
成
二
五
年
法
律
第
一
〇
五
号
と
し
て
、
制
定

（
21
） 

藤
本
哲
也
は
、
昭
和
三
六
年
か
ら
横
浜
地
方
検
察
庁
を
は
じ
め
と
し
て
、
全
国
一
二
の
地
方
検
察
庁
で
、
主
と
し
て
二
五
歳
以
下
の
若
年
犯
罪

者
に
対
し
て
施
行
さ
れ
た
「
更
生
保
護
措
置
付
起
訴
猶
予
制
度
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
制
度
が
「
起
訴
・
不
起
訴
の
判
断
を
更
生
保
護
措
置
の
有
無

に
よ
っ
て
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
起
訴
猶
予
制
度
の
一
類
型
と
し
て
は
採
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
」
と
し
て
い
る
。

「
刑
事
政
策
概
論
〈
全
訂
第
六
版
第
三
刷
〉」
青
林
書
院
〈
二
〇
一
〇
〉
一
一
七
頁

（
22
） 

長
崎
に
お
け
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
南
髙
愛
隣
会
理
事
長
・
田
島
良
昭
さ
ん
へ
の
取
材
記
事
が
産
経
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

（
二
〇
一
三
年
（
平
成
二
五
年
）
一
月
八
日
）。
こ
の
中
で
、
二
〇
一
二
年
（
平
成
二
四
年
）
二
月
に
、
長
崎
地
裁
後
藤
支
部
で
の
論
告
求
刑
で
、
検

察
側
が
「
民
間
の
更
生
保
護
施
設
入
居
を
条
件
と
し
た
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
判
決
」
を
求
め
た
が
、
こ
の
背
景
に
は
、
田
島
さ
ん
の
助
言
も
有
っ

四
八
八



刑
事
政
策
に
お
け
る
更
生
緊
急
保
護
の
現
代
的
役
割
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
七
二
一
）

た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
23
） 

東
京
地
検
は
、「
社
会
復
帰
支
援
室
」、
仙
台
地
検
は
、「
刑
事
政
策
推
進
室
」、
大
阪
地
検
は
、「
再
犯
防
止
支
援
室
」
を
設
け
非
常
勤
の
社
会

福
祉
士
を
社
会
福
祉
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
雇
用
、
札
幌
・
京
都
・
横
浜
の
各
地
検
で
は
外
部
の
社
会
福
祉
士
と
連
携
し
て
、
釈
放
後
の
再
犯
防
止

と
社
会
復
帰
を
支
援
す
る
た
め
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
。

厚
生
労
働
省
に
よ
る
司
法
と
連
携
し
た
取
組
に
関
し
て
は
、
①
地
域
生
活
定
着
支
援
（
促
進
）
事
業
と
し
て
平
成
二
一
年
度
か
ら
、
②
社
会
福
祉

推
進
事
業
「
罪
に
問
わ
れ
た
高
齢
・
障
が
い
者
等
へ
の
切
れ
目
の
な
い
支
援
の
た
め
の
諸
制
度
の
構
築
事
業
」
平
成
二
五
・
二
六
年
度
、
③
社
会
福

祉
推
進
事
業
「
司
法
分
野
に
お
け
る
社
会
福
祉
士
の
関
与
の
あ
り
方
に
関
す
る
連
携
ス
キ
ー
ム
検
討
事
業
」
平
成
二
五
・
二
六
年
度
が
実
施
さ
れ
た
。

（
24
） 

徳
田
暁
「
罪
に
問
わ
れ
た
障
害
者
に
対
す
る
取
組
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
（
二
〇
一
五
・
四
）　

五
四
頁

（
25
） 

取
組
の
拡
充

⑴ 　

平
成
二
五
年
一
〇
月
か
ら
、
保
護
観
察
所
七
庁
に
お
い
て
、
対
応
す
る
地
方
検
察
庁
と
連
携
し
て
、
更
生
緊
急
保
護
に
関
す
る
前
記
の
取
組

を
実
施

⑵ 　

同
年
度
に
お
け
る
効
果
を
検
証
し
た
と
こ
ろ
、
障
害
等
の
問
題
を
抱
え
、
又
は
ホ
ー
ム
レ
ス
の
状
況
に
あ
る
起
訴
猶
予
者
等
に
つ
い
て
、
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
調
整
や
居
住
地
の
確
保
等
、
支
援
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
つ
き
、
相
応
の
成
果
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
二
六
年

度
に
お
い
て
、
保
護
観
察
所
一
三
庁
を
新
た
に
試
行
庁
に
指
定

【
平
成
二
五
年
度
か
ら
の
実
施
庁
】

仙
台
、
福
島
、
水
戸
、
富
山
、
広
島
、
高
松
及
び
熊
本
・
・
・
計
七
庁

【
平
成
二
六
年
度
新
規
試
行
庁
】

札
幌
、
釧
路
、
前
橋
、
甲
府
、
岐
阜
、
名
古
屋
、
神
戸
、
奈
良
、
松
江
、
徳
島
、
佐
賀
、
大
分
及
び
宮
崎
・
計
一
三
庁

【
平
成
二
五
年
度
に
お
け
る
実
施
状
況
】

支
援
を
実
施
し
た
人
数
：
八
八
人

本
人
の
状
況
：
ホ
ー
ム
レ
ス
五
七
人
、
知
的
障
害
一
四
人
、
精
神
障
害
七
人
、
身
体
障
害
三
人
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
四
人
、
認
知
症
三
人

四
八
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
二
二
）

（
重
複
計
上
あ
り
）

実
施
し
た
支
援
の
内
容
：
居
住
地
（
更
生
保
護
施
設
、
自
立
準
備
ホ
ー
ム
等
）
の
確
保
六
六
人
、
就
労
支
援
八
人
、
生
活
保
護
受
給
の
調
整

一
一
人
、
福
祉
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
調
整
一
七
人
（
重
複
計
上
あ
り
）

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
：
六
三
人
に
実
施

な
お
、「
事
前
調
整
」
の
趣
旨
と
具
体
的
手
続
き
に
関
し
て
は
、
藤
本
・
生
島
・
辰
野
「
よ
く
分
か
る
更
生
保
護
」
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

（
二
〇
一
六
年
二
月
）
一
二
二
・
一
二
三
頁
、
松
本
勝
（
編
著
）
更
生
保
護
入
門
（
第
四
版
）
成
文
堂
（
二
〇
一
五
年
三
月
）
一
二
七
頁
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
26
） 

平
成
二
五
年
六
月
に
成
立
し
た
「
薬
物
使
用
等
の
罪
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
に
関
す
る
法
律
」
は
、
現
行
の
実
刑
と
執

行
猶
予
と
の
「
中
間
刑
」
に
当
た
る
一
部
執
行
猶
予
制
度
を
導
入
し
、
受
刑
者
を
刑
期
の
途
中
で
釈
放
す
る
。
社
会
復
帰
を
促
す
こ
と
で
再
犯
防
止

に
つ
な
げ
る
狙
い
が
あ
る
。
対
象
者
は
〈
一
〉
三
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
禁
錮
刑
が
言
い
渡
さ
れ
、
初
め
て
刑
務
所
に
入
る
者
〈
二
〉
覚
醒
剤
な
ど

の
薬
物
使
用
者
で
、
三
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
禁
錮
刑
が
言
い
渡
さ
れ
る
者
、
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
軽
微
な
犯
罪
を
繰
り
返
す
高
齢
受
刑
者
は
、
そ

の
対
象
と
な
っ
て
は
い
な
い
。
こ
の
制
度
に
関
し
て
は
、
太
田
達
也
「
刑
の
一
部
執
行
猶
予
」
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
（
二
〇
一
四
年
）
に
詳
述
さ

れ
て
い
る
。

（
27
） 

平
成
一
五
年
に
成
立
し
た
「
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、
保
護

観
察
所
に
配
置
さ
れ
た
専
門
職
で
、
①
処
遇
実
施
計
画
の
作
成
、
②
ケ
ア
会
議
の
開
催
、
③
精
神
保
健
観
察
、
④
関
係
機
関
と
の
連
携
確
保
が
、
そ

の
主
な
仕
事
で
あ
る
が
、
対
象
者
に
対
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
心
神
喪
失
者
等
医
療
観
察
法

の
仕
組
み
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照http://w

w
w
.m
hlw
.go.jp/bunya/shougaihoken/sinsin/gaiyo.htm

l

（
28
） 

指
定
保
護
司
に
つ
い
て
は
、
交
通
短
期
保
護
観
察
に
お
い
て
、
実
施
さ
れ
る
集
団
処
遇
を
担
当
す
る
者
と
し
て
指
定
さ
れ
た
ケ
ー
ス
（
平
成

二
〇
年
五
月
二
八
日
付
け
法
務
省
保
観
第
四
三
二
号
保
護
局
長
通
達
「
指
定
交
通
保
護
司
に
交
通
短
期
保
護
観
察
の
集
団
処
遇
を
実
施
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
地
域
の
指
定
に
つ
い
て
」）、
被
害
者
対
策
に
当
た
る
保
護
司
と
し
て
各
観
察
所
に
複
数
名
配
置
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
（
平
成
一
九

年
か
ら
実
施
さ
れ
て
お
り
、
全
国
五
〇
カ
所
の
保
護
観
察
所
す
べ
て
に
被
害
者
支
援
専
門
の
保
護
司
を
置
い
て
い
る
。
東
京
、
大
阪
な
ど
の
大
規
模

四
九
〇



刑
事
政
策
に
お
け
る
更
生
緊
急
保
護
の
現
代
的
役
割
に
つ
い
て
（
尾
田
）

（
七
二
三
）

庁
に
は
数
人
、
小
規
模
庁
に
も
最
低
一
人
を
配
置
し
、
全
国
で
常
に
数
十
人
以
上
が
被
害
者
支
援
に
臨
め
る
態
勢
を
つ
く
っ
て
い
る
。）。
被
害
者
支

援
の
詳
細
は
、
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照http://w

w
w
.m
oj.go.jp/hogo1/soum

u/hogo_victim
01.htm

l
（
29
） 
更
生
保
護
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
と
は
、
保
護
司
・
保
護
司
会
が
、
地
域
の
関
係
機
関
・
団
体
と
連
携
し
な
が
ら
、
地
域
で
更
生
保
護
活
動
を
行

う
た
め
の
拠
点
と
し
て
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
多
く
は
保
護
司
会
が
市
町
村
や
公
的
機
関
の
施
設
の
一
部
を
借
用
し
て
お
り
、
経
験
豊
富

な
「
企
画
調
整
保
護
司
」
が
常
駐
し
て
、
保
護
司
の
処
遇
活
動
に
対
す
る
支
援
や
関
係
機
関
と
の
連
携
に
よ
る
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
等
を

行
っ
て
い
る
。

四
九
一





中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
二
五
）

中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と

Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題

張　
　
　
　
　

光　
　

雲

一　

は
じ
め
に

ほ
か
の
多
く
の
国
々
と
同
じ
よ
う
に
、
中
国
に
お
い
て
も
家
庭
内
暴
力
は
深
刻
な
社
会
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
に
お
い
て
は
、

「
い
く
ら
公
正
な
裁
判
官
で
も
、
家
庭
の
内
輪
も
め
を
裁
く
こ
と
に
は
手
を
焼
く
」（「
清
官
難
断
家
務
事
」）
と
い
う
言
い
回
し
が
あ
る
よ
う

に
、
家
庭
内
暴
力
が
た
だ
の
「
夫
妻
喧
嘩
」
と
見
ら
れ
、
公
権
力
な
ど
が
な
か
な
か
そ
れ
に
介
入
し
よ
う
と
し
な
い
。
そ
の
転
機
を
迎
え

た
の
は
、
一
九
九
五
年
、
北
京
で
開
催
さ
れ
た
国
連
第
四
次
女
性
会
議
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
中
国
に
お
い
て
は
、
家
庭
内
暴
力
に
関
す

る
社
会
的
意
識
が
高
ま
っ
た
（
1
）

。
中
華
全
国
婦
女
連
合
会
（
以
下
「
全
国
婦
連
」
と
略
称
す
る
）
を
は
じ
め
と
す
る
各
関
連
機
関
は
、
家
庭
内

論　

説

四
九
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
二
六
）

暴
力
の
防
止
と
被
害
者
の
援
助
に
積
極
的
に
取
り
組
む
べ
く
、
家
庭
内
暴
力
の
規
制
に
関
す
る
法
律
を
制
定
す
る
よ
う
呼
び
掛
け
た
。

は
じ
め
は
、
関
連
の
法
規
に
家
庭
内
暴
力
を
規
制
す
る
条
文
を
入
れ
た
り
、
い
わ
ゆ
る
司
法
解
釈
を
制
定
し
た
り
し
、
ま
た
は
試
験
的

に
関
連
法
規
の
施
行
地
域
を
設
け
、
新
し
い
制
度
を
実
験
的
に
運
用
し
て
、
辛
う
じ
て
家
庭
内
暴
力
の
規
制
に
対
応
し
て
き
た
。
こ
の
よ

う
に
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
、
よ
う
や
く
二
〇
一
五
年
一
二
月
二
七
日
に
、
家
庭
内
暴
力
の
防
止
に
関
す
る
単
独
の
法
律
で
あ
る
『
中
華
人

民
共
和
国
反
家
庭
暴
力
法
』（
以
下
「
反
家
庭
内
暴
力
法
」
と
略
称
す
）
が
公
布
さ
れ
、
二
〇
一
六
年
三
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
法
律

の
制
定
に
は
、
家
庭
内
暴
力
へ
早
期
に
公
権
力
を
介
入
さ
せ
う
る
こ
と
で
家
庭
内
暴
力
を
予
防
し
う
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
制
度
上
の
意

味
合
い
が
あ
る
こ
と
は
贅
言
を
要
し
な
い
が
、
反
家
庭
内
暴
力
法
の
制
定
自
体
は
、
国
家
が
家
庭
内
暴
力
に
対
し
て
毅
然
と
し
た
態
度
で

臨
む
こ
と
も
示
し
て
い
る
の
で
象
徴
的
な
意
義
を
持
つ
と
も
言
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
、
家
庭
内
暴
力
へ
の
法
的
規
制
が
整
備
さ
れ
つ
つ
も
、
公
的
機
関
の
助
け
を
求
め
、
家
庭
内
暴
力
を
止
め
さ
せ

る
の
が
な
お
困
難
な
状
態
に
あ
る
。
度
重
な
る
家
庭
内
暴
力
に
耐
え
ら
れ
ず
に
、
家
庭
内
暴
力
の
被
害
者
が
家
庭
内
の
暴
君
に
反
撃
に
出

て
、
死
亡
さ
せ
た
り
重
い
傷
害
を
負
わ
せ
た
り
し
て
、
刑
事
事
案
の
被
告
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
反

撃
殺
傷
行
為
は
、
中
国
刑
事
法
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
か
、
又
は
法
的
議
論
が
尽
く
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

本
稿
は
、
配
偶
者
（
ま
た
は
パ
ー
ト
ナ
ー
）
間
暴
力
、
つ
ま
り
狭
義
の
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
（
2
）

（
Ｄ
Ｖ
、dom

estic violence

）

に
限
定
し
、
中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
の
現
状
、
Ｄ
Ｖ
へ
の
法
的
規
制
（
と
り
わ
け
反
家
庭
内
暴
力
法
）
を
紹
介
し
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
の
刑
事
法

上
の
課
題
を
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

四
九
四



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
二
七
）

二　

中
国
の
Ｄ
Ｖ
の
現
状
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
状
況

㈠　

中
国
の
Ｄ
Ｖ
の
現
状

⑴　

Ｄ
Ｖ
の
現
状

中
国
の
Ｄ
Ｖ
の
現
状
に
つ
い
て
、
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
デ
ー
タ
は
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
日
、
全
国
婦
連
と
国
家
統
計
局
が

共
同
で
行
な
っ
た
「
第
三
次
中
国
婦
女
社
会
地
位
調
査
」
で
あ
る
。
こ
の
調
査
に
お
い
て
、
女
性
被
害
者
を
焦
点
に
当
て
た
Ｄ
Ｖ
の
現
状

は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
結
婚
し
て
い
る
女
性
の
中
で
、
二
四
・
七
％
の
女
性
が
何
ら
か
の
Ｄ
Ｖ
を
受
け
た
こ
と
が

あ
り
、
ほ
ぼ
四
人
に
一
人
の
割
合
で
あ
っ
た
。
そ
の
被
害
内
容
の
う
ち
、
身
体
的
暴
力
は
五
・
五
％
で
あ
り
、
戸
籍
別
の
割
合
は
農
村
部

と
都
市
部
は
そ
れ
ぞ
れ
七
・
八
％
と
三
・
一
％
で
あ
っ
た
（
3
）

。

ま
た
、
従
来
の
調
査
の
結
果
を
ま
と
め
て
、
後
述
す
る
『
家
庭
内
暴
力
に
か
か
わ
る
婚
姻
案
件
の
審
理
の
指
南
』（
二
〇
〇
八
年
）
四
条

一
項
で
は
、
次
の
よ
う
な
デ
ー
タ
が
挙
が
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
指
南
に
お
い
て
は
、
中
国
で
の
家
庭
内
暴
力
の
発
生
率
は
、

二
九
・
七
％
か
ら
三
五
・
七
％
の
間
（
暗
数
を
含
ん
で
い
な
い
）
で
推
移
し
て
お
り
、
そ
の
九
〇
％
以
上
の
被
害
者
は
女
性
で
あ
る
と
の
認
識

を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
家
庭
内
暴
力
に
関
し
て
の
相
談
件
数
を
見
る
と
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
一
一
年
の
間
、
相
談
窓
口
で
あ
る
婦
連
の
組
織
系

統
に
お
い
て
受
理
し
た
家
庭
内
暴
力
に
関
す
る
相
談
の
件
数
は
、
毎
年
四
万
か
ら
五
万
件
で
あ
っ
た
（
4
）

。

中
国
に
お
い
て
は
、
家
庭
内
暴
力
問
題
の
深
刻
さ
が
窺
え
る
が
、
そ
の
一
方
、
訴
訟
に
お
い
て
は
、
Ｄ
Ｖ
が
あ
っ
た
と
認
定
す
る
こ
と

は
少
な
い
。
江
蘇
省
徐
州
市
の
調
査
に
よ
る
と
、
二
〇
一
二
年
か
ら
二
〇
一
五
年
の
三
年
間
、
同
市
に
お
い
て
三
一
、六
二
四
件
の
離
婚

四
九
五
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本
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学　

第
八
十
二
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第
二
号
（
二
〇
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年
十
月
）

（
七
二
八
）

案
件
が
あ
り
、
そ
の
中
に
、
当
事
者
が
Ｄ
Ｖ
を
受
け
た
と
主
張
し
た
の
は
、
八
、〇
〇
〇
件
を
超
え
た
が
、
最
終
的
に
Ｄ
Ｖ
が
あ
っ
た
と

認
定
し
た
の
は
た
だ
の
三
四
件
に
と
ど
ま
る
（
5
）

。

⑵　

民
衆
の
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
意
識

反
家
庭
内
暴
力
法
を
制
定
す
る
に
当
た
っ
て
、
家
庭
内
暴
力
に
関
す
る
立
法
を
め
ぐ
る
民
衆
意
識
に
つ
き
、
二
〇
一
二
年
に
、
全
国
婦

連
が
行
な
っ
た
家
庭
内
暴
力
の
防
止
に
関
す
る
立
法
意
識
の
電
話
調
査
が
あ
っ
た
。
こ
の
調
査
に
お
い
て
は
、
全
国
の
二
〇
の
省
・
自
治

区
・
直
轄
市
か
ら
一
、〇
二
五
の
有
効
サ
ン
プ
ル
を
得
ら
れ
た
が
、
八
四
・
九
％
の
被
調
査
者
は
家
庭
内
暴
力
に
関
す
る
単
独
の
立
法
が
必

要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
（
6
）

。
ま
た
、
同
調
査
に
お
い
て
は
、
家
庭
内
暴
力
に
関
す
る
民
衆
の
認
識
に
つ
い
て
の
調
査
項
目
も
あ
っ
た
。

「
家
庭
内
暴
力
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
質
問
に
対
し
、
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
答
え
た
被
調
査
者
の
割

合
は
、
八
七
・
三
％
に
と
ど
ま
り
、
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
答
え
た
割
合
は
、
一
二
・
七
％
を
占
め
た
。
ま
た
、
家
庭
内
暴
力
が
違
法

で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
質
問
に
対
し
、「
違
法
で
あ
る
」
と
の
答
え
は
、
八
六
・
〇
％
に
と
ど
ま
り
、「
内
輪
も
め
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

違
法
で
は
な
い
」
と
の
答
え
と
「
何
と
も
言
え
な
い
」
と
の
答
え
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
・
六
％
と
九
・
四
％
が
あ
っ
た
。
こ
の
調
査
で
わ
か
る

よ
う
に
、
民
衆
の
家
庭
内
暴
力
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
必
ず
し
も
高
く
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

⑶　

シ
ェ
ル
タ
ー
の
状
況

一
時
的
に
避
難
す
る
場
所
と
し
て
供
さ
れ
る
シ
ェ
ル
タ
ー
は
中
国
各
地
に
も
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、「
家
庭
内
暴
力
庇
護
セ
ン
タ
ー
」

な
ど
の
名
称
の
施
設
で
あ
る
。
同
セ
ン
タ
ー
は
、
二
〇
一
五
年
ま
で
に
全
国
の
四
〇
〇
近
く
の
都
市
に
設
置
さ
れ
、
二
〇
〇
八
年
以
来
、

お
よ
そ
延
べ
五
万
人
が
庇
護
セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
て
い
た
（
7
）

。
三
、〇
〇
〇
近
く
が
あ
っ
た
県
レ
ベ
ル
の
都
市
に
対
し
、
四
〇
〇
近
く
の
都

市
に
し
か
シ
ェ
ル
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
見
る
と
、
そ
の
設
置
数
が
ま
だ
足
り
て
い
な
い
と
言
え
る
。

四
九
六



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
二
九
）

㈡　

Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
状
況

中
国
で
は
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
度
重
な
る
Ｄ
Ｖ
に
耐
え
か
ね
、
Ｄ
Ｖ
に
反
撃
行
為
に
出
て
、
刑
事
事
案
の
被
告
人
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
は
少

な
く
な
い
。
最
高
人
民
法
院
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
デ
ー
タ
で
は
、
家
庭
内
暴
力
に
関
連
す
る
殺
人
事
件
は
全
体
の
殺
人
事
件
の
一
〇
％
を

占
め
た
（
8
）

が
、
そ
の
中
の
女
性
加
害
者
の
多
く
は
、
も
と
も
と
Ｄ
Ｖ
の
被
害
者
で
あ
り
、
Ｄ
Ｖ
へ
の
反
撃
と
し
て
家
庭
内
の
暴
君
を
殺
傷
し

た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
、
暴
力
を
免
れ
る
た
め
に
Ｄ
Ｖ
加
害
者
を
殺
害
し
た
り
重
傷
害
を
負
わ
せ
た
り
し

た
事
案
に
関
す
る
中
国
全
土
を
包
括
し
た
デ
ー
タ
は
な
く
、
断
片
的
な
も
の
し
か
確
認
で
き
な
い
。

ま
ず
、
幾
つ
か
の
各
地
婦
連
に
よ
る
女
子
刑
務
所
の
調
査
が
あ
る
。
江
蘇
省
婦
連
権
益
部
が
二
〇
〇
〇
年
に
江
蘇
省
南
通
監
獄
女
子
分

監
に
対
す
る
調
査
に
お
い
て
、
こ
の
刑
務
所
は
、
一
、四
七
七
人
女
子
受
刑
者
が
い
る
が
、
そ
の
う
ち
一
二
五
人
は
、
受
刑
の
原
因
に
家

庭
内
暴
力
と
直
接
的
に
関
係
し
、
九
三
人
は
長
期
に
わ
た
り
夫
か
ら
の
殴
打
や
虐
待
を
受
け
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
六
三
人
は
家
庭
内
暴
力

に
抗
し
て
殺
人
を
行
な
っ
た
（
9
）

。
福
建
省
福
州
市
婦
連
の
二
〇
〇
八
年
の
調
査
で
は
、
殺
人
と
重
傷
害
で
受
刑
中
の
女
子
受
刑
者
の

八
〇
％
は
、
Ｄ
Ｖ
に
対
し
て
反
撃
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
（
10
）

。
陝
西
省
婦
連
の
二
〇
〇
八
年
の
調
査
で
は
、
二
〇
〇
五
年
か
ら

二
〇
〇
八
年
に
か
け
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
事
案
の
発
生
率
は
、
前
年
比
で
毎
年
二
〇
│
三
〇
％
ず
つ
上
昇
し
た
が
、
家
庭
内
紛
争
に
よ
る
受

刑
中
の
女
子
受
刑
者
は
、
そ
の
九
五
％
が
夫
を
殺
害
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
11
）

。

比
較
的
調
査
デ
ー
タ
が
揃
っ
て
い
る
調
査
は
、
雲
南
省
第
一
女
子
監
獄
に
対
す
る
調
査
が
あ
る
（
12
）

。
こ
の
調
査
に
よ
り
、
二
〇
〇
八
年
四

月
ま
で
、
こ
の
女
子
刑
務
所
に
お
い
て
の
殺
人
罪
又
は
重
傷
害
罪
で
受
刑
中
の
女
子
受
刑
者
は
、
二
二
三
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
の

一
七
三
人
は
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
に
反
抗
す
る
た
め
に
殺
人
や
重
傷
害
を
行
な
っ
た
者
で
あ
り
（
13
）

、
全
体
の
七
七
・
六
％
を
占
め
て
い
る
。
殺
人

罪
と
傷
害
罪
の
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
七
三
・
二
％
と
二
六
・
八
％
で
あ
っ
た
。
反
撃
行
為
に
出
た
動
機
か
ら
見
る
と
、
そ
の
九
〇
・
九
％
の

四
九
七
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動
機
は
、
夫
の
加
害
か
ら
脱
却
す
る
た
め
で
あ
っ
て
、
残
り
の
九
・
一
％
は
、
報
復
の
気
持
ち
で
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
刑
期
を
み

る
と
、
死
刑
執
行
猶
予
二
年
付
き
が
二
二
・
一
％
、
無
期
懲
役
が
三
〇
・
九
％
、
一
〇
年
以
上
の
有
期
懲
役
が
二
七
・
一
％
で
あ
っ
て
、
長

い
刑
期
が
目
立
ち
、
一
〇
年
以
下
が
八
・
〇
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
同
じ
雲
南
省
第
一
女
子
監
獄
の
二
〇
一
五
年
一
一
月
一
八
日
付
の
調
査
で
は
、
二
九
四
五
人
の
女
子
受
刑
者
の
中
、
一
一
七
人

が
家
庭
内
暴
力
に
係
わ
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
中
の
三
三
人
は
、
家
庭
内
暴
力
に
反
撃
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
14
）

。
た
だ
し
、
そ
の
他

の
八
四
人
は
、
ど
の
よ
う
な
原
因
で
家
族
を
殺
傷
し
た
の
か
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
を
行
な
っ
た
原
因
に
つ
い
て
の
調
査
は
、
四
川
省
の
あ
る
女
子
刑
務
所
の
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
の
調
査
（
15
）

が

あ
る
。
こ
の
調
査
で
は
、
Ｄ
Ｖ
被
害
の
原
因
で
夫
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
を
殺
害
し
又
は
重
傷
害
を
負
わ
せ
た
受
刑
者
に
対
し
、
一
七
〇
件
の

調
査
票
を
配
っ
た
が
、
一
四
六
件
が
回
収
で
き
、
一
二
一
の
有
効
ア
ン
ケ
ー
ト
を
得
た
。
一
二
一
の
有
効
サ
ン
プ
ル
の
中
、
も
し
Ｄ
Ｖ
加

害
者
の
暴
力
を
止
め
る
ほ
か
の
方
法
が
あ
れ
ば
、
殺
さ
な
か
っ
た
と
答
え
た
の
は
、
六
七
人
で
あ
っ
て
、
全
体
の
五
五
・
四
％
を
占
め
た
。

夫
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
を
殺
害
し
た
の
は
、
Ｄ
Ｖ
を
止
め
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

三　

Ｄ
Ｖ
へ
の
法
的
対
応

法
律
に
よ
り
家
庭
内
暴
力
を
規
制
し
始
め
た
の
は
、
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
（
16
）

。
家
庭
内
暴
力
の
防
止
に
関
す
る
法
律
は
、
反

家
庭
内
暴
力
法
の
制
定
前
に
、
既
に
多
く
の
法
律
が
家
庭
内
暴
力
を
規
制
し
た
。
こ
こ
で
は
、
民
事
法
上
の
規
制
、
反
家
庭
内
暴
力
法
と

刑
事
法
上
の
規
制
に
分
け
て
、
そ
の
重
要
と
思
わ
れ
る
部
分
を
紹
介
す
る
。

四
九
八



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
三
一
）

㈠　

民
事
法
上
の
規
制

⑴　

婚
姻
法
関
係

①
婚
姻
法

二
〇
〇
一
年
に
改
正
さ
れ
た
『
婚
姻
法
』
に
は
、
家
庭
内
暴
力
の
防
止
に
関
す
る
規
定
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
、
中
国
に
お

い
て
、
法
規
と
し
て
初
め
て
家
庭
内
暴
力
を
規
制
し
た
も
の
で
あ
る
（
17
）

。
ま
ず
、
原
則
の
規
定
に
お
い
て
は
、
三
条
二
項
に
「
家
庭
内
暴
力

を
禁
ず
る
。」
と
い
う
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
法
定
離
婚
事
由
の
一
つ
（
三
二
条
三
項
三
号
）
と
し
て
は
、
家
庭
内
暴
力
を
例
示

し
て
お
り
、
ま
た
、
家
庭
内
暴
力
に
よ
り
離
婚
を
招
い
た
場
合
は
、
被
害
者
が
加
害
者
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
四
六
条
三
号
）
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
家
庭
内
暴
力
を
振
る
わ
れ
た
場
合
に
は
、
被
害
者
が
居
民
委
員
会
或
い
は
村
民
委
員
会
、
又
は
所
属
勤
務
先
に
助
け
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
（
四
三
条
一
項
、
二
項
）。
さ
ら
に
、
公
的
機
関
が
家
庭
内
暴
力
へ
の
介
入
が
消
極
的
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
、
被
害
者
が

処
罰
を
求
め
る
場
合
に
は
、
公
安
機
関
は
治
安
管
理
処
罰
の
法
規
に
基
づ
い
て
治
安
処
罰
を
科
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
四
三
条
三
項
）、
又

は
家
庭
内
暴
力
に
よ
っ
て
犯
罪
を
構
成
し
た
場
合
に
は
、
法
に
基
づ
い
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
（
四
五
条
）
と
し
て
い
る
。

②
婚
姻
法
の
司
法
解
釈

二
〇
〇
一
年
一
二
月
に
最
高
人
民
法
院
が
制
定
し
た
『
婚
姻
法
』
に
関
す
る
司
法
解
釈
で
あ
る
『「
中
華
人
民
共
和
国
婚
姻
法
」
の
適

用
す
る
際
の
若
干
の
問
題
に
関
す
る
解
釈
（
一
）』（
法
釈
〔
二
〇
〇
一
〕
三
〇
号
）
に
お
い
て
は
、
中
国
で
「
家
庭
内
暴
力
」
の
定
義
に
つ

き
初
め
て
法
的
規
範
に
お
い
て
、
そ
れ
を
規
定
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
司
法
解
釈
の
一
条
の
前
段
に
家
庭
内
暴
力
に
つ
い
て
は
、「
行
為

者
が
、
殴
打
、
ふ
ん
縛
り
、
傷
め
、
人
身
の
自
由
の
強
引
的
制
限
そ
の
他
方
法
を
も
っ
て
、
ほ
か
の
家
庭
の
構
成
員
の
身
体
や
精
神
な
ど

四
九
九
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に
一
定
の
傷
害
結
果
を
も
た
ら
し
た
行
為
で
あ
る
。」
と
定
義
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
条
の
後
段
に
「
持
続
的
・
日
常
的
な
家
庭
内
暴
力

は
、
虐
待
を
構
成
す
る
。」
と
も
規
定
し
て
い
る
。

③
家
庭
内
暴
力
に
か
か
わ
る
婚
姻
案
件
の
審
理
の
指
南

法
律
、
司
法
解
釈
等
の
よ
う
な
法
規
範
で
は
な
い
が
、
家
庭
内
暴
力
に
係
わ
る
離
婚
案
件
の
司
法
実
務
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た

す
規
則
と
し
て
、
二
〇
〇
八
年
三
月
に
最
高
人
民
法
院
に
所
属
す
る
中
国
応
用
法
学
研
究
所
が
作
成
し
た
『
家
庭
内
暴
力
に
か
か
わ
る
婚

姻
案
件
の
審
理
の
指
南
』（
以
下
『
審
理
指
南
』
と
称
す
る
）
が
あ
る
。
こ
の
指
南
は
、
最
初
は
九
つ
の
地
方
人
民
法
院
に
お
い
て
試
験
的
に

実
施
さ
れ
た
が
、
二
〇
一
一
年
に
は
、
実
施
す
る
地
方
人
民
法
院
が
七
三
を
数
え
る
ま
で
広
が
っ
た
。
こ
の
『
審
理
指
南
』
は
、
後
に
制

定
さ
れ
た
反
家
庭
内
暴
力
法
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
が
、
両
者
の
内
容
に
は
重
複
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
た
め
、
反
家
庭
内
暴
力
法
を

紹
介
す
る
時
に
、
関
連
部
分
を
一
緒
に
触
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
こ
と
を
取
り
上
げ
て
紹
介
す
る
。

ま
ず
、『
審
理
指
南
』
に
お
い
て
は
、
日
本
の
Ｄ
Ｖ
防
止
法
に
お
い
て
の
保
護
命
令
に
相
当
す
る
制
度
で
あ
る
「
人
身
安
全
保
護
令
」

が
創
設
さ
れ
た
が
、
人
身
安
全
保
護
令
を
申
請
す
る
に
は
、
離
婚
訴
訟
の
係
争
中
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
離
婚
す
る
際
に
、
夫
妻
の
共
有
財
産
の
分
割
に
つ
い
て
は
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
有
利
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
女
性
が
長
年

に
わ
た
っ
て
、「
相
夫
教
子
」（「
夫
を
助
け
、
子
を
教
え
る
」）
と
い
っ
た
慣
習
に
よ
り
家
庭
内
に
と
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
社
会
に
お

け
る
仕
事
の
能
力
な
ど
が
低
下
し
た
と
い
う
現
実
を
鑑
み
、
離
婚
す
る
時
の
共
有
財
産
を
分
割
す
る
に
際
し
て
は
、
そ
の
補
償
と
し
て

Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
多
め
に
割
り
当
て
る
べ
き
と
し
て
い
る
（
五
三
条
）。
そ
こ
で
、
Ｄ
Ｖ
が
認
定
さ
れ
た
離
婚
案
件
に
お
い
て
は
、
被
害
者
に

治
療
が
必
要
な
場
合
（
五
五
条
）、
家
庭
内
暴
力
に
よ
り
被
害
者
が
仕
事
を
失
っ
た
り
、
影
響
さ
れ
た
り
し
た
場
合
（
五
五
条
）、
又
は
Ｄ
Ｖ

加
害
者
に
大
学
で
の
教
育
を
受
け
る
機
会
を
与
え
た
り
資
金
を
提
供
し
た
り
し
、
若
し
く
は
加
害
者
の
事
業
を
支
持
し
て
自
分
の
利
益
を

五
〇
〇



中
国
に
お
け
る
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Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
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課
題
（
張
）

（
七
三
三
）

犠
牲
に
し
た
た
め
、
被
害
者
の
離
婚
後
の
生
活
環
境
や
仕
事
の
能
力
が
低
下
し
た
可
能
性
が
あ
る
場
合
（
五
六
条
）、
又
は
家
事
、
子
ど
も

の
養
育
若
し
く
は
家
の
年
寄
り
へ
の
世
話
に
お
い
て
貢
献
が
大
き
い
場
合
（
五
七
条
）
に
つ
い
て
、
原
則
的
に
被
害
者
に
共
有
財
産
の
分

割
の
割
合
が
七
〇
％
を
下
回
っ
て
は
な
ら
ず
、
又
は
加
害
者
が
財
産
を
隠
し
た
り
し
た
場
合
、
そ
の
割
合
が
八
〇
％
を
下
回
っ
て
は
な
ら

な
い
（
五
八
条
）
と
し
て
い
る
。

⑵　

そ
の
他

①
婦
女
権
益
保
護
法

二
〇
〇
五
年
に
改
正
さ
れ
た
『
婦
女
権
益
保
護
法
』
四
六
条
に
女
性
に
対
す
る
家
庭
内
暴
力
を
禁
じ
る
と
い
う
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
第
四
六
条
は
「
①
婦
女
に
対
す
る
家
庭
内
暴
力
を
振
る
う
こ
と
を
禁
じ
る
。
②
国
家
が
措
置
を
取
り
、
家
庭
内
暴
力
を
予

防
し
制
止
す
る
。
③
公
安
、
民
政
、
司
法
行
政
等
の
部
門
、
都
市
部
並
び
に
農
村
部
の
基
層
大
衆
自
治
組
織
、
又
は
社
会
団
体
は
、
各
自

の
職
責
の
範
囲
内
に
お
い
て
家
庭
内
暴
力
を
予
防
し
制
止
し
、
法
に
基
づ
い
て
被
害
を
受
け
た
婦
女
を
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と

規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
宣
言
的
も
の
で
あ
る
が
、
省
レ
ベ
ル
や
市
レ
ベ
ル
の
各
地
方
政
府
に
、
よ
り
具
体
的
な
家
庭
内
暴
力
の

防
止
や
被
害
者
の
支
援
に
関
す
る
条
例
の
制
定
を
推
進
し
た
。

②
民
事
訴
訟
法

二
〇
一
二
年
に
改
正
さ
れ
た
『
民
事
訴
訟
法
』
第
一
〇
〇
条
に
「
人
身
安
全
保
護
令
」
制
度
が
正
式
に
導
入
さ
れ
、
全
国
に
適
用
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、『
審
理
指
南
』
と
同
様
、
離
婚
訴
訟
の
係
争
に
係
わ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

③
家
庭
内
暴
力
を
予
防
し
制
止
す
る
こ
と
に
関
す
る
若
干
の
意
見

二
〇
〇
八
年
七
月
に
全
国
婦
連
、
中
央
宣
伝
部
、
最
高
人
民
検
察
院
、
公
安
部
、
民
政
部
、
司
法
部
と
衛
生
部
の
七
つ
の
部
門
に
よ
っ

五
〇
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
三
四
）

て
出
さ
れ
た
『
家
庭
内
暴
力
を
予
防
し
制
止
す
る
こ
と
に
関
す
る
若
干
の
意
見
』（
婦
字
〔
二
〇
〇
八
〕
二
八
号
）
は
、
各
関
連
部
門
の
連

携
の
下
に
家
庭
内
暴
力
に
対
応
す
る
と
強
調
し
て
い
る
。
従
来
の
警
察
が
家
庭
内
暴
力
に
積
極
的
に
介
入
し
な
か
っ
た
こ
と
を
改
め
よ
う

と
し
て
、
警
察
へ
の
緊
急
用
通
話
番
号
（「
一
一
〇
」）
に
家
庭
内
暴
力
の
通
報
が
あ
っ
た
場
合
は
、
警
察
が
現
場
に
出
動
す
べ
き
と
規
定

し
て
い
る
（
八
条
）。

㈡　

反
家
庭
内
暴
力
法

反
家
庭
内
暴
力
法
は
、
六
章
建
て
の
三
八
カ
条
と
構
成
し
て
い
る
（
18
）

が
、
柱
と
な
っ
て
い
る
制
度
は
、
通
告
義
務
制
度
、
誡
告
制
度
、
人

身
安
全
保
護
命
令
制
度
の
三
つ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
通
告
義
務
制
度
に
お
い
て
の
被
害
者
は
行
為
無
能
力
者
と
制
限
行
為
能
力
者
に
限
定

し
て
い
る
の
で
、
Ｄ
Ｖ
の
場
合
は
通
常
そ
の
適
用
の
対
象
外
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
次
は
、
こ
の
法
律
に
お
け
る
主
な
内
容
で
あ
る
暴
力

定
義
、
誡
告
制
度
及
び
人
身
安
全
保
護
令
制
度
を
取
り
上
げ
て
紹
介
す
る
。

⑴　

暴
力
の
定
義
と
規
制
対
象

二
条
は
、「
こ
の
法
律
に
言
う
家
庭
内
暴
力
と
は
、
家
庭
の
構
成
員
の
間
に
お
い
て
、
殴
打
、
ふ
ん
縛
り
、
傷
め
、
人
身
自
由
の
制
限

及
び
思
う
ま
ま
に
侮
り
の
の
し
り
、
脅
か
し
等
の
方
法
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
た
身
体
又
は
精
神
等
の
侵
害
行
為
を
指
す
。」
と
規
定
し
て

い
る
。

こ
の
定
義
か
ら
見
る
と
、
規
制
の
対
象
者
は
、
家
庭
の
構
成
員
に
限
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
附
則
の
第
三
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
家
庭

構
成
員
以
外
で
共
同
生
活
し
て
い
る
人
と
の
間
に
行
な
わ
れ
た
暴
力
行
為
も
こ
の
法
律
の
規
定
を
参
照
し
て
適
用
す
る
と
し
て
い
る
の
で
、

同
居
し
て
い
る
パ
ー
ト
ナ
ー
も
規
制
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
条
文
を
見
る
限
り
で
は
、
元
配
偶
者
や
元
パ
ー
ト
ナ
ー
を
規
制
の
対
象
と

五
〇
二



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
三
五
）

は
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
暴
力
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
婚
姻
法
の
司
法
解
釈
の
規
定
を
踏
襲
し
、
身
体
的
暴
力
と
精
神
的
暴
力
を
例
示
す
る
に
と
ど
ま
り
、

『
審
理
指
南
』
三
条
の
よ
う
に
、
性
的
暴
力
や
経
済
的
暴
力
を
明
記
す
る
ま
で
に
踏
み
切
っ
て
い
な
い
。

な
お
、
家
庭
内
暴
力
を
振
る
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
法
的
責
任
は
、
三
三
条
に
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
、

「
家
庭
内
暴
力
を
振
る
い
、
治
安
管
理
違
反
行
為
を
構
成
し
た
場
合
は
、
法
に
基
づ
い
て
治
安
管
理
処
罰
に
付
し
、
又
は
犯
罪
を
構
成
し

た
場
合
は
、
法
に
基
づ
い
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
。」
と
し
て
い
る
が
、
後
述
す
る
治
安
管
理
処
罰
法
や
刑
法
の
関
連
条
文
が
適
用
さ

れ
る
。

⑵　

誡
告
制
度

誡
告
制
度
は
、
治
安
管
理
処
罰
を
科
す
程
度
に
至
っ
て
い
な
い
場
合
、
家
庭
内
暴
力
の
加
害
者
に
対
し
、
暴
力
を
振
る
わ
な
い
よ
う
に

警
告
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
日
本
の
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
に
お
け
る
警
察
が
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
者
に
対
し
て
つ
き
ま
と
い
等

を
し
な
い
よ
う
警
告
す
る
制
度
と
似
通
っ
て
い
る
。

①
誡
告
の
種
類
と
誡
告
書
の
内
容

誡
告
は
、
口
頭
形
式
と
書
面
形
式
と
の
二
種
類
が
あ
り
、
公
安
機
関
が
そ
れ
を
執
行
す
る
。
一
六
条
一
項
に
は
、「
家
庭
内
暴
力
の
情

節
が
比
較
的
に
軽
く
、
法
に
基
づ
い
て
治
安
管
理
の
処
罰
に
付
さ
な
い
場
合
は
、
公
安
機
関
が
加
害
者
に
対
し
、
叱
責
し
て
教
育
し
、
又

は
誡
告
書
を
与
え
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

誡
告
書
の
記
載
内
容
は
、
同
二
項
に
「
誡
告
書
は
、
そ
の
内
容
が
加
害
者
の
身
分
情
報
、
家
庭
内
暴
力
の
事
実
の
記
述
、
及
び
加
害
者

に
対
し
家
庭
内
暴
力
を
振
る
う
こ
と
を
禁
じ
る
等
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

五
〇
三
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八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
三
六
）

②
誡
告
の
送
達
と
監
督

誡
告
の
送
達
と
監
督
に
つ
い
て
は
、
一
七
条
に
「
①
公
安
機
関
は
、
誡
告
書
を
加
害
者
と
被
害
者
に
送
付
し
、
且
つ
居
民
委
員
会
又
は

村
民
委
員
会
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
居
民
委
員
会
、
村
民
委
員
会
又
は
公
安
派
出
所
は
、
誡
告
書
を
受
け
た
加
害
者
と
被
害

者
に
対
し
、
実
地
調
査
を
行
な
い
、
加
害
者
が
再
び
家
庭
内
暴
力
を
振
る
わ
な
い
よ
う
に
監
督
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
し
て

い
る
。

誡
告
に
違
反
し
た
と
し
て
も
、
た
だ
ち
に
不
利
益
に
な
る
こ
と
は
な
い
が
、
警
察
機
関
が
治
安
管
理
処
罰
の
権
限
を
持
っ
て
い
る
の
で
、

警
察
の
介
入
、
と
り
わ
け
警
察
に
よ
る
書
面
の
誡
告
書
は
、
加
害
者
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
が
大
き
く
、
心
理
的
な
拘
束
力
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

誡
告
書
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
制
度
が
確
立
し
た
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
ど
の
程
度
の
効
果
が
あ
る
の
か
が
ま
だ
分
か
ら
な

い
。
た
だ
し
、
全
国
で
施
行
さ
れ
る
前
に
、
誡
告
制
度
を
実
験
的
に
導
入
し
た
江
蘇
省
（
19
）

の
南
京
市
の
例
を
み
る
と
、
そ
の
効
果
が
か
な
り

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
二
〇
一
三
年
一
一
月
以
前
に
南
京
市
全
市
の
家
庭
内
暴
力
に
関
す
る
警
察
出
動
の
年
間
件
数
は
、
約
三
、〇
〇
〇

件
で
あ
っ
た
（
20
）

が
、
同
年
一
一
月
に
誡
告
制
度
の
導
入
以
降
、
そ
の
数
が
年
間
で
三
一
％
減
の
、
一
、七
九
一
件
ま
で
に
減
少
し
た
。
ま
た
、

二
〇
一
三
年
に
下
さ
れ
た
三
一
三
件
（
そ
の
中
、
配
偶
者
間
に
係
わ
る
の
が
二
八
八
件
で
あ
っ
た
）
す
べ
て
の
「
家
庭
内
暴
力
を
制
止
す
る
法

律
誡
告
書
」
は
、
違
反
例
が
な
く
、
家
庭
内
暴
力
が
再
び
振
る
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
（
21
）

。

ま
た
、
誡
告
書
は
家
庭
内
暴
力
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
拠
に
も
な
る
の
で
、
裁
判
な
ど
で
証
明
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
を
証
拠

と
し
て
提
出
で
き
る
意
義
は
大
き
い
。
例
え
ば
、
二
〇
条
の
「
人
民
法
院
は
、
家
庭
内
暴
力
に
係
わ
る
案
件
を
審
理
す
る
に
あ
た
っ
て
、

公
安
機
関
の
現
場
出
動
記
録
、
誡
告
書
又
は
負
傷
鑑
定
意
見
等
の
証
拠
に
よ
り
、
家
庭
内
暴
力
の
事
実
を
認
定
す
る
。」
と
い
う
規
定
が

五
〇
四



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
三
七
）

あ
る
。

⑶　

人
身
安
全
保
護
令

人
身
安
全
保
護
令
制
度
は
、
反
家
庭
内
暴
力
法
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
制
度
で
あ
り
、
第
四
章
（
二
三
│
三
二
条
）
の
全
章
で
は
こ
の

制
度
を
規
定
し
て
い
る
。
な
お
、
人
身
安
全
保
護
令
は
、
民
事
訴
訟
法
な
ど
に
お
い
て
、
離
婚
訴
訟
の
係
争
中
で
あ
る
こ
と
を
前
提
し
て

い
る
が
、
反
家
庭
内
暴
力
法
は
そ
れ
を
前
提
と
し
な
い
。

①
人
身
安
全
保
護
令
の
申
立
て

イ　

申
立
て
の
条
件

家
庭
内
暴
力
を
振
る
わ
れ
、
又
は
家
庭
内
暴
力
を
振
る
わ
れ
る
現
実
的
な
危
険
に
直
面
し
て
い
る
場
合
に
は
、
基
層
人
民
法
院
に
対
し
、

人
身
安
全
保
護
令
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
身
安
全
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
言
う
「
家
庭
内
暴
力
」
は
、

身
体
に
対
す
る
暴
力
、
又
は
生
命
身
体
の
危
害
を
受
け
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

申
立
て
は
、
そ
の
形
式
的
要
件
と
し
て
、
特
定
の
申
請
対
象
者
と
具
体
的
な
請
求
内
容
が
あ
り
（
二
七
条
一
号
と
二
号
）、
そ
の
実
質
的

要
件
と
し
て
、
家
庭
内
暴
力
を
振
る
わ
れ
、
又
は
家
庭
内
暴
力
を
振
る
わ
れ
る
現
実
的
な
危
険
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
同
三
号
）

が
、
そ
れ
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
家
庭
内
暴
力
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
明
資
料
と
し
て
は
、
負
傷
部
位
の
写
真
、
診
断
書
、
警
察

へ
の
通
報
の
記
録
、
目
撃
者
の
証
言
、
支
援
機
構
の
記
録
或
い
は
証
明
、
加
害
者
の
保
証
書
、
加
害
者
の
脅
迫
メ
ー
ル
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
被
害
者
の
保
護
の
視
点
か
ら
、
証
拠
に
対
す
る
審
査
が
あ
ま
り
に
厳
し
す
ぎ
な
い
方
が
よ
く
、
通
常
の
家
庭
内
暴
力
の
特
徴
に
合

致
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
人
身
安
全
保
護
令
を
出
す
べ
き
で
あ
る
（
22
）

。

五
〇
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
三
八
）

ロ　

申
立
て
の
方
法

申
立
て
は
、
本
人
と
代
理
の
二
種
類
が
あ
る
。
本
人
の
申
立
て
は
、
基
本
で
あ
る
が
、
二
三
条
二
項
の
規
定
に
よ
る
と
、
代
理
申
請
が

で
き
る
。
つ
ま
り
、
本
人
が
行
為
無
能
力
者
若
し
く
は
限
定
行
為
能
力
者
で
あ
り
、
又
は
強
制
さ
れ
若
し
く
は
脅
迫
さ
れ
た
等
の
原
因
で

人
身
安
全
保
護
令
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
そ
の
近
親
者
、
公
安
機
関
、
婦
女
聯
合
会
、
居
民
委
員
会
、
村
民
委
員
会
又

は
救
助
管
理
機
構
が
本
人
に
代
わ
っ
て
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
申
立
て
の
形
式
は
、
二
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
原
則
的
に
書
面
に
よ
る
が
、
書
面
に
よ
る
申
立
て
が
困
難
な
場
合
に
は
、
口
頭

で
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
、
人
民
法
院
が
そ
れ
を
記
録
す
る
。

人
身
安
全
保
護
令
の
申
立
て
の
管
轄
は
、
基
層
人
民
法
院
で
あ
る
が
、
申
請
者
の
利
便
性
が
考
慮
さ
れ
、
申
請
者
の
居
住
地
、
申
請
対

象
者
の
居
住
地
、
又
は
家
庭
内
暴
力
の
発
生
地
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
二
五
条
）

②
審
理
期
限

人
身
安
全
保
護
令
の
審
理
期
限
は
、
比
較
的
短
時
間
で
あ
る
。
二
八
条
に
よ
れ
ば
、
人
民
法
院
は
、
申
立
て
を
受
理
し
て
か
ら
、
七
二

時
間
内
に
人
身
安
全
保
護
令
を
発
令
し
、
又
は
申
請
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
状
況
が
緊
急
で
あ
る
場
合
は
、
二
四
時
間
内
に
発

令
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

緊
急
の
場
合
は
、
民
事
訴
訟
法
で
は
、
四
八
時
間
以
内
に
発
令
す
る
と
し
て
い
る
が
、
反
家
庭
内
暴
力
法
は
、
こ
れ
よ
り
半
減
し
て

二
四
時
間
ま
で
短
縮
し
た
。
な
お
、
審
理
の
期
限
は
、
休
日
が
算
入
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
緊
急
の
場
合
は
、
す

ば
や
く
発
令
す
る
の
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。

五
〇
六



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
三
九
）

③
人
身
安
全
保
護
令
の
発
令

イ　

人
身
安
全
保
護
令
の
種
類

二
九
条
の
規
定
に
よ
る
と
、
命
令
は
、
暴
力
禁
止
命
令
措
置
（
一
号
）、
迷
惑
行
為
禁
止
命
令
措
置
と
接
近
禁
止
命
令
措
置
（
二
号
）、

退
去
命
令
措
置
（
三
号
）、
そ
の
他
の
保
護
措
置
（
四
号
）
の
四
種
類
が
あ
る
。

一
号
の
暴
力
禁
止
命
令
措
置
に
つ
い
て
は
、
注
意
的
な
も
の
で
あ
る
。
暴
力
を
振
る
こ
と
が
も
と
も
と
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
禁
止
し
な
く
て
も
い
い
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
命
令
に
は
、
警
告
の
意
味
合
い
が
あ
る
。

二
号
の
禁
止
命
令
措
置
は
、
申
請
者
及
び
そ
の
近
親
者
に
嫌
が
ら
せ
、
付
き
纏
い
、
又
は
う
ろ
つ
き
を
禁
止
す
る
と
し
て
い
る
。
正
当

な
理
由
が
な
く
、
深
夜
の
電
話
、
メ
ー
ル
送
信
、
不
安
を
引
き
起
こ
す
物
品
の
送
付
等
の
迷
惑
行
為
、
又
は
Ｇ
Ｐ
Ｓ
な
ど
を
使
っ
て
被
害

者
の
居
場
所
を
測
定
す
る
等
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
保
護
の
対
象
は
、
本
人
だ
け
で
は
な
く
、
未
成
年
の
子
や
そ
の
他
近
親
者
、

特
に
そ
の
両
親
も
保
護
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
子
へ
の
接
近
禁
止
命
令
や
親
族
へ
の
接
近
禁
止
命
令
が
含
ま
れ
て
い
る
。

三
号
の
退
去
命
令
措
置
は
、
申
請
対
象
者
に
対
し
、
申
請
者
の
住
所
か
ら
退
去
す
る
こ
と
を
命
じ
る
措
置
で
あ
る
。
被
害
者
が
避
難
す

る
の
で
は
な
く
、
暴
力
を
振
る
っ
た
加
害
者
が
そ
の
不
利
益
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
が
基
本
に
あ
る
。

四
号
の
そ
の
他
の
保
護
措
置
は
、
被
害
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
あ
る
程
度
の
柔
軟
性
を
持
た
せ
た
包
括
的
な
受
け
皿
規
定
で
あ
り
、
被

害
者
の
保
護
の
必
要
に
応
じ
て
、
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、『
審
理
指
南
』
二
七
条
に
規
定
し
て
い
る
、
夫
妻
の
共

同
財
産
を
勝
手
に
処
分
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
こ
と
や
、
申
請
対
象
者
に
心
理
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
受
け
る
よ
う
に
命
じ
る
こ
と
な
ど
が
あ

る
。
ま
た
、
後
述
す
る
『
法
に
基
づ
き
家
庭
内
暴
力
の
犯
罪
案
件
を
処
理
す
る
こ
と
に
関
す
る
意
見
』（
法
発
〔
二
〇
一
五
〕
四
号
）
二
四

条
に
、
Ｄ
Ｖ
を
振
る
っ
た
た
め
保
護
観
察
対
象
者
に
な
っ
た
者
に
対
し
Ｄ
Ｖ
認
知
行
動
矯
正
を
行
な
う
こ
と
が
あ
る
。

五
〇
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
四
〇
）

ま
た
、
二
八
条
の
規
定
で
は
、
人
身
安
全
保
護
令
に
付
随
す
る
内
容
と
し
て
、
申
請
者
の
生
活
費
、
医
療
費
や
未
成
年
の
子
の
養
育
費

の
支
払
い
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ロ　

保
護
の
期
限
と
事
情
の
変
更

三
〇
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
人
身
安
全
保
護
令
の
裁
定
を
下
さ
れ
た
日
か
ら
、
そ
の
効
力
が
生
じ
る
の
で
、
期
限
も
裁
定
の
日
か
ら
起

算
す
る
。
ま
た
、
人
身
安
全
保
護
令
の
期
限
は
、
六
ヶ
月
を
超
え
て
は
い
け
な
い
が
、
そ
の
効
力
が
な
く
な
る
前
に
、
申
請
者
が
人
民
法

院
に
対
し
、
人
身
安
全
保
護
令
を
取
り
消
し
、
変
更
し
、
又
は
延
長
す
る
こ
と
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ　

送
達
、
執
行
と
執
行
協
力

三
二
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
人
身
安
全
保
護
令
が
発
令
さ
れ
た
後
、
申
請
者
と
申
請
対
象
者
に
送
達
す
る
ほ
か
、
公
安
機
関
、
又
は
居

民
委
員
会
或
い
は
村
民
委
員
会
等
の
関
連
機
関
に
も
送
達
す
る
。
人
身
安
全
保
護
令
は
人
民
法
院
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
が
、
公
安
機
関
、

又
は
居
民
委
員
会
或
い
は
村
民
委
員
会
等
は
そ
の
執
行
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④
不
服
の
申
立
て

三
一
条
に
不
服
の
救
済
措
置
は
設
け
ら
れ
て
い
る
。
申
請
が
却
下
さ
れ
た
申
請
者
又
は
人
身
安
全
保
護
令
の
対
象
者
は
、
五
日
以
内
に

裁
定
を
下
し
た
人
民
法
院
に
対
し
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
不
服
の
申
立
て
は
、
一
回
に
限
り
、
上
訴
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。人

身
安
全
保
護
令
の
裁
定
が
下
さ
れ
た
場
合
に
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
期
間
中
に
お
い
て
、
そ
の
執
行
が
停
止
し
な
い
。

⑤
違
反
の
法
的
責
任

人
身
安
全
保
護
令
に
違
反
し
た
場
合
の
法
的
効
果
に
つ
い
て
は
、
三
四
条
に
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
三
四
条
は
「
申
請
対
象
者
は
、

五
〇
八



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
四
一
）

人
身
安
全
保
護
令
に
違
反
し
、
犯
罪
に
該
当
し
た
場
合
は
、
法
に
基
づ
い
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
。
犯
罪
に
至
ら
な
い
場
合
に
は
、
人

民
法
院
は
、
訓
戒
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
情
節
の
軽
重
に
よ
り
一
千
元
以
下
の
過
料
又
は
十
五
日
以
下
の
拘
留
に
処
す
る
こ
と
が
で

き
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
前
段
の
犯
罪
と
な
る
場
合
の
罪
は
、
刑
法
三
一
三
条
の
「
人
民
法
院
の
判
決
及
び
裁
定
の
執
行
拒
絶
罪
」

の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
後
段
は
、
人
身
安
全
保
護
令
の
違
反
行
為
に
対
し
て
、
人
民
法
院
が
直
接
に
処
罰
を
下
す
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
拘
留
は
い
わ
ゆ
る
「
司
法
拘
留
」
で
あ
る
（
23
）

。

な
お
、
人
身
安
全
保
護
令
の
申
請
に
関
す
る
訴
訟
費
用
に
つ
い
て
は
、
反
家
庭
内
暴
力
法
に
規
定
が
な
い
が
、『
審
理
指
南
』
八
〇
条

の
規
定
で
は
、
人
身
安
全
保
護
令
の
裁
定
を
申
請
す
る
に
あ
た
っ
て
、
何
ら
か
の
費
用
を
納
入
す
る
必
要
が
な
い
と
し
て
い
る
。

㈢　

刑
事
法
上
の
規
制

刑
事
法
上
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
規
制
は
、
刑
法
、
治
安
管
理
処
罰
法
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
家
庭
内
暴
力
に
係
わ
る
刑
事
事
件
に
つ
い
て
の

司
法
解
釈
と
し
て
、
最
高
人
民
法
院
、
最
高
人
民
検
察
院
、
公
安
部
及
び
司
法
部
が
共
同
で
制
定
し
た
『
法
に
基
づ
き
家
庭
内
暴
力
の
犯

罪
案
件
を
処
理
す
る
こ
と
に
関
す
る
意
見
』（
以
下
は
、『
処
理
意
見
』
と
称
す
る
。）
が
あ
る
が
、
こ
の
『
処
理
意
見
』
は
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為

の
処
理
に
お
い
て
は
、
よ
り
実
質
的
に
係
わ
る
の
で
、
本
稿
の
第
四
部
分
で
関
連
部
分
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

⑴　

刑
法

①
概
観

刑
法
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｖ
の
規
制
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
罪
名
は
、
殺
人
罪
（
二
三
二
条
）、
過
失
致
死
罪
（
二
三
三
条
）、
傷
害
罪

（
二
三
四
条
）、
過
失
重
傷
害
罪
（
二
三
五
条
）、
強
姦
罪
（
二
三
六
条
）、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
（
二
三
七
条
）、
不
法
拘
禁
罪
（
二
三
八
条
）、
侮
辱

五
〇
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
四
二
）

罪
（
二
四
六
条
）、
誹
謗
罪
（
二
四
六
条
）、
重
婚
罪
（
二
五
八
条
）、
虐
待
罪
（
二
六
〇
条
）、
遺
棄
罪
（
二
六
一
条
）
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。②

虐
待
罪
と
傷
害
罪

虐
待
罪
は
も
っ
ぱ
ら
家
庭
内
暴
力
に
対
応
す
る
た
め
の
条
文
で
あ
る
。
虐
待
罪
は
、「
①
家
庭
の
構
成
員
を
虐
待
し
、
情
節
が
悪
質
で

あ
っ
た
場
合
は
、
二
年
以
下
の
有
期
懲
役
、
拘
役
又
は
管
制
に
処
す
る
。
②
前
項
の
罪
を
犯
し
、
被
害
者
に
重
傷
害
又
は
死
亡
を
至
ら
し

め
た
場
合
は
、
二
年
以
上
七
年
以
下
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
。
③
第
一
項
の
罪
は
、
告
訴
し
な
け
れ
ば
こ
れ
を
処
理
し
な
い
。
た
だ
し
、

被
害
者
が
告
訴
の
能
力
が
な
く
、
又
は
強
制
さ
れ
若
し
く
は
脅
迫
さ
れ
た
た
め
に
告
訴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
を
除
く
（
24
）

。」
と
規
定

し
て
い
る
。

Ｄ
Ｖ
で
被
害
者
に
重
傷
害
や
死
亡
さ
せ
た
場
合
に
は
、
虐
待
罪
と
傷
害
罪
と
の
罪
数
関
係
が
問
題
と
な
る
。
両
罪
の
法
定
刑
か
ら
見
る

と
、
そ
の
差
は
大
き
い
。
傷
害
罪
の
法
定
刑
は
、
重
傷
害
を
負
わ
せ
た
場
合
、
三
年
以
上
十
年
以
下
の
有
期
懲
役
で
、
死
亡
に
至
ら
し
め

た
場
合
は
十
年
以
上
の
有
期
懲
役
、
無
期
懲
役
又
は
死
刑
で
あ
る
。

長
期
間
に
わ
た
り
暴
力
を
振
る
い
続
け
た
末
、
被
害
者
に
重
傷
害
や
死
亡
に
至
ら
し
め
た
場
合
に
は
、
被
害
者
と
の
親
密
関
係
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
、
法
定
刑
の
軽
い
虐
待
罪
が
適
用
さ
れ
う
る
。
虐
待
罪
に
対
す
る
不
信
感
は
、「
董
珊
珊
虐
殺
事
件
」
に
よ
っ
て
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
（
25
）

。
董
珊
珊
は
、
度
重
な
る
夫
か
ら
Ｄ
Ｖ
を
受
け
、
八
回
も
警
察
に
助
け
を
求
め
た
が
、
そ
の
効
果
が
全
く
な
か
っ
た
。

小
柄
な
董
珊
珊
は
、
今
度
離
婚
訴
訟
を
提
起
し
実
家
に
逃
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
夫
に
拉
致
さ
れ
て
家
に
連
れ
戻
さ
れ
、
体
重
が
九
五

キ
ロ
グ
ラ
ム
も
あ
る
夫
に
長
時
間
に
わ
た
り
、
思
い
切
り
殴
ら
れ
た
り
蹴
ら
れ
た
り
、
頭
部
、
両
眼
、
右
耳
、
胸
部
、
肺
、
腎
臓
、
腹
部

及
び
四
肢
な
ど
に
多
発
挫
傷
、
又
は
肋
骨
と
椎
骨
多
発
骨
折
の
傷
害
を
負
い
、
病
院
で
二
ヶ
月
余
り
の
治
療
を
受
け
た
が
、
多
器
官
機
能

五
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中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
四
三
）

不
全
で
死
亡
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
北
京
市
朝
陽
区
人
民
法
院
の
判
決
は
、
夫
に
は
傷
害
の
故
意
が
な
か
っ
た
と
し
、
虐
待
罪
（
致

死
）
し
か
構
成
せ
ず
、
六
年
六
ヶ
月
の
懲
役
に
処
し
た
。
確
か
に
、
中
国
で
は
、
日
本
刑
法
の
よ
う
な
暴
行
罪
の
規
定
が
な
く
、
傷
害
罪

の
故
意
が
高
く
要
求
さ
れ
て
お
り
、
殴
打
だ
け
で
は
傷
害
罪
の
故
意
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
も
し
本
件
が
、
そ
の
被
害
者
が
妻
で
は

な
く
赤
の
他
人
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
し
て
も
、
傷
害
の
故
意
が
な
い
と
認
定
し
、
た
だ
過
失
致
死
の
罪
責
を
負
わ
せ
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
虐
待
罪
の
設
置
は
、
も
と
も
と
家
庭
内
の
弱
者
を
守
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
が
、
逆
に
加
害
者
を
庇
う
よ
う
な
も
の
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
判
決
は
、「
夫
権
観
念
」
の
残
滓
が
現
代
中
国
に
お
い
て
な
お
強
く
存
在
し
て
い
る
と
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

③
Ｄ
Ｖ
に
よ
る
精
神
的
傷
害

な
お
、
Ｄ
Ｖ
を
受
け
、
そ
の
結
果
で
よ
く
見
ら
れ
る
被
害
者
が
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
等
の
精
神
障
害
に
罹
患
し
た
場
合
、
中
国
で
は
、
傷
害
と
し

て
評
価
し
な
い
。
精
神
的
な
傷
害
に
つ
い
て
は
、
最
高
人
民
法
院
、
最
高
人
民
検
察
院
、
公
安
部
、
国
家
安
全
部
、
司
法
部
が
共
同
で
公

布
し
た
『
人
体
損
傷
程
度
鑑
定
標
準
』
の
規
定
で
は
、
そ
れ
を
含
ん
で
い
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
標
準
の
附
則
に
お
い
て
は
、「
こ
の
標

準
で
言
う
損
傷
と
は
、
各
種
の
致
傷
要
因
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
し
た
人
体
の
組
織
器
官
の
構
造
破
壊
又
は
機
能
障
害
を
指
す
。
反
応
性
精

神
病
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
等
は
、
内
因
性
疾
病
で
あ
り
、
損
傷
程
度
を
鑑
定
す
べ
き
で
は
な
い
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

④
禁
止
令

二
〇
一
一
年
の
刑
法
改
正
（
第
八
修
正
案
）
で
は
、
三
八
条
二
項
に
管
制
刑
（
26
）

に
処
せ
ら
れ
た
受
刑
者
に
一
定
の
活
動
、
一
定
の
地
域
及

び
場
所
の
出
入
り
、
又
は
特
定
の
人
物
と
の
接
近
を
禁
じ
う
る
と
の
禁
止
令
が
増
設
さ
れ
た
が
、
Ｄ
Ｖ
で
管
制
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
対

し
、
こ
の
禁
止
令
で
Ｄ
Ｖ
被
害
者
を
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
る
。
禁
止
令
に
違
反
し
た
場
合
は
、
治
安
管
理
違
反
行
為
と
し

て
公
安
機
関
が
処
罰
す
る
（
三
八
条
三
項
）。

五
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
四
四
）

⑵　

治
安
管
理
処
罰
法

治
安
管
理
処
罰
法
に
お
い
て
は
、
Ｄ
Ｖ
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
治
安
管
理
違
反
行
為
は
、
次
の
よ
う
な
条
文
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

四
〇
条
三
号
の
不
法
拘
禁
行
為
、
四
二
条
一
号
の
脅
迫
行
為
、
四
二
条
二
号
の
侮
辱
行
為
と
誹
謗
行
為
、
四
三
条
の
殴
打
行
為
と
傷
害
行

為
、
四
五
条
一
号
の
虐
待
行
為
、
及
び
四
五
条
二
号
の
遺
棄
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
に
違
反
し
た
場
合
は
、
警
告
や
、
最
長
一
五
日
間
（
併

合
処
罰
最
長
二
〇
日
間
）
の
治
安
拘
留
に
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

身
体
的
暴
力
の
場
合
、
多
く
は
治
安
管
理
違
反
行
為
に
該
当
す
る
が
、
処
罰
す
る
か
ど
う
か
は
、
公
安
機
関
の
態
度
次
第
で
あ
る
。
江

蘇
省
の
南
京
、
南
通
、
無

及
び
宿
遷
の
四
つ
の
都
市
の
管
轄
内
に
あ
る
派
出
所
に
所
属
す
る
警
官
に
対
す
る
意
識
調
査
が
あ
る
（
27
）

。

二
〇
一
二
年
二
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
こ
の
調
査
で
は
、
五
〇
〇
件
の
調
査
票
を
配
り
、
四
〇
三
件
の
有
効
サ
ン
プ
ル
を
得

た
が
、
家
庭
内
暴
力
が
治
安
管
理
処
罰
行
為
や
犯
罪
を
構
成
し
た
場
合
に
は
、
要
追
及
事
案
と
し
て
立
件
す
る
の
か
と
い
う
質
問
に
対
し
、

明
確
に
立
件
す
る
と
答
え
た
の
は
、
三
八
・
七
％
に
と
ど
ま
っ
た
。

四　

Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
の
刑
事
法
上
の
評
価

女
性
は
男
性
に
比
べ
る
と
通
常
、
そ
の
体
力
に
大
き
な
差
が
あ
る
の
で
、
相
手
と
直
接
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
の
多
く
場
合
は
、
男
性
が
睡
眠
中
や
隙
が
あ
る
時
な
ど
の
無
抵
抗
状
態
を
利
用
し
た
り
、
武
器
の
力
を
借
り
て
抵
抗
し
た

り
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
反
撃
行
為
に
対
す
る
法
的
評
価
は
か
な
り
不
利
に
な
る
。
中
国
に
お
い
て
は
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺

傷
行
為
に
対
し
、
詳
細
な
法
的
問
題
の
検
討
を
避
け
つ
つ
、
犯
罪
の
成
立
を
前
提
に
、
量
刑
政
策
を
先
行
す
る
と
い
う
嫌
い
が
あ
る
（
28
）

。
し

五
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中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
四
五
）

か
し
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
は
、
被
害
者
側
の
落
ち
度
の
問
題
や
被
告
人
の
主
観
的
悪
性
の
低
さ
で
あ
る
な
ど
の
、
量
刑
の
事
情
だ
け
と

し
て
片
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
や
は
り
、
犯
罪
の
成
立
要
件
に
沿
っ
て
順
次
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
行
為
の
態
様
、
時
代
、
刑
の
軽
重
な
ど
を
鑑
み
て
典
型
事
案
を
選
ん
で
紹
介
し
、
つ
い
で
、
法
的
分
析
を
加
え
る
と
す

る
。
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
反
撃
行
為
は
、
殺
人
罪
又
は
傷
害
致
死
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
違
法
性
の
段
階
で
正
当
防
衛

と
防
御
的
緊
急
避
難
の
問
題
を
、
有
責
性
の
段
階
で
責
任
能
力
と
期
待
可
能
性
の
問
題
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
最
後
に
、
量
刑
や
減
刑

の
問
題
に
も
触
れ
る
。

㈠　

Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
の
典
型
例

ア　

龍
暁
琦
夫
殺
害
事
案（29）

被
告
人
龍
暁

は
、
一
九
八
七
年
三
月
に
陳
慶
国
と
結
婚
し
、
最
初
は
仲
睦
ま
じ
く
生
活
し
て
い
た
が
、
九
〇
年
代
初
期
に
夫
妻
で
飲

食
店
を
経
営
し
、
そ
の
後
裕
福
に
な
っ
た
頃
か
ら
夫
が
浮
気
を
し
は
じ
め
、
家
に
帰
っ
て
被
告
人
に
理
由
も
な
く
暴
力
を
振
る
う
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
間
、
生
活
に
絶
望
し
た
被
告
人
は
、
二
度
も
服
毒
自
殺
を
図
っ
た
が
、
死
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
一
九
九
四
年
八
月
二
七

日
に
、
被
告
人
は
再
び
夫
か
ら
ひ
ど
い
暴
力
を
受
け
、
頭
に
一
八
針
を
縫
う
傷
害
を
負
っ
た
。
そ
の
た
め
、
あ
き
ら
め
た
被
告
人
は
、
離

婚
を
考
え
た
。
一
九
九
七
年
七
月
八
日
に
、
夫
妻
は
協
議
離
婚
を
し
、
両
者
の
子
ど
も
の
親
権
は
被
告
人
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
離
婚
に

必
要
な
諸
費
用
を
払
わ
な
か
っ
た
た
め
、
離
婚
証
明
書
が
も
ら
え
な
か
っ
た
が
、
実
際
上
別
居
の
状
態
に
あ
っ
た
。

別
居
三
ヶ
月
後
の
一
九
九
七
年
一
〇
月
八
日
朝
七
時
過
ぎ
、
陳
は
、
被
告
人
の
家
の
塀
を
乗
り
越
え
て
無
断
で
被
告
人
の
家
に
押
入
り
、

被
告
人
に
八
、〇
〇
〇
元
を
要
求
し
た
が
、
被
告
人
は
、
両
者
が
も
う
既
に
離
婚
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
陳
の
要
求
を
拒
否
し
た
。
そ
れ
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
四
六
）

に
怒
っ
た
陳
は
、
暴
力
を
振
る
い
、
被
告
人
の
左
の
人
差
し
指
を
骨
折
さ
せ
た
う
え
、
家
に
あ
っ
た
一
本
の
縄
を
探
し
出
し
て
、「
死
に

た
い
の
か
」
と
怒
っ
た
り
、「
金
が
も
ら
え
な
か
っ
た
ら
、
た
だ
じ
ゃ
済
ま
な
い
ぞ
」
と
脅
か
し
た
り
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
被
告
人
は

必
死
に
抵
抗
し
た
が
、
陳
に
馬
乗
り
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
時
、
被
告
人
は
、
混
乱
の
中
で
た
ま
た
ま
掴
ん
だ
豆
炭
を
挟
む
や
っ
と
こ

で
、
陳
の
頭
部
を
打
っ
て
昏
倒
さ
せ
た
が
、
陳
が
息
を
吹
き
返
し
て
報
復
し
て
く
る
こ
と
を
怖
が
っ
た
た
め
、
前
記
の
縄
で
陳
の
首
を
絞

め
て
殺
し
た
。

一
九
九
八
年
四
月
一
五
日
に
、
被
告
人
は
、
一
審
の
本
溪
市
中
級
人
民
法
院
に
よ
り
、
殺
人
罪
で
死
刑
（
即
時
執
行
）
の
判
決
を
言
い

渡
さ
れ
た
。
そ
の
死
刑
判
決
の
理
由
に
は
、
殺
人
の
手
段
が
残
忍
で
、
そ
の
結
果
が
重
大
で
あ
る
と
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
審
の
判

決
に
対
し
、
被
告
人
は
、
不
服
と
し
て
遼
寧
省
高
級
人
民
法
院
に
上
訴
し
た
が
、
棄
却
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
死
刑
（
即
時
執
行
）
判
決

の
効
力
が
生
じ
（
30
）

、
そ
の
刑
（
銃
殺
刑
）
が
執
行
さ
れ
た
。

イ　

劉

霞
夫
毒
殺
事
案（31）

被
告
人
劉

霞
は
、
一
九
九
〇
年
に
張
軍
水
と
結
婚
し
た
。
翌
年
一
〇
月
、
長
男
が
生
ま
れ
て
か
ら
、
三
ヶ
月
が
経
た
頃
、
商
売
に
失

敗
し
た
夫
は
、
被
告
人
に
対
し
て
暴
力
を
振
る
い
始
め
た
。
商
売
な
ど
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
を
す
べ
て
被
告
人
の
せ
い
に
し
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
後
の
一
二
年
間
、
被
告
人
は
、
継
続
し
て
夫
か
ら
暴
力
を
受
け
て
い
た
。
二
〇
〇
一
年
以
降
、
暴
力
が
よ
り
ひ
ど
く
な

り
、
そ
の
間
隔
も
短
く
な
っ
た
。
暴
力
の
理
由
も
全
く
判
然
と
し
な
か
っ
た
。
新
し
い
服
を
着
た
と
か
、
着
た
服
が
清
潔
す
ぎ
で
あ
っ
た

と
い
う
だ
け
で
も
殴
ら
れ
、
被
告
人
は
体
中
傷
だ
ら
け
で
あ
っ
た
。
村
民
委
員
会
は
調
停
を
申
し
入
れ
た
が
、
全
く
効
果
が
な
か
っ
た
。

被
告
人
は
、
警
察
に
通
報
す
る
こ
と
も
考
え
た
が
、
そ
れ
は
、
夫
に
対
し
、
せ
い
ぜ
い
数
日
の
拘
留
と
な
る
だ
け
で
、
帰
っ
て
き
た
ら

も
っ
と
ひ
ど
い
暴
力
を
振
る
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
お
り
、
そ
う
は
し
な
か
っ
た
。
な
お
、
一
二
年
に
わ
た
り
、
な
ぜ
被
告
人
が
夫
か
ら

五
一
四



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
四
七
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の
暴
力
を
耐
え
続
け
て
き
た
の
か
と
い
う
と
、
三
人
の
子
ど
も
の
面
倒
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
夫
か
ら
、
離
婚
を
申
し
入
れ
る

な
ら
、
家
族
全
員
を
殺
し
て
や
る
と
脅
迫
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

絶
望
し
た
被
告
人
は
、
夫
の
殺
害
を
企
図
し
、
強
力
な
殺
鼠
剤
で
あ
る
テ
ト
ラ
メ
チ
レ
ン
ジ
ス
ル
ホ
テ
ト
ラ
ミ
ン
を
一
四
本
購
入
し
た
。

そ
れ
で
も
、
も
し

月
（
陰
暦
の
一
二
月
）
に
殴
ら
れ
な
か
っ
た
ら
、
来
年
が
き
っ
と
良
く
な
る
と
願
っ
て
、
夫
殺
害
の
計
画
を
放
棄
す

る
と
も
考
え
た
。
し
か
し
、
春
節
前
の
二
〇
〇
三
年
一
月
一
五
日
（

月
十
三
日
）
に
、
被
告
人
は
、
再
び
夫
か
ら
暴
力
を
受
け
、
さ
ら

に
斧
を
向
け
ら
れ
た
。
近
所
の
人
に
助
け
を
も
ら
え
な
か
っ
た
ら
、
少
な
く
と
も
大
け
が
に
な
る
に
違
い
な
い
事
態
と
な
っ
て
い
た
。
我

慢
の
限
界
を
超
え
、
二
日
後
の
一
七
日
に
避
難
先
か
ら
帰
っ
て
き
た
被
告
人
は
、
毒
殺
の
実
行
を
決
意
し
、
午
後
六
時
こ
ろ
、
夕
飯
と
し

て
上
記
の
殺
鼠
剤
を
入
れ
た
麺
を
作
っ
て
、
夫
に
食
べ
さ
せ
、
死
亡
さ
せ
た
。
翌
日
、
被
告
人
は
、
逮
捕
さ
れ
、
殺
人
罪
で
起
訴
さ
れ
た

が
、
夫
の
父
を
含
め
、
村
の
全
員
が
法
院
に
、
被
告
人
を
寛
大
的
に
処
理
す
る
よ
う
と
嘆
願
書
を
出
し
た
。
ま
た
、
河
北
省
婦
連
は
、
積

極
的
に
被
告
人
を
サ
ポ
ー
ト
し
、
専
門
家
を
招
聘
し
て
被
虐
待
女
性
症
候
群
（B

attered W
om
en S

yndrom
e

、
Ｂ
Ｗ
Ｓ
）
の
専
門
家
証
言

の
認
定
を
行
な
っ
た
。

判
決
は
、
殺
人
の
動
機
に
Ｄ
Ｖ
の
被
害
を
認
定
し
た
が
、
Ｂ
Ｗ
Ｓ
理
論
に
よ
り
自
己
防
衛
の
主
張
を
退
け
、
犯
行
に
主
観
的
悪
性
と
社

会
的
危
害
性
が
大
き
く
な
い
と
し
て
、
一
二
年
の
懲
役
に
処
す
る
と
し
た
。

ウ　

張
永
清
夫
殺
害
事
案（32）

被
告
人
張
永
清
は
人
の
紹
介
で
鄒
文
生
と
結
婚
し
、
約
三
〇
年
間
の
結
婚
生
活
を
送
っ
た
が
、
結
婚
し
て
七
日
目
か
ら
夫
に
殴
ら
れ
は

じ
め
、
そ
の
後
も
暴
力
を
受
け
続
け
て
い
た
。
二
人
の
間
に
は
男
の
子
一
人
と
女
の
子
二
人
が
生
ま
れ
た
が
、
夫
の
暴
力
は
子
ど
も
に
も

向
か
っ
た
。
そ
の
間
、
被
告
人
は
、
自
殺
を
図
っ
た
が
、
そ
れ
を
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
離
婚
も
試
み
た
が
、
夫
に
被
告
人
の
実

五
一
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
四
八
）

家
の
家
族
全
員
を
殺
し
て
や
る
と
脅
か
さ
れ
た
か
ら
、
果
た
せ
な
か
っ
た
。

二
〇
〇
三
年
三
月
二
日
朝
、
夫
は
、
酒
を
飲
み
な
が
ら
、
被
告
人
と
長
男
を
罵
倒
し
、
長
男
に
金
を
要
求
し
た
。
長
男
は
、
し
ぶ
し
ぶ

三
〇
〇
元
を
出
し
た
の
で
、
そ
の
態
度
に
怒
っ
た
夫
は
、
そ
の
金
を
こ
ん
炉
で
焼
こ
う
と
し
た
が
、
長
男
は
そ
れ
を
止
め
に
か
か
っ
た
。

夫
は
さ
ら
に
怒
っ
て
火
挟
み
で
長
男
を
殴
っ
た
。
被
告
人
は
そ
れ
を
見
て
、
長
男
を
か
ば
っ
た
た
め
、
夫
は
今
度
、
被
告
人
に
対
し
、
包

丁
を
手
に
し
て
、「
家
族
全
員
を
殺
し
て
や
る
」
と
脅
か
し
た
。
そ
れ
に
恐
怖
を
感
じ
、
未
来
に
絶
望
し
た
被
告
人
は
、
遂
に
殺
意
を
生

じ
、
一
二
時
過
ぎ
頃
、
酒
に
酔
っ
て
食
卓
に
伏
せ
て
寝
込
ん
で
い
た
夫
の
頭
を
ハ
ン
マ
ー
で
数
回
打
ち
つ
け
て
即
死
さ
せ
た
。
同
日
、
被

告
人
は
、
公
安
機
関
に
出
頭
し
、
自
首
し
た
。
事
件
後
、
子
ど
も
た
ち
及
び
そ
の
他
親
族
、
村
の
人
々
は
、
人
民
法
院
な
ど
に
嘆
願
書
を

提
出
し
、
寛
大
な
処
理
を
求
め
た
。

二
〇
〇
三
年
六
月
、
一
審
の
大
慶
市
中
級
人
民
法
院
は
、
被
告
人
が
殺
人
罪
を
構
成
し
た
も
の
の
、
被
害
者
が
長
年
に
わ
た
っ
て
被
告

人
に
暴
力
を
振
る
い
続
け
、
被
害
者
に
重
大
な
落
ち
度
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
被
告
人
が
自
首
し
て
き
た
こ
と
、
被
害
者
遺
族
の
諒

解
を
得
た
こ
と
、
主
観
的
悪
性
が
少
な
い
こ
と
な
ど
の
諸
事
情
を
考
慮
し
て
、
三
年
の
懲
役
（
実
刑
）
を
言
い
渡
し
た
。
こ
の
判
決
に
対

し
、
被
告
人
が
上
訴
せ
ず
、
検
察
院
も
控
訴
し
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
効
力
が
生
じ
た
。

エ　

李
彦
夫
殺
害
事
案（33）

被
告
人
李
彦
は
、
二
〇
〇
九
年
三
月
に
、
家
族
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
僚
で
近
隣
の
譚
勇
と
結
婚
し
た
。
こ
の
婚
姻
は
、
被
告

人
に
と
っ
て
は
再
婚
で
あ
り
、
夫
に
と
っ
て
は
四
度
目
の
結
婚
で
あ
っ
た
（
そ
の
一
回
は
、
事
実
婚
で
あ
っ
た
）
が
、
二
人
の
間
に
子
ど
も

が
い
な
か
っ
た
。
結
婚
後
ま
も
な
く
は
、
仲
睦
ま
じ
い
夫
妻
で
あ
っ
た
が
、
マ
ン
シ
ョ
ン
を
購
入
し
て
か
ら
は
、
夫
は
被
告
人
に
対
し
暴

力
を
振
る
う
よ
う
に
な
り
、
暴
力
は
月
に
数
回
に
及
ん
だ
。
ま
た
夜
に
被
告
人
を
ベ
ラ
ン
ダ
に
追
い
出
し
、
寝
か
せ
な
か
っ
た
こ
と
も

五
一
六



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
四
九
）

時
々
あ
っ
た
。
二
〇
一
〇
年
八
月
二
日
に
、
被
告
人
は
、
ま
た
も
や
夫
か
ら
暴
力
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
四
川
省
安
岳
県
婦
連
に
相
談
し
、

ま
た
、
同
一
〇
日
に
あ
っ
た
暴
力
に
よ
り
、
地
元
の
派
出
所
に
も
通
報
し
た
が
、
夫
の
暴
力
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
被
告
人

は
、
離
婚
を
試
み
た
が
、
夫
に
共
同
財
産
（
家
屋
、
ミ
ニ
バ
ン
一
台
な
ど
）
を
全
部
彼
に
帰
属
す
る
こ
と
、
及
び
約
四
万
の
債
務
を
す
べ
て

被
告
人
が
負
担
す
る
と
の
条
件
が
付
け
ら
れ
た
の
で
、
別
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

事
件
当
日
の
二
〇
一
〇
年
一
一
月
三
日
夜
一
二
時
過
ぎ
、
酒
を
飲
ん
で
い
た
夫
は
、
エ
ア
ガ
ン
で
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
を
撃
っ
て
い
た
が
、
近

く
い
て
万
が
一
エ
ア
ガ
ン
で
撃
た
れ
た
ら
と
怖
が
っ
た
被
告
人
は
、「
近
く
で
撃
た
な
い
で
ほ
し
い
」
と
頼
ん
だ
が
、
逆
に
、
夫
は
、「
お

前
の
し
り
を
撃
っ
て
み
て
貫
通
で
き
る
か
な
」
と
挑
発
し
た
の
で
、
両
者
が
口
論
に
な
り
、
夫
は
、
被
告
人
を
罵
倒
し
、
太
も
も
を
蹴
っ

た
。
そ
の
た
め
、
被
告
人
は
、
前
記
の
エ
ア
ガ
ン
を
手
に
し
て
、
殴
る
な
ら
こ
れ
で
打
つ
と
自
身
を
守
ろ
う
と
し
た
が
、「
打
っ
て
み
ろ
、

打
っ
て
み
ろ
」
と
夫
に
せ
め
ら
れ
た
。
遂
に
、
被
告
人
は
、
エ
ア
ガ
ン
の
台
尻
で
夫
の
後
頭
部
を
一
回
打
っ
た
が
、
夫
に
じ
ろ
り
と
睨
み

つ
け
ら
れ
た
の
で
、
も
う
一
回
打
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
夫
は
、
け
い
れ
ん
を
起
こ
し
、
間
も
な
く
死
亡
し
た
。
事
件
後
、
一
一
月
五
日

二
時
ま
で
か
け
て
、
被
告
人
は
、
包
丁
で
夫
の
死
体
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
、
そ
の
頭
部
を
圧
力
鍋
で
煮
、
そ
の
他
部
位
を
小
分
け
に
し
て

公
衆
ト
イ
レ
や
河
に
捨
て
た
。
こ
の
間
、
被
告
人
は
、
友
人
に
自
分
が
夫
を
殺
し
た
と
告
げ
た
が
、
友
人
が
被
告
人
の
了
承
を
得
て
警
察

に
通
報
し
た
の
で
、
逮
捕
さ
れ
た
。

二
〇
一
一
年
八
月
、
一
審
の
資
陽
市
中
級
人
民
法
院
は
、
被
告
人
は
殺
人
罪
を
構
成
し
、
且
つ
手
段
が
残
忍
で
、
情
節
が
悪
質
で
あ
る

と
し
て
、
死
刑
（
即
時
執
行
）
に
処
す
る
と
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
。
被
告
人
は
、
殺
意
が
な
か
っ
た
こ
と
、
長
い
間
に
被
害
者
に
Ｄ
Ｖ

を
振
る
わ
れ
続
け
て
い
た
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
不
服
と
し
て
、
四
川
省
高
級
人
民
法
院
に
上
訴
し
た
が
、
二
〇
一
二
年
八
月
に
棄
却
さ

れ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
死
刑
判
決
は
、
最
高
人
民
法
院
に
再
審
査
を
請
求
し
た
が
、
判
決
に
は
部
分
的
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら

五
一
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
五
〇
）

ず
、
証
拠
が
充
分
で
な
い
と
し
て
、
差
し
戻
さ
れ
た
。
二
〇
一
五
年
二
月
、
差
し
戻
し
審
の
四
川
省
高
級
人
民
法
院
は
、
家
庭
内
の
紛
争

で
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
、
被
害
者
は
被
告
人
に
Ｄ
Ｖ
を
振
る
っ
た
こ
と
で
一
定
の
落
ち
度
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
は
被
告
人
が
反
省
す

る
態
度
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
、
死
刑
執
行
猶
予
二
年
付
き
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
。

オ　

劉
琳
夫
傷
害
致
死
事
案（34）

被
告
人
劉
琳
は
、
二
〇
〇
五
年
に
と
王
某
と
結
婚
し
た
。
普
段
、
夫
妻
仲
が
良
い
が
、
夫
は
酒
癖
が
悪
く
、
酒
を
飲
む
と
、
暴
力
を
振

る
っ
た
。
被
告
人
は
度
重
な
る
夫
か
ら
の
暴
力
を
受
け
、
頭
部
を
含
め
て
身
体
が
傷
だ
ら
け
で
あ
り
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
に
あ
っ
た
暴

力
に
よ
り
、
半
月
余
り
の
寝
た
き
り
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

事
件
当
日
の
二
〇
一
五
年
四
月
一
三
日
午
後
五
時
過
ぎ
頃
、
酒
に
酔
い
、
家
に
帰
っ
た
夫
は
、
因
縁
を
つ
け
、
ベ
ッ
ド
で
休
ん
で
い
る

被
告
人
の
腰
を
二
回
蹴
っ
た
。
夫
の
酒
の
悪
癖
に
さ
ん
ざ
ん
苦
労
し
た
被
告
人
は
、
す
ぐ
家
の
外
へ
逃
げ
よ
う
と
し
た
が
、
夫
に
捕
ま
え

ら
れ
て
、
ベ
ッ
ド
に
投
げ
込
ま
れ
た
う
え
、
夫
に
片
足
で
胸
を
ひ
ざ
ま
ず
い
て
押
さ
え
ら
れ
、
頭
を
掴
ま
れ
て
殴
り
つ
け
ら
れ
た
。
被
告

人
は
、
何
と
か
し
て
夫
を
振
り
切
っ
て
、
外
へ
逃
げ
よ
う
と
試
み
た
が
、
ま
た
夫
に
捕
ま
え
ら
れ
て
ベ
ッ
ド
に
投
げ
込
ま
れ
た
。
こ
の
と

き
、
被
告
人
は
、
ベ
ッ
ド
横
の
化
粧
台
に
あ
っ
た
ハ
サ
ミ
を
発
見
し
、
そ
れ
で
防
衛
し
よ
う
と
考
え
て
手
に
と
っ
た
が
、
そ
れ
を
気
に
し

な
か
っ
た
夫
は
、
再
び
身
動
き
の
取
れ
な
い
よ
う
に
被
告
人
を
押
さ
え
て
髪
の
毛
を
掴
ん
で
殴
り
つ
け
た
。
被
告
人
は
、
夫
が
痛
く
な
っ

た
ら
、
自
分
を
解
放
す
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
前
記
の
ハ
サ
ミ
で
夫
の
太
も
も
や
背
中
を
み
だ
り
に
軽
く
突
き
刺
し
た
が
、
し
か
し
、
そ

の
功
を
奏
せ
ず
、
逆
に
、
ハ
サ
ミ
を
持
っ
て
い
る
手
を
夫
に
掴
ま
れ
て
、
夫
は
自
分
の
胸
を
指
し
て
「
こ
こ
を
刺
し
て
、
こ
こ
を
刺
し

て
」
と
せ
せ
ら
笑
わ
れ
た
。
被
告
人
は
、
そ
の
勢
い
で
夫
の
胸
部
を
二
、
三
回
突
き
刺
し
、
夫
の
右
肺
下
葉
を
破
裂
さ
せ
た
。
同
日
の

二
二
時
過
ぎ
、
夫
は
、
前
記
の
右
肺
の
大
量
出
血
に
よ
り
死
亡
し
た
。

五
一
八



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
五
一
）

傷
害
罪
（
致
死
）
で
起
訴
さ
れ
た
が
、
焦
点
と
な
っ
た
の
は
、
正
当
防
衛
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
陝
西
省
延
安
市
中
級
人
民

法
院
は
、「
王
某
は
、
劉
某
に
対
し
て
殴
っ
た
り
蹴
っ
た
り
し
た
こ
と
に
対
し
、
劉
某
は
ハ
サ
ミ
で
王
某
の
胸
部
に
突
き
刺
し
、
王
某
の

右
肺
下
葉
を
破
裂
さ
れ
て
死
亡
さ
せ
た
。
そ
の
防
衛
の
手
段
と
強
度
は
著
し
く
王
某
が
行
な
っ
た
不
法
な
侵
害
の
手
段
と
強
度
を
超
え
て
、

過
剰
防
衛
に
属
す
る
。」
と
判
断
し
た
が
、
本
案
に
お
い
て
、
被
害
者
が
家
庭
内
暴
力
を
振
る
い
、
重
大
な
落
ち
度
が
あ
っ
て
、
又
は
被

害
者
の
父
母
の
諒
解
と
民
衆
の
同
情
を
得
て
お
り
、
犯
行
の
情
節
が
軽
微
で
社
会
的
危
害
性
が
少
な
い
た
め
、
刑
罰
に
処
す
る
必
要
が
な

く
、
刑
事
処
罰
を
免
除
し
う
る
と
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
（
35
）

。

㈡　

検
討

⑴　

事
案
の
特
徴

ア
、
イ
、
ウ
の
事
案
は
、
被
告
人
の
行
為
時
に
、
夫
は
無
抵
抗
の
状
態
に
あ
り
、
非
対
峙
型
（non-confrontational

）
で
あ
っ
て
、
エ

と
オ
の
事
案
は
、
被
告
人
は
、
夫
と
対
峙
し
て
お
り
、
対
峙
型
（confrontational

）
に
属
す
る
が
、
夫
が
素
手
で
あ
る
こ
と
に
対
し
、
被

告
人
は
、
凶
器
を
手
に
し
て
い
た
。
い
ず
れ
も
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
の
特
徴
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
、
イ
、
ウ
の
事
案
に
お
い
て
は
、
被

告
人
に
殺
人
の
確
定
的
故
意
が
あ
り
、
エ
と
オ
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
な
お
、
イ
事
件
に
お
い
て
は
、
被
告
人
の
行
為
が
計
画
的
で

あ
っ
た
。

裁
判
が
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
態
度
を
見
れ
ば
、
ア
事
案
は
、
被
告
人
が
Ｄ
Ｖ
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
全
く
考
慮
し
て
お
ら
ず
、
エ
事
案
は
、

一
審
と
二
審
に
お
い
て
、
そ
れ
を
考
慮
せ
ず
、
差
し
戻
し
審
に
お
い
て
、
そ
れ
を
一
定
程
度
考
慮
す
る
に
止
ま
っ
た
。
家
庭
内
暴
力
の
被

害
者
に
対
し
て
は
、
全
く
無
理
解
だ
っ
た
と
言
え
る
。
特
に
、
エ
事
案
は
、
近
年
に
起
き
た
も
の
で
あ
り
、
差
し
戻
し
審
は
、『
処
理
意

五
一
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
五
二
）

見
』
が
発
布
さ
れ
た
後
に
言
い
渡
し
た
も
の
で
あ
り
、
死
刑
（
即
時
執
行
）
に
し
な
か
っ
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
が
、
時
代
錯
誤
の
判
決

で
あ
る
と
の
批
判
は
免
れ
な
い
。
他
の
三
つ
の
事
案
は
、
Ｄ
Ｖ
被
害
に
あ
る
程
度
理
解
を
示
し
た
が
、
被
害
者
に
落
ち
度
が
あ
っ
た
と
し

て
い
る
。

⑵　

正
当
化
事
由
と
し
て
の
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為

①
正
当
防
衛
の
認
定

中
国
の
司
法
実
務
に
お
い
て
は
、
正
当
防
衛
の
要
件
に
つ
い
て
あ
ま
り
に
も
厳
し
す
ぎ
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
。
相
手
方
が

死
亡
し
た
以
上
、「
殺
人
は
命
を
以
っ
て
償
う
」（「
殺
人
償
命
」）
と
い
う
伝
統
的
素
朴
な
観
念
の
下
で
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
、
正
当
防

衛
を
認
め
な
い
と
の
判
決
を
下
す
（
36
）

。
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
に
お
い
て
も
、
同
じ
状
況
で
あ
る
。
非
対
峙
型
は
も
と
よ
り
、
二
〇
条
一
項
に
規
定

し
て
い
る
正
当
防
衛
の
「
現
に
行
な
わ
れ
て
い
る
」
不
法
な
侵
害
と
い
う
急
迫
性
の
要
件
に
沿
え
な
い
の
で
、
正
当
防
衛
が
認
め
ら
れ
な

い
。
対
峙
型
で
あ
っ
た
と
て
も
、
素
手
の
夫
に
対
し
、
武
器
で
反
撃
し
、
又
は
夫
が
殴
打
の
故
意
し
か
持
て
な
い
こ
と
に
対
し
、
殺
害
し

て
し
ま
い
、
防
衛
手
段
の
相
当
性
が
欠
け
て
い
る
の
で
、
せ
い
ぜ
い
過
剰
防
衛
が
成
立
す
る
。
最
高
人
民
法
院
が
運
営
し
て
い
る
中
国
裁

判
文
書
網
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
）
に
公
開
し
て
い
る
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
事
案
で
、
正
当
防
衛
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
に
つ
い
て
は
、

二
〇
一
六
年
五
月
ま
で
に
三
〇
件
余
あ
っ
た
が
、
正
当
防
衛
と
認
め
た
の
は
、
一
件
も
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
不
当
で
あ
る
と
し
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
、
Ｂ
Ｗ
Ｓ
理
論
に
よ
っ
て
反
撃
行
為
の
正
当
防
衛
権
を
認
め
る
べ
き
見
解

が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
発
展
し
て
き
た
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
Ｂ
Ｗ
Ｓ
理
論
は
、
二
〇
世
紀
末
に
中
国
に
紹

介
さ
れ
た
（
37
）

が
、
二
一
世
紀
初
頭
か
ら
徐
々
に
脚
光
を
浴
び
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
く
に
、
陳
敏
氏
（
38
）

の
尽
力
に
よ
り
、
Ｂ
Ｗ
Ｓ
理
論
が

全
国
に
広
が
り
、
裁
判
に
も
浸
透
し
て
い
っ
た
。
前
述
の
イ
事
案
に
お
い
て
は
、
Ｂ
Ｗ
Ｓ
の
専
門
家
証
言
を
試
み
、
そ
れ
が
退
け
ら
れ
た

五
二
〇



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
五
三
）

も
の
の
、
従
前
の
裁
判
よ
り
も
、
遥
か
に
軽
い
一
二
年
の
懲
役
に
し
た
。
ま
た
、
前
述
の
事
例
と
異
な
る
が
、
二
〇
一
四
年
の
熟
睡
中
の

夫
を
殺
害
し
た
姚
栄
香
夫
殺
害
事
案
に
お
い
て
は
、
中
国
に
お
い
て
初
め
て
Ｂ
Ｗ
Ｓ
の
専
門
家
証
言
を
承
認
し
、
被
告
人
が
将
来
の
被
害

者
の
侵
害
を
防
衛
す
る
た
め
の
要
素
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
被
告
人
に
五
年
の
懲
役
に
処
す
る
と
の
判
決
が
出
た
（
39
）

。

し
か
し
、
Ｂ
Ｗ
Ｓ
の
専
門
家
証
言
を
承
認
し
た
と
し
て
も
、
や
は
り
正
当
防
衛
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
現
行
刑
法

に
規
定
さ
れ
て
い
る
正
当
防
衛
の
急
迫
性
要
件
の
壁
が
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
暴
力
が
過
ぎ
去
っ
た
ば
か
り
の
ア
事
案
、
又

は
現
に
暴
力
を
振
る
っ
て
い
る
状
況
に
あ
る
エ
と
オ
事
案
で
さ
え
正
当
防
衛
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

対
峙
型
の
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
に
つ
い
て
は
、
実
務
指
導
意
見
と
し
て
は
、
正
当
防
衛
の
要
件
を
あ
る
程
度
緩
和
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
見

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、『
処
理
意
見
』
一
九
条
【
正
確
に
家
庭
内
暴
力
に
対
し
て
の
正
当
防
衛
を
認
定
す
る
こ
と
】
一
項
前
段
に
は
、「
不
法

な
侵
害
か
ら
本
人
又
は
他
人
の
人
身
権
利
を
守
る
た
め
、
現
に
行
な
わ
れ
て
い
る
家
庭
内
暴
力
に
対
し
て
取
ら
れ
た
制
止
行
為
は
、
刑
法

に
規
定
し
て
い
る
条
件
に
合
致
し
て
い
れ
ば
、
法
に
基
づ
い
て
そ
れ
を
正
当
防
衛
と
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
刑
事
責
任
を
負
わ
な

い
。」
と
規
定
し
、
ま
た
、
二
項
に
「
防
衛
行
為
が
『
著
し
く
必
要
な
限
度
を
超
え
た
』
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
認
定
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
防
衛
者
が
家
庭
内
暴
力
の
不
法
な
侵
害
を
制
止
し
、
そ
の
侵
害
を
防
ぐ
必
要
性
を
基
準
に
し
、
家
庭
内
暴
力
の
加
害
者
が
現
に
行

な
わ
れ
て
い
る
家
庭
内
暴
力
の
重
大
さ
、
手
段
の
残
酷
さ
、
防
衛
者
が
い
た
状
況
、
直
面
し
て
い
た
危
険
さ
、
取
ら
れ
た
暴
力
制
止
の
手

段
、
加
害
者
に
も
た
ら
し
た
損
害
の
重
大
さ
、
又
は
過
去
の
家
庭
内
暴
力
の
重
大
さ
等
に
よ
っ
て
、
総
合
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」
と
し
、
行
為
時
の
状
況
だ
け
で
は
な
く
、
過
去
の
Ｄ
Ｖ
も
判
断
の
要
素
に
取
り
入
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
対
峙
型
の
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為

に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
非
対
峙
型
に
つ
い
て
は
や
は
り
無
理
が
あ
る
。

五
二
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
五
四
）

②
防
御
的
緊
急
避
難
論
の
導
入

中
国
現
行
刑
法
に
お
い
て
は
、
Ｂ
Ｗ
Ｓ
理
論
に
よ
り
、
非
対
峙
型
の
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
を
正
当
化
す
る
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
立

法
論
と
し
て
、
防
御
的
正
当
防
衛
が
提
起
さ
れ
て
い
る
（
40
）

。
ま
た
、
解
釈
論
と
し
て
、
ド
イ
ツ
で
展
開
し
て
い
る
防
御
的
緊
急
避
難
論
の
中

国
へ
の
導
入
を
試
み
た
と
い
う
新
し
い
理
論
上
の
動
き
が
あ
っ
た
（
41
）

が
、
こ
の
問
題
提
起
は
有
意
義
で
注
目
に
値
す
る
。

確
か
に
、
緊
急
避
難
に
お
け
る
危
難
の
現
在
性
（
刑
法
二
一
条
一
項
）
は
、
正
当
防
衛
に
お
け
る
急
迫
性
と
は
異
な
り
、
継
続
的
危
険

（
危
険
源
）
で
あ
り
、
時
間
的
切
迫
性
を
そ
れ
ほ
ど
要
求
し
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
補
充
性
要
件
（
二
一
条
一
項
）

に
つ
い
て
、
中
国
の
場
合
は
、
特
に
農
村
部
や
経
済
的
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
地
域
に
お
い
て
、
国
家
が
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
提
供
で
き
る
有
効

な
保
護
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
自
力
救
済
の
範
囲
が
よ
り
広
く
認
め
ら
れ
う
る
。
前
記
の
す
べ
て
の
事
案
は
こ
れ
に
該
当
し
う
る
。
さ

ら
に
、
相
当
性
要
件
（
二
一
条
二
項
）
に
つ
い
て
は
、
攻
撃
的
緊
急
避
難
の
よ
う
な
保
全
法
益
と
侵
害
法
益
と
の
均
衡
が
厳
格
に
要
求
さ

れ
ず
、
緩
和
し
得
る
。
著
し
く
均
衡
を
失
っ
た
場
合
は
、
過
剰
避
難
と
し
て
、
刑
の
必
要
的
減
免
が
し
う
る
。
な
お
、
補
充
性
に
つ
い
て

の
誤
信
が
あ
っ
た
場
合
の
誤
想
過
剰
避
難
も
過
剰
避
難
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
解
さ
れ
る
。

⑶　

責
任
阻
却
事
由
と
し
て
の
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為

正
当
防
衛
や
防
御
的
緊
急
避
難
と
し
て
、
正
当
化
さ
れ
な
い
場
合
は
、
責
任
阻
却
事
由
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
責

任
阻
却
事
由
に
つ
い
て
、
中
国
に
お
い
て
は
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
者
の
責
任
能
力
を
論
じ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の

一
因
に
、
中
国
で
精
神
鑑
定
の
手
続
に
移
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
（
42
）

が
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
精
神
状
態
が
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
関
係
す
る
。
加
え
て
、
心
理
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
Ｂ
Ｓ
Ｗ
理
論
と
精
神
医
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
精
神
障
害
と
を
混
同
す
る
嫌
い
が
あ
る
。

Ｂ
Ｗ
Ｓ
理
論
に
注
目
し
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
心
理
的
側
面
に
関
心
を
払
っ
た
が
た
め
に
、
逆
に
被
害
者
の
精
神
的
側
面
に
目
を
向
け
ら
れ
て

五
二
二



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
五
五
）

い
な
か
っ
た
。
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
者
の
責
任
能
力
に
つ
い
て
は
、『
処
理
意
見
』
に
も
全
く
触
れ
て
お
ら
ず
、
中
国
に
お
い
て
、
こ
れ
は
未

検
討
の
問
題
で
あ
る
。

中
国
の
Ｄ
Ｖ
反
撃
事
案
の
裁
判
に
お
い
て
は
、
往
々
に
し
て
、
Ｄ
Ｖ
を
振
る
っ
た
こ
と
で
、
量
刑
の
事
情
と
し
て
被
害
者
に
落
ち
度
が

あ
っ
た
も
の
と
認
定
す
る
が
、
こ
れ
は
、
Ｄ
Ｖ
を
振
る
う
側
の
視
点
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
角
度
を
変
え
て
、
Ｄ
Ｖ
を
受
け
る
側
か
ら
見

る
と
、
長
年
に
わ
た
り
耐
え
が
た
い
Ｄ
Ｖ
を
受
け
、
そ
の
被
害
体
験
か
ら
、
被
害
者
が
精
神
上
過
酷
な
状
態
に
置
か
れ
、
何
ら
か
の
精
神

上
の
障
害
に
罹
患
す
る
の
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
憂
う
つ
病
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
、
神
経
症
な
ど
を
罹
っ
た
例
が
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
（
43
）

。

エ
事
案
に
お
い
て
の
被
告
人
で
あ
る
李
彦
は
、
事
件
後
の
死
体
処
理
に
お
い
て
、
現
実
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
に
か
く
夫
が
消

え
て
ほ
し
い
異
常
な
行
動
を
と
っ
て
お
り
、
ま
た
、
複
数
の
証
言
か
ら
も
、
Ｄ
Ｖ
で
不
眠
症
や
ス
ト
レ
ス
感
な
ど
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
廷
は
精
神
司
法
鑑
定
を
依
頼
し
な
か
っ
た
。

ま
た
、
Ｄ
Ｖ
は
ま
さ
し
く
挑
発
的
行
為
で
あ
っ
て
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
と
っ
て
は
、
健
常
者
に
し
て
も
憤
激
、
恐
怖
、
パ
ニ
ッ
ク
、
狼
狽

な
ど
の
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
が
多
い
の
で
、
情
動
に
よ
る
反
撃
殺
傷
行
為
に
出
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
、
ウ
と
エ
事
案
に
、
そ

れ
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
Ｄ
Ｖ
に
対
し
て
は
、
Ｂ
Ｗ
Ｓ
理
論
に
い
う
習
得
さ
れ
た
無
力
さ
と
い
う
心
理
状
態
で
は
な
く
、
も
は
や
憤
激

し
て
情
動
行
為
に
出
る
。
こ
の
よ
う
に
、
情
動
に
よ
る
意
識
障
害
が
あ
り
得
る
（
44
）

こ
と
は
、
中
国
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。

最
後
に
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
は
、
期
待
可
能
性
理
論
に
よ
る
超
法
規
的
責
任
阻
却
事
由
と
し
て
考
え
ら
れ
う
る
（
45
）

。
公
的
機
関
や
周
り

の
人
に
助
け
を
も
ら
え
ず
に
、
ひ
ど
い
身
体
的
暴
行
や
生
命
に
対
す
る
継
続
的
危
険
を
甘
受
し
続
け
な
が
ら
も
、
反
撃
行
為
に
出
な
い
期

待
可
能
性
が
な
い
と
言
え
る
場
合
が
あ
る
。
裁
判
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
な
い
が
、
伝
統
的
犯
罪
論
体
系
（
46
）

で
あ
れ

ば
、
期
待
可
能
性
を
犯
罪
の
動
機
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
47
）

が
、
そ
れ
を
主
観
的
悪
性
が
低
い
と
し
て
量
刑
上
の
考
慮
が
な
さ

五
二
三
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れ
る
。
イ
と
ウ
事
案
は
そ
れ
に
該
当
す
る
。

⑷　

量
刑

①
量
刑
上
の
問
題
点

上
述
し
た
よ
う
に
、
中
国
で
は
、
犯
罪
の
成
否
に
詳
細
な
法
的
問
題
点
を
展
開
せ
ず
に
、
早
く
も
量
刑
の
調
整
に
入
る
が
、
Ｄ
Ｖ
反
撃

行
為
に
よ
る
夫
を
殺
傷
し
た
場
合
の
量
刑
は
、
多
く
の
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
一
つ
は
、
全
体
か
ら
み
る
と
、
量
刑
が
重
い
。
西
暦

二
〇
〇
〇
年
以
前
に
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
人
に
つ
い
て
、
多
く
は
死
刑
に
処
し
た
と
い
う
（
48
）

。
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
の
場
合
は
、
そ
の
行
為
者
の
精
神

が
崩
壊
し
、
そ
の
反
撃
の
手
段
や
事
件
後
の
死
体
の
処
理
が
よ
り
残
酷
で
あ
っ
た
場
合
が
多
い
た
め
、
Ｄ
Ｖ
に
無
理
解
で
あ
れ
ば
、
刑
が

重
く
な
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
量
刑
上
は
重
く
、
そ
の
他
の
普
通
の
刑
事
事
件
と
同
様
の
刑
を
下
す
（
49
）

。

も
う
一
つ
は
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
の
量
刑
に
つ
い
て
、
各
地
で
相
当
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
（
50
）

。
刑
の
免
除
の
判
決
も
あ

れ
ば
、
死
刑
即
時
執
行
や
死
刑
執
行
猶
予
二
年
付
き
と
い
う
重
い
判
決
も
あ
る
。
同
じ
の
省
の
中
で
さ
え
こ
の
よ
う
な
現
象
が
起
き
て
お

り
、
こ
の
点
か
ら
も
中
国
に
お
い
て
は
、
司
法
の
統
一
性
や
一
貫
性
に
問
題
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
う
る
。
二
〇
一
三
年
一
月
、
山
西
省
女

子
監
獄
の
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
人
の
受
刑
者
の
調
査
を
終
え
た
最
高
人
民
法
院
刑
一
庭
副
庭
長
薛
淑
蘭
氏
は
、
量
刑
が
比
較
的
短
い
五
年
懲
役
も

あ
れ
ば
、
死
刑
執
行
猶
予
二
年
付
き
も
あ
る
こ
と
に
、「
事
案
の
状
況
の
違
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
量
刑
の
幅
が
こ
ん
な
に
大
き
い
こ

と
は
な
い
。」
と
唖
然
し
た
（
51
）

。

重
い
量
刑
に
は
、
Ｄ
Ｖ
へ
の
無
理
解
が
あ
っ
た
他
に
、
被
害
者
遺
族
の
感
情
を
考
慮
し
す
ぎ
る
こ
と
に
も
関
係
す
る
。
エ
李
彦
事
件
で

は
、
夫
妻
の
間
に
子
ど
も
が
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
被
害
者
遺
族
の
被
害
感
情
が
と
り
わ
け
峻
烈
で
あ
っ
て
、
法
廷
騒
ぎ
や
弁
護
の

妨
害
な
ど
さ
え
も
行
な
っ
た
。
し
か
し
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
事
案
の
被
告
人
は
、
む
し
ろ
被
害
者
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
被
害

五
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Ｄ
Ｖ
反
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（
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（
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感
情
が
過
大
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

刑
事
政
策
上
、
一
般
予
防
効
果
を
期
待
し
て
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
を
重
く
処
罰
す
る
な
ら
ば
、
Ｄ
Ｖ
を
助
長
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

ま
た
、
再
犯
の
可
能
性
が
低
い
の
で
、
特
別
予
防
の
必
要
性
も
な
い
。
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
に
対
し
、
重
く
処
罰
す
る
政
策
上
の
根
拠
が
な
い
。

国
家
か
ら
助
け
を
も
ら
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
旦
自
救
行
為
に
出
た
場
合
、
そ
れ
に
対
し
て
重
く
処
罰
す
る
の
は
、
Ｄ
Ｖ
に
加
担

す
る
こ
と
に
な
る
。
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
と
っ
て
は
、
言
わ
ば
夫
と
国
家
か
ら
二
重
の
暴
力
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
を
重
く
処
罰
す
る
こ
と
に
正
当
性
は
な
い
。

こ
の
点
に
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
最
高
人
民
法
院
は
、
二
〇
一
四
年
に
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
を
出
し
た
が
、

挙
げ
て
い
る
二
〇
〇
二
年
の
湯
翠
連
夫
殺
害
事
案
（
52
）

は
、
一
〇
年
の
懲
役
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
酔
っ
払
っ
た
夫
に
こ
ん
棒
で
殴
ら
れ
た
被
告

人
は
、
薪
で
仕
返
し
、
夫
を
昏
倒
さ
せ
た
後
、
夫
が
生
き
返
っ
た
ら
、
い
つ
も
の
通
り
に
ひ
ど
い
暴
力
を
受
け
る
と
恐
怖
し
、
そ
の
ま
ま

薪
で
夫
の
頭
部
を
数
回
殴
り
、
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
量
刑
だ
け
を
見
る
と
、
同
じ
Ｄ
Ｖ
を
受
け
た
こ
と
で
、

憤
激
や
恐
怖
な
ど
の
原
因
に
よ
り
反
撃
殺
傷
行
為
を
行
な
っ
た
点
を
軸
に
比
較
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
事
案
は
、
イ
事
案
に
比
べ
、
明
ら
か

に
重
す
ぎ
る
の
で
あ
り
、
ア
事
案
に
比
べ
る
と
、
特
段
軽
く
、
中
間
的
量
刑
で
あ
る
。

②
新
た
な
動
向

二
〇
一
五
年
に
入
る
と
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
事
案
の
量
刑
政
策
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
調
整
が
見
ら
れ
る
。

『
処
理
意
見
』
二
〇
条
に
は
、
防
衛
的
要
素
と
被
害
者
の
落
ち
度
を
充
分
に
斟
酌
す
る
よ
う
に
と
念
を
入
れ
た
文
言
が
加
わ
っ
た
。
つ

ま
り
、
同
条
の
前
段
は
、「
長
い
間
に
家
庭
内
暴
力
を
受
け
た
末
、
憤
激
及
び
恐
怖
の
状
態
の
下
で
再
度
の
家
庭
内
暴
力
を
防
ぎ
、
又
は

家
庭
内
暴
力
を
脱
却
す
る
た
め
、
家
庭
内
暴
力
の
加
害
者
を
殺
害
し
、
又
は
傷
害
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
被
告
人
の
行
為
に
防
衛
的
要
素

五
二
五
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が
あ
り
、
又
は
家
庭
内
暴
力
の
加
害
者
に
案
件
の
起
因
に
お
い
て
明
ら
か
に
落
ち
度
が
あ
り
、
若
し
く
は
直
接
的
な
責
任
が
あ
っ
た
場
合

は
、
斟
酌
し
て
寛
大
に
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

ま
た
、
同
条
の
中
段
に
は
、
殺
人
罪
の
「
情
節
が
比
較
的
に
軽
い
」（
法
定
刑
は
三
年
か
ら
一
〇
年
）
場
合
が
充
分
に
あ
り
得
る
こ
と
を

示
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
、「
重
大
な
家
庭
内
暴
力
で
、
身
体
的
・
精
神
的
に
重
大
な
損
害
を
受
け
て
い
た
た
め
、
家
庭
内
暴
力
の
加

害
者
を
殺
害
し
、
又
は
長
い
間
の
家
庭
内
暴
力
を
耐
え
き
れ
ず
に
、
家
庭
内
暴
力
の
加
害
者
を
殺
害
し
た
場
合
は
、
犯
行
の
情
節
が
特
別

に
悪
質
で
は
な
く
、
手
段
が
特
別
に
残
虐
で
は
な
い
場
合
は
、
刑
法
二
三
二
条
に
規
定
し
て
い
る
殺
人
の
『
情
節
が
比
較
的
に
軽
い
』
と

認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
、
今
後
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
事
案
に
お
い
て
は
、
量
刑
が
軽
く
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。
オ
事
案
は
、『
処
理
意
見
』

公
布
後
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
正
当
防
衛
と
し
て
無
罪
に
な
る
の
が
充
分
あ
り
得
る
が
、
刑
の
免
除
と
し
た
の
は
肯

定
的
に
評
価
で
き
る
。

⑸　

減
刑

今
後
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
事
案
に
お
い
て
は
量
刑
が
軽
く
な
る
と
予
想
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
以
前
に
重
す
ぎ
る
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
て
服
役

中
で
あ
る
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
の
受
刑
者
に
対
す
る
減
刑
や
仮
釈
放
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、『
処
理
意
見
』
二
〇
条
後
段
に
は
、

「
受
刑
期
間
中
に
お
い
て
確
か
な
改
悛
が
あ
り
、
そ
の
家
庭
の
事
情
を
考
慮
し
、
法
に
基
づ
い
て
減
刑
の
幅
を
緩
和
し
、
減
刑
の
開
始
時

間
と
間
隔
の
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
仮
釈
放
の
条
件
に
合
致
す
れ
ば
、
仮
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
積
極
的
な
態

度
を
示
し
て
い
る
が
、
刑
法
の
規
定
、
特
に
近
年
の
刑
法
改
正
（
刑
法
第
八
と
第
九
修
正
案
）
に
よ
り
、
死
刑
執
行
猶
予
二
年
付
き
と
無
期

懲
役
に
対
す
る
減
刑
は
よ
り
厳
格
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
に
よ
る
受
刑
者
に
対
し
て
は
、
特
別
の
統
一
基
準
の

五
二
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Ｄ
Ｖ
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Ｄ
Ｖ
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撃
殺
傷
行
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（
張
）

（
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九
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法
規
を
制
定
し
て
、
大
幅
な
減
刑
が
必
要
で
あ
る
。

五　

結
語

本
稿
で
明
ら
か
し
た
よ
う
に
、
Ｄ
Ｖ
は
中
国
に
お
い
て
深
刻
な
社
会
問
題
で
あ
る
。
Ｄ
Ｖ
を
規
制
す
る
た
め
に
、
反
家
庭
内
暴
力
法
の

制
定
な
ど
法
整
備
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
人
々
の
意
識
の
中
に
Ｄ
Ｖ
は
違
法
で
あ
る
こ
と
を
浸
透
さ
せ
る
に
は
時
間
が
か
か
る
。
裁
判

官
に
お
い
て
も
、
全
体
か
ら
見
て
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
意
識
が
高
く
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
て
十
分
な
理
解
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
は
、

関
連
す
る
諸
裁
判
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
こ
と
か
ら
推
察
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
に
対
し
て
、
統
一
的
に
よ
り
軽
微
的
量

刑
を
行
な
う
と
い
う
政
策
上
の
調
整
は
、
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
う
る
。

し
か
し
、
実
際
の
裁
判
に
お
い
て
は
、
体
系
的
に
よ
り
緻
密
な
法
的
議
論
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為

に
関
す
る
法
的
議
論
は
、
Ｂ
Ｗ
Ｓ
理
論
に
よ
る
正
当
防
衛
に
集
中
し
て
い
る
が
、
現
行
刑
法
の
壁
が
あ
る
の
で
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
理

論
は
事
実
上
量
刑
の
事
情
に
滑
り
込
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｂ
Ｗ
Ｓ
理
論
以
外
の
法
理
論
を
展
開
し
て
有
罪
か
無
罪
か
を
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
Ｂ
Ｗ
Ｓ
理
論
の
中
国
へ
の
浸
透
は
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
し
て
の
理
解
を
一
定
程
度
高
め
た
が
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
精
神
状
態
が
な

お
無
視
さ
れ
て
い
る
状
態
に
あ
る
。
Ｄ
Ｖ
の
結
果
と
し
て
の
精
神
障
害
が
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
一
方
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
の
原
因
と
な
る

精
神
障
害
も
認
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
者
に
精
神
鑑
定
を
し
や
す
く
す
る
よ
う
な
制
度
上
の
整
備
が
必
要
で

あ
る
。

五
二
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さ
ら
に
、
受
刑
中
の
不
当
に
重
く
処
罰
さ
れ
て
い
る
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
者
に
対
し
て
は
、
特
別
の
制
度
を
設
け
、
大
幅
な
減
刑
措
置

を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

Ｄ
Ｖ
は
、
刑
法
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
べ
き
か
を
考
え
さ
せ
る
問
題
で
あ
る
（
53
）

。
刑
法
は
、
董
珊
珊
の
よ
う
に
、
公
的
機
関
の
保
護

を
も
ら
え
ず
に
家
庭
内
の
暴
君
に
殺
さ
れ
る
か
、
又
は
張
永
清
の
よ
う
に
、
そ
の
暴
君
を
殺
し
て
殺
人
罪
に
な
り
、
国
家
に
処
刑
さ
れ
る

の
か
と
い
う
道
し
か
与
え
な
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
前
半
の
人
生
は
、
暴
君
の
暴
力
の
下
で
地
獄
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
が
、

後
半
の
人
生
は
、
刑
務
所
で
自
由
の
な
い
余
生
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
不
条
理
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
な
い
は
ず
で

あ
る
。

【
追
記
】

恩
師
船
山
泰
範
先
生
と
の
初
め
の
対
話
は
、
一
〇
年
前
の
授
業
後
の
質
問
で
あ
っ
た
。
授
業
中
に
出
た
刑
事
補
償
と
国
家
賠
償
（
中
国

で
は
国
家
賠
償
し
か
存
し
な
い
）
と
の
違
い
を
慣
れ
な
い
日
本
語
で
伺
っ
た
。
残
念
な
が
ら
、
先
生
の
お
答
え
の
内
容
は
覚
え
て
い
な
い
が
、

次
週
の
授
業
で
思
い
か
け
ず
に
、
先
生
か
ら
手
書
き
の
両
者
相
異
に
関
す
る
レ
ジ
メ
を
い
た
だ
い
た
時
の
感
激
が
今
も
鮮
明
に
脳
裡
に
浮

か
ぶ
。
そ
の
時
か
ら
、
先
生
か
ら
ご
指
導
を
継
続
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
先
生
か
ら
学
ん
だ
人
間
の
目
で
刑
法
を
み
る
と
い
う
お
教
え

を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
稿
の
Ｄ
Ｖ
問
題
も
、
学
部
ゼ
ミ
の
時
代
に
、
先
生
の
影
響
で
興
味
を
持
ち
始
め
た
の
で
あ
る
が
、
本
稿

は
先
生
の
学
恩
に
少
し
で
も
報
い
る
こ
と
に
な
れ
ば
と
思
い
つ
つ
、
先
生
の
末
永
い
ご
健
勝
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。 五

二
八



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
六
一
）

（
1
） 

陳
敏
『
吶
喊

│
中
国
女
性
反
家
庭
暴
力
報
告
』
人
民
出
版
社
（
二
〇
〇
七
年
）
二
頁
、
鄭
澤
善
「
中
国
に
お
け
る
家
庭
内
暴
力
の
現
状
と
そ

の
対
策

│
婚
姻
暴
力
を
中
心
に
」
古
橋
エ
ツ
子
編
『
家
族
の
変
容
と
暴
力
の
国
際
比
較
』
明
石
書
店
（
二
〇
〇
七
年
）
三
三
頁
以
下
。

（
2
） 
岩
井
宜
子
「
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
へ
の
法
的
対
策
」
同
編
『
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
』【
第
二
版
】
尚
学
社

（
二
〇
一
〇
年
）
一
一
五
頁
。

（
3
） 

第
三
期
中
国
婦
女
社
会
地
位
調
査
課
題
組
「
第
三
期
中
国
婦
女
社
会
地
位
調
査
主
要
数
拠
報
告
」
婦
女
研
究
論
叢
第
一
〇
八
期
五
頁
以
下
。

（
4
） 

こ
れ
は
、
当
時
の
全
国
婦
連
婦
女
権
益
部
長
で
あ
っ
た
蒋
月
娥
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
（「
反
家
暴
立
法
迫
在
眉
捷
」
光

明
日
報
二
〇
一
一
年
一
一
月
二
四
日
一
〇
面
。）。

（
5
） 

全
国
人
大
常
委
会
法
制
工
作
委
員
会
社
会
法
室
編
著
『
中
華
人
民
共
和
国
反
家
庭
暴
力
法
解
読
』
中
国
法
制
出
版
社
（
二
〇
一
六
年
）
二
〇
三

頁
。

（
6
） 

「『
反
家
庭
暴
力
立
法
公
衆
態
度
調
査
』
結
果
発
布
」
新
華
社
二
〇
一
二
年
三
月
一
三
日
発
布
（http://new

s.xinhuanet.com
/legal/2012-

03/13/c_111648592.htm

）、
二
〇
一
六
年
五
月
五
日
訪
問
。

（
7
） 

「
民
政
部　

全
国
婦
連
『
関
於
做
好
家
庭
暴
力
受
害
人
庇
護
救
助
工
作
的
指
導
意
見
』
政
策
解
読
」
中
国
民
政
二
〇
一
五
年
第
二
一
期
四
五
頁

以
下
。

（
8
） 

「
人
民
法
院
『
七
管
斉
下
』
打
撃
家
庭
暴
力
」
人
民
法
院
報
二
〇
一
四
年
二
月
二
八
日
一
面
。

（
9
） 

裴
秋
秋
「
女
性
犯
罪
多
数
縁
於
家
庭
暴
力
」
江
南
時
報
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
二
七
日
二
面
。

（
10
） 

鄭
良
「
調
査
顕
示
：
家
庭
暴
力
程
度
上
昇　

出
現
以
暴
制
暴
趨
勢
」
新
華
網
二
〇
〇
八
年
一
月
一
四
日
（http://new

s.xinhuanet.com
/

new
scenter/2008-01/14/content_7420855.htm

）、
二
〇
一
六
年
五
月
二
五
日
訪
問
。

（
11
） 

台
建
林
「
陝
西
『
親
情
殺
手
』
成
因
調
査
」
法
制
日
報
二
〇
〇
八
年
八
月
四
日
五
面
。

（
12
） 

王
俊
、
王
東
萌
「
家
庭
暴
力
中
女
性
以
暴
制
暴
的
犯
罪
成
因
」
雲
南
民
族
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）
第
二
九
巻
第
一
期
（
二
〇
一
二

年
）
九
一
頁
。

（
13
） 

中
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
は
、
一
般
的
に
、「
以
暴
制
暴
」（
暴
力
を
以
て
暴
力
を
制
止
す
る
）
と
称
す
る
。

五
二
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
六
二
）

（
14
） 

前
掲
・『
中
華
人
民
共
和
国
反
家
庭
暴
力
法
解
読
』
二
一
〇
頁
。

（
15
） 

紅
枚
「
受
虐
婦
女
殺
夫
原
因

│
対
四
川
省
某
女
子
監
獄
的
調
査
報
告
」
四
川
警
察
学
院
学
報
第
二
二
巻
第
四
期
（
二
〇
一
〇
年
）
六
五
頁

以
下
。

（
16
） 
も
と
も
と
、
政
府
の
文
書
で
、
一
九
九
五
年
に
国
務
院
が
発
布
し
た
『
中
国
婦
女
発
展
綱
要
（
一
九
九
五
年
│
二
〇
〇
〇
年
）』
に
「
断
固
と

し
て
家
庭
内
暴
力
を
制
止
す
る
」
と
の
文
言
を
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
が
あ
る
。

（
17
） 

國
谷
知
史
「
家
庭
内
暴
力
と
婚
姻
法
改
正
」
中
国
研
究
月
報
五
五
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）
五
〇
頁
以
下
参
照
。

（
18
） 

偶
然
の
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
法
律
の
条
文
数
が
三
八
カ
条
と
な
っ
て
お
り
、
条
文
の
数
は
国
際
女
性
デ
ー
の
記
念
日
の
三
月

八
日
と
重
ね
て
い
る
。

（
19
） 

江
蘇
省
は
、
二
〇
一
三
年
七
月
に
『
江
蘇
省
家
庭
暴
力
告
誡
制
度
実
施
弁
法
（
試
行
）』
を
公
布
し
た
が
、
そ
の
七
条
か
ら
一
一
条
ま
で
誡
告

制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

（
20
） 

「
家
暴
報
警
、
南
京
一
年
約
有
三
〇
〇
〇
起
」
揚
子
晩
報
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
四
日
Ａ
五
面
。

（
21
） 

「
南
京
在
全
国
首
創
的
家
庭
暴
力
告
誡
制
度
実
施
効
果
明
顕　

三
七
〇

告
誡
書
発
出
後　

未
発
生
一
起
『
二
次
家
暴
』」
南
京
日
報
二
〇
一
五

年
三
月
六
日
Ａ
七
面
。

（
22
） 

前
掲
・『
中
華
人
民
共
和
国
反
家
庭
暴
力
法
解
読
』
一
〇
六
頁
。

（
23
） 

司
法
拘
留
は
、「
民
事
拘
留
」
と
も
い
い
、
人
民
法
院
が
訴
訟
活
動
を
妨
害
し
た
者
に
対
し
処
す
る
一
五
日
以
下
の
自
由
拘
束
で
あ
る
。

（
24
） 

二
五
七
条
三
項
の
親
告
罪
規
定
の
但
書
は
、
二
〇
一
五
年
の
刑
法
改
正
（
第
九
修
正
案
）
に
よ
っ
て
新
た
に
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
25
） 

「
虐
待
、
還
是
故
意
傷
害
？
」
検
察
日
報
二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
日
五
面
参
照
。

（
26
） 

管
制
刑
は
、
刑
法
上
の
主
刑
の
一
つ
で
、
一
定
の
政
治
権
利
や
行
動
の
自
由
を
制
限
す
る
非
拘
禁
刑
で
あ
る
。
刑
期
が
三
ヶ
月
以
上
二
年
以
下

で
あ
る
。

（
27
） 

趙
敏
「
警
察
干
予
家
庭
暴
力
実
証
研
究

│
基
於
江
蘇
四
地
（
市
）
的
調
査
」
湖
南
警
察
学
院
学
報
第
二
五
巻
第
二
期
（
二
〇
一
三
年
）

一
二
二
頁
以
下
。

五
三
〇



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
六
三
）

（
28
） 

陳

「
家
庭
暴
力
反
抗
案
件
中
防
御
性
緊
急
避
難
的
適
用

│
兼
対
正
当
防
衛
拡
張
論
的
否
定
」
政
治
与
法
律
二
〇
一
五
年
第
九
期
一
三
頁
以

下
。
な
お
、
司
法
の
現
状
が
全
く
違
う
が
、
日
本
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
（
深
町
晋
也
「
家
庭
内
暴
力
へ
の
反
撃
と
し
て
の
殺
人

を
巡
る
刑
法
上
の
諸
問
題

│
緊
急
避
難
論
を
中
心
と
し
て
」

山
佳
奈
子
、
島
田
聡
一
郎
編
集
『
山
口
厚
先
生
献
呈
論
文
集
』
成
文
堂

（
二
〇
一
四
年
）
一
六
〇
頁
）。

（
29
） 

こ
の
事
案
は
、
陳
敏
「
我
国
家
庭
暴
力
受
害
人
的
司
法
保
護
」
中
国
律
師
二
〇
〇
三
年
第
四
期
七
三
頁
以
下
、
李
雲
虹
「
法
律
寛
恕
殺
夫
女
子

│
対
『
以
暴
抗
暴
』
殺
夫
案
的
調
査
」
法
律
与
生
活
二
〇
〇
五
年
第
一
五
期
三
〇
頁
以
下
を
参
照
し
て
、
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
30
） 

中
国
に
お
い
て
は
、
裁
判
は
四
級
二
審
制
で
あ
り
、
二
審
で
結
審
と
な
る
。
も
と
も
と
、
死
刑
の
場
合
は
、
最
高
人
民
法
院
の
再
審
査
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
二
月
か
ら
、
最
高
人
民
法
院
が
、
そ
の
死
刑
再
審
査
権
限
を
各
地
方
の
高
級
人
民
法
院
に
委
託
し
た

た
め
、
二
〇
〇
七
年
一
月
一
日
に
、
そ
れ
を
回
収
す
る
ま
で
、
高
級
人
民
法
院
は
、
実
際
上
そ
の
再
審
査
権
を
行
使
し
た
。
従
っ
て
、
一
九
九
八
年

の
龍
暁

に
対
す
る
死
刑
判
決
の
再
審
査
も
遼
寧
省
高
級
人
民
法
院
が
行
な
っ
た
。

（
31
） 

こ
の
事
案
は
、
趙
凌
「
殺
夫
：
悲
涼
一
幕
」
南
方
週
末
二
〇
〇
三
年
七
月
六
日
、
趙
凌
「
殺
夫
案
再
争
議
」
南
方
週
末
二
〇
〇
三
年
七
月
一
七

日
、「
劉

霞
案
」
家
庭
医
学
二
〇
〇
四
年
第
一
期
七
頁
を
参
照
し
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
32
） 

こ
の
事
案
は
、「
張
永
清
故
意
殺
死
施
虐
丈
夫
被
減
軽
処
罰
案
」『
人
民
法
院
案
例
選
』
二
〇
〇
七
年
第
二
輯
九
頁
以
下
を
参
照
し
て
、
整
理
し

た
も
の
で
あ
る
。

（
33
） 

こ
の
事
案
は
、
主
に
「（
二
〇
一
四
）
川
刑
終
字
第
四
一
一
号
」
判
決
書
（
公
刊
未
登
載
）
を
参
照
し
た
。

（
34
） 

こ
の
事
案
は
、「（
二
〇
一
五
）
延
中
刑
一
初
字
第
〇
〇
〇
五
五
号
」
判
決
書
（
中
国
裁
判
文
書
網http://w

enshu.court.gov.cn/

）
を
参
照

し
た
。

（
35
） 

こ
の
判
決
は
、
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
効
力
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
36
） 

張
明
楷
『
刑
法
的
私
塾
』
北
京
大
学
出
版
社
（
二
〇
一
四
年
）
九
五
頁
。

（
37
） 

李
華
「『
受
虐
婦
女
綜
合
症
』

│
女
性
主
義
対
伝
統
意
義
正
当
防
衛
的
挑
戦
」
中
華
女
子
学
院
学
報
一
九
九
九
年
第
四
期
（
総
第
三
八
期
）

一
七
頁
以
下
。

五
三
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
六
四
）

（
38
） 

陳
敏
「
関
注
絶
望
的
抗
争
：『
受
虐
婦
女
綜
合
症
』
的
理
論
与
実
践
」
中
国
婦
女
報
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
二
日
三
面
を
始
め
、
複
数
の
著
書
と

論
文
が
あ
る
。
本
格
的
に
Ｂ
Ｗ
Ｓ
理
論
を
論
じ
た
も
の
は
、
陳
敏
「
受
虐
婦
女
綜
合
症
専
家
証
拠
在
司
法
実
践
中
的
運
用
」
陳
光
中
等
主
編
『
訴
訟

法
論
叢
』（
第
九
巻
）
法
律
出
版
社
（
二
〇
〇
四
年
）
一
三
四
頁
以
下
が
あ
る
。
ま
た
、
陳
敏
氏
は
、
実
際
の
裁
判
に
お
い
て
、
専
門
家
と
し
て

Ｂ
Ｗ
Ｓ
の
証
言
も
す
る
。

（
39
） 

「（
二
〇
一
五
）
浙
温
刑
初
字
第
四
号
」
判
決
書
（
中
国
裁
判
文
書
網http://w

enshu.court.gov.cn/

）。
な
お
、
本
判
決
を
下
し
た
浙
江
省
温

州
市
中
級
人
民
法
院
は
、
家
庭
内
暴
力
に
係
わ
る
案
件
の
審
理
の
試
験
的
法
院
の
一
つ
で
あ
る
。

（
40
） 

趙
秉
志
、
赫
興
旺
、
顔
茂
昆
、
肖
中
華
「
中
国
刑
法
修
正
若
干
問
題
研
究
」
法
学
研
究
第
一
八
巻
第
五
期
（
一
九
九
六
年
）
三
頁
以
下
、
特
に

一
五
│
一
六
頁
。
予
防
防
衛
は
、
防
御
的
緊
急
避
難
と
の
類
似
性
が
あ
る
。

（
41
） 

前
掲
・
陳

「
家
庭
暴
力
反
抗
案
件
中
防
御
性
緊
急
避
難
的
適
用

│
兼
対
正
当
防
衛
拡
張
論
的
否
定
」。

（
42
） 

中
国
に
お
い
て
、
被
疑
者
や
被
告
人
側
は
、
精
神
鑑
定
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
案
件
を
処
理
し
て
い
る
公
安
機
関
、
検
察
院
又
は
法
院

を
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
そ
れ
ら
の
機
関
に
申
請
し
、
当
該
機
関
が
同
意
し
た
場
合
は
、
当
該
機
関
が
委
託
す
る
。
精
神
鑑
定
に
す
る

か
ど
う
か
は
、
案
件
の
処
理
機
関
の
任
意
判
断
に
委
ね
る
。

（
43
） 

鐘
康
安
、
渠
東
「
家
庭
暴
力
受
虐
婦
女
法
医
鑑
定
六
九
例
分
析
」
法
律
与
医
学
雑
誌
一
九
九
六
年
第
三
巻
（
第
三
期
）
一
〇
七
頁
以
下
、
曹
玉

萍
「
家
庭
暴
力
受
虐
者
常
見
的
精
神
障
害
」
張
亜
林
、
曹
玉
萍
編
『
家
庭
暴
力
現
状
と
干
予
』
人
民
衛
生
出
版
社
（
二
〇
一
一
年
）
六
〇
頁
以
下
。

（
44
） 

林
美
月
子
『
情
動
行
為
と
刑
事
責
任
』
弘
文
堂
（
一
九
九
一
年
）
四
頁
。

（
45
） 

屈
学
武
「
死
罪
、
死
刑
与
期
待
可
能
性

│
基
於
受
虐
女
性
殺
人
命
案
的
法
理
分
析
」
環
球
法
律
評
論
二
〇
〇
五
年
第
一
期
五
八
頁
以
下
な
ど
。

（
46
） 

張
光
雲
『
中
国
刑
法
に
お
け
る
犯
罪
概
念
と
犯
罪
の
構
成
│
日
本
刑
法
と
の
比
較
を
交
え
て
』
専
修
大
学
出
版
局
（
二
〇
一
三
年
）
一
三
七
頁

以
下
参
照
。

（
47
） 

馮
亜
東
、
張
麗
「
期
待
可
能
性
与
犯
罪
動
機
」
北
京
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）
第
四
五
巻
第
六
期
（
二
〇
〇
八
年
）
四
〇
頁
以
下
。

（
48
） 

張
磊
、
余
金
「
受
虐
人
群
殺
人
案
件
的
死
刑
司
法
控
制
研
究
」
法
学
雑
誌
二
〇
一
〇
年
第
三
期
一
二
九
頁
以
下
。

（
49
） 

前
掲
・
王
俊
、
王
東
萌
「
家
庭
暴
力
中
女
性
以
暴
制
暴
的
犯
罪
成
因
」。
ま
た
、
遠
山
日
出
也
「
中
国
に
お
け
る
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ

五
三
二



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
六
五
）

レ
ン
ス
に
対
す
る
取
り
組
み
」
中
国
二
一
Vol. 

27
（
二
〇
〇
七
年
）
二
二
九
頁
以
下
参
照
。

（
50
） 

陳
虹
偉
「
同
是
受
虐
殺
夫　

上
海
重
判
一
四
年　

包
頭
軽
判
緩
刑

│
専
家
建
議
統
一
量
刑
標
準
」
法
制
日
報
二
〇
〇
六
年
三
月
二
九
日
五
面
。

（
51
） 
周
斌
「
最
高
法
擬
出
文
件
指
導
渉
家
暴
刑
案
審
判
」
法
制
日
報
二
〇
一
三
年
一
月
一
六
日
五
面
。

（
52
） 
「
最
高
人
民
法
院
公
布
十
起
渉
家
庭
暴
力
典
型
案
例
」
人
民
法
院
報
二
〇
一
四
年
二
月
二
八
日
三
面
。
中
国
で
は
判
例
の
制
度
を
と
っ
て
い
な

い
が
、
こ
の
よ
う
な
典
型
案
例
を
公
布
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

（
53
） 

船
山
泰
範
『
刑
法
の
役
割
と
過
失
犯
論
』
北
樹
出
版
（
二
〇
〇
七
年
）
一
九
頁
。

五
三
三





少
年
法
六
一
条
の
法
的
性
格
に
関
す
る
一
考
察
（
野
村
）

（
七
六
七
）

少
年
法
六
一
条
の
法
的
性
格
に
関
す
る
一
考
察

野　
　

村　
　

和　
　

彦

一　

問
題
の
所
在

二　

諸
説
の
検
討

　

㈠　

裁
判
例
の
動
向

　

㈡　

学
説
の
動
向

三　

非
行
少
年
の
名
誉

　

㈠　

更
生
が
社
会
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
る
存
在
と
し
て

　

㈡　

予
想
さ
れ
る
批
判

四　

い
く
つ
か
の
類
型
へ
の
当
て
は
め
│
ま
と
め
に
代
え
て
│

論　

説

五
三
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
六
八
）

一　

問
題
の
所
在

⑴　

人
間
学
的
刑
法
学
を
目
指
し
て
お
ら
れ
る
船
山
泰
範
先
生
（
1
）

は
、
少
年
法
六
一
条
は
言
論
の
自
由
に
配
慮
し
た
倫
理
規
定
で
あ
る
と

し
な
が
ら
も
、
少
年
の
更
生
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
、
推
知
報
道
が
禁
止
さ
れ
る
範
囲
を
広
げ
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
た
（
2
）

。

先
生
が
右
の
見
解
を
示
さ
れ
て
か
ら
三
〇
余
年
が
経
過
し
た
。
非
行
少
年
の
推
知
報
道
を
め
ぐ
る
動
き
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い

る
。
憲
法
学
者
や
メ
デ
ィ
ア
法
学
者
か
ら
は
、
少
年
審
判
の
非
公
開
（
少
年
法
二
二
条
二
項
）
や
推
知
報
道
禁
止
規
定
（
少
年
法
六
一
条
）
は
、

そ
れ
ぞ
れ
憲
法
八
二
条
お
よ
び
二
一
条
に
違
反
し
て
い
る
と
の
指
摘
（
3
）

や
、
報
道
機
関
の
取
材
の
自
由
を
過
剰
に
制
限
し
て
い
る
と
の
指

摘
（
4
）

が
出
さ
れ
て
い
る
。
少
年
の
推
知
報
道
を
め
ぐ
る
民
事
訴
訟
も
提
起
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
昨
年
に
お
い
て
も
、
川
崎
で
お
き
た
中

一
男
子
殺
害
事
件
の
少
年
の
写
真
な
ど
が
週
刊
誌
に
よ
り
報
じ
ら
れ
た
り
、
少
年
期
に
神
戸
で
連
続
殺
傷
事
件
を
起
こ
し
た
少
年
の
現
在

が
週
刊
誌
に
よ
り
報
じ
ら
れ
た
り
し
た
。
少
年
法
六
一
条
の
存
在
意
義
が
ま
さ
に
問
わ
れ
て
い
る
。

少
年
法
六
一
条
は
「
家
庭
裁
判
所
の
審
判
に
付
さ
れ
た
少
年
又
は
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
よ
り
公
訴
を
提
起
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、

氏
名
、
年
齢
、
職
業
、
住
居
、
容
ぼ
う
・

・

等
に
よ
り
そ
の
者
が
当
該
事
件
の
本
人
で
あ
る
こ
と
を
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
記
事
又

は
写
真
を
新
聞
紙
そ
の
他
の
出
版
物
に
掲
載
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
し
て
い
る
。
本
条
の
法
的
性
格
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
よ
り
、
報

道
機
関
に
対
す
る
法
的
責
任
の
内
容
は
変
容
す
る
。
法
的
制
裁
を
伴
わ
な
い
少
年
法
六
一
条
（
5
）

に
い
か
な
る
法
的
性
格
を
付
与
す
る
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。

⑵　

従
前
、
非
行
少
年
の
推
知
報
道
は
不
法
行
為
責
任
（
民
法
七
〇
九
条
）
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
争
わ
れ
て
き
た
。
後
述
の
よ
う
に
、

そ
こ
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
非
行
少
年
の
名
誉
権
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
一
方
、
少
年
法
六
一
条
が
保
護
す
る

五
三
六



少
年
法
六
一
条
の
法
的
性
格
に
関
す
る
一
考
察
（
野
村
）

（
七
六
九
）

利
益
は
少
年
の
成
長
発
達
権
に
あ
る
と
言
及
す
る
裁
判
例
が
現
れ
始
め
た
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
少
年
法
六
一
条
に
は
法
的
性
格
は
な
い
と

す
る
裁
判
例
も
登
場
し
て
い
る
。

学
説
に
お
い
て
は
、
近
年
、
少
年
法
六
一
条
は
少
年
の
成
長
発
達
権
を
保
護
し
て
い
る
と
す
る
見
解
が
有
力
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
他

方
で
、
少
年
法
六
一
条
に
違
反
す
る
報
道
は
名
誉
毀
損
罪
を
構
成
す
る
場
合
が
あ
り
う
る
と
の
見
解
も
、
そ
の
前
例
は
な
い
も
の
の
、
連

綿
と
し
て
説
か
れ
て
き
た
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
少
年
法
六
一
条
の
法
的
性
格
を
め
ぐ
る
議
論
状
況
は
混
迷
の
度
を
深
め
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

少
年
法
六
一
条
が
現
に
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非
行
少
年
の
実
名
報
道
は
、
い
わ
ば
確
信
犯
的
に
い
ま
も
な
お
行
わ
れ
続
け
、

そ
の
類
型
も
多
様
化
し
て
き
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
対
す
る
法
の
立
場
は
未
だ
定
ま
ら
な
い
状
況
に
あ
る
。

⑶　

拙
稿
は
、
少
年
法
六
一
条
の
法
的
性
格
を
よ
り
明
確
に
し
た
い
。
後
述
の
よ
う
に
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
少
年
法
六
一
条
を
刑
法

二
三
〇
条
の
二
第
二
項
の
例
外
規
定
と
し
て
捉
え
る
見
解
が
も
っ
と
も
本
質
的
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
か
り
に
そ
れ
が
正
し
い
と

し
て
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
ぜ
ひ
と
も
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
刑
法
上
保
護
す
る
べ
き
非
行
少
年
の
名
誉
と
は
何
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
非
行
少
年
に
刑
法
的
に
保
護
す
る
べ
き
名
誉
が
あ
る
の
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の

な
の
か
。
こ
の
こ
と
も
拙
稿
の
検
討
対
象
で
あ
る
。

五
三
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
七
〇
）

二　

諸
説
の
検
討

㈠　

裁
判
例
の
動
向

Ⅰ　

長
良
川
事
件

⑴　

お
よ
そ
二
週
間
の
間
に
三
件
の
凶
悪
事
件
を
犯
し
刑
事
裁
判
に
係
属
中
の
少
年
（
犯
行
当
時
一
八
歳
）
に
関
し
、
週
刊
誌
が
平
成
九

年
七
月
三
一
日
に
発
売
し
た
八
月
七
日
号
の
中
で
、
少
年
の
名
前
を
仮
名
に
し
た
記
事
を
掲
載
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
少
年
が
訴
え
を
提

起
し
た
長
良
川
事
件
報
道
訴
訟
は
、
裁
判
所
ご
と
に
、
判
断
が
分
か
れ
た
。

第
一
審
の
名
古
屋
地
判
平
成
一
一
年
六
月
三
〇
日
（
民
集
五
七
巻
三
号
二
五
四
頁
）
は
、
①
少
年
法
六
一
条
は
未
成
熟
な
少
年
を
保
護
し
、

そ
の
将
来
の
更
生
を
可
能
に
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
、
②
少
年
の
推
知
報
道
は
、
少
年
の
保
護
や
将
来
の
更
生
の
利
益
よ
り
も
、
明
ら

か
に
社
会
的
利
益
の
擁
護
が
強
く
優
先
さ
れ
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
が
必
要
で
あ
る
、
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
す
な
わ

ち
、
①
仮
名
の
使
用
に
よ
り
、
社
会
通
念
上
、
原
告
の
同
一
性
が
隠
蔽
さ
れ
た
と
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
原
告
の
経
歴
な
ど
他
の

記
事
内
容
と
併
せ
る
と
、
少
年
が
事
件
の
犯
人
で
あ
る
こ
と
を
面
識
の
あ
る
不
特
定
多
数
の
読
者
は
容
易
に
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

②
社
会
的
利
益
の
擁
護
が
強
く
優
先
さ
れ
る
特
段
の
事
情
も
な
い
、
と
し
て
、
週
刊
誌
の
記
事
は
少
年
の
名
誉
お
よ
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を

侵
害
す
る
と
し
て
、
少
年
の
訴
え
を
認
め
た
。

⑵　

第
二
審
の
名
古
屋
高
判
平
成
一
二
年
六
月
二
九
日
（
民
集
五
七
巻
三
号
二
六
五
頁
）
も
第
一
審
と
同
様
に
少
年
の
訴
え
は
認
め
た
が
、

次
の
二
点
が
第
一
審
と
異
な
る
。

第
一
に
、
推
知
さ
れ
る
範
囲
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
二
審
は
、
仮
名
お
よ
び
関
係
記
事
か
ら
事
件
を
犯
し
た
の
は
少
年
で
あ
る
と
容
易

五
三
八



少
年
法
六
一
条
の
法
的
性
格
に
関
す
る
一
考
察
（
野
村
）

（
七
七
一
）

に
推
知
で
き
る
の
は
、
少
年
と
面
識
を
有
す
る
読
者
だ
け
で
な
く
、
少
年
が
生
活
基
盤
と
し
て
き
た
地
域
社
会
の
不
特
定
多
数
の
読
者
と

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
、
と
し
た
。
第
一
審
よ
り
も
推
知
可
能
な
範
囲
を
広
げ
て
い
る
。

第
二
に
、
少
年
法
六
一
条
の
趣
旨
に
関
し
、
成
長
発
達
権
に
言
及
し
た
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
少
年
法
一
条
に
謳
わ
れ
た
健
全
育

成
の
理
念
の
下
、
少
年
の
更
生
を
援
助
促
進
す
る
た
め
、
少
年
を
社
会
的
偏
見
や
差
別
か
ら
保
護
す
る
と
同
時
に
、
少
年
が
自
分
の
問
題

を
克
服
し
、
新
た
に
成
長
発
達
の
道
へ
進
む
こ
と
を
保
障
し
て
い
る
、
②
社
会
の
側
は
少
年
の
社
会
復
帰
の
た
め
に
環
境
を
整
備
し
た
り

適
切
な
援
助
を
し
た
り
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
、
③
少
年
の
推
知
報
道
は
少
年
に
対
す
る
社
会
的
偏
見
を
生
み
更
生
の
妨
げ
と
な

る
か
ら
、
少
年
の
地
域
社
会
で
の
更
生
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
、
報
道
は
ラ
ベ
リ
ン
グ
の
回
避
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
、
④
少
年
法

六
一
条
は
、
報
道
の
規
制
に
よ
り
、
成
長
発
達
過
程
に
あ
る
少
年
が
健
全
に
成
長
す
る
た
め
に
配
慮
し
た
取
り
扱
い
を
受
け
る
と
い
う
基

本
的
人
権
を
保
護
し
、
併
せ
て
、
少
年
の
名
誉
権
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
保
護
を
図
っ
て
い
る
、
と
。

た
だ
し
、
週
刊
誌
の
報
道
に
よ
り
少
年
の
成
長
発
達
権
が
ど
う
侵
害
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
本
判
決
は
具
体
的
に
言
及
し
て
い
な
い
。

少
年
の
権
利
侵
害
に
つ
い
て
は
、
第
一
審
と
同
じ
手
法
と
同
じ
結
論
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
名
誉
権
及
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
侵
害

の
み
を
認
め
た
と
も
受
け
と
れ
る
。

⑶　

少
年
法
六
一
条
が
保
護
す
る
内
容
と
し
て
、
第
二
審
が
名
誉
権
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
に
加
え
、
成
長
発
達
権
を
も
含
ま
せ
よ
う
と

し
た
の
に
対
し
、
少
年
法
六
一
条
は
非
行
少
年
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
お
よ
び
名
誉
権
と
関
係
す
る
こ
と
を
示
唆
し
た
の
が
最
高
裁
判
決

（
最
二
判
平
成
一
五
年
三
月
一
四
日
、
民
集
五
七
巻
三
号
二
二
九
頁
）
で
あ
る
。
同
判
決
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
、
第
二
審
判
決
を
一
部
破
棄
し

差
し
戻
し
た
。

す
な
わ
ち
、
①
原
審
判
決
は
被
侵
害
法
益
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
ま
た
は
名
誉
権
と
捉
え
た
の
か
、
成
長
発
達
権
と
し
た
の
か
が
判
然
と

五
三
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
七
二
）

し
な
い
。
被
上
告
人
は
前
者
の
侵
害
を
主
張
し
続
け
た
こ
と
か
ら
、
本
事
案
に
お
い
て
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
ま
た
は
名
誉
権
の
侵
害
が
判

断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
②
少
年
と
面
識
の
あ
る
者
は
、
記
事
に
書
か
れ
た
犯
人
情
報
と
履
歴
情
報
を
読
む
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
記
事
が

少
年
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
こ
と
は
少
年
の
名
誉
を
害
す
る
だ
け
で
な
く
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
権
を
も
侵
害
す
る
、
③
少
年
法
六
一
条
に
該
当
す
る
か
は
、
記
事
を
読
ん
だ
不
特
定
多
数
の
一
般
人
が
推
知
可
能
か
と
い
う
観
点
か

ら
決
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
当
該
記
事
は
少
年
を
特
定
で
き
る
事
項
の
記
載
は
な
い
か
ら
、
本
条
違
反
に
は
当
た
ら
な
い
、
④
名
誉
権

の
侵
害
に
当
た
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
記
事
に
公
益
性
が
あ
っ
た
か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
（
6
）

、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
侵
害
に
当
た

る
場
合
で
も
、
そ
れ
ら
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
侵
害
を
上
回
る
特
段
事
情
（
7
）

が
な
か
っ
た
か
を
判
断
す
る
べ
き
で
あ
る
（
8
）

と
こ
ろ
、
原
審
は
そ
れ

を
果
た
し
て
い
な
い
、
と
。

⑷　

右
の
最
高
裁
判
決
を
受
け
、
差
戻
審
の
名
古
屋
高
判
平
成
一
六
年
五
月
一
二
日
（
判
時
一
八
七
〇
号
二
九
頁
、
判
タ
一
一
九
八
号

二
二
〇
頁
）
は
第
二
審
に
お
け
る
週
刊
誌
側
の
敗
訴
を
取
り
消
し
た
。
名
誉
毀
損
は
次
の
二
点
を
理
由
に
否
定
し
た
。

す
な
わ
ち
、
①
犯
行
時
に
少
年
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
少
年
に
よ
る
犯
罪
は
凶
悪
か
つ
残
忍
な
重
大
犯
罪
で
あ
る
か
ら
、
社
会
的
影
響

力
が
大
で
あ
る
、
②
こ
の
こ
と
か
ら
市
民
が
関
心
を
抱
く
の
は
も
っ
と
も
と
い
え
る
か
ら
、
公
共
の
利
害
に
関
す
る
事
実
に
該
当
す
る
、

③
記
事
は
少
年
法
の
現
状
に
疑
問
を
提
起
し
被
害
者
の
心
情
を
広
く
伝
え
る
の
が
主
目
的
で
あ
る
、
④
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
に
つ
い
て
も
、

た
し
か
に
記
事
が
更
生
の
妨
げ
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
犯
行
は
凶
悪
か
つ
残
忍
で
あ
り
、
こ
の
た
め
短
期
の
社
会
復
帰
は
困
難
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
場
合
は
、
記
事
の
公
表
の
利
益
が
上
回
る
、
と
し
た
。

五
四
〇



少
年
法
六
一
条
の
法
的
性
格
に
関
す
る
一
考
察
（
野
村
）

（
七
七
三
）

Ⅱ　

堺
通
り
魔
事
件

⑴　

第
一
審
の
大
阪
地
判
平
成
一
一
年
六
月
九
日
（
家
月
五
一
巻
一
一
号
一
五
三
頁
、
判
時
一
六
七
九
号
五
四
頁
）
は
次
の
よ
う
に
判
示
し

た
。
ま
ず
、
少
年
審
判
非
公
開
原
則
（
少
年
法
二
二
条
二
項
）
や
少
年
の
推
知
報
道
禁
止
規
定
（
少
年
法
六
一
条
）
は
、
少
年
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
少
年
が
再
犯
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
刑
事
政
策
的
考
慮
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
た
上
で
、
こ
の

利
益
に
は
優
越
的
利
益
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
少
年
は
成
人
と
異
な
っ
た
取
り
扱
い
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、

少
年
の
利
益
保
護
や
更
生
と
い
っ
た
優
越
的
利
益
を
上
回
る
特
段
の
公
益
上
の
必
要
性
を
図
る
目
的
が
推
知
報
道
に
あ
っ
た
か
否
か
、
手

段
や
方
法
が
こ
の
目
的
か
ら
み
て
や
む
を
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
な
い
限
り
、
実
名
報
道
は
不
法
行
為
を
構
成
す
る
と

し
た
。

そ
の
上
で
、
本
事
件
に
つ
い
て
、
少
年
が
現
行
犯
逮
捕
さ
れ
て
お
り
推
知
報
道
を
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
、
実
名
報
道
を
し
な
く
て
も

記
事
の
価
値
が
低
下
す
る
こ
と
は
な
い
こ
と
、
非
行
の
域
を
超
え
る
と
し
て
も
少
年
を
二
〇
歳
未
満
と
定
義
す
る
少
年
法
の
規
定
は
揺
る

が
な
い
こ
と
、
少
年
に
自
分
の
な
し
た
こ
と
を
わ
か
ら
せ
る
な
ど
と
い
う
実
名
報
道
の
目
的
は
首
肯
し
え
な
い
こ
と
、
出
版
物
に
よ
る
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
の
公
開
は
公
開
の
法
廷
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
も
規
模
が
異
な
る
、
と
し
て
、
被
告
に
不
法
行
為
損
害
賠
償
と
謝
罪
広
告
の
掲

載
を
命
じ
た
。

⑵　

こ
れ
に
対
し
、
第
二
審
の
大
阪
高
判
平
成
一
二
年
二
月
二
九
日
（
判
時
一
七
一
〇
号
一
二
一
頁
）
は
、
以
下
の
よ
う
な
立
場
を
示
し

た
。
第
一
に
、
少
年
法
六
一
条
の
趣
旨
に
つ
い
て
、「
違
反
者
に
対
し
て
何
ら
の
罰
則
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
憲
法
に
お
け
る

「
言
論
出
版
等
の
自
由
」
の
規
定
へ
の
顧
慮
及
び
少
年
法
の
社
会
的
機
能
に
照
ら
し
て
、
こ
の
よ
う
な
規
定
の
遵
守
を
で
き
る
限
り
社
会

の
自
主
規
制
に
委
ね
た
も
の
」
と
し
て
、
少
年
法
六
一
条
の
法
的
効
果
を
否
定
す
る
立
場
を
採
っ
た
。
第
二
に
、
推
知
報
道
の
可
否
は
、

五
四
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
七
四
）

表
現
行
為
が
社
会
の
正
当
な
関
心
事
で
あ
り
、
そ
の
表
現
方
法
が
不
当
な
も
の
で
な
い
限
り
、
少
年
法
六
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
表
現
行
為
は
違
法
性
を
欠
く
と
し
た
。
第
三
に
、
表
現
手
法
に
つ
い
て
、
犯
罪
事
実
だ
け
で
な
く
被
疑
者
な
ど
を
特
定
す
る
こ
と
も

犯
罪
ニ
ュ
ー
ス
の
基
本
的
要
素
で
あ
り
社
会
的
に
重
要
な
関
心
事
と
し
た
。

そ
の
上
で
大
阪
高
判
は
、
少
年
が
引
き
起
こ
し
た
犯
罪
は
極
め
て
凶
悪
で
あ
る
か
ら
社
会
的
に
正
当
な
関
心
事
に
当
た
る
と
し
、
実
名

報
道
に
よ
っ
て
少
年
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
や
名
誉
権
、
肖
像
権
が
侵
害
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
侵
害
は
許
容
さ
れ
る
範
囲
内
に
あ
る
と

し
て
、
控
訴
人
に
は
不
法
行
為
は
な
い
と
し
た
。

Ⅲ　

光
市
母
子
殺
害
事
件

⑴　

光
市
母
子
殺
害
事
件
を
め
ぐ
り
、
被
告
人
の
実
名
と
中
学
時
代
の
写
真
を
掲
載
し
た
書
籍
の
出
版
お
よ
び
販
売
な
ど
の
差
し
止
め

を
求
め
た
民
事
訴
訟
に
お
い
て
も
、
裁
判
所
の
判
断
が
分
か
れ
て
い
る
。

第
一
審
の
広
島
地
判
平
成
二
四
年
五
月
二
三
日
（
判
時
二
一
六
六
号
九
二
頁
）
は
、
ま
ず
、
当
該
書
籍
の
出
版
及
び
販
売
の
差
し
止
め
の

訴
え
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
認
め
な
か
っ
た
。
第
一
に
、
犯
罪
内
容
が
冷
酷
か
つ
残
虐
で
重
大
悪
質
で
あ
る
今
回
の
事
件
は
、

社
会
に
与
え
た
影
響
は
大
き
く
、
公
共
の
利
害
に
関
係
す
る
事
実
に
当
た
る
。
第
二
に
、
当
該
書
籍
の
出
版
及
び
販
売
に
よ
り
少
年
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
権
及
び
肖
像
権
は
侵
害
さ
れ
る
が
、
そ
の
侵
害
は
、
当
該
書
籍
の
出
版
及
び
販
売
の
利
益
が
上
回
る
た
め
、
重
大
な
も
の
で

は
な
い
し
、
事
後
に
回
復
を
図
る
の
が
著
し
く
困
難
だ
と
は
い
え
な
い
。

た
だ
し
、
広
島
地
裁
判
決
は
写
真
掲
載
に
つ
い
て
は
原
告
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
お
よ
び
肖
像
権
の
侵
害
を
認
め
、
被
告
側
に
不
法
行
為

損
害
賠
償
の
責
任
が
生
じ
る
と
し
た
。
判
決
に
よ
る
と
、
実
名
報
道
に
つ
い
て
は
す
で
に
成
人
と
な
っ
た
少
年
に
よ
る
同
意
等
が
あ
る
た

五
四
二



少
年
法
六
一
条
の
法
的
性
格
に
関
す
る
一
考
察
（
野
村
）

（
七
七
五
）

め
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
侵
害
と
は
い
え
な
い
が
、
中
学
時
代
の
顔
写
真
の
掲
載
に
つ
い
て
は
、
少
年
の
同
意
が
な
い
こ
と
や
す
で
に
実
名
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
書
籍
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
不
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
断
じ
た
。

⑵　

こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
審
の
広
島
高
判
平
成
二
五
年
五
月
三
〇
日
（
判
時
二
二
〇
二
号
二
八
頁
）
は
、
少
年
の
中
学
時
代
の
写
真
を

掲
載
し
た
点
に
関
し
、
少
年
は
書
籍
の
出
版
そ
れ
自
体
に
は
同
意
し
て
お
り
、
少
年
へ
の
社
会
的
関
心
が
高
く
正
当
な
も
の
と
い
え
る
か

ら
少
年
法
六
一
条
の
趣
旨
を
考
慮
し
て
も
、
こ
れ
よ
り
も
報
道
の
自
由
の
利
益
が
上
回
る
と
し
て
、
被
告
に
損
害
賠
償
の
支
払
い
を
命
じ

た
広
島
地
裁
判
決
を
取
り
消
し
た
。

Ⅳ　

検
討

⑴　

裁
判
所
は
、
少
年
法
六
一
条
違
反
の
報
道
を
不
法
行
為
責
任
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
少
年
法
六
一
条
は
ど
の

よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
。
長
良
川
事
件
報
道
訴
訟
の
第
二
審
判
決
の
よ
う
に
、
少
年
法
六
一
条
に
は
成
長
発
達
権
と
い
う
独
自

の
保
護
利
益
も
含
ま
れ
る
と
言
及
す
る
も
の
も
あ
る
。
一
方
で
、
堺
通
り
魔
事
件
第
二
審
判
決
は
同
条
を
単
な
る
倫
理
規
定
に
す
ぎ
な
い

と
断
言
し
て
い
る
（
9
）

。

と
は
い
え
、
長
良
川
事
件
最
高
裁
判
決
は
少
年
法
六
一
条
が
禁
止
す
る
推
知
報
道
の
範
囲
に
言
及
し
、
当
該
報
道
に
接
し
た
不
特
定
多

数
の
一
般
人
が
推
知
可
能
で
な
け
れ
ば
少
年
法
六
一
条
違
反
と
は
い
え
な
い
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
推
知
報
道
に
よ

る
少
年
の
名
誉
権
及
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
侵
害
の
度
合
い
は
最
高
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

少
年
法
六
一
条
は
、
推
知
報
道
に
よ
る
少
年
の
権
利
侵
害
の
度
合
い
を
点
検
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
り
、
民
法
上
の
不
法
行
為
法
に
仕
え

る
規
定
で
あ
る
、
と
す
る
の
が
裁
判
所
の
全
体
的
な
傾
向
と
い
え
よ
う
。

五
四
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
七
六
）

⑵　

裁
判
所
は
、
少
年
法
六
一
条
は
実
名
報
道
を
一
律
に
禁
止
す
る
規
定
で
は
な
く
、
例
外
的
に
実
名
報
道
が
許
容
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
う
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
判
断
す
る
際
に
、
裁
判
所
は
比
較
衡
量
の
手
法
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
て

み
た
い
。

第
一
に
、
対
立
す
る
利
益
の
衡
量
は
一
定
の
基
準
か
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
こ
が
揺
ら
い
で
い
る
。
長
良
川

事
件
第
一
審
判
決
や
堺
通
り
魔
事
件
第
一
審
判
決
は
、
少
年
が
社
会
復
帰
す
る
利
益
に
優
越
的
利
益
を
認
め
、
推
知
報
道
は
極
め
て
例
外

的
な
場
面
に
の
み
許
容
さ
れ
な
い
と
す
る
構
え
を
と
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
長
良
川
事
件
最
高
裁
判
決
以
降
は
国
民
の
知
る
権
利
を
重
視

す
る
方
向
へ
舵
を
切
っ
た
と
い
え
る
。
少
年
が
犯
し
た
非
行
が
重
大
で
あ
れ
ば
重
大
で
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
事
件
が
社
会
に
与
え
る
影
響
は

大
き
く
な
る
か
ら
事
件
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
い
う
人
々
の
要
求
が
強
ま
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
重
大
な
非
行
を
少
年
が
犯
し
た
な

ら
ば
、
そ
れ
は
公
共
の
利
害
に
関
係
す
る
事
実
に
あ
た
り
、
そ
の
分
、
少
年
の
推
知
報
道
が
許
容
さ
れ
る
範
囲
が
拡
が
る
。

問
題
は
後
者
の
比
較
衡
量
論
が
い
か
な
る
内
実
を
も
っ
て
い
る
か
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
知
る
権
利
に
譲
歩
し
て
、

少
年
の
更
生
の
利
益
を
ど
の
程
度
制
限
で
き
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
更
生
の
利
益
と
い
う
少
年
の
人
生
に
関
わ
る
重

要
な
個
人
の
利
益
を
、
社
会
の
人
々
が
知
り
た
い
と
い
う
欲
求
に
よ
っ
て
犠
牲
に
し
て
よ
い
の
か
は
疑
問
で
あ
る
（
10
）

。
ま
た
、
更
生
の
利
益

は
犯
罪
予
防
と
い
う
社
会
的
利
益
と
も
密
接
に
関
連
す
る
。
知
る
権
利
を
優
先
す
る
こ
と
は
、
少
年
に
と
っ
て
更
生
が
難
し
い
社
会
状
況

を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
る
が
、
そ
の
リ
ス
ク
に
ど
う
対
処
す
る
べ
き
か
ま
で
は
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

非
行
の
重
大
性
を
ど
う
判
断
す
る
の
か
も
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
、
裁
判
所
は
、
犯
罪
の
客
観
部
分
、
す
な
わ
ち
犯
罪
行
為
と
そ
の
結
果

に
、
お
そ
ら
く
着
目
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
重
さ
を
ど
う
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
最
高
裁
は
推
知

報
道
の
範
囲
に
つ
い
て
不
特
定
多
数
の
一
般
人
が
認
識
可
能
な
程
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
に
知
ら
さ
れ
な
け
れ

五
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ば
な
ら
な
い
非
行
は
ど
の
程
度
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
永
山
事
件
の
よ
う
に
全
国
各
所
で
犯
罪
を
犯
す
程
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

の
理
解
も
可
能
だ
と
思
う
が
、
そ
の
後
の
裁
判
例
は
そ
う
捉
え
て
い
な
い
。
次
に
、
少
年
の
人
格
的
側
面
ま
で
考
慮
に
入
れ
る
の
か
も
不

明
で
あ
る
。
か
よ
う
な
行
為
を
と
っ
た
少
年
は
人
格
的
に
熟
し
て
お
ら
ず
、
何
ら
か
の
負
の
要
因
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
。

人
格
形
成
面
に
お
い
て
も
周
囲
の
人
間
関
係
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
。
非
行
の
重
大
性
を
捉
え
る
際
に
第
三
者
か
ら
認
識
で
き

る
部
分
に
の
み
注
目
す
る
な
ら
ば
失
当
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
比
較
衡
量
論
は
、
少
年
法
六
一
条
の
存
在
理
由
を
成
長
発
達
権
に
あ
る
と
捉
え
る
見
解
や
少
年
の
更
生
を
担
保
す
る
た
め
に

あ
る
と
す
る
見
解
に
と
っ
て
、
不
利
な
法
的
枠
組
み
と
な
り
が
ち
で
あ
る
。
大
阪
高
判
平
成
一
二
年
二
月
二
九
日
は
、
実
名
報
道
に
よ
り

少
年
の
社
会
復
帰
が
阻
害
さ
れ
る
と
い
う
少
年
側
の
主
張
に
対
し
て
、
少
年
が
い
か
な
る
生
き
方
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
わ
か
ら
ず
、

実
名
報
道
が
社
会
復
帰
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
は
抽
象
的
に
は
い
え
る
が
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
損
害
賠
償
請
求
権
の
根
拠
と
は
な
ら
な

い
、
と
批
判
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
推
知
報
道
に
よ
っ
て
更
生
の
利
益
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
し
た
い
な
ら
ば
、
具
体
的
に
立
証
す
る

べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
推
知
報
道
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
お
い
て
、
原
告
側
が
真
っ
先
に
求
め
る
の
は
出
版
物
の
販
売
差
し
止
め
等
で
あ
る
。
こ

の
時
点
に
お
い
て
、
実
名
報
道
が
少
年
に
と
り
社
会
復
帰
の
妨
げ
と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
具
体
的
事
象
は
ま
だ
生
じ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
（
11
）

。
実
名
報
道
に
よ
る
実
害
が
少
年
側
に
生
じ
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
出
版
販
売
な
ど
の
差
し
止
め
を
裁
判
所
に
求
め
る
と

い
う
の
は
、
少
年
の
利
益
を
保
護
す
る
観
点
か
ら
し
て
、
愚
か
な
選
択
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
推
知
報
道
に
よ
る
権
利
侵
害
を
具
体

的
に
示
す
こ
と
は
相
当
困
難
で
あ
る
し
、
そ
れ
は
抽
象
的
危
険
の
域
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
少
年
法
六
一
条
を
成
長
発
達
権
の
保

障
に
あ
る
と
す
る
見
解
を
裁
判
所
が
拒
絶
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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⑶　

な
お
、
裁
判
所
が
、
少
年
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
や
名
誉
権
の
観
点
と
は
別
に
、
実
名
報
道
の
当
否
を
論
じ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
記
事
の
趣
旨
と
推
知
報
道
と
の
合
理
的
関
係
が
あ
る
か
否
か
に
着
目
し
て
い
る
。

右
に
み
た
光
市
母
子
殺
害
事
件
の
広
島
地
裁
判
決
は
、
す
で
に
実
名
を
使
用
し
て
い
る
以
上
、
写
真
ま
で
掲
載
す
る
必
要
は
な
い
と
し
て

い
る
。

堺
通
り
魔
事
件
第
二
審
判
決
は
、
実
名
報
道
を
行
う
決
意
に
至
っ
た
の
は
少
年
の
尊
厳
性
を
認
め
匿
名
性
の
中
に
埋
没
さ
せ
て
は
な
ら

ず
本
人
に
自
分
の
し
た
こ
と
を
明
確
に
認
識
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
控
訴
人
の
主
張
に
対
し
、
被
控
訴
人
を
特
定
す
る
表
現
が
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
記
事
内
容
の
価
値
に
変
化
が
生
じ
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
と
し
、
控
訴
人
に
少
年
に
自
分
が
し
た
こ
と
を
認

識
さ
せ
る
権
利
が
あ
る
と
も
解
さ
れ
な
い
、
と
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
記
事
の
趣
旨
と
推
知
報
道
と
の
間
に
合
理
性
が
な
い
場
合
に
、
そ
れ
が
法
的
に
ど
の
よ
う
な
責
任
を
構
成
し
、
い
か
な
る
法

的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
の
か
は
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

㈡　

学
説
の
動
向

Ⅰ　

倫
理
規
定
説
お
よ
び
刑
事
政
策
規
定
説

⑴　

こ
の
見
解
は
、
少
年
法
六
一
条
は
刑
事
政
策
的
観
点
か
ら
メ
デ
ィ
ア
に
推
知
報
道
の
自
主
規
制
を
促
す
規
定
に
す
ぎ
な
い
、
と
解

す
る
（
12
）

。
同
条
違
反
に
対
し
て
法
的
制
裁
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
言
論
の
自
由
を
最
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
の
現
れ
と
み
る
。
裁
判

例
も
、
堺
市
通
り
魔
事
件
第
二
審
判
決
が
こ
の
立
場
に
立
っ
た
。
こ
の
見
解
か
ら
次
の
二
点
が
導
か
れ
る
。
第
一
に
、
少
年
法
六
一
条
に

違
反
す
る
推
知
報
道
が
な
さ
れ
て
も
、
こ
の
こ
と
か
ら
報
道
機
関
に
対
す
る
法
的
制
裁
が
直
ち
に
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
第
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（
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九
）

二
に
、
本
条
に
よ
っ
て
少
年
の
何
ら
か
の
権
利
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
13
）

と
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
新
聞
協
会
は
一
九
五
八
年
（
昭
和
三
三
年
）
一
二
月
一
六
日
に
「
新
聞
協
会
の
少
年
法
第
六
一
条
の
扱
い
の
方
針
（
14
）

」

を
定
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
罰
則
規
定
の
な
い
少
年
法
六
一
条
の
趣
旨
は
新
聞
の
自
主
的
規
制
に
期
待
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、

少
年
の
更
生
可
能
性
を
重
視
す
る
本
条
に
新
聞
も
従
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
少
年
の
保
護
よ
り
も
社
会
的
利
益
の
擁
護

が
強
く
優
先
す
る
特
殊
な
場
合
が
二
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
一
に
、
少
年
が
逃
走
中
で
、
放
火
、
殺
人
な
ど
凶
悪
な
累
犯
が
明
白
に
予
想
さ
れ
る
場
合
、
第
二
に
、
指
名
手
配
中
の
犯
人
捜
査
に

協
力
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
少
年
の
推
知
報
道
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

⑵　

倫
理
規
定
説
お
よ
び
刑
事
政
策
規
定
説
は
、
少
年
の
保
護
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
も
、
少
年
の
保
護
を
よ
り
制
限
し
よ
う
と
す
る

立
場
か
ら
も
、
主
張
さ
れ
て
い
る
。
両
者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
憲
法
二
一
条
一
項
で
保
障
さ
れ
て
い
る
表
現
の
自
由
や
、
そ
こ
か
ら

導
か
れ
る
と
こ
ろ
の
知
る
権
利
を
尊
重
す
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
説
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
る
。

第
一
に
、
少
年
法
六
一
条
そ
の
も
の
に
は
法
的
拘
束
力
が
な
い
と
す
る
と
、
推
知
報
道
の
問
題
は
主
と
し
て
倫
理
的
問
題
と
し
て
解
決

が
図
ら
れ
、
法
的
解
決
は
例
外
的
場
面
に
限
定
さ
れ
る
、
と
い
う
構
図
に
な
る
点
で
あ
る
。
一
般
に
、
倫
理
が
衝
突
し
た
場
合
、
影
響
力

の
強
い
方
が
世
の
支
配
的
倫
理
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、
マ
ス
コ
ミ
の
倫
理
が
影
響
力
を
も
つ
（
15
）

。
新
聞
協
会
の
取
り
扱
い
方
針

は
現
在
に
お
い
て
も
報
道
界
の
倫
理
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
推
測
を
裏
切
る
事
態
は
、
い
く
つ
も
生
じ
て
い
る
（
16
）

。
法
的
訴

訟
を
起
こ
す
の
は
少
年
の
側
に
な
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
負
担
が
重
い
は
ず
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
少
年
法
六
一
条
そ
の
も
の
に
法
的
拘

束
力
を
も
た
せ
、
報
道
側
の
法
的
規
範
と
な
る
方
向
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
。

第
二
に
、
推
知
報
道
に
よ
っ
て
非
行
少
年
を
特
定
す
る
情
報
が
社
会
に
浸
透
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
少
年
の
更
生
が
妨
げ
ら
れ
る
お
そ
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れ
が
生
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
同
説
が
い
か
に
対
応
す
る
の
か
が
必
ず
し
も
み
え
て
こ
な
い
点
で
あ
る
。
推
知
報
道
が
禁
止
さ
れ
る
の
は
、

そ
れ
が
少
年
に
犯
罪
者
と
し
て
の
烙
印
を
つ
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
犯
罪
者
で
あ
る
と
の
レ
ッ
テ
ル
貼
り
に
よ
っ
て
、
少
年

に
対
す
る
差
別
意
識
が
社
会
に
生
じ
、
そ
の
結
果
、
少
年
の
社
会
復
帰
が
妨
げ
ら
れ
る
危
険
性
が
生
じ
る
。
少
年
法
六
一
条
に
法
的
性
格

を
認
め
る
見
解
は
、
こ
の
ラ
ベ
ル
が
貼
ら
れ
る
危
険
性
を
除
去
す
る
た
め
に
は
法
的
制
裁
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
倫
理
規
定
説
及
び
刑
事
政
策
規
定
説
は
、
右
の
問
題
に
対
し
て
十
分
な
答
え
を
用
意
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

た
と
え
ば
、
少
年
の
更
生
を
妨
げ
る
行
為
を
禁
止
す
る
よ
う
、
政
府
や
他
者
に
求
め
る
よ
う
な
権
利
を
認
め
る
こ
と
は
不
当
と
す
る
見

解
（
17
）

が
あ
る
。
そ
の
論
拠
と
し
て
、
憲
法
が
保
障
す
る
基
本
的
人
権
と
は
政
府
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
な
い
自
由
が
主
で
あ
る
こ
と
（
18
）

、
憲
法
は

国
や
地
方
公
共
団
体
に
向
け
ら
れ
た
法
で
あ
る
か
ら
私
人
で
あ
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
は
基
本
的
人
権
は
及
ば
な
い
こ
と
（
19
）

、
等
を
挙
げ
る
。

こ
の
見
解
は
成
長
発
達
権
説
や
そ
れ
を
認
め
た
長
良
川
事
件
第
二
審
判
決
を
批
判
す
る
文
脈
で
述
べ
ら
れ
て
は
い
る
。
ま
た
そ
の
論
拠
に

お
い
て
は
一
つ
の
憲
法
論
が
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
点
を
捨
象
し
て
み
て
も
、
推
知
報
道
が
社
会
の
構
成
員
に
影
響
を
与
え
、

そ
れ
が
、
少
年
の
社
会
復
帰
の
妨
げ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
に
は
、
同
説
は
何
も
答
え
て
い
な
い
。

少
年
法
六
一
条
は
政
策
規
定
で
あ
る
と
し
た
堺
通
り
魔
事
件
第
二
審
判
決
は
「
地
域
住
民
以
外
の
一
般
市
民
は
、
本
件
記
事
に
よ
っ
て

被
控
訴
人
の
実
名
を
知
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
仮
に
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
被
控
訴
人
を
知
ら
な
い
一
般
市
民
が
被
控
訴
人
の
実
名
を

永
遠
に
記
憶
し
て
い
る
と
も
思
え
な
い
し
、
仮
に
一
部
の
市
民
が
被
控
訴
人
の
名
前
を
記
憶
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

直
ち
に
被
控
訴
人
の
更
生
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
は
考
え
が
た
い
」
と
し
て
い
る
。
人
々
の
記
憶
力
に
言
及
し
て
い
る
点
は
さ
て

お
く
も
の
の
、
更
生
が
妨
げ
ら
れ
る
事
態
は
「
直
ち
に
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
点
は
、
推
知
報
道
が
少
年
の
更
生
に
与
え

る
影
響
を
あ
ま
り
に
も
軽
く
見
積
も
っ
て
い
る
。

五
四
八
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推
知
報
道
が
ひ
い
て
は
少
年
の
更
生
の
妨
げ
に
な
る
事
態
、
す
な
わ
ち
少
年
の
権
利
侵
害
が
生
じ
る
の
は
、
現
実
に
お
い
て
は
、
直
ち

に
、
で
は
な
い
。
具
体
的
な
被
害
が
生
じ
る
の
も
、
報
道
直
後
と
い
う
よ
り
も
そ
の
先
の
時
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
推
知
報
道
は
そ
れ

自
体
に
、
少
年
に
対
す
る
社
会
の
評
価
を
低
下
さ
せ
、
将
来
の
更
生
の
妨
げ
る
危
険
性
を
備
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
、
法
は
何
も

対
処
し
え
な
い
と
い
う
の
は
、
ど
う
見
て
も
疑
問
で
あ
る
。
倫
理
規
定
説
及
び
刑
事
政
策
規
定
説
は
、
言
論
の
自
由
を
護
る
た
め
に
、
こ

の
現
実
を
あ
え
て
度
外
視
し
て
い
る
。

Ⅱ　

成
長
発
達
権
説

⑴　

成
長
発
達
権
と
は
、
親
を
は
じ
め
と
す
る
周
囲
の
人
々
の
援
助
を
受
け
つ
つ
自
律
的
な
人
間
へ
と
成
長
す
る
た
め
の
、
子
ど
も
の

権
利
で
あ
る
（
20
）

。
す
な
わ
ち
、
少
年
と
は
「「
自
立
的
生
存
」
に
向
け
て
心
身
と
も
に
ま
さ
に
成
長
発
達
の
過
程
に
あ
る
存
在
で
あ
り
、
そ

の
成
熟
度
に
応
じ
て
自
己
決
定
権
の
範
囲
も
拡
大
し
、
成
人
に
な
る
と
完
全
な
自
己
決
定
権
を
行
使
し
う
る
主
体
と
な
る
（
21
）

」
存
在
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
は
、「
い
ま
ま
さ
に
成
長
発
達
の
途
上
の
段
階
に
あ
る
人
格
が
そ
の
ま
ま
で
認
め
ら
れ
、
将
来
成
人
し
て
完
全
な
自
己

決
定
主
体
と
な
る
こ
と
が
援
助
・
保
障
さ
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
ま
さ
し
く
成
長
発
達
権
は
「
少
年
固
有
の
権
利
で
あ
」
る

と
さ
れ
る
（
22
）

。
最
近
で
は
、
子
ど
も
の
意
見
表
明
権
の
重
要
性
も
指
摘
さ
れ
、
主
体
的
に
成
長
す
る
の
は
子
ど
も
で
あ
っ
て
、
親
な
ど
は
そ

れ
を
支
援
す
る
方
に
回
る
べ
き
こ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
（
23
）

。

成
長
発
達
権
説
は
子
ど
も
独
自
の
権
利
性
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
少
年
法
六
一
条
違
反
が
争
わ
れ
る
訴

訟
に
お
い
て
は
、
少
年
の
名
誉
権
や
肖
像
権
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
侵
害
が
主
た
る
論
点
と
な
る
。
こ
う
し
た
既
存
の
権
利
に
成
長
発
達

権
を
読
み
込
ん
で
い
く
と
い
う
方
法
で
は
な
く
、
成
長
発
達
権
そ
の
も
の
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
を
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
。

五
四
九
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⑵　

た
し
か
に
、
成
長
発
達
権
説
は
少
年
法
六
一
条
の
趣
旨
を
説
得
的
に
説
明
し
て
い
る
。
同
条
の
法
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、

成
長
発
達
権
説
の
精
神
は
中
核
に
据
え
る
に
値
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
説
は
次
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

第
一
に
、
少
年
法
六
一
条
が
成
長
発
達
権
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
文
言
か
ら
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か

に
、
同
説
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
条
約
な
ど
を
は
じ
め
種
々
の
法
規
範
が
少
年
法
六
一
条
を
強
く
助
力
し
て
い
る
。
し
か
し
、
少
年
の
更

生
を
目
指
す
理
念
は
少
年
法
一
条
に
お
い
て
す
で
に
宣
言
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
成
長
発
達
権
を
侵
害
す
る
例
は
推
知
報
道
に
限
ら
な
い

し
、
推
知
報
道
が
成
長
発
達
権
侵
害
を
象
徴
す
る
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
。

第
二
に
、
成
長
発
達
権
を
保
護
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
作
為
な
い
し
不
作
為
を
他
者
に
対
し
て
要
求
で
き
る
の
か
が
明
確
に
な
っ

て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
同
説
を
支
持
す
る
側
か
ら
も
疑
問
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
成
長
発
達
権
を
少
年
個
々
の
個
性
に
応
じ

た
権
利
と
把
握
す
る
立
場
か
ら
、
更
生
の
環
境
整
備
を
要
求
し
た
り
、
更
生
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
他
者
の
行
動
を
制
限
し
た
り
す

る
こ
と
は
導
け
な
い
と
さ
れ
る
（
24
）

。
ま
た
、
そ
も
そ
も
同
権
利
が
人
間
の
尊
厳
性
に
由
来
す
る
以
上
、
知
る
権
利
や
報
道
の
自
由
に
対
し
て

同
権
利
が
絶
対
的
な
正
し
さ
を
主
張
し
う
る
こ
と
に
対
す
る
懸
念
も
示
さ
れ
て
い
る
（
25
）

。

第
三
に
、
権
利
侵
害
性
を
ど
う
把
握
す
る
か
も
成
長
発
達
権
説
は
い
ま
も
な
お
提
示
し
き
れ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
、
推
知
報
道
に
よ

る
成
長
発
達
権
侵
害
を
よ
り
明
確
か
つ
具
体
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
自
分
の
目
の
前
に
い
る
人
が
自

分
の
こ
と
を
覚
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
少
年
は
積
極
的
に
社
会
と
関
わ
る
意
欲
を
失
う
、
②
社
会
は
成
人
よ

り
も
少
年
の
方
を
強
い
烙
印
付
け
を
し
て
し
ま
う
、
③
就
職
や
進
学
、
結
婚
な
ど
人
生
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
困
難
に
直
面
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
26
）

。
ま
た
、
名
誉
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
は
生
じ
た
が
実
際
に
そ
れ
が

害
さ
れ
た
と
い
う
証
明
が
不
可
能
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
お
そ
れ
を
少
年
が
感
じ
取
り
、
そ
の
結
果
、
少
年
が
萎
縮
し
て
し
ま
う
こ

五
五
〇
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と
に
、
成
長
発
達
権
の
権
利
侵
害
性
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
見
解
（
27
）

も
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
は
、
損
害
賠
償
を
認
め
う
る
ほ
ど
の
、
よ
り
具
体
的
な
権
利
侵
害
を
成
長
発
達
権
説
に
要
求
し
て
い
る
よ
う

に
映
る
。
こ
れ
に
対
し
、
権
利
侵
害
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
右
の
例
は
、
推
知
報
道
の
直
後
に
お
い
て
は
成
長
発
達
権
侵
害
の
程
度
は

薄
く
、
成
長
発
達
権
の
侵
害
が
具
体
的
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
報
道
後
し
ば
ら
く
経
っ
て
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
す
で
に
少
年
の
名
誉
権
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
は
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
程
度
に
侵
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
成
長
発
達
権
の
主
張
そ
れ
自
体
は
極
め
て
説
得
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訴
訟
の
面
で
は
全
く
役
に

立
た
な
い
可
能
性
が
大
き
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
少
年
が
救
済
さ
れ
な
い
事
態
を
招
き
か
ね
な
い
。
成
長
発
達
権
を
通
じ
て
少
年
の
権
利
を

現
実
的
に
保
護
し
た
い
の
な
ら
ば
、
推
知
報
道
に
よ
っ
て
少
年
が
萎
縮
す
る
具
体
的
事
態
は
ど
う
い
う
場
合
な
の
か
を
い
ま
示
す
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
（
28
）

。
も
し
も
そ
れ
が
不
可
能
な
ら
ば
、
む
し
ろ
推
知
報
道
そ
れ
自
体
に
少
年
を
萎
縮
さ
せ
る
類
型
的
危
険
が
備
わ
っ
て
い
る

と
解
し
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

第
四
に
、
成
長
発
達
権
が
及
ぶ
範
囲
が
ど
の
段
階
ま
で
か
が
不
明
確
な
点
で
あ
る
。
同
権
を
主
張
で
き
る
の
は
法
的
成
人
年
齢
ま
で
な

の
か
、
そ
れ
と
も
、
成
人
以
降
も
可
能
（
29
）

な
の
か
、
見
解
は
帰
一
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
少
年
が
成
人
と
な
っ
た
後
に
生
じ
た

推
知
報
道
に
関
し
ど
う
対
処
す
べ
き
か
を
念
頭
に
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
見
解
の
裏
面
に
お
い
て
は
、
自
己
決
定
権
を
ど
の

程
度
認
め
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
課
題
が
存
在
し
て
い
る
。
思
う
に
、
過
去
の
非
行
が
成
人
後
の
推
知
報
道
に
よ
っ
て
暴
か
れ
た
場
合
は
、

い
ま
そ
の
者
が
享
受
し
て
い
る
名
誉
権
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
侵
害
に
こ
そ
目
を
留
め
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
成
長
発
達
権
が
成
人
の

段
階
に
ま
で
当
然
に
及
ぶ
と
す
る
な
ら
ば
、
子
ど
も
の
権
利
を
確
立
す
る
と
い
う
当
初
の
狙
い
か
ら
逸
れ
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

五
五
一
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さ
ら
に
、
次
の
疑
問
も
生
じ
る
。
成
長
発
達
権
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
見
解
は
死
刑
が
確
定
し
た
一
八
歳
以
上
の
者
に
も
成
長
発
達
権

を
認
め
よ
う
と
す
る
（
30
）

が
、
な
ぜ
そ
う
言
い
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
る
そ
の
日
ま
で
少
年
の
人
格
は
成
長
す
る
。

こ
れ
は
否
定
し
が
た
い
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
的
観
点
を
捉
え
て
、
少
年
に
は
ま
だ
成
長
発
達
権
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

成
長
発
達
権
は
法
的
権
利
に
す
ぎ
な
い
。
死
刑
判
決
が
確
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
少
年
の
成
長
発
達
権
を
剥
奪
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
法
的
な
目
か
ら
見
た
と
き
、
少
年
の
成
長
発
達
は
社
会
と
の
関
わ
り
の
中
で
は
じ
め
て
実
現
し
う
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
権
利
を

少
年
か
ら
剥
奪
す
る
の
が
ま
さ
し
く
死
刑
で
あ
る
。
死
刑
の
当
否
は
さ
て
お
き
（
31
）

、
こ
の
厳
し
い
現
実
は
い
か
な
る
立
場
も
受
け
い
れ
ざ
る

を
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

⑶　

非
行
少
年
の
更
生
は
、
本
人
や
そ
の
近
親
者
の
頑
張
り
だ
け
で
は
達
成
さ
れ
な
い
。
彼
ら･

彼
女
た
ち
を
取
り
巻
く
社
会
の
支
え

が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
（
32
）

。
社
会
の
側
が
予
断
と
偏
見
に
基
づ
い
て
、
非
行
少
年
が
更
生
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
少
な
く
と
も
妨
げ
る
よ

う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
、
少
年
が
健
全
に
育
つ
こ
と
は
難
し
い
。
推
知
報
道
は
、
た
し
か
に
国
民
の
知
る
権
利
に
も
奉
仕
す
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
非
行
は
こ
の
少
年
の
仕
業
で
あ
る
と
い
う
情
報
が
不
特
定
多
数
の
市
民
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
の
危

険
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
や
は
り
推
知
報
道
に
は
非
行
少
年
に
対
し
犯
罪
者
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
お
そ
れ
が
つ
き
ま
と
う
。
こ

の
報
道
に
接
し
た
市
民
に
も
そ
う
し
た
意
識
を
根
深
く
植
え
付
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
で
は
非
行
少
年
が
社
会
に
復
帰
す

る
こ
と
は
相
当
困
難
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
少
年
法
六
一
条
は
、
非
行
少
年
の
推
知
報
道
を
禁
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
に
非
行
少
年
を
差
別
す

る
意
識
が
広
ま
る
こ
と
を
防
ぎ
、
非
行
少
年
が
更
生
す
る
努
力
を
社
会
の
側
が
妨
げ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
点
に
主
眼
が
置
か
れ
て

い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

五
五
二
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Ⅲ　

刑
事
責
任
肯
定
説

推
知
報
道
に
よ
り
非
行
少
年
を
差
別
す
る
意
識
が
広
ま
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
少
年
法
六
一
条
の
狙
い
だ
と
す
る
と
、
こ
う
し
た

利
益
の
保
護
に
適
し
て
い
る
の
は
、
以
前
か
ら
説
か
れ
て
い
た
よ
う
に
、
名
誉
毀
損
罪
（
刑
法
二
三
〇
条
一
項
）
に
よ
る
対
応
で
あ
（
33
）

る
（
34
）

。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
名
誉
権
説
や
成
長
発
達
権
説
に
よ
る
と
、
推
知
報
道
は
基
本
的
に
民
事
責
任
の
問
題
、
す
な
わ
ち
両
当
事
者
間
の
問

題
と
し
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
の
暗
黙
の
前
提
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
推
知
報
道
に
よ
る
影
響
は
広
範
囲

に
及
び
、
も
は
や
公
的
な
問
題
と
化
し
て
く
る
。
当
事
者
間
に
よ
り
問
題
解
決
を
図
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ

し
、
刑
事
責
任
肯
定
説
を
貫
く
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
論
証
が
必
要
で
あ
る
。

第
一
に
、
そ
も
そ
も
非
行
少
年
の
名
誉
と
は
何
か
、
で
あ
る
。
非
行
少
年
に
も
名
誉
は
当
然
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
35
）

が
、
こ
の
こ
と
は

必
ず
し
も
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
。
推
知
報
道
は
非
行
を
犯
し
た
少
年
に
関
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
推
知
報
道
と

名
誉
毀
損
と
の
関
係
を
捉
え
る
に
際
し
て
は
、
非
行
を
犯
し
て
い
な
い
一
般
の
少
年
で
は
な
く
、
非
行
を
犯
し
た
少
年
を
前
提
に
考
え
る

必
要
が
あ
る
。
ま
さ
し
く
非
行
少
年
の
名
誉
と
は
何
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
非
行
少
年
の
名
誉
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
推
知
報
道
の
も
つ

法
益
侵
害
性
を
ど
う
捉
え
る
か
で
あ
る
。
推
知
情
報
以
外
、
す
な
わ
ち
非
行
行
為
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
利
害
に
関
係
す
る
事

実
に
当
た
る
。
後
者
に
関
す
る
報
道
は
、
た
し
か
に
非
行
少
年
の
名
誉
は
低
下
さ
せ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
人
々
の
知
る
利
益
が
優
先
さ

れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
推
知
情
報
が
報
道
に
付
け
加
え
ら
れ
た
場
合
、
い
か
な
る
理
由
で
、
知
る
権
利
よ
り
も
非
行
少
年
の
名

誉
の
保
護
が
優
先
さ
れ
る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
に
、
推
知
報
道
は
例
外
な
く
名
誉
毀
損
罪
に
当
た
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
民
事
の
裁
判
例
に
拠
れ
ば
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差

五
五
三
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は
あ
る
に
せ
よ
、
少
年
の
名
誉
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
肖
像
権
を
保
護
す
る
こ
と
よ
り
も
上
回
る
公
共
の
利
益
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
推
知

報
道
は
許
容
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
推
知
報
道
が
名
誉
毀
損
罪
に
該
当
す
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
見
解
の
中
で
も
、
限
定
的
で
あ
る
も
の

の
、
少
年
の
実
名
報
道
が
許
容
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
36
）

。

三　

非
行
少
年
の
名
誉

㈠　

更
生
が
社
会
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
る
存
在
と
し
て

⑴　

私
見
に
よ
れ
ば
、
非
行
少
年
に
は
、
非
行
を
犯
し
た
こ
と
を
端
緒
に
、
ど
う
か
更
生
し
健
全
に
育
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
期
待
が
社

会
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
い
る
（
少
年
法
一
条
）。
こ
れ
が
、
非
行
少
年
が
社
会
か
ら
受
け
る
べ
き
社
会
的
評
価
で
あ
る
。
そ
の
手
が
か
り
は
二

つ
あ
る
。

第
一
に
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
「
逆
転
」
事
件
に
対
す
る
最
三
判
平
成
六
年
二
月
八
日
の
一
節
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
有
罪
判
決
を

受
け
た
後
あ
る
い
は
服
役
を
終
え
た
後
に
お
い
て
は
、
一・

市
民
と
し
て
社
会
に
復
帰
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
者

は
、
前
科
等
に
か
か
わ
る
事
実
の
公
表
に
よ
っ
て
、
新
し
く
形
成
し
て
い
る
社
会
生
活
の
平
穏
が
害
さ
れ
そ
の
更
生
を
妨
げ
ら
れ
な
い
利

益
を
有
す
る
（
傍
点
、
筆
者
（
37
）

）」
と
述
べ
て
い
る
。
少
年
の
健
全
育
成
を
目
標
に
お
い
て
い
る
少
年
法
の
理
念
に
照
ら
す
と
、
少
年
が
社
会

復
帰
す
る
利
益
は
成
人
よ
り
も
ま
す
ま
す
強
く
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
名
誉
毀
損
罪
を
少
年
法
六
一
条
と
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
管
見
に
よ
る
と
、
成
長
発
達
権
説
の
弱
点
を
一
定
程
度
、
克

服
し
う
る
と
考
え
る
。
成
長
発
達
権
の
弱
点
は
、
推
知
報
道
に
よ
る
少
年
の
権
利
侵
害
を
具
体
的
に
示
せ
な
い
点
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ

れ
を
具
体
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
推
知
報
道
の
禁
止
を
求
め
る
時
点
が
遅
く
な
る
結
果
、
か
え
っ
て
、
少
年
の
権
利
侵
害
が
深

五
五
四
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刻
化
す
る
こ
と
も
、
同
説
の
欠
点
で
あ
る
。
思
う
に
、
推
知
報
道
に
よ
っ
て
少
年
の
成
長
発
達
が
侵
害
さ
れ
る
危
険
は
類
型
的
危
険
で
あ

る
こ
と
を
率
直
に
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
成
長
発
達
権
の
主
張
、
す
な
わ
ち
非
行
少
年
に
は
周
囲
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
自
律

的
な
人
間
へ
と
成
長
し
て
い
く
権
利
が
あ
り
、
推
知
報
道
は
そ
う
し
た
少
年
の
姿
勢
に
萎
縮
を
も
た
ら
す
と
の
指
摘
は
、
問
題
の
本
質
を

鋭
く
捉
え
て
い
る
。
私
見
に
拠
れ
ば
、
成
長
発
達
権
説
の
弱
点
を
克
服
し
、
そ
の
正
し
さ
を
採
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
少
年
法

六
一
条
を
刑
法
二
三
〇
条
の
二
の
例
外
規
定
と
捉
え
る
説
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

⑵　

た
だ
し
、
こ
こ
で
検
討
を
要
す
る
の
は
、
右
の
よ
う
な
社
会
的
評
価
を
刑
法
上
保
護
す
る
べ
き
理
由
は
何
か
、
で
あ
る
。
先
に
指

摘
し
た
よ
う
に
、
非
行
少
年
に
は
当
然
に
名
誉
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
（
38
）

。
非
行
少
年
が
現
に
受
け
て
い

る
社
会
的
評
価
で
十
分
で
、
そ
の
内
実
ま
で
は
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
少

年
法
六
一
条
を
、
真
実
性
の
証
明
に
も
と
づ
く
名
誉
毀
損
を
適
法
と
す
る
刑
法
二
三
〇
条
の
二
の
例
外
規
定
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ

の
分
、
報
道
の
自
由
を
抑
制
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
の
だ
か
ら
、
よ
り
説
得
的
な
説
明
が
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
、
社
会
か
ら
向
け
ら
れ
た
更
生
へ
の
期
待
が
名
誉
た
り
う
る
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
区
別
す
る

た
め
刑
法
上
保
護
さ
れ
る
べ
き
名
誉
を
規
範
的
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
見
解
（
39
）

を
参
照
し
、
非
行
少
年
の
名
誉
が
刑
法
上
保
護
す
る
に
値
す

る
か
を
検
証
し
た
い
。

こ
の
見
解
は
名
誉
概
念
を
次
の
よ
う
に
捉
え
る
。
刑
法
上
保
護
に
値
す
る
社
会
的
評
価
と
は
人
に
関
す
る
一
切
の
評
価
で
は
な
く
、
人

の
人
格
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
と
す
る
（
40
）

。
そ
し
て
、
個
人
に
責
任
の
な
い
人
格
と
は
無
関
係
な
事
実
は
名
誉
に
関
す
る
事
実
か
ら
除
外
す

る
（
41
）

。
そ
の
上
で
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
実
が
社
会
的
に
重
要
か
否
か
を
判
断
し
、
社
会
的
に
重
要
な
事
実
の
場
合
は
刑
法
二
三
〇
条
の

二
に
よ
る
真
実
証
明
に
よ
る
免
責
を
認
め
る
の
に
対
し
、
社
会
的
に
重
要
な
事
実
で
は
な
い
場
合
は
社
会
的
評
価
か
ら
自
由
と
さ
れ
る
べ

五
五
五
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き
利
益
が
害
さ
れ
て
い
る
た
め
名
誉
毀
損
罪
と
し
て
可
罰
的
と
さ
れ
る
（
42
）

。
な
お
、
社
会
的
に
重
要
な
事
実
か
否
か
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

の
観
点
か
ら
決
す
る
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
は
、
個
人
の
人
格
に
対
す
る
評
価
を
生
活
の
場
に
よ
っ
て
切
断
し
、
個
人
に
社
会
的
評
価
か
ら

自
由
な
領
域
を
認
め
る
こ
と
に
あ
る
（
43
）

と
さ
れ
る
。

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
少
年
の
非
行
行
為
に
関
係
す
る
事
実
の
み
な
ら
ず
、
非
行
は
少
年
の
仕
業
で
あ
る
こ
と
を
推
知
す
る
情
報
、
す
な
わ

ち
、
氏
名
、
年
齢
、
職
業
、
住
居
、
容
ぼ
う
等
に
関
す
る
情
報
を
報
じ
た
場
合
、
こ
の
見
解
を
手
が
か
り
に
考
察
す
る
と
次
の
よ
う
に
な

ろ
う
。

こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
生
ま
れ
つ
き
の
身
体
的
特
質
、
家
柄
、
血
統
、
人
種
、
妻
の
不
倫
（
夫
の
名
誉
と
の
関
係
で
）
な
ど
は
、
人
の
人

格
的
価
値
と
は
無
関
係
で
あ
る
か
ら
、
名
誉
に
関
係
す
る
事
実
か
ら
除
外
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（
44
）

。
も
し
も
そ
う
し
た
事
実
が
含
ま
れ

た
表
現
を
直
ち
に
名
誉
毀
損
罪
と
し
て
処
罰
す
る
な
ら
ば
、
社
会
の
偏
見
を
追
認
し
、
固
定
化
す
る
危
険
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
45
）

と
す
る
。

そ
れ
で
は
、
非
行
を
推
知
す
る
報
道
は
ど
う
か
。
こ
の
見
解
か
ら
推
論
す
る
と
、
お
そ
ら
く
名
誉
に
関
す
る
事
実
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
解

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
少
年
は
人
格
的
に
未
熟
で
あ
る
か
ら
非
行
は
そ
の
人
格
に
よ
る
所
産
と
は
い
い
が
た
い
。
し
か
も
、
非
行
少

年
と
い
う
事
柄
は
そ
の
人
の
社
会
的
評
価
を
下
げ
る
事
実
で
あ
る
と
解
し
た
う
え
で
、
そ
の
推
知
報
道
を
処
罰
す
る
な
ら
ば
、
社
会
の
非

行
少
年
に
対
す
る
差
別
意
識
が
こ
う
し
た
処
罰
に
よ
り
、
む
し
ろ
助
長
さ
れ
る
お
そ
れ
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
も
可
能
か
も
し
れ

な
い
。

右
の
推
論
が
か
か
る
見
解
か
ら
可
能
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
妥
当
で
は
な
い
。
こ
の
社
会
は
非
行
少
年
を
差
別
す
る
べ
き
で
な
い
か
ら
、

少
年
を
推
知
す
る
報
道
は
名
誉
毀
損
罪
と
し
て
処
罰
す
る
べ
き
で
な
い
と
す
る
の
は
、
本
末
転
倒
で
あ
る
。
思
う
に
、
現
に
受
け
て
い
る

社
会
的
評
価
を
下
げ
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
が
処
罰
さ
れ
る
の
は
、
社
会
的
評
価
が
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
お
よ
び
将
来
に
わ

五
五
六
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た
り
社
会
生
活
上
の
不
利
益
が
生
じ
る
可
能
性
が
絶
無
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
少
年
は
た
し
か
に
非
行
に
よ
り
社
会
的
評
価
は

い
っ
た
ん
は
低
下
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
非
行
少
年
に
対
し
て
は
、
非
行
の
時
点
か
ら
、
健
全
に
育
成
し
更
生
す
る
こ
と
が
社
会
の
側

か
ら
期
待
さ
れ
、
こ
の
期
待
に
少
年
は
応
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
少
年
法
一
条
）。
こ
う
し
た
評
価
は
名
誉
毀
損
罪
の
保
護
範
囲

に
含
ま
れ
る
と
む
し
ろ
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

⑶　

な
ぜ
推
知
報
道
は
名
誉
毀
損
罪
（
刑
法
二
三
〇
条
一
項
）
に
該
当
す
る
の
か
。
こ
れ
を
い
う
た
め
に
は
、
非
行
少
年
の
名
誉
す
な
わ

ち
更
生
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
社
会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
る
類
型
的
危
険
を
推
知
報
道
が
も
つ
こ
と
が
、
さ
ら
に
論
証
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

成
人
の
場
合
、
被
疑
者
や
被
告
人
な
ど
を
推
知
す
る
報
道
は
、
刑
法
二
三
〇
条
の
二
第
二
項
に
よ
り
許
容
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
成

人
の
刑
事
司
法
制
度
に
由
来
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
本
人
が
過
去
に
惹
起
し
た
法
益
侵
害
行
為
を
基
礎
に
刑
罰
は
科
せ
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
行
為
者
の
行
為
責
任
が
問
わ
れ
る
。
か
よ
う
な
制
度
で
あ
る
以
上
、
犯
罪
は
誰
が
引
き
起
こ
し
た
の
か
と
い
う

情
報
は
行
為
者
に
責
任
能
力
等
が
あ
る
限
り
国
民
に
知
ら
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
少
年
の
行
為
者
へ
の
対
応
は
成
人
の
場
合
と
異
な
る
。
そ
れ
は
少
年
法
の
保
護
主
義
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で

は
、
非
行
と
少
年
と
の
結
び
つ
き
を
ひ
と
ま
ず
切
り
離
さ
れ
、
非
行
少
年
が
将
来
犯
罪
を
犯
さ
ず
更
生
す
る
に
は
ど
の
よ
う
な
処
分
が
妥

当
か
、
が
問
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
少
年
の
推
知
報
道
は
、
い
や
お
う
な
し
に
、
過
去
の
非
行
と
少
年
と
を
連
結
さ
せ
る
機
能
を
も
つ
。

し
た
が
っ
て
、
少
年
法
の
趣
旨
に
反
し
、
情
報
を
受
け
た
人
々
が
少
年
の
行
為
責
任
を
赤
裸
々
に
問
う
事
態
が
予
想
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
推
知
報
道
に
よ
っ
て
更
生
が
期
待
さ
れ
る
少
年
に
ど
の
よ
う
な
実
害
が
生
じ
う
る
か
。
た
し
か
に
、
推
知
報
道
が
な
さ
れ

た
と
し
て
も
人
々
は
少
年
を
忘
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
少
年
を
覚
え
て
い
て
も
更
生
の
手
助
け
を
す
る
人
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

五
五
七
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し
、
そ
れ
が
普
通
で
あ
る
と
は
い
い
が
た
い
。
推
知
報
道
に
よ
り
少
年
の
名
前
や
顔
が
ま
ず
人
々
の
記
憶
に
刻
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
社
会

復
帰
を
試
み
る
段
階
に
至
り
、
少
年
に
対
し
て
制
裁
的
な
態
度
を
取
る
人
が
出
て
こ
よ
う
。
住
居
探
し
や
就
職
、
結
婚
、
経
済
的
信
用
の

構
築
な
ど
の
際
に
、
少
年
に
差
別
的
対
応
を
取
る
者
も
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
推
知
報
道
に
は
、
直
近
だ
け
で
な
く
中
長
期
的
に
少
年
の

更
生
を
妨
げ
る
危
険
性
が
備
わ
っ
て
い
る
。

⑷　

非
行
少
年
に
は
更
生
し
て
社
会
で
も
う
一
度
人
生
を
や
り
直
す
こ
と
が
社
会
的
に
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
非
行
少
年
の
名
誉

と
す
る
な
ら
ば
、
非
行
少
年
を
推
知
す
る
報
道
が
例
外
的
に
許
容
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
。
そ
こ
で
は
刑
事
罰
に
よ
る
制
裁
は
控
え
ら

れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
死
刑
が
確
定
し
た
少
年
に
関
す
る
推
知
報
道
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
死
刑
が
執
行
さ
れ
る
そ
の
日
ま
で
、
そ
の
者
は
人
格
的
に
成
長
し
う
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
死

刑
判
決
を
下
す
と
い
う
こ
と
は
、
法
的
に
み
て
、
少
年
の
更
生
可
能
性
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
も
、
そ
の
少
年

に
は
例
外
的
に
行
為
責
任
が
問
わ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
犯
罪
行
為
と
少
年
と
を
連
結
す
る
推
知
報
道
は
例
外
的
に
許
容
さ

れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

理
由
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
裁
判
員
裁
判
の
現
在
に
お
い
て
は
、
国
民
が
少
年
に
対
し
て
死
刑
を
宣
告
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
。
死

刑
に
処
さ
れ
る
こ
と
が
確
定
し
た
少
年
を
匿
名
の
ま
ま
に
し
、
そ
の
ま
ま
死
刑
執
行
の
日
を
迎
え
さ
せ
る
こ
と
は
、
そ
れ
こ
そ
、
密
行
の

批
判
を
免
れ
な
い
。
死
刑
が
確
定
し
た
少
年
に
関
す
る
報
道
は
自
由
に
し
、
少
年
が
な
ぜ
そ
う
し
た
犯
罪
を
惹
起
す
る
に
至
っ
た
の
か
、

さ
ら
に
、
死
刑
判
決
が
妥
当
だ
っ
た
の
か
を
、
国
民
全
員
が
考
え
る
責
任
を
負
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
知

る
権
利
を
重
視
す
る
観
点
を
採
り
入
れ
て
よ
い
と
思
う
（
46
）

。

死
刑
が
確
定
し
た
少
年
を
推
知
す
る
報
道
は
、
い
ち
お
う
は
名
誉
毀
損
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
は
す
る
が
、
刑
法
二
三
〇
条
の
二
第
一

五
五
八
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項
の
公
共
の
利
害
に
関
係
す
る
事
実
に
当
た
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
の
違
法
性
を
阻
却
す
る
余
地
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

㈡　

予
想
さ
れ
る
批
判

⑴　

管
見
に
対
す
る
批
判
は
ま
ず
知
る
権
利
を
重
視
す
る
陣
営
か
ら
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
国
民
の
知
る
権
利
に
枠
を
は
め
る
よ
う
な

や
り
方
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
（
47
）

、
と
い
う
考
え
方
、
更
生
や
社
会
復
帰
の
観
点
か
ら
表
現
の
自
由
を
制
約
す
る
に
は
説
得
的
な
根

拠
を
示
す
べ
き
で
あ
る
と
の
批
判
（
48
）

な
ど
は
、
表
現
の
自
由
に
優
越
的
地
位
を
認
め
る
と
こ
ろ
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
。

と
く
に
管
見
は
少
年
法
六
一
条
を
刑
事
規
制
と
関
連
づ
け
て
い
る
か
ら
、
よ
り
強
い
批
判
が
予
想
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
少
年
法
六
一

条
を
刑
法
二
三
〇
条
の
二
の
特
別
規
定
と
解
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
そ
も
そ
も
刑
法
二
三
〇
条
の
二
は
言
論
の
自
由
と
名
誉
保
護
を
両

立
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
規
定
だ
か
ら
、
同
条
の
適
用
を
少
年
法
六
一
条
に
よ
っ
て
一
律
に
禁
止
す
る
こ
と
は
憲
法
二
一
条
か
ら
し
て

と
う
て
い
正
当
化
で
き
な
い
（
49
）

、
と
の
批
判
が
あ
る
。

た
し
か
に
、
少
年
刑
事
制
度
が
正
し
く
運
用
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
国
民
の
視
点
か
ら
監
視
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
少

年
事
件
は
社
会
的
要
因
に
深
く
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
非
行
少
年
の
推
知
可
能
性
と
の
限
界
が
微
妙
な
場
合
も
出
て
こ
よ
う
。
し

か
し
、
少
な
く
と
も
非
行
そ
の
も
の
を
起
点
と
し
て
非
行
行
為
の
背
景
を
分
析
す
る
報
道
は
公
共
の
利
害
に
関
係
す
る
事
実
と
み
る
べ
き

で
あ
っ
て
、
推
知
に
至
ら
な
い
範
囲
で
の
報
道
は
許
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
残
る
。
第
一
に
、
推
知
情
報
の
報
道
を
禁
止
す
る
こ
と
が
な
ぜ
憲
法
二
一
条
違
反
と
い
い
う
る

の
か
、
そ
の
説
得
的
な
理
由
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
犯
罪
報
道
を
す
る
際
に
は
被
疑
者
の
氏
名
は
結
果
的
に
不
可
欠
で
あ
る
と
か
結
局
は

氏
名
が
明
ら
か
に
な
っ
て
し
ま
う
（
50
）

と
い
う
の
は
、
論
拠
と
し
て
は
頼
り
な
い
。
推
知
情
報
は
公
共
の
利
害
に
関
す
る
事
実
に
該
当
し
な
い

五
五
九
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と
推
知
報
道
禁
止
説
が
主
張
す
る
眼
目
は
、
推
知
情
報
が
結
果
的
に
社
会
へ
流
通
す
る
事
態
を
防
ぐ
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
非
行

を
報
道
す
る
側
の
行
動
基
準
で
あ
る
。
行
動
基
準
に
は
そ
の
領
域
に
お
け
る
モ
ラ
ル
（
51
）

と
法
規
範
に
よ
る
統
制
の
二
側
面
が
あ
る
。
少
年
非

行
を
め
ぐ
る
報
道
者
の
モ
ラ
ル
は
、
現
段
階
に
お
い
て
は
、
新
聞
協
会
が
示
し
た
基
準
か
ら
は
離
れ
て
い
る
し
、
モ
ラ
ル
の
確
立
を
説
く

者
の
声
は
小
さ
い
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
映
る
。
法
的
統
制
に
期
待
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
が
現
状
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
少
年
法
六
一
条
に
よ
る
規
制
が
一
律
的
で
あ
る
と
す
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
批
判
説
は
少
年
の
氏
名
な
ど
少
年
を
特
定
す

る
情
報
に
つ
い
て
、「
少
年
保
護
の
必
要
性
と
表
現
の
自
由
、
そ
し
て
国
民
の
知
る
権
利
を
個
別
具
体
的
に
慎
重
に
比
較
衡
量
し
、
そ
の

上
で
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
っ
て
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
（
52
）

」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
こ
で
注
目
す
る
べ
き
点

は
、
比
較
衡
量
に
依
拠
し
て
個
々
の
ケ
ー
ス
に
応
じ
て
推
知
報
道
の
可
否
を
決
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
に

立
つ
と
、
少
年
法
六
一
条
を
め
ぐ
る
裁
判
例
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
推
知
報
道
の
可
否
の
線
引
き
が
明
確
で
な
く
な
る
可
能
性
が
高
い
。

そ
う
す
る
と
、
か
え
っ
て
報
道
の
自
由
を
不
確
か
な
も
の
に
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
刑
法
的
に
推

知
報
道
を
一
律
に
禁
止
す
る
一
方
、
推
知
報
道
が
例
外
的
に
許
容
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
の
か
は
、
正
当
行
為
（
刑
法
三
五
条
）
も
射
程
に

入
れ
て
論
ず
る
方
が
、
報
道
に
携
わ
る
者
の
行
動
基
準
を
明
確
化
す
る
の
に
優
れ
て
い
る
（
53
）

。

⑵　

も
う
一
つ
の
批
判
は
、
少
年
法
六
一
条
違
反
と
名
誉
毀
損
罪
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
消
極
的
な
見
解
か
ら
出
て
こ
よ
う
。

少
年
法
六
一
条
を
め
ぐ
る
議
論
状
況
を
概
観
す
る
と
、
刑
事
責
任
と
少
年
法
六
一
条
の
問
題
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
消
極
的

な
見
解
が
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
同
条
違
反
が
刑
事
裁
判
と
な
っ
た
事
案
は
存
在
し
な
い
し
、
そ
も
そ
も
、

名
誉
毀
損
へ
の
対
応
は
様
々
存
在
し
て
い
る
か
ら
、
刑
法
的
対
応
は
無
用
と
思
わ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
民
事
的
な
対
応
で
十
分

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

五
六
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た
と
え
ば
、
少
年
法
六
一
条
は
、
推
知
報
道
に
よ
る
、
名
誉
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
あ
る
い
は
成
長
発
達
権
と
結
び
つ
く
社
会
復
帰
の
利
益

の
侵
害
の
発
生
を
推
定
さ
せ
る
規
定
で
あ
り
、
こ
う
し
た
推
定
は
民
事
上
の
責
任
に
限
定
さ
れ
、
刑
事
上
の
責
任
に
少
年
法
六
一
条
は
全

く
関
与
し
な
い
と
す
る
見
解
（
54
）

が
あ
る
。
ま
た
、
少
年
法
六
一
条
の
法
的
効
果
を
め
ぐ
り
、
も
っ
ぱ
ら
民
事
損
害
賠
償
を
念
頭
に
議
論
を
展

開
し
て
い
る
見
解
（
55
）

も
あ
る
。
い
ず
れ
の
見
解
も
、
推
知
報
道
が
名
誉
毀
損
罪
を
構
成
す
る
か
と
い
う
問
題
と
少
年
法
六
一
条
の
法
的
効
果

と
は
無
関
係
か
あ
る
い
は
別
枠
組
み
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
成
長
発
達
権
説
の
弱
点
は
民
事
訴
訟
に
お
い
て
成
長
発
達
権
侵
害
を
具
体
的
に
提
示
す

る
の
が
難
し
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
か
り
に
推
知
報
道
に
よ
り
成
長
発
達
権
が
侵
害
さ
れ
る
具
体
的
な
事
象
が
現
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の

時
点
で
、
当
該
報
道
に
つ
い
て
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
、
少
年
の
利
益
を
保
護
す
る
観
点
か
ら
す
る
と
、
あ
ま
り
に
も
遅
き
に
失

す
る
感
は
否
め
な
い
。

管
見
に
よ
れ
ば
、
推
知
報
道
が
少
年
の
更
生
の
利
益
を
侵
害
す
る
危
険
は
抽
象
的
危
険
の
レ
ベ
ル
に
あ
り
、
逆
か
ら
言
え
ば
、
少
年
と

非
行
を
結
び
つ
け
る
報
道
そ
れ
自
体
に
少
年
を
社
会
に
お
い
て
疎
外
す
る
類
型
的
危
険
が
あ
る
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
う

し
た
理
解
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
規
制
の
一
つ
と
し
て
名
誉
毀
損
罪
に
よ
る
規
制
が
あ
り
う
る
こ
と
を
直
截
的

に
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

四　

い
く
つ
か
の
類
型
へ
の
当
て
は
め
│
ま
と
め
に
代
え
て
│

管
見
を
ま
と
め
た
い
。
非
行
少
年
の
名
誉
と
は
、
更
生
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
社
会
的
評
価
の
こ
と
を
い
う
。
少
年
の
推
知
報
道

は
更
生
を
妨
げ
る
類
型
的
危
険
の
あ
る
行
為
で
あ
り
、
右
の
社
会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
年
の
推
知
報
道
は
名
誉
毀

五
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損
罪
に
該
当
す
る
。
少
年
を
推
知
す
る
情
報
は
、
そ
れ
が
社
会
に
広
ま
る
と
少
年
の
更
生
の
妨
げ
と
な
る
危
険
が
あ
る
た
め
、
公
共
の
利

害
に
関
係
す
る
事
実
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
し
、
死
刑
が
確
定
し
た
少
年
の
推
知
報
道
に
つ
い
て
は
、
事
件
そ
の
も
の
や
死
刑
に
至
る
法

的
判
断
過
程
を
検
証
す
る
必
要
性
が
高
く
、
死
刑
の
密
行
を
避
け
る
た
め
に
も
、
公
共
の
利
害
に
関
係
す
る
事
実
と
み
て
、
例
外
的
に
許

容
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
管
見
の
立
場
か
ら
、
そ
の
他
の
事
案
に
つ
い
て
は
ど
う
な
る
か
示
し
た
い
。

第
一
に
、
死
刑
以
外
の
刑
罰
、
例
え
ば
、
有
期
刑
や
無
期
刑
が
少
年
に
科
さ
れ
る
こ
と
が
確
定
し
た
場
合
、
見
解
の
割
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
少
年
が
社
会
復
帰
す
る
機
会
は
法
的
に
未
だ
剥
奪
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
推
知
報
道
は
許
さ
れ
な
い
。

第
二
に
、
少
年
時
代
に
犯
し
た
非
行
に
つ
い
て
成
人
後
に
推
知
報
道
が
な
さ
れ
た
場
合
、
保
護
処
分
な
ど
の
後
に
現
に
受
け
て
い
る
社

会
的
評
価
を
下
げ
る
も
の
と
し
て
名
誉
毀
損
罪
に
問
い
う
る
。
少
年
は
保
護
処
分
な
ど
を
す
で
に
受
け
、
社
会
か
ら
の
期
待
は
果
た
し
て

い
る
と
い
え
る
か
ら
、
そ
の
名
誉
毀
損
の
程
度
は
少
な
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
に
、
成
人
後
に
犯
罪
を
犯
し
、
そ
の
報
道
と
の
関
係
で
、
少
年
時
代
の
非
行
を
推
知
す
る
報
道
が
な
さ
れ
た
場
合
、
管
見
に
よ
れ

ば
、
そ
の
者
が
現
に
享
受
し
て
い
る
名
誉
を
毀
損
し
た
と
み
る
。
た
し
か
に
、
成
人
後
の
犯
罪
は
少
年
時
代
の
更
生
が
不
十
分
だ
っ
た
こ

と
の
現
れ
で
あ
り
、
そ
の
責
任
は
そ
の
者
が
負
う
べ
き
で
あ
る
と
の
見
方
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
一
面
の
見
方
に
と
ど

ま
る
。
非
行
に
対
す
る
更
生
の
責
任
は
、
保
護
処
分
な
ど
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
分
に
果
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
社
会
的
評

価
を
低
下
さ
せ
て
い
る
。

【
付
記
】
こ
の
拙
稿
を
、
学
生
時
代
か
ら
の
恩
師
で
あ
る
船
山
泰
範
先
生
へ
献
呈
し
た
い
。
先
生
と
の
出
会
い
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
道

五
六
二



少
年
法
六
一
条
の
法
的
性
格
に
関
す
る
一
考
察
（
野
村
）

（
七
九
五
）

に
進
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
学
恩
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
1
） 
船
山
泰
範
「
刑
法
に
お
け
る
行
為
の
人
間
的
構
造
」
日
本
大
学
法
学
部
創
立
百
周
年
記
念
論
文
集
第
一
巻
（
一
九
九
〇
年
）、
同
『
人
間
の
目

で
見
る
刑
法
（
改
訂
版
）』（
一
九
九
七
年
）
な
ど
。

（
2
） 

田
宮
裕
編
著
『
少
年
法
（
条
文
解
説
）』（
一
九
八
六
年
）
二
九
八
頁
以
下
（
船
山
泰
範
執
筆
）。

（
3
） 

松
井
茂
記
「
少
年
事
件
と
報
道
の
自
由
」
民
商
法
雑
誌
一
二
〇
巻
二
号
（
一
九
九
九
年
）
一
八
九
頁
以
下
、「
犯
罪
報
道
と
表
現
の
自
由
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
三
六
号
（
一
九
九
八
年
）
三
八
頁
。

少
年
法
六
一
条
に
つ
い
て
松
井
は
次
の
四
つ
の
理
由
に
よ
り
憲
法
二
一
条
に
違
反
す
る
と
し
て
い
る
。
①
非
行
が
公
開
の
刑
事
裁
判
で
審
理
さ
れ

る
場
合
、
そ
こ
で
出
た
推
知
情
報
を
報
道
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
点
、
②
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
通
常
の
取
材
や
独
自
の
取
材
で
知
り
え
た
情
報
の

公
開
を
禁
止
し
て
い
る
点
、
③
少
年
に
関
す
る
推
知
情
報
の
公
表
を
一
切
禁
じ
る
の
は
過
大
包
摂
で
あ
る
点
、
④
「
新
聞
そ
の
他
の
出
版
物
」
に
推

知
報
道
の
禁
止
が
限
定
さ
れ
て
い
る
の
は
過
小
包
摂
で
あ
る
点
、
で
あ
る
（
松
井
「
少
年
事
件
と
報
道
の
自
由
」
二
二
七
│
二
二
八
頁
）。

（
4
） 

田
島
泰
彦
「
少
年
事
件
と
表
現
の
自
由
」
法
律
時
報
七
〇
巻
一
一
号
（
一
九
九
八
年
）
一
一
頁
以
下
。
少
年
法
六
一
条
に
批
判
的
な
発
言
と
し

て
、
奥
平
康
弘
ほ
か
「
座
談
会
・
犯
罪
報
道
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
名
誉
・
そ
の
他
の
人
格
的
利
益
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
三
六
号

（
一
九
九
八
年
）
二
五
頁
以
下
（
濱
田
純
一
の
発
言
）。

（
5
） 

な
お
、
旧
少
年
法
（
大
正
一
一
年
四
月
一
七
日
法
四
二
）
七
四
条
は
第
一
項
に
お
い
て
「
少
年
審
判
所
ノ
審
判
ニ
付
セ
ラ
レ
タ
ル
事
項
又
ハ
少

年
ニ
対
ス
ル
刑
事
事
件
ニ
付
予
審
又
ハ
公
判
ニ
付
セ
ラ
レ
タ
ル
事
項
ハ
之
ヲ
新
聞
紙
其
ノ
他
ノ
出
版
物
ニ
掲
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
と
し
、
第
二
項

に
お
い
て
「
前
項
ノ
規
定
ニ
違
反
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
新
聞
紙
ニ
在
リ
テ
ハ
編
輯
人
及
発
行
人
、
其
ノ
他
ノ
出
版
物
ニ
在
リ
テ
ハ
著
作
者
及
発
行
者
ヲ
一

年
以
下
ノ
禁
錮
又
ハ
千
円
以
下
ノ
罰
金
ニ
処
ス
」
と
し
て
い
た
。

（
6
） 

名
誉
毀
損
行
為
が
公
共
の
利
害
に
関
す
る
事
実
に
か
か
る
と
き
、
そ
れ
が
真
実
で
あ
れ
ば
違
法
性
が
な
く
、
行
為
者
が
真
実
で
あ
る
と
誤
信
し

た
場
合
は
故
意
も
し
く
は
過
失
は
な
く
、
い
ず
れ
も
不
法
行
為
責
任
を
負
わ
な
い
と
し
た
最
一
判
昭
和
四
一
年
六
月
二
三
日
（
民
集
二
〇
巻
五
号

五
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
九
六
）

一
一
一
八
頁
）
を
引
用
し
て
い
る
。

（
7
） 

本
判
決
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
有
無
を
検
討
す
る
際
は
、
事
実
を
公
表
さ
れ
な
い
法
的
利
益
と
公
表
す
る
理
由
を
個
別
具
体
的
に

判
断
し
比
較
衡
量
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
着
目
す
る
べ
き
事
情
と
し
て
、
次
の
も
の
を
挙
げ
る
。
①
少
年
の
年
齢
お
よ
び
社
会
的
地
位
、

②
犯
罪
行
為
の
内
容
、
③
少
年
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
属
す
る
情
報
が
伝
達
さ
れ
る
範
囲
と
少
年
が
被
る
具
体
的
被
害
の
程
度
、
④
本
件
記
事
の
目
的

や
意
義
、
⑤
記
事
公
表
時
の
社
会
的
状
況
、
⑥
当
該
記
事
に
お
い
て
事
実
を
公
表
す
る
必
要
性
。

（
8
） 

最
三
判
平
成
六
年
二
月
八
日
（
民
集
四
八
巻
二
号
一
四
九
頁
。
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
「
逆
転
」
事
件
）
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
裁
判
例
は
、

過
去
の
前
科
（
被
疑
者
や
被
告
人
、
受
刑
者
）
な
ど
が
み
だ
り
に
公
表
さ
れ
な
い
法
的
利
益
が
あ
る
と
し
た
最
三
判
昭
和
五
六
年
四
月
一
四
日
（
民

集
三
五
巻
三
号
六
二
〇
頁
）
を
、
他
方
で
、
そ
の
者
が
引
き
お
こ
し
た
事
件
な
ど
の
歴
史
的
社
会
的
意
義
が
認
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
、
そ
の
者
の
社

会
的
影
響
力
の
程
度
に
よ
っ
て
は
、
前
科
の
公
表
が
許
さ
れ
る
と
し
た
最
一
判
昭
和
五
六
年
四
月
一
六
日
（
刑
集
三
五
巻
三
号
八
四
頁
。
月
刊
ペ
ン

事
件
）
を
、
引
用
し
て
い
る
。

（
9
） 

最
二
小
判
平
成
一
五
年
三
月
一
四
日
（
民
集
五
七
巻
三
号
二
二
九
頁
）
の
解
説
も
、
同
条
を
「
当
該
事
件
の
捜
査
、
審
理
等
を
行
う
手
続
に
お

い
て
、
少
年
を
推
知
報
道
に
よ
る
悪
影
響
か
ら
保
護
し
よ
う
と
す
る
」
政
策
的
規
定
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
三
村
晶
子
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説

民
事
編
平
成
一
五
年
度
（
上
）
一
五
一
頁
。

（
10
） 

葛
野
尋
之
・
後
掲
注（
20
）・『
少
年
司
法
の
再
構
築
』
五
六
五
頁
・
注
一
九
二
。
成
長
発
達
権
は
人
間
の
尊
厳
性
に
関
わ
る
権
利
で
あ
る
か
ら
、

知
る
権
利
や
報
道
の
自
由
と
の
比
較
衡
量
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
見
解
は
、
他
方
で
少
年
の
推
知

報
道
を
一
律
に
禁
止
す
る
こ
と
の
弊
害
を
回
避
す
る
こ
と
も
意
識
し
、
知
る
権
利
や
報
道
の
自
由
と
比
較
衡
量
で
き
る
の
は
、
少
年
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
や
名
誉
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
11
） 

松
井
は
、「
少
な
く
と
も
少
年
の
更
生
を
妨
げ
る
「
明
確
か
つ
現
在
の
危
険
」
の
よ
う
な
も
の
の
証
明
は
必
要
」
と
し
て
い
る
（
松
井
・
後
掲

注（
12
）『
少
年
事
件
の
実
名
報
道
は
許
さ
れ
な
い
の
か
』
一
九
三
頁
）
が
、
こ
の
レ
ベ
ル
の
証
明
は
少
年
側
に
は
お
よ
そ
不
可
能
と
思
わ
れ
る
。

（
12
） 

船
山
泰
範
・
前
掲
注（
2
）・
二
九
九
頁
、
白
取
祐
司
「
少
年
事
件
の
報
道
と
少
年
法
」
法
律
時
報
七
〇
巻
八
号
三
三
頁
以
下
（
た
だ
し
、
少
年

法
六
一
条
で
は
な
く
子
ど
も
の
権
利
条
約
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
す
べ
き
と
さ
れ
る
。）、
阪
本
昌
成
「
脱
リ
ー
ガ
ル
・
モ
ラ
リ
ズ
ム
の
重
大
な
一
歩
」
新

五
六
四



少
年
法
六
一
条
の
法
的
性
格
に
関
す
る
一
考
察
（
野
村
）

（
七
九
七
）

聞
研
究
五
八
六
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
三
二
頁
、
田
島
泰
彦
「
少
年
の
実
名
掲
載
と
少
年
法
六
一
条
」
判
例
時
報
七
二
巻
九
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
九
六

頁
以
下
、
松
井
茂
記
『
少
年
事
件
の
実
名
報
道
は
許
さ
れ
な
い
の
か
』（
二
〇
〇
〇
年
）
一
七
五
│
一
七
六
頁
（
堺
通
り
魔
殺
人
事
件
第
二
審
判
決

を
支
持
し
、
長
良
川
事
件
第
二
審
判
決
を
厳
し
く
批
判
す
る
）、
福
岡
英
明
「
少
年
事
件
報
道
を
め
ぐ
る
憲
法
問
題
」
松
山
大
学
論
集
一
七
巻
一
号

一
九
五
頁
（
報
道
機
関
を
名
宛
人
と
し
た
禁
止
規
範
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。）、
右
崎
正
博
「
少
年
の
実
名
報
道
と
少
年
法
六
一
条
│
堺
通
り
魔
殺
人

事
件
訴
訟
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
七
九
号
『
メ
デ
ィ
ア
判
例
百
選
』（
二
〇
〇
五
年
）
所
収
一
〇
一
頁
、
澤
登
俊
雄
『
少
年
法
入
門
〔
第
六
版
〕』

一
四
〇
│
一
四
一
頁
（
二
〇
一
五
年
）（
な
お
、
澤
登
が
同
条
違
反
に
対
し
て
罰
則
が
必
要
と
し
て
い
る
と
の
評
価
〔
田
宮
・
廣
瀬
編
『
注
釈
少
年

法
（
第
三
版
）』
四
九
八
頁
〕
が
あ
る
が
、
澤
登
は
む
し
ろ
マ
ス
コ
ミ
の
自
主
規
制
に
強
く
期
待
す
る
趣
旨
で
述
べ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。）。

（
13
） 

と
く
に
、
松
井
茂
記
は
、
本
条
を
少
年
の
成
長
発
達
権
を
保
護
す
る
規
定
と
捉
え
る
見
解
を
強
く
批
判
す
る
。
松
井
・
前
掲
注（
12
）・
一
七
七

│
一
八
九
頁
以
下
。

（
14
） 

一
般
社
団
法
人
日
本
新
聞
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
（http://pressnet.or.jp/statem

ent/report/581216_89.htm
l

）。

（
15
） 

も
っ
と
も
、
山
田
健
太
「「
少
年
の
保
護
」
と
表
現
の
自
由
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
三
六
号
（
一
九
九
八
年
）
は
、
少
年
の
実
名
や
顔
な
ど
を
知

り
た
い
と
い
っ
た
大
衆
の
あ
く
な
き
私
的
欲
求
を
、
非
行
の
背
景
を
分
析
す
る
こ
と
や
、
そ
の
裁
判
及
び
審
判
手
続
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
な
ど
、

公
益
性
の
あ
る
議
論
に
向
か
わ
せ
る
点
に
報
道
機
関
の
責
務
が
あ
る
（
四
九
頁
以
下
）
と
し
て
い
る
。

飯
室
勝
彦
「
妥
当
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
と
法
律
論
の
分
離
」
新
聞
研
究
五
八
六
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
は
、
堺
通
り
魔
事
件
第
二
審
判
決
に
つ
い

て
、「
メ
デ
ィ
ア
の
側
に
も
重
い
課
題
を
提
示
し
て
い
る
。
少
年
法
六
一
条
の
立
法
趣
旨
に
対
す
る
自
覚
と
自
律
、
そ
れ
に
適
用
除
外
を
め
ぐ
る
真

剣
な
議
論
で
あ
る
。」（
三
九
頁
）
と
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
メ
デ
ィ
ア
側
の
倫
理
の
確
立
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
残
念
な
が
ら
、

こ
の
主
張
と
は
正
反
対
な
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。

（
16
） 

メ
デ
ィ
ア
研
究
者
も
、
神
戸
連
続
殺
傷
事
件
に
お
け
る
週
刊
誌
の
報
道
姿
勢
に
対
し
て
、
倫
理
的
観
点
か
ら
厳
し
い
批
判
を
加
え
て
い
た
。
塚

本
晴
二
朗
「
犯
罪
報
道
に
関
す
る
今
日
的
諸
問
題
│
神
戸
・
児
童
連
続
殺
傷
事
件
の
報
道
を
事
例
と
し
て
│
」
法
学
紀
要
三
九
巻
（
一
九
九
八
年
）

三
五
七
頁
、
三
六
三
頁
以
下
。

（
17
） 

松
井
・
前
掲
注（
12
）・
一
八
七
頁
以
下
。

五
六
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
九
八
）

（
18
） 

松
井
・
前
掲
注（
12
）・
一
八
七
頁
。

（
19
） 

松
井
・
前
掲
注（
12
）・
一
八
八
頁
。

（
20
） 
成
長
発
達
権
説
を
支
持
す
る
の
は
、
福
田
雅
章
「
少
年
法
の
功
利
的
な
利
用
と
少
年
の
人
権
」
刑
法
雑
誌
二
七
巻
一
号
（
一
九
八
六
年
）

二
二
〇
頁
以
下
（
同
『
日
本
の
社
会
文
化
構
造
と
人
権
』（
二
〇
〇
二
年
）
所
収
四
四
四
頁
以
下
）、
羽
倉
佐
知
子
「
実
名
報
道
と
子
ど
も
の
人
権
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
六
六
号
（
一
九
九
九
年
）
一
九
頁
以
下
、
服
部
朗
「
少
年
事
件
報
道
と
人
権
」
新
倉
修
・
横
山
実
編
『
少
年
法
の
展
望
（
澤
登
俊

雄
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
）』（
二
〇
〇
〇
年
）
二
四
九
頁
以
下
、
山
口
直
也
「
子
ど
も
の
成
長
発
達
権
と
少
年
法
六
一
条
の
意
義
」
山
梨
学
院
大
学

法
学
論
集
四
八
号
（
二
〇
〇
一
年
）
七
五
頁
以
下
、
渕
野
貴
生
「
少
年
事
件
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
禁
止
の
意
義
」
静
岡
大
学
法
政
研
究
五
巻

四
・
五
号
（
二
〇
〇
一
年
）
二
九
七
頁
以
下
、
本
庄
武
「
成
長
発
達
権
の
内
実
と
少
年
法
六
一
条
に
お
け
る
推
知
報
道
規
制
の
射
程
」
一
橋
法
学

一
〇
巻
三
号
（
二
〇
一
一
年
）
八
四
七
頁
以
下
。
ま
た
、
成
長
発
達
権
が
形
成
さ
れ
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
服
部
朗
「
成
長
発
達
権
の
生
成
」
愛
知

学
院
大
学
論
叢
法
学
研
究
四
四
巻
一
・
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
二
九
頁
以
下
、
葛
野
尋
之
『
少
年
司
法
の
再
構
築
』（
二
〇
〇
三
年
）
五
四
二
頁
。

平
川
宗
信
は
、
少
年
法
六
一
条
が
保
護
す
る
利
益
は
、
名
誉
権
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
だ
け
で
な
く
、
少
年
が
「
社
会
復
帰
の
促
進
を
考
慮
し
た
取

扱
い
を
受
け
る
権
利
（
手
続
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
尊
重
さ
れ
る
権
利
と
推
知
報
道
さ
れ
な
い
権
利
）」
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
平
川
宗
信

「
少
年
推
知
報
道
と
少
年
の
権
利
」
廣
瀬
・
多
田
編
『
田
宮
裕
博
士
追
悼
論
集
上
巻
』〔
二
〇
〇
一
年
〕
五
一
五
頁
）。
後
藤
弘
子
「
審
判
の
非
公
開

と
匿
名
報
道
」
斉
藤
豊
治
・
守
谷
克
彦
編
著
『
少
年
法
の
課
題
と
展
望　

第
二
巻
』（
二
〇
〇
六
年
）
所
収
も
、
少
年
法
六
一
条
は
社
会
復
帰
の
促

進
を
考
慮
し
た
取
扱
い
を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
て
い
る
と
し
、
社
会
に
対
し
て
少
年
の
社
会
復
帰
へ
の
協
力
を
求
め
て
も
得
ら
れ
な
い
状
況
を
反

映
し
た
規
定
と
さ
れ
る
（
二
三
五
頁
以
下
）。
い
ず
れ
の
見
解
も
成
長
発
達
権
の
一
趣
旨
を
よ
り
具
体
化
し
た
も
の
と
い
え
る
。

（
21
） 

福
田
・
前
掲
注（
20
）・『
日
本
の
社
会
文
化
構
造
と
人
権
』
四
六
一
頁
。

（
22
） 

山
口
は
、
成
長
発
達
権
に
は
自
由
権
と
社
会
権
が
含
ま
れ
る
と
し
て
い
る
（
山
口
・
前
掲
注（
20
）・
八
五
│
八
六
頁
）。

（
23
） 

本
庄
・
前
掲
注（
20
）・
八
五
〇
頁
以
下
。

（
24
） 

丸
山
・
後
掲
注（
33
）・「
少
年
法
六
一
条
の
意
義
」
七
三
頁
以
下
。

（
25
） 

葛
野
・
前
掲
注（
10
）。

五
六
六



少
年
法
六
一
条
の
法
的
性
格
に
関
す
る
一
考
察
（
野
村
）

（
七
九
九
）

（
26
） 

渕
野
・
前
掲
注（
20
）・
三
一
六
│
三
一
七
頁
。

（
27
） 

本
庄
・
前
掲
注（
20
）・
八
六
一
頁
。

（
28
） 
本
庄
は
、
侵
害
が
潜
在
的
な
状
態
で
あ
っ
て
も
、
少
年
が
萎
縮
し
成
長
発
達
が
阻
害
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
事
態
は
現
実
の
侵
害
と
し
て
捉
え
直

す
こ
と
が
可
能
に
な
る
、
と
し
て
堺
通
り
魔
事
件
第
二
審
判
決
を
批
判
す
る
（
本
庄
・
前
掲
注（
20
）・
八
六
八
頁
お
よ
び
注
52
）。
そ
れ
が
ど
う
現

実
化
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
現
実
化
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
か
を
、
具
体
的
に
示
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
29
） 

渕
野
・
前
掲
注（
20
）・
三
二
二
頁
、
山
口
・
前
掲
注（
20
）・
八
六
│
八
七
頁
以
下
（
成
長
発
達
権
は
成
人
に
達
す
る
と
消
滅
す
る
が
そ
の
効
果

は
残
存
す
る
と
し
て
い
る
。）、
本
庄
・
前
掲
注（
20
）・
八
七
二
頁
以
下
。
本
庄
は
、
成
長
発
達
権
を
子
ど
も
期
だ
け
で
な
く
成
人
と
な
っ
た
以
降
に

も
認
め
、
さ
ら
に
、
少
年
期
に
適
切
な
支
援
を
受
け
た
成
人
と
そ
れ
を
受
け
て
い
な
い
成
人
と
に
区
分
け
、
後
者
に
つ
い
て
は
自
立
性
を
害
さ
な
い

限
り
成
長
発
達
の
た
め
支
援
を
手
厚
く
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
す
。

（
30
） 

本
庄
・
前
掲
注（
20
）・
八
八
〇
頁
。
実
務
は
未
熟
な
少
年
に
対
し
て
死
刑
を
科
し
て
い
る
か
ら
、
死
刑
確
定
後
も
少
年
の
成
長
発
達
権
は
保
障

さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
推
知
報
道
の
禁
止
に
よ
り
少
年
が
自
暴
自
棄
に
陥
る
こ
と
を
防
ぐ
と
す
る
。

（
31
） 

な
お
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
少
年
に
対
す
る
死
刑
は
少
年
法
の
理
念
（
第
一
条
）
と
絶
対
に
矛
盾
す
る
と
考
え
る
。

（
32
） 

飯
田
正
剛
は
「
少
年
の
社
会
復
帰
・
成
長
発
達
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
報
道
そ
れ
自
体
の
問
題
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
詳
細
な
情
報

（
事
実
）
を
受
け
止
め
る
個
人
個
人
、
ひ
い
て
は
地
域
社
会
や
社
会
の
力
量
に
よ
る
と
こ
ろ
が
お
お
き
い
」
と
し
、
市
民
社
会
が
少
年
の
抱
え
る
問

題
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
、
犯
罪
報
道
も
こ
れ
に
資
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
飯
田
「
少
年
事
件
と
情
報
公
開
」
法
律
時

報
七
〇
巻
一
号
（
一
九
九
八
年
）
二
二
頁
。

（
33
） 

平
場
安
治
『
少
年
法
（
新
版
）』（
一
九
八
七
年
）
七
八
頁
、
葛
野
尋
之
「
犯
罪
報
道
の
公
共
性
と
少
年
事
件
報
道
」
立
命
館
法
学

二
七
一
・
二
七
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
九
五
五
頁
、
平
川
・
前
掲
注（
20
）・
五
二
二
頁
以
下
、
丸
山
雅
夫
「
少
年
法
六
一
条
の
意
義
」
社
会
と
倫
理

二
〇
号
（
二
〇
〇
六
年
）
七
四
頁
以
下
、
田
宮
・
廣
瀬
編
著
『
注
釈
少
年
法
（
第
三
版
）』（
二
〇
〇
九
年
）
四
八
九
頁
。

（
34
） 

な
お
、
少
年
法
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
個
人
が
少
年
を
推
知
可
能
な
情
報
を
公
開
す
る
行
為
も
可
罰

的
と
さ
れ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
拙
稿
は
そ
こ
ま
で
及
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
他
日
を
期
し
た
い
。

五
六
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
〇
〇
）

（
35
） 

平
川
・
前
掲
注（
20
）・
五
一
二
頁
、
丸
山
・
前
掲
注（
33
）・
七
四
頁
。

（
36
） 

平
川
は
、
公
人
的
な
少
年
、
す
な
わ
ち
、
社
会
的
影
響
力
の
あ
る
少
年
、
未
成
年
の
皇
族
を
例
に
挙
げ
て
い
る
（
平
川
・
前
掲
注（
20
）・

五
二
一
頁
注
38
）。
平
川
に
よ
れ
ば
、
公
共
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
事
実
と
は
市
民
自
治
に
必
要
な
事
実
と
解
し
、
公
人
の
場
合
は
ま
さ
に
こ
の
定

義
に
該
当
し
推
知
報
道
は
当
然
に
許
容
さ
れ
る
が
、
少
年
の
氏
名
は
原
則
的
に
そ
れ
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
す
る
。
同
五
二
二
頁
以
下
を
参
照
。

丸
山
は
、
市
民
の
正
当
な
関
心
事
と
し
て
の
公
共
的
事
実
に
関
す
る
公
益
目
的
に
も
と
づ
く
根
拠
の
あ
る
報
道
だ
け
が
名
誉
毀
損
罪
の
成
立
が
阻

却
さ
れ
る
と
し
、
少
年
の
実
名
が
な
く
て
も
犯
罪
報
道
や
社
会
評
論
は
可
能
と
し
て
い
る
（
丸
山
・
前
掲
注（
33
）・
七
四
頁
）。
た
だ
し
、
例
外
と

し
て
、
成
人
後
に
犯
罪
を
犯
し
た
者
が
過
去
に
犯
し
た
非
行
に
つ
い
て
は
推
知
報
道
を
許
容
し
て
も
よ
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（
同
七
七
頁
）。

（
37
） 

社
会
復
帰
の
利
益
は
成
人
に
と
っ
て
も
重
要
な
利
益
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
上
村
都
「
少
年
事
件
の
推
知
報
道
│
長
良
川
事
件
報
道
訴
訟
」
別

冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
七
号
（
二
〇
一
三
年
）『
憲
法
判
例
百
選
Ⅰ
』
一
五
一
頁
を
参
照
。

（
38
） 

大
判
大
正
三
年
一
一
月
二
四
日
（
大
審
院
刑
事
判
決
録
二
〇
輯
二
二
三
〇
頁
）
は
、
犯
罪
や
違
法
行
為
を
し
た
者
も
そ
れ
ら
に
利
益
と
な
る
批

判
を
受
け
る
社
会
生
活
上
の
地
位
を
有
す
る
、
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
39
） 

佐
伯
仁
志
「
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
と
名
誉
の
保
護
（
1
）〜（
4
・
完
）」
法
学
協
会
雑
誌
一
〇
一
巻
七
号
、
八
号
、
九
号
、
一
一
号
（
一
九
八
四
年
）。

（
40
） 

佐
伯
・
前
掲
注（
39
）・
一
〇
一
巻
一
一
号
七
八
頁
。

（
41
） 

佐
伯
・
前
掲
注（
39
）・
一
〇
一
巻
一
一
号
七
〇
頁
。

（
42
） 

佐
伯
・
前
掲
注（
39
）・
一
〇
一
巻
一
一
号
六
八
頁
。

（
43
） 

佐
伯
・
前
掲
注（
39
）・
一
〇
一
巻
一
一
号
七
九
頁
。

（
44
） 

佐
伯
・
前
掲
注（
39
）・
一
〇
一
巻
七
号
一
一
頁
、
一
〇
一
巻
一
一
号
六
九
頁
。

（
45
） 

佐
伯
・
前
掲
注（
39
）・
一
〇
一
巻
一
一
号
七
〇
頁
。
こ
の
見
解
の
最
終
目
標
は
、
社
会
的
評
価
か
ら
自
由
な
領
域
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
自

由
で
個
性
を
持
っ
た
人
間
と
多
元
的
で
ひ
ら
か
れ
た
社
会
を
目
指
す
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
佐
伯
・
前
掲
注（
39
）・
一
〇
一
巻
一
一
号
六
六
頁
）。

（
46
） 

葛
野
は
、
犯
罪
に
関
す
る
事
実
の
報
道
の
公
共
性
に
つ
い
て
、
①
人
権
保
障
に
配
慮
し
た
適
正
な
刑
事
司
法
で
あ
る
こ
と
を
監
視
す
る
た
め
に

必
要
な
事
実
、
②
犯
罪
の
背
景
に
あ
る
問
題
、
犯
罪
が
提
起
し
た
問
題
の
解
決
に
よ
っ
て
、
社
会
が
自
省
的
に
発
展
し
て
い
く
た
め
の
必
要
な
事
実
、

五
六
八



少
年
法
六
一
条
の
法
的
性
格
に
関
す
る
一
考
察
（
野
村
）

（
八
〇
一
）

を
指
摘
す
る
（
葛
野
・
前
掲
注（
20
）・
五
三
七
頁
）。
葛
野
は
少
年
に
つ
い
て
は
左
に
該
当
す
る
も
の
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
私
見
は
、

死
刑
が
確
定
し
た
少
年
に
つ
い
て
は
左
の
点
に
該
当
す
る
と
考
え
る
。

（
47
） 
座
談
会
「
犯
罪
報
道
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
名
誉
・
そ
の
他
の
人
格
的
利
益
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
三
六
号
（
一
九
九
八
年
）
二
六
頁

（
濱
田
純
一
発
言
）。
濱
田
は
知
る
権
利
に
枠
を
は
め
る
た
め
に
は
、
最
初
か
ら
枠
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
の
合
意
を
え
る
議
論
の
プ
ロ

セ
ス
の
つ
く
り
か
た
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
。

（
48
） 

田
島
泰
彦
「
少
年
事
件
と
表
現
の
自
由
」
田
島
・
新
倉
編
著
『
少
年
事
件
報
道
と
法
│
表
現
の
自
由
と
少
年
の
人
権
』（
一
九
九
九
年
）
所
収

一
〇
頁
。

（
49
） 

松
井
・
前
掲
注（
3
）・
二
三
〇
│
二
三
一
頁
（
注
93
）。

（
50
） 

松
井
・
前
掲
注（
12
）・
一
四
二
頁
。

（
51
） 

少
年
報
道
に
関
す
る
報
道
基
準
の
確
立
は
法
規
制
で
は
な
く
、
自
主
的
倫
理
的
規
律
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
は
、
田
島
・
前
掲
注

（
48
）・
二
一
頁
以
下
。

（
52
） 

松
井
『
メ
デ
ィ
ア
法
入
門
（
第
五
版
）』（
二
〇
一
三
年
）
一
五
四
頁
。

（
53
） 

推
知
報
道
に
関
し
、
賛
成
論
者
も
反
対
論
者
も
自
説
の
論
拠
を
刑
法
二
三
〇
条
の
二
（
と
く
に
公
共
の
利
害
に
か
か
る
事
実
を
め
ぐ
っ
て
）
に

お
く
が
、
こ
の
こ
と
は
同
条
が
切
り
札
と
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
二
三
〇
条
の
二
に
よ
っ
て
言
論
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
に
は
限
界
が

あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
も
の
と
し
て
、
藤
木
英
雄
「
事
実
の
真
実
性
の
誤
信
と
名
誉
毀
損
罪
」
法
学
協
会
雑
誌
八
六
巻
一
〇
号
（
一
九
六
九
年
）

一
一
一
六
頁
以
下
を
参
照
。

（
54
） 

渕
野
・
前
掲
注（
20
）・
三
二
七
頁
。

（
55
） 

本
庄
・
前
掲
注（
20
）・
八
六
一
頁
以
下
、
お
よ
び
八
六
二
頁
注
44
。

五
六
九





損
害
賠
償
命
令
制
度
の
意
義
と
機
能
（
長
谷
川
）

（
八
〇
三
）

損
害
賠
償
命
令
制
度
の
意
義
と
機
能

│
刑
事
司
法
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
に
よ
る
損
害
賠
償
制
度
の
再
構
築
の
可
能
性

│

長
谷
川　
　

貞　
　

之

〈
目
次
〉

一　

は
じ
め
に

二　

損
害
賠
償
命
令
制
度
の
創
設
に
至
る
経
緯

三　

損
害
賠
償
命
令
制
度
の
基
本
構
造
と
運
用
上
の
問
題
点

四　

損
害
賠
償
命
令
・
刑
事
和
解
と
刑
事
司
法
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

五　

結　

語

論　

説

五
七
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
〇
四
）

一　

は
じ
め
に

刑
罰
と
損
害
賠
償
は
、
不
法
や
責
任
構
造
に
お
け
る
差
異
か
ら
制
度
的
な
違
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
淵
源
を
遡
れ
ば
、

元
は
同
一
の
根
源
に
由
来
す
る
制
度
で
あ
る
（
1
）

。
両
者
は
、
国
家
権
力
や
裁
判
制
度
が
確
立
・
整
備
さ
れ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
国
家
の
刑
罰

権
の
確
保
と
犯
罪
被
害
者
の
損
害
回
復
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
制
度
的
に
分
離
し
、
別
個
の
制
度
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
し
か
し
、
近
時
、
両
者
は
、
機
能
的
に
あ
る
い
は
制
度
的
に
接
近
す
る
傾
向
に
あ
る
。
わ
が
国
で
は
、
刑
罰
と
損
害
賠
償
の
融

合
し
た
制
度
の
一
つ
と
し
て
、
二
〇
〇
七
年
六
月
、
犯
罪
被
害
者
が
刑
事
手
続
の
成
果
を
利
用
し
、
簡
易
・
迅
速
に
損
害
賠
償
請
求
権
を

実
現
す
る
こ
と
を
定
め
た
「
損
害
賠
償
命
令
」
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
従
前
の
「
犯
罪
被
害
者
等
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事

手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
」（
い
わ
ゆ
る
犯
罪
被
害
者
保
護
法
。
平
成
一
二
年
法
律
第
七
五
号
）
の
題
名
を
「
犯
罪
被
害
者
等
の
権

利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
」（
付
随
措
置
法
。
平
成
一
九
年
法
律
第
九
五
号
）
に
改
め
る
と

と
も
に
、
同
法
の
第
五
章
に
損
害
賠
償
命
令
制
度
と
し
て
「
刑
事
訴
訟
手
続
に
伴
う
犯
罪
被
害
者
等
の
損
害
賠
償
請
求
に
係
る
裁
判
手
続

の
特
例
」
を
設
け
る
形
で
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
付
随
措
置
法
九
条
〜
二
九
条
（
2
）

）。

従
来
、
多
く
の
犯
罪
被
害
者
お
よ
び
そ
の
遺
族
が
加
害
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
の
請
求
を
す
る
に
は
、
高
い
裁
判
費
用
と
多
く
の
労
力

な
い
し
時
間
を
要
し
、
独
力
で
は
証
拠
が
十
分
に
は
え
ら
れ
な
い
な
ど
、
様
々
な
難
点
が
あ
り
、
犯
罪
被
害
者
等
に
と
っ
て
現
在
の
損
害

賠
償
制
度
が
十
分
に
機
能
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
、
従
前
の
犯
罪
被
害
者
保
護
法
の
一
部

を
改
正
し
、
犯
罪
被
害
者
等
が
刑
事
手
続
の
成
果
を
利
用
し
て
、
簡
易
か
つ
迅
速
に
損
害
賠
償
請
求
に
係
る
審
理
お
よ
び
裁
判
を
行
う
こ

と
を
目
的
と
し
て
創
設
さ
れ
た
の
が
、
損
害
賠
償
命
令
制
度
で
あ
る
。

五
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損
害
賠
償
命
令
制
度
の
意
義
と
機
能
（
長
谷
川
）

（
八
〇
五
）

こ
の
損
害
賠
償
命
令
制
度
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
定
の
対
象
犯
罪
に
つ
い
て
、
刑
事
被
告
事
件
の
判
決
言
渡
し
直
後
に
同
じ
裁
判

官
に
よ
っ
て
当
該
事
件
の
被
告
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
の
民
事
裁
判
が
開
始
す
る
と
い
う
仕
組
み
を
と
っ
て
い
る
。
損
害
賠
償
命
令

制
度
は
二
〇
〇
八
年
一
二
月
よ
り
運
用
が
開
始
さ
れ
、
施
行
の
前
後
よ
り
、
同
時
に
導
入
さ
れ
た
「
被
害
者
参
加
」
制
度
と
と
も
に
社
会

的
に
大
き
な
注
目
を
浴
び
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
（
3
）

。
し
か
し
、
損
害
賠
償
命
令
制
度
の
利
用
は
、
被
害
者
参
加

制
度
が
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
確
実
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
の
と
は
対
照
的
に
（
4
）

、
必
ず
し
も
多
い
と
は
い
え
な
い
（
5
）

。
な
ぜ
損
害
賠
償
命
令
制
度

の
利
用
は
少
な
い
の
か
、
損
害
賠
償
命
令
制
度
が
果
し
て
実
際
に
機
能
し
て
い
る
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
十
分
な
検
証
や
把
握
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
6
）

。

筆
者
は
か
つ
て
、
損
害
賠
償
命
令
制
度
の
創
設
以
前
に
設
け
ら
れ
た
「
刑
事
和
解
」
の
制
度
を
取
り
上
げ
、
附
帯
私
訴
と
の
関
連
を
明

ら
か
に
し
な
が
ら
、
民
事
損
害
賠
償
の
観
点
か
ら
犯
罪
被
害
者
等
の
損
害
回
復
の
問
題
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
7
）

。
本
稿
は
、
こ
の
前
稿
に

続
く
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
前
稿
の
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
新
た
に
創
設
さ
れ
た
損
害
賠
償
命
令
制
度
に
つ
い
て
、
す
で
に
導
入

さ
れ
て
い
る
刑
事
和
解
制
度
と
の
関
連
に
も
言
及
し
な
が
ら
、
修
復
的
正
義
と
刑
事
司
法
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
の
観
点
か
ら
、
そ
の
立
法

的
意
義
お
よ
び
運
用
実
態
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
解
釈
上
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
犯
罪
被
害
者
等
の
被
害
回
復
の
た
め
に
は

刑
事
和
解
制
度
と
の
併
存
的
利
用
が
有
用
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二　

損
害
賠
償
命
令
制
度
の
創
設
に
至
る
経
緯

1　

犯
罪
被
害
者
の
地
位
と
裁
判
制
度

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
史
に
お
い
て
、
刑
事
裁
判
は
、
紀
元
前
の
タ
リ
オ
思
想
に
根
差
し
た
復
讐
の
時
代
を
経
て
、
い
わ
ゆ
る
「
血
の
復

五
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三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
〇
六
）

讐
」
を
止
め
さ
せ
る
制
度
と
し
て
発
達
し
て
き
た
（
8
）

。
時
が
経
過
し
、
時
代
が
進
む
と
、
復
讐
を
贖
う
た
め
の
贖
金
は
、
半
自
由
民
や
奴
隷

に
対
す
る
加
害
、
動
物
に
よ
る
加
害
、
動
物
の
滅
失
・
毀
損
、
窃
盗
の
被
害
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
殺
人
や
重
い
傷
害
の
場
合
に
お
い

て
も
支
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
贖
金
は
復
讐
放
棄
の
代
償
で
あ
っ
た
か
ら
、
贖
金
支
払
い
の
範
囲
が
広
が
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
復

讐
禁
止
の
範
囲
が
広
が
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
五
世
紀
後
半
頃
ま
で
の
古
代
ゲ
ル
マ
ン
社
会
に
お
い
て
は
、
贖
金
が
広
い
範
囲
に
及
び
、

そ
の
利
用
が
み
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
殺
人
に
対
す
る
復
讐
に
代
え
て
支
払
わ
れ
る
贖
金
で
あ
る
人
命
金
ま
た
は
殺
人
賠
償
金
の
こ
と
を

「
ウ
ェ
ル
ゲ
ル
ト
（W

ergeld
）」
と
い
い
、
そ
の
他
の
不
法
行
為
に
対
す
る
贖
金
で
あ
る
賠
償
金
の
こ
と
を
「
ブ
ー
セ
（B

usse

）」
と
い
っ

て
、
贖
金
を
表
現
し
て
い
る
。
広
義
の
ブ
ー
セ
は
ウ
ェ
ル
ゲ
ル
ト
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ウ
ェ
ル
ゲ
ル
ト
の
額
は
被
害
者
の
身
分

に
よ
っ
て
異
な
り
、
貴
族
の
ウ
ェ
ル
ゲ
ル
ト
は
一
般
人
の
そ
れ
よ
り
は
高
額
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
四
世
紀
後
半
に
起
こ
っ
た
ゲ

ル
マ
ン
民
族
の
大
移
動
の
結
果
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
地
に
ゲ
ル
マ
ン
諸
部
族
の
国
家
が
建
設
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
部
族
法
典
も
制
定
さ
れ

た
が
、
部
族
法
典
に
お
い
て
は
、
復
讐
放
棄
の
代
償
で
あ
る
贖
金
は
ど
の
部
族
法
に
お
い
て
も
重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
た
。
時
代
の
進

展
と
と
も
に
、
国
家
体
制
や
裁
判
制
度
が
次
第
に
整
備
さ
れ
て
く
る
と
、
一
般
の
不
法
行
為
に
対
す
る
贖
金
を
意
味
し
た
ブ
ー
ゼ
の
一
部

分
は
、
被
害
者
に
対
し
て
で
は
な
く
、
国
家
に
対
し
て
支
払
う
こ
と
が
命
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
贖
金
は
、
一
二
〜
一
三
世

紀
に
な
る
と
、
平
和
金
を
意
味
す
る
「
フ
レ
ド
ゥ
ス
（F

redus
）」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
現
れ
る
に
至
り
、
独
立
し
た
公
法
的
罰
金
の
性

格
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
段
階
を
経
て
近
代
に
至
る
と
、
ブ
ー
ゼ
は
、
一
方
で
は
刑
事
裁
判
と
し
て
の
罰
金
へ
、
他
方

で
は
民
事
上
の
損
害
賠
償
へ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
分
化
し
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
Ｓ
・
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
近
代
法
に
よ
り
裁
判
制

度
が
整
備
さ
れ
る
に
伴
い
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
に
お
け
る
血
の
復
讐
や
贖
罪
金
制
度
は
次
第
に
衰
退
し
て
行
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
9
）

。
わ
が

国
で
も
、
ほ
ぼ
同
様
に
、
加
害
者
と
被
害
者
と
の
復
讐
の
時
代
か
ら
裁
判
と
い
う
形
で
公
的
権
力
が
刑
事
事
件
を
処
理
し
、
公
的
な
立
場

五
七
四



損
害
賠
償
命
令
制
度
の
意
義
と
機
能
（
長
谷
川
）

（
八
〇
七
）

か
ら
刑
罰
を
科
す
こ
と
が
み
ら
れ
る
（
10
）

。
近
代
法
の
も
と
で
刑
事
裁
判
が
確
固
た
る
制
度
と
し
て
確
立
し
て
く
る
と
、
犯
罪
被
害
者
や
そ
の

遺
族
は
事
件
の
関
係
当
事
者
で
あ
り
な
が
ら
、
刑
事
裁
判
に
お
け
る
当
事
者
は
検
察
官
と
被
告
人
（
加
害
者
）
お
よ
び
そ
の
刑
事
弁
護
人

で
あ
り
、
犯
罪
被
害
者
等
は
「
忘
れ
ら
れ
た
存
在
」
と
な
っ
て
行
っ
た
。

し
か
し
、
二
〇
世
紀
に
入
り
、
ド
イ
ツ
や
他
の
欧
米
諸
国
で
は
、
刑
事
裁
判
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
の
地
位
つ
い
て
、
権
利
保
障
の
観

点
か
ら
、
刑
事
手
続
を
利
用
し
た
損
害
回
復
の
制
度
が
検
討
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
一
九
五
〇
年
代
以
降
、
欧
米
諸
国
は
、
犯
罪
被

害
者
が
刑
事
手
続
に
様
々
な
形
で
関
与
す
る
法
制
度
に
つ
い
て
活
発
に
議
論
し
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
附
帯
私
訴
や
刑
事
手
続
を
利
用
し

た
損
害
賠
償
に
関
し
て
被
害
者
の
保
護
と
権
利
保
障
の
た
め
の
法
制
度
の
整
備
が
進
め
て
ら
れ
て
き
た
（
11
）

。

こ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
で
は
、
犯
罪
被
害
者
と
い
う
の
は
証
人
と
し
て
裁
判
所
に
喚
問
さ
れ
、
被
害
事
実
を
述
べ
る
と
い
う
形
で
関
与

す
る
時
代
が
長
く
続
い
た
。
前
稿
の
研
究
で
も
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
戦
前
に
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
旧
刑
事
訴
訟
法
の
も
と

に
附
帯
私
訴
制
度
（
五
六
七
条
以
下
）
が
設
け
ら
れ
て
い
た
（
12
）

。
し
か
し
、
わ
が
国
の
附
帯
私
訴
制
度
は
、
統
計
数
字
か
ら
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、
刑
事
裁
判
官
が
刑
事
手
続
の
中
で
そ
れ
と
著
し
く
異
な
る
民
事
手
続
を
行
う
煩
雑
さ
な
ど
が
原
因
で
、
実
務
上
ほ
と
ん
ど
機
能
し

な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
13
）

。
ま
た
、
旧
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
附
帯
私
訴
は
、
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
型
の
当
事
者
主
義
に
基
づ
く
現
行
刑

事
訴
訟
法
へ
の
改
正
に
伴
い
、
職
権
主
義
に
基
づ
く
民
・
刑
の
事
件
の
一
括
処
理
が
裁
判
所
に
お
い
て
困
難
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
の
理
由

で
、
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
14
）

。
こ
れ
以
降
、
わ
が
国
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
は
、
一
九
八
〇
年
頃
ま
で
、
直
接
被
害
を
受
け
た
当
事

者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
告
訴
を
す
る
と
か
（
15
）

、
証
人
と
し
て
刑
事
裁
判
に
参
加
す
る
以
外
は
、
十
分
な
保
護
を
受
け
る
こ
と
も
な

く
、
忘
れ
ら
れ
た
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。

五
七
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
〇
八
）

2　

損
害
賠
償
命
令
制
度
の
創
設
の
経
緯

わ
が
国
の
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
立
法
の
歴
史
が
大
き
く
動
き
出
す
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
前
後
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か

ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
流
れ
を
整
理
す
る
と
、
次
の
三
段
階
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
一
九
七
四
年
の
三
菱
重
工
ビ
ル
爆

破
事
件
を
契
機
に
、
一
九
八
〇
年
五
月
、「
犯
罪
被
害
者
等
給
付
支
援
法
」
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
段
階
、
第
二
は
、
一
九
九
〇
年
以
降

発
生
し
た
幾
つ
か
の
事
件
を
背
景
に
、
二
〇
〇
〇
年
五
月
、
い
わ
ゆ
る
犯
罪
被
害
者
等
保
護
二
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
段
階
、
そ
し
て
、

第
三
は
、
二
〇
〇
七
年
三
月
、
犯
罪
被
害
者
の
刑
事
手
続
へ
の
参
加
（
刑
事
訴
訟
法
三
一
六
条
の
三
三
以
下
）
と
並
ん
で
刑
事
裁
判
所
に
よ

る
損
害
賠
償
命
令
制
度
（
付
随
措
置
法
九
条
以
下
）
が
創
設
さ
れ
て
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
段
階
で
あ
る
（
16
）

。

（
1
）　

第
一
段
階

│
空
白
の
八
〇
年
代

わ
が
国
に
お
い
て
犯
罪
被
害
者
の
問
題
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
一
九
七
四
年
八
月
に
起
き
た
三
菱
ビ

ル
爆
破
事
件
（
死
者
八
人
、
負
傷
者
三
八
〇
人
）
を
契
機
に
、
犯
罪
被
害
者
の
補
償
に
関
す
る
議
論
が
高
ま
り
、
こ
れ
を
受
け
て
、

一
九
八
〇
年
五
月
に
「
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
」（
昭
和
五
五
法
律
第
三
六
号
。
翌
年
一
月
一
日
施
行
）
が
制
定
さ
れ
た
時
で
あ
る
。

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
（
以
下
「
犯
給
法
」
と
い
う
）
は
、
通
り
魔
殺
人
な
ど
の
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
死
亡
し
た
犯
罪
被
害
者

の
遺
族
や
重
傷
病
を
負
い
ま
た
は
身
体
に
障
害
が
残
っ
た
犯
罪
被
害
者
に
対
し
て
、
社
会
の
連
帯
共
助
の
精
神
に
基
づ
き
、
国
が
犯
罪
被

害
者
等
給
付
金
を
支
給
し
、
そ
の
精
神
的
、
経
済
的
打
撃
の
緩
和
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
犯
給
法
の
根
幹
を
な
す
基
本
的
思
想

は
、
自
由
主
義
社
会
に
お
い
て
犯
罪
発
生
は
自
由
の
対
価
で
あ
り
不
可
避
で
あ
っ
て
、
国
民
の
誰
も
が
被
害
を
受
け
る
可
能
性
を
も
つ
と

い
う
理
解
の
も
と
に
、
犯
罪
被
害
者
等
を
社
会
全
体
で
平
等
に
負
担
す
る
こ
と
が
合
理
的
か
つ
必
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
（
17
）

。
し
か
し
、
犯
給
法
の
制
定
以
後
、
政
府
や
民
間
に
お
い
て
特
段
の
動
き
も
な
く
、「
空
白
の
八
〇
年
代
」
と
で
も
い
う
べ
き

五
七
六



損
害
賠
償
命
令
制
度
の
意
義
と
機
能
（
長
谷
川
）

（
八
〇
九
）

時
代
が
長
く
続
く
こ
と
に
な
っ
た
（
18
）

。

（
2
）　

第
二
段
階

│
犯
罪
被
害
者
の
支
援
・
保
護
と
損
害
の
回
復
に
関
す
る
議
論

そ
の
後
、
わ
が
国
で
は
、
一
九
九
五
年
に
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
、
一
九
九
七
年
に
は
神
戸
幼
児
殺
傷
事
件
が
起
こ
る
な
ど
、
犯
罪
被
害

者
の
問
題
が
一
気
に
社
会
の
関
心
を
集
め
た
（
19
）

。
犯
罪
被
害
者
や
そ
の
遺
族
が
犯
罪
被
害
か
ら
回
復
し
て
平
穏
な
生
活
に
戻
る
た
め
に
は

様
々
な
困
難
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
・
保
護
や
地
位
の
向
上
を
い
か
に
図
る
べ
き
か
と

い
う
こ
と
が
重
要
な
問
題
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
世
論
の
高
ま
り
を
受
け
て
、
二
〇
〇
〇
年
に
「
犯
罪
被
害
者
等
保
護
二
法
」（「
刑
事

訴
訟
法
及
び
検
察
審
査
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」、「
犯
罪
被
害
者
等
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
」。
通
称
、

犯
罪
被
害
者
保
護
法
）
が
制
定
さ
れ
た
（
20
）

。
犯
罪
被
害
者
保
護
法
は
、「
被
害
者
の
再
発
見
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
犯
罪
被
害
者
等
の
配
慮
・

保
護
を
目
的
と
し
て
い
く
つ
か
の
制
度
を
創
設
し
、
ま
た
、
犯
罪
被
害
者
等
に
権
利
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
意
見

陳
述
制
度
の
創
設
（
刑
事
訴
訟
法
二
九
二
条
の
二
）、
民
事
上
の
争
い
に
つ
い
て
の
刑
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
和
解
（
刑
事
和
解
）
制
度
の
創

設
、
公
判
の
優
先
傍
聴
権
、
公
判
記
録
の
閲
覧
・
謄
写
権
な
ど
の
付
与
（「
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付

随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
」
│
以
下
、「
付
随
措
置
法
」
と
略
す
る
│
一
三
条
、
二
条
、
三
条
）
が
法
律
に
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
21
）

。

こ
の
犯
罪
被
害
者
等
保
護
二
法
に
続
い
て
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
に
は
、「
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
」（
平
成
一
六
年
法
律
第
一
六
一
号
。

以
下
「
基
本
法
」
と
略
す
）
が
議
員
立
法
の
形
で
全
政
党
一
致
に
よ
り
、
国
会
で
可
決
・
成
立
し
た
。
こ
れ
は
、
多
く
の
犯
罪
被
害
者
等
に

と
っ
て
、
そ
の
被
害
か
ら
回
復
し
て
平
穏
な
生
活
に
戻
る
た
め
に
は
、
依
然
と
し
て
様
々
な
困
難
が
あ
る
と
の
指
摘
を
受
け
て
、
こ
れ
に

応
え
る
も
の
で
あ
る
。
基
本
法
は
、
基
本
的
な
理
念
と
し
て
、
犯
罪
被
害
者
に
そ
の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
を
保
障
さ
れ
る
権
利
が
あ

る
と
い
う
こ
と
を
法
律
の
世
界
で
宣
言
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
国
に
は
犯
罪
被
害
者
の
た
め
の
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
て
実
施
す
る

五
七
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
一
〇
）

義
務
が
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た
う
え
で
、
具
体
的
な
様
々
な
事
項
に
つ
い
て
講
ず
べ
き
施
策
を
提
示
し
た
。
こ
の
基
本
法
の
制
定
を
受
け

て
、
内
閣
府
は
、
内
部
に
検
討
会
や
推
進
会
議
を
設
置
し
、
基
本
計
画
の
中
で
示
さ
れ
た
施
策
に
関
し
て
具
体
的
な
検
討
を
行
う
一
方
、

基
本
計
画
の
案
（
骨
子
）
を
取
り
ま
と
め
、
こ
れ
を
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
に
付
す
と
と
も
に
、
国
民
か
ら
得
ら
れ
た
意
見
・
要
望
を

踏
ま
え
た
う
え
で
、
二
〇
〇
五
年
一
一
月
に
「
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
（
案
）」
を
策
定
し
た
。
基
本
計
画
（
案
）
は
、
同
年
一
二
月
、

政
府
に
お
い
て
閣
議
決
定
さ
れ
、「
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
」（
以
下
「
基
本
計
画
」
と
略
す
）
と
し
て
定
め
ら
れ
た
。
基
本
計
画
に
お
い

て
は
、
延
べ
六
八
に
わ
た
る
犯
罪
被
害
者
団
体
等
か
ら
一
、〇
六
六
の
意
見
・
要
望
を
聴
取
し
、
そ
の
中
か
ら
新
た
に
取
り
組
む
も
の
お

よ
び
既
存
の
取
組
み
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
る
も
の
を
選
別
し
た
う
え
で
、
こ
れ
を
四
つ
の
基
本
方
針
と
五
つ
の
重
点
課
題
に
ま
と
め
、

二
五
八
の
具
体
的
な
施
策
が
示
さ
れ
て
い
る
（
22
）

。
こ
の
う
ち
、
損
害
賠
償
命
令
制
度
に
関
し
て
は
、
第
一
の
重
点
課
題
で
あ
る
「
損
害
回

復
・
経
済
的
支
援
等
へ
の
取
組
み
」
の
中
で
、「
損
害
賠
償
請
求
に
関
し
刑
事
手
続
の
成
果
を
利
用
す
る
制
度
を
新
た
に
導
入
す
る
方
向

で
の
検
討
及
び
施
策
の
実
施
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
具
体
的
な
立
法
提
案
が
求
め
ら
れ
た
。

（
3
）　

第
三
段
階

│
損
害
賠
償
命
令
制
度
の
創
設

前
述
の
基
本
計
画
の
策
定
と
こ
れ
に
基
づ
く
被
害
者
団
体
等
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
踏
ま
え
て
、
二
〇
〇
六
年
九
月
、
法
務
大
臣
か
ら

法
制
審
議
会
に
対
し
、
犯
罪
被
害
者
等
の
保
護
に
関
す
る
諮
問
第
八
〇
号
が
出
さ
れ
た
。
諮
問
の
内
容
は
、
前
述
の
基
本
計
画
で
示
さ
れ

た
四
つ
の
基
本
方
針
を
概
略
で
そ
の
ま
ま
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
し
て
そ
の
整
備
要
綱
の
骨
子
を
示
さ
れ
た
い
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
が
（
23
）

、
こ
れ
を
契
機
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
損
害
賠
償
命
令
制
度
の
創
設
に
向
け
た
動
き
が
活
発
と
な
っ
て
行
っ
た
。

法
務
大
臣
か
ら
の
諮
問
を
受
け
て
、
法
制
審
議
会
は
、
二
〇
〇
六
年
九
月
開
催
の
一
五
〇
回
会
議
で
審
議
を
行
い
、
ま
ず
刑
事
法
部
会

に
お
い
て
専
門
的
な
検
討
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
た
（
24
）

。
刑
事
法
部
会
で
は
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
か
ら
翌
二
〇
〇
七
年
一
月
ま
で
の
間
に

五
七
八



損
害
賠
償
命
令
制
度
の
意
義
と
機
能
（
長
谷
川
）

（
八
一
一
）

合
計
八
回
の
審
議
が
行
わ
れ
、
最
終
的
な
要
綱
案
（
骨
子
）
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
法
制
審
議
会
に
対
す
る
刑
事
法
関
係
の
諮
問

で
は
、
あ
ら
か
じ
め
事
務
当
局
で
取
り
ま
と
め
た
比
較
的
具
体
的
な
要
綱
骨
子
を
示
す
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
今
回
は
具
体
的
な
要

綱
骨
子
を
示
さ
な
い
で
、
わ
が
国
に
相
応
し
い
瀬
度
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
刑
事
法
部
会
に
お

い
て
根
源
的
な
審
議
・
検
討
が
行
わ
れ
た
。
損
害
賠
償
命
令
と
い
う
名
称
は
と
も
か
く
と
し
て
、
法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
に
お
け
る
議

論
の
中
で
は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
を
設
け
る
こ
と
自
体
に
積
極
的
な
反
対
は
な
く
、
む
し
ろ
大
方
の
賛
同
が
え
ら
れ
て
お
り
、
基
本
的
な

理
論
的
問
題
が
出
さ
れ
る
場
面
は
少
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
七
年
二
月
開
催
の
法
制
審
議
会
第
一
五
二
回
会
議

に
お
い
て
、
賛
成
多
数
で
要
綱
案
が
了
承
さ
れ
、
法
制
審
議
会
会
長
よ
り
法
務
大
臣
に
対
し
て
答
申
が
行
わ
れ
た
（
25
）

。
答
申
に
よ
れ
ば
、

「
損
害
回
復
・
経
済
的
支
援
等
へ
の
取
組
み
」
に
お
け
る
「
損
害
賠
償
請
求
に
関
し
刑
事
手
続
の
成
果
を
利
用
す
る
制
度
を
新
た
に
導
入

す
る
方
向
で
の
検
討
及
び
施
策
の
実
施
」
と
し
て
は
、「
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
」
制
度
と
し
て
附
帯
私
訴
に
類
似
し
た
制
度
の
創
設

を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
26
）

。

法
務
省
で
は
、
右
の
答
申
に
基
づ
き
、「
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
」
が
立
案
さ
れ
、
閣
議
決
定
を
経
て
、
内
閣
よ
り
同
法
律
案
が
二
〇
〇
七
年
三
月
、
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
前
述
の
要
綱
骨
子
に
は

な
か
っ
た
が
、
法
律
案
で
は
損
害
賠
償
の
請
求
に
関
す
る
決
定
と
い
う
表
現
で
は
な
く
、
損
害
賠
償
の
「
命
令
」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ

て
い
る
。
立
法
担
当
者
の
説
明
で
は
、
あ
え
て
命
令
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
特
段
の
深
い
意
味
は
な
く
、
実
質
的
に
は

決
定
ま
た
は
そ
れ
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
（
27
）

。

国
会
（
第
一
六
六
回
常
会
）
の
審
議
で
は
、
前
述
の
提
出
法
案
に
つ
い
て
一
部
修
正
が
加
え
ら
れ
た
が
（
28
）

、
二
〇
〇
七
年
六
月
、
衆
参
両
院

の
本
会
議
で
そ
れ
ぞ
れ
可
決
さ
れ
、
本
法
律
が
成
立
し
た
（
平
成
一
九
年
法
律
第
九
五
号
）。
国
会
で
の
可
決
・
成
立
に
あ
た
り
、
従
前
の

五
七
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
一
二
）

「
犯
罪
被
害
者
等
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
犯
罪
被
害
者
保
護
法
）
の
題
名
が
「
犯
罪
被
害
者
等

の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
付
随
措
置
法
）
と
改
め
ら
れ
た
。
損
害
賠
償
命
令
制
度

に
つ
い
て
い
え
ば
、
付
属
措
置
法
の
第
五
章
に
「
刑
事
訴
訟
手
続
に
伴
う
犯
罪
被
害
者
等
の
損
害
賠
償
請
求
に
係
る
裁
判
手
続
の
特
例
」

（
付
随
措
置
法
九
条
以
下
）
と
し
て
規
定
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
29
）

。

な
お
、
付
随
措
置
法
に
は
、
そ
の
附
則
九
条
に
、「
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に

よ
る
改
正
後
の
規
定
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。」
と
い
う
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
二
〇
一
三
年
一
月
、
法
務
省
に
は
「
平
成
一
九
年
改
正
刑
事

訴
訟
法
等
に
関
す
る
意
見
交
換
会
」
が
設
置
さ
れ
、
意
見
交
換
会
の
も
と
で
何
度
か
会
合
が
も
た
れ
て
い
る
（
30
）

。

三　

損
害
賠
償
命
令
制
度
の
基
本
構
造
と
運
用
上
の
問
題
点

1　

損
害
賠
償
命
令
制
度
の
基
本
構
造

新
た
に
創
設
さ
れ
た
損
害
賠
償
命
令
制
度
と
は
、
当
該
被
告
事
件
に
係
る
訴
因
と
し
て
特
定
さ
れ
た
事
実
を
原
因
と
す
る
不
法
行
為
に

基
づ
く
損
害
賠
償
の
請
求
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
を
含
む
）
に
つ
い
て
、
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
・
救
済
の
観
点

か
ら
、
犯
罪
被
害
者
等
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
に
係
る
紛
争
を
刑
事
手
続
の
成
果
を
利
用
し
、
簡
易
か
つ
迅
速
な
手
続
に
よ
り
審
理
・
裁

判
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
刑
事
手
続
に
お
け
る
成
果
の
利
用
、
被
害
者
の
労
力
・
負
担
の
軽
減
、
お
よ
び
、
簡
易
・

迅
速
な
手
続
の
保
障
が
、
こ
の
制
度
の
三
本
の
柱
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
損
害
賠
償
命
令
制
度
に
つ
い
て
、
申
立
て
、
対
象
と
な

る
被
告
事
件
の
種
類
、
裁
判
・
審
理
な
ど
を
概
観
し
、
そ
の
特
徴
と
い
う
べ
き
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
（
31
）

。 五
八
〇



損
害
賠
償
命
令
制
度
の
意
義
と
機
能
（
長
谷
川
）

（
八
一
三
）

損
害
賠
償
命
令
制
度
は
、
基
本
構
造
と
し
て
、
一
定
の
対
象
犯
罪
を
掲
げ
な
が
ら
、
刑
事
被
告
事
件
の
判
決
言
渡
し
直
後
に
、
同
じ
裁

判
官
に
よ
っ
て
当
該
被
告
事
件
の
被
告
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
等
の
民
事
裁
判
が
開
始
す
る
と
い
う
仕
組
み
を
と
っ
て
い
る
（
付
随

措
置
法
九
条
一
項
）。
前
述
の
三
本
の
柱
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
損
害
賠
償
命
令
制
度
に
お
い
て
は
諸
種
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
手

続
の
特
徴
と
し
て
は
、
予
断
排
除
・
無
罪
推
定
の
観
点
か
ら
、
損
害
賠
償
命
令
の
審
理
は
有
罪
判
決
言
渡
し
後
に
開
始
さ
れ
る
（
同
法

二
〇
条
一
項
、
二
四
条
一
項
）。
ま
た
、
申
立
て
は
所
定
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
同
法
一
七
条
二
項
）、
申
立
書

の
余
事
記
載
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
（
同
法
一
七
条
三
項
）。
こ
の
ほ
か
、
付
随
措
置
法
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
損
害
賠
償
命

令
事
件
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
民
事
訴
訟
法
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
（
同
法
二
六
条
（
32
）

）。
手
続
に
関

す
る
留
意
点
と
し
て
は
、
以
下
の
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
損
害
賠
償
命
令
制
度
を
定
め
た
付
随
措
置
法
の
第
九
条
に
は
、
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
の
対
象
と
な
る
犯
罪
が
列
挙
さ
れ
て

い
る
（
33
）

。
基
本
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
生
命
・
身
体
・
自
由
と
い
っ
た
も
の
が
保
護
法
益
と
な
っ
て
い
る
犯
罪
の
中
か
ら
、
過
失
犯
を
除
い
た

も
の
が
対
象
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
前
例
の
な
い
制
度
を
導
入
し
て
こ
れ
を
円
滑
に
実
施
し
て
行
く
た
め
に
は
、
適
用

対
象
を
こ
の
制
度
に
相
応
し
い
も
の
に
絞
り
、
制
度
の
実
効
性
を
一
応
確
保
し
て
制
度
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。

対
象
と
な
る
民
事
上
の
損
害
賠
償
請
求
は
、
当
該
被
告
事
件
に
係
る
訴
因
と
し
て
特
定
さ
れ
た
事
実
を
原
因
と
す
る
不
法
行
為
に
基
づ

く
損
害
賠
償
請
求
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
を
含
む
）
で
あ
る
。
有
罪
判
決
の
言
渡
し
が
あ
っ
た
と
き
で
も
、
当
該
言
渡
し
に
係

る
罪
が
付
随
措
置
法
九
条
一
項
各
号
に
掲
げ
る
罪
に
該
当
し
な
い
と
き
に
は
、
裁
判
所
は
決
定
で
、
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
を
却
下
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
付
随
措
置
法
一
三
条
一
項
）。
こ
の
却
下
の
決
定
に
対
し
て
は
、
申
立
て
が
不
適
法
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
も

の
（
同
条
項
一
号
）
を
除
き
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
同
条
三
項
）。

五
八
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
一
四
）

次
に
、
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
は
、
特
定
の
罪
に
係
る
刑
事
被
告
事
件
（
再
審
事
件
を
除
く
）
の
被
害
者
等
が
当
該
被
告
事
件
の
係
属

す
る
地
方
裁
判
所
に
対
し
、
そ
の
弁
論
の
終
結
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
付
随
措
置
法
九
条
一
項
）。
無
罪
、
免
訴
、
公
訴
棄
却

な
ど
の
裁
判
が
あ
っ
た
場
合
は
、
申
立
て
が
却
下
さ
れ
る
（
34
）

。
適
法
な
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
も
、
損
害
賠
償
命
令
の
申
立

て
に
つ
い
て
の
審
理
お
よ
び
裁
判
は
、
刑
事
被
告
事
件
に
つ
い
て
終
局
裁
判
の
告
知
が
あ
る
ま
で
は
、
こ
れ
を
行
わ
な
い
取
扱
い
で
あ
る

（
付
随
措
置
法
一
二
条
一
項
）。
こ
れ
は
、
刑
事
手
続
に
対
し
て
同
時
に
民
事
の
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
場
合
、
被
告
人
の
弁
護
活
動
が
萎

縮
す
る
恐
れ
な
ど
が
懸
念
さ
れ
、
そ
れ
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
損
害
賠
償
命
令
の
制
度
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
附
帯
私

訴
制
度
と
は
異
な
る
も
の
と
い
え
る
。

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
は
、
刑
事
事
件
を
担
当
し
て
い
た
裁
判
所
が
、
有
罪
判
決
を
言
い
渡
し
た
後
に
、
民
事
の

裁
判
所
と
し
て
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
所
は
、
有
罪
判
決
の
言
渡
し
後
、
直
ち
に
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理

の
た
め
の
期
日
を
開
き
（
付
随
措
置
法
一
六
条
一
項
）、
刑
事
被
告
事
件
の
訴
訟
記
録
の
う
ち
必
要
で
な
い
と
認
め
る
も
の
を
除
き
、
そ
の

取
調
べ
を
行
う
（
同
条
四
項
）。
裁
判
所
の
審
理
は
、
同
一
の
裁
判
所
が
被
告
事
件
の
訴
訟
記
録
を
取
り
調
べ
、
刑
事
裁
判
で
用
い
ら
れ
た

証
拠
等
を
引
用
し
て
行
わ
れ
る
が
、
口
頭
弁
論
を
経
な
い
で
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
（
同
法
一
五
条
一
項
）。
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合

を
除
き
、
四
回
以
内
の
審
理
期
日
に
お
い
て
審
理
を
終
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
三
項
）。

裁
判
所
は
、
審
理
に
日
時
を
要
す
る
な
ど
の
理
由
か
ら
四
回
以
内
の
審
理
期
日
に
お
い
て
審
理
を
終
結
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
申
立
て
に
よ
り
ま
た
は
職
権
で
、
損
害
賠
償
命
令
事
件
を
終
了
さ
せ
る
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
付
随
措
置
法

二
四
条
一
項
）。
ま
た
、
裁
判
所
が
最
初
の
審
理
期
日
を
開
い
た
後
、
当
事
者
か
ら
審
理
お
よ
び
裁
判
を
民
事
訴
訟
手
続
で
行
う
こ
と
を
求

め
る
旨
の
申
述
が
あ
り
、
相
手
方
も
こ
れ
に
同
意
し
て
い
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
損
害
賠
償
命
令
事
件
を
終
了
さ
せ
る
旨
の
決
定
を
し
な

五
八
二



損
害
賠
償
命
令
制
度
の
意
義
と
機
能
（
長
谷
川
）

（
八
一
五
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
二
項
）。
終
了
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
、
損
害
賠
償
命
令
事
件
は
訴
え
提
起
の
擬
制
に
よ
り
、
通
常
の
民
事
訴
訟

に
移
行
す
る
（
同
条
三
項
）。
そ
の
際
、
当
事
者
ま
た
は
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
は
、
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
、
損
害
賠
償
命
令
事

件
の
記
録
の
閲
覧
・
謄
写
、
そ
の
正
本
、
謄
本
・
抄
本
の
交
付
ま
た
は
損
害
賠
償
命
令
事
件
に
関
す
る
事
項
の
証
明
書
の
交
付
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
二
五
条
一
項
）。

以
上
の
手
続
を
経
て
、
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
裁
判
は
、
送
達
ま
た
は
告
知
を
受
け
た
日
か
ら
二
週
間
内
に
異

議
の
申
立
て
が
な
い
と
き
は
、
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
（
付
随
措
置
法
一
九
条
一
項
・
五
項
）。
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
係

る
裁
判
に
対
し
て
当
事
者
よ
り
異
議
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
、
裁
判
所
は
、
異
議
の
申
立
て
が
不
適
法
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
決

定
で
こ
れ
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
同
条
二
項
）、
こ
の
却
下
決
定
に
対
し
て
は
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
三
項
）。
適

法
な
異
議
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
は
、
仮
執
行
の
宣
言
を
付
し
た
も
の
を
除
き
、
そ

の
効
力
を
失
う
こ
と
に
な
る
（
同
条
四
項
）。
こ
の
場
合
、
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
係
る
請
求
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
の
価
額
に
従

い
、
申
立
て
の
時
に
、
申
立
て
を
し
た
者
が
指
定
し
た
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
ま
た
は
簡
易
裁
判
所
に
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
る
（
同
法
二
〇
条
一
項
）。
そ
の
際
、
裁
判
所
は
、
検
察
官
、
被
告
人
ま
た
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
取
り
調
べ
た
当
該
被

告
事
件
の
訴
訟
記
録
中
、
関
係
者
の
名
誉
ま
た
は
生
活
の
平
穏
を
著
し
く
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
、
捜
査
ま
た
は
公
判
に

支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
、
そ
の
他
送
付
す
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
も
の
を
特
定
し
（
同
法
二
一
条
一
項
）、

こ
れ
ら
を
除
い
て
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
を
管
轄
権
を
有
す
る
当
該
裁
判
所
へ
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
二
項
）。

五
八
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
一
六
）

2　

運
用
実
態

前
述
し
た
よ
う
に
、
損
害
賠
償
命
令
制
度
は
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
よ
り
そ
の
運
用
を
開
始
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
運
用
状
況
は
必
ず

し
も
多
く
は
な
い
。
前
述
の
意
見
交
換
会
の
配
布
資
料
に
よ
る
と
、
件
数
は
二
〇
一
一
年
の
終
局
事
件
数
で
二
三
七
件
に
す
ぎ
ず
、
あ
ま

り
利
用
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
（
35
）

。
ま
た
、
認
め
ら
れ
た
賠
償
額
も
五
〇
〇
万
円
ま
で
が
約
半
数
を
占
め
て
お
り
、
高
額
の
賠
償
が
認

め
ら
れ
た
例
は
少
な
い
（
36
）

。
こ
の
よ
う
な
運
用
実
態
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
意
見
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
被

害
者
団
体
の
代
表
等
か
ら
は
裁
判
所
の
抑
制
的
な
運
用
へ
の
批
判
な
ど
が
表
明
さ
れ
て
い
る
が
、
利
用
件
数
の
少
な
さ
の
原
因
は
「
立
法

時
に
被
害
者
手
続
参
加
の
理
論
的
根
拠
が
必
ず
し
も
明
確
に
は
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
」
と
の
指
摘
も
あ
る
（
37
）

。

日
弁
連
が
二
〇
一
〇
年
七
月
に
実
施
し
た
弁
護
士
を
対
象
と
す
る
損
害
賠
償
命
令
制
度
の
利
用
状
況
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
と
、

罪
名
別
で
は
、
強
姦
・
強
制
わ
い
せ
つ
等
を
合
わ
せ
た
性
犯
罪
が
全
体
の
五
〇
％
に
及
び
、
次
い
で
、
殺
人
・
傷
害
致
死
等
の
被
害
者
死

亡
事
案
が
約
二
七
％
、
殺
人
未
遂
・
傷
害
等
の
被
害
者
傷
害
事
案
が
約
二
一
％
と
な
っ
て
い
る
。
回
答
事
例
の
多
く
は
自
白
事
件
で
あ
る

が
、
約
三
〇
％
の
割
合
で
一
部
否
認
事
件
や
全
部
否
認
事
件
が
含
ま
れ
て
い
る
。
請
求
金
額
で
は
、
三
〇
〇
万
円
以
下
の
請
求
が
約

二
七
％
、
一
〇
〇
万
円
以
上
の
請
求
が
約
三
七
％
あ
り
、
両
者
で
全
体
の
約
六
五
％
を
占
め
る
。
案
件
の
中
に
は
、
一
億
円
以
上
の
請
求

も
数
件
み
ら
れ
る
が
、
数
と
し
て
は
例
外
で
あ
る
。
審
理
の
方
式
に
つ
い
て
は
、
回
答
事
例
の
約
八
八
％
で
有
罪
の
言
渡
し
と
同
じ
期
日

に
第
一
回
が
開
か
れ
、
そ
の
多
く
が
非
公
開
の
審
尋
で
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
半
数
以
上
の
事
例
で
、
二
〜
三
回
の
審
理
が
開
か
れ
て

お
り
、
一
回
の
審
理
で
終
結
し
た
事
件
は
僅
か
で
あ
る
（
38
）

。

五
八
四



損
害
賠
償
命
令
制
度
の
意
義
と
機
能
（
長
谷
川
）

（
八
一
七
）

3　

運
用
上
の
問
題
点

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
係
る
民
事
裁
判
は
、
刑
事
事
件
を
担
当
し
て
い
た
裁
判
所
が
有
罪
判
決
を
言
い
渡
し
た
後
に
、
民
事
の
裁

判
所
と
し
て
行
う
。
裁
判
所
の
審
理
は
、
裁
判
所
が
被
告
事
件
の
訴
訟
記
録
を
取
り
調
べ
、
刑
事
裁
判
で
用
い
ら
れ
た
証
拠
等
を
引
用
し

て
行
わ
れ
る
が
、
口
頭
弁
論
を
経
な
い
で
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
任
意
的
口
頭
弁
論
が
採
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
被
害

者
側
の
立
証
は
記
録
の
取
り
寄
せ
と
い
う
形
で
簡
単
に
済
ま
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
被
害
者
側
は
も
っ
ぱ
ら
損
害

論
に
集
中
し
て
主
張
・
立
証
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
点
の
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
損
害
賠
償
命
令
制
度
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
側
に
と
っ
て
極
め
て
運
用
し
に
く
い
制
度
で
あ
る
と
の
評
価
が

な
さ
れ
て
い
る
（
39
）

。
具
体
的
に
は
、
対
象
が
訴
因
で
特
定
さ
れ
た
事
実
を
原
因
と
す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
み
で
あ
る
た
め
、

起
訴
事
実
に
不
満
を
も
っ
て
い
る
被
害
者
に
は
こ
の
制
度
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
考
え
が
な
い
こ
と
、
被
害
品
の
返
還
請
求
や
訴
因
よ
り

も
広
い
事
実
で
の
損
害
賠
償
請
求
、
被
告
人
以
外
の
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
が
こ
の
制
度
で
は
で
き
な
い
こ
と
、
手
数
料
が
一
律
に

二
、〇
〇
〇
円
と
低
額
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
が
、
通
常
の
民
事
事
件
に
移
行
し
た
場
合
に
は
訴
額
に
応
じ
て
手
数
料
が
増
額
さ
れ
て
し
ま

う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
賠
償
命
令
が
出
さ
れ
、
こ
れ
に
従
っ
て
弁
済
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
が
控
訴
審
に
お
い
て

刑
を
軽
く
す
る
方
向
で
作
用
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
嫌
う
被
害
者
等
も
い
る
こ
と
、
賠
償
命
令
が
出
さ
れ
て
も
執
行
可
能
性
が
低
く
、

と
く
に
実
刑
の
場
合
に
は
賠
償
金
の
支
払
い
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
も
、
マ
イ
ナ
ス
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
40
）

。

こ
の
ほ
か
、
損
害
賠
償
命
令
制
度
は
、
損
害
賠
償
請
求
の
審
理
を
刑
事
被
告
事
件
の
審
理
と
分
離
し
て
い
る
点
で
、
附
帯
私
訴
と
は
異

な
る
制
度
と
な
っ
て
い
る
が
、
損
害
賠
償
請
求
の
審
理
を
見
据
え
た
弁
護
活
動
が
刑
事
被
告
事
件
の
審
理
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、

刑
事
被
告
事
件
へ
の
実
質
的
な
影
響
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
（
41
）

。

五
八
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
一
八
）

前
述
し
た
よ
う
に
、
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
は
、
予
断
排
除
の
観
点
か
ら
、
請
求
の
趣
旨
な
ら
び
に
刑
事
被
告
事
件
に
係
る
訴
因
と

し
て
特
定
さ
れ
た
事
実
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
以
外
の
事
項
を
記
載
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
、

犯
罪
被
害
者
等
が
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
を
し
た
こ
と
自
体
や
請
求
の
趣
旨
の
記
載
だ
け
で
も
、
刑
事
裁
判
を
担
当
す
る
裁
判
官
に
対

し
て
犯
罪
が
あ
っ
た
と
の
予
断
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
刑
事
裁

判
に
お
い
て
は
、
罪
種
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
、
被
害
者
の
落
ち
度
に
関
す
る
過
失
相
殺
の
割
合
が
大
き
な
争
点
と
な
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
犯
罪
被
害
者
等
を
証
人
と
し
て
尋
問
す
る
際
に
、
被
害
者
の
落
ち
度
に
関
す
る
詳
細
な
尋
問
が
実
施
さ
れ
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
、
刑
事
裁
判
が
長
期
化
す
る
可
能
性
が
増
加
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

損
害
賠
償
命
令
制
度
は
、
刑
事
事
件
の
有
罪
判
決
の
言
渡
し
後
に
、
損
害
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
の
審
理
を
行
う
こ
と
が
予
定
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
場
合
、
有
罪
判
決
の
言
渡
し
に
よ
っ
て
、
そ
の
審
級
に
お
け
る
刑
事
事
件
の
弁
護
人
の
職
務
は
終
了
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、

被
告
人
は
新
た
に
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
関
す
る
訴
訟
代
理
人
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
訴
訟
代
理
人
が
い
な
い
ま
ま
で
損
害

賠
償
命
令
の
申
立
て
の
審
理
に
対
応
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
態
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
被
告

人
が
民
事
訴
訟
の
す
べ
て
の
裁
判
に
出
頭
す
る
こ
と
は
実
際
不
可
能
で
あ
る
。
自
ら
出
頭
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
審
理
が
行
わ
れ
て
、

損
害
賠
償
命
令
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
被
告
人
に
は
実
質
的
に
防
御
権
が
保
障
さ
れ
ず
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
（
憲
法
三
二
条
）

が
侵
害
さ
れ
る
恐
れ
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。

五
八
六



損
害
賠
償
命
令
制
度
の
意
義
と
機
能
（
長
谷
川
）

（
八
一
九
）

四　

損
害
賠
償
命
令
・
刑
事
和
解
と
刑
事
司
法
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

1　

損
害
賠
償
命
令
制
度
の
三
本
の
柱
と
被
害
者
救
済
の
観
点

周
知
の
よ
う
に
、
刑
事
訴
訟
手
続
は
、
事
案
の
真
相
を
明
ら
か
に
し
、
刑
罰
法
令
を
適
切
か
つ
迅
速
に
適
用
・
実
現
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
民
事
訴
訟
手
続
は
、
対
等
な
私
人
間
の
生
活
関
係
上
の
紛
争
、
利
害
の
衝
突
を
解
決
・
調
整
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
手
続
に
よ
っ
て
犯
罪
に
対
す
る
処
罰
が
行
わ
れ
、
民
事
訴
訟
手
続
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
回

復
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
刑
事
と
民
事
の
手
続
が
明
確
に
分
離
さ
れ
て
い
る
。

戦
前
の
刑
事
裁
判
は
、
職
権
主
義
訴
訟
の
構
造
の
も
と
で
、
裁
判
所
が
訴
訟
の
主
導
権
を
握
り
、
検
察
官
の
主
張
の
範
囲
（
公
訴
事
実
）

に
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
証
拠
調
べ
を
行
い
、
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
た
め
、
刑
事
裁
判
に
私
訴
が
附
帯
さ
れ
る
場
合
、
そ
の

範
囲
に
つ
い
て
検
察
官
の
主
張
が
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
、
当
前
に
証
拠
調
べ
を
行
い
、
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
戦

後
の
刑
事
裁
判
は
、
当
事
者
主
義
を
基
調
と
し
（
刑
事
訴
訟
法
二
五
六
条
六
項
、
三
一
二
条
一
項
な
ど
）、
訴
因
制
度
（
同
法
二
五
六
条
三
項
）
を

採
用
し
た
こ
と
か
ら
、
審
判
の
対
象
が
検
察
官
の
主
張
の
範
囲
（
訴
因
）
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
国
家
の
刑
罰
権

を
実
現
す
る
と
い
う
刑
事
訴
訟
手
続
の
中
に
、
被
害
者
等
に
よ
る
損
害
回
復
と
い
う
民
事
訴
訟
手
続
を
持
ち
込
む
と
し
て
も
、
刑
事
事
件

の
審
理
の
対
象
は
検
察
官
が
明
示
す
る
訴
因
に
限
定
さ
れ
る
た
め
、
訴
因
と
請
求
の
原
因
と
の
間
に
ず
れ
が
生
じ
る
こ
と
が
起
こ
り
得
る
。

こ
う
し
た
事
態
は
、
現
行
制
度
の
下
で
は
避
け
難
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
（
42
）

。

前
述
の
基
本
計
画
に
お
い
て
は
、
損
害
賠
償
請
求
に
関
し
刑
事
手
続
の
成
果
を
利
用
す
る
制
度
と
し
て
、
附
帯
私
訴
、
損
害
賠
償
命
令
、

没
収
・
追
徴
を
利
用
し
た
損
害
回
復
な
ど
が
例
示
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
で
は
、
当
初
、

五
八
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
二
〇
）

附
帯
私
訴
的
な
も
の
を
ベ
ー
ス
に
議
論
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
審
議
・
検
討
を
進
め
て
行
く
う
ち
に
、
わ
が
国
の
旧
刑
事
訴

訟
法
に
規
定
さ
れ
て
い
た
附
帯
私
訴
の
制
度
、
さ
ら
に
は
、
現
行
の
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
に
あ
る
よ
う
な
附
帯
私
訴
の
も
と
で
は
、
刑
事

手
続
の
中
に
複
雑
な
民
事
上
の
制
度
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
刑
事
手
続
が
遅
延
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
か
、
民
事
手
続
と
刑
事
手
続

で
は
証
拠
法
則
や
証
拠
調
べ
手
続
が
異
な
り
、
こ
の
二
つ
を
融
合
し
た
場
合
に
一
体
ど
の
よ
う
な
手
続
と
な
る
の
か
と
か
、
被
害
者
に
対

し
て
い
か
な
る
手
続
的
な
権
利
を
保
障
す
る
の
か
と
い
っ
た
、
非
常
に
複
雑
で
解
決
困
難
な
問
題
が
提
起
さ
れ
た
。
ま
た
、
第
一
審
の
判

決
に
対
し
て
刑
事
を
控
訴
し
、
民
事
は
控
訴
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
控
訴
審
で
無
罪
判
決
が
出
た
ら
附
帯
私
訴
の
判
決
は
ど
の
よ
う
に
扱

わ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
逆
の
場
合
は
ど
う
な
る
の
か
な
ど
、
様
々
な
問
題
が
出
て
き
た
。
そ
こ
で
、
段
階
を
踏
ん
で
手
続
を
進

め
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
刑
事
手
続
で
え
ら
れ
た
も
の
を
次
の
民
事
手
続
の
基
礎
と
す
る
手
法
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

れ
が
、
法
律
案
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
踏
ま
え
て
、
法
制
審
議
会
で
は
、
損
害
賠
償
の
請
求
に

関
し
て
刑
事
手
続
の
成
果
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
被
害
者
等
の
労
力
を
軽
減
し
、
簡
易
・
迅
速
な
手
続
と
す
る
こ
と
の
で
き
る

制
度
と
し
て
、
わ
が
国
で
相
応
し
い
も
の
を
新
た
に
導
入
す
る
方
向
で
引
き
続
き
審
議
・
検
討
が
行
わ
れ
た
（
43
）

。
そ
の
結
果
、
新
た
に
導
入

す
る
制
度
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
旧
刑
事
訴
訟
法
に
規
定
さ
れ
て
い
た
附
帯
私
訴
の
制
度
、
さ
ら
に
は
、
現
行
の
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス

に
あ
る
よ
う
な
附
帯
私
訴
と
は
性
質
の
か
な
り
違
う
内
容
の
も
の
が
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会

の
議
論
の
中
で
は
、
英
米
法
系
の
刑
罰
と
し
て
の
損
害
賠
償
命
令
の
よ
う
な
制
度
を
積
極
的
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
意
見
も
み
ら
れ
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
制
度
を
導
入
し
た
場
合
の
問
題
提
起
や
懸
念
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
慎
重
な
議
論
と
用
意
周
到
な
準
備
を
も
っ
て
、
損
害
賠
償
命
令
制
度
は
、
わ
が
国
独
自
の
制
度
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。
前

述
し
た
よ
う
に
、
損
害
賠
償
命
令
制
度
の
基
礎
に
あ
る
考
え
方
は
、
刑
事
手
続
の
成
果
を
利
用
す
る
こ
と
、
被
害
者
の
労
力
・
負
担
を
軽

五
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減
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
簡
易
・
迅
速
な
手
続
の
保
障
、
と
い
う
三
本
の
柱
に
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
損
害
賠
償
命
令
の
対
象
は
、

故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
た
罪
、
強
制
わ
い
せ
つ
・
強
姦
の
罪
、
逮
捕
・
監
禁
の
罪
、
略
取
・
誘
拐
お
よ
び
人
身
売
買
の

罪
な
ど
に
係
る
被
告
事
件
に
お
け
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
請
求
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
対
象
と
な
る
被
告
事
件
か
ら
は
、
交

通
関
係
業
過
事
件
と
財
産
犯
関
連
事
件
が
除
か
れ
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
業
過
失
事
件
を
含
め
る
と
、
過
失
相
殺
や
後
遺
症
の
問

題
が
争
点
と
な
る
可
能
性
が
高
く
、
先
行
す
る
刑
事
手
続
自
体
が
長
期
化
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
て
、
除
外
さ
れ
た
。
後
者

に
つ
い
て
は
、
被
害
に
あ
っ
た
財
物
が
被
告
人
の
手
元
に
残
っ
て
い
る
場
合
に
は
還
付
と
い
う
形
で
被
害
者
の
元
に
戻
る
こ
と
、
ま
た
、

没
収
・
追
徴
し
た
財
産
を
用
い
て
当
該
事
件
の
被
害
者
に
給
付
金
を
支
給
で
き
る
制
度
が
す
で
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
被
告
人

に
資
力
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
積
極
的
に
被
害
弁
償
が
さ
れ
や
す
い
こ
と
が
考
慮
さ
れ
て
、
除
外
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

し
か
し
、
前
述
の
指
摘
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
損
害
賠
償
命
令
制
度
は
犯
罪
被
害
者
等
の
救
済
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
も
、
様
々

な
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
。
問
題
点
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
の
利
用
を
妨
げ
て
い
る
も
の
は
、
次
の
点
に
集
約
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。第

一
に
、
損
害
賠
償
命
令
制
度
は
、
あ
く
ま
で
も
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
訴
因
で
特
定
さ
れ
た
事
実
を
原
因
と
す
る
不
法
行
為
の
損
害

賠
償
だ
け
が
対
象
と
な
る
。
従
っ
て
、
検
察
官
が
同
種
犯
行
の
う
ち
の
一
部
だ
け
を
起
訴
し
、
残
り
は
余
罪
と
し
て
立
証
す
る
方
法
を

と
っ
た
場
合
、
余
罪
と
さ
れ
た
事
件
の
被
害
者
等
は
こ
の
制
度
を
利
用
で
き
な
い
。

第
二
に
、
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
に
係
る
損
害
賠
償
の
裁
判
は
、
原
則
と
し
て
四
回
以
内
の
期
日
審
理
に
お
い
て
行
う
も
の
と
さ
れ
、

そ
れ
が
で
き
な
い
よ
う
な
複
雑
な
事
件
に
あ
っ
て
は
、
裁
判
所
の
職
権
で
損
害
賠
償
命
令
事
件
を
終
了
さ
せ
、
通
常
の
民
事
裁
判
に
移
行

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
当
事
者
の
い
ず
れ
か
が
損
害
賠
償
命
令
の
決
定
に
異
議
を
申
し
立
て
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の

五
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結
果
、
損
害
賠
償
命
令
制
度
が
有
効
に
活
用
で
き
る
場
面
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
に
、
損
害
賠
償
命
令
の
決
定
が
出
さ
れ
て
も
、
加
害
者
で
あ
る
被
告
人
に
財
産
が
な
け
れ
ば
、
結
局
、
犯
罪
被
害
者
等
は
賠
償
金

を
受
領
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
く
に
、
損
害
保
険
が
最
も
整
備
・
充
実
し
て
い
る
業
務
上
過
失
致
傷
の
罪
に
は
損
害
賠
償
命
令
制
度

が
適
用
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
対
象
と
な
る
当
該
被
告
事
件
で
は
多
く
の
事
案
で
損
害
賠
償
命
令
の
執
行
が
困
難
と
な
る
事

態
が
予
想
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
損
害
賠
償
命
令
申
立
制
度
は
、
当
事
者
で
あ
る
被
告
人
や
犯
罪
被
害
者
等
の
双
方
に
と
っ
て
多
く
の
問
題
点
を
抱
え
た

制
度
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
損
害
賠
償
命
令
の
対
象
と
な
る
民
事
上
の
損
害
賠
償
請
求
が
提
起
さ
れ
る
と
き
は
、
被
害
者

の
側
で
一
応
こ
れ
だ
け
の
も
の
を
請
求
し
た
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
示
談
あ
る
い
は
刑
事
和
解
の
き
っ
か
け

と
な
る
効
果
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
賠
償
資
力
の
な
い
被
告
人
に
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
を
し
て
も
、
意
味
が
な
い
と
い
わ
れ

る
こ
と
が
あ
る
が
、
裁
判
所
と
い
う
公
的
機
関
か
ら
こ
れ
だ
け
の
損
害
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
を
認
定
し
て
も
ら
う
こ
と
こ
そ
が
、
被
害

か
ら
の
立
直
り
と
い
う
観
点
で
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
刑
事
・
民
事
と
い
う
二
度
の
裁
判
に
よ
る
精
神
的
苦
痛
を
一

回
に
す
る
と
い
う
側
面
も
、
被
害
者
側
の
立
場
か
ら
は
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
上
記
の
問
題
点
を
い
か
に
克
服

す
る
か
に
、
損
害
賠
償
命
令
制
度
の
命
運
は
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

2　

刑
事
和
解
制
度
の
有
効
活
用

と
こ
ろ
で
、
国
家
の
刑
罰
権
を
実
現
す
る
と
い
う
刑
事
訴
訟
手
続
に
犯
罪
被
害
者
等
の
損
害
回
復
と
い
う
民
事
訴
訟
手
続
を
持
ち
込
む

と
い
う
点
で
は
、
刑
事
和
解
と
損
害
賠
償
命
令
の
両
制
度
は
共
通
し
て
い
る
。
刑
事
と
民
事
の
二
つ
の
手
続
を
明
確
に
分
離
し
て
い
る
わ

五
九
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が
国
に
お
い
て
、
刑
事
和
解
の
制
度
も
ま
た
注
目
す
べ
き
制
度
の
一
つ
で
あ
る
（
44
）

。

前
述
し
た
よ
う
に
、
損
害
賠
償
命
令
制
度
に
先
行
し
て
導
入
さ
れ
た
刑
事
和
解
制
度
は
、
刑
事
訴
訟
の
過
程
で
成
立
す
る
被
告
人
と
犯

罪
被
害
者
等
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
民
事
上
の
和
解
に
つ
き
、
そ
の
履
行
を
法
的
に
担
保
す
る
た
め
に
、
和
解
成
立
の
旨
を
刑
事
裁
判
の
公

判
調
書
に
記
載
し
、
こ
れ
を
債
務
名
義
と
し
て
執
行
力
を
付
与
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
付
随
措
置
法
四
条
以
下
）。
刑
事

和
解
は
、
被
告
人
と
犯
罪
被
害
者
等
と
の
間
で
、
当
該
刑
事
被
告
事
件
に
係
る
被
害
に
つ
い
て
の
争
い
を
含
む
民
事
上
の
争
い
に
つ
い
て

合
意
が
成
立
し
た
場
合
に
は
、
刑
事
事
件
を
審
理
し
て
い
る
裁
判
所
に
対
し
、
弁
論
終
結
ま
で
に
公
判
期
日
に
出
頭
し
て
、
共
同
し
て
当

該
合
意
の
公
判
調
書
へ
の
記
載
を
求
め
る
申
立
て
を
行
い
（
付
随
措
置
法
四
条
一
項
）、
こ
の
合
意
が
刑
事
裁
判
の
公
判
調
書
に
記
載
さ
れ

た
と
き
は
、
そ
の
記
載
が
裁
判
上
の
和
解
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
（
同
条
四
項
）。
こ
れ
に
よ
り
、
刑
事
和
解
は
確
定
判

決
と
同
一
の
効
力
を
有
し
（
民
事
訴
訟
法
二
六
七
条
）、
債
務
名
義
と
な
る
（
民
事
執
行
法
二
二
条
七
号
）。
従
っ
て
、
加
害
者
で
あ
る
被
告
人

の
債
務
履
行
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
刑
事
裁
判
の
公
判
調
書
を
も
と
に
、
直
ち
に
強
制
執
行
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
刑
事
和
解

は
、
民
事
の
訴
え
提
起
前
の
和
解
（
民
事
訴
訟
法
二
七
五
条
）
に
類
似
す
る
が
、
当
事
者
間
に
す
で
に
合
意
が
成
立
し
て
い
る
点
で
、
両
者

は
異
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

刑
事
和
解
制
度
は
、
そ
の
立
法
過
程
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
当
初
、
法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
で
は
、
刑
事
訴
訟
手
続
を
利
用
し
て

民
事
に
お
け
る
裁
判
上
の
和
解
と
同
じ
効
果
を
も
っ
た
和
解
調
書
を
認
め
る
と
い
う
程
度
の
認
識
で
あ
っ
た
（
45
）

。
し
か
し
、
刑
事
法
部
会
の

審
議
を
経
る
中
で
、
刑
事
弁
護
人
や
被
害
者
側
の
代
理
人
な
ど
の
関
与
の
あ
り
方
、
裁
判
所
の
和
解
に
対
す
る
量
刑
評
価
に
よ
っ
て
は
、

修
復
的
司
法
へ
の
端
緒
を
切
り
開
く
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
制
度
を
構
築
す
る
方
向
で
の
議
論
が
進
ん
で
行
っ
た
（
46
）

。
と
く
に

意
見
の
対
立
が
激
し
か
っ
た
の
は
、
刑
事
和
解
に
お
い
て
被
告
人
側
の
当
事
者
に
保
証
人
を
含
め
る
べ
き
か
否
か
、
刑
事
和
解
の
対
象
を

五
九
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当
該
被
告
事
件
の
公
訴
事
実
の
範
囲
に
限
定
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
議
論
の
背
景
に
は
、
民
・
刑
分
離
の
原
則
を
厳

格
に
貫
き
、
現
行
の
裁
判
制
度
の
あ
り
方
を
維
持
す
る
と
い
う
考
え
方
と
、
民
・
刑
分
離
の
原
則
を
柔
軟
に
解
し
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て

解
決
で
き
る
民
事
上
の
問
題
の
範
囲
を
広
げ
よ
う
と
す
る
考
え
方
の
根
本
的
な
見
解
の
対
立
が
あ
る
（
47
）

。
活
発
な
意
見
の
交
換
が
行
わ
れ
た

結
果
、
法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
に
お
い
て
は
、
刑
事
司
法
に
お
け
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
を
容
認
す
る
立
場
か
ら
、
被
告
人
側
の
当
事

者
に
は
保
証
人
な
ど
を
含
む
こ
と
、
刑
事
和
解
の
対
象
を
「
被
告
事
件
に
係
る
被
害
に
関
す
る
民
事
上
の
争
い
」
か
ら
「
被
告
事
件
に
係

る
被
害
を
含
む
被
告
人
と
被
害
者
等
と
の
民
事
上
の
争
い
」
と
し
、
刑
事
和
解
の
申
出
期
限
を
「
証
拠
調
べ
が
終
わ
る
ま
で
」
か
ら
「
弁

論
終
結
ま
で
」
と
す
る
こ
と
に
修
正
さ
れ
た
（
48
）

。

現
行
の
刑
事
和
解
制
度
に
お
い
て
、
刑
事
和
解
を
な
し
う
る
者
の
範
囲
は
、
原
則
と
し
て
被
告
人
と
犯
罪
被
害
者
等
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
限
ら
れ
な
い
。
刑
事
和
解
に
お
い
て
は
、
実
務
上
、
被
告
人
の
債
務
を
第
三
者
が
保
証
す
る
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、「
被
告
人
以

外
の
者
が
被
害
者
等
に
対
し
当
該
債
務
に
つ
い
て
保
証
す
る
旨
又
は
連
帯
し
て
責
任
を
負
う
旨
を
約
し
た
と
き
は
」、
そ
の
保
証
人
ら
と

被
告
人
お
よ
び
被
害
者
等
が
共
同
し
て
そ
の
旨
の
公
判
記
録
へ
の
記
載
を
申
立
て
る
こ
と
も
可
能
と
さ
れ
て
い
る
（
付
随
措
置
法
四
条
二

項
）。
示
談
や
刑
事
和
解
を
利
用
し
な
い
こ
と
の
原
因
が
、
よ
り
根
本
的
に
は
将
来
の
支
払
い
を
担
保
す
る
形
で
債
務
名
義
を
え
て
和
解

す
る
こ
と
の
魅
力
の
乏
し
さ
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
（
49
）

、
刑
事
和
解
で
は
、
こ
の
人
的
担
保
で
あ
る
保
証
の
活
用
が
大
い
に
期
待
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

刑
事
和
解
の
申
立
て
の
方
式
は
、
被
告
人
と
犯
罪
被
害
者
等
と
の
間
で
合
意
が
成
立
す
る
こ
と
、
両
当
事
者
が
弁
論
の
終
結
ま
で
に
公

判
期
日
に
出
頭
し
て
共
同
し
て
申
立
て
る
こ
と
、
申
立
て
は
口
頭
で
も
可
能
で
あ
る
が
、「
当
該
申
立
て
に
係
る
合
意
お
よ
び
そ
の
合
意

が
な
さ
れ
た
民
事
上
の
争
い
の
目
的
で
あ
る
権
利
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
実
を
記
載
し
た
書
面
」
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

五
九
二
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（
長
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川
）

（
八
二
五
）

い
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
書
面
が
公
判
調
書
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
付
随
措
置
法
四
条
二
項
）。
刑
事
和
解
が
有
効
に
成
立

す
る
と
、
そ
の
効
果
と
し
て
、
裁
判
上
の
和
解
と
同
様
の
効
力
が
生
ず
る
（
付
随
措
置
法
四
条
四
項
）。
和
解
記
録
の
閲
覧
、
保
管
等
に
つ

い
て
は
、
付
随
措
置
法
の
第
五
条
が
規
定
し
て
い
る
。
被
害
者
等
の
公
判
手
続
に
お
け
る
傍
聴
（
付
随
措
置
法
二
条
）、
公
判
記
録
の
閲
覧

お
よ
び
謄
写
（
同
法
三
条
）
に
つ
い
て
は
、
損
害
賠
償
命
令
制
度
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

従
来
、
刑
事
手
続
の
過
程
で
は
、
被
告
人
と
犯
罪
被
害
者
や
そ
の
遺
族
と
の
間
で
被
害
弁
償
な
ど
に
関
す
る
示
談
が
成
立
し
、
量
刑
に

関
す
る
資
料
と
し
て
示
談
書
が
刑
事
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
る
例
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
示
談
書
に
は
そ
れ
自
体
、
民
事
執
行
手
続
上
、

特
段
の
執
行
力
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
示
談
の
内
容
が
、
例
え
ば
、
分
割
支
払
い
を
約
束
す
る
も
の
や
後
日
の
支
払
い
を
約
束
す
る
も
の

で
あ
る
場
合
、
刑
事
裁
判
終
了
後
に
刑
事
被
告
人
が
こ
れ
を
誠
実
に
履
行
し
な
い
と
き
は
、
あ
ら
た
め
て
民
事
訴
訟
を
提
起
し
、
確
定
判

決
を
え
て
か
ら
強
制
執
行
を
す
る
ほ
か
な
く
、
損
害
回
復
に
は
相
当
の
負
担
・
困
難
を
強
い
る
結
果
と
な
っ
て
い
た
。
刑
事
和
解
は
、
こ

の
よ
う
な
難
点
を
除
去
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
刑
事
訴
訟
手
続
の
場
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
民
事
上
の
争
い
に
関
す
る
事
項
を
扱
い
、

私
人
間
の
合
意
内
容
に
執
行
力
を
付
与
す
る
仕
組
み
は
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
刑
事
和
解
制
度
は
注
目
す
べ

き
試
み
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
50
）

。

こ
の
刑
事
和
解
制
度
に
お
い
て
も
、
問
題
点
は
い
く
つ
か
あ
る
。
大
き
な
問
題
点
は
、
当
事
者
の
出
頭
と
和
解
内
容
に
対
す
る
裁
判
所

の
関
与
の
程
度
に
あ
る
（
51
）

。
刑
事
和
解
の
申
立
て
に
は
、
被
告
人
と
犯
罪
被
害
者
等
の
両
当
事
者
（
保
証
人
の
あ
る
場
合
に
は
保
証
人
も
）
が

そ
ろ
っ
て
公
判
期
日
に
出
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
刑
事
手
続
の
段
階
で
示
談
に
応
じ
て
も
ら
っ
た
被
害
者
本
人
に
対
し
、

さ
ら
に
公
判
廷
へ
の
出
廷
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
こ
の
点
が
鍵
と
な
る
。
こ
れ
を
実
効
た
ら
し
め
る
の
が
、
代
理
人
弁

護
士
の
選
任
や
国
選
弁
護
人
付
与
な
ど
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
を
欠
い
た
ま
ま
の
刑
事
和
解
の
制
度
で
は
、
画
餅
に
帰
す
も
の
に
な

五
九
三
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り
か
ね
な
い
。

ま
た
、
刑
事
和
解
の
申
立
て
に
あ
た
っ
て
は
、
被
告
人
と
犯
罪
被
害
者
等
の
両
当
事
者
が
和
解
を
し
た
う
え
で
、
そ
の
和
解
が
さ
れ
た

民
事
上
の
争
い
の
目
的
で
あ
る
権
利
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
実
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
、
公
訴
事

実
と
無
関
係
な
民
事
上
の
争
い
が
対
象
と
な
っ
た
と
き
、
刑
事
事
件
を
担
当
し
て
い
る
裁
判
官
が
そ
れ
を
的
確
に
判
断
し
、
民
事
上
遺
漏

の
な
い
和
解
条
項
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
民
事
上
の
和
解
手
続
の
運
用
次
第
で
は
、
そ
の
こ
と
が
刑
事
手
続

遅
延
の
要
因
と
も
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
、
事
前
に
裁
判
所
に
対
し
て
和
解
書
面
を
提
出
し
、
裁
判
所
が

第
一
回
公
判
期
日
前
に
そ
の
和
解
書
面
を
検
討
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
予
断
排
除
の
点
か
ら
も
問
題
で
あ
る
。
一
方
、
犯
罪
被
害
者
が
死

亡
し
た
場
合
の
被
害
者
側
の
和
解
の
当
事
者
は
、
配
偶
者
、
直
系
の
親
族
、
兄
弟
姉
妹
で
あ
り
、
犯
罪
被
害
者
の
相
続
人
と
は
そ
の
範
囲

を
異
に
す
る
。
相
続
と
か
か
わ
り
な
く
刑
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
和
解
が
進
め
ら
れ
る
仕
組
み
に
は
問
題
が
残
る
。

こ
れ
ま
で
の
刑
事
和
解
の
利
用
状
況
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
へ
の
個
別
報
告
に
よ
る
と
、
施
行
初
年
度
の

二
〇
〇
〇
年
一
一
月
か
ら
二
〇
〇
八
年
三
月
ま
で
の
間
で
、
犯
罪
被
害
者
保
護
法
（
現
・
付
随
措
置
法
）
四
条
一
項
・
二
項
に
よ
る
申
立
て

に
係
る
合
意
を
公
判
調
書
に
記
載
し
た
件
数
は
合
計
三
七
九
件
あ
り
、
年
次
別
で
は
、
六
件
（
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
・
一
二
月
）、
五
五
件

（
二
〇
〇
一
年
）、
六
〇
件
（
二
〇
〇
二
年
）、
五
四
件
（
二
〇
〇
三
年
）、
四
三
件
（
二
〇
〇
四
年
）、
三
九
件
（
二
〇
〇
五
年
）、
七
三
件

（
二
〇
〇
六
年
）、
三
八
件
（
二
〇
〇
七
年
）、
一
一
件
（
二
〇
〇
八
年
）
と
な
っ
て
い
る
（
52
）

。
ま
た
、
別
の
報
告
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
三
年
七
月

ま
で
の
間
で
合
計
一
五
九
件
の
利
用
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
被
告
人
に
保
証
人
が
付
い
た
の
は
五
五
件
（
三
四
・
六
％
）
で
あ
る
（
53
）

。
全
体
の
三

分
の
一
以
上
の
事
件
で
履
行
確
保
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
お
り
、
立
法
過
程
に
お
い
て
追
加
さ
れ
た
「
被
告
人
側
の
当
事
者
に
保
証
人
を

含
む
」
と
し
た
点
は
一
応
の
評
価
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
統
計
数
字
を
み
て
も
、
利
用
状
況
と
い
う
点
で
は
、

五
九
四



損
害
賠
償
命
令
制
度
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意
義
と
機
能
（
長
谷
川
）

（
八
二
七
）

刑
事
和
解
が
効
果
的
に
機
能
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。

刑
事
和
解
制
度
に
は
以
上
の
よ
う
な
難
点
な
い
し
問
題
点
が
あ
る
も
の
の
、
こ
の
制
度
に
よ
り
和
解
調
書
に
執
行
力
が
付
与
さ
れ
る
こ

と
で
、
将
来
の
支
払
約
定
、
と
り
わ
け
分
割
約
定
に
よ
る
和
解
が
成
立
し
や
す
く
な
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
刑
事

訴
訟
手
続
に
お
け
る
民
事
上
の
和
解
（
刑
事
和
解
）
の
制
度
は
、
大
い
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
と
く
に
、
刑
事
和
解
で
は
、

先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
人
的
担
保
で
あ
る
保
証
の
活
用
が
大
い
に
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
被
害
者
側
に
代
理

人
弁
護
士
が
就
任
し
、
被
告
人
や
保
証
人
と
の
間
に
協
同
関
係
が
で
き
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
刑
事
弁
護
人
が
被
告
人
の
量
刑
を
有
利

に
す
る
目
的
の
た
め
に
の
み
刑
事
和
解
を
行
う
と
し
た
ら
、
刑
事
和
解
の
制
度
は
真
の
被
害
者
救
済
と
し
て
は
機
能
し
な
く
な
る
で
あ
ろ

う
。
刑
事
裁
判
所
も
和
解
の
成
立
を
単
に
量
刑
と
だ
け
結
び
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
損
害
回
復
、
修
復
的
司
法
へ
進
め
る
観
点
を
も
っ
て
、

民
事
上
遺
漏
の
な
い
和
解
条
項
を
確
定
し
て
行
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

3　

修
復
的
正
義
と
刑
事
司
法
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

近
年
、
刑
事
司
法
の
領
域
に
お
い
て
、
原
状
へ
の
回
復
を
求
め
る
正
義
、
壊
さ
れ
た
利
害
得
失
を
修
復
し
元
に
戻
す
正
義
と
い
う
意
味

で
、「
修
復
的
正
義
（restorative justice

）」
と
い
う
考
え
方
が
、
国
の
内
外
で
有
力
と
な
っ
て
い
る
（
54
）

。
従
来
、
刑
事
司
法
は
、
国
家
対

被
告
人
と
い
う
二
当
事
者
間
の
図
式
の
中
で
捉
え
ら
れ
、
そ
の
目
的
も
被
告
人
の
犯
罪
事
実
を
認
定
し
、
そ
れ
に
相
応
し
い
刑
罰
を
科
す

こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
修
復
的
正
義
の
観
点
か
ら
は
、
被
害
者
に
刑
事
手
続
へ
の
参
加
の
道
を
開
き
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
被
害
者

の
利
害
が
十
分
に
配
慮
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
55
）

。
刑
事
手
続
は
、
犯
罪
者
の
科
刑
が
唯
一
の
目
的
で
は
な
く
、
被
害
状
況
の
除
去
と

損
害
の
回
復
、
生
活
環
境
の
修
復
を
も
目
的
と
し
て
い
る
。
被
害
の
よ
り
十
分
な
回
復
を
考
慮
す
る
場
合
に
は
、
財
産
的
損
害
の
回
復
も

五
九
五
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刑
事
手
続
に
統
合
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
も
修
復
的
正
義
の
一
内
容
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
刑
事
手
続
に
お
け
る
損
害
賠
償

命
令
制
度
は
、
こ
の
趣
旨
に
沿
う
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
修
復
的
正
義
に
立
場
か
ら
は
、
実
体
法
上
お
よ
び
手
続
上
の
整
備
を
行

い
、
体
系
的
な
犯
罪
被
害
賠
償
法
を
制
定
す
る
こ
と
が
将
来
的
に
は
望
ま
し
い
と
い
え
る
（
56
）

。

ま
た
、
修
復
的
正
義
に
お
い
て
は
、
加
害
者
で
あ
る
被
告
人
と
犯
罪
被
害
者
と
の
間
の
和
解
が
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
57
）

。
犯
罪

は
社
会
の
連
帯
を
破
り
、
正
義
を
侵
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
正
義
を
維
持
す
る
意
識
が
も
う
一
度
、
関
係
者
全
体
の
中
で
内
面
化
さ
れ
る

必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
刑
事
手
続
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
刑
事
手
続
は
、
犯
罪
者
の
科
刑
が
唯
一
の
目
的
で
は
な
く
、
被
害
状
況
の

除
去
と
損
害
の
回
復
、
生
活
環
境
の
修
復
を
も
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
目
的
実
現
の
た
め
に
は
、
共
同
体
の
調
整
を
通
し
た
被
告
人
と

犯
罪
被
害
者
等
と
の
意
思
疎
通
の
た
め
の
努
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。
刑
事
手
続
に
お
け
る
民
事
上
の
和
解
（
刑
事
和
解
）
の
制
度
は
、
こ

の
趣
旨
に
沿
う
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
将
来
的
に
は
、
弁
護
人
あ
る
い
は
捜
査
・
訴
追
機
関
を
通
し
た
両
当
事
者
の
話
合
い
や
共

同
体
と
の
調
整
も
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
刑
事
和
解
の
制
度
は
犯
罪
者
の
処
遇
論
と
も
関
連
し
て
お
り
、
自
分
の
責
任
を
認

め
て
正
義
を
内
面
化
す
る
努
力
を
示
す
犯
罪
者
を
ど
の
よ
う
に
処
遇
す
べ
き
で
あ
る
か
な
ど
、
刑
事
司
法
の
あ
り
方
の
根
幹
に
も
触
れ
る

こ
と
か
ら
、
そ
の
有
用
性
を
認
め
る
に
し
て
も
、
な
お
慎
重
な
検
討
が
求
め
ら
れ
る
（
58
）

。

損
害
賠
償
請
求
を
刑
事
手
続
に
統
合
す
る
こ
と
の
利
点
は
、
手
続
の
簡
素
化
、
刑
罰
請
求
の
補
充
と
い
う
刑
事
政
策
的
意
味
、
被
害
者

の
地
位
の
改
善
、
刑
事
判
決
と
民
事
判
決
と
の
矛
盾
の
回
避
な
ど
の
点
に
あ
る
。
新
し
く
導
入
さ
れ
た
損
害
賠
償
命
令
制
度
を
円
滑
に
実

施
し
て
行
く
た
め
に
は
、
適
用
対
象
を
こ
の
制
度
に
相
応
し
い
も
の
に
絞
り
、
制
度
の
実
効
性
を
一
応
確
保
し
て
制
度
を
立
ち
上
げ
る
こ

と
が
優
先
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
を
、
い
わ
ゆ
る
生
命
・
身
体
・
自
由
と
い
っ
た
も
の
が
保
護
法
益
と

な
っ
て
い
る
犯
罪
の
中
か
ら
、
過
失
犯
を
除
い
た
も
の
に
絞
り
、
制
度
の
実
効
性
を
一
応
確
保
し
て
制
度
を
立
ち
上
げ
た
こ
と
は
、
こ
れ

五
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ま
で
ま
っ
た
く
前
例
の
な
い
制
度
を
導
入
し
て
、
こ
れ
を
円
滑
に
実
施
し
て
行
く
た
め
に
は
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

損
害
賠
償
命
令
制
度
に
は
、
事
実
上
の
「
心
証
の
引
継
ぎ
」
を
意
味
す
る
任
意
的
口
頭
弁
論
が
採
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
被
害
者
側
の

立
証
は
記
録
の
取
り
寄
せ
と
い
う
形
で
簡
単
に
済
ま
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
被
害
者
側
は
も
っ
ぱ
ら
損
害
論
に
集

中
し
て
主
張
・
立
証
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
口
頭
弁
論
を
し
な
い
と
き
で
も
、
当
事
者
を
審
尋
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

一
方
、
刑
事
和
解
は
、
民
事
の
訴
え
提
起
前
の
和
解
（
民
事
訴
訟
法
二
七
五
条
）
に
類
似
す
る
が
、
当
事
者
間
に
す
で
に
合
意
が
成
立
し

て
い
る
点
が
異
な
る
。
ま
た
、
刑
事
和
解
は
、
公
判
調
書
に
和
解
の
内
容
を
記
載
す
る
こ
と
で
裁
判
上
の
和
解
と
同
一
の
効
力
を
与
え

（
民
事
訴
訟
法
二
六
七
条
）、
確
定
判
決
の
場
合
に
準
じ
て
民
事
執
行
法
上
の
債
務
名
義
（
民
事
執
行
法
二
二
条
七
号
）
と
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、

被
告
人
か
ら
合
意
に
基
づ
く
履
行
が
な
い
場
合
に
は
、
犯
罪
被
害
者
等
は
改
め
て
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
な
く
公
判
調
書
に
よ
り
強

制
執
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
容
易
に
損
害
回
復
の
実
現
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
で
の
活
発
な
意

見
の
交
換
に
よ
り
、
被
告
人
側
の
当
事
者
に
は
保
証
人
な
ど
を
含
む
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
結
果
、
第
三
者
が
保
証
人
ま
た
は
連
帯
責
任
を

負
う
旨
を
約
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
も
共
同
申
立
て
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
刑
事
和
解
制
度
の
運
用
に
お
い
て
は
、
前
述

の
被
害
状
況
の
除
去
や
損
害
の
回
復
、
生
活
環
境
の
修
復
な
ど
と
と
も
に
、
人
的
担
保
で
あ
る
保
証
を
活
用
す
る
な
ど
し
て
、
将
来
の
支

払
い
を
担
保
す
る
形
で
債
務
名
義
を
得
て
和
解
す
る
こ
と
も
積
極
的
に
考
え
て
行
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

修
復
的
正
義
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
刑
事
損
害
賠
償
命
令
と
刑
事
和
解
の
両
制
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ま
っ
た
く
無
関
係
に
独
自
の

制
度
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
相
互
に
有
機
的
関
連
を
も
ち
な
が
ら
運
用
さ
れ
て
行
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。五

九
七
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五　

結　

語

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
犯
罪
被
害
者
の
地
位
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
暴
行
や
傷
害
あ
る
い
は
財

産
に
対
す
る
侵
害
に
よ
り
被
害
者
が
損
害
を
被
っ
た
場
合
、
古
く
は
、
被
害
者
が
家
族
や
血
縁
団
体
な
い
し
部
族
の
力
を
借
り
て
加
害
者

に
対
し
復
讐
を
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
み
ず
か
ら
犯
罪
捜
査
や
訴
追
を
行
い
、
私
罰
を
求
め
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
時
代
が

経
つ
に
つ
れ
、
被
害
者
に
よ
る
私
的
復
讐
を
昇
華
す
る
形
で
公
刑
罰
の
観
念
が
生
ま
れ
、
犯
罪
に
対
す
る
刑
罰
は
国
家
の
問
題
な
い
し
専

権
事
項
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近
代
法
の
も
と
で
は
、
公
刑
罰
の
正
当
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
濫
用
を
防
止
す
る
た
め
、

被
疑
者
や
被
告
人
の
権
利
保
障
の
必
要
性
が
要
請
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
被
害
者
は
犯
罪
事
件
の
直
接
的
な
関
係
者
で
あ
り
な
が
ら

刑
事
司
法
の
主
体
で
は
な
く
、
忘
れ
去
ら
れ
た
存
在
と
な
っ
た
。
刑
事
手
続
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
の
地
位
の
歴
史
は
、
手
続
か
ら
の
被

害
者
排
除
の
歴
史
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
言
葉
は
歴
史
の
沿
革
的
理
由
に
よ
る
部
分
が
大
き
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
民
事
と
刑
事
を
分
け
る
こ
と
は
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
制
度
的
な
要
請
に
す
ぎ
な
い
。
民
・
刑
分
離
の
壁
が
犯
罪
被
害
者
の

保
護
や
権
利
擁
護
な
い
し
損
害
の
回
復
に
と
っ
て
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
世
界
各
国
の
共
通
し
た
認
識
と
な
っ
て
い
る
。

刑
事
司
法
を
修
復
的
正
義
の
立
場
か
ら
被
害
者
関
係
的
に
再
構
築
す
る
場
合
に
は
、
附
帯
私
訴
や
刑
事
和
解
の
制
度
、
あ
る
い
は
、
損
害

賠
償
命
令
の
制
度
は
、
そ
の
一
つ
の
可
能
な
方
向
性
を
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
で
論
じ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
加
害
者
か
ら
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
賠
償
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
あ
り
う
る
（
59
）

。
刑
事
裁
判
で
有
罪
と
な
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
速
や
か
に
賠
償
を
言
渡
す
べ
き
で

あ
る
と
い
っ
た
考
え
方
や
、
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
賠
償
は
刑
事
罰
を
軽
減
す
る
効
果
と
引
き
換
え
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
考

五
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損
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え
方
が
あ
る
一
方
、
刑
事
罰
に
代
え
て
損
害
賠
償
を
行
わ
せ
る
こ
と
を
認
め
る
法
律
を
制
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
や
、
加
害
者

か
ら
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
賠
償
を
民
法
上
の
和
解
の
一
種
と
理
解
し
、
そ
の
効
果
を
起
訴
処
分
や
量
刑
と
い
っ
た
刑
事
手
続
に
反
映
さ
せ

る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
な
ど
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
犯
罪
被
害
者
は
当
該
被
告
刑
事
事
件
の
関
係
当
事
者
で

あ
り
、
犯
罪
被
害
者
が
訴
訟
手
続
に
関
与
す
る
こ
と
は
、
修
復
的
正
義
の
観
点
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
必
要
か
つ
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
。

損
害
賠
償
命
令
と
刑
事
和
解
の
両
制
度
は
、
単
独
で
制
度
そ
れ
自
体
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
相
互
に
足
ら
ざ
る
部
分
を
補
い
な
が
ら
、

有
機
的
関
連
性
を
も
っ
て
運
用
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
、
制
度
本
来
の
意
図
し
た
趣
旨
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
今
後
は
、
比
較
法
的
見
地
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
損
害
賠
償
命
令
制
度
を
横
断
的
に
検
討
し
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
1
） 

傷
害
や
殺
人
、
窃
盗
や
強
盗
、
動
物
に
よ
る
加
害
等
の
違
法
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
初
、
個
人
対
個
人
の
復
讐
に
よ
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
次

第
に
民
族
な
ど
の
団
体
や
血
縁
に
よ
る
復
讐
と
し
て
現
れ
、
被
害
者
の
所
属
し
て
い
た
家
族
や
氏
族
等
の
集
団
が
、
加
害
者
お
よ
び
そ
の
属
す
る
集

団
を
敵
と
し
て
徹
底
的
に
攻
撃
し
、
報
復
し
た
。
そ
の
後
、
政
治
的
権
威
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
権
威
的
機
関
に
よ
っ
て
よ
り
公
平

な
高
い
立
場
か
ら
解
決
方
法
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
共
同
社
会
の
平
和
を
維
持
す
る
た
め
に
、
復
讐
に
対
し
て
制
限
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
制
限
さ
れ
た
復
讐
の
典
型
形
態
が
、「
同
害
報
復
」、
す
な
わ
ち
、
タ
リ
オ
（talio

）
で
あ
る
。
タ
リ
オ
思
想
は
、
今
日
の
我
々
の
常
識
か

ら
い
え
ば
、
ず
い
ぶ
ん
残
酷
な
仕
打
ち
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
未
開
の
原
始
社
会
に
お
け
る
本
能
的
で
無
制
限
な
血
の
復
讐
と
比
べ
る
と
、
人
間
の

理
性
的
反
省
に
基
づ
く
よ
り
進
歩
し
た
制
裁
方
法
で
あ
る
。
紀
元
前
の
旧
約
聖
書
、
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
典
、
ロ
ー
マ
の
一
二
表
法
な
ど
に
は
、
タ
リ
オ

思
想
の
現
れ
と
み
ら
れ
る
規
定
に
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
や
が
て
公
的
権
威
が
成
立
す
る
と
、
賠
償
は
あ
る
程
度
画
一
的
で
定
額
的
な
贖
罪
金
な
る

も
の
に
移
行
し
、
被
害
者
は
贖
罪
金
に
よ
っ
て
満
足
し
、
加
害
者
も
贖
罪
金
を
支
払
う
義
務
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
復
讐
を
禁
止
す

る
こ
と
の
代
償
と
し
て
の
贖
金
は
、
私
的
な
制
裁
金
ま
た
は
贖
金
と
い
う
性
質
が
強
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
国
家
権
力
や
裁
判
制
度
が
次
第

に
整
備
さ
れ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
民
事
責
任
と
刑
事
責
任
と
が
分
化
し
、
処
罰
な
い
し
制
裁
の
権
限
は
刑
事
罰
と
い
う
形
で
国
家
に
集
中
し
、
被
害

五
九
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者
が
被
っ
た
損
害
に
つ
い
て
は
民
事
責
任
と
し
て
加
害
者
に
賠
償
さ
せ
る
と
い
う
形
が
出
来
上
が
る
こ
と
に
な
っ
た
。
復
讐
か
ら
贖
金
へ
、
贖
金
か

ら
損
害
賠
償
へ
と
い
う
歴
史
的
発
展
は
、
損
害
賠
償
を
し
て
現
実
に
生
じ
た
損
害
を
加
害
者
に
賠
償
さ
せ
る
こ
と
認
め
さ
せ
、
公
平
か
つ
妥
当
な
損

害
の
賠
償
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
贖
う
」
と
い
う
こ
と
は
「
損
害
を
賠
償
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
損
害
賠
償
を
醇
化
す
る

契
機
が
整
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
こ
こ
に
今
日
の
賠
償
金
の
支
払
い
を
基
本
と
す
る
不
法
行
為
の
原
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ゲ
ル
ハ
ル

ト
・
リ
ー
ス
「
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
に
お
け
る
私
的
不
正
に
対
す
る
制
裁
│
刑
法
と
損
害
賠
償
の
発
端
と
発
展
に
つ
い
て
│
」
獨
協
法
学
四
七
号

（
一
九
九
八
年
）
五
六
六
頁
以
下
、
ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
／
世
良
晃
志
郎
訳
『
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
﹇
改
訂
版
﹈』（
創
文
社
、

一
九
七
一
年
）
五
四
頁
以
下
、
六
五
頁
、
一
五
三
│
一
五
五
頁
、
四
二
四
頁
、
Ｈ
・
Ｊ
・
ベ
ッ
カ
ー
／
鈴
木
佳
秀
訳
『
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
法
と
社

会
』（
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
八
九
年
）
一
一
五
頁
以
下
、
二
〇
五
頁
以
下
、
二
六
七
頁
以
下
な
ど
。
欧
文
の
文
献
と
し
て
、G

erhard O
. W
. 

M
ueller, T

ort, C
rim
e and the P

rim
itive, 46 J. C

rim
. L
. C
rim
inology &

 P
olice S

ci. 303, at 308-332 

（1955

）; D
etlev F

rehsee, 

S
chadensw

iedergutm
achung als Instrum

ent strafrechtlicher S
ozialkontrolle, D

uncker &
 H
um
blot, 1987, S

. 13-27; S
tephem

 

S
chafer, C

om
pensation and restitution to victim

s of crim
e, P
atterson S

m
ith, 2nd ed. enl.1970, p. 3-12; T

hom
as W

eigend, 

D
eliktsopfer und S

trafverfahren, D
uncker &

 H
um
blot, 1989, S

.28-43 

な
ど
。
刑
罰
と
損
賠
賠
償
に
関
す
る
不
法
の
本
質
や
責
任
構
造
の

違
い
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
文
献
が
あ
る
が
、
差
し
あ
た
り
、
高
橋
則
夫
「
刑
罰
と
損
害
賠
償
│
刑
法
・
民
法
に
お
け
る
行
為
規
範
と
制
裁
規
範

│
」
現
代
刑
事
法
六
巻
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）
三
七
頁
以
下
、
西
原
春
夫
「
民
事
責
任
と
刑
事
責
任
」
有
泉
亨
ほ
か
編
『
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
1

（
総
論
）』（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
六
年
）
二
五
頁
以
下
、
山
田
卓
生
「
民
事
法
の
正
義
と
刑
事
法
の
正
義
」
法
曹
時
報
四
九
巻
六
号
（
一
九
九
七

年
）
一
頁
以
下
な
ど
。

（
2
） 

立
法
の
経
緯
と
背
景
に
つ
き
、
親
家
和
仁
＝
盛
岡
礼
子
「
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
概
要
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
六
〇
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
四
頁
以
下
、
白
木
功
「『
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た

め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
』
の
概
要
」
ジ
ュ
リ
一
三
三
八
号
（
二
〇
〇
七
年
）
四
八
頁
以
下
、
平
城
文
啓
「
被
害
者
参
加
制
度

と
損
害
賠
償
命
令
の
創
設
」
時
の
法
令
一
八
〇
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）
六
頁
以
下
な
ど

（
3
） 

損
害
賠
償
命
令
制
度
と
被
害
者
参
加
制
度
は
、
同
一
の
刑
事
裁
判
で
同
時
に
利
用
さ
れ
る
場
合
も
少
な
く
は
な
い
が
、
適
用
さ
れ
る
罪
種
（
業

六
〇
〇



損
害
賠
償
命
令
制
度
の
意
義
と
機
能
（
長
谷
川
）

（
八
三
三
）

務
条
過
失
致
傷
の
罪
が
除
外
さ
れ
る
か
否
か
。
損
害
賠
償
命
令
制
度
は
除
外
す
る
）、
対
象
者
（
被
害
者
本
人
以
外
に
、
配
偶
者
・
直
系
の
親
族
も

し
く
は
兄
弟
姉
妹
か
相
続
人
か
。
損
害
賠
償
命
令
制
度
は
被
害
者
の
相
続
人
と
す
る
）
に
お
い
て
違
い
が
あ
る
。
山
下
幸
夫
「
刑
事
裁
判
へ
の
被
害

者
参
加
制
度
の
立
法
経
過
と
実
務
家
か
ら
見
た
問
題
点
」
刑
事
弁
護
五
〇
号
（
二
〇
〇
七
年
）
八
二
頁
以
下
、
八
八
頁
注（
11
）。

（
4
） 
武
内
大
徳
＝
山
崎
勇
人
「
被
害
者
参
加
制
度
・
損
害
賠
償
命
令
の
現
状
と
課
題
」
自
由
と
正
義
六
四
巻
一
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
二
頁
以
下
。

同
一
三
頁
【
別
表
】「
被
害
者
参
加
申
出
件
数
の
内
訳
と
推
移
」
に
よ
れ
ば
、
参
加
の
申
出
人
数
で
は
二
〇
〇
九
年
五
七
一
人
か
ら
二
〇
一
二
年

一
、〇
二
二
人
、
許
可
人
数
で
は
二
〇
〇
九
年
五
六
〇
人
か
ら
二
〇
一
二
年
一
、〇
〇
〇
人
と
推
移
し
、
二
〇
〇
九
年
の
施
行
当
初
か
ら
約
二
倍
に
増

加
し
、
ま
た
、
被
告
人
質
問
等
の
利
用
件
数
で
も
、
二
〇
〇
九
年
三
四
四
人
、
二
〇
一
二
年
四
七
四
人
と
推
移
し
、
増
加
傾
向
に
あ
る
。
な
お
、
併

せ
て
、
小
池
勝
雅
「
被
害
者
参
加
制
度
の
運
用
に
関
す
る
諸
問
題
」
植
村
立
郎
判
事
退
官
記
念
論
文
集
『
現
代
刑
事
法
の
諸
問
題
第
二
巻
』（
立
花

書
房
、
二
〇
一
一
年
）
三
二
九
頁
以
下
参
照
。

（
5
） 

付
随
措
置
法
の
附
則
九
条
に
基
づ
い
て
法
務
省
に
設
置
さ
れ
た
「
平
成
一
九
年
度
改
正
刑
事
訴
訟
法
等
に
関
す
る
意
見
交
換
会
」（
以
下
「
意

見
交
換
会
」
と
い
う
）
に
配
布
さ
れ
た
資
料
に
よ
る
と
、
二
〇
一
一
年
の
終
局
事
件
数
で
二
三
七
件
、
認
容
賠
償
額
は
五
〇
〇
万
円
ま
で
が
半
数
を

占
め
、
高
額
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
た
例
は
少
な
い
と
い
う
。
水
谷
規
男
「
被
害
者
参
加
と
損
害
賠
償
命
令
」
刑
法
雑
誌
五
三
巻
三
号
（
二
〇
一
四

年
）
四
八
七
頁
以
下
、
四
九
八
頁
。
ま
た
、
大
阪
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
施
行
直
後
一
年
間
（
二
〇
〇
九
年
）
の
申
立
て
件
数
は
一
五
件
、
施
行
後

二
年
目
（
二
〇
一
〇
年
）
は
一
一
月
末
時
点
で
一
三
件
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
和
田
真
「
刑
事
損
害
賠
償
命
令
の
概
要
と
大
阪
地
方
裁
判
所
（
本

庁
）
に
お
け
る
運
用
状
況
に
つ
い
て
」
判
タ
一
三
四
四
号
（
二
〇
一
一
年
）
四
頁
。

（
6
） 

奥
村
正
雄
「
第
二
次
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
の
意
義
と
課
題
」
ジ
ュ
リ
一
四
二
四
号
（
二
〇
一
一
年
）
四
五
頁
以
下
、
和
田
・
前
掲
注（
5
）

四
五
頁
以
下
、
土
井
和
重
「
刑
法
へ
の
損
害
回
復
導
入
を
巡
る
国
際
的
潮
流
と
我
が
国
の
損
害
賠
償
命
令
」
法
学
研
究
論
集
（
明
治
大
学
大
学
院
法

学
研
究
科
）
四
〇
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
頁
以
下
な
ど
。

（
7
） 

長
谷
川
貞
之
「
犯
罪
被
害
者
の
損
害
回
復
と
附
帯
私
訴
・
刑
事
和
解
の
制
度
」
比
較
法
文
化
（
駿
河
台
大
学
比
較
法
研
究
所
）
一
〇
号

（
二
〇
〇
二
年
）
四
七
頁
以
下
。

（
8
） 

前
掲
注（
1
）、
お
よ
び
、
そ
こ
で
引
用
の
各
文
献
参
照
。

六
〇
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
三
四
）

（
9
） 

Ｓ
・
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
、
刑
事
裁
判
の
歴
史
的
展
開
を
犯
罪
被
害
者
の
地
位
と
い
う
観
点
か
ら
、
沿
革
的
に
三
つ
の
時
期
（
黄
金
期
・
衰
退

期
・
復
興
期
）
に
区
分
し
て
説
明
す
る
。S

tephen S
chafer, V

ictim
ology: T

he V
ictim

e and H
is C
rim
inal, R

eston P
ublishing C

om
pany 

Inc., 1977, pp.5-32.

同
書
は
、
同
じ
著
者
に
よ
るT

he victim
 and his crim

inal: a study in functional responsibility, R
andom

 H
ouse, 

1968, pp.7-38 

に
加
筆
訂
正
し
改
題
し
た
も
の
で
あ
る
。
被
害
者
補
償
の
沿
革
史
と
第
二
次
大
戦
後
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
宮
澤
浩
一
「
被
害
者

補
償
の
制
度
（
一
）」
時
の
法
令
一
三
三
六
号
（
一
九
八
八
年
）
七
〇
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
10
） 

石
井
良
助
「
刑
罰
の
歴
史
（
日
本
）」
同
『
日
本
刑
事
法
史
』（
創
文
社
、
一
九
八
六
年
）
四
一
頁
以
下
、
穂
積
陳
重
「
刑
法
進
化
の
話
」
同

『
復
讐
と
法
律
』〈
岩
波
文
庫
〉（
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
）
三
〇
頁
以
下
、
塙
浩
「
刑
罰
の
歴
史
│
西
洋
│
」
荘
子
邦
雄
ほ
か
編
『
刑
罰
の
理
論

と
現
実
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
）
一
二
一
頁
以
下
、
石
川
才
顕
「
犯
罪
被
害
者
へ
の
損
害
賠
償
の
必
要
性
と
刑
事
司
法
的
介
入
の
理
論
的
基

礎
」
日
本
法
学
三
一
巻
四
号
（
一
九
六
六
年
）
七
〇
頁
以
下
な
ど
。

（
11
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
7
）五
〇
│
五
八
頁
、
お
よ
び
、
そ
こ
で
引
用
す
る
各
文
献
を
参
照
。

（
12
） 

附
帯
私
訴
と
は
、
刑
事
の
公
訴
に
附
帯
し
て
審
理
を
求
め
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
民
事
の
訴
え
で
あ
る
。
小
野
清
一
郎
『
全
訂
第
三
版　

刑
事
訴

訟
法
講
義
』（
有
斐
閣
、
一
九
三
三
年
）
六
二
〇
頁
。
附
帯
私
訴
の
制
度
は
、
明
治
一
三
年
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
草
案
を
も
と
に
起
草
さ
れ
た
治
罪

法
（
明
治
一
三
年
太
政
官
布
告
第
一
三
号
。
第
一
編
二
条
以
下
、
第
三
編
第
二
小
第
二
節
一
一
〇
条
以
下
）
に
お
い
て
初
め
て
日
本
の
法
律
に
登
場

し
、
次
い
で
、
明
治
刑
事
訴
訟
法
（
明
治
二
三
年
法
律
第
九
六
号
。
第
一
編
二
条
以
下
）、
大
正
刑
事
訴
訟
法
（
大
正
一
一
年
法
律
第
七
五
号
。
第

九
編
五
六
七
条
以
下
）
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。
大
正
刑
事
訴
訟
法
は
、
私
訴
を
提
起
で
き
る
者
は
犯
罪
に
よ
り
身
体
・
自
由
・
名
誉
ま
た
は
財

産
の
被
害
を
受
け
た
者
で
あ
り
、
民
事
上
の
損
害
賠
償
お
よ
び
贓
物
の
返
還
請
求
が
で
き
た
。
弁
護
士
で
な
い
者
も
代
理
人
と
な
る
こ
と
が
可
能
で

あ
り
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
れ
ば
訴
訟
記
録
の
閲
覧
お
よ
び
謄
写
が
認
め
ら
れ
た
。
私
訴
の
提
起
は
、
第
一
審
の
弁
論
終
結
時
ま
で
に
訴
状
を
裁
判

所
に
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
た
。
私
訴
の
判
決
は
公
訴
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
た
事
実
に
従
う
こ
と
か
ら
、
公
訴
の
審
理
が
終
了
し
て
か
ら
私
訴
の
取

調
べ
が
行
わ
れ
た
。
詳
細
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
7
）五
八
頁
以
下
。

（
13
） 

団
藤
重
博
『
刑
事
訴
訟
法
綱
要
』（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
四
三
年
）
八
二
五
頁
「
第
一
五
表
」
に
よ
る
と
、
附
帯
私
訴
第
一
審
新
受
件
数
は
、

昭
和
元
年
に
四
三
三
件
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
境
に
昭
和
八
年
に
は
二
七
一
件
、
昭
和
一
五
年
に
は
一
〇
〇
件
と
な
り
、
年
々
下
降
し
て
い
る
。
利
用

六
〇
二



損
害
賠
償
命
令
制
度
の
意
義
と
機
能
（
長
谷
川
）

（
八
三
五
）

件
数
の
少
な
さ
が
何
に
原
因
す
る
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
附
帯
私
訴
に
よ
り
民
事
上
の
請
求
権
が
実
現
さ
れ
る
機
会
は
極
め
て
限
定
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
、
原
因
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
附
帯
私
訴
が
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
は
、
訴
訟
が
い
か
な
る
状
態
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
私
訴

判
決
ま
で
に
多
大
な
時
間
を
要
す
る
と
考
え
る
と
き
は
決
定
に
よ
り
私
訴
を
却
下
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
決
定
に
は
抗
告
が
認
め
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
公
訴
に
つ
い
て
無
罪
、
免
訴
ま
た
は
公
訴
棄
却
の
判
決
が
な
さ
れ
る
と
、
私
訴
に
つ
き
判
決
を
な
す
こ
と
は
で
き
ず
、
申
立

て
は
却
下
さ
れ
、
被
害
者
は
別
途
、
民
事
訴
訟
の
提
起
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

（
14
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
7
）六
八
│
七
〇
頁
。
附
帯
私
訴
に
関
す
る
近
時
の
論
文
と
し
て
、
椛
山
正
宣
「
加
害
者
に
対
す
る
訴
訟
と
犯
罪
被
害
者
│

附
帯
私
訴
の
可
能
性
」
龍
谷
大
学
大
学
院
法
学
研
究
七
号
（
二
〇
〇
五
年
）
六
三
頁
以
下
、
川
出
敏
裕
「
付
帯
私
訴
制
度
に
つ
い
て
」
廣
瀬
健
二
・

多
田
辰
也
編
『
田
宮
裕
博
士
追
悼
論
集
﹇
下
巻
﹈』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
二
八
七
頁
以
下
、
滝
沢
誠
「
付
帯
私
訴
に
よ
る
被
害
者
の
損
害
回

復
」
法
学
新
報
一
〇
七
巻
九
・
一
〇
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
四
一
頁
以
下
な
ど
。

（
15
） 

黒
澤
睦
「
明
治
初
期
の
告
訴
制
度
の
形
成
過
程
│
刑
事
手
続
法
に
お
け
る
関
連
諸
規
定
の
概
観
│
」
富
大
経
済
論
集
五
三
巻
二
号
（
二
〇
〇
七

年
）
一
八
三
頁
以
下
。

（
16
） 

瀬
川
晃
ほ
か
「〈
座
談
会
〉
犯
罪
被
害
者
の
権
利
利
益
保
護
法
案
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ
ュ
リ
一
三
三
八
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
頁
以
下
﹇
瀬
川
晃

発
言
﹈。

（
17
） 

宮
澤
浩
一
「
被
害
者
の
補
償
制
度
（
三
）」
時
の
法
令
一
三
四
〇
号
（
一
九
八
八
年
）
五
〇
頁
以
下
。

（
18
） 

欧
米
と
日
本
を
比
較
し
た
被
害
者
の
権
利
確
立
に
関
す
る
歴
史
に
つ
い
て
、
諸
澤
英
道
「
日
本
に
お
け
る
被
害
者
対
策
の
現
状
と
課
題
」
法
律

の
ひ
ろ
ば
六
〇
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
四
頁
以
下
。
な
お
、
本
文
の
第
二
段
階
に
至
る
時
期
の
前
後
に
、
簡
易
・
迅
速
な
損
害
回
復
を
推
進
す

る
立
場
か
ら
附
帯
私
訴
制
度
の
復
活
を
待
望
す
る
声
は
少
な
く
は
な
か
っ
た
が
、
立
法
に
結
実
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
奥
村
・
前
掲
注

（
6
）六
五
頁
注（
11
）で
引
用
す
る
各
種
文
献
を
参
照
。

（
19
） 

犯
給
法
の
運
用
実
態
に
つ
い
て
は
、
宮
澤
浩
一
「
犯
罪
被
害
者
へ
の
支
援
│
心
の
支
え
の
た
め
に
」
書
斎
の
窓
四
五
四
号
（
一
九
九
六
年
）

一
三
頁
以
下
に
、
施
行
後
一
五
年
間
の
統
計
分
析
が
あ
る
。
そ
の
後
、
一
九
九
五
年
に
発
生
し
た
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
な
ど
の
無
差
別
殺
傷
事
件
を

契
機
に
、
重
傷
病
給
付
金
の
創
設
な
ど
支
給
対
象
の
拡
大
や
給
付
基
礎
額
の
引
上
げ
を
中
心
と
し
た
法
改
正
が
な
さ
れ
、
二
〇
〇
一
年
七
月
か
ら

六
〇
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
三
六
）

「
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
て
い
る
。
同
法
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
基
本
法
お
よ
び
こ
れ
に
基
づ
き
作
成
さ

れ
た
基
本
計
画
を
受
け
、
重
傷
病
給
付
金
に
つ
い
て
支
給
要
件
の
緩
和
や
支
給
対
象
期
間
の
延
長
な
ど
を
内
容
と
す
る
政
令
改
正
や
規
則
改
正
が
行

わ
れ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
第
二
次
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
に
基
づ
く
「
犯
罪
被
害
給
付
制
度
の
拡
充
及

び
新
た
な
補
償
制
度
の
創
設
に
関
す
る
検
討
会
」
の
「
最
終
取
り
ま
と
め
」
を
踏
ま
え
、
犯
罪
被
害
者
ま
た
は
第
一
順
位
遺
族
と
加
害
者
と
の
間
に

兄
弟
姉
妹
の
関
係
が
あ
る
場
合
に
係
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
不
支
給
事
由
お
よ
び
児
童
虐
待
等
と
認
め
ら
れ
る
親
族
間
犯
罪
の
場
合
に
お
け
る

特
例
規
定
を
見
直
す
規
則
改
正
が
な
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
、
警
察
庁
犯
罪
被
害
者
支
援
室
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w
.npa.go.jp/

higaisya/shien/kyufu/seido.htm

）
を
参
照
。
近
時
の
犯
罪
被
害
給
付
制
度
の
運
用
に
つ
き
、〈
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〉「
犯
罪
被
害
者
へ
の
経
済
的
支

援

│
犯
給
制
度
の
再
評
価
と
展
望

│
」
被
害
者
学
研
究
二
五
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
一
二
頁
以
下
。

（
20
） 

立
法
に
至
る
経
緯
に
つ
き
、
酒
巻
匡
「
犯
罪
被
害
者
保
護
等
の
た
め
の
新
法
律
」
法
学
教
室
二
四
〇
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
三
六
頁
以
下
。
解
説

書
と
し
て
、
椎
橋
隆
幸
『
わ
か
り
や
す
い
犯
罪
被
害
者
保
護
制
度
』（
有
斐
閣
二
〇
〇
一
年
）、
松
尾
浩
也
編
『
逐
条
解
説
犯
罪
被
害
者
保
護
二
法
』

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
参
照
。

（
21
） 

詳
細
は
、
奥
村
正
雄
「
犯
罪
被
害
者
等
の
損
害
回
復
と
損
害
賠
償
命
令
制
度
」
ジ
ュ
リ
一
三
三
八
号
（
二
〇
〇
七
年
）
六
三
頁
以
下
。
刑
事
和

解
に
関
す
る
法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
の
議
論
つ
い
て
は
、
椛
山
・
前
掲
注（
14
）六
八
│
六
九
頁
。
と
く
に
意
見
の
対
立
が
激
し
か
っ
た
の
は
、
刑

事
裁
判
に
お
け
る
民
事
上
の
和
解
に
お
い
て
被
告
人
側
の
当
事
者
に
保
証
人
等
を
含
め
る
か
否
か
、
和
解
の
対
象
を
被
告
事
件
の
公
訴
事
実
の
範
囲

に
限
定
す
べ
き
か
否
か
で
あ
っ
た
。

（
22
） 

基
本
計
画
の
掲
げ
る
四
つ
の
基
本
方
針
と
は
、「
尊
厳
に
相
応
し
い
処
遇
を
権
利
と
し
て
保
障
す
る
こ
と
」、「
個
々
の
事
情
に
応
じ
て
適
切
に

行
わ
れ
る
こ
と
」、「
途
切
れ
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
る
こ
と
」、
お
よ
び
、「
国
民
の
総
意
を
形
成
し
な
が
ら
展
開
さ
れ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
重
点
課
題

は
次
の
五
つ
で
あ
っ
た
。
①
損
害
回
復
・
経
済
的
支
援
等
へ
の
取
組
み
（
基
本
法
一
二
条
・
一
三
条
・
一
六
条
・
一
七
条
関
係
）（
四
二
施
策
）、
②

精
神
的
・
身
体
的
被
害
の
回
復
・
防
止
へ
の
取
組
み
（
基
本
法
一
四
条
・
一
五
条
・
一
九
条
関
係
）（
六
九
施
策
）、
③
刑
事
手
続
へ
の
関
与
拡
大
へ

の
取
組
み
（
基
本
法
一
八
条
関
係
）（
四
三
施
策
）、
④
支
援
等
の
た
め
の
体
制
整
備
へ
の
取
組
み
（
基
本
法
一
一
条
・
二
一
条
・
二
二
条
関
係
）

（
七
五
施
策
）、
⑤
国
民
の
理
解
の
増
進
と
配
慮
・
協
力
の
確
保
へ
の
取
組
み
（
基
本
法
二
〇
条
関
係
）（
二
九
施
策
）。

六
〇
四



損
害
賠
償
命
令
制
度
の
意
義
と
機
能
（
長
谷
川
）

（
八
三
七
）

（
23
） 

諮
問
第
八
〇
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
の
趣
旨
及
び
目
的
に
か
ん
が
み
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
、
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
一
層
の
保
護
を
図
る
た
め
、

早
急
に
法
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
先
の
事
項
に
関
し
て
、
そ
の
整
備
要
綱
の
骨
子
を
示
さ
れ
た
い
。

〈
記
〉

第
一　

損
害
賠
償
請
求
に
関
し
刑
事
手
続
の
成
果
を
利
用
す
る
制
度

第
二　

公
判
記
録
の
閲
覧
及
び
謄
写
の
範
囲
の
拡
大

第
三　

犯
罪
被
害
者
等
に
関
す
る
情
報
の
整
備

　

1　

公
開
の
法
廷
に
お
い
て
性
犯
罪
等
の
被
害
者
の
氏
名
等
を
明
ら
か
に
し
な
い
よ
う
に
す
る
制
度

　

2 　

証
拠
開
示
の
差
異
に
、
相
手
方
に
対
し
て
、
性
犯
罪
等
の
被
害
者
の
氏
名
等
を
明
ら
か
に
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
制
度

第
四　

犯
罪
被
害
者
等
が
刑
事
裁
判
に
直
接
関
与
す
る
こ
と
の
で
き
る
制
度
」

（
24
） 

法
制
審
議
会
第
一
五
〇
回
会
議
（
二
〇
〇
六
年
九
月
六
日
開
催
）。
損
害
賠
償
請
求
に
関
し
刑
事
手
続
の
成
果
を
利
用
す
る
制
度
に
つ
い
て
、

「
第
一
の
事
項
は
、『
損
害
賠
償
請
求
に
関
し
刑
事
手
続
の
成
果
を
利
用
す
る
制
度
』
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
基
本
計
画
に
も
あ
る
よ
う

に
、『
多
く
の
犯
罪
被
害
者
等
に
と
っ
て
、
損
害
賠
償
の
請
求
に
よ
っ
て
加
害
者
と
対
峙
す
る
こ
と
は
、
犯
罪
等
に
よ
っ
て
傷
付
き
疲
弊
し
て
い
る

精
神
に
更
な
る
負
担
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
訴
訟
に
な
る
と
高
い
費
用
と
多
く
の
労
力
・
時
間
を
要
す
る
こ
と
、
訴
訟
に
関
す
る
知
識
が

な
い
こ
と
、
独
力
で
は
証
拠
が
十
分
に
得
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
、
多
く
の
困
難
に
直
面
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
現
在
の
損
害
賠
償
請
求
制
度
が
犯
罪

被
害
者
等
の
た
め
に
十
分
に
機
能
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
』
と
の
指
摘
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
附
帯
私
訴
、
損
害
賠
償
命
令
等
、
犯
罪
被
害

者
等
の
損
害
賠
償
の
請
求
に
関
し
て
刑
事
手
続
の
成
果
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
被
害
者
等
の
労
力
を
軽
減
し
、
簡
易
迅
速
な
手
続
と
す
る

こ
と
の
で
き
る
、
我
が
国
に
ふ
さ
わ
し
い
新
た
な
制
度
に
つ
い
て
、
御
審
議
を
お
願
い
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。」

（
25
） 

答
申
に
つ
き
、http://w

w
w
.m
oj.go.jp/S

H
IN
G
I2/070207-4-1.htm

l
参
照
。

（
26
） 

「
損
害
賠
償
請
求
に
関
し
刑
事
手
続
の
成
果
を
利
用
す
る
制
度
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
附
帯
私
訴
」
の
制
度
が
示
さ
れ
た
。
そ
の

六
〇
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
三
八
）

内
容
は
、
一
定
の
罪
種
に
つ
き
被
害
者
等
が
刑
事
事
件
の
係
属
す
る
裁
判
所
に
対
し
て
弁
論
終
結
前
に
損
害
賠
償
請
求
を
行
い
、
裁
判
所
は
有
罪
の

言
い
渡
し
後
、
こ
れ
に
つ
い
て
審
理
を
開
始
し
、
決
定
を
言
い
渡
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
の
審
理
は
原
則
と
し
て
四
回
ま
で
と
し
、
そ

れ
ま
で
に
終
結
し
な
い
と
き
は
、
民
事
裁
判
に
移
行
す
る
と
し
て
い
る
。

（
27
） 
瀬
川
ほ
か
〈
座
談
会
〉・
前
掲
注（
16
）八
│
九
頁
以
下
﹇
瀬
川
晃
発
言
﹈。

（
28
） 

附
則
九
条
お
よ
び
一
〇
条
の
規
定
を
追
加
す
る
処
理
が
な
さ
れ
た
。

（
29
） 

前
述
の
基
本
計
画
で
示
さ
れ
た
四
つ
の
立
法
事
項
（
前
掲
注（
22
））
と
の
関
係
で
み
れ
ば
、「
刑
事
裁
判
に
直
接
関
与
す
る
こ
と
の
で
き
る
制

度
」
と
「
被
害
者
に
関
す
る
情
報
の
保
護
」
は
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
刑
事
訴
訟
法
三
一
六
条
の
三
三
以
下
に
、「
損
害
賠
償
請
求
に
関

し
刑
事
手
続
の
成
果
を
利
用
す
る
制
度
」
と
「
公
判
記
録
の
閲
覧
・
謄
写
に
範
囲
拡
大
」
は
、
犯
罪
被
害
者
保
護
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
付
随
措
置

法
九
条
以
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
立
法
の
手
当
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
被
害
者
参
加
制
度
を
利
用
し
て
刑
事
手
続
に
参
加
す
る
被
害
者
参
加
人
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
施
策
と
し
て
、
二
〇
一
三
年

六
月
、
付
随
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
五
年
法
律
第
三
三
号
）
が
制
定
さ
れ
、
公
判
期
日
等
に
出
席
し
た
被
害
者
参
加
人
に
対

し
て
旅
費
等
を
支
給
す
る
制
度
が
導
入
さ
れ
る
と
と
も
に
、
被
害
者
参
加
人
の
た
め
の
国
選
弁
護
制
度
（
二
〇
〇
八
年
四
月
の
付
随
措
置
法
の
一
部

改
正
に
よ
り
導
入
。
平
成
二
〇
年
法
律
第
一
九
号
）
に
お
け
る
資
力
要
件
を
緩
和
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
白
鳥
智
彦
「〈
法
令
解
説
〉
被

害
者
参
加
人
の
経
済
的
負
担
を
軽
減

│
被
害
者
参
加
旅
費
等
支
給
制
度
の
創
設
と
被
害
者
参
加
人
の
た
め
の
国
選
弁
護
制
度
に
お
け
る
資
力
要
件

の
緩
和
」
時
の
法
令
一
九
四
八
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
一
頁
以
下
。

（
30
） 

水
谷
・
前
掲
注（
5
）四
八
七
頁
以
下
。

（
31
） 

詳
細
は
、
和
田
・
前
掲
注（
5
）六
頁
以
下
。

（
32
） 

損
害
賠
償
命
令
の
裁
判
・
審
理
が
一
般
の
民
事
訴
訟
の
裁
判
・
審
理
と
共
通
す
る
点
、
お
よ
び
、
異
な
る
点
に
つ
い
て
は
、
和
田
・
前
掲
注

（
5
）八
頁
以
下
が
整
理
す
る
と
こ
ろ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
33
） 

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
を
行
え
る
罪
は
、
以
下
の
通
り
（
付
随
措
置
法
九
条
一
項
）。

①
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
た
罪
ま
た
は
そ
の
未
遂
罪

六
〇
六



損
害
賠
償
命
令
制
度
の
意
義
と
機
能
（
長
谷
川
）

（
八
三
九
）

②
次
に
掲
げ
る
罪
ま
た
は
そ
の
未
遂
罪

　

イ　

刑
法
一
七
六
条
か
ら
一
七
八
条
ま
で
（
強
制
わ
い
せ
つ
、
強
姦
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
お
よ
び
準
強
姦
）
の
罪

　

ロ　

刑
法
二
二
〇
条
（
逮
捕
お
よ
び
監
禁
）
の
罪

　

ハ 　

刑
法
二
二
四
条
か
ら
二
二
七
条
ま
で
（
未
成
年
者
略
取
お
よ
び
誘
拐
、
営
利
目
的
等
略
取
お
よ
び
誘
拐
、
身
の
代
金
目
的
略
取
な
ど
、
所

在
国
外
移
送
目
的
略
取
お
よ
び
誘
拐
、
人
身
売
買
、
被
略
取
者
な
ど
所
在
国
外
移
送
、
被
略
取
者
引
渡
し
な
ど
）
の
罪

　

ニ　

イ
か
ら
ハ 
ま
で
に
掲
げ
る
罪
の
ほ
か
、
そ
の
犯
罪
行
為
に
こ
れ
ら
の
罪
の
犯
罪
行
為
を
含
む
罪
（
前
号
に
掲
げ
る
罪
を
除
く
）

和
田
・
前
掲
注（
5
）二
三
頁
に
は
、
上
記
の
被
告
事
件
に
つ
い
て
、
刑
法
犯
（
罪
種
五
〇
）、
特
別
法
犯
（
罪
種
二
六
）
に
区
分
し
、
具
体
的
な

「
損
害
賠
償
命
令
制
度
の
対
象
犯
罪
」
が
一
覧
表
の
形
で
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
参
考
に
な
る
。

（
34
） 

損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
は
、
却
下
の
決
定
の
告
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
告
知
を
受
け
た
時
か
ら
六
月
以
内
に
、
そ
の
申
立
て
に
係
る
請

求
に
つ
い
て
、
裁
判
上
の
請
求
、
支
払
督
促
の
申
立
て
、
和
解
の
申
立
て
な
ど
を
し
な
け
れ
ば
、
時
効
の
中
断
の
効
力
を
生
じ
な
い
（
付
随
措
置
法

一
四
条
）。

（
35
） 

水
谷
・
前
掲
注（
5
）四
八
八
頁
。

（
36
） 

水
谷
・
前
掲
注（
5
）四
八
八
頁
。

（
37
） 

水
谷
・
前
掲
注（
5
）四
八
八
頁
。

（
38
） 

武
内
＝
山
崎
・
前
掲
注（
4
）一
四
頁
。

（
39
） 

水
谷
・
前
掲
注（
5
）四
九
〇
頁
、
和
田
・
前
掲
注（
6
）一
三
頁
。

（
40
） 

水
谷
・
前
掲
注（
5
）四
九
〇
頁
、
和
田
・
前
掲
注（
6
）一
三
│
一
四
頁
。

（
41
） 

山
下
・
前
掲
注（
3
）八
四
│
八
五
頁
。

（
42
） 

椛
山
・
前
掲
注（
14
）七
四
頁
。

（
43
） 

こ
の
間
の
事
情
は
、
瀬
川
ほ
か
・
前
掲
注（
16
）八
頁
﹇
瀬
川
発
言
﹈
に
詳
し
い
。

（
44
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
7
）七
一
頁
以
下
、
小
川
育
央
「
刑
事
手
続
に
お
け
る
和
解
に
関
す
る
諸
問
題
」
判
タ
一
一
九
九
号
（
二
〇
〇
六
年
）
四
頁

六
〇
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
四
〇
）

以
下
な
ど
。

（
45
） 

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
「
第
七
八
回
会
議
議
事
録
」（
一
九
九
〇
年
）
五
六
頁
以
下
。

（
46
） 
椛
山
・
前
掲
注（
14
）六
八
│
六
九
頁
、
岩
村
智
文
「
刑
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
和
解
」
刑
事
弁
護
二
五
号
（
二
〇
〇
一
年
）
五
二
頁
以
下
、

五
三
頁
。

（
47
） 

椛
山
・
前
掲
注（
14
）六
九
頁
。

（
48
） 

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
「
第
八
〇
回
会
議
議
事
録
」（
一
九
九
〇
年
）
五
二
頁
。

（
49
） 

和
田
・
前
掲
注（
5
）一
三
│
一
四
頁
。
も
ち
ろ
ん
、
被
告
人
に
賠
償
資
力
が
あ
っ
て
も
、
被
告
人
に
有
利
な
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
の
を
被

害
者
等
が
嫌
う
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
被
告
人
が
犯
罪
事
実
を
犯
し
た
か
否
か
に
争
い
が
あ
る
と
、
た
と
え
賠
償
資
力
が
あ
っ
て
も
、
示
談
や
刑
事

和
解
の
申
出
を
し
て
こ
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
。

（
50
） 

訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て
は
、
そ
の
法
的
性
質
を
め
ぐ
り
学
説
に
争
い
が
あ
る
。
司
法
の
核
心
的
役
割
は
、
権
利
（
請
求
）
を
対
審
構
造
を
も

つ
民
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
確
定
し
、
こ
れ
に
必
要
と
さ
れ
る
救
済
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
司
法
的
に
保
障
す
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら

は
、
訴
訟
上
の
和
解
は
、
私
法
上
の
和
解
契
約
の
要
素
の
ほ
か
に
、
裁
判
所
に
紛
争
解
決
を
了
知
さ
せ
る
が
ゆ
え
に
、
訴
訟
終
了
の
効
果
の
結
び
つ

け
ら
れ
た
訴
訟
上
の
陳
述
（
合
同
行
為
）
の
要
素
が
含
ま
れ
、
理
論
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
私
法
行
為
と
訴
訟
行
為
と
が
併
存
し
て
い
る
と
考
え
る
見

解
が
有
力
で
あ
る
。
詳
細
は
、
河
崎
祐
子
「
訴
訟
上
の
和
解
の
法
的
性
質
│
そ
の
効
力
を
め
ぐ
る
議
論
を
中
心
に
│
」
信
州
大
学
法
学
論
集
二
七
号

（
二
〇
一
六
年
）
一
頁
以
下
。

（
51
） 

岩
村
・
前
掲
注（
46
）五
三
│
五
五
頁
。

（
52
） 

村
井
敏
邦
「
犯
罪
被
害
者
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
」
司
法
書
士
四
三
七
号
（
二
〇
〇
八
年
）
二
頁
以
下
、
一
四
頁
【
別
表
】「
犯
罪
被
害
者
保
護

関
連
法
に
基
づ
く
諸
制
度
の
実
施
状
況
（
高
・
地
・
簡
裁
総
数
）」。

（
53
） 

椛
山
・
前
掲
注（
14
）六
九
│
七
〇
頁
。
ち
な
み
に
、
刑
事
和
解
の
対
象
と
な
り
う
る
罪
の
判
決
を
受
け
た
者
は
、
二
〇
〇
一
年
・
二
〇
〇
二
年

の
二
年
間
で
約
六
八
、七
〇
〇
人
（
第
一
審
の
地
裁
お
よ
び
家
裁
）
を
数
え
る
。
そ
の
内
訳
は
、
財
産
犯
が
八
五
件
で
最
も
多
く
、
次
い
で
、
傷
害
、

殺
人
未
遂
な
ど
が
三
五
件
、
以
下
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
が
一
五
件
、
強
姦
・
強
制
わ
い
せ
つ
が
一
二
件
、
殺
人
・
傷
害
致
死
が
六
件
、
そ
の
他
の

六
〇
八



損
害
賠
償
命
令
制
度
の
意
義
と
機
能
（
長
谷
川
）

（
八
四
一
）

罪
が
六
件
で
あ
る
。

（
54
） 

椎
橋
隆
幸
「
犯
罪
被
害
者
救
済
の
基
本
的
視
座
」
現
代
刑
事
法
一
〇
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
四
頁
以
下
、
七
頁
、
斉
藤
豊
治
「
犯
罪
被
害
者
を
め

ぐ
る
立
法
と
政
策

│
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要
」
法
セ
ミ
五
五
六
号
（
二
〇
〇
一
年
）
五
五
頁
以
下
、
五
六
│
五
七
頁
。
渥
美
東

洋
教
授
は
、
い
ち
早
く
修
復
的
司
法
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
た
刑
罰
論
、
刑
事
司
法
論
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
渥
美
東
洋
『
罪
と
罰
を
考
え

る
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）
三
〇
九
│
三
一
六
頁
、
同
『
刑
事
訴
訟
を
考
え
る
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
八
年
）
一
七
八
頁
。

（
55
） 

中
野
目
善
則
「
被
害
者
の
刑
事
手
続
へ
の
参
加
」
現
代
刑
事
法
一
〇
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
二
七
頁
以
下
、
三
三
頁
。

（
56
） 

髙
橋
則
夫
「
犯
罪
被
害
者
保
護
関
連
二
法
の
残
さ
れ
た
課
題
」
現
代
刑
事
法
一
九
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
四
九
頁
以
下
、
五
四
頁
。

（
57
） 

椎
橋
・
前
掲
注（
54
）七
│
八
頁
、
奥
村
正
雄
「
犯
罪
被
害
者
に
対
す
る
経
済
的
支
援
」
現
代
刑
事
法
一
九
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
四
六
頁
以
下
、

五
五
│
五
六
頁
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
被
害
者
・
加
害
者
和
解
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
安
東
美
和
子
ほ
か
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
犯
罪
被
害
者
施
策
及
び
そ
の
実
用
実
態
」
法
務
総
合
研
究
所
研
究
部
報
告
九
（
法
務
総
合
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年
）
三
一
頁
以
下
。S

usan K
iss 

S
arnoff , P

aying F
or C

rim
e: T
he P

olicies and P
ossibilities of C

rim
e V
ictim

e R
eim
bursem

ent, P
raegen, 1996, pp.17-23.

（
58
） 

吉
田
敏
雄
＝
髙
橋
則
夫
「
刑
事
和
解
と
損
害
回
復
」
刑
法
雑
誌
三
八
巻
二
号
（
一
九
九
九
年
）
一
六
八
頁
以
下
。

（
59
） 

髙
橋
則
夫
『
刑
法
に
お
け
る
損
害
回
復
の
思
想
』（
成
文
堂
、
一
九
九
七
年
）
五
頁
以
下
、
諸
澤
英
道
「〈
随
想
〉
問
わ
れ
る
〝
民
刑
分
離
〞」

判
タ
七
八
八
号
（
一
九
九
二
年
）
四
頁
以
下
な
ど
。

六
〇
九





社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
四
三
）

社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体

矢　
　

野　
　
　
　
　

聡

1
．
は
じ
め
に

イ
ギ
リ
ス
の
社
会
保
障
制
度
成
立
、
言
い
換
え
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
起
源
は
、
救
貧
法
の
存
在
抜
き
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
一
八
三
四
年
以
降
か
ら
続
い
た
救
貧
法
行
政
と
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
そ
の
胎
動
を
見
せ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
保
障
制
度
を

単
な
る
救
貧
法
か
ら
の
連
続
性
な
い
し
単
純
な
発
展
性
の
脈
絡
で
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
で
に
一
九
世
紀
か
ら
普
通
選
挙
の
実
施
過

程
と
、
労
働
者
階
級
の
利
害
を
代
表
す
る
政
治
形
態
の
要
求
が
強
ま
る
中
で
、
近
代
国
家
の
中
央
集
権
的
社
会
政
策
を
求
め
る
動
き
が
欧

米
先
進
諸
国
で
広
が
っ
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
、
こ
の
新
た
な
社
会
政
策
を
近
代
国
民
国
家
が
担
う
と
い
う
目
標
を
掲
げ
て
、
比

較
的
容
易
に
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
成
し
遂
げ
る
基
盤
を
獲
得
し
た
。
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
は
、
世
界
に
先
駆
け
て
地
方
税
を
財
源
と
す

る
救
貧
法
と
い
う
名
の
公
的
扶
助
制
度
を
確
立
し
、
し
か
も
そ
れ
を
一
七
世
紀
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
お
よ
び
定
住
法
と
い
う
制
度
体
系

論　

説

六
一
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
四
四
）

の
も
と
に
三
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
維
持
し
て
き
た
。
世
界
の
社
会
福
祉
行
政
の
先
覚
者
と
し
て
の
そ
の
特
徴
は
、
中
央
集
権
的
行
政

統
治
と
は
全
く
異
な
る
地
方
行
政
主
体
の
社
会
政
策
の
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
一
六
〇
一
年
に
成
立
し
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
お
よ
び

一
六
二
二
年
の
定
住
法
で
は
、
当
初
孤
児
や
そ
の
他
の
児
童
（
虞
犯
児
童
を
含
む
）、
貧
民
や
高
齢
者
、
障
害
者
等
と
浮
浪
者
、
身
元
不
明

の
者
等
を
福
祉
的
救
済
と
、
刑
事
的
処
罰
を
混
合
し
て
取
り
扱
っ
て
い
た
。
し
か
し
一
七
四
一
年
以
降
、
刑
事
犯
罪
と
福
祉
政
策
は
明
確

に
区
分
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
救
貧
法
お
よ
び
定
住
法
は
地
方
税
に
よ
る
地
方
行
政
の
社
会
福
祉
施
策
と
し
て
次
第
に
特
化
し
て
い
っ
た
。

一
九
世
紀
末
か
ら
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
や
他
の
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
に
所
属
す
る
イ
ギ
リ
ス
的
社
会
主
義
者
た
ち
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
国
で
採

用
し
た
社
会
保
障
制
度
を
目
指
し
、
中
央
集
権
的
社
会
政
策
の
た
め
の
過
激
な
「
救
貧
法
解
体
論
」
を
唱
え
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
お
よ

び
社
会
が
そ
れ
を
す
ぐ
に
受
容
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
左
派
的
分
析
か
ら
見
れ
ば
、
長
い
歴
史
を
誇
る
救
貧
法
行
政
は
社
会
保
障
制

度
の
実
現
に
と
っ
て
む
し
ろ
阻
害
要
因
と
映
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
多
く
の
国
に
と
っ
て
社
会
福
祉
行
政
は
革
新
的
、

社
会
民
主
的
政
策
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
、
早
く
か
ら
そ
の
行
政
機
構
を
備
え
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
は
、
逆
に
保
守
的
行
政
の
象
徴
と

映
っ
た
。
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
ら
の
働
き
か
け
や
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
ら
の
努
力
も
あ
っ
て
、
確
か
に
一
九
三
〇
年
を
も
っ
て
救
貧
法
は
消
滅

す
る
が
、
そ
の
残
滓
は
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
示
さ
れ
た
社
会
保
障
の
仕
組
み
が
整
う
ま
で
、
実
際
に
存
続
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
社
会
福
祉
行
政
の
遂
行
上
、
む
し
ろ
両
者
は
相
反
す
る
理
念
の
中
で
時
に
は
共
通
し
た
現
実
的
社
会
政
策
の
課
題
に
対
処
す

る
た
め
の
行
政
を
共
に
遂
行
し
て
い
た
。
こ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
的
特
徴
と
い
え
る
。

そ
れ
で
は
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
と
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
起
源
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
フ
レ
イ
ザ
ー

（F
raser D

.1981

）
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
「
福
祉
国
家
は
本
質
的
に
苛
酷
か
つ
意
に
そ
ぐ
わ
な
い
救
貧
法
に
対
す
る
反
動
で
あ
っ
た
と
推

測
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
」
と
明
快
に
述
べ
て
い
る
（
1
）

。
イ
ギ
リ
ス
が
社
会
保
障
に
よ
る
中
央
集
権
型
福
祉
国
家
を
目
指
し
た
起
源
、
言

六
一
二



社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
四
五
）

い
換
え
れ
ば
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
の
救
貧
法
行
政
の
限
界
点
を
フ
レ
イ
ザ
ー
は
次
の
三
つ
に
分
類
し
た
。

⑴　

担
当
行
政
部
局
と
実
質
的
内
容
の
双
方
に
お
け
る
救
貧
法
の
過
酷
さ
及
び
不
十
分
さ

⑵　

新
救
貧
法
が
最
も
重
要
と
し
た
初
期
ビ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
行
政
手
法
に
よ
る
実
利
主
義
を
呼
び
起
こ
す
自
律
的
官
僚
主
義
的
発
展

形
態

⑶　

救
貧
法
を
終
わ
ら
せ
な
い
他
の
手
段
に
よ
る
社
会
統
制
の
手
法
（
2
）

こ
の
分
類
法
は
、
社
会
保
障
の
発
達
と
救
貧
法
の
解
体
に
関
す
る
全
く
異
な
っ
た
二
つ
の
議
論
か
ら
派
生
し
て
い
る
。
一
つ
は
イ
ギ
リ

ス
の
左
派
に
よ
る
知
的
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
視
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
近
代
的
福
祉
国
家
の
発
展
は
イ
ギ
リ
ス
社
会
と
政
治
に
よ
る
啓
発
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
九
四
八
年
以
降
に
至
る
福
祉
国
家
の
確
立
過
程
を
常
に
イ
ギ
リ
ス
が
有
し
て
い
た
自
己
礼
賛
を
含
む

イ
ギ
リ
ス
社
会
の
「
前
進
」
と
「
向
上
」
に
よ
っ
て
説
明
す
る
や
り
方
で
あ
る
（
3
）

。
こ
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
福
祉
国
家
の
発
達
は
善
と
し
て

描
か
れ
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
に
象
徴
さ
れ
る
救
貧
法
は
そ
の
逆
と
し
て
描
か
れ
る
。
確
か
に
ビ
ク
ト
リ
ア
期
か
ら
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
収
容
を

中
心
と
す
る
救
貧
法
行
政
は
過
酷
で
非
人
間
的
と
の
印
象
を
イ
ギ
リ
ス
国
民
が
有
し
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス

の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
よ
っ
て
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
世
論
が
形
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
誇
張
さ
れ
、
創
造
豊
か
に
脚
色
さ
れ
た

も
の
で
、
反
救
貧
法
運
動
の
政
治
宣
伝
の
一
環
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
（
4
）

。
し
か
し
、
ビ
ク
ト
リ
ア
期
を
通
じ
て
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス

収
容
に
よ
る
行
政
機
構
に
よ
り
多
く
の
生
活
困
窮
者
が
飢
餓
や
流
民
の
状
態
か
ら
免
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。
ま
た
生
活
困
窮
者
の

生
存
を
保
障
す
る
と
い
う
法
的
意
味
は
、
保
護
委
員
会
（C

om
m
ittees of G

uardians

）
が
生
活
困
窮
（destitution

）
の
状
態
と
し
て
認
定

し
た
基
準
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
厳
密
な
資
産
の
査
定
や
親
族
の
扶
養
優
先
義
務
等
を
含
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
付
け

加
え
れ
ば
、
当
時
の
生
活
困
窮
は
、
精
神
疾
患
を
含
む
疾
病
状
況
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法

六
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に
よ
る
手
厚
い
公
的
扶
助
行
政
は
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
こ
の
国
に
も
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
救
貧
行
政
を
伝
統
的
に
担
っ
た

保
護
官
た
ち
は
、
名
誉
職
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
ほ
と
ん
ど
の
場
合
当
該
地
区
の
生
活
困
窮
者
に
対
し
て
そ
の
救
済
と
自
立
助
長
の

た
め
の
自
分
た
ち
の
役
割
を
演
じ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
は
恐
怖
の
家
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
衣
食
住
で

何
一
つ
残
さ
れ
て
い
な
い
生
活
困
窮
者
や
そ
の
家
族
に
し
て
み
れ
ば
快
適
な
家
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
（
5
）

。

こ
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
社
会
改
良
の
時
代
と
呼
ば
れ
る
一
九
〇
〇
年
代
か
ら
一
九
一
〇
年
代
ま
で
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
社
会
保
障
制

度
の
成
立
と
発
展
は
、
残
存
し
た
救
貧
法
行
政
機
構
と
の
込
み
入
っ
た
構
造
と
調
整
の
時
期
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
。
救
貧
法
の
最
終
局

面
を
な
す
こ
の
時
代
の
研
究
は
、
し
た
が
っ
て
よ
り
複
雑
で
難
解
で
あ
る
。
ち
な
み
に
イ
ギ
リ
ス
の
こ
の
時
代
を
分
析
し
た
わ
が
国
の
先

行
研
究
も
、
実
際
の
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
が
存
在
す
る
。
代
表
的
な
も
の
を
三
つ
挙
げ
る
と
、
小
川
喜
一
の
「
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策

史
論
（
一
九
六
一
年
（
6
）

）」、
樫
原
朗
の
「
イ
ギ
リ
ス
社
会
保
障
の
史
的
研
究
Ⅰ
（
一
九
七
三
年
（
7
）

）」、
そ
し
て
大
沢
真
理
の
「
イ
ギ
リ
ス
社
会
政

策
史
（
一
九
八
六
年
（
8
）

）」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
の
小
川
喜
一
の
研
究
は
、
当
時
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
学
会
で
優
勢
で

あ
っ
た
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
よ
る
歴
史
観
に
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、
そ
の
研
究
姿
勢
の
独
自
性
と
社
会
政
策
上
の
要
点
の
把
握
は
、
そ

の
後
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策
研
究
の
手
法
に
大
き
な
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
。
樫
原
朗
の
研
究
は
、
当
時
の
最
新
の
イ
ギ
リ
ス
の
著
作

を
引
用
し
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
か
つ
精
緻
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
研
究
と
し
て
の
凝
集
性
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
へ
の
配
慮
が
や
や
薄
い
と

感
じ
ら
れ
る
。
大
沢
真
理
の
二
〇
世
紀
初
頭
以
降
の
研
究
は
、
救
貧
法
に
関
す
る
王
立
委
員
会
の
時
代
的
な
流
れ
の
中
か
ら
主
に
失
業
給

付
を
中
心
に
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
王
立
委
員
会
（
少
数
派
）
報
告
と
そ
の
後
の
救
貧
法
行
政
対
社
会
保
障
と
の
観
点
か
ら

の
制
度
的
対
比
を
明
瞭
に
す
る
作
業
を
十
分
に
行
い
得
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
本
稿
が
求
め
る
視
点
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究

（
い
ず
れ
も
す
で
に
公
に
認
め
ら
れ
て
い
る
労
作
で
あ
る
）
が
十
分
に
解
析
で
き
な
か
っ
た
部
分
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
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社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
四
七
）

2
．
国
民
保
険
制
度
の
成
立
過
程

従
来
の
救
貧
法
的
福
祉
政
策
か
ら
完
全
に
異
な
っ
た
視
点
か
ら
の
イ
ギ
リ
ス
の
本
格
的
な
社
会
保
障
制
度
の
立
ち
上
げ
は
、
ロ
イ
ド
・

ジ
ョ
ー
ジ
（D

avid L
loyd G

eorge, 1st E
arl L

loyd G
eorge of D

w
yfor, O

M
, P
C

、
一
八
六
三
年
│
一
九
四
五
年
）
の
働
き
か
け
に
よ
る
社
会

保
険
立
法
か
ら
始
ま
る
と
み
て
よ
い
（
9
）

。

ブ
ル
ー
ス
（B

ruce M
. 1968

）
に
よ
れ
ば
、
彼
が
一
九
〇
九
年
に
実
施
し
た
「
人
民
予
算
（P

eople ’s B
udget

）」
は
福
祉
予
算
と
も
い

わ
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
ド
イ
ツ
は
自
国
の
社
会
保
険
制
度
に
よ
る
国
家
形
態
を
「
福
祉
国
家
（W

ohlfahrtstaat

）
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
、

と
述
べ
て
い
る
（
10
）

。
今
日
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
保
障
の
象
徴
で
あ
る
一
九
一
一
年
国
民
保
険
法
は
、
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ

が
ド
イ
ツ
を
視
察
し
て
、
社
会
保
険
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
国
家
が
市
民
の
生
涯
生
活
に
介
入
す
る
現
状
を
調
査
し
た
こ
と
に
よ
る
（
11
）

。
ロ

イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
に
し
て
み
れ
ば
こ
れ
は
ウ
ェ
ッ
ブ
ら
が
主
張
す
る
社
会
主
義
的
国
家
サ
ー
ビ
ス
と
も
異
な
り
、
ま
た
従
来
の
自
由
放
任
、

貧
困
へ
の
救
援
抑
制
、
ス
テ
ィ
グ
マ
の
恐
怖
も
除
去
で
き
る
、
自
ら
の
国
内
向
け
政
策
目
標
と
し
て
最
善
の
手
段
と
映
っ
た
に
違
い
な
い
。

ま
た
、
労
働
者
階
級
の
権
利
の
向
上
に
直
結
す
る
こ
の
制
度
は
、
救
貧
法
解
体
運
動
を
唱
え
な
が
ら
そ
れ
が
思
い
通
り
に
進
ま
な
い
フ
ェ

ビ
ア
ン
協
会
ら
と
は
異
な
っ
た
形
で
議
会
労
働
党
の
議
員
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
読
ん
で
い
た
と
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に

大
蔵
卿
と
し
て
、
福
祉
関
係
の
社
会
政
策
に
こ
れ
以
上
の
国
税
、
地
方
税
を
投
入
で
き
な
い
、
と
の
事
情
を
抱
え
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
国
民
保
険
制
度
を
提
唱
す
る
演
説
で
、
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
下
院
議
会
で
窮
乏
の
原
因
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
疾
病
か
ら

き
て
い
る
と
述
べ
て
、
友
愛
組
合
や
保
険
会
社
に
保
険
拠
出
を
は
た
ら
き
か
け
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
民
保
険
法
の
パ
ー

ト
Ⅰ
は
疾
病
に
り
患
し
た
者
へ
の
給
付
と
そ
の
予
防
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
採
用
し
て
い
た
事
業
主
と
被

六
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保
険
者
に
よ
る
拠
出
に
よ
る
社
会
保
険
制
度
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
賃
金
に
比
例
す
る
社
会
保
険
料
の
徴
収
方
式
で
は
な
く
、
労
働
者
及

び
事
業
主
が
定
額
を
支
払
う
、
均
一
拠
出
の
方
法
を
採
用
し
た
。

ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
疾
病
保
険
の
拠
出
は
、
男
子
雇
用
労
働
者
に
つ
い
て
は
週
四
ペ
ン
ス
の
保
険
料
、
女
子
雇
用
労
働
者
は
週
三
ペ

ン
ス
の
保
険
料
を
、
事
業
主
は
個
々
の
保
険
料
に
週
三
ペ
ン
ス
ず
つ
を
、
ま
た
国
家
が
週
二
ペ
ン
ス
ず
つ
を
充
て
る
、
と
い
う
仕
組
み
で

あ
っ
た
。
一
方
給
付
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
が
疾
病
に
り
患
し
て
労
働
不
能
に
な
っ
た
場
合
、
男
子
に
は
週
一
〇
シ
リ
ン
グ
を
、
女
子
に

は
七
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
を
最
初
の
一
三
週
間
に
わ
た
っ
て
支
払
う
（
こ
れ
以
降
日
数
を
超
過
す
れ
ば
減
額
支
給
で
最
長
二
六
週
）、
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
二
六
週
を
過
ぎ
て
障
害
が
残
っ
た
場
合
は
、
週
五
シ
リ
ン
グ
を
受
給
で
き
た
。
ま
た
妊
娠
し
た
女
子
に
つ
い
て
は

出
産
時
に
三
〇
シ
リ
ン
グ
の
出
産
手
当
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
社
会
保
険
は
一
六
歳
以
上
で
年
間
の
収
入
が
一
六
〇
ポ
ン
ド

以
下
の
す
べ
て
の
現
業
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
パ
ー
ト
Ⅰ
の
保
健
サ
ー
ビ
ス
管
理
を
担
当
す
る
の
は
保
険
委
員

会
（Insurance C

om
m
ittee

）
で
あ
っ
た
。
ま
た
今
日
で
い
う
保
険
者
と
し
て
の
機
関
は
国
が
こ
れ
を
行
う
の
で
は
な
く
、
簡
易
保
険
会
社

と
友
愛
組
合
の
う
ち
一
定
数
以
上
の
規
模
を
持
ち
、
財
政
的
に
も
信
頼
で
き
る
認
可
組
合
が
保
険
料
の
徴
収
及
び
保
険
給
付
を
担
当
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
法
案
は
大
き
な
反
対
も
な
く
比
較
的
短
期
で
下
院
を
通
り
、
貴
族
院
で
も
了
承
さ
れ
て
公
布
が
実
現
し
た
。
施
行

は
一
九
一
三
年
一
月
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
日
雇
用
労
働
者
は
、
自
分
お
よ
び
そ
の
家
族
が
疾
病
や
け
が
で
Ｇ
Ｐ

（
一
般
医
）
に
か
か
る
場
合
、
自
由
な
ア
ク
セ
ス
で
基
本
的
な
初
期
診
療
は
結
果
的
に
無
料
で
か
か
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
結
核
療
養

の
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
も
こ
れ
が
適
用
さ
れ
た
。
し
か
し
病
院
の
入
院
費
に
適
用
す
る
に
は
無
理
が
あ
っ
た
（
12
）

。

次
は
パ
ー
ト
Ⅱ
の
失
業
保
険
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
疾
病
保
険
の
よ
う
に
拠
出
制
で
、
被
用
者
と
事
業
主
は
週
二
・
五
ペ
ン
ス
ず
つ
、

国
家
が
平
均
一
・
六
七
ペ
ン
ス
拠
出
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
失
業
保
険
は
雇
用
の
規
模
、
種
類
が
厳
格
で
、
限
ら
れ
た
職
種
の
中
小
企
業

六
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社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
四
九
）

の
労
働
者
し
か
適
用
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
。
ハ
リ
ス
（H

arris,B
.2004

）
の
著
述
に
よ
れ
ば
、
適
用
対
象
者
数
は
初
期
の
場
合
、
お
よ

そ
二
二
五
万
人
で
あ
っ
た
と
い
う
（
13
）

。
失
業
の
給
付
は
一
九
一
三
年
一
月
か
ら
給
付
が
始
ま
っ
た
が
、
失
業
が
発
生
し
た
一
週
間
目
か
ら
給

付
が
発
生
し
、
一
八
歳
以
上
に
労
働
者
に
週
五
シ
リ
ン
グ
の
受
給
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
期
間
の
限
定
が
あ
り
、
一
年
間
（
五
二

週
）
に
受
給
可
能
な
期
間
は
最
高
一
五
週
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
国
民
保
険
法
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
国
民
へ
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
失
業
者
へ
の
給
付
サ
ー
ビ
ス
は
、
自
由
党
政
府
の
社
会

保
障
制
度
確
立
の
要
点
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
蔵
相
の
主
導
に
よ
る
国
民
保
険
の
疾
病
保
険
制
度
の
実
現
は
、
救

貧
法
行
政
の
中
で
も
と
り
わ
け
医
療
サ
ー
ビ
ス
給
付
部
門
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
パ
ッ
ト
・
セ
イ
ン
（T

hane, P
.1982

）
の
研
究
に

よ
れ
ば
、
国
家
老
齢
年
金
及
び
国
民
保
険
法
の
実
施
に
よ
っ
て
一
九
一
〇
年
に
は
全
国
で
九
一
万
六
三
七
七
人
の
生
活
困
窮
者
が
、

一
九
一
三
年
に
は
七
八
万
八
〇
一
九
人
と
、
お
よ
そ
二
割
も
減
少
し
た
と
さ
れ
る
（
14
）

。
し
か
し
救
貧
法
行
政
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
多
少
の
関

連
性
が
指
摘
さ
れ
る
無
拠
出
老
齢
年
金
よ
り
も
さ
ら
に
何
の
関
連
性
も
な
い
国
民
保
険
制
度
の
成
立
が
、
貧
民
の
救
済
と
予
防
と
い
う
意

味
で
生
活
全
体
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
事
実
は
、
救
貧
法
の
存
在
感
を
希
薄
に
す
る
決
定
的
な
要
因
と
な
っ
た
。

社
会
保
障
制
度
の
確
立
に
、
救
貧
法
側
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
救
貧
法
の
負
の
遺
産
を
象
徴
す
る
の
は
、
ワ
ー
ク
ハ

ウ
ス
の
用
語
と
と
も
に
新
救
貧
法
発
足
時
に
建
て
ら
れ
た
独
特
の
建
築
物
で
あ
っ
た
。
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
そ

の
も
の
の
改
善
運
動
が
積
極
的
に
行
わ
れ
た
。
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
収
容
者
は
次
第
に
福
祉
対
象
別
に
分
け
ら
れ
、
い
つ
の
間
に
か
「
入
所

者
」
と
な
っ
た
。
例
え
ば
高
齢
者
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
、
傷
病
者
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
、
精
神
障
害
及
び
精
神
病
者
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
、
児
童
ワ
ー
ク

ハ
ウ
ス
、
と
い
う
よ
う
に
区
分
さ
れ
て
い
っ
た
。

一
九
〇
五
年
に
立
ち
上
が
っ
た
救
貧
法
に
関
す
る
王
立
委
員
会
は
忌
ま
わ
し
い
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
と
い
う
用
語
の
呼
称
を
禁
じ
て
目
的
に

六
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
五
〇
）

か
な
っ
た
救
貧
法
施
設
と
い
う
施
設
名
称
を
使
用
す
る
よ
う
に
申
し
入
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
は
次
第
に
制
度
及
び
そ
の

建
物
と
し
て
の
機
能
が
本
来
有
し
て
い
た
福
祉
施
設
と
し
て
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
一
一
年
、
地
方
自
治
庁
（L

ocal 

G
overnm

ent B
oard

以
下
Ｌ
Ｇ
Ｂ
と
記
す
）
は
「
救
済
規
則
令
（T

he R
elief R

egulation O
rder

）」
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
救
貧
法
保
護
官

（P
oor L

aw
 G
uardian

）
行
政
の
先
例
を
破
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
全
国
教
区
連
合
を
強
制
適
用
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
救
済

に
当
た
っ
て
ケ
ー
ス
ペ
ー
パ
ー
の
使
用
を
強
制
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
院
外
救
済
は
二
週
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
五
週
間

ご
と
に
給
付
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
世
帯
主
の
男
子
が
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
に
収
容
さ
れ
た
場
合
、
家
族
に
は
居
宅

の
ま
ま
の
保
護
救
済
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
内
縁
や
別
居
中
の
妻
に
も
適
用
さ
れ
た
。
さ
ら
に
規
則
令
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
で
有
能
貧
民

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
行
政
用
語
の
規
制
適
用
の
厳
格
化
は
そ
の
後
さ
ら
に
進
み
、
一
九
一
三
年
に
す
べ
て
の
ワ
ー
ク
ハ

ウ
ス
は
救
貧
法
施
設
（P

oor L
aw
 Institutions

）
と
改
名
さ
れ
、
官
庁
用
語
か
ら
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
ほ
か
、
窮
民
（P

auper

）
と
い
う
用

語
も
完
全
に
削
除
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
命
令
は
行
政
側
に
よ
る
一
方
的
な
も
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
は
通
常
ど
お
り
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
と

言
い
続
け
た
。3

．
第
一
次
大
戦
と
救
貧
法

一
九
一
四
年
八
月
五
日
に
始
ま
り
、
一
九
一
八
年
一
一
月
一
一
日
に
終
了
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
を
巻
き
込
ん
だ
大
戦
争
、
第
一
次
世

界
大
戦
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
全
体
を
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
急
激
に
変
化
さ
せ
た
。
そ
れ
は
旧
来
の
概
念
の
破
壊
と
同
時
に
、
新
し
い
概
念
の

再
構
築
も
迫
っ
た
。
大
戦
を
通
じ
て
イ
ギ
リ
ス
を
指
導
し
た
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
連
立
内
閣
に
よ
る
政
府
は
、
彼
ら
が
い
っ
た
ん
確
立
し

た
福
祉
政
策
の
拡
充
を
一
貫
し
て
保
持
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
本
国
は
戦
場
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
イ
ギ
リ
ス
軍
お
よ
び
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
か

六
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社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
五
一
）

ら
派
遣
さ
れ
た
軍
隊
は
主
要
参
戦
国
と
し
て
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
線
で
お
び
た
だ
し
い
犠
牲
者
を
出
し
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
は
、
そ
の
全
期
間
を
通
じ
て
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
構
造
及
び
価
値
観
を
根
本
的
に
変
え
た
と
い
え
る
。
大
戦
勃
発
ま
で

の
イ
ギ
リ
ス
は
労
働
者
階
級
の
政
治
的
台
頭
に
よ
っ
て
人
々
の
平
等
と
権
利
を
等
し
く
保
証
す
る
仕
組
み
、
つ
ま
り
自
国
の
社
会
保
障
の

確
立
が
大
き
な
国
家
目
標
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
大
戦
期
間
を
通
じ
て
、
そ
れ
が
国
家
安
全
保
障
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
。
様
々
な
軍

事
的
秩
序
が
社
会
の
中
に
入
り
込
む
よ
う
に
な
り
、
重
点
的
予
算
配
分
に
よ
る
国
防
へ
の
情
熱
が
人
々
の
求
め
る
価
値
へ
と
変
わ
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
（
15
）

。
従
来
は
民
間
企
業
が
有
し
て
い
た
交
通
や
輸
送
手
段
を
は
じ
め
と
し
て
、
次
第
に
準
国
有
化
さ
れ
る
状
態
に
な
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
と
は
異
な
っ
て
比
較
的
自
由
な
国
家
形
態
を
標
榜
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
も
、
あ
ら
ゆ
る
市
民
の
生
活
に
国
家
が
介
入
す

る
状
態
が
通
常
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
「
戦
争
社
会
主
義
」
と
呼
べ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
（
16
）

。
そ
れ
で
も
社
会
福
祉
対
象
者
と
最
も
貧

し
い
人
々
は
救
貧
法
の
受
給
対
象
者
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
一
九
一
二
年
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
（
行
政
用
語
で
は
「
救
貧
法
施

設
」
こ
こ
で
は
通
常
通
り
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
と
す
る
）
の
入
所
者
の
数
は
多
い
時
に
は
二
八
万
人
で
そ
の
後
は
暫
時
減
少
し
た
。
そ
の
理
由
は
、

高
齢
者
の
年
金
給
付
が
普
及
し
た
結
果
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
（
17
）

。
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
は
、
救
貧
法
の
施
設
で
は
す
で
に
高
齢
者
の
入
所
施

設
に
収
斂
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
す
で
に
救
貧
法
所
轄
の
養
護
施
設
、
小
規
模
施
設
、
貧
民
向
け
の
学
校
、
結
核
療
養
所
、
視
覚
障
が
い
者

施
設
の
よ
う
な
、
機
能
別
の
施
設
が
運
営
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
医
療
関
係
の
施
設
は
、
優
秀
な
看
護
師
の
下
で
眼
鏡
の

給
付
や
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
雰
囲
気
が
あ
り
、
高
齢
者
に
と
っ
て
は
優
れ
た
サ
ー
ビ
ス
で
さ
え
あ
っ
た
施
設
も
増
え
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
す
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
軍
部
は
救
貧
法
保
護
官
委
員
会
の
承
認
な
し
に
救
貧
法
施
設
の
資
源
を
戦
争
遂
行
の
目

的
で
接
収
す
る
こ
と
が
で
き
、
多
く
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
は
救
貧
法
関
係
の
医
療
資
源
（
医
療
官
、
看
護
師
等
の
人
材
の
ほ
か
、
医
療
機
器
や
医

療
設
備
を
含
む
）
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
前
線
か
ら
退
い
て
き
た
ベ
ル
ギ
ー
の
兵
士
、
民
間
人
の
居
住
建
物
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
大
陸
で
戦
い
、

六
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日
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法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
五
二
）

負
傷
や
病
気
で
治
療
を
受
け
る
後
方
移
送
の
傷
病
患
者
の
支
援
の
設
備
に
回
さ
れ
た
。
そ
の
多
く
は
病
院
や
診
療
所
の
名
前
に
替
わ
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
で
は
、
こ
れ
以
上
の
救
貧
法
関
係
の
施
設
の
建
築
や
修
繕
が
中
止
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
大
戦
後
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ

ス
は
病
院
と
し
て
の
建
物
に
変
化
し
た
例
も
目
立
っ
た
。
ベ
ル
ギ
ー
か
ら
の
亡
命
者
や
軍
需
工
場
労
働
者
の
た
め
の
施
設
に
強
制
的
に
接

収
さ
れ
、
移
管
さ
れ
た
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
で
従
来
か
ら
入
所
し
て
い
た
救
貧
法
受
給
者
は
、
他
の
施
設
に
強
制
移
動
さ
せ
ら
れ
た
。
た
と
え

ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
部
の
ド
ー
バ
ー
海
峡
沿
い
の
ボ
ー
ン
マ
ス
・
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
教
区
連
合
に
は
、
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
の

敷
地
の
そ
ば
に
レ
ッ
ド
ハ
ウ
ス
と
呼
ば
れ
る
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
が
あ
り
、
主
に
高
齢
者
向
け
に
五
〇
の
ベ
ッ
ド
が
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
教
区

連
合
内
地
域
で
生
活
困
窮
に
落
ち
い
っ
た
人
々
が
こ
の
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
第
一
次
大
戦
の
勃
発
に
よ
り
ワ
ー
ク
ハ

ウ
ス
は
政
府
に
よ
っ
て
接
収
さ
れ
、「
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
赤
十
字
病
院
」
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
病
気
や
け
が
を
し
た
ベ
ル
ギ
ー
兵
士

の
入
院
施
設
と
し
て
利
用
さ
れ
た
（
18
）

。
イ
ギ
リ
ス
南
部
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
で
は
、
こ
の
よ
う
な
現
象
が
各
地
で
起
こ
っ
た
。
一
時
的
難
民
や

避
難
者
、
傷
病
患
者
を
収
容
す
る
た
め
の
も
っ
と
も
簡
便
な
方
法
が
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
利
用
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
影
響
も
あ
っ

て
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
時
期
に
救
貧
法
関
係
の
給
付
受
給
者
お
よ
び
施
設
入
所
者
数
は
減
少
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
居
宅
で
給
付
を
受

け
る
救
貧
法
受
給
者
数
も
減
少
し
た
。
た
と
え
ば
一
九
一
〇
年
一
月
か
ら
一
九
一
七
年
一
月
の
間
に
、
救
貧
法
院
外
給
付
の
受
給
者
数
は

二
五
％
減
少
し
た
（
19
）

。

一
九
一
六
年
一
二
月
に
総
辞
職
し
た
ア
ス
キ
ス
内
閣
に
代
わ
っ
て
強
力
な
戦
争
遂
行
の
意
思
を
内
外
に
掲
げ
た
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
が

首
相
に
な
り
、
内
閣
を
率
い
た
。
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
国
民
に
戦
争
へ
の
協
力
を
求
め
る
た
め
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
、
戦
争
終
結
の

後
に
は
さ
ら
な
る
社
会
改
良
を
約
束
し
た
。
一
九
一
七
年
二
月
に
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
挙
国
一
致
内
閣
の
下
で
新
た
に
作
ら
れ
た
「
再
建

省
（T

he M
inistry of R

econstruction

）」
が
こ
の
仕
事
を
担
っ
た
が
、
戦
後
の
国
家
像
と
し
て
保
健
、
住
宅
、
教
育
、
失
業
な
ど
の
対
処

六
二
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社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
五
三
）

を
優
先
的
に
掲
げ
た
。
こ
れ
は
個
人
と
し
て
の
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
強
い
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
国
民
代
表
法
が
成

立
し
、
男
性
は
財
産
や
地
位
に
か
か
わ
り
な
く
、
二
一
歳
以
上
の
も
の
す
べ
て
に
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
、
同
時
に
三
〇
歳
以
上
の
女
性
に

も
普
通
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
政
治
的
背
景
も
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
よ
っ
て
、
多
数
の
労
働
者
階
級
に
参
政
権
が

新
た
に
付
与
さ
れ
た
結
果
、
労
働
党
員
も
含
む
挙
国
一
致
内
閣
と
し
て
政
府
に
参
画
し
て
い
た
労
働
者
の
地
位
向
上
と
保
護
及
び
福
祉
の

発
展
を
唱
え
る
政
治
的
意
図
は
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
っ
た
。

ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
内
閣
は
戦
争
遂
行
へ
の
国
民
の
鼓
舞
だ
け
で
な
く
、
挙
国
一
致
内
閣
に
参
画
し
て
い
た
労
働
党
の
主
張
に
も
配
慮

し
た
。
失
業
問
題
に
関
し
て
、
す
で
に
政
府
は
一
九
一
六
年
に
す
べ
て
の
労
働
者
が
戦
争
関
連
産
業
に
従
事
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の

国
民
保
険
法
パ
ー
ト
Ⅱ
の
新
た
な
法
律
を
制
定
し
て
い
た
（
20
）

。
だ
が
こ
の
法
律
は
、
使
用
者
、
被
用
者
両
方
と
も
に
評
判
が
悪
く
、
反
対
運

動
が
起
き
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
ら
フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
者
も
、
国
民
保
険
制
度
に
よ
る
給
付
が
労
働
者
の
生
活
改
善
を

前
提
に
行
う
も
の
で
、
権
利
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
の
理
由
か
ら
反
対
し
た
（
21
）

。

一
九
一
六
年
一
二
月
、
ロ
ン
ダ
男
爵
（B

aron R
hondda

）
と
し
て
知
ら
れ
る
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
ト
ー
マ
ス
（D

avid T
hom
as

）
が
Ｌ
Ｇ
Ｂ

の
長
官
に
就
任
し
た
。
彼
は
石
炭
会
社
の
実
業
家
の
出
身
で
あ
り
、
実
務
に
た
け
て
い
て
政
治
的
野
心
は
な
い
人
物
と
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
就
任
早
々
か
ら
Ｌ
Ｇ
Ｂ
の
医
療
査
察
官
ら
に
よ
っ
て
保
健
医
療
制
度
と
貧
困
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
て
い
た
。
す
な

わ
ち
、
貧
困
の
予
防
を
考
え
た
場
合
、
現
行
の
救
貧
法
医
療
サ
ー
ビ
ス
や
国
民
保
険
法
に
よ
る
医
療
給
付
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
総
合
的

に
扱
う
独
立
し
た
省
庁
の
設
置
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
提
案
さ
れ
た
。
当
時
、
貧
困
に
よ
っ
て
罪
の
な
い
児
童
が
年
間
五
万
人
も
死
亡
す

る
事
実
を
知
り
、
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
に
対
し
て
省
庁
の
設
置
を
検
討
す
る
よ
う
に
促
す
書
簡
を
送
っ
て
い
た
（
22
）

。
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
自

身
も
疾
病
と
貧
困
及
び
そ
の
予
防
の
重
大
性
に
は
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
お
り
、
保
健
省
の
設
置
に
理
解
を
示
し
て
は
い
た
が
、
当
時
の

六
二
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
五
四
）

友
愛
組
合
の
認
可
組
合
及
び
保
険
会
社
か
ら
の
強
硬
な
反
対
に
遭
遇
し
て
い
た
。

こ
の
時
、
再
建
省
の
下
で
当
時
下
院
副
議
長
を
務
め
て
い
た
ド
ナ
ル
ド
・
マ
ク
リ
ー
ン
（M

acL
ean, D

.

）
を
代
表
と
す
る
救
貧
法
改
革

の
た
め
の
新
た
な
委
員
会
、
通
称
マ
ク
リ
ー
ン
委
員
会
が
組
織
さ
れ
た
。
一
九
一
七
年
三
月
に
は
大
戦
中
に
ロ
シ
ア
革
命
が
勃
発
し
、
ニ

コ
ラ
イ
二
世
が
退
位
し
て
社
会
主
義
政
権
が
誕
生
し
た
。
そ
の
後
ド
イ
ツ
と
ロ
シ
ア
は
講
和
条
約
を
締
結
し
、
交
戦
状
態
が
解
消
さ
れ
た
。

こ
の
推
移
は
、
立
憲
君
主
制
を
維
持
す
る
イ
ギ
リ
ス
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
。
す
で
に
一
九
一
七
年
春
に
は
労
働
者
階
級
に
よ

る
政
府
の
政
策
を
め
ぐ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
が
起
こ
り
、
政
府
も
労
働
組
合
と
の
協
定
を
実
施
に
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
た
（
23
）

。
イ

ギ
リ
ス
と
し
て
は
、
立
憲
君
主
制
に
よ
る
議
会
制
民
主
主
義
体
制
を
存
続
さ
せ
る
と
い
う
意
味
か
ら
も
、
労
働
者
階
級
の
利
害
に
一
層
踏

み
込
ん
だ
社
会
政
策
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
一
七
年
か
ら
審
議
が
開
始
さ
れ
た
委
員
会
は
、
一
九
一
八
年

一
月
に
報
告
書
を
提
出
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
保
護
委
員
会
の
廃
止
に
よ
る
救
貧
法
の
解
体
と
児
童
保
護
、
高
齢
者
保
護
及
び
疾
病
患
者

保
護
等
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
ウ
ェ
ッ
ブ
ら
が
一
九
〇
九
年
に
主
張
し
た
救
貧
法
に
関
す
る
王
立
委
員
会
少
数

派
報
告
の
「
焼
き
直
し
」
で
あ
る
。
何
故
に
焼
き
直
し
が
再
現
し
た
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
ベ
ア
ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ッ
ブ
が
マ
ク
リ
ー
ン
委

員
会
の
主
要
な
メ
ン
バ
ー
の
一
人
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
報
告
書
は
さ
ら
に
Ｌ
Ｇ
Ｂ
の
す
べ
て
の
サ
ー
ビ
ス
を
、
新
た
に
創
設
す
る
保
健

省
（M

inistry of H
ealth

）
の
下
で
刷
新
す
る
こ
と
を
提
言
し
た
。
こ
れ
も
ま
た
王
立
委
員
会
少
数
派
が
か
つ
て
主
張
し
た
根
拠
の
一
つ

で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
一
九
〇
九
年
報
告
時
と
異
な
る
の
は
、
当
時
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
ら
が
主
張
し
て
い
た
理
想
論
の
硬
直
性
か
ら
比
べ
れ

ば
現
実
的
か
つ
寛
容
で
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
に
は
慈
善
団
体
や
民
間
保
険
会
社
も
含
む
と
さ
れ
た
（
24
）

。
結
論
的
に
言
え
ば
ベ
ア
ト
リ
ス
・

ウ
ェ
ッ
ブ
は
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
政
治
的
思
惑
に
配
慮
し
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
マ
ク
リ
ー
ン
委
員
会
報
告
の
公
表
は
フ
ェ

ビ
ア
ン
協
会
及
び
労
働
党
の
政
治
活
動
の
勝
利
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

六
二
二



社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
五
五
）

し
か
し
こ
の
報
告
は
、
当
然
な
が
ら
救
貧
法
行
政
に
従
事
す
る
多
く
の
地
方
Ｌ
Ｇ
Ｂ
の
職
員
を
驚
愕
さ
せ
た
。
保
護
官
た
ち
か
ら
見
れ

ば
、
貧
困
の
原
因
と
な
る
疾
病
の
治
療
及
び
予
防
を
強
力
に
行
う
た
め
の
単
一
省
庁
と
し
て
の
保
健
省
の
設
置
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て

反
対
が
難
し
く
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
は
政
府
の
保
健
省
設
置
に
つ
い
て
は
傍
観
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
だ
が
Ｌ
Ｇ
Ｂ
も
一
方
的
に
負
け
て
ば
か
り

と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
マ
ク
リ
ー
ン
委
員
会
報
告
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
失
業
問
題
に
関
与
し
て
「
失
業
の
予
防
と
職
業
訓
練
の
た

め
の
委
員
会
（P

revention of U
nem
ploym

ent and T
raining C

om
m
ittee

）」
の
創
設
を
政
府
に
提
案
し
て
い
た
。
職
業
紹
介
や
職
業
訓
練

な
ど
、
そ
れ
ま
で
Ｌ
Ｇ
Ｂ
が
伝
統
的
に
担
っ
て
い
た
権
限
を
す
べ
て
取
り
上
げ
、
専
門
的
行
政
官
が
代
わ
り
に
そ
の
行
政
を
執
行
す
る
と

い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
全
国
の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
委
員
会
か
ら
反
対
の
声
が
上
が
っ
た
。
個
々
の
保
護
官
も
反
対
し
、
結
局

政
府
は
こ
の
委
員
会
創
設
を
あ
き
ら
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
マ
ク
リ
ー
ン
委
員
会
報
告
で
は
救
貧
法
行
政
の
基
本
的
単
位
で
あ

る
教
区
連
合
と
保
護
官
制
度
の
廃
止
に
言
及
し
た
。
し
か
し
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
政
治
的
攻
勢
は
す
さ
ま
じ
く
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
の
推
挙

を
受
け
て
当
選
し
て
い
る
地
方
選
出
の
国
会
議
員
が
容
易
に
同
案
に
賛
同
で
き
な
い
状
態
に
追
い
込
ま
れ
た
。
政
府
も
こ
の
状
況
を
素
早

く
察
知
し
て
、
そ
こ
ま
で
の
改
革
に
は
至
ら
な
い
よ
う
に
し
た
。
こ
う
し
て
そ
の
後
議
会
に
お
い
て
教
区
連
合
及
び
保
護
官
制
度
の
廃
止

が
具
体
的
な
政
治
課
題
に
上
る
こ
と
は
、
一
九
二
九
年
ま
で
な
か
っ
た
（
25
）

。

こ
う
し
た
経
緯
を
へ
て
挙
国
一
致
内
閣
の
も
と
に
一
九
一
九
年
Ｌ
Ｇ
Ｂ
が
廃
止
さ
れ
、
救
貧
行
政
の
所
轄
は
新
設
の
保
健
省

（M
inistry of H

ealth

）
へ
と
移
っ
た
。
こ
れ
は
行
政
的
に
は
国
の
一
部
局
と
し
て
の
保
健
省
が
大
臣
の
下
で
救
貧
行
政
を
行
う
、
と
い
う

点
で
、
救
貧
法
の
実
質
的
解
体
が
さ
ら
に
進
ん
だ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
内
容
的
に
も
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
は
第
一
次
世
界
大
戦
全

般
を
通
じ
て
大
き
な
変
化
を
み
せ
て
い
た
。
そ
れ
は
戦
争
前
に
は
福
祉
対
象
者
及
び
有
能
貧
民
に
対
し
て
過
酷
と
思
わ
せ
る
収
容
実
態
を

反
映
し
て
い
た
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
多
く
が
、
戦
争
の
勃
発
と
と
も
に
病
弱
の
人
々
を
救
う
目
的
の
医
療
関
係
の
施
設
へ
と
転
化
し
た
か
ら

六
二
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
五
六
）

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
八
七
〇
年
の
救
貧
法
改
革
に
よ
っ
て
、
救
貧
法
給
付
申
請
者
が
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
に
収
容
さ
れ
る
際
に
は
、
医
療
専

門
官
に
よ
る
健
康
状
態
の
検
査
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
（
26
）

、
ま
た
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
自
体
に
看
護
師
が
常
駐
す
る
医
療
系
の
施
設
と
し
て
十

分
に
機
能
を
発
揮
で
き
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
救
貧
行
政
は
保
健
省
の
所
轄
に
な
っ
た
が
、
救
貧
行
政
の
実
権
は
従
来
通
り
地
方
に
あ
り
、
地
方
の
有
識
者
や
名
士
が
好
む

「
名
誉
職
」
の
一
つ
と
し
て
の
救
貧
法
保
護
官
の
手
に
あ
っ
た
。
全
国
の
生
活
困
窮
者
が
救
貧
法
に
よ
る
救
済
を
申
し
立
て
、
そ
の
裁
定

を
下
す
権
限
は
、
依
然
と
し
て
彼
ら
が
所
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
た
と
え
戦
勝
国
と
は
い
え
イ
ギ
リ
ス
が
第
一
次
世

界
大
戦
で
受
け
た
被
害
は
甚
大
で
あ
っ
た
。
一
九
一
〇
年
代
の
戦
後
ブ
ー
ム
が
去
る
と
、
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
内
閣
に
横
た
わ
っ
た
の
は

国
家
の
膨
大
な
負
債
と
国
民
の
増
税
負
担
の
重
圧
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
に
対
処
し
、
金
本
位
制
の
下
で
イ
ン
フ
レ
の
重
圧
か
ら
逃
れ
、

強
力
な
デ
フ
レ
政
策
を
遂
行
す
る
目
的
で
、
当
時
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
大
き
な
影
響
力
が
あ
っ
た
ロ
ザ
メ
ア
卿
（L

ord R
otherm

ere

）
を
代

表
に
、「
反
浪
費
同
盟
（A

nti-W
aste L

eague
）
が
結
成
さ
れ
、
そ
の
年
の
選
挙
で
こ
の
同
盟
者
の
三
人
が
国
会
議
員
と
な
っ
た
。
こ
の
期

に
乗
じ
て
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
予
算
削
減
の
委
員
会
を
招
集
し
、
自
ら
民
間
人
で
あ
っ
た
ゲ
デ
ス
（S

ir E
ric C

am
pbell-G

eddes

）
を

委
員
会
の
ヘ
ッ
ド
に
起
用
し
て
一
九
二
二
│
三
年
度
の
厳
し
い
歳
出
カ
ッ
ト
を
提
言
さ
せ
た
。
こ
れ
が
有
名
な
「
ゲ
デ
ス
・
ア
ッ
ク
ス

（G
eddes axe

）」
と
呼
ば
れ
る
国
家
予
算
歳
出
削
減
策
で
あ
る
。
こ
の
措
置
は
刺
激
的
で
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
政
策
経
費
が
カ
ッ
ト
さ
れ
た
。

こ
の
影
響
か
ら
児
童
の
教
育
を
扱
っ
た
一
九
〇
二
年
バ
ル
フ
ォ
ア
教
育
法
も
、
こ
れ
ら
の
施
策
に
よ
り
実
効
性
が
薄
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

4
．
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
Ｌ
Ｇ
Ｂ

第
一
次
世
界
大
戦
は
突
然
ド
イ
ツ
で
革
命
が
勃
発
し
、
立
憲
君
主
制
を
敷
い
て
い
た
ホ
ー
エ
ン
チ
ョ
レ
ル
ン
家
が
退
位
し
て
共
和
制
に

六
二
四



社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
五
七
）

移
行
す
る
こ
と
で
終
結
し
た
。
深
手
を
負
い
な
が
ら
も
大
戦
の
戦
勝
国
と
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
戦
争
後
の
最
初
の
選
挙
が
一
九
一
八

年
一
二
月
に
行
わ
れ
、
引
き
続
き
挙
国
一
致
内
閣
が
勝
利
し
た
。
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
首
相
は
多
く
の
下
院
議
員
を
擁
す
る
労
働
党
に
対

し
て
、
社
会
改
良
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
実
行
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
下
院
で
最
多
数
を
占
め
た
の
は
保
守
党
議
員
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
疲
弊
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
を
襲
っ
た
大
戦
後
の
不
況
が
イ
ギ
リ
ス
全
体
を
覆
い
、
福
祉
国
家
を
目
指
し
労
働
者
階
級
に
妥
協
し

た
社
会
改
良
の
継
続
は
決
し
て
物
理
的
に
実
行
し
や
す
い
環
境
で
は
な
か
っ
た
。
兵
役
か
ら
解
除
さ
れ
、
帰
還
し
た
何
百
万
も
の
兵
士
に

適
当
な
職
場
は
与
え
ら
れ
ず
、
結
局
戦
時
中
に
は
減
少
し
て
い
た
救
貧
法
救
済
受
給
者
数
が
大
戦
後
の
時
期
に
急
増
し
た
。
一
九
二
一
年

ま
で
に
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
総
人
口
の
四
％
に
当
た
る
一
五
〇
万
人
も
の
人
々
が
、
救
貧
法
保
護
官
か
ら
救
済
給
付
を

受
給
し
て
い
た
（
27
）

。
さ
ら
に
一
九
二
六
年
ま
で
に
、
救
貧
法
救
済
受
給
者
の
数
は
二
五
〇
万
人
に
膨
れ
上
が
っ
て
い
た
。
同
じ
年
に
イ
ギ
リ

ス
で
は
じ
め
て
Ｔ
Ｕ
Ｃ
（
労
働
総
同
盟
）
に
よ
る
炭
鉱
夫
組
合
に
連
帯
し
た
ゼ
ネ
ラ
ル
ス
ト
ラ
イ
キ
が
決
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス

労
働
者
階
級
の
生
活
が
困
難
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
表
す
も
の
で
、
と
く
に
ロ
ン
ド
ン
の
下
層
階
級
で
は
生
活
不
安
の
下
で
惨
状

を
呈
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
で
ポ
プ
ラ
ー
・
バ
ラ
（P

oplar B
orough

）
で
の
失
業
者
向
け
の
手
当
て
（
院
外
給
付
）
が
問
題
に
な
っ
た
。
第
一
次
大

戦
終
結
以
降
ロ
ン
ド
ン
の
失
業
者
、
求
職
者
が
そ
の
手
当
を
求
め
て
ポ
プ
ラ
ー
に
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
地
区
は
、

労
働
党
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
保
護
官
行
政
の
結
果
、
戦
争
前
か
ら
生
存
基
準
以
上
の
救
貧
法
給
付
を
行
う
こ
と
で
有
名
で
、
と
び
ぬ
け
た

救
貧
法
支
出
で
保
守
層
が
注
目
し
て
い
た
。
す
で
に
救
貧
法
保
護
官
を
含
む
ポ
プ
ラ
ー
・
バ
ラ
評
議
会
は
一
九
二
一
年
に
は
、
ロ
ン
ド
ン

地
区
評
議
会
（L

ondon C
ounty C

ouncil; 

以
下
、
Ｌ
Ｃ
Ｃ
と
い
う
）
か
ら
の
出
費
も
困
難
な
ほ
ど
支
出
が
限
界
に
達
し
て
い
た
。
ポ
プ
ラ
ー

地
区
に
居
住
す
る
富
裕
層
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
他
の
地
区
に
比
べ
て
相
対
的
に
高
い
地
方
税
を
拠
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
た

六
二
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
五
八
）

め
、
評
議
員
は
割
高
な
地
方
税
の
徴
収
と
い
う
方
法
で
は
な
く
、
ロ
ン
ド
ン
の
西
部
富
裕
地
区
か
ら
東
部
貧
困
地
区
に
財
政
調
整
を
行
う

首
都
一
般
貧
困
基
金
（M

etropolitan C
om
m
on P

oor F
und （28

）
）
を
含
む
四
つ
の
局
に
援
助
を
求
め
た
。
Ｌ
Ｃ
Ｃ
と
首
都
一
般
貧
困
基
金
は
こ

れ
を
違
法
と
し
て
高
等
裁
判
所
に
告
訴
し
、
そ
れ
に
対
応
し
た
ポ
プ
ラ
ー
の
評
議
員
三
〇
人
（
こ
の
う
ち
六
人
は
女
性
で
妊
婦
も
い
た
）
は

二
〇
〇
〇
人
の
支
持
者
と
と
も
に
自
ら
も
行
進
し
、
逮
捕
さ
れ
監
獄
に
収
監
さ
れ
た
。

彼
ら
が
逮
捕
、
収
監
さ
れ
た
と
い
う
情
報
は
地
区
に
居
住
す
る
貧
民
に
即
座
に
知
ら
さ
れ
、
住
民
た
ち
は
監
獄
を
取
り
囲
ん
で
不
穏
な

動
き
が
広
が
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
ポ
プ
ラ
ー
地
区
周
辺
の
貧
困
地
区
の
バ
ラ
の
評
議
会
員
た
ち
も
、
こ
れ
に
同
調
す
る
動
き
を
見
せ

始
め
た
。
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
組
合
は
、
逮
捕
さ
れ
た
ポ
プ
ラ
ー
評
議
員
へ
の
支
援
を
決
定
し
、
収
監
さ
れ
て
生
活
の
糧
を
失
っ
た

彼
ら
の
家
族
に
対
し
て
カ
ン
パ
を
募
っ
て
支
援
し
た
。
も
ち
ろ
ん
下
院
議
会
で
相
当
数
を
占
め
、
挙
国
一
致
内
閣
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た

労
働
党
も
彼
ら
を
支
持
す
る
活
動
を
行
っ
た
。「
ポ
プ
ラ
ー
の
乱
」
の
再
来
で
あ
る
。
政
府
も
こ
の
動
き
に
対
し
妥
協
し
て
ポ
プ
ラ
ー
・

バ
ラ
へ
の
首
都
一
般
貧
困
基
金
か
ら
の
拠
出
金
を
五
万
ポ
ン
ド
か
ら
三
〇
万
ポ
ン
ド
と
し
た
。
法
廷
も
六
週
間
の
収
監
の
後
に
全
員
を
釈

放
し
た
。
議
会
は
、
地
方
税
の
徴
収
が
そ
れ
ま
で
負
担
に
応
じ
て
課
税
し
て
い
た
も
の
を
富
裕
な
地
域
と
貧
し
い
地
域
と
を
標
準
化
す
る

地
方
政
府
財
政
引
当
法
（L
ocal A

uthorities

（F
inancial P

rovisions

）A
ct 1921

）
を
成
立
さ
せ
た
。

「
ポ
プ
ラ
ー
の
乱
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
バ
ラ
評
議
員
の
中
に
労
働
党
か
ま
た
は
労
働
党
寄
り
の
社
会
主
義
信
奉
者

が
、
失
業
者
に
対
し
て
保
険
の
手
段
で
は
な
く
救
貧
法
給
付
の
拡
大
で
困
窮
者
の
生
活
の
保
障
を
試
み
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は

ウ
ェ
ー
ル
ズ
炭
鉱
労
働
者
地
区
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
対
し
て
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
労
働
党
寄
り
の
教
区
連
合
が
、
生
活
の
維
持
の
た
め
に
救
貧
法

給
付
を
行
う
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
作
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
29
）

。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
有
能
貧
民
に
は
院
外
救
済
を
与
え
な
い
と
す
る

Ｌ
Ｇ
Ｂ
の
一
九
一
一
年
の
指
令
の
抜
け
道
を
利
用
す
る
行
為
で
あ
っ
た
（
30
）

。
確
か
に
こ
の
後
自
由
党
は
政
治
的
力
を
失
っ
て
ゆ
く
が
、
自
治

六
二
六



社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
五
九
）

体
に
よ
る
救
貧
法
行
政
そ
の
も
の
が
と
り
わ
け
貧
民
に
同
情
的
な
政
治
で
票
を
獲
得
す
る
労
働
党
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と

な
り
、
政
治
と
深
く
か
か
わ
る
と
い
う
事
態
を
招
き
か
ね
な
い
状
態
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
ロ
ン
ド
ン
等
大
都
市
の
限
ら
れ
た
地
域
ば
か
り

で
な
く
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
例
に
見
る
よ
う
に
全
国
の
救
貧
法
保
護
官
に
ま
で
及
ぶ
と
、
そ
の
影
響
は
甚
大
に
な
る
と
想
定
さ
れ
た
。
さ
ら

に
保
健
省
は
一
九
二
一
年
に
全
国
の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
に
「
例
外
的
な
場
合
で
も
、
失
業
者
に
対
す
る
給
付
は
自
立
し
た
労
働
者
が
自
分
の
労
働
生

活
を
維
持
で
き
る
所
得
よ
り
以
下
の
給
付
で
あ
る
べ
き
」
と
し
た
（
31
）

。
こ
こ
で
も
給
付
の
低
位
性
は
貫
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
救
貧
法
の
存
続
を
前
提
と
し
た
保
健
省
の
行
政
は
、
実
際
に
医
療
行
政
を
担
当
す
る
医
師
そ
の
他
の
ス
タ
ッ
フ
に
次
第

に
不
満
を
募
ら
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。
彼
ら
は
純
粋
に
保
健
医
療
の
み
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
行
政
を
担
当
で
き
る
よ
う
、
要
請
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
二
〇
世
紀
以
降
に
生
じ
た
新
た
な
需
要
、
す
な
わ
ち
学
校
保
健
制
度
や
国
民
保
険
法
に
よ
る
健
康
保
険
制
度

の
成
立
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
方
の
旧
Ｌ
Ｇ
Ｂ
ス
タ
ッ
フ
は
こ
の
要
求
に
頑
強
に
反
対
し
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
の
所
轄
と
責
任
は
、
保

健
医
療
と
救
貧
法
行
政
を
一
体
と
し
て
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
政
府
も
こ
れ
ら
に
対
し
て
強
引
に
改
革
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
結
局
救
貧

法
体
制
は
継
続
し
た
。
し
か
し
、
旧
Ｌ
Ｇ
Ｂ
に
よ
る
救
貧
法
体
制
は
保
健
省
の
行
政
か
ら
学
校
保
健
サ
ー
ビ
ス
と
工
場
査
察
官
制
度
を
取

り
込
め
な
か
っ
た
。
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
新
設
の
保
健
省
が
国
民
保
険
の
健
康
保
険
全
般
の
サ
ー
ビ
ス
を
所
轄
し
た
の
は
、
そ
の
後
の

国
民
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
成
立
に
大
き
く
寄
与
し
た
と
い
え
る
（
32
）

。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
行
政
の
中
に
巧
み
に
入
り
込
む
救
貧
法
シ
ス
テ
ム
の

手
法
は
、
そ
れ
が
完
全
な
刷
新
を
迎
え
る
一
九
二
九
年
ま
で
保
健
医
療
行
政
の
中
で
生
き
続
け
た
と
み
て
よ
い
（
33
）

。

一
九
二
二
年
、
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
自
由
党
内
閣
が
総
選
挙
に
敗
れ
て
保
守
党
出
身
の
ア
ン
ド
ル
ー
・
ボ
ナ
ー
・
ロ
ー
（R

t. H
on. 

A
ndrew

 B
onar L

aw
, P
C

、
一
八
五
八
年
│
一
九
二
三
年
）
に
よ
る
わ
ず
か
の
期
間
の
内
閣
の
後
、
一
九
二
三
年
、
ス
タ
ン
リ
ー
・
ボ
ー
ル
ド

ウ
ィ
ン
（S

tanley B
aldw
in, 1st E

arl B
aldw
in of B

ew
dley

、K
G
, P
C

、
一
八
六
七
年
│
一
九
四
七
年
）
が
後
継
内
閣
を
組
閣
し
た
。
こ
の
時

六
二
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
六
〇
）

に
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（A

rthur N
eville C

ham
berlain

一
八
六
九
年
│
一
九
四
〇
年
）
が
保
健
大
臣
に
就
任
し
た
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ

ン
内
閣
は
、
一
時
イ
ギ
リ
ス
最
初
の
労
働
党
党
首
に
よ
る
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
（Jam
es R

am
say M

acD
onald

、
一
八
六
六
年
│
一
九
三
七
年
）
内

閣
に
首
相
の
座
を
譲
っ
た
が
、
九
か
月
の
後
に
再
び
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
返
り
咲
い
た
。
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
マ
ク
ド
ナ
ル
ド

内
閣
で
一
時
大
蔵
卿
と
な
っ
た
が
政
権
が
戻
っ
て
保
健
大
臣
と
し
て
再
任
さ
れ
た
。
実
際
の
業
務
で
地
方
税
の
配
分
や
Ｌ
Ｇ
Ｂ
の
旧
来
か

ら
の
伝
統
、
つ
ま
り
中
央
政
府
と
の
連
携
を
取
ら
な
い
行
政
の
現
実
を
見
た
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
保
守
政
治
家
と
し
て

Ｌ
Ｇ
Ｂ
を
ソ
連
の
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
（
革
命
自
治
評
議
会
）
の
よ
う
に
と
ら
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
34
）

。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
救
貧
法
行
政
に
対

す
る
見
方
は
厳
し
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
社
会
保
障
制
度
の
発
展
に
は
情
熱
を
注
い
だ
。
一
九
二
五
年
に

議
会
で
寡
婦
、
孤
児
及
び
老
齢
年
金
法
（W

idow
s, O
rphans, and O

ld A
ge P

ensions A
ct

）
が
成
立
し
、
拠
出
制
年
金
が
施
行
さ
れ
、
対

象
年
齢
も
六
五
歳
か
ら
に
な
っ
た
。
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
こ
の
行
政
に
保
健
省
と
し
て
尽
力
し
、
次
第
に
保
健
省
が
社
会
保
障

の
中
枢
機
関
と
な
る
よ
う
に
し
た
。
同
時
に
彼
は
保
健
政
策
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
、
そ
し
て
住
宅
政
策
に
も
そ
の
手
腕
を
発
揮
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
目
標
は
Ｌ
Ｇ
Ｂ
の
解
体
で
あ
っ
た
が
、
歴
代
の
内
閣
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
い
き
な
り
過
激

な
行
動
を
と
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
ブ
ラ
ン
デ
ー
ジ
（B

rundage, A
.2002

）
に
よ
れ
ば
、
最
初
に
一
九
一
一
年
に
制
定
さ
れ
て

い
た
救
済
規
制
令
に
よ
っ
て
保
健
省
所
轄
の
救
貧
行
政
に
か
か
わ
る
職
員
が
規
則
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
給
付
や
規
制
を
行
っ
て
い
る
場
合

に
は
、
保
健
省
と
い
う
強
権
的
な
力
に
よ
っ
て
保
護
官
の
行
為
を
や
め
さ
せ
る
よ
う
に
仕
向
け
た
。
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
行
使

し
た
も
う
一
つ
は
、
保
護
官
委
員
会
に
よ
る
資
金
借
り
入
れ
を
保
健
省
の
権
限
で
公
式
に
認
可
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
第

一
次
世
界
大
戦
後
の
不
況
と
失
業
に
よ
っ
て
、
救
貧
法
給
付
か
ら
の
救
済
（
手
当
て
金
）
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
た
委
員
会
で
は
、
金
銭
的

に
大
き
な
負
債
を
抱
え
て
い
た
。
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
保
健
省
内
に
こ
れ
ら
の
負
債
を
抱
え
る
地
域
を
精
査
す
る
職
員
を
配
置

六
二
八



社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
六
一
）

し
た
。
す
な
わ
ち
労
働
党
に
よ
る
給
付
の
奨
励
が
盛
ん
な
保
護
委
員
会
を
割
り
出
し
、
保
健
省
の
権
限
に
よ
っ
て
彼
ら
の
負
債
が
生
じ
た

責
任
を
取
ら
せ
る
手
法
を
実
行
し
た
の
で
あ
る
（
35
）

。
こ
う
し
た
巧
妙
な
政
治
手
法
に
よ
っ
て
、
保
護
官
は
従
来
の
よ
う
に
独
自
の
立
場
か
ら

給
付
実
行
や
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
次
第
に
保
健
省
に
よ
る
指
導
の
下
で
働
く
職
員
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
流
れ
に
追

従
す
る
よ
う
に
一
九
二
六
年
に
イ
ギ
リ
ス
議
会
は
「
保
護
官
委
員
会
（
債
務
不
履
行
）
法
（B

oard of G
uardian

（（D
efault

））A
ct

）」
を
成

立
さ
せ
た
（
36
）

。
こ
の
法
律
の
内
容
は
保
健
省
が
不
良
負
債
を
抱
え
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
地
域
の
保
護
官
委
員
会
の
委
員
を
更
迭
で
き
る
権

限
を
与
え
る
も
の
で
、
ポ
プ
ラ
ー
の
乱
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
職
員
は
こ
れ
以
降
す
く
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

一
方
強
力
に
中
央
集
権
化
を
押
し
す
す
め
る
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
手
法
は
、
労
働
党
等
、
左
派
の
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
保

守
的
な
全
国
の
保
護
委
員
会
に
も
恐
れ
と
不
安
を
抱
か
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
全
国
の
保
守
的
な
保
護
委
員
会
は
、
一
九
二
六
年

に
行
わ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
炭
鉱
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
呼
応
し
た
ゼ
ネ
ス
ト
で
、
地
域
の
左
派
保
護
委
員
会
が
行
っ
た
家
族
あ
て
の
院
外

給
付
事
業
に
対
し
て
強
力
な
反
対
を
表
明
し
た
。
こ
の
事
態
は
保
守
的
な
全
国
の
保
護
委
員
会
が
結
果
的
に
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン

の
政
策
を
承
認
す
る
契
機
と
な
っ
た
（
37
）

。
債
務
不
履
行
法
を
適
用
し
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
一
九
二
七
年
に
「
監
査
法
（A

udit A
ct

）」
を

成
立
さ
せ
た
。
こ
れ
は
地
方
の
保
護
委
員
会
の
監
査
を
厳
重
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
度
な
院
外
支
出
の
乱
発
に
よ
っ
て
負
債
を
抱
え

る
保
護
委
員
会
に
一
層
の
圧
力
を
か
け
る
狙
い
が
あ
っ
た
。
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
さ
ら
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
形
で
、

一
九
二
八
年
に
「
緊
急
時
供
給
法
（E

m
ergency P

rovisions A
ct

）」
を
上
程
し
た
。
こ
の
法
律
は
、
ポ
プ
ラ
ー
の
乱
の
首
謀
者
た
ち
が
獲

得
し
た
首
都
一
般
貧
困
基
金
の
特
別
な
支
給
を
覆
す
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
こ
う
し
た
保
護
官
行
政
の
弱
点
を
突
く
政
策
を
積
み
重
ね
、
一
連
の
準
備
期
間
を
経
て
い
よ
い
よ
一
九
二
九
年
地
方

自
治
法
の
制
定
作
業
を
本
格
的
に
進
め
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
救
貧
法
を
葬
り
去
る
た
め
の
法
律
の
制
定
を
一
刻
も
早
く
実
現
さ
せ
た

六
二
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
六
二
）

か
っ
た
が
、
当
時
の
大
蔵
卿
で
あ
っ
た
チ
ャ
ー
チ
ル
（S

ir W
inston L

eonard S
pencer-C

hurchill, K
G
, O
M
, C
H
, T
D
, P
C
, D
L
, F
R
S
, 

H
on. R

A
、
一
八
七
四
年
│
一
九
六
五
年
）
と
の
意
思
疎
通
が
十
分
で
な
か
っ
た
の
が
遅
れ
た
原
因
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
（
38
）

。
し
か
し
そ
の
後

交
渉
を
重
ね
て
、
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
る
救
貧
法
予
算
の
再
編
成
と
、
保
護
官
制
度
の
最
終
的
な
廃
止
を
目
指
し
た
新
制
度
の
導
入

を
チ
ャ
ー
チ
ル
に
認
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
九
二
八
年
一
一
月
二
八
日
に
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
保
健
大
臣
は
自
身
の
上
程
に
よ
る

法
案
を
発
表
し
た
。
法
案
は
一
〇
〇
条
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
救
貧
法
に
触
れ
た
個
所
は
ほ
ん
の
一
部
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
全
国
に

存
在
す
る
六
二
五
の
教
区
連
合
を
廃
し
て
地
区
評
議
会
及
び
地
区
バ
ラ
評
議
会
へ
移
行
し
、
公
的
扶
助
委
員
会
が
そ
の
機
能
を
継
続
す
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

最
初
に
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
全
国
の
保
護
官
の
給
付
裁
定
が
と
も
す
れ
ば
寛
容
に
傾
き
が
ち
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
保
護
官
委
員

会
に
よ
る
給
付
申
請
の
裁
定
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
新
た
な
シ
ス
テ
ム
に
変
更
し
た
。
す
な
わ
ち
、
全
国
の
保
健
省
当
局
に
生
活
困
窮
者
の
申

請
裁
定
機
関
と
し
て
公
的
扶
助
委
員
会
（P

ublic A
ssistance C

om
m
ittee; 

以
下
Ｐ
Ａ
Ｃ
ｓ
と
記
す
）
を
設
置
し
た
。
フ
レ
イ
ザ
ー
の
著
述

（
二
〇
〇
九
）
に
よ
る
と
、
Ｐ
Ａ
Ｃ
ｓ
の
設
置
に
よ
っ
て
今
ま
で
救
貧
法
委
員
会
が
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
児
童
の
ケ
ア
や
慢
性
疾
患
患
者

の
取
り
扱
い
に
も
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
が
一
九
〇
九
年
王
立
委
員
会
の
少
数
派
報
告
及
び
一
九
一
八
年
の

マ
ク
リ
ー
ン
委
員
会
の
行
政
に
関
す
る
報
告
の
趣
旨
に
近
づ
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
39
）

。

こ
の
打
開
策
と
し
て
財
務
省
が
地
方
の
貧
困
者
に
対
す
る
予
算
配
分
を
行
い
、
地
方
自
治
政
府
が
そ
れ
を
執
行
す
る
内
容
の
法
案
が

一
九
二
八
年
一
一
月
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
法
案
の
名
前
は
「
地
方
自
治
法
案
（L

ocal G
overnm

ent B
ill

）」
で
、
一
〇
〇
条
以
上
の
条

項
が
あ
る
。
法
律
の
条
項
の
多
く
に
含
ま
れ
る
内
容
は
、
救
貧
法
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
40
）

。
と
り
わ
け
、
全
国
六
二
五
に
及
ぶ
保
護
官

委
員
会
は
、
救
貧
法
給
付
及
び
高
齢
者
処
遇
に
関
す
る
そ
の
権
限
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
代
わ
り
に
そ
れ
を
地
区
評
議
会
（county council

）

六
三
〇



社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
六
三
）

ま
た
は
地
区
バ
ラ
評
議
会
（county borough council

）
が
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
各
地
区
は
Ｐ
Ａ
Ｃ
ｓ
を
設
置
す
る
も
の
と
さ
れ

た
。
各
地
区
に
は
さ
ら
に
救
済
地
区
（relief districts

）
が
振
り
分
け
ら
れ
、
従
来
の
院
外
給
付
の
支
給
決
定
は
選
挙
で
選
ば
れ
た
評
議

員
に
よ
る
「
保
護
官
の
委
員
会
（the guardians ’com

m
ittee

）」
が
行
う
も
の
と
さ
れ
た
。
ま
た
施
設
収
容
な
ど
の
院
内
処
遇
は
直
接
地
区

評
議
会
な
い
し
地
区
バ
ラ
評
議
会
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
さ
れ
た
。
救
貧
法
の
下
で
残
存
し
て
い
た
、
今
日
で
い
う
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム

の
よ
う
な
形
態
の
、
慢
性
の
疾
病
患
者
（
主
に
高
齢
者
）
が
入
院
す
る
公
衆
衛
生
病
院
（public health hospital

）、
そ
し
て
民
間
の
篤
志
家

に
よ
る
慈
善
病
院
（voluntary hospital

）
の
所
轄
は
完
全
に
救
貧
法
の
手
を
離
れ
、
次
第
に
急
性
期
病
院
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
（
41
）

。
保
健
省
の
原
則
は
、
あ
く
ま
で
も
法
律
に
基
づ
く
行
政
を
全
国
的
に
、
し
か
も
例
外
な
し
で
執
行
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
で

も
な
お
受
給
や
給
付
の
条
件
で
特
別
な
事
情
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
保
健
省
の
権
限
に
よ
っ
て
調
整
を
行
う
と
い
う
姿
勢
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
ロ
ン
ド
ン
地
区
だ
け
は
非
常
に
膨
大
で
し
か
も
先
述
の
よ
う
に
込
み
入
っ
た
事
情
が
多
く
、
特
別
に
調
整
さ
れ
る

地
域
と
な
っ
た
。

一
九
二
九
年
は
ア
メ
リ
カ
の
株
価
暴
落
を
引
き
金
に
し
た
世
界
大
恐
慌
が
全
世
界
を
吹
き
荒
れ
、
特
に
当
時
基
軸
通
貨
で
あ
っ
た
ポ
ン

ド
を
有
す
る
イ
ギ
リ
ス
は
大
き
な
経
済
的
打
撃
を
こ
う
む
っ
た
。
こ
の
情
勢
に
呼
応
す
る
よ
う
に
同
年
の
総
選
挙
で
は
労
働
党
が
勝
利
し
、

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
内
閣
が
退
陣
し
て
ラ
ム
ゼ
イ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
（Jam

es R
am
say M

acD
onald

、
一
八
六
六
年
│
一
九
三
七
年
）
に
よ
る
労

働
党
単
独
内
閣
が
組
閣
さ
れ
た
。
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
は
社
会
政
策
の
課
題
と
し
て
取
り
組
む
は
ず
の
失
業
問
題
が
、
同
時
に
経
済
政
策

と
し
て
も
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
不
況
下
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
ど
の
程
度
の
雇
用
政
策
が
効
果
を

上
げ
る
と
い
え
る
の
か
、
ま
た
ど
う
し
た
ら
失
業
問
題
に
対
処
す
る
と
い
え
る
の
か
、
難
し
い
選
択
が
迫
ら
れ
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
法

案
に
つ
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
に
突
き
付
け
ら
れ
た
経
済
情
勢
の
下
で
、
あ
る
一
面
で
は
労
働
党
政
府
に
よ
る
保
護
官
委
員
会
の
政
治
的
影
響

六
三
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
六
四
）

力
を
く
じ
こ
う
と
い
う
意
図
が
背
後
に
あ
っ
た
と
も
思
え
る
。
し
か
し
法
案
自
体
に
対
す
る
労
働
党
政
府
の
態
度
は
、
法
案
に
正
面
か
ら

反
対
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
確
か
に
労
働
党
議
員
の
中
に
は
若
干
抵
抗
す
る
も
の
が
あ
っ
た
が
そ
の
反
対
理
由
は
法
案
内
容

が
十
分
で
は
な
い
、
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。
労
働
党
は
、
保
護
官
委
員
会
の
仕
組
み
を
温
存
さ
せ
る
と
い
う
戦
略
で
は
な
く
公

的
扶
助
制
度
の
設
立
は
国
家
に
よ
る
も
の
で
あ
る
べ
き
と
の
考
え
方
に
立
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
自
ら
の
利
害
が
こ
れ
に
よ
っ
て
大

き
く
削
ら
れ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
九
三
〇
年
三
月
三
一
日
、
地
方
自
治
法
が
可
決
・
成
立
し
た
（
42
）

。

確
か
に
こ
の
法
律
の
制
定
に
よ
っ
て
、
一
六
〇
一
年
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
存
在
し
た
救
貧
法
の
長
い
伝
統
は
終
わ
り
を
告
げ
た
。
し
か
し
、

貧
困
者
に
対
す
る
行
政
機
構
が
大
幅
に
変
わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
貧
困
者
そ
の
も
の
の
画
期
的
な
待
遇
改
善
や
給
付
の
改
善
が
大
幅
に

か
つ
迅
速
に
行
わ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
受
給
者
の
側
、
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
の
生
活
困
窮
者
か
ら
言
え
ば
こ
れ
に

よ
っ
て
従
来
か
ら
の
貧
困
者
自
身
の
無
力
さ
、
ス
テ
ィ
グ
マ
等
に
何
ら
か
の
改
善
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

5
．
生
き
延
び
る
救
貧
法
の
残
滓

一
九
三
〇
年
四
月
一
日
、
地
方
自
治
法
の
施
行
に
よ
っ
て
一
六
〇
一
年
以
来
の
旧
救
貧
法
の
貧
民
監
督
官
（O

verseers of the P
oor

）、

そ
し
て
そ
の
流
れ
を
く
む
新
救
貧
法
の
保
護
官
委
員
会
（B

oared of G
uardians

）
の
救
貧
法
行
政
機
構
は
完
全
に
消
滅
し
た
。
こ
れ
ら
の

機
能
は
Ｐ
Ａ
Ｃ
ｓ
お
よ
び
地
区
、
地
区
バ
ラ
の
保
護
官
委
員
会
に
移
さ
れ
た
。
新
し
い
委
員
会
に
よ
る
合
議
組
織
は
、
一
見
古
い
保
護
官

委
員
会
に
似
て
い
る
よ
う
だ
が
、
職
員
の
構
成
は
純
粋
な
公
務
員
で
あ
り
、
保
健
省
の
強
い
指
導
の
も
と
に
保
健
省
の
一
組
織
と
し
て
新

た
に
発
足
し
た
。
地
方
の
名
士
に
よ
る
名
誉
職
、
宗
教
的
色
彩
、
そ
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的
な
形
態
と
彼
ら
の
給
付
を
決
定
す
る
際
の
裁

量
権
は
こ
と
ご
と
く
消
え
失
せ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
公
的
扶
助
の
組
織
が
以
前
の
救
貧
法
を
徹
底
的
に
変
革
し
た
と
み
る
の
は
、
や
は

六
三
二



社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
六
五
）

り
不
十
分
で
あ
る
。
た
と
え
ば
公
的
扶
助
の
給
付
の
中
心
業
務
で
あ
る
資
産
調
査
は
受
給
申
請
世
帯
が
最
も
嫌
悪
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
調
査
手
法
は
微
に
入
り
細
に
わ
た
り
、
救
貧
法
時
代
と
同
様
の
手
法
で
行
わ
れ
た
（
43
）

。
ま
た
公
的
扶
助
の
交
付
を
や
や
大
げ
さ
に
認
定

す
る
手
法
も
、
救
貧
法
時
代
の
そ
れ
と
同
様
に
継
続
し
た
と
い
う
。
こ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ギ
リ
ス
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
が
、
道
路
で
歩

く
人
々
へ
の
物
乞
い
も
含
む
貧
困
に
よ
る
申
し
立
て
、
お
よ
び
彼
ら
（
彼
女
ら
）
の
貧
困
を
認
定
す
る
手
続
き
と
救
済
給
付
の
取
り
扱
い

に
関
し
て
、
長
い
救
貧
法
の
伝
統
は
そ
の
後
も
続
く
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
貧
民
救
済
の
分
野
で
あ
る
私
的
慈
善
活
動
に
お
い
て
も
、

各
宗
教
団
体
や
Ｃ
Ｏ
Ｓ
傘
下
の
組
織
の
一
部
で
は
ま
た
、「
保
護
官
委
員
会
」
と
い
う
名
称
の
使
用
が
残
っ
た
。
こ
れ
が
最
終
的
に
な
く

な
っ
た
の
は
一
九
六
〇
年
代
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（
44
）

。
し
か
し
そ
れ
は
も
は
や
イ
ギ
リ
ス
が
推
し
進
め
て
い
る
社
会
保
障
（
福
祉
国
家
）

へ
の
道
と
は
逆
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
政
治
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
行
政
に
長
い
間
染
み
渡
っ
た
構
造
は
、
こ
う
し
て
実
に
長
い

時
間
を
か
け
て
そ
の
歴
史
的
機
能
を
次
第
に
失
っ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

雇
用
・
失
業
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
一
九
三
四
年
に
失
業
法
（U

nem
ploym

ent A
ct

）
が
成
立
し
た
（
45
）

が
、
こ
れ
は
中
央
集
権
的
行
政
機

構
に
よ
る
執
行
体
系
で
あ
っ
た
。「
失
業
扶
助
委
員
会
（U

nem
ploym

ent A
ssistance B

oard

）
が
地
方
扶
助
局
に
新
設
さ
れ
、
こ
れ
が
実

に
長
い
歴
史
を
有
す
る
救
貧
法
の
職
業
紹
介
、
雇
用
対
策
の
シ
ス
テ
ム
と
は
相
関
性
が
全
く
な
く
な
っ
て
い
た
。
構
成
員
も
救
貧
法
関
係

者
と
異
な
る
人
材
で
あ
っ
た
。
ま
た
受
給
者
も
、
救
貧
法
の
時
代
の
よ
う
に
失
業
に
よ
る
理
由
、
と
い
う
だ
け
で
は
い
か
な
る
場
合
も
公

的
扶
助
の
給
付
は
受
け
ら
れ
な
く
な
り
、
し
た
が
っ
て
拠
出
制
に
基
礎
を
置
く
社
会
保
険
方
式
の
失
業
手
当
の
重
要
性
が
生
活
困
窮
者
に

ま
で
浸
透
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
飛
躍
し
て
結
論
を
述
べ
れ
ば
、
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
計
画
の
実
行
に
よ
る
一
九
四
八
年
の
国
民
扶
助
法
（N

ational A
ssistance A

ct

）

に
よ
り
、
さ
ら
に
中
央
集
権
化
し
た
行
政
の
下
で
、
事
務
的
な
扶
助
体
制
が
図
ら
れ
、
最
後
ま
で
残
存
し
て
い
た
救
貧
法
の
伝
統
が
消
え

六
三
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
六
六
）

て
い
っ
た
。
し
か
し
、
ビ
ク
ト
リ
ア
時
代
お
よ
び
そ
れ
以
前
か
ら
は
ぐ
く
ま
れ
た
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
救
貧
法
へ
の
負
の
意
識
は
、
制
度
の

消
滅
に
比
べ
て
残
存
の
度
合
い
が
高
か
っ
た
と
い
え
る
。
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
の
変
化
を
促
し
た
最
大
の
原
因
は
、
第

一
に
公
的
救
貧
制
度
に
よ
る
救
済
と
、
そ
れ
と
同
等
の
私
的
慈
善
団
体
に
よ
る
貧
民
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
両
立
し
て
存
在
し
た
こ
と
で
あ

る
。
第
二
は
新
救
貧
法
の
成
立
を
促
し
た
経
済
学
説
で
あ
る
一
九
世
紀
前
半
の
賃
金
基
金
説
が
そ
の
効
力
を
失
い
、
貧
困
対
策
と
し
て
所

得
の
再
分
配
政
策
が
積
極
的
に
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
新
救
貧
法
と
は
理
念
が
別
個
の
経
済
学
説
に
裏
付
け
ら
れ
た
強
力
な
中
央

集
権
政
府
の
主
導
に
よ
る
「
社
会
改
良
」
行
政
が
自
由
党
政
権
下
で
行
わ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
社
会
保
険
、
雇
用
政
策
の
推
進
に

よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
は
独
自
の
存
在
感
を
な
く
し
て
い
っ
た
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
に
か
け
て
救
貧
法
の
中
で
社
会
福

祉
行
政
は
無
能
力
貧
民
の
受
給
権
（right to relief

）
が
明
文
化
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
対
象
者
の
絞
り
込
み
と
同
時
に
広
く
認
知

さ
れ
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
中
に
は
知
的
障
が
い
者
、
精
神
障
が
い
者
、
ま
た
「
老
人
ホ
ー
ム
」
に
特
化
す
る
も
の
も
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
う

し
て
新
救
貧
法
の
理
念
は
二
〇
世
紀
前
後
に
除
外
さ
れ
る
の
だ
が
、
最
も
主
要
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
原
則
の
一
つ
で
あ
っ
た
「
低
位
性
の

原
則
」
だ
け
は
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
へ
の
嫌
悪
感
と
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
の
受
給
者
お
よ
び
人
口
の
多
く
を
構
成
す
る
「
受
給
予
備
軍
」
に

と
っ
て
そ
の
精
神
が
唯
一
決
し
て
弱
ま
る
こ
と
な
く
受
け
継
が
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
） F

raser D
. 

（1981

）, T
he E

nglish P
oor L

aw
 and the O

rigins of the W
elfare S

tate, E
dited by W

.J.M
om
m
sen

（1981

）, T
he 

E
m
ergence of the W

elfare S
tate in B

ritain and G
erm
any, C

room
 H
elm
, p.12.

（
2
） F
raser D

. 

（1981

）, p.9.

（
3
） 

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ル
ー
ス
の
著
作
が
典
型
と
い
え
る
。

B
ruces M

. 

（4
th E
ds.1968

）, T
he C

om
ing of the W

elfare S
tate, L

ondon;B
atsford,

六
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社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
六
七
）

（
4
） F

raser D
. 

（1981

）, p.12.
（
5
） F

raser D
. 

（1981

）, p.13.
（
6
） 
小
川
喜
一
（
一
九
六
一
）「
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策
史
論
」、
有
斐
閣

（
7
） 
樫
原
朗
（
一
九
七
三
）「
イ
ギ
リ
ス
社
会
保
障
の
史
的
研
究
」、
法
律
文
化
社

（
8
） 

大
沢
真
理
（
一
九
八
六
）「
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策
史
」、
東
京
大
学
出
版

（
9
） 

経
済
学
者
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
マ
ー
シ
ャ
ル
（A

lfred M
arshall

）
は
、
無
拠
出
老
齢
年
金
成
立
後
に
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
が
組
み
立
て
た

一
九
〇
九
年
予
算
を
「
社
会
福
祉
予
算
」
と
称
し
た
。

B
ruces M

. 

（4
th E
ds.1968

）, p.21.

（
10
） B

ruces M
. 

（4
th E
ds.1968

）, p.31.

（
11
） 

ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
一
九
〇
八
年
、
自
身
が
手
掛
け
た
老
齢
年
金
法
が
成
立
し
た
の
ち
、
五
日
間
の
日
程
で
ド
イ
ツ
の
社
会
保
険
制
度
を
視

察
し
た
。
帰
国
し
た
の
ち
に
彼
は
財
務
省
で
ド
イ
ツ
と
類
似
し
た
制
度
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
を
表
明
し
た
と
い
う
。T

hane, P
. 

（1996 2
nd ed.

）, 

F
oundations of three W

elfare state, L
ongm

an S
ocial P

olicy in B
ritain S

eries, p.78.

（
12
） H

arris,B
. 

（2004

）,The O
rigins of the B

ritish W
elfare S

tate: S
ocial W

elfare in E
ngland and W

ales, 1800-1945, P
algrave 

m
acm
illan, p.162.

（
13
） H

arris,B
. 

（2004

）, p.163.

（
14
） T

hane, P
. 

（1982

）, F
oundations of the W

elfare S
tate, L

ondon; L
ongm

an

（
15
） T

he D
efence of the R

ealm
 A
ct of 1914

（
16
） F
raser D

. 

（2009

）, T
he E

volution of the B
ritish W

elfare S
tate, P

algrave M
acm
illan, p.209.

（
17
） B
rundage, A

 

（2002

）, p.143.

（
18
） 

こ
の
事
実
は
、
筆
者
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
在
外
研
究
の
一
環
で
行
っ
た
現
地
調
査
か
ら
入
手
し
た
郷
土
史
の
資
料
に
基
づ
く
。

S
ue N

ew
m
an 

（2000

）, T
he C

hristchurch and B
ournem

outh U
nion W

orkhouse; T
he S

tory of the R
ed H

ouse M
useum

 and 

六
三
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
六
八
）

C
hristchurch H

ospital, pp.103-112.
（
19
） B

rundage, A
 

（2002

）, p.144.
（
20
） 1916.6&

7 G
eorge V

. cap. 20. the N
ational Insurance

（P
artII

：M
unitions W

orkers

）A
ct.

国
民
保
険
（
パ
ー
ト
Ⅱ
）
改
正
法

（
21
） G

uilbert. B
. B
. 

（1970

）, B
ritish S

ocial P
olicy 1914-1939, B

.T
. B
atsford L

td. p.98.

（
22
） G

uilbert. B
.B
. 

（1970

）, p.102.

（
23
） G

uilbert. B
.B
. 

（1970

）, p.10-11.

（
24
） B

rundage, A
 

（2002
）, p.145.

（
25
） H

arris,B
. 

（2004

）, p.177-178.

（
26
） 

二
〇
世
紀
初
頭
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
で
は
、
一
般
に
教
区
連
合
に
い
る
有
能
生
活
困
窮
者
が
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
に
収
容
さ
れ
る
場
合
、
担
当
の
医
療

官
が
面
接
を
行
い
、
は
じ
め
に
病
気
や
感
染
症
の
有
無
を
聞
き
取
り
で
記
載
す
る
、
と
い
う
形
を
取
っ
た
。
医
療
官
は
簡
単
な
診
断
を
行
い
、
入
所

者
は
入
浴
で
体
を
洗
っ
た
の
ち
に
そ
れ
ま
で
来
て
い
た
服
は
煮
沸
消
毒
の
た
め
取
り
上
げ
ら
れ
、
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
せ
ら
れ
る
の
が
一
般
的
状
態

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
規
模
の
大
き
い
教
区
連
合
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
で
は
、
施
設
内
に
看
護
師
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
基
礎
が
す
で

に
あ
っ
た
の
で
、
戦
争
中
の
療
養
所
等
に
無
理
な
く
転
嫁
で
き
た
の
で
あ
る
。

（
27
） B

rundage, A
 

（2002

）, p.146.

（
28
） 

こ
の
基
金
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
各
バ
ラ
の
財
政
調
整
の
た
め
、
主
に
西
ロ
ン
ド
ン
の
比
較
的
富
裕
な
地
区
か
ら
東
ロ
ン
ド
ン
の
ポ
プ
ラ
ー
の
よ
う

な
貧
困
者
密
集
地
区
へ
財
政
の
融
通
が
し
や
す
い
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
29
） B
rundage, A

 

（2002

）, p.146.-147.

（
30
） T
he R

elief R
egulation O

rder of 1911

（
31
） T

hane, P
. 

（1982

）, p.174.

（
32
） H

arris,B
. 

（2004

）, p.178.

六
三
六



社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
六
九
）

（
33
） F

raser D
. 

（2009

）, p.213.
（
34
） B

rundage, A
 

（2002

）, p.147.
（
35
） B

rundage, A
 

（2002

）, p.148.

（
36
） 1926. 16 &

 17 G
eorge V

. cap. 20.

（
37
） 

こ
の
事
件
に
よ
っ
て
債
務
不
履
行
法
が
初
め
て
適
用
さ
れ
た
。
そ
の
地
域
は
い
ず
れ
も
石
炭
を
採
掘
す
る
炭
鉱
地
区
と
し
て
有
名
な
サ
ウ
ス

ウ
ェ
ー
ル
ズ
（S

outh W
ales

）
と
ダ
ー
ラ
ム
（D

urham

）
で
あ
っ
た
。B

rundage, A
 

（2002

）, p.149.

（
38
） B

rundage, A
 

（2002

）, p.151.

（
39
） F

raser D
. 

（2009
）, p.222.

（
40
） B

rundage, A
. 

（2002 
）, p.151.

（
41
） M

eans,R
. and S

m
ith, R

. 
（S

cond ed.1998

）F
rom
 P
oor L

aw
 to C

om
m
unity C

are; T
he D

evelopm
ent of W

elfare S
ervices for 

E
lderly P

eople 1939-1971, C
room

 H
elm
, pp.16-17.

（
42
） 1929. 19 G

eorge V
. cap. 17.

（
地
方
自
治
体
法
）

（
43
） B

rundage, A
. 

（2002 

）, p.152.

（
44
） F

raster, D
. 

（2009:fourth ed.

）, p.149.

（
45
） 1934. 24 &

 25 G
eorge V

. cap. 29.

本
論
文
は
、
二
〇
一
六
年
、
社
会
政
策
学
会
第
一
三
二
回
春
期
大
会
の
自
由
論
題
の
口
頭
発
表
に
よ
る
フ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
に
加
筆
し
た

も
の
で
す
。

六
三
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ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
七
一
）

ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』

第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て

吉　
　

原　
　

達　
　

也

は
じ
め
に

本
稿
は
、
ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
学
説
彙
纂
』P

andectae Justinianeae in novum
 ordinem

 digestae （
1
）

の
最
終
章

第
五
〇
巻
第
一
七
章
「
古
法
の
さ
ま
ざ
ま
な
レ
グ
ラ
エ
に
つ
い
てD

e diversis regulis iuris antiqui

」
の
う
ち
、
第
二
部　

人
の
法

（S
ecunda P

ars de persona

）
の
う
ち
、
第
一
章
第
六
節
帰
国
権
に
関
す
る
論
題
の
検
討
を
通
じ
て
、
同
書
に
お
け
る
ポ
テ
ィ
エ
の
方
法

論
の
一
端
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
き
に
第
一
部　

法
の
一
般
的
レ
グ
ラ
エ
（P

rim
a P

ars de regulis 

juris generalibus, aut quae ad praevias quasdam
 legum

 notiones pertinent

）、
第
二
部
第
一
章
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
と
紹
介
を
試

論　

説

〈
基
礎
法
学
〉

六
三
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
七
二
）

み
て
き
た

（
2
）

が
、
本
稿
は
そ
の
続
編
に
あ
た
る
。
本
稿
の
関
心
は
、
第
五
〇
巻
第
一
七
章
に
お
け
る
各
論
題
項
目
の
配
列
が
い
か
な
る
論
理

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
、
帰
国
権
に
関
す
る
論
題
を
例
に
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

帰
国
権
は
、
古
典
法
に
お
い
て
一
般
に
「
人
の
法
」
の
中
で
不
自
由
身
分
と
の
か
か
わ
り
で
論
じ
ら
れ
る
論
題
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
市
民

が
敵
の
捕
虜
と
な
っ
た
場
合
、
捕
虜
は
万
民
法
上
奴
隷
発
生
原
因
と
さ
れ
、
市
民
が
敵
の
捕
虜
と
な
っ
た
と
き
に
は
敵
の
奴
隷servus 

hostium

（G
ai.1,129

）
と
な
る
が
、
こ
の
者
が
戦
時
ま
た
は
平
時
に
帰
国
す
る
と
き
に
は
捕
虜
と
な
る
以
前
に
有
し
て
い
た
す
べ
て
の
権

利
を
回
復
す
る
。
か
か
る
捕
虜
の
復
権
は
帰
国
権
の
作
用
と
さ
れ
る

（
3
）

。

ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
学
説
彙
纂
』
最
終
章
に
集
録
さ
れ
た
レ
グ
ラ
の
項
目
数
は
、
二
、〇
二
五
に
及
ぶ
。
本
来
の
第

五
〇
巻
第
一
七
章
に
は
体
系
的
な
配
列
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
ポ
テ
ィ
エ
は
、
学
説
彙
纂
の
法
文
を
換
骨
奪
胎
し
て
、
自
ら
が
案
出
し
た

膨
大
な
レ
グ
ラ
エ
の
中
に
配
置
し
、
一
般
、
人
、
物
、
訴
訟
、
公
法
と
い
う
五
部
制
の
分
類
の
も
と
に
ま
と
め
て
い
る

（
4
）

。
個
々
の
レ
グ
ラ

の
項
目
が
ど
の
よ
う
な
基
準
で
選
択
さ
れ
、
そ
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
の
か
、
本
稿
で
は
、『
新
編
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
章
第
一
七
章
帰

国
権
と
い
う
論
題
の
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
レ
グ
ラ
の
選
択
と
配
列
の
論
理
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一

ポ
テ
ィ
エ
は
『
新
編
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
に
お
い
て
、
第
二
部
第
一
章
第
六
節
と
し
て
、「
帰
国
権
、
及
び
コ
ル
ネ
リ
ウ

ス
法
の
擬
制
に
つ
い
て
」
の
論
題
を
置
い
て
い
る
。
第
一
項
「
帰
国
権
、
及
び
そ
の
効
果
に
つ
い
て
」
に
は
、C

X
L

か
らC

X
L
V

ま
で

六
つ
の
レ
グ
ラ
エ
群
が
第
四
九
巻
第
一
五
章
「
帰
国
権
に
つ
い
て
」
か
ら
援
用
さ
れ
て
い
る
。
第
二
項
「
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
法
の
擬
制
に
つ

い
て
」
は
、
同
章
に
由
来
す
る
一
つ
の
法
文
か
ら
な
る

（
5
）

。

六
四
〇



ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
七
三
）

各
項
目
の
選
択
と
配
列
の
手
が
か
り
は
『
学
説
彙
纂
』
第
四
九
巻
第
一
五
章
に
つ
い
て
の
ポ
テ
ィ
エ
の
記
述
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ポ
テ
ィ
エ
は
、
第
四
九
巻
第
一
五
章
「
捕
虜
に
つ
い
て
、
並
び
に
帰
国
権
及
び
敵
か
ら
買
戻
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
」
の
冒
頭
で
、
同
章
の

内
容
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
本
章
に
お
い
て
、
公
法
に
属
し
き
わ
め
て
頻
繁
に
適
用
さ
れ
る
二
つ
の
権
利
の
擬
制
が
語
ら
れ
る
。
即

ち
、
帰
国
権
の
擬
制
と
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
法
の
擬
制
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
、
敵
か
ら
買
戻
さ
れ
た
者
に
対
し
て
買
戻
し
た
者
に
帰

属
す
る
権
利
に
つ
い
て
の
取
り
扱
い
方
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。」
と
し
て
、
全
体
と
し
て
、
第
一
節　

帰
国
権
、
第
二
節　

敵
か
ら

買
戻
さ
れ
た
者
、
第
三
節　

捕
虜
中
に
死
亡
し
た
者
に
関
す
る
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
法
の
擬
制　

の
三
つ
の
節
を
立
て
る
。

ま
ず
第
一
節
冒
頭
で
、
ユ
帝
法
学
提
要
に
よ
り
帰
国
権postlim

inium

の
語
源
説
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、postlim

inium

と

は
、lim

en

及
びpost

の
謂
い
で
あ
り
、
敵
に
よ
り
捕
虜
と
な
っ
た
者
で
そ
の
後
に
吾
等
の
境
界
内
へ
と
到
達
し
た
者
が
帰
国
権
に
よ
り

帰
還
し
た
者
と
呼
ば
れ
る
、
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
ハ
イ
ネ
ッ
キ
ウ
ス
に
拠
る
と
し
な
が
ら
、
捕
虜
は
死
者
と
看
倣
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
帰

る
際
に
家
の
敷
居
を
ま
た
い
で
家
の
中
に
入
る
の
は
不
吉
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
屋
根
と
樋
を
伝
っ
て
家
の
裏
にpost lim

en

入
っ

た
か
ら
と
す
る
別
の
語
源
説
（cf.P

lutarch, Q
uaest. R

om
.5

）
を
挙
げ
る
。
次
に
帰
国
権
の
定
義
に
関
し
て
、
失
わ
れ
た
物
を
敵
か
ら
取

り
戻
し
、
旧
の
状
態
に
復
す
る
権
利
の
こ
と
で
あ
る
、
と
す
るD

.49,15,19pr.

の
パ
ウ
ル
ス
・
サ
ビ
ヌ
ス
注
解
一
六
巻
の
法
文
が
引
か

れ
る
。

P
aulus lib. 16 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,19pr.

：「
帰
国
権
と
は
、
吾
等
と
自
由
な
国
民
及
び
王
た
ち
と
の
間
で
慣
習
及
び
法
律
に
よ

り
確
立
さ
れ
た
、
失
わ
れ
た
物
の
権
利
を
異
国
民
か
ら
回
復
し
現
状
へ
と
回
復
す
る
権
利
で
あ
る
。
実
際
、
戦
争
に
よ
り
又
は
戦
争
間

近
に
吾
人
が
失
っ
た
も
の
を
、
吾
人
が
ふ
た
た
び
回
復
す
る
な
ら
ば
、
帰
国
権
に
よ
り
回
復
す
る
と
云
わ
れ
る
。
而
し
て
帰
国
権
は
自

然
法
上
の
衡
平
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
不
当
に
異
国
民
に
よ
り
拘
束
さ
れ
て
い
た
者
が
、
自
身
の
国
境
の
中
へ

六
四
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
七
四
）

と
帰
還
し
た
と
き
に
は
、
自
ら
の
元
の
権
利
を
回
復
す
る
こ
と
と
な
る
。」

こ
れ
を
受
け
て
、
帰
国
権
に
は
、
能
動
的actif

と
受
動
的passif

の
二
面
あ
り
と
し
、
前
者
は
、
帰
還
し
た
捕
虜
に
捕
虜
と
な
る
以

前
に
有
し
て
い
た
権
利
を
回
復
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
敵
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
て
い
た
物
が
、
取
得
さ
れ
た
時
に
所
有
者
で

あ
っ
た
者
の
権
利
と
権
力
に
復
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
帰
国
権
に
関
す
る
ポ
テ
ィ
エ
の
第
五
〇
巻
第
一
七
章
と
第
四
九
巻
第
一
五

章
と
の
関
連
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二

ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
学
説
彙
纂
』
第
四
九
巻
第
一
五
章
で
は
、
帰
国
権
の
問
題
は
、
第
一
節
第
一
項　

い
か
な
る
者
た
ち
の
間
で
捕
虜
の

権
利
及
び
帰
国
権
が
成
立
す
る
か
（III
〜IV
）、
第
二
項　

い
か
な
る
時
に
帰
国
権
は
成
立
す
る
か
（V

〜V
II

）、
第
三
項　

い
か
な
る
人

が
帰
国
権
を
有
し
、
い
か
な
る
物
が
帰
国
権
の
対
象
と
な
る
か
（V

III

〜X
V

）、
第
四
項　

い
つ
帰
国
権
が
帰
属
す
る
か
（X

V
I

〜X
IX

）、

第
五
項　

帰
国
権
の
効
果
は
い
か
な
る
も
の
か
（X

X
〜X

X
IV

）
と
い
う
五
つ
項
目
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
る
。

第
一
項　

い
か
な
る
者
た
ち
の
間
で
捕
虜
の
権
利
及
び
帰
国
権
が
成
立
す
る
か
、「III.

ロ
ー
マ
人
と
敵
と
の
間
で
こ
れ
ら
の
権
利
が

成
立
す
る
こ
と
。」
で
は
、
ま
ず
、
敵
と
は
何
か
、
学
説
彙
纂
第
五
〇
巻
第
一
六
章
「
語
義
に
つ
い
て
」
か
ら
一
般
的
な
意
味
が
確
認
さ

れ
る
。

G
aius lib. 2 ad

 legem
 d

u
od

ecim
 tabu

laru
m

 D
.50,16,234pr.:

「
吾
人
が
敵
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
者
た
ち
を
古
法
学
者
た
ち
は

perduelles

と
呼
ん
で
い
た
が
、
こ
れ
は
、
か
か
る
付
加
に
よ
っ
て
、
目
下
の
戦
争
の
相
手
方
を
示
唆
し
て
い
る
。」

次
に
、
第
四
九
巻
第
一
五
章
に
お
け
る
敵
の
意
味
が
指
示
さ
れ
る
。

六
四
二



ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
七
五
）

U
lpianus lib. 1 in

stitu
tion

u
m

 D
.49,15,24:

「
敵
と
は
、
ロ
ー
マ
国
民
が
公
に
宣
戦
布
告
し
た
者
た
ち
又
は
ロ
ー
マ
国
民
に
自
ら

宣
戦
布
告
し
た
当
の
者
た
ち
で
あ
る
。」

同
法
文
の
後
段
は
以
下
の
よ
う
に
続
く
。

「
そ
れ
以
外
の
者
は
、
盗
賊
又
は
略
奪
者
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
盗
賊
に
よ
り
捕
ら
わ
れ
た
者
は
、
盗
賊
の
奴
隷
で
は
な
く
、
帰

国
権
は
当
人
に
は
必
要
で
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
敵
に
よ
り
、
例
え
ば
ゲ
ル
マ
ニ
ア
人
や
パ
ル
テ
ィ
ア
人
に
よ
り
、
捕
ら
わ
れ
た
者
は
、

敵
の
奴
隷
で
あ
り
、
帰
国
権
に
よ
り
原
状
を
回
復
す
る
。」

こ
の
「
盗
賊
に
よ
り
…
」
以
後
が
、
第
五
〇
巻
第
一
七
章
の
帰
国
権
の
節
の
最
初
の
項
目
（C

X
L

）
を
形
成
し
て
い
る
。

C
X
L
.

《Q
ui a latronibus captus est, servus latronum

 non est; nec postlim
inium

 illi necessarium
 est.

》「
盗
賊
に
よ
り
捕
ら

わ
れ
た
者
は
そ
の
盗
賊
の
奴
隷
で
は
な
く
、
ゆ
え
に
帰
国
権
は
当
人
に
必
要
で
な
い
。」

《A
b hostibus autem

 captus

….et servus est hostium
 et postlim

inio statum
 pristinum

 recuperat.

》「
と
こ
ろ
で
敵
に
よ
り

…
…
捕
ら
わ
れ
た
者
は
敵
の
奴
隷
で
あ
り
、
帰
国
権
に
よ
り
原
状
を
回
復
す
る
。」l.24. ff.d

e.captiv. et. postlim
.

﹇U
lp.1 in

st.

D
.49,15,24 （

6
）

﹈

敵
以
外
の
者
に
よ
り
、
例
え
ば
、「
海
賊
又
は
盗
賊
に
よ
り
捕
ら
え
ら
れ
た
者
は
自
由
人
で
あ
り
続
け
る

（
7
）

。」
こ
れ
に
対
し
て
、
内
乱
の

場
合
に
は
、
対
立
す
る
者
同
士
の
間
で
は
相
互
に
帰
国
権
を
有
さ
ず

（
8
）

、
敵
か
否
か
は
、
対
外
的
か
、
対
内
的
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。

他
方
、
い
わ
ゆ
る
敵
以
外
に
、
帰
国
権
が
成
立
す
る
場
合
が
あ
り
、
同
盟
関
係
に
な
い
異
国
民
は
、
彼
ら
を
相
手
方
と
し
て
戦
争
を
為
さ

ず
、
た
と
え
厳
密
な
意
味
で
敵
で
は
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
件
に
関
し
て
は
、
敵
の
地
位
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
と
の
間
で
帰
国
権
が

存
在
す
る
、
と
さ
れ
る
。
同
盟
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
帰
国
権
に
関
し
て
、
古
人
間
で
論
争
が
あ
っ
た
こ
と
を
キ
ケ
ロ
が
伝
え
て
い
る

（
9
）

。

六
四
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
七
六
）

フ
ェ
ス
ト
ゥ
ス
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
見
解
を
伝
え
る

（
10
）

。
古
典
期
に
は
、
こ
れ
に
反
対
す
る
プ
ロ
ク
ル
ス
説
が
有
力
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ

（
11
）

る
（
12
）

。

第
二
項　

い
か
な
る
時
に
帰
国
権
は
成
立
す
る
か
（V

〜V
II

）
で
は
、
戦
時
の
帰
国
権
及
び
平
時
の
帰
国
権
の
区
別
に
つ
い
て
が
扱
わ

れ
る
。
第
五
〇
巻
第
一
七
章
の
帰
国
権
の
レ
グ
ラ
項
目
は
こ
の
論
題
に
は
触
れ
ず
、 D

.49,15,12pr.

の
一
節
だ
け
がC

X
L
IV

と
し
て
抜

萃
さ
れ
る
が
、
戦
時
及
び
平
時
の
区
別
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
帰
国
権
が
成
立
す
る
要
件
と
し
て
、
帰
還
の
意
思
に
か
か
わ
る
点
に
力
点
が

移
行
し
て
い
る
。

C
X
L
IV

.

《S
pem

 revertendi civibus, in virtute bestica m
agis quam

 in pace rom
ani esse voluerunt.

》「
ロ
ー
マ
人
は
、
平
時

に
お
け
る
よ
り
も
戦
争
の
徳
に
お
い
て
帰
還
せ
ん
と
す
る
希
望
が
市
民
た
ち
の
も
の
と
な
る
こ
と
を
欲
し
た
り
。」l.12. ff.d

.tit.

﹇T
ryphon 4 d

ispu
t.D

.49,15,12pr （
13
）.

﹈

戦
時
と
平
時
の
区
別
に
つ
い
て
、
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
は
、P

om
ponius lib. 37 ad

 Q
u

in
tu

m
 M

u
ciu

m
 D

.49,15,.5pr.

に
お
い
て
「
帰

国
権
は
あ
る
い
は
戦
時
に
お
い
て
あ
る
い
は
平
時
に
お
い
て
成
立
す
る

（
14
）

。」
と
し
、
戦
時
に
お
け
る
帰
国
権
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
敵

に
よ
り
身
柄
を
拘
束
さ
れ
、
敵
の
陣
営
に
ま
で
連
行
さ
れ
、
そ
の
後
に
帰
還
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
続
け
て
以
下
の

よ
う
に
述
べ
る
。

「
1
．
戦
時
に
お
い
て
は
、
す
な
わ
ち
、
我
々
の
敵
で
あ
る
と
こ
ろ
の
者
が
我
々
の
う
ち
の
あ
る
者
を
捕
虜
と
し
、
そ
の
陣
営
へ
と
連

れ
て
行
っ
た
と
き
に
は
、
実
際
、
も
し
こ
の
者
が
同
じ
戦
争
で
帰
還
し
た
場
合
、
彼
は
帰
国
権
を
有
す
る
、
換
言
す
る
と
、
す
べ
て
の

権
利
が
、
あ
た
か
も
彼
が
敵
の
捕
虜
と
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
彼
に
回
復
さ
れ
る
。
敵
の
陣
営
へ
と
連
れ
ら
れ
る
ま
で
は
彼
は
市
民

で
あ
り
続
け
る
。
と
こ
ろ
で
も
し
そ
の
者
が
我
々
の
同
盟
国
の
も
と
へ
赴
く
か
、
あ
る
い
は
我
々
の
陣
営
へ
と
入
っ
た
場
合
、
そ
の
と

六
四
四



ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
七
七
）

き
に
は
こ
の
者
は
帰
還
者
と
解
さ
れ
る

（
15
）

。」

ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
は
、
平
時
の
帰
国
権
の
事
例
と
し
て
、
友
好
関
係
な
い
し
同
盟
関
係
に
な
い
と
い
う
理
由
で
た
だ
ち
に
先
の
意
味
で
の

敵
に
は
あ
た
ら
な
い
と
し
て
も
、
敵
と
の
関
係
に
等
し
く
取
扱
わ
れ
る
べ
き
場
合
が
あ
る
、
と
す
る
。

P
om

ponius lib. 37 ad
 Q

u
in

tu
m

 M
u

ciu
m

 D
.49,15,5,2.

｢

2
．
平
時
に
も
帰
国
権
が
与
え
ら
れ
た
、
と
い
う
の
は
も
し
我
々
が
あ
る
民
族
と
の
間
で
友
好
関
係
も
賓
客
関
係
も
友
好
の
た
め
に

締
結
さ
れ
た
同
盟
条
約
も
持
た
ぬ
場
合
、
た
し
か
に
彼
ら
は
敵
で
は
な
い
が
、
し
か
し
我
々
の
も
の
か
ら
彼
ら
に
帰
す
る
も
の
は
彼
ら

の
も
の
と
な
り
、
そ
し
て
我
々
の
自
由
人
も
、
彼
ら
に
よ
っ
て
捕
虜
と
さ
れ
た
と
き
に
は
、
彼
ら
の
奴
隷
と
な
る
：
そ
し
て
も
し
彼
ら

か
ら
何
か
が
我
々
に
帰
す
る
場
合
に
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
場
合
に
も
ま
た
帰
国
権
が
与
え
ら
れ
た

（
16
）

。｣

以
上
が
戦
時
と
平
時
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
停
戦indutiae

の
場
合
の
扱
い
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
る
。
ポ
テ
ィ
エ
は
、
そ

の
中
間
的
な
停
戦
の
場
合
、
帰
国
権
は
な
い
と
す
る
パ
ウ
ル
ス
文
を
挙
げ
る
。

P
aulus lib. 16 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,19,1:

「
相
互
に
挑
発
し
合
わ
ぬ
よ
う
、
差
し
当
た
り
目
下
の
期
間
の
合
意
が
な
さ
れ
た
と
き

に
、
停
戦
は
存
在
す
る
。
こ
の
期
間
に
は
帰
国
権
は
存
在
し
な
い

（
17
）

。」

第
三
項　

い
か
な
る
人
が
帰
国
権
を
有
し
、
い
か
な
る
物
が
帰
国
権
の
対
象
と
な
る
か
（V

III

〜X
V

）
で
は
、
第
一
に
ま
ず
誰
が
能
動

的activ

な
帰
国
権
を
享
受
し
う
る
か
、
帰
国
権
の
主
体
と
な
れ
る
か
が
扱
わ
れ
る
。
帰
国
権
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
と
し
て
、
帰
還
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
国
で
身
柄
を
受
領
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
敵
に
対
し
て
降
伏
し
た
場
合
、
逃
亡
し
た
場
合
が
区
別
さ
れ
る
。

そ
の
冒
頭
の
一
節V

III

は
、C

X
L
I.

《E
os qui ab hostibus capiuntur, vel hostibus deduntur, jure postlim

inii reverti 

六
四
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
七
八
）

antiquitus placuit.

》「
敵
に
よ
り
捕
ら
わ
れ
、
又
は
敵
に
引
き
渡
さ
れ
た
者
は
、
帰
国
権
に
よ
り
帰
還
す
る
は
往
時
よ
り
の
決
ま
り
で

あ
る
。」l.4. ff.d

e captiv. et postlim
. 

﹇M
odest.3 regu

l.D
.49,15,4 （

18
）

﹈
と
一
致
す
る
。
こ
れ
に
続
い
て
敵
の
も
と
で
生
ま
れ
た
息
子
が

取
り
上
げ
ら
れ
る
。C

X
L
II.

《A
pud hostes susceptus fi lius si postlim

inio redierit, fi lii jura habet. H
abere enim

 eum
 

postlim
inium

, nulla dubitatio est.

》「
敵
の
も
と
で
生
ま
れ
た
﹇
父
に
よ
り
拾
い
上
げ
ら
れ
た
﹈
息
子
は
、
も
し
当
人
が
帰
国
権
に
よ

り
帰
還
し
た
場
合
、
息
子
の
権
利
を
有
す
。
と
い
う
の
は
同
人
が
帰
国
権
を
有
す
る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
の
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。」

l.9.ff .d.tit.

﹇U
lp.4 ad leg.Iul. et P

ap. D
.49,15,9

﹈

以
下C

X
L
III

は
、
逃
亡
者
及
び
降
伏
者
に
つ
い
て
関
す
る
ポ
テ
ィ
エ
の
第
四
九
巻
第
一
五
章
の
抜
萃
と
基
本
的
に
重
な
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
順
序
は
前
後
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る

（
19
）

。
前
の
「
敵
に
よ
り
捕
ら
わ
れ
た
者
」
及
び
「
敵
に
引
き
渡
さ
れ
た
者
」
を
受
け
て
、
後

者
と
は
、「
そ
の
意
に
反
し
て
敵
に
引
き
渡
さ
れ
た
者
」
と
解
さ
れ
る
理
由
づ
け
部
分
が
、
独
立
し
て
、C

X
L
III.2

に
あ
た
る
。

C
X
L
III.2.

《P
ostlim

nio carent qui arm
is victi, hostibus se dederunt.

》「
武
力
に
屈
し
敵
に
自
ら
降
伏
し
た
者
は
帰
国
権
を
有

さ
ず
。」l.17.ff .d.tit.

﹇P
aul.2 ad

 S
ab.D

.49,15,17
﹈

そ
し
て
こ
れ
に
続
い
て
、「
ま
し
て
況
やM

ulto m
agis

」
と
し
て
、
逃
亡
者
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

C
X
L
III.1.

《T
ransfugae nullum

 postlim
inium

 est.

》「
逃
亡
者
は
決
し
て
帰
国
権
を
有
さ
ず
。」19.

§.4.ff . de captiv. et postl.

﹇P
aul.16 ad

 S
ab.D

.49,15,19,4 （
20
）

﹈

P
aulus lib. 16 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,19,8

「
逃
亡
者
と
は
、
戦
時
に
敵
の
も
と
へ
と
逃
亡
し
た
者
だ
け
で
な
く
、
停
戦
中
に
何
ら

の
友
好
関
係
に
な
い
者
た
ち
の
も
と
へ
忠
誠
を
誓
っ
て
逃
亡
し
た
者
も
で
あ
る

（
21
）

。」

一
言
で
言
え
ば
、
帰
国
権
を
有
す
る
の
は
、
自
発
的
に
で
は
な
く
、
そ
の
意
に
反
し
て
敵
の
権
力
中
に
帰
し
た
者
の
こ
と
で
あ
る
。
し

六
四
六



ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
七
九
）

か
し
、
自
ら
の
意
思
で
敵
の
も
と
に
留
ま
る
場
合
に
は
、
帰
国
権
は
な
い
と
さ
れ
る

（
22
）

。

以
上
に
続
く
、C

X
L
III.3.

《N
ec satis est corpore dom

um
 quem

 rediisse, si m
ente alienus est.

》「
そ
の
身
、
家
に
帰
り
た

り
と
雖
も
、
心
伴
わ
ざ
れ
ば
事
実
と
し
て
十
分
な
ら
ず
。」l.26. ff.d

.tit. 

﹇F
lorentin 6 in

st. D
.49,15,26

﹈
は
、
第
四
項　

い
つ
帰
国

権
が
帰
属
す
る
に
属
す
る
法
文
か
ら
の
抜
萃
で
あ
る
。

「
解
放
さ
れ
た
か
或
い
は
暴
力
又
は
詭
計
に
よ
っ
て
敵
の
権
力
か
ら
脱
し
た
か
、
い
か
に
し
て
捕
虜
が
帰
還
し
た
か
は
、
そ
こ
に
は
戻

ら
な
い
と
い
う
意
思
で
帰
還
し
た
場
合
に
は
、
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
実
際
、
そ
の
身
、
家
に
帰
り
た
り
と
雖
も
、
心
伴
わ
ざ
れ
ば

事
実
と
し
て
十
分
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
敵
を
破
っ
て
回
復
さ
れ
た
者
は
帰
国
権
に
よ
っ
て
帰
還
し
た
と
考
え
ら
れ
る

（
23
）

。」

敵
の
手
を
遁
れ
る
の
に
そ
の
手
段
は
問
題
で
は
な
く
、
帰
国
権
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
帰
還
せ
ん
と
す
る
意
思
で
あ
る
。
も
と
よ

り
あ
る
者
が
そ
の
意
に
反
し
て
敵
の
権
力
中
に
陥
っ
た
と
し
て
も
そ
の
後
（
帰
還
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
望
ん
で
そ
こ
に
留
ま
っ
た
場

合
に
は
、
そ
の
者
は
も
は
や
帰
国
権
を
有
さ
な
い
。

P
om

ponius lib. 36 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,20pr.
「
も
し
捕
虜
に
し
て
、
こ
の
者
に
つ
い
て
平
和
条
約
で
帰
還
す
べ
く
約
束
さ
れ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
の
意
思
で
敵
の
も
と
に
留
ま
る
場
合
に
、
こ
の
者
に
爾
後
帰
国
権
は
属
さ
ず

（
24
）

。」

C
X
L
IV

.

《S
pem

 revertendi civibus, in virtute bestica m
agis quam

 in pace rom
ani esse voluerunt.

》「
ロ
ー
マ
人
は
、
帰
還

の
希
望
が
市
民
に
と
っ
て
平
時
に
よ
り
も
戦
争
の
徳
に
お
け
る
方
が
大
き
い
こ
と
を
欲
し
た
。」l.12. ff.d

.tit. 

﹇T
ryphon 4 d

ispu
t.

D
.49,15,12pr.

﹈
は
、
第
二
節
で
帰
国
権
の
成
立
時
期
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
法
文
の
理
由
付
け
に
関
す
る
部

分
で
あ
る
。

T
ryphoninus lib. 4 d

ispu
tation

u
m

 D
.49,15,12pr.:

「
戦
時
に
お
い
て
は
帰
国
権
は
存
在
す
る
が
、
平
時
に
は
戦
争
に
よ
り
捕
虜

六
四
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
八
〇
）

と
な
っ
た
者
に
、
平
和
条
約
に
お
い
て
同
人
た
ち
に
つ
い
て
何
ら
の
取
り
決
め
も
為
さ
れ
な
か
っ
た
限
り
で
、
帰
国
権
は
帰
属
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
そ
の
こ
と
が
確
定
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
ロ
ー
マ
人
は
、
帰
還
の
希
望
が

市
民
に
と
っ
て
平
時
に
よ
り
も
戦
争
の
徳
に
お
け
る
方
が
大
き
い
こ
と
を
欲
し
た
か
ら
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
平
時
に
異
国
民
の
も

と
に
赴
き
、
も
し
突
然
に
戦
争
が
勃
発
し
た
場
合
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
そ
の
も
と
で
彼
ら
が
敵
と
さ
れ
る
当
の
そ
の
者
た
ち
の
奴
隷
と

な
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
彼
ら
に
戦
時
に
も
平
時
に
も
帰
国
権
は
帰
属
す
る
。
但
し
、
彼
ら
が
帰
国
権
を
有
さ
な
い
旨
条
約
に

よ
り
締
結
さ
れ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い

（
25
）

。」

第
二
に
い
か
な
る
物
を
受
動
的passif

な
帰
国
権
に
よ
っ
て
我
々
は
回
復
す
る
か
で
は
、
回
復
さ
れ
る
対
象
が
具
体
的
に
検
討
さ
れ
る
。

そ
れ
は
土
地
だ
け
で
な
く
、
人
に
も
及
ぶ
と
さ
れ
る
。
ま
ず
帰
国
権
は
、
土
地
に
つ
い
て
適
用
が
あ
る
。

P
om

ponius lib. 36 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,20,1:

「
敵
が
占
拠
し
て
い
た
土
地
か
ら
敵
が
排
除
さ
れ
た
場
合
、
当
該
土
地
の
所
有
権

は
元
の
所
有
者
た
ち
に
復
し
、
没
収
さ
れ
る
こ
と
も
戦
利
品
と
な
る
こ
と
も
な
い
。
も
と
よ
り
敵
﹇
の
所
有
権
﹈
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ

た
土
地
は
没
収
さ
れ
る

（
26
）

。」

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
人
に
つ
い
て
も
適
用
が
あ
る
。passif
な
帰
国
権
に
よ
り
、
家
長
権
な
い
し
主
人
権
に
服
し
て
い
た
者
た
ち
も
回

復
さ
れ
る
。
パ
ウ
ル
ス
が
次
の
よ
う
に
い
う
の
は
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
と
さ
れ
る

（
27
）

。

P
aulus lib. 16 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,19,10:

「
帰
国
権
は
性
又
は
身
分
を
問
わ
ず
人
に
属
す
る
。
自
由
人
た
る
か
奴
隷
た
る
か
は

重
要
で
は
な
い
。
帰
国
権
に
よ
り
回
復
さ
れ
る
の
は
、
戦
闘
能
力
を
有
す
る
者
た
ち
だ
け
で
な
く
、
分
別
を
は
じ
め
そ
の
他
の
さ
ま
ざ

ま
に
有
用
な
性
質
を
も
つ
す
べ
て
の
人
だ
か
ら
で
あ
る

（
28
）

。」

六
四
八



ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
八
一
）

ポ
テ
ィ
エ
は
、
こ
こ
で
、
も
と
よ
り
逃
亡
者
た
る
奴
隷
を
帰
国
権
に
よ
り
受
け
容
れ
る
こ
と
が
あ
る
、
と
す
る
。

P
aulus lib. 16 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,19,4:

「
逃
亡
者
に
は
い
か
な
る
帰
国
権
も
な
い
。
実
際
悪
し
き
意
思
及
び
裏
切
り
者
の
意
思

で
故
国
を
去
っ
た
者
は
敵
の
数
に
数
え
ら
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
男
女
を
問
わ
ず
、
自
由
人
の
逃
亡
の
場
合
の

法
に
属
す
る

（
29
）

。」

パ
ウ
ル
ス
は
、「
逃
亡
者
に
は
い
か
な
る
帰
国
権
も
な
い
」
と
い
う
が
、
こ
の
命
題
が
成
立
す
る
の
は
、
自
由
人
の
逃
亡
の
場
合
に
限

ら
れ
る
と
い
う
限
定
を
付
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
逃
亡
者
た
る
奴
隷
に
対
し
て
、
主
人
は
帰
国
権
を
有
す
る
、
と
述
べ
る
。

P
aulus lib. 16 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,19,5:

「
も
し
奴
隷
が
敵
の
も
と
に
逃
亡
し
、
た
ま
た
ま
捕
ら
わ
れ
た
と
し
て
も
、
主
人
は
こ

の
奴
隷
に
つ
い
て
帰
国
権
を
有
す
る
の
で
、
帰
国
権
が
こ
の
者
に
属
す
る
、
つ
ま
り
、
主
人
が
こ
の
奴
隷
に
つ
い
て
元
の
権
利
を
回
復

す
る
、
つ
ま
り
、
反
対
の
法
が
つ
ね
に
奴
隷
で
あ
り
続
け
る
者
自
身
に
害
と
な
る
と
い
う
よ
り
、
主
人
に
と
っ
て
損
失
と
な
ら
な
い
と

い
わ
れ
る
こ
と
が
き
わ
め
て
正
し
い

（
30
）

。」

以
上
に
対
し
て
帰
国
権
に
よ
っ
て
原
状
が
回
復
さ
れ
な
い
事
例
と
し
て
、
逃
亡
者
た
る
家
子
の
場
合
、
及
び
戦
利
品
が
挙
げ
ら
れ
る
。

P
aulus lib. 16 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,19,7:

「
逃
亡
者
た
る
家
子
も
帰
国
権
に
よ
っ
て
﹇
少
な
く
と
も
﹈
父
の
存
命
中
は
帰
還
で
き

な
い
。
と
い
う
の
は
、
祖
国
と
同
様
、
父
は
家
子
を
喪
失
し
た
か
ら
で
あ
り
、
軍
律
こ
そ
は
子
へ
の
愛
よ
り
も
ロ
ー
マ
の
親
た
ち
に
は

古
い
伝
統
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る

（
31
）

。」

L
abeo lib. 4 pith

an
on

 a P
au

lo epitom
aru

m
 D

.49,15,28:
「
も
し
何
か
が
戦
争
に
よ
り
捕
獲
さ
れ
、
戦
利
品
の
中
に
あ
る
場
合
、

帰
国
権
に
よ
り
回
復
さ
れ
ず
。
パ
ウ
ル
ス
。
必
ず
し
も
つ
ね
に
そ
う
で
は
な
い
。
も
し
あ
る
者
が
戦
時
に
捕
虜
と
な
り
平
和
と
な
っ
て

家
へ
と
戻
る
も
、
次
い
で
再
度
の
戦
争
に
よ
り
﹇
再
び
﹈
捕
虜
と
な
っ
た
場
合
、
捕
虜
が
返
還
さ
れ
る
よ
う
講
和
条
約
に
お
い
て
定
め

六
四
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
八
二
）

ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
帰
国
権
に
よ
り
最
初
の
戦
争
に
よ
り
そ
の
者
を
捕
虜
と
し
た
当
の
者
の
も
と
に
復
す
る

（
32
）

。」

軍
船
、
軍
用
貨
物
船
は
帰
国
権
の
対
象
と
な
る
が
、
戦
争
に
関
わ
ら
ぬ
漁
船
、
余
暇
用
帆
船
は
対
象
と
な
ら
な
い
。
武
器
は
そ
れ
を
失

う
こ
と
が
不
面
目
で
あ
る
が
ゆ
え
帰
国
権
に
よ
っ
て
回
復
さ
れ
な
い
。

M
arcellus lib. 39 d

igestoru
m

 D
.49,15,2pr.:

「
帰
国
権
は
、
軍
船
﹇
ガ
レ
ー
船
﹈
及
び
軍
事
用
貨
物
船
に
は
帰
国
権
が
属
す
る
が
、

漁
船
な
い
し
余
暇
用
の
快
走
帆
船
に
は
属
さ
な
い

（
33
）

。」

M
arcellus lib. 39 d

igestoru
m

 D
.49,15,2,1:

「
手
綱
を
つ
け
た
馬
或
い
は
牝
馬
は
帰
国
権
に
よ
り
回
復
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
騎

手
の
過
失
な
し
馬
が
飛
び
出
す
こ
と
も
あ
り
え
た
か
ら
で
あ
る

（
34
）

。」

M
arcellus lib. 39 d

igestoru
m

 D
.49,15,2,2:

「
武
器
に
つ
い
て
は
同
じ
こ
と
が
法
で
は
な
い
。
実
際
武
器
を
失
う
の
は
不
面
目
な

こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
武
器
は
、
そ
れ
を
失
う
こ
と
が
不
面
目
な
こ
と
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
帰
国
権
に
よ
っ
て
回
復
さ
れ
る
こ
と
な
い

（
35
）

。」

P
om

ponius lib. 37 ad
 Q

u
in

tu
m

 M
u

ciu
m

 D
.49,15,3:

「
衣
服
も
ま
た
同
様
で
あ
る

（
36
）

。」

我
々
の
権
力
下
に
服
し
て
な
か
っ
た
が
、
敵
の
権
力
下
に
服
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
我
々
の
権
力
下
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
も
の
も
帰
国

権
に
よ
り
回
復
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
同
様
の
原
則
が
次
の
よ
う
な
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
と
さ
れ
る
。

P
aulus lib. 2 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,13

「
も
し
私
が
汝
の
養
子
と
な
り
、
私
が
家
長
権
免
除
さ
れ
た
後
、
私
の
子
が
敵
か
ら
帰
還

し
た
時
に
は
私
の
子
は
汝
の
孫
と
な
る
と
い
う
の
が
確
定
の
こ
と
で
あ
る

（
37
）

。」
T
ryphoninus lib. 4 d

ispu
tation

u
m

 D
.49,15,12,17:

「
そ
れ
ゆ
え
鉱
山
か
ら
捕
ら
え
ら
れ
買
戻
さ
れ
て
彼
の
罰
へ
回
復
さ
れ
る
。

し
か
し
鉱
山
の
逃
亡
者
と
し
て
は
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
買
戻
し
た
者
は
国
庫
か
ら
、
我
が
皇
帝
及
び
神
皇
セ
ウ
ェ
ル
ス
に
よ
り

六
五
〇



ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
八
三
）

定
め
ら
れ
た
金
額
を
受
領
す
べ
し

（
38
）

。」

第
四
項　

い
つ
帰
国
権
が
帰
属
す
る
か
（X

V
I

〜X
IX

）
で
は
、
帰
国
権
が
成
立
す
る
時
点
と
し
て
、
国
境
を
越
え
て
帰
還
し
た
と
き

P
aulus lib. 16 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,19,3:

「
我
ら
の
国
境
を
出
て
行
っ
た
と
き
に
喪
失
さ
れ
た
よ
う
に
、
我
ら
の
国
境
へ
と
入
っ

て
き
た
と
き
に
、
帰
国
権
に
よ
り
帰
還
し
た
と
見
ら
れ
る

（
39
）

。」

「
し
か
し
、
同
盟
国
又
は
友
好
国
若
し
く
は
同
盟
者
又
は
友
好
者
た
る
王
の
も
と
に
赴
い
た
場
合
に
も
た
だ
ち
に
帰
国
権
に
よ
り
帰
還

し
た
と
見
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
場
所
で
は
じ
め
て
公
式
に
完
全
に
﹇
回
復
さ
れ
る
こ
と
と
﹈
な
る
か
ら
で
あ
る

（
40
）

。」

F
lorentinus lib. 6 in

stitu
tion

u
m

 D
.49,15,26:

「
解
放
さ
れ
た
か
或
い
は
暴
力
又
は
詭
計
に
よ
っ
て
敵
の
権
力
か
ら
脱
し
た
か
、

い
か
に
し
て
捕
虜
が
帰
還
し
た
か
は
、
そ
こ
に
は
戻
ら
な
い
と
い
う
意
思
で
帰
還
し
た
場
合
に
は
、
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
実
際
、

そ
の
身
、
家
に
帰
り
た
り
と
雖
も
、
心
伴
わ
ざ
れ
ば
事
実
と
し
て
十
分
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
敵
を
破
っ
て
回
復
さ
れ
た
者
は

帰
国
権
に
よ
っ
て
帰
還
し
た
と
考
え
ら
れ
る

（
41
）

。」

そ
の
際
、
捕
虜
は
、
敵
の
も
と
に
戻
ら
な
い
と
い
う
意
思
を
も
っ
て
、
本
国
に
帰
還
す
る
こ
と
を
要
す
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
の
件
に
つ

い
て
、
レ
グ
ル
ス
事
件
、
通
訳
メ
ナ
ン
デ
ル
事
件
に
関
わ
る
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
法
文
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
本
項
か
ら
第
五
〇
巻
第
一
七
章

の
レ
グ
ラ
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
に
留
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い

（
42
）

。

P
om

ponius lib. 37 ad
 Q

u
in

tu
m

 M
u

ciu
m

 D
.49,15,5,3.

「
と
こ
ろ
で
も
し
捕
虜
が
我
々
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
そ
し
て
同
胞
者
た

ち
の
も
と
に
至
っ
た
場
合
、
こ
の
者
は
、
も
し
彼
が
我
々
の
国
家
に
留
ま
る
よ
り
も
む
し
ろ
同
胞
者
た
ち
に
従
う
こ
と
を
欲
し
た
場
合

六
五
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
八
四
）

に
の
み
、
帰
国
権
に
よ
っ
て
帰
還
し
た
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
カ
ル
タ
ゴ
人
が
ロ
ー
マ
へ
送
還
し
た
ア
テ
ィ
リ
ウ
ス･

レ

グ
ル
ス
の
場
合
に
、
彼
は
カ
ル
タ
ゴ
へ
帰
還
せ
ん
と
宣
誓
し
そ
し
て
ロ
ー
マ
に
留
ま
る
意
思
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
彼
は
帰
国

権
に
よ
っ
て
帰
還
し
た
の
で
は
な
い
と
解
答
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
あ
る
通
訳
メ
ナ
ン
デ
ル
の
場
合
に
も
、
彼
は
の
ち
に
我
々
の

も
と
で
解
放
さ
れ
、
自
国
に
送
還
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
に
つ
い
て
制
定
さ
れ
た
、
彼
が
ロ
ー
マ
市
民
に
留
ま
る
べ
し
と
い
う
法
律

は
必
要
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
：
と
い
う
の
は
も
し
彼
が
自
国
に
残
留
す
る
意
思
を
有
し
て
い
た
場
合
に
は
ロ
ー
マ
市
民
で
な
く
な
っ

た
で
あ
ろ
う
し
ま
た
も
し
彼
が
帰
還
す
る
意
思
で
あ
っ
た
場
合
に
は
彼
は
ロ
ー
マ
市
民
で
あ
り
続
け
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ

え
そ
の
法
律
は
無
用
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

（
43
）

。｣

第
五
項　

帰
国
権
の
効
果
は
い
か
な
る
も
の
か
（X

X

〜X
X
IV

）
で
は
、
帰
国
権
の
遡
及
的
効
力
、
事
実
問
題
と
権
利
問
題
の
区
別
が
取

り
扱
わ
れ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
帰
国
権
の
効
果
に
関
し
て
、
第
五
〇
巻
第
一
七
章
で
は
、C

X
L
V

に
ま
と
め
ら
れ
た
四
つ
の
法
文
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
る

（
44
）

。

C
X
L
V
. P

ostlim
ini juris is eff ectus est: quod

《retro creditur in civitate fuisse, qui ab hostibus advenit.

》「
帰
国
権
の
効

果
と
は
、《
敵
か
ら
帰
還
し
た
者
は
遡
っ
て
都
市
に
い
た
》
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」l.16. ff.d

.tit. ﹇U
lp.13 ad

 S
ab.D

.49,15,16 （
45
）

﹈

事
実
に
関
わ
る
こ
と
は
帰
国
権
に
よ
っ
て
は
回
復
さ
れ
な
い
。

《P
ostlim

inium
 non restituit ea quae sunt facti; puta, possessionem

 et usucapionem
.

》「
帰
国
権
は
、
事
実
に
関
す
る
こ
と
を

回
復
し
な
い
。
例
え
ば
占
有
及
び
使
用
取
得
の
如
し
。」sup. d.l.12.

§.2.

﹇T
ryphon 4 d

ispu
t.D

.49,15,12.2 （
46
）

﹈ 六
五
二



ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
八
五
）

権
利
に
関
わ
る
そ
の
他
の
こ
と
は
、
原
状
に
回
復
さ
れ
る
。

《C
aetera quae in jure sunt, posteaquam

 postlim
inio redit, pro eo habentur ac si nunquam

 iste hostium
 potitus 

fuisse.
》「
そ
の
他
権
利
に
関
わ
る
こ
と
は
、
帰
国
権
に
よ
っ
て
復
帰
し
た
あ
と
は
、
あ
た
か
も
こ
の
敵
に
捕
ら
わ
れ
て
い
た
者
が
か

つ
て
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
。」sup.d.l.12.

§.6.

﹇T
ryphon 4 d

ispu
t.D

.49,15,12,6

﹈

し
か
し
、
父
子
関
係
は
帰
国
権
に
よ
り
回
復
さ
れ
る
が
、
夫
婦
関
係
は
た
だ
ち
に
回
復
さ
れ
ず
、
あ
ら
た
め
て
合
意
が
必
要
と
さ
れ
る
。

T
am

en

《non ut pater fi lium
, ita uxorem

 m
aritus jure postilim

inii recipit: sed consensu redintegratur m
atrim

onium
.

》

「
し
か
し
《
父
が
息
子
を
受
け
容
れ
る
よ
う
に
、
夫
は
妻
を
帰
国
権
に
よ
っ
て
受
け
容
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
合
意
に
よ
り
婚
姻

は
回
復
﹇
更
新
﹈
さ
れ
る
。》l.14.
§.1.ff .d.tit.

﹇P
om

p 3 ad
 S

ab.D
.49,15,14,1

﹈

第
二
節　

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
法
の
擬
制
に
つ
い
て

（
47
）

C
X
L
V
I. In om

nibus partibus juris: is qui reversus non est ab hostibus, quasi tunc decessisse creditur cum
 captus 

est.

》「
法
の
い
か
な
る
部
分
に
お
い
て
も
、
敵
の
も
と
か
ら
帰
還
せ
ざ
る
者
は
、
あ
た
か
も
捕
虜
と
な
っ
た
時
に
死
亡
し
た
も
の
と
看

倣
さ
れ
る
。」l.18. ff.d

.tit. ﹇U
lp.35 ad

 S
ab.D

49,15,18 （
48
）

﹈

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
法
の
擬
制
は
、
前
八
〇
年
頃
の
ス
ッ
ラ
の
も
と
で
の
法
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
、
捕
虜
に
な
る
前
に
作
成
さ
れ
た
遺
言

は
効
力
を
保
持
す
る
と
さ
れ
る
（cf. Iul. D

.28,1,12; P
S
3,4a,8

）。
法
務
官
は
、
こ
れ
を
無
遺
言
相
続
へ
と
拡
大
さ
れ
る

（
49
）

。

六
五
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
八
六
）

小
結

ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
章
第
一
七
章
第
二
部
第
一
章
第
六
節
「
帰
国
権
、
及
び
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
法
の
擬
制
に
つ
い
て
」

第
一
項
「
帰
国
権
、
及
び
そ
の
効
果
に
つ
い
て
」
に
は
、C

X
L

か
らC

X
L
V

ま
で
六
つ
の
レ
グ
ラ
エ
群
が
、
第
四
九
巻
第
一
五
章
「
帰

国
権
に
つ
い
て
」
か
ら
い
か
に
選
択
さ
れ
配
列
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
き
た
。
学
説
彙
纂
第
四
九
巻
第
一
五
章
の
帰
国
権
に
関
わ
る
法
文

が
、
第
一
項　

い
か
な
る
者
た
ち
の
間
で
捕
虜
の
権
利
及
び
帰
国
権
が
成
立
す
る
か
、
第
二
項　

い
か
な
る
時
に
帰
国
権
は
成
立
す
る
か
、

第
三
項　

い
か
な
る
人
が
帰
国
権
を
有
し
、
い
か
な
る
物
が
帰
国
権
の
対
象
と
な
る
か
、
第
四
項　

い
つ
帰
国
権
が
帰
属
す
る
か
、
第
五

項　

帰
国
権
の
効
果
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
構
成
の
も
と
で
、
配
列
し
直
さ
れ
て
、
帰
国
権
問
題
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
与
え
て
く

れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
を
示
せ
ば
、
第
一
項
（C

X
L

）、
第
三
項
（C

X
L
III

）、
第
五
項
（C

X
L
IV

〜C
X
L
V

）
の
要
点
が
選
択
さ
れ
、
原

則
と
し
て
、
そ
の
順
序
で
配
列
さ
れ
て
い
る
。
第
四
項
か
ら
選
択
さ
れ
たC

X
L
II

だ
け
が
、
戦
時
及
び
平
時
の
区
別
か
ら
切
り
離
さ
れ

て
、
帰
還
の
意
思
が
あ
る
か
な
い
か
の
点
に
力
点
が
置
か
れ
て
、
帰
国
権
の
成
立
の
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
第
五
〇
巻
第

一
七
章
の
帰
国
権
の
各
レ
グ
ラ
の
選
択
と
配
列
の
背
景
を
確
認
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
第
二
項
で
は
戦
時
と
平
時
の
区
別
に
関
わ
る
問
題
、

第
四
項
で
は
、
レ
グ
ル
ス
事
件
、
メ
ナ
ン
デ
ル
事
件
を
は
じ
め
と
す
る
帰
国
権
に
関
わ
る
法
学
者
間
の
論
争
な
ど
が
扱
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
検
討
の
機
会
を
持
つ
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
） 3 vols., 1748

〜52. 

本
稿
で
は
、
原
文
テ
キ
ス
ト
は
、
原
則
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
対
訳
版
に
拠
っ
て
い
る
。P

othier,R
.J, N

eu
ville 

P
an

d
ectes d

e Ju
stin

ien
, m

ises d
an

s u
n

 n
ou

vel ord
re, avec les lois du code et les novelles qui confi rm

ent, expliquent ou 

六
五
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ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
八
七
）

abrogent le droit des pandectes, traduites par M
. de B

réard, tom
e 23 P

aris D
ondey-D

upré, 1823.;P
othier, R

obert Joseph, 

O
eu

vres d
e P

oth
ier, N

ouvelle éd. P
aris: D

abo Jeune 1825.;

こ
の
ほ
か
に
、P

othier, P
an

cectae Ju
stin

ian
eae in

 N
ovu

m
 ord

in
em

 

D
igestae, 4 tom

., P
aris 1819

の
参
照
に
つ
い
て
は
、
日
本
大
学
比
較
法
研
究
所
員
・
菊
池
肇
哉
氏
の
ご
厚
意
を
得
た
こ
と
を
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
2
） 
吉
原
達
也
「『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て
│
│
ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
学
説
彙
纂
』
レ
グ
ラ
エ
論

序
章
│
│
」
日
本
法
学
第
八
〇
巻
第
二
号
（
二
〇
一
四
年
）、
七
七
│
一
〇
五
頁
。
吉
原
達
也
訳
編
「
ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
学
説

彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
部
抄
」
日
本
法
学
第
八
一
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
九
七
│
一
二
六
頁
所
収
。「
ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ

ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
二
部
第
一
章
に
つ
い
て
」
日
本
法
学
第
八
二
巻
第
一
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
八
八
│
二
三
二
頁
。

第
一
部
に
関
す
る
方
法
論
的
な
詳
細
な
検
討
と
し
て
、
菊
池
肇
哉
「
ポ
テ
ィ
エ
『
法
準
則
論
』
中
の
「
一
般
的
法
準
則
」
に
お
け
る
方
法
論
的
分

析
：
ポ
テ
ィ
エ
「
新
序
列
」
と
ド
マ
「
自
然
的
秩
序
」
の
相
克
と
統
合
」
日
本
法
学
第
八
一
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
〜
三
五
（（
二
八
〇
〜

二
四
六
）
頁
が
あ
る
。
レ
グ
ラ
エ
研
究
に
関
す
る
諸
文
献
に
関
す
る
書
誌
情
報
に
つ
い
て
菊
池
論
文
の
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
） 

帰
国
権
に
つ
い
て
は
、K

aser, R
P

rR
 I, 1971, 290f. K

reller, R
E
 22 

（s.v. postlim
inium

） 863-873, 

同
所
収
の
一
九
五
二
年
ま
で
の
主

要
文
献
目
録
を
参
照
。K

ornhardt, H
., ‘postlim

inium
’ in republikanischer Z

eit, S
D
H
I 18’1953

）, 1-37. D
e V

ischer, F
., A

perçus sur 

les origines du postlim
ium

, in: F
est.P

.K
oschaker,B

d.I,1939,367-385; D
roit de capture et postlim

inium
 in pace, R

ID
A
3 

（1956

） 

197-226. W
atson, T

he L
aw

 of P
ersons in the L

ater R
om

an R
epublic, 1967

（new
 ed.1984

）, 237-255. 

吉
原
達
也
・
広
島
法
学
第
九
巻

第
一
号
（
一
九
八
五
年
）
一
頁
以
下
及
び
所
掲
の
文
献
を
参
照
。
吉
原
・
前
掲
日
本
法
学
八
二
巻
一
号
二
一
六
〜
二
一
一
八
頁
、
一
八
八
〜
一
八
九

頁
。

（
4
） S

tein, P
eter, T

he D
igest T

itle, D
e diversis regulis iuris antiqui and the G

eneral P
rinciples of L

aw
, in : R

alph A
braham

 

N
ew

m
an 

（ed.

）, E
ssays in

 Ju
rispru

d
en

ce in
 H

on
or of R

oscoe P
ou

n
d

. Indianapolis, B
obbs-M

errill. 1-20 

（1962

）; now
 in: S

tein, 

P
eter, T

h
e C

h
aracter an

d
 Iin

fl u
en

ce of th
e R

om
an

 C
ivil L

aw
: H

istorical E
ssays, L

ondon R
onceverte: H

am
bledon P

ress 

1988, p.53-72.; S
chm

idlin, B
runo, D

ie röm
isch

en
 R

ech
tsregeln

: V
ersu

ch
 ein

er T
ypologie, F

orschungen zum
 röm

ischen R
echt 

29, K
öln: B

öhlau 1970. 

一
般
的
法
準
則
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
、
菊
池
・
前
掲
・
八
（
二
七
三
）
頁
を
参
照
。
本
稿
で
は
、
第
五
〇
章
第

六
五
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
八
八
）

一
七
章
の
訳
出
に
当
た
り
、
と
く
に
柴
田
光
蔵
『
ロ
ー
マ
法
便
覧
』
6
．﹇E

﹈
部
門
「
学
説
彙
纂
第
五
〇
巻
第
一
七
章
『
古
法
の
各
種
の
法
範
に

つ
い
て
』
試
訳
」
二
〇
一
三
年
七
月U

R
L

：http://hdl.handle.net/2433/175506

掲
載
の
翻
訳
を
と
く
に
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
田

中
周
友
「
ロ
ー
マ
法
に
於
け
る
法
原
則
の
研
究 

学
説
彙
纂
第
五
〇
巻
第
一
七
章
邦
訳
」『
甲
南
法
学
』
第
一
一
巻
第
四
号
（
一
九
七
一
年
）【
書
評
】

赤
井
伸
之
『
法
制
史
研
究23

〈1973

〉』（
一
九
七
四
年
）
所
収
。S

tein, P
eter, R

om
an

 law
 in

 E
u

ropean
 h

istory C
am

bridge, C
am

bridge 

U
niversity P

ress, 1999. 

ピ
ー
タ
ー
・
ス
タ
イ
ン
著
／
屋
敷
二
郎
監
訳
関
良
徳
、
藤
本
幸
二
訳
『
ロ
ー
マ
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
京
都
：
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
房
・
二
〇
〇
三
年
、
一
四
七
頁
を
参
照
。
一
八
一
九
年
の
パ
リ
版
（
前
注
2
）
で
は
、
二
〇
二
五
を
数
え
る
。
レ
グ
ラ
エ
の
数
に
つ
い
て
、

菊
池
・
前
掲
三
五
頁
注
61
を
参
照
。

（
5
） C

X
L
V
I. In om

nibus partibus juris: is qui reversus non est ab hostibus, quasi tunc decessisse creditur cum
 captus est.

》

「
法
の
い
か
な
る
部
分
に
お
い
て
も
、
敵
の
も
と
か
ら
帰
還
せ
ざ
る
者
は
、
あ
た
か
も
捕
虜
と
な
っ
た
時
に
死
亡
し
た
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
。」l.18.

ff .d.tit.

﹇U
lp.35 ad

 S
ab.D

49,15,18.

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
法
の
擬
制
に
つ
い
てH

.J.W
olff , T

he lex C
ornelia de captivis and the R

om
an law

 

of succession, T
R
 X

X
IX

（191

）, 136, 
死
の
擬
制
に
つ
い
て
、esp.165sqq. U

lpianus lib. 35 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,18: In om
nibus 

partibus iuris is, qui reversus non est ab hostibus, quasi tunc decessisse videtur, cum
 captus est.

「
法
の
い
か
な
る
部
分
に
お
い
て

も
、
敵
の
も
と
か
ら
帰
還
せ
ざ
る
者
は
、
あ
た
か
も
捕
虜
と
な
っ
た
時
に
死
亡
し
た
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
。」cf.W

olff , op.cit.,167sq.

（
6
） U

lpianus lib. 1 in
stitu

tion
u

m
 D

.49,15,24: H
ostes sunt, quibus bellum

 publice populus R
om

anus decrevit vel ipse populo 

R
om

ano: ceteri latrunculi vel praedones appellantur. E
t ideo qui a latronibus captus est, servus latronum

 non est, nec 

postlim
inium

 illi necessarium
 est: ab hostibus autem

 captus, ut puta a G
erm

anis et P
arthis, et servus est hostium

 et 

postlim
inio statum

 pristinum
 recuperat.

敵
と
は
、
こ
れ
に
ロ
ー
マ
国
民
が
公
に
宣
戦
布
告
し
た
者
た
ち
又
は
ロ
ー
マ
国
民
に
自
ら
宣
言
し
た

者
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
者
は
、
盗
賊
又
は
略
奪
者
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
盗
賊
に
よ
り
捕
ら
わ
れ
た
者
は
、
盗
賊
の
奴
隷
で
は
な

く
、
帰
国
権
は
当
人
に
は
必
要
で
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
敵
に
よ
り
、
例
え
ば
ゲ
ル
マ
ン
人
や
パ
ル
テ
ィ
ア
人
に
よ
り
捕
ら
わ
れ
た
者
は
、
敵
の
奴
隷

で
あ
り
、
帰
国
権
に
よ
り
以
前
の
状
態
を
回
復
す
る
。」

（
7
） P

aulus lib. 16 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,19,2: A
 piratis aut latronibus capti liberi perm

anent.

六
五
六



ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
八
九
）

（
8
） U

lpianus lib. 5 opin
ion

u
m

 D
.49,15,21,1.:In civilibus dissensionibus quam

vis saepe per eas res publica laedatur, non tam
en 

in exitium
 rei publicae contenditur: qui in alterutras partes discedent, vice hostium

 non sunt eorum
, inter quos iura 

captivitatium
 aut postlim

iniorum
 fuerint. E

t ideo captos et venum
datos posteaque m

anum
issos placuit supervacuo repetere a 

principe ingenuitatem
, quam

 nulla captivitate am
iserant. 

「
内
乱
に
お
い
て
は
、
た
と
え
し
ば
し
ば
そ
れ
に
よ
り
国
家
が
危
害
を
加
え
ら
れ

よ
う
と
も
、
国
家
の
破
滅
に
向
け
て
戦
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
軍
門
に
加
わ
る
者
は
、
そ
の
者
と
の
間
で
捕
虜
と
帰
国
の
権
利
が
適

用
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
当
の
敵
に
は
当
た
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
捕
ら
え
ら
れ
売
却
さ
れ
そ
し
て
そ
の
後
に
解
放
さ
れ
た
者
が
皇
帝
に
自
由
出
生

身
分
の
回
復
を
求
め
る
こ
と
が
無
益
な
こ
と
は
確
定
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
彼
ら
は
捕
虜
に
な
っ
て
自
由
身
分
を
喪
失
す
る
こ
と
は
決
し
て

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。」

（
9
） C

icero, d
e orat. 1,40,182: S

i quis apud nos servisset ex populo foederato seseque liberasset et postea dom
um

 revenisset, 

quaesitum
 est apud m

aiores nostros, num
 is ad suos postlim

inio redisset et am
isisset hanc civitatem

.

同
盟
国
の
国
民
の
一
人
が
我

ら
ロ
ー
マ
市
民
の
も
と
で
奴
隷
と
し
て
働
い
た
あ
と
、
自
由
人
と
な
っ
た
が
、
の
ち
に
帰
国
し
た
場
合
、
わ
れ
わ
れ
の
先
人
の
あ
い
だ
で
問
わ
れ
た

の
は
、
彼
が
帰
国
（
し
復
権
す
る
）
権
に
よ
っ
て
自
国
に
戻
り
、
そ
れ
と
同
時
に
わ
が
国
の
市
民
権
を
失
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。」

（
大
西
訳
を
参
照
。）
同
盟
関
係
と
帰
国
権
の
関
係
に
つ
い
て
、
キ
ケ
ロ
文
及
び
後
掲F

estus 218

（
注
10
）、
プ
ロ
ク
ル
ス
文P

roculus, 

D
.49,15,7pr.

（
注
11
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
差
し
当
た
り
、W

atson, L
P
,249sqq.

、
吉
原
・
前
掲

を
参
照
。
一
般
に
ロ
ー
マ
国
民
及
び
自
由
な
国
民populi liberi

、
同
盟
国foederati

、
王
国reges

と
の
関
係
に
つ
い
て
、M

om
m
sen, 

III,645ff .; K
aser, R

P
rR

 I
2, 281, n.28

所
掲
の
文
献
を
参
照
。

（
10
） F

estus 218: C
um

 populus liberis et cum
 foedratis et cum

 regibus postlim
inium

 nobis est ita uti cum
 hostibus; quae 

nationes in dicione nostra sunt, cum
 his 

﹇postlim
inium

 non est.
﹈ 「
自
由
な
国
民
、
同
盟
者
、
王
と
の
間
で
の
帰
国
権
は
、
敵
国
民
と
の
間

で
と
同
様
に
、
我
々
に
帰
属
す
る
。
我
々
の
支
配
下
に
あ
る
国
民
と
の
間
に
は
﹇
帰
国
権
は
な
い
﹈。」

（
11
） P

roculus lib. 8 epistu
laru

m
 D

.49,15,7pr. N
on dubito, quin foederati et liberi nobis externi sint, nec inter nos atque eos 

postlim
inium

 esse: etenim
 quid inter nos atque eos postlim

inio opus est, cum
 et illi apud nos et libertatem

 suam
 et dom

inium
 

六
五
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
九
〇
）

rerum
 suarum

 aeque atque apud se retineant et eadem
 nobis apud eos contingant? P

roculus lib. 8 epistu
laru

m
 D

.49,15,7pr.

「
同

盟
者
た
る
自
由
な
国
民
は
我
々
に
と
っ
て
異
国
民
で
あ
る
が
、
我
々
と
彼
ら
と
の
間
に
帰
国
権
が
な
い
こ
と
を
私
は
疑
わ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
彼

ら
が
我
々
の
も
と
で
自
ら
の
自
由
と
物
の
所
有
権
を
ま
る
で
故
国
で
の
よ
う
に
享
受
し
、
同
じ
こ
と
が
彼
ら
の
も
と
で
我
々
に
も
当
て
は
ま
る
の
で

あ
れ
ば
、
彼
我
の
間
で
帰
国
権
の
い
か
な
る
必
要
性
が
あ
る
か
？
﹇
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
﹈。」1:L

iber autem
 populus est 

is, qui nullius alterius populi potestati est subiectus: sive is foederatus est item
, sive aequo foedere in am

icitiam
 venit sive 

foedere com
prehensum

 est, ut is populus alterius populi m
aiestatem

 com
iter conservaret. H

oc enim
 adicitur, ut intellegatur 

alterum
 populum

 superiorem
 esse, non ut intellegatur alterum

 non esse liberum
: et quem

adm
odum

 clientes nostros intellegim
us 

liberos esse, etiam
si neque auctoritate neque dignitate neque viri boni nobis praesunt, sic eos, qui m

aiestatem
 nostram

 com
iter 

conservare debent, liberos esse intellegendum
 est. 1.

「
自
由
な
国
民
と
は
、
対
等
の
同
盟
に
よ
り
友
好
関
係
に
入
っ
た
者
で
あ
れ
、
同
盟

に
よ
り
当
該
国
民
が
他
国
民
の
主
権
を
喜
ん
で
尊
重
す
る
旨
が
謳
わ
れ
る
の
で
あ
れ
、
い
か
な
る
他
の
国
民
の
権
力
に
も
服
し
て
い
な
い
者
の
こ
と

で
あ
る
。
同
盟
者
も
同
様
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
れ
に
付
言
す
れ
ば
、
一
方
の
国
民
が
優
越
す
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
は
、
他
の
国
民
が
自
由
で
は
な

い
と
解
さ
れ
る
わ
け
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
が
庇
護
国
民
が
自
由
で
あ
る
と
理
解
す
る
限
り
、
た
と
え
権
威
に
お
い
て
も
品
位
に
お
い

て
も
よ
き
人
た
る
に
お
い
て
も
彼
ら
が
我
々
に
優
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
我
々
の
主
権
を
尊
重
す
る
者
た
ち
は
自
由
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。」2: A

t fi unt apud nos rei ex civitatibus foederatis et in eos dam
natos anim

advertim
us. 

「
我
々
の
も
と
で
同
盟
国
家
出
身
の
者
は

被
告
人
と
な
り
、
我
々
は
、
有
罪
判
決
の
上
彼
ら
を
罰
す
る
。」

（
12
） L

iv.1,24,3:“A
udi” inquit, “Iuppiter; audi, pater patrate populi A

lbani; audi tu, populus A
lbanus. U

t illa palam
 prim

a 

postrem
a ex illis tabulis cerave recitata sunt sine dolo m

alo, utique ea hic hodie rectissim
e intellecta sunt, illis legibus 

populus R
om

anus prior non defi ciet. S
i prior defexit publico consilio dolo m

alo, tum
 ille D

iespiter populum
 R

om
anum

 sic ferito 

ut ego hunc porcum
 hic hodie feriam

; tantoque m
agis ferito quanto m

agis potes pollesque.”

「
聴
け
、
ユ
ッ
ピ
テ
ル
よ
。
聴
け
、
ア
ル

バ
の
民
の
外
交
神
官
長
よ
。
聴
け
、
ア
ル
バ
の
民
よ
。
蝋
版
に
記
さ
れ
た
条
文
が
公
の
場
で
、
一
部
始
終
、
嘘
偽
り
な
く
、
読
み
上
げ
ら
れ
、
今
日

こ
の
場
で
正
し
く
了
解
さ
れ
た
以
上
は
、
ロ
ー
マ
人
民
が
先
に
違
犯
す
る
こ
と
は
な
い
。
も
し
ロ
ー
マ
人
民
が
公
的
決
議
と
意
図
的
害
意
に
よ
り
先

六
五
八



ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
九
一
）

に
違
犯
す
る
こ
と
あ
れ
ば
、
ユ
ッ
ピ
テ
ル
よ
、
今
日
こ
こ
で
私
が
こ
の
牡
豚
を
打
ち
据
え
る
よ
う
、
そ
の
日
の
う
ち
に
ロ
ー
マ
人
民
を
打
ち
据
え
給

え
。
よ
り
大
い
な
る
権
能
、
よ
り
大
い
な
る
威
力
持
て
る
方
と
し
て
、
こ
れ
よ
り
激
し
く
打
ち
据
え
給
え
。」
岩
谷
智
訳
『
ロ
ー
マ
建
国
以
来
の
歴

史
1
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
・
二
〇
〇
八
年
を
参
照
。

（
13
） 
注
25
を
参
照
。「
戦
時
に
お
い
て
は
帰
国
権
は
存
在
す
る
が
、
平
時
に
は
戦
争
に
よ
り
捕
虜
と
な
っ
た
者
に
、
平
和
条
約
に
お
い
て
同
人
た
ち

に
つ
い
て
何
ら
の
取
り
決
め
も
為
さ
れ
な
か
っ
た
限
り
で
、
帰
国
権
は
帰
属
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
そ
の
こ
と
が
確
定
の
こ
と
で
あ
っ

た
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
ロ
ー
マ
人
は
、
帰
還
の
希
望
は
市
民
に
と
っ
て
平
時
に
よ
り
も
戦
争
の
徳
に
お
け
る
方
が
大
き
い
こ
と
を
欲

し
た
か
ら
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
平
時
に
異
国
民
の
も
と
に
赴
き
、
も
し
突
然
に
戦
争
が
勃
発
し
た
場
合
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
そ
の
も
と
で
彼
ら

が
敵
と
さ
れ
る
当
の
そ
の
者
た
ち
の
奴
隷
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
彼
ら
に
戦
時
に
も
平
時
に
も
帰
国
権
は
帰
属
す
る
。
但
し
、
彼
ら
が

帰
国
権
を
有
さ
な
い
旨
条
約
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。」

（
14
） P

om
ponius lib. 37 ad

 Q
u

in
tu

m
 M

u
ciu

m
 D

.49,15,5pr.: P
ostlim

inii ius com
petit aut in bello aut in pace.

（
15
） P

om
ponius lib. 37 ad

 Q
u

in
tu

m
 M

u
ciu

m
 D

.49,15,5,1. In bello, cum
 hi, qui nobis hostes sunt, aliquem

 ex nostris ceperunt 

et intra praesidia sua perduxerunt: nam
 si eodem

 bello is reversus fuerit, postlim
inium

 habet, id est perinde om
nia restituuntur 

ei iura, ac si captus ab hostibus non esset. A
ntequam

 in praesidia perducatur hostium
, m

anet civis. T
unc autem

 reversus 

intellegitur, si aut ad am
icos nostros perveniat aut intra praesidia nostra esse coepit.

（
16
） P

om
ponius lib. 37 ad

 Q
u

in
tu

m
 M

u
ciu

m
 D

.49,15,5,2: In pace quoque postlim
inium

 datum
 est: nam

 si cum
 gente aliqua 

neque am
icitiam

 neque hospitium
 neque foedus am

icitiae causa factum
 habem

us, hi hostes quidem
 non sunt, quod autem

 ex 

nostro ad eos pervenit, illorum
 fi t, et liber hom

o noster ab eis captus servus fi t et eorum
: idem

que est, si ab illis ad nos aliquid 

perveniat. H
oc quoque igitur casu postlim

inium
 datum

 est.

（
17
） P

aulus lib. 16 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,19,1: Indutiae sunt, cum
 in breve et in praesens tem

pus convenit, ne invicem
 se 

lacessant: quo tem
pore non est postlim

inium
.

（
18
） D

.49,15,4 M
odestinus lib. 3 regu

laru
m

:E
os, qui ab hostibus capiuntur vel hostibus deduntur, iure postlim

inii reverti 

六
五
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
九
二
）

antiquitus placuit. A
n qui hostibus deditus reversus nec a nobis receptus civis R

om
anus sit, inter B

rutum
 et S

caevolam
 varie 

tractatum
 est: et consequens est, ut civitatem

 non adipiscatur.
｢

敵
に
よ
っ
て
捕
ら
わ
れ
、
ま
た
は
敵
に
引
渡
さ
れ
た
者
が
帰
国
権
に
よ

り
帰
還
す
る
は
、
往
時
よ
り
の
決
ま
り
で
あ
る
。
敵
国
民
に
引
渡
さ
れ
そ
し
て
返
還
さ
れ
た
が
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
受
領
さ
れ
な
か
っ
た
者
が
ロ
ー

マ
市
民
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
ブ
ル
ト
ゥ
ス
と
ス
カ
ェ
ウ
ォ
ラ
と
の
あ
い
だ
で
取
扱
い
が
異
な
っ
た
、
そ
し
て
こ
の
者
が
市
民
権
を
認
め
ら
れ
な

い
と
い
う
の
が
一
貫
し
て
い
る
。｣

（
19
） 

こ
の
配
列
順
は
学
説
彙
纂
の
法
文
の
順
序
に
よ
る
か
。

（
20
） P

aulus lib. 16 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,19,4: T
ransfugae nullum

 postlim
inium

 est: nam
 qui m

alo consilio et proditoris anim
o 

patriam
 reliquit, hostium

 num
ero habendus est. S

ed hoc in libero transfuga iuris est, sive fem
ina sive m

asculus sit.

「
逃
亡
者
は

決
し
て
帰
国
権
を
有
さ
な
い
。
実
際
、
悪
し
き
意
思
と
裏
切
り
者
の
意
思
を
も
っ
て
祖
国
を
去
っ
た
者
は
、
敵
に
数
え
ら
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
、
男
女
を
問
わ
ず
、
自
由
人
の
逃
亡
者
に
つ
い
て
の
法
で
あ
る
。」

（
21
） P

aulus lib. 16 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,19,8: T
ransfuga autem

 non is solus accipiendus est, qui aut ad hostes aut in bello 

transfugit, sed et qui per indutiarum
 tem

pus aut ad eos, cum
 quibus nulla am

icitia est, fi de suscepta transfugit.

（
22
） P

othier, tom
.23, p.164.

（
23
） F

lorentinus lib. 6 in
stitu

tion
u

m
 D

.49,15,26: N
ihil interest, quom

odo captivus reversus est, utrum
 dim

issus an vi vel 

fallacia potestatem
 hostium

 evaserit, ita tam
en, si ea m

ente venerit, ut non illo reverteretur: nec enim
 satis est corpore dom

um
 

quem
 redisse, si m

ente alienus est. S
ed et qui victis hostibus recuperantur, postlim

inio redisse existim
antur. 

（
24
） P

om
ponius lib. 36 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,20pr.:S

i captivus, de quo in pace cautum
 fuerat ut rediret, sua voluntate apud 

hostes m
ansit, non est ei postea postlim

inium
.

（
25
） T

ryphoninus lib. 4 d
ispu

tation
u

m
 D

.49,15,12pr. 

：In bello postlim
inium

 est, in pace autem
 his, qui bello capti erant, de 

quibus nihil in pactis erat com
prehensum

. Q
uod ideo placuisse S

ervius scribit, quia spem
 revertendi civibus in virtute bellica 

m
agis quam

 in pace R
om

ani esse voluerunt. V
erum

 in pace qui pervenerunt ad alteros, si bellum
 subito exarsisset, eorum

 servi 

六
六
〇



ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
九
三
）

effi  ciuntur, apud quos iam
 hostes suo facto deprehenduntur. Q

uibus ius postlim
inii est tam

 in bello quam
 in pace, nisi foedere 

cautum
 fuerat, ne esset his ius postlim

inii.
（
26
） P

om
ponius lib. 36 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,20,1: V

erum
 est expulsis hostibus ex agris quos ceperint dom

inia eorum
 ad 

priores dom
inos redire nec aut publicari aut praedae loco cedere: publicatur enim

 ille ager qui ex hostibus captus sit.

（
27
） P

othier, tom
.23, p.166.

（
28
） P

aulus lib. 16 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,19,10: P
ostlim

inium
 hom

inibus est, cuiuscum
que sexus condicionisve sint: nec interest, 

liberi an servi sint. N
ec enim

 soli postlim
inio recipiuntur, qui pugnare possunt, sed om

nes hom
ines, quia eius naturae sunt, ut 

usui esse vel consilio vel aliis m
odis possint. cf. C

odex 8,51,10

（
29
） P

aulus lib. 16 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,19,4: T
ransfugae nullum

 postlim
inium

 est: nam
 qui m

alo consilio et proditoris anim
o 

patriam
 reliquit, hostium

 num
ero habendus est. S

ed hoc in libero transfuga iuris est, sive fem
ina sive m

asculus sit.

（
30
） P

aulus lib. 16 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,19,5: S
i vero servus transfugerit ad hostes, quoniam

, et cum
 casu captus est, dom

inus 

in eo postlim
inium

 habet, rectissim
e dicitur etiam

 ei postlim
inium

 esse, scilicet ut dom
inus in eo pristinum

 ius recipiat, ne 

contrarium
 ius non tam

 ipsi iniuriosum
 sit, qui servus sem

per perm
anet, quam

 dom
ino dam

nosum
 constituatur.

（
31
） P

aulus lib. 16 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,19,7: F
ilius quoque fam

ilias transfuga non potest postlim
inio reverti neque vivo patre, 

quia pater sic illum
 am

isit, quem
adm

odum
 patria, et quia disciplina castrorum

 antiquior fuit parentibus R
om

anis quam
 caritas 

liberorum
.

（
32
） L

abeo lib. 4 pith
an

on
 a P

au
lo epitom

aru
m

 D
.49,15,28: S

i quid bello captum
 est, in praeda est, non postlim

inio redit. 

P
aulus. Im

m
o si in bello captus pace facta dom

um
 refugit, deinde renovato bello capitur, postlim

inio redit ad eum
, a quo priore 

bello captus erat, si m
odo non convenerit in pace, ut captivi redderentur.

（
33
） M

arcellus lib. 39 d
igestoru

m
 D

.49,15,2pr.: N
avibus longis atque onerariis propter belli usum

 postlim
inium

 est, non 

piscatoriis aut si quas actuarias voluptatis causa paraverunt.

六
六
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
九
四
）

（
34
） M

arcellus lib. 39 d
igestoru

m
 D

.49,15,2,1: E
quus item

 aut equa freni patiens recipitur postlim
inio: nam

 sine culpa equitis 

proripere se potuerunt.
（
35
） M

arcellus lib. 39 d
igestoru

m
 D

.49,15,2,2: N
on idem

 in arm
is iuris est, quippe nec sine fl agitio am

ittuntur: arm
a enim

 

postlim
inio reverti negatur, quod turpiter am

ittantur:

（
36
） P

om
ponius lib. 37 ad

 Q
u

in
tu

m
 M

u
ciu

m
 D

.49,15,3:Item
 vestis.

（
37
） P

aulus lib. 2 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,13:S
i m

e tibi adrogandum
 dedissem

, em
ancipato m

e reversum
 ab hostibus fi lium

 m
eum

 

loco nepotis tibi futurum
 constat.

（
38
） T

ryphoninus lib. 4 d
ispu

tation
u

m
 D

.49,15,12,17: E
rgo de m

etallo captus redem
ptus in poenam

 suam
 revertetur, nec tam

en 

ut transfuga m
etalli puniendus erit, sed redem

ptor a fi sco pretium
 recipiet quod etiam

 constitutum
 est ab im

peratore nostro et 

divo S
evero.

（
39
） P

aulus lib. 16 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,19,3: P
ostlim

inio redisse videtur, cum
 in fi nes nostros intraverit, sicuti am

ittitur, ubi 

fi nes nostros excessit.

（
40
） 

ibid
.: S

ed et si in civitatem
 sociam

 am
icam

ve aut ad regem
 socium

 vel am
icum

 venerit, statim
 postlim

inio redisse videtur, 

quia ibi prim
um

 nom
ine publico tutus esse incipiat.

（
41
） 

前
注
23
を
参
照
。

（
42
） 

ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
・
ム
キ
ウ
ス
注
解
第
三
七
巻
に
つ
い
て
、
吉
原
・
前
掲
・
広
島
法
学
九
巻
一
号
一
頁
以
下
、
二
〇
頁
注
九
を
参
照
。W

ieacker, 

F
., D

ie röm
ischen Juristen in der politischenG

esellschaft des zw
eiten vorchristlichen Jahrhunderts, in 

：F
estgabe fü

r U
.v. 

L
ü

btow
, 1970.183ff ., 206.

（
43
） P

om
ponius lib. 37 ad

 Q
u

in
tu

m
 M

u
ciu

m
 D

.49,15,5,3. C
aptivus autem

 si a nobis m
anum

issus fuerit et pervenerit ad suos, 

ita dem
um

 postlim
inio reversus intellegitur, si m

alit eos sequi quam
 in nostra civitate m

anere. E
t ideo in A

tilio R
egulo, quem

 

C
arthaginienses R

om
am

 m
iserunt, responsum

 est non esse eum
 postlim

inio reversum
, quia iuraverat C

arthaginem
 reversurum

 

六
六
二



ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
一
七
章
に
お
け
る
帰
国
権
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
八
九
五
）

et non habuerat anim
um

 R
om

ae rem
anendi. E

t ideo in quodam
 interprete M

enandro, qui posteaquam
 apud nos m

anum
issus erat, 

m
issus est ad suos, non est visa necessaria lex, quae lata est de illo, ut m

aneret civis R
om

anus: nam
 sive anim

us ei fuisset 

rem
anendi apud suos, desineret esse civis, sive anim

us fuisset revertendi, m
aneret civis, et ideo esset lex supervacua.

（
44
） 
帰
国
権
の
効
果
の
詳
細
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
45
） U

lpianus lib. 13 ad
 S

abin
u

m
 D

.49,15,16: R
etro creditur in civitate fuisse, qui ab hostibus advenit.

「
敵
の
も
と
か
ら
帰
還
し

た
者
は
遡
及
的
に
国
家
内
に
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。」

（
46
） T

ryphoninus lib. 4 d
ispu

tation
u

m
 D

.49,15,12,2: F
acti autem

 causae infectae nulla constitutione fi eri possunt. Ideo eorum
, 

quae usucapiebat per sem
et ipsum

 possidens qui postea captus est, interrum
pitur usucapio, quia certum

 est eum
 possidere 

desisse. E
orum

 vero, quae per subiectas iuri suo personas possidebat usuque capiebat, vel si qua postea peculiari nom
ine 

com
prehenduntur, Iulianus scribit credi suo tem

pore im
pleri usucapionem

 rem
anentibus isdem

 personis in possessione. 

M
arcellus nihil interesse, ipse possedisset an subiecta ei persona. S

ed Iuliani sententiam
 sequendum

 est.

「
事
実
問
題
は
い
か
な

る
勅
法
を
も
っ
て
し
て
も
な
か
っ
た
と
は
な
し
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
自
分
自
身
占
有
し
て
使
用
取
得
し
て
い
た
も
の
の
使
用
取
得
は
、
同
人
が
捕
虜

と
な
っ
た
場
合
に
は
中
断
す
る
。
と
い
う
の
は
、
同
人
が
占
有
を
中
断
し
た
こ
と
は
確
実
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
本
人
の
権
利
に
従
属
す

る
者
に
よ
っ
て
占
有
し
使
用
取
得
を
継
続
し
た
も
の
又
は
そ
の
後
特
有
財
産
の
名
義
に
含
ま
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
そ
の
時
代
に
使

用
取
得
は
本
人
自
身
が
占
有
を
維
持
し
て
満
た
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
記
し
た
。
マ
ル
ケ
ッ
ル
ス
﹇
は
﹈、
本
人
自
身
が
占
有
す
る
か
、
本

人
に
従
属
す
る
者
が
占
有
す
る
か
は
重
要
で
は
な
い
﹇
と
記
し
た
﹈。
し
か
し
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
見
解
が
従
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」

（
47
） H

.J.W
olff , T

he lex C
ornelia de captivis and the R

om
an law

 of succession, T
R
 X

X
IX

（191

）, 136, 

死
の
擬
制
に
つ
い
て
、esp.165sqq.

（
48
） U
lpianus lib. 35 ad

 S
abin

u
m

 D
.49,15,18: In om

nibus partibus iuris is, qui reversus non est ab hostibus, quasi tunc 

decessisse videtur, cum
 captus est.

「
法
の
い
か
な
る
部
分
に
お
い
て
も
、
敵
の
も
と
か
ら
帰
還
せ
ざ
る
者
は
、
あ
た
か
も
捕
虜
と
な
っ
た
時

に
死
亡
し
た
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
。」cf.W

olff , op.cit.,167sq.

（
49
） 

差
し
当
た
り
、K

aser, R
P

rR
 I

1, 291, n.23; R
P

rR
 72　

柴
田
訳
一
三
八
頁
を
参
照
。
な
お
、
戦
争
捕
虜
に
な
っ
た
自
由
人
を
請
け
戻
す
者

六
六
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
九
六
）

は
、
請
戻
金
が
自
身
に
償
還
さ
れ
る
ま
で
は
、
皇
帝
法
（
二
世
紀
後
半
）
に
基
づ
い
て
、
買
戻
さ
れ
た
捕
虜
に
対
し
て
留
置
権
を
保
持
す
る
と
さ
れ

る
（D

iocl. C
.8,50,17pr.

）。P
othier, tom

. 21, 217 s99.

を
参
照
。

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
度
〜
二
〇
一
六
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
レ
グ
ラ
エ
の
研
究
」
研
究
課
題

番
号25380013
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

六
六
四



法
育
の
社
会
的
意
義
と
教
育
効
果
（
平
野
）

（
八
九
七
）

法
育
の
社
会
的
意
義
と
教
育
効
果

│
民
主
主
義
社
会
へ
の
扉

│

平　
　

野　
　

節　
　

子

　
　

は
じ
め
に

一
、
法
育
と
は

二
、
模
擬
裁
判
の
展
開
と
教
育
効
果

三
、
教
育
関
連
法
の
改
正
と
法
育

四
、
生
涯
学
習
と
し
て
の
法
育

五
、
未
来
へ
の
課
題

論　

説

〈
法　
　

育
〉

六
六
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
九
八
）

は
じ
め
に

法
育
が
、
い
か
に
体
験
者
の
心
的
成
長
を
促
し
、
社
会
性
を
高
め
る
活
動
で
あ
る
か
は
、
二
十
年
以
上
の
実
践
か
ら
肌
で
感
じ
て
き
た

こ
と
で
あ
る
。
法
育
は
、
模
擬
裁
判
を
中
心
と
し
た
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
通
し
て
、
生
き
る
力
を
育
み
人
間
力
を
高
め
る
教
育

な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
法
育
が
教
育
の
領
域
の
中
で
い
か
な
る
位
置
に
あ
る
か
は
、
未
だ
詳
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
長

年
実
践
を
重
ね
て
き
た
法
育
に
つ
い
て
、
他
の
学
問
と
の
関
係
か
ら
学
問
的
位
置
づ
け
を
探
り
、
教
育
基
本
法
改
正
（
1
）

、
教
育
三
法
の
改
正
（
2
）

と
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
の
関
連
を
踏
ま
え
、
人
間
教
育
と
し
て
学
校
教
育
に
取
り
入
れ
る
べ
く
、
こ
れ
ま
で
の
指
導
内
容
と
教
育
的
効

果
に
つ
い
て
検
証
し
た
い
。

一
、
法
育
と
は

（
1
）　

法
育
の
目
的
と
教
育
方
法

「
法
育
」
と
は
聞
き
な
れ
な
い
言
葉
だ
と
思
う
。
明
治
時
代
に
、「
知
育
」「
徳
育
」「
体
育
」「
食
育
」
と
並
ん
で
、
そ
の
語
源
が
あ
っ

た
と
聞
く
が
、
そ
の
出
典
は
定
か
で
は
な
い
。
平
成
の
時
代
に
、
法
の
理
念
を
中
心
と
し
た
総
合
的
教
育
理
論
と
し
て
新
た
に
構
築
さ
れ

た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
法
育
と
は
、
自
主
・
自
律
し
た
市
民
を
育
成
す
る
と
共
に
、
人
間
力
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
。
教
育
方
法
と
し
て
は
、
裁
判
員
裁
判
方
式
の
模
擬
裁
判
を
中
心
と
し
た
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
（
3
）

で
あ
る
。
法
の
理
念
や
裁
判
の

流
れ
な
ど
の
基
礎
学
習
の
上
で
、
施
設
見
学
、
裁
判
傍
聴
な
ど
を
行
い
、
裁
判
員
裁
判
形
式
の
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
学
習
、
評
議
的
価
値

判
断
学
習
な
ど
、
幅
広
い
学
習
方
法
を
用
意
し
て
い
る
。
法
律
の
知
識
や
制
度
を
教
え
る
知
識
習
得
型
教
育
で
は
な
く
、
法
的
価
値
観
や

六
六
六



法
育
の
社
会
的
意
義
と
教
育
効
果
（
平
野
）

（
八
九
九
）

論
理
的
思
考
力
を
高
め
る
活
動
型
教
育
に
よ
り
、
生
き
る
力
を
高
め
る
教
育
で
あ
る
。

指
導
者
は
、
学
校
教
員
、
法
学
者
、
法
律
実
務
家
、
研
究
者
、
社
会
人
、
学
生
な
ど
で
、
分
担
・
協
力
し
て
実
施
し
て
い
る
。
法
律
専

門
家
は
あ
く
ま
で
助
言
者
で
あ
り
、
中
心
的
指
導
者
は
、
教
育
者
で
あ
る
。
担
当
指
導
者
と
実
施
校
の
教
員
が
、
綿
密
な
連
携
の
上
で
授

業
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
年
間
計
画
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、
間
隔
を
あ
け
て
四
回
以
上
の
指
導
を
行
う
、

担
当
教
員
を
指
導
し
て
法
律
的
知
識
を
増
や
し
、
実
施
方
法
を
話
し
合
い
、
連
携
し
て
参
加
者
の
個
性
を
生
か
す
指
導
法
は
、
単
な
る
出

前
授
業
と
は
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

模
擬
裁
判
の
脚
本
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
の
成
立
要
件
上
の
段
階
別
、
あ
る
い
は
争
点
を
も
と
に
分
類
し
て
い
る
。
学
会
の
メ
ン
バ
ー
が

作
成
し
、
研
究
会
で
検
討
し
た
も
の
を
提
案
す
る
。
参
加
者
の
発
達
段
階
に
合
わ
せ
た
い
く
つ
か
の
脚
本
を
校
長
と
担
当
教
員
に
示
し
、

学
校
側
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
選
択
さ
れ
た
脚
本
を
使
用
す
る
。

施
設
参
観
や
裁
判
傍
聴
は
、
必
ず
、
施
設
関
係
者
や
法
律
専
門
家
に
解
説
を
お
願
い
し
て
い
る
。
見
学
・
傍
聴
だ
け
で
な
く
、
施
設
の

社
会
的
意
義
や
処
遇
、
裁
判
の
仕
組
み
な
ど
を
知
る
こ
と
は
、
法
知
識
獲
得
に
留
ま
ら
ず
、
社
会
事
象
の
一
端
を
知
る
こ
と
に
な
り
、
模

擬
裁
判
へ
の
関
心
・
意
欲
を
高
め
る
。

法
育
は
、
自
分
と
社
会
と
の
距
離
を
縮
め
、
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
向
上
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
自
己
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
え

る
大
き
な
一
助
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。

次
に
、
学
問
の
領
域
の
中
で
、
法
育
が
い
か
な
る
位
置
に
あ
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

（
2
）　

新
し
い
人
格
教
育
と
の
関
係

学
問
的
に
は
、
法
育
は
、
ア
メ
リ
カ
の
新
し
い
人
格
教
育
（character education （4
）

）
と
重
な
る
部
分
が
多
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
理
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
九
〇
〇
）

由
は
、
①
多
義
的
で
広
範
囲
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
適
用
で
き
る
こ
と
、
②
核
心
価
値
（core value （5
）

）
が
多
様
で
あ
り
、
市
民
と
し
て
の

責
任
感
や
社
会
に
貢
献
で
き
る
人
間
を
育
成
す
る
こ
と
、
③
論
理
的
思
考
力
、
判
断
力
、
問
題
解
決
力
、
対
人
ス
キ
ル
、
共
感
、
内
省
な

ど
の
発
達
を
支
援
す
る
教
育
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
法
育
の
教
育
方
法
は
、
問
題
を
「
議
論
」
し
、
相
互
の
推
論
を
「
批

判
的
に
考
察
」
し
、
責
任
を
も
っ
て
「
解
決
策
を
構
想
」
す
る
問
題
解
決
型
学
習
で
あ
る
。

ま
た
、
人
格
教
育
が
、「
公
正
で
思
い
や
り
の
あ
る
学
校
共
同
体
」「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
青
少
年
教
育
」「
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
」「
サ
ー

ビ
ス
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
な
ど
、
広
範
囲
に
多
様
に
展
開
さ
れ
て
い
る
教
育
活
動
で
あ
る
こ
と
も
、
法
育
と
重
な
る
。

（
3
）　

道
徳
教
育
と
社
会
科
教
育
の
包
含

法
育
は
、
学
校
教
育
の
中
で
、
道
徳
教
育
と
社
会
科
教
育
の
融
合
的
学
習
体
系
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
道
徳
教
育
と
は
、
道
徳

的
価
値
、「
葛
藤
」
と
い
う
心
的
活
動
を
重
要
視
す
る
点
で
共
通
す
る
。
社
会
科
教
育
と
の
共
通
点
は
、
基
礎
的
知
識
と
し
て
の
社
会
事

象
や
基
礎
的
法
律
用
語
を
扱
う
こ
と
、
社
会
に
お
け
る
生
き
方
を
模
索
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
社

会
科
教
育
の
一
端
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

し
た
が
っ
て
法
育
は
、
道
徳
教
育
と
社
会
科
教
育
を
包
含
す
る
教
育
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
に
加
え
て
、
生
徒
指
導
的
役
割

や
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
と
し
て
の
役
割
も
大
き
い
こ
と
も
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
は
、
一
般
的
に
は
、
単
な
る
職
業
教

育
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
本
来
は
、
社
会
的
・
職
業
的
に
自
立
し
た
人
間
を
育
て
る
た
め
の
教
育
全
般
を
指
す
。
中
央
教
育
審
議
会
の

答
申
で
も
、「
一
人
一
人
の
社
会
的
・
職
業
的
自
立
に
向
け
、
必
要
な
基
盤
と
な
る
能
力
や
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て
、
キ
ャ
リ
ア

発
達
を
促
す
教
育
で
あ
る
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
は
、
特
定
の
活
動
や
指
導
方
法
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
様
々
な
教
育
活
動
を
通
し

て
実
践
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
一
人
一
人
の
発
達
や
社
会
人
・
職
業
人
と
し
て
の
自
立
を
促
す
視
点
か
ら
、
学
校
教
育
を
構
成
し
て
い
く

六
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法
育
の
社
会
的
意
義
と
教
育
効
果
（
平
野
）

（
九
〇
一
）

た
め
の
理
念
と
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
職
業
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」

（
平
成
二
三
年
一
月
三
一
日
））。

道
徳
教
育
に
お
い
て
未
だ
多
く
行
わ
れ
て
い
る
モ
ラ
ル
・
ジ
レ
ン
マ
授
業
（
6
）

に
対
し
て
、
リ
コ
ー
ナ
は
、
3
Ｒ
ｓ
（
読
み
○reading,

書
き

w

○riting,

計
算a
○rithm

etic

）
に
続
く
第
四
の
Ｒ
（
尊
重R

espect

）
と
第
五
の
Ｒ
（
責
任R

esponsibility

）
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
問

題
解
決
型
授
業
の
中
で
道
徳
的
判
断
力
、
心
情
、
実
践
意
欲
や
態
度
を
育
成
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
学
校
は
、
子
ど
も
た
ち
の
自

尊
心
を
高
め
、
他
人
を
深
く
尊
重
し
、
人
生
に
対
し
て
肯
定
的
で
積
極
的
な
価
値
観
を
持
つ
こ
と
で
、
自
他
を
尊
重
し
、
責
任
あ
る
社
会

の
一
員
に
な
る
た
め
の
機
関
と
考
え
た
。
そ
れ
は
、
学
校
・
家
庭
・
地
域
の
連
携
・
協
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
強
調
し
て
い
る
（
7
）

。

法
育
で
扱
う
模
擬
裁
判
は
、
法
律
と
い
う
明
確
な
指
針
で
あ
る
固
定
的
価
値
基
準
に
基
づ
き
、
被
告
人
と
い
う
他
者
の
行
動
に
つ
い
て
、

物
的
証
拠
・
証
言
を
も
と
に
議
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
実
認
定
を
す
る
。
そ
の
過
程
で
、
物
事
の
善
悪
（
法
）
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
、

自
己
内
省
を
促
し
、
自
主
・
自
律
し
た
市
民
を
育
て
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
言
う
「
法
」
と
は
、
正
し
く
あ
る
べ
き
様
（
状
態
）

で
あ
り
、「
法
律
」
は
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
人
間
が
作
っ
た
ル
ー
ル
で
あ
る
。

ま
た
、
法
律
・
規
則
を
守
る
こ
と
は
、
他
者
の
権
利
や
ニ
ー
ズ
を
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
他
者
理
解
、
社
会
理
解
に
も
通
じ
る
。

特
に
模
擬
裁
判
の
実
践
か
ら
感
じ
る
の
は
、
裁
判
を
創
り
上
げ
る
過
程
で
、
思
い
や
り
と
責
任
感
が
育
つ
だ
け
で
な
く
、
自
己
肯
定
感

が
高
ま
り
、
体
験
後
に
は
、
多
方
面
で
意
欲
が
出
て
く
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
内
発
的
動
機
付
け
は
、
短
期
的
効
果
に
加
え
て
、
広
域

的
で
持
続
的
な
効
果
が
期
待
で
き
る
教
育
法
で
あ
る
。
継
続
的
・
反
復
的
学
習
を
行
え
ば
、
よ
り
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。

（
4
）　

シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
、
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
（C

itizenship education

）
が
十
六
歳
ま
で
の
中
等
学
校
に
お
い
て
必
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
九
〇
二
）

修
と
な
っ
た
（
8
）

。
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
は
、
市
民
性
教
育
と
も
呼
ば
れ
、
民
主
主
義
そ
の
も
の
が
抱
え
る
問
題
に
対
し
て
、
自
ら
能
動
的

に
取
り
組
ん
で
い
く
市
民
の
資
質
と
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
牽
引
者
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ク
リ
ッ
ク
は
、「
ク

リ
ッ
ク
レ
ポ
ー
ト
（
9
）

」
に
お
い
て
、
そ
の
目
的
と
教
育
像
に
つ
い
て
、「
わ
れ
わ
れ
の
目
的
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
国
の
政
治
文
化
を
変
革
す

る
こ
と
で
あ
る
。
人
々
が
、
自
ら
を
能
動
的
な
市
民
と
み
な
す
こ
と
で
あ
る
。
公
的
生
活
に
お
い
て
影
響
力
を
持
つ
こ
と
に
意
欲
的
で
、

影
響
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
、
そ
の
た
め
に
、
主
張
し
て
行
動
す
る
に
先
立
っ
て
証
拠
を
秤
量
す
る
批
判
的
能
力
を
そ
な
え
て
い
る
市
民

と
し
て
、
自
ら
を
み
な
す
こ
と
で
あ
る
。」
と
述
べ
、
加
え
て
、「
情
報
に
基
づ
い
た
開
放
的
な
議
論
は
、
健
全
な
民
主
主
義
に
と
っ
て
何

よ
り
も
大
切
（
10
）

」
と
記
し
て
い
る
。

日
本
で
も
、
二
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
か
ら
、
教
育
の
中
で
公
共
性
を
も
つ
市
民
育
成
の
必
要
性
が
提
起
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
二
〇
一
三
年
の
中
央
教
育
審
議
会
の
高
等
学
校
教
育
部
会
（
11
）

で
は
、
生
き
る
力
の
三
要
素
に
加
え
て
、
四
つ
目
が
「
社
会
・
職

業
へ
の
円
滑
な
移
行
に
必
要
な
力
」、
そ
し
て
、
五
つ
目
が
「
市
民
社
会
に
関
す
る
知
識
理
解
、
社
会
の
一
員
と
し
て
参
画
し
貢
献
す
る

意
識
な
ど
」
と
し
て
、「
市
民
性
」
を
含
め
て
い
る
。
そ
し
て
、「
コ
ア
の
要
素
を
含
む
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
資
質
・
能
力
の

例
」
と
し
て
、「
言
語
能
力
を
活
用
し
て
批
判
的
に
考
え
る
力
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
力
、
議
論
す
る
力
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
評
価
の
面
な
ど
現
場
で
は
混
乱
を
招
き
か
ね
な
い
が
、
文
科
省
と
し
て
も
市
民
性
教
育
を
取
り
入
れ
る
必
要
性
を
明
白
に

し
た
の
は
、
画
期
的
で
あ
る
。

現
在
の
道
具
主
義
的
教
育
観
（
12
）

を
脱
し
、
学
ぶ
こ
と
自
体
が
、
人
生
に
意
味
を
持
た
せ
、
目
の
前
の
学
習
が
、
ど
う
社
会
と
か
か
わ
り
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
と
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
、
他
者
・
他
国
と
は
ど
こ
が
似
て
い
て
ど
こ
が
違
う
の
か
な
ど
、
犯
罪
と
い
う
社
会

現
象
か
ら
、
た
く
ま
し
く
生
き
る
力
と
広
い
視
野
で
物
事
を
見
る
力
を
身
に
付
け
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
も
、
私
の
願
い
で
あ
る
。

六
七
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法
育
の
社
会
的
意
義
と
教
育
効
果
（
平
野
）

（
九
〇
三
）

今
後
は
、
各
国
の
教
育
に
つ
い
て
も
知
見
を
深
め
、
比
較
・
検
討
し
、
多
様
な
観
点
か
ら
法
育
の
意
義
と
効
果
に
つ
い
て
考
え
て
い
き

た
い
。
本
稿
は
、
そ
の
途
中
報
告
で
あ
る
。

二
、
模
擬
裁
判
の
展
開
と
教
育
効
果

（
1
）　

裁
判
員
裁
判
が
基
本

私
た
ち
が
模
擬
裁
判
の
基
本
的
方
式
と
し
て
採
用
し
て
い
る
の
は
、
裁
判
員
裁
判
方
式
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
①
脚
本

に
基
づ
き
配
役
が
あ
る
公
判
部
分
と
②
自
由
発
言
が
中
心
と
な
る
評
議
（
進
行
は
法
律
専
門
家
が
行
う
こ
と
も
あ
る
）
を
組
み
合
わ
せ
た
二
部

構
成
で
あ
る
。
こ
の
方
式
を
基
本
と
す
る
根
拠
は
、
実
際
の
刑
事
裁
判
の
重
要
部
分
を
担
っ
て
い
る
裁
判
員
裁
判
の
構
成
に
つ
い
て
、
一

般
市
民
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
あ
る
。
衆
議
院
議
員
選
挙
の
選
挙
権
を
有
す
る
誰
も
が
選
ば
れ
る
可
能
性
が
あ
る
「
裁
判
員
」
と
い
う
、

国
民
と
し
て
の
権
利
に
つ
い
て
、
実
践
的
基
礎
知
識
を
提
供
す
る
意
義
は
大
き
い
。

し
か
し
、
真
の
狙
い
は
、
そ
れ
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
事
実
認
定
の
公
判
の
場
面
で
は
、
主
に
傾
聴
力
や
論
理
的
思
考
力
を
養
い
、

評
議
の
場
面
で
は
、
加
え
て
、
自
己
表
現
力
と
判
断
力
を
磨
く
の
で
あ
る
。
裁
判
員
裁
判
の
②
の
部
分
の
評
議
に
お
い
て
、
裁
判
員
と
い

う
立
場
に
立
ち
、
検
察
側
・
弁
護
側
双
方
が
提
出
し
て
き
た
証
拠
物
や
証
人
の
供
述
、
被
告
人
質
問
な
ど
の
証
拠
を
も
と
に
、
大
い
に
議

論
さ
せ
る
。
学
生
を
対
象
と
し
た
模
擬
裁
判
で
は
、
事
前
に
脚
本
を
読
み
、
教
員
や
保
護
者
と
評
議
に
お
け
る
質
問
や
自
分
の
見
解
を
ま

と
め
て
き
て
い
る
者
も
い
る
。
し
か
し
、
証
人
・
被
告
人
の
返
答
に
よ
っ
て
全
く
予
想
し
な
か
っ
た
展
開
に
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
適

応
力
・
即
断
力
が
試
さ
れ
る
。

高
校
生
や
大
学
生
を
対
象
と
し
た
模
擬
裁
判
で
は
、
聴
衆
の
中
か
ら
裁
判
員
に
立
候
補
が
あ
る
の
で
、
そ
の
場
で
裁
判
員
若
し
く
は
補
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年
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月
）

（
九
〇
四
）

充
裁
判
員
と
し
て
選
任
し
、
二
、
三
名
は
参
加
し
て
も
ら
う
。

日
本
で
は
、
自
由
に
議
論
を
す
る
中
で
論
理
的
に
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
す
る
方
式
は
、
あ
ま
り
好
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
話
し
合
い
で

も
会
議
で
も
、
権
力
主
導
型
や
大
声
主
張
型
の
人
の
意
見
が
通
る
こ
と
が
多
い
。
日
本
で
は
、
目
立
た
な
い
こ
と
が
良
い
こ
と
の
よ
う
な

風
潮
が
未
だ
に
強
い
。
憲
法
で
表
現
の
自
由
は
保
障
さ
れ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
学
校
教
育
の
段
階
で
、
主
義
・
主
張
を
形
成
す
る

機
会
は
あ
ま
り
な
い
。
法
の
下
の
平
等
が
叫
ば
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
社
会
生
活
に
お
い
て
は
、
差
別
や
い
じ
め
は
跡
を
絶
た
な
い
。

人
々
の
価
値
基
準
は
、
物
事
の
良
し
悪
し
よ
り
、
地
域
社
会
の
根
底
に
流
れ
る
「
長
幼
の
序
」
や
因
習
的
な
「
和
」
の
精
神
と
い
っ
た
古

い
慣
習
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
（
13
）

。
二
十
一
世
紀
の
日
本
は
、
未
だ
真
の
民
主
主
義
に
は
程
遠
い
状
態
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
だ
け
に
、
活
力
あ
る
明
る
い
社
会
を
形
成
す
る
一
つ
の
方
策
と
し
て
、
模
擬
裁
判
に
お
け
る
評
議
の
場
面
は
、
模
擬
（
バ
ー
チ
ャ

ル
）
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
議
論
に
基
づ
い
て
自
分
の
意
見
を
形
成
し
、
主
張
し
、
決
断
す
る
と
い
う
活
動
が
で
き
る
格
好
の
場
な
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
刑
事
裁
判
に
お
け
る
評
議
の
場
面
は
、
争
点
を
中
心
に
議
論
を
積
み
上
げ
、
有
罪
・
無
罪
を
明
確
に
判
断
す

る
「
主
体
的
に
考
え
行
動
す
る
人
格
」
を
形
成
す
る
一
助
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

中
学
生
の
例
を
示
そ
う
。
裁
判
員
が
、
証
人
間
の
供
述
の
矛
盾
に
つ
い
て
の
指
摘
や
検
察
官
・
弁
護
人
の
立
証
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と

な
ど
を
突
い
て
、
真
実
の
在
り
か
を
探
る
。
評
決
に
至
る
過
程
で
は
、「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
と
い
う
刑
事
訴
訟
法
の
原
則

が
検
証
さ
れ
る
。
有
罪
と
判
断
し
た
場
合
は
、
刑
罰
で
は
な
く
治
療
に
向
か
わ
せ
た
方
が
社
会
秩
序
の
維
持
と
被
告
人
の
幸
せ
に
つ
な
が

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ま
た
、
被
告
人
の
出
所
後
の
更
生
方
法
や
残
さ
れ
た
家
族
に
つ
い
て
も
思
い
を
馳
せ
る
。
同
時
に
、
被
害

者
の
こ
と
、
被
害
者
家
族
の
思
い
も
含
め
、
裁
判
員
の
苦
悩
の
議
論
が
続
い
た
。

決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
一
人
の
人
間
の
人
生
と
い
う
重
大
な
事
柄
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
深
い
思
考
と
議
論
が
展
開
さ
れ

六
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育
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野
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る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
然
と
、
自
分
の
人
生
や
社
会
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
振
り
返
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ほ
ど
、
真
剣
に
悩
み
、
あ

ら
ゆ
る
角
度
か
ら
人
間
と
行
為
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
は
そ
う
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

私
た
ち
が
刑
事
裁
判
に
よ
る
模
擬
裁
判
を
行
っ
て
い
る
理
由
は
、
裁
判
員
裁
判
が
刑
事
裁
判
の
中
で
も
重
大
事
件
を
扱
っ
て
い
る
か
ら

だ
け
で
な
く
、
刑
事
裁
判
は
理
非
曲
直
が
明
確
で
あ
る
こ
と
、
生
命
の
よ
う
な
重
大
な
法
益
を
対
象
と
す
る
の
で
、
人
々
の
心
的
葛
藤
が

大
き
く
、
個
人
個
人
の
大
き
な
成
長
が
期
待
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

（
2
）　

民
主
的
社
会
人
を
育
成
す
る
法
育

模
擬
裁
判
教
育
は
、
法
育
の
中
核
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
特
に
評
議
の
場
面
は
、
法
育
の
成
果
が
体
現
さ
れ
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
・

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
方
式
（F

orum
 discussion

）
で
あ
る
（
14
）

。
こ
こ
に
、
中
学
校
で
実
践
す
る
場
合
の
通
常
の
指
導
の
流
れ
を
示
す
。

〈模擬裁判の指導内容〉

○裁判についての基本

・司法の流れ

・裁判員制度

○裁判傍聴（解説付き）

（刑事施設参観）

○脚本配布

○配役決定

○脚本読み合わせ

（練習）

○演出指導

○模擬裁判　公開

○事後検討会

こ
の
図
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
模
擬
裁
判
は
、
単
独
で
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
民
主
的
社
会
人
を
育
成
す
る
法
育
の
総
合
的
成

果
を
体
現
す
る
場
で
あ
る
。

言
い
添
え
る
な
ら
ば
、
Ａ
，
解
説
を
付
け
て
裁
判
傍
聴
を
行
っ
た
場
合
、
Ｂ
，
解
説
な
し
で
裁
判
傍
聴
の
み
を
行
っ
た
場
合
、
Ｃ
，
裁
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判
傍
聴
を
行
わ
ず
に
模
擬
裁
判
に
臨
ん
だ
場
合
で
は
、
参
加
者
の
模
擬
裁
判
に
対
す
る
取
り
組
む
姿
勢
（
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
度
）
が
全
く
異
な

る
。
む
ろ
ん
、
積
極
性
が
最
大
に
な
る
グ
ル
ー
プ
は
、
Ａ
の
傍
聴
し
た
裁
判
内
容
に
つ
い
て
、
傍
聴
終
了
後
、
専
門
家
が
解
説
を
行
っ
た

場
合
で
あ
る
。

（
3
）　

多
様
な
模
擬
裁
判
の
方
式

以
上
の
よ
う
に
、
模
擬
裁
判
の
基
本
方
式
は
、
公
判
と
評
議
の
二
部
構
成
に
よ
る
裁
判
員
裁
判
方
式
で
あ
る
が
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う

な
構
成
、
素
材
、
対
象
者
に
よ
っ
て
様
々
な
方
式
を
用
意
し
、
展
開
し
て
い
る
。

Ａ
，
構
成
に
よ
る
分
類

ア
、
脚
本
に
基
づ
く
公
判
＋
評
議
・
評
決

イ
、
脚
本
に
基
づ
く
公
判
＋
争
点
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

ウ
、
脚
本
に
基
づ
く
公
判
＋
実
際
の
裁
判
の
要
旨
の
読
み
上
げ
（
配
布
の
み
も
あ
り
）

エ
、
一
定
の
事
実
認
定
を
示
し
た
上
で
、
評
議
・
評
決
の
み

オ
、
脚
本
の
骨
子
を
示
し
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
で
展
開
す
る

Ｂ
，
公
判
部
分
の
脚
本
の
材
料
に
よ
る
分
類

ア
、
実
際
の
裁
判
の
判
決
並
び
に
弁
護
側
・
検
察
側
の
上
訴
趣
意
を
参
考
に
し
た
も
の

イ 

、 

未
だ
刑
事
裁
判
が
開
始
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
、
再
審
裁
判
が
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
裁
判
が
な
さ
れ
る
べ
き
と
思

わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
脚
本
化

ウ
、
小
説
を
参
考
素
材
に
し
た
も
の
（
森
鷗
外
『
高
瀬
舟
』、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
な
ど
）

六
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Ｃ
，
対
象
者
に
よ
る
分
類

ア
、
小
学
生
向
け

イ
、
中
学
生
向
け

ウ
、
高
校
生
向
け

エ
、
大
学
生
向
け

オ
、
社
会
人
向
け

　
　
（
対
象
者
の
資
質
・
能
力
に
よ
っ
て
、
共
通
の
脚
本
を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
）

以
上
の
よ
う
な
多
様
な
模
擬
裁
判
方
式
は
、
こ
れ
ま
で
の
二
〇
年
以
上
の
講
座
の
中
で
実
践
し
、
よ
り
わ
か
り
や
す
く
改
善
を
重
ね
て

き
た
も
の
で
あ
る
。

（
4
）　

模
擬
裁
判
の
教
育
効
果

日
本
に
裁
判
員
裁
判
が
導
入
さ
れ
て
以
来
、
七
年
の
時
を
経
た
。
い
く
つ
か
の
課
題
を
抱
え
つ
つ
も
定
着
し
て
き
て
い
る
。
体
験
者
か

ら
は
、
裁
判
員
と
し
て
参
加
し
て
良
か
っ
た
と
い
う
声
が
多
く
聞
か
れ
る
（
15
）

。

模
擬
裁
判
終
了
後
は
、
傍
聴
し
た
保
護
者
・
教
員
か
ら
、
児
童
・
生
徒
の
成
長
ぶ
り
を
見
て
、
感
動
と
感
謝
の
声
を
い
た
だ
く
。
そ
れ

だ
け
で
な
く
、
自
分
も
参
加
し
て
勉
強
す
る
機
会
を
作
っ
て
ほ
し
い
と
の
声
が
多
い
の
に
驚
か
さ
れ
る
。

こ
こ
で
、
裁
判
員
裁
判
に
向
か
う
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
、
裁
判
形
式
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

裁
判
員
裁
判
導
入
以
前
の
裁
判
で
は
、
調
書
裁
判
主
義
が
蔓
延
し
、
刑
事
裁
判
は
裁
判
官
が
直
接
証
人
の
証
言
な
ど
を
通
し
て
心
証
形

六
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成
す
る
の
で
は
な
く
、
警
察
官
・
検
察
官
の
頭
の
中
で
構
成
さ
れ
た
有
罪
認
定
の
構
図
が
書
き
記
さ
れ
た
供
述
調
書
を
も
と
に
裁
判
官
が

有
罪
判
決
を
ま
と
め
る
作
業
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
加
え
て
、
裁
判
官
の
最
も
重
要
な
職
務
で
あ
る
捜
査
当
局
の
監
視
・
指
導
を

怠
っ
た
た
め
に
、
捜
査
官
に
よ
る
自
白
の
強
要
や
証
拠
ね
つ
造
な
ど
の
人
権
侵
害
犯
罪
が
行
わ
れ
、
冤
罪
が
発
生
し
た
。

裁
判
員
裁
判
で
は
、
証
拠
裁
判
主
義
を
徹
底
す
る
。
証
人
が
法
廷
に
立
ち
、
主
尋
問
・
反
対
尋
問
・
補
充
尋
問
を
す
る
中
か
ら
、
真
実

を
見
極
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
裁
判
員
は
、
証
人
や
被
告
人
に
質
問
で
き
る
の
で
、
疑
問
を
投
げ
か
け
る
こ
と
を
通
し
て
、
事
実
認

定
を
固
め
て
い
く
。

模
擬
裁
判
で
は
、
証
人
尋
問
に
つ
い
て
、
と
て
も
重
要
な
位
置
づ
け
を
し
て
い
る
。
脚
本
の
作
者
は
、
脚
本
作
成
段
階
で
、
発
言
内
容

だ
け
で
な
く
、
登
場
人
物
の
性
格
や
行
動
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
設
定
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
参
加
者
に
説
明
す
る
こ
と
は
し
な
い
。

公
判
部
分
の
参
加
者
は
、
脚
本
か
ら
自
分
が
想
像
す
る
人
物
に
な
り
き
っ
た
態
度
と
発
言
を
す
る
。
裁
判
員
か
ら
被
告
人
や
証
人
に
対
し

て
投
げ
か
け
ら
れ
る
質
問
に
対
す
る
返
答
を
脚
本
に
記
し
て
は
な
い
の
で
、
被
告
人
や
証
人
は
、
事
件
現
場
を
想
像
し
て
返
答
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
返
答
に
よ
っ
て
は
、
被
告
人
の
故
意
性
や
状
況
が
大
き
く
変
化
し
、
裁
判
体
に
よ
っ
て
判
決
内
容
が
大
き
く
異
な
る
こ
と

が
あ
る
の
も
、
私
た
ち
の
行
っ
て
い
る
模
擬
裁
判
の
奥
深
さ
で
あ
る
。

Ｏ
小
学
校
で
二
学
級
が
同
時
に
同
じ
脚
本
で
模
擬
裁
判
を
行
っ
た
時
も
、
全
く
異
な
る
判
決
に
な
り
、
そ
れ
を
知
っ
た
教
員
も
児
童
も

大
変
驚
い
て
い
た
。
児
童
た
ち
は
、
何
が
要
因
で
判
決
が
違
う
の
か
協
議
し
始
め
る
場
面
も
見
ら
れ
、
裁
判
に
つ
い
て
よ
り
関
心
が
深

ま
っ
た
。

法
育
は
、
善
悪
、
正
義
と
い
う
こ
と
を
核
と
し
て
、
人
間
や
社
会
に
つ
い
て
多
角
的
か
つ
論
理
的
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
を
大
切
に
し
て

い
る
。
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そ
の
方
法
と
し
て
、
一
方
向
的
な
講
義
形
式
で
は
な
く
、
自
ら
の
目
で
見
て
、
自
ら
動
き
、
自
ら
考
え
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

を
中
心
に
実
施
し
て
い
る
。
特
別
な
模
擬
的
な
（
バ
ー
チ
ャ
ル
な
）
空
間
で
行
う
こ
と
は
、
映
像
や
ポ
ー
タ
ブ
ル
ゲ
ー
ム
と
差
異
は
な
い

と
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
模
擬
裁
判
は
、
個
人
の
活
動
だ
け
で
な
く
、
人
と
人
が
ぶ
つ
か
り
合
う
こ
と
を
含
め
た
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
ー

シ
ョ
ン
で
創
り
上
げ
る
創
造
活
動
と
も
い
え
る
。
そ
の
過
程
で
、
個
人
の
論
理
的
思
考
力
や
協
働
力
な
ど
様
々
な
力
が
養
わ
れ
る
。
加
え

て
、
担
当
す
る
立
場
（
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
）
と
し
て
の
考
え
方
や
社
会
の
見
方
に
つ
い
て
も
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
立
場
に
成
り

き
っ
て
成
し
遂
げ
た
快
感
（
達
成
感
）
は
、
自
信
を
生
み
、
自
己
肯
定
感
に
も
つ
な
が
り
、
そ
の
後
の
人
生
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
る
。
模
擬
裁
判
に
お
け
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
現
実
社
会
に
法
曹
と
い
う
職
業
と
し
て
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
施
後
、「
裁
判

官
に
な
り
た
い
」
と
い
う
将
来
の
目
標
に
も
な
り
う
る
。
実
際
、
模
擬
裁
判
を
体
験
し
て
か
ら
、
法
曹
関
係
者
に
な
る
こ
と
を
心
に
決
め
、

学
習
に
打
ち
込
む
よ
う
に
な
っ
た
生
徒
が
い
る
と
い
う
教
員
か
ら
の
報
告
を
何
度
も
耳
に
す
る
。
た
っ
た
一
回
の
体
験
で
あ
る
に
も
拘
ら

ず
、
参
加
者
の
人
生
を
も
決
定
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
そ
の
意
味
で
は
、
法
育
は
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
一
端
と
宣
言
し
て
も
よ
い

だ
ろ
う
。

三
、
教
育
関
連
法
の
改
正
と
法
育

（
1
）　

戦
後
の
教
育
改
革
の
基
本
理
念

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
主
導
の
も
と
、
日
本
の
民
主
主
義
の
外
枠
が
形
作
ら
れ
て
い
く
。
戦
争
と
い
う
惨
禍
に

向
か
わ
せ
た
戦
前
の
軍
国
主
義
的
・
官
僚
主
義
的
教
育
を
否
定
し
、
教
育
勅
語
が
排
除
さ
れ
、
日
本
国
憲
法
の
精
神
に
則
っ
て
教
育
基
本

法
が
制
定
さ
れ
、
教
育
の
「
民
主
化
」
と
「
地
方
分
権
化
」
並
び
に
、
教
育
の
「
自
主
性
保
障
」
の
理
念
と
改
革
措
置
が
戦
後
の
教
育
改

六
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革
の
基
本
理
念
と
な
っ
て
い
っ
た
。

教
育
行
政
で
は
、「
国
民
の
教
育
を
受
け
る
権
利
」（
憲
二
六
条
）
の
具
体
的
実
現
に
つ
い
て
も
教
育
法
令
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と

と
な
る
。

学
校
教
育
は
、
学
習
指
導
要
領
の
内
容
に
沿
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦
後
間
も
な
く
の
学
習
指
導
要
領
は
、
一
九
四
七
年
に

ア
メ
リ
カ
の
コ
ー
ス
オ
フ
ス
タ
デ
ィ
（
16
）

を
参
考
に
作
成
さ
れ
た
試
案
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
拘
束
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
昭
和
二
十
二

年
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
修
身
」「
歴
史
」「
地
理
」
を
廃
止
し
、
社
会
生
活
を
理
解
し
、
社
会
的
態
度
や
社
会
的
能
力
を
養
う
こ
と

を
目
標
と
し
た
「
社
会
科
」
と
い
う
教
科
が
誕
生
し
た
。「
社
会
」
と
い
う
広
大
な
範
囲
の
中
で
、
ど
こ
を
切
り
取
る
か
は
、
教
員
の
個

性
と
学
校
の
環
境
に
よ
っ
て
異
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
受
験
と
い
う
広
範
囲
の
知
識
を
求
め
る
関
門
が
あ
る
こ
と
で
、
指
導
者
た

ち
は
知
識
詰
め
込
み
方
式
に
傾
い
て
い
っ
た
。
司
法
教
育
に
つ
い
て
は
、
教
科
書
中
の
扱
い
が
薄
く
、
受
験
問
題
に
出
な
い
こ
と
も
あ
っ

て
、
ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
後
の
十
年
ご
と
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
お
い
て
も
、「
生
活
科
」、「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
な
ど
の
時
間
的
枠
組
み
は
設

定
さ
れ
て
き
た
が
、
指
導
内
容
は
、「
道
徳
教
育
の
充
実
」
だ
け
が
謳
わ
れ
、「
民
主
化
」「
自
主
性
保
障
」
の
理
念
は
置
き
去
り
に
さ
れ

て
き
た
。

平
成
十
年
の
改
正
か
ら
、「
生
き
る
力
」
と
い
う
総
括
的
な
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
何
を
生
き
る
力
に
含
め
る
か
、
教
員

は
ど
う
指
導
し
た
ら
よ
い
の
か
わ
か
ら
ず
、
教
育
現
場
は
混
乱
し
、
曖
昧
な
指
導
が
蔓
延
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
2
）　

教
育
関
連
法
の
改
正
と
学
習
指
導
要
領
の
改
訂

平
成
十
八
年
十
二
月
、
約
六
十
年
ぶ
り
に
教
育
基
本
法
が
改
正
さ
れ
た
。
翌
十
九
年
六
月
に
は
、
教
育
三
法
も
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
な

六
七
八



法
育
の
社
会
的
意
義
と
教
育
効
果
（
平
野
）

（
九
一
一
）

る
。
学
校
教
育
法
改
正
で
は
、
新
た
に
義
務
教
育
の
目
標
を
定
め
、
幼
稚
園
か
ら
大
学
ま
で
の
各
学
校
種
の
目
的
・
目
標
も
見
直
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
地
方
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
で
は
、
国
と
教
育
委
員
会
の
責
任
を
明
確
に
し
、
教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公

務
員
特
例
法
で
は
、
教
員
免
許
更
新
制
（
17
）

を
導
入
し
、
教
員
の
資
質
向
上
の
た
め
、
十
年
ご
と
の
教
員
免
許
状
更
新
講
習
を
義
務
づ
け
た
。

そ
れ
を
受
け
て
平
成
二
十
年
に
学
習
指
導
要
領
の
内
容
も
改
訂
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
「
生
き
る
力
」
と
は
、
①
確
か
な
学
力
、
②
豊
か
な
人
間
性
、
③
健
康
・
体
力
の
三
領
域
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く

育
て
る
こ
と
で
培
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。
法
育
は
こ
の
三
領
域
の
中
の
「
②
豊
か
な
人
間
性
」
の
育
成
に
寄
与
す
る
教
育
法
で
あ
る
。

今
回
の
改
訂
が
こ
れ
ま
で
と
大
き
く
異
な
る
点
は
、
教
育
内
容
の
項
目
と
し
て
「
体
験
活
動
の
充
実
」
を
明
確
に
示
し
た
こ
と
に
加
え

て
、「
道
徳
教
育
の
充
実
」
と
し
て
の
内
容
を
よ
り
具
体
化
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
小
学
校
で
は
「
人
間
と
し
て
し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
を
し
な
い
、
き
ま
り
を
守
る
」、
中
学
校
で
は
「
社
会
の
形
成
へ
の
参
画
」、
そ
し
て
、
両
校
種
に
お
い
て
「
体
験
活
動
の
推
進
」
を
挙

げ
て
い
る
。

高
等
学
校
の
主
な
改
善
事
項
で
は
、
言
語
活
動
の
充
実
に
関
し
て
「
国
語
を
は
じ
め
各
教
科
等
で
批
評
、
論
述
、
討
論
な
ど
の
学
習
を

充
実
」
さ
せ
る
こ
と
が
新
た
に
追
加
さ
れ
た
。
批
評
や
討
論
を
教
育
内
容
の
前
面
に
出
す
こ
と
で
、
生
徒
同
士
の
自
主
性
・
主
体
性
を
高

め
よ
う
と
し
た
こ
の
改
訂
は
、
こ
れ
ま
で
の
政
府
に
従
順
な
人
材
の
育
成
か
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
を
生
き
抜
く
こ
と
が
で
き
る
日
本
人

の
育
成
と
い
う
、
未
来
を
見
据
え
た
教
育
の
大
転
換
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
体
験
活
動
の
充
実
の
中
に
、「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の
社
会
奉
仕
や
就
業
体
験
の
充
実
（
特
別
活
動
）」
を
取
り
上
げ
て
い

る
。
受
験
に
向
け
た
知
識
詰
め
込
み
授
業
優
先
の
教
育
か
ら
、
視
野
を
広
げ
、
社
会
を
見
つ
め
る
視
点
の
必
要
性
を
学
習
指
導
要
領
に
盛

り
込
ん
だ
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
知
識
重
視
・
学
歴
偏
重
社
会
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
知
識
基
盤
社
会
に
変
革
し
た
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現
実
を
見
据
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
道
徳
教
育
で
は
、「
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
に
関
す
る
学
習
を
充
実
」
さ
せ
る
こ
と
を
、

公
民
「
現
代
社
会
」
と
特
別
活
動
に
お
い
て
も
実
施
す
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
道
徳
教
育
を
社
会
科
と
他
教
科
に
お
い
て
横
断
的
に

扱
う
こ
と
を
指
導
要
領
に
明
記
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

（
3
）　

法
育
の
視
点
か
ら

法
育
は
、
社
会
科
教
育
、
道
徳
教
育
と
い
う
枠
に
囚
わ
れ
な
い
、
正
に
、
総
合
的
人
間
学
で
あ
る
。
社
会
の
在
り
方
を
多
角
的
視
点
か

ら
見
つ
め
直
し
、
民
主
的
社
会
に
生
き
る
自
主
・
自
律
し
た
人
間
の
生
き
方
を
示
唆
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

社
会
科
の
司
法
制
度
や
裁
判
制
度
な
ど
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
を
得
る
こ
と
は
必
要
だ
が
、
そ
の
た
め
の
教
育
で
は
な
い
。
裁
判
傍
聴

や
更
生
施
設
を
見
学
す
る
こ
と
で
、
社
会
の
現
状
の
一
端
を
知
り
、
人
間
と
は
何
か
を
考
え
さ
せ
る
。
模
擬
裁
判
を
構
築
す
る
段
階
で
は
、

お
互
い
に
批
判
し
合
い
、
た
く
さ
ん
の
議
論
を
重
ね
、
被
告
人
の
人
生
に
つ
い
て
考
え
る
と
共
に
、
自
分
は
ど
の
よ
う
な
質
問
や
発
言
を

し
た
ら
よ
い
の
か
を
言
語
を
駆
使
し
て
考
え
る
。
そ
し
て
、
自
分
は
ど
う
生
き
る
べ
き
か
、
ど
ん
な
社
会
に
す
べ
き
か
を
追
求
し
始
め
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
教
育
的
要
素
を
含
ん
だ
教
育
活
動
が
他
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。

模
擬
裁
判
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
重
要
な
基
礎
的
要
素
と
し
て
は
第
一
に
言
語
能
力
の
育
成
が
挙
げ
ら
れ
る
。
授
業
の
中
で
の
担

任
の
取
り
組
み
に
加
え
て
、
学
校
と
し
て
、
校
長
主
導
の
取
り
組
み
は
効
果
的
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
十
年
近
く
、
毎
年
、
模
擬
裁
判
を
実
施
し
て
い
る
東
京
都
北
区
立
Ｏ
小
学
校
に
指
導
に
行
く
と
、
児
童
は
言
語
に
つ
い
て
の

興
味
・
関
心
が
高
く
、
た
い
へ
ん
積
極
的
に
質
問
し
て
く
る
。
日
常
の
学
習
時
に
辞
書
を
引
く
癖
が
つ
い
て
い
る
の
で
、
わ
か
ら
な
い
こ

と
は
す
ぐ
に
辞
書
で
調
べ
る
。
分
厚
い
辞
書
は
付
箋
だ
ら
け
で
、
ボ
ロ
ボ
ロ
で
あ
る
。
難
解
な
法
律
用
語
に
つ
い
て
も
、
自
ら
辞
書
を
引

き
、
ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
で
調
べ
、
そ
し
て
、
指
導
者
に
も
質
問
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
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国
語
の
研
究
校
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
土
壌
を
形
作
っ
た
の
は
、
前
校
長
（
法
育
を
小
学
校
教
育
に
取
り
入
れ

た
校
長
）
の
取
り
組
み
に
あ
る
。
毎
月
一
つ
の
有
名
な
詩
を
校
長
が
選
定
し
、
一
年
生
か
ら
六
年
生
ま
で
が
そ
の
詩
を
暗
記
す
る
。
暗
唱

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
休
み
時
間
な
ど
の
時
間
を
見
つ
け
て
は
校
長
室
に
行
き
、
校
長
先
生
の
前
で
発
表
す
る
の
で
あ
る
。
見
事
に

暗
唱
で
き
た
児
童
に
は
、
賛
美
と
シ
ー
ル
な
ど
の
ご
褒
美
を
与
え
、
達
成
感
を
味
合
わ
せ
る
。
早
く
覚
え
ら
れ
た
児
童
は
、
集
会
の
時
な

ど
に
全
校
児
童
の
前
で
発
表
さ
せ
る
。
早
く
覚
え
た
い
と
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
練
習
し
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
日
常
の
言
語
活
動
は
、
語
彙
を
増
や
す
だ
け
で
な
く
、
知
ら
な
い
言
葉
へ
の
抵
抗
感
を
減
ら
し
、
興
味
を
厚
く
す
る
。

校
長
と
い
う
、
児
童
に
と
っ
て
は
手
の
届
か
な
い
存
在
に
感
じ
て
い
る
人
の
前
で
詩
を
述
べ
る
こ
と
は
、
さ
ぞ
か
し
緊
張
す
る
こ
と
だ
ろ

う
。
学
級
で
は
、
発
表
で
き
る
児
童
と
そ
う
で
な
い
児
童
の
格
差
が
存
在
す
る
が
、
全
員
が
平
等
に
校
長
室
と
い
う
特
別
な
空
間
に
入
る

こ
と
が
で
き
、
表
現
す
る
機
会
が
他
に
も
数
多
く
準
備
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
主
体
的
・
能
動
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
抵
抗
感
が
薄
い

の
で
あ
る
と
思
う
。

し
た
が
っ
て
、
模
擬
裁
判
で
も
、
発
言
し
た
い
児
童
が
、
ほ
ぼ
学
級
の
全
員
の
三
十
名
で
あ
る
の
で
、
二
学
級
の
場
合
は
、
二
つ
の
法

廷
を
同
時
に
開
廷
す
る
。
一
学
級
の
場
合
は
、
児
童
の
希
望
・
意
欲
を
大
切
に
し
、
弁
護
人
が
五
人
、
検
察
官
が
四
人
、
被
告
人
も
男
女

二
人
が
交
代
で
発
言
す
る
な
ど
、
一
つ
の
役
割
を
分
担
し
て
行
う
形
態
で
実
施
す
る
こ
と
も
多
い
。
過
去
に
は
、
傍
聴
席
に
児
童
の
姿
は

な
く
、
保
護
者
と
教
員
が
溢
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

四
、
生
涯
学
習
と
し
て
の
法
育

こ
れ
ま
で
、
法
育
の
対
象
者
と
し
て
き
た
の
は
、
小
学
生
、
中
学
生
、
高
校
生
、
大
学
生
、
そ
し
て
、
社
会
人
で
あ
る
。
今
後
は
、
対
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象
者
の
範
囲
を
、
障
害
者
、
更
生
施
設
に
入
所
し
て
い
る
少
年
た
ち
に
も
広
げ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
様
々
な
年
代
の
参
加
者
か
ら
、
犯
罪
予
防
効
果
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
非
行
防
止
教

育
・
安
全
教
育
と
し
て
の
役
割
を
ど
れ
ほ
ど
果
た
し
て
い
る
の
か
と
い
う
追
跡
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
、
検
証
し
よ
う
が
な
い
が
、

体
験
者
か
ら
実
感
と
し
て
意
見
を
言
わ
れ
る
の
は
有
難
い
こ
と
で
あ
る
。
模
擬
裁
判
で
は
、
犯
罪
予
防
的
効
果
を
期
待
し
た
題
材
も
取
り

上
げ
る
。
加
え
て
、
被
害
予
防
の
た
め
の
心
構
え
や
被
害
に
遭
っ
た
時
の
行
動
指
針
も
指
導
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
法
律
に
つ
い
て
の

興
味
・
関
心
を
深
め
、
自
己
防
衛
力
を
高
め
て
ほ
し
い
か
ら
で
あ
る
。
法
育
の
効
果
が
花
開
い
て
い
く
の
に
は
時
間
が
か
か
る
か
ら
こ
そ
、

繰
り
返
し
の
指
導
が
重
要
で
あ
る
と
思
う
。

人
々
は
、
マ
ス
コ
ミ
や
書
物
か
ら
断
片
的
な
法
律
や
犯
罪
に
つ
い
て
の
知
識
を
得
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
こ
か
他
人
事
で
、
自
分
に
は

関
係
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
ま
た
、
犯
罪
は
恐
ろ
し
い
、
犯
罪
者
は
「
特
別
な
悪
い
人
間
」
と
い
う
誤
っ
た
認
識
が
あ
る
の
で
、
犯
罪
者

の
更
生
ま
で
思
い
は
及
ば
な
い
。
犯
罪
や
刑
罰
に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
を
得
る
機
会
が
な
い
ま
ま
社
会
人
と
な
り
、
親
に
な
る
。

一
般
刑
法
犯
の
検
挙
人
数
で
は
、
二
十
歳
未
満
の
検
挙
数
が
減
少
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
五
十
代
以
上
の
検
挙
人
数
が
十
年
前
に
比

べ
て
倍
増
し
て
い
る
（
18
）

。
長
老
者
が
犯
罪
に
手
を
染
め
て
い
て
は
、
少
年
た
ち
は
誰
を
手
本
に
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。
社
会
教
育
と
し
て

も
法
育
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。
体
験
で
得
た
知
識
は
、
書
物
で
得
た
知
識
よ
り
、
長
時
間
、
鮮
明
に
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。
ま
し
て

や
、
違
う
発
達
段
階
で
模
擬
裁
判
体
験
を
重
ね
れ
ば
、
よ
り
確
実
な
知
識
と
な
り
行
動
規
範
と
な
る
に
違
い
な
い
。

模
擬
裁
判
を
体
験
し
た
生
徒
や
傍
聴
し
た
教
員
・
保
護
者
か
ら
、「
も
っ
と
幼
い
う
ち
か
ら
指
導
し
て
ほ
し
か
っ
た
」「
他
の
犯
罪
に
つ

い
て
扱
っ
た
模
擬
裁
判
も
体
験
し
た
い
」「
毎
月
、
模
擬
裁
判
の
授
業
を
し
て
ほ
し
い
」
な
ど
と
い
う
ご
意
見
を
多
数
い
た
だ
く
。

法
育
の
活
動
は
、
生
涯
学
習
と
し
て
、
人
生
の
中
で
反
復
的
・
継
続
的
に
体
験
す
べ
き
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
。 六
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法
育
の
社
会
的
意
義
と
教
育
効
果
（
平
野
）

（
九
一
五
）

五
、
未
来
へ
の
課
題

（
1
）　

現
代
社
会
の
抱
え
る
難
問

①
急
速
に
変
化
し
て
い
る
現
代
社
会
に
つ
い
て
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
、
情
報
社
会
、
多
様
性
社
会
、
知
識
基
盤
社
会
、
格
差
社
会
な

ど
と
表
現
さ
れ
、
ど
れ
も
社
会
の
有
様
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
的
確
に
切
り
取
っ
て
い
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
高
度
成
長
時
代

を
経
て
、
日
本
は
、
先
進
国
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
、
成
熟
社
会
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
人
々
の
利
便
性
と
長
寿
へ
の
欲
望
は

留
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
技
術
の
進
歩
は
よ
り
加
速
し
て
い
る
。

特
に
、
情
報
産
業
分
野
に
お
け
る
進
化
は
飛
ぶ
鳥
を
落
と
す
勢
い
で
、
人
間
が
人
間
の
知
力
を
越
え
る
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
を
作
り
出

し
た
（
19
）

。
二
〇
一
六
年
三
月
に
は
、
人
間
の
究
極
の
知
的
ゲ
ー
ム
で
あ
る
囲
碁
の
世
界
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
、
イ
・
セ
ド
ル
が
人
工
知
能
の
ソ
フ

ト
Ａ
ｌ
ｐ
ｈ
ａ
Ｇ
ｏ
（
ア
ル
フ
ァ
碁
）
に
敗
北
し
た
。
十
五
万
の
局
面
を
人
工
知
能
に
学
習
さ
せ
、
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
（
20
）

に
よ
っ
て
勝

つ
時
の
共
通
の
石
の
並
び
方
を
選
び
出
し
た
結
果
だ
と
い
う
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、
与
え
ら
れ
た
コ
マ
ン
ド
を
た
だ
単
純
に
実
行
す
る
機

械
と
思
わ
れ
て
き
た
が
、
近
い
将
来
、
人
間
の
脳
の
働
き
に
よ
り
近
い
、
思
考
や
心
を
持
つ
自
律
的
人
工
知
能
を
持
つ
Ａ
Ｉ
ロ
ボ
ッ
ト
が
、

一
家
に
一
台
と
い
う
時
代
が
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
宇
宙
物
理
学
者
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ホ
ー
キ
ン
グ
博
士
は
、「
Ａ
Ｉ
が
知
力
で
人
類
を

上
回
る
よ
う
に
な
る
」「
Ａ
Ｉ
が
人
間
の
力
を
借
り
ず
、
自
律
的
に
問
題
を
改
善
す
る
能
力
を
持
つ
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
う
遠
く
な
い
将

来
、
真
の
リ
ス
ク
と
な
り
う
る
」
と
警
告
し
て
い
る
（
21
）

。

あ
ま
り
の
技
術
進
歩
の
速
さ
に
、
未
来
の
社
会
が
予
測
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
社
会
で
仕
事
を
し
、
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
ど
ん

な
力
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
。
人
間
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
を
模
索
・
創
造
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
育
が
負
う
責
任
は
大
き
い
。

六
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本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
九
一
六
）

②
地
域
社
会
が
崩
壊
す
る
と
共
に
、
家
族
や
家
庭
の
在
り
方
が
著
し
く
変
容
し
て
き
て
い
る
現
在
、
少
子
化
に
よ
る
過
度
の
子
ど
も
へ

の
愛
着
に
よ
り
生
じ
る
問
題
、
自
己
中
心
的
な
思
考
に
よ
る
多
様
な
紛
争
や
犯
罪
が
跡
を
絶
た
な
い
。
平
成
二
十
五
年
度
の
児
童
相
談
所

へ
の
児
童
虐
待
相
談
件
数
は
、
七
三
七
六
五
件
と
な
り
、
過
去
最
高
で
あ
る
（
22
）

。
自
分
が
置
か
れ
て
い
る
客
観
的
状
況
を
冷
静
に
認
識
さ

せ
、
情
緒
的
感
情
を
合
理
的
・
客
観
的
な
方
向
に
向
け
る
た
め
の
支
援
が
で
き
る
人
材
を
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
規
範
力
を
備
え
た

人
間
を
育
成
す
る
こ
と
は
、
自
己
理
解
を
深
め
、
他
者
理
解
に
努
め
、
将
来
的
に
は
、
弱
者
を
支
援
す
る
人
材
育
成
に
役
立
つ
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

（
2
）　

法
育
の
課
題

第
一
に
、
教
員
の
資
質
向
上
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
学
校
教
育
で
は
、
教
育
内
容
や
求
め
ら
れ
る
人
間
像
が
大
転
換
し
て
い

る
。
し
か
し
、
長
年
に
わ
た
り
多
く
の
教
育
現
場
を
経
験
し
て
き
た
者
と
し
て
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
教
員
の
意
識
変
革
は
遅
々
と
し
て

進
ん
で
い
な
い
。

教
員
免
許
更
新
講
習
に
お
い
て
模
擬
裁
判
教
育
を
体
験
し
た
教
員
は
、
口
を
揃
え
て
、「
素
晴
ら
し
い
経
験
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
」
と

感
謝
の
意
を
述
べ
る
。
し
か
し
、
自
校
で
自
ら
実
践
す
る
教
員
は
、
受
講
数
の
数
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
尋
ね
て
み
る
と
、
①
法
律
的
知

識
が
な
い
の
で
、
指
導
で
き
な
い
。
②
効
果
あ
る
脚
本
を
作
れ
る
自
信
が
な
い
。
③
新
た
な
取
り
組
み
に
な
る
の
で
、
学
校
側
を
説
得
で

き
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
主
な
理
由
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
若
干
の
説
明
を
試
み
る
と
以
下
の
通
り
で
あ

る
。①

社
会
科
教
員
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
は
不
確
か
な
知
識
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
社
会
の
変
化
に
敏
感
に
反
応

し
、
積
極
的
に
新
た
な
事
象
や
制
度
に
つ
い
て
学
習
し
よ
う
と
す
る
意
欲
が
な
け
れ
ば
、
児
童
・
生
徒
に
時
代
に
即
し
た
知
識
と
技
能
を

六
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法
育
の
社
会
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意
義
と
教
育
効
果
（
平
野
）

（
九
一
七
）

身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
し
て
や
、
道
徳
科
や
国
語
科
の
教
員
と
も
な
れ
ば
、
法
律
と
聞
い
た
だ
け
で
拒
絶
反
応
を
示
す
。

我
々
の
行
っ
て
い
る
模
擬
裁
判
教
育
は
、
裁
判
員
教
育
の
一
端
も
担
っ
て
い
る
の
で
、
刑
事
司
法
の
流
れ
や
基
本
的
な
法
律
用
語
を
学

ぶ
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
外
部
人
材
を
利
用
す
れ
ば
済
む
こ
と
で
あ
る
。
方
法
は
と
も
か
く
、
依
頼
す
れ
ば
、
裁
判
所
だ
け
で

な
く
、
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
行
政
書
士
の
方
々
も
指
導
者
や
助
言
者
と
し
て
関
わ
っ
て
く
れ
る
。
担
任
教
員
は
特
に
多
忙
で
あ
る
の
で
、

外
部
人
材
や
副
担
任
、
他
教
科
の
教
員
な
ど
の
力
を
借
り
て
、
ま
ず
は
、
実
践
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。

②
脚
本
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
許
可
を
得
れ
ば
模
擬
裁
判
実
践
集
か
ら
拝
借
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
本
来
は
、
悩
み
な

が
ら
で
も
教
員
自
身
が
作
成
し
た
方
が
、
教
員
自
身
の
成
長
の
糧
と
な
る
の
だ
が
、
時
間
的
・
能
力
的
制
約
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
場
合

は
、
ま
ず
は
他
人
の
作
成
し
た
脚
本
を
も
と
に
実
行
し
て
み
る
の
が
一
番
で
あ
る
。
Ｖ
Ｔ
Ｒ
教
材
や
実
際
の
事
件
を
基
に
、
法
律
上
の
争

点
と
あ
ら
す
じ
を
考
え
て
、
指
導
経
験
者
や
法
律
家
と
と
も
に
組
み
立
て
て
い
く
の
も
よ
い
だ
ろ
う
。
失
敗
し
て
も
実
行
し
て
み
る
こ
と

だ
。
実
行
す
れ
ば
、
児
童
・
生
徒
の
心
の
成
長
に
感
動
し
、
そ
こ
か
ら
、
教
員
自
身
の
意
欲
も
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
実
践

か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
模
擬
裁
判
は
、
生
徒
だ
け
で
な
く
教
員
に
つ
い
て
も
、
教
育
に
対
す
る
意
欲
を
増
進
し
、
自
己
肯
定
感
を

高
め
る
双
方
向
的
教
育
力
を
有
し
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
題
材
を
変
え
て
何
度
も
様
々
な
発
達
段
階
で
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
。
模
擬
裁
判
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
児
童
・
生
徒
の

心
の
成
長
は
、
二
乗
、
三
乗
に
増
大
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
教
員
研
修
に
取
り
入
れ
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

近
い
将
来
、
中
学
生
・
高
校
生
に
よ
る
脚
本
選
手
権
大
会
を
企
画
す
る
予
定
で
あ
る
。

③
二
〇
〇
九
年
五
月
に
法
務
省
主
導
で
裁
判
員
制
度
が
始
ま
っ
て
、
い
き
な
り
司
法
と
い
う
特
別
な
領
域
に
、
一
般
市
民
が
参
加
で
き

る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
人
々
に
畏
れ
と
戸
惑
い
が
あ
る
の
は
仕
方
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
司
法
改
革
に
よ
っ
て
、

六
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
九
一
八
）

日
本
が
よ
う
や
く
真
の
民
主
主
義
社
会
へ
の
第
一
歩
を
歩
み
始
め
た
の
は
明
白
で
あ
る
。

そ
し
て
、
二
〇
一
六
年
七
月
か
ら
、
選
挙
年
齢
が
十
八
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
（
23
）

。
十
八
歳
以
上
の
国
民
が
「
主
権
者
の
代
表
」
と
し

て
、
国
の
政
治
に
参
加
す
る
権
利
を
保
障
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
衆
議
院
選
挙
の
有
権
者
の
中
か
ら
裁
判
員
は
選
任
さ
れ
る
の
で
、
今
後
は
、

十
八
歳
か
ら
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
一
層
、
高
等
学
校
ま
で
の
教
育
課
程
で
裁
判
員
と

し
て
の
職
務
と
心
構
え
に
つ
い
て
学
ぶ
必
要
性
が
出
て
き
た
。
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
公
民
教
育
の
一
部
が
、「
主
権
者
教
育
（
24
）

」
と
名

を
変
え
て
推
奨
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
管
理
職
と
し
て
も
学
校
教
育
の
中
で
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
は
強
く

な
っ
て
い
る
。

第
一
に
、
学
校
教
育
で
、
児
童
・
生
徒
に
継
続
的
に
指
導
を
行
い
、
法
育
の
指
導
者
に
成
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

教
員
養
成
段
階
で
、
法
育
の
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
や
各
校
の
教
員
研
修
で
模
擬
裁
判
な
ど
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
即
戦
力
と
し
て
の

法
育
指
導
教
員
を
育
成
で
き
れ
ば
、
教
員
の
資
質
向
上
に
役
立
ち
、
国
民
の
意
識
改
革
は
速
度
を
増
す
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
は
、
異
地
域
・
異
年
齢
交
流
と
し
て
の
模
擬
裁
判
を
実
現
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
Ｋ
中
学
校
で
は
、
二
年
生
が
三
年
生
の
実

施
す
る
模
擬
裁
判
を
傍
聴
す
る
。
模
擬
裁
判
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、
次
年
度
、
自
分
た
ち
が
実
施
す
る
と
き
に
は

よ
り
良
い
も
の
に
し
た
い
と
い
う
意
欲
を
掻
き
立
て
て
い
る
。
三
年
生
か
ら
二
年
生
に
直
接
的
指
導
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
二
年
生
も
裁

判
や
法
律
に
つ
い
て
興
味
を
持
ち
、
自
主
的
に
調
べ
た
り
、
す
す
ん
で
裁
判
傍
聴
に
行
っ
た
り
し
て
い
る
と
聞
く
。

学
校
教
育
の
中
で
は
「
縦
割
り
」
と
い
う
の
だ
が
、
校
内
だ
け
で
な
く
、
発
達
段
階
の
異
な
る
学
校
種
間
で
指
導
・
実
践
す
る
の
も
効

果
的
だ
と
思
う
。
こ
れ
ま
で
も
、
大
学
生
が
模
擬
裁
判
の
時
に
、
裁
判
員
の
役
割
を
中
学
生
に
指
導
し
た
こ
と
は
あ
っ
た
。
今
後
は
、
大

学
生
が
指
導
者
と
な
り
、
高
校
生
を
指
導
し
て
模
擬
裁
判
を
実
施
す
る
こ
と
や
地
域
の
人
々
が
指
導
者
と
な
っ
て
学
生
を
指
導
す
る
な
ど
、

六
八
六



法
育
の
社
会
的
意
義
と
教
育
効
果
（
平
野
）

（
九
一
九
）

指
導
形
態
を
拡
張
し
て
み
た
い
。
様
々
な
場
面
を
用
意
す
る
こ
と
で
、
多
様
性
社
会
に
生
き
る
適
応
力
を
伸
長
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

第
三
に
、
将
来
的
に
は
、「
サ
ー
ビ
ス
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
と
し
て
の
法
育
に
も
取
り
組
み
た
い
。
サ
ー
ビ
ス
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
は
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
連
携
し
た
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
で
あ
る
が
、
現
在
の
学
校
教
育
で
は
、
学
生
を
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
、
数
回

参
加
さ
せ
て
、
感
想
を
書
か
せ
て
講
座
は
終
わ
り
、
と
い
う
こ
と
が
多
い
。
教
育
と
し
て
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
共
同
体
と
し
て
の
社
会

に
参
画
さ
せ
て
い
く
だ
け
で
な
く
、
社
会
の
在
り
方
を
批
判
的
に
捉
え
、
利
害
の
衝
突
も
体
験
さ
せ
る
経
験
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
問
題
を
発
見
さ
せ
、
変
革
す
る
と
こ
ろ
ま
で
関
わ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
本
当
の
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
と

な
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
は
大
学
教
育
の
中
で
本
気
で
行
え
ば
、
活
気
あ
る
地
域
づ
く
り
に
大
い
に
役
立
つ
。
私
も
法
育
の
活
動
と
並
行
し
て
、
過
疎
地

活
性
化
や
乳
児
・
幼
児
を
持
つ
保
護
者
た
ち
の
交
流
の
場
づ
く
り
を
行
っ
て
き
た
が
、
学
生
を
参
加
さ
せ
る
と
な
る
と
、
卒
業
後
も
い
か

に
継
続
さ
せ
る
か
が
鍵
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
生
か
し
て
取
り
組
ん
で
み
た
い
教
育
法
で
あ
る
。

（
3
）　

日
本
法
育
学
会
の
設
立

当
初
は
有
志
で
始
め
た
模
擬
裁
判
教
育
で
あ
っ
た
が
、
徐
々
に
教
育
的
内
容
を
増
や
し
、
五
年
ほ
ど
前
か
ら
は
、
毎
月
、
テ
ー
マ
を
決

め
て
勉
強
会
を
開
催
す
る
組
織
と
し
て
「
日
本
法
育
研
究
会
」
が
設
立
さ
れ
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
る
な
ど
、
デ
ー
タ
的
検
証
を
始
め
た

の
も
、
そ
の
頃
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
〇
一
六
年
一
月
か
ら
は
、
会
員
か
ら
の
強
い
要
望
で
、「
日
本
法
育
学
会
」
と
い
う
全
国
組

織
と
な
っ
た
。
今
後
は
、
日
本
各
地
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
実
践
報
告
も
楽
し
み
で
あ
る
。
二
〇
一
六
年
六
月
二
十
五
日
に
は
、
第
一
回
全

国
研
究
大
会
を
開
催
し
た
。
木
谷
明
先
生
の
特
別
講
演
や
様
々
な
分
野
の
研
究
者
の
方
々
の
発
表
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
い
、
と
て
も
有

意
義
で
、
実
り
多
い
大
会
と
な
っ
た
。

六
八
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
九
二
〇
）

こ
れ
か
ら
も
総
合
的
人
間
教
育
と
し
て
の
法
育
の
充
実
を
図
り
、
そ
の
教
育
方
法
と
効
果
に
つ
い
て
研
究
を
深
め
る
と
共
に
、
そ
の
普

及
に
努
め
た
い
。

（
1
） 

平
成
一
八
年
一
二
月
改
正
。
こ
れ
か
ら
の
教
育
の
あ
る
べ
き
姿
、
目
指
す
べ
き
理
念
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

（
2
） 

平
成
一
九
年
六
月
、「
学
校
教
育
法
」、「
地
方
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
」、「
教
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
」
の
三
法

が
改
正
さ
れ
た
。

（
3
） 

教
員
に
よ
る
一
方
的
な
講
義
形
式
の
教
育
と
は
異
な
り
、
学
修
者
の
能
動
的
な
学
修
へ
の
参
加
を
取
り
入
れ
た
教
授
・
学
習
法
の
総
称
（
平
成

二
四
年
八
月
二
八
日
中
央
教
育
審
議
会
答
申
）。

（
4
） 

「
道
徳
的
価
値
を
学
び
、
そ
れ
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
行
動
モ
デ
ル
を
観
察
し
、
多
様
な
価
値
観
が
交
錯
す
る
問
題
に
つ
い
て
解
決
を
は
か
る

こ
と
で
、
次
第
に
核
心
価
値
を
深
く
理
解
し
、
多
様
な
資
質
・
能
力
を
身
に
つ
け
る
よ
う
に
な
る
」
教
育
で
あ
る
（
柳
沼
良
太
『
実
効
性
の
あ
る
道

徳
教
育　

日
米
比
較
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
』
教
育
出
版
、
二
〇
一
五
年
、
五
〇
・
五
一
頁
）。

（
5
） 

例
と
し
て
、「
誠
実
」「
正
義
」「
お
も
い
や
り
」「
公
平
」「
信
頼
」「
責
任
」「
尊
重
」
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
に
お
い
て
広
く
認
め
ら
れ
て
い

る
価
値
を
さ
す
。

（
6
） 

ど
ち
ら
を
選
ん
だ
ら
良
い
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
二
つ
の
道
徳
的
ジ
レ
ン
マ
の
選
択
肢
を
示
し
、
そ
の
際
の
反
応
と
選
択
し
た
理
由
づ
け
を
述

べ
さ
せ
る
授
業
。
ロ
ー
レ
ン
ス
・
コ
ー
ル
バ
ー
グ
が
提
唱
し
た
。

（
7
） T

hom
as L

ickona,

『E
ducating for C

haracter-H
ow
 O
ur S

chools C
an T

each R
espect and R

esponsibility-,B
antam

,1991,P
.67

（
三
浦
正
訳
『
リ
コ
ー
ナ
博
士
の
心
の
教
育
論
│
〈
尊
重
〉
と
〈
責
任
〉
を
育
む
学
校
環
境
の
創
造
』
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
、

七
三
頁
。

（
8
） 

市
民
性
教
育
と
も
呼
ば
れ
、
そ
の
目
的
は
「
民
主
主
義
そ
の
も
の
が
抱
え
る
問
題
に
対
し
て
、
自
ら
能
動
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
市
民
の
資
質

と
能
力
の
育
成
」
で
あ
る
。

六
八
八



法
育
の
社
会
的
意
義
と
教
育
効
果
（
平
野
）

（
九
二
一
）

（
9
） C

itizenship A
dvisory G

roup, E
ducation for citizenship and the teaching of dem

ocracy in schools: F
inal report of the 

A
dvisory G

roup on C
itizenship,1998.9.22,p.8

（
10
） 
長
沼
豊
他
編
著
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ク
リ
ッ
ク
他
著
、
鈴
木
嵩
弘
他
翻
訳
『
社
会
を
変
え
る
教
育　

C
itizenship E

ducation

│
英
国
の
シ
チ
ズ

ン
シ
ッ
プ
教
育
と
ク
リ
ッ
ク
・
レ
ポ
ー
ト
か
ら
│
』
キ
ー
ス
テ
ー
ジ
21　

二
〇
一
二
年
、
一
一
五
頁
。

（
11
） 

中
央
教
育
審
議
会
高
等
教
育
部
会
「
初
等
中
等
教
育
分
科
会
高
等
学
校
教
育
部
会
の
審
議
の
経
過
に
つ
い
て
」
二
〇
一
三
年
一
月
。

（
12
） 

「
テ
ス
ト
や
受
験
の
た
め
だ
っ
た
り
、
資
格
や
就
職
の
た
め
だ
っ
た
り
し
て
、
教
育
が
外
形
的
な
意
義
し
か
持
た
な
い
道
具
の
よ
う
に
み
な
さ

れ
て
し
ま
う
」
こ
と
（
広
田
照
幸
『
高
校
生
を
主
権
者
に
育
て
る
│
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
を
核
と
し
た
主
権
者
教
育
│
』
学
事
出
版
、

二
〇
一
五
年
、
二
八
頁
）。

（
13
） 

阿
部
謹
也
『
日
本
人
の
歴
史
認
識
│
「
世
間
」
と
い
う
視
角
か
ら
』
岩
波
新
書　

二
〇
〇
四
年
、
七
頁
。

（
14
） 

示
さ
れ
た
話
題
に
つ
い
て
、
出
席
者
全
員
が
参
加
す
る
と
い
う
討
議
の
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。

（
15
） 

最
高
裁
判
所　

裁
判
員
制
度　

東
京
地
方
裁
判
所
「
裁
判
員
経
験
者
の
意
見
交
換
会
議
事
概
要
」
二
〇
一
六
年
三
月
十
四
日
他
。

（
16
） 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
各
州
の
教
育
課
程
を
指
す
。

（
17
） 

二
〇
〇
七
年
六
月
の
教
育
職
員
免
許
法
の
改
正
に
よ
り
、
二
〇
〇
九
年
四
月
か
ら
導
入
さ
れ
た
。

（
18
） 

『
平
成
二
七
年
版
犯
罪
白
書
』
六
頁
。

（
19
） 

デ
ミ
ス
・
ハ
サ
ビ
ス
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
者
・D

eep M
ind

創
業
者
）
が
創
造
し
た
。

（
20
） 

人
間
の
頭
脳
を
構
成
す
る
無
数
の
神
経
細
胞
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
従
来
よ
り
も
正
確
に
模
倣
し
た
新
種
の
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
技
術
の
こ

と
で
あ
る
。

（
21
） 

英
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
タ
イ
ム
ズ
紙　

二
〇
一
四
年
一
二
月
三
日
版
。

（
22
） 

全
国
二
〇
七
か
所
の
児
童
相
談
所
に
お
け
る
平
成
二
四
年
度
の
相
談
件
数
は
、
六
六
七
〇
一
件
で
、
平
成
二
五
年
度
の
対
前
年
度
比
は
、

一
一
〇
・
六
％
で
あ
る
。
平
成
二
年
に
統
計
を
取
り
始
め
て
か
ら
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
（
平
成
二
六
年
八
月
四
日
の
報
道
関
係
資
料
に
よ

る
平
成
二
五
年
度
の
児
童
相
談
所
で
の
児
童
虐
待
相
談
対
応
件
数
等
）。

六
八
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
九
二
二
）

（
23
） 

国
民
投
票
法
が
二
〇
一
四
年
六
月
、
公
職
選
挙
法
が
二
〇
一
五
年
六
月
に
改
正
さ
れ
、
国
民
投
票
権
・
選
挙
権
年
齢
が
一
八
歳
に
引
き
下
げ
ら

れ
た
。

（
24
） 
主
権
者
と
し
て
社
会
の
中
で
自
立
し
、
他
者
と
連
携
・
協
働
し
な
が
ら
、
社
会
を
生
き
抜
く
力
や
地
域
の
課
題
解
決
を
社
会
の
構
成
員
の
一
員

と
し
て
主
体
的
に
担
う
力
を
発
達
段
階
に
応
じ
て
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
教
育
の
こ
と
で
あ
る
。

六
九
〇



船
山
泰
範
教
授　

略
歴





船
山
泰
範
教
授　

略
歴

（
九
二
五
）

船
山
泰
範
教
授　

略
歴

生
年
月
日

一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
九
月
四
日

【
学　
　

歴
】

一
九
六
五
年
三
月　

東
京
都
立
日
比
谷
高
校
卒
業

一
九
六
七
年
四
月　

日
本
大
学
法
学
部
法
律
学
科
入
学

一
九
七
一
年
三
月　

日
本
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業

一
九
七
一
年
四
月　

日
本
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
入
学

一
九
七
三
年
三
月　

日
本
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

【
職　
　

歴
】

一
九
七
三
年
七
月
〜
一
九
七
七
年
四
月 

日
本
大
学
法
学
部
副
手

一
九
七
七
年
五
月
〜
一
九
八
三
年
三
月 

創
価
大
学
通
信
教
育
部
専
任
講
師

六
九
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
九
二
六
）

一
九
八
三
年
四
月
〜
一
九
八
八
年
三
月 

日
本
大
学
法
学
部
専
任
講
師

一
九
八
三
年
四
月
〜
一
九
八
八
年
三
月 

亜
細
亜
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
（
刑
事
訴
訟
法
）

一
九
八
八
年
四
月
〜
一
九
九
八
年
三
月 

日
本
大
学
法
学
部
助
教
授

一
九
九
四
年
四
月
〜
二
〇
〇
五
年
三
月 

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
（
刑
法
）

一
九
九
六
年
四
月
〜
二
〇
〇
四
年
三
月 

明
治
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
（
司
法
演
習
）

一
九
九
八
年
四
月
〜
現
在
に
至
る 

日
本
大
学
法
学
部
教
授

一
九
九
八
年
一
〇
月
〜
一
九
九
九
年
三
月 

亜
細
亜
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
（
刑
法
）

二
〇
〇
四
年
四
月
〜
二
〇
〇
七
年
三
月 

日
本
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授

二
〇
一
一
年
九
月
〜
二
〇
一
四
年
八
月 
日
本
大
学
評
議
員

 

（
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
九
月
三
日
現
在
）

六
九
四



船
山
泰
範
教
授　

主
要
業
績





船
山
泰
範
教
授　

主
要
業
績

（
九
二
九
）

船
山
泰
範
教
授　

主
要
業
績

【
著
書
】

単
著『

ポ
イ
ン
ト
整
理　

刑
法
入
門
』（
住
宅
新
報
社
、
一
九
七
八
年
）

『
人
間
の
目
で
見
る
刑
法
（
改
訂
版
）』（
こ
ぶ
し
社
、
一
九
九
七
年
）

『
刑
法
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
九
年
）

『
刑
法
の
役
割
と
過
失
犯
論
（
日
本
大
学
法
学
部
叢
書
23
巻
）』（
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）

『
事
例
で
学
ぶ
刑
法
各
論
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）

『
図
解
雑
学
・
刑
法
（
第
三
版
）』（
ナ
ツ
メ
社
、
二
〇
一
〇
年
）

『
マ
ス
タ
ー
刑
法
』（
立
花
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）

『
刑
法
が
わ
か
っ
た
』（
法
学
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）

『
刑
法
学
講
話
（
総
論
）』（
成
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）

『
刑
法
の
礎
・
総
論
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
四
年
）

『
刑
法
の
礎
・
各
論
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
六
年
）

六
九
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
九
三
〇
）

『
刑
法
を
学
ぶ
た
め
の
道
案
内
』（
法
学
書
院
、
二
〇
一
六
年
）

共
著『

刑
法
の
入
門
』（
高
文
堂
出
版
社
、
一
九
七
九
年
）

『
判
例
ゼ
ミ
刑
法
各
論
』（
学
陽
書
房
、
一
九
八
〇
年
）

『
基
本
マ
ス
タ
ー
刑
事
訴
訟
法
』（
法
学
書
院
、
一
九
八
〇
年
）

『
企
業
犯
罪
・
ビ
ジ
ネ
ス
犯
罪
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
一
年
）

『
判
例
ゼ
ミ
刑
法
総
論
（
改
訂
版
）』（
学
陽
書
房
、
一
九
八
二
年
）

『
少
年
法
（
条
文
解
説
）』（
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年
）

『
法
学
概
論
』（
一
橋
出
版
、
一
九
八
七
年
）

『
論
文
試
験
刑
法
総
論
』（
学
陽
書
房
、
一
九
九
二
年
）

『
論
文
試
験
刑
法
各
論
』（
学
陽
書
房
、
一
九
九
三
年
）

『
刑
法
Ⅱ
﹇
各
論
﹈』（
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
二
四
号
、
一
九
九
四
年
）

『
知
的
作
文
の
技
法
』（
翰
林
書
房
、
一
九
九
五
年
）

『
新
刑
事
政
策
入
門
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
五
年
）

『
法
学
概
論
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
六
年
）

『
ス
タ
ッ
フ
刑
法
総
論
』（
こ
ぶ
し
社
、
一
九
九
七
年
）

六
九
八



船
山
泰
範
教
授　

主
要
業
績

（
九
三
一
）

『
ス
タ
ッ
フ
刑
法
各
論
』（
こ
ぶ
し
社
、
一
九
九
七
年
）

『
現
代
刑
事
法
入
門
』（
東
京
法
令
出
版
、
一
九
九
七
年
）

『
ビ
ジ
ネ
ス
刑
法
入
門
』（
シ
ス
テ
ム
フ
ァ
イ
ブ
、
一
九
九
七
年
）

『
目
で
見
る
刑
法
教
材
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）

『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
〔
第
二
版
〕
改
正
刑
法
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
九
年
）

『
ス
タ
ッ
フ
刑
事
政
策
』（
こ
ぶ
し
社
、
二
〇
〇
〇
年
）

『
演
習
ノ
ー
ト
刑
事
訴
訟
法
〔
全
訂
第
二
版
〕』（
法
学
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）

『
ケ
イ
ス
メ
ソ
ッ
ド
刑
法
総
論
』（
不
磨
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）

『
ケ
イ
ス
メ
ソ
ッ
ド
刑
法
各
論
』（
不
磨
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）

『
裁
判
員
の
た
め
の
刑
法
入
門
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）

『
裁
判
員
の
た
め
の
法
律
用
語
＆
面
白
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
』（
法
学
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）

『
図
解
雑
学
・
裁
判
員
法
』（
ナ
ツ
メ
社
、
二
〇
〇
八
年
）

『
ホ
ー
ン
ブ
ッ
ク
新
刑
法
総
論
（
改
訂
版
）』（
北
樹
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）

『
法
律
用
語
辞
典
』（
法
学
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）

『
刑
法
演
習
50
選
』（
北
樹
出
版
、
二
〇
一
二
年
）

『
新
法
学
入
門
（
第
二
版
）』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）

『
刑
事
訴
訟
法
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）

六
九
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
九
三
二
）

『
演
習
ノ
ー
ト
刑
法
総
論
（
第
五
版
）』（
法
学
書
院
、
二
〇
一
三
年
）

『
刑
事
法
入
門
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）

『
不
正
競
争
防
止
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
〈
改
訂
版
〉』（
レ
ク
シ
ス
ネ
ク
シ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
、
二
〇
一
四
年
）

『
ホ
ー
ン
ブ
ッ
ク
新
刑
法
各
論
（
改
訂
三
版
）』（
北
樹
出
版
、
二
〇
一
五
年
）

『
福
島
原
発
、
裁
か
れ
な
い
で
い
い
の
か
』（
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
五
年
）

『
商
標
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
』（
レ
ク
シ
ス
ネ
ク
シ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
、
二
〇
一
五
年
）

『
法
学
』（
日
本
大
学
通
信
教
育
部
、
二
〇
一
六
年
）

『
刑
法
判
例
ベ
ー
シ
ッ
ク
150
』（
法
学
書
院
、
二
〇
一
六
年
）

補
訂藤

木
英
雄
『
刑
法
（
全
）（
第
四
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）

【
学
術
論
文
】

「
刑
事
政
策
へ
の
市
民
参
加
│
地
域
非
行
防
止
活
動
の
展
望
」
日
本
法
学
四
〇
巻
一
号
（
一
九
七
四
年
）

「
公
害
紛
争
と
刑
事
裁
判
」
藤
木
編
『
公
害
犯
罪
と
企
業
責
任
』（
一
九
七
五
年
）

「
刑
事
政
策
観
の
転
換
│
市
民
参
加
を
中
心
に
」
団
藤
他
編
『
刑
事
政
策
の
現
代
的
課
題
』（
小
川
太
郎
博
士
古
稀
祝
賀
）（
一
九
七
七

年
）

七
〇
〇



船
山
泰
範
教
授　

主
要
業
績

（
九
三
三
）

「
行
政
犯
と
行
政
刑
法
」
現
代
刑
法
講
座
第
一
巻
刑
法
の
基
礎
理
論
（
一
九
七
七
年
）

「
公
電
漏
え
い
事
件
・
資
料　

最
高
裁
決
定
と
一
審
・
二
審
判
決
の
争
点
」
新
聞
研
究
三
二
五
号
（
一
九
七
八
年
）

「
公
害
犯
罪
と
刑
事
責
任
│
水
俣
病
刑
事
裁
判
・
熊
本
地
判
昭
和
54
・
3
・
22
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
九
九
号
（
一
九
八
〇
年
）

「
過
失
の
性
質
・
種
類
」『
判
例
刑
法
研
究
（
三
）
責
任
』（
一
九
八
〇
年
）

「
商
品
生
産
と
犯
罪
」『
現
代
刑
罰
法
大
系
第
二
巻
経
済
活
動
と
刑
罰
』（
一
九
八
三
年
）

「
少
年
法
（
日
本
刑
法
学
会
第
六
〇
回
大
会
）
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
刑
法
雑
誌
二
六
巻
一
号
（
一
九
八
四
年
）

「
青
少
年
保
護
条
例
に
お
け
る
淫
行
処
罰
規
定
の
意
義
と
罪
刑
法
定
主
義
│
福
岡
県
青
少
年
保
護
条
例
の
最
高
裁
大
法
廷
判
決
を
め

ぐ
っ
て
」
日
本
法
学
五
二
巻
二
号
（
一
九
八
六
年
）

「
誤
想
防
衛
の
一
考
察
│
誤
解
に
よ
る
騎
士
道
発
揮
事
件
の
最
高
裁
決
定
を
め
ぐ
っ
て
」
日
本
法
学
五
四
巻
二
号
（
一
九
八
六
年
）

「
刑
法
に
お
け
る
行
為
の
人
間
学
的
構
造
」
日
本
大
学
法
学
部
創
立
百
周
年
記
念
論
文
集
第
一
巻
（
一
九
八
九
年
）

「
修
正
申
告
の
強
要
は
い
か
な
る
犯
罪
を
構
成
す
る
か
」
法
と
民
主
主
義
二
四
六
号
（
一
九
九
〇
年
）

「
テ
レ
ホ
ン
カ
ー
ド
の
偽
造
と
罪
刑
法
定
主
義
」
日
本
法
学
五
七
巻
一
号
（
一
九
九
一
年
）

「
修
正
申
告
の
強
要
に
た
い
す
る
刑
事
法
的
規
制
」
板
倉
他
編
『
納
税
者
の
権
利
』（
北
野
弘
久
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
）（
一
九
九
一

年
）

「
間
接
幇
助
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
（
第
三
版
）（
一
九
九
一
年
）

「
幇
助
犯
と
罪
刑
法
定
主
義
」
日
本
法
学
五
七
巻
四
号
（
一
九
九
二
年
）

「
情
報
の
不
正
入
手
と
背
任
罪
│
綜
合
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
事
件
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
三
版
）（
一
九
九
二
年
）七

〇
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
九
三
四
）

「
間
接
教
唆
・
間
接
幇
助
」
刑
法
基
本
講
座
第
四
巻
（
一
九
九
二
年
）

「
少
年
犯
罪
「
報
道
」
の
視
座
│
少
年
法
五
一
条
を
て
が
か
り
に
」
政
経
研
究
二
九
巻
二
号
（
一
九
九
三
年
）

「
人
間
行
為
の
責
任
と
社
会
制
裁
」
桜
文
論
叢
三
六
巻
（
一
九
九
三
年
）

「
刑
法
に
お
け
る
暴
行
・
脅
迫
の
意
義
」
刑
法
基
本
講
座
第
六
巻
（
一
九
九
三
年
）

「
公
務
執
行
妨
害
罪
の
問
題
点
」
刑
法
基
本
講
座
第
六
巻
（
一
九
九
三
年
）

「
児
童
福
祉
法
六
〇
条
三
項
の
『
児
童
を
使
用
す
る
者
』
の
意
義
」
平
成
五
年
度
重
要
判
例
解
説
（
一
九
九
四
年
）

「
情
報
の
不
正
入
手
と
背
任
罪
│
綜
合
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
事
件
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
四
版
）（
一
九
九
七
年
）

「
間
接
幇
助
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
（
第
四
版
）（
一
九
九
七
年
）

「
部
分
冤
罪
と
再
審
請
求
」
法
学
紀
要
四
〇
号
（
一
九
九
九
年
）

「
三
浦
裁
判　

勾
留
13
年
で
も
再
収
監
の
意
地
悪
」
週
刊
金
曜
日
四
〇
号
（
一
九
九
八
年
）

「
新
旧
過
失
犯
論
争
の
総
括
│
新
過
失
論
の
立
場
か
ら
」
現
代
刑
事
法
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）

「
期
待
可
能
性
」
刑
法
の
争
点
〔
第
三
版
〕（
二
〇
〇
〇
年
）

「
薬
害
エ
イ
ズ
と
過
失
犯
」
現
代
刑
事
法
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）

「
死
刑
存
廃
論
の
未
検
討
課
題
」『
三
原
憲
三
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』（
二
〇
〇
二
年
）

「
座
談
会　

学
生
を
め
ぐ
る
今
日
的
な
問
題
│
そ
の
法
的
な
対
処
に
つ
い
て
考
え
る
」
看
護
教
育
四
四
号
（
二
〇
〇
三
年
）

「
刑
事
司
法
の
制
度
的
限
界
と
克
服
」
廣
瀬
他
編
『
田
宮
裕
博
士
追
悼
論
集
（
下
巻
）』（
二
〇
〇
三
年
）

「
少
年
の
責
任
と
少
年
法
」
渥
美
他
編
『
刑
事
法
学
の
現
実
と
展
開
│
齊
藤
誠
二
先
生
古
稀
記
念
│
』（
二
〇
〇
三
年
）

七
〇
二



船
山
泰
範
教
授　

主
要
業
績

（
九
三
五
）

「
事
後
強
盗
罪
の
成
否
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
五
版
）（
二
〇
〇
三
年
）

「
共
犯
と
過
剰
防
衛
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
（
第
五
版
）（
二
〇
〇
三
年
）

「
難
燃
性
建
造
物
に
お
け
る
複
数
建
物
の
一
体
性
」
平
成
一
四
年
度
重
要
判
例
解
説
（
二
〇
〇
三
年
）

「
逋
脱
犯
の
刑
法
犯
化
」
日
本
法
学
六
九
巻
四
号
（
板
倉
宏
教
授
古
稀
記
念
号
）（
二
〇
〇
四
年
）

「
医
療
過
誤
と
過
失
犯
論
の
役
割
」『
現
代
社
会
型
犯
罪
の
諸
問
題
』（
二
〇
〇
四
年
）

「
胎
児
性
傷
害
」
川
端
編
『
刑
法
判
例
演
習
』（
二
〇
〇
四
年
）

「
刑
法
の
役
割
│
『
刑
法
の
機
能
』
を
超
え
て
│
」『
刑
事
法
学
の
現
代
的
展
開
』（
斎
藤
静
敬
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
）（
二
〇
〇
五
年
）

「
刑
法
解
釈
と
権
力
の
抑
制
│
住
居
侵
入
罪
を
手
が
か
り
に
│
」
田
口
他
編
『
犯
罪
の
多
角
的
検
討
（
渥
美
東
洋
先
生
古
稀
記
念
論
文

集
）』（
二
〇
〇
六
年
）

「
い
か
に
法
を
普
及
さ
せ
る
か
：
模
擬
裁
判
の
可
能
性
」
社
会
科
教
育
研
究
九
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）

「
法
の
世
界
は
単
色
か
」
桜
門
論
叢
六
六
巻
（
二
〇
〇
六
年
）

「
な
ぜ
法
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
」『
現
代
日
本
の
法
と
政
治
』（
粕
谷
進
先
生
古
稀
記
念
）（
二
〇
〇
七
年
）

「
北
大
電
気
メ
ス
事
件
」
医
事
法
判
例
百
選
（
二
〇
〇
六
年
）

「
財
物
の
意
義
」
刑
法
の
争
点
（
二
〇
〇
七
年
）

「
監
督
過
失
（
1
）
│
白
石
中
央
病
院
事
件
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
（
第
六
版
）（
二
〇
〇
八
年
）

「
財
産
上
の
損
害
（
1
）」
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
各
論
（
第
六
版
）（
二
〇
〇
八
年
）

「
あ
な
た
も
裁
判
員
」
桜
門
春
秋
一
一
六
号
（
二
〇
〇
八
年
）

七
〇
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
九
三
六
）

「
裁
判
員
制
度
と
刑
事
司
法
の
近
代
化
」
政
経
研
究
四
六
巻
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）

「
裁
判
員
裁
判
と
死
刑
廃
止
の
展
望
」
下
村
他
編
『
刑
事
法
学
の
新
展
開
』（
八
木
國
之
博
士
追
悼
論
文
集
）（
二
〇
〇
九
年
）

「
自
動
車
犯
罪
立
法
の
未
整
備
と
罪
刑
法
定
主
義
」
日
本
法
学
七
六
巻
四
号
（
沼
野
輝
彦
教
授
古
稀
記
念
号
）（
二
〇
一
一
年
）

「
自
動
車
犯
罪
立
法
の
展
望
│
「
許
さ
れ
な
い
危
険
」
を
見
通
し
て
」
法
学
論
文
集
（
韓
国
・
中
央
大
学
校
）
三
五
巻
三
号
（
二
〇
一
一

年
）

「
更
生
を
め
ざ
す
刑
罰
│
市
民
参
加
の
時
代
を
迎
え
て
│
」
町
野
他
編
『
刑
法
・
刑
事
政
策
と
福
祉
』（
岩
井
宜
子
先
生
古
稀
祝
賀
論
文

集
）（
二
〇
一
一
年
）

「
強
要
に
よ
る
聴
取
書
問
題
」
月
刊
民
商
五
四
巻
六
号
（
二
〇
一
二
年
）

「「
納
税
者
の
権
利
」
の
憲
法
論
的
位
置
付
け
」『
納
税
者
権
利
論
の
課
題
』（
北
野
弘
久
先
生
追
悼
論
集
）（
二
〇
一
二
年
）

「
脱
線
転
覆
事
故
に
お
け
る
安
全
対
策
責
任
者
の
過
失
：
尼
崎
Ｊ
Ｒ
脱
線
事
故
」
日
本
法
学
七
八
巻
一
号
（
二
〇
一
二
年
）

「
虚
偽
公
文
書
作
成
罪
の
再
構
成
」
日
本
大
学
法
科
大
学
院
法
務
研
究
九
号
（
二
〇
一
二
年
）

「
希
望
が
な
け
れ
ば
刑
罰
と
は
い
え
な
い
」
政
経
研
究
四
九
巻
四
号
（
二
〇
一
三
年
）

「
座
談
会　

司
法
は
生
き
て
い
た
：
3
・
11
に
真
摯
に
向
き
合
っ
た
福
井
地
裁
判
決
（
平
成
26
・
5
・
21
）」
世
界
八
五
八
号
（
二
〇
一
四

年
）

「
過
失
犯
に
お
け
る
回
避
措
置
重
心
説
」
井
田
他
編
『
川
端
博
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
（
上
巻
）』（
二
〇
一
四
年
）

「
期
待
可
能
性
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
（
第
七
版
）（
二
〇
一
四
年
）

「
権
力
が
守
る
犯
罪
」
政
経
研
究
五
二
巻
二
号
（
二
〇
一
五
年
）

七
〇
四



船
山
泰
範
教
授　

主
要
業
績

（
九
三
七
）

【
判
例
研
究
】

「
丸
正
名
誉
毀
損
事
件
上
告
審
決
定
（
最
決
昭
和
51
・
3
・
23
）」
日
本
法
学
四
二
巻
二
号
（
一
九
七
七
年
）

「
揮
発
油
税
法
、
地
方
道
路
税
法
に
い
う
揮
発
油
の
製
造
の
意
義
│
い
わ
ゆ
る
ブ
レ
ン
ド
ガ
ソ
リ
ン
事
件
（
最
決
昭
和
53
・
2
・
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）」
判

例
時
報
九
二
二
号
（
一
九
七
九
年
）

「
運
転
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証
の
不
正
再
受
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て
（
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・
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・
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察
研
究
五
一
巻
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号
（
一
九
八
〇
年
）

「
鳥
獣
保
護
法
一
一
条
の
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の
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義
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和
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・
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・
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警
察
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究
五
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巻
三
号
（
一
九
八
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産
業
廃
棄
物
処
理
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の
「
も
っ
ぱ
ら
再
生
利
用
の
目
的
と
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る
産
業
廃
棄
物
」
の
意
義
（
最
決
昭
和
56
・
1
・
27
）」
警
察
研
究
五
四
巻

一
号

「
大
麻
取
締
法
一
条
の
「
大
麻
草
（
カ
ン
ナ
ビ
ス
、
サ
テ
イ
バ
、
エ
ル
）」
の
意
義
（
最
決
昭
和
57
・
9
・
17
）」
警
察
研
究
五
五
巻
五
号

（
一
九
八
四
年
）

「
法
人
税
法
159
条
1
項
、
164
条
1
項
の
「
そ
の
他
の
従
業
者
」
の
意
義
（
最
決
昭
和
58
・
3
・
11
）」
警
察
研
究
五
五
巻
一
一
号

（
一
九
八
四
年
）

「
地
方
公
共
団
体
の
長
の
解
職
投
票
と
公
職
選
挙
法
の
買
収
罪
の
準
用
（
最
決
昭
和
59
・
4
・
20
）」
警
察
研
究
五
七
巻
八
号
（
一
九
八
六

年
）

「
売
春
防
止
法
13
条
1
項
の
「
情
を
知
っ
て
」
の
意
義
（
最
決
昭
和
61
・
10
・
1
）」
警
察
研
究
五
九
巻
九
号
（
一
九
八
八
年
）

「
ホ
テ
ル
火
災
と
経
営
者
の
業
務
上
過
失
責
任
（
川
治
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
事
件
）（
最
決
平
成
2
・
11
・
16
）」
警
察
研
究
六
三
巻
一
〇
号

（
一
九
九
二
年
）

七
〇
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
九
三
八
）

「
正
当
防
衛
の
共
同
と
侵
害
終
了
後
の
共
謀
（
最
高
裁
判
決
平
成
6
・
12
・
6
）」
判
例
時
報
一
五
六
一
号
（
一
九
九
六
年
）

「
雪
崩
事
故
と
過
失
責
任
│
ニ
セ
コ
ア
ン
ヌ
プ
リ
「
春
の
滝
」
雪
崩
遭
難
事
件
（
札
幌
地
小
樽
支
判
平
成
12
・
3
・
21
）」
判
例
時
報

一
七
四
六
号
（
二
〇
〇
一
年
）

「
嫌
が
ら
せ
電
話
に
よ
り
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
を
負
わ
せ
、
傷
害
罪
が
認
め
ら
れ
た
事
例
│
富
山
地
判
平
13
・
4
・
19
判
タ
1081
・
291
」
現
代
刑
事
法
五

号
（
二
〇
〇
三
年
）

「
他
人
占
有
物
の
領
得
に
関
す
る
事
例
」
日
本
法
学
七
一
巻
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）

「
自
動
車
引
き
ず
り
殺
人
事
件
（
長
野
地
裁
平
成
24
・
10
・
19
判
決
）」
日
本
大
学
法
科
大
学
院
法
務
研
究
一
〇
号
（
二
〇
一
三
年
）

「
脱
線
転
覆
事
故
と
安
全
対
策
責
任
者
の
過
失
」『
現
代
の
判
例
と
刑
法
理
論
の
展
開
』（
八
千
代
出
版
、
二
〇
一
四
年
）

「
柔
道
指
導
に
お
け
る
過
失
責
任
（
長
野
地
裁
平
成
26
・
4
・
30
判
決
）」
日
本
法
学
八
〇
巻
四
号
（
二
〇
一
五
年
） 七

〇
六



執
筆
者
紹
介
（
掲
載
順
）

伊　

東　

研　

祐 

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授

伊　

藤　
　
　

悟 
日
本
大
学
教
授

齊　

藤　

信　

宰 
大
東
文
化
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
特
任
教
授

佐　

伯　

仁　

志 

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授

設　

楽　

裕　

文 

日
本
大
学
教
授

清　
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学
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法
務
研
究
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教
授
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之 

志
學
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大
学
法
学
部
専
任
講
師

鈴　
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雄 

中
央
大
学
法
学
部
教
授

只　

木　
　
　

誠 

中
央
大
学
法
学
部
教
授

沼　

野　

輝　

彦 

元
日
本
大
学
教
授

朴　
　
　

貞　

根 

韓
国･

中
央
大
学
校
名
誉
教
授

藤　

川　

信　

夫 

日
本
大
学
教
授

前　

田　

雅　

英 

日
本
大
学
大
学
院
法
務
研
究
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教
授

加　

藤　

康　
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日
本
大
学
大
学
院
法
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研
究
科
教
授
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正　

晴 

日
本
大
学
教
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玉　

蟲　

由　

樹 

日
本
大
学
教
授

尾　

田　

清　

貴 

日
本
大
学
教
授

張　
　
　

光　

雲 

中
国
・
四
川
師
範
大
学
法
学
院
教
授

野　

村　

和　

彦 

日
本
大
学
准
教
授

長
谷
川　

貞　

之 

日
本
大
学
教
授

矢　
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聡 

日
本
大
学
教
授

吉　

原　

達　

也 

日
本
大
学
教
授

平　
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節　
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本
法
育
学
会
理
事
長
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